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究
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。
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あ
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故
佐
々
木
輝
雄
教
授
の
遺
作
と
な
っ
た
「
戦
後
職
業
訓
練
関
係
年
表
」
で
あ
る
。

戦
後
も
既
に

年
を
超
え
、
当
時
の
資
料
の
散
逸
、
亡
失
が
進
ん
で
い
る
。
現
段
階

75

に
お
い
て
収
集
可
能
で
、
当
時
の
職
業
訓
練
の
全
体
像
が
分
か
る
よ
う
に
重
要
な
資

料
を
本
資
料
集
に
ま
と
め
た
。

本
資
料
集
に
よ
っ
て
戦
後
の
職
業
訓
練
の
実
情
を
解
明
す
る
意
味
は
、
現
下
の
「
職

業
能
力
開
発
促
進
法
」
に
お
い
て
も
中
核
は
職
業
訓
練
で
あ
り
、
こ
の
業
務
を
困
難

な
状
況
の
下
で
日
々
真
摯
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
方
々
が
、
本
資
料
集
で
明
ら
か

に
す
る
過
去
の
活
動
を
知
り
、
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
今
日
の
業
務
へ
の
誇
り
と
、
明

日
の
仕
事
へ
の
自
負
を
持
っ
て
戴
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
る
と
こ

ろ
に
あ
る
。

ま
た
社
会
的
に
は
、
職
業
訓
練
は
社
会
問
題
、
労
働
問
題
、
あ
る
い
は
教
育
問
題

と
密
接
な
関
連
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
要
点
と
の
歴
史
的
関
係
を
明
確
に
す
る
た
め
の

課
題
に
応
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
戦
後
の
職
業
訓
練
は
上
記
の
よ
う
な
様
々

な
学
問
に
よ
っ
て
も
研
究
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
そ
の
学
問
領
域

の
論
理
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
職
業
訓
練
の
立
場
か
ら
職
業
訓
練

の
実
態
と
職
業
訓
練
を
取
り
巻
く
諸
問
題
を
総
合
的
・
俯
瞰
的
に
考
察
す
る
と
き
の

職
業
訓
練
の
独
自
の
意
義
と
は
言
え
な
い
と
考
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
佐
々
木
教
授

が
「
職
業
訓
練
の
現
実
は
産
業
経
済
、
労
働
、
教
育
、
社
会
福
祉
政
策
の
…
…
緊
張

・
対
立
関
係
の
中
に
あ
る
」
、
と
述
べ
た
こ
と
の
証
拠
の
提
示
だ
と
い
え
よ
う
。

例
え
ば
、
近
年
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
が
推
進
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
目
標
８
の
「
働
き
が
い

も
経
済
成
長
も
」
は
、
ま
さ
に
職
業
訓
練
の
目
的
で
あ
り
、
一
貫
し
て
追
及
し
て
き

た
課
題
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
目
標
４
の
「
質
の
高
い
教
育
を
み
ん
な

に
」
の
日
本
語
の
タ
イ
ト
ル
で
は
見
落
と
さ
れ
る
が
、
「
教
育
」
の
原
語
で
あ
る

"Education"

の
概
念
は
「
教
育
」
と
言
う
よ
り
も
「
能
力
開
発
」"developing

the

pow
ers"

の
意
味
で
あ
り
、
そ
の
４
の
下
位
目
標
に
あ
る
「
働
き
が
い
の
あ
る
職
業

に
つ
な
が
る
技
術
を
身
に
つ
け
る
機
会
を
得
る
こ
と
」
は
、
誰
も
が
頷
く
よ
う
に
正

に
職
業
訓
練
の
課
題
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
昨
年
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
る
〝
リ
ス
キ
リ
ン
グ
〟
は
、
こ
れ
を
訳
せ
ば
「
技

能
化
」
と
言
え
る
が
、
そ
の
目
標
の
多
く
は
本
資
料
集
で
明
ら
か
な
よ
う
に
戦
後
の

困
難
な
時
期
に
職
業
訓
練
に
よ
っ
て
模
索
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
明
確
に

す
る
た
め
に
は
、
先
人
が
施
策
・
実
践
し
た
職
業
訓
練
の
遺
産
を
掘
り
起
こ
さ
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
や
リ
ス
キ
リ
ン
グ
の
重
要
な
課
題
を
職

業
訓
練
が
担
っ
て
き
た
事
業
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

そ
の
中
に
は
、
国
民
一
丸
と
な
っ
て
戦
後
復
興
を
果
た
し
て
き
た
一
翼
で
あ
る
職

業
訓
練
の
実
践
か
ら
見
落
と
さ
れ
た
意
義
が
あ
り
、
そ
れ
は
今
日
の
状
況
を
打
開
す

る
時
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
る
。

か
て
て
加
え
て
、
本
資
料
集
が
わ
が
国
の
戦
後
史
研
究
を
更
に
深
め
る
た
め
の
素

材
に
な
れ
ば
幸
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
岩
手
県
が
〝
労
働
文
化
の
発
祥
は
職
業
補

導
か
ら
〟
と
提
起
し
た
（
昭
和

年
３
月
）
よ
う
に
、
職
業
訓
練
が
文
化
と
し
て
わ

24

が
国
で
も
議
論
さ
れ
て
欲
し
い
と
の
期
待
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

な
お
、
本
資
料
集
は
、
佐
々
木
教
授
の
年
表
を
原
案
と
し
て
資
料
を
収
集
し
、
そ

の
後
発
掘
し
た
資
料
も
追
加
し
て
い
る
。
本
資
料
集
に
は
未
だ
不
備
、
欠
落
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
後
学
者
に
補
遺
を
託
し
た
い
。

最
後
に
、
谷
口
雄
治
名
誉
教
授
に
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
資
料"Labor

D
ivision

M
anual"

『
労
働
課
便
覧
』
の
翻
訳
に
ご
協
力
戴
い
た
。
そ
の
他
、
ご
氏
名
を
挙
げ
な
い
が
資

料
収
集
の
た
め
に
ご
協
力
戴
い
た
少
な
く
な
い
研
究
者
、
及
び
東
京
商
工
会
議
所
、

日
本
商
工
会
議
所
、
雇
用
問
題
研
究
会
、
法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
図
書
室
、

明
治
大
学
図
書
館
、
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
図
書
室
、
労
働
政
策
研
究
機
構
図

書
室
、
そ
し
て
各
地
の
国
公
立
図
書
館
・
公
文
書
館
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
事
に

篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

二
〇
二
三
年
一
〇
月

田
中

萬
年
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る
」
、
と
述
べ
た
こ
と
の
証
拠
の
提
示
だ
と
い
え
よ
う
。

例
え
ば
、
近
年
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
が
推
進
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
目
標
８
の
「
働
き
が
い

も
経
済
成
長
も
」
は
、
ま
さ
に
職
業
訓
練
の
目
的
で
あ
り
、
一
貫
し
て
追
及
し
て
き

た
課
題
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
目
標
４
の
「
質
の
高
い
教
育
を
み
ん
な

に
」
の
日
本
語
の
タ
イ
ト
ル
で
は
見
落
と
さ
れ
る
が
、
「
教
育
」
の
原
語
で
あ
る

"Education"

の
概
念
は
「
教
育
」
と
言
う
よ
り
も
「
能
力
開
発
」"developing

the

pow
ers"

の
意
味
で
あ
り
、
そ
の
４
の
下
位
目
標
に
あ
る
「
働
き
が
い
の
あ
る
職
業

に
つ
な
が
る
技
術
を
身
に
つ
け
る
機
会
を
得
る
こ
と
」
は
、
誰
も
が
頷
く
よ
う
に
正

に
職
業
訓
練
の
課
題
で
あ
っ
た
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
昨
年
か
ら
進
め
ら
れ
て
い
る
〝
リ
ス
キ
リ
ン
グ
〟
は
、
こ
れ
を
訳
せ
ば
「
技

能
化
」
と
言
え
る
が
、
そ
の
目
標
の
多
く
は
本
資
料
集
で
明
ら
か
な
よ
う
に
戦
後
の

困
難
な
時
期
に
職
業
訓
練
に
よ
っ
て
模
索
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
明
確
に

す
る
た
め
に
は
、
先
人
が
施
策
・
実
践
し
た
職
業
訓
練
の
遺
産
を
掘
り
起
こ
さ
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
や
リ
ス
キ
リ
ン
グ
の
重
要
な
課
題
を
職

業
訓
練
が
担
っ
て
き
た
事
業
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

そ
の
中
に
は
、
国
民
一
丸
と
な
っ
て
戦
後
復
興
を
果
た
し
て
き
た
一
翼
で
あ
る
職

業
訓
練
の
実
践
か
ら
見
落
と
さ
れ
た
意
義
が
あ
り
、
そ
れ
は
今
日
の
状
況
を
打
開
す

る
時
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
る
。

か
て
て
加
え
て
、
本
資
料
集
が
わ
が
国
の
戦
後
史
研
究
を
更
に
深
め
る
た
め
の
素

材
に
な
れ
ば
幸
い
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
岩
手
県
が
〝
労
働
文
化
の
発
祥
は
職
業
補

導
か
ら
〟
と
提
起
し
た
（
昭
和

年
３
月
）
よ
う
に
、
職
業
訓
練
が
文
化
と
し
て
わ

24

が
国
で
も
議
論
さ
れ
て
欲
し
い
と
の
期
待
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

な
お
、
本
資
料
集
は
、
佐
々
木
教
授
の
年
表
を
原
案
と
し
て
資
料
を
収
集
し
、
そ

の
後
発
掘
し
た
資
料
も
追
加
し
て
い
る
。
本
資
料
集
に
は
未
だ
不
備
、
欠
落
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
後
学
者
に
補
遺
を
託
し
た
い
。

最
後
に
、
谷
口
雄
治
名
誉
教
授
に
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
資
料"Labor

D
ivision

M
anual"

『
労
働
課
便
覧
』
の
翻
訳
に
ご
協
力
戴
い
た
。
そ
の
他
、
ご
氏
名
を
挙
げ
な
い
が
資

料
収
集
の
た
め
に
ご
協
力
戴
い
た
少
な
く
な
い
研
究
者
、
及
び
東
京
商
工
会
議
所
、

日
本
商
工
会
議
所
、
雇
用
問
題
研
究
会
、
法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
図
書
室
、

明
治
大
学
図
書
館
、
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
図
書
室
、
労
働
政
策
研
究
機
構
図

書
室
、
そ
し
て
各
地
の
国
公
立
図
書
館
・
公
文
書
館
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
事
に

篤
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

二
〇
二
三
年
一
〇
月

田
中

萬
年
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凡凡

例例

一
、
法
令
の
日
付
は
公
布
の
日
と
し
、
規
則
は
『
官
報
』
掲
載
の
日
付
と
し
た
。

二
、
原
義
書
及
び
案
文
の
場
合
、
訂
正
文
を
転
載
し
た
。

三
、
原
資
料
が
表
・
様
式
等
を
省
略
し
て
い
る
も
の
は
そ
の
ま
ま
記
し
た
が
、
編

者
が
省
略
し
た
も
の
は
（
編
注
：
略
）
と
記
し
た
。

四
、
旧
漢
字
は
原
則
と
し
て
現
代
的
新
字
体
に
改
め
た
。

五
、
原
資
料
や
神
奈
川
県
の
通
達
集
に
お
け
る
手
書
き
の
資
料
で
、
略
字
体
は
現

代
的
新
字
体
に
改
め
た
。

六
、
番
号
・
記
号
に
つ
い
て
は
原
文
の
字
体
を
変
更
し
た
箇
所
も
あ
る
。

七
、
送
り
仮
名
は
原
文
の
ま
ま
に
し
た
。

八
、
判
読
不
能
文
字
、
不
明
文
字
及
び
空
白
部
は
□
で
表
し
た
。

九
、
誤
植
と
思
わ
れ
る
文
字
に
は
（
マ
マ
）
を
付
し
た
。

一
〇
、
紙
面
レ
イ
ア
ウ
ト
の
都
合
上
、
資
料
末
文
及
び
図
表
ま
た
は
そ
の
前
後
す
る

部
分
を
入
れ
替
え
た
箇
所
も
あ
る
が
、
（
編
注
）
で
確
認
頂
き
た
い
。

一
一
、
法
令
を
除
き
、
各
資
料
（
年
表
の
項
目
を
含
む
）
の
出
典
を
最
後
尾
に
『
○

○
』
、
『
△
△
△
』
の
略
号
で
付
し
た
が
、
そ
の
名
称
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

但
し
、
一
資
料
の
み
の
転
載
に
つ
い
て
は
当
該
資
料
名
を
資
料
末
に
記
し
た
。

『
三
法
』
：
参
議
院
労
働
委
員
会
専
門
員
室
『
労
働
三
法
改
正
に
関
す
る
各
方
面
の

意
見
』
、
昭
和

年
。

26

『
十
年
史
』
：
労
働
省
職
業
安
定
局
『
職
業
安
定
行
政
十
年
史
』
、
雇
用
問
題
研
究

会
、
昭
和

年
。
な
お
、
「
戦
後
職
業
訓
練
関
係
年
表
」
の
「
十
年
史
」
は
同
書

34

の
「
年
表
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
項
目
の
転
載
で
あ
る
。

『
二
〇
年
』
：
「
資
料
・
戦
後
二
十
年
史

５
」
海
後
宗
臣
編
『
教
育
・
社
会
』
、
日

本
評
論
社
、
一
九
六
七
年
。

『

年
』
：
山
見
豊
『
昭
和

年
職
業
訓
練
法
の
成
立
過
程
』
、
職
業
訓
練
大
学
校

33

33

調
査
研
究
資
料
第
２
号
、
昭
和

年
度
。

47

『
五
十
年
』
：
鈴
木
英
一
・
平
原
春
好
編
『
資
料

教
育
基
本
法

年
史
』
、
勁
草
書

50

房
、
一
九
九
八
年
。

『
百
年
史
』
：
文
部
省
『
学
制
百
年
史
』
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和

年
。

47

『
Ｉ
Ｌ
Ｏ
』
：
Ｉ
Ｌ
Ｏ
東
京
支
局
、
『
Ｉ
Ｌ
Ｏ
時
報
』
。

『
Ｔ
Ｗ
Ｉ
』
：
労
働
省
職
業
安
定
局
『
Ｔ
Ｗ
Ｉ
研
究
』
、
雇
用
問
題
研
究
会
。
同
研

究
会
所
蔵
。

『
安
定
』
：
工
藤
誠
爾
『
職
業
安
定
法
解
説
』
、
泰
流
社
、
昭
和

年
。

23

『
市
場
』
：
労
働
省
職
業
安
定
局
、
『
労
働
市
場
年
報
』
。

『
意
見
』
：
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
『
日
経
連
失
業
対
策
意
見
』
（
第
一
・
第
二
）
、

昭
和

年
・

年
、
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
蔵
。

23

24

『
解
説
』
：
渋
谷
直
蔵
『
職
業
訓
練
法
の
解
説
』
、
労
働
法
令
協
会
、
昭
和

年
。

33

『
閣
議
』
：
国
会
図
書
館
ナ
ビ
「
昭
和
前
期
閣
議
決
定
等
収
載
資
料
及
び
本
文
」
。

『
神
公
報
』
：
『
神
奈
川
県
公
報
』
。

『
神
綴
り
』
：
神
奈
川
県
『
職
業
訓
練
関
係
通
ち
ょ
う
綴
り
』
、(

日
欠
：
掲
載
最
終

通
達
は
昭
和

年

月

日)

。

32

11

30

『
神
類
集
』
：
神
奈
川
県
『
職
業
訓
練
関
係
例
規
通
達
類
集
』
、(

日
欠
：
掲
載
最
終

通
達
は
昭
和

年

月

日)

。

34

7

15

『
勧
告
』
：
労
働
省
編
『
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
・
勧
告
集
』（
第
１
版
・
第
２
版
・
第
３
版
）
、

労
務
行
政
研
究
所
、
昭
和

年
・

年
・

年
。

30

36

39

『
監
督
』
：
労
働
省
労
働
基
準
局
『
労
働
基
準
監
督
官
年
報
』
。

『
基
準
』
：
労
働
省
労
働
基
準
局
『
労
働
基
準
』
。

『
技
通
』
：
労
働
省
労
働
基
準
局
福
利
課
『
技
能
者
養
成
関
係
通
牒
集
』
（
日
欠
：

掲
載
最
終
通
達
は
昭
和

年

月

日
）
。

30

9

26

『
規
定
』
：
木
村
力
雄
『
労
働
基
準
法
に
お
け
る
技
能
者
養
成
規
定
の
制
定
過
程
に

つ
い
て(

資
料)

』
、
職
業
訓
練
大
学
校
調
査
研
究
資
料
№
８
、
昭
和

年
度
。

48

『
業
界
』
：
東
京
商
工
会
議
所
『
労
働
基
準
行
政
に
関
す
る
業
界
の
実
情
並
び
に
意

見
調
査
』
、
昭
和

年
。
東
京
商
工
会
議
所
経
済
資
料
セ
ン
タ
ー
蔵
。

26

『
行
政
二
』
：
労
働
省
『
労
働
行
政
史
』
第
二
巻
、
労
働
法
令
協
会
、
昭
和

年
。

44

『
行
政
三
』
：
労
働
省
『
労
働
行
政
史
』
第
三
巻
、
労
働
法
令
協
会
、
昭
和

年
。

57

『
近
代
』
：
近
代
日
本
教
育
制
度
史
料
編
纂
会
『
近
代
日
本
教
育
制
度
史
料
』
、
講

談
社
、
昭
和

年
。

39

『
経
済
』
：
松
尾
弘
・
山
岡
喜
久
男
編
『
戦
後
日
本
経
済
政
策
史
年
表
』
、
勁
草
書
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一
、
法
令
の
日
付
は
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の
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と
し
、
規
則
は
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官
報
』
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。
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原
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・
様
式
等
を
省
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る
も
の
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そ
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ま
ま
記
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た
が
、
編

者
が
省
略
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も
の
は
（
編
注
：
略
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と
記
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た
。

四
、
旧
漢
字
は
原
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と
し
て
現
代
的
新
字
体
に
改
め
た
。

五
、
原
資
料
や
神
奈
川
県
の
通
達
集
に
お
け
る
手
書
き
の
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で
、
略
字
体
は
現

代
的
新
字
体
に
改
め
た
。

六
、
番
号
・
記
号
に
つ
い
て
は
原
文
の
字
体
を
変
更
し
た
箇
所
も
あ
る
。

七
、
送
り
仮
名
は
原
文
の
ま
ま
に
し
た
。

八
、
判
読
不
能
文
字
、
不
明
文
字
及
び
空
白
部
は
□
で
表
し
た
。

九
、
誤
植
と
思
わ
れ
る
文
字
に
は
（
マ
マ
）
を
付
し
た
。

一
〇
、
紙
面
レ
イ
ア
ウ
ト
の
都
合
上
、
資
料
末
文
及
び
図
表
ま
た
は
そ
の
前
後
す
る

部
分
を
入
れ
替
え
た
箇
所
も
あ
る
が
、
（
編
注
）
で
確
認
頂
き
た
い
。

一
一
、
法
令
を
除
き
、
各
資
料
（
年
表
の
項
目
を
含
む
）
の
出
典
を
最
後
尾
に
『
○

○
』
、
『
△
△
△
』
の
略
号
で
付
し
た
が
、
そ
の
名
称
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

但
し
、
一
資
料
の
み
の
転
載
に
つ
い
て
は
当
該
資
料
名
を
資
料
末
に
記
し
た
。

『
三
法
』
：
参
議
院
労
働
委
員
会
専
門
員
室
『
労
働
三
法
改
正
に
関
す
る
各
方
面
の

意
見
』
、
昭
和

年
。

26

『
十
年
史
』
：
労
働
省
職
業
安
定
局
『
職
業
安
定
行
政
十
年
史
』
、
雇
用
問
題
研
究

会
、
昭
和

年
。
な
お
、
「
戦
後
職
業
訓
練
関
係
年
表
」
の
「
十
年
史
」
は
同
書

34

の
「
年
表
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
項
目
の
転
載
で
あ
る
。

『
二
〇
年
』
：
「
資
料
・
戦
後
二
十
年
史

５
」
海
後
宗
臣
編
『
教
育
・
社
会
』
、
日

本
評
論
社
、
一
九
六
七
年
。

『

年
』
：
山
見
豊
『
昭
和

年
職
業
訓
練
法
の
成
立
過
程
』
、
職
業
訓
練
大
学
校

33

33

調
査
研
究
資
料
第
２
号
、
昭
和

年
度
。

47

『
五
十
年
』
：
鈴
木
英
一
・
平
原
春
好
編
『
資
料

教
育
基
本
法

年
史
』
、
勁
草
書

50

房
、
一
九
九
八
年
。

『
百
年
史
』
：
文
部
省
『
学
制
百
年
史
』
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和

年
。

47

『
Ｉ
Ｌ
Ｏ
』
：
Ｉ
Ｌ
Ｏ
東
京
支
局
、
『
Ｉ
Ｌ
Ｏ
時
報
』
。

『
Ｔ
Ｗ
Ｉ
』
：
労
働
省
職
業
安
定
局
『
Ｔ
Ｗ
Ｉ
研
究
』
、
雇
用
問
題
研
究
会
。
同
研

究
会
所
蔵
。

『
安
定
』
：
工
藤
誠
爾
『
職
業
安
定
法
解
説
』
、
泰
流
社
、
昭
和

年
。

23

『
市
場
』
：
労
働
省
職
業
安
定
局
、
『
労
働
市
場
年
報
』
。

『
意
見
』
：
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
『
日
経
連
失
業
対
策
意
見
』
（
第
一
・
第
二
）
、

昭
和

年
・

年
、
東
京
大
学
社
会
科
学
研
究
所
蔵
。

23

24

『
解
説
』
：
渋
谷
直
蔵
『
職
業
訓
練
法
の
解
説
』
、
労
働
法
令
協
会
、
昭
和

年
。

33

『
閣
議
』
：
国
会
図
書
館
ナ
ビ
「
昭
和
前
期
閣
議
決
定
等
収
載
資
料
及
び
本
文
」
。

『
神
公
報
』
：
『
神
奈
川
県
公
報
』
。

『
神
綴
り
』
：
神
奈
川
県
『
職
業
訓
練
関
係
通
ち
ょ
う
綴
り
』
、(

日
欠
：
掲
載
最
終

通
達
は
昭
和

年

月

日)

。

32

11

30

『
神
類
集
』
：
神
奈
川
県
『
職
業
訓
練
関
係
例
規
通
達
類
集
』
、(

日
欠
：
掲
載
最
終

通
達
は
昭
和

年

月

日)

。

34

7

15

『
勧
告
』
：
労
働
省
編
『
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
・
勧
告
集
』（
第
１
版
・
第
２
版
・
第
３
版
）
、

労
務
行
政
研
究
所
、
昭
和

年
・

年
・

年
。

30

36

39

『
監
督
』
：
労
働
省
労
働
基
準
局
『
労
働
基
準
監
督
官
年
報
』
。

『
基
準
』
：
労
働
省
労
働
基
準
局
『
労
働
基
準
』
。

『
技
通
』
：
労
働
省
労
働
基
準
局
福
利
課
『
技
能
者
養
成
関
係
通
牒
集
』
（
日
欠
：

掲
載
最
終
通
達
は
昭
和

年

月

日
）
。

30

9

26

『
規
定
』
：
木
村
力
雄
『
労
働
基
準
法
に
お
け
る
技
能
者
養
成
規
定
の
制
定
過
程
に

つ
い
て(

資
料)

』
、
職
業
訓
練
大
学
校
調
査
研
究
資
料
№
８
、
昭
和

年
度
。

48

『
業
界
』
：
東
京
商
工
会
議
所
『
労
働
基
準
行
政
に
関
す
る
業
界
の
実
情
並
び
に
意

見
調
査
』
、
昭
和

年
。
東
京
商
工
会
議
所
経
済
資
料
セ
ン
タ
ー
蔵
。

26

『
行
政
二
』
：
労
働
省
『
労
働
行
政
史
』
第
二
巻
、
労
働
法
令
協
会
、
昭
和

年
。

44

『
行
政
三
』
：
労
働
省
『
労
働
行
政
史
』
第
三
巻
、
労
働
法
令
協
会
、
昭
和

年
。

57

『
近
代
』
：
近
代
日
本
教
育
制
度
史
料
編
纂
会
『
近
代
日
本
教
育
制
度
史
料
』
、
講

談
社
、
昭
和

年
。

39

『
経
済
』
：
松
尾
弘
・
山
岡
喜
久
男
編
『
戦
後
日
本
経
済
政
策
史
年
表
』
、
勁
草
書
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房
、
一
九
六
二
年
。

『
憲
法
』
：
国
会
図
書
館
ウ
ェ
ブ
「
日
本
国
憲
法
の
誕
生
」

『
広
報
』
：
労
働
省
職
業
安
定
局
『
職
業
安
定
広
報
』
。

『
雇
用
』
：
渋
谷
直
蔵
『
戦
後
日
本
の
雇
用
失
業
と
そ
の
対
策
』
、
労
働
法
令
協
会
、

昭
和

年
。

33

『
産
業
』
：
文
部
省
『
産
業
教
育
百
年
史
』
、
ぎ
ょ
う
せ
い
、
昭
和

年
。

61

『
事
業
』
：
『
労
働
福
祉
事
業
団
十
年
史
』
、
昭
和

年
。

42

『
失
対
一
』
：
厚
生
省
勤
労
局
『
失
業
対
策
資
料
第
一
輯
』
、
昭
和

年
３
月
。

21

『
失
対
二
』
：
厚
生
省
勤
労
局
『
失
業
対
策
資
料
第
二
輯
』
、
昭
和

年
９
月
。

21

『
失
対
三
』
：
労
働
省
職
業
安
定
局
『
失
業
対
策
資
料
第
三
輯
』
、
昭
和

年
。

22

『
時
報
』
：
労
働
省
『
労
働
時
報
』
。
な
お
、
「
年
表
」
の
「
時
報
史
」
は
同
誌
第
２

巻
４
号
よ
り
始
ま
る
「
労
働
行
政
日
誌
」
（
昭
和

年
１
月
よ
り
記
述
）
に
掲
載

24

さ
れ
て
い
る
項
目
の
転
載
で
あ
る
。

『
週
報
』
：
産
業
労
働
調
査
所
『
労
働
週
報
』
。

『
条
約
』
：
永
井
憲
一
監
『
教
育
条
約
集
』
、
三
省
堂
、
一
九
八
七
年
。

『
審
議
』
：
国
会
図
書
館
ウ
ェ
ブ
：
「
憲
法
審
議
録
」
。

『
成
立
』
佐
藤
達
夫
『
日
本
国
憲
法
成
立
史
』
（
第
二
・
三
・
四
巻
）
、
有
斐
閣
、

一
九
六
二
～
一
九
九
四
年
。

『
戦
後
』
：
田
中
萬
年
『
戦
後
職
業
訓
練
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
基
準
に
関
す
る
研
究
』
、

職
業
訓
練
大
学
校
指
導
科
、
一
九
八
四
年
。

『
占
領
』
：
「
資
料
日
本
占
領

２
」
竹
前
栄
治
・
三
宅
明
正
・
遠
藤
公
嗣
『
労
働
改

革
と
労
働
運
動
』
、
大
月
書
店
、
一
九
九
二
年
。

『
対
日
』
：
竹
前
栄
治
『
ア
メ
リ
カ
対
日
労
働
政
策
の
研
究
』
、
日
本
評
論
社
、
昭

和

年
。

45

『
中
央
』
：
中
央
労
働
委
員
会
事
務
局
監
修
『
中
央
労
働
時
報
』
。

『
通
信
』
：
『
勤
労
通
信
』
・
『
職
業
通
信
』
・
『
労
働
市
場
通
信
』
・
『
労
働
市
場
弘
報
』

（
注
）
。

『
通
達
Ⅰ
』
：
労
働
省
職
業
訓
練
局
『
職
業
訓
練
関
係
法
令
・
通
達
集
（
Ⅰ
）
』
、
雇

用
問
題
研
究
会
、
昭
和

年
。

43

『
提
要
』
：
労
働
省
職
業
安
定
局
『
職
業
補
導
提
要
』
（
上･

下
）
昭
和

年
。

27

『
デ
ジ
』
：
国
立
公
文
書
館
『
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
』
。

『
統
計
』
：
労
働
省
大
臣
官
房
労
働
統
計
調
査
部
『
労
働
統
計
年
鑑
』
。

『
東
商
』
：
東
京
商
工
会
議
所
『
事
業
報
告
書
』
。

『
日
経
』
：
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
『
日
経
連
事
業
報
告
』
。

『
日
商
』
：
日
本
商
工
会
議
所
『
事
業
報
告
書
』
。
日
本
商
工
会
議
所
資
料
セ
ン
タ

─
蔵
。

『
年
鑑
』
：
労
働
省
職
業
安
定
局
失
業
対
策
課
『
失
業
対
策
年
鑑
』
。

『
年
表
』
：
岩
波
書
店
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
第
二
版
、
一
九
六
八
年
。

『
判
例
』
：
日
本
経
済
団
体
連
合
会
『
労
働
経
済
判
例
速
報
』
。

『
必
携
』
：
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
補
導
課
『
補
導
事
務
必
携
』
、
雇
用
問
題
研

究
会
、
昭
和

年
。

24

『
福
祉
』
：
『
労
働
福
祉
事
業
団
法
令
・
通
達
集
』
、
昭
和

年
。

33

『
ユ
ネ
ス
コ
』
：
日
本
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
編
『
ユ
ネ
ス
コ
の
提
唱
に
よ
る
条
約

・
勧
告
集
』
、
昭
和

年
。

38

『
要
覧
』
：
労
働
大
臣
官
房
総
務
課
『
労
働
行
政
要
覧
』
。
な
お
、
「
年
表
」
の
「
要

覧
誌
」
は
同
誌
の
「
労
働
行
政
日
誌
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
項
目
の
転
載
で
あ
る
。

『
連
繋
』
：
望
月
哲
太
郎
『
高
等
学
校
技
能
連
携
制
度
の
解
説
』
、
第
一
法
規
、
昭

和

年
。

43

『
労
政
』
：
労
務
行
政
研
究
所
『
労
政
時
報
』
。

（（
注注
））
戦
後
初
期
の
厚
生
省
勤
労
局
ま
た
は
労
働
省
職
業
安
定
局
に
よ
る
広
報
紙

・
誌
の
発
行
状
況
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
勤
労
通
信
』
第
１
号
、
昭
和

年

月
１
日
発
行
（
第
４
号
ま
で
）
。
『
職

21

11

業
通
信
』
に
改
称
、
第
５
号
、

昭
和

年
６
月
１
日
発
行
（
昭
和

年
８
月

22

22

１
日
第
６
号
か
ら(

財)

職
業
協
会
編
集
か
ら
職
業
安
定
局
編
集
発
行
と
な

る
）
。
次
に
、
同
タ
イ
ト
ル
の
新
『
職
業
通
信
』
第
１
号
、
昭
和

年
７
月
１

23

日(

毎
月
２
回
発
行
を
明
記)

８
頁
と
な
る
。
『
労
働
市
場
弘
報
』
に
改
称
、
第

号
、
改
称
昭
和

年
６
月
１
日
（

頁
に
増
頁
）
。
第

号
、
昭
和

年
１

17

24

12

17

25

月
１
日
で
終
刊
。
『
職
業
安
定
広
報
』
が
昭
和

年
２
月
よ
り
発
行
さ
れ
る
。

25
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解解

説説

はは
じじ
めめ
にに

本
資
料
集
は
敗
戦
直
後
か
ら
昭
和

年

月

日
に
成
立
し
た
「
職
業
訓
練
法
」

33

5

2

が

月

日
に
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
職
業
訓
練
関
係
資
料
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

7

1

る
。
た
だ
、
本
資
料
集
に
表
れ
る
「
都
道
府
県
」
と
い
う
用
語
に
は
今
日
と
は
異
な

る
限
定
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
は
沖
縄
県
は
未
だ
米
国
の
統
治
下
に
置
か
れ

て
い
た
た
め
に
、
そ
の
対
象
に
は
入
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
沖
縄
県

に
於
い
て
は
本
資
料
集
は
該
当
し
な
い
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
沖
縄

県
は
本
資
料
集
よ
り
も
よ
り
困
難
な
状
況
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
ね

ば
な
ら
な
い
と
言
え
る
。

右
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
前
半
（

･
･

対
日
平
和
条
約
締
結
以
前
）
は
連

'51
9
8

合
国
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
占
領
下
に
あ
り
、
実
質
的
に
は
そ
の
執

行
機
関
を
構
成
し
た
ア
メ
リ
カ
の
政
治
理
念
で
施
策
さ
れ
て
い
た
面
を
見
逃
せ
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
職
員
の
観
念
が
わ
が
国
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
筈

で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
観
念
は
平
和
条
約
締
結
以
降
に
も
わ
が
国
の
政
策
に
波
及
し
て
い
る
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
新
「
日
本
国
憲
法
」
の
下
で
の
行
政
が
始
ま
る
ま
で
は
戦
前
の
法
体
系
に

よ
り
運
営
さ
れ
て
い
た
。
公
共
職
業
補
導
は
「
職
業
紹
介
法
」
、
企
業
内
訓
練
は
「
工

場
法
施
行
令
」
の
「
徒
弟
」
条
項
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
旧
法
は
「
職
業
安
定
法
」〔
四

─
二
─
一
〕
と
「
労
働
基
準
法
」〔
四
─
三
─
一
〕
の
成
立
で
廃
止
さ
れ
た
。
な
お
、

企
業
内
訓
練
の
場
合
、
戦
時
下
に
お
い
て
は
実
体
的
に
は
「
工
場
法
施
行
令
」
よ
り

も
「
工
場
事
業
場
技
能
者
養
成
令
」
に
よ
り
わ
が
国
の
企
業
内
訓
練
は
運
営
さ
れ
て

い
た
と
言
え
る
が
、
同
令
は
戦
後
（
昭

･
･

）
に
廃
止
さ
れ
た
。

20
10
11

戦
後
は
狭
小
し
、
荒
廃
し
た
国
土
に
復
員
軍
人
、
引
き
揚
げ
者
等
と
大
量
の
失
業

者
が
あ
ふ
れ
、
国
の
最
も
重
要
な
施
策
が
失
業
者
対
策
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
公
共

職
業
補
導
が
重
視
さ
れ
た
。
そ
れ
は
戦
前
の
軍
需
産
業
を
支
援
す
る
職
種
か
ら
衣
食

住
を
ま
か
な
う
職
種
に
転
換
さ
れ
施
策
さ
れ
た
。
一
方
、
工
場
は
壊
滅
状
態
で
あ
っ

た
の
で
、
戦
禍
の
影
響
が
少
な
く
、
外
貨
獲
得
の
旨
も
あ
る
伝
統
産
業
職
種
か
ら
整

備
さ
れ
た
。

や
が
て
、
隣
国
で
発
生
し
た
朝
鮮
戦
争
（

･
･

）
対
策
と
し
た
米
軍
の
「
特

'50
6
25

別
需
要
」
〝
特
需
〟
を
引
き
金
と
し
て
国
内
の
経
済
が
回
復
基
調
に
乗
る
と
、
職
業

訓
練
の
職
種
は
公
共
、
企
業
と
も
重
工
業
関
係
職
種
へ
と
転
換
す
る
。

そ
の
後
の
経
済
成
長
に
よ
り
、
学
校
教
育
へ
の
国
民
の
期
待
も
次
第
に
高
ま
り
、

職
業
訓
練
受
講
者
と
対
策
の
あ
り
方
も
変
化
し
て
く
る
。
公
共
職
業
補
導
で
は
当
初

は
失
業
者
を
対
象
と
し
て
い
た
が
、
新
規
中
学
校
卒
業
者
を
対
象
に
技
能
者
養
成
が

期
待
さ
れ
、
受
講
対
象
者
と
し
て
は
企
業
内
訓
練
と
の
類
似
性
が
生
じ
る
。
こ
う
し

て
、
経
済
成
長
に
よ
る
産
業
界
の
要
望
と
受
講
者
の
変
化
に
合
わ
せ
た
施
策
が
必
要

と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
過
程
で
公
共
職
業
補
導
と
企
業
内
訓
練
と
の
連
繋
が
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
次
第
に
「
職
業
訓
練
」
の
言
葉
も
使
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
両
者
を
統
合

す
る
「
職
業
訓
練
法
」
〔
四
─
五
─
一
〕
制
定
の
機
運
が
起
こ
る
。
本
資
料
集
は
こ

の
よ
う
な
戦
後
直
後
よ
り
「
職
業
訓
練
法
」
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
の
資
料
を

提
供
す
る
。

な
お
、
本
資
料
集
の
資
料
と
、
既
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
各
種
の
資
料
集
に
お
け
る

同
一
の
資
料
と
の
差
異
が
あ
る
箇
所
は
、
本
資
料
集
で
は
可
能
な
限
り
原
典
、
あ
る

い
は
原
典
に
近
い
資
料
か
ら
の
忠
実
な
転
載
を
原
則
と
し
た
事
に
よ
る
。

一一
、、
本本
資資
料料
集集
のの
構構
成成

先
ず
、
本
資
料
集
の
構
成
と
編
集
方
針
に
つ
い
て
素
描
す
る
。

第第
ⅠⅠ
編編
の
ＧＧ
ＨＨ
ＱＱ
勧勧
告告
・・
「「
日日
本本
国国
憲憲
法法
」」
関関
連連
資資
料料
編編
は
、
戦
後
わ
が
国
の
様

々
な
政
策
の
根
幹
と
も
な
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
命
令
・
勧
告
・
指
示
等
と
「
日
本
国
憲
法
」

の
制
定
過
程
に
お
け
る
労
働
問
題
、
職
業
訓
練
問
題
に
関
連
し
た
事
項
を
取
り
上
げ

て
い
る
。

わ
が
国
は
戦
後
か
ら
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
締
結
ま
で
は
ア
メ
リ
カ
の

間
接
統
治
下
に
あ
り
、
そ
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
令
等
の
中
に
労
働
問
題
と
し
て
の
職
業
訓

練
に
関
す
る
施
策
も
包
含
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
職
業
訓
練
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
わ
が
国
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解解

説説

はは
じじ
めめ
にに

本
資
料
集
は
敗
戦
直
後
か
ら
昭
和

年

月

日
に
成
立
し
た
「
職
業
訓
練
法
」

33

5

2

が

月

日
に
施
行
さ
れ
る
ま
で
の
職
業
訓
練
関
係
資
料
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ

7

1

る
。
た
だ
、
本
資
料
集
に
表
れ
る
「
都
道
府
県
」
と
い
う
用
語
に
は
今
日
と
は
異
な

る
限
定
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
時
期
は
沖
縄
県
は
未
だ
米
国
の
統
治
下
に
置
か
れ

て
い
た
た
め
に
、
そ
の
対
象
に
は
入
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
沖
縄
県

に
於
い
て
は
本
資
料
集
は
該
当
し
な
い
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
沖
縄

県
は
本
資
料
集
よ
り
も
よ
り
困
難
な
状
況
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
ね

ば
な
ら
な
い
と
言
え
る
。

右
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
の
前
半
（

･
･

対
日
平
和
条
約
締
結
以
前
）
は
連

'51
9
8

合
国
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
の
占
領
下
に
あ
り
、
実
質
的
に
は
そ
の
執

行
機
関
を
構
成
し
た
ア
メ
リ
カ
の
政
治
理
念
で
施
策
さ
れ
て
い
た
面
を
見
逃
せ
な

い
。
こ
の
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
職
員
の
観
念
が
わ
が
国
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
筈

で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
観
念
は
平
和
条
約
締
結
以
降
に
も
わ
が
国
の
政
策
に
波
及
し
て
い
る
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
新
「
日
本
国
憲
法
」
の
下
で
の
行
政
が
始
ま
る
ま
で
は
戦
前
の
法
体
系
に

よ
り
運
営
さ
れ
て
い
た
。
公
共
職
業
補
導
は
「
職
業
紹
介
法
」
、
企
業
内
訓
練
は
「
工

場
法
施
行
令
」
の
「
徒
弟
」
条
項
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
旧
法
は
「
職
業
安
定
法
」〔
四

─
二
─
一
〕
と
「
労
働
基
準
法
」〔
四
─
三
─
一
〕
の
成
立
で
廃
止
さ
れ
た
。
な
お
、

企
業
内
訓
練
の
場
合
、
戦
時
下
に
お
い
て
は
実
体
的
に
は
「
工
場
法
施
行
令
」
よ
り

も
「
工
場
事
業
場
技
能
者
養
成
令
」
に
よ
り
わ
が
国
の
企
業
内
訓
練
は
運
営
さ
れ
て

い
た
と
言
え
る
が
、
同
令
は
戦
後
（
昭

･
･

）
に
廃
止
さ
れ
た
。
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戦
後
は
狭
小
し
、
荒
廃
し
た
国
土
に
復
員
軍
人
、
引
き
揚
げ
者
等
と
大
量
の
失
業

者
が
あ
ふ
れ
、
国
の
最
も
重
要
な
施
策
が
失
業
者
対
策
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
公
共

職
業
補
導
が
重
視
さ
れ
た
。
そ
れ
は
戦
前
の
軍
需
産
業
を
支
援
す
る
職
種
か
ら
衣
食

住
を
ま
か
な
う
職
種
に
転
換
さ
れ
施
策
さ
れ
た
。
一
方
、
工
場
は
壊
滅
状
態
で
あ
っ

た
の
で
、
戦
禍
の
影
響
が
少
な
く
、
外
貨
獲
得
の
旨
も
あ
る
伝
統
産
業
職
種
か
ら
整

備
さ
れ
た
。

や
が
て
、
隣
国
で
発
生
し
た
朝
鮮
戦
争
（

･
･

）
対
策
と
し
た
米
軍
の
「
特

'50
6
25

別
需
要
」
〝
特
需
〟
を
引
き
金
と
し
て
国
内
の
経
済
が
回
復
基
調
に
乗
る
と
、
職
業

訓
練
の
職
種
は
公
共
、
企
業
と
も
重
工
業
関
係
職
種
へ
と
転
換
す
る
。

そ
の
後
の
経
済
成
長
に
よ
り
、
学
校
教
育
へ
の
国
民
の
期
待
も
次
第
に
高
ま
り
、

職
業
訓
練
受
講
者
と
対
策
の
あ
り
方
も
変
化
し
て
く
る
。
公
共
職
業
補
導
で
は
当
初

は
失
業
者
を
対
象
と
し
て
い
た
が
、
新
規
中
学
校
卒
業
者
を
対
象
に
技
能
者
養
成
が

期
待
さ
れ
、
受
講
対
象
者
と
し
て
は
企
業
内
訓
練
と
の
類
似
性
が
生
じ
る
。
こ
う
し

て
、
経
済
成
長
に
よ
る
産
業
界
の
要
望
と
受
講
者
の
変
化
に
合
わ
せ
た
施
策
が
必
要

と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
過
程
で
公
共
職
業
補
導
と
企
業
内
訓
練
と
の
連
繋
が
認
識
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
次
第
に
「
職
業
訓
練
」
の
言
葉
も
使
用
さ
れ
る
。
そ
し
て
両
者
を
統
合

す
る
「
職
業
訓
練
法
」
〔
四
─
五
─
一
〕
制
定
の
機
運
が
起
こ
る
。
本
資
料
集
は
こ

の
よ
う
な
戦
後
直
後
よ
り
「
職
業
訓
練
法
」
が
制
定
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
の
資
料
を

提
供
す
る
。

な
お
、
本
資
料
集
の
資
料
と
、
既
に
刊
行
さ
れ
て
い
る
各
種
の
資
料
集
に
お
け
る

同
一
の
資
料
と
の
差
異
が
あ
る
箇
所
は
、
本
資
料
集
で
は
可
能
な
限
り
原
典
、
あ
る

い
は
原
典
に
近
い
資
料
か
ら
の
忠
実
な
転
載
を
原
則
と
し
た
事
に
よ
る
。

一一
、、
本本
資資
料料
集集
のの
構構
成成

先
ず
、
本
資
料
集
の
構
成
と
編
集
方
針
に
つ
い
て
素
描
す
る
。

第第
ⅠⅠ
編編
の
ＧＧ
ＨＨ
ＱＱ
勧勧
告告
・・
「「
日日
本本
国国
憲憲
法法
」」
関関
連連
資資
料料
編編
は
、
戦
後
わ
が
国
の
様

々
な
政
策
の
根
幹
と
も
な
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
命
令
・
勧
告
・
指
示
等
と
「
日
本
国
憲
法
」

の
制
定
過
程
に
お
け
る
労
働
問
題
、
職
業
訓
練
問
題
に
関
連
し
た
事
項
を
取
り
上
げ

て
い
る
。

わ
が
国
は
戦
後
か
ら
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
平
和
条
約
締
結
ま
で
は
ア
メ
リ
カ
の

間
接
統
治
下
に
あ
り
、
そ
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
指
令
等
の
中
に
労
働
問
題
と
し
て
の
職
業
訓

練
に
関
す
る
施
策
も
包
含
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
職
業
訓
練
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
る
わ
が
国
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の
民
主
化
政
策
の
承
認
の
下
で
進
め
ら
れ
た
と
言
え
る
。

こ
こ
で
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
担
当
官
は
、
英
語
に
よ
り
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
っ
て

い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
時
の
用
語
の
概
念
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
例

え
ば
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
文
書
の
職
業
訓
練
に
関
し
て
は
、
日
本
人
的
感
覚
と
は
異
な
る
整
理

が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
徒
弟
制
度
に
傾
斜
し
て
い
る
も
の
と
、
公
共
職
業

補
導
を
中
心
に
解
説
す
る
資
料
の
両
者
に
分
か
れ
る
。

例
え
ば
、
初
期
の
「
労
働
諮
問
委
員
会
最
終
報
告
書
」
〔
一
─
一
五
〕
は
徒
弟
制

度
に
つ
い
て
の
解
説
は
詳
し
い
が
、
公
共
職
業
補
導
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な

い
。
こ
こ
に
は
、
何
か
職
業
訓
練
に
関
す
る
日
米
間
の
感
覚
の
差
異
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
勧
告
等
の
指
示
文
書
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
問
題

に
関
す
る
日
本
統
治
の
方
針
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
纏
め
た

『
労
働
課
便
覧
』
を
全
訳
し
、"Vocational

Training"

が
説
明
さ
れ
て
い
る
章
を

掲
載
し
た
〔
一
─
二
一
〕
。

『
労
働
課
便
覧
』
で
の"VoationalTraining"
の
指
針
が
記
さ
れ
て
い
る
章
は
、

「
労
働
力
と
雇
用
」
の
章
で
あ
る
が
、
こ
の
章
は
「
職
業
安
定
法
」
関
係
の
業
務
に

つ
い
て
で
あ
り
、
わ
が
国
の
公
共
職
業
補
導
に
つ
い
て
解
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
は
殆
ど
す
で
に
施
策
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
た
だ
、
こ
の
職
業
訓
練
に

関
連
す
る
指
針
を
見
る
と
、
雇
用
問
題
に
お
け
る
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
職
業
訓
練
に
対
す
る
考

え
方
が
分
か
り
、
後
に
紹
介
す
る
が
わ
が
国
の
職
業
訓
練
に
対
す
る
観
念
と
の
齟
齬

が
垣
間
見
ら
れ
る
。

な
お
、
同
便
覧
で
の
企
業
内
訓
練
に
つ
い
て
の
指
針
は
「
労
働
基
準
法
」
に
関
係

す
る
「
賃
金
及
び
労
働
条
件
」
の
章
に
節
と
し
て
「
労
働
基
準
」
が
あ
り
、
こ
の
中

に"Apprentice
ship"

に
つ
い
て
の
規
程
や
基
準
を
整
備
す
べ
し
と
簡
単
に
記
し
て

い
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
す
で
に
便
覧
の
刊
行
時
に
は
施
行
さ
れ
て
い
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
対
日
労
働
政
策
は
、
公
共
職
業
補
導
を
技
能
者

養
成
よ
り
も
重
視
し
て
い
た
と
言
え
る
。

「
日
本
国
憲
法
」
に
関
し
て
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
に
つ
い
て
は
国
民
の
権
利
、

義
務
条
項
の
中
の
労
働
関
連
条
項
と
教
育
関
連
条
項
を
、
ま
た
特
に
重
視
す
べ
き
日

本
人
起
草
の
憲
法
草
案
を
紹
介
し
た
。
そ
の
中
で
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
日
本
人
が
起
案
し
た

憲
法
改
正
案
の
中
で
憲
法
研
究
会
の
最
終
案
で
あ
る
「
憲
法
草
案
要
綱
」〔
一
─
六
〕

の
み
を
唯
一
参
考
に
し
た
の
で
、
こ
の
「
憲
法
草
案
要
綱
」
が
完
成
す
る
ま
で
の
案

の
経
過
を
掲
載
し
た
。

ち
な
み
に
、
「
憲
法
改
正
案
要
綱
」
で
は
「
戦
争
」
の
文
字
が
忌
避
さ
れ
て
い
た

た
め
、
後
の
各
種
の
研
究
者
か
ら
「
平
和
憲
法
草
案
」
と
の
評
価
が
あ
る
が
、
同
時

に
同
案
は
「
教
育
」
の
文
字
が
忌
避
さ
れ
、
労
働
問
題
が
重
視
さ
れ
た
草
案
で
あ
っ

た
〔
一
─
五
〕
こ
と
に
注
目
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

第第
ⅡⅡ
編編
の
閣閣
議議
・・
次次
官官
会会
議議
決決
定定
、、
審審
議議
会会
・・
民民
間間
団団
体体
のの
答答
申申
・・
建建
議議
編編
は
、

政
策
の
方
向
を
定
め
る
建
議
・
意
見
等
を
整
理
し
た
。
そ
の
第
一
は
閣
議
及
び
次
官

会
議
の
決
定
等
で
あ
り
、
第
二
は
審
議
会
等
の
答
申
・
建
議
で
あ
り
、
三
つ
目
は
民

間
団
体
の
意
見
・
具
申
で
あ
る
。
こ
れ
等
は
そ
の
後
の
政
策
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
中
に
こ
れ
ま
で
余
り
公
開
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
日
本
経
営
者
団
体
連
合
会

〔
二
─
六
六
〕
、
日
本
商
工
会
議
所
〔
二
─
三
九
〕
、
東
京
商
工
会
議
所
〔
二
─
七

八
〕
の
建
議
等
を
転
載
す
る
こ
と
が
で
き
、
経
営
者
側
の
職
業
訓
練
に
対
す
る
見
解

を
や
や
詳
し
く
知
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。

本
編
に
は
、
右
の
類
に
極
め
て
近
い
、
国
会
に
提
案
し
た
法
律
の
趣
旨
に
つ
い
て

の
政
府
の
説
明
も
入
れ
た
。
「
労
働
基
準
法
」
の
国
会
提
案
説
明
〔
二
─
一
六
〕
で

は
、
特
に
新
憲
法
の
第
二
十
七
条
第
二
項
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
、「
職
業
安
定
法
」

の
国
会
提
案
説
明
〔
二
─
二
二
〕
で
は
、
憲
法
の
職
業
選
択
の
自
由
を
保
障
す
る
為

で
あ
る
こ
と
、
「
職
業
訓
練
法
」
の
国
会
提
案
説
明
〔
二
─
九
〇
〕
で
は
、
経
済
の

興
隆
と
労
働
者
の
自
立
の
た
め
で
あ
る
事
等
が
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、
憲
法
と
の
関

係
の
説
明
は
な
か
っ
た
。

「
労
働
基
準
法
」
で
注
目
す
べ
き
は
新
憲
法
で
は
「
勤
労
の
権
利
」
と
な
っ
て
い

た
が
、
検
討
が
始
ま
っ
た
当
初
の
案
は
「
労
働
保
護
法
」
で
あ
り
（
昭

･
･

）
、

21
3
13

最
後
は
「
勤
労
基
準
法
」
で
は
な
く
、
「
労
働
基
準
法
」
と
の
名
称
を
付
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
そ
の
後
の
政
策
を
左
右
す
る
極
め
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
起
案
文
や
雑
誌

記
事
も
こ
こ
に
掲
げ
た
。
そ
の
第
一
は
、
職
業
安
定
局
が
昭
和

年
に
起
案
し
た
職

22

業
補
導
事
業
の
拡
充
計
画
〔
二
─
二
〇
〕
で
あ
る
。
こ
の
案
に
は
後
の
総
合
職
業
補
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導
所
、
及
び
失
業
保
険
制
度
も
提
起
さ
れ
て
お
り
、
公
共
職
業
補
導
事
業
の
政
策
を

知
る
上
で
参
考
に
な
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
時
期
的
に
見
て
、
「
職
業
安
定
法
」
制

定
を
見
越
し
た
職
業
補
導
事
業
に
関
す
る
認
識
の
共
通
化
の
た
め
の
案
で
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。

第
二
は
、
『
職
業
安
定
広
報
』
の
昭
和

年

月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
経
済
興
隆

26

10

策
を
中
心
と
す
る
職
業
補
導
事
業
の
転
換
」
〔
二
─
四
六
〕
で
あ
る
。
こ
の
論
は
、

新
た
な
対
策
と
し
て
の
「
職
業
補
導
の
根
本
方
針
」
を
６
点
示
し
て
い
た
。
そ
の
中

で
最
も
大
き
な
〝
根
本
方
針
〟
は
訓
練
の
対
象
者
を
失
業
者
か
ら
新
規
中
学
校
卒
業

者
に
転
換
し
た
事
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
職
業
安
定
法
」
の
理
念
と
は
逸
れ
る
方
針

を
示
し
て
い
る
と
言
え
、
重
要
な
政
策
転
換
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

右
の
論
文
以
降
、
新
規
学
校
卒
業
者
を
対
象
者
と
し
た
公
共
職
業
訓
練
が
、
高
度

経
済
成
長
策
の
下
で
転
職
者
訓
練
が
重
視
さ
れ
る
ま
で
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
方
針
に
よ
り
、
こ
の
論
文
に
代
わ
る
審
議
会
の
建
議
等
が
出
さ
れ
な
い
下
で
、

法
令
の
訂
正
も
無
く
、
公
共
職
業
補
導
の
実
態
が
技
能
者
養
成
策
に
移
行
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
法
令
の
改
正
な
し
で
行
っ
た
「
職
業
補
導
の
根
本
方
針
」
の
設
定
は
極

め
て
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
方
針
に
よ
る
公
共
職
業
補
導
所
の
実
態
と
法
令

と
の
齟
齬
を
解
消
す
る
こ
と
が
「
職
業
訓
練
法
」
の
制
定
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

第
三
は
、
『
職
業
安
定
広
報
』
臨
時
増
刊
号
（
昭

･

）
に
掲
載
さ
れ
た
「
職

28
10

業
訓
練
の
現
況
と
問
題
点
」〔
二
─
五
七
〕
で
あ
る
。
本
論
は
タ
イ
ト
ル
の
よ
う
に
、

「
職
業
訓
練
」
の
用
語
を
用
い
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
戦
前
（

･
･

）
の
「
職
業
訓
練
に

'39
6
27

関
す
る
勧
告
」
に
示
さ
れ
た
概
念
に
よ
り
学
校
教
育
を
も
含
め
た
体
系
で
整
理
し
て
、

そ
の
後
の
「
職
業
訓
練
」
の
改
革
課
題
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
職
業
訓
練
の

現
状
と
問
題
点
」
〔
二
─
八
六
〕
で
は
、
同
じ
よ
う
な
立
場
で
社
会
に
お
け
る
技
能

者
養
成
へ
の
要
望
に
応
え
る
よ
う
に
施
策
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
職
業
訓
練
の
営
み
は
教
育
と
の
関
係
が
密
接
で
あ
る
の
で
、
特
に
重
要
な

教
育
と
関
連
す
る
事
項
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
施
政
下
で
顕

著
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
関
係
を
繙
く
課
題
が
残
っ
て
い
る
。
例
え
ば
教
育
刷
新
委
員

会
の
第
一
三
回
建
議
〔
二
─
二
三
〕
が
あ
る
。
こ
こ
で
提
起
さ
れ
た
技
能
者
養
成
等

の
受
講
者
に
大
学
進
学
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
与
え
よ
、
と
の
建
議
は
残
念
な
が
ら
文
部

省
よ
り
拒
絶
さ
れ
る
（
佐
々
木
第
二
巻
参
照
）
が
、
職
業
訓
練
と
教
育
と
の
関
係
を

考
察
す
る
と
き
の
検
討
す
べ
き
重
要
理
念
の
一
つ
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
景
気
の
好
循
環
を
迎
え
、
技
能
者
養
成
工
の
定
時
制
高
校
へ
の
通
学

問
題
を
指
摘
に
し
た
経
済
界
か
ら
の
要
望
〔
二
─
七
六
〕
等
に
応
え
、
文
部
省
は
「
学

校
教
育
法
」
を
改
正
し
、
技
能
連
携
制
度
が
昭
和

年
に
規
定
さ
れ
る
〔
四
─
一
─

36

一
五
〕
。
こ
れ
は
本
資
料
集
の
期
間
の
範
囲
を
超
え
る
が
、
職
業
訓
練
に
と
っ
て
重

要
と
考
え
例
外
的
に
掲
載
し
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
制
度
の
ス
タ
ン
ス
は
、
先
に
紹

介
し
た
教
育
刷
新
委
員
会
が
建
議
し
た
理
念
と
は
全
く
異
な
る
と
言
え
る
。

第第
ⅢⅢ
編編
の
行行
政政
組組
織織
編編
は
、
行
政
組
織
及
び
審
議
会
等
の
改
廃
や
、
そ
の
組
織
に

つ
い
て
規
定
し
た
法
令
・
規
則
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
組
織
の
構
成
、
業
務
内
容

を
整
理
・
明
記
し
て
い
る
。

戦
後
初
期
の
職
業
訓
練
に
関
す
る
行
政
は
戦
前
か
ら
続
く
厚
生
省
が
担
っ
て
い

た
。
そ
し
て
労
働
省
〔
三
─
一
七
〕
が
厚
生
省
か
ら
独
立
し
て
設
立
さ
れ
た
事
で
職

業
訓
練
の
運
営
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
業
訓
練
の
施
策

も
更
に
充
実
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
戦
後
初
期
の
組
織
規
程
は
法
令
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
施
行
日
と

公
布
日
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
こ
れ
ま
で
の
資
料
で
は
混
乱
を
来

し
て
い
た
が
、
本
資
料
集
で
は
こ
れ
を
官
報
に
よ
っ
て
公
布
日
に
統
一
し
て
明
確
に

し
た
。
な
お
、
施
行
日
は
そ
れ
ぞ
れ
の
規
程
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
組
織
規
程
が
法
令
に
な
っ
て
も
、
そ
の
種
類
が
時
代
と
共
に
変
化
す
る
の

で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

組
織
と
し
て
は
補
導
課
の
設
置
が
い
ち
早
く
規
定
さ
れ
〔
三
─
二
〕
、
公
共
職
業

補
導
の
行
政
は
戦
後
直
後
よ
り
活
発
に
始
ま
っ
た
。

な
お
、
「
職
業
安
定
法
」
下
の
公
共
職
業
補
導
所
の
設
立
は
都
道
府
県
知
事
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
と
は
別
の
総
合
職
業
補
導
所
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は

「
職
業
安
定
法
」
の
改
正
〔
四
─
二
─
三
〕
に
よ
り
、
労
働
大
臣
が
公
共
職
業
補
導

所
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
た
こ
と
に
よ
り
始
ま
る
。
こ
の
規
定
を
用

い
て
結
核
回
復
者
の
た
め
の
兵
庫
公
共
職
業
補
導
所
が
設
置
〔
三
─
四
一
〕
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
後
に
兵
庫
総
合
職
業
補
導
所
に
な
っ
て
い
る
が
、
同
所
の
設
置
は
総

合
職
業
補
導
所
の
モ
デ
ル
補
導
所
と
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
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導
所
、
及
び
失
業
保
険
制
度
も
提
起
さ
れ
て
お
り
、
公
共
職
業
補
導
事
業
の
政
策
を

知
る
上
で
参
考
に
な
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
時
期
的
に
見
て
、
「
職
業
安
定
法
」
制

定
を
見
越
し
た
職
業
補
導
事
業
に
関
す
る
認
識
の
共
通
化
の
た
め
の
案
で
あ
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。

第
二
は
、
『
職
業
安
定
広
報
』
の
昭
和

年

月
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
経
済
興
隆

26

10

策
を
中
心
と
す
る
職
業
補
導
事
業
の
転
換
」
〔
二
─
四
六
〕
で
あ
る
。
こ
の
論
は
、

新
た
な
対
策
と
し
て
の
「
職
業
補
導
の
根
本
方
針
」
を
６
点
示
し
て
い
た
。
そ
の
中

で
最
も
大
き
な
〝
根
本
方
針
〟
は
訓
練
の
対
象
者
を
失
業
者
か
ら
新
規
中
学
校
卒
業

者
に
転
換
し
た
事
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
職
業
安
定
法
」
の
理
念
と
は
逸
れ
る
方
針

を
示
し
て
い
る
と
言
え
、
重
要
な
政
策
転
換
が
示
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

右
の
論
文
以
降
、
新
規
学
校
卒
業
者
を
対
象
者
と
し
た
公
共
職
業
訓
練
が
、
高
度

経
済
成
長
策
の
下
で
転
職
者
訓
練
が
重
視
さ
れ
る
ま
で
推
進
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
方
針
に
よ
り
、
こ
の
論
文
に
代
わ
る
審
議
会
の
建
議
等
が
出
さ
れ
な
い
下
で
、

法
令
の
訂
正
も
無
く
、
公
共
職
業
補
導
の
実
態
が
技
能
者
養
成
策
に
移
行
し
て
い
く

の
で
あ
る
。
法
令
の
改
正
な
し
で
行
っ
た
「
職
業
補
導
の
根
本
方
針
」
の
設
定
は
極

め
て
重
要
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
方
針
に
よ
る
公
共
職
業
補
導
所
の
実
態
と
法
令

と
の
齟
齬
を
解
消
す
る
こ
と
が
「
職
業
訓
練
法
」
の
制
定
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

第
三
は
、
『
職
業
安
定
広
報
』
臨
時
増
刊
号
（
昭

･

）
に
掲
載
さ
れ
た
「
職

28
10

業
訓
練
の
現
況
と
問
題
点
」〔
二
─
五
七
〕
で
あ
る
。
本
論
は
タ
イ
ト
ル
の
よ
う
に
、

「
職
業
訓
練
」
の
用
語
を
用
い
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
戦
前
（

･
･

）
の
「
職
業
訓
練
に

'39
6
27

関
す
る
勧
告
」
に
示
さ
れ
た
概
念
に
よ
り
学
校
教
育
を
も
含
め
た
体
系
で
整
理
し
て
、

そ
の
後
の
「
職
業
訓
練
」
の
改
革
課
題
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
職
業
訓
練
の

現
状
と
問
題
点
」
〔
二
─
八
六
〕
で
は
、
同
じ
よ
う
な
立
場
で
社
会
に
お
け
る
技
能

者
養
成
へ
の
要
望
に
応
え
る
よ
う
に
施
策
の
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
職
業
訓
練
の
営
み
は
教
育
と
の
関
係
が
密
接
で
あ
る
の
で
、
特
に
重
要
な

教
育
と
関
連
す
る
事
項
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
施
政
下
で
顕

著
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
関
係
を
繙
く
課
題
が
残
っ
て
い
る
。
例
え
ば
教
育
刷
新
委
員

会
の
第
一
三
回
建
議
〔
二
─
二
三
〕
が
あ
る
。
こ
こ
で
提
起
さ
れ
た
技
能
者
養
成
等

の
受
講
者
に
大
学
進
学
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
与
え
よ
、
と
の
建
議
は
残
念
な
が
ら
文
部

省
よ
り
拒
絶
さ
れ
る
（
佐
々
木
第
二
巻
参
照
）
が
、
職
業
訓
練
と
教
育
と
の
関
係
を

考
察
す
る
と
き
の
検
討
す
べ
き
重
要
理
念
の
一
つ
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
景
気
の
好
循
環
を
迎
え
、
技
能
者
養
成
工
の
定
時
制
高
校
へ
の
通
学

問
題
を
指
摘
に
し
た
経
済
界
か
ら
の
要
望
〔
二
─
七
六
〕
等
に
応
え
、
文
部
省
は
「
学

校
教
育
法
」
を
改
正
し
、
技
能
連
携
制
度
が
昭
和

年
に
規
定
さ
れ
る
〔
四
─
一
─

36

一
五
〕
。
こ
れ
は
本
資
料
集
の
期
間
の
範
囲
を
超
え
る
が
、
職
業
訓
練
に
と
っ
て
重

要
と
考
え
例
外
的
に
掲
載
し
た
。
ち
な
み
に
、
こ
の
制
度
の
ス
タ
ン
ス
は
、
先
に
紹

介
し
た
教
育
刷
新
委
員
会
が
建
議
し
た
理
念
と
は
全
く
異
な
る
と
言
え
る
。

第第
ⅢⅢ
編編
の
行行
政政
組組
織織
編編
は
、
行
政
組
織
及
び
審
議
会
等
の
改
廃
や
、
そ
の
組
織
に

つ
い
て
規
定
し
た
法
令
・
規
則
が
含
ま
れ
る
。
こ
れ
ら
は
組
織
の
構
成
、
業
務
内
容

を
整
理
・
明
記
し
て
い
る
。

戦
後
初
期
の
職
業
訓
練
に
関
す
る
行
政
は
戦
前
か
ら
続
く
厚
生
省
が
担
っ
て
い

た
。
そ
し
て
労
働
省
〔
三
─
一
七
〕
が
厚
生
省
か
ら
独
立
し
て
設
立
さ
れ
た
事
で
職

業
訓
練
の
運
営
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
業
訓
練
の
施
策

も
更
に
充
実
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
戦
後
初
期
の
組
織
規
程
は
法
令
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
施
行
日
と

公
布
日
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
こ
れ
ま
で
の
資
料
で
は
混
乱
を
来

し
て
い
た
が
、
本
資
料
集
で
は
こ
れ
を
官
報
に
よ
っ
て
公
布
日
に
統
一
し
て
明
確
に

し
た
。
な
お
、
施
行
日
は
そ
れ
ぞ
れ
の
規
程
に
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
組
織
規
程
が
法
令
に
な
っ
て
も
、
そ
の
種
類
が
時
代
と
共
に
変
化
す
る
の

で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

組
織
と
し
て
は
補
導
課
の
設
置
が
い
ち
早
く
規
定
さ
れ
〔
三
─
二
〕
、
公
共
職
業

補
導
の
行
政
は
戦
後
直
後
よ
り
活
発
に
始
ま
っ
た
。

な
お
、
「
職
業
安
定
法
」
下
の
公
共
職
業
補
導
所
の
設
立
は
都
道
府
県
知
事
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
と
は
別
の
総
合
職
業
補
導
所
が
設
置
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は

「
職
業
安
定
法
」
の
改
正
〔
四
─
二
─
三
〕
に
よ
り
、
労
働
大
臣
が
公
共
職
業
補
導

所
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
た
こ
と
に
よ
り
始
ま
る
。
こ
の
規
定
を
用

い
て
結
核
回
復
者
の
た
め
の
兵
庫
公
共
職
業
補
導
所
が
設
置
〔
三
─
四
一
〕
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
は
後
に
兵
庫
総
合
職
業
補
導
所
に
な
っ
て
い
る
が
、
同
所
の
設
置
は
総

合
職
業
補
導
所
の
モ
デ
ル
補
導
所
と
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
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こ
の
新
た
に
福
祉
施
設
と
し
て
設
立
し
た
総
合
職
業
補
導
所
は
当
初
都
道
府
県
に

運
営
を
委
託
し
た
。
例
え
ば
、
神
奈
川
県
と
の
委
託
契
約
〔
五
─
二
─
五
六
〕
に
よ

っ
て
労
働
省
と
の
関
係
が
読
み
取
れ
る
。
同
様
な
契
約
を
各
県
と
労
働
省
は
取
り
交

わ
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

総
合
職
業
補
導
所
は
具
体
的
に
は
、
最
初
に
昭
和

年

月

日
に
啓
成
会
総
合

29

4

13

職
業
補
導
所
が
設
置
さ
れ
〔
三
─
四
六
〕
た
。
な
お
、
総
合
職
業
補
導
所
の
設
置
に

つ
い
て
は
、
最
初
の
啓
成
会
の
み
を
資
料
に
挙
げ
、
以
降
の
設
置
は
年
表
に
記
す
だ

け
に
し
て
い
る
。

こ
の
後
各
地
に
設
置
さ
れ
た
総
合
職
業
補
導
所
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
に
都
道
府

県
か
ら
移
管
さ
れ
た
〔
三
─
五
九
〕
・
〔
三
─
六
一
〕
。
こ
の
段
階
で
、
啓
成
会
総
合

職
業
補
導
所
と
江
東
及
び
八
王
子
総
合
職
業
補
導
所
は
独
立
し
た
り
、
東
京
都
に
移

管
さ
れ
て
い
る
〔
三
─
五
九
〕
。

一
方
、
先
述
の
よ
う
に
、
技
能
者
養
成
の
行
政
は
遅
れ
て
始
ま
っ
た
。

企
業
内
訓
練
で
あ
る
技
能
者
養
成
の
行
政
の
本
格
的
推
進
は
、
技
能
課
が
鉱
山
課

を
変
更
し
て
設
置
さ
れ
た
昭
和

年

月
に
な
る
〔
三
─
三
五
〕
。
「
技
能
者
養
成

24

6

規
程
」
の
制
定
〔
四
─
三
─
二
〕
か
ら
二
年
後
で
あ
り
、
行
政
と
し
て
の
取
り
組
み

が
遅
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
産
業
界
の
戦
後
の
活
性
化
が
こ
の
頃
か
ら
本
格
化

し
た
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

た
だ
、
昭
和

年
の
労
働
省
の
組
織
改
正
〔
三
─
五
四
〕
に
合
わ
せ
、
技
能
課
は

31

給
与
課
と
合
体
さ
れ
て
福
利
課
に
な
っ
た
。
こ
の
展
開
は
、
「
職
業
訓
練
」
制
度
へ

の
改
編
に
お
い
て
、
産
業
振
興
が
課
題
と
な
っ
た
時
期
の
技
能
者
養
成
の
企
業
内
訓

練
の
位
置
づ
け
が
行
政
と
し
て
は
低
下
し
た
と
言
え
る
。
こ
の
根
拠
は
明
確
で
は
無

い
が
、
次
に
述
べ
る
技
能
者
養
成
に
関
す
る
〝
監
督
行
政
〟
か
ら
民
間
へ
の
移
譲
を

意
味
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。

そ
し
て
、
「
職
業
訓
練
法
」
の
制
定
に
向
け
て
の
職
業
訓
練
関
係
部
署
の
設
置
の

端
緒
は
昭
和

年

月

日
に
労
働
大
臣
官
房
に
職
業
訓
練
審
議
室
を
設
置
し
た
こ

32

1

17

と
に
始
ま
る
。
以
後
、
法
の
制
定
に
向
け
て
の
活
動
が
始
ま
る
。

な
お
、
本
編
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
「
職
業
訓
練
関
係
行
政
組
織
の
再
発
足
」

（
佐
々
木
輝
雄
職
業
教
育
論
集
第
三
巻
所
収
）
も
ご
参
照
さ
れ
た
い
。

第第
ⅣⅣ
編編
の
法法
令令
編編
は
、
一
般
労
務
関
係
、
公
共
職
業
補
導
関
係
、
技
能
者
養
成
関

係
及
び
Ｔ
Ｗ
Ｉ
（
監
督
者
訓
練
）
に
分
け
て
掲
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
参
考
ま
で
に
、

成
立
時
の
「
職
業
訓
練
法
」
と
関
係
法
令
を
纏
め
て
掲
載
し
た
。

な
お
、
職
業
訓
練
に
関
係
あ
る
特
に
重
要
な
学
校
教
育
関
係
の
法
令
も
一
般
労
務

関
係
に
含
め
て
掲
載
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
戦
中
の
公
共
職
業
補
導
は
昭
和

年
の
「
職
業
紹
介
法
」
で
運
営
さ

13

れ
て
い
た
が
、
次
第
に
軍
事
体
制
に
組
み
込
ま
れ
、
「
機
械
工
補
導
所
」
と
も
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
、
重
工
業
関
係
職
種
が
中
心
で
あ
っ
た
。
戦
後
は
戦
後
復
興
の
た

め
の
衣
食
住
を
重
視
し
た
職
種
で
再
発
足
し
た
が
、
「
職
業
紹
介
法
」
は
「
職
業
安

定
法
」
に
改
正
さ
れ
て
戦
後
の
新
た
な
体
制
の
基
本
法
と
な
っ
た
。
な
お
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ

は
「
職
業
安
定
法
」
の
制
定
を
好
意
的
に
評
価
し
て
い
た
〔
一
─
一
八
〕
こ
と
が
注

目
さ
れ
る
。
職
業
補
導
の
具
体
的
な
指
示
は
主
に
通
牒
で
行
こ
な
っ
て
お
り
、
法
令

で
は
大
ま
か
な
施
策
に
止
ま
っ
て
い
た
。

一
方
、
企
業
内
訓
練
を
管
轄
し
た
の
は
昭
和

年
に
交
付
さ
れ
た
「
工
場
事
業
場

14

技
能
者
養
成
令
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
国
家
総
動
員
法
」(

昭

年)

の
第

条
に

13

22

基
づ
い
て
い
た
。
戦
後
「
国
家
総
動
員
法
」
は
昭
和

年

月

日
に
、
「
工
場
事

20

12

20

業
場
技
能
者
養
成
令
」
は

月

日
に
廃
止
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
大
正

年
に
公

10

11

5

布
さ
れ
た
「
工
場
法
施
行
令
」
の
「
徒
弟
」
条
項
が
〝
復
活
〟
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

た
だ
し
、
企
業
の
実
態
は
訓
練
を
す
る
余
裕
は
な
く
、
施
策
は
遅
れ
て
始
ま
る
。

法
令
の
資
料
に
見
る
よ
う
に
、
企
業
内
訓
練
の
関
係
法
令
は
多
く
、
企
業
側
か
ら

〝
監
督
行
政
〟
と
の
批
判
が
出
た
所
以
か
も
知
れ
な
い
。

技
能
者
養
成
は
実
体
的
に
は
欧
米
の
徒
弟
制
度
で
あ
り
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
〝
民
主
化
政

策
〟
と
企
業
側
の
徒
弟
制
存
続
要
望
の
狭
間
で
、
日
本
政
府
も
そ
の
施
策
に
戸
惑
っ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
「
徒
弟
制
」
は
封
建
的
だ
、

と
の
日
本
人
独
特
の
観
念
が
災
い
し
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
「
労
働
基
準
法
」
の
議
論
の
過
程
に
現
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
技
能

者
養
成
の
タ
イ
ト
ル
の
変
転
で
あ
る
。
詳
し
く
は
木
村
力
雄
の
『
規
定
』
に
委
ね
る

が
、
労
働
組
合
側
の
徒
弟
制
反
対
と
事
業
主
側
の
存
続
希
望
の
狭
間
に
立
ち
、
徒
弟

制
は
封
建
的
で
あ
る
と
い
う
日
本
人
的
観
念
も
手
伝
い
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
〝
民
主
化
政

策
〟
を
忖
度
し
つ
つ
審
議
し
て
い
る
こ
と
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
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最
終
的
に
は

条
に
な
る
が
最
初
の
タ
イ
ト
ル
は
「
徒
弟
使
用
者
の
制
限
」
（
昭

69

21

･
･

）
で
あ
っ
た
の
が
、
「
所
謂
徒
弟
の
禁
止
」
（

･

）
、
「
徒
弟
の
禁
止
」
（

5
10

8
6

11

･

）
、
「
徒
弟
の
弊
害
排
除
」
（
昭

･
･

）
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
条
文
の

20

22
2
22

変
化
は
無
く
と
も
タ
イ
ト
ル
が
大
き
な
変
化
を
し
て
い
る
。
特
に
最
後
の
変
更
は
、

２
・
１
ス
ト
禁
止
命
令
後
の
閣
議
で
行
わ
れ
た
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
労
働
政
策
の
変
化
を

み
て
の
変
更
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
の
は
説
者
の
み
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
技
能
者
養
成
関
係
の
法
令
案
と
し
て
、
案
文
を
何
度
も
検
討

し
な
が
ら
法
令
と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
な
い
技
能
検
定
に
関
す
る
案
〔
四
─
三
─
二

〇
〕
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
案
が
何
故
に
成
立
し
な
か
っ
た
の
か
、
に
つ
い
て
は
原
資

料
に
添
付
さ
れ
て
い
ず
不
明
で
あ
る
。

監
督
者
訓
練
関
係
は
、
「
職
業
安
定
法
施
行
規
則
」
の
改
正
に
よ
り
行
わ
れ
た
。

具
体
的
に
は
公
共
職
業
補
導
の
中
の
「
職
場
補
導
」
を
改
正
し
て
昭
和

年

月
に

25

4

始
ま
っ
た
〔
四
─
四
─
一
〕
。

最
後
に
、
公
共
職
業
補
導
と
企
業
内
技
能
者
養
成
を
統
合
し
た
「
職
業
訓
練
法
」

が
ど
の
よ
う
な
体
系
に
な
っ
た
か
を
見
る
た
め
に
職
業
訓
練
関
係
法
令
を
掲
げ
た
。

第第
ⅤⅤ
編編
の
通通
牒牒
・・
通通
達達
編編
は
一
般
労
務
関
係
、
公
共
職
業
補
導
関
係
、
技
能
者
養

成
関
係
及
び
Ｔ
Ｗ
Ｉ
（
監
督
者
訓
練
）
に
分
け
て
掲
載
し
て
い
る
。
な
お
、
職
業
訓

練
と
重
要
な
関
連
が
あ
る
学
校
教
育
関
係
の
通
達
に
つ
い
て
も
一
般
労
務
関
係
に
掲

載
し
て
い
る
。

特
に
、
現
存
し
て
い
る
通
牒
・
通
達
が
少
な
い
下
、
公
共
職
業
補
導
所
関
係
で
は

神
奈
川
県
が
纏
め
て
い
た
『
職
業
訓
練
関
係
例
規
通
達
類
集
』
及
び
『
職
業
訓
練
関

係
通
ち
ょ
う
綴
り
』
は
極
め
て
貴
重
な
資
料
集
で
あ
っ
た
。
神
奈
川
県
に
は
身
体
障

害
者
職
業
補
導
所
及
び
総
合
職
業
補
導
所
が
設
置
さ
れ
、
こ
れ
等
の
補
導
所
に
関
す

る
本
省
と
の
や
り
と
り
も
少
な
く
な
く
、
参
考
に
な
る
。
ま
た
、
転
載
資
料
と
し
て

労
働
省
発
信
の
通
達
の
み
で
な
く
、
神
奈
川
県
の
労
働
部
長
か
ら
県
下
の
各
施
設
長

宛
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
通
達
も
転
載
し
た
が
、
こ
れ
ら
も
本
省
の
指
示
に
関
連
し
て

出
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
同
様
な
指
示
は
各
都
道
府
県
で
も
行
わ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
、
当
時
の
実
態
を
明
ら
か
に
出
来
る
。

さ
ら
に
、
政
府
の
政
策
と
の
整
合
性
に
関
し
て
県
レ
ベ
ル
の
施
策
を
知
る
為
に
、

関
連
す
る
神
奈
川
県
の
条
例
等
を
も
特
別
に
転
載
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ

ま
で
明
ら
か
で
な
か
っ
た
職
業
訓
練
と
学
校
教
育
制
度
と
の
関
係
も
後
述
す
る
よ
う

に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
労
働
福
祉
事
業
団
が
総
合
職
業
補
導
所
を
管
轄
し
た
昭
和

年
以
降
の
同

32

事
業
団
の
主
要
な
関
連
通
達
も
掲
載
し
た
。

な
お
、
職
業
訓
練
の
運
営
が
各
種
の
論
文
等
で
そ
の
方
向
が
示
さ
れ
る
場
合
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
先
に
も
紹
介
し
た
雑
誌
の
論
文
で
あ
り
、
通
達
に
相
当
す
る
極
め
て

重
要
な
論
文
〔
五
─
二
─
三
二
〕
等
を
通
達
編
に
収
め
た
。

本
編
に
は
、
特
異
な
発
展
を
示
し
た
監
督
者
訓
練
（
Ｔ
Ｗ
Ｉ
）
に
関
し
て
も
纏
め

て
い
る
。
ち
な
み
に
、
Ｔ
Ｗ
Ｉ
は"Training

W
ithin

Industry"

の
略
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
何
故
に
「
監
督
者
訓
練
」
か
と
い
う
こ
と
は
、
Ｔ
Ｗ
Ｉ
の
次
に
有
っ
た"for

Supervisor"

が
省
略
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
化
の
端
緒
は
昭
和
二
四

年
の
「
職
業
安
定
法
」
の
改
正
〔
四
─
二
─
三
〕
に
よ
り
「
補
導
員
」
を
設
置
し
て

監
督
者
訓
練
の
推
進
で
あ
っ
た
。

な
お
、
監
督
者
訓
練
は
主
と
し
て
事
業
所
・
企
業
の
現
場
監
督
者
に
対
す
る
訓
練

で
あ
っ
た
た
め
、
行
政
の
指
示
に
よ
る
そ
の
効
率
化
を
図
る
事
が
考
え
ら
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
下
達
制
度
が
今
日
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
当
時
、

直
接
雑
誌
に
公
開
す
る
こ
と
に
よ
る
広
報
は
企
業
へ
の
浸
透
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
『
Ｔ
Ｗ
Ｉ
研
究
』
誌
に
は
通
達
の
意
味
を
含
む
よ
う

な
貴
重
な
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
こ
の
通
達
編
に
再
掲
し
た
。

第第
ⅥⅥ
編編
の
国国
際際
的的
宣宣
言言
・・
勧勧
告告
編編
は
、
国
連
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
及
び
ユ
ネ
ス
コ
の
条
約
・

勧
告
等
を
掲
げ
た
。
わ
が
国
も
先
進
国
へ
進
む
た
め
に
は
国
際
的
な
基
準
を
満
た
す

べ
く
、
当
然
な
が
ら
職
業
訓
練
の
分
野
で
も
様
々
な
国
際
規
定
を
充
足
す
る
施
策
を

検
討
し
て
来
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
職
業
訓
練
に
関
す
る
わ
が
国
と
国
際
的
な
観
念

に
は
差
異
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
つ
は
、
わ
が
国
の
公
共
職
業
訓
練
の
よ
う
な
観
念
が
欧
米
で
は
無
い
と
言
う
か
、

極
め
て
薄
い
と
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
為
、
国
際
的
な
規
定
で
は
わ
が
国
の
公

共
職
業
訓
練
的
施
策
が
明
確
に
表
れ
な
い
。
こ
の
わ
が
国
と
の
差
異
は
、
国
際
的
に

は
職
業
訓
練
が
労
働
権
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
例
え
ば
、
失
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最
終
的
に
は

条
に
な
る
が
最
初
の
タ
イ
ト
ル
は
「
徒
弟
使
用
者
の
制
限
」
（
昭

69

21

･
･

）
で
あ
っ
た
の
が
、
「
所
謂
徒
弟
の
禁
止
」
（

･

）
、
「
徒
弟
の
禁
止
」
（

5
10

8
6

11

･

）
、
「
徒
弟
の
弊
害
排
除
」
（
昭

･
･

）
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
条
文
の

20

22
2
22

変
化
は
無
く
と
も
タ
イ
ト
ル
が
大
き
な
変
化
を
し
て
い
る
。
特
に
最
後
の
変
更
は
、

２
・
１
ス
ト
禁
止
命
令
後
の
閣
議
で
行
わ
れ
た
が
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
労
働
政
策
の
変
化
を

み
て
の
変
更
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
の
は
説
者
の
み
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
技
能
者
養
成
関
係
の
法
令
案
と
し
て
、
案
文
を
何
度
も
検
討

し
な
が
ら
法
令
と
し
て
制
定
さ
れ
て
い
な
い
技
能
検
定
に
関
す
る
案
〔
四
─
三
─
二

〇
〕
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
案
が
何
故
に
成
立
し
な
か
っ
た
の
か
、
に
つ
い
て
は
原
資

料
に
添
付
さ
れ
て
い
ず
不
明
で
あ
る
。

監
督
者
訓
練
関
係
は
、
「
職
業
安
定
法
施
行
規
則
」
の
改
正
に
よ
り
行
わ
れ
た
。

具
体
的
に
は
公
共
職
業
補
導
の
中
の
「
職
場
補
導
」
を
改
正
し
て
昭
和

年

月
に

25

4

始
ま
っ
た
〔
四
─
四
─
一
〕
。

最
後
に
、
公
共
職
業
補
導
と
企
業
内
技
能
者
養
成
を
統
合
し
た
「
職
業
訓
練
法
」

が
ど
の
よ
う
な
体
系
に
な
っ
た
か
を
見
る
た
め
に
職
業
訓
練
関
係
法
令
を
掲
げ
た
。

第第
ⅤⅤ
編編
の
通通
牒牒
・・
通通
達達
編編
は
一
般
労
務
関
係
、
公
共
職
業
補
導
関
係
、
技
能
者
養

成
関
係
及
び
Ｔ
Ｗ
Ｉ
（
監
督
者
訓
練
）
に
分
け
て
掲
載
し
て
い
る
。
な
お
、
職
業
訓

練
と
重
要
な
関
連
が
あ
る
学
校
教
育
関
係
の
通
達
に
つ
い
て
も
一
般
労
務
関
係
に
掲

載
し
て
い
る
。

特
に
、
現
存
し
て
い
る
通
牒
・
通
達
が
少
な
い
下
、
公
共
職
業
補
導
所
関
係
で
は

神
奈
川
県
が
纏
め
て
い
た
『
職
業
訓
練
関
係
例
規
通
達
類
集
』
及
び
『
職
業
訓
練
関

係
通
ち
ょ
う
綴
り
』
は
極
め
て
貴
重
な
資
料
集
で
あ
っ
た
。
神
奈
川
県
に
は
身
体
障

害
者
職
業
補
導
所
及
び
総
合
職
業
補
導
所
が
設
置
さ
れ
、
こ
れ
等
の
補
導
所
に
関
す

る
本
省
と
の
や
り
と
り
も
少
な
く
な
く
、
参
考
に
な
る
。
ま
た
、
転
載
資
料
と
し
て

労
働
省
発
信
の
通
達
の
み
で
な
く
、
神
奈
川
県
の
労
働
部
長
か
ら
県
下
の
各
施
設
長

宛
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
通
達
も
転
載
し
た
が
、
こ
れ
ら
も
本
省
の
指
示
に
関
連
し
て

出
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
同
様
な
指
示
は
各
都
道
府
県
で
も
行
わ
れ
て
い
た
と

思
わ
れ
、
当
時
の
実
態
を
明
ら
か
に
出
来
る
。

さ
ら
に
、
政
府
の
政
策
と
の
整
合
性
に
関
し
て
県
レ
ベ
ル
の
施
策
を
知
る
為
に
、

関
連
す
る
神
奈
川
県
の
条
例
等
を
も
特
別
に
転
載
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ

ま
で
明
ら
か
で
な
か
っ
た
職
業
訓
練
と
学
校
教
育
制
度
と
の
関
係
も
後
述
す
る
よ
う

に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
労
働
福
祉
事
業
団
が
総
合
職
業
補
導
所
を
管
轄
し
た
昭
和

年
以
降
の
同

32

事
業
団
の
主
要
な
関
連
通
達
も
掲
載
し
た
。

な
お
、
職
業
訓
練
の
運
営
が
各
種
の
論
文
等
で
そ
の
方
向
が
示
さ
れ
る
場
合
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
先
に
も
紹
介
し
た
雑
誌
の
論
文
で
あ
り
、
通
達
に
相
当
す
る
極
め
て

重
要
な
論
文
〔
五
─
二
─
三
二
〕
等
を
通
達
編
に
収
め
た
。

本
編
に
は
、
特
異
な
発
展
を
示
し
た
監
督
者
訓
練
（
Ｔ
Ｗ
Ｉ
）
に
関
し
て
も
纏
め

て
い
る
。
ち
な
み
に
、
Ｔ
Ｗ
Ｉ
は"Training

W
ithin

Industry"

の
略
で
あ
る
が
、

こ
れ
が
何
故
に
「
監
督
者
訓
練
」
か
と
い
う
こ
と
は
、
Ｔ
Ｗ
Ｉ
の
次
に
有
っ
た"for

Supervisor"

が
省
略
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
化
の
端
緒
は
昭
和
二
四

年
の
「
職
業
安
定
法
」
の
改
正
〔
四
─
二
─
三
〕
に
よ
り
「
補
導
員
」
を
設
置
し
て

監
督
者
訓
練
の
推
進
で
あ
っ
た
。

な
お
、
監
督
者
訓
練
は
主
と
し
て
事
業
所
・
企
業
の
現
場
監
督
者
に
対
す
る
訓
練

で
あ
っ
た
た
め
、
行
政
の
指
示
に
よ
る
そ
の
効
率
化
を
図
る
事
が
考
え
ら
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
下
達
制
度
が
今
日
の
よ
う
に
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
当
時
、

直
接
雑
誌
に
公
開
す
る
こ
と
に
よ
る
広
報
は
企
業
へ
の
浸
透
と
し
て
有
効
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
『
Ｔ
Ｗ
Ｉ
研
究
』
誌
に
は
通
達
の
意
味
を
含
む
よ
う

な
貴
重
な
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
こ
の
通
達
編
に
再
掲
し
た
。

第第
ⅥⅥ
編編
の
国国
際際
的的
宣宣
言言
・・
勧勧
告告
編編
は
、
国
連
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
及
び
ユ
ネ
ス
コ
の
条
約
・

勧
告
等
を
掲
げ
た
。
わ
が
国
も
先
進
国
へ
進
む
た
め
に
は
国
際
的
な
基
準
を
満
た
す

べ
く
、
当
然
な
が
ら
職
業
訓
練
の
分
野
で
も
様
々
な
国
際
規
定
を
充
足
す
る
施
策
を

検
討
し
て
来
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
職
業
訓
練
に
関
す
る
わ
が
国
と
国
際
的
な
観
念

に
は
差
異
が
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
つ
は
、
わ
が
国
の
公
共
職
業
訓
練
の
よ
う
な
観
念
が
欧
米
で
は
無
い
と
言
う
か
、

極
め
て
薄
い
と
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
為
、
国
際
的
な
規
定
で
は
わ
が
国
の
公

共
職
業
訓
練
的
施
策
が
明
確
に
表
れ
な
い
。
こ
の
わ
が
国
と
の
差
異
は
、
国
際
的
に

は
職
業
訓
練
が
労
働
権
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
例
え
ば
、
失
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業
者
の
労
働
権
を
保
障
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
わ

が
国
の
公
共
職
業
訓
練
は
障
が
い
者
や
失
業
者
対
策
と
し
て
の
社
会
事
業
、
な
い
し

は
福
祉
事
業
と
し
て
整
備
、
発
展
し
て
き
た
経
緯
と
の
差
異
と
推
測
さ
れ
る
。

他
面
で
は
国
際
的
な
職
業
訓
練
と
は
徒
弟
制
度
を
指
す
事
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
欧
米
で
は
徒
弟
制
度
が
現
代
に
お
い
て
も
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
徒
弟
制
度
は
学
校
教
育
と
の
連
繋
が
整
備
さ
れ
て
い
る
特
色
が
あ
る
。
ま
た
、

わ
が
国
で
の
事
業
内
技
能
者
養
成
が
新
入
社
員
で
あ
る
こ
と
に
対
し
、
欧
米
で
は
訓

練
の
受
講
者
が
就
職
希
望
者
で
あ
る
こ
と
も
わ
が
国
と
の
大
き
な
差
違
で
あ
る
と
言

え
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
修
了
生
は
訓
練
を
受
け
た
企
業
に
限
ら
ず
、
他
の
企
業
に
就

職
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
「
世
界
人
権
宣
言
」
〔
六
─
三
〕
は
永
井
憲
一
監
修
の
資
料
集
か
ら
の

転
載
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
同
宣
言
の
英
語

文"the
right

to
education"

を
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」
で
は
な
く
「
教
育
へ
の

権
利
」
と
訳
し
て
い
る
唯
一
の
資
料
集
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
訳
の
妥
当
性
は
、

次
に
「
『
職
業
訓
練
』
の
使
用
過
程
」
で
述
べ
る
よ
う
に
、"education"

の
概
念
と

伴
に
、"vocational

training"

と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
点

に
お
い
て
重
要
で
あ
り
、
本
資
料
集
で
は
こ
の
面
か
ら
も
永
井
の
資
料
集
の
翻
訳
が

有
効
と
考
え
こ
れ
を
借
用
し
た
。

な
お
、
原
文
が
英
文
の
『
勧
告
』
等
は
総
て
横
組
み
に
統
一
し
た
。
そ
の
た
め
、

原
資
料
の
漢
数
字
は
算
用
数
字
に
変
換
し
た
。

本
編
で
は
、
本
資
料
集
の
編
集
対
象
時
期
を
超
え
て
い
る
が
、
極
め
て
職
業
訓
練

の
理
解
に
重
要
な
関
係
の
あ
る
ユ
ネ
ス
コ
の
技
術
教
育
に
関
す
る
勧
告
〔
六
─
八
〕

を
掲
載
し
た
。
ユ
ネ
ス
コ
の
勧
告
に
お
い
て
も
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
勧
告
と
同
様
な
職
業
訓
練

の
位
置
づ
け
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

第第
ⅦⅦ
編編
の
統統
計計
編編
は
、
学
校
卒
業
者
の
統
計
と
労
働
問
題
の
基
本
的
統
計
、
公
共

職
業
補
導
関
係
、
技
能
者
養
成
関
係
及
び
監
督
者
訓
練
関
係
に
分
け
て
い
る
。

当
時
の
職
業
訓
練
関
係
は
、
『
学
校
基
本
調
査
報
告
書
』
の
よ
う
な
基
本
調
査
が

定
ま
っ
て
い
な
い
た
め
、
公
開
の
様
式
も
い
ろ
い
ろ
と
多
様
で
あ
る
が
、
特
徴
的
な

資
料
を
選
択
し
て
掲
載
し
た
。
こ
れ
ら
も
並
べ
て
見
る
と
当
時
の
職
業
訓
練
の
実
態

が
垣
間
見
ら
れ
る
。

戦戦
後後
職職
業業
訓訓
練練
関関
係係
年年
表表
は
、
掲
載
資
料
と
合
わ
せ
て
関
連
す
る
重
要
な
項
目
も

加
味
し
て
並
べ
た
。
な
お
、
資
料
検
索
の
便
宜
を
図
る
た
め
に
、
掲
載
し
た
資
料
に

は
資
料
番
号
を
付
し
、
関
連
項
目
に
も
出
典
を
付
し
た
。

本
年
表
に
よ
っ
て
、
社
会
の
動
き
と
職
業
訓
練
に
関
す
る
事
項
の
進
行
と
そ
れ
ら

の
関
係
を
総
合
的
に
把
握
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

資資
料料
索索
引引
は
掲
載
し
た
資
料
の
名
称
を
簡
略
化
せ
ず
に
並
べ
た
。

二二
、、
戦戦
後後
職職
業業
訓訓
練練
のの
状状
況況

以
下
で
は
、
戦
後
の
職
業
訓
練
に
内
包
す
る
課
題
、
及
び
職
業
訓
練
を
取
り
巻
く

課
題
に
つ
い
て
の
特
に
重
要
な
資
料
の
関
連
性
を
簡
単
に
素
描
す
る
。

⑴⑴

「「
職職
業業
訓訓
練練
」」
のの
使使
用用
過過
程程

先
ず
、
「
職
業
訓
練
法
」
の
制
定
過
程
を
解
明
す
る
前
に
、
そ
も
そ
も
「
職
業
訓

練
」
の
用
語
が
何
故
に
使
用
さ
れ
た
の
か
、
の
疑
問
を
解
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
法
令
は
い
き
な
り
制
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
前
兆
が
あ
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
時
期
ま
で
は
公
共
で
は
「
職
業
補
導
」
で
あ
り
、
事
業
所
内
で
は
「
技

能
者
養
成
」
ま
た
は
「
徒
弟
制
」
だ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
中
で
、
「
職
業
訓
練
」

が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
き
た
か
の
過
程
を
本
資
料
集
に
紹
介
し
た
資
料
に
よ
っ

て
解
明
す
る
。
そ
の
前
に
、
「
職
業
訓
練
」
は
「
職
業
」
と
「
訓
練
」
と
の
複
合
語

で
あ
り
、
こ
の
要
素
の
言
葉
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
の
意
の
わ
が
国
で

の
用
語
は
、
「
な
り
わ
い(

生
業)

」
と
「
な
ら
す(

慣
ら
す)

」
で
あ
っ
た
。

「
職
業
」
は
既
に
明
治
よ
り
広
く
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
職
業
に
関
連
し
て
「
訓

練
」
が
使
用
さ
れ
た
最
初
は
、
満
州
事
変
が
長
引
く
中
で
、
働
く
意
欲
を
無
く
し
た

失
業
者
を
労
働
力
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
昭
和

年
に
設
立
し
た
「
失
業
者
更
生

11

訓
練
施
設
」
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
体
力
を
付
け
る
た
め
の
労
働
作
業
と
精
神
訓
練

を
厳
格
に
服
さ
せ
て
い
た
。

さ
ら
に
昭

年
に
は
勤
労
動
員
体
制
の
一
貫
と
し
て
国
民
勤
労
訓
練
所
が
、
翌
年

17

（ 11 ）

に
は
地
方
勤
労
訓
練
所
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
「
精
神
訓
練
」
を
重
視
し
、
体

操
、
教
練
、
各
種
作
業(

タ
ガ
ネ
打
、
農
耕
等)

、
勤
労
作
業
等
に
よ
り
身
体
的
錬
成

を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
勤
労
訓
練
所
も
戦
後
は
職
業
補
導
所
と
し
て
再
発
足
し

た
施
設
も
あ
る
。

戦
後
は
、
失
業
者
更
生
訓
練
施
設
に
類
似
し
た
「
失
業
者
特
別
指
導
訓
練
」
が
施

策
さ
れ
〔
二
─
六
〇
〕
、
精
神
訓
練
は
無
い
が
、
土
木
作
業
、
ほ
装
作
業
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
作
業
、
石
割
作
業
等
に
関
す
る
訓
練
を
実
施
し
て
い
た
〔
五
─
一
─
五
一
〕
。

ま
た
、
「
訓
練
」
を
用
い
た
用
語
と
し
て
、
「
作
業
訓
練
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
「
職
業
補
導
の
手
引
」
〔
五
─
二
─
一
六
〕
に
詳
し
い
が
、
い
わ
ゆ
る
授
産

所
的
な
共
同
作
業
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
た
職
業
訓
練
で
あ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
日
経
連
も
失
業
緩
和
策
と
し
て
「
技
能
再
訓
練
」
を
用
い
た
〔
二
─
二

六
〕
よ
う
に
、
産
業
界
で
は
「
訓
練
」
が
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
「
職
業
訓
練
」
の
用
語
は
戦
前
の
一
九
三
九
年
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
採
択
し
た

"Recom
m
endation

concerning
VocationalTraining"

を

「
職
業
訓
練
ニ
関
ス

ル
勧
告
」
と
訳
し
て
『
労
働
時
報
』
に
紹
介
し
た
こ
と
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国

で
は
「
徒
弟
」
養
成
、
「
技
能
者
養
成
」
又
は
「
職
業
補
導
」
が
使
用
さ
れ
て
い
た

時
代
で
あ
っ
た
。

戦
後
は
、
昭
和

年

月

日
に
改
正
さ
れ
た
「
厚
生
省
官
制
」
に
お
い
て
勤
労

20

10

27

局
の
業
務
の
一
つ
と
し
て
「
職
業
訓
練
」
を
記
し
て
い
た
〔
三
─
二
〕
こ
と
が
初
出

の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
「
職
業
訓
練
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
の
か
も
知
れ

な
い
が
、
実
態
は
職
業
補
導
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
翌
年
の
厚
生
省

分
課
規
程
で
は
「
職
業
訓
練
」
は
消
え
て
い
た
〔
三
─
八
〕
。

戦
後
復
興
と
し
て
の
産
業
振
興
の
た
め
に
は
人
材
の
養
成
が
必
須
で
あ
る
が
、
わ

が
国
で
は
戦
前
ま
で
現
場
監
督
者
の
養
成
方
法
が
無
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ

の
援
助
の
下
に
Ｔ
Ｗ
Ｉ
を
導
入
し
、
こ
れ
を
監
督
者
訓
練
と
し
て
普
及
を
始
め
た
こ

と
が
職
業
に
関
す
る
「
訓
練
」
の
使
用
が
定
着
し
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
の
監
督
者

訓
練
を
職
業
安
定
局
は
『
職
業
通
信
』
に
「
職
業
訓
練
の
新
分
野
」
と
し
て
紹
介
し

た
（
昭

･
･

）
こ
と
が
、
「
職
業
訓
練
」
の
最
初
の
使
用
と
言
え
る
。
こ
こ
で

23
9
15

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
段
階
で
既
に
監
督
者
訓
練
は
職
業
訓
練
の
一
分
野
で
あ
る
こ

と
を
表
明
し
、
「
職
業
訓
練
」
の
用
語
は
よ
り
広
汎
な
分
野
を
包
含
し
て
い
る
認
識

を
示
唆
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
纏
め
た
『
労
働
課
便
覧
』〔
一
─
二
一
〕
の
中
で
、"vocational

training"

が
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
語
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
担
当
官
が
日
本
側
官
僚
と
折

衝
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
利
用
し
た
筈
で
あ
り
、
昭
和

年
頃
に
は
日
本
側

24

官
僚
は
こ
れ
を
「
職
業
訓
練
」
と
解
し
て
労
働
省
内
で
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
事

が
監
督
者
訓
練
の
紹
介
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
、
同
便
覧
の
職
業
訓
練
の
内
容
に

つ
い
て
は
日
本
の
公
共
職
業
補
導
に
つ
い
て
の
整
理
が
主
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
同
便
覧
を
理
解
す
る
と
、
職
業
訓
練
を
考
察
す
る
と
き
、"Education"

の
概
念
も
併
せ
て
検
討
す
べ
き
こ
と
が
重
要
と
言
え
る
。

例
え
ば
、
同
便
覧
は
「
職
業
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
始
す
る
も
う
一
つ
の
同
じ
く

重
要
な
理
由
は
、
働
く
権
利
、
能
力
に
応
じ
た
教
育
を
受
け
る
権
利
、
職
業
を
選
択

す
る
権
利
な
ど
、
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
民
主
的
概
念
の
一
部
に
命
を
吹
き
込
む
こ
と

で
あ
っ
た
。
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
新
憲
法
が
規
定
す
る
教
育
、
労
働
、
職
業
選

択
等
の
国
民
の
権
利
は
職
業
訓
練
に
よ
っ
て
完
結
す
る
と
整
理
し
て
い
る
こ
と
に
表

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
シ
ェ
イ
が
、「
教
育
基
本
法
」
の
折
衝
の
過
程
で
「
教
育
は
、

人
間
を
特
別
な
職
業
の
訓
練
に
適
合
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
職
業
の
枠
内
で
優
れ
た
個

人
的
、
社
会
的
生
活
を
達
成
さ
せ
易
く
す
る
精
神
、
意
思
、
感
情
に
つ
い
て
修
養
を

分
か
ち
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」
と
提
言
し
た
（

･
･

）
説
明
と
類
似

'46
12
5

し
た
観
念
だ
と
言
え
る
。

右
の
よ
う
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
提
言
で
は
職
業
訓
練
を
考
察
す
る
と
き"Education"

の
概
念
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
重
要
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、

年

月
に
「
職
業
補
導
会
議
」
を
行
っ
た
と
『
Ｉ
Ｌ
Ｏ
』
は
紹
介
し
て

'49

9

い
る
が
、
国
際
的
に
「
職
業
補
導
」
の
言
葉
は
な
く
、
日
本
側
の
意
訳
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
翌
年

月
に
労
働
課
長
エ
ー
ミ
ス
は
同
第

回
総
会
で
ヒ
プ
ラ
ー
と
同
じ
テ

6

33

ー
マ
で
報
告
し
た
が
、
同
報
告
で
は
「
職
業
訓
練
」
は
公
共
職
業
補
導
制
度
に
つ
い

て
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
公
共
職
業
補
導
所
」
と
は
、
原
文
で
は"public

vocational
training

centers"

で
あ
っ
た
よ
う
に
〔
一
─
二
二
〕
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
側
も
日
本
側
と
の

折
衝
で
職
業
補
導
を
職
業
訓
練
と
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

な
お
『
労
働
課
便
覧
』
で
は
「
労
働
力
と
雇
用
」
の
章
に
お
い
て
Ｔ
Ｗ
Ｉ
の
情
報

提
供
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
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に
は
地
方
勤
労
訓
練
所
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
「
精
神
訓
練
」
を
重
視
し
、
体

操
、
教
練
、
各
種
作
業(

タ
ガ
ネ
打
、
農
耕
等)

、
勤
労
作
業
等
に
よ
り
身
体
的
錬
成

を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
勤
労
訓
練
所
も
戦
後
は
職
業
補
導
所
と
し
て
再
発
足
し

た
施
設
も
あ
る
。

戦
後
は
、
失
業
者
更
生
訓
練
施
設
に
類
似
し
た
「
失
業
者
特
別
指
導
訓
練
」
が
施

策
さ
れ
〔
二
─
六
〇
〕
、
精
神
訓
練
は
無
い
が
、
土
木
作
業
、
ほ
装
作
業
、
コ
ン
ク

リ
ー
ト
作
業
、
石
割
作
業
等
に
関
す
る
訓
練
を
実
施
し
て
い
た
〔
五
─
一
─
五
一
〕
。

ま
た
、
「
訓
練
」
を
用
い
た
用
語
と
し
て
、
「
作
業
訓
練
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
「
職
業
補
導
の
手
引
」
〔
五
─
二
─
一
六
〕
に
詳
し
い
が
、
い
わ
ゆ
る
授
産

所
的
な
共
同
作
業
施
設
に
お
い
て
行
わ
れ
た
職
業
訓
練
で
あ
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
日
経
連
も
失
業
緩
和
策
と
し
て
「
技
能
再
訓
練
」
を
用
い
た
〔
二
─
二

六
〕
よ
う
に
、
産
業
界
で
は
「
訓
練
」
が
利
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
「
職
業
訓
練
」
の
用
語
は
戦
前
の
一
九
三
九
年
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
採
択
し
た

"Recom
m
endation

concerning
VocationalTraining"

を

「
職
業
訓
練
ニ
関
ス

ル
勧
告
」
と
訳
し
て
『
労
働
時
報
』
に
紹
介
し
た
こ
と
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国

で
は
「
徒
弟
」
養
成
、
「
技
能
者
養
成
」
又
は
「
職
業
補
導
」
が
使
用
さ
れ
て
い
た

時
代
で
あ
っ
た
。

戦
後
は
、
昭
和

年

月

日
に
改
正
さ
れ
た
「
厚
生
省
官
制
」
に
お
い
て
勤
労

20

10

27

局
の
業
務
の
一
つ
と
し
て
「
職
業
訓
練
」
を
記
し
て
い
た
〔
三
─
二
〕
こ
と
が
初
出

の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
「
職
業
訓
練
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
の
か
も
知
れ

な
い
が
、
実
態
は
職
業
補
導
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
翌
年
の
厚
生
省

分
課
規
程
で
は
「
職
業
訓
練
」
は
消
え
て
い
た
〔
三
─
八
〕
。

戦
後
復
興
と
し
て
の
産
業
振
興
の
た
め
に
は
人
材
の
養
成
が
必
須
で
あ
る
が
、
わ

が
国
で
は
戦
前
ま
で
現
場
監
督
者
の
養
成
方
法
が
無
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ

の
援
助
の
下
に
Ｔ
Ｗ
Ｉ
を
導
入
し
、
こ
れ
を
監
督
者
訓
練
と
し
て
普
及
を
始
め
た
こ

と
が
職
業
に
関
す
る
「
訓
練
」
の
使
用
が
定
着
し
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
の
監
督
者

訓
練
を
職
業
安
定
局
は
『
職
業
通
信
』
に
「
職
業
訓
練
の
新
分
野
」
と
し
て
紹
介
し

た
（
昭

･
･

）
こ
と
が
、
「
職
業
訓
練
」
の
最
初
の
使
用
と
言
え
る
。
こ
こ
で

23
9
15

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
段
階
で
既
に
監
督
者
訓
練
は
職
業
訓
練
の
一
分
野
で
あ
る
こ

と
を
表
明
し
、
「
職
業
訓
練
」
の
用
語
は
よ
り
広
汎
な
分
野
を
包
含
し
て
い
る
認
識

を
示
唆
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
纏
め
た
『
労
働
課
便
覧
』〔
一
─
二
一
〕
の
中
で
、"vocational

training"

が
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
語
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
担
当
官
が
日
本
側
官
僚
と
折

衝
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
利
用
し
た
筈
で
あ
り
、
昭
和

年
頃
に
は
日
本
側

24

官
僚
は
こ
れ
を
「
職
業
訓
練
」
と
解
し
て
労
働
省
内
で
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
事

が
監
督
者
訓
練
の
紹
介
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
、
同
便
覧
の
職
業
訓
練
の
内
容
に

つ
い
て
は
日
本
の
公
共
職
業
補
導
に
つ
い
て
の
整
理
が
主
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
、
同
便
覧
を
理
解
す
る
と
、
職
業
訓
練
を
考
察
す
る
と
き
、"Education"

の
概
念
も
併
せ
て
検
討
す
べ
き
こ
と
が
重
要
と
言
え
る
。

例
え
ば
、
同
便
覧
は
「
職
業
訓
練
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
開
始
す
る
も
う
一
つ
の
同
じ
く

重
要
な
理
由
は
、
働
く
権
利
、
能
力
に
応
じ
た
教
育
を
受
け
る
権
利
、
職
業
を
選
択

す
る
権
利
な
ど
、
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
民
主
的
概
念
の
一
部
に
命
を
吹
き
込
む
こ
と

で
あ
っ
た
。
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
新
憲
法
が
規
定
す
る
教
育
、
労
働
、
職
業
選

択
等
の
国
民
の
権
利
は
職
業
訓
練
に
よ
っ
て
完
結
す
る
と
整
理
し
て
い
る
こ
と
に
表

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
シ
ェ
イ
が
、「
教
育
基
本
法
」
の
折
衝
の
過
程
で
「
教
育
は
、

人
間
を
特
別
な
職
業
の
訓
練
に
適
合
さ
せ
な
が
ら
、
そ
の
職
業
の
枠
内
で
優
れ
た
個

人
的
、
社
会
的
生
活
を
達
成
さ
せ
易
く
す
る
精
神
、
意
思
、
感
情
に
つ
い
て
修
養
を

分
か
ち
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」
と
提
言
し
た
（

･
･

）
説
明
と
類
似

'46
12
5

し
た
観
念
だ
と
言
え
る
。

右
の
よ
う
に
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
提
言
で
は
職
業
訓
練
を
考
察
す
る
と
き"Education"

の
概
念
も
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
重
要
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、

年

月
に
「
職
業
補
導
会
議
」
を
行
っ
た
と
『
Ｉ
Ｌ
Ｏ
』
は
紹
介
し
て

'49

9

い
る
が
、
国
際
的
に
「
職
業
補
導
」
の
言
葉
は
な
く
、
日
本
側
の
意
訳
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
翌
年

月
に
労
働
課
長
エ
ー
ミ
ス
は
同
第

回
総
会
で
ヒ
プ
ラ
ー
と
同
じ
テ

6

33

ー
マ
で
報
告
し
た
が
、
同
報
告
で
は
「
職
業
訓
練
」
は
公
共
職
業
補
導
制
度
に
つ
い

て
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
公
共
職
業
補
導
所
」
と
は
、
原
文
で
は"public

vocational
training

centers"

で
あ
っ
た
よ
う
に
〔
一
─
二
二
〕
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
側
も
日
本
側
と
の

折
衝
で
職
業
補
導
を
職
業
訓
練
と
理
解
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

な
お
『
労
働
課
便
覧
』
で
は
「
労
働
力
と
雇
用
」
の
章
に
お
い
て
Ｔ
Ｗ
Ｉ
の
情
報

提
供
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
Ｇ
Ｈ
Ｑ
と
の
折
衝
の
結
果
だ
ろ
う
か
、
日
本
側
で
も
言
葉
の
変
化
が

表
れ
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
ア
ジ
ア
地
域
を
対
象
に
行
っ
た"W

orking
Party

on
Apprenticeship"

を
「
職
業
訓
練
講
習
会
」
と
紹
介
し
た
〔
二
─
五
五
〕
。
こ
の
「
職

業
訓
練
」
の
使
用
は
国
際
的
状
況
を
見
た
外
務
省
の
意
訳
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
わ
が
国
で
の
技
能
者
養
成
・
企
業
内
訓
練
に
対
し
て
も
「
職
業
訓
練
」
が

用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
頃
に
な
る
と
政
府
内

に
お
い
て
「
職
業
訓
練
」
の
用
語
が
公
共
職
業
補
導
、
事
業
内
技
能
者
養
成
の
両
者

に
対
し
て
違
和
感
な
く
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
東
京
支
局
が
「
成
人
職
業
補
導
勧
告
案
」
と
紹
介
し
た
（
昭

･25

）
Ｉ
Ｌ
Ｏ
勧
告
第

号
〔
六
─
四
〕
の
原
文
は"VocationalTraining

(Adults)

9

88

Recom
m
endation"

で
あ
っ
た
が
、
後
に
翻
訳
刊
行
し
た
『
勧
告
』
集
で
は
「
職

業
訓
練
」
と
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、"vocational

training"

を
最
初
は
「
職

業
補
導
」
と
理
解
し
た
が
、
定
義
と
し
て
は
「
職
業
訓
練
」
を
用
い
た
（

･
･

）

'54
5
31

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
用
語
の
相
互
理
解
が
進
み
、
「
技
能
者
養
成
」
を
担
当
し
て

い
た
労
働
基
準
局
も
、
昭
和

年

月
に
は
技
能
者
を
確
保
す
る
意
義
を
「
技
能
訓

26

6

練
」
の
言
葉
で
説
明
し
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
は
強
く
意
識
さ
れ
、
昭
和

年
31

10

月

日
に
は
「
職
業
訓
練
に
お
け
る
技
能
者
養
成
の
立
場
」
と
解
説
し
た
の
で
あ
る
。

1こ
の
よ
う
な
整
理
は
、
昭
和

年

月
の
『
職
業
安
定
広
報
』
の
特
集
「
職
業
訓

28

10

練
の
現
況
と
問
題
点
」
〔
二
─
五
七
〕
に
結
集
さ
れ
て
い
た
。
注
目
す
べ
き
は
、
Ｇ

Ｈ
Ｑ
の
各
種
文
書
で
は"Voational
Training"

の
定
義
に
学
校
は
入
っ
て
い
な
か

っ
た
が
、
『
職
業
安
定
広
報
』
の
論
文
の
「
職
業
訓
練
」
に
は
先
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
定
義

と
も
言
え
る
学
校
を
含
め
た
概
念
図
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
総
合
職
業
補
導
所
の
運
営
要
領
」
で
は
「
職
業
訓
練
」
の
用
語
で
そ

の
後
の
職
業
訓
練
の
業
務
を
整
理
し
て
〔
五
─
二
─
六
三
〕
、
新
た
な
業
務
を
構
想

し
て
い
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
様
々
な
人
材
育
成
の
制
度
を
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の"Vocational

Training"

の
定
義
に
合
わ
せ
「
職
業
訓
練
」
の
用
語
に
統
一
し
よ
う
と
の
認
識
が

次
第
に
労
働
省
内
、
さ
ら
に
政
府
内
で
醸
成
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

昭
和

年

月

日
の
臨
時
職
業
訓
練
制
度
審
議
会
の
設
置
に
進
ん
だ
と
言
え
る
。

32

8

27

こ
こ
で
付
言
す
れ
ば
、
渋
谷
も
『
解
説
』
で
記
し
て
い
る
よ
う
に
、"Vocation"

は
「
天
職
・
天
禀
」
の
意
が
あ
っ
た
こ
と
が
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
っ

た
。と

こ
ろ
で
用
語
と
し
て
検
討
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、「
職
業
訓
練
法
」
以
後
は
「
教

育
」
の
文
字
は
職
業
訓
練
関
係
法
令
に
は
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
こ
の
時
期

に
は
教
育
と
共
に
関
連
す
る
様
々
な
用
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
職
業

訓
練
の
実
態
は
教
育
と
近
し
い
関
係
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

"Education"

の
概
念
か
ら
当
然
な
こ
と
で
あ
る
が
、
米
国
教
育
使
節
団
報
告
書

は
、
日
本
の
民
主
主
義
を
保
証
す
る
た
め
に
熟
練
し
た
労
働
者
が
重
要
だ
と
し
て
い

た
〔
一
─
一
一
〕
。
こ
の
理
念
を
受
け
た
の
か
、
「
教
育
基
本
法
」
は
第

条
に
、

7

勤
労
の
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
教
育
は
奨
励
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
を
規
定

〔
四
─
一
─
四
〕
し
た
。
そ
し
て
、
職
業
教
育
並
び
に
職
業
指
導
委
員
会
が
「
各
種

工
業
に
於
け
る
見
習
い
工
教
育
計
画
基
準
案
」
を
具
申
〔
二
─
二
一
〕
し
た
。

ま
た
、
後
に
紹
介
す
る
よ
う
に
「
職
業
安
定
法
」
は
職
業
補
導
所
と
し
て
学
校
教

育
法
適
用
の
各
種
学
校
を
指
定
し
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
「
教
育
訓
練
」
な
る
言
葉
は
、
日
経
連
が
昭
和

年

月
に
使
用
し

25

5

た
〔
二
─
三
七
〕
の
が
最
初
の
よ
う
で
あ
る
。
（
例
外
と
し
て
、
昭
和

年

月

25

4

14

日
に
「
教
育
訓
練
」
が
記
さ
れ
た
施
設
が
卒
業
式
を
行
っ
て
い
る
。
）
や
が
て
、
昭

和
三
五
年
に
経
済
審
議
会
が
答
申
し
た
「
国
民
所
得
倍
増
計
画
」
に
よ
っ
て
公
的
に

「
教
育
訓
練
」
は
規
定
さ
れ
、
昭
和

年
の
「
雇
用
保
険
法
」
で
利
用
さ
れ
る
こ
と

49

に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
わ
が
国
の
状
況
に
関
連
し
て
、"Education"

の
訳
を
ど
の
よ
う
に

理
解
す
る
の
か
、
と
言
う
こ
と
が
課
題
と
な
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、"Training"

と

の
関
係
と
も
係
わ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
英
英
辞
典
で
み
る
と
両
者
が
極
め
て
密
接
に

関
係
す
る
概
念
で
説
明
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
が
国
の
国
語
辞
典
で
は
「
教

育
」
と
「
訓
練
」
と
は
全
く
別
物
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
は
大
き
な
差

異
で
あ
る
。

な
お
、
本
資
料
集
の
目
的
か
ら
は
逸
れ
る
が
、
長
谷
川
平
蔵
が
佃
島
で
始
め
た
囚

人
の
社
会
復
帰
支
援
の
た
め
の
「
人
足
寄
場
」
事
業
（
一
七
九
〇
年
）
は
刑
務
所
に

お
け
る
刑
務
作
業
と
し
て
近
代
化
以
降
も
引
き
継
が
れ
て
い
た
。
戦
後
は
そ
の
指
導

（ 13 ）

は
職
業
補
導
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
刑
務
作
業
に
関
す
る
雑
誌
論
文
等
で
は

「
職
業
訓
練
」
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
受
刑
者
に
対
す
る
職
業

訓
練
を
適
正
、
組
織
的
に
実
施
す
る
た
め
、
訓
練
の
内
容
方
法
等
を
規
定
し
た
「
受

刑
者
職
業
訓
練
規
則
」
が
法
務
大
臣
訓
令
（
昭

･
･

）
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
。

31
3
17

こ
の
規
則
が
戦
後
の
法
令
で
「
職
業
訓
練
」
が
使
用
さ
れ
た
嚆
矢
と
言
え
る
。

ま
た
、
調
達
庁
長
官
が
駐
留
軍
施
設
の
労
働
者
へ
実
施
す
る
職
業
訓
練
の
規
定
を

作
成
し
た
（
昭

･
･

）
の
が
二
番
目
か
も
知
れ
な
い
。

32
10
23

こ
の
様
な
整
理
を
す
れ
ば
、
「
職
業
訓
練
」
の
公
的
利
用
は
「
職
業
訓
練
法
」
が

三
番
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
「
職
業
訓
練
」
用
語
の
関
係
者
へ
の
滲
透
と
併
せ
て
、
次
に
素
描

す
る
職
業
訓
練
関
連
業
務
が
進
め
ら
れ
た
事
に
な
る
。

⑵⑵

ＧＧ
ＨＨ
ＱＱ
のの
指指
令令
・・
指指
示示

戦
後
初
期
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
間
接
統
治
下
に
よ
る
施
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
政

策
の
方
針
と
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
整
理
し
た
も
の
と
言
え
る
『
労
働
課
便
覧
』
に
よ
り
、

当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
政
策
を
理
解
出
来
る
。
労
働
政
策
と
し
て
の
職
業
訓
練
も
そ
の

中
に
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

た
だ
、
『
労
働
課
便
覧
』
で
の
「
職
業
訓
練
」
は
前
述
の
よ
う
に
公
共
職
業
補
導

に
つ
い
て
の
解
説
に
偏
し
、
企
業
内
訓
練
に
つ
い
て
は
Ｔ
Ｗ
Ｉ
に
つ
い
て
の
解
説
は

少
し
あ
る
が
、
技
能
者
養
成
に
つ
い
て
は
〝
徒
弟
制
〟
の
言
葉
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
監

督
を
強
化
す
る
よ
う
に
指
針
を
記
し
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。

な
お
、
徒
弟
制
の
戦
前
の
実
態
へ
の
批
判
的
見
解
が
提
起
さ
れ
た
〔
一
─
一
五
〕

が
、
こ
れ
は
伝
統
産
業
に
お
け
る
旧
態
へ
の
批
判
だ
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
戦
時
下

で
は
「
工
場
事
業
場
技
能
者
養
成
令
」
で
統
率
さ
れ
て
い
た
し
、
戦
後
の
実
態
は
企

業
内
訓
練
は
ほ
と
ん
ど
運
営
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
経
済
科
学
局
が
「
労
使
協
議
会
雇
用
部
会
」
を
開
催
（
昭

･
･

）

24
1
28

し
、
「
不
足
し
て
い
る
技
能
者
の
積
極
的
養
成
に
努
力
す
る
こ
と
が
日
本
産
業
復
興

の
鍵
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
職
業
補
導
事
業
の
積
極
化
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
「
技

能
者
の
養
成
に
つ
い
て
…
…
国
家
は
…
…
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
理
解

を
示
し
て
い
た
。
〔
一
─
二
〇
〕
。

日
本
側
に
は
素
直
に
理
解
し
に
く
い
こ
の
よ
う
な
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
提
言
等
を
考
慮
し

て
、
日
本
側
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
「
民
主
化
」
政
策
の
遂
行
と
い
う
観
念
に
と
ら
わ
れ
、
Ｇ

Ｈ
Ｑ
へ
の
忖
度
が
無
か
っ
た
か
、
気
に
な
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
は

徒
弟
法
が
現
存
し
て
お
り
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
徒
弟
制
に
反
対
し
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た

に
も
関
わ
ら
ず
、
徒
弟
制
度
へ
の
批
判
と
い
う
国
内
動
向
か
ら
技
能
者
養
成
制
度
確

立
へ
の
過
剰
な
気
配
り
を
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

特
に
わ
が
国
の
技
能
者
養
成
は
欧
米
と
比
較
し
た
と
き
、
形
式
は
似
て
い
る
が
、

制
度
と
し
て
欧
米
と
は
全
く
異
な
る
の
で
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
そ
の
方
策
の

設
定
に
悩
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
後
に
紹
介
す
る
「
労
働
基
準
法
」
の
技
能

者
養
成
条
項
検
討
の
紆
余
曲
折
に
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
『
労
働
課
便
覧
』
刊
行
以
降
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
技
能
者
養
成
関
係
顧
問
が
来
日

し
て
お
り
（

･

）
、
対
日
指
導
が
皆
無
だ
っ
た
と
は
言
う
こ
と
で
は
な
い
。
ま

'50
10

た
、
労
働
省
は
昭
和

年

月
に
『
米
国
に
於
け
る
技
能
者
養
成
の
紹
介
』
を
翻
訳

26

7

出
版
し
て
い
る
。
こ
の
翻
訳
し
た
資
料
集
は
徒
弟
制
を
は
じ
め
各
領
域
の
代
表
的
人

物
の
論
考
を
収
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
徒
弟
制
度
を
含
ん
で
の
議
論
が
な

さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

と
は
言
え
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
相
対
的
に
日
本
の
労
働
政
策
を
好
意
的
に
見
て
い
た
よ
う

だ
。
例
え
ば
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第

回
総
会
（

･
･

）
で
労
働
課
長
チ
ェ
ス
タ
ー
・
Ｗ

32

'49
6
30

・
ヒ
プ
ラ
ー
は
「
日
本
に
お
け
る
労
働
情
勢
に
関
す
る
報
告
」
を
報
告
し
た
が
、
労

働
行
政
全
般
に
わ
た
っ
て
好
意
的
に
報
告
し
て
い
る
。

な
お
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
へ
の
復
帰
に
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
担
当
官
も
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
援
護
し
て
お

り
、
特
に

年
の
報
告
〔
一
─
二
二
〕
で
は
極
め
て
好
意
的
に
日
本
の
労
働
事
情
を

'50

報
告
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
わ
が
国
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
復
帰
が
促
進
さ
れ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
報
告
で
の
「
職
業
訓
練
」
は
職
業
補
導
事
業
に
つ
い
て
で

あ
り
技
能
者
養
成
に
つ
い
て
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

⑶⑶

「「
日日
本本
国国
憲憲
法法
」」
・・
案案
のの
職職
業業
訓訓
練練
のの
位位
置置
づづ
けけ

わ
が
国
の
憲
法
で
は
ド
イ
ツ
の
「
基
本
法
」
の
よ
う
に
職
業
訓
練
が
規
定
さ
れ
な

か
っ
た
。
先
ず
、
日
本
人
が
起
草
・
提
案
し
た
職
業
訓
練
に
関
連
す
る
憲
法
改
革
案

を
次
に
見
て
み
よ
う
。
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は
職
業
補
導
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
次
第
に
刑
務
作
業
に
関
す
る
雑
誌
論
文
等
で
は

「
職
業
訓
練
」
も
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
受
刑
者
に
対
す
る
職
業

訓
練
を
適
正
、
組
織
的
に
実
施
す
る
た
め
、
訓
練
の
内
容
方
法
等
を
規
定
し
た
「
受

刑
者
職
業
訓
練
規
則
」
が
法
務
大
臣
訓
令
（
昭

･
･

）
に
よ
り
制
定
さ
れ
た
。

31
3
17

こ
の
規
則
が
戦
後
の
法
令
で
「
職
業
訓
練
」
が
使
用
さ
れ
た
嚆
矢
と
言
え
る
。

ま
た
、
調
達
庁
長
官
が
駐
留
軍
施
設
の
労
働
者
へ
実
施
す
る
職
業
訓
練
の
規
定
を

作
成
し
た
（
昭

･
･

）
の
が
二
番
目
か
も
知
れ
な
い
。

32
10
23

こ
の
様
な
整
理
を
す
れ
ば
、
「
職
業
訓
練
」
の
公
的
利
用
は
「
職
業
訓
練
法
」
が

三
番
目
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
な
「
職
業
訓
練
」
用
語
の
関
係
者
へ
の
滲
透
と
併
せ
て
、
次
に
素
描

す
る
職
業
訓
練
関
連
業
務
が
進
め
ら
れ
た
事
に
な
る
。

⑵⑵

ＧＧ
ＨＨ
ＱＱ
のの
指指
令令
・・
指指
示示

戦
後
初
期
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
間
接
統
治
下
に
よ
る
施
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
政

策
の
方
針
と
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
整
理
し
た
も
の
と
言
え
る
『
労
働
課
便
覧
』
に
よ
り
、

当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
政
策
を
理
解
出
来
る
。
労
働
政
策
と
し
て
の
職
業
訓
練
も
そ
の

中
に
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

た
だ
、
『
労
働
課
便
覧
』
で
の
「
職
業
訓
練
」
は
前
述
の
よ
う
に
公
共
職
業
補
導

に
つ
い
て
の
解
説
に
偏
し
、
企
業
内
訓
練
に
つ
い
て
は
Ｔ
Ｗ
Ｉ
に
つ
い
て
の
解
説
は

少
し
あ
る
が
、
技
能
者
養
成
に
つ
い
て
は
〝
徒
弟
制
〟
の
言
葉
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
監

督
を
強
化
す
る
よ
う
に
指
針
を
記
し
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。

な
お
、
徒
弟
制
の
戦
前
の
実
態
へ
の
批
判
的
見
解
が
提
起
さ
れ
た
〔
一
─
一
五
〕

が
、
こ
れ
は
伝
統
産
業
に
お
け
る
旧
態
へ
の
批
判
だ
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
戦
時
下

で
は
「
工
場
事
業
場
技
能
者
養
成
令
」
で
統
率
さ
れ
て
い
た
し
、
戦
後
の
実
態
は
企

業
内
訓
練
は
ほ
と
ん
ど
運
営
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
経
済
科
学
局
が
「
労
使
協
議
会
雇
用
部
会
」
を
開
催
（
昭

･
･

）

24
1
28

し
、
「
不
足
し
て
い
る
技
能
者
の
積
極
的
養
成
に
努
力
す
る
こ
と
が
日
本
産
業
復
興

の
鍵
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
職
業
補
導
事
業
の
積
極
化
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
「
技

能
者
の
養
成
に
つ
い
て
…
…
国
家
は
…
…
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
理
解

を
示
し
て
い
た
。
〔
一
─
二
〇
〕
。

日
本
側
に
は
素
直
に
理
解
し
に
く
い
こ
の
よ
う
な
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
提
言
等
を
考
慮
し

て
、
日
本
側
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
「
民
主
化
」
政
策
の
遂
行
と
い
う
観
念
に
と
ら
わ
れ
、
Ｇ

Ｈ
Ｑ
へ
の
忖
度
が
無
か
っ
た
か
、
気
に
な
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
は

徒
弟
法
が
現
存
し
て
お
り
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
徒
弟
制
に
反
対
し
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た

に
も
関
わ
ら
ず
、
徒
弟
制
度
へ
の
批
判
と
い
う
国
内
動
向
か
ら
技
能
者
養
成
制
度
確

立
へ
の
過
剰
な
気
配
り
を
感
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

特
に
わ
が
国
の
技
能
者
養
成
は
欧
米
と
比
較
し
た
と
き
、
形
式
は
似
て
い
る
が
、

制
度
と
し
て
欧
米
と
は
全
く
異
な
る
の
で
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
そ
の
方
策
の

設
定
に
悩
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
後
に
紹
介
す
る
「
労
働
基
準
法
」
の
技
能

者
養
成
条
項
検
討
の
紆
余
曲
折
に
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
『
労
働
課
便
覧
』
刊
行
以
降
も
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
技
能
者
養
成
関
係
顧
問
が
来
日

し
て
お
り
（

･

）
、
対
日
指
導
が
皆
無
だ
っ
た
と
は
言
う
こ
と
で
は
な
い
。
ま

'50
10

た
、
労
働
省
は
昭
和

年

月
に
『
米
国
に
於
け
る
技
能
者
養
成
の
紹
介
』
を
翻
訳

26

7

出
版
し
て
い
る
。
こ
の
翻
訳
し
た
資
料
集
は
徒
弟
制
を
は
じ
め
各
領
域
の
代
表
的
人

物
の
論
考
を
収
集
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
徒
弟
制
度
を
含
ん
で
の
議
論
が
な

さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

と
は
言
え
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
相
対
的
に
日
本
の
労
働
政
策
を
好
意
的
に
見
て
い
た
よ
う

だ
。
例
え
ば
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
第

回
総
会
（

･
･

）
で
労
働
課
長
チ
ェ
ス
タ
ー
・
Ｗ

32

'49
6
30

・
ヒ
プ
ラ
ー
は
「
日
本
に
お
け
る
労
働
情
勢
に
関
す
る
報
告
」
を
報
告
し
た
が
、
労

働
行
政
全
般
に
わ
た
っ
て
好
意
的
に
報
告
し
て
い
る
。

な
お
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
へ
の
復
帰
に
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
担
当
官
も
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
援
護
し
て
お

り
、
特
に

年
の
報
告
〔
一
─
二
二
〕
で
は
極
め
て
好
意
的
に
日
本
の
労
働
事
情
を

'50

報
告
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
わ
が
国
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
復
帰
が
促
進
さ
れ
た
と
推

測
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
報
告
で
の
「
職
業
訓
練
」
は
職
業
補
導
事
業
に
つ
い
て
で

あ
り
技
能
者
養
成
に
つ
い
て
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

⑶⑶

「「
日日
本本
国国
憲憲
法法
」」
・・
案案
のの
職職
業業
訓訓
練練
のの
位位
置置
づづ
けけ

わ
が
国
の
憲
法
で
は
ド
イ
ツ
の
「
基
本
法
」
の
よ
う
に
職
業
訓
練
が
規
定
さ
れ
な

か
っ
た
。
先
ず
、
日
本
人
が
起
草
・
提
案
し
た
職
業
訓
練
に
関
連
す
る
憲
法
改
革
案

を
次
に
見
て
み
よ
う
。
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政
党
案
と
し
て
は
日
本
共
産
党
の
「
技
能
を
獲
得
す
る
機
会
を
保
障
さ
れ
る
」
、

及
び｢
仕
事
に
つ
く
権
利｣

、｢

失
業
の
防
止
の
保
障
」
案
（
昭

･
･

）
が
職
業

21
6
29

訓
練
に
少
し
近
か
っ
た
。

憲
法
改
正
案
の
中
で
は
、
憲
法
研
究
会
の
第
三
次
案
が
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

同
研
究
会
の
最
終
案
は
、
多
様
に
出
た
わ
が
国
内
の
憲
法
改
正
案
の
中
で
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ

が
唯
一
参
考
に
し
た
案
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
案
で
は
、
「
労
働
能
力
ヲ
維
持
…

…
ス
ル
タ
メ
国
家
ハ
適
切
ナ
ル
施
策
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
」
〔
一
─
五
〕
を
特
に
注
目
す
べ

き
で
あ
る
。
同
案
は
、「
教
育
」
の
文
字
を
忌
避
し
て
い
た
が
、
教
育
が
な
く
と
も
、

労
働
能
力
を
習
得
す
る
た
め
に
は
そ
の
基
礎
と
な
る
学
習
は
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
も

併
せ
て
保
障
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
労
働
能
力
を
習

得
す
る
こ
と
は
正
に
職
業
訓
練
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
、
そ
の
他
の
憲
法
改
正
案
で
勤
労
権
、
労
働
権
を
記
し
て
い
る
案
で

も
、
職
業
訓
練
に
つ
な
が
る
用
語
を
用
い
た
提
案
は
出
て
い
な
い
。

ま
た
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
で
は
、
学
問
の
自
由
と
職
業
選
択
の
自
由
が
同
じ
条

文
で
同
等
に
規
定
さ
れ
て
い
た
〔
一
─
八
〕
が
、
こ
れ
は
「
日
本
国
憲
法
草
案
」
で

は
分
離
さ
れ
〔
一
─
一
四
〕
、
両
者
が
切
り
離
さ
れ
た
こ
と
も
、
職
業
問
題
が
学
問

と
無
関
係
と
す
る
後
の
風
潮
を
派
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
要
因
だ
と
言
え
よ
う
。
な

お
、
同
案
で
は
働
く
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
た
が
、
職
業
訓
練
に
つ
い
て
は
明
確
で

無
か
っ
た
き
ら
い
が
あ
っ
た
と
言
え
る
。

国
会
に
出
さ
れ
た
政
府
の
憲
法
案
〔
一
─
一
四
〕
に
対
し
て
、
「
勤
労
」
を
森
戸

辰
男
が
批
判
し
た
（
昭

･
･

）
こ
と
は
無
視
さ
れ
、
政
府
の
憲
法
案
で
は
戦
前

21
7
30

の
「
勤
労
」
が
使
用
さ
れ
た
〔
一
─
十
六
〕
。
「
勤
労
」
は
「
労
働
」
と
は
異
な
り
、

そ
こ
か
ら
は
労
働
者
の
職
業
能
力
の
習
得
の
論
理
は
発
展
し
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
「
職
業
安
定
法
」
の
制
定
は
、
憲
法

条
の
「
職
業
選
択
の
自
由
」

22

を
保
障
す
る
た
め
で
あ
り
、
国
会
提
案
で
は
公
共
職
業
補
導
は
こ
の
施
策
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
た
こ
と
〔
二
─
二
二
〕
は
注
目
す
べ
き

と
言
え
よ
う
。

一
方
、「
労
働
基
準
法
」
の
国
会
提
案
で
は
「
新
憲
法
は
、
そ
の
第

条
第
二
項
」

27

に
依
っ
て
い
る
こ
と
を
明
言
し
〔
二
─
一
五
〕
、
技
能
者
養
成
に
関
し
て
は
徒
弟
制

の
悪
弊
を
廃
し
て
産
業
の
必
要
性
に
応
え
る
こ
と
〔
二
─
一
六
〕
を
明
言
し
て
い
る
。

し
か
し
、
技
能
者
養
成
が
憲
法

条
の
「
勤
労
の
権
利
」
と
ど
の
よ
う
に
係
わ
る

27

の
か
が
明
確
で
無
い
こ
と
が
、
其
の
後
の
職
業
訓
練
が
発
展
し
な
か
っ
た
一
因
か
も

知
れ
な
い
。

技
能
者
養
成
が
関
係
あ
る
と
す
れ
ば
、
第
三
項
の
「
児
童
は
こ
れ
を
酷
使
し
て
は

な
ら
な
い
。
」
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
戦
前
は
「
工
場
法
施
行
令
」
の
「
徒
弟
」

条
項
が
、
年
少
者
で
あ
る
徒
弟
の
保
護
の
た
め
の
規
定
で
あ
り
、
「
工
場
法
」
を
改

正
し
た
の
が
「
労
働
基
準
法
」
で
あ
り
、
労
働
者
の
保
護
の
理
念
は
継
承
さ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
「
児
童｣

の
言
葉
は
中
学
校
終
了
者
に
は
使
用
し
な
い
と

思
わ
れ
、
児
童
は
働
け
な
い
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
仮
説
に
は
矛
盾
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
職
業
訓
練
へ
の
不
明
確
性
は
、
憲
法

条
に
「
教
育
を
受
け
る
権
利
」

26

が
規
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
教
育
へ
の
国
民
の
信
奉
と
な
っ
て
、
シ
ェ
イ
が
提
起
し

た"Education"

観
（

･
･

）
と
は
異
な
る
日
本
的
教
育
観
が
醸
成
さ
れ
た
こ

'46
12
5

と
と
対
照
的
だ
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。

残
念
な
が
ら
「
世
界
人
権
宣
言
」
は
少
し
遅
れ
る
（

･

）
の
で
、
宣
言
を
参

'48
12

考
に
出
来
ず
、
そ
の
規
定
の
よ
う
に
職
業
訓
練
が
労
働
権
に
明
確
に
位
置
付
か
な
か

っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。

な
お
、
「
職
業
訓
練
法
」
の
国
会
提
案
〔
二
─
九
〇
〕
で
は
憲
法
と
の
関
連
に
つ

い
て
の
説
明
は
な
か
っ
た
。

⑷⑷

社社
会会
・・
産産
業業
・・
技技
術術
のの
展展
開開
へへ
のの
対対
応応

職
業
訓
練
は
様
々
な
問
題
に
係
わ
る
が
、
先
ず
、
社
会
の
情
勢
に
対
し
て
職
業
訓

練
が
関
わ
っ
て
き
た
課
題
を
紹
介
し
た
い
。

戦
禍
に
よ
る
社
会
の
壊
滅
状
況
か
ら
少
し
づ
つ
脱
出
し
始
め
る
た
め
、
「
失
業
」

対
策
の
言
葉
に
「
雇
用
」
対
策
が
盛
り
込
ま
れ
る
。
先
ず
は
昭
和

年

月
に
新
設

22

9

さ
れ
た
労
働
省
職
業
安
定
局
に
雇
用
安
定
課
を
設
置
〔
三
─
二
〇
〕
す
る
と
、
雇
用

安
定
課
長
は
「
職
業
補
導
の
今
後
の
問
題
」
を
訓
示
し
（
昭

･
･

）
、
翌
月
日

23
9
15

本
経
営
者
団
体
は
「
雇
用
拡
大
並
び
に
技
能
再
訓
練
」
〔
二
─
二
六
〕
の
提
言
を
発

表
し
た
。

Ｇ
Ｈ
Ｑ
は
（
昭

･
･

）
「
労
使
協
議
会
雇
用
部
会
」
を
開
催
し
「
不
足
し
て

24
1
28

い
る
技
能
者
の
積
極
的
養
成
に
努
力
す
る
こ
と
が
日
本
産
業
復
興
の
鍵
で
あ
る
。
」

（ 15 ）

と
述
べ
る
〔
一
─
二
十
〕
。

具
体
的
に
は
、
失
業
者
の
中
で
も
最
も
困
窮
す
る
人
が
障
が
い
者
で
あ
る
が
、
最

も
緊
要
な
対
策
と
し
て
、
身
体
障
が
い
者
の
施
策
が
講
じ
ら
れ
る
。
先
ず
、
次
官
会

議
は
官
公
庁
へ
の
採
用
を
申
し
合
わ
せ
（
昭

･

・

）
、
暮
れ
に
は
職
業
安
定

22
6

30

に
つ
い
て
通
達
す
る
。
翌
年
（

・

）
に
『
職
業
通
信
』
に
障
が
い
者
の
職
業
補

8

1

導
が
発
表
さ
れ
る
。

こ
の
施
策
に
は
福
祉
的
観
念
も
係
わ
る
。
そ
れ
は
、
神
奈
川
県
立
厚
生
職
業
補
導

所
〔
五
─
二
─
一
〕
の
所
名
が
極
め
て
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
補
導
所
は
「
職
業
安

定
法
」
で
職
業
補
導
事
業
が
確
立
す
る
前
に
設
立
さ
れ
、
そ
の
内
容
を
見
る
と
そ
の

後
に
設
置
さ
れ
る
職
業
補
導
所
と
全
く
差
違
が
無
い
。
こ
の
施
設
は
傷
痍
者
職
業
補

導
所
〔
五
─
二
─
五
〕
と
し
て
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

国
も
戦
前
の
傷
痍
軍
人
職
業
補
導
所
を
傷
痍
者
職
業
補
導
所
〔
三
─
五
〕
と
名
を

改
め
て
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
を
東
京
、
大
阪
、

福
岡
に
設
置
し
た
の
は
昭
和

年

月

日
に
な
る
が
、
こ
れ
は
戦
前
か
ら
続
く
施

23

11

11

設
の
認
定
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
も
の
と
言
え
る
。

さ
ら
に
、
「
職
業
安
定
法
」
が
制
定
さ
れ
、
「
職
業
訓
練
法
」
下
で
統
一
的
に
規

定
さ
れ
た
〔
四
─
五
─
六
〕
。
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
は
、
国
が
設
置
し
、
例
え

ば
神
奈
川
県
と
の
契
約
書
〔
五
─
二
─
五
九
〕
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
都
道
府
県
に
委

託
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
公
共
職
業
訓
練
は
福
祉
的
観
点
も
強
く
、
見
方
を
変
え
れ
ば
わ
が

国
の
公
共
職
業
訓
練
は
障
が
い
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
が
一
般
失
業
者
対
策
の
職
業

訓
練
よ
り
も
速
く
成
立
し
て
い
た
こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
衆
議
院
は
、
障
が
い
者
の
保
護
を
決
議
し
（
昭

･
･

）
、
そ
の
職
業
補

24
5
13

導
に
つ
い
て
座
談
会
を
行
い
（

･

）
、「
身
体
障
害
者
福
祉
法
」
が
制
定
さ
れ
（

6
1

12

･

）
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
勧
告
〔
六
─
四
〕
を
受
け
る
と
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
協
議

26会
は
労
働
大
臣
宛
に
「
身
体
障
害
者
職
業
更
生
援
護
対
策
要
綱
」
を
提
出
し
た
（
昭

･
･

）
。
閣
議
は
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
中
央
協
議
会
の
設
置
を
決
議
（

･

27
1
29

4

）
し
、

月

日
に
発
足
し
た
。
同
協
議
会
は
政
府
に
要
望
を
提
出
す
る
。

1

4

14

や
が
て
職
業
安
定
局
長
は
公
共
職
業
補
導
所
の
利
用
促
進
を
通
達
し
〔
五
─
二
─

二
七
〕
、
一
般
の
補
導
所
で
の
障
が
い
者
の
職
業
補
導
も
推
進
し
た
。
以
後
、
専
用

補
導
所
の
増
設
も
進
み
、
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
長
会
議
を
行
い
（
昭

･
･

28
11

）
、
指
導
の
充
実
の
た
め
に
記
録
を
指
示
し
た
〔
五
─
二
─
四
一
〕
。
こ
の
よ
う

6に
、
障
が
い
者
に
対
す
る
対
策
の
整
備
は
他
の
分
野
よ
り
も
速
く
、
綿
密
に
追
求
さ

れ
た
と
言
え
る
。

併
行
し
て
、
失
業
者
対
策
の
公
共
職
業
補
導
が
進
ん
だ
が
、
日
本
経
営
者
団
体
連

盟
も
失
業
緩
和
策
〔
二
─
二
六
〕
の
提
言
や
、
失
業
対
策
委
員
会
等
に
「
失
業
対
策

に
関
す
る
意
見
」
を
具
申
し
た
〔
二
─
三
五
〕
よ
う
に
、
失
業
者
対
策
が
、
経
済
界

に
と
っ
て
も
最
重
要
な
対
策
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

や
が
て
、
経
済
的
復
興
を
果
た
す
と
、
失
業
対
策
審
議
会
は
総
理
大
臣
に
「
雇
用

・
失
業
対
策
」
に
つ
い
て
意
見
を
提
出
〔
二
─
六
一
〕
（
昭

･
･

）
す
る
。
そ

29
9
28

し
て
、
翌
年

月
に
総
理
は
経
済
審
議
会
に
「
経
済
自
立
と
完
全
雇
用
」
の
施
策
を

7

諮
問
し
た
。
さ
ら
に
、
閣
議
は

月
に
「
完
全
雇
用
の
達
成
」
を
め
ざ
し
た
経
済
計

12

画
を
樹
て
た
〔
二
─
七
〇
〕
。
こ
こ
に
、
公
共
職
業
補
導
に
お
い
て
も
技
能
労
働
者

の
育
成
が
目
指
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
社
会
の
進
展
と
併
行
し
て
技
術
革
新
も
進
み
、
同
時
に
技
能
も
発
展

す
る
が
、
此
れ
等
の
新
技
術
・
新
技
能
に
対
応
で
き
る
労
働
者
、
技
能
者
が
要
望
さ

れ
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
労
働
者
側
も
時
代
に
遅
れ
な
い
知
識
、
技
術

・
技
能
の
習
得
欲
求
が
高
ま
る
。
仕
事
の
素
養
の
習
得
を
支
援
す
る
こ
と
が
職
業
訓

練
の
役
割
で
あ
る
が
、
そ
の
施
策
と
し
て
多
用
な
制
度
・
方
法
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

た
だ
、
「
失
業
」
と
は
異
な
る
概
念
が
内
包
さ
れ
て
い
る
「
転
職
」
用
語
が
登
場

す
る
。
そ
れ
は
昭
和

年

月

日
の
「
特
需
等
連
絡
対
策
会
議
」
で
あ
っ
た
。
こ

32

9

20

こ
に
は
行
政
の
政
策
転
換
が
労
働
者
の
失
職
を
も
た
ら
す
と
い
う
政
策
的
失
業
の
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
の
転
換
が
も
た
ら
す
失
業
者
の
た
め
の

職
業
訓
練
を
〝
転
職
訓
練
〟
と
す
る
概
念
が
明
確
に
な
る
の
は
や
が
て
来
る
石
炭
鉱

が
整
備
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

一
方
、
産
業
の
発
展
の
為
の
職
業
訓
練
と
し
て
は
企
業
内
の
熟
練
工
の
養
成
が
重

要
な
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
徒
弟
制
度
」
へ
の
批
判
が
労
働
組
合
や
一
般
の
社

会
に
強
く
、
新
た
な
時
代
に
合
わ
せ
た
技
能
者
養
成
制
度
の
必
要
性
が
、
産
業
界
か

ら
だ
け
で
な
く
労
働
組
合
の
側
か
ら
も
要
望
さ
れ
る
。



（ 15 ）

と
述
べ
る
〔
一
─
二
十
〕
。

具
体
的
に
は
、
失
業
者
の
中
で
も
最
も
困
窮
す
る
人
が
障
が
い
者
で
あ
る
が
、
最

も
緊
要
な
対
策
と
し
て
、
身
体
障
が
い
者
の
施
策
が
講
じ
ら
れ
る
。
先
ず
、
次
官
会

議
は
官
公
庁
へ
の
採
用
を
申
し
合
わ
せ
（
昭

･

・

）
、
暮
れ
に
は
職
業
安
定

22
6

30

に
つ
い
て
通
達
す
る
。
翌
年
（

・

）
に
『
職
業
通
信
』
に
障
が
い
者
の
職
業
補

8

1

導
が
発
表
さ
れ
る
。

こ
の
施
策
に
は
福
祉
的
観
念
も
係
わ
る
。
そ
れ
は
、
神
奈
川
県
立
厚
生
職
業
補
導

所
〔
五
─
二
─
一
〕
の
所
名
が
極
め
て
象
徴
的
で
あ
る
。
こ
の
補
導
所
は
「
職
業
安

定
法
」
で
職
業
補
導
事
業
が
確
立
す
る
前
に
設
立
さ
れ
、
そ
の
内
容
を
見
る
と
そ
の

後
に
設
置
さ
れ
る
職
業
補
導
所
と
全
く
差
違
が
無
い
。
こ
の
施
設
は
傷
痍
者
職
業
補

導
所
〔
五
─
二
─
五
〕
と
し
て
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

国
も
戦
前
の
傷
痍
軍
人
職
業
補
導
所
を
傷
痍
者
職
業
補
導
所
〔
三
─
五
〕
と
名
を

改
め
て
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
を
東
京
、
大
阪
、

福
岡
に
設
置
し
た
の
は
昭
和

年

月

日
に
な
る
が
、
こ
れ
は
戦
前
か
ら
続
く
施

23

11

11

設
の
認
定
と
い
う
形
式
を
と
っ
た
も
の
と
言
え
る
。

さ
ら
に
、
「
職
業
安
定
法
」
が
制
定
さ
れ
、
「
職
業
訓
練
法
」
下
で
統
一
的
に
規

定
さ
れ
た
〔
四
─
五
─
六
〕
。
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
は
、
国
が
設
置
し
、
例
え

ば
神
奈
川
県
と
の
契
約
書
〔
五
─
二
─
五
九
〕
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
都
道
府
県
に
委

託
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
公
共
職
業
訓
練
は
福
祉
的
観
点
も
強
く
、
見
方
を
変
え
れ
ば
わ
が

国
の
公
共
職
業
訓
練
は
障
が
い
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
が
一
般
失
業
者
対
策
の
職
業

訓
練
よ
り
も
速
く
成
立
し
て
い
た
こ
と
と
も
関
係
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
衆
議
院
は
、
障
が
い
者
の
保
護
を
決
議
し
（
昭

･
･

）
、
そ
の
職
業
補

24
5
13

導
に
つ
い
て
座
談
会
を
行
い
（

･

）
、「
身
体
障
害
者
福
祉
法
」
が
制
定
さ
れ
（

6
1

12

･

）
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
勧
告
〔
六
─
四
〕
を
受
け
る
と
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
協
議

26会
は
労
働
大
臣
宛
に
「
身
体
障
害
者
職
業
更
生
援
護
対
策
要
綱
」
を
提
出
し
た
（
昭

･
･

）
。
閣
議
は
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
中
央
協
議
会
の
設
置
を
決
議
（

･

27
1
29

4

）
し
、

月

日
に
発
足
し
た
。
同
協
議
会
は
政
府
に
要
望
を
提
出
す
る
。

1

4

14

や
が
て
職
業
安
定
局
長
は
公
共
職
業
補
導
所
の
利
用
促
進
を
通
達
し
〔
五
─
二
─

二
七
〕
、
一
般
の
補
導
所
で
の
障
が
い
者
の
職
業
補
導
も
推
進
し
た
。
以
後
、
専
用

補
導
所
の
増
設
も
進
み
、
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
長
会
議
を
行
い
（
昭

･
･

28
11

）
、
指
導
の
充
実
の
た
め
に
記
録
を
指
示
し
た
〔
五
─
二
─
四
一
〕
。
こ
の
よ
う

6に
、
障
が
い
者
に
対
す
る
対
策
の
整
備
は
他
の
分
野
よ
り
も
速
く
、
綿
密
に
追
求
さ

れ
た
と
言
え
る
。

併
行
し
て
、
失
業
者
対
策
の
公
共
職
業
補
導
が
進
ん
だ
が
、
日
本
経
営
者
団
体
連

盟
も
失
業
緩
和
策
〔
二
─
二
六
〕
の
提
言
や
、
失
業
対
策
委
員
会
等
に
「
失
業
対
策

に
関
す
る
意
見
」
を
具
申
し
た
〔
二
─
三
五
〕
よ
う
に
、
失
業
者
対
策
が
、
経
済
界

に
と
っ
て
も
最
重
要
な
対
策
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

や
が
て
、
経
済
的
復
興
を
果
た
す
と
、
失
業
対
策
審
議
会
は
総
理
大
臣
に
「
雇
用

・
失
業
対
策
」
に
つ
い
て
意
見
を
提
出
〔
二
─
六
一
〕
（
昭

･
･

）
す
る
。
そ

29
9
28

し
て
、
翌
年

月
に
総
理
は
経
済
審
議
会
に
「
経
済
自
立
と
完
全
雇
用
」
の
施
策
を

7

諮
問
し
た
。
さ
ら
に
、
閣
議
は

月
に
「
完
全
雇
用
の
達
成
」
を
め
ざ
し
た
経
済
計

12

画
を
樹
て
た
〔
二
─
七
〇
〕
。
こ
こ
に
、
公
共
職
業
補
導
に
お
い
て
も
技
能
労
働
者

の
育
成
が
目
指
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
社
会
の
進
展
と
併
行
し
て
技
術
革
新
も
進
み
、
同
時
に
技
能
も
発
展

す
る
が
、
此
れ
等
の
新
技
術
・
新
技
能
に
対
応
で
き
る
労
働
者
、
技
能
者
が
要
望
さ

れ
る
の
は
必
然
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
労
働
者
側
も
時
代
に
遅
れ
な
い
知
識
、
技
術

・
技
能
の
習
得
欲
求
が
高
ま
る
。
仕
事
の
素
養
の
習
得
を
支
援
す
る
こ
と
が
職
業
訓

練
の
役
割
で
あ
る
が
、
そ
の
施
策
と
し
て
多
用
な
制
度
・
方
法
が
求
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

た
だ
、
「
失
業
」
と
は
異
な
る
概
念
が
内
包
さ
れ
て
い
る
「
転
職
」
用
語
が
登
場

す
る
。
そ
れ
は
昭
和

年

月

日
の
「
特
需
等
連
絡
対
策
会
議
」
で
あ
っ
た
。
こ

32

9

20

こ
に
は
行
政
の
政
策
転
換
が
労
働
者
の
失
職
を
も
た
ら
す
と
い
う
政
策
的
失
業
の
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
政
策
の
転
換
が
も
た
ら
す
失
業
者
の
た
め
の

職
業
訓
練
を
〝
転
職
訓
練
〟
と
す
る
概
念
が
明
確
に
な
る
の
は
や
が
て
来
る
石
炭
鉱

が
整
備
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

一
方
、
産
業
の
発
展
の
為
の
職
業
訓
練
と
し
て
は
企
業
内
の
熟
練
工
の
養
成
が
重

要
な
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
徒
弟
制
度
」
へ
の
批
判
が
労
働
組
合
や
一
般
の
社

会
に
強
く
、
新
た
な
時
代
に
合
わ
せ
た
技
能
者
養
成
制
度
の
必
要
性
が
、
産
業
界
か

ら
だ
け
で
な
く
労
働
組
合
の
側
か
ら
も
要
望
さ
れ
る
。
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こ
の
た
め
の
法
令
が
「
労
働
基
準
法
」
の
下
で
整
備
さ
れ
た
「
技
能
者
養
成
規
程
」

で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
規
程
は
英
語
で
は"Apprentice

ship"

と
報
告
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
た
め
か
、
「
技
能
者
養
成
規
程
」
審
議
の
委
員
長
だ
っ
た
末
弘
厳
太
郎
は
「
新

徒
弟
制
度
と
呼
ば
れ
る
べ
き
」
と
解
説
し
て
い
る
（
昭

･
･

）
よ
う
に
、
制
度

23
11
30

の
実
態
に
つ
い
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
＝
ア
メ
リ
カ
の
制
度
と
共
鳴
し
て
い
た
と
言
え
る
か
も
知

れ
な
い
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
訓
練
要
望
者
を
対
象
に
し
て
い
る
の
に
対
し

て
、
わ
が
国
で
は
新
入
社
員
と
し
て
雇
用
し
た
社
員
に
対
す
る
訓
練
だ
っ
た
こ
と
が

最
大
の
差
違
で
あ
っ
た
。

技
能
者
養
成
策
は
政
府
に
と
っ
て
は
中
小
企
業
支
援
と
し
て
の
課
題
で
も
あ
り
、

こ
の
対
策
の
要
望
が
東
京
商
工
会
議
所
よ
り
出
さ
れ
る
〔
二
─
六
四
〕
。
続
け
て
日

経
連
も
支
援
の
要
望
を
提
出
す
る
〔
二
─
六
六
〕
。

技
能
者
養
成
は
さ
ら
に
産
業
界
全
般
の
発
展
の
為
に
重
要
で
あ
り
、
日
経
連
は
「
従

業
員
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て
」
を
発
表
〔
二
─
三
七
〕
し
た
。
さ
ら
に
、
「
技
能
者

養
成
制
度
改
正
に
関
す
る
意
見
」
を
提
出
〔
二
─
四
八
〕
し
、
技
能
者
養
成
が
よ
り

容
易
に
実
施
で
き
る
よ
う
に
提
言
し
た
。
そ
れ
は
、
「
新
時
代
の
要
請
に
対
応
す
る

技
術
教
育
に
関
す
る
意
見
」
〔
二
─
七
六
〕
に
連
な
り
、
教
育
訓
練
全
般
の
中
で
の

位
置
づ
け
と
し
て
要
望
さ
れ
る
。

戦
後
復
興
を
み
て
、
昭
和

年

月
に
「
雇
用
安
定
法
」
の
準
備
を
経
て
、

月

31

8

9

に
は
「
雇
用
対
策
基
本
法
案
」
を
ま
と
め
る
。
そ
し
て

月
の
失
業
対
策
審
議
会
の

11

答
申
〔
二
─
七
七
〕
で
は
い
よ
い
よ
「
雇
用
対
策
」
が
答
申
さ
れ
る
。
さ
ら
に
す
す

み
、
失
業
対
策
審
議
会
は
雇
用
審
議
会
に
改
編
さ
れ
た
（
昭

･
･

）
。

32
4
5

こ
こ
で
、
社
会
、
技
術
の
発
展
が
職
業
訓
練
に
直
接
的
に
及
ぼ
す
影
響
は
、
基
準

の
変
化
で
あ
ろ
う
。
こ
の
側
面
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

そ
の
他
、
他
の
省
庁
所
管
の
資
格
取
得
の
認
定
を
受
け
る
職
業
補
導
所
等
が
資
格

授
与
の
省
庁
よ
り
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
年
表
に
紹
介
し
て
い
る
。

⑸⑸

学学
校校
教教
育育
とと
のの
関関
係係

職
業
訓
練
は
労
働
問
題
と
し
て
施
策
さ
れ
な
が
ら
、
学
校
卒
業
者
が
そ
の
職
業
訓

練
の
対
象
者
で
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
営
み
の
形
式
が
類
似
し
て
い
る
た
め
、
教
育
と

対
比
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
経
済
回
復
に
併
せ
て
進
学
希
望
も
高
ま
り
、
次
第
に
高

学
歴
化
へ
と
進
む
社
会
に
於
い
て
、
職
業
訓
練
は
こ
の
問
題
に
直
面
す
る
。

「
職
業
訓
練
法
」
成
立
時
の
参
議
院
の
附
帯
決
議
に
あ
る
〔
二
─
九
三
〕
よ
う
に
、

学
校
教
育
と
職
業
訓
練
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
第
三
者
と
し
て
は
自
然
な
発
想

で
あ
る
。
し
か
し
、
現
実
の
職
業
訓
練
対
策
と
し
て
は
簡
単
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
戦
後
初
期
に
は
両
者
の
連
携
が
模
索
さ
れ
て
い
た
。
先
ず
、
職
業
教
育

並
に
職
業
指
導
委
員
会
が
昭
和

年

月

日
に
第
一
回
総
会
を
開
催
し
た
が
、
同

22

1

21

委
員
会
は
文
部
、
厚
生
両
省
の
共
管
だ
っ
た
。
同
委
員
会
は
翌
年
４
月

日
に
「
職

30

業
指
導
員
並
び
に
相
談
員
の
養
成
計
画
」
を
、

月
に
は
「
職
業
教
育
並
び
に
職
業

6

指
導
行
政
機
構
の
刷
新
拡
充
計
画
」
を
意
見
具
申
し
、
そ
し
て
「
各
種
工
業
に
於
け

る
見
習
い
工
教
育
計
画
基
準
案
」
〔
二
─
二
一
〕
を
具
申
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
当

初
は
両
省
で
の
協
力
が
目
指
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
「
職
業
安
定
法
」
で
は
、
各
種
学
校
を
公
共
職
業
補
導
所
と

し
て
認
定
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
〔
五
─
一
─
一
二
〕
。
連
携
に
つ
い
て
は
「
職

業
補
導
の
手
引
き
」
に
も
明
確
に
指
示
し
て
い
た
〔
五
─
二
─
二
二
〕
。
こ
れ
に
関

連
し
て
文
部
省
は
、
「
各
種
学
校
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
〔
五
─
一
─
二
二
〕
で
職

業
補
導
所
も
認
定
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
例
え
ば
神
奈
川
県
は
〔
五
─
二
─
一
四
〕

に
よ
り
職
業
補
導
所
等
を
各
種
学
校
に
認
定
し
た
。
こ
の
こ
と
を
よ
り
明
確
に
し
て

職
業
補
導
の
基
準
で
あ
る
「
補
導
事
務
必
携
」
〔
五
─
二
─
二
二
〕
に
も
明
記
し
て

い
る
。
こ
の
後
、
今
日
に
至
る
ま
で
様
々
な
委
託
が
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
問
題
は
「
労
働
者
教
育
」
の
概
念
の
問
題
と
関
連
し
、
ひ
い
て
は

教
育
─
訓
練
の
連
繋
の
問
題
を
困
難
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
経
過
は
、
最
初
に
労
働
省
が
労
働
者
教
育
諮
問
委
員
会
を
設
置
〔
三
─
二

、

一
〕
し
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
。
こ
の
設
置
に
文
部
省
か
ら
の
異
論
が
出
た
の
か
は
定

か
で
は
な
い
が
、
労
働
省
は
「
者
」
を
付
け
な
い
労
働
教
育
審
議
会
令
〔
三
─
三
二
〕

を
、
文
部
省
は
「
者
」
を
付
け
た
労
働
者
教
育
審
議
会
令
〔
三
─
三
六
〕
を
制
定
し

て
そ
の
区
別
を
図
っ
た
。
そ
し
て
、
労
働
省
労
政
局
と
文
部
省
社
会
教
育
局
の
共
同

通
達
〔
五
─
一
─
二
五
〕
の
発
出
で
労
働
、
文
部
両
省
の
労
働
者
教
育
に
関
す
る
協、

力
を
謳
う
こ
と
に
つ
ら
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
職
業
訓
練
に
混
乱
を
も
た

、
、
、
、

ら
し
た
。

つ
ま
り
、
右
の
共
同
通
達
は
労
働
者
教
育
に
関
し
て
で
あ
り
、
職
業
訓
練
を
担
当
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し
な
い
労
政
局
、
技
術
教
育
を
担
当
し
な
い
社
会
教
育
局
の
共
同
通
達
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
通
達
が
、
労
働
、
文
部
両
省
の
協
力
よ
り
も
職
業
訓
練
と
職
業

教
育
と
の
〝
分
担
〟
の
観
念
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
「
学
校
教
育
法
」
の
改
正
に
よ
り
、
職
業
補
導
所
は
各
種
学
校
か

ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
〔
五
─
一
─
三
二
〕
。
こ
れ
を
受
け
て
、
神
奈
川
県

は
先
の
指
定
を
廃
止
し
た
（
昭

･
･

）
。
学
校
制
度
の
日
本
的
整
備
を
背
景
に

28
2
17

公
共
職
業
補
導
と
の
連
繋
は
破
断
し
た
と
言
え
る
。

一
方
、
技
能
者
養
成
と
学
校
教
育
と
の
関
係
は
、
先
ず
教
育
刷
新
委
員
会
が
技
能

者
養
成
工
に
大
学
進
学
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
与
え
る
よ
う
に
建
議
し
た
〔
二
─
二
三
〕

が
、
文
部
省
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
（
佐
々
木
輝
雄
、
第
二
巻
参
照
）
。
こ

の
問
題
は
後
に
再
発
す
る
。

労
働
者
教
育
審
議
会
の
活
動
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
労
働
省
が
設
置
し
た

労
働
教
育
審
議
会
は
昭
和

年
に
廃
止
し
て
い
る
〔
三
─
三
八
〕
。
た
だ
、
設
置
し

26

て
い
た
労
働
教
育
課
は
、
通
達
に
よ
り
労
働
教
育
に
つ
い
て
指
示
し
て
い
る
〔
五
─

一
─
三
六
〕
。
そ
し
て
国
民
一
般
に
も
啓
蒙
を
図
っ
た
〔
五
─
一
─
三
八
〕
が
、
十

分
に
浸
透
せ
ず
、
労
働
組
合
の
問
題
に
内
向
し
た
〔
五
─
一
─
五
八
〕
と
言
え
よ
う
。

問
題
は
、
こ
れ
ら
の
「
教
育
」
に
職
業
訓
練
が
入
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
失
業
者
の
概
念
は
当
時
は
欧
米
と
は
逆
で
、
中
高
年
者
の

世
帯
主
が
主
に
対
象
で
あ
っ
た
。
社
会
福
祉
が
充
分
で
な
か
っ
た
戦
後
当
時
は
失
業

し
た
世
帯
主
は
家
族
の
為
に
日
雇
い
〔
五
─
一
─
一
四
〕
に
就
い
て
家
計
を
支
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
子
弟
を
高
校
に
や
れ
な
い
親
は
〝
わ
が
子
だ
け

に
は
〟
の
思
い
で
、
職
業
補
導
所
へ
通
わ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
態

を
政
策
に
取
り
込
ん
だ
の
が
「
職
業
補
導
の
根
本
方
針
」
〔
二
─
四
六
〕
で
あ
り
訓

練
対
象
者
を
中
学
校
卒
業
者
に
具
体
化
さ
せ
る
た
め
の
方
策
で
あ
っ
た
。
逆
に
言
え

ば
、
実
体
的
に
は
す
で
に
中
高
年
者
よ
り
も
年
少
者
が
多
数
を
占
め
て
い
た
〔
七
─

二
─
五
〕
こ
と
を
応
用
し
た
施
策
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
社
会
が
発
展
す
る
と
、
様
々
な
境
界
が
ダ
ブ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
つ

が
企
業
内
の
訓
練
生
が
定
時
制
高
校
に
通
学
す
る
問
題
で
あ
る
。
経
済
界
か
ら
定
時

制
高
校
に
通
う
訓
練
生
の
学
習
の
二
重
負
担
を
除
去
す
る
よ
う
に
と
の
要
望
が
強
く

な
り
、
〔
二
─
七
一
〕
、
労
働
省
も
通
達
〔
五
─
三
─
四
七
〕
で
定
時
制
に
通
学
す

る
者
の
教
習
内
容
の
二
重
負
担
を
避
け
る
よ
う
に
指
示
し
た
。

文
部
省
も
、
「
学
校
教
育
法｣

を
改
正
し
て
〔
四
─
一
─
一
五
〕
、
技
能
者
養
成
の

一
部
を
高
校
の
単
位
と
認
定
す
る
よ
う
に
な
り
、
技
能
連
携
制
度
が
確
立
し
た
。
し

か
し
、
そ
の
理
念
は
教
育
刷
新
委
員
会
の
建
議
〔
二
─
二
三
〕
の
思
想
と
は
全
く
異

な
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
職
業
訓
練
は
学
校
教
育
を
も
含
む｣

と
の
国
際
的
な
定
義
と
は

異
な
っ
た
わ
が
国
の
職
業
訓
練
体
系
が
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
。

⑹⑹

国国
際際
的的
規規
程程
へへ
のの
対対
応応

わ
が
国
も
先
進
国
に
並
ぶ
為
に
は
、
国
際
的
規
程
の
承
認
、
ま
た
は
そ
の
規
定
の

遵
守
が
課
題
と
な
る
。
特
に
人
権
と
し
て
の
職
業
訓
練
の
位
置
づ
け
は
「
世
界
人
権

宣
言
」
〔
六
─
三
〕
と
、
こ
の
文
化
的
側
面
を
詳
細
に
論
じ
た
〝
人
権
規
約
〟
（
66'

･
･

）
の
規
定
に
合
致
す
る
か
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
前
者
の
労
働
権

12
16

に
あ
る
「
失
業
に
対
す
る
保
護
の
権
利｣

と
の
条
文
に
は
「
職
業
訓
練
」
の
用
語
は

無
い
が
、
職
業
訓
練
の
意
味
が
明
確
に
含
有
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
失
業
し
な
い
た
め
の
入
職
前
訓
練
だ
け
で
は
な
く
、
失
業
し
な
い
た
め
の

技
術
革
新
に
遅
れ
な
い
労
働
者
へ
の
再
訓
練
、
及
び
、
も
し
失
業
し
た
場
合
の
そ
の

者
の
再
就
職
の
た
め
の
職
業
再
訓
練
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
者

の
規
約
で
は
同
様
に
労
働
権
で
「
職
業
の
指
導
及
び
訓
練
に
関
す
る
計
画
」
と
明
確

に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
類
推
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
職
業
訓
練
は
人
権
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
国
際
的
に
は
明
確
に
な

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
人
権
宣
言
等
に
対
し
て
は
、
「
職
業
安
定
法
」
で
は
「
各
人
に
、
そ

の
有
す
る
能
力
に
適
当
な
職
業
に
就
く
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
工
業
そ
の
他

の
産
業
に
必
要
な
労
働
力
を
充
足
し
、
以
て
職
業
の
安
定
を
図
る
」
〔
四
─
二
─
一
〕

が
明
記
さ
れ
た
こ
と
で
形
式
を
保
っ
た
。
し
か
し
、
「
技
能
者
養
成
規
程
」
〔
四
─

三
─
二
〕
で
は
使
用
者
に
養
成
工
の
労
働
能
力
を
高
め
る
こ
と
を
明
確
に
は
課
し
て

い
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
具
体
的
に
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
各
種
勧
告
に
遅
れ
な
い
よ
う
な
施
策
を
追
求

す
る
こ
と
は
先
進
国
を
目
指
す
わ
が
国
と
し
て
必
至
で
あ
っ
た
。
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し
な
い
労
政
局
、
技
術
教
育
を
担
当
し
な
い
社
会
教
育
局
の
共
同
通
達
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
通
達
が
、
労
働
、
文
部
両
省
の
協
力
よ
り
も
職
業
訓
練
と
職
業

教
育
と
の
〝
分
担
〟
の
観
念
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
「
学
校
教
育
法
」
の
改
正
に
よ
り
、
職
業
補
導
所
は
各
種
学
校
か

ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
〔
五
─
一
─
三
二
〕
。
こ
れ
を
受
け
て
、
神
奈
川
県

は
先
の
指
定
を
廃
止
し
た
（
昭

･
･

）
。
学
校
制
度
の
日
本
的
整
備
を
背
景
に

28
2
17

公
共
職
業
補
導
と
の
連
繋
は
破
断
し
た
と
言
え
る
。

一
方
、
技
能
者
養
成
と
学
校
教
育
と
の
関
係
は
、
先
ず
教
育
刷
新
委
員
会
が
技
能

者
養
成
工
に
大
学
進
学
の
ク
レ
ジ
ッ
ト
を
与
え
る
よ
う
に
建
議
し
た
〔
二
─
二
三
〕

が
、
文
部
省
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
（
佐
々
木
輝
雄
、
第
二
巻
参
照
）
。
こ

の
問
題
は
後
に
再
発
す
る
。

労
働
者
教
育
審
議
会
の
活
動
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
労
働
省
が
設
置
し
た

労
働
教
育
審
議
会
は
昭
和

年
に
廃
止
し
て
い
る
〔
三
─
三
八
〕
。
た
だ
、
設
置
し

26

て
い
た
労
働
教
育
課
は
、
通
達
に
よ
り
労
働
教
育
に
つ
い
て
指
示
し
て
い
る
〔
五
─

一
─
三
六
〕
。
そ
し
て
国
民
一
般
に
も
啓
蒙
を
図
っ
た
〔
五
─
一
─
三
八
〕
が
、
十

分
に
浸
透
せ
ず
、
労
働
組
合
の
問
題
に
内
向
し
た
〔
五
─
一
─
五
八
〕
と
言
え
よ
う
。

問
題
は
、
こ
れ
ら
の
「
教
育
」
に
職
業
訓
練
が
入
ら
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
失
業
者
の
概
念
は
当
時
は
欧
米
と
は
逆
で
、
中
高
年
者
の

世
帯
主
が
主
に
対
象
で
あ
っ
た
。
社
会
福
祉
が
充
分
で
な
か
っ
た
戦
後
当
時
は
失
業

し
た
世
帯
主
は
家
族
の
為
に
日
雇
い
〔
五
─
一
─
一
四
〕
に
就
い
て
家
計
を
支
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
子
弟
を
高
校
に
や
れ
な
い
親
は
〝
わ
が
子
だ
け

に
は
〟
の
思
い
で
、
職
業
補
導
所
へ
通
わ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
態

を
政
策
に
取
り
込
ん
だ
の
が
「
職
業
補
導
の
根
本
方
針
」
〔
二
─
四
六
〕
で
あ
り
訓

練
対
象
者
を
中
学
校
卒
業
者
に
具
体
化
さ
せ
る
た
め
の
方
策
で
あ
っ
た
。
逆
に
言
え

ば
、
実
体
的
に
は
す
で
に
中
高
年
者
よ
り
も
年
少
者
が
多
数
を
占
め
て
い
た
〔
七
─

二
─
五
〕
こ
と
を
応
用
し
た
施
策
で
あ
っ
た
。

た
だ
、
社
会
が
発
展
す
る
と
、
様
々
な
境
界
が
ダ
ブ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
一
つ

が
企
業
内
の
訓
練
生
が
定
時
制
高
校
に
通
学
す
る
問
題
で
あ
る
。
経
済
界
か
ら
定
時

制
高
校
に
通
う
訓
練
生
の
学
習
の
二
重
負
担
を
除
去
す
る
よ
う
に
と
の
要
望
が
強
く

な
り
、
〔
二
─
七
一
〕
、
労
働
省
も
通
達
〔
五
─
三
─
四
七
〕
で
定
時
制
に
通
学
す

る
者
の
教
習
内
容
の
二
重
負
担
を
避
け
る
よ
う
に
指
示
し
た
。

文
部
省
も
、
「
学
校
教
育
法｣

を
改
正
し
て
〔
四
─
一
─
一
五
〕
、
技
能
者
養
成
の

一
部
を
高
校
の
単
位
と
認
定
す
る
よ
う
に
な
り
、
技
能
連
携
制
度
が
確
立
し
た
。
し

か
し
、
そ
の
理
念
は
教
育
刷
新
委
員
会
の
建
議
〔
二
─
二
三
〕
の
思
想
と
は
全
く
異

な
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
職
業
訓
練
は
学
校
教
育
を
も
含
む｣

と
の
国
際
的
な
定
義
と
は

異
な
っ
た
わ
が
国
の
職
業
訓
練
体
系
が
形
成
さ
れ
て
行
っ
た
。

⑹⑹

国国
際際
的的
規規
程程
へへ
のの
対対
応応

わ
が
国
も
先
進
国
に
並
ぶ
為
に
は
、
国
際
的
規
程
の
承
認
、
ま
た
は
そ
の
規
定
の

遵
守
が
課
題
と
な
る
。
特
に
人
権
と
し
て
の
職
業
訓
練
の
位
置
づ
け
は
「
世
界
人
権

宣
言
」
〔
六
─
三
〕
と
、
こ
の
文
化
的
側
面
を
詳
細
に
論
じ
た
〝
人
権
規
約
〟
（
66'

･
･

）
の
規
定
に
合
致
す
る
か
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
前
者
の
労
働
権

12
16

に
あ
る
「
失
業
に
対
す
る
保
護
の
権
利｣

と
の
条
文
に
は
「
職
業
訓
練
」
の
用
語
は

無
い
が
、
職
業
訓
練
の
意
味
が
明
確
に
含
有
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
失
業
し
な
い
た
め
の
入
職
前
訓
練
だ
け
で
は
な
く
、
失
業
し
な
い
た
め
の

技
術
革
新
に
遅
れ
な
い
労
働
者
へ
の
再
訓
練
、
及
び
、
も
し
失
業
し
た
場
合
の
そ
の

者
の
再
就
職
の
た
め
の
職
業
再
訓
練
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
後
者

の
規
約
で
は
同
様
に
労
働
権
で
「
職
業
の
指
導
及
び
訓
練
に
関
す
る
計
画
」
と
明
確

に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
類
推
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
職
業
訓
練
は
人
権
と
し
て
の
位
置
づ
け
が
国
際
的
に
は
明
確
に
な

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
人
権
宣
言
等
に
対
し
て
は
、
「
職
業
安
定
法
」
で
は
「
各
人
に
、
そ

の
有
す
る
能
力
に
適
当
な
職
業
に
就
く
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
工
業
そ
の
他

の
産
業
に
必
要
な
労
働
力
を
充
足
し
、
以
て
職
業
の
安
定
を
図
る
」
〔
四
─
二
─
一
〕

が
明
記
さ
れ
た
こ
と
で
形
式
を
保
っ
た
。
し
か
し
、
「
技
能
者
養
成
規
程
」
〔
四
─

三
─
二
〕
で
は
使
用
者
に
養
成
工
の
労
働
能
力
を
高
め
る
こ
と
を
明
確
に
は
課
し
て

い
な
か
っ
た
。

そ
れ
で
も
、
具
体
的
に
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
各
種
勧
告
に
遅
れ
な
い
よ
う
な
施
策
を
追
求

す
る
こ
と
は
先
進
国
を
目
指
す
わ
が
国
と
し
て
必
至
で
あ
っ
た
。
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こ
の
意
味
で
は
実
態
的
に
わ
が
国
の
職
業
訓
練
制
度
は
国
際
的
水
準
を
満
た
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
開
催
す
る
職
業
訓
練
関
係
の
会
議
に
も
積
極
的

に
参
加
し
、
そ
の
成
果
を
国
内
に
普
及
し
て
い
た
。

国
際
労
働
機
関
の
総
会
が
、
そ
の
第

回
会
期
に
お
い
て
、
職
業
訓
練
に
関
し
て

46

採
択
し
た
勧
告
の
「
職
業
的
訓
練
を
与
え
る
た
め
に
学
校
ま
た
は
そ
の
他
の
教
育
機

関
で
提
供
さ
れ
る
す
べ
て
の
形
態
の
教
育
に
適
用
さ
れ
る
。
」
と
の
規
定
は
職
業
訓

練
側
か
ら
は
十
分
に
追
求
し
て
い
た
と
言
え
る
。

た
だ
、
こ
の
理
念
に
あ
る
「
す
べ
て
の
形
態
の
教
育
に
適
用
さ
れ
る
」
は
わ
が
国

の
社
会
通
念
で
は
想
定
外
で
あ
り
、
日
本
的
行
政
の
縦
割
り
に
縛
ら
れ
た
形
式
と
な

っ
た
。
こ
の
問
題
は
「
職
業
訓
練
」
の
用
語
に
関
し
て
先
に
紹
介
し
た"Education"

の
概
念
と
の
相
違
に
関
わ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
が
、"Education"

と
「
教

育
」
的
観
念
の
わ
が
国
と
は
異
な
る
発
想
に
な
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
Ｇ

Ｈ
Ｑ
が
示
し
た
理
念
の
面
で
の"Education"
と"Training"

の
関
係
の
よ
う
に
は
進

ま
ず
、
今
日
ま
で
解
決
を
見
て
い
な
い
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
新
た
な
「
職
業
訓
練
勧
告
」
〔
六
─
七
〕
で
は
そ
れ
ま
で
の
職
業
訓

練
と
徒
弟
制
度
の
勧
告
が
別
々
で
あ
っ
た
の
を
統
合
し
、
更
に
監
督
者
訓
練
を
加
味

し
て
新
た
な
体
系
と
し
て
整
理
し
て
い
る
。
こ
の
枠
組
み
は
、
「
職
業
訓
練
法
」
の

構
想
に
類
似
し
て
い
た
。

⑺⑺

職職
業業
訓訓
練練
制制
度度
のの
整整
備備

職
業
訓
練
の
体
制
は
そ
の
時
々
の
課
題
と
な
る
対
象
者
別
に
よ
り
検
討
さ
れ
る

が
、
こ
の
時
期
は
主
と
し
て
戦
後
復
興
の
重
要
性
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
、
や
が
て
経

済
成
長
を
め
ざ
し
て
の
課
題
が
意
識
さ
れ
た
と
言
え
る
。
最
初
に
全
体
構
想
を
見
て

み
よ
う
。

①①

職職
業業
訓訓
練練
のの
拡拡
充充
計計
画画
は
、
公
共
職
業
補
導
所
の
場
合
、
先
ず
地
方
長
官
宛

に
出
さ
れ
た
〔
五
─
二
─
六
〕
。
こ
の
予
算
案
は
閣
議
に
提
案
さ
れ
た
〔
二
─
一
三
〕

が
、
こ
れ
は
都
道
府
県
の
方
針
に
委
ね
た
も
の
で
あ
っ
た
。
政
府
と
し
て
も
全
体
的

な
経
済
緊
急
対
策
の
下
で
全
国
的
な
拡
充
計
画
を
立
て
た
〔
二
─
二
〇
〕
。
こ
こ
で

は
各
県
へ
の
総
合
職
業
補
導
所
の
設
置
も
構
想
す
る
等
、
そ
の
後
の
職
業
補
導
運
営

の
基
本
方
針
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

職
業
安
定
局
は
職
業
補
導
事
業
の
拡
充
を
掲
げ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
緊
縮
財

政
の
下
で
、
職
業
補
導
所
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
せ
ら
れ
る
〔
五
─
二
─
二
一
〕
よ

う
に
、
戦
後
の
厳
し
い
状
況
は
続
い
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
も
、
公
共
職
業
補
導
は

少
し
づ
つ
拡
大
し
て
き
た
。

ま
た
、
新
た
な
総
合
職
業
補
導
所
を
都
道
府
県
の
中
心
施
設
と
す
る
考
え
方
が
出

さ
れ
（
昭

･
･

）
、
こ
の
運
営
要
領
〔
五
─
二
─
六
三
〕
が
設
定
さ
れ
る
。
ま

31
4
1

た
、
総
合
職
業
補
導
所
は
技
能
者
養
成
の
施
設
と
し
て
認
定
さ
れ
る
〔
四
─
三
─
二

九
〕
等
、
将
来
の
「
職
業
訓
練
法
」
制
定
の
前
兆
を
も
示
し
て
い
た
。
総
合
職
業
補

導
所
の
運
営
は
設
立
さ
れ
た
労
働
福
祉
事
業
団
に
都
道
府
県
か
ら
移
管
さ
れ
る
。

一
方
、
技
能
者
養
成
施
設
の
拡
充
策
も
練
ら
れ
た
が
、
設
立
は
民
間
企
業
の
判
断

で
あ
り
、
そ
れ
は
特
に
中
小
企
業
へ
の
助
成
の
あ
り
方
が
求
め
ら
れ
た
。

そ
し
て
「
職
業
訓
練
法
」
の
制
定
へ
と
連
な
っ
た
の
で
あ
る
。

②②

((

身身
体体))

障障
がが
いい
者者
対対
策策
は
公
共
職
業
補
導
の
役
割
と
し
て
最
も
速
く
整
備
が

進
ん
だ
が
、
当
初
は
戦
前
の
施
設
の
継
続
と
し
て
進
ん
で
い
た
。

規
程
と
し
て
は
神
奈
川
県
の
「
厚
生
職
業
補
導
所
」
〔
五
─
二
─
一
〕
が
戦
後
最

初
の
整
備
で
あ
ろ
う
。

国
も
、
一
般
の
職
業
補
導
所
が
整
備
さ
れ
る
よ
り
も
速
く
戦
前
の
施
設
を
引
き
継

い
で
身
体
障
害
者
職
業
補
導
所
を
整
備
し
た
〔
三
─
二
九
〕
。

障
が
い
者
職
業
補
導
所
へ
の
対
策
も
一
般
の
補
導
所
よ
り
も
配
慮
さ
れ
て
い
た

〔
二
─
五
二
〕
・
〔
五
─
二
─
二
八
〕
。

③③

失失
業業
者者
・・
転転
職職
者者
対対
策策
の
公
共
職
業
補
導
は
、
戦
災
を
免
れ
た
施
設
計

ヶ
232

所
を
改
修
し
て
再
発
足
さ
せ
た
。
行
政
組
織
と
し
て
の
立
ち
上
げ
も
早
く
、
昭
和
20

年

月

日
に
は
補
導
課
を
設
置
し
た
。
翌
年

月

日
に
は
閣
議
で
職
業
補
導
の

10

31

2

15

実
施
を
決
定
し
て
い
る
。

当
時
の
実
態
を
み
る
と
、
月
別
入
所
の
補
導
生
は

月
と
は
限
ら
ず
〔
七
─
二
─

4

九
〕
随
時
入
所
・
随
時
修
了
の
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
失
業
者
発
生
の
実
態
に
合
わ

せ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

や
が
て
、
夜
間
職
業
補
導
が
実
施
〔
五
─
二
─
五
一
〕
さ
れ
、
昼
間
は
生
活
の
糧

を
得
る
た
め
に
労
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
就
職
希
望
者
の
受
講
の
道
を
拓
い
た

が
、
実
際
は
昼
間
に
就
職
活
動
を
し
て
い
る
失
業
者
が
受
講
し
て
い
た
の
か
は
明
ら
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か
で
は
な
い
。

学
ぶ
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
は
職
業
補
導
生
は
学
校
の
学
生
・
生
徒
と
同
等
に
扱

わ
れ
る
べ
き
だ
が
、
旅
客
運
賃
の
学
割
制
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
〔
五
─
二
─
三
四
〕

て
い
る
。
た
だ
、
後
に
紹
介
す
る
「
追
補
導
生
」
が
除
外
さ
れ
た
の
は
訓
練
期
間
が

明
確
で
無
い
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。

④④

知知
識識
階階
級級
対対
策策
の
公
共
職
業
補
導
は
、
失
業
者
対
策
の
一
環
と
し
て
初
期
よ

り
考
慮
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
対
策
に
近
い
。
先
ず
中
央
失
業

対
策
委
員
会
が
そ
の
対
策
を
答
申
し
た
〔
二
─
八
〕
。
こ
の
後
に
は
特
に
知
識
階
級

と
し
て
特
別
視
し
た
対
策
は
管
見
で
は
発
見
し
得
て
い
な
い
。

⑤⑤

年年
少少
者者
・・
学学
校校
卒卒
業業
者者
対対
策策
と
し
て
は
、
技
能
者
養
成
は
戦
前
か
ら
（
前
期
）

中
等
学
校
卒
業
者
を
対
象
と
し
て
い
た
の
で
、
変
化
は
起
き
て
い
な
い
。

し
か
し
、
公
共
職
業
補
導
は
〝
特
需
〟
景
気
を
受
け
た
産
業
界
の
活
性
化
を
背
景

に
、
対
象
者
を
失
業
者
か
ら
新
規
中
学
校
卒
業
者
に
移
行
す
る
と
い
う
「
職
業
補
導

の
根
本
方
針
」
を
定
め
た
〔
二
─
四
六
〕
。
こ
の
方
針
は
、
戦
後
当
初
よ
り

歳
以

18

下
の
入
所
生
が

歳
以
上
よ
り
も
多
か
っ
た
〔
七
─
二
─
七
〕
と
い
う
実
態
を
応
用

19

し
た
方
針
で
あ
り
、
産
業
界
の
要
望
に
応
え
る
た
め
、
と
言
え
る
。

た
だ
、
公
共
職
業
補
導
を
管
理
す
る
「
職
業
安
定
法
」
の
精
神
と
の
乖
離
を
止
揚

す
る
た
め
に
新
た
な
法
制
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
の
が
「
職
業

訓
練
法
」
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
、
問
題
の
背
景
と
し
て
、
職
業
訓
練
に
よ
る
能
力

開
発
の
支
援
と
、
生
活
保
障
の
支
援
と
の
関
係
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ち
な
み
に
、「
養
成
訓
練
」
の
用
語
の
初
出
は
「
港
湾
労
働
対
策
に
関
す
る
意
見
」

〔
二
─
八
二
〕
で
あ
る
が
、
一
般
に
広
く
普
及
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
昭
和

年
38

以
降
に
「
転
職
訓
練
」
と
の
対
比
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

⑥⑥

女女
性性
・・
婦婦
人人
対対
策策
の
公
共
職
業
補
導
は
、
や
は
り
失
業
者
対
策
の
一
環
と
し

て
早
く
か
ら
意
識
さ
れ
た
。
先
ず
昭
和

年

月
に
は
東
京
に
婦
人
職
業
補
導
所
を

21

2

設
置
し
た
〔
三
─
五
〕
。
組
織
と
し
て
は
労
働
省
に
婦
人
少
年
局
を
設
置
し
独
立
し

た
〔
三
─
一
七
〕
が
、
女
性
の
職
業
補
導
所
は
各
地
に
設
置
さ
れ
る
。

女
性
の
中
で
も
母
子
家
庭
の
職
業
生
活
は
困
難
で
あ
り
、
労
働
省
は
特
別
の
就
職

援
護
を
指
示
し
た
〔
二
─
六
三
〕
。

⑦⑦

指指
導導
者者
・・
指指
導導
員員
対対
策策
と
し
て
戦
前
に
設
立
さ
れ
て
い
た
機
械
技
術
員
養
成

所
、
幹
部
機
械
工
養
成
所
は
戦
後
は
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
幹
部
機
械
工

養
成
所
は
施
設
と
し
て
職
業
補
導
所
に
転
換
し
た
。
ま
た
、
戦
前
の
東
京
機
械
技
術

員
養
成
所
で
あ
っ
た
都
立
工
業
専
門
学
校
技
術
専
修
科
の
募
集
に
対
し
て
協
力
を
紹

介
し
て
い
る
〔
五
─
三
─
二
〕
よ
う
に
、
初
期
に
は
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
た
だ
、

後
に
は
技
能
者
養
成
指
導
員
の
資
格
は
無
い
と
し
て
い
る
〔
五
─
三
─
二
二
〕
。

技
能
者
養
成
で
は
、
担
当
す
る
指
導
員
の
資
格
検
定
制
度
と
、
試
験
制
度
が
整
備

さ
れ
〔
四
─
三
─
五
〕
、
具
体
化
が
始
ま
る
。

公
共
職
業
補
導
で
は
、
通
達
で
示
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
最
初
に
纏
め
た
「
職
業

補
導
の
手
引
」
〔
五
─
二
─
一
六
〕
に
規
定
さ
れ
た
。

ま
た
、
事
業
場
に
お
け
る
監
督
者
も
生
産
現
場
に
お
け
る
指
導
者
で
あ
る
が
、
次

に
論
じ
る
。

⑧⑧

在在
職職
者者
対対
策策
の
訓
練
は
、「
職
業
訓
練
法
」
第
二
〇
条
に
記
さ
れ
て
い
た
が
、

拡
大
実
行
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
昭
和

年
44

の
（
新
）
「
職
業
訓
練
法
」
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
戦
後
の
公
共
職
業
補
導
は
既
に
明
ら
か
な
様
に
、
失
業
者
・
離
職
者

＝
求
職
者
対
策
と
い
う
理
念
で
整
備
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
企
業
内
技

能
者
養
成
は
欧
米
と
異
な
り
、
わ
が
国
で
は
新
入
社
員
の
養
成
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
在
職
者
訓
練
の
業
務
は
本
来
は
公
共
職
業
補
導
の
施
策
に
も
技
能
者
養
成

の
施
策
に
も
無
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
在
職
者
訓
練
は
特
異
な
制
度
と
し
て
公
共
職
業
補
導
と
の
関

係
で
次
第
に
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
監
督
者
訓
練
と
し
て
整
備
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
監
督
者
に
対
す
る
「
追
指
導
」
が
実
施
さ
れ
た
（
昭

･
･

26
8

）
の
が
、
在
職
者
訓
練
の
新
た
な
形
式
と
も
言
え
る
。

25
と
こ
ろ
で
、
在
職
者
の
職
業
訓
練
は
昭
和

年
法
で
は
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

33

そ
の
検
討
は
、
さ
ら
に
技
術
革
新
が
進
む
と
必
然
的
に
問
題
と
な
り
、

年
後
に
は

2

新
た
な
整
備
が
模
索
さ
れ
る
必
然
性
が
有
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
に
「
再
訓
練
」

と
い
う
用
語
の
下
に
各
種
労
働
者
の
訓
練
制
度
を
整
備
す
べ
き
答
申
（
昭

･
･

）

35
3
24

が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

⑨⑨

訓訓
練練
内内
容容
的的
対対
策策
は
基
準
の
教
科
と
し
て
の
施
策
に
な
る
が
、
公
共
職
業
補

導
の
場
合
は
通
達
に
よ
り
指
示
さ
れ
、
適
宜
に
冊
子
に
纏
め
ら
れ
〔
五
─
二
─
一
六
〕
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か
で
は
な
い
。

学
ぶ
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
は
職
業
補
導
生
は
学
校
の
学
生
・
生
徒
と
同
等
に
扱

わ
れ
る
べ
き
だ
が
、
旅
客
運
賃
の
学
割
制
に
つ
い
て
は
認
め
ら
れ
〔
五
─
二
─
三
四
〕

て
い
る
。
た
だ
、
後
に
紹
介
す
る
「
追
補
導
生
」
が
除
外
さ
れ
た
の
は
訓
練
期
間
が

明
確
で
無
い
た
め
と
推
測
さ
れ
る
。

④④

知知
識識
階階
級級
対対
策策
の
公
共
職
業
補
導
は
、
失
業
者
対
策
の
一
環
と
し
て
初
期
よ

り
考
慮
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
対
策
に
近
い
。
先
ず
中
央
失
業

対
策
委
員
会
が
そ
の
対
策
を
答
申
し
た
〔
二
─
八
〕
。
こ
の
後
に
は
特
に
知
識
階
級

と
し
て
特
別
視
し
た
対
策
は
管
見
で
は
発
見
し
得
て
い
な
い
。

⑤⑤

年年
少少
者者
・・
学学
校校
卒卒
業業
者者
対対
策策
と
し
て
は
、
技
能
者
養
成
は
戦
前
か
ら
（
前
期
）

中
等
学
校
卒
業
者
を
対
象
と
し
て
い
た
の
で
、
変
化
は
起
き
て
い
な
い
。

し
か
し
、
公
共
職
業
補
導
は
〝
特
需
〟
景
気
を
受
け
た
産
業
界
の
活
性
化
を
背
景

に
、
対
象
者
を
失
業
者
か
ら
新
規
中
学
校
卒
業
者
に
移
行
す
る
と
い
う
「
職
業
補
導

の
根
本
方
針
」
を
定
め
た
〔
二
─
四
六
〕
。
こ
の
方
針
は
、
戦
後
当
初
よ
り

歳
以

18

下
の
入
所
生
が

歳
以
上
よ
り
も
多
か
っ
た
〔
七
─
二
─
七
〕
と
い
う
実
態
を
応
用

19

し
た
方
針
で
あ
り
、
産
業
界
の
要
望
に
応
え
る
た
め
、
と
言
え
る
。

た
だ
、
公
共
職
業
補
導
を
管
理
す
る
「
職
業
安
定
法
」
の
精
神
と
の
乖
離
を
止
揚

す
る
た
め
に
新
た
な
法
制
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
制
定
さ
れ
た
の
が
「
職
業

訓
練
法
」
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
、
問
題
の
背
景
と
し
て
、
職
業
訓
練
に
よ
る
能
力

開
発
の
支
援
と
、
生
活
保
障
の
支
援
と
の
関
係
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

ち
な
み
に
、「
養
成
訓
練
」
の
用
語
の
初
出
は
「
港
湾
労
働
対
策
に
関
す
る
意
見
」

〔
二
─
八
二
〕
で
あ
る
が
、
一
般
に
広
く
普
及
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
昭
和

年
38

以
降
に
「
転
職
訓
練
」
と
の
対
比
で
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

⑥⑥

女女
性性
・・
婦婦
人人
対対
策策
の
公
共
職
業
補
導
は
、
や
は
り
失
業
者
対
策
の
一
環
と
し

て
早
く
か
ら
意
識
さ
れ
た
。
先
ず
昭
和

年

月
に
は
東
京
に
婦
人
職
業
補
導
所
を

21

2

設
置
し
た
〔
三
─
五
〕
。
組
織
と
し
て
は
労
働
省
に
婦
人
少
年
局
を
設
置
し
独
立
し

た
〔
三
─
一
七
〕
が
、
女
性
の
職
業
補
導
所
は
各
地
に
設
置
さ
れ
る
。

女
性
の
中
で
も
母
子
家
庭
の
職
業
生
活
は
困
難
で
あ
り
、
労
働
省
は
特
別
の
就
職

援
護
を
指
示
し
た
〔
二
─
六
三
〕
。

⑦⑦

指指
導導
者者
・・
指指
導導
員員
対対
策策
と
し
て
戦
前
に
設
立
さ
れ
て
い
た
機
械
技
術
員
養
成

所
、
幹
部
機
械
工
養
成
所
は
戦
後
は
引
き
継
が
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
幹
部
機
械
工

養
成
所
は
施
設
と
し
て
職
業
補
導
所
に
転
換
し
た
。
ま
た
、
戦
前
の
東
京
機
械
技
術

員
養
成
所
で
あ
っ
た
都
立
工
業
専
門
学
校
技
術
専
修
科
の
募
集
に
対
し
て
協
力
を
紹

介
し
て
い
る
〔
五
─
三
─
二
〕
よ
う
に
、
初
期
に
は
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
た
だ
、

後
に
は
技
能
者
養
成
指
導
員
の
資
格
は
無
い
と
し
て
い
る
〔
五
─
三
─
二
二
〕
。

技
能
者
養
成
で
は
、
担
当
す
る
指
導
員
の
資
格
検
定
制
度
と
、
試
験
制
度
が
整
備

さ
れ
〔
四
─
三
─
五
〕
、
具
体
化
が
始
ま
る
。

公
共
職
業
補
導
で
は
、
通
達
で
示
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
最
初
に
纏
め
た
「
職
業

補
導
の
手
引
」
〔
五
─
二
─
一
六
〕
に
規
定
さ
れ
た
。

ま
た
、
事
業
場
に
お
け
る
監
督
者
も
生
産
現
場
に
お
け
る
指
導
者
で
あ
る
が
、
次

に
論
じ
る
。

⑧⑧

在在
職職
者者
対対
策策
の
訓
練
は
、「
職
業
訓
練
法
」
第
二
〇
条
に
記
さ
れ
て
い
た
が
、

拡
大
実
行
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
明
確
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
昭
和

年
44

の
（
新
）
「
職
業
訓
練
法
」
か
ら
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
戦
後
の
公
共
職
業
補
導
は
既
に
明
ら
か
な
様
に
、
失
業
者
・
離
職
者

＝
求
職
者
対
策
と
い
う
理
念
で
整
備
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
企
業
内
技

能
者
養
成
は
欧
米
と
異
な
り
、
わ
が
国
で
は
新
入
社
員
の
養
成
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
在
職
者
訓
練
の
業
務
は
本
来
は
公
共
職
業
補
導
の
施
策
に
も
技
能
者
養
成

の
施
策
に
も
無
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
在
職
者
訓
練
は
特
異
な
制
度
と
し
て
公
共
職
業
補
導
と
の
関

係
で
次
第
に
整
備
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
監
督
者
訓
練
と
し
て
整
備
さ

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
監
督
者
に
対
す
る
「
追
指
導
」
が
実
施
さ
れ
た
（
昭

･
･

26
8

）
の
が
、
在
職
者
訓
練
の
新
た
な
形
式
と
も
言
え
る
。

25
と
こ
ろ
で
、
在
職
者
の
職
業
訓
練
は
昭
和

年
法
で
は
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

33

そ
の
検
討
は
、
さ
ら
に
技
術
革
新
が
進
む
と
必
然
的
に
問
題
と
な
り
、

年
後
に
は

2

新
た
な
整
備
が
模
索
さ
れ
る
必
然
性
が
有
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
た
め
に
「
再
訓
練
」

と
い
う
用
語
の
下
に
各
種
労
働
者
の
訓
練
制
度
を
整
備
す
べ
き
答
申
（
昭

･
･

）

35
3
24

が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

⑨⑨

訓訓
練練
内内
容容
的的
対対
策策
は
基
準
の
教
科
と
し
て
の
施
策
に
な
る
が
、
公
共
職
業
補

導
の
場
合
は
通
達
に
よ
り
指
示
さ
れ
、
適
宜
に
冊
子
に
纏
め
ら
れ
〔
五
─
二
─
一
六
〕
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・
〔
五
─
二
─
二
二
〕
、
及
び
『
職
業
補
導
基
準
』
（
昭

年
）
公
刊
さ
れ
た
。
公
共

31

で
は
訓
練
期
間
が
次
第
に
長
期
化
す
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
基

準
性
の
あ
り
方
に
変
化
は
な
い
。
訓
練
期
間
の
長
期
化
は
、
職
業
補
導
の
修
了
生
に

対
す
る
「
追
指
導
」
〔
五
─
二
─
四
七
〕
の
施
策
と
し
て
も
具
体
化
さ
れ
た
。

公
共
職
業
補
導
で
は
、
社
会
の
復
興
が
進
む
中
で
訓
練
の
時
間
と
期
間
の
延
長
が

施
策
さ
れ
、
新
た
な
職
種
の
基
準
が
整
備
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
社
会
の
進
展
と
伴
に

新
た
な
役
割
を
担
っ
た
総
合
職
業
補
導
所
が
設
置
さ
れ
、
多
様
な
社
会
の
期
待
に
応

え
る
施
設
も
構
想
さ
れ
た
。

事
業
内
技
能
者
養
成
に
関
し
て
は
、
教
科
基
準
の
枠
組
み
は
戦
前
の
技
能
者
養
成

を
引
き
継
ぎ
、
「
教
習
事
項
」
の
告
示
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
た
。
た
だ
、
そ
の
基
準

性
は
、
初
期
に
は
養
成
工
の
保
護
の
面
か
ら
、
期
間
は
最
長
（
３
年
ま
た
は
４
年
）

を
示
し
、
教
科
内
容
は
最
低
限
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
基
準
性
が
大
き
く
変
更
さ
れ

た
の
は
、
昭
和

年

月

日
の
「
教
習
事
項
の
基
準
改
正
」
〔
四
─
三
─
一
五
〕

26

5

4

で
あ
る
。
こ
の
告
示
で
教
習
内
容
が
事
業
主
に
よ
る
裁
量
に
任
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ま
た
、
坑
内
労
働
を
伴
う
技
能
者
養
成
は
、
「
労
働
基
準
法
」
の
改
正
で
容

認
さ
れ
た
〔
四
─
三
─
一
八
〕
。
こ
の
よ
う
に
訓
練
職
種
の
拡
大
が
進
ん
だ
。

特
に
付
言
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
「
職
業
訓
練
法
施
行
規
則
」
〔
四
─
五
─
四
〕

別
表
二
の
「
専
門
課
程
」
の
基
準
は
一
年
制
で
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

企
業
内
訓
練
の
別
表
第
三
は
、
従
来
の
技
能
者
養
成
の
教
習
事
項
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

訓
練
基
準
は
翌
年
に
全
面
改
正
さ
れ
、
「
専
門
課
程
」
は
二
年
制
と
な
っ
た
。
こ

の
時
、
第
三
表
の
企
業
内
訓
練
の
基
準
も
公
共
職
業
訓
練
と
同
様
の
教
科
枠
組
み
に

統
一
さ
れ
改
正
さ
れ
た
の
で
、
訓
練
法
下
の
基
準
研
究
の
た
め
に
は
昭
和

年
の
改

34

正
基
準
以
降
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

訓
練
内
容
に
関
し
て
は
テ
キ
ス
ト
が
重
要
な
教
材
に
な
る
が
、
戦
後
を
反
映
し
て

公
共
職
業
補
導
の
「
公
民
」
の
教
科
書
が
最
初
に
公
刊
さ
れ
た
（
昭

･
･

）
。

23
7
15

本
テ
キ
ス
ト
は
有
名
な
研
究
者
に
よ
り
編
集
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
た

だ
、
次
の
改
訂
版
か
ら
は
新
た
な
基
準
で
作
成
さ
れ
、
編
者
も
変
わ
っ
て
い
る
（
昭

･

）
。
以
後
、
各
職
種
専
門
の
教
科
書
が
発
行
さ
れ
る
（
年
表
参
照
）
が
、
し

30
4

か
し
な
が
ら
、
総
て
の
テ
キ
ス
ト
の
発
行
に
は
届
か
ず
、
代
用
教
科
書
の
指
定
〔
五

─
二
─
七
二
〕
等
で
ま
か
な
っ
た
。

技
能
者
養
成
用
と
し
て
は
、
審
議
会
で
の
編
集
方
針
の
議
論
が
昭
和

年

月

25

1

23

日
に
始
ま
り
、
昭
和

年

月

日
よ
り
刊
行
が
始
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、

28

3

31

指
導
員
用
と
し
て
は
「
技
能
者
養
成
指
導
員
指
導
書
」
の
刊
行
が
昭
和

年

月

25

12

31

日
に
始
ま
っ
た
。

⑩⑩

指指
導導
方方
法法
的的
対対
策策
は
学
科
指
導
と
実
技
指
導
で
は
全
く
異
な
り
、
実
技
指
導

の
研
究
が
少
な
い
事
に
よ
る
困
難
性
が
あ
る
。

実
習
の
指
導
方
法
と
し
て
は
明
確
に
統
一
し
た
方
法
は
無
か
っ
た
よ
う
だ
が
、「
技

能
者
養
成
指
導
員
指
導
書
」
は
学
科
・
知
識
と
関
連
付
け
て
指
導
す
る
こ
と
が
指
示

さ
れ
て
い
た
（
『
戦
後
』
）
。

ま
た
、
公
共
職
業
補
導
で
は
「
作
業
指
導
票
の
作
成
利
用
に
つ
い
て
」
〔
五
─
二

─
六
七
〕
が
指
示
さ
れ
た
。
こ
の
実
習
の
指
導
は
、
Ｔ
Ｗ
Ｉ
の
進
展
と
伴
に
こ
れ
を

モ
デ
ル
と
し
て
公
共
職
業
補
導
で
も
応
用
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
、
実
習
に
は
災
害
が
起
こ
り
う
る
が
、
補
償
の
あ
り
か
た
〔
五
─
二
─
四
〇
〕

で
指
示
さ
れ
た
。

訓
練
の
年
間
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
立
案
に
つ
い
て
は
「
事
業
計
画
」
と
し
て
指
示
さ

れ
た
〔
五
─
二
─
六
二
〕
。

⑪⑪

生生
活活
指指
導導
は
、
職
業
生
活
の
指
導
で
あ
る
が
、
最
初
に
兵
庫
県
の
補
導
所
が

作
業
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
（
昭

･
･

）
。
労
働
省
も
昭
和

年
に
公
民

24
12
1

26

科
と
の
関
係
で
そ
の
重
要
性
と
指
導
の
あ
り
方
と
し
て
「
明
朗
で
自
律
的
な
生
活
を

な
し
得
る
よ
う
指
導
す
べ
き
で
あ
る
」
と
指
示
し
て
い
る
〔
五
─
二
─
二
五
〕
。

技
能
者
養
成
で
は
、
昭
和

年
に
「
技
能
者
養
成
促
進
指
導
実
施
要
目
」
を
定
め

26

〔
五
─
三
─
二
八
〕
、
「
円
満
な
人
格
を
備
え
た
労
働
者
を
輩
出
す
る
」
た
め
と
し

て
そ
の
方
針
を
示
し
た
。
ま
た
、
昭
和

年
に
は
新
た
に
「
技
能
者
養
成
教
習
指
導

29

要
領
」
を
出
し
〔
五
─
三
─
四
三
〕
、
よ
り
詳
細
な
指
針
を
示
し
て
い
る
。

⑫⑫

技技
能能
検検
定定
は
、
職
業
訓
練
の
制
度
が
整
備
さ
れ
る
と
、
実
質
的
な
訓
練
成
果

の
評
価
が
課
題
と
な
り
、
そ
の
方
策
と
し
て
検
討
さ
れ
る
。
そ
れ
は
訓
練
修
了
者
の

職
業
資
格
と
し
て
の
機
能
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

公
共
職
業
補
導
で
は
既
に
昭
和

年

月

日
に
敦
賀
建
築
補
導
所
が
『
労
働
市

24

10

1

場
弘
報
』
で
問
題
提
起
を
し
、
昭
和

年

月

日
に
「
技
能
検
定
実
施
要
領
」
が

28

12

16

通
達
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
翌
年

月
か
ら
全
国
的
に
実
施
し
て
い
る
よ
う
だ
〔
七
─

2
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二
─
一
五
〕
。

技
能
者
養
成
で
は
建
築
部
会
が
昭
和

年

月

日
に
実
施
に
つ
い
て
審
議
し
た

25

2

6

の
を
皮
切
り
に
他
の
部
会
も
審
議
し
、
昭
和

年

月

日
に
問
題
の
調
査
を
労
働

27

12

5

省
は
実
施
し
た
〔
五
─
三
─
三
八
〕
。
た
だ
、
そ
の
規
則
は
検
討
さ
れ
た
が
、
交
付

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
〔
四
─
三
─
二
〇
〕
。
こ
の
理
由
は
原
資
料
に
添
付
さ
れ

て
い
ず
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

技
能
検
定
は
次
の
「
職
業
訓
練
法
」
の
重
要
な
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
職
業
訓
練
に
関
す
る
様
々
な
方
法
も
「
職
業
訓
練
法
」
の
制
定

ま
で
に
は
大
枠
が
整
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

三三
、、
「「
職職
業業
訓訓
練練
法法
」」
制制
定定
へへ
のの
動動
きき
とと
模模
索索

右
の
よ
う
な
様
々
な
動
向
が
絡
み
な
が
ら
、
公
共
職
業
補
導
と
技
能
者
養
成
の
統

合
化
と
い
う
課
題
が
発
生
し
、
「
職
業
訓
練
法
」
制
定
へ
の
準
備
が
進
ん
で
い
く
。

公
共
職
業
補
導
と
技
能
者
養
成
と
の
連
繋
意
識
の
端
緒
は
明
確
で
は
な
い
が
、
昭

和

年

月

日
の
両
行
政
の
連
繋
が
認
識
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
知
れ
な

23

8

28

い
。そ

れ
は
、
公
共
職
業
補
導
の
訓
練
期
間
の
長
期
化
、
入
所
者
の
中
学
校
卒
業
者
へ

の
転
換
に
よ
り
、
公
共
職
業
補
導
と
技
能
者
養
成
と
の
類
似
性
が
表
面
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
具
体
化
し
て
き
た
。
先
に
紹
介
し
た
「
職
業
補
導
の
根
本
方
針
」
に
よ
る

公
共
職
業
補
導
の
実
態
と
法
令
と
の
乖
離
の
解
消
も
必
要
だ
っ
た
。

や
は
り
、
そ
の
実
質
的
な
背
景
は
〝
特
需
〟
ブ
ー
ム
の
到
来
に
よ
る
景
気
の
回
復

に
よ
り
戦
後
の
混
乱
が
収
束
し
、
公
共
、
企
業
内
訓
練
と
も
職
業
訓
練
の
体
制
が
整

い
、
併
せ
て
起
き
た
産
業
界
か
ら
の
要
請
が
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。

公
共
職
業
補
導
と
技
能
者
養
成
制
度
と
の
連
繋
の
最
初
の
施
策
は
公
共
職
業
補
導

所
修
了
生
に
対
す
る
取
扱
い
だ
っ
た
〔
五
─
三
─
三
四
〕
。
こ
れ
は
さ
ら
に
進
ん
で
、

両
者
の
提
携
協
力
が
指
示
さ
れ
た
〔
五
─
三
─
四
四
〕
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
は
職

業
訓
練
全
体
と
し
て
の
体
系
化
と
ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
。

他
面
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、"Training"

の
言
葉
で
両
者
の
同
義
化
が
進
ん
で

い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
営
み
が
い
ず
れ
も"Voational

Training"

と
す
る
言
葉
の
共

通
的
認
識
は
統
合
化
の
大
き
な
流
れ
を
推
進
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
流

れ
で
、
技
能
者
養
成
も
「
技
能
訓
練
」
と
の
認
識
を
示
し
て
い
た
（
昭

･

）
。

26
6

そ
の
よ
う
な
両
者
の
施
策
の
意
図
が
近
づ
き
、
制
度
体
系
と
し
て
も
共
通
認
識
が
図

示
化
さ
れ
〔
二
─
五
七
〕
、
体
系
化
が
進
ん
で
き
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
経
済
成
長
が
進
む
と
進
学
率
が
高
ま
る
。
中
学
卒
者
も
就
職
者

よ
り
高
校
進
学
者
が
増
え
る
。
高
校
に
進
学
で
き
な
か
っ
た
中
学
卒
者
が
学
習
意
欲

が
無
い
わ
け
で
は
な
く
、
高
校
と
類
似
の
企
業
内
養
成
所
・
訓
練
所
、
又
は
公
共
職

業
補
導
所
・
訓
練
所
を
目
指
す
者
が
出
る
。
募
集
の
対
象
者
は
企
業
内
訓
練
は
戦
前

よ
り
新
制
中
学
校
卒
業
の
年
代
で
あ
り
問
題
な
い
が
、
公
共
職
業
補
導
で
は
失
業
者

よ
り
も
若
年
者
・
中
学
卒
業
者
が
大
半
に
な
っ
て
い
た
〔
七
─
二
─
七
〕
。

当
時
、
高
校
進
学
率
は
向
上
し
つ
つ
あ
り
、
公
共
職
業
補
導
に
お
い
て
も

月
入
所

4

生
が

％
で
あ
り
、

歳
以
下
の
受
講
者
が
大
半
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
新
規
中
学
校

85

19

卒
業
者
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公
共
職
業
訓
練
に
お
い
て
も
企
業

内
の
技
能
者
養
成
と
同
様
に
中
卒
者
が
対
象
と
な
っ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
注
目
さ
れ
る
主
張
と
し
て
、
日
本
教
職
員
組
合
が
、
教
育
研
究

集
会
の
報
告
書
で
職
業
補
導
所
へ
の
入
所
の
推
奨
（
昭

･
･

）
や
、
技
能
者
養

32
10
31

成
所
の
整
備
拡
充
（
昭

･
･

）
を
提
言
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
残
念
な
が
ら

33
6
30

こ
の
よ
う
な
主
張
は
「
職
業
訓
練
法
」
制
定
後
は
日
教
組
か
ら
も
教
育
界
か
ら
も
出

ず
、
む
し
ろ
職
業
訓
練
へ
の
忌
避
（
批
判
）
が
強
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
労
働
組
合
を
は
じ
め
と
し
て
世
は
「
高
校
全
入
」
が
〝
正
論
〟
と
し

て
強
ま
る
機
運
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
下
で
、
中
央
産
業
教
育
審
議
会
は
、
中
堅

産
業
人
の
養
成
に
つ
い
て
の
建
議
（
昭

･
･

）
で
、
学
校
教
育
と
産
業
界
と
の

32
11
22

連
繋
等
を
建
議
し
た
。

た
だ
、
右
の
建
議
に
つ
い
て
問
題
の
背
景
を
考
察
す
れ
ば
、
受
講
生
が
同
じ
高
等

学
校
と
職
業
訓
練
と
の
差
別
化
の
追
求
は
法
体
系
上
必
須
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
れ
は
国
会
で
も
要
望
さ
れ
た
〔
二
─
九
三
〕
「
学
校
教
育
と
の
、
重
複

を
避
け
る
」
こ
と
の
実
体
化
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
新
た
な
問
題
の
創
出
は
、
「
職
業
訓
練
法
」
審
議
室
長
で
あ
っ
た
渋

谷
に
、
そ
の
打
開
案
を
法
文
に
表
そ
う
と
呻
吟
さ
せ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
学
校

教
育
と
の
「
重
複
を
避
け
」
る
と
い
う
差
別
化
は
、
職
業
補
導
〔
四
─
二
─
一
〕
に

も
技
能
者
養
成
〔
四
─
三
─
二
〕
に
も
規
定
さ
れ
て
い
た
、
臨
時
職
業
訓
練
審
議
会
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二
─
一
五
〕
。

技
能
者
養
成
で
は
建
築
部
会
が
昭
和

年

月

日
に
実
施
に
つ
い
て
審
議
し
た

25

2

6

の
を
皮
切
り
に
他
の
部
会
も
審
議
し
、
昭
和

年

月

日
に
問
題
の
調
査
を
労
働

27

12

5

省
は
実
施
し
た
〔
五
─
三
─
三
八
〕
。
た
だ
、
そ
の
規
則
は
検
討
さ
れ
た
が
、
交
付

さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
〔
四
─
三
─
二
〇
〕
。
こ
の
理
由
は
原
資
料
に
添
付
さ
れ

て
い
ず
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

技
能
検
定
は
次
の
「
職
業
訓
練
法
」
の
重
要
な
一
翼
を
担
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
職
業
訓
練
に
関
す
る
様
々
な
方
法
も
「
職
業
訓
練
法
」
の
制
定

ま
で
に
は
大
枠
が
整
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

三三
、、
「「
職職
業業
訓訓
練練
法法
」」
制制
定定
へへ
のの
動動
きき
とと
模模
索索

右
の
よ
う
な
様
々
な
動
向
が
絡
み
な
が
ら
、
公
共
職
業
補
導
と
技
能
者
養
成
の
統

合
化
と
い
う
課
題
が
発
生
し
、
「
職
業
訓
練
法
」
制
定
へ
の
準
備
が
進
ん
で
い
く
。

公
共
職
業
補
導
と
技
能
者
養
成
と
の
連
繋
意
識
の
端
緒
は
明
確
で
は
な
い
が
、
昭

和

年

月

日
の
両
行
政
の
連
繋
が
認
識
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
知
れ
な

23

8

28

い
。そ

れ
は
、
公
共
職
業
補
導
の
訓
練
期
間
の
長
期
化
、
入
所
者
の
中
学
校
卒
業
者
へ

の
転
換
に
よ
り
、
公
共
職
業
補
導
と
技
能
者
養
成
と
の
類
似
性
が
表
面
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
具
体
化
し
て
き
た
。
先
に
紹
介
し
た
「
職
業
補
導
の
根
本
方
針
」
に
よ
る

公
共
職
業
補
導
の
実
態
と
法
令
と
の
乖
離
の
解
消
も
必
要
だ
っ
た
。

や
は
り
、
そ
の
実
質
的
な
背
景
は
〝
特
需
〟
ブ
ー
ム
の
到
来
に
よ
る
景
気
の
回
復

に
よ
り
戦
後
の
混
乱
が
収
束
し
、
公
共
、
企
業
内
訓
練
と
も
職
業
訓
練
の
体
制
が
整

い
、
併
せ
て
起
き
た
産
業
界
か
ら
の
要
請
が
大
き
な
要
因
で
あ
ろ
う
。

公
共
職
業
補
導
と
技
能
者
養
成
制
度
と
の
連
繋
の
最
初
の
施
策
は
公
共
職
業
補
導

所
修
了
生
に
対
す
る
取
扱
い
だ
っ
た
〔
五
─
三
─
三
四
〕
。
こ
れ
は
さ
ら
に
進
ん
で
、

両
者
の
提
携
協
力
が
指
示
さ
れ
た
〔
五
─
三
─
四
四
〕
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
は
職

業
訓
練
全
体
と
し
て
の
体
系
化
と
ま
で
は
い
か
な
か
っ
た
。

他
面
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、"Training"

の
言
葉
で
両
者
の
同
義
化
が
進
ん
で

い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
営
み
が
い
ず
れ
も"Voational

Training"

と
す
る
言
葉
の
共

通
的
認
識
は
統
合
化
の
大
き
な
流
れ
を
推
進
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
流

れ
で
、
技
能
者
養
成
も
「
技
能
訓
練
」
と
の
認
識
を
示
し
て
い
た
（
昭

･

）
。

26
6

そ
の
よ
う
な
両
者
の
施
策
の
意
図
が
近
づ
き
、
制
度
体
系
と
し
て
も
共
通
認
識
が
図

示
化
さ
れ
〔
二
─
五
七
〕
、
体
系
化
が
進
ん
で
き
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
経
済
成
長
が
進
む
と
進
学
率
が
高
ま
る
。
中
学
卒
者
も
就
職
者

よ
り
高
校
進
学
者
が
増
え
る
。
高
校
に
進
学
で
き
な
か
っ
た
中
学
卒
者
が
学
習
意
欲

が
無
い
わ
け
で
は
な
く
、
高
校
と
類
似
の
企
業
内
養
成
所
・
訓
練
所
、
又
は
公
共
職

業
補
導
所
・
訓
練
所
を
目
指
す
者
が
出
る
。
募
集
の
対
象
者
は
企
業
内
訓
練
は
戦
前

よ
り
新
制
中
学
校
卒
業
の
年
代
で
あ
り
問
題
な
い
が
、
公
共
職
業
補
導
で
は
失
業
者

よ
り
も
若
年
者
・
中
学
卒
業
者
が
大
半
に
な
っ
て
い
た
〔
七
─
二
─
七
〕
。

当
時
、
高
校
進
学
率
は
向
上
し
つ
つ
あ
り
、
公
共
職
業
補
導
に
お
い
て
も

月
入
所

4

生
が

％
で
あ
り
、

歳
以
下
の
受
講
者
が
大
半
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
新
規
中
学
校

85

19

卒
業
者
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
公
共
職
業
訓
練
に
お
い
て
も
企
業

内
の
技
能
者
養
成
と
同
様
に
中
卒
者
が
対
象
と
な
っ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
注
目
さ
れ
る
主
張
と
し
て
、
日
本
教
職
員
組
合
が
、
教
育
研
究

集
会
の
報
告
書
で
職
業
補
導
所
へ
の
入
所
の
推
奨
（
昭

･
･

）
や
、
技
能
者
養

32
10
31

成
所
の
整
備
拡
充
（
昭

･
･

）
を
提
言
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
残
念
な
が
ら

33
6
30

こ
の
よ
う
な
主
張
は
「
職
業
訓
練
法
」
制
定
後
は
日
教
組
か
ら
も
教
育
界
か
ら
も
出

ず
、
む
し
ろ
職
業
訓
練
へ
の
忌
避
（
批
判
）
が
強
ま
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
労
働
組
合
を
は
じ
め
と
し
て
世
は
「
高
校
全
入
」
が
〝
正
論
〟
と
し

て
強
ま
る
機
運
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
下
で
、
中
央
産
業
教
育
審
議
会
は
、
中
堅

産
業
人
の
養
成
に
つ
い
て
の
建
議
（
昭

･
･

）
で
、
学
校
教
育
と
産
業
界
と
の

32
11
22

連
繋
等
を
建
議
し
た
。

た
だ
、
右
の
建
議
に
つ
い
て
問
題
の
背
景
を
考
察
す
れ
ば
、
受
講
生
が
同
じ
高
等

学
校
と
職
業
訓
練
と
の
差
別
化
の
追
求
は
法
体
系
上
必
須
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
れ
は
国
会
で
も
要
望
さ
れ
た
〔
二
─
九
三
〕
「
学
校
教
育
と
の
、
重
複

を
避
け
る
」
こ
と
の
実
体
化
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
新
た
な
問
題
の
創
出
は
、
「
職
業
訓
練
法
」
審
議
室
長
で
あ
っ
た
渋

谷
に
、
そ
の
打
開
案
を
法
文
に
表
そ
う
と
呻
吟
さ
せ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
学
校

教
育
と
の
「
重
複
を
避
け
」
る
と
い
う
差
別
化
は
、
職
業
補
導
〔
四
─
二
─
一
〕
に

も
技
能
者
養
成
〔
四
─
三
─
二
〕
に
も
規
定
さ
れ
て
い
た
、
臨
時
職
業
訓
練
審
議
会
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の
答
申
〔
二
─
八
八
〕
に
も
あ
っ
た
「
知
識
」
を
「
職
業
訓
練
法
」
案
の
目
的
か
ら

削
除
し
て
、
「
必
要
な
技
能
を
習
得
さ
せ｣

る
こ
と
〔
四
─
五
─
一
〕
と
し
て
技
能
の

み
を
強
調
し
た
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
法
の
目
的
で
知
識
を
削
除
し
て
も
職
業
訓
練
の
総
て
か
ら

知
識
を
排
除
し
た
訳
で
は
な
く
、
基
準
に
は
規
定
し
て
い
た
〔
四
─
五
─
四
〕
が
、

職
業
訓
練
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
大
き
な
変
化
を
表
明
し
た
意
味
が
有
っ
た
。
た
だ
、

「
工
業
」
系
職
種
を
重
視
し
よ
う
と
し
た
「
職
業
訓
練
法
」
で
あ
れ
ば
「
知
識
」
の

目
的
か
ら
の
削
除
は
大
き
な
問
題
で
あ
っ
た
。

元
来
、
義
務
教
育
、
中
学
校
以
上
の
総
て
の
学
校
制
度
修
了
者
を
受
講
者
に
す
る

の
が
職
業
訓
練
で
あ
る
が
、
「
職
業
訓
練
法
」
を
準
備
し
た
渋
谷
も
こ
の
点
の
整
理

が
充
分
で
は
な
か
っ
た
。
い
や
、
職
業
訓
練
と
学
校
教
育
と
の
体
系
に
つ
い
て
は
職

業
安
定
局
は
既
に
表
し
て
い
た
〔
二
─
五
五
〕
が
、
「
職
業
訓
練
法
」
の
法
文
に
は

そ
の
ま
ま
に
は
規
定
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
渋
谷
が
『
解
説
』

に
記
し
た
体
系
図
で
は
労
働
者
、
監
督
者
及
び
管
理
者
の
区
分
を
学
歴
別
に
捉
え
て

お
り
、
多
様
な
夫
々
の
職
業
訓
練
の
実
施
時
期
が
分
か
り
づ
ら
い
。
公
共
職
業
訓
練

は
失
業
者
が
重
要
な
受
講
対
象
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
渋
谷
が
示
し
た
図
で
は
、
公

共
職
業
訓
練
は
中
学
校
卒
業
者
の
み
が
進
む
図
に
な
っ
て
い
る
。

失
業
者
に
は
学
歴
に
関
係
な
く
誰
も
が
な
り
得
る
し
、
現
に
高
学
歴
者
も
受
講
し

て
い
る
。
例
え
ば
「
知
識
階
級
労
働
者
の
職
業
補
導
」
〔
二
─
八
〕
と
は
簡
単
に
言

え
ば
大
卒
者
の
職
業
訓
練
で
あ
っ
た
。
今
日
で
も
、
訓
練
受
講
者
は
義
務
教
育
修
了

者
以
上
と
し
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
職
業
訓
練
と
学
校
と
の
差
別
化
の
た
め
、

「
知
識
」
を
忌
避
し
た
こ
と
は
「
職
業
訓
練
法
」
の
一
つ
の
大
き
な
新
た
な
問
題
と

な
っ
た
。

こ
の
様
な
こ
と
が
渋
谷
が
「
関
係
各
省
間
と
の
事
務
の
調
整
は
な
か
な
か
の
難
事

で
あ
っ
て
、
時
に
は
法
案
の
作
成
す
ら
絶
望
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
事
態
に
も
際
会

し
た
。
」
と
述
懐
し
て
い
る
背
景
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
学
校
教
育
と
の
重
複
を

避
け
」
る
規
定
は
職
業
訓
練
界
に
と
っ
て
は
極
め
て
困
難
な
課
題
で
あ
っ
た
。

職
業
訓
練
の
社
会
か
ら
の
認
識
の
問
題
は
科
学
技
術
庁
か
ら
「
職
業
訓
練
法
」
の

要
で
あ
る
技
能
検
定
に
疑
義
が
表
明
さ
れ
た
〔
二
─
八
七
〕
こ
と
に
も
現
れ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
わ
が
国
の
労
働
組
合
の
連
合
体
が
技
能
検
定
に
反
対
し
、
ひ

い
て
は
「
職
業
訓
練
法
」
制
定
の
反
対
に
も
連
な
る
こ
と
も
あ
り
、
極
め
て
煩
わ
し

い
問
題
で
あ
っ
た
。

ド
イ
ツ
の
よ
う
な
職
業
訓
練
制
度
を
意
識
し
な
が
ら
、
全
く
理
念
が
乖
離
し
て
い

る
下
で
、
職
業
訓
練
と
学
校
教
育
と
の
関
連
が
ド
イ
ツ
と
は
全
く
異
な
る
「
職
業
訓

練
法
」
が
整
備
さ
れ
た
と
言
え
る
。

た
だ
、
わ
が
国
の
労
働
組
合
が
職
業
訓
練
に
は
消
極
的
で
あ
っ
た
中
で
、
土
建
総

連
が
よ
り
積
極
的
な
法
案
を
要
望
し
た
（
昭

･

）
こ
と
が
、
例
外
と
し
て
注
目

33
2

さ
れ
る
。

一
方
の
技
能
者
養
成
を
担
当
す
る
行
政
側
も
、
「
技
能
訓
練
」
と
の
言
葉
（
昭
和

･

）
で"Training"

の
概
念
に
近
づ
い
て
い
た
。
と
は
言
え
、
技
能
者
養
成
審

26
6

議
会
は
当
初
は
単
独
法
の
制
定
を
主
張
し
て
い
た
〔
二
─
五
九
〕
。

類
似
の
要
請
は
日
本
商
工
会
議
所
も
生
産
性
向
上
の
た
め
に
要
望
（
昭

･
･

）

30
9
21

し
、
土
建
総
連
も
検
討
を
始
め
（
昭

･
･

）
、
続
い
て
全
国
共
同
技
能
者
養
成

31
10
22

協
議
会
が
単
独
法
を
要
請
し
た
（
昭

･
･

）
。
引
き
つ
づ
き
、
日
本
社
会
党
も

31
11
30

同
様
な
提
案
を
発
表
し
た
（
昭

･

）
。
そ
し
て
、
職
業
訓
練
審
議
室
が
設
置
さ

31
12

れ
（
昭

･
･

）
、
職
業
訓
練
の
体
系
化
が
示
さ
れ
る
〔
二
─
八
六
〕
。

32
1
17

こ
の
よ
う
に
、
政
策
と
し
て
「
職
業
訓
練
法
」
制
定
に
動
く
中
、
技
能
者
養
成
審

議
会
も
職
業
訓
練
に
つ
い
て
の
審
議
を
開
始
し
た
（
昭

年

月

日
）
。

32

12

4

そ
し
て
、
臨
時
職
業
訓
練
制
度
審
議
会
が
設
置
（
昭

･

・

）
さ
れ
、
「
職

32
8

27

業
訓
練
制
度
の
確
立
に
つ
い
て
」
〔
二
─
八
八
〕
の
答
申
と
な
り
「
職
業
訓
練
法
」

の
制
定
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
職
業
訓
練
法
」
は
、
渋
谷
が
述
べ
る
よ
う
に
技
能
者
不
足
に
対
処
す
る
こ
と
、

技
術
革
新
に
対
応
す
る
技
能
水
準
の
向
上
、
中
小
企
業
対
策
と
し
て
の
技
能
訓
練
の

強
化
と
い
う
三
つ
の
課
題
を
も
っ
て
検
討
・
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
と
学
校
制
度

と
の
関
係
に
つ
い
て
氏
が
解
説
し
た
図
は
そ
ぐ
わ
な
い
趣
が
あ
っ
た
が
、
職
業
訓
練

は
学
校
教
育
と
は
異
な
る
事
を
明
確
に
し
た
図
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

因
み
に
、
『
近
代
日
本
総
合
年
表
』
で
は
一
九
六
九
年(

昭

･
･
)

に
「
職
業

44
7
18

訓
練
法
公
布
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
昭
和

年
の
「
職
業
訓
練
法
」
を
廃
止
し

33

て
新
た
に
制
定
し
た
新
「
職
業
訓
練
法
」
で
あ
る
。
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補補
、、
職職
業業
訓訓
練練
のの
課課
題題

本
資
料
集
に
よ
り
、
職
業
訓
練
が
戦
後
復
興
に
果
た
し
た
意
義
と
伴
に
、
国
民
に

期
待
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
職
業
訓
練
を
受
講
し
て
の
感

謝
の
言
葉
が
今
日
の
ネ
ッ
ト
に
も
見
受
け
ら
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
今
日

で
は
職
業
訓
練
は
国
民
に
根
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
全
体
的
な
実
情
は
異
な
る
よ
う
だ
。
令
和

年

月

日
に
読
売
新
聞

4

10

7

オ
ン
ラ
イ
ン
が
紹
介
し
た
、
愛
媛
労
働
局
作
成
の
Ｐ
Ｒ
動
画
「
公
的
職
業
訓
練

知

っ
て
」
と
の
タ
イ
ト
ル
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
職
業
訓
練
は
国
民
全
体
に
は
滲
透

し
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
職
業
訓
練
を
受
講
し
た
人
た
ち
の

意
識
で
は
肯
定
的
で
は
あ
っ
て
も
、
一
般
的
に
は
受
容
的
で
は
無
く
、
寧
ろ
認
識
さ

れ
て
い
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。

職
業
訓
練
へ
の
国
民
の
無
関
心
が
醸
成
さ
れ
る
の
は
、
職
業
訓
練
が
理
解
困
難
な

た
め
で
あ
ろ
う
。
簡
単
に
言
え
ば
、
職
業
訓
練
と
は
学
校
を
終
え
た
人
（
新
規
学
校

卒
業
者
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
在
職
者
も
離
転
職
者
、
失
業
者
も
含
む
総
て

の
人
で
あ
る
）
が
仕
事
に
関
し
て
学
ぶ
制
度
で
あ
る
が
、
こ
の
単
純
な
事
が
、
名
称

を
は
じ
め
職
業
訓
練
の
対
象
者
や
受
講
条
件
等
に
よ
り
〝
複
雑
怪
奇
〟
の
印
象
を
与

え
て
い
る
た
め
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
国
民
の
職
業
訓
練
へ
の
疑
心
と
い
う
観
念
を
溶
解
で
き
る
よ
う
に
、

本
資
料
集
は
戦
後
の
此
の
時
期
の
職
業
訓
練
の
実
情
を
俯
瞰
的
、
総
合
的
に
分
析
で

き
る
こ
れ
ま
で
に
無
い
史
資
料
を
提
供
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
社
会

学
、
経
済
学
、
そ
し
て
教
育
学
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
、
そ
れ
ら
の
学
問
の
補
完
的

な
職
業
訓
練
で
は
な
く
、
働
く
人
の
、
あ
る
い
は
働
く
こ
と
を
希
望
す
る
人
の
生
き

る
こ
と
、
働
く
こ
と
、
そ
し
て
学
ぶ
こ
と
を
三
位
一
体
的
に
捉
え
る
職
業
訓
練
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
で
き
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
端

的
に
言
え
ば
、
職
業
訓
練
の
戦
後
日
本
史
に
於
け
る
位
置
づ
け
で
あ
り
、
そ
の
意
義

を
再
検
討
で
き
る
資
料
集
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

そ
の
先
に
、
佐
々
木
教
授
が
構
想
し
た
「
職
業
訓
練
学
」
形
成
の
研
究
が
進
む
も

の
と
言
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
『
労
働
課
便
覧
』
に
お
い
て
、
職
業
訓

練
が
労
働
、
教
育
に
関
す
る
国
民
の
権
利
を
完
結
す
る
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と
に
通

じ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
岩
手
県
が
〝
労
働
文
化
〟
と
し
て
職
業

補
導
が
起
点
に
あ
る
と
し
た
こ
と
に
止
ま
ら
ず
、
職
業
訓
練
の
論
が
文
化
の
一
領
域

と
し
て
確
立
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
様
な
課
題
に
応
え
る
素
材
を
本
資
料
集
は
包
含
し
得
て
い
る
と
確
信
す
る
も

の
で
あ
る
。
各
位
の
ご
活
用
と
伴
に
、
ご
講
評
を
お
願
い
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

参参
考考
文文
献献
（
凡
例
の
出
典
文
献
に
掲
げ
て
い
な
い
文
献
）
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業
訓
練
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全
体
に
は
滲
透
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よ
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あ
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の
こ
と
は
、
職
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訓
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般
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の
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と
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と
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だ
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失
業
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も
含
む
総
て

の
人
で
あ
る
）
が
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に
関
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で
あ
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が
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こ
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進
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、
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県
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働
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と
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た
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、
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と
し
て
確
立
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
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に
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る
と
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。
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る
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出
版
、
昭
和

年
。

62

○
隅
谷
三
喜
男
・
古
賀
比
呂
志
編
『
職
業
訓
練
発
展
史
（
戦
後
編
）
』
、
日
本
労
働

協
会
、
昭
和

年
。

53

○
田
中
萬
年
『
職
業
訓
練
原
理
』
、
職
業
訓
練
教
材
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年
。

○
田
中
萬
年
『
働
く
た
め
の
学
習
』
、
学
文
社
、
二
〇
〇
七
年
。

○
田
中
萬
年
『
「
職
業
教
育｣

は
な
ぜ
根
づ
か
な
い
の
か
』
、
明
石
書
店
、
二
〇
一
三

年
。

○
田
中
萬
年
「
混
迷
の
戦
後
職
業
訓
練
法
制
」
、
『
龍
谷
法
学
』
第

巻
第

号
、

51

3

龍
谷
大
学
法
学
会
、
二
〇
一
九
年
。

○
田
中
萬
年
「"Education"

は
『
教
育
』
に
非
ず
！
」
、
語
彙
・
辞
書
研
究
会
第
63

回
研
究
発
表
会
資
料
集
、
二
〇
二
三
年
。

○
村
上
有
慶
『
技
能
連
携
制
度
の
研
究
』
職
業
訓
練
大
学
校
調
査
研
究
資
料
第
７
号
、

昭
和

年
度
。

47
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目目
次次

第第
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編編

ＧＧ
ＨＨ
ＱＱ
勧勧
告告
・・
「「
日日
本本
国国
憲憲
法法
」」
関関
連連
資資
料料
編編

…
…
…
…
…
…

1

一
─
一

五
大
改
革
を
指
令
（
マ
ッ
カ
─
サ
─
、
幣
原
首
相
に
）

一
─
二

第
一
次
案
（
憲
法
研
究
会
）

一
─
三

職
業
政
策
ニ
関
ス
ル
件

一
─
四

第
二
次
案
（
憲
法
研
究
会
）

一
─
五

第
三
次
案
（
憲
法
研
究
会
）

一
─
六

憲
法
草
案
要
綱
（
憲
法
研
究
会
）

一
─
七

憲
法
改
正
案
（
政
府
乙
案
）

一
─
八

CO
N
STITU

IO
N
O
F
JAPAN

（
マ
ッ
カ
─
サ
─
草
案
）

一
─
九

マ
ッ
カ
─
サ
─
草
案
政
府
訳

一
─
一
〇

憲
法
改
正
草
案
要
綱

一
─
一
一

米
国
教
育
使
節
団
報
告
書

一
─
一
二

憲
法
改
正
草
案

一
─
一
三

日
本
公
共
事
業
計
画
原
則

一
─
一
四

帝
国
憲
法
改
正
案

一
─
一
五

労
働
諮
問
委
員
会
最
終
報
告
書

一
─
一
六

日
本
国
憲
法

一
─
一
七

FAN
D
AM

EN
TAL

LAW
O
F
ED
U
CATIO

N

（
「
教
育
基
本
法
」
Ｇ
Ｈ
Ｑ
訳
）

一
─
一
八

日
本
職
業
紹
介
制
度
に
対
す
る
労
働
諮
問
委
員
会
の
勧
告

一
─
一
九

職
業
安
定
法
国
会
通
過
に
際
し
て
の
声
明

一
─
二
〇

労
使
協
議
会
雇
用
部
会

一
─
二
一

Labor
D
ivision

M
anual

（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
『
労
働
課
便
覧
』
）

一
─
二
二

一
九
五
〇
年
に
お
け
る
日
本
の
労
働
情
勢
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
労
働
課
長
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
報
告
）

第第
ⅡⅡ
編編

閣閣
議議
・・
次次
官官
会会
議議
決決
定定
、、
審審
議議
会会
答答
申申
、、
民民
間間
団団
体体
建建
議議
編編

…

33

二
─
一

厚
生
大
臣
要
望
事
項

二
─
二

失
業
対
策
ト
シ
テ
急
速
措
置
ス
ベ
キ
事
項
ニ
関
ス
ル
意
見

二
─
三

緊
急
就
業
対
策
要
綱

二
─
四

人
口
と
失
業
対
策
に
つ
い
て

二
─
五

定
着
地
ニ
於
ケ
ル
海
外
引
揚
者
援
護
要
綱

二
─
六

定
着
地
に
於
け
る
海
外
引
揚
者
援
護
要
綱
時
間
会
議
決
定
に
関
す
る
件

二
─
七

公
共
事
業
の
実
施
に
関
す
る
件
（
次
官
会
議
）

二
─
八

知
識
階
級
失
業
者
救
済
の
た
め
の
具
体
的
方
策

二
─
九

公
共
事
業
実
施
に
関
す
る
件
（
閣
議
）

二
─
一
〇

労
働
条
件
の
基
準
に
関
す
る
法
律
案

二
─
一
一

公
共
事
業
処
理
要
綱

二
─
一
二

失
業
対
策
の
概
要

二
─
一
三

職
業
補
導
施
設
費
補
助

二
─
一
四

公
共
事
業
に
失
業
者
を
優
先
雇
傭
す
る
の
件

二
─
一
五

労
働
基
準
法
の
説
明

二
─
一
六

労
働
基
準
法
の
説
明

二
─
一
七

中
小
工
業
振
興
大
作
要
綱
に
対
す
る
意
見
」

二
─
一
八

経
済
緊
急
対
策

二
─
一
九

労
働
省
設
置
要
領

二
─
二
〇

職
業
補
導
施
設
の
拡
充
に
関
す
る
事
項

二
─
二
一

各
種
工
業
に
於
け
る
見
習
い
工
教
育
計
画
基
準
案

二
─
二
二

職
業
安
定
法
の
提
案
理
由

二
─
二
三

労
働
者
に
対
す
る
社
会
教
育
に
つ
い
て

二
─
二
四

国
際
労
働
機
関
へ
の
復
帰
に
つ
い
て

二
─
二
五

国
際
労
働
機
関
へ
の
復
帰
に
つ
い
て

二
─
二
六

生
産
的
職
場
開
発
に
よ
る
雇
用
拡
大
並
び
に
技
能
再
訓
練
等
に
よ
る
失
業
緩
和
方
策

二
─
二
七

目
下
予
想
さ
れ
る
失
業
情
勢
に
対
処
す
べ
き
失
業
対
策
に
関
す
る
答
申

二
─
二
八

現
下
の
失
業
情
勢
に
対
処
す
べ
き
失
業
対
策
に
関
す
る
件

二
─
二
九

行
政
整
理
及
び
失
業
対
策
に
つ
い
て
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二
─
三
〇

行
政
整
理
に
よ
る
離
職
者
に
対
す
る
失
業
対
策

二
─
三
一

職
業
教
育
振
興
方
策

二
─
三
二

失
業
対
策
と
し
て
と
る
べ
き
当
面
の
方
策
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る

二
─
三
三

答
申
第
一
号
（
失
業
対
策
審
議
会
）

二
─
三
四

建
議(

中
央
職
業
安
定
審
議
会)

二
─
三
五

失
業
対
策
に
関
す
る
意
見
（
日
経
連
）

二
─
三
六

職
業
補
導
事
業
の
拡
充

二
─
三
七

新
労
務
管
理
に
関
す
る
見
解

二
─
三
八

答
申
第
二
号
（
失
業
対
策
審
議
会
）

二
─
三
九

職
業
教
育
法
の
制
定
方
要
望

二
─
四
〇

化
成
関
係
技
能
職
種
追
加
指
定
に
つ
い
て

二
─
四
一

地
方
別
業
種
別
経
営
者
団
体
の
労
働
関
係
法
令
改
正
意
見

二
─
四
二

労
働
関
係
法
令
の
再
検
討

二
─
四
三

行
政
の
改
革
に
関
す
る
件

二
─
四
四

労
働
基
準
法
改
正
に
つ
い
て

二
─
四
五

労
働
基
準
行
政
に
関
す
る
業
界
の
実
情
並
び
に
意
見
調
査

二
─
四
六

経
済
興
隆
策
を
中
心
と
す
る
職
業
補
導
事
業
の
転
換

二
─
四
七

技
能
行
政
の
運
営
に
つ
い
て

二
─
四
八

技
能
者
養
成
制
度
改
正
に
関
す
る
意
見

二
─
四
九

技
能
行
政
運
営
上
の
各
問
題
点
の
審
議
事
項

二
─
五
〇

経
営
者
団
体
の
行
政
官
庁
へ
技
能
者
養
成
制
度
に
関
し
て
意
見
具
申

二
─
五
一

労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
─
五
二

身
体
障
害
者
職
業
更
生
援
護
対
策
要
綱

二
─
五
三

技
能
行
政
の
運
営
に
つ
い
て

二
─
五
四

官
庁
公
共
企
業
体
地
方
公
共
団
体
等
に
お
け
る
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
に
関
す
る
件

二
─
五
五

国
際
労
働
機
関
主
催
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
公
務
員
の
職
業
訓
練
講
習
会
に
関
す
る

説
明

二
─
五
六

労
働
基
準
法
改
正
意
見
書

二
─
五
七

職
業
訓
練
の
現
況
と
問
題
点

二
─
五
八

技
能
者
養
成
規
程
改
正
案
要
綱

二
─
五
九

技
能
者
養
成
規
程
改
正
に
関
す
る
答
申

二
─
六
〇

公
共
事
業
に
よ
る
失
業
者
吸
収
措
置
の
強
化
に
つ
い
て

二
─
六
一

当
面
の
雇
用
、
失
業
対
策
に
関
す
る
意
見
書

二
─
六
二

炭
鉱
失
業
者
緊
急
対
策
と
し
て
の
鉱
害
復
旧
事
業
の
繰
り
上
げ
追
加
施
行
に
つ
い
て

二
─
六
三

孤
児
・
母
子
家
庭
児
童
等
の
就
職
援
護
に
関
す
る
実
施
対
策
要
綱

二
─
六
四

技
能
者
共
同
養
成
機
関
の
助
成
方
に
関
す
る
要
望

二
─
六
五

技
能
者
養
成
教
育
の
振
興
に
関
す
る
意
見

二
─
六
六

技
能
者
養
成
機
関
の
助
成
に
関
す
る
要
望

二
─
六
七

答
申
第
四
号
（
失
業
対
策
審
議
会
）

二
─
六
八

石
炭
鉱
業
の
合
理
化
に
伴
う
失
業
対
策
に
つ
い
て

二
─
六
九

特
需
等
対
策
連
絡
会
議
の
設
置
に
つ
い
て

二
─
七
〇

経
済
自
立
五
ケ
年
計
画

二
─
七
一

定
時
制
高
等
学
校
に
学
ぶ
働
く
青
少
年
の
教
育
保
護
福
祉
対
策
要
綱

二
─
七
二

特
需
の
減
少
及
び
駐
留
軍
、
国
連
軍
の
引
揚
に
伴
う
対
策
に
つ
い
て

二
─
七
三

国
連
軍
引
揚
に
伴
う
対
策
に
つ
い
て
（
呉
地
区
）

二
─
七
四

石
炭
鉱
業
の
合
理
化
に
伴
う
失
業
対
策
に
つ
い
て

二
─
七
五

身
体
障
害
者
の
職
業
更
生
に
関
す
る
意
見

二
─
七
六

新
時
代
の
要
請
に
対
応
す
る
技
術
教
育
に
関
す
る
意
見

二
─
七
七

答
申
第
六
号
（
失
業
対
策
審
議
会
）

二
─
七
八

技
能
者
養
成
振
興
に
関
す
る
意
見

二
─
七
九

石
炭
鉱
業
、
塩
素
、
国
連
軍
関
係
失
業
者
多
発
地
域
対
策
に
つ
い
て

二
─
八
〇

失
業
者
多
発
地
域
対
策
に
つ
い
て

二
─
八
一

勤
労
青
少
年
教
育
対
策
要
綱

二
─
八
二

港
湾
労
働
対
策
に
関
す
る
意
見

二
─
八
三

技
能
教
育
国
内
使
節
団
報
告
書

二
─
八
四

最
近
の
産
業
経
済
及
び
雇
用
の
情
勢
に
対
処
す
る
職
業
訓
練
制
度
の
確
立
に
つ
い
て

二
─
八
五

駐
留
軍
撤
退
に
伴
う
離
職
者
の
対
策
に
つ
い
て

二
─
八
六

職
業
訓
練
の
現
況
と
問
題
点

二
─
八
七

職
業
訓
練
要
綱
案
に
対
す
る
意
見

二
─
八
八

第
一
号
答
申
（
雇
用
審
議
会
）
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二
─
三
〇

行
政
整
理
に
よ
る
離
職
者
に
対
す
る
失
業
対
策

二
─
三
一

職
業
教
育
振
興
方
策

二
─
三
二

失
業
対
策
と
し
て
と
る
べ
き
当
面
の
方
策
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る

二
─
三
三

答
申
第
一
号
（
失
業
対
策
審
議
会
）

二
─
三
四

建
議(
中
央
職
業
安
定
審
議
会)

二
─
三
五

失
業
対
策
に
関
す
る
意
見
（
日
経
連
）

二
─
三
六

職
業
補
導
事
業
の
拡
充

二
─
三
七

新
労
務
管
理
に
関
す
る
見
解

二
─
三
八

答
申
第
二
号
（
失
業
対
策
審
議
会
）

二
─
三
九

職
業
教
育
法
の
制
定
方
要
望

二
─
四
〇

化
成
関
係
技
能
職
種
追
加
指
定
に
つ
い
て

二
─
四
一

地
方
別
業
種
別
経
営
者
団
体
の
労
働
関
係
法
令
改
正
意
見

二
─
四
二

労
働
関
係
法
令
の
再
検
討

二
─
四
三

行
政
の
改
革
に
関
す
る
件

二
─
四
四

労
働
基
準
法
改
正
に
つ
い
て

二
─
四
五

労
働
基
準
行
政
に
関
す
る
業
界
の
実
情
並
び
に
意
見
調
査

二
─
四
六

経
済
興
隆
策
を
中
心
と
す
る
職
業
補
導
事
業
の
転
換

二
─
四
七

技
能
行
政
の
運
営
に
つ
い
て

二
─
四
八

技
能
者
養
成
制
度
改
正
に
関
す
る
意
見

二
─
四
九

技
能
行
政
運
営
上
の
各
問
題
点
の
審
議
事
項

二
─
五
〇

経
営
者
団
体
の
行
政
官
庁
へ
技
能
者
養
成
制
度
に
関
し
て
意
見
具
申

二
─
五
一

労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

二
─
五
二

身
体
障
害
者
職
業
更
生
援
護
対
策
要
綱

二
─
五
三

技
能
行
政
の
運
営
に
つ
い
て

二
─
五
四

官
庁
公
共
企
業
体
地
方
公
共
団
体
等
に
お
け
る
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
に
関
す
る
件

二
─
五
五

国
際
労
働
機
関
主
催
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
公
務
員
の
職
業
訓
練
講
習
会
に
関
す
る

説
明

二
─
五
六

労
働
基
準
法
改
正
意
見
書

二
─
五
七

職
業
訓
練
の
現
況
と
問
題
点

二
─
五
八

技
能
者
養
成
規
程
改
正
案
要
綱

二
─
五
九

技
能
者
養
成
規
程
改
正
に
関
す
る
答
申

二
─
六
〇

公
共
事
業
に
よ
る
失
業
者
吸
収
措
置
の
強
化
に
つ
い
て

二
─
六
一

当
面
の
雇
用
、
失
業
対
策
に
関
す
る
意
見
書

二
─
六
二

炭
鉱
失
業
者
緊
急
対
策
と
し
て
の
鉱
害
復
旧
事
業
の
繰
り
上
げ
追
加
施
行
に
つ
い
て

二
─
六
三

孤
児
・
母
子
家
庭
児
童
等
の
就
職
援
護
に
関
す
る
実
施
対
策
要
綱

二
─
六
四

技
能
者
共
同
養
成
機
関
の
助
成
方
に
関
す
る
要
望

二
─
六
五

技
能
者
養
成
教
育
の
振
興
に
関
す
る
意
見

二
─
六
六

技
能
者
養
成
機
関
の
助
成
に
関
す
る
要
望

二
─
六
七

答
申
第
四
号
（
失
業
対
策
審
議
会
）

二
─
六
八

石
炭
鉱
業
の
合
理
化
に
伴
う
失
業
対
策
に
つ
い
て

二
─
六
九

特
需
等
対
策
連
絡
会
議
の
設
置
に
つ
い
て

二
─
七
〇

経
済
自
立
五
ケ
年
計
画

二
─
七
一

定
時
制
高
等
学
校
に
学
ぶ
働
く
青
少
年
の
教
育
保
護
福
祉
対
策
要
綱

二
─
七
二

特
需
の
減
少
及
び
駐
留
軍
、
国
連
軍
の
引
揚
に
伴
う
対
策
に
つ
い
て

二
─
七
三

国
連
軍
引
揚
に
伴
う
対
策
に
つ
い
て
（
呉
地
区
）

二
─
七
四

石
炭
鉱
業
の
合
理
化
に
伴
う
失
業
対
策
に
つ
い
て

二
─
七
五

身
体
障
害
者
の
職
業
更
生
に
関
す
る
意
見

二
─
七
六

新
時
代
の
要
請
に
対
応
す
る
技
術
教
育
に
関
す
る
意
見

二
─
七
七

答
申
第
六
号
（
失
業
対
策
審
議
会
）

二
─
七
八

技
能
者
養
成
振
興
に
関
す
る
意
見

二
─
七
九

石
炭
鉱
業
、
塩
素
、
国
連
軍
関
係
失
業
者
多
発
地
域
対
策
に
つ
い
て

二
─
八
〇

失
業
者
多
発
地
域
対
策
に
つ
い
て

二
─
八
一

勤
労
青
少
年
教
育
対
策
要
綱

二
─
八
二

港
湾
労
働
対
策
に
関
す
る
意
見

二
─
八
三

技
能
教
育
国
内
使
節
団
報
告
書

二
─
八
四

最
近
の
産
業
経
済
及
び
雇
用
の
情
勢
に
対
処
す
る
職
業
訓
練
制
度
の
確
立
に
つ
い
て

二
─
八
五

駐
留
軍
撤
退
に
伴
う
離
職
者
の
対
策
に
つ
い
て

二
─
八
六

職
業
訓
練
の
現
況
と
問
題
点

二
─
八
七

職
業
訓
練
要
綱
案
に
対
す
る
意
見

二
─
八
八

第
一
号
答
申
（
雇
用
審
議
会
）
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二
─
八
九

職
業
訓
練
制
度
の
確
立
に
つ
い
て

二
─
九
〇

職
業
訓
練
法
案
提
案
理
由

二
─
九
一

職
業
訓
練
法
衆
議
院
修
正
事
項

二
─
九
二
・
二
─
九
四

失
業
者
多
発
地
域
対
策
に
つ
い
て

二
─
九
三

職
業
訓
練
法
参
議
院
附
帯
決
議

二
─
九
五

勤
労
青
少
年
教
育
の
振
興
方
策
に
つ
い
て

二
─
九
六

「
駐
留
軍
撤
退
に
伴
う
離
職
者
の
対
策
に
つ
い
て
」
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て

第第
ⅢⅢ
編編

行行
政政
組組
織織
編編

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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三
─
一

厚
生
省
分
課
規
程
中
改
正

三
─
二

厚
生
省
官
制
中
改
正

三
─
三

厚
生
省
分
課
規
程
中
改
正

三
─
四

失
業
対
策
委
員
会
官
制

三
─
五

職
業
補
導
所
ノ
名
称
及
位
置

三
─
六

厚
生
省
分
課
規
程
中
改
正

三
─
七

労
働
省
設
置
要
領

三
─
八

厚
生
省
分
課
規
程
中
改
正

三
─
九

厚
生
省
分
課
規
程
中
改
正

三
─
一
〇

厚
生
省
分
課
規
程
中
改
正

三
─
一
一

公
共
職
業
安
定
所
官
制

三
─
一
二

厚
生
省
分
課
規
程
中
改
正

三
─
一
三

厚
生
省
官
制
中
改
正

三
─
一
四

都
道
府
県
労
働
基
準
局
管
制

三
─
一
五

厚
生
省
分
課
規
程
中
改
正

三
─
一
六

労
働
省
設
置
準
備
委
員
会
規
程

三
─
一
七

労
働
省
設
置
法

三
─
一
八

労
働
省
設
置
法
施
行
令

三
─
一
九

労
働
基
準
監
督
機
関
官
制

三
─
二
〇

労
働
省
分
課
規
程

三
─
二
一

労
働
者
教
育
諮
問
委
員
会
設
置
要
綱

三
─
二
二

厚
生
省
分
課
規
程
中
改
正

三
─
二
三

技
能
者
養
成
委
員
会
官
制

三
─
二
四

労
働
省
分
課
規
程
中
改
正

三
─
二
五

労
働
省
設
置
法
施
行
令

三
─
二
六

職
業
安
定
組
織
に
お
け
る
監
察
に
関
す
る
件

三
─
二
七

厚
生
省
分
課
規
程
中
改
正

三
─
二
八

労
働
省
分
課
規
程
中
改
正

三
─
二
九

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
設
置

三
─
三
〇

職
業
安
定
連
絡
委
員
会
令

三
─
三
一

労
働
省
設
置
法
改
正

三
─
三
二

労
働
教
育
審
議
会
令

三
─
三
三

労
働
省
設
置
に
伴
う
関
係
省
庁
の
整
理
に
関
す
る
省
令

三
─
三
四

労
働
省
組
織
規
程

三
─
三
五

労
働
省
組
織
規
程
中
改
正

三
─
三
六

労
働
者
教
育
審
議
会
令

三
─
三
七

労
働
省
組
織
規
程
中
改
正

三
─
三
八

労
働
省
設
置
法
一
部
改
正

三
─
三
九

労
働
省
組
織
規
程
中
改
正

三
─
四
〇

失
業
対
策
審
議
会
令

三
─
四
一

公
共
職
業
補
導
所
設
置
（
兵
庫
）

三
─
四
二

労
働
省
組
織
規
程
中
改
正

三
─
四
三

労
働
省
設
置
法
改
正

三
─
四
四

労
働
省
組
織
令

三
─
四
五

労
働
省
組
織
規
程

三
─
四
六

総
合
職
業
補
導
所
を
設
置
（
啓
成
会
）

三
─
四
七

共
同
作
業
所
の
設
置

三
─
四
八

労
働
省
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

三
─
四
九

総
合
職
業
補
導
所
、
共
同
作
業
所
の
設
置

三
─
五
〇

失
業
保
険
施
設
設
置
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

三
─
五
一

労
働
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
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三
─
五
二

失
業
保
険
法
中
改
正

三
─
五
三

失
業
保
険
福
祉
施
設
の
設
置

三
─
五
四

労
働
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

三
─
五
五

労
働
福
祉
事
業
団
法

三
─
五
六

労
働
福
祉
事
業
団
法
に
基
く
非
常
勤
職
員
の
指
定
に
関
し
決
定

三
─
五
七

労
働
福
祉
事
業
団
法
施
行
令

三
─
五
八

労
働
福
祉
事
業
団
監
理
官
監
督
規
程

三
─
五
九

労
働
福
祉
事
業
団
が
管
理
す
る
福
祉
施
設
を
定
め
る
件

三
─
六
〇

労
働
福
祉
事
業
団
が
管
理
す
る
失
業
保
険
施
設
を
定
め
る
政
令
中
改
正

三
─
六
一

労
働
福
祉
事
業
団
が
管
理
す
る
失
業
保
険
施
設
を
定
め
る
政
令
中
改
正

三
─
六
二

労
働
省
設
置
法
一
部
改
正

三
─
六
三

労
働
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

三
─
六
四

労
働
省
組
織
規
程
中
改
正

三
─
六
五

労
働
福
祉
事
業
団
法
施
行
規
則
一
部
改
正

第第
ⅣⅣ
編編

法法
令令
編編

ⅣⅣ
１１
部部

一一
般般
労労
務務
・・
職職
業業
指指
導導
関関
係係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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四
─
一
─
一

勤
労
配
置
規
則

四
─
一
─
二

職
業
紹
介
業
務
規
程

四
─
一
─
三

現
下
ノ
経
済
危
機
ニ
対
処
シ
就
業
対
策
ニ
付
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
講
ゼ
ン
ト
ス
ル
ニ

際
シ
健
全
ナ
ル
職
業
ノ
確
保
ニ
万
遺
憾
ナ
キ
ヲ
期
待
方

四
─
一
─
四

教
育
基
本
法

四
─
一
─
五

労
働
省
新
設
に
伴
う
訓
令

四
─
一
─
六

女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則

四
─
一
─
七

失
業
保
険
特
別
会
計
法

四
─
一
─
八

職
業
紹
介
法
施
行
令
等
を
廃
止
す
る
政
令

四
─
一
─
九

職
業
安
定
法
施
行
規
則
中
改
正

四
─
一
─
一
〇

身
体
障
害
者
福
祉
法

四
─
一
─
一
一

労
働
基
準
監
察
監
督
官
規
程
中
改
正

四
─
一
─
一
二

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

四
─
一
─
一
三

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

四
─
一
─
一
四

失
業
保
険
法
一
部
改
正

四
─
一
─
一
五

学
校
教
育
法
の
一
部
改
正

ⅣⅣ
２２
部部

公公
共共
職職
業業
補補
導導
関関
係係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

213

四
─
二
─
一

職
業
安
定
法

四
─
二
─
二

職
業
安
定
法
施
行
規
則

四
─
二
─
三

職
業
安
定
法
中
改
正

四
─
二
─
四

職
業
安
定
法
一
部
改
正

四
─
二
─
五

職
業
安
定
法
施
行
規
則
一
部
改
正

ⅣⅣ
３３
部部

技技
能能
者者
養養
成成
関関
係係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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四
─
三
─
一

労
働
基
準
法

四
─
三
─
二

技
能
者
養
成
規
程

四
─
三
─
三

技
能
者
養
成
規
程
中
改
正

四
─
三
─
四

技
能
者
養
成
規
程
に
基
き
教
習
事
項
に
関
す
る
件

四
─
三
─
五

技
能
者
養
成
規
程
中
改
正

四
─
三
─
七

技
能
者
養
成
規
程
中
改
正

四
─
三
─
八

技
能
者
養
成
規
程
第
一
三
条
の
規
定
に
基
く
教
習
事
項
に
関
す
る
件
中
改
正

四
─
三
─
九

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
中
改
正

四
─
三
─
一
〇

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
の
手
数
料
に
関
す
る
件
中
改
正

四
─
三
─
一
一

技
能
養
成
指
導
官
規
程

四
─
三
─
一
二

技
能
者
養
成
規
程
中
改
正

四
─
三
─
一
三

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
中
改
正

四
─
三
─
一
四

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
認
定
基
準

四
─
三
─
一
五

技
能
者
養
成
規
程
に
基
づ
き
、
教
習
事
項
の
基
準

四
─
三
─
一
六

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則

四
─
三
─
一
七

教
習
事
項
の
一
部
改
正

四
─
三
─
一
八

労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
─
三
─
一
九

技
能
者
養
成
規
程
中
改
正

四
─
三
─
二
〇

技
能
習
得
者
の
技
能
検
定
の
方
法
に
関
す
る
規
則
（
案
）
、
技
能
習
得
者
技
能

検
定
実
施
要
綱
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三
─
五
二

失
業
保
険
法
中
改
正

三
─
五
三

失
業
保
険
福
祉
施
設
の
設
置

三
─
五
四

労
働
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

三
─
五
五

労
働
福
祉
事
業
団
法

三
─
五
六

労
働
福
祉
事
業
団
法
に
基
く
非
常
勤
職
員
の
指
定
に
関
し
決
定

三
─
五
七

労
働
福
祉
事
業
団
法
施
行
令

三
─
五
八

労
働
福
祉
事
業
団
監
理
官
監
督
規
程

三
─
五
九

労
働
福
祉
事
業
団
が
管
理
す
る
福
祉
施
設
を
定
め
る
件

三
─
六
〇

労
働
福
祉
事
業
団
が
管
理
す
る
失
業
保
険
施
設
を
定
め
る
政
令
中
改
正

三
─
六
一

労
働
福
祉
事
業
団
が
管
理
す
る
失
業
保
険
施
設
を
定
め
る
政
令
中
改
正

三
─
六
二

労
働
省
設
置
法
一
部
改
正

三
─
六
三

労
働
省
組
織
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

三
─
六
四

労
働
省
組
織
規
程
中
改
正

三
─
六
五

労
働
福
祉
事
業
団
法
施
行
規
則
一
部
改
正

第第
ⅣⅣ
編編

法法
令令
編編

ⅣⅣ
１１
部部

一一
般般
労労
務務
・・
職職
業業
指指
導導
関関
係係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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四
─
一
─
一

勤
労
配
置
規
則

四
─
一
─
二

職
業
紹
介
業
務
規
程

四
─
一
─
三

現
下
ノ
経
済
危
機
ニ
対
処
シ
就
業
対
策
ニ
付
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
講
ゼ
ン
ト
ス
ル
ニ

際
シ
健
全
ナ
ル
職
業
ノ
確
保
ニ
万
遺
憾
ナ
キ
ヲ
期
待
方

四
─
一
─
四

教
育
基
本
法

四
─
一
─
五

労
働
省
新
設
に
伴
う
訓
令

四
─
一
─
六

女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則

四
─
一
─
七

失
業
保
険
特
別
会
計
法

四
─
一
─
八

職
業
紹
介
法
施
行
令
等
を
廃
止
す
る
政
令

四
─
一
─
九

職
業
安
定
法
施
行
規
則
中
改
正

四
─
一
─
一
〇

身
体
障
害
者
福
祉
法

四
─
一
─
一
一

労
働
基
準
監
察
監
督
官
規
程
中
改
正

四
─
一
─
一
二

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

四
─
一
─
一
三

職
業
安
定
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正

四
─
一
─
一
四

失
業
保
険
法
一
部
改
正

四
─
一
─
一
五

学
校
教
育
法
の
一
部
改
正

ⅣⅣ
２２
部部

公公
共共
職職
業業
補補
導導
関関
係係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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四
─
二
─
一

職
業
安
定
法

四
─
二
─
二

職
業
安
定
法
施
行
規
則

四
─
二
─
三

職
業
安
定
法
中
改
正

四
─
二
─
四

職
業
安
定
法
一
部
改
正

四
─
二
─
五

職
業
安
定
法
施
行
規
則
一
部
改
正

ⅣⅣ
３３
部部

技技
能能
者者
養養
成成
関関
係係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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─
一
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働
基
準
法

四
─
三
─
二

技
能
者
養
成
規
程

四
─
三
─
三

技
能
者
養
成
規
程
中
改
正

四
─
三
─
四

技
能
者
養
成
規
程
に
基
き
教
習
事
項
に
関
す
る
件

四
─
三
─
五

技
能
者
養
成
規
程
中
改
正

四
─
三
─
七

技
能
者
養
成
規
程
中
改
正

四
─
三
─
八

技
能
者
養
成
規
程
第
一
三
条
の
規
定
に
基
く
教
習
事
項
に
関
す
る
件
中
改
正

四
─
三
─
九

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
中
改
正

四
─
三
─
一
〇

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
の
手
数
料
に
関
す
る
件
中
改
正

四
─
三
─
一
一

技
能
養
成
指
導
官
規
程

四
─
三
─
一
二

技
能
者
養
成
規
程
中
改
正

四
─
三
─
一
三

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
中
改
正

四
─
三
─
一
四

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
認
定
基
準

四
─
三
─
一
五

技
能
者
養
成
規
程
に
基
づ
き
、
教
習
事
項
の
基
準

四
─
三
─
一
六

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則

四
─
三
─
一
七

教
習
事
項
の
一
部
改
正

四
─
三
─
一
八

労
働
基
準
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

四
─
三
─
一
九

技
能
者
養
成
規
程
中
改
正

四
─
三
─
二
〇

技
能
習
得
者
の
技
能
検
定
の
方
法
に
関
す
る
規
則
（
案
）
、
技
能
習
得
者
技
能

検
定
実
施
要
綱
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四
─
三
─
二
一

技
能
者
養
成
規
程
中
改
正

四
─
三
─
二
二

技
能
者
養
成
規
程
第
一
三
条
の
規
定
に
基
く
教
習
事
項
に
関
す
る
件
中
改
正

四
─
三
─
二
三

技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
交
付
規
程

四
─
三
─
二
四

技
能
者
養
成
規
程
の
全
部
改
正

四
─
三
─
二
五

技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
証
の
交
付
及
び
再
交
付
並
び
に
技
能
者
養
成
指
導
員

の
検
定
の
手
数
料
に
関
す
る
省
令

四
─
三
─
二
六

技
能
者
養
成
規
程
第
一
四
条
の
規
定
に
基
き
、
教
習
事
項
の
基
準
を
定
め
る
件

四
─
三
─
二
七

技
能
者
養
成
指
導
員
の
検
定
の
学
科
及
び
実
技
の
規
程

四
─
三
─
二
八

技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
交
付
規
程
改
正

四
─
三
─
二
九

技
能
者
養
成
規
程
の
施
設
の
指
定

四
─
三
─
三
〇

労
働
基
準
法
一
部
改
正

ⅣⅣ
４４
部部

監監
督督
者者
訓訓
練練
関関
係係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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四
─
四
─
一

職
場
補
導
員
規
程

四
─
四
─
二

職
業
安
定
法
施
行
規
則
中
改
正

四
─
四
─
三

職
業
安
定
法
施
行
規
則
中
改
正

四
─
四
─
四

職
業
安
定
法
施
行
規
則
中
改
正

ⅣⅣ
５５
部部

「「
職職
業業
訓訓
練練
法法
」」
関関
係係

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

304

四
─
五
─
一

職
業
訓
練
法

四
─
五
─
二

職
業
訓
練
法
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令

四
─
五
─
三

職
業
訓
練
法
施
行
令

四
─
五
─
四

職
業
訓
練
法
施
行
規
則

四
─
五
─
五

国
が
設
置
す
る
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所

四
─
五
─
六

職
業
訓
練
指
導
官
規
程

第第
ⅠⅠ
編編

ＧＧ
ＨＨ
ＱＱ
勧勧
告告
・・
「「
日日
本本
国国
憲憲
法法
」」
関関
連連
資資
料料
編編

第
Ⅰ
編

Ｇ
Ｈ
Ｑ
・
憲
法
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技
能
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技
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共
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二
五
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導
員
免
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の
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付
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再
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付
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技
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導
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検
定
の
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数
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に
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す
る
省
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四
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二
六

技
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養
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程
第
一
四
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の
規
定
に
基
き
、
教
習
事
項
の
基
準
を
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め
る
件

四
─
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二
七

技
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者
養
成
指
導
員
の
検
定
の
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科
及
び
実
技
の
規
程

四
─
三
─
二
八

技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
交
付
規
程
改
正

四
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三
─
二
九

技
能
者
養
成
規
程
の
施
設
の
指
定

四
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三
─
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〇

労
働
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法
一
部
改
正

ⅣⅣ
４４
部部
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を
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る
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五
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五

国
が
設
置
す
る
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所

四
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五
─
六

職
業
訓
練
指
導
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規
程
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編編

ＧＧ
ＨＨ
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一
九
四
五
年
一
〇
月
一
一
日

〔
一
─
一
〕
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
─
サ
─
、
幣
原
喜
重
郎
首
相
宛

五五
大大
改改
革革
指指
令令
（（
抄抄
））

一
、
秘
密
警
察
の
廃
止

二
、
労
働
組
合
の
結
成
奨
励

搾
取
と
酷
使
か
ら
労
働
者
を
保
護
し
か
つ
労
働
者
の
生
活
水
準
向
上
の
た
め
の
有
力
な
発
言

権
を
う
る
た
め
の
威
信
を
獲
得
し
、
ま
た
児
童
労
働
の
ご
と
き
弊
害
を
矯
正
す
る
に
ひ
つ
よ
う

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
か
ん
よ
う
で
あ
ろ
う
。

三
、
婦
人
解
放

四
、
学
校
教
育
の
自
由
化

五
、
経
済
の
民
主
化

『
対
日
』

昭
和
二
〇
年
一
一
月
二
一
日

〔
一
─
二
〕
憲
法
研
究
会

第第
一一
次次
案案
（
抄
）

三三
、、
人人
権権

１
、
新
政
府
樹
立
権

２
、
労
働
権
な
ら
び
に
労
働
権
に
基
づ
く
結
社
の
自
由
、
労
働
被
護
権

３
、
休
息
権

４
、
養
老
、
疾
病
、
失
業
の
際
の
被
護
権

５
、
た
だ
に
労
働
者
農
民
の
み
な
ら
ず
中
産
階
級
の
生
活
権

マ

マ

５
、
芸
術
、
学
術
、
教
育
の
自
由
と
保
護
と
の
規
定

マ
マ６

、
男
女
平
等
の
保
証

７
、
民
族
的
差
別
の
徹
廃
・
完
全
平
等
の
権
利
保
証

『
成
立
』

昭
和
二
〇
年
一
一
月
二
八
日

〔
一
─
三
〕
連
合
国
軍
最
高
司
令
部
覚
書

職職
業業
政政
策策
ニニ
関関
スス
ルル
件件

㈠

官
民
を
問
わ
ず
労
働
条
件
に
関
し
て
差
別
待
遇
を
許
容
し
な
い
よ
う
措
置
せ
よ

㈡

朝
鮮
、
支
那
、
台
湾
人
等
で
、
日
本
に
い
る
も
の
の
就
業
に
つ
い
て
は
日
本
人
と
同
等
の
取
扱

い
が
な
さ
れ
る
こ
と

㈢

復
員
軍
人
に
対
し
単
に
軍
に
あ
っ
た
こ
と
の
ゆ
え
を
も
っ
て
優
先
的
取
扱
い
を
す
る
あ
ら
ゆ
る

法
律
、
命
令
、
規
則
、
条
例
の
廃
止
撤
廃
を
指
示
す

『
行
政
二
』

昭
和
二
〇
年
一
一
月
二
九
日

〔
一
─
四
〕
憲
法
研
究
会
発
表

第第
二二
案案
（
抄
）

二二
、、
人人
権権

一
、
新
政
府
樹
立
権

二
、
労
働
権
─
同
時
に
労
働
の
義
務
を
規
定
す

三
、
労
務
権
に
基
づ
く
勤
労
者
の
結
社
、
運
動
の
自
由

四
、
国
民
の
生
活
権

五
、
休
息
権

六
、
養
老
、
疾
病
、
失
業
の
際
の
被
保
護
権
─
広
汎
な
社
会
保
険
制
其
の
他

七
、
男
女
の
平
等

八
、
民
族
的
人
種
的
差
別
の
撤
廃

九
、
学
術
、
芸
術
、
教
育
、
宗
教
の
自
由
と
保
護

一
○
、
民
主
主
義
並
に
平
和
思
想
に
基
づ
く
人
格
完
成
、
社
会
道
徳
確
立
の
義
務

『
成
立
』

昭
和
二
〇
年
一
二
月
一
一
日

〔
一
─
五
〕
憲
法
研
究
会
発
表

第第
三三
案案
（
抄
）

国国
民民
権権
利利
義義
務務

一
、
国
民
ハ
法
律
ノ
前
ニ
平
等
ニ
シ
テ
出
生
又
ハ
身
分
ニ
基
ク
一
切
ノ
差
別
ハ
之
ヲ
廃
止
ス

二
、
国
民
ノ
言
論
ノ
自
由
学
術
芸
術
宗
教
ノ
自
由
ヲ
妨
ク
ル
如
何
ナ
ル
法
令
ヲ
モ
発
布
ス
ル
ヲ
得
ス

三
、
官
吏
国
民
ノ
自
由
ヲ
抑
圧
シ
権
利
ヲ
毀
損
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
排
斥
追
訴
ス
ル
ヲ
得

四
、
政
府
憲
法
ニ
背
キ
国
民
ノ
自
由
ヲ
抑
圧
シ
権
利
ヲ
毀
損
ス
ル
ト
キ
ハ
国
民
之
ヲ
変
更
ス
ル
ヲ
得

五
、
国
民
ハ
法
律
ニ
ヨ
ル
ノ
外
逮
捕
監
禁
処
罰
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

六
、
国
民
ハ
拷
問
ヲ
加
ヘ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

七
、
国
民
ハ
信
書
ノ
秘
密
ヲ
侵
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ
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一
九
四
五
年
一
〇
月
一
一
日

〔
一
─
一
〕
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
ダ
グ
ラ
ス
・
マ
ッ
カ
─
サ
─
、
幣
原
喜
重
郎
首
相
宛

五五
大大
改改
革革
指指
令令
（（
抄抄
））

一
、
秘
密
警
察
の
廃
止

二
、
労
働
組
合
の
結
成
奨
励

搾
取
と
酷
使
か
ら
労
働
者
を
保
護
し
か
つ
労
働
者
の
生
活
水
準
向
上
の
た
め
の
有
力
な
発
言

権
を
う
る
た
め
の
威
信
を
獲
得
し
、
ま
た
児
童
労
働
の
ご
と
き
弊
害
を
矯
正
す
る
に
ひ
つ
よ
う

な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
か
ん
よ
う
で
あ
ろ
う
。

三
、
婦
人
解
放

四
、
学
校
教
育
の
自
由
化

五
、
経
済
の
民
主
化

『
対
日
』

昭
和
二
〇
年
一
一
月
二
一
日

〔
一
─
二
〕
憲
法
研
究
会

第第
一一
次次
案案
（
抄
）

三三
、、
人人
権権

１
、
新
政
府
樹
立
権

２
、
労
働
権
な
ら
び
に
労
働
権
に
基
づ
く
結
社
の
自
由
、
労
働
被
護
権

３
、
休
息
権

４
、
養
老
、
疾
病
、
失
業
の
際
の
被
護
権

５
、
た
だ
に
労
働
者
農
民
の
み
な
ら
ず
中
産
階
級
の
生
活
権

マ

マ

５
、
芸
術
、
学
術
、
教
育
の
自
由
と
保
護
と
の
規
定

マ
マ６

、
男
女
平
等
の
保
証

７
、
民
族
的
差
別
の
徹
廃
・
完
全
平
等
の
権
利
保
証

『
成
立
』

昭
和
二
〇
年
一
一
月
二
八
日

〔
一
─
三
〕
連
合
国
軍
最
高
司
令
部
覚
書

職職
業業
政政
策策
ニニ
関関
スス
ルル
件件

㈠

官
民
を
問
わ
ず
労
働
条
件
に
関
し
て
差
別
待
遇
を
許
容
し
な
い
よ
う
措
置
せ
よ

㈡

朝
鮮
、
支
那
、
台
湾
人
等
で
、
日
本
に
い
る
も
の
の
就
業
に
つ
い
て
は
日
本
人
と
同
等
の
取
扱

い
が
な
さ
れ
る
こ
と

㈢

復
員
軍
人
に
対
し
単
に
軍
に
あ
っ
た
こ
と
の
ゆ
え
を
も
っ
て
優
先
的
取
扱
い
を
す
る
あ
ら
ゆ
る

法
律
、
命
令
、
規
則
、
条
例
の
廃
止
撤
廃
を
指
示
す

『
行
政
二
』

昭
和
二
〇
年
一
一
月
二
九
日

〔
一
─
四
〕
憲
法
研
究
会
発
表

第第
二二
案案
（
抄
）

二二
、、
人人
権権

一
、
新
政
府
樹
立
権

二
、
労
働
権
─
同
時
に
労
働
の
義
務
を
規
定
す

三
、
労
務
権
に
基
づ
く
勤
労
者
の
結
社
、
運
動
の
自
由

四
、
国
民
の
生
活
権

五
、
休
息
権

六
、
養
老
、
疾
病
、
失
業
の
際
の
被
保
護
権
─
広
汎
な
社
会
保
険
制
其
の
他

七
、
男
女
の
平
等

八
、
民
族
的
人
種
的
差
別
の
撤
廃

九
、
学
術
、
芸
術
、
教
育
、
宗
教
の
自
由
と
保
護

一
○
、
民
主
主
義
並
に
平
和
思
想
に
基
づ
く
人
格
完
成
、
社
会
道
徳
確
立
の
義
務

『
成
立
』

昭
和
二
〇
年
一
二
月
一
一
日

〔
一
─
五
〕
憲
法
研
究
会
発
表

第第
三三
案案
（
抄
）

国国
民民
権権
利利
義義
務務

一
、
国
民
ハ
法
律
ノ
前
ニ
平
等
ニ
シ
テ
出
生
又
ハ
身
分
ニ
基
ク
一
切
ノ
差
別
ハ
之
ヲ
廃
止
ス

二
、
国
民
ノ
言
論
ノ
自
由
学
術
芸
術
宗
教
ノ
自
由
ヲ
妨
ク
ル
如
何
ナ
ル
法
令
ヲ
モ
発
布
ス
ル
ヲ
得
ス

三
、
官
吏
国
民
ノ
自
由
ヲ
抑
圧
シ
権
利
ヲ
毀
損
ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
排
斥
追
訴
ス
ル
ヲ
得

四
、
政
府
憲
法
ニ
背
キ
国
民
ノ
自
由
ヲ
抑
圧
シ
権
利
ヲ
毀
損
ス
ル
ト
キ
ハ
国
民
之
ヲ
変
更
ス
ル
ヲ
得

五
、
国
民
ハ
法
律
ニ
ヨ
ル
ノ
外
逮
捕
監
禁
処
罰
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

六
、
国
民
ハ
拷
問
ヲ
加
ヘ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

七
、
国
民
ハ
信
書
ノ
秘
密
ヲ
侵
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ
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八
、
国
民
ハ
家
宅
ニ
侵
入
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

九
、
国
民
ハ
届
出
ナ
ク
シ
テ
平
穏
ニ
且
ツ
武
器
ヲ
携
帯
セ
ス
シ
テ
集
会
ス
ル
ノ
自
由
ヲ
有
ス

一
〇
、
国
民
ハ
民
主
主
義
達
成
ノ
目
的
ノ
為
ニ
結
社
ノ
自
由
政
治
ソ
ノ
他
一
切
ノ
社
会
的
団
体
的
運

動
ノ
自
由
ヲ
有
ス

一
一
、
国
民
ハ
請
願
ノ
権
利
ヲ
有
ス

一
二
、
国
民
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
ト
コ
ロ
ニ
ヨ
リ
国
民
発
案
及
国
民
投
票
ノ
権
利
ヲ
有
ス

一
三
、
国
民
ハ
出
生
及
身
分
ノ
差
別
ナ
ク
公
職
ニ
就
ク
コ
ト
ヲ
得

一
四
、
国
民
ハ
信
仰
及
良
心
ノ
自
由
ヲ
享
有
ス

一
五
、
神
社
仏
閣
教
会
ハ
国
家
ヨ
リ
分
離
セ
ラ
ル

一
六
、
国
民
ハ
労
働
ニ
従
事
シ
ソ
ノ
労
働
ノ
量
並
質
ニ
応
シ
テ
報
酬
ヲ
受
ク
ヘ
キ
権
利
ヲ
有
ス

一
七
、
国
民
ハ
休
息
ノ
権
利
ヲ
有
ス
国
家
ハ
八
時
間
労
働
制
ノ
実
施
勤
労
者
ニ
対
ス
ル
有
給
休
暇
制

勤
労
者
ニ
対
ス
ル
療
養
所
社
交
教
化
機
関
ノ
完
備
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ

一
八
、
国
民
ハ
老
年
病
気
ソ
ノ
他
ノ
事
情
ニ
ヨ
リ
労
働
不
能
ニ
陥
ル
場
合
生
活
ヲ
保
証
サ
ル

一
九
、
健
康
及
労
働
能
力
ヲ
維
持
シ
産
婦
ヲ
保
護
シ
ソ
ノ
他
一
定
年
令
以
下
ノ
労
働
ヲ
禁
止
ス
ル
タ

メ
国
家
ハ
適
切
ナ
ル
施
策
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ

二
〇
、
国
民
ハ
労
働
ノ
義
務
ヲ
有
ス

二
一
、
男
女
ハ
公
的
並
私
的
一
切
ニ
オ
イ
テ
完
全
ニ
平
等
ノ
権
利
ヲ
享
有
ス

二
二
、
民
族
、
人
種
ニ
ヨ
ル
差
別
ハ
認
メ
ス

二
三
、
国
民
ハ
民
主
主
義
並
ニ
平
和
思
想
ニ
基
ク
人
格
完
成
社
会
道
徳
確
立
諸
民
族
ト
ノ
協
同
ニ
努

ム
ヘ
シ

『
成
立
』

昭
和
二
〇
年
一
二
月
二
六
日

〔
一
─
─
六
〕

憲
法
研
究
会

憲憲
法法
草草
案案
要要
綱綱
（（
抄抄
））

国
民
権
利
義
務

一
、
国
民
ハ
労
働
ノ
義
務
ヲ
有
ス

一
、
国
民
ハ
労
働
ニ
従
事
シ
其
ノ
労
働
ニ
対
シ
テ
報
酬
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
有
ス

一
、
国
民
ハ
健
康
ニ
シ
テ
文
化
的
水
準
ノ
生
活
ヲ
営
ム
権
利
ヲ
有
ス

一
、
国
民
ハ
休
息
ノ
権
利
ヲ
有
ス
国
家
ハ
最
高
八
時
間
労
働
ノ
実
施
勤
労
者
ニ
対
ス
ル
有
給
休
暇
制

療
養
所
社
交
教
養
機
関
ノ
完
備
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ

一
、
国
民
ハ
老
年
疾
病
其
ノ
他
ノ
事
情
ニ
ヨ
リ
労
働
不
能
ニ
陥
リ
タ
ル
場
合
生
活
ヲ
保
証
サ
ル
権
利

ヲ
有
ス

一
、
男
女
ハ
公
的
並
私
的
ニ
完
全
ニ
平
等
ノ
権
利
ヲ
享
有
ス

一
、
民
族
人
種
ニ
ヨ
ル
差
別
ヲ
禁
ス

一
、
国
民
ハ
民
主
主
義
並
平
和
思
想
ニ
基
ク
人
格
完
成
社
会
道
徳
確
立
諸
民
族
ト
ノ
協
同
ニ
努
ム
ル

ノ
義
務
ヲ
有
ス

『
朝
日
新
聞
』

昭
和
二
一
年
二
月
二
日

〔
一
─
─
七
〕

政
府
（
松
本
烝
治
）

憲憲
法法
改改
正正
案案
（（
乙乙
案案
））（（
抄抄
））

第
二
章

国
民
権
利
義
務

第
一
八
條

現

状
（
日
本
臣
民
タ
ル
要
件
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル
）

第
一
九
條

日
本
国
民
ハ
法
律
命
令
ノ
定
ム
ル
所
ノ
資
格
ニ
応
シ
均
ク
公
務
ニ
参
与
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
〇
條

削

除

第
二
一
條

現

状
（
日
本
臣
民
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
従
ヒ
納
税
ノ
義
務
ヲ
有
ス
）

第
二
二
條

日
本
国
民
ハ
居
住
及
移
転
ノ
自
由
ヲ
有
ス

公
益
ノ
為
必
要
ナ
ル
制
限
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
拠
ル

第
二
三
條

現

状
（
日
本
臣
民
ハ
法
律
ニ
依
ル
ニ
非
ス
シ
テ
逮
捕
監
禁
審
問
処
罰
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ

シ
）

第
二
四
條

現

状
（
日
本
臣
民
ハ
法
律
ニ
定
メ
タ
ル
裁
判
官
ノ
裁
判
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
ヲ
奪
ハ
ル
ヽ
コ

ト
ナ
シ
）

第
二
五
條

日
本
国
民
ハ
其
ノ
住
所
ノ
侵
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

公
益
ノ
為
必
要
ナ
ル
制
限
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

第
二
六
條

日
本
国
民
ハ
信
書
ノ
秘
密
ヲ
侵
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

公
安
ヲ
保
持
ス
ル
為
必
要
ナ
ル
制
限
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
拠
ル

第
二
七
條

現

状
（
日
本
臣
民
ハ
其
ノ
所
有
権
ヲ
侵
サ
ル
ヽ
コ
ト
ナ
シ

２

公
益
ノ
為
必
要
ナ
ル
処
分
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル
）

第
二
八
條

日
本
国
民
ハ
信
教
ノ
自
由
ヲ
有
ス

公
安
ヲ
保
持
ス
ル
為
必
要
ナ
ル
制
限
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

第
二
九
條

日
本
国
民
ハ
言
論
出
版
集
会
及
結
社
ノ
自
由
ヲ
有
ス

公
安
ヲ
保
持
ス
ル
為
必
要
ナ
ル
制
限
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

第
三
〇
條

日
本
国
民
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
従
ヒ
請
願
ヲ
成
ス
コ
ト
ヲ
得
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第
三
〇
條
ノ
二

日
本
国
民
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
従
ヒ
教
育
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
及
義
務
ヲ
有
ス

第
三
〇
條
の
三

日
本
国
民
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
に
従
ヒ
勤
労
ノ
権
利
及
義
務
ヲ
有
ス

第
三
〇
條
の
四

日
本
国
民
ハ
本
章
ニ
掲
ケ
タ
ル
モ
ノ
ノ
外
凡
テ
法
律
ニ
依
ラ
ス
シ
テ
其
ノ
自
由
及
権

利
ヲ
侵
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

『
憲
法
』

第
三
一
條

削

除

第
三
二
條

削

除

（
編
注
）
「
現
状
」
の
次
の
（

）
内
は
編
者
挿
入
の
旧
帝
国
憲
法
条
文
。

『
憲
法
』

昭
和
二
一
年
二
月
一
〇
日

〔
一
─
─
八
〕
Ｇ
Ｈ
Ｑ
提
起

CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN
OOFF
JJAAPPAANN

（（
抄抄
））

W
e,

the
Japanese

People,
acting

through
our

duly
elected

representatives
in
the

N
ationalD

iet,determ
ined

that
w
e
shallsecure

for
ourselves

and
our

posterity
the

fruits
of
peaceful

cooperation
w
ith

all
nations

and
the

blessings
of
liberty

throughout
this

land,
and

resolved
that

never
again

shallw
e
be
visited

w
ith

the
horrors

ofw
ar
through

the
action

ofgovernm
ent,do

proclaim
the

sovereignty
ofthe

people's
w
illand

do
ordain

and
establish

this
Constitution,

founded
upon

the
universal

principle
that

governm
ent

is
a
sacred

trust
the

authority
for

w
hich

is
derived

from
the

people,
the

pow
ers

of
w
hich

are
exercised

by
the

representatives
ofthe

people,and
the

benefits
ofw

hich
are

enjoyed
by
the

people;
and

w
e
reject

and
revoke

all
constitutions,

ordinances,
law

s
and

rescripts
in
conflictherew

ith.
D
esiring

peace
for

all
tim

e
and

fully
conscious

of
the

high
ideals

controlling
hum

an
relationship

now
stirring

m
ankind,

w
e
have

determ
ined

to
rely

for
our

security
and

survivalupon
the

justice
and

good
faith

of
the

peace-loving
peoples

of
the

w
orld.

W
e
desire

to
occupy

an
honored

place
in
an

international
society

designed
and

dedicated
to
the

preservation
of

peace,
and

the
banishm

ent
of

tyranny
and

slavery,
oppression

and
intolerance,for

alltim
e
from

the
earth.W

e
recognize

and
acknow

ledge
thatallpeoples

have
the

rightto
live

in
peace,free

from
fear

and
w
ant.

W
e
hold

that
no

people
is
responsible

to
itselfalone,but

that
law

s
of

political
m
orality

are
universal;

and
that

obedience
to

such
law

s
is

incum
bent

upon
allpeoples

w
ho

w
ould

sustain
their

ow
n
sovereignty

and
justify

their
sovereign

relationship
w
ith

other
peoples.

To
these

high
principles

and
purposes

w
e,
the

Japanese
People,

pledge
our

nationalhonor,determ
ined

w
illand

fullresources.

CCHH
AAPPTTEERR

II
TThhee

EEmm
ppeerroorr

（
編
注
：
中
略
）

CCHH
AAPPTTEERR

IIII
RReennuunncciiaattiioonn

ooffWW
aarr

（
編
注
：
中
略
）

CCHH
AAPPTTEERR

IIIIII
RRiigghhttss

aanndd
DD
uuttiieess

oofftthhee
PPeeooppllee

（
編
注
：
中
略
）

Article
XXII.Academ

ic
freedom

and
choice

ofoccupation
are

guaranteed.
Article

XXIII.The
fam

ily
is
the

basis
o fhum

an
society

and
its

traditions
for

good
or
evil

perm
eate

the
nation.M

arriage
shall

rest
upon

the
indisputable

legal
and

social
equality

of
both

sexes,
founded

upon
m
utual

consent
instead

of
parental

coercion,
and

m
aintained

through
cooperation

instead
of

m
ale

dom
ination.Law

s
contrary

to
these

principles
shallbe

abolished,and
replaced

by
others

view
ing

choice
of

spouse,
property

rights,inheritance,
choice

of
dom

icile,
divorce

and
other

m
atters

pertaining
to
m
arriage

and
the

fam
ily

from
the

standpoint
of
individual

dignity
and

the
essential

equality
of
the

sexes.
Article

XXIV.In
allspheres

of
life,law

s
shallbe

designed
for

the
prom

otion
and

extension
ofsocialw

elfare,and
offreedom

,justice
and

dem
ocracy.

Free,universaland
com

pulsory
education

shallbe
established.

The
exploitation

ofchildren
shallbe

prohibited.
The

public
health

shallbe
prom

oted.
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第
三
〇
條
ノ
二

日
本
国
民
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
従
ヒ
教
育
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
及
義
務
ヲ
有
ス

第
三
〇
條
の
三

日
本
国
民
ハ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
に
従
ヒ
勤
労
ノ
権
利
及
義
務
ヲ
有
ス

第
三
〇
條
の
四

日
本
国
民
ハ
本
章
ニ
掲
ケ
タ
ル
モ
ノ
ノ
外
凡
テ
法
律
ニ
依
ラ
ス
シ
テ
其
ノ
自
由
及
権

利
ヲ
侵
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
シ

『
憲
法
』

第
三
一
條

削

除

第
三
二
條

削

除

（
編
注
）
「
現
状
」
の
次
の
（

）
内
は
編
者
挿
入
の
旧
帝
国
憲
法
条
文
。

『
憲
法
』

昭
和
二
一
年
二
月
一
〇
日

〔
一
─
─
八
〕
Ｇ
Ｈ
Ｑ
提
起

CCOONNSSTTIITTUUTTIIOONN
OOFF
JJAAPPAANN

（（
抄抄
））

W
e,

the
Japanese

People,
acting

through
our

duly
elected

representatives
in
the

N
ationalD

iet,determ
ined

that
w
e
shallsecure

for
ourselves

and
our

posterity
the

fruits
of
peaceful

cooperation
w
ith

all
nations

and
the

blessings
of
liberty

throughout
this

land,
and

resolved
that

never
again

shallw
e
be
visited

w
ith

the
horrors

ofw
ar
through

the
action

ofgovernm
ent,do

proclaim
the

sovereignty
ofthe

people's
w
illand

do
ordain

and
establish

this
Constitution,

founded
upon

the
universal

principle
that

governm
ent

is
a
sacred

trust
the

authority
for

w
hich

is
derived

from
the

people,
the

pow
ers

of
w
hich

are
exercised

by
the

representatives
ofthe

people,and
the

benefits
ofw

hich
are

enjoyed
by
the

people;
and

w
e
reject

and
revoke

all
constitutions,

ordinances,
law

s
and

rescripts
in
conflictherew

ith.
D
esiring

peace
for

all
tim

e
and

fully
conscious

of
the

high
ideals

controlling
hum

an
relationship

now
stirring

m
ankind,

w
e
have

determ
ined

to
rely

for
our

security
and

survivalupon
the

justice
and

good
faith

of
the

peace-loving
peoples

of
the

w
orld.

W
e
desire

to
occupy

an
honored

place
in
an

international
society

designed
and

dedicated
to
the

preservation
of

peace,
and

the
banishm

ent
of

tyranny
and

slavery,
oppression

and
intolerance,for

alltim
e
from

the
earth.W

e
recognize

and
acknow

ledge
thatallpeoples

have
the

rightto
live

in
peace,free

from
fear

and
w
ant.

W
e
hold

that
no

people
is
responsible

to
itselfalone,but

that
law

s
of

political
m
orality

are
universal;

and
that

obedience
to

such
law

s
is

incum
bent

upon
allpeoples

w
ho

w
ould

sustain
their

ow
n
sovereignty

and
justify

their
sovereign

relationship
w
ith

other
peoples.

To
these

high
principles

and
purposes

w
e,
the

Japanese
People,

pledge
our

nationalhonor,determ
ined

w
illand

fullresources.

CCHH
AAPPTTEERR

II
TThhee

EEmm
ppeerroorr

（
編
注
：
中
略
）

CCHH
AAPPTTEERR

IIII
RReennuunncciiaattiioonn

ooffWW
aarr

（
編
注
：
中
略
）

CCHH
AAPPTTEERR

IIIIII
RRiigghhttss

aanndd
DD
uuttiieess

oofftthhee
PPeeooppllee

（
編
注
：
中
略
）

Article
XXII.Academ

ic
freedom

and
choice

ofoccupation
are

guaranteed.
Article

XXIII.The
fam

ily
is
the

basis
ofhum

an
society

and
its

traditions
for

good
or
evil

perm
eate

the
nation.M

arriage
shall

rest
upon

the
indisputable

legal
and

social
equality

of
both

sexes,
founded

upon
m
utual

consent
instead

of
parental

coercion,
and

m
aintained

through
cooperation

instead
of

m
ale

dom
ination.Law

s
contrary

to
these

principles
shallbe

abolished,and
replaced

by
othe rs

view
ing

choice
of

spouse,
property

rights,inheritance,
choice

of
dom

icile,
divorce

and
other

m
atters

pertaining
to
m
arriage

and
the

fam
ily

from
the

standpoint
of
individual

dignity
and

the
essential

equality
of
the

sexes.
Article

XXIV.In
allspheres

of
life,law

s
shallbe

designed
for

the
prom

otion
and

extension
ofsocialw

elfare,and
offreedom

,justice
and

dem
ocracy.

Free,universaland
com

pulsory
education

shallbe
established.

The
exploitation

ofchildren
sh allbe

prohibited.
The

public
health

shallbe
prom

oted.
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Socialsecurity
shallbe

provided.
Standards

for
w
orking

conditions,w
ages

and
hours

shallbe
fixed.

Article
XXV.Allm

en
have

the
rightto

w
ork.

Article
XXVI.The

right
ofw

orkers
to
organize

and
to
bargain

and
act

collectively
is
guaranteed.

（
編
注
：
以
下
略
）

『
憲
法
』

昭
和
二
一
年
二
月
二
五
日

〔
一
─
─
九
〕
外
務
省
、
閣
議
配
布
資
料

ママ
ッッ
カカ
──
ササ
──
草草
案案
政政
府府
訳訳
（（
抄抄
））

日日
本本
国国
憲憲
法法

我
等
日
本
国
人
民
ハ
、
国
民
議
会
ニ
於
ケ
ル
正
当
ニ
選
挙
セ
ラ
レ
タ
ル
我
等
ノ
代
表
者
ヲ
通

シ
テ
行
動
シ
、
我
等
自
身
及
我
等
ノ
子
孫
ノ
為
ニ
諸
国
民
ト
ノ
平
和
的
協
力
及
此
ノ
国
全
土

ニ
及
フ
自
由
ノ
祝
福
ノ
成
果
ヲ
確
保
ス
ヘ
ク
決
心
シ
、
且
政
府
ノ
行
為
ニ
依
リ
再
ヒ
戦
争
ノ

恐
威
ニ
訪
レ
ラ
レ
サ
ル
ヘ
ク
決
意
シ
、
茲
ニ
人
民
ノ
意
思
ノ
主
権
ヲ
宣
言
シ
、
国
政
ハ
其
ノ

権
能
ハ
人
民
ヨ
リ
承
ヶ
其
ノ
権
力
ハ
人
民
ノ
代
表
者
ニ
依
リ
行
使
セ
ラ
レ
而
シ
テ
其
ノ
利
益

ハ
人
民
ニ
依
リ
享
有
セ
ラ
ル
ト
ノ
普
遍
的
原
則
ノ
上
ニ
立
ツ
此
ノ
憲
法
ヲ
制
定
確
立
ス
、
而

シ
テ
我
等
ハ
此
ノ
憲
法
ト
抵
触
ス
ル
一
切
ノ
憲
法
、
命
令
、
法
律
及
詔
勅
ヲ
排
斥
及
廃
止
ス

我
等
ハ
永
世
ニ
亘
リ
平
和
ヲ
希
求
シ
且
今
ヤ
人
類
ヲ
揺
リ
動
カ
シ
ツ
ツ
ア
ル
人
間
関
係
支
配

ノ
高
賢
ナ
ル
理
念
ヲ
満
全
ニ
自
覚
シ
テ
、
我
等
ノ
安
全
及
生
存
ヲ
維
持
ス
ル
為
世
界
ノ
平
和

愛
好
諸
国
民
ノ
正
義
ト
信
義
卜
ニ
依
倚
ヤ
ン
コ
ト
ニ
意
ヲ
固
メ
タ
リ
、
我
等
ハ
平
和
ノ
維
持

竝
ニ
横
暴
、
奴
隷
、
圧
制
及
無
慈
悲
ヲ
永
遠
ニ
地
上
ヨ
リ
追
放
ス
ル
コ
ト
ヲ
主
義
方
針
ト
ス

ル
国
際
社
会
内
ニ
名
誉
ノ
地
位
ヲ
占
メ
ン
コ
ト
ヲ
欲
求
ス
、
我
等
ハ
萬
国
民
等
シ
ク
恐
怖
ト

欠
乏
ニ
虐
ケ
ラ
ル
ル
憂
ナ
ク
平
和
ノ
裏
ニ
生
存
ス
ル
権
利
ヲ
有
ス
ル
コ
ト
ヲ
承
認
シ
且
之
ヲ

表
白
ス

我
等
ハ
如
何
ナ
ル
国
民
モ
単
ニ
自
己
ニ
対
シ
テ
ノ
ミ
責
任
ヲ
有
ス
ル
ニ
ア
ラ
ス
シ
テ
政
治
道

徳
ノ
法
則
ハ
普
遍
的
ナ
リ
卜
信
ス
、
而
シ
テ
斯
ノ
如
キ
法
則
ヲ
遵
奉
ス
ル
コ
ト
ハ
自
己
ノ
主

権
ヲ
維
持
シ
他
国
民
ト
ノ
主
権
ニ
基
ク
関
係
ヲ
正
義
付
ケ
ン
ト
ス
ル
諸
国
民
ノ
義
務
ナ
リ
ト

信
ス

我
等
日
本
国
人
民
ハ
此
等
ノ
尊
賢
ナ
ル
主
義
及
目
的
ヲ
我
等
ノ
国
民
的
名
誉
、
決
意
及
繕
力

に
懸
ケ
テ
誓
フ
モ
ノ
ナ
リ

（
編
注
：
中
略
）

第
三
章

人
民
ノ
権
利
及
義
務

（
編
注
：
中
略
）

第
二
十
二
条

学
究
上
ノ
自
由
及
職
業
ノ
選
択
ハ
之
ヲ
保
障
ス

第
二
十
三
条

家
族
ハ
人
類
社
会
ノ
基
底
ニ
シ
テ
其
ノ
伝
統
ハ
善
カ
レ
悪
シ
カ
レ
国
民
ニ
滲
透
ス
婚

姻
ハ
男
女
両
性
ノ
法
律
上
及
社
会
上
ノ
争
フ
可
カ
ラ
サ
ル
平
等
ノ
上
ニ
存
シ
両
親
ノ
強
要
ノ
代

リ
ニ
相
互
同
意
ノ
上
ニ
基
礎
ツ
ケ
ラ
レ
且
男
性
支
配
ノ
代
リ
ニ
協
力
ニ
依
リ
維
持
セ
ラ
ル
ヘ
シ

此
等
ノ
原
則
ニ
反
ス
ル
諸
法
律
ハ
廃
止
セ
ラ
レ
配
偶
ノ
選
択
、
財
産
権
、
相
続
、
住
所
ノ
選
定
、

離
婚
並
ニ
婚
姻
及
家
族
ニ
関
ス
ル
其
ノ
他
ノ
事
項
ヲ
個
人
ノ
威
厳
及
両
性
ノ
本
質
ニ
立
脚
ス
ル

他
ノ
法
律
ヲ
以
テ
之
ニ
代
フ
ヘ
シ

第
二
十
四
条

有
ラ
ユ
ル
生
活
範
囲
ニ
於
テ
法
律
ハ
社
会
的
福
祉
、
自
由
、
正
義
及
民
主
主
義
ノ
向

上
発
展
ノ
為
ニ
立
案
セ
ラ
ル
ヘ
シ

自
由
、
普
遍
的
且
強
制
的
ナ
ル
教
育
ヲ
設
立
ス
ヘ
シ

児
童
ノ
私
利
的
酷
使
ハ
之
ヲ
禁
止
ス
ヘ
シ

公
共
衛
生
ヲ
改
善
ス
ヘ
シ

社
会
的
安
寧
ヲ
計
ル
ヘ
シ

労
働
条
件
、
賃
銀
及
勤
務
時
間
ノ
規
準
ヲ
定
ム
ヘ
シ

第
二
十
五
条

何
人
モ
働
ク
権
利
ヲ
有
ス

第
二
十
六
条

労
働
者
カ
団
結
、
商
議
及
集
団
行
為
ヲ
為
ス
権
利
ハ
之
ヲ
保
障
ス

（
編
注
：
以
下
略
）

『
憲
法
』

昭
和
二
一
年
三
月
六
日

〔
一
─
─
一
〇
〕
内
閣
発
表

憲憲
法法
改改
正正
草草
案案
要要
綱綱
（
衆
議
院
事
務
局
編
）（
抄
）

（
編
注
：
前
略
）

第
三

国
民
ノ
権
利
及
義
務

第
十

国
民
ハ
凡
テ
ノ
基
本
的
人
権
ノ
享
有
ヲ
妨
ゲ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
キ
モ
ノ
ト
シ
此
ノ
憲
法
ノ
保
障

ス
ル
国
民
ノ
基
本
的
人
権
ハ
永
遠
ニ
亙
ル
不
可
侵
ノ
権
利
ト
シ
テ
現
在
及
将
来
ノ
国
民
ニ
賦
輿
セ

ラ
ル
ベ
キ
コ
ト

第
十
一

此
ノ
憲
法
ノ
保
障
ス
ル
自
由
及
権
利
ハ
国
民
ニ
於
テ
不
断
ニ
之
ガ
保
持
ニ
努
ム
ル
ト
共
ニ
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国
民
ハ
其
ノ
濫
用
ヲ
自
制
シ
常
ニ
公
共
ノ
福
祉
ノ
為
ニ
之
ヲ
利
用
ス
ル
ノ
責
務
ヲ
負
ウ
コ
ト

第
十
二

凡
テ
国
民
ノ
個
性
ハ
之
ヲ
尊
重
シ
其
ノ
生
命
、
自
由
及
幸
福
希
求
ニ
対
ス
ル
権
利
ニ
付
テ

ハ
公
共
ノ
福
祉
ニ
抵
触
セ
ザ
ル
限
リ
立
法
其
ノ
他
諸
般
ノ
国
政
ノ
上
ニ
於
テ
最
大
ノ
考
慮
ヲ
払
ウ

ベ
キ
コ
ト

第
十
三

凡
ソ
人
ハ
法
ノ
下
ニ
平
等
ニ
シ
テ
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
地
位
又
ハ
門
地
ニ
依
リ

政
治
的
、
経
済
的
又
ハ
社
会
的
関
係
ニ
於
テ
差
別
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
コ
ト

将
来
何
人
ト
雖
モ
華
族
タ
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
国
又
ハ
地
方
公
共
団
体
ニ
於
テ
何
等
ノ
政
治
的
権
力
ヲ

モ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
華
族
ノ
地
位
ハ
現
在
ノ
者
ノ
生
存
中
ニ
限
リ
之
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ト
シ
栄
誉
、

勲
章
又
ハ
其
ノ
他
ノ
栄
典
ノ
授
与
ニ
ハ
何
等
ノ
特
権
ヲ
伴
フ
コ
ト
ナ
ク
此
等
ノ
栄
典
ノ
授
与
ハ
現

ニ
之
ヲ
有
シ
又
ハ
将
来
之
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
一
代
ニ
限
リ
其
ノ
効
力
ヲ
有
ス
ル
ベ
キ
コ
ト

第
十
四

国
民
ハ
其
ノ
公
務
員
ヲ
選
定
及
罷
免
ス
ル
ノ
権
利
ヲ
専
有
ス
ル
コ
ト
公
務
員
ハ
凡
テ
全
体

ノ
奉
仕
者
ニ
シ
テ
其
ノ
一
部
ノ
奉
仕
者
ニ
非
ザ
ル
コ
ト

凡
ソ
選
挙
ニ
於
ケ
ル
投
票
ノ
秘
密
ハ
之
ヲ
侵
ス
ベ
カ
ラ
ズ
選
挙
人
ハ
其
ノ
選
択
ニ
関
シ
公
的
ニ
モ

私
的
ニ
モ
責
ヲ
問
ハ
ル
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
キ
コ
ト

第
十
五

何
人
ト
雖
モ
損
害
其
ノ
他
ニ
関
ス
ル
救
済
、
公
務
員
ノ
罷
免
及
法
律
、
命
令
又
ハ
規
則
ノ

制
定
、
廃
止
又
ハ
改
正
ニ
関
シ
平
常
ニ
請
願
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
有
シ
何
人
モ
斯
カ
ル
請
願
ヲ
為
シ
タ

ル
ノ
故
ヲ
以
テ
如
何
ナ
ル
差
別
待
遇
ヲ
モ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
コ
ト

第
十
六

何
人
ト
雖
モ
如
何
ナ
ル
奴
隷
的
役
務
ニ
モ
服
セ
シ
メ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
ク
犯
罪
ニ
因
ル
処
罰

ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
其
ノ
意
ニ
反
ス
ル
苦
役
ハ
之
ヲ
禁
ズ
ル
コ
ト

第
十
七

思
想
及
良
心
ノ
自
由
ハ
侵
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト

第
十
八

信
教
ノ
自
由
ハ
何
人
ニ
対
シ
テ
モ
之
ヲ
保
障
ス
ル
コ
ト
ト
シ
如
何
ナ
ル
宗
教
団
体
モ
国
家

ヨ
リ
特
権
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
ク
且
政
治
上
ノ
権
力
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
キ
コ
ト

何
人
ト
雖
モ
宗
教
上
ノ
行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
ハ
行
事
ニ
参
加
ス
ル
コ
ト
ヲ
強
制
セ
ラ
レ
ザ
ル
ベ

キ
コ
ト

国
及
其
ノ
機
関
ハ
宗
教
教
育
其
ノ
他
如
何
ナ
ル
宗
教
的
活
動
ヲ
モ
為
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト

第
十
九

集
会
、
結
社
及
言
論
、
出
版
其
ノ
他
一
切
ノ
表
現
ノ
自
由
ハ
之
ヲ
保
障
シ
検
閲
ハ
之
ヲ
禁

ジ
通
信
ノ
秘
密
ハ
之
ヲ
侵
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト

第
二
十

国
民
ハ
凡
テ
公
共
ノ
福
祉
ニ
抵
触
セ
ザ
ル
限
リ
居
住
、
移
転
及
職
業
選
択
ノ
自
由
ヲ
有
ス

ル
コ
ト

国
民
ハ
外
国
ニ
移
住
シ
又
ハ
国
籍
ヲ
離
脱
ス
ル
ノ
自
由
ヲ
侵
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
キ
コ
ト

第
二
十
一

国
民
ハ
凡
テ
研
学
ノ
自
由
ヲ
保
障
セ
ラ
ル
ル
コ
ト

第
二
十
二

婚
姻
ハ
両
性
双
方
ノ
合
意
ニ
基
キ
デ
ノ
ミ
成
立
シ
且
夫
婦
ガ
何
等
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
コ

ト
ヲ
基
本
ト
シ
相
互
ノ
協
力
ニ
依
リ
維
持
セ
ラ
ル
ベ
キ
コ
ト

配
偶
ノ
選
択
、
財
産
権
、
相
続
、
住
所
ノ
選
定
、
離
婚
並
ニ
婚
姻
及
家
族
ニ
関
ス
ル
其
ノ
他
ノ
事

項
ニ
関
シ
個
人
ノ
権
威
及
両
性
ノ

本
質
的
平
等
ニ
立
脚
ス
ル
法
律
ヲ
制
定
ス
ベ
キ
コ
ト

第
二
十
三

法
律
ハ
有
ラ
ユ
ル
生
活
分
野
ニ
於
テ
社
会
ノ
福
祉
及
安
寧
、
公
衆
衛
生
、
自
由
、
正
義

並
ニ
民
主
主
義
ノ
向
上
発
展
ノ
為
ニ
立
案
セ
ラ
ル
ベ
キ
コ
ト

第
二
十
四

国
民
ハ
凡
テ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
其
ノ
能
力
ニ
応
ジ
均
シ
ク
教
育
ヲ
受
ク
ル
ノ
権

利
ヲ
有
ス
ル
コ
ト

国
民
ハ
凡
テ
其
ノ
保
護
ニ
係
ル
児
童
ヲ
シ
テ
初
等
教
育
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
ノ
義
務
ヲ
負
フ
モ
ノ
ト
シ

其
ノ
教
育
ハ
無
償
タ
ル
コ
ト

第
二
十
五

国
民
ハ
凡
テ
勤
労
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
コ
ト

賃
金
、
就
業
時
間
其
ノ
他
ノ
勤
労
条
件
ニ
関
ス
ル
基
準
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

児
童
ノ
不
当
使
用
ハ
之
ヲ
禁
止
ス
ベ
キ
コ
ト

第
二
十
六

勤
労
者
ノ
団
結
及
団
体
交
渉
其
ノ
他
ノ
集
団
行
為
ヲ
為
ス
ノ
権
利
ハ
之
ヲ
保
障
ス
ベ
キ

コ
ト

（
編
注
：
中
略
）

第
三
十

何
人
ト
雖
モ
国
会
ノ
定
ム
ル
手
続
ニ
依
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
其
ノ
生
命
若
ハ
自
由
ヲ
奪
ハ
レ
又

ハ
刑
罰
ヲ
科
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
ク
何
人
モ
裁
判
所
ニ
於
テ
裁
判
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
奪
ハ

ル
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
キ
コ
ト

（
編
注
：
以
下
略
）

『
憲
法
』

昭
和
二
一
年
三
月
三
〇
日

〔
一
─
一
一
〕
米
国
教
育
使
節
団
、
米
国
最
高
指
令
官
に
提
出

合合
衆衆
国国
教教
育育
使使
節節
団団
報報
告告
書書
（
抄
）

ま
へ
が
き
（
編
注
：
中
略
）

序序

論論
（（
編編
注注
：：
中中
略略
））

一一

日日
本本
のの
教教
育育
のの
目目
的的
とと
内内
容容

日
本
の
教
育
に
お
け
る
教
科
課
程
、
修
学
過
程
、
教
授
法
及
び
教
科
書
の
再
編
は
、
戦
前
の
日
本

の
教
育
制
度
に
照
し
、
ま
た
自
由
な
民
主
的
政
治
形
態
を
採
用
す
る
や
う
新
た
に
日
本
の
民
衆
に
与

へ
ら
れ
た
機
会
に
照
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
教
育
改
革
へ
の
諸
々
の
提
案
が
考

慮
せ
ら
れ
る
に
先
だ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
日
本
の
教
育
の
実
際
に
つ
い
て
の
明
確
な
理
解
を
有
つ
こ
と
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国
民
ハ
其
ノ
濫
用
ヲ
自
制
シ
常
ニ
公
共
ノ
福
祉
ノ
為
ニ
之
ヲ
利
用
ス
ル
ノ
責
務
ヲ
負
ウ
コ
ト

第
十
二

凡
テ
国
民
ノ
個
性
ハ
之
ヲ
尊
重
シ
其
ノ
生
命
、
自
由
及
幸
福
希
求
ニ
対
ス
ル
権
利
ニ
付
テ

ハ
公
共
ノ
福
祉
ニ
抵
触
セ
ザ
ル
限
リ
立
法
其
ノ
他
諸
般
ノ
国
政
ノ
上
ニ
於
テ
最
大
ノ
考
慮
ヲ
払
ウ

ベ
キ
コ
ト

第
十
三

凡
ソ
人
ハ
法
ノ
下
ニ
平
等
ニ
シ
テ
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
地
位
又
ハ
門
地
ニ
依
リ

政
治
的
、
経
済
的
又
ハ
社
会
的
関
係
ニ
於
テ
差
別
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
コ
ト

将
来
何
人
ト
雖
モ
華
族
タ
ル
ノ
故
ヲ
以
テ
国
又
ハ
地
方
公
共
団
体
ニ
於
テ
何
等
ノ
政
治
的
権
力
ヲ

モ
有
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
華
族
ノ
地
位
ハ
現
在
ノ
者
ノ
生
存
中
ニ
限
リ
之
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ト
シ
栄
誉
、

勲
章
又
ハ
其
ノ
他
ノ
栄
典
ノ
授
与
ニ
ハ
何
等
ノ
特
権
ヲ
伴
フ
コ
ト
ナ
ク
此
等
ノ
栄
典
ノ
授
与
ハ
現

ニ
之
ヲ
有
シ
又
ハ
将
来
之
ヲ
受
ク
ル
者
ノ
一
代
ニ
限
リ
其
ノ
効
力
ヲ
有
ス
ル
ベ
キ
コ
ト

第
十
四

国
民
ハ
其
ノ
公
務
員
ヲ
選
定
及
罷
免
ス
ル
ノ
権
利
ヲ
専
有
ス
ル
コ
ト
公
務
員
ハ
凡
テ
全
体

ノ
奉
仕
者
ニ
シ
テ
其
ノ
一
部
ノ
奉
仕
者
ニ
非
ザ
ル
コ
ト

凡
ソ
選
挙
ニ
於
ケ
ル
投
票
ノ
秘
密
ハ
之
ヲ
侵
ス
ベ
カ
ラ
ズ
選
挙
人
ハ
其
ノ
選
択
ニ
関
シ
公
的
ニ
モ

私
的
ニ
モ
責
ヲ
問
ハ
ル
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
キ
コ
ト

第
十
五

何
人
ト
雖
モ
損
害
其
ノ
他
ニ
関
ス
ル
救
済
、
公
務
員
ノ
罷
免
及
法
律
、
命
令
又
ハ
規
則
ノ

制
定
、
廃
止
又
ハ
改
正
ニ
関
シ
平
常
ニ
請
願
ヲ
為
ス
権
利
ヲ
有
シ
何
人
モ
斯
カ
ル
請
願
ヲ
為
シ
タ

ル
ノ
故
ヲ
以
テ
如
何
ナ
ル
差
別
待
遇
ヲ
モ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
キ
コ
ト

第
十
六

何
人
ト
雖
モ
如
何
ナ
ル
奴
隷
的
役
務
ニ
モ
服
セ
シ
メ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
ク
犯
罪
ニ
因
ル
処
罰

ノ
場
合
ヲ
除
ク
ノ
外
其
ノ
意
ニ
反
ス
ル
苦
役
ハ
之
ヲ
禁
ズ
ル
コ
ト

第
十
七

思
想
及
良
心
ノ
自
由
ハ
侵
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト

第
十
八

信
教
ノ
自
由
ハ
何
人
ニ
対
シ
テ
モ
之
ヲ
保
障
ス
ル
コ
ト
ト
シ
如
何
ナ
ル
宗
教
団
体
モ
国
家

ヨ
リ
特
権
ヲ
受
ク
ル
コ
ト
ナ
ク
且
政
治
上
ノ
権
力
ヲ
行
使
ス
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
キ
コ
ト

何
人
ト
雖
モ
宗
教
上
ノ
行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
ハ
行
事
ニ
参
加
ス
ル
コ
ト
ヲ
強
制
セ
ラ
レ
ザ
ル
ベ

キ
コ
ト

国
及
其
ノ
機
関
ハ
宗
教
教
育
其
ノ
他
如
何
ナ
ル
宗
教
的
活
動
ヲ
モ
為
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト

第
十
九

集
会
、
結
社
及
言
論
、
出
版
其
ノ
他
一
切
ノ
表
現
ノ
自
由
ハ
之
ヲ
保
障
シ
検
閲
ハ
之
ヲ
禁

ジ
通
信
ノ
秘
密
ハ
之
ヲ
侵
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
コ
ト

第
二
十

国
民
ハ
凡
テ
公
共
ノ
福
祉
ニ
抵
触
セ
ザ
ル
限
リ
居
住
、
移
転
及
職
業
選
択
ノ
自
由
ヲ
有
ス

ル
コ
ト

国
民
ハ
外
国
ニ
移
住
シ
又
ハ
国
籍
ヲ
離
脱
ス
ル
ノ
自
由
ヲ
侵
サ
ル
ル
コ
ト
ナ
キ
コ
ト

第
二
十
一

国
民
ハ
凡
テ
研
学
ノ
自
由
ヲ
保
障
セ
ラ
ル
ル
コ
ト

第
二
十
二

婚
姻
ハ
両
性
双
方
ノ
合
意
ニ
基
キ
デ
ノ
ミ
成
立
シ
且
夫
婦
ガ
何
等
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
コ

ト
ヲ
基
本
ト
シ
相
互
ノ
協
力
ニ
依
リ
維
持
セ
ラ
ル
ベ
キ
コ
ト

配
偶
ノ
選
択
、
財
産
権
、
相
続
、
住
所
ノ
選
定
、
離
婚
並
ニ
婚
姻
及
家
族
ニ
関
ス
ル
其
ノ
他
ノ
事

項
ニ
関
シ
個
人
ノ
権
威
及
両
性
ノ

本
質
的
平
等
ニ
立
脚
ス
ル
法
律
ヲ
制
定
ス
ベ
キ
コ
ト

第
二
十
三

法
律
ハ
有
ラ
ユ
ル
生
活
分
野
ニ
於
テ
社
会
ノ
福
祉
及
安
寧
、
公
衆
衛
生
、
自
由
、
正
義

並
ニ
民
主
主
義
ノ
向
上
発
展
ノ
為
ニ
立
案
セ
ラ
ル
ベ
キ
コ
ト

第
二
十
四

国
民
ハ
凡
テ
法
律
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
リ
其
ノ
能
力
ニ
応
ジ
均
シ
ク
教
育
ヲ
受
ク
ル
ノ
権

利
ヲ
有
ス
ル
コ
ト

国
民
ハ
凡
テ
其
ノ
保
護
ニ
係
ル
児
童
ヲ
シ
テ
初
等
教
育
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
ノ
義
務
ヲ
負
フ
モ
ノ
ト
シ

其
ノ
教
育
ハ
無
償
タ
ル
コ
ト

第
二
十
五

国
民
ハ
凡
テ
勤
労
ノ
権
利
ヲ
有
ス
ル
コ
ト

賃
金
、
就
業
時
間
其
ノ
他
ノ
勤
労
条
件
ニ
関
ス
ル
基
準
ハ
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
ル
コ
ト

児
童
ノ
不
当
使
用
ハ
之
ヲ
禁
止
ス
ベ
キ
コ
ト

第
二
十
六

勤
労
者
ノ
団
結
及
団
体
交
渉
其
ノ
他
ノ
集
団
行
為
ヲ
為
ス
ノ
権
利
ハ
之
ヲ
保
障
ス
ベ
キ

コ
ト

（
編
注
：
中
略
）

第
三
十

何
人
ト
雖
モ
国
会
ノ
定
ム
ル
手
続
ニ
依
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
其
ノ
生
命
若
ハ
自
由
ヲ
奪
ハ
レ
又

ハ
刑
罰
ヲ
科
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
ク
何
人
モ
裁
判
所
ニ
於
テ
裁
判
ヲ
受
ク
ル
ノ
権
利
ヲ
奪
ハ

ル
ル
コ
ト
ナ
カ
ル
ベ
キ
コ
ト

（
編
注
：
以
下
略
）

『
憲
法
』

昭
和
二
一
年
三
月
三
〇
日

〔
一
─
一
一
〕
米
国
教
育
使
節
団
、
米
国
最
高
指
令
官
に
提
出

合合
衆衆
国国
教教
育育
使使
節節
団団
報報
告告
書書
（
抄
）

ま
へ
が
き
（
編
注
：
中
略
）

序序

論論
（（
編編
注注
：：
中中
略略
））

一一

日日
本本
のの
教教
育育
のの
目目
的的
とと
内内
容容

日
本
の
教
育
に
お
け
る
教
科
課
程
、
修
学
過
程
、
教
授
法
及
び
教
科
書
の
再
編
は
、
戦
前
の
日
本

の
教
育
制
度
に
照
し
、
ま
た
自
由
な
民
主
的
政
治
形
態
を
採
用
す
る
や
う
新
た
に
日
本
の
民
衆
に
与

へ
ら
れ
た
機
会
に
照
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
教
育
改
革
へ
の
諸
々
の
提
案
が
考

慮
せ
ら
れ
る
に
先
だ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
日
本
の
教
育
の
実
際
に
つ
い
て
の
明
確
な
理
解
を
有
つ
こ
と
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が
肝
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
日
本
の
教
育
の
実
際
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
、
改
革
へ
の
提
案
も

う
ま
く
採
用
さ
れ
る
に
至
ら
ず
、
か
へ
つ
て
そ
れ
が
妨
げ
と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

日
本
の
教
育
制
度
は
、
そ
の
機
構
と
教
科
課
程
の
諸
規
定
に
関
し
て
は
、
た
と
へ
そ
の
中
に
超
国

家
主
義
と
軍
国
主
義
と
が
注
ぎ
こ
ま
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
最
近
の
教
育
理
論
に
従
っ
て
当
然
改

革
さ
る
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
日
本
の
教
育
制
度
は
か
の
高
度
に
中
央
集
権
化
さ
れ

た
十
九
世
紀
型
に
則
っ
た
も
の
で
あ
り
、
大
衆
に
一
つ
の
形
式
の
教
育
を
あ
た
へ
、
そ
し
て
小
数
の

特
権
階
級
の
た
め
に
は
も
う
一
つ
の
異
っ
た
形
式
の
も
の
を
準
備
す
る
と
い
ふ
如
き
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
教
育
の
そ
れ
ぞ
れ
の
水
準
に
応
じ
て
被
教
育
者
が
吸
収
す
べ
き
一
定
量
の
知
識
が
あ
る

と
主
張
し
、
生
徒
の
能
力
と
興
味
と
に
現
は
れ
て
来
る
差
異
を
無
視
す
る
傾
向
を
帯
び
て
ゐ
る
。
訓

令
と
教
科
書
と
、
試
験
と
視
学
制
度
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
教
育
制
度
は
教
師
が
そ
の
職
務
上
の
自

由
を
行
使
す
る
機
会
の
多
く
を
失
は
せ
て
し
ま
っ
た
。
教
師
の
能
率
を
測
る
基
準
は
と
い
へ
ば
、
ど

の
程
度
に
標
準
化
と
画
一
化
が
護
持
さ
れ
て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
本
の
教
育
を
一
通

り
理
解
す
る
に
は
、
各
種
の
条
例
と
教
科
規
定
と
教
科
書
と
、
さ
う
し
て
文
部
省
も
し
く
は
各
府
県

庁
か
ら
発
行
さ
れ
る
教
師
用
図
書
と
を
調
査
す
れ
ば
ほ
ぼ
十
分
で
あ
ら
う
。
文
部
省
及
び
府
県
教
育

課
の
職
員
は
、
如
何
に
博
学
で
あ
り
ま
た
学
者
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
、
あ
る
ひ
は
全
く
、

専
門
の
職
業
に
対
す
る
予
備
教
育
も
受
け
て
ゐ
な
け
れ
ば
教
育
や
教
室
で
の
経
験
を
有
っ
て
は
ゐ
な

い
。
そ
の
結
果
は
、
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
各
層
の
中
に
か
く
れ
て
ゐ
る
才
能
と
能
力
と
の
巨
大
な
貯
蔵

所
を
犠
牲
に
し
て
し
ま
つ
た
。

忠
義
心
や
愛
国
心
が
ど
の
や
う
な
国
に
お
い
て
も
望
ま
し
い
も
の
で
な
い
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。

問
題
は
如
何
に
し
て
合
理
的
な
代
償
に
よ
っ
て
忠
義
心
や
愛
国
心
を
保
証
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
。
無
批
判
的
な
服
従
と
盲
目
的
な
自
己
犠
牲
は
余
り
に
も
高
価
な
代
償
を
支
払
ふ
も
の
で
あ
る
。

個
人
の
知
性
は
物
々
交
換
の
具
に
供
す
る
に
は
余
り
に
も
貴
い
も
の
で
あ
る
。
な
ほ
ま
た
、
教
師
と

生
徒
と
に
よ
つ
て
つ
く
り
出
さ
れ
る
協
同
一
致
は
集
団
意
識
の
産
出
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
。

か
く
多
く
の
点
に
お
い
て
、
日
本
の
教
育
組
織
は
生
徒
に
実
際
社
会
に
活
躍
す
る
準
備
を
与
へ
る

こ
と
に
失
敗
し
た
。
失
敗
し
た
理
由
は
、
こ
れ
ら
の
目
的
が
学
習
者
の
立
場
で
理
解
さ
れ
ず
に
教
へ

込
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
教
育
は
失
敗
す
る
時
が
来
る
。
さ
う
し
て
、
そ
の
時
に
は
、
救
治
策

は
病
気
そ
の
も
の
よ
り
も
一
層
悪
い
も
の
と
な
る
。
丁
度
あ
の
思
想
局
（
教
学
局
）
が
つ
く
ら
れ
た

時
に
例
証
さ
れ
た
や
う
に
。

一
群
の
極
め
て
狭
い
範
囲
の
人
々
の
中
か
ら
補
充
す
る
だ
け
で
、
い
は
ば
防
塁
で
固
め
た
や
う
な

官
僚
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
て
ゐ
る
教
育
制
度
、
実
力
で
昇
進
し
て
行
く
と
い
ふ
機
会
を
無
く
し
て
し

ま
ふ
教
育
制
度
、
研
究
や
調
査
の
機
会
を
ほ
と
ん
ど
与
へ
ず
、
ま
た
批
評
を
絶
対
に
許
容
し
な
い
教

育
制
度
、
か
う
し
た
教
育
制
度
は
ひ
と
り
で
に
進
歩
の
手
段
を
自
分
目
身
の
手
か
ら
奪
ひ
去
っ
て
し

ま
ふ
も
の
で
あ
る
。

不
信
は
不
信
を
生
む
。
文
部
省
は
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
教
師
た
ち
の
知
性
に
あ
か
ら
さ
ま
に
信
を
置

か
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
教
育
者
た
ち
の
側
に
文
部
省
の
指
導
力
に
信
を
置
か
な
い
と
い
ふ
風
潮

を
作
り
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
わ
け
で
あ
る
。
幸
ひ
に
も
、
組
織
化
さ
れ
た
統
制
が
必
ず
し
も
常
に

組
織
化
さ
れ
た
頭
脳
を
作
り
出
す
も
の
だ
と
き
め
て
か
ゝ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
日
本
の
教
師
た

ち
は
、
彼
ら
の
見
解
が
当
使
節
団
に
開
陳
さ
れ
た
限
り
で
は
、
批
判
的
で
あ
り
ま
た
不
安
を
も
感
じ

て
を
り
、
さ
う
し
て
文
部
省
以
外
の
と
こ
ろ
に
指
導
者
を
求
め
て
ゐ
る
。

教
師
た
ち
の
間
に
見
ら
れ
る
こ
の
不
安
は
必
ず
し
も
全
部
が
そ
の
あ
は
れ
む
べ
き
経
済
状
態
に
起

因
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
指
導
を
求
め
る
純
な
る
欲
求
か
ら
、
ま
た
新
日
本
建
設
に
力
を
添

へ
る
機
会
を
つ
か
ま
う
と
す
る
純
な
る
欲
求
か
ら
起
つ
て
ゐ
る
。
統
制
と
抑
圧
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
自

ら
思
索
を
進
め
つ
ゝ
あ
る
教
師
た
ち
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
た
日
本
の
教
育
が
取
る
べ
き
方
向
を
次
第

に
自
覚
し
つ
ゝ
あ
る
教
師
た
ち
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
や
う
な
教
師
た
ち
は
大
い
な
る
期
待
を
も

っ
て
正
し
い
意
味
の
指
導
か
ら
生
ま
れ
る
刺
戟
と
鼓
舞
と
を
待
ち
の
ぞ
ん
で
ゐ
る
。

教
育
の
目
的
、
教
科
課
程
、
修
学
過
程
、
教
授
法
及
び
教
科
書
と
い
ふ
如
き
論
題
が
考
へ
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
ま
さ
に
こ
の
方
向
に
お
い
て
で
あ
る
。
昔
の
型
で
は
、
教
育
は
上
の
方
か
ら

下
の
方
へ
向
つ
て
系
統
立
て
ら
れ
た
。
そ
の
本
質
的
な
特
徴
は
権
威
主
義
で
あ
っ
た
。
新
し
い
型
の

教
育

─
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
社
会
層
に
そ
の
根
強
い
支
持
を
発
見
し
て
き
た
の
で
あ
る
が

─
で
は

出
発
点
は
個
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
で
分
る
と
思
ふ
が
、
教
科
課
程
に
関
す
る
諸
問
題
は
こ

れ
ら
新
旧
両
教
育
制
度
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
異
っ
た
様
相
を
採
る
。

教教
育育
のの
諸諸
目目
的的

日
本
に
お
け
る
教
育
再
建
の
大
事
業
が
企
て
得
ら
れ
る
に
先
き
だ
つ
て
、
民
主
主
義
の
教
育
哲
学

の
諸
基
礎
を
明
瞭
に
し
て
置
く
と
い
ふ
こ
と
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
の
べ
つ
ま
く
な
し
に
民
主
主

義
と
い
ふ
言
葉
を
繰
返
し
た
と
こ
ろ
で

そ
れ
に
具
体
的
な
内
容
が
付
与
さ
れ
な
け
れ
ば
無
意
味
で

あ
る
。

民
主
主
義
に
よ
る
生
活
の
た
め
の
教
育
制
度
は
個
人
の
尊
厳
と
価
値
と
の
承
認
の
上
に
基
礎
を
置

い
て
ゐ
る
。
こ
の
教
育
制
度
は
各
人
の
能
力
と
資
質
に
応
じ
て
教
育
の
機
会
を
与
へ
る
と
い
ふ
仕
組

に
な
つ
て
ゐ
る
。
教
授
内
容
と
教
授
方
法
と
を
通
じ
て
、
こ
の
教
育
制
度
は
研
究
の
自
由
を
育
成
し
、

ま
た
批
判
的
な
分
析
を
こ
ゝ
ろ
み
る
能
力
を
錬
磨
さ
せ
る
。
こ
の
教
育
制
度
は
、
学
習
者
の
そ
れ
ぞ

れ
の
異
つ
た
発
達
段
階
に
応
ず
る
そ
の
能
力
の
範
囲
内
で
、
実
際
的
な
知
識
に
つ
い
て
広
範
囲
に
わ

た
つ
て
討
議
を
す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
。
学
校
の
仕
事
が
、
規
定
で
動
き
の
と
れ
な
い
教
科
案
や
、

そ
れ
ぞ
れ
の
科
目
に
つ
い
て
た
だ
一
冊
の
認
定
さ
れ
た
教
科
書
に
限
定
さ
れ
て
ゐ
る
限
り
、
こ
れ
ら

の
目
的
の
達
成
を
助
長
す
る
こ
と
は
到
底
不
可
能
で
あ
る
。
民
主
教
育
の
成
否
は
画
一
化
と
標
準
化
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と
に
よ
っ
て
測
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

教
育
は
、
個
人
に
、
十
分
責
任
を
果
し
得
る
や
う
な
、
さ
う
し
て
ま
た
他
人
と
協
同
し
て
社
会
に

貢
献
し
得
る
や
う
な
社
会
の
一
員
と
な
る
準
備
を
与
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
同
時
に
ま
た
、

「
個
人
」
と
い
ふ
言
葉
は
少
年
た
ち
に
対
し
て
も
少
女
た
ち
に
対
し
て
も
同
じ
や
う
に
あ
て
は
ま
り
、

ま
た
男
に
対
し
て
も
女
に
対
し
て
も
同
様
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
理
解
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
し
い
日
本
の
た
め
の
建
設
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
は
労
働
者

と
し
て
、
公
民
と
し
て
、
は
た
ま
た
人
間
と
し
て
自
分
を
成
長
さ
せ
る
知
識
を
必
要
と
す
る
で
あ
ら

う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
は
、
社
会
組
織
の
複
雑
多
岐
な
局
面
に
干
与
す
る
社
会
の
構
成
員
と
し
て
、

自
由
探
求
の
精
神
を
以
て
そ
の
知
識
を
活
用
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
す
べ
て
こ
の
こ
と
は
、

国
際
連
合
組
織
の
性
格
規
定
の
中
に
記
さ
れ
て
を
り
、
且
つ
ま
た
国
際
連
合
教
育
・
科
学
・
文
科
協

議
会
憲
章
草
案
中
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
基
本
的
諸
原
理
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
当
然
次
の
こ
と
が
い
は
れ
る
。
す
な
は
ち
中
央
当
局
者
は
、
教
授
の
内
容
や
方
法

や
、
あ
る
ひ
は
教
科
書
を
規
定
し
た
り
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
仕
事
を
要
綱
や
参
考
や
教
授
指
針

の
公
布
と
い
ふ
範
囲
に
限
定
す
ベ
き
で
あ
る
と
。
教
師
の
専
門
的
活
動
の
た
め
に
ふ
さ
は
し
い
も
の

が
準
備
さ
れ
る
や
い
な
や
、
種
々
異
つ
た
環
境
に
あ
る
生
徒
の
要
求
や
能
力
に
応
ず
る
、
ま
た
生
徒

た
ち
が
役
割
を
果
す
べ
き
筈
の
社
会
に
適
当
す
る
教
授
の
内
容
や
力
法
を
採
用
い
る
こ
と
は
す
べ
て

教
師
た
ち
の
自
由
に
ま
か
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

日
本
の
教
育
の
新
し
い
方
向
附
け
の
仕
事
は
、
軍
国
主
義
や
超
国
家
主
義
や
そ
の
他
教
育
に
関
し

て
不
都
合
な
諸
点
を
完
全
に
除
去
す
る
と
い
ふ
消
極
的
な
面
を
含
む
ば
か
り
で
は
な
く
、
教
育
の
新

し
い
計
画
を
豊
富
に
す
る
や
う
な
文
化
の
種
々
の
面
を
注
意
深
く
評
価
す
る
と
い
ふ
積
極
面
を
も
含

ん
で
ゐ
る
。
例
へ
ば
、
歴
史･

倫
理･

地
理･

文
学･

美
術
及
び
音
楽
の
如
き
教
科
に
お
い
て
、
日
本
と

他
の
国
々
と
の
協
力
を
増
す
に
は
ど
の
や
う
な
教
科
が
保
留
さ
れ
て
い
ゝ
か
と
い
ふ
こ
と
に
考
慮
が

払
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
育
は
真
空
の
中
で
進
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
ま
た
一
国
民
の
過
去
の
文
化
と
全
然
隔
絶

し
た
教
育
も
考
へ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
在
の
や
う
な
危
機
に
際
し
て
さ
へ
も
或
る
種
の
連
続
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
的
理
念
と
し
て
、
ま
た
新
し
い
教
育
計
画
を
有
力
な
ら
し
め
る
理
想
と

し
て
保
存
に
価
す
る
も
の
を
見
出
さ
ん
が
た
め
に
、
日
本

の
文
化
的
伝
統
を
検
討
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
教
育
の
仕
事
に
携
は
る
す
べ
て
の
日
本
人
の
任
務
と

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
こ
そ
日
本
人
は
忠
義
と
愛
国
心
の
た
め
の
正
当
な
且
つ
そ
れ
を

鼓
舞
す
る
基
礎
を
見
出
す
で
あ
ら
う
。
「
知
識
ヲ
世
界
ニ
求
メ
」
よ
と
い
ふ
明
治
時
代
の
訓
諭
は
十

分
に
重
視
さ
れ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
絶
え
ず
外
か
ら
新
し
い
要
素
が
附
け
加
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ

か
ら
生
ず
る
二
重
性
格
の
欠
陥
を
ま
ぬ
が
れ
ん
が
た
め
に
は
、
な
に
か
ひ
と
つ
の
準
拠
と
し
て
用
ひ

ら
る
べ
き
原
標
が
、
優
れ
た
国
民
文
化
の
自
覚
の
中
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

教
育
の
目
的
に
関
す
る
こ
の
議
論
の
骨
子
は
、
教
育
の
自
由
と
研
究
の
自
由
が
た
だ
に
日
本
の
国

民
的
文
化
を
保
存
す
る
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
一
層
豊
富
に
す
る
た
め
に
も
亦
奨
励
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
事
実
と
神
話
と
、
現
実
と
空
想
と
を
区
別
す
る
能
力
は
、

批
判
的
分
析
を
本
質
と
す
る
科
学
精
神
の
う
ち
に
は
ぐ
く
ま
れ
て
の
み
十
分
の
発
達
を
遂
げ
得
る
。

こ
の
こ
と
は
、
た
ゞ
試
験
に
通
り
さ
へ
す
れ
ば
い
ゝ
と
い
ふ
、
あ
の
目
的
を
放
棄
す
る
こ
と
、
何

は
と
も
あ
れ
両
親
た
ち
の
、
学
生
た
ち
の
、
ま
た
教
師
た
ち
の
頭
の
切
り
換
へ
と
い
ふ
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
。
試
験
準
備
と
い
ふ
こ
と
に
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
教
育
制
度
は
形
式
に
堕
し
、
常
套

に
陥
る
。
そ
れ
は
教
師
と
生
徒
の
側
に
画
一
化
を
助
長
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
由
探
求
の
精

神
を
窒
息
さ
せ
、
批
判
的
に
判
断
を
加
へ
る
と
い
ふ
熊
度
を
圧
し
殺
し
て
し
ま
ふ
。
そ
れ
は
社
会
全

体
の
利
益
の
た
め
よ
り
も
む
し
ろ
狭
い
官
僚
群
の
利
益
を
は
か
る
権
力
者
の
操
縦
に
、
た
わ
い
も
な

く
自
分
を
ま
か
せ
て
し
ま
ふ
。
結
局
、
こ
の
教
育
制
度
は
、
時
に
は
ご
ま
か
し
や
背
徳
行
為
に
誘
つ

た
り
、
あ
る
ひ
は
不
健
全
な
自
棄
的
行
為
に
騙
り
立
て
る
変
態
的
な
競
争
心
を
生
む
。

そ
れ
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、
有
為
な
青
年
た
ち
の
将
来
を
偶
然
の
気
ま
ぐ
れ
に
泣
か
せ
て
し
ま
ふ
や

う
な
愚
行
を
し
り
ぞ
け
る
新
し
い
型
の
試
験
を
採
り
入
れ
る
余
地
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、

十
個
国
ば
か
り
の
国
が
一
九
参
一
年
か
ら
一
九
参
八
年
ま
で
の
間
に
そ
の
研
究
に
た
づ
さ
は
つ
た
国

際
的
な
研
究
の
主
題
で
あ
つ
た
。
試
験
の
結
果
に
関
す
る
研
究
に
は
活
発
な
批
評
の
働
き
と
教
育
的

探
求
の
た
め
の
中
枢
と
な
る
べ
き
も
の
ゝ
創
設
と
が
必
要
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
も
し
学
生
の
能
力
に
関

す
る
的
確
な
知
識
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
考
へ
得
る
限
り
の
方
策
が
用
ひ
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
く
の
戦
後
の
教
育
再
建
の
計
画
に
お
い
て
も
、
指
導
と
助
言
と
が
そ
の

や
う
な
際
立
っ
て
高
い
位
置
を
与
へ
ら
れ
重
視
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
偶
然
の
出
来
事
で
は
な
く
て
、
す

べ
て
の
人
々
に
均
等
な
教
育
の
機
会
を
あ
た
へ
よ
う
と
い
ふ
理
想
の
直
接
の
結
果
な
の
で
あ
る
。

教
育
の
事
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
学
校
だ
け
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
家
庭
も
、
隣
組
も

ま
た
そ
の
他
の
社
会
的
組
織
も
、
教
育
に
お
い
て
演
ず
べ
き
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
有
つ
て
ゐ
る
。
新

し
い
日
本
に
お
け
る
教
育
は
、
意
味
あ
る
知
識
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
可
能
な
限
り
の
多
く
の
知

識
の
源
泉
と
方
法
と
を
開
発
す
る
や
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
習
者
が
教
育
の
進
行
過

程
に
積
極
的
に
参
加
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
す
な
は
ち
学
習
者
が
十
分
理
解
し
て
学
び
取
る
の
で
な

け
れ
ば
、
教
育
の
仕
事
は
試
験
が
終
れ
ば
直
ち
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
ふ
雑
多
な
事
項
を
寄
せ
集
め
る

こ
と
だ
け
に
終
つ
て
し
ま
ふ
。

こ
の
や
う
な
知
的
革
命
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
教
科
課
程
の
編
成
の
方
法
と
そ
の
内
容
と
に
一
大

変
更
を
加
へ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
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と
に
よ
っ
て
測
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

教
育
は
、
個
人
に
、
十
分
責
任
を
果
し
得
る
や
う
な
、
さ
う
し
て
ま
た
他
人
と
協
同
し
て
社
会
に

貢
献
し
得
る
や
う
な
社
会
の
一
員
と
な
る
準
備
を
与
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
同
時
に
ま
た
、

「
個
人
」
と
い
ふ
言
葉
は
少
年
た
ち
に
対
し
て
も
少
女
た
ち
に
対
し
て
も
同
じ
や
う
に
あ
て
は
ま
り
、

ま
た
男
に
対
し
て
も
女
に
対
し
て
も
同
様
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
理
解
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
し
い
日
本
の
た
め
の
建
設
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
は
労
働
者

と
し
て
、
公
民
と
し
て
、
は
た
ま
た
人
間
と
し
て
自
分
を
成
長
さ
せ
る
知
識
を
必
要
と
す
る
で
あ
ら

う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
は
、
社
会
組
織
の
複
雑
多
岐
な
局
面
に
干
与
す
る
社
会
の
構
成
員
と
し
て
、

自
由
探
求
の
精
神
を
以
て
そ
の
知
識
を
活
用
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ら
う
。
す
べ
て
こ
の
こ
と
は
、

国
際
連
合
組
織
の
性
格
規
定
の
中
に
記
さ
れ
て
を
り
、
且
つ
ま
た
国
際
連
合
教
育
・
科
学
・
文
科
協

議
会
憲
章
草
案
中
に
記
さ
れ
て
ゐ
る
基
本
的
諸
原
理
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
当
然
次
の
こ
と
が
い
は
れ
る
。
す
な
は
ち
中
央
当
局
者
は
、
教
授
の
内
容
や
方
法

や
、
あ
る
ひ
は
教
科
書
を
規
定
し
た
り
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
仕
事
を
要
綱
や
参
考
や
教
授
指
針

の
公
布
と
い
ふ
範
囲
に
限
定
す
ベ
き
で
あ
る
と
。
教
師
の
専
門
的
活
動
の
た
め
に
ふ
さ
は
し
い
も
の

が
準
備
さ
れ
る
や
い
な
や
、
種
々
異
つ
た
環
境
に
あ
る
生
徒
の
要
求
や
能
力
に
応
ず
る
、
ま
た
生
徒

た
ち
が
役
割
を
果
す
べ
き
筈
の
社
会
に
適
当
す
る
教
授
の
内
容
や
力
法
を
採
用
い
る
こ
と
は
す
べ
て

教
師
た
ち
の
自
由
に
ま
か
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

日
本
の
教
育
の
新
し
い
方
向
附
け
の
仕
事
は
、
軍
国
主
義
や
超
国
家
主
義
や
そ
の
他
教
育
に
関
し

て
不
都
合
な
諸
点
を
完
全
に
除
去
す
る
と
い
ふ
消
極
的
な
面
を
含
む
ば
か
り
で
は
な
く
、
教
育
の
新

し
い
計
画
を
豊
富
に
す
る
や
う
な
文
化
の
種
々
の
面
を
注
意
深
く
評
価
す
る
と
い
ふ
積
極
面
を
も
含

ん
で
ゐ
る
。
例
へ
ば
、
歴
史･

倫
理･

地
理･

文
学･

美
術
及
び
音
楽
の
如
き
教
科
に
お
い
て
、
日
本
と

他
の
国
々
と
の
協
力
を
増
す
に
は
ど
の
や
う
な
教
科
が
保
留
さ
れ
て
い
ゝ
か
と
い
ふ
こ
と
に
考
慮
が

払
は
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

教
育
は
真
空
の
中
で
進
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
ま
た
一
国
民
の
過
去
の
文
化
と
全
然
隔
絶

し
た
教
育
も
考
へ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
現
在
の
や
う
な
危
機
に
際
し
て
さ
へ
も
或
る
種
の
連
続
が

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
間
的
理
念
と
し
て
、
ま
た
新
し
い
教
育
計
画
を
有
力
な
ら
し
め
る
理
想
と

し
て
保
存
に
価
す
る
も
の
を
見
出
さ
ん
が
た
め
に
、
日
本

の
文
化
的
伝
統
を
検
討
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
教
育
の
仕
事
に
携
は
る
す
べ
て
の
日
本
人
の
任
務
と

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
に
こ
そ
日
本
人
は
忠
義
と
愛
国
心
の
た
め
の
正
当
な
且
つ
そ
れ
を

鼓
舞
す
る
基
礎
を
見
出
す
で
あ
ら
う
。
「
知
識
ヲ
世
界
ニ
求
メ
」
よ
と
い
ふ
明
治
時
代
の
訓
諭
は
十

分
に
重
視
さ
れ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
絶
え
ず
外
か
ら
新
し
い
要
素
が
附
け
加
へ
ら
れ
る
と
こ
ろ

か
ら
生
ず
る
二
重
性
格
の
欠
陥
を
ま
ぬ
が
れ
ん
が
た
め
に
は
、
な
に
か
ひ
と
つ
の
準
拠
と
し
て
用
ひ

ら
る
べ
き
原
標
が
、
優
れ
た
国
民
文
化
の
自
覚
の
中
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

教
育
の
目
的
に
関
す
る
こ
の
議
論
の
骨
子
は
、
教
育
の
自
由
と
研
究
の
自
由
が
た
だ
に
日
本
の
国

民
的
文
化
を
保
存
す
る
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
を
一
層
豊
富
に
す
る
た
め
に
も
亦
奨
励
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
事
実
と
神
話
と
、
現
実
と
空
想
と
を
区
別
す
る
能
力
は
、

批
判
的
分
析
を
本
質
と
す
る
科
学
精
神
の
う
ち
に
は
ぐ
く
ま
れ
て
の
み
十
分
の
発
達
を
遂
げ
得
る
。

こ
の
こ
と
は
、
た
ゞ
試
験
に
通
り
さ
へ
す
れ
ば
い
ゝ
と
い
ふ
、
あ
の
目
的
を
放
棄
す
る
こ
と
、
何

は
と
も
あ
れ
両
親
た
ち
の
、
学
生
た
ち
の
、
ま
た
教
師
た
ち
の
頭
の
切
り
換
へ
と
い
ふ
こ
と
を
意
味

す
る
も
の
で
あ
る
。
試
験
準
備
と
い
ふ
こ
と
に
支
配
さ
れ
て
ゐ
る
教
育
制
度
は
形
式
に
堕
し
、
常
套

に
陥
る
。
そ
れ
は
教
師
と
生
徒
の
側
に
画
一
化
を
助
長
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
由
探
求
の
精

神
を
窒
息
さ
せ
、
批
判
的
に
判
断
を
加
へ
る
と
い
ふ
熊
度
を
圧
し
殺
し
て
し
ま
ふ
。
そ
れ
は
社
会
全

体
の
利
益
の
た
め
よ
り
も
む
し
ろ
狭
い
官
僚
群
の
利
益
を
は
か
る
権
力
者
の
操
縦
に
、
た
わ
い
も
な

く
自
分
を
ま
か
せ
て
し
ま
ふ
。
結
局
、
こ
の
教
育
制
度
は
、
時
に
は
ご
ま
か
し
や
背
徳
行
為
に
誘
つ

た
り
、
あ
る
ひ
は
不
健
全
な
自
棄
的
行
為
に
騙
り
立
て
る
変
態
的
な
競
争
心
を
生
む
。

そ
れ
に
も
か
ゝ
は
ら
ず
、
有
為
な
青
年
た
ち
の
将
来
を
偶
然
の
気
ま
ぐ
れ
に
泣
か
せ
て
し
ま
ふ
や

う
な
愚
行
を
し
り
ぞ
け
る
新
し
い
型
の
試
験
を
採
り
入
れ
る
余
地
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、

十
個
国
ば
か
り
の
国
が
一
九
参
一
年
か
ら
一
九
参
八
年
ま
で
の
間
に
そ
の
研
究
に
た
づ
さ
は
つ
た
国

際
的
な
研
究
の
主
題
で
あ
つ
た
。
試
験
の
結
果
に
関
す
る
研
究
に
は
活
発
な
批
評
の
働
き
と
教
育
的

探
求
の
た
め
の
中
枢
と
な
る
べ
き
も
の
ゝ
創
設
と
が
必
要
と
さ
れ
て
ゐ
る
。
も
し
学
生
の
能
力
に
関

す
る
的
確
な
知
識
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
考
へ
得
る
限
り
の
方
策
が
用
ひ
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
く
の
戦
後
の
教
育
再
建
の
計
画
に
お
い
て
も
、
指
導
と
助
言
と
が
そ
の

や
う
な
際
立
っ
て
高
い
位
置
を
与
へ
ら
れ
重
視
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
偶
然
の
出
来
事
で
は
な
く
て
、
す

べ
て
の
人
々
に
均
等
な
教
育
の
機
会
を
あ
た
へ
よ
う
と
い
ふ
理
想
の
直
接
の
結
果
な
の
で
あ
る
。

教
育
の
事
は
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
学
校
だ
け
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。
家
庭
も
、
隣
組
も

ま
た
そ
の
他
の
社
会
的
組
織
も
、
教
育
に
お
い
て
演
ず
べ
き
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
有
つ
て
ゐ
る
。
新

し
い
日
本
に
お
け
る
教
育
は
、
意
味
あ
る
知
識
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、
可
能
な
限
り
の
多
く
の
知

識
の
源
泉
と
方
法
と
を
開
発
す
る
や
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
習
者
が
教
育
の
進
行
過

程
に
積
極
的
に
参
加
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
す
な
は
ち
学
習
者
が
十
分
理
解
し
て
学
び
取
る
の
で
な

け
れ
ば
、
教
育
の
仕
事
は
試
験
が
終
れ
ば
直
ち
に
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
ふ
雑
多
な
事
項
を
寄
せ
集
め
る

こ
と
だ
け
に
終
つ
て
し
ま
ふ
。

こ
の
や
う
な
知
的
革
命
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
教
科
課
程
の
編
成
の
方
法
と
そ
の
内
容
と
に
一
大

変
更
を
加
へ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
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教
科
課
程
（
編
注
：
以
下
中
略
）

修
身
と
倫
理

歴
史
及
び
地
理

衛
生
教
育
と
体
育

衛
生
教
育

体
育

職
業
教
育

日
本
は
そ
の
家
庭
を
、
市
町
村
を
工
場
を
ま
た
文
化
的
諸
施
設
を
再
建
す
る
た
め
に
は
教
育
あ
る

頭
脳
と
共
に
訓
練
さ
れ
た
手
を
も
必
要
と
す
る
。
日
本
の
民
主
主
義
を
保
証
す
る
に
熟
練
し
た
、
ま

た
職
場
に
就
い
て
ゐ
る
、
物
事
の
よ
く
解
っ
た
労
働
者
の
一
団
に
ま
さ
る
も
の
は
な
い
。
そ
れ
は
産

業
上
の
財
産
に
も
劣
ら
ぬ
道
徳
上
の
財
産
で
あ
る
。

民
主
主
義
を
ま
も
る
そ
の
や
う
な
防
塞
を
築
き
あ
げ
る
た
め
に
は
、
日
本
の
教
育
者
た
ち
は
、
専

ら
知
能
に
よ
る
労
働
に
た
づ
さ
は
つ
て
ゐ
る
人
々
に
対
し
て
払
ふ
と
同
じ
尊
敬
を
道
具
を
手
に
し
て

働
く
人
々
に
対
し
て
も
亦
払
ふ
や
う
な
風
潮
を
創
り
あ
げ
る
に
援
助
を
惜
ん
で
は
な
ら
な
い
。

創
造
力
と
霊
感
と
は
学
者
の
独
占
物
で
は
な
い
し
、
ま
た
決
し
て
独
占
物
で
あ
つ
た
こ
と
も
な
か

っ
た
。
か
う
い
ふ
理
由
で
、
初
等
程
度
の
学
校
で
も
中
等
程
度
の
学
校
で
も
、
社
会
的
研
究
を
す
る

学
習
計
画
の
中
で
は
、
職
人
や
労
働
者
の
寄
与
す
る
と
こ
ろ
に
関
し
、
ま
た
職
人
や
労
働
者
に
関
す

る
問
題
に
重
点
を
置
く
や
う
我
々
は
す
ゝ
め
の
る
の
で
あ
る
。
十
分
の
訓
練
を
う
け
た
本
部
職
員
の

下
で
、
種
々
異
つ
た
職
業
的
経
験
が
そ
こ
で
は
あ
た
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

結

論
（
編
注
：
略
）

二二

国国
語語
のの
改改
革革
（
編
注
：
以
下
中
略
）

三

国国
民民
学学
校校
及及
びび
中中
等等
学学
校校
のの
教教
育育
行行
政政

四四

授授
業業
とと
教教
育育
養養
成成

五五

成成
人人
教教
育育

成
人
教
育
の
広
汎
な
計
画
は
、
人
間
の
資
質
の
最
高
の
発
達
を
含
む
社
会
な
ら
ど
の
や
う
な
社
会

に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
軍
部
の
民
衆
支
配
に
依
っ
て
惹
起
さ
れ
た
不
幸
な
戦
争
の
為
に
傷
手
を

受
け
茫
然
自
失
し
て
ゐ
る
日
本
国
民
は
、
今
や
平
和
と
世
界
協
同
を
目
的
と
す
る
新
し
い
戦
ひ
に
向

ひ
つ
ゝ
あ
る
。

日
本
の
知
的
精
神
的
資
源
の
方
向
転
換
を
行
ふ
為
に
は
、
利
用
し
得
べ
き
あ
ら
ゆ
る
手
段
が
人
類

の
福
祉
に
関
係
あ
る
知
識
や
観
念
の
普
及
に
用
ひ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
戦
争
の
残
虐
行
為
が
跋
扈
跳

梁
し
た
心
理
的
風
土
は
調
査
の
探
照
灯
と
真
理
の
是
正
と
に
曝
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

民
主
主
義
へ
の
忠
誠
を
背
景
に
も
つ
少
数
の
日
本
人
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
散
在
し
て
ゐ
る
。
彼
等

は
迫
害
と
圧
迫
の
悲
惨
な
経
験
か
ら
暴
力
政
治
の
忌
ま
は
し
い
力
を
学
び
知
つ
て
ゐ
る
。
彼
等
の
う

ち
に
は
既
に
成
人
教
育
の
計
画
を
実
施
し
よ
う
と
し
て
ゐ
る
者
も
あ
る
。
か
く
の
如
き
人
々
に
援
助

を
与
へ
て
彼
等
の
努
力
を
糾
合
さ
せ
る
な
ら
ば
、
彼
等
は
国
家
の
運
命
を
建
て
直
す
指
導
力
と
な
る

で
あ
ら
う
。
こ
の
一
団
を
中
核
と
す
れ
ば
成
人
教
育
の
組
織
は
活
動
を
開
始
し
得
る
で
あ
ら
う
。

そ
れ
故
、
文
部
省
の
現
在
の
成
人
教
育
事
業
は
更
に
生
命
を
吹
込
み
、
民
主
化
し
て
独
立
の
局
と

し
て
の
資
格
を
与
へ
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
職
員
は
指
導
性
と
社
会
的
経
験
の
鮎
に
お
い

て
極
め
て
有
能
の
士
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
教
育
者
も
亦
日
本
の
高
等
学
府
か
ら
抜
擢
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
教
育
、
労
働
、
産
業
、
新
聞
、
青
年
等
を
代
表
す
る
諮
問
委
員
合
を
設
立
し
、
そ

れ
と
共
に
こ
れ
と
同
様
の
性
格
と
機
能
を
有
す
る
県
単
位
の
委
員
合
を
作
れ
ば
有
益
で
あ
ら
う
。

日
本
の
諸
学
校
は
成
人
教
育
に
刺
戟
を
与
へ
る
大
き
な
潜
在
勢
力
で
あ
る
。
学
校
内
に
夜
学
の
組

を
設
け
る
こ
と
、
父
兄
会
を
強
化
す
る
こ
と
、
討
論
会
や
公
論
場
の
為
に
校
舎
を
開
放
す
る
こ
と

─
以
上
は
学
校
が
成
人
教
育
に
提
供
し
得
る
援
助
の
二
参
の
例
に
過
ぎ
な
い
。

公
立
図
書
館
（
編
注
：
以
下
略
）

博
物
館

結

論

六六

高高
等等
教教
育育
（
編
注
：
略
）

本本
報報
告告
のの
摘摘
要要
（
編
注
：
中
略
）

日
本
教
育
の
目
的
と
内
容

強
度
に
中
央
集
権
的
な
教
育
組
織
は
、
た
と
へ
極
端
な
国
家
主
義
や
軍
国
主
義
の
係
蹄
に
か
ゝ
る

こ
と
は
な
く
て
も
垣
壁
を
め
ぐ
ら
し
た
官
僚
主
義
に
伴
ふ
害
悪
の
た
め
に
危
く
さ
れ
る
。
教
師
が
軍

隊
式
に
編
制
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
指
導
を
受
け
て
職
業
的
に
発
展
す
る
や
う
解
放
さ
れ
る
た
め
に
は

地
方
分
権
が
必
要
で
あ
る
。
さ
う
す
れ
ば
、
教
師
は
自
由
な
日
本
市
民
の
発
展
に
彼
等
の
分
を
果
た

す
で
あ
ら
う
。

こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
唯
一
冊
の
官
製
の
教
科
書
や
教
授
用
書
で
得
ら
れ
る
以
上
に
広
く
、
且

つ
紋
切
型
の
試
験
で
試
め
さ
れ
る
よ
り
更
に
深
い
知
識
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
教
科
課
程
は

認
容
さ
れ
た
一
縛
り
の
知
識
の
み
な
ら
ず
生
徒
の
心
身
の
活
動
を
も
含
ん
で
ゐ
る
。
す
な
は
ち
そ
れ

は
生
徒
の
種
々
の
背
景
と
能
力
と
を
も
考
慮
に
入
れ
る
。
そ
れ
故
、
教
科
課
程
は
教
師
の
経
験
を
活

用
し
そ
の
創
造
的
才
能
を
発
揮
せ
し
め
つ
ゝ
教
師
を
も
含
め
た
協
同
活
動
に
依
つ
て
作
製
さ
れ
ね
ば

- 9 -

な
ら
な
い
。

道
徳
は
日
本
の
教
育
で
は
独
立
の
地
位
を
占
め
て
居
り
服
従
を
奨
励
す
る
傾
向
を
も
つ
て
は
ゐ
る

が
、
こ
れ
は
異
る
解
釈
を
加
へ
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
且
つ
自
由
な
国
民
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
浸
透

せ
し
む
べ
き
で
あ
る
。
平
等
を
奨
励
す
る
態
度
、
民
主
的
政
治
の
互
恵
、
日
常
生
活
に
お
け
る
良
い

技
倆
の
理
想

─
以
上
は
す
べ
て
広
義
の
道
徳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
民
主
的
な
学
校
の
種
々
の
計
画

や
活
動
に
依
っ
て
啓
培
さ
れ
、
実
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

地
理
及
び
歴
史
の
領
域
の
書
物
は
、
神
話
と
し
て
認
め
、
も
つ
と
客
観
的
な
観
点
を
教
科
書
や
参

考
資
料
に
具
現
す
る
や
う
に
書
換
へ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
低
学
年
に
あ
つ
て
は
社
会
や
地
方
的
資

源
を
も
つ
と
多
く
取
り
入
る
べ
き
で
あ
る
。
高
学
年
で
は
適
当
の
学
問
や
研
究
調
査
が
種
々
の
方
法

で
奨
励
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

衛
生
知
識
と
体
育
と
の
計
画
は
全
体
と
し
て
の
教
育
計
画
の
基
礎
で
あ
る
。
身
体
検
査
、
栄
養
と

公
衆
衛
生
、
体
育
と
娯
楽
計
画
を
大
学
程
度
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
、
及
び
可
及
的
速
に
施
設
を
恢
復

す
る
こ
と
等
を
勧
告
し
た
い
。

す
べ
て
の
学
校
水
準
に
お
い
て
職
業
教
育
が
強
調
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
種
々
の
職
業
的
経
験
が

良
く
訓
練
さ
れ
た
教
師
の
指
導
の
下
で
、
工
芸
学
と
そ
れ
を
支
持
す
る
学
術
や
科
学
や
に
力
を
置
い

て
、
与
へ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
職
工
や
労
働
者
の
貢
献
も
社
会
研
究
の
計
画
に
取
り
入
れ
ら
れ
ぬ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
独
創
力
や
創
造
性
を
啓
発
す
る
機
会
も
与
へ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

国
語
の
改
革
（
編
注
：
以
下
中
略
）

国
民
学
校
及
び
中
等
学
校
の
教
育
行
政

授
業
と
教
員
養
成

成
人
教
育

日
本
国
民
の
こ
の
危
機
に
お
い
て
は
、
成
人
教
育
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
民
主
国

家
は
各
市
民
に
大
き
な
責
務
を
課
す
る
か
ら
で
あ
る
。

学
校
は
成
人
教
育
の
一
機
関
に
過
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
父
兄
会
の
活
動
、
成
人
に
対
す
る
夜
学
校

及
び
校
外
授
業
、
社
会
の
種
々
の
活
動
に
対
す
る
校
舎
の
解
放
等
に
依
つ
て
成
人
教
育
は
助
長
さ
れ

る
で
あ
ら
う
。

成
人
教
育
に
と
っ
て
い
ま
一
つ
の
重
要
な
機
関
は
公
立
図
書
館
で
あ
る
。
支
館
を
有
す
る
中
央
公

立
図
書
館
を
大
都
市
に
設
立
す
る
こ
と
、
及
び
各
県
に
図
書
館
事
業
の
適
当
な
施
設
を
設
け
る
こ
と

を
勧
告
す
る
。
公
立
図
書
館
事
業
の
管
理
者
を
文
部
省
内
に
置
け
ば
、
こ
の
計
画
に
便
利
で
あ
ら
う
。

科
学
博
物
館
、
美
術
博
物
館
は
図
書
館
に
並
行
し
て
教
育
目
的
に
役
立
つ
で
あ
ら
う
。

そ
の
上
、
市
町
村
の
会
や
専
門
の
学
会
、
労
働
組
合
、
政
治
団
体
を
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

組
織
は
公
論
壇
や
討
論
会
の
技
術
を
有
効
に
使
ふ
や
う
援
助
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
目
的
を
助
成
す
る
た
め
に
文
部
省
の
現
在
の
成
人
教
育
事
業
は
活
気
づ
け
民
主
化
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

高

等

教

育
（
編
注
：
以
下
略
）出

典
：
『
ア
メ
リ
カ
事
情
叢
書

第
三
輯

合
衆
国
教
育

使
節
団
報
告
書
』
、
国
民
教
育
社
、
昭
和

年

月
。

21
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昭
和
二
一
年
四
月
一
七
日

〔
一
─
一
二
〕
政
府

憲憲
法法
改改
正正
草草
案案
（
抄
）

日日

本本

国国

憲憲

法法

第第
三三
章章

国国
民民
のの
権権
利利
及及
びび
義義
務務

第
十
条

国
民
は
、
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
の
享
有
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障

す
る
基
本
的
人
権
は
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
刊
と
し
て
、
現
在
及
び
將
来
の
国
民
に

與
へ
ら
れ
る
。

第
十
一
条

こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
、

こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
国
民
は
、
こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、

常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
。

第
十
二
条

す
ベ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
對
す
る

国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、
最

大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。

第
十
三
条

す
ベ
て
国
民
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ
て
、
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
會
的
身
分
又

は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
又
は
社
會
的
關
係
に
お
い
て
、
差
別
を
受
け
な
い
。

華
族
そ
の
他
の
貴
族
の
制
度
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

栄
誉
、
勳
章
そ
の
他
の
榮
典
の
授
與
は
、
い
か
な
る
特
権
も
伴
は
な
い
。
榮
典
の
授
與
は
、
現

に
こ
れ
を
有
し
、
又
は
將
來
こ
れ
を
受
け
る
者
の
一
代
に
限
り
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
十
四
条

公
務
員
を
選
定
し
、
及
び
こ
れ
を
罷
免
す
る
こ
と
は
、
国
民
固
有
の
権
利
で
あ
る
。

す
ベ
て
公
務
員
は
、
全
體
の
奉
仕
者
で
あ
っ
て
一
部
の
奉
仕
者
で
は
な
い
。

す
べ
て
選
舉
に
お
け
る
投
票
の
秘
密
は
、
こ
れ
を
浸
し
て
は
な
ら
な
い
。
選
挙
人
は
、
そ
の
選

挙
に
關
し
公
的
に
も
私
的
に
も
責
任
を
問
は
れ
な
い
。

第
十
五
条

何
人
も
、
損
害
そ
の
他
に
關
す
る
救
濟
、
公
務
員
の
罷
免
及
び
法
律
、
命
令
又
は
規
則
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な
ら
な
い
。

道
徳
は
日
本
の
教
育
で
は
独
立
の
地
位
を
占
め
て
居
り
服
従
を
奨
励
す
る
傾
向
を
も
つ
て
は
ゐ
る

が
、
こ
れ
は
異
る
解
釈
を
加
へ
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
且
つ
自
由
な
国
民
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
浸
透

せ
し
む
べ
き
で
あ
る
。
平
等
を
奨
励
す
る
態
度
、
民
主
的
政
治
の
互
恵
、
日
常
生
活
に
お
け
る
良
い

技
倆
の
理
想

─
以
上
は
す
べ
て
広
義
の
道
徳
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
民
主
的
な
学
校
の
種
々
の
計
画

や
活
動
に
依
っ
て
啓
培
さ
れ
、
実
行
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

地
理
及
び
歴
史
の
領
域
の
書
物
は
、
神
話
と
し
て
認
め
、
も
つ
と
客
観
的
な
観
点
を
教
科
書
や
参

考
資
料
に
具
現
す
る
や
う
に
書
換
へ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
低
学
年
に
あ
つ
て
は
社
会
や
地
方
的
資

源
を
も
つ
と
多
く
取
り
入
る
べ
き
で
あ
る
。
高
学
年
で
は
適
当
の
学
問
や
研
究
調
査
が
種
々
の
方
法

で
奨
励
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

衛
生
知
識
と
体
育
と
の
計
画
は
全
体
と
し
て
の
教
育
計
画
の
基
礎
で
あ
る
。
身
体
検
査
、
栄
養
と

公
衆
衛
生
、
体
育
と
娯
楽
計
画
を
大
学
程
度
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
、
及
び
可
及
的
速
に
施
設
を
恢
復

す
る
こ
と
等
を
勧
告
し
た
い
。

す
べ
て
の
学
校
水
準
に
お
い
て
職
業
教
育
が
強
調
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
種
々
の
職
業
的
経
験
が

良
く
訓
練
さ
れ
た
教
師
の
指
導
の
下
で
、
工
芸
学
と
そ
れ
を
支
持
す
る
学
術
や
科
学
や
に
力
を
置
い

て
、
与
へ
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
職
工
や
労
働
者
の
貢
献
も
社
会
研
究
の
計
画
に
取
り
入
れ
ら
れ
ぬ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
独
創
力
や
創
造
性
を
啓
発
す
る
機
会
も
与
へ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

国
語
の
改
革
（
編
注
：
以
下
中
略
）

国
民
学
校
及
び
中
等
学
校
の
教
育
行
政

授
業
と
教
員
養
成

成
人
教
育

日
本
国
民
の
こ
の
危
機
に
お
い
て
は
、
成
人
教
育
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
民
主
国

家
は
各
市
民
に
大
き
な
責
務
を
課
す
る
か
ら
で
あ
る
。

学
校
は
成
人
教
育
の
一
機
関
に
過
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
父
兄
会
の
活
動
、
成
人
に
対
す
る
夜
学
校

及
び
校
外
授
業
、
社
会
の
種
々
の
活
動
に
対
す
る
校
舎
の
解
放
等
に
依
つ
て
成
人
教
育
は
助
長
さ
れ

る
で
あ
ら
う
。

成
人
教
育
に
と
っ
て
い
ま
一
つ
の
重
要
な
機
関
は
公
立
図
書
館
で
あ
る
。
支
館
を
有
す
る
中
央
公

立
図
書
館
を
大
都
市
に
設
立
す
る
こ
と
、
及
び
各
県
に
図
書
館
事
業
の
適
当
な
施
設
を
設
け
る
こ
と

を
勧
告
す
る
。
公
立
図
書
館
事
業
の
管
理
者
を
文
部
省
内
に
置
け
ば
、
こ
の
計
画
に
便
利
で
あ
ら
う
。

科
学
博
物
館
、
美
術
博
物
館
は
図
書
館
に
並
行
し
て
教
育
目
的
に
役
立
つ
で
あ
ら
う
。

そ
の
上
、
市
町
村
の
会
や
専
門
の
学
会
、
労
働
組
合
、
政
治
団
体
を
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

組
織
は
公
論
壇
や
討
論
会
の
技
術
を
有
効
に
使
ふ
や
う
援
助
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
目
的
を
助
成
す
る
た
め
に
文
部
省
の
現
在
の
成
人
教
育
事
業
は
活
気
づ
け
民
主
化
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

高

等

教

育
（
編
注
：
以
下
略
）出

典
：
『
ア
メ
リ
カ
事
情
叢
書

第
三
輯

合
衆
国
教
育

使
節
団
報
告
書
』
、
国
民
教
育
社
、
昭
和

年

月
。

21

5

昭
和
二
一
年
四
月
一
七
日

〔
一
─
一
二
〕
政
府

憲憲
法法
改改
正正
草草
案案
（
抄
）

日日

本本

国国

憲憲

法法

第第
三三
章章

国国
民民
のの
権権
利利
及及
びび
義義
務務

第
十
条

国
民
は
、
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
の
享
有
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障

す
る
基
本
的
人
権
は
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
刊
と
し
て
、
現
在
及
び
將
来
の
国
民
に

與
へ
ら
れ
る
。

第
十
一
条

こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
っ
て
、

こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
国
民
は
、
こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、

常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
。

第
十
二
条

す
ベ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
對
す
る

国
民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、
最

大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。

第
十
三
条

す
ベ
て
国
民
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
っ
て
、
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
會
的
身
分
又

は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
又
は
社
會
的
關
係
に
お
い
て
、
差
別
を
受
け
な
い
。

華
族
そ
の
他
の
貴
族
の
制
度
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

栄
誉
、
勳
章
そ
の
他
の
榮
典
の
授
與
は
、
い
か
な
る
特
権
も
伴
は
な
い
。
榮
典
の
授
與
は
、
現

に
こ
れ
を
有
し
、
又
は
將
來
こ
れ
を
受
け
る
者
の
一
代
に
限
り
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
十
四
条

公
務
員
を
選
定
し
、
及
び
こ
れ
を
罷
免
す
る
こ
と
は
、
国
民
固
有
の
権
利
で
あ
る
。

す
ベ
て
公
務
員
は
、
全
體
の
奉
仕
者
で
あ
っ
て
一
部
の
奉
仕
者
で
は
な
い
。

す
べ
て
選
舉
に
お
け
る
投
票
の
秘
密
は
、
こ
れ
を
浸
し
て
は
な
ら
な
い
。
選
挙
人
は
、
そ
の
選

挙
に
關
し
公
的
に
も
私
的
に
も
責
任
を
問
は
れ
な
い
。

第
十
五
条

何
人
も
、
損
害
そ
の
他
に
關
す
る
救
濟
、
公
務
員
の
罷
免
及
び
法
律
、
命
令
又
は
規
則
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の
制
定
、
廢
止
又
は
改
正
に
關
し
、
平
穩
に
請
願
す
る
権
利
を
有
し
、
何
人
も
、
か
か
る
請
願
を

し
た
た
め
に
い
か
な
る
差
別
待
遇
も
受
け
な
い
。

第
十
六
条

何
人
も
、
い
か
な
る
奴
隷
的
拘
束
も
受
け
な
い
。
又
、
犯
罪
に
因
る
處
罰
の
場
合
を
除

い
て
は
、
そ
の
意
に
反
す
る
苦
役
に
服
さ
せ
ら
れ
な
い
。

第
十
七
条

思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、
こ
れ
を
浸
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
八
条

信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
對
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
。
い
か
な
る
宗
教
團
體
も
、
国

か
ら
特
権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

何
人
も
、
宗
教
上
の
行
爲
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。

国
及
び
そ
の
機
關
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
か
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
九
条

集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

險
閲
は
、
こ
れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
通
信
の
秘
密
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
条

何
人
も
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
居
住
、
移
轉
及
び
職
業
選
擇
の
自
由
を
有

す
る
。

何
人
も
、
外
国
に
移
住
し
、
又
は
国
籍
を
離
脱
す
る
自
由
を
侵
さ
れ
な
い
。

第
二
十
一
条

學
問
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

第
二
十
二
条

婚
姻
は
、
両
性
の
合
意
に
基
い
て
の
み
成
立
し
、
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を
有
す
る
こ

と
を
基
本
と
し
て
、
相
互
の
協
力
に
よ
り
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

配
偶
者
の
選
擇
、
財
産
権
、
相
続
、
住
居
の
選
定
、
離
婚
並
び
に
婚
姻
及
び
家
族
に
關
す
る
そ

の
他
の
事
項
に
關
し
て
は
、
法
律
は
、
個
人
の
権
威
と
兩
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
て
、
制
定

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条

法
律
は
、
す
べ
て
の
生
活
分
野
に
つ
い
て
、
社
會
の
福
祉
及
び
安
寧
竝
び
に
公
衆
衛

生
の
向
上
及
び
増
進
の
た
め
に
立
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

訛
二
十
四
条

す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
能
力
に
應
じ
て
、
ひ
と
し

く
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

す
べ
て
国
民
は
、
そ
の
保
護
す
る
児
童
に
初
等
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
負
ふ
。
初
等
教
育

は
、
こ
れ
を
無
償
と
す
る
。

第
二
十
五
条

す
べ
て
国
民
は
、
勤
勞
の
権
利
を
有
す
る
。

賃
金
、
就
業
時
間
そ
の
他
の
勤
勞
条
件
に
関
す
る
基
準
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

児
童
は
、
こ
れ
を
酷
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条

勤
勞
者
の
團
結
す
る
権
利
及
び
團
體
交
渉
そ
の
他
の
團
體
行
動
を
す
る
権
利
は
、
こ

れ
を
保
障
す
る
。

第
二
十
七
条

財
産
権
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。

財
産
権
の
内
容
は
、
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
や
う
に
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

私
有
財
産
は
、
正
常
な
補
償
の
下
に
、
こ
れ
を
公
共
の
た
め
に
用
ひ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
八
条

何
人
も
、
法
律
の
定
め
る
手
續
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
生
命
若
し
く
は
自
由
を
奪

は
れ
、
又
は
そ
の
他
の
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
。

第
二
十
九
条

何
人
も
、
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
奪
は
れ
な
い
。

第
三
十
条

何
人
も
、
現
行
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
権
限
を
有
す
る
司
法
官
憲

が
發
し
、
且
つ
理
由
と
な
つ
て
ゐ
る
犯
罪
を
明
示
す
る
令
状
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
逮
捕
さ
れ
な
い
。

第
三
十
一
条

何
人
も
、
理
由
を
直
ち
に
告
げ
ら
れ
ず
、
又
は
直
ち
に
辯
護
人
に
依
頼
す
る
権
利
を

與
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
抑
留
又
は
拘
禁
さ
れ
な
い
。
又
、
何
人
も
、
正
常
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、

拘
禁
さ
れ
ず
、
要
求
が
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
、
直
ち
に
本
人
及
び
そ
の
辯
護
人
の
出
席
す
る
公

開
の
法
廷
で
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条

国
民
が
、
そ
の
住
居
、
書
類
及
び
所
持
品
に
つ
い
て
、
浸
入
、
捜
索
及
び
押
収
を
受

け
る
こ
と
の
な
い
権
利
は
、
第
三
十
条
の
場
合
を
除
い
て
は
、
正
常
な
理
由
に
基
い
て
發
せ
ら
れ
、

且
つ
捜
索
す
る
場
所
及
び
押
収
す
る
物
を
明
示
す
る
令
状
が
な
け
れ
ば
、
侵
さ
れ
な
い
。

捜
索
又
は
押
収
は
、
権
限
を
有
す
る
司
法
官
憲
が
發
す
る
各
別
の
令
状
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
ふ
。

第
三
十
三
条

公
務
員
に
よ
る
拷
問
及
び
残
虐
な
刑
罰
は
、
絶
對
に
こ
れ
を
禁
ず
る
。

第
三
十
四
条

す
ベ
て
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
は
、
公
平
な
裁
判
所
の
迅
速
な
公
開
裁
判

を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

刑
事
被
告
人
は
、
す
べ
て
の
證
人
に
對
し
て
、
審
問
す
る
機
會
を
充
分
に
與
へ
ら
れ
、
又
、
公

費
で
自
己
の
た
め
に
強
制
的
手
續
に
よ
り
證
人
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
。

刑
事
被
告
人
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
資
格
を
有
す
る
辯
護
人
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

被
告
人
が
自
ら
こ
れ
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
国
で
こ
れ
を
附
す
る
。

第
三
十
五
条

何
人
も
、
自
已
に
不
利
益
な
供
述
を
強
要
さ
れ
な
い
。

強
制
、
拷
問
若
し
く
は
脅
迫
の
下
で
の
自
白
又
は
不
當
に
長
く
抑
留
若
し
く
は
拘
禁
さ
れ
た
後

の
自
白
は
、
こ
れ
を
證
據
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

何
人
も
、
自
已
に
不
利
益
な
唯
一
の
證
據
が
本
人
の
自
自
で
あ
る
場
合
に
は
、
有
罪
と
さ
れ
、

又
は
刑
罰
を
抖
せ
ら
れ
な
い
。

第
三
十
六
条

何
人
も
、
実
行
の
時
に
適
法
で
あ
っ
た
行
爲
又
は
既
に
無
罪
と
さ
れ
た
行
為
に
つ
い

て
は
、
刑
事
上
の
責
任
を
問
は
れ
な
い
。
又
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
重
ね
て
刑
事
上
の
責
任
を

問
は
れ
な
い
。

（
編
注
：
中
略
）

第第
七七
章章

財財
政政
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第
八
十
五
条

公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
体
の
使
用
、
便
益
若
し

く
は
維
持
の
た
め
、
又
は
公
の
支
配
に
属
し
な
い
慈
善
、
教
育
若
し
く
は
博
愛
の
事
業
に
対
し
、

こ
れ
を
支
出
し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
編
注
：
以
下
略
）

『
憲
法
』

昭
和
二
一
年
五
月
二
二
日

〔
一
─
一
三
〕
連
合
軍
総
司
令
部
の
命
令

日日
本本
公公
共共
事事
業業
計計
画画
原原
則則

一
、
先
づ
基
礎
的
必
需
品
、
特
に
食
糧
、
衣
服
、
燃
料
及
住
居
の
生
産
、
配
給
を
増
加
又
は
促
進
す

る
事
業
に
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。

二
、
右
に
特
筆
せ
る
生
産
計
画
を
樹
立
す
る
に
当
り
、
又
は
其
の
場
所
の
選
定
に
当
り
考
慮
を
要
す

る
は
、
経
済
復
興
並
に
物
資
的
復
興
に
直
接
資
す
る
所
あ
る
斯
種
計
画
に
は
、
能
ふ
限
り
多
数
の

失
業
者
を
有
効
に
活
用
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

三
、
出
来
得
れ
ば
来
年
度
の
消
費
に
充
つ
る
物
資
生
産
の
計
画
を
優
先
し
て
行
ふ
べ
き
で
あ
る
。

四
、
供
給
不
足
の
折
柄
材
料
及
施
設
は
最
少
限
度
を
使
用
す
る
計
画
た
る
こ
と
に
留
意
す
べ
く
、
其

の
計
画
に
て
斯
る
材
料
及
施
設
の
供
給
の
増
加
又
は
其
の
輸
送
並
に
配
給
を
促
進
す
る
計
画
が
為

さ
る
べ
き
で
あ
る
。

五
、
本
事
業
は
国
家
の
生
産
計
画
全
般
の
一
環
と
さ
る
べ
く
、
又
生
産
施
設
並
に
材
料
の
企
画
、
管

理
、
配
置
は
経
済
安
定
本
部
の
管
轄
た
る
べ
き
で
あ
る
。

六
、
事
業
計
画
は
日
本
政
府
の
主
管
た
る
べ
く
、
当
該
計
画
の
完
金
な
る
施
行
は
各
省
の
責
任
に
於

て
行
は
る
。

基
本
生
産
に
必
要
な
る
民
間
所
有
の
資
材
が
、
民
間
事
業
に
依
り
利
用
せ
ら
れ
ざ
る
場
合
は
、

政
府
は
民
間
所
有
者
に
適
正
な
る
補
償
を
為
し
て
之
を
利
用
す
べ
き
で
あ
る
。

七
、
計
画
を
起
案
せ
る
各
省
局
は
、
連
合
軍
最
高
司
令
部
の
政
策
に
合
致
せ
る
を
確
む
る
為
、
総
司

令
部
の
当
該
部
門
に
協
議
す
べ
き
で
あ
る
。

八
、
事
業
計
画
に
於
て
支
払
は
る
べ
き
報
酬
は
定
ま
り
た
る
も
の
の
あ
る
限
り
、
世
上
の
同
種
事
業

に
於
て
行
は
る
ゝ
も
の
と
同
等
た
る
べ
き
で
あ
る
。

九
、
事
業
計
画
に
使
用
せ
ら
る
ゝ
労
務
者
は
、
公
設
職
業
紹
介
所
の
紹
介
に
依
る
べ
き
で
あ
る
。

十
、
一
事
業
計
画
に
対
す
る
雇
用
に
際
し
て
は
、
如
何
な
る
失
業
者
、
雇
用
せ
ら
れ
得
る
者
に
て
も
、

金
銭
上
の
必
用
如
何
を
問
は
ず
採
用
す
べ
く
、
但
し
本
人
が
適
当
な
る
賃
金
労
働
条
件
に
於
て
、

其
の
適
す
る
本
来
の
民
間
業
務
に
就
業
す
る
を
拒
絶
せ
ざ
る
も
の
な
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
国

家
の
扶
助
を
受
け
居
る
も
の
に
し
て
、
労
働
の
能
力
を
有
す
る
者
に
就
て
は
、
出
来
得
る
限
り
本

事
業
計
画
に
優
先
雇
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

『
失
対
二
』

昭
和
二
一
年
六
月
二
〇
日

〔
一
─
一
四
〕
政
府
、
国
会
へ
提
出

帝帝
国国
憲憲
法法
改改
正正
案案
（
抄
）

第
二
十
条

何
人
も
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
居
住
、
移
転
及
び
職
業
選
択
の
自
由
を
有

す
る
。

何
人
も
、
外
国
に
移
住
し
、
又
は
国
籍
を
離
脱
す
る
自
由
を
侵
さ
れ
な
い
。

第
二
十
一
条

学
問
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

第
二
十
二
条

婚
姻
は
、
両
性
の
合
意
の
み
に
基
づ
い
て
成
立
し
、
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を
有
す
る

こ
と
を
基
本
と
し
て
、
相
互
の
協
力
に
よ
り
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

配
偶
者
の
選
択
、
財
産
権
、
相
続
、
住
居
の
選
定
、
離
婚
並
び
に
婚
姻
及
び
家
族
に
関
す
る
そ

の
他
の
事
項
に
関
し
て
は
、
法
律
は
、
個
人
の
権
威
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
て
、
制
定

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条

法
律
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
会
の
福
祉
、
生
活
の
保
障
及
び
公
衆

衛
生
の
向
上
及
び
増
進
の
た
め
に
立
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条

す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
ひ
と
し

く
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

す
べ
て
国
民
は
、
そ
の
保
護
す
る
児
童
に
初
等
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
負
う
。
初
等
教
育

は
、
こ
れ
を
無
償
と
す
る
。

第
二
十
五
条

す
べ
て
国
民
は
、
勤
労
の
権
利
を
有
す
る
。

賃
金
、
就
業
時
間
そ
の
他
の
勤
労
条
件
に
関
す
る
基
準
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

児
童
は
、
こ
れ
を
酷
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条

勤
労
者
の
団
結
す
る
権
利
及
び
団
体
交
渉
そ
の
他
の
団
体
行
動
を
す
る
権
利
は
、
こ

れ
を
保
障
す
る
。

『
憲
法
』

昭
和
二
一
年
七
月
二
九
日

〔
一
─
一
五
〕
連
合
国
最
高
司
令
官
総
司
令
部

労労
働働
諮諮
問問
委委
員員
会会
最最
終終
報報
告告
書書
（
抄
）
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第
八
十
五
条

公
金
そ
の
他
の
公
の
財
産
は
、
宗
教
上
の
組
織
若
し
く
は
団
体
の
使
用
、
便
益
若
し

く
は
維
持
の
た
め
、
又
は
公
の
支
配
に
属
し
な
い
慈
善
、
教
育
若
し
く
は
博
愛
の
事
業
に
対
し
、

こ
れ
を
支
出
し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
編
注
：
以
下
略
）

『
憲
法
』

昭
和
二
一
年
五
月
二
二
日

〔
一
─
一
三
〕
連
合
軍
総
司
令
部
の
命
令

日日
本本
公公
共共
事事
業業
計計
画画
原原
則則

一
、
先
づ
基
礎
的
必
需
品
、
特
に
食
糧
、
衣
服
、
燃
料
及
住
居
の
生
産
、
配
給
を
増
加
又
は
促
進
す

る
事
業
に
重
点
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。

二
、
右
に
特
筆
せ
る
生
産
計
画
を
樹
立
す
る
に
当
り
、
又
は
其
の
場
所
の
選
定
に
当
り
考
慮
を
要
す

る
は
、
経
済
復
興
並
に
物
資
的
復
興
に
直
接
資
す
る
所
あ
る
斯
種
計
画
に
は
、
能
ふ
限
り
多
数
の

失
業
者
を
有
効
に
活
用
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

三
、
出
来
得
れ
ば
来
年
度
の
消
費
に
充
つ
る
物
資
生
産
の
計
画
を
優
先
し
て
行
ふ
べ
き
で
あ
る
。

四
、
供
給
不
足
の
折
柄
材
料
及
施
設
は
最
少
限
度
を
使
用
す
る
計
画
た
る
こ
と
に
留
意
す
べ
く
、
其

の
計
画
に
て
斯
る
材
料
及
施
設
の
供
給
の
増
加
又
は
其
の
輸
送
並
に
配
給
を
促
進
す
る
計
画
が
為

さ
る
べ
き
で
あ
る
。

五
、
本
事
業
は
国
家
の
生
産
計
画
全
般
の
一
環
と
さ
る
べ
く
、
又
生
産
施
設
並
に
材
料
の
企
画
、
管

理
、
配
置
は
経
済
安
定
本
部
の
管
轄
た
る
べ
き
で
あ
る
。

六
、
事
業
計
画
は
日
本
政
府
の
主
管
た
る
べ
く
、
当
該
計
画
の
完
金
な
る
施
行
は
各
省
の
責
任
に
於

て
行
は
る
。

基
本
生
産
に
必
要
な
る
民
間
所
有
の
資
材
が
、
民
間
事
業
に
依
り
利
用
せ
ら
れ
ざ
る
場
合
は
、

政
府
は
民
間
所
有
者
に
適
正
な
る
補
償
を
為
し
て
之
を
利
用
す
べ
き
で
あ
る
。

七
、
計
画
を
起
案
せ
る
各
省
局
は
、
連
合
軍
最
高
司
令
部
の
政
策
に
合
致
せ
る
を
確
む
る
為
、
総
司

令
部
の
当
該
部
門
に
協
議
す
べ
き
で
あ
る
。

八
、
事
業
計
画
に
於
て
支
払
は
る
べ
き
報
酬
は
定
ま
り
た
る
も
の
の
あ
る
限
り
、
世
上
の
同
種
事
業

に
於
て
行
は
る
ゝ
も
の
と
同
等
た
る
べ
き
で
あ
る
。

九
、
事
業
計
画
に
使
用
せ
ら
る
ゝ
労
務
者
は
、
公
設
職
業
紹
介
所
の
紹
介
に
依
る
べ
き
で
あ
る
。

十
、
一
事
業
計
画
に
対
す
る
雇
用
に
際
し
て
は
、
如
何
な
る
失
業
者
、
雇
用
せ
ら
れ
得
る
者
に
て
も
、

金
銭
上
の
必
用
如
何
を
問
は
ず
採
用
す
べ
く
、
但
し
本
人
が
適
当
な
る
賃
金
労
働
条
件
に
於
て
、

其
の
適
す
る
本
来
の
民
間
業
務
に
就
業
す
る
を
拒
絶
せ
ざ
る
も
の
な
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
。
国

家
の
扶
助
を
受
け
居
る
も
の
に
し
て
、
労
働
の
能
力
を
有
す
る
者
に
就
て
は
、
出
来
得
る
限
り
本

事
業
計
画
に
優
先
雇
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

『
失
対
二
』

昭
和
二
一
年
六
月
二
〇
日

〔
一
─
一
四
〕
政
府
、
国
会
へ
提
出

帝帝
国国
憲憲
法法
改改
正正
案案
（
抄
）

第
二
十
条

何
人
も
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
居
住
、
移
転
及
び
職
業
選
択
の
自
由
を
有

す
る
。

何
人
も
、
外
国
に
移
住
し
、
又
は
国
籍
を
離
脱
す
る
自
由
を
侵
さ
れ
な
い
。

第
二
十
一
条

学
問
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

第
二
十
二
条

婚
姻
は
、
両
性
の
合
意
の
み
に
基
づ
い
て
成
立
し
、
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を
有
す
る

こ
と
を
基
本
と
し
て
、
相
互
の
協
力
に
よ
り
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

配
偶
者
の
選
択
、
財
産
権
、
相
続
、
住
居
の
選
定
、
離
婚
並
び
に
婚
姻
及
び
家
族
に
関
す
る
そ

の
他
の
事
項
に
関
し
て
は
、
法
律
は
、
個
人
の
権
威
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立
脚
し
て
、
制
定

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条

法
律
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
会
の
福
祉
、
生
活
の
保
障
及
び
公
衆

衛
生
の
向
上
及
び
増
進
の
た
め
に
立
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
四
条

す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
ひ
と
し

く
教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

す
べ
て
国
民
は
、
そ
の
保
護
す
る
児
童
に
初
等
教
育
を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
負
う
。
初
等
教
育

は
、
こ
れ
を
無
償
と
す
る
。

第
二
十
五
条

す
べ
て
国
民
は
、
勤
労
の
権
利
を
有
す
る
。

賃
金
、
就
業
時
間
そ
の
他
の
勤
労
条
件
に
関
す
る
基
準
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

児
童
は
、
こ
れ
を
酷
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条

勤
労
者
の
団
結
す
る
権
利
及
び
団
体
交
渉
そ
の
他
の
団
体
行
動
を
す
る
権
利
は
、
こ

れ
を
保
障
す
る
。

『
憲
法
』

昭
和
二
一
年
七
月
二
九
日

〔
一
─
一
五
〕
連
合
国
最
高
司
令
官
総
司
令
部

労労
働働
諮諮
問問
委委
員員
会会
最最
終終
報報
告告
書書
（
抄
）



- 12 -

第第
三三
章章

占占
領領
下下
日日
本本
のの
雇雇
用用
政政
策策
にに
関関
すす
るる
勧勧
告告

一

長
期
的
な
目
標

勧

告

労
働
力
の
生
産
的
な
利
用
と
大
量
失
業
の
回
避
が
占
領
軍
と
日
本
政
府
の
長
期
的
な
方
針
の
一
つ

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

①

将
来
の
日
本
経
済
に
対
す
る
制
限
が
連
合
国
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
た
だ
ち
に
日

本
政
府
は
日
本
の
労
働
力
を
生
産
に
利
用
す
る
計
画
を
練
っ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

計
画
は
、
利
用
し
う
る
原
料
と
設
備
に
つ
り
合
っ
た
最
大
限
の
財
貨
と
サ
─
ビ
ス
を
生
産
す
る
狙
い

を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
産
業
、
商
業
、
接
待
業
な
ど
か
ら
生
じ
る
労
働
需

要
に
基
づ
く
計
画
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
労
働
人
口
の
大
き
さ
と
配
分
、
労
働
市
場
に
入

る
年
齢
と
出
て
ゆ
く
年
齢
の
動
向
、
広
く
み
と
め
ら
れ
る
労
働
時
間
、
こ
れ
ら
を
考
慮
し
た
上
で
、

利
用
で
き
る
と
思
わ
れ
る
労
働
供
給
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②

こ
の
計
画
は
、
以
前
の
職
業
や
産
業
か
ら
解
雇
さ
れ
た
労
働
者
が
生
産
計
画
と
一
致
す
る
新

し
い
仕
事
の
中
で
安
住
で
き
る
よ
う
に
、
相

談
や
訓

練
や
就

職
の
サ
─
ビ
ス
を
す
る
も
の

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

ト
レ
ー
ニ
ン
グ

プ
レ
イ
ス
メ
ン
ト

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

そ
の
計
画
は
長
期
的
な
公
共
事
業
計
画
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
共
事
業
は

私
的
雇
用
に
よ
っ
て
生
じ
る
変
動
を
調
整
し
て
、
国
民
生
産
を
最
大
に
す
る
た
め
に
人
的
資
源
を
利

用
す
る
よ
う
に
管
理
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
種
の
計
画
の
中
で
い
う
公
共
事
業
と
は
、
原

料
生
産
を
増
加
す
る
よ
う
な
仕
事
だ
け
で
な
く
、
無
形
で
は
あ
っ
て
も
国
民
所
得
に
現
実
に
貢
献
す

る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
仕
事
、
つ
ま
り
教
育
、
衛
生
、
福
祉
、
リ
ク
リ
エ
─
シ
ョ
ン
、
調
査
の
よ

う
な
公
共
サ
─
ビ
ス
を
も
さ
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④

財
貨
と
サ
─
ビ
ス
生
産
が
日
本
の
労
働
力
を
す
べ
て
吸
収
で
き
る
ほ
ど
に
成
長
ず
る
か
否
か

は
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
し
成
長
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
し
て
で
き
な
い
こ
と
が
確
実

で
あ
る
と
し
て
も
、
労
働
力
供
給
の
大
き
さ
を
今
よ
り
さ
ら
に
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
っ
と
も

公
平
な
雇
用
の
配
分
が
な
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
方
法
と
は
、
児
童

の
就
労
年
齢
を
引
き
上
げ
、
退
職
年
齢
を
引
き
下
げ
、
既
婚
婦
人
の
雇
用
を
制
限
し
、
労
働
時
間
を
、

健
康
と
福
祉
を
十
分
に
保
護
で
き
る
点
ま
で
短
縮
す
る
と
い
う
よ
う
な
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

よ
う
な
方
法
で
失
業
が
防
ぎ
切
れ
な
い
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
雇
用
を
少
し
で
も
多
く
の

家
族
に
配
分
す
る
た
め
の
方
法
で
あ
り
、
ま
た
慢
性
的
な
大
量
失
業
を
さ
け
る
た
め
に
だ
け
使
用
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
は
公
共
事
業
を
も
含
め
た
す
べ
て
の
手
段
が
、
日
本
の
資
源

の
許
す
最
大
限
ま
で
利
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
時
に
初
め
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第第
五五
章章

労労
働働
保保
護護
法法

一

児
童
労
働
お
よ
び
徒
弟
制
度

労
働
保
護
立
法
の
健
全
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
児
童
労
働
者
に
対
し
特
別
の
保
護
を
規
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
自
己
の
利
益
を
守
る
こ
と
が
成
人
よ
り
困
難
で
あ
る
こ
と
と
、
児
童
期
の

教
育
の
中
断
ま
た
は
健
康
の
毀
損
は
、
永
久
に
成
人
と
し
て
の
賃
金
取
得
能
力
を
害
い
、
ま
た
社
会

の
完
全
に
有
効
な
る
成
員
と
し
て
機
能
す
る
能
力
を
害
う
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
原
則
的
に

二
つ
の
グ
ル
─
プ
の
問
題
が
注
意
を
必
要
と
す
る
。
即
ち
、
徒
弟
制
度
に
関
す
る
問
題
と
、
雇
用
が

許
さ
れ
る
最
低
年
齢
の
制
限
、
も
し
く
は
そ
の
ほ
か
児
童
が
雇
用
さ
れ
う
る
条
件
の
制
限
の
問
題
で

あ
る
。

徒
弟
制
度

日
本
の
工
業
化
は
、
徳
川
時
代
の
終
る
以
前
す
で
に
三
世
紀
間
に
わ
た
っ
て
存
在
し
た
ギ
ル
ド
や

職
能
組
合
か
ら
発
展
し
て
き
た
徒
弟
制
度
に
多
く
の
悪
弊
を
発
展
さ
せ
る
結
果
に
な
っ
た
。
封
建
時

代
の
ヨ
─
ロ
ッ
パ
の
制
度
と
同
様
に
、
こ
の
初
期
の
制
度
で
は
、
親
方
と
徒
弟
の
間
に
強
い
家
父
長

的
関
係
が
存
在
し
た
。
前
者
は
、
徒
弟
に
対
し
て
住
居
、
食
物
、
衣
服
お
よ
び
教
育
を
、
数
年
の
厳

格
な
監
督
の
下
に
徒
弟
が
一
人
前
の
資
格
を
も
つ
職
人
と
な
る
ま
で
供
給
し
て
や
っ
た
。

手
工
業
制
生
産
様
式
に
代
る
工
場
制
の
発
展
に
つ
れ
て
、
親
方
＝
徒
弟
関
係
は
、
し
ば
し
ば
児
童

労
働
の
搾
取
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
も
の
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。
小
工
場
で
は
、
徒
弟
は
技

能
を
学
ぶ
こ
と
は
滅
多
に
な
く
、
代
っ
て
低
賃
金
で
豊
富
な
労
働
力
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
九
三
〇
年
代
の
限
ら
れ
た
調
査
で
は
、
あ
る
種
の
小
規
模
産
業
労
働
者
の
重
要
な
部
分
は
徒
弟
で
、

そ
の
契
約
は
通
常
三
年
か
ら
五
年
で
あ
り
、
そ
の
労
働
に
対
し
て
直
接
に
、
殆
ど
ま
た
は
全
然
賃
金

を
渡
し
て
い
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
あ
る
産
業
で
は
小
遣
い
銭
と
し
て
月
額
五
〇
銭
か
ら

一
円
支
払
わ
れ
て
い
た
）。
契
約
は
し
ば
し
ば
、
徒
弟
の
両
親
へ
の
前
貸
金
を
伴
い
、
契
約
の
満
了
に

際
し
て
適
当
な
残
金
を
受
取
る
。

実
際
の
技
能
が
教
え
ら
れ
る
場
合
に
も
、
雇
用
の
タ
イ
プ
を
考
え
る
と
、
徒
弟
期
間
は
し
ば
し
ば

異
常
に
長
す
ぎ
る
。
仕
立
屋
で
五
年
、
床
屋
で
四
年
と
い
う
数
字
が
典
型
的
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い

る
。労

働
力
を
戦
時
生
産
に
向
け
、
徒
弟
制
度
が
広
く
行
き
わ
た
っ
て
い
た
戦
前
の
産
業
を
縮
小
さ
せ

た
戦
時
の
諸
条
件
は
徒
弟
制
度
お
よ
び
契
約
労
働
を
大
幅
に
減
少
さ
せ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
基
礎

と
な
っ
た
基
本
的
枠
組
は
、
な
お
慣
習
上
も
法
律
上
も
存
在
し
続
け
た
。
そ
し
て
そ
の
復
活
の
可
能
性

は
、
そ
の
成
長
を
阻
止
す
る
適
切
な
処
置
が
と
ら
れ
な
い
限
り
、
き
わ
め
て
大
き
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

- 13 -

徒
弟
に
対
す
る
適
切
な
法
的
保
護
は
ま
っ
た
く
欠
け
て
い
る
。
民
法
第
六
二
五
条
は
、
商
業
ま
た
は

工
業
に
雇
用
さ
れ
る
徒
弟
に
関
し
て
、
職
業
に
か
か
わ
り
な
く
一
〇
年
の
徒
弟
契
約
期
間
を
認
め
て
い

る
。
工
場
法
第
二
八
条
は
、
徒
弟
の
教
習
は
一
定
の
職
業
に
必
要
な
知
識
・
技
能
の
習
得
の
目
的
を
も

っ
て
業
務
に
就
く
こ
と
を
規
定
し
、
か
つ
地
方
長
官
に
認
可
行
為
お
よ
び
必
要
な
る
修
正
行
為
を
認
め

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
法
律
の
条
項
は
、
ど
の
年
も
全
国
の
工
場
の
七
〇
パ
─
セ
ン
ト
以
上

が
こ
の
第
二
八
条
の
制
限
内
に
入
ら
な
い
程
度
に
、
適
用
範
囲
が
限
ら
れ
て
い
る
。
ど
の
年
を
と
っ
て

も
、
日
本
全
国
で
、
こ
の
法
律
の
下
で
保
護
を
受
け
る
徒
弟
数
は
、
最
大
約
三
、
〇
〇
〇
、
最
低
は
五

〇
〇
で
あ
っ
た
。

日
本
が
平
和
経
済
へ
転
換
す
る
に
つ
れ
て
、
ふ
た
た
び
、
安
い
徒
弟
労
働
の
雇
い
入
れ
傾
向
が
現
わ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
戦
時
中
縮
小
さ
れ
た
消
費
物
資
の
生
産
が
復
活
す
る
と
、
豊
富
な
技
能
労

働
者
と
職
人
を
供
給
す
る
た
め
の
、
広
範
な
訓
練
計
画
が
必
要
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
職
業
指
導
の

た
め
の
体
系
的
手
続
に
基
づ
く
、
地
方
お
よ
び
中
央
政
府
の
監
督
の
下
に
、
徒
弟
の
適
切
な
訓
練
を
保

証
す
る
計
画
に
着
手
す
る
こ
と
、
お
よ
び
徒
弟
に
規
定
さ
れ
た
最
短
期
間
内
に
技
能
を
授
け
る
こ
と
を

保
証
す
る
の
に
必
要
な
措
置
を
と
る
政
府
機
関
に
使
用
者
が
各
徒
弟
を
登
録
す
る
こ
と
を
本
委
員
会
は

勧
告
す
る
。

さ
ら
に
加
え
て
、
本
委
員
会
は
、
あ
る
特
定
の
労
働
者
を
使
用
者
が
徒
弟
で
あ
る
と
い
お
う
と
い
う

ま
い
と
、
工
場
法
（
ま
た
は
新
保
護
立
法
）
の
全
条
項
が
全
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
す
べ

く
、
現
行
法
を
改
正
す
る
よ
う
勧
告
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
古
い
慣
行
が
当
り
前
と
な
っ
て
い
る
小
工

場
で
は
意
に
反
し
て
長
い
勤
務
に
徒
弟
を
し
ば
り
つ
け
る
と
い
う
こ
と
か
ら
彼
ら
を
保
護
す
る
よ
う
な

法
律
が
制
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

最
低
年
齢
立
法

最
低
年
齢
立
法
は
、
年
少
者
の
雇
用
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
の
制
限
を
含
む
。
こ
の
諸
制
限

に
は
、
児
童
が
労
働
を
許
さ
れ
う
る
最
低
年
齢
お
よ
び
最
低
年
齢
以
上
で
あ
っ
て
も
引
続
き
特
別
の
保

護
を
必
要
と
す
る
年
齢
ま
で
の
児
童
の
労
働
時
間
お
よ
び
雇
用
の
性
質
に
対
す
る
種
々
の
制
限
が
あ
る
。

現
在
の
六
法
全
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
法
令
は
、
鉱
山
、
採
石
業
、
製
造
業
、
造
船
業
、
建
設
、
運

輸
、
お
よ
び
埠
頭
・
倉
庫
の
荷
物
運
搬
を
含
む
種
々
の
職
業
に
お
け
る
児
童
労
働
を
保
護
し
て
は
い
る

が
、
し
か
し
殆
ど
は
せ
い
ぜ
い
標
準
以
下
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
存
の
児
童
労
働
保
護
立
法
を
施
行
す

べ
き
適
切
な
政
府
お
よ
び
地
方
行
政
機
関
の
欠
如
は
、
そ
の
有
効
性
を
最
小
な
ら
し
め
て
い
る
。
適
用

は
制
限
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
一
〇
人
以
下
の
労
働
者
を
雇
用
す
る
工
場
は
（
あ
る
特
定
の
動
力
設
備

を
使
用
し
な
い
限
り
）、
工
場
法
の
条
項
を
完
全
に
免
除
さ
れ
、
か
つ
農
業
、
養
蚕
、
漁
業
、
銀
行
、
郵

便
電
信
事
業
、
看
護
婦
、
ホ
テ
ル
お
よ
び
レ
ス
ト
ラ
ン
に
雇
用
さ
れ
た
年
少
者
を
保
護
す
る
立
法
も
存

在
し
な
い
。

一
九
二
三
年
の
工
業
労
働
者
最
低
年
齢
法
は
、
児
童
労
働
立
法
の
中
で
は
も
っ
と
も
幅
広
い
適
用
が

み
ら
れ
、
殆
ど
す
べ
て
の
鉱
山
、
製
造
業
、
建
設
、
運
輸
お
よ
び
商
品
取
扱
業
務
に
適
用
さ
れ
る
。
同

法
は
、
一
二
歳
以
下
の
児
童
の
雇
用
を
禁
止
し
、
一
二
歳
か
ら
一
四
歳
ま
で
の
児
童
で
は
小
学
校
卒
業

者
に
の
み
労
働
を
許
し
て
い
る
。
使
用
者
は
一
六
歳
以
下
の
全
労
働
者
の
名
を
一
覧
表
に
し
て
届
出
る

こ
と
を
要
求
さ
れ
、
正
当
な
認
定
を
受
け
た
職
員
が
、
同
法
適
用
下
の
す
べ
て
の
企
業
の
土
地
建
物
を

監
督
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
違
反
罰
則
は
五
〇
〇
円
か
ら
一
、
〇
〇
〇
円
で
あ
る
。

工
場
法
は
一
率
の
最
低
年
齢
条
項
は
含
ま
な
い
が
、
児
童
が
あ
る
時
間
ま
た
は
あ
る
危
険
業
務
に
携

わ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
一
六
歳
以
下
の
労
働
者
は
婦
人
に
禁
止
さ
れ
る
す
べ
て
の
危
険
業
務
、
お

よ
び
そ
の
ほ
か
の
あ
る
種
の
業
務
、
す
な
わ
ち
主
に
危
険
ま
た
は
有
害
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
業
務
に

雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
の
種
の
特
別
保
護
は
、
工
業
労
働
者
最
低
年
齢
法
の
適
用
さ
れ

な
い
企
業
に
雇
用
さ
れ
る
児
童
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

こ
の
ほ
か
に
三
つ
の
法
律
が
特
別
の
産
業
に
お
け
る
児
童
の
保
護
を
規
定
し
て
い
る
。
鉱
山
の
坑
内

労
働
に
お
け
る
児
童
の
雇
用
は
、
あ
る
例
外
を
設
け
て
、
一
九
二
八
年
採
択
さ
れ
た
鉱
業
規
則
（
鉱
夫

労
役
扶
助
規
則
の
改
正
─
─
訳
者
注
）
の
下
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
船
員
法
に
よ
り
一
六
歳
以
下
の
者

は
同
法
を
適
用
さ
れ
る
い
か
な
る
船
舶
に
も
船
員
と
し
て
雇
用
さ
れ
え
ず
、
ま
た
一
八
歳
ま
で
の
者
は
、

必
要
な
仕
事
を
遂
行
す
る
の
に
必
要
な
肉
体
的
能
力
を
証
明
す
る
医
師
の
証
明
な
し
に
は
雇
用
さ
れ
え

な
い
。
年
少
者
の
雇
用
に
は
両
親
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
。
一
八
歳
以
下
の
荷
繰
夫
、
ま
た
は
火
夫
と

し
て
の
雇
用
は
一
率
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
一
九
三
三
年
に
通
過
し
た
児
童
虐
待
防
止
特
別
法
は
、
児

童
の
虐
待
あ
る
場
合
も
し
く
は
そ
の
お
そ
れ
あ
る
場
合
、
行
商
お
よ
び
娯
楽
の
ご
と
き
あ
る
種
の
職
業

に
一
四
歳
以
下
の
児
童
を
服
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
権
限
を
県
知
事
に
与
え
て
い
る
。

児
童
労
働
立
法
の
改
善
は
、
付
属
産
業
へ
の
適
用
拡
大
と
す
で
に
適
用
済
み
の
産
業
に
お
け
る
一
層

高
い
基
準
の
採
用
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
措
置
は
、
現
在
の
よ
う
に
大
量
の
労
働
過
剰
が
存
在

す
る
こ
と
と
、
義
務
教
育
年
限
が
近
く
延
長
さ
れ
る
こ
と
の
見
通
し
に
よ
っ
て
、
一
層
望
ま
し
い
も
の

と
な
る
。

少
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
な
立
法
が
現
在
適
用
さ
れ
て
い
る
産
業
に
お
い
て
は
、
雇
用
の
最
低
年
齢

制
限
は
一
二
歳
か
ら
一
四
歳
ま
で
、
か
つ
児
童
が
学
校
を
卒
業
し
て
い
な
い
場
合
に
は
一
五
歳
ま
で
引

上
げ
る
べ
き
で
あ
る
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
は
一
五
歳
の
基
準
が
具
体
化
さ
れ
た
）。

一
八
歳
以
下
の
者
の
労
働
時
間
は
、
い
く
つ
か
の
方
法
で
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
一
八
歳
以
下

の
全
児
童
に
対
し
深
夜
業
は
禁
止
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
一
五
歳
以
下
の
児
童
（
も
し
く
は
、
経
済
的
に

可
能
で
あ
れ
ば
一
六
歳
以
下
）
に
対
す
る
最
長
労
働
時
間
は
、
学
校
に
お
け
る
時
間
を
労
働
時
間
に
算

入
し
て
、
七
時
間
と
す
べ
き
で
あ
る
。
す
で
に
提
案
さ
れ
て
い
る
週
四
八
時
間
、
一
日
八
時
間
労
働
は
、

一
八
歳
以
下
の
児
童
に
対
す
る
絶
対
的
最
長
時
間
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
一
方
、
成
年
労
働
者
は
、
割
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徒
弟
に
対
す
る
適
切
な
法
的
保
護
は
ま
っ
た
く
欠
け
て
い
る
。
民
法
第
六
二
五
条
は
、
商
業
ま
た
は

工
業
に
雇
用
さ
れ
る
徒
弟
に
関
し
て
、
職
業
に
か
か
わ
り
な
く
一
〇
年
の
徒
弟
契
約
期
間
を
認
め
て
い

る
。
工
場
法
第
二
八
条
は
、
徒
弟
の
教
習
は
一
定
の
職
業
に
必
要
な
知
識
・
技
能
の
習
得
の
目
的
を
も

っ
て
業
務
に
就
く
こ
と
を
規
定
し
、
か
つ
地
方
長
官
に
認
可
行
為
お
よ
び
必
要
な
る
修
正
行
為
を
認
め

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
法
律
の
条
項
は
、
ど
の
年
も
全
国
の
工
場
の
七
〇
パ
─
セ
ン
ト
以
上

が
こ
の
第
二
八
条
の
制
限
内
に
入
ら
な
い
程
度
に
、
適
用
範
囲
が
限
ら
れ
て
い
る
。
ど
の
年
を
と
っ
て

も
、
日
本
全
国
で
、
こ
の
法
律
の
下
で
保
護
を
受
け
る
徒
弟
数
は
、
最
大
約
三
、
〇
〇
〇
、
最
低
は
五

〇
〇
で
あ
っ
た
。

日
本
が
平
和
経
済
へ
転
換
す
る
に
つ
れ
て
、
ふ
た
た
び
、
安
い
徒
弟
労
働
の
雇
い
入
れ
傾
向
が
現
わ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
戦
時
中
縮
小
さ
れ
た
消
費
物
資
の
生
産
が
復
活
す
る
と
、
豊
富
な
技
能
労

働
者
と
職
人
を
供
給
す
る
た
め
の
、
広
範
な
訓
練
計
画
が
必
要
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
職
業
指
導
の

た
め
の
体
系
的
手
続
に
基
づ
く
、
地
方
お
よ
び
中
央
政
府
の
監
督
の
下
に
、
徒
弟
の
適
切
な
訓
練
を
保

証
す
る
計
画
に
着
手
す
る
こ
と
、
お
よ
び
徒
弟
に
規
定
さ
れ
た
最
短
期
間
内
に
技
能
を
授
け
る
こ
と
を

保
証
す
る
の
に
必
要
な
措
置
を
と
る
政
府
機
関
に
使
用
者
が
各
徒
弟
を
登
録
す
る
こ
と
を
本
委
員
会
は

勧
告
す
る
。

さ
ら
に
加
え
て
、
本
委
員
会
は
、
あ
る
特
定
の
労
働
者
を
使
用
者
が
徒
弟
で
あ
る
と
い
お
う
と
い
う

ま
い
と
、
工
場
法
（
ま
た
は
新
保
護
立
法
）
の
全
条
項
が
全
労
働
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
す
べ

く
、
現
行
法
を
改
正
す
る
よ
う
勧
告
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
古
い
慣
行
が
当
り
前
と
な
っ
て
い
る
小
工

場
で
は
意
に
反
し
て
長
い
勤
務
に
徒
弟
を
し
ば
り
つ
け
る
と
い
う
こ
と
か
ら
彼
ら
を
保
護
す
る
よ
う
な

法
律
が
制
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

最
低
年
齢
立
法

最
低
年
齢
立
法
は
、
年
少
者
の
雇
用
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
の
制
限
を
含
む
。
こ
の
諸
制
限

に
は
、
児
童
が
労
働
を
許
さ
れ
う
る
最
低
年
齢
お
よ
び
最
低
年
齢
以
上
で
あ
っ
て
も
引
続
き
特
別
の
保

護
を
必
要
と
す
る
年
齢
ま
で
の
児
童
の
労
働
時
間
お
よ
び
雇
用
の
性
質
に
対
す
る
種
々
の
制
限
が
あ
る
。

現
在
の
六
法
全
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
法
令
は
、
鉱
山
、
採
石
業
、
製
造
業
、
造
船
業
、
建
設
、
運

輸
、
お
よ
び
埠
頭
・
倉
庫
の
荷
物
運
搬
を
含
む
種
々
の
職
業
に
お
け
る
児
童
労
働
を
保
護
し
て
は
い
る

が
、
し
か
し
殆
ど
は
せ
い
ぜ
い
標
準
以
下
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
現
存
の
児
童
労
働
保
護
立
法
を
施
行
す

べ
き
適
切
な
政
府
お
よ
び
地
方
行
政
機
関
の
欠
如
は
、
そ
の
有
効
性
を
最
小
な
ら
し
め
て
い
る
。
適
用

は
制
限
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
一
〇
人
以
下
の
労
働
者
を
雇
用
す
る
工
場
は
（
あ
る
特
定
の
動
力
設
備

を
使
用
し
な
い
限
り
）、
工
場
法
の
条
項
を
完
全
に
免
除
さ
れ
、
か
つ
農
業
、
養
蚕
、
漁
業
、
銀
行
、
郵

便
電
信
事
業
、
看
護
婦
、
ホ
テ
ル
お
よ
び
レ
ス
ト
ラ
ン
に
雇
用
さ
れ
た
年
少
者
を
保
護
す
る
立
法
も
存

在
し
な
い
。

一
九
二
三
年
の
工
業
労
働
者
最
低
年
齢
法
は
、
児
童
労
働
立
法
の
中
で
は
も
っ
と
も
幅
広
い
適
用
が

み
ら
れ
、
殆
ど
す
べ
て
の
鉱
山
、
製
造
業
、
建
設
、
運
輸
お
よ
び
商
品
取
扱
業
務
に
適
用
さ
れ
る
。
同

法
は
、
一
二
歳
以
下
の
児
童
の
雇
用
を
禁
止
し
、
一
二
歳
か
ら
一
四
歳
ま
で
の
児
童
で
は
小
学
校
卒
業

者
に
の
み
労
働
を
許
し
て
い
る
。
使
用
者
は
一
六
歳
以
下
の
全
労
働
者
の
名
を
一
覧
表
に
し
て
届
出
る

こ
と
を
要
求
さ
れ
、
正
当
な
認
定
を
受
け
た
職
員
が
、
同
法
適
用
下
の
す
べ
て
の
企
業
の
土
地
建
物
を

監
督
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
、
違
反
罰
則
は
五
〇
〇
円
か
ら
一
、
〇
〇
〇
円
で
あ
る
。

工
場
法
は
一
率
の
最
低
年
齢
条
項
は
含
ま
な
い
が
、
児
童
が
あ
る
時
間
ま
た
は
あ
る
危
険
業
務
に
携

わ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
一
六
歳
以
下
の
労
働
者
は
婦
人
に
禁
止
さ
れ
る
す
べ
て
の
危
険
業
務
、
お

よ
び
そ
の
ほ
か
の
あ
る
種
の
業
務
、
す
な
わ
ち
主
に
危
険
ま
た
は
有
害
物
の
取
扱
い
に
関
す
る
業
務
に

雇
用
さ
れ
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
の
種
の
特
別
保
護
は
、
工
業
労
働
者
最
低
年
齢
法
の
適
用
さ
れ

な
い
企
業
に
雇
用
さ
れ
る
児
童
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

こ
の
ほ
か
に
三
つ
の
法
律
が
特
別
の
産
業
に
お
け
る
児
童
の
保
護
を
規
定
し
て
い
る
。
鉱
山
の
坑
内

労
働
に
お
け
る
児
童
の
雇
用
は
、
あ
る
例
外
を
設
け
て
、
一
九
二
八
年
採
択
さ
れ
た
鉱
業
規
則
（
鉱
夫

労
役
扶
助
規
則
の
改
正
─
─
訳
者
注
）
の
下
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
船
員
法
に
よ
り
一
六
歳
以
下
の
者

は
同
法
を
適
用
さ
れ
る
い
か
な
る
船
舶
に
も
船
員
と
し
て
雇
用
さ
れ
え
ず
、
ま
た
一
八
歳
ま
で
の
者
は
、

必
要
な
仕
事
を
遂
行
す
る
の
に
必
要
な
肉
体
的
能
力
を
証
明
す
る
医
師
の
証
明
な
し
に
は
雇
用
さ
れ
え

な
い
。
年
少
者
の
雇
用
に
は
両
親
の
許
可
が
必
要
で
あ
る
。
一
八
歳
以
下
の
荷
繰
夫
、
ま
た
は
火
夫
と

し
て
の
雇
用
は
一
率
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
一
九
三
三
年
に
通
過
し
た
児
童
虐
待
防
止
特
別
法
は
、
児

童
の
虐
待
あ
る
場
合
も
し
く
は
そ
の
お
そ
れ
あ
る
場
合
、
行
商
お
よ
び
娯
楽
の
ご
と
き
あ
る
種
の
職
業

に
一
四
歳
以
下
の
児
童
を
服
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
権
限
を
県
知
事
に
与
え
て
い
る
。

児
童
労
働
立
法
の
改
善
は
、
付
属
産
業
へ
の
適
用
拡
大
と
す
で
に
適
用
済
み
の
産
業
に
お
け
る
一
層

高
い
基
準
の
採
用
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
措
置
は
、
現
在
の
よ
う
に
大
量
の
労
働
過
剰
が
存
在

す
る
こ
と
と
、
義
務
教
育
年
限
が
近
く
延
長
さ
れ
る
こ
と
の
見
通
し
に
よ
っ
て
、
一
層
望
ま
し
い
も
の

と
な
る
。

少
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
な
立
法
が
現
在
適
用
さ
れ
て
い
る
産
業
に
お
い
て
は
、
雇
用
の
最
低
年
齢

制
限
は
一
二
歳
か
ら
一
四
歳
ま
で
、
か
つ
児
童
が
学
校
を
卒
業
し
て
い
な
い
場
合
に
は
一
五
歳
ま
で
引

上
げ
る
べ
き
で
あ
る
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
は
一
五
歳
の
基
準
が
具
体
化
さ
れ
た
）。

一
八
歳
以
下
の
者
の
労
働
時
間
は
、
い
く
つ
か
の
方
法
で
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
一
八
歳
以
下

の
全
児
童
に
対
し
深
夜
業
は
禁
止
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
一
五
歳
以
下
の
児
童
（
も
し
く
は
、
経
済
的
に

可
能
で
あ
れ
ば
一
六
歳
以
下
）
に
対
す
る
最
長
労
働
時
間
は
、
学
校
に
お
け
る
時
間
を
労
働
時
間
に
算

入
し
て
、
七
時
間
と
す
べ
き
で
あ
る
。
す
で
に
提
案
さ
れ
て
い
る
週
四
八
時
間
、
一
日
八
時
間
労
働
は
、

一
八
歳
以
下
の
児
童
に
対
す
る
絶
対
的
最
長
時
間
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
一
方
、
成
年
労
働
者
は
、
割
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増
賃
金
で
時
間
外
労
働
を
許
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

本
委
員
会
は
、
ま
だ
児
童
労
働
保
護
立
法
が
適
用
さ
れ
て
い
な
い
産
業
へ
の
今
後
の
適
用
に
伴
う
複

雑
な
る
問
題
を
調
査
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
当
分
農
業
お
よ
び
そ
の
ほ
か
あ
る
種
の
産
業
に

は
、
よ
り
低
い
年
齢
制
限
を
み
と
め
て
、
適
用
は
可
能
な
限
り
広
汎
に
な
さ
れ
る
よ
う
勧
告
す
る
。

『
対
日
』

昭
和
二
一
年
一
一
月
三
日

〔
一
─
一
六
〕
日
本
政
府
公
布

日日
本本
国国
憲憲
法法
（
抄
）

第
三
章

国
民
の
権
利
及
び
義
務

第
十
条

日
本
国
民
た
る
要
件
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
一
条

国
民
は
、
す
べ
て
の
基
本
的
人
権
の
享
有
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障

す
る
基
本
的
人
権
は
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利
と
し
て
、
現
在
及
び
将
来
の
国

民
に
与
へ
ら
れ
る
。

第
十
二
条

こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
権
利
は
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
つ
て
、
こ

れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
国
民
は
、
こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

つ
て
、
常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
。

第
十
三
条

す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
国

民
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
立
法
そ
の
他
の
国
政
の
上
で
、

最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。

第
十
四
条

す
べ
て
国
民
は
、
法
の
下
に
平
等
で
あ
つ
て
、
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
又
は

門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、
経
済
的
又
は
社
会
的
関
係
に
お
い
て
、
差
別
さ
れ
な
い
。

２

華
族
そ
の
他
の
貴
族
の
制
度
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

３

栄
誉
、
勲
章
そ
の
他
の
栄
典
の
授
与
は
、
い
か
な
る
特
権
も
伴
は
な
い
。
栄
典
の
授
与
は
、

現
に
こ
れ
を
有
し
、
又
は
将
来
こ
れ
を
受
け
る
も
の
の
一
代
に
限
り
、
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

第
十
五
条

公
務
員
を
選
定
し
、
及
び
こ
れ
を
罷
免
す
る
こ
と
は
、
国
民
固
有
の
権
利
で
あ
る
。

２

す
べ
て
公
務
員
は
、
全
体
の
奉
仕
者
で
あ
つ
て
、
一
部
の
奉
仕
者
で
は
な
い
。

３

公
務
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
成
年
者
に
よ
る
普
通
選
挙
を
保
障
す
る
。

４

す
べ
て
選
挙
に
お
け
る
投
票
の
秘
密
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。
選
挙
人
は
、
そ

の
選
択
に
関
し
公
的
に
も
私
的
に
も
責
任
を
問
は
れ
な
い
。

第
十
六
条

何
人
も
、
損
害
の
救
済
、
公
務
員
の
罷
免
、
法
律
、
命
令
又
は
規
則
の
制
定
、
廃
止
又
は

改
正
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
、
平
穏
に
請
願
す
る
権
利
を
有
し
、
か
か
る
請
願
を
し
た
た
め

に
い
か
な
る
差
別
待
遇
も
受
け
な
い
。

第
十
七
条

何
人
も
、
公
務
員
の
不
法
行
為
に
よ
り
、
損
害
を
受
け
た
と
き
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
国
又
は
公
共
団
体
に
、
そ
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
条

何
人
も
、
い
か
な
る
奴
隷
的
拘
束
も
受
け
な
い
。
又
、
犯
罪
に
因
る
処
罰
の
場
合
を
除
い

て
は
、
そ
の
意
に
反
す
る
苦
役
に
服
さ
せ
ら
れ
な
い
。

第
十
九
条

思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
条

信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
。
い
か
な
る
宗
教
団
体
も
、
国
か

ら
特
権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
権
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

何
人
も
、
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、
儀
式
又
は
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。

３

国
及
び
そ
の
機
関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
一
条

集
会
、
結
社
及
び
言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

２

検
閲
は
、
こ
れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
通
信
の
秘
密
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条

何
人
も
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
居
住
、
移
転
及
び
職
業
選
択
の
自
由
を
有

す
る
。

何
人
も
、
外
国
に
居
住
し
、
又
は
国
籍
を
離
脱
す
る
自
由
を
侵
さ
れ
な
い
。

第
二
十
三
条

学
問
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。

第
二
十
四
条

婚
姻
は
、
両
性
の
合
意
の
み
に
基
い
て
成
立
し
、
夫
婦
が
同
等
の
権
利
を
有
す
る
こ
と

を
基
本
と
し
て
、
相
互
の
協
力
に
よ
り
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

配
偶
者
の
選
択
、
財
産
権
、
相
続
、
住
居
の
選
定
、
離
婚
並
び
に
婚
姻
及
び
家
族
に
関

す
る
そ
の
他
の
事
項
に
関
し
て
は
、
法
律
は
、
個
人
の
尊
厳
と
両
性
の
本
質
的
平
等
に
立

脚
し
て
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条

す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す
る
。

国
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
会
福
祉
、
社
会
保
障
及
び
公
衆
衛
生
の
向

上
及
び
増
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条

す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
、
ひ
と
し
く

教
育
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

す
べ
て
国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
保
護
す
る
子
女
に
普
通
教
育

を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
負
う
。
義
務
教
育
は
こ
れ
を
無
償
と
す
る
。

第
二
十
七
条

す
べ
て
国
民
は
、
勤
労
の
権
利
を
有
し
、
義
務
を
負
う
。

賃
金
、
就
業
時
間
、
休
息
そ
の
他
の
勤
労
の
条
件
に
関
す
る
基
準
は
、
法
律
で
こ
れ
を

定
め
る
。
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児
童
は
、
こ
れ
を
酷
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条

勤
労
者
の
団
結
す
る
権
利
及
び
団
体
交
渉
そ
の
他
の
団
体
行
動
を
す
る
権
利
は
、
こ
れ

を
保
障
す
る
。

第
二
十
九
条

財
産
権
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

財
産
権
の
内
容
は
、
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
や
う
に
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

３

私
有
財
産
は
、
正
当
な
補
償
の
下
に
、
こ
れ
を
公
共
の
た
め
に
用
ひ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
条

国
民
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
税
の
義
務
を
負
ふ
。

『
憲
法
』

一
九
四
七
年
三
月
三
一
日

〔
一
─
一
七
〕G

H
Q
."'Post-W

arD
evelopm

entin
Japanese

Education",Law
N
o.25

FFAANNDDAAMMEENNTTAALL
LLAAWW
OOFF
EEDDUUCCAATTIIOONN

H
aving

established
the

C
onstitution

ofJapan,w
e
have

show
n
ourresolution

to

contribute
to

the
peace

ofthe
w
orld

and
w
elfare

ofhum
anity

by
building

a

dem
ocratic

and
culturalstate.The

realization
ofthis

idealshalldepend

fundam
entally

on
the

pow
erofeducation.W

e
shallesteem

individualdignity
and

endeavor
to

bring
up

people
w
ho

love
truth

and
peace,w

hile
education

w
hich

aim
s

atthe
creation

ofculture,generaland
rich

in
individuality,shallbe

spread
farand

w
ide.W

e
hereby

enactthis
Law

,in
accordance

w
ith

the
spiritofthe

Constitution
of

Japan,w
ith

a
view

to
clarify ing

the
aim

ofeducation
and

establishing
the

foundation

ofeducation
fornew

Japan.

A
R
TIC

LE
I
.
AA
ii
mm
oo
ff
EE
dd
uu
cc
aa
tt
ii
oo
nn
..
Education

shallaim
atthe

fulldevelopm
entof

personality,striving
forthe

rearing
ofthe

people,sound
in

m
ind

and
body,w

ho
shall

love
truth

and
justice,esteem

individualvalue,respectlabor
and

have
a
deep

sense

ofresponsibility,and
be

im
bued

w
ith

the
independentspirit,as

builders
ofa

peacefulstate
and

society.

A
R
TIC

LE
II.
EE
dd
uu
cc
aa
tt
ii
oo
nn
aa
ll
PP
rr
ii
nn
cc
ii
pp
ll
ee
..
The

aim
ofeducation

shallbe
realized

on

alloccasions
and

in
allplaces.In

orderto
achieve

the
aim

,w
e
shallendeavorto

contribute
to

the
creation

and
developm

entofculture
by

m
utualesteem

and

co-operation,respecting
academ

ic
freedom

,having
a
regard

to
actuallife

and

cultivating
a
spontaneous

spirit.

AA
RR
TT
II
CC
LL
EE
II
II
II
..
EE
qq
uu
aa
ll
OO
pp
pp
oo
rr
tt
uu
nn
ii
tt
yy
ii
nn
EE
dd
uu
cc
aa
tt
ii
oo
nn
..
The

people
shallallbe

given

equ alopportunities
ofreceiving

education
according

to
theirability,and

they
shall

notbe
subjectto

educationaldiscrim
ination

on
accountofrace,creed,sex,social

status,econom
ic

position,orfam
ily

origin.The
state

and
localpublic

bodies
shall

take
m
easures

to
give

financialassistance
to

those
w
ho

have,in
spite

oftheirability,

difficulty
in

receiving
education

foreconom
ic

reasons.

AA
RR
TT
II
CC
LL
EE
II
VV
..
CC
oo
mm
pp
uu
ll
ss
oo
rr
yy
EE
dd
uu
cc
aa
tt
ii
oo
nn
..
The

people
shallbe

obligated
to

have
boys

and
girls

undertheirprotection
receive

nine
year's

generaleducation.N
o
tuition

fee

shallbe
charged

forcom
pulsory

education
in

schools
established

by
the

state
and

localpublic
bodies.

AA
RR
TT
II
CC
LL
EE
VV
..
Coeducation.M

en
and

w
om

en
shallesteem

and
co-operate

w
ith

each

other.

C
oeducation,therefore,shallbe

recognized
in

education.

AA
RR
TT
II
CC
LL
EE
VV
II
..
SS
cc
hh
oo
oo
ll
EE
dd
uu
cc
aa
tt
ii
oo
nn
..
The

schools
prescribed

by
law

shallbe
ofpublic

nature
and,besides

the
state

and
localpublic

bodies,only
the

juridicalpersons

proscribed
by

law
shallbe

entitled
to

establish
such

schools.Teachers
ofthe

schools

prescribed
by

law
shallbe

servants
ofthe

w
hole

com
m
unity.They

shallhe

conscious
oftheirm

ission
and

endeavorto
discharge

theirduties.Forthis
purpose,

the
status

ofteachers
shallbe

respected
and

their
fairand

appropriate
treatm

entshall

be
secured.

A
R
TIC

LE
V
II.SocialEducation.The

state
and

localpublic
bodies

shallendeavor

to
attain

the
aim

ofeducation
by

the
establishm

entofsuch
institutions

as
libraries,

m
useum

s,citizen's
public

halls,etcetra,by
the

utilization
ofschoolinstitutions,arid

by
otherappropriate

m
ethods.

A
R
TIC

LE
V
III.PoliticalEducation.The

politicalknow
ledge

necessary
for
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児
童
は
、
こ
れ
を
酷
使
し
て
は
な
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な
い
。

第
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十
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勤
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及
び
団
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交
渉
そ
の
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の
団
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行
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を
す
る
権
利
は
、
こ
れ

を
保
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す
る
。

第
二
十
九
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財
産
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は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

財
産
権
の
内
容
は
、
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
や
う
に
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。

３

私
有
財
産
は
、
正
当
な
補
償
の
下
に
、
こ
れ
を
公
共
の
た
め
に
用
ひ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
条

国
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は
、
法
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の
定
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こ
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、
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税
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ふ
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ofthe
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by
building

a
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and
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realization
ofthis
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bring
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shall

notbe
subjectto

educationaldiscrim
ination

on
accountofrace,creed,sex,social

status,econom
ic

position,orfam
ily

origin.The
state

and
localpublic

bodies
shall

take
m
easures

to
give

financialassistance
to

those
w
ho

have,in
spite

oftheirability,

difficulty
in

receiving
education

foreconom
ic

reasons.

AA
RR
TT
II
CC
LL
EE
II
VV
..
CC
oo
mm
pp
uu
ll
ss
oo
rr
yy
EE
dd
uu
cc
aa
tt
ii
oo
nn
..
The

people
shallbe

obligated
to

have
boys

and
girls

undertheirprotection
receive

nine
year's

generaleducation.N
o
tuition

fee

shallbe
charged

forcom
pulsory

education
in

schools
established

by
the

state
and

localpublic
bodies.

AA
RR
TT
II
CC
LL
EE
VV
..
Coeducation.M

en
and

w
om

en
shallesteem

and
co-operate

w
ith

each

other.

C
oeducation,therefore,shallbe

recognized
in

education.

AA
RR
TT
II
CC
LL
EE
VV
II
..
SS
cc
hh
oo
oo
ll
EE
dd
uu
cc
aa
tt
ii
oo
nn
..
The

schools
prescribed

by
law

shallbe
ofpublic

nature
and,besides

the
state

and
localpublic

bodies,only
the

juridicalpersons

proscribed
by

law
shallbe

entitled
to

establish
such

schools.Teachers
ofthe

schools

prescribed
by

law
shallbe

servants
ofthe

w
hole

com
m
unity.They

shallhe

conscious
oftheirm

ission
and

endeavorto
discharge

theirduties.Forthis
purpose,

the
status

ofteachers
shallbe

respected
and

their
fairand

appropriate
treatm

entshall

be
secured.

A
R
TIC

LE
V
II.SocialEducation.The

state
and

localpublic
bodies

shallendeavor

to
attain

the
aim

ofeducation
by

the
establishm

entofsuch
institutions

as
libraries,

m
useum

s,citizen's
public

halls,etcetra,by
the

utilization
ofschoolinstitutions,arid

by
otherappropriate

m
ethods.

A
R
TIC

LE
V
III.PoliticalEducation.The

politicalknow
ledge

necessary
for
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intelligentcitizenship
shallbe

valued
in

education.The
schools

prescribed
by

law

shallrefrain
from

politicaleducation
orotherpoliticalactivities

fororagainstany

specific
politicalparty.

A
R
TIC

LE
IX
.R
eligious

Education.The
attitude

ofreligious
tolerance

and
the

position
ofreligion

in
sociallife

shallbe
valued

in
education.The

schools

established
by

the
state

and
localpublic

bodies
shallrefrain

from
religious

education

ortheiractivities
for a

specified
religion.

A
R
TIC

LE
X
.SchoolA

dm
inistration.Education

shallnotbe
subjectto

im
proper

control,butitshallbe
directly

responsible
to

the
w
hole

people.School

adm
inistration

shall,on
the

basis
ofthis

realization,aim
atthe

adjustm
entand

establishm
entofthe

various
condions

required
forthe

pursuitofthe
aim

of

education.

A
R
TIC

LE
X
I.Supplem

entary
R
ule.In

case
ofnecessity

appropriate
law

s
shallbe

enacted
to

carry
the

foregoing
stipulations

into
e ffect.

Supplem
entary

Provision

This
law

shallbe
enforced

on
and

from
the

day
ofits

prom
ulgation.

『
五
十
年
』

昭
和
二
二
年
三
月(

日
欠)

〔
一
─
一
八
〕
連
合
国
軍
労
働
諮
問
委
員
会
勧
告

日日
本本
職職
業業
紹紹
介介
制制
度度
にに
対対
すす
るる
労労
働働
諮諮
問問
委委
員員
会会
のの
勧勧
告告

第
一
章

緒

言

日
本
に
は
約
六
百
の
国
営
職
業
紹
介
所
が
あ
っ
て
、
都
道
府
県
が
、
厚
生
省
の
監
督
の
下
に
、
こ

れ
ら
を
運
営
し
て
ゐ
る
。
本
制
度
は
一
九
二
一
年
の
法
律
に
始
っ
て
ゐ
て
、
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
始

め
て
無
料
公
営
職
業
紹
介
所
（Free

Public
Placem

ent
O
ftices

）
に
関
す
る
全
国
的
制
度
の
創

設
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
戦
時
中
は
、
他
の
諸
国
と
同
様
に
日
本
に
於
て
も
、
職
業
紹
介
制
度

は
戦
時
生
産
に
対
す
る
人
力
（M

anpow
er

）
の
割
当
と
配
置
（Allocation

and
distribution

）

と
を
統
制
す
る
主
要
機
関
の
一
と
な
り
、
職
業
紹
介
所
は
戦
時
勤
労
戦
締
組
織
（W

ar-tim
e
labor

front
organization

）
と
緊
密
に
結
び
付
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
関
係
は
降
伏
後
及
び
勤
労
戦
線

の
公
式
瓦
解
の
後
も
数
ヶ
月
間
続
い
て
ゐ
た
が
、
一
九
四
六
年
の
春
、
職
業
紹
介
制
度
が
警
察
部
か

ら
内
務
部
に
移
管
さ
れ
る
に
至
っ
て
、
こ
の
関
係
は
大
い
に
除
去
さ
れ
た
様
に
思
は
れ
る
。
併
し
こ

の
関
係
は
あ
る
勤
労
署
と
労
務
供
給
業
者
と
の
関
係
に
於
て
今
尚
明
白
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
労

務
供
給
業
者
は
、
多
く
の
場
合
、
巧
み
に
仮
装
し
た
勤
労
戦
線
な
の
で
あ
る
。

日
本
の
職
業
紹
介
は
、
形
式
と
機
能
と
に
於
て
、
西
洋
諸
国
特
に
合
衆
国
の
そ
れ
ら
と
極
め
て
類

似
し
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
と
は
単
に
予
期
さ
れ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
に
過
ぎ
な
い
。
日
本
の
産
業
化
が
進
展

す
る
に
従
っ
て
。
西
洋
流
の
雇
用
主
雇
人
関
係
や
雇
入
手
続
が
行
は
れ
る
や
う
に
な
っ
た
。
特
に
小

規
模
な
準
家
庭
工
場
間
に
於
て
は
、
伝
統
的
慣
習
の
残
滓
が
沢
山
残
っ
て
は
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
雇
用

主
側
も
雇
人
側
も
、
雇
用
関
係
の
契
約
並
に
解
除
の
自
由
を
有
す
る
賃
金
雇
用
へ
進
む
傾
向
が
あ
る
。

今
回
の
戦
争
は
こ
の
傾
向
を
促
進
し
た
。
そ
し
て
、
日
本
経
済
に
は
戦
後
の
制
限
が
あ
る
に
も
拘
ら

ず
、
政
治
的
自
由
、
労
働
組
織
及
び
産
業
合
理
化
が
普
及
す
る
に
つ
れ
て
、
米
国
の
影
響
の
下
に
、

半
封
建
的
世
襲
的
慣
習
は
ど
ん

く
覆
っ
て
行
き
、
法
律
面
に
於
て
も
慣
習
の
面
に
於
て
も
、
西
洋

流
の
雇
用
主
雇
人
型
が
益
々
普
遍
化
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
ら
の
型
の
普
及
は
労

務
の
移
動
性
を
増
加
し
、
そ
の
結
果
職
業
紹
介
の
必
要
が
増
す
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
農
業
方
面
は
、

非
常
に
小
規
模
で
人
口
過
剰
な
家
族
農
場
が
優
勢
を
占
め
て
ゐ
る
し
、
賃
金
雇
用
が
極
く
小
量
で
あ

る
か
ら
、
農
業
は
、
人
力
の
点
に
於
て
殆
ど
完
全
に
自
給
自
足
状
態
に
在
り
、
農
業
に
対
す
る
就
職

斡
旋
（agriculturalPlacem

entservices

）
の
必
要
は
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
傾
向
を
有
す
る
戦
後
日
本
に
於
て
は
、
国
営
職
業
紹
介
制
度
は
次
の
機
能
の
実
現
を
目
的

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

、
、
、
、
、
、
、

一
、
進
駐
軍
の
為
に
、
日
本
人
労
務
を
募
集
す
る
こ
と
。

二
、
日
本
内
の
工
業
、
商
業
及
び
公
益
事
業
の
復
興
並
に
維
持
に
要
す
る
労
務
を
募
集
し
、
就
職

せ
し
む
る
こ
と
。

イ
、
求
人
者
の
労
務
需
要
を
充
足
す
る
こ
と
。

ロ
、
定
職
な
き
労
務
者
（Casual

labor

）
を
日
用
（D

ay-to-day
em
ploym

ent

）
に
動
員

す
る
こ
と
。

ハ
、
特
別
な
全
国
的
募
集
計
画
（
例
へ
ば
石
炭
、
繊
維
）
を
実
施
す
る
こ
と
。

三
、
失
業
者
を
銓
衡
し
て
公
共
事
業
に
就
職
せ
し
む
る
こ
と
。

四
、
雇
用
及
び
失
業
の
戦
後
の
地
理
的
、
産
業
的
、
職
業
的
類
型
に
関
す
る
労
働
市
場
分
析
、
並

に
こ
れ
に
基
く
労
務
供
給
の
利
用
計
画
へ
の
参
画
。

五
、
日
本
労
働
市
場
の
要
求
に
基
い
た
職
業
補
導
計
画
の
展
開
。

六
、
特
別
な
注
意
を
必
要
と
す
る
特
殊
階
級
（
新
規
学
卒
者
。
身
体
的
不
具
者
の
如
き
）
に
対
す

る
相
談
並
に
就
職
斡
旋
の
展
開
。
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七
、
労
務
供
給
業
者
（Labor

bosses

）
そ
の
他
非
経
済
的
旧
式
募
集
形
式
を
必
要
と
す
る
事
情

並
に
こ
れ
が
便
用
を
排
除
す
る
に
必
要
な
る
準
備
を
整
備
す
る
こ
と
。

こ
の
外
、
後
日
失
業
補
償
（U

nem
ploym

ent
com

pensation

）
の
成
案
の
如
き
も
の
が
発
展
す

れ
ば
、
職
業
紹
介
所
は
そ
の
行
政
の
中
心
的
役
割
を
果
す
や
う
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

以
上
に
述
べ
た
如
き
目
的
を
念
頭
に
置
い
て
、
本
委
員
会
の
各
委
員
は
、
各
段
階
の
職
業
紹
介
制

度
、
即
ち
厚
生
省
、
都
道
府
県
庁
及
び
勤
労
署
の
業
務
を
調
査
し
た
。
全
部
で
八
都
道
府
県
庁
及
び

一
五
勤
労
署
を
視
察
し
て
、
そ
の
業
務
を
詳
細
に
調
査
し
た
。
こ
の
視
察
に
は
、
六
都
市
と
二
、
三

の
小
都
市
と
が
包
含
さ
れ
て
ゐ
る
。
視
察
し
た
勤
労
署
中
に
は
、
日
雇
労
務
と
一
般
労
務
と
を
取
扱

っ
て
ゐ
る
最
大
の
も
の
と
、
小
さ
い
も
の
と
が
あ
っ
た
。
更
に
各
種
の
統
計
は
こ
れ
を
集
め
、
分
析

し
、
各
種
の
様
式
、
手
続
及
び
地
図
は
こ
れ
を
研
究
し
た
の
で
あ
る
。

勤
労
署
が
極
度
に
困
難
な
事
情
の
下
に
運
営
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
か
ね
ば
な
ら

ぬ
。
そ
の
建
物
の
多
く
は
破
壊
さ
れ
、
或
る
も
の
は
甚
だ
し
く
損
害
を
被
っ
て
ゐ
る
。
数
百
萬
の
人

々
は
、
事
実
上
、
家
を
無
く
し
て
居
り
、
労
務
給
源
を
な
す
大
部
分
の
人
は
、
交
通
機
開
が
超
満
員

の
た
め
通
勤
が
困
難
な
処
、
不
確
実
な
通
信
で
通
信
の
不
便
な
処
に
散
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
戦

争
の
余
波
と
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
生
産
、
賃
金
、
物
価
を
破
壊
し
て
仕
舞
ひ
、
か
く
し
て
復
職

を
不
利
に
陥
れ
て
ゐ
る
。
か
ゝ
る
悪
条
件
下
に
於
て
も
、
勤
労
署
が
立
派
比
較
的
有
効
な
就
職
斡
旋

を
行
っ
て
ゐ
る
の
に
は
、
本
委
員
会
は
驚
嘆
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
視
察
を
行
ふ
に
際
し
て
本
委
員
会
の
各
委
員
は
、
合
衆
国
に
於
け
る
職
業
紹
介
事
業
に
関
す

る
広
汎
な
経
験
を
背
景
に
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
日
本
職
業
紹
介
制
度
の
再
建
に
、
米
国
職
業

紹
介
制
度
の
生
写
し
を
や
ら
う
と
云
ふ
目
的
は
持
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
と
は
反
対
に
、

現
在
及
び
近
い
将
来
に
於
け
る
日
本
経
済
に
社
会
と
云
ふ
枠
の
中
に
在
っ
て
、
日
本
職
業
紹
介
制
度

が
今
日
よ
り
更
に
有
効
且
つ
有
用
に
な
る
が
如
き
方
法
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
暗
示
し
た
い
と
云
ふ
考
で

こ
の
問
題
に
接
近
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
又
我
々
が
持
っ
て
ゐ
る
米
国
に
於
け
る
経
験
か
ら
、
職

業
紹
介
業
務
並
に
行
政
に
関
す
る
立
派
な
基
本
的
原
理
を
蒸
溜
し
て
、
こ
の
原
理
を
日
本
に
適
用
し

や
う
と
試
み
た
。
所
が
、
委
員
逵
の
日
本
に
関
す
る
観
察
は
、
時
間
と
空
間
と
に
於
て
限
ら
れ
て
ゐ

た
か
ら
、
次
に
述
べ
る
勤
告
は
青
写
真
で
は
な
く
、
研
究
の
方
向
を
示
す
も
の
と
考
ふ
べ
き
で
あ
っ

て
、
こ
れ
を
遂
行
し
て
成
功
を
収
め
る
に
は
、
厚
生
省
は
、
総
司
令
部
の
指
導
と
援
助
と
を
得
て
、

絶
え
ず
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
ふ
。

今
後
の
数
ヶ
月
は
、
実
に
日
本
職
業
紹
介
制
度
に
対
し
て
一
の
挑
戦
と
機
会
と
を
与
ふ
る
も
の
で

あ
る
。
日
本
経
済
の
再
調
整
の
た
め
に
は
、
労
務
供
給
の
大
規
模
な
再
配
置
を
必
要
と
し
、
こ
の
事

業
が
本
制
度
の
全
方
法
を
検
査
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
と
同
時
に
、
流
動
性
と
変
化
と

に
富
む
一
般
的
気
候
（G

eneral
clim

ate

）
は
出
現
し
つ
ゝ
あ
る
経
済
及
び
社
会
に
最
も
適
当
し
た

職
業
紹
介
事
業
の
基
礎
設
置
に
際
し
て
、
大
胆
な
る
刷
新
を
誘
致
す
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
他
の
諸

国
の
経
験
の
模
倣
で
は
到
底
な
し
と
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
た
め
に
は
、
日
本
労
働
市

場
に
関
す
る
理
解
、
特
異
性
あ
る
日
本
的
精
力
と
頼
母
し
さ
と
の
実
行
、
そ
し
て
就
中
、
日
本
の
現

状
に
対
す
る
恒
常
的
な
再
評
価
と
順
応
と
を
必
要
と
す
る
と
確
信
す
る
。

第
二
章

政

策
（
編
注
：
以
下
項
目
の
み
あ
げ
る
）

行
政
政
策
―
業
務
政
策

第
三
章

組

織

概
況
─
本
省
─
本
省
に
対
す
る
勤
告
─
都
道
府
県
庁
の
組
織
―
都
道
府
県
庁
に
対
す
る
勤
告
─

勤
労
署
の
組
織
─
勤
労
署
に
対
す
る
勤
告
─
日
雇
勤
労
署
の
組
織
─
日
雇
勤
労
署
に
対
す
る
勤

告
─
財
政
─
財
政
に
対
す
る
勤
告
─
人
事
―
人
事
に
対
す
る
勤
告
─
連
絡
委
員
─
連
絡
委
員
に

対
す
る
勤
告

第
四
章

勤
労
署
の
業
務

第
一
節

勤
労
署
の
位
置
と
構
内
の
使
用
法

位
置
─
構
え
及
び
構
内
─
勤
告

第
二
節

一
般
勤
労
署
の
受
付
及
び
求
職
申
込
手
続

手
続
─
登
録
─
分
類
―
勤
告

第
三
節

一
般
勤
労
署
の
雇
用
主
開
係
及
び
求
人
開
拓
手
続

雇
用
主
関
係
―
求
人
申
込
─
勤
告

第
四
節

一
般
勤
労
署
の
就
職
手
続

銓
衡
─
紹
介
─
勤
告

第
五
節

募

集

求
職
者
の
不
足
─
募
集
方
法
─
交
換
─
移
住
者
─
勤
告

第
六
節

特
別
事
務

新
規
学
校
卒
業
者
に
対
す
る
事
務
─
身
体
障
害
者
に
対
す
る
事
務

勤
告

一
、
適
職
を
発
見
し
難
い
労
務
者
、
特
に
重
要
な
作
業
経
験
を
有
し
な
い
労
務
者
に
も
、
学
校
新

規
卒
業
者
に
用
意
し
た
と
同
じ
相
談
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
出
来
る
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
ゝ

る
サ
ー
ビ
ス
は
雇
用
関
係
に
変
動
の
多
い
経
済
界
の
大
変
動
期
に
は
特
に
重
要
で
あ
る
。

二
、
厚
生
省
は
雇
用
主
及
び
労
働
団
体
と
協
力
し
て
、
身
体
欠
陥
を
有
す
る
人
々
の
相
談
並
に
就

職
計
画
を
創
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
計
画
の
一
部
と
し
て
次
の
こ
と
を
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

イ
、
各
種
の
不
具
労
務
者
も
、
そ
の
不
具
が
満
足
な
作
業
を
す
る
の
に
何
ら
障
碍
と
な
ら
な
い
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七
、
労
務
供
給
業
者
（Labor

bosses

）
そ
の
他
非
経
済
的
旧
式
募
集
形
式
を
必
要
と
す
る
事
情

並
に
こ
れ
が
便
用
を
排
除
す
る
に
必
要
な
る
準
備
を
整
備
す
る
こ
と
。

こ
の
外
、
後
日
失
業
補
償
（U

nem
ploym

ent
com

pensation

）
の
成
案
の
如
き
も
の
が
発
展
す

れ
ば
、
職
業
紹
介
所
は
そ
の
行
政
の
中
心
的
役
割
を
果
す
や
う
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

以
上
に
述
べ
た
如
き
目
的
を
念
頭
に
置
い
て
、
本
委
員
会
の
各
委
員
は
、
各
段
階
の
職
業
紹
介
制

度
、
即
ち
厚
生
省
、
都
道
府
県
庁
及
び
勤
労
署
の
業
務
を
調
査
し
た
。
全
部
で
八
都
道
府
県
庁
及
び

一
五
勤
労
署
を
視
察
し
て
、
そ
の
業
務
を
詳
細
に
調
査
し
た
。
こ
の
視
察
に
は
、
六
都
市
と
二
、
三

の
小
都
市
と
が
包
含
さ
れ
て
ゐ
る
。
視
察
し
た
勤
労
署
中
に
は
、
日
雇
労
務
と
一
般
労
務
と
を
取
扱

っ
て
ゐ
る
最
大
の
も
の
と
、
小
さ
い
も
の
と
が
あ
っ
た
。
更
に
各
種
の
統
計
は
こ
れ
を
集
め
、
分
析

し
、
各
種
の
様
式
、
手
続
及
び
地
図
は
こ
れ
を
研
究
し
た
の
で
あ
る
。

勤
労
署
が
極
度
に
困
難
な
事
情
の
下
に
運
営
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
お
か
ね
ば
な
ら

ぬ
。
そ
の
建
物
の
多
く
は
破
壊
さ
れ
、
或
る
も
の
は
甚
だ
し
く
損
害
を
被
っ
て
ゐ
る
。
数
百
萬
の
人

々
は
、
事
実
上
、
家
を
無
く
し
て
居
り
、
労
務
給
源
を
な
す
大
部
分
の
人
は
、
交
通
機
開
が
超
満
員

の
た
め
通
勤
が
困
難
な
処
、
不
確
実
な
通
信
で
通
信
の
不
便
な
処
に
散
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
戦

争
の
余
波
と
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
生
産
、
賃
金
、
物
価
を
破
壊
し
て
仕
舞
ひ
、
か
く
し
て
復
職

を
不
利
に
陥
れ
て
ゐ
る
。
か
ゝ
る
悪
条
件
下
に
於
て
も
、
勤
労
署
が
立
派
比
較
的
有
効
な
就
職
斡
旋

を
行
っ
て
ゐ
る
の
に
は
、
本
委
員
会
は
驚
嘆
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
視
察
を
行
ふ
に
際
し
て
本
委
員
会
の
各
委
員
は
、
合
衆
国
に
於
け
る
職
業
紹
介
事
業
に
関
す

る
広
汎
な
経
験
を
背
景
に
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
日
本
職
業
紹
介
制
度
の
再
建
に
、
米
国
職
業

紹
介
制
度
の
生
写
し
を
や
ら
う
と
云
ふ
目
的
は
持
っ
て
ゐ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
と
は
反
対
に
、

現
在
及
び
近
い
将
来
に
於
け
る
日
本
経
済
に
社
会
と
云
ふ
枠
の
中
に
在
っ
て
、
日
本
職
業
紹
介
制
度

が
今
日
よ
り
更
に
有
効
且
つ
有
用
に
な
る
が
如
き
方
法
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
暗
示
し
た
い
と
云
ふ
考
で

こ
の
問
題
に
接
近
し
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
又
我
々
が
持
っ
て
ゐ
る
米
国
に
於
け
る
経
験
か
ら
、
職

業
紹
介
業
務
並
に
行
政
に
関
す
る
立
派
な
基
本
的
原
理
を
蒸
溜
し
て
、
こ
の
原
理
を
日
本
に
適
用
し

や
う
と
試
み
た
。
所
が
、
委
員
逵
の
日
本
に
関
す
る
観
察
は
、
時
間
と
空
間
と
に
於
て
限
ら
れ
て
ゐ

た
か
ら
、
次
に
述
べ
る
勤
告
は
青
写
真
で
は
な
く
、
研
究
の
方
向
を
示
す
も
の
と
考
ふ
べ
き
で
あ
っ

て
、
こ
れ
を
遂
行
し
て
成
功
を
収
め
る
に
は
、
厚
生
省
は
、
総
司
令
部
の
指
導
と
援
助
と
を
得
て
、

絶
え
ず
努
力
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
ふ
。

今
後
の
数
ヶ
月
は
、
実
に
日
本
職
業
紹
介
制
度
に
対
し
て
一
の
挑
戦
と
機
会
と
を
与
ふ
る
も
の
で

あ
る
。
日
本
経
済
の
再
調
整
の
た
め
に
は
、
労
務
供
給
の
大
規
模
な
再
配
置
を
必
要
と
し
、
こ
の
事

業
が
本
制
度
の
全
方
法
を
検
査
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
と
同
時
に
、
流
動
性
と
変
化
と

に
富
む
一
般
的
気
候
（G

eneral
clim

ate

）
は
出
現
し
つ
ゝ
あ
る
経
済
及
び
社
会
に
最
も
適
当
し
た

職
業
紹
介
事
業
の
基
礎
設
置
に
際
し
て
、
大
胆
な
る
刷
新
を
誘
致
す
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
は
他
の
諸

国
の
経
験
の
模
倣
で
は
到
底
な
し
と
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
た
め
に
は
、
日
本
労
働
市

場
に
関
す
る
理
解
、
特
異
性
あ
る
日
本
的
精
力
と
頼
母
し
さ
と
の
実
行
、
そ
し
て
就
中
、
日
本
の
現

状
に
対
す
る
恒
常
的
な
再
評
価
と
順
応
と
を
必
要
と
す
る
と
確
信
す
る
。

第
二
章

政

策
（
編
注
：
以
下
項
目
の
み
あ
げ
る
）

行
政
政
策
―
業
務
政
策

第
三
章

組

織

概
況
─
本
省
─
本
省
に
対
す
る
勤
告
─
都
道
府
県
庁
の
組
織
―
都
道
府
県
庁
に
対
す
る
勤
告
─

勤
労
署
の
組
織
─
勤
労
署
に
対
す
る
勤
告
─
日
雇
勤
労
署
の
組
織
─
日
雇
勤
労
署
に
対
す
る
勤

告
─
財
政
─
財
政
に
対
す
る
勤
告
─
人
事
―
人
事
に
対
す
る
勤
告
─
連
絡
委
員
─
連
絡
委
員
に

対
す
る
勤
告

第
四
章

勤
労
署
の
業
務

第
一
節

勤
労
署
の
位
置
と
構
内
の
使
用
法

位
置
─
構
え
及
び
構
内
─
勤
告

第
二
節

一
般
勤
労
署
の
受
付
及
び
求
職
申
込
手
続

手
続
─
登
録
─
分
類
―
勤
告

第
三
節

一
般
勤
労
署
の
雇
用
主
開
係
及
び
求
人
開
拓
手
続

雇
用
主
関
係
―
求
人
申
込
─
勤
告

第
四
節

一
般
勤
労
署
の
就
職
手
続

銓
衡
─
紹
介
─
勤
告

第
五
節

募

集

求
職
者
の
不
足
─
募
集
方
法
─
交
換
─
移
住
者
─
勤
告

第
六
節

特
別
事
務

新
規
学
校
卒
業
者
に
対
す
る
事
務
─
身
体
障
害
者
に
対
す
る
事
務

勤
告

一
、
適
職
を
発
見
し
難
い
労
務
者
、
特
に
重
要
な
作
業
経
験
を
有
し
な
い
労
務
者
に
も
、
学
校
新

規
卒
業
者
に
用
意
し
た
と
同
じ
相
談
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
出
来
る
よ
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
ゝ

る
サ
ー
ビ
ス
は
雇
用
関
係
に
変
動
の
多
い
経
済
界
の
大
変
動
期
に
は
特
に
重
要
で
あ
る
。

二
、
厚
生
省
は
雇
用
主
及
び
労
働
団
体
と
協
力
し
て
、
身
体
欠
陥
を
有
す
る
人
々
の
相
談
並
に
就

職
計
画
を
創
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
計
画
の
一
部
と
し
て
次
の
こ
と
を
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。

イ
、
各
種
の
不
具
労
務
者
も
、
そ
の
不
具
が
満
足
な
作
業
を
す
る
の
に
何
ら
障
碍
と
な
ら
な
い
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種
類
の
職
場
に
対
し
て
は
、
個
々
に
適
合
性
が
あ
る
こ
と
を
認
識
せ
し
む
る
よ
う
に
雇
用
主

を
教
育
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

口
、
雇
用
主
と
接
す
る
勤
労
署
職
員
に
は
、
各
種
の
欠
陥
を
有
す
る
労
務
者
に
も
満
足
に
遂
行

し
う
る
職
場
を
探
し
出
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
欠
陥
者
を
雇
用
す
る
よ
う
に
雇
用
主
を
説
得
し

う
る
よ
う
に
訓
練
を
与
ふ
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
は
、
適
当
な
職
場
が
見
付
つマ

マ

た
と
き
に
直
ち
に
紹
介
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
、
勤
労
署
に
詳
細
な
求
職
票
を
と
っ
て
お

か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ハ
、
職
場
と
労
務
者
と
を
相
互
に
調
整
し
う
る
よ
う
に
、
雇
用
主
も
求
職
者
も
特
別
の
相
談
を

受
け
る
必
要
が
あ
る
。

ニ
、
欠
陥
を
有
す
る
求
職
者
の
自
尊
心
を
傷
付
け
た
り
、
彼
を
慈
善
の
対
象
と
し
て
取
扱
っ
た

り
し
な
い
よ
う
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
雇
用
主
側
の
事
務
的
態
度
、
求
職
者
側
の
労
務
者

ら
し
き
態
度
こ
そ
奨
励
す
べ
き
で
あ
る
。

ホ
、
厚
生
省
は
こ
の
計
画
の
進
歩
を
系
統
正
し
く
調
査
し
、
そ
の
結
果
を
分
析
し
、
報
告
の
あ

っ
た
成
功
し
た
経
験
は
、
各
種
の
欠
陥
を
有
す
る
人
々
に
適
し
た
仕
事
の
種
類
別
に
分
類
し
、

こ
れ
を
各
勤
労
署
に
も
利
用
し
う
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。

第
七
節

日
雇
勤
労
署
（
編
注
：
以
下
項
目
の
み
）

手
続
─
銓
衡
─
日
雇
の
常
用
化
―
進
駐
軍
─
勤
告

第
五
章

職
業
紹
介
報
告

報
告
の
目
的
─
報
告
の
種
類
─
勤
告

附

録
一
、
統
計
報
告

㈠

勤
労
署
が
蒐
集
す
べ
き
統
計

㈡

勤
労
署
が
報
告
す
べ
き
統
計

㈢

厚
生
省
に
提
出
す
べ
き
報
告

二
、
労
働
市
場
報
告
制
度
の
梗
概

三
、
経
過
報
告

（
編
注
：
厚
生
省
勤
労
局
企
画
課
長
に
よ
る
「
序
」
に
は
、
「
諮
問
委
員
会
の
面
々
が
本
年
二
月
我

が
国
に
来
朝
し
、
爾
来
数
ヶ
月
…
…
視
察
し
…
…
調
査
し
、
…
…
報
告
書
が
提
出
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
。」
と
し
て
、「
こ
の
意
見
書
は
本
年
七
月
日
本
政
府
に
交
付
せ
ら
れ
た
」
と
し
て
い
る
。
）

（
出
典
：
厚
生
省
職
業
安
定
局
発
行
の
同
名
の
書
）

昭
和
二
二
年
一
一
月
二
二
日

〔
一
─
一
九
〕
連
合
国
軍
総
司
令
部
経
済
科
学
局
労
働
課
人
力
班
長
ヘ
プ
ラ
ー
氏
声
明

職職
業業
安安
定定
法法
国国
会会
通通
過過
にに
際際
しし
てて
のの
声声
明明

昭
和
二
二
年
十
一
月
二
十
日
は
、
日
本
の
歴
史
上
画
期
的
な
日
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
日

に
職
業
安
定
法
が
国
会
を
通
過
し
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
人
目
を
驚
か
せ
る
よ
う
な
ま
た
、

前
か
ら
騒
ぎ
た
て
ら
れ
た
事
件
で
は
な
い
が
、
し
か
し
矢
張
り
一
国
家
の
運
命
を
形
作
っ
て
行
く
上

に
非
常
に
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
職
業
安
定
法
が
強
力
な
行
政
並
び
に

実
施
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
始
め
て
言
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

（
編
注
：
中
略
）

職
業
安
定
法
の
第
一
の
、
そ
し
て
最
も
重
要
な
条
項
は
、
無
料
公
共
職
業
安
定
所
に
つ
い
て
規
定

し
て
い
る
。
（
編
注
：
中
略
）

こ
の
法
律
の
第
二
の
重
要
な
特
色
と
し
て
は
、
職
業
補
導
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
は

政
府
に
、
学
校
外
の
職
業
補
導
計
画
に
補
助
金
を
与
え
、
ま
た
技
術
的
援
助
を
与
え
る
権
限
を
認
め

て
い
る
。
都
道
府
県
に
は
職
業
補
導
計
画
に
関
す
る
指
導
が
与
え
ら
れ
、
ま
た
、
予
算
の
一
部
が
補

助
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
の
国
家
的
基
準
に
適
合
し
て
い
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県
当
局
の
申

請
に
基
き
、
労
働
大
臣
は
職
業
補
導
所
の
設
置
、
補
導
教
程
の
提
案
及
び
指
導
員
の
訓
練
、
施
設
の

確
保
並
び
に
他
の
必
要
な
事
項
に
関
し
、
費
用
を
補
助
し
ま
た
技
術
的
援
助
を
与
え
る
。
日
本
は
こ

の
計
画
の
実
施
に
関
し
て
、
そ
れ
が
公
共
職
業
安
定
所
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
点
に
於
て
他
の
若
干
の

国
よ
り
優
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
公
共
職
業
安
定
所
は
、
職
業
補
導
を
、
労
働
市
場
の
要
求
と
或
る

個
人
が
新
し
い
又
は
従
来
と
は
別
の
技
能
を
習
得
し
て
始
め
て
就
職
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に

そ
の
者
の
要
求
と
に
直
接
結
合
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
法
律
の
第
三
の
主
要
点
は
、
非
民
主
的
な
、
古
来
か
ら
存
在
す
る
募
集
方
法
の
禁
止
ま
た
は

制
限
に
つ
い
て
。
規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
編
注
：
以
下
略
）

『
安
定
』

昭
和
二
四
年
一
月
二
八
日

〔
一
─
二
〇
〕
連
合
軍
総
司
令
部
経
済
科
学
局

労労
資資
協協
議議
会会
雇雇
用用
部部
会会
のの
結結
論論

雇
用
保
険
部
会
は
、
左
の
よ
う
な
態
度
を
正
し
い
も
の
と
考
え
、
ま
た
そ
れ
に
対
応
す
る
具
体
的
提

案
に
つ
い
て
意
見
の
一
致
を
み
た
。
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昨
年
末
発
表
さ
れ
た
「
経
済
安
定
九
原
則
」
は
日
本
経
済
復
興
の
た
め
の
基
本
的
準
則
で
あ
る
か
ら
、

労
資
双
方
と
も
そ
の
完
全
な
る
実
現
に
向
っ
て
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

が
、
特
に
こ
れ
に
対
す
る
労
働
組
合
の
理
解
と
積
極
的
な
協
力
な
く
し
て
は
右
の
原
則
の
運
営
は
困
難

で
あ
る
。
ま
た
こ
の
原
則
が
如
何
な
る
形
で
実
施
さ
れ
る
か
は
慎
重
に
検
討
を
要
す
る
も
の
が
あ
り
、

単
に
個
個
の
施
策
が
分
散
的
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
国
家
政
策
全
体
に
対
す

る
検
討
と
そ
れ
に
応
ず
る
施
策
が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
根
幹
的
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
九

原
則
の
実
施
が
た
だ
ち
に
大
量
的
な
失
業
者
を
一
挙
に
生
ず
る
も
の
と
最
初
か
ら
き
め
て
か
か
る
こ
と

は
正
し
く
な
い
の
で
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
失
業
者
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
万
全
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
に
努
力
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
に
大
量
の
失
業
者
が
存
在
し
て
お

り
、
ま
た
日
日
整
理
等
に
よ
っ
て
失
業
者
は
日
日
に
発
生
し
つ
つ
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
根

本
的
対
策
に
つ
い
て
は
万
全
の
準
備
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
個
個
の
経
営
者
が
た
と

え
失
業
者
を
出
さ
ぬ
よ
う
努
力
し
た
と
し
て
も
、
な
お
世
界
貿
易
に
連
な
る
日
本
産
業
の
大
き
な
構
造

上
の
変
動
か
ら
み
て
、
た
と
え
一
時
的
で
は
あ
っ
て
も
失
業
者
の
発
生
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
考
え

て
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
、
第
三
部
会
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
点
の
急
速
な
実
現
が
望
ま
し
い
と
考

え
る
。

一
、
経
営
の
合
理
化
に
よ
っ
て
生
ず
る
失
業
者
を
、
工
場
間
の
労
働
者
の
配
置
転
換
に
よ
っ
て
避
け
よ

う
と
す
る
こ
と
は
、
差
し
当
り
著
し
く
困
難
で
あ
る
が
、
そ
の
最
大
の
阻
止
的
原
因
は
労
働
者
の
住

宅
不
足
、
そ
の
建
設
費
の
昂
騰
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
配
置
転
換
へ
向
っ
て
の
努
力
は
労
資
双
方

が
共
同
で
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
で
あ
る
か
ら
、
労
働
者
住
宅
問
題
の
早
急
解
決
が
望
ま
し

い
。長

期
低
利
資
金
の
供
給
ま
た
は
健
康
保
険
、
失
業
保
険
等
の
積
立
金
の
利
用
を
図
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
。

二
、
つ
ぎ
に
、
現
行
の
失
業
保
険
制
度
を
改
善
し
、
給
付
率
の
引
上
げ
、
最
高
賃
金
の
制
限
の
解
除
、

保
険
料
率
の
引
下
げ
、
適
用
範
囲
（
例
え
ば
日
雇
労
働
者
）
の
拡
張
な
ど
に
よ
り
眠
れ
る
保
険
積
立

金
が
労
働
者
の
緊
急
の
福
利
の
た
め
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

三
、
こ
れ
と
な
ら
ん
で
失
業
者
が
増
加
し
た
場
合
に
は
、
公
共
事
業
の
一
大
拡
充
に
よ
っ
て
こ
れ
を
吸

収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
従
来
の
公
共
事
業
施
行
の
場
所
的
食
い
違
い
等
が
充
分
反
省
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
財
政
均
衡
と
い
う
九
原
則
の
精
神
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
財
源
の
獲
得
に
努

力
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

と
り
わ
け
、
電
源
開
発
や
新
し
い
産
業
道
路
の
建
設
等
、
生
産
的
意
味
の
濃
厚
な
公
共
事
業
が
選

択
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

四
、
こ
れ
と
な
ら
ん
で
職
業
安
定
機
関
の
整
備
、
そ
の
窓
口
業
務
の
改
善
と
民
主
化
、
職
業
補
導
事
業

の
積
極
化

─
例
え
ば
巡
回
補
導
班
の
ご
と
き

─
と
と
も
に
、
広
く
全
国
的
な
視
野
の
下
に
、
業

種
別
の
需
給
調
整
に
向
っ
て
職
業
安
定
所
の
機
構
が
統
一
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
さ
ら
に
、
各
種
の
失
業
救
済
策
を
含
め
て
生
活
保
障
制
度
の
実
現
は
財
政
的
困
難
は
あ
る
が
、
理

想
と
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
退
職
手
当
、
家
族
手
当
、
退
職
金
等
の
在
来
の
制
度
も
漸
次
生
活
保
障
制

度
の
中
に
合
理
的
に
統
合
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

六
、
ま
た
解
雇
が
い
っ
た
ん
不
可
避
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
解
雇
の
標
準
や
、
ま
た
解
雇
者
の
優
先
雇

用
の
条
件
の
決
定
に
つ
い
て
は
労
働
組
合
の
意
見
を
充
分
考
慮
し
た
上
で
経
営
者
側
が
合
理
的
に
決

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
将
来
の
輸
出
産
業
に
お
け
る
雇
用
量
を
増
大
す
る
た
め
に
技
術
者
の
海
外
渡
航
の
許
可
お

よ
び
海
運
労
働
者
の
雇
用
量
増
大
の
た
め
に
外
国
船
舶
の
チ
ャ
─
タ
─
お
よ
び
日
本
人
船
員
の
乗
組

み
の
許
可
等
に
つ
い
て
、
関
係
当
局
の
援
助
が
望
ま
し
い
と
い
う
意
見
、
ま
た
、
失
業
対
策
の
合
理

化
の
た
め
の
前
提
と
し
て
、
労
務
の
需
給
関
係
を
調
査
測
定
す
る
た
め
に
各
調
査
機
関
を
動
員
し
た

全
国
的
組
織
の
活
動
が
望
ま
し
い
と
い
う
意
見
が
経
営
者
側
か
ら
述
べ
ら
れ
た
。

以
上
の
点
と
な
ら
ん
で
、
当
面
著
し
く
不
足
し
て
い
る
技
能
者
の
積
極
的
養
成
に
努
力
す
る
こ
と

が
、
日
本
産
業
復
興
の
鍵
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
た
め
に
は
ま
ず
技
能
者
の
獲
得
と
養
成
に
努
力
す

る
こ
と
。
ま
た
技
能
者
が
安
定
し
た
生
活
が
で
き
る
よ
う
な
条
件
を
経
営
体
は
準
備
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
技
能
者
の
養
成
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
的
に
は
経
営
体
が
責
任
を
も
っ
て
そ
の
衝
に
当
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
国
家
は
、
こ
の
経
営
体
の
計
画
を
全
国
的
規
模
に
お
い
て
調
査
し
、
か

つ
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
賃
金
制
度
は
技
能
者
が
充
分
輩
出
で
き
る
能
率
を
あ
げ
得
る

よ
う
な
形
の
も
の
に
改
善
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
職
階
級
や
定
員
制
の
確
定
、
ま
た
過

剰
人
員
の
有
無
の
判
定
の
ご
と
き
も
、
右
の
よ
う
な
技
能
労
働
力
を
根
幹
と
す
る
職
場
の
労
働
力
組

織
が
確
定
し
た
場
合
に
の
み
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

『
行
政
二
』
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昨
年
末
発
表
さ
れ
た
「
経
済
安
定
九
原
則
」
は
日
本
経
済
復
興
の
た
め
の
基
本
的
準
則
で
あ
る
か
ら
、

労
資
双
方
と
も
そ
の
完
全
な
る
実
現
に
向
っ
て
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

が
、
特
に
こ
れ
に
対
す
る
労
働
組
合
の
理
解
と
積
極
的
な
協
力
な
く
し
て
は
右
の
原
則
の
運
営
は
困
難

で
あ
る
。
ま
た
こ
の
原
則
が
如
何
な
る
形
で
実
施
さ
れ
る
か
は
慎
重
に
検
討
を
要
す
る
も
の
が
あ
り
、

単
に
個
個
の
施
策
が
分
散
的
に
採
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
国
家
政
策
全
体
に
対
す

る
検
討
と
そ
れ
に
応
ず
る
施
策
が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
根
幹
的
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
九

原
則
の
実
施
が
た
だ
ち
に
大
量
的
な
失
業
者
を
一
挙
に
生
ず
る
も
の
と
最
初
か
ら
き
め
て
か
か
る
こ
と

は
正
し
く
な
い
の
で
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
失
業
者
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
万
全
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
に
努
力
を
注
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
に
大
量
の
失
業
者
が
存
在
し
て
お

り
、
ま
た
日
日
整
理
等
に
よ
っ
て
失
業
者
は
日
日
に
発
生
し
つ
つ
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
根

本
的
対
策
に
つ
い
て
は
万
全
の
準
備
を
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
個
個
の
経
営
者
が
た
と

え
失
業
者
を
出
さ
ぬ
よ
う
努
力
し
た
と
し
て
も
、
な
お
世
界
貿
易
に
連
な
る
日
本
産
業
の
大
き
な
構
造

上
の
変
動
か
ら
み
て
、
た
と
え
一
時
的
で
は
あ
っ
て
も
失
業
者
の
発
生
は
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
考
え

て
よ
い
。

こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
、
第
三
部
会
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
諸
点
の
急
速
な
実
現
が
望
ま
し
い
と
考

え
る
。

一
、
経
営
の
合
理
化
に
よ
っ
て
生
ず
る
失
業
者
を
、
工
場
間
の
労
働
者
の
配
置
転
換
に
よ
っ
て
避
け
よ

う
と
す
る
こ
と
は
、
差
し
当
り
著
し
く
困
難
で
あ
る
が
、
そ
の
最
大
の
阻
止
的
原
因
は
労
働
者
の
住

宅
不
足
、
そ
の
建
設
費
の
昂
騰
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
配
置
転
換
へ
向
っ
て
の
努
力
は
労
資
双
方

が
共
同
で
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
任
で
あ
る
か
ら
、
労
働
者
住
宅
問
題
の
早
急
解
決
が
望
ま
し

い
。長

期
低
利
資
金
の
供
給
ま
た
は
健
康
保
険
、
失
業
保
険
等
の
積
立
金
の
利
用
を
図
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
。

二
、
つ
ぎ
に
、
現
行
の
失
業
保
険
制
度
を
改
善
し
、
給
付
率
の
引
上
げ
、
最
高
賃
金
の
制
限
の
解
除
、

保
険
料
率
の
引
下
げ
、
適
用
範
囲
（
例
え
ば
日
雇
労
働
者
）
の
拡
張
な
ど
に
よ
り
眠
れ
る
保
険
積
立

金
が
労
働
者
の
緊
急
の
福
利
の
た
め
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

三
、
こ
れ
と
な
ら
ん
で
失
業
者
が
増
加
し
た
場
合
に
は
、
公
共
事
業
の
一
大
拡
充
に
よ
っ
て
こ
れ
を
吸

収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
従
来
の
公
共
事
業
施
行
の
場
所
的
食
い
違
い
等
が
充
分
反
省
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
財
政
均
衡
と
い
う
九
原
則
の
精
神
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
財
源
の
獲
得
に
努

力
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

と
り
わ
け
、
電
源
開
発
や
新
し
い
産
業
道
路
の
建
設
等
、
生
産
的
意
味
の
濃
厚
な
公
共
事
業
が
選

択
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

四
、
こ
れ
と
な
ら
ん
で
職
業
安
定
機
関
の
整
備
、
そ
の
窓
口
業
務
の
改
善
と
民
主
化
、
職
業
補
導
事
業

の
積
極
化

─
例
え
ば
巡
回
補
導
班
の
ご
と
き

─
と
と
も
に
、
広
く
全
国
的
な
視
野
の
下
に
、
業

種
別
の
需
給
調
整
に
向
っ
て
職
業
安
定
所
の
機
構
が
統
一
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
、
さ
ら
に
、
各
種
の
失
業
救
済
策
を
含
め
て
生
活
保
障
制
度
の
実
現
は
財
政
的
困
難
は
あ
る
が
、
理

想
と
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
退
職
手
当
、
家
族
手
当
、
退
職
金
等
の
在
来
の
制
度
も
漸
次
生
活
保
障
制

度
の
中
に
合
理
的
に
統
合
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

六
、
ま
た
解
雇
が
い
っ
た
ん
不
可
避
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
解
雇
の
標
準
や
、
ま
た
解
雇
者
の
優
先
雇

用
の
条
件
の
決
定
に
つ
い
て
は
労
働
組
合
の
意
見
を
充
分
考
慮
し
た
上
で
経
営
者
側
が
合
理
的
に
決

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
将
来
の
輸
出
産
業
に
お
け
る
雇
用
量
を
増
大
す
る
た
め
に
技
術
者
の
海
外
渡
航
の
許
可
お

よ
び
海
運
労
働
者
の
雇
用
量
増
大
の
た
め
に
外
国
船
舶
の
チ
ャ
─
タ
─
お
よ
び
日
本
人
船
員
の
乗
組

み
の
許
可
等
に
つ
い
て
、
関
係
当
局
の
援
助
が
望
ま
し
い
と
い
う
意
見
、
ま
た
、
失
業
対
策
の
合
理

化
の
た
め
の
前
提
と
し
て
、
労
務
の
需
給
関
係
を
調
査
測
定
す
る
た
め
に
各
調
査
機
関
を
動
員
し
た

全
国
的
組
織
の
活
動
が
望
ま
し
い
と
い
う
意
見
が
経
営
者
側
か
ら
述
べ
ら
れ
た
。

以
上
の
点
と
な
ら
ん
で
、
当
面
著
し
く
不
足
し
て
い
る
技
能
者
の
積
極
的
養
成
に
努
力
す
る
こ
と

が
、
日
本
産
業
復
興
の
鍵
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
た
め
に
は
ま
ず
技
能
者
の
獲
得
と
養
成
に
努
力
す

る
こ
と
。
ま
た
技
能
者
が
安
定
し
た
生
活
が
で
き
る
よ
う
な
条
件
を
経
営
体
は
準
備
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
技
能
者
の
養
成
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
的
に
は
経
営
体
が
責
任
を
も
っ
て
そ
の
衝
に
当
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
同
時
に
国
家
は
、
こ
の
経
営
体
の
計
画
を
全
国
的
規
模
に
お
い
て
調
査
し
、
か

つ
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
賃
金
制
度
は
技
能
者
が
充
分
輩
出
で
き
る
能
率
を
あ
げ
得
る

よ
う
な
形
の
も
の
に
改
善
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
職
階
級
や
定
員
制
の
確
定
、
ま
た
過

剰
人
員
の
有
無
の
判
定
の
ご
と
き
も
、
右
の
よ
う
な
技
能
労
働
力
を
根
幹
と
す
る
職
場
の
労
働
力
組

織
が
確
定
し
た
場
合
に
の
み
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

『
行
政
二
』
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昭
和
２
４
年
４
月
頃

〔
１
─
２
１
〕
連
合
軍
総
司
令
部
経
済
科
学
局

労 労
働働

課課
便便

覧覧
（（
LLaabboorr

DD
iivviissiioonn

MM
aannuuaall））

「「
第第
ⅠⅠ

部部
政政

策策
とと

手手
続続

きき
」」

目
次

001-049
本

便
覧

の
構

成
と

目
的

001-009
目

次

010-019
便

覧
の

目
的
と

範
囲

023-029
便

覧
の

構
成
（

説
明

的
）

030-039
便

覧
の

使
用
と

管
理

050-099
基

本
指

令
と

方
針

声
明

050-059
基

本
指

令

060-069
極

東
委

員
会

の
政

策
決
定

080-089
GHQ

、
SCAP

の
指

令

090-099
労

働
に

関
す

る
技

術
文
書

・
参

考
文
献

リ
ス

ト

100-129
労

働
区

分
、

経
済

科
学
局

、
組

織
お
よ

び
機

能

100-104
経

済
科

学
局

の
責

任

105-109
経

済
科

学
局

労
働

課
の
責

任

110-119
経

済
科

学
局

労
働

課
の
組

織
（

組
織
図

お
よ

び
各
支

部
の

機
能

説
明

書
）

125-129
日

本
の

政
府

機
関

の
調
整

と
監

視

200-299
労

働
団

体
お

よ
び

使
用
者

団
体

200-209
一

般
目

的

210-219
団

結
権

220-229
地

方
組

合
の

構
造

と
機
能

230-239
全

国
組

合
お

よ
び

組
合
連

合

240-249
企

業
別

組
合

250-259
共

産
主

義
の

支
配

260-269
使

用
者

団
体

280-299
歴

史
的

背
景

と
参

考
資
料

300-399
労

働
関

係
お

よ
び

労
働
争

議

300-309
一

般
目

的

310-319
健

全
な

団
体
交

渉
の

奨
励

320-329
調

停
・

仲
裁
機

関
の

開
発
と

活
用

330-339
よ

り
適

切
な

契
約

の
開

発

340-349
苦

情
処

理
機

関

350-359
経

営
-
労

働
委

員
会

370-379
作

業
停

止
の

禁
止

380-399
歴

史
的

背
景

と
参

考
資

料

4 4
0000
--
44
99
99

労労
働働

力力
とと

雇雇
用用

4
00
-
4
0
9

全
般

的
な

目
標

4
00

労
働

力
プ

ロ
グ

ラ
ム
の

全
般

的
な

目
標

は
：

4
10
-
4
1
9

非
民

主
的

な
採
用

慣
行

の
除

去

4
11

背
景
：

占
領

以
前

に
は

、
日

本
の

雇
用

主
や

人
材
斡

旋
業

者
に
よ

っ
て

、
直
接

的
ま

た
は

間
接
的

に
、
労
働

者
の

意
思
に

反
し

て
仕

事
を

拘
束

す
る

効
果
を

も
た

ら
す

よ
う

な
さ
ま

ざ

ま
な
工

夫
が

な
さ
れ

て
い

た
。
民

主
主
義

に
不

可
欠

な
自

由
と
は

明
ら

か
に

相
容

れ
な
い

こ

の
よ
う

な
慣

行
の
顕

著
な

例
を

次
の
4
つ

の
段

落
に

引
用
す

る
。

4
11
.
0
1

奴
隷
労

働
：

か
つ

て
の

炭
鉱

で
は

、
破

産
し

た
農
民

労
働

者
や
外

国
人

労
働
者

そ
の

他
経

済
的
必

要
性

か
ら
衰

え
た

層
が

こ
の

危
険
で

過
酷

な
労

働
に

賄
わ

れ
た
。
戦

時
中
は
、
中

国

人
、
台

湾
人

、
朝
鮮

人
、
捕

虜
の

労
働
力

が
事

実
上

の
奴

隷
と
し

て
使

わ
れ

た
。
19
4
6
年

秋
、

北
海
道

で
30
0
0
人

以
上
の

労
働

者
が

鉄
格

子
の

窓
と

施
錠
さ

れ
た

扉
の

あ
る

寮
で
発

見
さ

れ
、
軍

政
部

、
CI
C
、

県
庁
職

員
が

連
携

し
て

釈
放
し

た
よ

う
に
、

過
去

２
年
間

で
さ

え
も

強
制
労

働
徴

用
の
事

件
は

石
炭

鉱
山

で
時
折

起
こ

っ
た

。

4
11
.
0
2

繊
維
産

業
に

お
け
る

束
縛

：
繊

維
産

業
に

お
け

る
伝

統
的

な
傾

向
は
、
大

企
業

の
周
旋

人

が
借
金

を
抱

え
た
両

親
と

の
契

約
を

通
し
て

遠
隔

地
か

ら
若

い
農

家
の

娘
を
集

め
、
周
旋

人

が
家
族

に
貸

し
た
借

金
を

完
済

す
る

ま
で
4
～
5
年
間

束
縛

し
続
け

る
こ

と
で

あ
っ

た
。
こ

れ
ら
数

年
は

少
女
た

ち
の

生
活

の
あ

ら
ゆ
る

面
が

工
場

に
よ

っ
て

管
理

さ
れ
た

。
-
-
少
女

た

ち
は
付

き
添

い
付
き

の
グ

ル
ー

プ
外

出
を
除

き
工

場
構

内
か

ら
離

れ
る

こ
と
は

許
さ

れ
な

い

こ
と
が

多
か

っ
た
。
そ

の
た

め
、
少

女
た

ち
が

他
に

よ
り

有
利
な

雇
用

を
求

め
る

こ
と
は

不

-21
-

可
能

で
あ

っ
た

。

4
1
1
.
0
3

労
働

ボ
ス

制
度

：
日
本

の
労

働
力
の

大
部

分
は

、
ボ

ス
が

自
分

の
管
理

下
に

あ
る
労

働
者

の
役

務
を

請
け

負
い
、
そ

の
役

務
の

対
価

と
し
て

そ
の

労
働

力
を

必
要
と

す
る

企
業
か

ら
一

時
金

ま
た

は
歩

合
を

受
け

取
る

と
い
う

労
働

ボ
ス

の
管

理
下
に

あ
っ

た
。
さ
ら

に
、
ボ

ス
は

労
働

者
の

賃
金

の
大

部
分

を
自

分
の
取

り
分

と
し

て
い

た
。
こ

の
よ

う
な

ボ
ス

は
し
ば

し
ば

労
働

者
の

福
祉

に
責

任
を

負
う

が
、
同

時
に

労
働

者
の

生
活

の
多
く

の
面

を
支

配
し

た
。
例

え
ば

、
労

働
者

は
他

に
職

を
求

め
る
自

由
も

労
働

組
合

に
加
入

す
る

自
由

も
な

か
っ
た

。

労
働

ボ
ス

制
度

は
以

下
の

産
業

で
特
に

顕
著

で
あ

っ
た

：
ほ
と

ん
ど

す
べ

て
の

労
働
力

が
ボ

ス
に

よ
っ

て
供

給
さ

れ
て

い
た

建
設
業

や
港

湾
荷

役
業

；
各
工

場
の

労
働

力
全

体
の
5
～

25
％

を
契

約
労

働
者
が

占
め

て
い
た

製
造

業
や
鉱

山
；

そ
し

て
家

事
使

用
人

の
供
給

な
ど

で

あ
る

。

戦
時

中
、
こ

れ
ら
の

ボ
ス

は
戦
時
「

労
働

前
線
」
ま

た
は
愛

国
的

労
働
組

織
の

リ
ー
ダ

ー
で

あ
り
、
戦

時
中

の
産

業
へ

の
労
働

力
投

入
を
奨

励
し

強
制

し
た
。
占

領
当
初

、
労

働
ボ

ス
は

進
駐

軍
へ

の
労

働
力

供
給

に
利

用
さ
れ

た
。
労

働
ボ

ス
が
、
ギ

ャ
ン

ブ
ル
、
悪

徳
商
法

、
闇

取
引

な
ど

の
さ

ま
ざ

ま
な

不
正

行
為
と

結
び

つ
い

て
い

る
こ
と

を
示

す
証

拠
も

か
な
り

あ

る
。

4
1
1
.
0
4

労
働

募
集

に
お

け
る

警
察

力
の

利
用
：

戦
時

中
、

す
べ

て
の
公

共
職

業
紹

介
所

は
内
務

省

管
轄

の
国

家
警

察
の

片
腕

と
し

て
運
営

さ
れ
、
労

働
力

を
軍

需
産

業
や
軍

務
に

強
制
的

に
投

入
す

る
た

め
に

利
用

さ
れ

た
。

4
1
2

現
在

ま
で

の
成

果
：

問
題

の
あ

ら
ゆ
る

側
面

に
影

響
す

る
一
定

の
措

置
が

と
ら

れ
た
。

非

自
発

的
徴

用
工

は
、
新

日
本

国
憲

法
第
1
8
条

お
よ
び

労
働

基
準

法
第
5
条

に
よ

り
違

法
と

な
っ

た
。
職

業
安
定

法
。
民
主

主
義

の
概

念
に

基
づ

き
、
無

料
で

求
人
・

職
業

紹
介
を

行
う

公
共

職
業

安
定

所
の

制
度

が
確

立
さ
れ

た
。
（

詳
細
は

目
的
2
を

参
照
）
。

4
1
2
.
0
1

奴
隷

労
働

：
戦

争
終
結

後
ま

も
な
く

、
す

べ
て

の
政

治
犯

そ
の

他
の
囚

人
を

直
ち
に

釈
放

す
る

よ
う

指
示

し
た
1
9
4
5
年
1
0
月
4
日
の
S
C
A
P
I
N
＊

第
9
3
号

に
従

っ
て
、

す
べ

て
の

奴
隷

労
働

者
が

釈
放

さ
れ

た
。

か
つ

て
鉱
山

で
働

い
て

い
た

外
国
人

労
働

者
集

団
は

送
還
さ

れ

た
。

＊
S
C
A
P
I
N:
S
C
A
P
(
S
up
r
e
m
e
C
o
m
ma
n
d
e
r
f
or
t
h
e
A
l
l
ie
d
P
o
w
e
rs
)
I
n
d
e
x
Nu
m
b
e
r

4
12
.
0
2

繊
維
産

業
に

お
け
る

束
縛

：
繊

維
産

業
に

お
け

る
束

縛
を

な
く

す
た

め
に
必

要
な

す
べ

て

の
法
律

は
国

会
で
成

立
し

て
い

る
。

労
働
基

準
法

は
、
2
人

の
人
間

が
第

三
者

の
役

務
を

請
け

負
う
こ

と
（

少
女

の
両

親
が
彼

女

の
役
務

を
請

け
負
う

契
約

を
結

ぶ
こ

と
）
、
求

人
斡

旋
業

者
が

賃
金
を

前
払

い
す

る
こ

と
、

労
働
者

や
そ

の
家
族

に
金

銭
を

貸
し

付
け
る

こ
と
、
本

人
の

意
思

に
反

し
て

職
場

に
留
ま

る

よ
う
強

制
す

る
こ
と

を
違

法
と

し
て

い
る
。
1
年
以

上
の

契
約
は

違
法

で
あ

り
、
そ

の
よ

う

な
短
い

契
約

で
あ
っ

て
も

破
棄

さ
れ

る
こ
と

が
あ

る
。
少

女
た
ち

は
自

由
に

工
場

敷
地
か

ら

出
る
こ

と
が

で
き
る
。
職

業
安

定
法

は
、
求
人

斡
旋

業
者

を
管

理
し
、
雇
用

の
自

由
な
選

択

を
提
供

す
る

手
段
を

規
定

し
て

い
る

。

こ
の
よ

う
な

法
律
が

あ
る

に
も

か
か

わ
ら
ず
、
法

律
が

新
し

い
こ

と
、
国
や

地
方

自
治
体

の

役
人
に

よ
る

管
理
が

不
十

分
で

あ
る

こ
と
、
多

く
の

日
本

人
が
新

し
い

権
利

に
つ

い
て
意

識

し
て
い

な
い

こ
と
な

ど
か

ら
、

い
ま

だ
に
多

く
の

虐
待

が
存

在
し

て
い

る
。

4
12
.
0
3

労
働
ボ

ス
制

度
：

戦
時

中
、
労

働
戦
線

や
愛

国
的

労
働

団
体
に

参
加

し
て

い
た

労
働
ボ

ス

の
影
響

力
を

排
除
す

る
た

め
、
1
94
5
年
9
月
2
日

以
前

の
大

日
本

産
業

報
国

会
（

大
日
本

産

業
愛
国

会
）
、

大
日
本

労
務

報
国

会
（

大
日
本

労
働

愛
国

会
）

お
よ
び

そ
の

都
道

府
県

連
合

会
、
地

方
連

合
会
、
全

国
連

合
会
（

大
日
本

報
国

会
の
地

方
支

部
を

含
む
）
の

役
員

ま
た

は

有
力
な

構
成

員
は
労

働
関

係
団

体
の

役
員
ま

た
は

有
力

な
構

成
員

と
し

て
の
い

か
な

る
役

職

に
も
就

く
こ

と
を
排

除
す

べ
き

で
あ

る
と
い

う
趣

旨
の

指
示

が
、
1
9
4
6
年
1
1
月
2
0
日

に

G
H
Q参

謀
本

部
S
CA
P
次

長
か
ら

日
本

政
府

に
対

し
て
出

さ
れ

た
。
労

働
関

係
団
体

と
は

、
労

働
組
合
、
福

祉
団

体
ま

た
は

共
済
団

体
、
労
働

者
奉

仕
団

体
ま

た
は
商

品
供

給
団

体
、
労

働

者
の
募

集
ま

た
は
供

給
、
労
働

者
の

直
接

監
督

に
従

事
す

る
団
体

で
あ

る
と

後
に

定
義
さ

れ

た
。
こ
の

指
令

の
一

部
は

日
本
政

府
に

よ
っ
て

実
施

さ
れ

、
所
定

の
団

体
の

元
役

員
一
人

ひ

と
り
に
「

粛
清
」
文

書
を

送
り
、
労

働
関

係
団

体
の

ポ
ス

ト
に
就

く
資

格
が

な
い

こ
と
を

通

告
し
た

。
／

指
令
の

別
の

部
分
は
、「
1
9
4
5
年
9
月
2
日
以

前
に
、
自

由
な
労

働
者

組
織

を
妨

害
す
る

よ

う
な
形

で
設

立
さ
れ

た
政

府
機

関
や

民
間
団

体
と

責
任

あ
る

立
場

で
直

接
関
係

し
、
そ
の

立

場
で
労

働
組

合
の
組

織
や

活
動

の
妨

害
や
弾

圧
に

関
係

し
た

す
べ

て
の

者
は
、
日
本

政
府
、

す
べ
て

の
都

道
府
県

・
市

町
村
、
ま

た
は

そ
の

下
部

組
織

や
機
関

の
労

働
行

政
に

携
わ
る

職

か
ら
異

動
さ

せ
る
か

排
除

す
る
」
と

述
べ

て
い

る
。
指
令

の
こ

の
部
分

は
、
元

警
察

官
や

元

超
国
家

主
義

者
を
、
地

方
、
都
道

府
県
、
国

の
あ
ら

ゆ
る

労
働
機

関
の

雇
用

か
ら

排
除
す

る
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可
能

で
あ

っ
た

。

4
1
1
.
0
3

労
働

ボ
ス

制
度

：
日
本

の
労

働
力
の

大
部

分
は

、
ボ

ス
が

自
分

の
管
理

下
に

あ
る
労

働
者

の
役

務
を

請
け

負
い
、
そ

の
役

務
の

対
価

と
し
て

そ
の

労
働

力
を

必
要
と

す
る

企
業
か

ら
一

時
金

ま
た

は
歩

合
を

受
け

取
る

と
い
う

労
働

ボ
ス

の
管

理
下
に

あ
っ

た
。
さ
ら

に
、
ボ

ス
は

労
働

者
の

賃
金

の
大

部
分

を
自

分
の
取

り
分

と
し

て
い

た
。
こ

の
よ

う
な

ボ
ス

は
し
ば

し
ば

労
働

者
の

福
祉

に
責

任
を

負
う

が
、
同

時
に

労
働

者
の

生
活

の
多
く

の
面

を
支

配
し

た
。
例

え
ば

、
労

働
者

は
他

に
職

を
求

め
る
自

由
も

労
働

組
合

に
加
入

す
る

自
由

も
な

か
っ
た

。

労
働

ボ
ス

制
度

は
以

下
の

産
業

で
特
に

顕
著

で
あ

っ
た

：
ほ
と

ん
ど

す
べ

て
の

労
働
力

が
ボ

ス
に

よ
っ

て
供

給
さ

れ
て

い
た

建
設
業

や
港

湾
荷

役
業

；
各
工

場
の

労
働

力
全

体
の
5
～

25
％

を
契

約
労

働
者
が

占
め

て
い
た

製
造

業
や
鉱

山
；

そ
し

て
家

事
使

用
人

の
供
給

な
ど

で

あ
る

。

戦
時

中
、
こ

れ
ら
の

ボ
ス

は
戦
時
「

労
働

前
線
」
ま

た
は
愛

国
的

労
働
組

織
の

リ
ー
ダ

ー
で

あ
り
、
戦

時
中

の
産

業
へ

の
労
働

力
投

入
を
奨

励
し

強
制

し
た
。
占

領
当
初

、
労

働
ボ

ス
は

進
駐

軍
へ

の
労

働
力

供
給

に
利

用
さ
れ

た
。
労

働
ボ

ス
が
、
ギ

ャ
ン

ブ
ル
、
悪

徳
商
法

、
闇

取
引

な
ど

の
さ

ま
ざ

ま
な

不
正

行
為
と

結
び

つ
い

て
い

る
こ
と

を
示

す
証

拠
も

か
な
り

あ

る
。

4
1
1
.
0
4

労
働

募
集

に
お

け
る

警
察

力
の

利
用
：

戦
時

中
、

す
べ

て
の
公

共
職

業
紹

介
所

は
内
務

省

管
轄

の
国

家
警

察
の

片
腕

と
し

て
運
営

さ
れ
、
労

働
力

を
軍

需
産

業
や
軍

務
に

強
制
的

に
投

入
す

る
た

め
に

利
用

さ
れ

た
。

4
1
2

現
在

ま
で

の
成

果
：

問
題

の
あ

ら
ゆ
る

側
面

に
影

響
す

る
一
定

の
措

置
が

と
ら

れ
た
。

非

自
発

的
徴

用
工

は
、
新

日
本

国
憲

法
第
1
8
条

お
よ
び

労
働

基
準

法
第
5
条

に
よ

り
違

法
と

な
っ

た
。
職

業
安
定

法
。
民
主

主
義

の
概

念
に

基
づ

き
、
無

料
で

求
人
・

職
業

紹
介
を

行
う

公
共

職
業

安
定

所
の

制
度

が
確

立
さ
れ

た
。
（

詳
細
は

目
的
2
を

参
照
）
。

4
1
2
.
0
1

奴
隷

労
働

：
戦

争
終
結

後
ま

も
な
く

、
す

べ
て

の
政

治
犯

そ
の

他
の
囚

人
を

直
ち
に

釈
放

す
る

よ
う

指
示

し
た
1
9
4
5
年
1
0
月
4
日
の
S
C
A
P
I
N
＊

第
9
3
号

に
従

っ
て
、

す
べ

て
の

奴
隷

労
働

者
が

釈
放

さ
れ

た
。

か
つ

て
鉱
山

で
働

い
て

い
た

外
国
人

労
働

者
集

団
は

送
還
さ

れ

た
。

＊
S
C
A
P
I
N:
S
C
A
P
(
S
up
r
e
m
e
C
o
m
ma
n
d
e
r
f
or
t
h
e
A
l
l
ie
d
P
o
w
e
rs
)
I
n
d
e
x
Nu
m
b
e
r

4
12
.
0
2

繊
維
産

業
に

お
け
る

束
縛

：
繊

維
産

業
に

お
け

る
束

縛
を

な
く

す
た

め
に
必

要
な

す
べ

て

の
法
律

は
国

会
で
成

立
し

て
い

る
。

労
働
基

準
法

は
、
2
人

の
人
間

が
第

三
者

の
役

務
を

請
け

負
う
こ

と
（

少
女

の
両

親
が
彼

女

の
役
務

を
請

け
負
う

契
約

を
結

ぶ
こ

と
）
、
求

人
斡

旋
業

者
が

賃
金
を

前
払

い
す

る
こ

と
、

労
働
者

や
そ

の
家
族

に
金

銭
を

貸
し

付
け
る

こ
と
、
本

人
の

意
思

に
反

し
て

職
場

に
留
ま

る

よ
う
強

制
す

る
こ
と

を
違

法
と

し
て

い
る
。
1
年
以

上
の

契
約
は

違
法

で
あ

り
、
そ

の
よ

う

な
短
い

契
約

で
あ
っ

て
も

破
棄

さ
れ

る
こ
と

が
あ

る
。
少

女
た
ち

は
自

由
に

工
場

敷
地
か

ら

出
る
こ

と
が

で
き
る
。
職

業
安

定
法

は
、
求
人

斡
旋

業
者

を
管

理
し
、
雇
用

の
自

由
な
選

択

を
提
供

す
る

手
段
を

規
定

し
て

い
る

。

こ
の
よ

う
な

法
律
が

あ
る

に
も

か
か

わ
ら
ず
、
法

律
が

新
し

い
こ

と
、
国
や

地
方

自
治
体

の

役
人
に

よ
る

管
理
が

不
十

分
で

あ
る

こ
と
、
多

く
の

日
本

人
が
新

し
い

権
利

に
つ

い
て
意

識

し
て
い

な
い

こ
と
な

ど
か

ら
、

い
ま

だ
に
多

く
の

虐
待

が
存

在
し

て
い

る
。

4
12
.
0
3

労
働
ボ

ス
制

度
：

戦
時

中
、
労

働
戦
線

や
愛

国
的

労
働

団
体
に

参
加

し
て

い
た

労
働
ボ

ス

の
影
響

力
を

排
除
す

る
た

め
、
1
94
5
年
9
月
2
日

以
前

の
大

日
本

産
業

報
国

会
（

大
日
本

産

業
愛
国

会
）
、

大
日
本

労
務

報
国

会
（

大
日
本

労
働

愛
国

会
）

お
よ
び

そ
の

都
道

府
県

連
合

会
、
地

方
連

合
会
、
全

国
連

合
会
（

大
日
本

報
国

会
の
地

方
支

部
を

含
む
）
の

役
員

ま
た

は

有
力
な

構
成

員
は
労

働
関

係
団

体
の

役
員
ま

た
は

有
力

な
構

成
員

と
し

て
の
い

か
な

る
役

職

に
も
就

く
こ

と
を
排

除
す

べ
き

で
あ

る
と
い

う
趣

旨
の

指
示

が
、
1
9
4
6
年
1
1
月
2
0
日

に

G
H
Q参

謀
本

部
S
CA
P
次

長
か
ら

日
本

政
府

に
対

し
て
出

さ
れ

た
。
労

働
関

係
団
体

と
は

、
労

働
組
合
、
福

祉
団

体
ま

た
は

共
済
団

体
、
労
働

者
奉

仕
団

体
ま

た
は
商

品
供

給
団

体
、
労

働

者
の
募

集
ま

た
は
供

給
、
労
働

者
の

直
接

監
督

に
従

事
す

る
団
体

で
あ

る
と

後
に

定
義
さ

れ

た
。
こ
の

指
令

の
一

部
は

日
本
政

府
に

よ
っ
て

実
施

さ
れ
、
所
定

の
団

体
の

元
役

員
一
人

ひ

と
り
に
「

粛
清
」
文

書
を

送
り
、
労

働
関

係
団

体
の

ポ
ス

ト
に
就

く
資

格
が

な
い

こ
と
を

通

告
し
た

。
／

指
令
の

別
の

部
分
は
、「
1
9
4
5
年
9
月
2
日
以

前
に
、
自

由
な
労

働
者

組
織

を
妨

害
す
る

よ

う
な
形

で
設

立
さ
れ

た
政

府
機

関
や

民
間
団

体
と

責
任

あ
る

立
場

で
直

接
関
係

し
、
そ
の

立

場
で
労

働
組

合
の
組

織
や

活
動

の
妨

害
や
弾

圧
に

関
係

し
た

す
べ

て
の

者
は
、
日
本

政
府
、

す
べ
て

の
都

道
府
県

・
市

町
村
、
ま

た
は

そ
の

下
部

組
織

や
機
関

の
労

働
行

政
に

携
わ
る

職

か
ら
異

動
さ

せ
る
か

排
除

す
る
」
と

述
べ

て
い

る
。
指
令

の
こ

の
部
分

は
、
元

警
察

官
や

元

超
国
家

主
義

者
を
、
地

方
、
都
道

府
県
、
国

の
あ
ら

ゆ
る

労
働
機

関
の

雇
用

か
ら

排
除
す

る
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こ
と

を
目

的
と

し
て

い
た

。
／

上
記

の
2
つ

の
段
落

は
、
労

働
問
題

か
ら

戦
時
中

の
労

働
ボ

ス
と

超
国
家

主
義

者
の
影

響
を

排
除

す
る

こ
と

を
扱

っ
て

い
る
。
さ

ら
に
、
現
在

お
よ

び
将

来
の

労
働
ボ

ス
を

排
除
す

る
措

置
を

講
じ

る
必

要
が

あ
っ

た
。

こ
れ
が

、
労

働
供

給
事

業
を
違

法
と

す
る

職
業

安
定
法

第

44
条

の
趣

旨
で

あ
る
。

こ
の

部
分
は

、
1
9
47

年
1
2
月
2
9
日

付
職
業

安
定

法
労

働
省

令
第

12
号

第
4
条

に
よ

っ
て

実
施

さ
れ

、
労
働

供
給

事
業

と
は

何
か
を

定
義

し
、
1
9
4
8
年
3
月

1
日

を
施
行

日
と

し
て
い

る
。
こ

の
日
以

降
、
違

法
な
労

働
者

供
給
事

業
の

約
2
5
％
が

停
止

さ
れ

た
か
、
法

律
に

適
合

す
る

よ
う

に
再
編

成
さ

れ
た

と
推

定
さ
れ

る
。
職

業
安

定
所

職
員

と
労

働
基

準
監

督
官

は
、

精
力

的
な
取

締
り

プ
ロ

グ
ラ

ム
を
開

始
し

た
。

4
1
2
.
0
4

労
働

募
集

に
お

け
る

警
察

力
の

利
用
：

1
9
4
6
年
1
1
月
2
0
日

に
G
H
Q、
S
C
A
P
の
参

謀
本

部

次
長

か
ら

日
本

政
府

に
対

し
、
「

警
察
在

職
中

に
工
場

検
査

の
み
に

従
事

し
て
い

た
者

を
除

く
す

べ
て

の
警

察
隊

員
ま

た
は

元
隊
員

は
、
労

働
行

政
、
調

停
者
、
仲

介
者

、
仲

裁
者

と
し

て
雇

用
さ

れ
る

資
格

が
な

い
と

宣
言
す

る
」

と
の

口
頭

指
示
が

出
さ

れ
た

。
／

職
業

紹
介

事
業

を
か

つ
て

の
警

察
と
の

関
係

か
ら

完
全

に
切
り

離
す

た
め

、
雇

用
局
は

内
務

省
か

ら
厚

生
省

に
移

管
さ

れ
、
1
9
4
7
年
4
月
3
日

に
移

管
が

完
了

し
た
。
労

働
省

が
発

足
し

た
9
月
1
日
、
こ

の
局
は

労
働

省
に
移

管
さ

れ
た

。
旧

体
制

と
の

決
別
を

図
る

た
め
、
職

業

紹
介

所
の

名
称

も
変

更
さ

れ
た
。
こ

の
よ

う
に
行

政
管

理
が

完
全

に
崩
れ

て
い

る
に
も

か
か

わ
ら

ず
、
労

働
当

局
が
本

来
担

当
す

べ
き

職
務
を

警
察

職
員

が
行

う
事
例

が
依

然
と
し

て
発

生
し

て
い

る
。

4
1
3

現
在

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
目
標

期
日

4
1
3
.
0
1

奴
隷

労
働

：
特

別
プ
ロ

グ
ラ

ム
は
現

在
進

行
中

で
は

な
く
、
必

要
な
措

置
が

完
了
し

た
現

在
も

予
定

さ
れ

て
い

な
い

。

4
1
3
.
0
2

繊
維

産
業

に
お

け
る

束
縛

：
政

府
は

、
繊
維

産
業

に
対

し
、
遠

方
に

進
出

す
る

前
に
、
さ

ら
に

は
よ

り
近

い
地

域
を

最
初

に
活
用

す
る

前
に

、
地

元
の

労
働

力
を
採

用
す

る
た
め

に
真

の
努

力
を

す
る

こ
と

を
要

求
す

る
と
い

う
政

策
の

実
行

を
迫
ら

れ
て

い
る

。

4
1
3
.
0
3

労
働

ボ
ス

：
1
9
4
8
年

と
19
4
9
年

の
残
り

の
期

間
中
、
国
、
都

道
府

県
、
地

方
の

公
共

職

業
安

定
部

門
は

、
職

業
安

定
法

省
令
第
1
2
号

第
4
条

の
適

切
な

実
施

を
最
も

重
要

な
機

能
の

1
つ

と
す

る
。
労

働
供

給
事
業

の
完

全
撤

廃
は
、
労

働
ボ

ス
制
度

が
構

築
さ

れ
る

基
盤
全

体

を
破
壊

す
る

こ
と
に

な
る

。

4
13
.
0
4

労
働
募

集
に

お
け
る

警
察

力
の

利
用

：
こ

の
件

に
関

し
て

の
必

要
な

措
置
は

す
で

に
取

ら

れ
て
お

り
、

残
る
問

題
は

調
査

の
問

題
で
あ

る
。

4
14

調
査
の

た
め

の
提
言

：

4
14
.
0
1

奴
隷
労

働
：

調
査

は
、
特
に

以
下

に
関

し
て

重
労

働
で

困
難
な

作
業

を
必

要
と

す
る
鉱

山

や
そ
の

他
の

産
業
で

推
奨

さ
れ

る
。

囚
人
労

働
者

が
使
用

さ
れ

る
場

合
、
使

用
者
は

そ
の

よ
う
な

労
働

力
の

使
用

に
対
し
、
政

府

に
実
勢

賃
金

を
支
払

う
べ

き
で

あ
る

。
／

鉱
山
や

工
場

に
お
け

る
す

べ
て

の
労

働
者
は
、
次
の

よ
う

な
自
由

を
も

つ
べ

き
で

あ
る
：

自

分
の
意

志
で

仕
事
を

離
れ

る
こ

と
、
組

合
に
加

入
す

る
こ
と
、
余

暇
時

間
に

自
由

に
職
場

を

離
れ
る

こ
と

。

4
14
.
0
2

繊
維
産

業
に

お
け
る

束
縛

：
繊

維
工

場
が

あ
る

県
で

は
、
次
の

よ
う

な
調

査
方

法
が
効

果

的
で
あ

ろ
う

：

い
く
つ

か
の

工
場
を

訪
れ

、
監

督
者

が
同
席

し
て

い
な

い
状

態
で

若
い

少
女
数

人
と

話
を

し
、
彼

女
た

ち
が

な
ぜ

そ
こ

で
働
い

て
い

る
の

か
、
ど
の

よ
う

に
採
用

さ
れ

た
の

か
、
契

約

は
存
在

す
る

の
か
、

外
出

は
許

可
さ

れ
て
い

る
の

か
を

確
認

す
る

。

都
道
府

県
の

職
業
安

定
所

職
員

や
地

元
の
公

共
職

業
安

定
所

職
員

を
訪

問
し
、
採

用
慣
行

に

つ
い
て

適
切

な
調
査

を
行

っ
て

い
る

か
、
地

元
の
労

働
者

の
採
用

を
ど

の
程

度
手

配
し
よ

う

と
し
て

い
る

か
を
確

認
す

る
。

／

繊
維
工

場
が

な
い
県

で
は

、
次

の
よ

う
な
方

法
で

調
査

す
る

の
が

効
果

的
で
あ

ろ
う

：
／

都
道
府

県
の

職
業
安

定
所

の
職

員
を

訪
ね
、
繊

維
産

業
へ

の
求
人

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

ど
の
よ

う

な
も
の

か
、
女

子
は

主
に

近
県
で

の
就

職
の
た

め
に

募
集
さ

れ
て

い
る

の
か
、
そ

れ
と
も

依

然
と
し

て
遠

方
に
派

遣
さ

れ
て

い
る

の
か
、
ま

た
そ

の
女

児
は
ど

の
よ

う
に

募
集

さ
れ
て

い

る
の
か

を
確

認
す
る
。
法

律
、
条

例
、
政
策

に
違

反
し
て

い
る
、
ま

た
は
実

施
さ

れ
て
い

な

い
も
の

が
あ

れ
ば
、

そ
れ

を
確

認
す

る
。

調
査
の

結
果
、
必
要

な
措

置
が
と

ら
れ

て
い
な

い
こ

と
が
判

明
し

た
場

合
は
、
都

道
府
県

当

-23
-

局
に

是
正

措
置

を
と

る
よ

う
促

す
と
と

も
に

、
G
H
Q
、
S
C
A
P
に
報

告
書

を
提

出
し

、
国
も

独

自
の

ル
ー

ト
で

是
正

措
置

を
と

る
よ
う

に
す

べ
き

で
あ

る
。

4
1
4
.
0
3

労
働

ボ
ス

：
軍

政
部
（
MG
）
に
よ

る
労

働
ボ
ス

の
活

動
を

調
査

す
る
た

め
の

望
ま
し

い
概

要
は
、
1
9
4
8
年
3
月
5
日

付
の
G
H
Q
,
S
CA
P
,
A
.
G
00
4
.
0
6
(
5
Ma
r
4
8
)
E
SS
/
L
A
の

書
簡

、

件
名

「
職

業
安

定
法

と
労

働
ボ

ス
」
、

お
よ

び
第
8
軍

の
作

戦
指

令
に
含

ま
れ

て
い

る
。

4
2
0
-
4
2
9

効
率

的
な
公

共
職

業
紹
介

制
度

の
開
発

421
背

景
：

国
民

が
自

由
に

雇
用
を

選
択

で
き
る

す
べ

て
の
先

進
民

主
主

義
国

家
で
は

、
こ

の

自
由

の
行

使
を

促
進

す
る

た
め

に
無
料

の
公

共
職

業
紹

介
制
度

が
必

要
で

あ
る

と
考
え

ら
れ

て
き

た
。
日

本
に
お

い
て

も
、
人
々

の
意

思
に
反

す
る

就
職

や
残

留
を
強

い
る

非
民
主

的
な

雇
用

慣
行
（

第
1
目

標
で
述

べ
た
）
に

代
わ

る
適

切
な

選
択

肢
を

提
供
す

る
こ

と
が
不

可
欠

で
あ

っ
た

。
さ

ら
に

、
公

共
職

業
紹
介

は
以

下
の

目
的

の
た
め

に
必

要
で

あ
っ

た
：
／

日
本

の
重

要
な

産
業
、
商

業
、
サ

ー
ビ

ス
の

復
興

と
維

持
の

た
め

に
必
要

な
有

能
な
労

働
力

を
募

集
し

、
配

置
す

る
こ

と
。

／

進
駐

軍
の

た
め

に
労

働
力

を
確

保
す
る

こ
と

。
／

公
共

事
業

に
従

事
す

る
失

業
者

を
選
抜

し
配

置
す

る
こ

と
。
／

労
働

力
の

配
分

と
利

用
を

計
画

す
る
た

め
、
労

働
力

の
需

要
と

供
給

の
地

理
的
、
産

業
的
、

職
業

的
パ

タ
ー

ン
に

関
す

る
情

報
を
提

供
す

る
こ

と
。

／

新
規

学
卒

者
や

身
体

障
害

者
な

ど
特
殊

な
労

働
者

に
対

す
る
指

導
・

斡
旋

サ
ー

ビ
ス
を

開
発

す
る

こ
と

。
／

効
果

的
な

失
業

保
険

制
度

を
運

営
す
る

こ
と

。
／

ど
の

よ
う

な
種

類
の

職
業

訓
練

が
必
要

で
あ

る
か

を
判

断
し
、
訓

練
を
受

け
る

の
に
適

し
た

志
願

者
を

選
ぶ

こ
と

。

422
こ

れ
ま
で

の
成

果
：

占
領

当
初

、
既

存
の
職

業
紹

介
所
は

内
務

省
警
保

局
（

目
的
1
参

照
）

の
管

理
か

ら
厚

生
省

労
働

局
に

移
管
さ

れ
た
。
1
94
7
年
4
月

の
省

令
で
、「

勤
労
所
」
か

ら

「
公
共

職
業

安
定
所
」
に

名
称

が
変

更
さ

れ
、
同

時
に

労
働

者
と

使
用
者

の
た

め
の
無

料
の

公
共

サ
ー

ビ
ス

と
い

う
新

し
い

概
念
が

正
式

に
導

入
さ

れ
た
。

／

19
4
7
年
1
1
月
に

国
会

で
可
決

さ
れ

、
19
4
7
年
1
2
月
1
日

に
発

効
さ

れ
た
新

し
い

法
律

で
あ

る
職

業
安

定
法

は
、
労
働

省
の

基
準

や
指

令
に
従

っ
て

都
道

府
県

知
事
が

管
理

す
る
全

国
的

な
紹
介

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
に

確
固

た
る

法
的
根

拠
を

与
え

た
。
こ
の

法
律

を
施

行
す

る
条
例

は

1
9
47

年
1
2
月
2
7
日

に
公
布

さ
れ

、
1
9
4
7
年
1
2
月
1
日
に

遡
っ

て
発
効

さ
れ

た
。

新
た
な

制
度

を
効
果

的
に

運
営

す
る

た
め
、
職

業
安

定
局
の

人
員

を
大

幅
に

増
員
し
、
業

務

に
見
合

っ
た

予
算
を

確
保

し
た

。
／

行
政
は

多
少

改
善
さ

れ
た

が
、

ま
だ

貧
弱
で

あ
る

。
／

そ
の
他

の
重

要
な
進

展
は

以
下

の
と

お
り
：

／

炭
鉱
、

繊
維

工
場
、

そ
の

他
経

済
回

復
の
基

礎
と

な
る

産
業

の
採

用
活

動
の
完

了
。

／

進
駐
軍

や
そ

の
他
の

日
雇

い
労

働
者

の
労
働

ボ
ス

の
募

集
に

代
わ

る
非

正
規
労

働
者

紹
介

所

の
設
立
。
最

近
、
募

集
を

除
く

こ
れ

ら
簡

易
労

働
者

紹
介

所
の
す

べ
て

の
機

能
が

特
別
調

達

委
員
会

に
移

管
さ
れ

、
募

集
活

動
は

最
寄
り

の
公

共
職

業
安

定
所

の
管

轄
と
な

っ
た

。
／

労
働
市

場
分

析
プ
ロ

グ
ラ

ム
が

開
始

さ
れ
、
労

働
市

場
地
域

を
定

め
、
そ
の

地
域

内
の
労

働

需
給
状

況
を

把
握
し

て
い

る
。

／

青
少
年

や
障

害
者
の

た
め

の
職

業
指

導
・
紹

介
サ

ー
ビ

ス
が

開
始

さ
れ

た
。

公
共
職

業
安

定
所
は

失
業

補
償

プ
ロ

グ
ラ
ム

の
運

営
を

開
始

し
た
(
段

落
4
4
0
を

参
照

）
。

423
プ

ロ
グ

ラ
ム
：

公
共
職

業
安

定
所

の
サ

ー
ビ
ス

改
善

に
お

い
て

は
大
幅

な
進

歩
が
見

ら
れ

た
が
、
国
民

に
提

供
で

き
る
、
ま

た
提

供
す
べ

き
サ

ー
ビ

ス
の

全
容
を

実
現

す
る

上
で

は
、

ま
だ
端

緒
に

つ
い
た

ば
か

り
で

あ
る
。
以

下
は
、
改

善
が

必
要
な

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

基
本
的

な

段
階
で

あ
る

：

423.01
職

業
安

定
法

の
主

な
目
的

は
、

労
働
者

を
適

切
な
職

業
に

紹
介

し
有

能
な

労
働

者
を
日

本
の
産

業
界

に
供
給

す
る

た
め

に
、
自

主
的
、
自
由

か
つ

効
果
的

な
公

共
職

業
安

定
所
を

設

置
す
る

こ
と

で
あ
る
。
日

本
の
公

共
職

業
紹
介

の
歴

史
は
、
民
主

主
義

に
お

け
る

効
率
的

な

紹
介
機

能
の

た
め
の

背
景

を
提

供
し

て
い
な

い
。
特

に
、
労

働
力

の
強

制
動

員
の

た
め
の

紹

介
の
戦

時
利

用
は
、
そ

の
サ

ー
ビ

ス
を

抜
本
的

に
変

え
る
こ

と
が

急
務

と
な

っ
て
い

る
。
ま

ず
第
一

に
、
こ

れ
ら

の
事

業
所
の

職
員

が
、
自

ら
を

国
民

に
奉
仕

す
る

機
関

の
職

員
と
み

な

す
よ
う

そ
の

態
度
を

改
め

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

423.02
職

業
安

定
所

の
具

体
的
な

業
務

に
関
し

て
は

、
か
な

り
の

強
化

と
拡

大
が

必
要

な
事
項

が
い
く

つ
か

あ
る
。
職

業
安

定
所

の
プ

ロ
グ
ラ

ム
の

一
部
に

は
、
求

職
者
が

面
接

を
受
け

紹

介
さ
れ

雇
用

主
か
ら

提
出

さ
れ

た
適

切
な
求

人
に

配
置

さ
れ

る
と

い
う

職
業
紹

介
プ

ロ
セ

ス

が
あ
る

。
こ

の
プ
ロ

セ
ス

に
は

以
下

が
必
要

で
あ

る
：

／
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局
に

是
正

措
置

を
と

る
よ

う
促

す
と
と

も
に

、
G
H
Q
、
S
C
A
P
に
報

告
書

を
提

出
し

、
国
も

独

自
の

ル
ー

ト
で

是
正

措
置

を
と

る
よ
う

に
す

べ
き

で
あ

る
。

4
1
4
.
0
3

労
働

ボ
ス

：
軍

政
部
（
MG
）
に
よ

る
労

働
ボ
ス

の
活

動
を

調
査

す
る
た

め
の

望
ま
し

い
概

要
は
、
1
9
4
8
年
3
月
5
日

付
の
G
H
Q
,
S
CA
P
,
A
.
G
00
4
.
0
6
(
5
Ma
r
4
8
)
E
SS
/
L
A
の

書
簡

、

件
名

「
職

業
安

定
法

と
労

働
ボ

ス
」
、

お
よ

び
第
8
軍

の
作

戦
指

令
に
含

ま
れ

て
い

る
。

4
2
0
-
4
2
9

効
率

的
な
公

共
職

業
紹
介

制
度

の
開
発

421
背

景
：

国
民

が
自

由
に

雇
用
を

選
択

で
き
る

す
べ

て
の
先

進
民

主
主

義
国

家
で
は

、
こ

の

自
由

の
行

使
を

促
進

す
る

た
め

に
無
料

の
公

共
職

業
紹

介
制
度

が
必

要
で

あ
る

と
考
え

ら
れ

て
き

た
。
日

本
に
お

い
て

も
、
人
々

の
意

思
に
反

す
る

就
職

や
残

留
を
強

い
る

非
民
主

的
な

雇
用

慣
行
（

第
1
目

標
で
述

べ
た
）
に

代
わ

る
適

切
な

選
択

肢
を

提
供
す

る
こ

と
が
不

可
欠

で
あ

っ
た

。
さ

ら
に

、
公

共
職

業
紹
介

は
以

下
の

目
的

の
た
め

に
必

要
で

あ
っ

た
：
／

日
本

の
重

要
な

産
業
、
商

業
、
サ
ー

ビ
ス

の
復
興

と
維

持
の

た
め

に
必
要

な
有

能
な
労

働
力

を
募

集
し

、
配

置
す

る
こ

と
。

／

進
駐

軍
の

た
め

に
労

働
力

を
確

保
す
る

こ
と

。
／

公
共

事
業

に
従

事
す

る
失

業
者

を
選
抜

し
配

置
す

る
こ

と
。
／

労
働

力
の

配
分

と
利

用
を

計
画

す
る
た

め
、
労

働
力

の
需

要
と

供
給

の
地

理
的
、
産

業
的
、

職
業

的
パ

タ
ー

ン
に

関
す

る
情

報
を
提

供
す

る
こ

と
。

／

新
規

学
卒

者
や

身
体

障
害

者
な

ど
特
殊

な
労

働
者

に
対

す
る
指

導
・

斡
旋

サ
ー

ビ
ス
を

開
発

す
る

こ
と

。
／

効
果

的
な

失
業

保
険

制
度

を
運

営
す
る

こ
と

。
／

ど
の

よ
う

な
種

類
の

職
業

訓
練

が
必
要

で
あ

る
か

を
判

断
し
、
訓

練
を
受

け
る

の
に
適

し
た

志
願

者
を

選
ぶ

こ
と

。

422
こ

れ
ま
で

の
成

果
：

占
領

当
初

、
既

存
の
職

業
紹

介
所
は

内
務

省
警
保

局
（

目
的
1
参

照
）

の
管

理
か

ら
厚

生
省

労
働

局
に

移
管
さ

れ
た
。
1
94
7
年
4
月

の
省

令
で
、「

勤
労
所
」
か

ら

「
公
共

職
業

安
定
所
」
に

名
称

が
変

更
さ

れ
、
同

時
に

労
働

者
と

使
用
者

の
た

め
の
無

料
の

公
共

サ
ー

ビ
ス

と
い

う
新

し
い

概
念
が

正
式

に
導

入
さ

れ
た
。

／

19
4
7
年
1
1
月
に

国
会

で
可
決

さ
れ

、
19
4
7
年
1
2
月
1
日

に
発

効
さ

れ
た
新

し
い

法
律

で
あ

る
職

業
安

定
法

は
、
労
働

省
の

基
準

や
指

令
に
従

っ
て

都
道

府
県

知
事
が

管
理

す
る
全

国
的

な
紹
介

ネ
ッ

ト
ワ
ー

ク
に

確
固

た
る

法
的
根

拠
を

与
え

た
。
こ
の

法
律

を
施

行
す

る
条
例

は

1
9
47

年
1
2
月
2
7
日

に
公
布

さ
れ

、
1
9
4
7
年
1
2
月
1
日
に

遡
っ

て
発
効

さ
れ

た
。

新
た
な

制
度

を
効
果

的
に

運
営

す
る

た
め
、
職

業
安

定
局
の

人
員

を
大

幅
に

増
員
し
、
業

務

に
見
合

っ
た

予
算
を

確
保

し
た

。
／

行
政
は

多
少

改
善
さ

れ
た

が
、

ま
だ

貧
弱
で

あ
る

。
／

そ
の
他

の
重

要
な
進

展
は

以
下

の
と

お
り
：

／

炭
鉱
、

繊
維

工
場
、

そ
の

他
経

済
回

復
の
基

礎
と

な
る

産
業

の
採

用
活

動
の
完

了
。

／

進
駐
軍

や
そ

の
他
の

日
雇

い
労

働
者

の
労
働

ボ
ス

の
募

集
に

代
わ

る
非

正
規
労

働
者

紹
介

所

の
設
立
。
最

近
、
募

集
を

除
く

こ
れ

ら
簡

易
労

働
者

紹
介

所
の
す

べ
て

の
機

能
が

特
別
調

達

委
員
会

に
移

管
さ
れ

、
募

集
活

動
は

最
寄
り

の
公

共
職

業
安

定
所

の
管

轄
と
な

っ
た

。
／

労
働
市

場
分

析
プ
ロ

グ
ラ

ム
が

開
始

さ
れ
、
労

働
市

場
地
域

を
定

め
、
そ
の

地
域

内
の
労

働

需
給
状

況
を

把
握
し

て
い

る
。

／

青
少
年

や
障

害
者
の

た
め

の
職

業
指

導
・
紹

介
サ

ー
ビ

ス
が

開
始

さ
れ

た
。

公
共
職

業
安

定
所
は

失
業

補
償

プ
ロ

グ
ラ
ム

の
運

営
を

開
始

し
た
(
段

落
4
4
0
を

参
照

）
。

423
プ

ロ
グ

ラ
ム
：

公
共
職

業
安

定
所

の
サ

ー
ビ
ス

改
善

に
お

い
て

は
大
幅

な
進

歩
が
見

ら
れ

た
が
、
国
民

に
提

供
で

き
る
、
ま

た
提

供
す
べ

き
サ

ー
ビ

ス
の

全
容
を

実
現

す
る

上
で

は
、

ま
だ
端

緒
に

つ
い
た

ば
か

り
で

あ
る
。
以

下
は
、
改

善
が

必
要
な

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

基
本
的

な

段
階
で

あ
る

：

423.01
職

業
安

定
法

の
主

な
目
的

は
、

労
働
者

を
適

切
な
職

業
に

紹
介

し
有

能
な

労
働

者
を
日

本
の
産

業
界

に
供
給

す
る

た
め

に
、
自

主
的
、
自
由

か
つ

効
果
的

な
公

共
職

業
安

定
所
を

設

置
す
る

こ
と

で
あ
る
。
日

本
の
公

共
職

業
紹
介

の
歴

史
は
、
民
主

主
義

に
お

け
る

効
率
的

な

紹
介
機

能
の

た
め
の

背
景

を
提

供
し

て
い
な

い
。
特

に
、
労

働
力

の
強

制
動

員
の

た
め
の

紹

介
の
戦

時
利

用
は
、
そ

の
サ

ー
ビ

ス
を

抜
本
的

に
変

え
る
こ

と
が

急
務

と
な

っ
て
い

る
。
ま

ず
第
一

に
、
こ

れ
ら

の
事

業
所
の

職
員

が
、
自

ら
を

国
民

に
奉
仕

す
る

機
関

の
職

員
と
み

な

す
よ
う

そ
の

態
度
を

改
め

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

423.02
職

業
安

定
所

の
具

体
的
な

業
務

に
関
し

て
は

、
か
な

り
の

強
化

と
拡

大
が

必
要

な
事
項

が
い
く

つ
か

あ
る
。
職

業
安

定
所

の
プ

ロ
グ
ラ

ム
の

一
部
に

は
、
求

職
者
が

面
接

を
受
け

紹

介
さ
れ

雇
用

主
か
ら

提
出

さ
れ

た
適

切
な
求

人
に

配
置

さ
れ

る
と

い
う

職
業
紹

介
プ

ロ
セ

ス

が
あ
る

。
こ

の
プ
ロ

セ
ス

に
は

以
下

が
必
要

で
あ

る
：

／
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職
業

分
類

に
従

っ
て

求
人

票
と

求
職
者

を
分

類
し

、
フ

ァ
イ
リ

ン
グ

す
る

適
切

な
シ
ス

テ

ム
。
職

業
安

定
所
は
、
職

業
安

定
局

か
ら

こ
の

件
に

関
す

る
指
示

を
受

け
て

お
り
、
求

人
票

と
求

職
者

カ
ー

ド
の

両
方

を
フ

ァ
イ
リ

ン
グ

す
る

職
業

分
類
の

標
準

コ
ー

ド
を

設
定
し

て
い

る
。

／

事
務

所
に

来
る

求
職

者
の

受
理

、
面
接

、
紹

介
を

効
率

的
に
行

う
方

法
。

／

職
業

安
定

所
の

職
員

が
管

轄
地

域
の
雇

用
主

を
訪

問
し

同
所
の

サ
ー

ビ
ス

を
知

っ
て
も

ら
い

同
所

へ
の

仕
事

の
発

注
を

高
め

る
雇
用

主
と

の
連

携
プ

ロ
グ
ラ

ム
の

開
発

。

423.03
労

働
市

場
に

参
入

す
る

若
年

者
、

引
揚

者
、
そ

の
他

現
在

需
要

の
あ
る

技
能

を
持

た
な

い
者
、
障

害
者

に
つ

い
て

は
、
職
業

安
定

所
に
お

け
る

特
別

な
職

業
指
導

と
選

択
的
職

業
紹

介
手

続
き

が
必

要
で

あ
る

。
か

つ
て

の
職
業

紹
介

は
個

人
へ

の
サ
ー

ビ
ス

で
は

な
く
、
む

し

ろ
軍

需
産

業
の

ニ
ー

ズ
を

満
た

す
こ
と

に
重

点
が

置
か

れ
て
き

た
た

め
、
こ

れ
ら

の
取

り
組

み
は

特
に

弱
か

っ
た

。

423.04
職

業
紹

介
と

は
異

な
る

組
織

形
態

を
持

つ
雇
用

安
定

プ
ロ

グ
ラ

ム
の
段

階
は

、
職

業
訓

練
で

あ
る

。
こ

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

で
は

都
道
府

県
が

イ
ニ

シ
ア

チ
ブ
を

取
り
、
で

き
る
だ

け
地

元
で

資
金

を
調

達
し

訓
練

セ
ン

タ
ー
を

監
督

す
る

こ
と

が
奨
励

さ
れ

る
。
国
は

、
必
要

に
応

じ
て

職
業

訓
練

に
補

助
金

を
出

し
、
監

督
と

技
術

支
援

を
行

う
。
職

業
訓

練
プ

ロ
グ
ラ

ム
に

お
い

て
注

意
を

要
す

る
重

要
な

事
項
は

、
提

供
さ

れ
る

コ
ー

ス
が
、
現
在

お
よ

び
将
来

に
わ

た
っ

て
需

要
の

あ
る

技
能

を
提

供
す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
を
保

証
す

る
こ

と
、
職

業
安

定
所

に
よ

る
面

接
を

通
じ

て
、
訓

練
セ
ン

タ
ー

に
入
所

す
る

訓
練

生
を

慎
重
に

選
抜

す
る
こ

と
で

あ
る
。
地

方
自

治
体

は
、
職

業
訓
練

プ
ロ

グ
ラ
ム

に
お

い
て

最
大

限
の
イ

ニ
シ

ア
チ
ブ

を
取

る
よ

う
奨

励
さ

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

423.05
職

業
安

定
所

は
、

雇
用

保
険

法
に

基
づ

き
受
給

資
格

の
あ

る
労

働
者
に

失
業

保
険

給
付

を
行

う
。
県

内
の
す

べ
て

の
労

働
者

が
同
法

に
基

づ
く

権
利

を
理
解

し
、
職

業
安

定
所

が
受

給
資

格
判

定
の

た
め

に
全

国
統

一
の
基

準
を

適
用

し
て

い
る
こ

と
を

徹
底

す
る

た
め
、
注

意

が
必

要
で

あ
る

。

423.06
上

記
す

べ
て

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

は
、

労
働

需
給
、

雇
用

動
向

、
労

働
条
件

な
ど

地
域

や
産

業
の

労
働

市
場

の
状

況
に

関
す

る
情
報

を
利

用
す

る
必

要
が
あ

る
。

423.07
求

職
者

と
使

用
者

の
双
方

の
利

益
が
十

分
に

考
慮
さ

れ
、

真
の

職
業

選
択

の
自

由
が
保

障
さ
れ

る
よ

う
、
職

業
安

定
法
の

行
政

規
範
に

は
、
国

と
都

道
府

県
の

双
方

に
対

す
る
重

要

な
責
務

が
含

ま
れ
て

い
る
。
全

体
的

な
方

針
と

手
続

き
は
労

働
省

が
定
め

る
。
し

か
し
、
こ

の
制
度

は
各

都
道
府

県
の

知
事

に
よ

っ
て
実

施
・

運
営

さ
れ

る
。

都
道
府

県
知

事
は
、
労

働
省

が
定

め
た

基
準
を

最
低

限
踏
ま

え
な

が
ら
、
各

都
道

府
県
独

自

の
要
件

に
基

づ
き
、
産

業
界
と

労
働

者
の

双
方

に
と

っ
て

価
値
の

あ
る

全
国

的
に

調
整
さ

れ

た
地
域

間
職

業
紹
介

事
業

に
よ

っ
て

補
完
さ

れ
た
、
強

力
な

雇
用

安
定

事
業

を
構

築
す
る

こ

と
が
で

き
る
。
す

べ
て

の
知

事
は
、
こ

の
事
業

の
重

要
性

を
認

識
し
、
そ
の

役
割

を
十
分

に

理
解
す

べ
き

で
あ
る
。
知

事
は
、
都

道
府

県
民

に
よ

っ
て

選
ば

れ
、
都

道
府

県
民

に
責
任

を

負
っ
て

い
る

の
で
あ

り
、
職
業

安
定

事
業

を
都

道
府

県
民

に
奉
仕

す
る

機
会

と
し

て
認
識

す

べ
き
で

あ
る
。
同
時

に
、
知
事

は
労

働
省

が
定

め
た

国
の

方
針
に

従
っ

て
こ

の
事

業
を
実

施

す
る
に

あ
た

り
、
日

本
全

体
の

福
祉

に
対
す

る
責

任
を

認
識

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。

423.08
職

業
安

定
事

業
の

根
本
的

な
弱

点
は
、

特
に

都
道
府

県
庁

や
地

方
事

務
所

に
お

い
て
、

適
格
で
、
訓

練
を

受
け

、
適

切
に

監
督

さ
れ
た

職
員

が
不

足
し

て
い
る

こ
と

で
あ

る
。
人

事

を
改
善

す
る

た
め
に

は
、
「

秘
書

官
」

の
等
級

に
任

用
ま

た
は

昇
格
さ

れ
る

た
め

に
長

い
官

職
経
験

が
必

要
で
あ

る
な

ど
、
過

去
の
恣

意
的

な
要

件
の

い
く
つ

か
を

撤
廃

し
な

け
れ
ば

な

ら
な
い
。
第
1
段

落
で

言
及

し
た

人
事

条
例

は
、
特

定
の

職
務
に

必
要

な
学

歴
と

経
験
に

応

じ
た
任

用
の

基
礎
を

規
定

し
て

い
る
。
ま

た
、
職
業

安
定

制
度
内

か
ら

の
昇

進
に

つ
い
て

も

規
定
し

て
い

る
。
日

本
で

は
、
女

性
職
員

に
男

性
と

同
等

の
昇
進

の
機

会
が

与
え

ら
れ
る

よ

う
、
特

に
強

調
す
る

必
要

が
あ

る
。

423.09
職

業
安

定
所

の
効

果
的
な

運
営

に
は
、

近
代

的
な
職

員
研

修
制

度
も

不
可

欠
で

あ
る
。

各
都
道

府
県

と
各
地

方
事

務
所

に
は
、
事

務
所

内
の

職
員

研
修
の

計
画

を
提

供
す

る
職
員

研

修
担
当

者
を

任
命
す

る
よ

う
指

示
さ

れ
て
い

る
。
実

際
の
研

修
は
、
主

に
こ

れ
ら

の
事
務

所

の
ラ
イ

ン
職

員
に
よ

っ
て

実
施

さ
れ

る
。
特

に
３
段

階
の

研
修
に

重
点

が
置

か
れ

て
い
る

：

a
.
新

入
職

員
や
異

な
っ

た
役

職
に

昇
進

し
た

職
員
の

オ
リ

エ
ン
テ

ー
シ

ョ
ン

b
.
部

下
を

監
督
す

る
最

善
の

方
法

に
関

す
る

監
督
職

員
の

研
修

C
.
本

事
業

の
特
定

段
階

に
お

け
る

技
術

研
修

423.10
監

督
機

能
は

、
職

業
安
定

制
度

で
は
特

に
弱

い
。
か

つ
て

は
、

都
道

府
県

や
地

方
事
務

所
を
適

切
に

管
理
・

監
督

す
る

た
め

の
正
規

の
ル

ー
ト

は
存

在
し

な
か

っ
た
。
職

業
安
定

局
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は
、
近

代
的

な
監
督

方
法

を
開

始
し
、
す

べ
て
の

都
道

府
県

で
効

果
的
な

監
督

を
行
お

う
と

し
て

い
る
。
こ

の
監

督
は
、
ま

ず
国

の
監

督
官

が
定

期
的

に
都
道

府
県

事
務

所
を

訪
れ
、
法

律
の

遵
守

状
況

を
チ

ェ
ッ

ク
し

指
導
す

る
こ

と
か

ら
始

ま
る
。
同
様

に
重

要
な

の
は
、
都

道

府
県

に
よ

る
地

方
事

務
所

の
監

督
で
あ

る
。
最

近
、
各

都
道

府
県

は
地
方

事
務

所
を
定

期
的

に
訪

問
し
、
そ

の
運

営
を

評
価

・
指

導
し

た
り
方

法
を

改
善

し
た

り
す
る

こ
と

を
唯
一

の
任

務
と

す
る

監
督

官
を
1
人

か
ら
3
人
ま

で
任

命
し
て

い
る
。
日

本
人

は
こ

の
種

の
監
督

を
ほ

と
ん

ど
経

験
し

た
こ

と
が

な
い

た
め
、
可

能
な
限

り
の

鼓
舞

と
援

助
を
与

え
る

こ
と
が

不
可

欠
で

あ
る

。

424
調

査
に

関
す

る
提

言
：
G
H
Q、
S
C
A
P
か

ら
第
8
軍

司
令

官
へ
の

雇
用

保
障

プ
ロ

グ
ラ
ム

に

関
す

る
司

令
書

簡
（
A
G
2
3
0
.
7(
1
9
4
8
年
8
月
3
0
日
)
E
S
S
/
L
A
B）

は
、
調
査

に
関

す
る

以
下

の
提

言
に

つ
い

て
発

行
さ

れ
た

。

424.01
職

業
安

定
事

業
の

実
施

に
あ

た
っ

て
は

、
都
道

府
県

知
事

の
支

援
が
重

要
で

あ
る

。

424.02
都

道
府

県
に

お
け

る
そ

の
他

の
重

要
な

要
員
は

、
労

働
部

ま
た

は
経
済

部
の

課
長

、
都

道
府

県
庁

の
職

業
安

定
課

の
課

長
と
そ

の
下

の
係

長
、
お
よ

び
都

道
府
県

内
の

大
規
模

職
業

安
定

所
の

管
理

者
で

あ
る

。
調

査
の

手
順
と

し
て

は
、
職
業

安
定

課
の
組

織
図

を
チ
ェ

ッ
ク

し
、
論

理
的

で
明
確

な
機

能
分

担
が

な
さ
れ

て
い

る
か

、
失

業
保

険
や
職

業
訓

練
な
ど

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
基

本
的

な
職

業
紹

介
プ
ロ

グ
ラ

ム
と

の
適

切
な
調

整
が

な
さ

れ
て

い
る
か
、
地

方
職

業
安

定
所

に
出

向
い

て
監

督
視
察

を
行

う
こ

と
の

み
を
職

務
と

す
る

監
督

職
員
が

い
る

か
、
監

督
視

察
の

報
告
書

や
業

務
上

の
弱

点
を
是

正
す

る
た

め
の

措
置
が

講
じ

ら
れ
て

い
る

か
を

確
認

す
る

こ
と

な
ど

が
挙

げ
ら
れ

る
。

424.03
更

な
る

調
査

措
置

と
し

て
は

、
職

業
安

定
課
と

職
業

安
定

所
の

主
要
職

員
の

能
力

を
評

価
し

職
業

安
定

制
度

の
役

職
へ

の
任
用

要
件

と
任

用
方

法
を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
こ

と
、
適

格
な

人
材

が
地

方
か

ら
都

道
府

県
庁

へ
、
ま

た
そ

の
両

方
か

ら
国

へ
昇

格
し
て

い
る

か
ど
う

か
を

調
べ
、
三

等
官

職
の

任
用

資
格
が

年
齢
、
学

歴
、
官

職
経
験

に
つ

い
て
厳

し
す

ぎ
な
い

か
ど

う
か

を
確

認
す

る
こ

と
、
女

性
に
三

等
官

職
お
よ

び
二

級
官

職
へ

の
昇
進

の
平

等
な
機

会
が

与
え

ら
れ

て
い

る
か

ど
う

か
を

調
べ
る

こ
と
、
都

道
府

県
職

業
安

定
課
に

職
員

研
修
の

監
督

者
が

い
る

か
ど

う
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す
る

こ
と
、
都

道
府

県
庁

お
よ

び
地
方

事
務

所
の
職

員
の

新
任

お
よ

び
現

職
研

修
に

関
す

る
こ
の

監
督

者
の

計
画

を
点
検

す
る

こ
と

、
監

督
職
員

の
研

修
と
そ

の
職

員
に
よ

る
部

下
の

日
常

業
務
研

修
に

十
分

な
重

点
が

置
か

れ
て
い

る
か

ど
う

か

を
確
認

す
る

こ
と
、
監

督
職
員

の
有

効
性

を
評

価
す

る
た

め
に
時

々
研

修
会

議
に

参
加
す

る

こ
と
、

な
ど

が
考
え

ら
れ

る
。

430-499
職

業
形

態
に
適

し
た

日
本

人
労

働
力

の
調

達

431
背

景
：

占
領

開
始

以
来

、
日

本
政

府
は
G
H
Q、
S
C
A
P
に
よ

り
占

領
目
的

に
必

要
な
す

べ
て

の
労
働

力
を

供
給
す

る
よ

う
求

め
ら

れ
て
き

た
。

こ
の

要
請

に
基

づ
き

、
日
本

政
府

は
1
9

4
5
年
1
0
月
1
6
日

付
厚

生
省

令
第
4
1
号

を
公

布
し
、
都

道
府
県

に
対

し
て

必
要

な
労
働

力

を
供
給

す
る

よ
う
指

示
す

る
と

と
も

に
、
こ

の
目
的

の
た

め
に
労

働
力

を
徴

用
す

る
必
要

が

あ
る
場

合
に

は
そ

の
権

限
を
都

道
府

県
に
与

え
た

。
／

し
か
し
、
こ

の
よ
う

な
徴

用
労
働

力
の

使
用
は
、
民

主
主

義
に
不

可
欠

な
自

由
に

も
占
領

軍

の
長
期

的
目

標
に
も

合
致

し
な

い
た

め
、
武

力
を
行

使
せ

ず
に
占

領
軍

に
必

要
な

労
働
者

を

確
保
で

き
る

プ
ロ
グ

ラ
ム

を
開

発
す

る
必
要

が
あ

っ
た

。
こ

の
目

的
を

達
成
す

る
た

め
に

は
、
2
つ

の
プ
ロ

グ
ラ

ム
が

必
要

と
さ
れ

た
：

a
.
他

の
一

般
的
な

産
業

や
日

本
の

公
務

員
と

同
様
の

賃
金

率
と
労

働
条

件
を
確

立
す

る

b
.
こ

の
労

働
者
を

採
用

す
る

ル
ー

ト
を

確
立

す
る

432
こ

れ
ま

で
の

成
果

：

432.1
賃

金
：

19
4
5
年
9
月
1
5
日

、
日

本
政

府
は

労
働

命
令
第
9
5
0
号

を
発

し
、

す
べ

て
の

都
道
府

県
に

対
し
、
進

駐
軍
労

働
者

の
賃

金
を

現
地

で
確

立
さ
れ

た
賃

金
と

労
働

者
の
過

去

の
収
入

に
基

づ
い
て

決
定

す
る

よ
う
、
進

駐
軍

の
た

め
に

働
く
請

負
業

者
の

従
業

員
に
は

請

負
業
者

か
ら

賃
金
が

支
払

わ
れ

る
よ

う
指
示

し
た
。
こ

の
命

令
は
、
進

駐
軍

の
労

働
者
に

も

他
の
労

働
者

と
同
等

の
賃

金
を

支
払

う
と
い

う
原

則
を

確
立

す
る

第
一

歩
と
な

っ
た
。
し

か

し
、
こ
の

命
令

に
は

上
限

が
定
め

ら
れ

て
い
な

か
っ

た
た
め
、
進

駐
軍

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

に

従
事
す

る
請

負
業
者

は
こ

の
抜

け
穴

を
利
用

し
、
従

業
員

に
対
し

て
法

外
な

料
金

を
日
本

政

府
に
請

求
し

た
。
こ

れ
を

是
正
す

る
た

め
、
1
9
4
7
年
9
月
1
2
日

に
S
C
A
P
I
N
1
77
5
が

発
布
さ

れ
た
。
こ

の
命

令
は

、
請

負
業

者
が

労
働

者
に

支
払

わ
れ

た
金
額

以
上

の
賃

金
を

政
府
に

請

求
す
る

こ
と

を
禁
じ

て
い

る
。
こ

の
目
的

の
た

め
に

政
府

に
請
求

さ
れ

た
金

額
の

一
部
し

か

労
働
者

に
支

払
わ
な

い
と

い
う

一
般

的
な
習

慣
を

考
慮

す
る

と
、
必
要

な
規

制
で
あ

っ
た
。

こ
の
S
C
A
P
I
N
に

は
ま

た
、
SC
A
P
の

見
直
し

の
対

象
と

な
る

方
法
に

従
っ

て
日

本
政

府
が
決

定



-25
-

は
、
近

代
的

な
監
督

方
法

を
開

始
し
、
す

べ
て
の

都
道

府
県

で
効

果
的
な

監
督

を
行
お

う
と

し
て

い
る
。
こ

の
監

督
は
、
ま

ず
国

の
監

督
官

が
定

期
的

に
都
道

府
県

事
務

所
を

訪
れ
、
法

律
の

遵
守

状
況

を
チ

ェ
ッ

ク
し

指
導
す

る
こ

と
か

ら
始

ま
る
。
同
様

に
重

要
な

の
は
、
都

道

府
県

に
よ

る
地

方
事

務
所

の
監

督
で
あ

る
。
最

近
、
各

都
道

府
県

は
地
方

事
務

所
を
定

期
的

に
訪

問
し
、
そ

の
運

営
を

評
価

・
指

導
し

た
り
方

法
を

改
善

し
た

り
す
る

こ
と

を
唯
一

の
任

務
と

す
る

監
督

官
を
1
人

か
ら
3
人
ま

で
任

命
し
て

い
る
。
日

本
人

は
こ

の
種

の
監
督

を
ほ

と
ん

ど
経

験
し

た
こ

と
が

な
い

た
め
、
可

能
な
限

り
の

鼓
舞

と
援

助
を
与

え
る

こ
と
が

不
可

欠
で

あ
る

。

424
調

査
に

関
す

る
提

言
：
G
H
Q、
S
C
A
P
か

ら
第
8
軍

司
令

官
へ
の

雇
用

保
障

プ
ロ

グ
ラ
ム

に

関
す

る
司

令
書

簡
（
A
G
2
3
0
.
7(
1
9
4
8
年
8
月
3
0
日
)
E
S
S
/
L
A
B）

は
、
調
査

に
関

す
る

以
下

の
提

言
に

つ
い

て
発

行
さ

れ
た

。

424.01
職

業
安

定
事

業
の

実
施

に
あ

た
っ

て
は

、
都
道

府
県

知
事

の
支

援
が
重

要
で

あ
る

。

424.02
都

道
府

県
に

お
け

る
そ

の
他

の
重

要
な

要
員
は

、
労

働
部

ま
た

は
経
済

部
の

課
長

、
都

道
府

県
庁

の
職

業
安

定
課

の
課

長
と
そ

の
下

の
係

長
、
お
よ

び
都

道
府
県

内
の

大
規
模

職
業

安
定

所
の

管
理

者
で

あ
る

。
調

査
の

手
順
と

し
て

は
、
職
業

安
定

課
の
組

織
図

を
チ
ェ

ッ
ク

し
、
論

理
的

で
明
確

な
機

能
分

担
が

な
さ
れ

て
い

る
か

、
失

業
保

険
や
職

業
訓

練
な
ど

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
基

本
的

な
職

業
紹

介
プ
ロ

グ
ラ

ム
と

の
適

切
な
調

整
が

な
さ

れ
て

い
る
か
、
地

方
職

業
安

定
所

に
出

向
い

て
監

督
視
察

を
行

う
こ

と
の

み
を
職

務
と

す
る

監
督

職
員
が

い
る

か
、
監

督
視

察
の

報
告
書

や
業

務
上

の
弱

点
を
是

正
す

る
た

め
の

措
置
が

講
じ

ら
れ
て

い
る

か
を

確
認

す
る

こ
と

な
ど

が
挙

げ
ら
れ

る
。

424.03
更

な
る

調
査

措
置

と
し

て
は

、
職

業
安

定
課
と

職
業

安
定

所
の

主
要
職

員
の

能
力

を
評

価
し

職
業

安
定

制
度

の
役

職
へ

の
任
用

要
件

と
任

用
方

法
を
チ

ェ
ッ

ク
す

る
こ

と
、
適

格
な

人
材

が
地

方
か

ら
都

道
府

県
庁

へ
、
ま

た
そ

の
両

方
か

ら
国

へ
昇

格
し
て

い
る

か
ど
う

か
を

調
べ
、
三

等
官

職
の

任
用

資
格
が

年
齢
、
学

歴
、
官

職
経
験

に
つ

い
て
厳

し
す

ぎ
な
い

か
ど

う
か

を
確

認
す

る
こ

と
、
女

性
に
三

等
官

職
お
よ

び
二

級
官

職
へ

の
昇
進

の
平

等
な
機

会
が

与
え

ら
れ

て
い

る
か

ど
う

か
を

調
べ
る

こ
と
、
都

道
府

県
職

業
安

定
課
に

職
員

研
修
の

監
督

者
が

い
る

か
ど

う
か

を
チ

ェ
ッ

ク
す
る

こ
と
、
都

道
府

県
庁

お
よ

び
地
方

事
務

所
の
職

員
の

新
任

お
よ

び
現

職
研

修
に

関
す

る
こ
の

監
督

者
の

計
画

を
点
検

す
る

こ
と

、
監

督
職
員

の
研

修
と
そ

の
職

員
に
よ

る
部

下
の

日
常

業
務
研

修
に

十
分

な
重

点
が

置
か

れ
て
い

る
か

ど
う

か

を
確
認

す
る

こ
と
、
監

督
職
員

の
有

効
性

を
評

価
す

る
た

め
に
時

々
研

修
会

議
に

参
加
す

る

こ
と
、

な
ど

が
考
え

ら
れ

る
。

430-499
職

業
形

態
に
適

し
た

日
本

人
労

働
力

の
調

達

431
背

景
：

占
領

開
始

以
来

、
日

本
政

府
は
G
H
Q、
S
C
A
P
に
よ

り
占

領
目
的

に
必

要
な
す

べ
て

の
労
働

力
を

供
給
す

る
よ

う
求

め
ら

れ
て
き

た
。

こ
の

要
請

に
基

づ
き

、
日
本

政
府

は
1
9

4
5
年
1
0
月
1
6
日

付
厚

生
省

令
第
4
1
号

を
公

布
し
、
都

道
府
県

に
対

し
て

必
要

な
労
働

力

を
供
給

す
る

よ
う
指

示
す

る
と

と
も

に
、
こ

の
目
的

の
た

め
に
労

働
力

を
徴

用
す

る
必
要

が

あ
る
場

合
に

は
そ
の

権
限

を
都

道
府

県
に
与

え
た

。
／

し
か
し
、
こ

の
よ
う

な
徴

用
労
働

力
の

使
用
は
、
民

主
主

義
に
不

可
欠

な
自

由
に

も
占
領

軍

の
長
期

的
目

標
に
も

合
致

し
な

い
た

め
、
武

力
を
行

使
せ

ず
に
占

領
軍

に
必

要
な

労
働
者

を

確
保
で

き
る

プ
ロ
グ

ラ
ム

を
開

発
す

る
必
要

が
あ

っ
た

。
こ

の
目

的
を

達
成
す

る
た

め
に

は
、
2
つ

の
プ
ロ

グ
ラ

ム
が

必
要

と
さ
れ

た
：

a
.
他

の
一

般
的
な

産
業

や
日

本
の

公
務

員
と

同
様
の

賃
金

率
と
労

働
条

件
を
確

立
す

る

b
.
こ

の
労

働
者
を

採
用

す
る

ル
ー

ト
を

確
立

す
る

432
こ

れ
ま

で
の

成
果

：

432.1
賃

金
：

19
4
5
年
9
月
1
5
日

、
日

本
政

府
は

労
働

命
令
第
9
5
0
号

を
発

し
、

す
べ

て
の

都
道
府

県
に

対
し
、
進

駐
軍
労

働
者

の
賃

金
を

現
地

で
確

立
さ
れ

た
賃

金
と

労
働

者
の
過

去

の
収
入

に
基

づ
い
て

決
定

す
る

よ
う
、
進

駐
軍

の
た

め
に

働
く
請

負
業

者
の

従
業

員
に
は

請

負
業
者

か
ら

賃
金
が

支
払

わ
れ

る
よ

う
指
示

し
た
。
こ

の
命

令
は
、
進

駐
軍

の
労

働
者
に

も

他
の
労

働
者

と
同
等

の
賃

金
を

支
払

う
と
い

う
原

則
を

確
立

す
る

第
一

歩
と
な

っ
た
。
し

か

し
、
こ
の

命
令

に
は

上
限

が
定
め

ら
れ

て
い
な

か
っ

た
た
め
、
進

駐
軍

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト

に

従
事
す

る
請

負
業
者

は
こ

の
抜

け
穴

を
利
用

し
、
従

業
員

に
対
し

て
法

外
な

料
金

を
日
本

政

府
に
請

求
し

た
。
こ

れ
を

是
正
す

る
た

め
、
1
9
4
7
年
9
月
1
2
日

に
S
C
A
P
I
N
1
77
5
が

発
布
さ

れ
た
。
こ

の
命

令
は

、
請

負
業

者
が

労
働

者
に

支
払

わ
れ

た
金
額

以
上

の
賃

金
を

政
府
に

請

求
す
る

こ
と

を
禁
じ

て
い

る
。
こ

の
目
的

の
た

め
に

政
府

に
請
求

さ
れ

た
金

額
の

一
部
し

か

労
働
者

に
支

払
わ
な

い
と

い
う

一
般

的
な
習

慣
を

考
慮

す
る

と
、
必
要

な
規

制
で
あ

っ
た
。

こ
の
S
C
A
P
I
N
に

は
ま

た
、
SC
A
P
の

見
直
し

の
対

象
と

な
る

方
法
に

従
っ

て
日

本
政

府
が
決

定
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す
る

実
勢

賃
金

に
基

づ
き

、
進

駐
軍

労
働

者
の
賃

金
上

限
を

設
定

す
る
項

目
も

含
ま
れ

て
い

た
。

／

19
4
7
年
1
1
月
2
1
日
、
内

閣
は

、
政

府
が

公
務
員

の
要

求
を
満

た
す

た
め
の

措
置

を
講

じ
る

場
合
、
技
術

的
に

は
公
務

員
で

も
あ

る
進

駐
軍
の

事
務

・
技

術
労

働
者
に

も
同

じ
措
置

を
同

時
に

適
用

す
る

こ
と

を
決

定
し

た
。
こ

の
措

置
に

よ
っ

て
、
こ

れ
ま

で
政

府
職

員
よ
り

ず
っ

と
後

に
、
し

か
も

別
個
の

交
渉

手
続

き
の

結
果
と

し
て

賃
上

げ
を

受
け
て

い
た

進
駐
軍

労
働

者
の

不
満

の
多

く
が

解
消

さ
れ

た
。
／

進
駐

軍
の

常
用

技
能

労
働

者
に

つ
い
て

は
、
日
本

政
府

が
公

表
す

る
公
式

の
実

勢
賃
金

に
基

づ
く

別
の

給
与

体
系

が
あ

る
。
4
月
1
日

付
で

日
本

政
府

は
、
進

駐
軍

労
働
者

の
た

め
の
「

日

雇
い

労
働

者
」

の
区

分
を

廃
止

し
た
。

／

19
4
8
年
8
月

以
降

、
英

語
ま

た
は
そ

の
他

の
外

国
語

を
業

務
で

使
用
す

る
必

要
が

あ
り
、
そ

の
よ

う
な

外
国

語
を

使
用

す
る

能
力
が

あ
る

進
駐

軍
の

労
働
者

に
は
、
言

語
別

割
増
手

当
が

支
払

わ
れ

て
い

る
。
こ

れ
に

よ
り
、
こ
れ

ら
の

労
働

者
の

賃
金
は

、
複
数

の
言

語
を
話

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
従

業
員

に
企

業
が
与

え
る

賃
金

と
同

等
に
な

る
。

432.2
採

用
の
ル

ー
ト

：
国

家
レ

ベ
ル

で
は

、
特
別

調
達

委
員
会

が
占

領
軍

へ
の

労
働
力

供
給

の
責

任
を

負
っ

て
い

る
。
各
都

道
府

県
の
知

事
直

属
の

機
関

が
、
こ

れ
ら

の
労

働
者
の

雇
用

主
と

し
て

の
責

任
を

委
任

さ
れ

て
い
る

。
こ

の
機

関
は
、
す

べ
て

の
進
駐

軍
労

働
者
の

採
用
、

賃
金
、
昇

進
、
労

働
条
件

、
配
給
、
労
働

組
合

と
の
団

体
交

渉
、
管

理
記

録
に

関
す
る

す
べ

て
の

問
題

を
担

当
す

る
。
職

業
安
定

課
が

多
数
の

労
働

者
の

雇
用

主
と
な

る
こ

と
は
望

ま
し

く
な

い
と

考
え

ら
れ

て
い

る
た

め
、
こ

れ
ま

で
こ

の
責

任
を

負
っ

て
い
た

都
道

府
県
職

業
安

定
課

と
は

別
の

機
関

と
な

る
。

地
方

レ
ベ

ル
で

は
、
進

駐
軍
の

労
働

者
は
、
進
駐

軍
が

集
中

し
て

い
る
ほ

と
ん

ど
の
地

域
に

あ
る

日
雇

労
働

事
務

所
を

通
じ

て
供
給

さ
れ

て
い

る
。
こ

れ
ら

の
事

務
所

の
管

理
は
、
労

働

省
か

ら
特

別
調

達
委

員
会

に
移

管
さ
れ

、
こ

れ
ら

の
事

務
所

が
進

駐
軍
労

働
者

の
雇
用

主
と

し
て

の
機

能
を

果
た

す
よ

う
に

な
っ
て

い
る
。
職

業
安

定
所

は
、
他

の
雇

用
主

と
同
じ

よ
う

に
、

特
別

調
達

委
員

会
機

関
の

た
め
に

募
集

を
行

う
。

433
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
目

標
期

日
：

433.1
賃

金
と
労

働
条

件
：

日
本

政
府

は
、

熟
練
の

進
駐

軍
労
働

者
の

賃
金

を
迅

速
に
調

整
で

き
る

よ
う

、
実

勢
賃

金
に

関
す

る
デ
ー

タ
を

頻
繁

に
公

表
す
る

よ
う

奨
励

さ
れ

て
い
る

。

433.2
採

用
の

ル
ー
ト

：
進
駐

軍
労

働
者

の
責

任
を
中

央
連

絡
事

務
所

と
労
働

省
か

ら
特
別

調

達
委
員

会
へ

移
す
こ

と
は

、
1
9
4
8
年
4
月
1
日
に

完
了

し
た
。

／

進
駐
軍

の
労

働
者
は

日
本

政
府

の
被

用
者
で

あ
る

た
め

、
国

家
公

務
員

法
が
施

行
さ

れ
次

第
、
人

事
院

に
よ
っ

て
そ

の
雇

用
規

定
が
定

め
ら

れ
る

こ
と

に
な

る
。

434
調

査
に

関
す

る
提

言

434.1
賃

金
と

労
働

条
件

：
進

駐
軍

労
働

者
の

賃
金
率

が
、

民
間

産
業

や
政
府

公
務

員
に
お

け

る
同
じ

分
類

の
一
般

的
な

賃
金

と
乖

離
し
て

い
る

こ
と

が
判

明
し

た
場

合
は
、
調

査
の
た

め

に
責
任

の
あ

る
都
道

府
県

職
員

に
注

意
を
喚

起
す

べ
き

で
あ

る
。
特
殊

な
ケ

ー
ス
は
、
ル

ー

ト
を
通

じ
て

提
出
す

る
必

要
が

あ
る

。

434.2
採

用
の

ル
ー
ト

：
都
道

府
県

政
府

が
以

下
の
行

為
を

行
っ

て
い

な
い
こ

と
を

確
認
す

る

必
要
が

あ
る

。

a.
進

駐
軍
に

必
要

な
労

働
力

を
得

る
た

め
に
労

働
ボ

ス
を

利
用

す
る
こ

と
。

b.
極

端
な
緊

急
時

を
除

き
、

強
制

的
ま

た
は
任

命
的

な
方

法
で

進
駐
軍

の
労

働
者

を
募

集
す
る

こ
と

。

c.
進

駐
軍

労
働

者
の
使

用
者

と
し

て
の

責
任
を

公
共

職
業

安
定

所
に
委

託
す

る
こ

と
。

440-449
効

果
的

な
失
業

補
償

制
度

の
確

立

441
背

景
：

古
い

日
本
の

労
使

関
係

の
形

式
に
よ

れ
ば

、
労

働
者

は
同
じ

雇
用

主
の
も

と
で

一
生
働

き
、
そ

の
雇

用
主

は
労
働

者
の

生
計
に

責
任

を
持
ち
、
仕

事
が

な
い

と
き

で
も
賃

金

を
支
払

い
続

け
た
。

こ
の

関
係

に
は

良
い
点

も
多

い
た

め
、
G
HQ
、
S
C
A
P
は

こ
の

関
係

の
変

更
を
推

奨
し

て
い
な

い
。
し

か
し
、
多

く
の
場

合
、
大

き
な

企
業

の
ト

ッ
プ

が
各

従
業
員

に

対
し
て

生
涯

の
責
任

を
負

う
こ

と
は

も
は
や

不
可

能
で

あ
る

た
め

、
こ

の
シ

ス
テ

ム
全
体

は

国
の
工

業
化

に
よ
っ

て
大

幅
に

弱
体

化
し
て

い
る
。
終

戦
後
、
多

く
の

産
業

が
原

材
料
不

足

の
た
め

に
完

全
に
閉

鎖
さ

れ
た

り
大

幅
に
縮

小
さ

れ
た

り
し

て
以

来
、
旧
来

の
関

係
は
ま

す

ま
す
希

薄
に

な
っ
て

い
る

。

こ
の
よ

う
な

状
況
を

鑑
み
、
雇

用
主

が
労

働
者

を
保

証
で

き
な
く

な
っ

た
場

合
に

労
働
者

が

何
の
保

護
も

受
け
ら

れ
な

い
状

態
に

な
ら
な

い
よ

う
に

、
失

業
と

い
う

新
た

な
危

険
か
ら

労
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働
者

を
守

る
た

め
の

失
業

補
償

制
度
を

開
始

す
る

こ
と

が
望
ま

し
い

と
考

え
ら

れ
た
。
失

業

補
償

は
ま

た
、
労
働

者
の

流
動

性
を

高
め
、
労
働

者
が

雇
用

主
の

保
護
を

失
う

こ
と
を

恐
れ

る
こ

と
な

く
、

よ
り

良
い

雇
用

を
求
め

て
転

職
で

き
る

よ
う
に

す
る

た
め

に
も

役
立
つ

。

442
目

標
期

日
：

1
9
4
7
年
1
1
月

、
失

業
手

当
法

と
失

業
保
険

法
が

成
立

し
た

。
失
業

手
当

法
は
、
1
9
4
7
年
1
1
月
1
日

か
ら
19
4
8
年
4
月
3
0
日

ま
で

の
間

に
失
業

し
た

労
働

者
に

失

業
手

当
を

支
給

す
る

も
の

で
、
財

源
は

す
べ

て
政

府
が

負
担

す
る
暫

定
措

置
で

あ
っ

た
。
／

19
4
8
年
5
月
1
日

に
完

全
施

行
さ
れ

た
失

業
保
険

法
は
、
雇

用
主

、
従

業
員
、
政

府
か

ら
の

拠
出

金
に

よ
っ

て
賄

わ
れ

て
い

る
。
5
人

以
上
の

労
働

者
を

雇
用

す
る

雇
用

主
の
す

べ
て

の

従
業

員
が

対
象

と
な

る
。
労

働
者

は
、
雇
用

さ
れ

て
か

ら
6
か

月
後

に
保

険
給

付
を
受

け
る

資
格

が
あ

る
。
理
由

な
く

仕
事
を

辞
め

た
場
合
、
違

法
行

為
に
よ

り
解

雇
さ

れ
た

場
合
、
ま

た
は

適
切

な
仕

事
の

申
し

出
を

拒
否
し

た
場

合
、

労
働

者
は
一

時
的

に
失

格
と

な
る
。

こ
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
は

労
働

省
職

業
安
定

局
に

よ
っ

て
運

営
さ
れ

て
い

る
。
給

付
金

の
支

払
い

は
各

地
の

公
共

職
業

安
定

所
が

行
う
。

保
険

料
は

都
道

府
県
職

業
安

定
局

が
徴

収
す
る

。

443
プ

ロ
グ

ラ
ム

：

443.01
掛

金
の

徴
収

：
必
要

な
保

険
料

の
支

払
い
を

滞
納

し
て

い
る

雇
用
主

を
探

し
出

し
、

訴
追

す
る

た
め

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
実
施

さ
れ

て
い

る
。
現

在
、
雇

用
主
の

半
数

以
上
が

所
定

の
保

険
料

を
納

め
て

い
な

い
と

推
定
さ

れ
て

い
る

た
め
、
こ

の
プ

ロ
グ
ラ

ム
は

失
業
保

険
の

健
全

な
財

務
基

盤
を

確
立

す
る

た
め
に

必
要

で
あ

る
。

こ
の
よ

う
な

低
い

保
険

料
納
付

率

は
、
雇

用
主

に
保

険
料
の

納
付

を
促

す
こ

と
し
か

し
て

こ
な

か
っ

た
日
本

の
徴

税
方
法

の
結

果
で

あ
る

。
／

こ
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
は

無
期

限
で

続
け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

443.02
広

報
：

労
働

者
が
給

付
を

請
求

で
き

る
よ
う

に
、

ま
た
余

剰
労

働
者
の

解
雇

に
強

く
反

対
す

る
傾

向
が

弱
ま

る
よ

う
に
、
こ

の
制

度
に
つ

い
て

労
働

者
に

知
ら
せ

る
た

め
の
広

報
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
開

始
さ

れ
、
19
4
8
年

を
通

じ
て

継
続

さ
れ

る
予
定

で
あ

る
。
現
在

、
対
象

労
働

者
の

大
部

分
は

失
業

保
険

制
度

の
存
在

す
ら

知
ら

な
い

。

443.03
不

服
申

し
立

て
：

労
働

者
と
使

用
者

は
、
地

方
事

務
所
の

決
定

に
満
足

で
き

な
い

場
合
、

不
服

申
立

を
す

る
権

利
を

知
ら

さ
れ
、
不
服

申
立

を
す

る
よ

う
奨
励

さ
れ

る
必

要
が

あ
る

。

こ
の
権

利
が

行
使
さ

れ
な

い
限

り
萎

縮
し
て

し
ま

い
、
そ

の
た
め

に
民

主
主

義
の

原
則
に

従

っ
て
設

け
ら

れ
た
不

服
申

立
制

度
の

価
値
が

な
く

な
っ

て
し

ま
う

。

444
調

査
に

関
す

る
提

言
:
書

簡
を

参
照
。
G
H
Q
,
S
C
AP
フ

ァ
イ

ル
A
G
0
1
9
(
1
9
4
8
年
5
月
2
5
日
)
E

S
S
/L
A
B
、

件
名

：
失

業
保

険
料

の
徴

収
、
本

便
覧

第
8
2
章
1
9
4
8
年
5
月
2
5
日

付

450-459
平

時
の

職
業
に

就
く

日
本

人
成

人
を

訓
練

す
る
た

め
の

職
業

訓
練

プ
ロ
グ

ラ
ム

の
開
発

451
背

景
：

終
戦

後
、
軍

需
産

業
や

軍
務

に
就
い

て
い

た
人

々
、

他
国
か

ら
引

き
揚
げ

て
き

た
人
々
、
学

校
を
卒

業
し

た
ば
か

り
の

人
々
の

多
く

が
、
平

時
の

職
業

に
熟

練
し

て
い
な

い

た
め
、
報
酬

を
得

ら
れ

る
職

に
就
く

こ
と

が
で

き
な

い
で
い

る
。
同
時

に
、
日

本
経

済
は

熟

練
労
働

者
、
と

く
に

大
工
、
建
設

労
働

者
、
自

動
車

修
理

工
、
洋

服
職

人
の

不
足

に
あ
え

い

で
い
る

。
／

職
業
訓

練
プ

ロ
グ
ラ

ム
を

開
始

す
る

も
う
一

つ
の

同
じ

く
重

要
な

理
由

は
、
働

く
権

利
、
能

力
に
応

じ
た

教
育
を

受
け

る
権

利
、
職

業
を
選

択
す

る
権
利

な
ど
、
憲

法
に

定
め

ら
れ
た

民

主
的
概

念
の

一
部
に

命
を

吹
き

込
む

こ
と
で

あ
っ

た
。
訓
練

の
機

会
が

な
け

れ
ば
、
多
く

の

人
々
は

こ
れ

ら
の
権

利
を

実
践

す
る

こ
と
が

で
き

な
い

。

452
こ

れ
ま

で
の
成

果
：

厚
生

省
が
監

督
し

、
公
共

事
業

費
で

賄
わ

れ
る
職

業
訓

練
プ
ロ

グ
ラ

ム
が
1
9
4
6
年

に
急

遽
開
発

さ
れ

た
。

こ
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
は
ほ

ど
ほ

ど
の

満
足

し
か
得

ら
れ

な

か
っ
た

。
／

職
業
安

定
法

の
制
定

に
伴

い
、
労

働
省
が

実
施

す
る

プ
ロ

グ
ラ
ム

に
必

要
な

権
限

を
与
え

る

こ
の
法

律
の

第
4
章
に

基
づ

い
て
、
新

し
い

プ
ロ

グ
ラ
ム

が
作

成
さ

れ
た
。
同

法
の

法
令

第

2
0
条

か
ら

第
2
3
条
は

、
労

働
省

が
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
財
政

責
任

を
引
き

継
い

だ
1
9
4
8
年
4
月

1
日

に
施

行
さ
れ

た
新

プ
ロ

グ
ラ

ム
の
方

針
を

概
説

し
て

い
る
。

現
在
の

プ
ロ

グ
ラ
ム

は
、
国

が
定

め
た

基
準
に

従
っ

て
都
道

府
県

が
運

営
し

て
い
る
。
ほ

と

ん
ど
の

場
合
、
資

金
は

す
べ

て
国

か
ら

支
給

さ
れ

る
。
提
供

さ
れ

る
訓
練

は
3
種

類
あ
る

。

第
一
は
、
公

共
職

業
訓
練

セ
ン

タ
ー

で
の

約
6
ヶ

月
間
の

コ
ー

ス
が

無
料

で
提

供
さ

れ
る
。

第
二
は
、
政

府
が
運

営
す

る
失
業

者
向

け
の
作

業
所

で
行
わ

れ
る

訓
練

で
、
訓

練
生

は
政

府

が
使
用

す
る

商
品
を

生
産

し
収

入
を

得
る
な

か
で

技
能

を
学

ぶ
。
第
三

は
、
障

害
者

の
た

め

の
い
く

つ
か

の
特
別

な
訓

練
セ

ン
タ

ー
で
あ

る
。
障

害
者
は
2
つ

の
タ

イ
プ

の
訓

練
の
両

方

を
受
け

ら
れ

る
が
、
よ

り
重
度

の
障

害
者

に
は

義
肢

の
使

用
法
を

訓
練

し
健

常
者

と
一
緒

に
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働
者

を
守

る
た

め
の

失
業

補
償

制
度
を

開
始

す
る

こ
と

が
望
ま

し
い

と
考

え
ら

れ
た
。
失

業

補
償

は
ま

た
、
労
働

者
の

流
動

性
を

高
め
、
労
働

者
が

雇
用

主
の

保
護
を

失
う

こ
と
を

恐
れ

る
こ

と
な

く
、

よ
り

良
い

雇
用

を
求
め

て
転

職
で

き
る

よ
う
に

す
る

た
め

に
も

役
立
つ

。

442
目

標
期

日
：

1
9
4
7
年
1
1
月

、
失

業
手

当
法

と
失

業
保
険

法
が

成
立

し
た

。
失
業

手
当

法
は
、
1
9
4
7
年
1
1
月
1
日

か
ら
19
4
8
年
4
月
3
0
日

ま
で

の
間

に
失
業

し
た

労
働

者
に

失

業
手

当
を

支
給

す
る

も
の

で
、
財

源
は

す
べ

て
政

府
が

負
担

す
る
暫

定
措

置
で

あ
っ

た
。
／

19
4
8
年
5
月
1
日

に
完

全
施

行
さ
れ

た
失

業
保
険

法
は
、
雇

用
主

、
従

業
員
、
政

府
か

ら
の

拠
出

金
に

よ
っ

て
賄

わ
れ

て
い

る
。
5
人

以
上
の

労
働

者
を

雇
用

す
る

雇
用

主
の
す

べ
て

の

従
業

員
が

対
象

と
な

る
。
労

働
者

は
、
雇
用

さ
れ

て
か

ら
6
か

月
後

に
保

険
給

付
を
受

け
る

資
格

が
あ

る
。
理
由

な
く

仕
事
を

辞
め

た
場
合
、
違

法
行

為
に
よ

り
解

雇
さ

れ
た

場
合
、
ま

た
は

適
切

な
仕

事
の

申
し

出
を

拒
否
し

た
場

合
、

労
働

者
は
一

時
的

に
失

格
と

な
る
。

こ
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
は

労
働

省
職

業
安
定

局
に

よ
っ

て
運

営
さ
れ

て
い

る
。
給

付
金

の
支

払
い

は
各

地
の

公
共

職
業

安
定

所
が

行
う
。

保
険

料
は

都
道

府
県
職

業
安

定
局

が
徴

収
す
る

。

443
プ

ロ
グ

ラ
ム

：

443.01
掛

金
の

徴
収

：
必
要

な
保

険
料

の
支

払
い
を

滞
納

し
て

い
る

雇
用
主

を
探

し
出

し
、

訴
追

す
る

た
め

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
実
施

さ
れ

て
い

る
。
現

在
、
雇

用
主
の

半
数

以
上
が

所
定

の
保

険
料

を
納

め
て

い
な

い
と

推
定
さ

れ
て

い
る

た
め
、
こ

の
プ

ロ
グ
ラ

ム
は

失
業
保

険
の

健
全

な
財

務
基

盤
を

確
立

す
る

た
め
に

必
要

で
あ

る
。

こ
の
よ

う
な

低
い

保
険

料
納
付

率

は
、
雇

用
主

に
保

険
料
の

納
付

を
促

す
こ

と
し
か

し
て

こ
な

か
っ

た
日
本

の
徴

税
方
法

の
結

果
で

あ
る

。
／

こ
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
は

無
期

限
で

続
け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

443.02
広

報
：

労
働

者
が
給

付
を

請
求

で
き

る
よ
う

に
、

ま
た
余

剰
労

働
者
の

解
雇

に
強

く
反

対
す

る
傾

向
が

弱
ま

る
よ

う
に
、
こ

の
制

度
に
つ

い
て

労
働

者
に

知
ら
せ

る
た

め
の
広

報
プ

ロ
グ

ラ
ム

が
開

始
さ

れ
、
19
4
8
年

を
通

じ
て

継
続

さ
れ

る
予
定

で
あ

る
。
現
在

、
対
象

労
働

者
の

大
部

分
は

失
業

保
険

制
度

の
存
在

す
ら

知
ら

な
い

。

443.03
不

服
申

し
立

て
：

労
働

者
と
使

用
者

は
、
地

方
事

務
所
の

決
定

に
満
足

で
き

な
い

場
合
、

不
服

申
立

を
す

る
権

利
を

知
ら

さ
れ
、
不
服

申
立

を
す

る
よ

う
奨
励

さ
れ

る
必

要
が

あ
る

。

こ
の
権

利
が

行
使
さ

れ
な

い
限

り
萎

縮
し
て

し
ま

い
、
そ

の
た
め

に
民

主
主

義
の

原
則
に

従

っ
て
設

け
ら

れ
た
不

服
申

立
制

度
の

価
値
が

な
く

な
っ

て
し

ま
う

。

444
調

査
に

関
す

る
提

言
:
書

簡
を

参
照
。
G
H
Q
,
S
C
AP
フ

ァ
イ

ル
A
G
0
1
9
(
1
9
4
8
年
5
月
2
5
日
)
E

S
S
/L
A
B
、

件
名

：
失

業
保

険
料

の
徴

収
、
本

便
覧

第
8
2
章
1
9
4
8
年
5
月
2
5
日

付

450-459
平

時
の

職
業
に

就
く

日
本

人
成

人
を

訓
練

す
る
た

め
の

職
業

訓
練

プ
ロ
グ

ラ
ム

の
開
発

451
背

景
：

終
戦

後
、
軍

需
産

業
や

軍
務

に
就
い

て
い

た
人

々
、

他
国
か

ら
引

き
揚
げ

て
き

た
人
々
、
学

校
を
卒

業
し

た
ば
か

り
の

人
々
の

多
く

が
、
平

時
の

職
業

に
熟

練
し

て
い
な

い

た
め
、
報
酬

を
得

ら
れ

る
職

に
就
く

こ
と

が
で

き
な

い
で
い

る
。
同
時

に
、
日

本
経

済
は

熟

練
労
働

者
、
と

く
に

大
工
、
建
設

労
働

者
、
自

動
車

修
理

工
、
洋

服
職

人
の

不
足

に
あ
え

い

で
い
る

。
／

職
業
訓

練
プ

ロ
グ
ラ

ム
を

開
始

す
る

も
う
一

つ
の

同
じ

く
重

要
な

理
由

は
、
働

く
権

利
、
能

力
に
応

じ
た

教
育
を

受
け

る
権

利
、
職

業
を
選

択
す

る
権
利

な
ど
、
憲

法
に

定
め

ら
れ
た

民

主
的
概

念
の

一
部
に

命
を

吹
き

込
む

こ
と
で

あ
っ

た
。
訓
練

の
機

会
が

な
け

れ
ば
、
多
く

の

人
々
は

こ
れ

ら
の
権

利
を

実
践

す
る

こ
と
が

で
き

な
い

。

452
こ

れ
ま

で
の
成

果
：

厚
生

省
が
監

督
し

、
公
共

事
業

費
で

賄
わ

れ
る
職

業
訓

練
プ
ロ

グ
ラ

ム
が
1
9
4
6
年

に
急

遽
開
発

さ
れ

た
。

こ
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
は
ほ

ど
ほ

ど
の

満
足

し
か
得

ら
れ

な

か
っ
た

。
／

職
業
安

定
法

の
制
定

に
伴

い
、
労

働
省
が

実
施

す
る

プ
ロ

グ
ラ
ム

に
必

要
な

権
限

を
与
え

る

こ
の
法

律
の

第
4
章
に

基
づ

い
て
、
新

し
い

プ
ロ

グ
ラ
ム

が
作

成
さ

れ
た
。
同

法
の

法
令

第

2
0
条

か
ら

第
2
3
条
は

、
労

働
省

が
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
財
政

責
任

を
引
き

継
い

だ
1
9
4
8
年
4
月

1
日

に
施

行
さ
れ

た
新

プ
ロ

グ
ラ

ム
の
方

針
を

概
説

し
て

い
る
。

現
在
の

プ
ロ

グ
ラ
ム

は
、
国

が
定

め
た

基
準
に

従
っ

て
都
道

府
県

が
運

営
し

て
い
る
。
ほ

と

ん
ど
の

場
合
、
資

金
は

す
べ

て
国

か
ら

支
給

さ
れ

る
。
提
供

さ
れ

る
訓
練

は
3
種

類
あ
る

。

第
一
は
、
公

共
職

業
訓
練

セ
ン

タ
ー

で
の

約
6
ヶ

月
間
の

コ
ー

ス
が

無
料

で
提

供
さ

れ
る
。

第
二
は
、
政

府
が
運

営
す

る
失
業

者
向

け
の
作

業
所

で
行
わ

れ
る

訓
練

で
、
訓

練
生

は
政

府

が
使
用

す
る

商
品
を

生
産

し
収

入
を

得
る
な

か
で

技
能

を
学

ぶ
。
第
三

は
、
障

害
者

の
た

め

の
い
く

つ
か

の
特
別

な
訓

練
セ

ン
タ

ー
で
あ

る
。
障

害
者
は
2
つ

の
タ

イ
プ

の
訓

練
の
両

方

を
受
け

ら
れ

る
が
、
よ

り
重
度

の
障

害
者

に
は

義
肢

の
使

用
法
を

訓
練

し
健

常
者

と
一
緒

に
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訓
練

で
き

る
レ

ベ
ル

ま
で

到
達

さ
せ
る

た
め

に
、
い

く
つ
か

の
特

別
な
セ

ン
タ

ー
が
必

要
で

あ
る

。
／

19
4
8
年
5
月
1
日

現
在

、
4
2
7
の

公
共

職
業
訓

練
セ

ン
タ
ー

に
は

約
1
2
,
66
0
人

の
訓
練

生
が

お
り
、
身
体

障
害

者
の

た
め

の
2
つ

の
セ
ン

タ
ー

に
は
1
0
0
人

の
訓

練
生

が
い

た
。
政

府
作

業
所

で
の

訓
練

プ
ロ

グ
ラ

ム
は

、
1
94
8
年
1
0
月
1
日

か
ら

試
験

的
に
3
0
カ

所
で

始
ま
る

予

定
で

あ
る
。
こ

れ
が
成

功
す

れ
ば

、
訓

練
を
行

う
作

業
所
の

数
は
1
9
4
9
年
に

は
増

え
る

だ
ろ

う
。
1
9
4
8
年

の
最

後
の

数
ヶ

月
の
間

に
、
東

京
に

障
害

者
の
た

め
の

新
し
い

セ
ン

タ
ー

が
開

設
さ

れ
る

予
定

で
あ

る
。

453
プ

ロ
グ

ラ
ム

：
現

在
、

プ
ロ

グ
ラ

ム
運
営

の
改

善
の
た

め
に

以
下

の
こ

と
に
注

力
し

て

い
る

：

a.
提

供
さ

れ
た
資

金
が

訓
練
の

目
的

に
費

や
さ

れ
て

い
る

こ
と
を

確
認

す
る
た

め
、

都

道
府

県
の

監
督

を
増

強
す

る
。

／

b.
通

常
の

割
当
ル

ー
ト

を
通
じ

て
原

材
料

を
入

手
す

る
秩

序
あ
る

方
法

お
よ
び

訓
練

中

に
生

産
さ

れ
た

完
成

品
を

処
分

す
る
方

法
を

提
供

す
る

こ
と
。

／

c.
既

存
の

施
設
を

最
大

限
に
活

用
で

き
る

よ
う

こ
れ

ら
の

セ
ン
タ

ー
が

提
供
す

る
訓

練

の
機

会
を

さ
ら

に
宣

伝
す

る
。

／

継
続

的
な

改
善

が
必

要
で

あ
る

た
め
、
こ

の
プ
ロ

グ
ラ

ム
に

関
し

て
特
別

な
目

標
期
日

は
な

い
。

454
調

査
に

関
す

る
提

言
：

調
査

は
必

要
な
い

が
、

失
業
者

が
ポ

ス
タ

ー
や

ラ
ジ
オ

放
送

、

公
共

職
業

安
定

所
（
P
E
S
O）

や
福
祉

関
係

者
を
通

じ
て

入
手

で
き

る
情
報

に
よ

っ
て
訓

練
の

機
会

を
知

っ
て

い
る

か
ど

う
か

を
判
断

す
る

上
で

、
時

折
チ

ェ
ッ

ク
す
る

こ
と

は
有
効

で
あ

る
。

／

軍
政

部
（
M
G）

職
員

は
、
職

業
訓

練
セ
ン

タ
ー

の
検

査
・

評
価

に
関

心
を
持

つ
だ

ろ
う

。
こ

れ
ら

の
セ

ン
タ

ー
が

プ
ロ

グ
ラ

ム
の
目

的
を

達
成

し
て

い
な
い

こ
と

が
判

明
し

た
場
合
、
そ

の
欠

陥
に

つ
い

て
、

確
立

さ
れ

た
ル
ー

ト
を

通
じ

て
労

働
課
に

報
告

で
き

る
。

460-469
よ

り
効
果

的
な

人
員

活
用

の
奨
励

461
背

景
：

か
つ
て

の
日

本
で
は

容
易

に
利
用

で
き

る
安
価

な
労

働
力

が
豊

富
に
供

給
さ

れ

て
い
た

た
め
、
労
働

力
の

効
率
的

な
利

用
に
は

ほ
と

ん
ど
注

意
が

払
わ

れ
て

こ
な
か

っ
た
。

法
律
に

よ
り

労
働
時

間
が

制
限

さ
れ
、
強

制
労

働
が

も
は
や

合
法

で
は

な
く

な
っ
た

今
、
日

本
の
産

業
界

は
生
産

コ
ス

ト
を

過
度

に
上
昇

さ
せ

な
い

た
め

に
は

、
労

働
力

の
よ

り
効
果

的

な
活
用

を
開

発
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

462
こ

れ
ま

で
の

成
果

：
炭

鉱
の
雇

用
は
19
4
7
年

か
ら
1
9
48

年
に

か
け

て
増

加
し
、

労
働

力
は
正

当
化

で
き
る

量
を

は
る

か
に

上
回
る

ま
で

に
な

っ
た
。
こ

の
よ

う
な

余
剰

労
働
力

の

費
用
は
、
最

終
的
に

は
炭

鉱
の
営

業
赤

字
を
補

助
す

る
政
府

に
よ

っ
て

支
払

わ
れ
た

た
め
、

内
閣
は

各
炭

鉱
の
総

雇
用

を
1
9
4
8
年
4
月
3
0
日

ま
で

の
6
か

月
間

凍
結

す
る

命
令

を
出
し

た
。
石
炭

委
員

会
の

地
方

事
務
所

に
よ

っ
て
特

別
な

許
可
が

与
え

ら
れ

た
場

合
に
の

み
、
そ

の
合
計

を
超

え
る
こ

と
が

で
き

る
。

／

か
な
り

の
一

般
失
業

者
が

発
生

し
て

い
る
に

も
か

か
わ

ら
ず
、
囚

人
労

働
は

囚
人

の
住
居

と

食
事
の

た
め

の
特
別

な
施

設
を

取
得

し
た
造

船
、
木

炭
製
造
、
石

炭
採

掘
、
そ

の
他

の
産

業

に
従
事

す
る

民
間
企

業
に

よ
っ

て
広

く
利
用

さ
れ

て
き

た
。
こ

の
よ
う

な
慣

行
は
、
刑
務

所

内
の
住

居
や

労
働
施

設
が

不
十

分
で

あ
る
こ

と
と
、
安

価
な

労
働

力
を

求
め

る
民

間
産
業

側

の
要
望

の
結

果
で
あ

る
。
自

由
な

失
業

者
が
産

業
界

で
仕
事

を
得

る
の

を
助

け
る
た

め
、
刑

務
所
の

労
働

力
を
利

用
す

る
す

べ
て

の
者
に

対
し
、
囚

人
労

働
の

対
価

を
現

行
賃

金
で
政

府

に
支
払

う
よ

う
求
め

る
命

令
が

出
さ

れ
た
。
さ

ら
に
、
1
9
4
8
年
8
月
2
0
日

の
閣

議
決
定

に

よ
り
、
政

府
が

囚
人

の
住

居
を
手

配
し
、
囚

人
に
非

競
争

的
な
仕

事
を

与
え

る
施

設
を
開

発

で
き
る

よ
う

に
な
り

次
第
、
民

間
企

業
に

よ
る

囚
人

労
働

の
使
用

を
廃

止
す

る
こ

と
が
日

本

政
府
の

方
針

と
な
る

こ
と

が
決

定
さ

れ
た
。
日

本
の

炭
鉱

で
は
強

制
労

働
が

行
わ

れ
て
き

た

と
い
う

不
名

誉
な
歴

史
が

あ
る

た
め
、
炭

鉱
で

の
囚

人
労
働

の
使

用
は
1
9
4
8
年
9
月
30

日

か
ら
完

全
に

禁
止
さ

れ
て

い
る

。

463
プ

ロ
グ

ラ
ム

：
1
94
9
年

中
に
、

戦
中

お
よ

び
戦

後
に
米

国
、

英
国

、
そ

の
他
の

欧
州

諸

国
で
大

き
な

成
功
を

収
め

た
「

産
業

内
訓

練
」（
T
W
I）

プ
ロ

グ
ラ

ム
に

関
す

る
情

報
を
産

業

界
に
提

供
す

る
こ
と

が
計

画
さ

れ
て

い
る
。

日
本
経

済
に

影
響
を

与
え

る
よ

う
な

重
大
な

人
的

資
源

の
不

正
使

用
の

具
体
例
（

炭
鉱
労

働

や
囚
人

労
働

の
場
合

の
よ

う
に
）
が

生
じ

た
場

合
に

は
、
適

切
な

是
正

措
置

が
日

本
政
府

に

勧
告
さ

れ
る

こ
と
に

な
る

。

464
調

査
に

関
す

る
提

言
：

-29
-

a.
炭

鉱
で

は
、
地

上
労

働
者
が

効
率

的
に

雇
用

さ
れ

て
い

る
か
、

給
与

が
水
増

し
さ

れ

て
い

な
い

か
を

チ
ェ

ッ
ク

す
る

こ
と
が

あ
る

。
／

b.
囚

人
労

働
を
使

用
す

る
雇
用

主
が

実
勢

賃
金

に
従

っ
て

そ
の
労

働
の

対
価
を

政
府

に

支
払

っ
て

い
る

か
ど

う
か

を
チ

ェ
ッ
ク

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

／

c.
労

働
力

の
重
大

な
不

正
使
用

が
明

白
な

基
幹

産
業

は
、
GHQ

に
報

告
さ

れ
る

べ
き
で

あ
る

。

470-479
公

共
事
業

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

開
発

471
背

景
：

終
戦
後

、
軍

隊
の
解

体
、
軍

需
産

業
の
廃

止
、
賠

償
金

の
た

め
の

機
械

の
撤

去
、

原
材

料
の

不
足

、
国

外
で

雇
用

さ
れ
て

い
た

数
百

万
人

の
日
本

人
の

本
国

帰
還

な
ど
の

結

果
、
余

剰
労

働
力
の

問
題

が
生
じ

て
い

る
。
こ

の
余

剰
労

働
力
の

直
接

的
な

影
響

は
、
３

つ

の
理

由
に

よ
り

欧
米

諸
国

ほ
ど

悲
惨
な

も
の

で
は

な
か

っ
た
。
第
一

に
、
伝

統
に

従
っ
て
、

家
族

は
貧

し
い

親
族

を
支

援
し

た
。
第

二
に
、
日

本
の

産
業

界
は

パ
タ
ー

ナ
リ

ズ
ム
の

伝
統

に
従

い
、
ほ

と
ん
ど

使
い

道
の

な
い

従
業
員

の
給

与
台

帳
に

残
し
、
軍
隊

か
ら

帰
還
し

た
従

業
員

を
給

与
台

帳
に

戻
し

た
。
第

三
に
、
失

業
者

の
多

く
が

闇
市

場
活
動

で
生

計
を
立

て
る

こ
と

が
で

き
た

。
／

こ
れ

ら
の

慣
行

は
失

業
問

題
の

当
面
の

影
響

を
和

ら
げ

た
も
の

の
、
長
期

的
に

は
家
族

も
産

業
も

国
家

も
無

期
限

に
多

数
の

非
生
産

的
な

人
々

を
養

う
こ
と

が
で

き
な

い
こ

と
は
明

ら
か

で
あ

っ
た
。
同

時
に
、
特

定
の

種
類

の
建

設
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
が
実

施
さ

れ
れ

ば
、
国
民

の
健

康
と

福
祉

に
必

要
な

資
材

の
生

産
が
大

幅
に

増
加

す
る

可
能
性

が
あ

る
こ

と
が

明
ら
か

に
な

り
ま

し
た

。
／

公
共

事
業

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

当
初

の
計
画

は
、
調
整

機
関

を
通

じ
て

生
産
活

動
に

遊
休
労

働
力

を
雇

用
す

る
可

能
性

を
調

査
す

る
中
で

、
1
9
4
6
年
3
月

に
労

働
諮

問
委

員
会

に
よ

っ
て
進

め

ら
れ

た
。
19
46

年
5
月
、
日

本
政

府
は
GH
Q
か

ら
、
い

く
つ

か
の

省
庁
か

ら
出

さ
れ

た
建

設

事
業

の
要

求
を

す
べ

て
一

つ
の

予
算
に

統
合

す
る

よ
う

勧
告
さ

れ
た
。
こ

れ
が

実
行
さ

れ
た

と
き
、
1
9
4
6
-4
7
会

計
年
度

の
総

額
は
1
8
0
億

円
に

な
っ

て
い

た
。
資
金

と
物

資
の

不
足

に

よ
り

こ
の

よ
う

な
野

心
的

な
計

画
を
行

う
の

は
望

ま
し

く
な
い

と
い

う
理

由
で
、
大
蔵

省
は

イ
ン

フ
レ

基
調

の
予

算
か

ら
こ

の
計
画

全
体

を
削

除
し

よ
う
と

し
た
。
こ

の
削

除
は
、
適

切

に
設

計
さ

れ
た

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

雇
用
を

提
供

し
、
日

本
人

へ
の

食
料
、
衣

類
、
燃

料
、
お

よ

び
最

低
限

必
要

な
サ

ー
ビ

ス
の

供
給
を

増
や

す
た

め
に

不
可
欠

で
あ

る
と

考
え

て
い
た
S
C
A

P
に
と

っ
て

は
受
け

入
れ

ら
れ

な
か

っ
た

。

472
こ

れ
ま

で
の
成

果
：

1
9
4
6
年
5
月
1
9
日
に

発
行

さ
れ
た
S
C
A
P
I
N
9
6
7
は

、
日

本
政

府
に

対
し
6
0
億

円
の

縮
小

公
共

事
業

予
算

を
計

上
す

る
よ

う
指
示

し
た
。
（

こ
の

時
点

で
は

、
G

H
Q
内
の

公
共

事
業
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
調

整
に
関

す
る

主
要

な
責

任
は

、
経

済
科

学
部

労
働
課

に

あ
っ
た
。
）

こ
れ
に

続
い

て
、
9
月

に
日

本
政

府
が
G
H
Q
本

部
の

承
認

を
得
て

「
公

共
事
業

に
関

す
る
手

続
」
を

閣
議

決
定

し
た

。
こ

の
文

書
は
、
経

済
安
定

委
員

会
と
公

共
事

業
プ

ロ
グ

ラ
ム
の

特

定
分
野

に
関

係
す
る

省
庁

が
、
日

本
経
済

全
体

へ
の

影
響

に
基
づ

い
て

個
々

の
事

業
の
価

値

を
判
断

で
き

る
優
先

順
位

シ
ス

テ
ム

を
定
め

た
も

の
で

あ
っ

た
。

／

現
在
、
経

済
安

定
委

員
会

建
設
局

内
で

は
、
公

共
事

業
部

門
と
監

査
部

門
が

公
共

事
業

プ
ロ

グ
ラ
ム

に
関

す
る
調

整
権

限
を

分
担

し
て
い

る
。
公

共
事
業

部
門

の
役

割
は
、
公

共
事
業

に

関
す
る

日
本

政
府
の

方
針

を
決

定
し
、
特

定
分

野
が

他
を

犠
牲
に

し
て

さ
ら

に
利

す
る
よ

り

も
む
し

ろ
日

本
経
済

全
体

の
利

益
と

な
る
よ

う
な

バ
ラ

ン
ス

の
取

れ
た

統
合
さ

れ
た

プ
ロ

グ

ラ
ム
を

保
証

す
る
た

め
に

、
各

省
庁

の
利
害

を
調

整
す

る
こ

と
で

あ
る

。
／

1946-47
会

計
年

度
の

公
共
事

業
一

般
会

計
予

算
は
6
0
億
円

、
1
9
4
7-
4
8
年

度
は
9
5
億

円
、
1
9
4
8
-
4
9
年

度
は
4
2
5
億

円
で

あ
っ

た
。
こ

れ
に

加
え

て
、
運

輸
省
と

逓
信

省
の
事

業

の
財
源

に
充

当
さ
れ

る
公

共
事

業
特

別
会
計

が
予

算
化

さ
れ

て
い

る
。

／

G
H
Qお

よ
び
S
C
A
Pか

ら
第
8
軍

司
令
官

に
宛

て
た

公
共

事
業
計

画
に

関
す

る
司

令
書
は
1
9
4

6
年
1
2
月

と
19
4
7
年
3
月

に
発

行
さ

れ
た
。
し

か
し
、
ど

ち
ら

の
書

簡
も

適
切

で
は
な

か

っ
た
た

め
、

こ
れ
ら

は
A
G
60
0

の
発

行
に
よ

っ
て

置
き

換
え

ら
れ

取
り

消
さ
れ

た
。
（
1
9
4
7

年
1
2
月
2
6
日
）
E
S
S
/
L
A
B、

主
題
:

日
本

の
公

共
事

業
と

復
興
プ

ロ
グ

ラ
ム
。

／

公
共
事

業
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト

へ
の

失
業

者
の
活

用
を

確
実

に
す

る
た

め
、
経
済

安
定

委
員
会

は

都
市
計

画
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト

の
労

働
者

の
6
5
％
を

失
業

者
か
ら

調
達

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

と

の
指
令

を
出

し
た
。
他

の
種

類
の

プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
に

使
用
さ

れ
る

失
業

者
の

割
合
は
、
こ

の

最
大
値

か
ら

農
村
部

の
干

拓
や

治
水

プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

必
要

と
さ

れ
る

最
小
値
5
％

ま
で

様

々
で
あ

る
。

473
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
目

標
期

日
：

こ
の
1
年

間
、

プ
ロ
グ

ラ
ム

の
重

点
は

主
と
し

て
日

本
経

済
の
再

建
に

置
か
れ

て
い

た
。
1
9
4
8
年

の
目

標
は
、
公

共
事

業
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
方

向
性
を

見

直
し
、
復

興
分

野
で

の
継

続
的
な

進
展

を
犠
牲

に
す

る
こ
と

な
く
、
失

業
者

の
救

済
を
強

化

す
る
こ

と
で

あ
る
。

よ
り

具
体

的
に

は
、
目

標
は

次
の

と
お

り
で

あ
る

：
／
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a.
炭

鉱
で

は
、
地

上
労

働
者
が

効
率

的
に

雇
用

さ
れ

て
い

る
か
、

給
与

が
水
増

し
さ

れ

て
い

な
い

か
を

チ
ェ

ッ
ク

す
る

こ
と
が

あ
る

。
／

b.
囚

人
労

働
を
使

用
す

る
雇
用

主
が

実
勢

賃
金

に
従

っ
て

そ
の
労

働
の

対
価
を

政
府

に

支
払

っ
て

い
る

か
ど

う
か

を
チ

ェ
ッ
ク

す
る

こ
と

が
で

き
る
。

／

c.
労

働
力

の
重
大

な
不

正
使
用

が
明

白
な

基
幹

産
業

は
、
GHQ

に
報

告
さ

れ
る

べ
き
で

あ
る

。

470-479
公

共
事
業

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

開
発

471
背

景
：

終
戦
後

、
軍

隊
の
解

体
、
軍

需
産

業
の
廃

止
、
賠

償
金

の
た

め
の

機
械

の
撤

去
、

原
材

料
の

不
足

、
国

外
で

雇
用

さ
れ
て

い
た

数
百

万
人

の
日
本

人
の

本
国

帰
還

な
ど
の

結

果
、
余

剰
労

働
力
の

問
題

が
生
じ

て
い

る
。
こ

の
余

剰
労

働
力
の

直
接

的
な

影
響

は
、
３

つ

の
理

由
に

よ
り

欧
米

諸
国

ほ
ど

悲
惨
な

も
の

で
は

な
か

っ
た
。
第
一

に
、
伝

統
に

従
っ
て
、

家
族

は
貧

し
い

親
族

を
支

援
し

た
。
第

二
に
、
日

本
の

産
業

界
は

パ
タ
ー

ナ
リ

ズ
ム
の

伝
統

に
従

い
、
ほ

と
ん
ど

使
い

道
の

な
い

従
業
員

の
給

与
台

帳
に

残
し
、
軍
隊

か
ら

帰
還
し

た
従

業
員

を
給

与
台

帳
に

戻
し

た
。
第

三
に
、
失

業
者

の
多

く
が

闇
市

場
活
動

で
生

計
を
立

て
る

こ
と

が
で

き
た

。
／

こ
れ

ら
の

慣
行

は
失

業
問

題
の

当
面
の

影
響

を
和

ら
げ

た
も
の

の
、
長
期

的
に

は
家
族

も
産

業
も

国
家

も
無

期
限

に
多

数
の

非
生
産

的
な

人
々

を
養

う
こ
と

が
で

き
な

い
こ

と
は
明

ら
か

で
あ

っ
た
。
同

時
に
、
特

定
の

種
類

の
建

設
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
が
実

施
さ

れ
れ

ば
、
国
民

の
健

康
と

福
祉

に
必

要
な

資
材

の
生

産
が
大

幅
に

増
加

す
る

可
能
性

が
あ

る
こ

と
が

明
ら
か

に
な

り
ま

し
た

。
／

公
共

事
業

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

当
初

の
計
画

は
、
調
整

機
関

を
通

じ
て

生
産
活

動
に

遊
休
労

働
力

を
雇

用
す

る
可

能
性

を
調

査
す

る
中
で

、
1
9
4
6
年
3
月

に
労

働
諮

問
委

員
会

に
よ

っ
て
進

め

ら
れ

た
。
19
46

年
5
月
、
日

本
政

府
は
GH
Q
か

ら
、
い

く
つ

か
の

省
庁
か

ら
出

さ
れ

た
建

設

事
業

の
要

求
を

す
べ

て
一

つ
の

予
算
に

統
合

す
る

よ
う

勧
告
さ

れ
た
。
こ

れ
が

実
行
さ

れ
た

と
き
、
1
9
4
6
-4
7
会

計
年
度

の
総

額
は
1
8
0
億

円
に

な
っ

て
い

た
。
資
金

と
物

資
の

不
足

に

よ
り

こ
の

よ
う

な
野

心
的

な
計

画
を
行

う
の

は
望

ま
し

く
な
い

と
い

う
理

由
で
、
大
蔵

省
は

イ
ン

フ
レ

基
調

の
予

算
か

ら
こ

の
計
画

全
体

を
削

除
し

よ
う
と

し
た
。
こ

の
削

除
は
、
適

切

に
設

計
さ

れ
た

プ
ロ

グ
ラ

ム
が

雇
用
を

提
供

し
、
日

本
人

へ
の

食
料
、
衣

類
、
燃

料
、
お

よ

び
最

低
限

必
要

な
サ

ー
ビ

ス
の

供
給
を

増
や

す
た

め
に

不
可
欠

で
あ

る
と

考
え

て
い
た
S
C
A

P
に
と

っ
て

は
受
け

入
れ

ら
れ

な
か

っ
た

。

472
こ

れ
ま

で
の
成

果
：

1
9
4
6
年
5
月
1
9
日
に

発
行

さ
れ
た
S
C
A
P
I
N
9
6
7
は

、
日

本
政

府
に

対
し
6
0
億

円
の

縮
小

公
共

事
業

予
算

を
計

上
す

る
よ

う
指
示

し
た
。
（

こ
の

時
点

で
は

、
G

H
Q
内
の

公
共

事
業
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
調

整
に
関

す
る

主
要

な
責

任
は

、
経

済
科

学
部

労
働
課

に

あ
っ
た
。
）

こ
れ
に

続
い

て
、
9
月

に
日

本
政

府
が
G
H
Q
本

部
の

承
認

を
得
て

「
公

共
事
業

に
関

す
る
手

続
」
を

閣
議

決
定

し
た

。
こ

の
文

書
は
、
経

済
安
定

委
員

会
と
公

共
事

業
プ

ロ
グ

ラ
ム
の

特

定
分
野

に
関

係
す
る

省
庁

が
、
日

本
経
済

全
体

へ
の

影
響

に
基
づ

い
て

個
々

の
事

業
の
価

値

を
判
断

で
き

る
優
先

順
位

シ
ス

テ
ム

を
定
め

た
も

の
で

あ
っ

た
。

／

現
在
、
経

済
安

定
委

員
会

建
設
局

内
で

は
、
公

共
事

業
部

門
と
監

査
部

門
が

公
共

事
業
プ

ロ

グ
ラ
ム

に
関

す
る
調

整
権

限
を

分
担

し
て
い

る
。
公

共
事
業

部
門

の
役

割
は
、
公

共
事
業

に

関
す
る

日
本

政
府
の

方
針

を
決

定
し
、
特

定
分

野
が

他
を

犠
牲
に

し
て

さ
ら

に
利

す
る
よ

り

も
む
し

ろ
日

本
経
済

全
体

の
利

益
と

な
る
よ

う
な

バ
ラ

ン
ス

の
取

れ
た

統
合
さ

れ
た

プ
ロ

グ

ラ
ム
を

保
証

す
る
た

め
に

、
各

省
庁

の
利
害

を
調

整
す

る
こ

と
で

あ
る

。
／

1946-47
会

計
年

度
の

公
共
事

業
一

般
会

計
予

算
は
6
0
億
円

、
1
9
4
7-
4
8
年

度
は
9
5
億

円
、
1
9
4
8
-
4
9
年

度
は
4
2
5
億

円
で

あ
っ

た
。
こ

れ
に

加
え

て
、
運

輸
省
と

逓
信

省
の
事

業

の
財
源

に
充

当
さ
れ

る
公

共
事

業
特

別
会
計

が
予

算
化

さ
れ

て
い

る
。

／

G
H
Qお

よ
び
S
C
A
Pか

ら
第
8
軍

司
令
官

に
宛

て
た

公
共

事
業
計

画
に

関
す

る
司

令
書
は
1
9
4

6
年
1
2
月

と
19
4
7
年
3
月

に
発

行
さ

れ
た
。
し

か
し
、
ど

ち
ら

の
書

簡
も

適
切

で
は
な

か

っ
た
た

め
、

こ
れ
ら

は
A
G
60
0

の
発

行
に
よ

っ
て

置
き

換
え

ら
れ

取
り

消
さ
れ

た
。
（
1
9
4
7

年
1
2
月
2
6
日
）
E
S
S
/
L
A
B、

主
題
:

日
本

の
公

共
事

業
と

復
興
プ

ロ
グ

ラ
ム
。

／

公
共
事

業
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト

へ
の

失
業

者
の
活

用
を

確
実

に
す

る
た

め
、
経
済

安
定

委
員
会

は

都
市
計

画
プ

ロ
ジ
ェ

ク
ト

の
労

働
者

の
6
5
％
を

失
業

者
か
ら

調
達

し
な

け
れ

ば
な
ら

な
い

と

の
指
令

を
出

し
た
。
他

の
種

類
の

プ
ロ

ジ
ェ
ク

ト
に

使
用
さ

れ
る

失
業

者
の

割
合
は
、
こ

の

最
大
値

か
ら

農
村
部

の
干

拓
や

治
水

プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

必
要

と
さ

れ
る

最
小
値
5
％

ま
で

様

々
で
あ

る
。

473
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
目

標
期

日
：

こ
の
1
年

間
、

プ
ロ
グ

ラ
ム

の
重

点
は

主
と
し

て
日

本
経

済
の
再

建
に

置
か
れ

て
い

た
。
1
9
4
8
年

の
目

標
は
、
公

共
事

業
プ

ロ
グ

ラ
ム

の
方

向
性
を

見

直
し
、
復

興
分

野
で

の
継

続
的
な

進
展

を
犠
牲

に
す

る
こ
と

な
く
、
失

業
者

の
救

済
を
強

化

す
る
こ

と
で

あ
る
。

よ
り

具
体

的
に

は
、
目

標
は

次
の

と
お

り
で

あ
る

：
／
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a.
1
9
4
8
年
9
月
1
日

ま
で
：

特
定

の
産

業
グ

ル
ー

プ
で

失
業
を

も
た

ら
す

こ
と

を
明

ら
か

に
す

る
要

因
と

し
て

、
特

定
領

域
で
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

方
向
転

換
を

許
す

た
め

の
、
現

行
の

公
共

事
業

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

計
画
お

よ
び

運
営

手
順

を
再
編

成
す

る
こ

と
。

／

b.
1
9
4
8
年
1
1
月
1
日

ま
で

：
効

果
的

な
全

体
的

な
生

産
的

な
失

業
救
済

プ
ロ

グ
ラ
ム

の
開

発
に

お
い

て
、
公
共

事
業

に
お

け
る

現
行
の

建
設

プ
ロ

グ
ラ

ム
と
失

業
対

策
措
置

と
の

間
の

調
整

を
強

化
す

る
こ

と
。

／

c.
1
9
4
9
年
4
月
1
日

ま
で
：

個
々

の
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
だ

け
で
な

く
同

じ
タ

イ
プ

と
優

先
度

を
持

つ
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

特
定
の

グ
ル

ー
プ

の
相

対
的
価

値
が

判
定

さ
れ

る
こ
と

に
よ

る
具

体
的

な
費

用
便

益
比

評
価

手
順
を

開
発

す
る

こ
と
。
こ

の
よ

う
な
手

順
の

確
立
を

通
じ

て
、
優

先
順

位
シ
ス

テ
ム

の
構

造
の

強
化
が

確
保

さ
れ

、
資

金
不

足
や
物

資
不

足
の
問

題
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
1
9
4
9
～
5
0
会
計

年
度

か
ら
可

能
な

限
り

強
力

な
プ
ロ

グ
ラ

ム
を

計
画

し

実
行

で
き

る
よ

う
に

な
る

。
／

d.
1
9
4
9
年
4
月
1
日

ま
で
：

公
共

事
業

プ
ロ

グ
ラ

ム
の

四
半
期

ご
と

の
プ

ロ
グ

ラ
ム

と
認

証
が

十
分

に
前

も
っ

て
行

わ
れ
る

よ
う

に
、
資

金
と
資

材
が

使
用
さ

れ
る

予
定
の

四
半

期
の

開
始

前
に

資
金

と
資

材
の

割
り
当

て
券

の
両

方
が

プ
ロ
ジ

ェ
ク

ト
を

運
営

す
る
機

関
に

獲
得

さ
れ

る
よ

う
に

、
プ

ロ
グ

ラ
ム
の

資
金

調
達

を
改

善
す
る

こ
と

。

474
調

査
に

関
す

る
提

言
：

公
共

事
業

プ
ロ
グ

ラ
ム

に
関
す

る
軍

政
の

責
任

に
関
す

る
具

体

的
な

勧
告

は
、
1
9
4
7
年
1
2
月
2
6
日

付
の

司
令
部

指
令

書
に

記
載

さ
れ
て

お
り

、
1
9
4
8
年

2
月
1
2
日

付
の
第
8
軍

司
令

長
官
作

戦
書

簡
第
1
1
号

に
よ

っ
て
実

施
さ

れ
て
い

る
。
し

か

し
、
国

家
レ

ベ
ル

で
は
国

家
安

全
保

障
庁

が
各
省

庁
の

プ
ロ

グ
ラ

ム
を
修

正
・

統
合
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

よ
う

に
、
都

道
府
県

レ
ベ

ル
で
は

知
事

を
代

表
す

る
公
共

事
業

調
整
委

員
会

が
都

道
府

県
の

機
関

に
よ

っ
て

開
始
さ

れ
実

行
さ

れ
て

い
る
さ

ま
ざ

ま
な

プ
ロ

グ
ラ
ム

を
調

整
・

統
合

す
べ

き
で

あ
る

。
あ

ま
り

に
も
多

く
の

場
合

、
県

職
員

の
エ
ネ

ル
ギ

ー
は
与

え
ら

れ
た

予
算

が
県

全
体

の
利

益
の

た
め
に

最
大

限
の

成
果

を
上
げ

て
使

わ
れ

る
こ

と
を
保

証
す

る
と

い
う

よ
り

重
要

な
仕

事
よ

り
も
県

内
の

仕
事

を
請

け
負
う

た
め

に
通

常
よ

り
も
多

額
の

予
算

を
確

保
す

る
た

め
の

交
渉

に
向
け

ら
れ

る
こ

と
が

多
い
。

500-599
賃

金
お

よ
び

労
働

条
件

500-519
賃

金

520-539
労

働
基

準

540-559
女

性
お

よ
び

未
成

年
者

560-579
労

災
補

償

600-699
労

働
統

計
調

査

600-619
歴

史
的

背
景
、

目
的

、
参
考

資
料

620-629
労

働
組

合
・
労

使
関

係
活
動

630-639
労

働
力

・
雇
用

・
失

業
統
計

640-649
労

働
時

間
、
離

職
率

、
欠
勤

率

650-659
賃

金
統

計

660-669
労

働
基

準
お
よ

び
事

故
デ
ー

タ

670-679
労

働
者

福
祉

・
生

活
水

準
デ

ー
タ

700-799
労

働
・

使
用

者
教

育

700-709
一

般
目

標

710-719
組

織
プ

ロ
グ
ラ

ム

720-729
教

育
技

法

730-739
講

義
と

討
論

740-749
出

版
物

750-759
集

団
教

育
の
技

術

770-779
視

覚
教

材
：

動
画

、
紙

芝
居

、
展

示
物

出
典

：
『

戦
後

財
政

史
資

料
(
英

文
)
雑
資

料
経

済
科

学
局

労
働

課
便

覧
』
、
国
立

公
文

書
館
所

蔵
。

訳
：

谷
口

雄
治

（
編

注
）
4
章
の

他
の

章
は

項
目

の
み
に

し
た

。

各
ペ
ー

ジ
の

ヘ
ッ
デ

ィ
ン

グ
は

削
除

し
た
。

同
じ
節

に
お

い
て
1

行
空
い

て
い

る
箇

所
の

前
の

行
の

文
末
に

／
を

付
し
て

空
白

行
を
削

除
し

た
。
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昭
和
二
五
年
六
月

〔
一
─
二
二
〕
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
経
済
科
学
局
労
働
課
長
ロ
バ
ー
ト
・
Ｔ
・
エ
ー
ミ
ス
、

ス
イ
ス
・
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
け
る
国
際
労
働
機
関
第
三
三
回
総
会
へ
の
報
告

一一
五五
九九
〇〇
年年
にに
おお
けけ
るる
日日
本本
のの
労労
働働
情情
勢勢

国
際
労
働
機
関
の
第
三
二
回
総
会
で
は
、
日
本
に
お
け
る
労
働
情
勢
お
よ
び
日
本
の
降
状
以
後
四

マ
マ

年
間
の
労
働
分
野
に
お
け
る
発
展
に
つ
い
て
報
告
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
に
お
い
て
、
日
本
で
は
、

労
働
者
に
団
結
権
を
賦
与
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
、
労
働
者
は
そ
の
権
利
を
充
分
に
活
用
し
て
い
る

こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
国
際
水
準
と
同
等
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
れ
を
上
ま
わ
る
ほ
ど
の
労

働
法
体
制
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
実
施
す
る
た
め
労
働
省
が
設
置
さ
れ
、
政
府
職
員
や

労
働
者
、
使
用
者
に
民
主
的
な
労
働
組
合
と
労
働
行
政
業
務
を
よ
く
理
解
さ
せ
る
う
え
で
い
ち
じ
る

し
い
進
歩
の
あ
っ
た
こ
と
も
報
告
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
初
期
的
な
成
果
は
、
昨
年
に
は
い
っ
そ
う
進
展
し
。
日
本
の
社
会
と
政
治
体
制
に
不
可

欠
の
要
素
と
し
て
、
ま
た
大
多
数
の
国
民
の
日
常
生
活
に
い
わ
ば
定
着
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
基

礎
が
固
め
ら
れ
た
。

労
働
組
合
運
動
（
編
注
：
中
略
。
以
下
同
じ
。
）

労
働
者
教
育

労
使
関
係

労
働
立
法
と
そ
の
施
行
機
関

労
働
基
準

賃
金

労
働
者
災
害
補
償
保
険

人
的
資
源

失
業
対
策

職
業
安
定
制
度

職職
業業
訓訓
練練

一
九
四
七
年
の
職
業
安
定
法
に
よ
っ
て
、
公
共
職
業
安
定
計
画
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
公
共
職

業
補
導
所
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
一
九
五
〇
年
三
月
に
は
、
三
〇
六
か
所
の
補
導
所
が
一
万
四
〇
〇

〇
人
を
入
所
さ
せ
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
卜
造
り
や
洋
服
仕
立
て
、
自
動
車
修
理
、
機
械
工
作
、
タ
イ
プ
な

ど
四
七
二
の
コ
ー
ス
を
設
け
て
活
動
し
た
。
こ
の
訓
練
の
狙
い
は
、
放
置
し
て
お
け
ば
職
を
得
ら
れ

な
い
労
働
者
に
中
程
度
の
技
術
を
さ
ず
け
、
各
産
業
に
半
熟
練
労
働
者
を
供
給
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

過
去
二
年
間
、
こ
れ
ら
の
補
導
所
で
の
訓
練
を
終
え
た
労
働
者
の
大
部
分
は
、
こ
こ
で
得
た
技
術
を

活
か
せ
る
就
職
口
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
職
業
補
導
所
は
、
産
業
に
と
っ
て
必
要
な
熟
練
修

得
コ
ー
ス
の
選
択
と
、
各
コ
ー
ス
の
入
所
者
へ
の
適
切
な
選
抜
・
配
置
を
行
な
う
た
め
に
、
公
共
職

業
安
定
所
と
緊
密
に
協
力
し
な
が
ら
活
動
し
て
い
る
。

身
体
障
害
者
は
多
く
の
公
認
の
養
成
所
で
受
け
入
れ
ら
れ
、
一
般
の
労
働
者
と
と
も
に
訓
練
を
受

け
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
重
症
の
身
体
障
害
者
の
た
め
に
、
五
か
所
の
特
別
施
設
が
政
府
に
よ
っ
て

運
営
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
現
在
七
〇
〇
人
が
訓
練
を
受
け
て
い
る
。
身
体
に
障
害
を
受
け
た
人

々
の
復
職
を
は
か
る
た
め
の
あ
ら
た
な
法
律
は
、
身
体
障
害
者
の
復
職
と
職
業
訓
練
の
た
め
に
、
労

働
省
と
厚
生
省
と
が
協
同
し
て
計
画
を
た
て
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
法
律
に
も
と
づ

く
最
初
の
施
設
は
、
す
で
に
国
立
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
一
つ
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。

企企
業業
内内
監監
督督
者者
訓訓
練練

企
業
内
監
督
者
訓
練
は
昨
年
日
本
に
導
入
さ
れ
た
。
労
働
省
は
こ
の
問
題
に
関
す
る
一
三
人
の
専

門
職
員
と
講
師
を
お
き
、
合
衆
国
か
ら
は
こ
の
計
画
で
日
本
政
府
を
援
助
す
る
た
め
近
く
専
門
家
チ

ー
ム
が
来
日
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
職
務
指
導
方
法
に
つ
い
て
訓
練
す
る
た
め
の
教
育
計
画
は
、

そ
れ
が
効
果
を
上
げ
う
る
よ
う
徹
底
的
に
試
さ
れ
。
日
本
の
多
く
の
重
要
事
業
場
で
満
足
の
い
く
結

果
を
生
み
出
し
て
い
る
。

労労
働働
ボボ
スス
のの
排排
除除

労
働
ボ
ス
の
影
響
力
を
減
ず
る
計
画
の
重
要
性
は
ず
っ
と
強
調
さ
れ
て
き
た
。
意
識
の
遅
れ
た
労

働
者
層
を
食
い
物
に
す
る
こ
と
で
繁
栄
し
て
き
た
こ
の
制
度
は
、
長
い
伝
統
を
も
ち
、
き
わ
め
て
強

固
に
継
続
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
歴
史
は
そ
の
排
除
の
方
向
に
向
か
っ
て
進
み
つ
つ
あ
る
。
中
間
目

標
の
一
つ
は
そ
れ
ま
で
ボ
ス
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
た
二
五
〇
万
の
労
働
者
を
解
放
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
約
二
〇
万
人
は
、
一
九
四
九
年
三
月
か
ら
一
九
五
〇
年
三
月
ま

で
の
あ
い
だ
に
公
共
職
業
安
定
所
の
活
動
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
て
い
る
。

昨
年
、
製
造
業
に
お
け
る
使
用
者
の
多
く
は
、
従
来
使
用
者
と
従
業
員
の
双
方
に
便
宜
を
与
え
て

き
た
労
働
ボ
ス
の
力
を
か
り
ず
、
法
に
し
た
が
っ
て
事
を
運
ぶ
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
、
体

験
を
通
し
て
理
解
し
た
。
以
前
は
労
働
ボ
ス
が
仲
介
手
数
料
を
と
っ
て
労
働
者
を
供
給
し
て
き
た
と

こ
ろ
で
も
、
い
ま
で
は
、
使
用
者
は
労
働
者
を
直
接
雇
用
す
る
か
、
あ
る
い
は
公
共
職
業
安
定
所
に

臨
時
の
従
業
員
を
紹
介
し
て
も
ら
う
手
段
を
と
っ
て
い
る
。

港
湾
労
働
に
お
け
る
労
働
ボ
ス
排
除
計
画
の
履
行
と
い
う
点
で
も
、
昨
年
は
大
き
な
進
歩
が
み
ら

れ
た
。
労
働
省
と
運
輸
省
は
、
労
働
ボ
ス
の
排
除
と
と
も
に
、
旧
独
占
会
社
の
解
体
を
目
的
と
す
る

［
訳
注
］
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昭
和
二
五
年
六
月

〔
一
─
二
二
〕
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
経
済
科
学
局
労
働
課
長
ロ
バ
ー
ト
・
Ｔ
・
エ
ー
ミ
ス
、

ス
イ
ス
・
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
け
る
国
際
労
働
機
関
第
三
三
回
総
会
へ
の
報
告

一一
五五
九九
〇〇
年年
にに
おお
けけ
るる
日日
本本
のの
労労
働働
情情
勢勢

国
際
労
働
機
関
の
第
三
二
回
総
会
で
は
、
日
本
に
お
け
る
労
働
情
勢
お
よ
び
日
本
の
降
状
以
後
四

マ
マ

年
間
の
労
働
分
野
に
お
け
る
発
展
に
つ
い
て
報
告
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
会
議
に
お
い
て
、
日
本
で
は
、

労
働
者
に
団
結
権
を
賦
与
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
、
労
働
者
は
そ
の
権
利
を
充
分
に
活
用
し
て
い
る

こ
と
が
報
告
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
国
際
水
準
と
同
等
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
れ
を
上
ま
わ
る
ほ
ど
の
労

働
法
体
制
が
確
立
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
を
実
施
す
る
た
め
労
働
省
が
設
置
さ
れ
、
政
府
職
員
や

労
働
者
、
使
用
者
に
民
主
的
な
労
働
組
合
と
労
働
行
政
業
務
を
よ
く
理
解
さ
せ
る
う
え
で
い
ち
じ
る

し
い
進
歩
の
あ
っ
た
こ
と
も
報
告
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
初
期
的
な
成
果
は
、
昨
年
に
は
い
っ
そ
う
進
展
し
。
日
本
の
社
会
と
政
治
体
制
に
不
可

欠
の
要
素
と
し
て
、
ま
た
大
多
数
の
国
民
の
日
常
生
活
に
い
わ
ば
定
着
し
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
基

礎
が
固
め
ら
れ
た
。

労
働
組
合
運
動
（
編
注
：
中
略
。
以
下
同
じ
。
）

労
働
者
教
育

労
使
関
係

労
働
立
法
と
そ
の
施
行
機
関

労
働
基
準

賃
金

労
働
者
災
害
補
償
保
険

人
的
資
源

失
業
対
策

職
業
安
定
制
度

職職
業業
訓訓
練練

一
九
四
七
年
の
職
業
安
定
法
に
よ
っ
て
、
公
共
職
業
安
定
計
画
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
公
共
職

業
補
導
所
制
度
が
設
け
ら
れ
た
。
一
九
五
〇
年
三
月
に
は
、
三
〇
六
か
所
の
補
導
所
が
一
万
四
〇
〇

〇
人
を
入
所
さ
せ
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
卜
造
り
や
洋
服
仕
立
て
、
自
動
車
修
理
、
機
械
工
作
、
タ
イ
プ
な

ど
四
七
二
の
コ
ー
ス
を
設
け
て
活
動
し
た
。
こ
の
訓
練
の
狙
い
は
、
放
置
し
て
お
け
ば
職
を
得
ら
れ

な
い
労
働
者
に
中
程
度
の
技
術
を
さ
ず
け
、
各
産
業
に
半
熟
練
労
働
者
を
供
給
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

過
去
二
年
間
、
こ
れ
ら
の
補
導
所
で
の
訓
練
を
終
え
た
労
働
者
の
大
部
分
は
、
こ
こ
で
得
た
技
術
を

活
か
せ
る
就
職
口
を
み
つ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
職
業
補
導
所
は
、
産
業
に
と
っ
て
必
要
な
熟
練
修

得
コ
ー
ス
の
選
択
と
、
各
コ
ー
ス
の
入
所
者
へ
の
適
切
な
選
抜
・
配
置
を
行
な
う
た
め
に
、
公
共
職

業
安
定
所
と
緊
密
に
協
力
し
な
が
ら
活
動
し
て
い
る
。

身
体
障
害
者
は
多
く
の
公
認
の
養
成
所
で
受
け
入
れ
ら
れ
、
一
般
の
労
働
者
と
と
も
に
訓
練
を
受

け
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
に
重
症
の
身
体
障
害
者
の
た
め
に
、
五
か
所
の
特
別
施
設
が
政
府
に
よ
っ
て

運
営
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
現
在
七
〇
〇
人
が
訓
練
を
受
け
て
い
る
。
身
体
に
障
害
を
受
け
た
人

々
の
復
職
を
は
か
る
た
め
の
あ
ら
た
な
法
律
は
、
身
体
障
害
者
の
復
職
と
職
業
訓
練
の
た
め
に
、
労

働
省
と
厚
生
省
と
が
協
同
し
て
計
画
を
た
て
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
法
律
に
も
と
づ

く
最
初
の
施
設
は
、
す
で
に
国
立
の
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
施
設
の
一
つ
に
設
け
ら
れ
て
い
る
。

企企
業業
内内
監監
督督
者者
訓訓
練練

企
業
内
監
督
者
訓
練
は
昨
年
日
本
に
導
入
さ
れ
た
。
労
働
省
は
こ
の
問
題
に
関
す
る
一
三
人
の
専

門
職
員
と
講
師
を
お
き
、
合
衆
国
か
ら
は
こ
の
計
画
で
日
本
政
府
を
援
助
す
る
た
め
近
く
専
門
家
チ

ー
ム
が
来
日
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
職
務
指
導
方
法
に
つ
い
て
訓
練
す
る
た
め
の
教
育
計
画
は
、

そ
れ
が
効
果
を
上
げ
う
る
よ
う
徹
底
的
に
試
さ
れ
。
日
本
の
多
く
の
重
要
事
業
場
で
満
足
の
い
く
結

果
を
生
み
出
し
て
い
る
。

労労
働働
ボボ
スス
のの
排排
除除

労
働
ボ
ス
の
影
響
力
を
減
ず
る
計
画
の
重
要
性
は
ず
っ
と
強
調
さ
れ
て
き
た
。
意
識
の
遅
れ
た
労

働
者
層
を
食
い
物
に
す
る
こ
と
で
繁
栄
し
て
き
た
こ
の
制
度
は
、
長
い
伝
統
を
も
ち
、
き
わ
め
て
強

固
に
継
続
さ
れ
て
き
た
の
だ
が
、
歴
史
は
そ
の
排
除
の
方
向
に
向
か
っ
て
進
み
つ
つ
あ
る
。
中
間
目

標
の
一
つ
は
そ
れ
ま
で
ボ
ス
の
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
た
二
五
〇
万
の
労
働
者
を
解
放
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
達
成
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
の
約
二
〇
万
人
は
、
一
九
四
九
年
三
月
か
ら
一
九
五
〇
年
三
月
ま

で
の
あ
い
だ
に
公
共
職
業
安
定
所
の
活
動
に
よ
っ
て
解
放
さ
れ
て
い
る
。

昨
年
、
製
造
業
に
お
け
る
使
用
者
の
多
く
は
、
従
来
使
用
者
と
従
業
員
の
双
方
に
便
宜
を
与
え
て

き
た
労
働
ボ
ス
の
力
を
か
り
ず
、
法
に
し
た
が
っ
て
事
を
運
ぶ
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
、
体

験
を
通
し
て
理
解
し
た
。
以
前
は
労
働
ボ
ス
が
仲
介
手
数
料
を
と
っ
て
労
働
者
を
供
給
し
て
き
た
と

こ
ろ
で
も
、
い
ま
で
は
、
使
用
者
は
労
働
者
を
直
接
雇
用
す
る
か
、
あ
る
い
は
公
共
職
業
安
定
所
に

臨
時
の
従
業
員
を
紹
介
し
て
も
ら
う
手
段
を
と
っ
て
い
る
。

港
湾
労
働
に
お
け
る
労
働
ボ
ス
排
除
計
画
の
履
行
と
い
う
点
で
も
、
昨
年
は
大
き
な
進
歩
が
み
ら

れ
た
。
労
働
省
と
運
輸
省
は
、
労
働
ボ
ス
の
排
除
と
と
も
に
、
旧
独
占
会
社
の
解
体
を
目
的
と
す
る

［
訳
注
］
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計
画
を
遂
行
す
る
た
め
、
緊
密
に
協
力
し
た
。
そ
の
計
画
は
一
つ
の
港
で
実
験
的
に
行
な
わ
れ
非
常

な
成
功
を
収
め
た
の
で
、
い
ま
で
は
、
そ
の
実
施
地
域
は
日
本
の
全
主
要
港
湾
に
ま
で
ひ
ろ
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
計
画
で
は
、
港
湾
運
送
会
社
は
、
臨
時
の
労
働
力
を
確
保
す
る
た
め
に
、
他
の
営
業

会
社
か
ら
労
働
者
を
借
り
入
れ
る
か
、
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
よ
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

い
う
こ
と
が
、
法
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
実
験
港
と
し
て
選
ば
れ
た
港
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
種

類
の
港
湾
労
働
者
を
す
ば
や
く
紹
介
す
る
こ
と
の
で
き
る
熟
練
ス
タ
ッ
フ
を
か
か
え
た
特
別
の
職
業

安
定
所
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
の
サ
ー
ヴ
ィ
ス
は
無
料
で
提
供
さ
れ
、
使
用
者
は
そ
れ
に
対
し
満
足
を

示
し
た
。
労
働
者
に
仕
事
を
紹
介
す
る
場
合
に
は
、
普
通
、
仕
事
の
配
分
を
全
員
に
対
し
公
平
に
行

な
う
た
め
輪
番
制
が
採
用
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
労
働
者
は
使
用
者
か
ら
直
接
給
料
の
全
額
を
受
け
と

る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
当
局
に
感
謝
を
し
て
い
る
。

〔
訳
注
〕
戦
時
中
、
各
港
で
港
湾
運
送
会
社
が
一
社
に
統
制
さ
れ
、
独
占
荷
役
会
社
が
誕
生
し
た
。

女女
子子
おお
よよ
びび
未未
成成
年年
者者

日
本
に
お
け
る
勤
労
婦
人
の
社
会
的
・
経
済
的
・
法
的
地
位
を
向
上
さ
せ
、
年
少
労
働
者
を
保
護

す
る
と
い
う
点
で
進
歩
が
み
ら
れ
た
こ
と
は
、
と
り
わ
け
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
女
子
が

進
歩
し
た
こ
と
は
、
政
治
や
労
働
組
合
業
務
へ
の
女
子
の
進
出
・
あ
る
い
は
専
門
職
や
高
級
官
僚
、

教
育
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
活
動
分
野
な
ど
あ
ら
た
な
職
業
分
野
へ
の
女
子
の
進
出
な
ど
に
、
明
ら

か
に
示
さ
れ
て
い
る
。
最
近
の
研
究
に
よ
る
と
、
全
公
務
負
に
占
め
る
女
子
の
割
合
は
、
一
九
四
〇

年
に
は
八
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
も
の
が
、
一
九
四
九
年
末
に
は
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
ま
で
上
昇
し

た
。
六
八
二
人
の
女
子
公
務
員
の
う
ち
、
そ
の
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
は
一
九
四
七
年
か
ら
四
八
年
に
か

け
て
採
用
さ
れ
た
者
で
あ
る
。

戦
前
の
女
子
に
対
す
る
態
度
か
ら
派
生
し
た
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
克
服
し
て
、
一
五
〇
万
の
女

子
労
働
組
合
員
は
、（
組
合
員
数
に
占
め
る
割
合
以
上
に
）
組
合
活
動
で
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
、

組
合
の
政
治
レ
ベ
ル
に
も
そ
の
立
場
は
（
組
合
員
数
に
占
め
る
割
合
以
上
に
）
よ
く
反
映
さ
れ
て
い

る
。
多
く
の
女
子
組
合
指
導
者
が
出
現
し
た
。
組
合
の
婦
人
部
は
、
組
合
内
の
責
任
を
分
担
で
き
る

よ
う
女
子
を
訓
練
す
る
と
と
も
に
、
一
般
組
合
員
の
必
要
に
応
じ
た
広
範
囲
な
教
育
計
画
を
実
施
し

て
、
こ
の
面
で
の
発
展
に
寄
与
し
て
い
る
。

年
少
労
働
者
の
保
護
と
い
う
点
で
も
、
違
法
な
児
童
労
働
の
事
実
上
の
除
去
、
労
働
時
間
の
厳
格

な
取
締
り
、
有
害
・
危
険
職
業
に
指
定
さ
れ
た
職
業
か
ら
の
年
少
労
働
者
の
引
き
上
げ
、
等
に
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
明
ら
か
に
前
進
が
あ
っ
た
。

ち
ょ
う
ど
二
年
半
に
わ
た
っ
て
活
動
し
続
け
て
き
た
婦
人
少
年
局
は
、
す
べ
て
の
労
働
分
野
に
お

け
る
女
子
の
進
出
と
、
年
少
労
働
者
の
保
護
を
図
る
う
え
で
大
き
く
貢
献
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
擁

護
者
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
る
存
在
と
な
っ
た
。
中
央
職
員
や
第
一
線
に
い
る
職
員
は
、
教
育
お

よ
び
情
報
提
供
に
関
す
る
膨
大
か
つ
多
様
な
計
画
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
目

的
に
か
な
う
よ
う
に
ポ
ス
タ
ー
、
リ
ー
フ
レ
ッ
卜
、
パ
ン
フ
レ
ッ
卜
、
映
画
、
ス
ラ
イ
ド
等
々
の
用

具
を
提
供
し
て
き
た
。
婦
人
週
間
と
か
年
少
労
働
者
保
護
週
間
な
ど
と
い
っ
た
年
一
回
の
特
別
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
は
．
人
々
の
注
意
を
女
子
労
働
者
や
年
少
労
働
者
の
問
題
に
ひ
き
寄
せ
る
の
に
寄
与
し
た
。

今
年
は
、
婦
人
週
間
と
同
時
に
、
婦
人
問
題
に
つ
い
て
の
全
国
会
議
が
開
か
れ
、
男
女
同
一
賃
金
、

農
村
生
活
の
改
善
、
家
族
制
度
の
近
代
化
な
ど
の
重
要
問
題
が
討
議
さ
れ
た
。
婦
人
少
年
局
は
、
寄

宿
舎
で
の
自
治
と
か
、
組
合
へ
の
参
加
、
雇
用
機
会
の
拡
大
、
福
祉
施
設
の
改
善
等
の
特
別
計
画
を

実
施
す
る
た
め
の
お
も
な
地
域
を
選
び
出
し
た
。
女
子
や
年
少
労
働
者
に
と
っ
て
特
別
に
重
大
な
意

味
を
も
つ
問
題
に
つ
い
て
調
査
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
の
中
に
は
、
製
糸
場
に
お
け
る
労

働
条
件
や
、
政
府
関
係
業
務
へ
の
女
子
の
雇
用
、
露
天
商
い
に
従
事
し
て
い
る
年
少
者
、
看
護
婦
の

労
働
条
件
、
家
内
労
働
問
題
、
等
が
含
ま
れ
て
い
た
。

将将
来来
のの
展展
望望

日
本
経
済
に
と
っ
て
、
労
働
者
は
経
営
者
と
同
様
、
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
役
割
り
を
果
た
す
よ
う

に
な
っ
た
。
労
働
者
保
護
立
法
や
労
働
行
政
諸
機
関
は
、
労
働
者
の
日
常
生
活
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ

も
の
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
労
働
者
は
自
分
た
ち
へ
の
保
護
や
サ
ー
ヴ
ィ
ス
を
、
彼
ら
の

権
利
と
し
て
要
求
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
や
労
働
組
合
運
動
が
現
に
歩
ん
で
い
る
方
向
性
か
ら

考
え
て
、
日
本
の
労
働
者
は
今
後
前
向
き
に
進
み
、
全
体
主
義
の
圧
力
や
反
動
的
な
圧
力
か
ら
み
ず

か
ら
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

『
占
領
』

第第
ⅡⅡ
編編

閣閣
議議
・・
次次
官官
会会
議議
決決
定定
、、
審審
議議
会会
答答
申申
、、
民民
間間
団団
体体
建建
議議
編編

第
Ⅱ
編

答
申･

建
議



第第
ⅡⅡ
編編

閣閣
議議
・・
次次
官官
会会
議議
決決
定定
、、
審審
議議
会会
答答
申申
、、
民民
間間
団団
体体
建建
議議
編編

第
Ⅱ
編

答
申･

建
議
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昭
和
二
〇
年
一
一
月
一
六
日

〔
二
─
一
〕
閣
議
要
望

厚厚
生生
大大
臣臣
要要
望望
事事
項項

終
戦
ニ
伴
フ
軍
並
ニ
産
業
復
員
者
海
外
引
揚
民
ソ
ノ
他
離
職
者
ノ
就
職
確
保
ニ
関
シ
テ
ハ
鋭
意
施

策
ヲ
講
ジ
ツ
ツ
ア
ル
モ
現
在
ノ
如
キ
産
業
経
済
並
ニ
国
民
生
活
ノ
実
情
ヲ
以
テ
シ
テ
ハ
到
底
所
期
ノ

効
果
ヲ
挙
ゲ
得
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
此
ノ
儀
徒
ニ
推
移
セ
ン
カ
民
生
ハ
愈
々
逼
迫
頽
廃
シ
新
日
本
建
設

ノ
前
途
ニ
多
大
ノ
障
礙
ヲ
齎
ス
ニ
至
ル
ベ
キ
ハ
論
ヲ
俟
タ
ス
仍
テ
政
府
ニ
於
テ
ハ

㈠

国
民
ノ
生
活
並
ニ
之
ガ
基
本
タ
ル
道
義
生
活
ノ
確
立

㈡

民
需
産
業
ノ
自
主
的
振
興
ノ
促
進

㈢

戦
後
復
興
土
木
建
築
事
業
ノ
急
速
実
施

㈣

農
林
水
産
開
発
ノ
急
速
実
施

ノ
方
途
ヲ
確
立
シ
関
係
各
省
ヲ
シ
テ
夫
々
ソ
ノ
所
管
ニ
従
ヒ
概
ネ
左
ニ
依
リ
関
係
事
業
ノ
急
速
実
施

ニ
努
メ
シ
メ
以
テ
終
戦
ニ
伴
フ
失
業
対
策
ノ
遂
行
ヲ
資
セ
ラ
ル
ル
樣
要
望
ス

一
、
内
開
情
報
局

㈠

国
民
ノ
勤
労
生
活
ノ
確
立
特
ニ
勤
労
意
欲
ノ
振
起
並
ニ
之
ガ
基
本
タ
ル
道
義
生
活
ノ
徹
底
ニ

関
ス
ル
輿
論
ノ
積
極
的
且
自
主
的
昂
揚
ヲ
図
ル
コ
ト

㈡

各
種
文
北
、
芸
能
事
業
特
ニ
地
方
文
化
ノ
確
立
ヲ
図
ル
コ
ト

二
、
戦
災
復
興
院

戦
災
復
興
ノ
為
ノ
住
宅
建
設
並
ニ
土
木
建
設
事
業
ヲ
急
速
ニ
実
施
ス
ル
コ
ト

三
、
内

務

省

㈠

河
川
改
修
上
下
水
道
等
ノ
公
共
事
業
ヲ
急
速
実
施
ス
ル
コ
ト

㈡

市
町
村
ソ
ノ
他
末
端
行
政
機
構
ノ
人
的
整
備
ヲ
図
ル
コ
ト

四
、
商

工

省

㈠

民
需
産
業
ノ
自
主
的
振
興
ヲ
促
進
ス
ル
コ
ト

㈡

水
力
発
電
工
事
ノ
大
規
模
ナ
ル
起
工
ヲ
実
施
ス
ル
コ
ト

㈢

石
炭
増
産
対
策
ノ
徹
底
的
確
立
ヲ
図
ル
コ
ト

㈣

廃
休
鉱
山
、
工
場
商
店
ノ
再
開
ヲ
促
進
ス
ル
コ
ト

㈤

瓦
斯
電
気
等
ノ
公
共
的
事
業
ノ
振
興
ヲ
促
進
ス
ル
コ
ト

五
、
農

林

省

㈠

農
林
水
産
ノ
開
発
並
ニ
利
用
加
工
事
業
ノ
劃
期
的
促
進
ヲ
急
速
ニ
実
効
ア
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

㈡

農
林
水
産
関
係
ノ
施
設
機
具
機
械
肥
料
等
ノ
整
備
増
産
ニ
努
ム
ル
コ
ト

㈢

農
林
工
事
並
ニ
副
業
ノ
振
興
ヲ
図
ル
コ
ト

六
、
遅

輸

省

㈠

戦
災
運
輸
施
設
ヲ
急
速
復
旧
ス
ル
コ
ト

㈡

電
化
、
複
線
工
事
港
湾
車
輛
ソ
ノ
他
運
輸
施
設
ノ
増
強
整
備
ヲ
図
ル
コ
ト

㈢

迎
送
運
搬
機
構
ノ
人
的
整
備
ヲ
図
ル
コ
ト

七
、
逓

信

院

戦
災
通
信
機
関
ヲ
急
速
復
旧
ス
ル
コ
ト

ハ
、
文

部

省

㈠

復
員
者
補
習
教
育
施
設
ヲ
整
備
ス
ル
コ
ト

㈡

学
校
修
業
年
限
ヲ
旧
ニ
復
ス
ル
コ
ト

㈢

国
民
学
校
義
務
教
育
年
限
ヲ
延
長
ス
ル
コ
ト

九
、
大

蔵

省

㈠

戦
災
専
売
事
業
ヲ
急
速
復
旧
ス
ル
コ
ト

㈡

金
融
機
関
ノ
人
的
整
備
ヲ
図
ル
コ
ト

一
○
、
ソ

ノ

他

㈠

事
業
ノ
復
旧
振
興
ニ
要
ス
ル
資
金
ノ
融
通
、
補
償
、
起
債
及
助
成
等
ニ
付
テ
特
別
ノ
措
置
ヲ

講
ズ
ル
コ
ト

㈡

事
業
ノ
復
旧
、
振
興
ニ
伴
フ
又
ハ
関
係
機
関
団
体
等
ニ
於
ケ
ル
新
規
要
員
ノ
採
用
ニ
ツ
イ
テ

ハ
左
ニ
依
リ
措
置
ス
ル
コ
ト

㋑

女
子
、
高
年
令
者
、
年
少
者
ハ
可
及
的
ニ
男
子
青
壮
年
者
ヲ
以
テ
代
替
ス
ル
コ
ト

㋺

新
規
要
員
ハ
可
及
的
ニ
地
元
（
庁
府
県
）
居
住
者
ヲ
以
テ
充
ツ
ル
コ
ト

㈢

知
識
階
級
離
職
者
ノ
失
業
対
策
ニ
付
テ
ハ
行
政
整
理
ノ
実
施
等
ノ
関
係
モ
ア
リ
愈
々
困
難
ヲ

加
ウ
ル
ニ
至
ル
ベ
キ
ヲ
以
テ
之
ガ
職
業
確
保
ノ
為
民
間
調
査
研
究
機
関
ノ
拡
充
ヲ
促
進
ス
ル
ハ

固
ヨ
リ
各
省
ニ
於
テ
所
管
施
設
ノ
人
的
整
備
強
化
ニ
努
ム
ル
等
ノ
方
途
ヲ
講
ジ
極
力
知
識
階
級

労
務
者
ヲ
吸
収
ス
ル
様
特
段
ノ
措
置
ヲ
講
ズ
ル
コ
ト

『
行
政
二
』

昭
和
二
一
年
二
月
九
日

〔
二
─
二
〕
中
央
失
業
対
策
委
員
会
意
見

失失
業業
対対
策策
とと
しし
てて
急急
速速
措措
置置
すす
べべ
きき
事事
項項
にに
関関
すす
るる
意意
見見

一
、
失
業
解
決
ノ
為
メ
民
需
産
業
ノ
急
速
ナ
ル
振
興
ヲ
図
ル
為
メ
速
急
採
ル
ベ
キ
措
置

二
、
労
務
者
ノ
勤
労
意
欲
振
起
ノ
為
速
急
採
ル
ベ
キ
措
置
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昭
和
二
〇
年
一
一
月
一
六
日

〔
二
─
一
〕
閣
議
要
望

厚厚
生生
大大
臣臣
要要
望望
事事
項項

終
戦
ニ
伴
フ
軍
並
ニ
産
業
復
員
者
海
外
引
揚
民
ソ
ノ
他
離
職
者
ノ
就
職
確
保
ニ
関
シ
テ
ハ
鋭
意
施

策
ヲ
講
ジ
ツ
ツ
ア
ル
モ
現
在
ノ
如
キ
産
業
経
済
並
ニ
国
民
生
活
ノ
実
情
ヲ
以
テ
シ
テ
ハ
到
底
所
期
ノ

効
果
ヲ
挙
ゲ
得
ザ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
此
ノ
儀
徒
ニ
推
移
セ
ン
カ
民
生
ハ
愈
々
逼
迫
頽
廃
シ
新
日
本
建
設

ノ
前
途
ニ
多
大
ノ
障
礙
ヲ
齎
ス
ニ
至
ル
ベ
キ
ハ
論
ヲ
俟
タ
ス
仍
テ
政
府
ニ
於
テ
ハ

㈠

国
民
ノ
生
活
並
ニ
之
ガ
基
本
タ
ル
道
義
生
活
ノ
確
立

㈡

民
需
産
業
ノ
自
主
的
振
興
ノ
促
進

㈢

戦
後
復
興
土
木
建
築
事
業
ノ
急
速
実
施

㈣

農
林
水
産
開
発
ノ
急
速
実
施

ノ
方
途
ヲ
確
立
シ
関
係
各
省
ヲ
シ
テ
夫
々
ソ
ノ
所
管
ニ
従
ヒ
概
ネ
左
ニ
依
リ
関
係
事
業
ノ
急
速
実
施

ニ
努
メ
シ
メ
以
テ
終
戦
ニ
伴
フ
失
業
対
策
ノ
遂
行
ヲ
資
セ
ラ
ル
ル
樣
要
望
ス

一
、
内
開
情
報
局

㈠

国
民
ノ
勤
労
生
活
ノ
確
立
特
ニ
勤
労
意
欲
ノ
振
起
並
ニ
之
ガ
基
本
タ
ル
道
義
生
活
ノ
徹
底
ニ

関
ス
ル
輿
論
ノ
積
極
的
且
自
主
的
昂
揚
ヲ
図
ル
コ
ト

㈡

各
種
文
北
、
芸
能
事
業
特
ニ
地
方
文
化
ノ
確
立
ヲ
図
ル
コ
ト

二
、
戦
災
復
興
院

戦
災
復
興
ノ
為
ノ
住
宅
建
設
並
ニ
土
木
建
設
事
業
ヲ
急
速
ニ
実
施
ス
ル
コ
ト

三
、
内

務

省

㈠

河
川
改
修
上
下
水
道
等
ノ
公
共
事
業
ヲ
急
速
実
施
ス
ル
コ
ト

㈡

市
町
村
ソ
ノ
他
末
端
行
政
機
構
ノ
人
的
整
備
ヲ
図
ル
コ
ト

四
、
商

工

省

㈠

民
需
産
業
ノ
自
主
的
振
興
ヲ
促
進
ス
ル
コ
ト

㈡

水
力
発
電
工
事
ノ
大
規
模
ナ
ル
起
工
ヲ
実
施
ス
ル
コ
ト

㈢

石
炭
増
産
対
策
ノ
徹
底
的
確
立
ヲ
図
ル
コ
ト

㈣

廃
休
鉱
山
、
工
場
商
店
ノ
再
開
ヲ
促
進
ス
ル
コ
ト

㈤

瓦
斯
電
気
等
ノ
公
共
的
事
業
ノ
振
興
ヲ
促
進
ス
ル
コ
ト

五
、
農

林

省

㈠

農
林
水
産
ノ
開
発
並
ニ
利
用
加
工
事
業
ノ
劃
期
的
促
進
ヲ
急
速
ニ
実
効
ア
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

㈡

農
林
水
産
関
係
ノ
施
設
機
具
機
械
肥
料
等
ノ
整
備
増
産
ニ
努
ム
ル
コ
ト

㈢

農
林
工
事
並
ニ
副
業
ノ
振
興
ヲ
図
ル
コ
ト

六
、
遅

輸

省

㈠

戦
災
運
輸
施
設
ヲ
急
速
復
旧
ス
ル
コ
ト

㈡

電
化
、
複
線
工
事
港
湾
車
輛
ソ
ノ
他
運
輸
施
設
ノ
増
強
整
備
ヲ
図
ル
コ
ト

㈢

迎
送
運
搬
機
構
ノ
人
的
整
備
ヲ
図
ル
コ
ト

七
、
逓

信

院

戦
災
通
信
機
関
ヲ
急
速
復
旧
ス
ル
コ
ト

ハ
、
文

部

省

㈠

復
員
者
補
習
教
育
施
設
ヲ
整
備
ス
ル
コ
ト

㈡

学
校
修
業
年
限
ヲ
旧
ニ
復
ス
ル
コ
ト

㈢

国
民
学
校
義
務
教
育
年
限
ヲ
延
長
ス
ル
コ
ト

九
、
大

蔵

省

㈠

戦
災
専
売
事
業
ヲ
急
速
復
旧
ス
ル
コ
ト

㈡

金
融
機
関
ノ
人
的
整
備
ヲ
図
ル
コ
ト

一
○
、
ソ

ノ

他

㈠

事
業
ノ
復
旧
振
興
ニ
要
ス
ル
資
金
ノ
融
通
、
補
償
、
起
債
及
助
成
等
ニ
付
テ
特
別
ノ
措
置
ヲ

講
ズ
ル
コ
ト

㈡

事
業
ノ
復
旧
、
振
興
ニ
伴
フ
又
ハ
関
係
機
関
団
体
等
ニ
於
ケ
ル
新
規
要
員
ノ
採
用
ニ
ツ
イ
テ

ハ
左
ニ
依
リ
措
置
ス
ル
コ
ト

㋑

女
子
、
高
年
令
者
、
年
少
者
ハ
可
及
的
ニ
男
子
青
壮
年
者
ヲ
以
テ
代
替
ス
ル
コ
ト

㋺

新
規
要
員
ハ
可
及
的
ニ
地
元
（
庁
府
県
）
居
住
者
ヲ
以
テ
充
ツ
ル
コ
ト

㈢

知
識
階
級
離
職
者
ノ
失
業
対
策
ニ
付
テ
ハ
行
政
整
理
ノ
実
施
等
ノ
関
係
モ
ア
リ
愈
々
困
難
ヲ

加
ウ
ル
ニ
至
ル
ベ
キ
ヲ
以
テ
之
ガ
職
業
確
保
ノ
為
民
間
調
査
研
究
機
関
ノ
拡
充
ヲ
促
進
ス
ル
ハ

固
ヨ
リ
各
省
ニ
於
テ
所
管
施
設
ノ
人
的
整
備
強
化
ニ
努
ム
ル
等
ノ
方
途
ヲ
講
ジ
極
力
知
識
階
級

労
務
者
ヲ
吸
収
ス
ル
様
特
段
ノ
措
置
ヲ
講
ズ
ル
コ
ト

『
行
政
二
』

昭
和
二
一
年
二
月
九
日

〔
二
─
二
〕
中
央
失
業
対
策
委
員
会
意
見

失失
業業
対対
策策
とと
しし
てて
急急
速速
措措
置置
すす
べべ
きき
事事
項項
にに
関関
すす
るる
意意
見見

一
、
失
業
解
決
ノ
為
メ
民
需
産
業
ノ
急
速
ナ
ル
振
興
ヲ
図
ル
為
メ
速
急
採
ル
ベ
キ
措
置

二
、
労
務
者
ノ
勤
労
意
欲
振
起
ノ
為
速
急
採
ル
ベ
キ
措
置
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三
、
知
識
階
級
失
業
対
策

四
、
女
子
失
業
対
策序

失
業
ハ
、
必
然
ニ
惜
ラ
労
力
ヲ
喪
失
ス
ル
一
両
失
業
者
ヲ
シ
テ
生
活
不
安
ニ
陥
レ
、
惹
イ
テ
社
会
不

安
ノ
招
来
ヲ
免
レ
ナ
イ
、
仮
に
、
一
人
一
ヶ
月
ノ
平
均
勤
労
価
値
ヲ
百
八
十
八
円
（
昭
和
二
十
年
十
一

月
厚
生
省
労
政
局
給
与
課
調
査
ニ
係
ル
年
令
三
〇－

三
九
労
務
者
全
国
平
均
賃
金
ニ
シ
テ
百
十
二
億
八

千
万
円
ト
ナ
ル
。
国
民
総
勤
労
価
値
乃
至
ハ
総
生
産
価
値
ニ
対
ス
ル
、
其
ノ
割
合
ノ
、
甚
ダ
、
高
率
ノ

モ
ノ
タ
ル
コ
ト
ハ
云
フ
迄
モ
ア
ル
マ
イ
。
シ
カ
モ
、
今
日
ノ
儘
推
移
ス
ル
ニ
に
於
テ
ハ
、
失
業
者
ノ
数

ハ
益
々
増
加
ス
ル
。
斯
ク
シ
テ
勤
労
価
値
ノ
喪
失
ノ
上
ニ
□
社
会
不
安
ニ
因
ル
損
失
ヲ
加
算
セ
ン
カ
、

国
民
経
済
ノ
蒙
ル
総
損
失
ハ
蓋
シ
、
測
リ
知
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
程
ニ
甚
大
ナ
ル
モ
ノ
ト
ナ
ル
ノ
デ
ア
ラ
ウ
。

惟
フ
ニ
、
敗
戦
日
本
ニ
於
ケ
ル
経
済
的
再
編
成
否
ノ
鍵
ハ
一
ニ
失
業
ニ
依
ル
此
ノ
喪
失
勤
労
ヲ
再
生

産
的
ニ
活
カ
ス
カ
、
否
カ
ニ
繋
ッ
テ
居
ル
ト
言
ッ
テ
モ
過
言
デ
ア
ル
マ
イ
。
失
業
対
策
ノ
、
今
日
、
特

ニ
重
要
視
セ
ラ
ル
ヽ
所
以
ハ
、
実
ニ
、
此
処
ニ
ア
ル
ノ
デ
ア
ル
。

而
シ
テ
、
現
下
ノ
失
業
ハ
、
従
前
ノ
夫
レ
ノ
如
ク
過
剰
生
産
ニ
因
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ズ
、
現
下
ノ
経
済

ハ
寧
ロ
反
対
ニ
過
少
生
産
ノ
間
隙
ノ
為
ニ
困
窮
セ
シ
メ
ラ
レ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
ル
ガ
、
夫
レ
ニ
モ
拘
ラ
ズ

多
数
ノ
失
業
者
ヲ
輩
出
シ
ツ
ヽ
ア
ル
所
以
ノ
モ
ノ
ハ
要
ス
ル
ニ
、
主
ト
シ
テ
戦
時
生
産
ノ
平
和
生
産
ヘ

ノ
切
替
ヘ
ノ
過
渡
期
ニ
於
ケ
ル
産
業
ノ
停
頓
ニ
因
ル
モ
ノ
ニ
他
ナ
ラ
ナ
イ
。
既
ニ
原
因
ニ
於
テ
異
ナ
ル
、

等
シ
ク
失
業
対
策
ト
云
フ
モ
、
現
下
ノ
失
業
対
策
ガ
、
従
前
ノ
夫
レ
ト
異
ナ
ラ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
ハ
贅
言

ヲ
要
シ
ナ
イ
。

一
面
ニ
於
テ
ハ
出
来
得
ル
限
リ
、
現
下
ノ
多
数
ノ
失
業
者
ノ
完
全
就
業
ヲ
期
シ
、
他
面
、
過
少
生
産

ヲ
シ
テ
、
妥
当
ノ
生
産
水
準
ニ
迄
昂
ム
ベ
ク
、
操
業
ノ
停
賴
セ
ル
諸
産
業
ノ
再
出
発
ト
振
興
ト
ヲ
促
進

セ
シ
メ
ル
コ
ト
ガ
、
失
業
対
策
ノ
狙
ヒ
ト
セ
ラ
ル
ヽ
所
デ
ア
ル
ガ
、
其
ノ
事
ノ
為
ニ
ハ
、
中
間
賠
償
報

告
ニ
ヨ
ル
除
去
設
備
以
外
ノ
残
存
生
産
設
備
ノ
完
全
操
業
ヲ
期
サ
ナ
レ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
。
而
シ
テ
、
此

ノ
残
存
生
産
設
備
ノ
有
機
的
ナ
ル
完
全
操
業
ヲ
達
成
ス
ル
為
ニ
ハ
、
各
種
ノ
恒
久
的
対
策
ノ
樹
立
ヲ
必

要
ト
ス
ル
モ
、
斯
カ
ル
恒
久
的
ナ
失
業
対
策
ノ
樹
立
ノ
為
ニ
ハ
藉
ス
ニ
時
日
ヲ
以
テ
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ

ナ
イ
。
而
モ
、
現
下
ノ
失
業
問
題
ノ
緊
急
性
ニ
ハ
、
一
日
ト
雖
モ
忽
諸
ニ
附
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ガ
ア

ル
。応

急
失
業
対
策
ト
シ
テ
、
農
地
開
墾
、
水
力
発
電
其
ノ
他
土
木
建
築
事
業
ノ
重
要
ナ
ル
こ
と
ハ
勿

論
デ
ア
ル
ガ
、
乍
併
、
夫
レ
ト
同
時
ニ
或
ハ
夫
レ
ニ
先
行
シ
テ
停
頓
セ
ル
生
産
ノ
回
復
乃
至
ハ
振
興

ガ
促
進
セ
ラ
レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
。
此
ノ
事
ハ
、
現
下
ノ
イ
ン
フ
レ
対
策
ト
シ
テ
モ
亦
極
メ
テ
緊

切
ト
セ
ラ
レ
ル
。

尚
、
此
ノ
機
会
ニ
一
言
附
ケ
加
エ
タ
イ
ノ
ハ
、
産
業
指
導
理
念
ノ
問
題
デ
ア
ル
。
確
固
タ
ル
指
導

理
念
無
ク
シ
テ
ハ
、
如
何
ニ
最
善
ノ
失
業
対
策
ト
雖
モ
、
所
期
ノ
効
果
ハ
挙
ゲ
難
イ
。
然
ラ
バ
如
何

ナ
ル
理
念
ヲ
以
テ
失
業
対
策
ヲ
一
貫
ス
ル
精
神
的
原
則
ト
ス
ル
カ
、
曰
ク
、
政
府
ト
企
業
家
ト
勤
労

者
（
知
識
階
級
者
及
筋
肉
労
働
者
ヲ
含
ム
）
ト
ヲ
問
ハ
ズ
、
総
ベ
テ
経
済
活
動
ニ
従
フ
者
ヲ
シ
テ
勤

労
ノ
尊
重
ス
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
及
協
同
心
昂
揚
ノ
必
要
ナ
ル
コ
ト
ヲ
自
覚
セ
シ
ム
コ
ト
之
デ
ア

ル
。

第
一
、
民
需
産
業
振
興
ニ
関
ス
ル
一
般
問
題

現
在
、
我
ガ
国
産
業
ノ
振
興
ヲ
汎
ク
阻
害
シ
ツ
ヽ
ア
ル
原
因
ハ
、
殆
ド
無
数
ニ
存
在
ス
ル
ガ
、
茲

ニ
就
中
最
モ
重
要
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
列
挙
ス
レ
バ
、
概
ネ
、
次
ノ
如
ク
デ
ア
ル

㈠

食
料
ノ
不
足

㈡

石
炭
ノ
不
足

㈢

原
料
材
料
ノ
不
足

㈤

運
輸
力
ノ
不
足

㈤

運
輸
機
関
ノ
不
信
用

㈥

住
居
交
通
ノ
不
足
不
便

㈦

戦
時
中
ニ
起
レ
ル
国
民
道
義
心
ノ
頽
廃

㈧

労
働
争
議
ノ
簇
出

㈨

貨
幣
価
値
ニ
対
ス
ル
信
認
ノ
欠
如

⑽

政
府
ノ
弱
体
ト
官
僚
ノ
自
信
喪
火

是
等
産
業
一
般
ノ
振
興
ヲ
阻
害
シ
ツ
ヽ
ア
ル
主
要
原
因
ガ
同
時
ニ
又
、
民
需
産
業
ノ
振
興
防
碍
ノ

原
因
タ
ル
コ
ト
ハ
言
フ
迄
モ
ナ
イ
ガ
、
然
シ
、
更
ニ
次
ノ
如
ク
民
需
生
産
業
ニ
特
殊
ナ
不
振
原
因
モ

相
当
数
ヘ
得
ル
ノ
デ
ア
ル
。

㈠

価
格
政
策
ノ
不
徹
底

㈡

統
制
ノ
凸
凹

㈢

政
府
ニ
対
ス
ル
生
産
者
ノ
不
信
用

㈣

民
需
産
業
ノ
企
業
整
備

㈤

軍
需
産
業
ノ
馴
致
セ
ル
従
業
員
ノ
怠
ノ
癖

応
急
失
業
対
策
ト
シ
テ
民
需
産
業
ヲ
急
速
ニ
振
興
セ
シ
ム
ル
為
メ
ニ
、
少
ク
ト
モ
先
ヅ
、
以
上
ノ

一
般
的
諸
障
碍
並
ビ
ニ
特
殊
的
諸
障
碍
ヲ
除
去
ス
ル
コ
ト
ガ
急
務
デ
ア
リ
、
更
ニ
他
ニ
モ
金
融
ソ
ノ

他
猶
ホ
多
ク
ノ
不
振
原
因
ヲ
克
服
ス
ル
ノ
要
ガ
ア
ル
ガ
、
其
ノ
実
行
ニ
ハ
、
極
メ
テ
細
心
ノ
注
意
ガ

払
ハ
レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
。
而
モ
猶
ホ
我
ガ
国
民
性
其
ノ
他
ノ
事
実
ニ
照
ラ
シ
テ
幾
何
ノ
効
果
ヲ

奏
シ
得
ラ
ル
ル
カ
ハ
疑
ハ
シ
ク
卒
直
ニ
云
ヘ
バ
、
真
ノ
解
決
ハ
「
時
」
ノ
要
素
ノ
重
大
性
ヲ
考
慮
ニ

入
レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
。
而
シ
テ
其
ノ
「
時
」
ハ
、
大
体
、
次
ノ
三
点
ニ
帰
着
ス
ル
。
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㋑
財
政
的
ニ
ハ
財
産
税
等
三
税
ニ
関
ス
ル
申
告
ガ
終
了
シ
、
現
在
ノ
極
端
ナ
ル
浮
動
購
買
力
ガ
抑

制
セ
ラ
レ
、
通
貨
収
縮
ノ
緒
ニ
ツ
イ
タ
時
（
夫
レ
ハ
幸
ニ
モ
近
キ
将
来
ニ
迫
ッ
テ
居
ル
）

㋺
食
料
関
係
ニ
ア
ッ
テ
、
今
秋
、
国
内
ニ
於
テ
本
年
度
米
ノ
収
穫
見
当
ガ
ツ
イ
タ
時
（
此
ノ
時
期

ガ
、
一
番
明
白
ナ
其
ノ
「
時
」
デ
ア
ル
ガ
、
幸
ヒ
ニ
シ
テ
連
合
軍
司
令
部
ノ
好
意
ニ
ヨ
リ
食
糧

ノ
輪
入
ガ
実
現
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
三
月
デ
モ
四
月
デ
モ
此
処
ニ
云
ウ
「
時
」
ヲ
意
味
ス
ル
）

㋩
賠
償
問
題
ハ
生
産
者
ニ
対
ス
ル
大
キ
ナ
（
編
注
：
「
時
」
抜
け
か
？
）
デ
ア
ル
。
最
近
中
間
報

告
ニ
ヨ
ッ
テ
、
漸
ク
其
ノ
概
貌
ガ
明
ラ
カ
ニ
サ
レ
タ
ガ
之
ニ
関
連
シ
テ
国
内
ニ
現
存
ス
ル
産
業

ノ
種
類
及
ビ
一
場
ノ
存
廃
ガ
明
示
セ
ラ
レ
タ
時
ガ
、
之
又
大
キ
ナ
「
時
」
ニ
該
当
ス
ル
）

要
ス
ル
ニ
民
需
産
業
ノ
真
ノ
振
興
ハ
時
ニ
俟
ッ
ニ
非
レ
バ
奏
功
シ
難
イ
ト
考
フ
ル
モ
ノ
デ
ア
ル

ガ
、
然
シ
、
個
々
ノ
具
体
策
ト
云
フ
ナ
ラ
バ
、
急
速
ニ
次
ノ
諸
方
策
ヲ
実
行
ス
ベ
キ
デ
ア
ラ
ウ
。

第
二
、
民
需
産
業
ノ
振
興
ニ
関
ス
ル
緊
急
ノ
問
題

一
、
食
糧
ノ
確
保
ト
増
産
ノ
問
題

失
業
対
策
ト
シ
テ
ノ
食
糧
問
題
ハ
、
最
モ
基
本
的
ノ
問
題
ノ
一
ツ
デ
ア
ル
ガ
、
此
ノ
問
題
ハ
、
当

面
ノ
食
糧
確
保
ト
今
後
ノ
食
糧
増
産
ト
ノ
二
ツ
ニ
分
ケ
テ
施
策
セ
ラ
レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
。
失
業

対
策
ト
シ
テ
ノ
食
糧
問
題
ト
云
ヘ
バ
人
々
ニ
ハ
、
直
チ
ニ
、
食
糧
増
産
政
策
、
即
チ
農
地
開
墾
計
画

ニ
想
到
セ
ラ
レ
勝
デ
ア
ル
ガ
、
実
際
ニ
ハ
未
開
地
ヲ
開
墾
ス
ル
為
ニ
多
数
ノ
失
業
者
ヲ
吸
収
シ
得
ラ

レ
ル
ニ
シ
テ
モ
、
夫
等
ノ
開
墾
労
務
者
ヲ
シ
テ
、
勤
労
セ
シ
ム
ル
為
ニ
ハ
、
先
ヅ
所
要
食
糧
ヲ
供
給

ス
ル
コ
ト
ガ
第
一
ノ
条
件
ト
ナ
ル
。
生
産
物
ヲ
獲
得
ス
ル
迄
其
ノ
間
、
食
フ
ベ
キ
食
糧
ヲ
必
要
ト
シ
、

ソ
ノ
食
糧
ガ
確
保
セ
ラ
レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
。
此
ノ
事
ハ
、
独
リ
開
墾
労
務
者
ノ
ミ
ニ
限
ラ
ズ
、

総
ベ
テ
ノ
労
務
者
ニ
ト
ツ
テ
モ
同
様
ニ
重
要
ナ
条
件
ト
セ
ラ
レ
ル
。

現
在
ノ
失
業
者
ノ
多
ク
ハ
、
敢
へ
テ
就
職
ニ
焦
慮
セ
ズ
、
甚
ダ
シ
ク
勤
労
意
欲
ニ
乏
シ
イ
観
ガ
ア

ル
ガ
、
之
モ
要
ス
ル
ニ
食
糧
問
題
ニ
帰
着
ス
ル
。
大
都
会
ニ
就
職
シ
テ
モ
食
糧
ノ
保
証
ガ
得
ラ
レ
ナ

イ
。
已
ム
ナ
ク
、
比
較
的
ニ
食
糧
ニ
安
全
ナ
田
舎
ニ
疎
開
シ
タ
儘
デ
居
ル
ノ
ガ
現
状
デ
ア
ル
。
主
食

糧
ノ
供
給
サ
へ
適
当
ニ
保
証
セ
ラ
レ
ル
ナ
ラ
バ
、
失
業
者
ノ
多
ク
ガ
、
直
チ
ニ
動
労
意
欲
ヲ
燃
エ
上

ラ
セ
、
民
需
生
産
ノ
再
出
発
ト
振
興
ニ
参
加
ス
ル
ダ
ロ
ウ
コ
ト
ハ
、
最
近
ノ
石
炭
増
産
ノ
経
過
ガ
、

十
二
分
ニ
之
ヲ
証
明
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
ル
。

乍
併
、
実
際
ニ
於
テ
、
国
全
体
ト
シ
テ
食
糧
事
情
ニ
不
安
ノ
ア
ル
ノ
ハ
諸
々
ノ
事
情
カ
ラ
デ
ハ
ア

ル
ガ
、
主
ト
シ
テ
昨
年
ノ
内
地
米
ノ
凶
作
ニ
因
ル
モ
ノ
ニ
他
ナ
ラ
ナ
イ
。
従
ッ
テ
本
年
ノ
需
給
関
係

ニ
於
ケ
ル
不
足
ハ
、
結
局
外
米
輸
入
ニ
依
存
ス
ル
ヨ
リ
他
ナ
イ
ノ
デ
ア
ル
。
国
民
生
存
ノ
観
点
カ
ラ
、

三
百
万
噸
ノ
輸
入
計
画
ガ
立
テ
ラ
レ
タ
ノ
ハ
当
然
デ
ア
ル
ガ
、
更
ニ
失
業
対
策
ト
シ
テ
ノ
動
労
意
欲

昂
揚
ノ
角
度
カ
ラ
シ
テ
モ
、
コ
ノ
計
画
ノ
完
全
ニ
シ
テ
速
急
ナ
ル
遂
行
ガ
要
請
セ
ラ
レ
ル
。

失
業
対
策
ノ
一
ト
シ
テ
、
又
、
食
糧
自
給
ノ
為
ノ
増
産
政
策
ト
シ
テ
、
政
府
ニ
於
テ
農
地
ノ
開
墾
、

開
拓
及
土
地
改
良
等
ノ
事
業
五
ヶ
年
計
画
ガ
立
案
セ
ラ
レ
タ
ノ
ハ
、
何
人
モ
賛
意
ヲ
惜
シ
マ
ヌ
所
デ

ア
ラ
ウ
、
唯
ダ
、
併
シ
乍
ラ
、
計
画
ノ
内
容
ヲ
一
瞥
ス
ル
ニ
、
事
業
遂
行
ノ
為
、
使
用
延
人
員
二
十

億
人
、
総
経
費
予
算
七
十
億
円
ト
ア
ル
ガ
、
此
処
ニ
仮
リ
ニ
コ
ノ
七
十
億
円
全
部
ヲ
労
賃
ニ
充
当
ス

ル
ト
シ
テ
モ
、
延
人
員
二
十
億
ニ
テ
ハ
、
平
均
一
人
一
日
ノ
労
賃
三
円
五
十
銭
ニ
過
ギ
ナ
イ
。
如
何

ニ
山
村
ノ
事
ト
云
ッ
テ
モ
、
又
、
イ
ン
フ
レ
対
策
ガ
若
干
奏
功
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
モ
、
聊
カ
現
状
ニ

ソ
グ
ハ
ザ
ル
感
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
ル
。
事
業
ハ
中
途
ニ
シ
テ
行
詰
リ
ニ
陷
ル
コ
ト
ナ
キ
カ
ガ
懸
念
セ
ラ

レ
ル
。
須
ラ
ク
再
検
討
ヲ
加
エ
テ
本
計
画
ノ
遂
行
ニ
遺
憾
ナ
キ
ヲ
期
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
。

食
糧
問
題
解
決
ノ
為
ニ
ハ
、
単
ニ
農
作
物
ニ
限
ラ
ズ
、
更
ニ
之
ト
併
行
シ
テ
海
洋
魚
類
ノ
大
増
獲

ヲ
促
進
ス
ベ
キ
デ
ア
ル
。
現
ニ
一
部
汽
船
会
社
ガ
実
行
シ
ツ
ヽ
ア
ル
如
ク
半
バ
失
業
シ
タ
ル
汽
船
会

社
ヲ
シ
テ
、
漁
業
ニ
転
向
セ
シ
ム
ル
ニ
如
ク
ハ
ナ
イ
。
勿
論
其
ノ
為
ニ
ハ
連
合
軍
司
令
部
ニ
対
シ
テ

遠
洋
漁
業
ノ
許
可
ヲ
得
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ル
マ
イ
ガ
、
之
ニ
努
力
ス
ル
ト
同
時
ニ
許
可
前
ニ
於
テ
モ
作
業

セ
シ
ム
ベ
ク
、
沖
合
漁
業
ニ
当
ラ
シ
ム
レ
バ
ヨ
イ
。
資
金
ト
シ
テ
ハ
其
ノ
特
妹
預
金
ヲ
利
用
セ
シ
ム

レ
バ
足
リ
、
労
務
者
ト
シ
テ
ハ
船
員
失
業
者
及
海
軍
艦
船
復
員
者
ヲ
採
用
シ
、
漁
業
技
能
ニ
習
熟
シ

タ
ル
当
業
者
ヲ
シ
テ
之
ヲ
指
導
セ
シ
ム
ル
事
ニ
シ
タ
イ
。
農
地
開
墾
ノ
場
合
ニ
比
較
シ
テ
失
業
者
ヲ

就
職
セ
シ
ム
ル
分
量
ハ
少
イ
ガ
、
然
シ
、
早
急
ニ
効
果
ヲ
収
メ
得
ラ
ル
ヽ
利
益
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
ル
。

二
、
石
炭
ノ
増
産
問
題

民
需
生
産
ノ
振
興
ニ
ト
ッ
テ
、
石
炭
ノ
必
要
不
可
欠
ノ
基
本
資
材
タ
ル
ハ
、
猶
ホ
労
務
者
ニ
ト
ッ

テ
米
ノ
必
要
品
タ
ル
コ
ト
ト
全
ク
同
ジ
ト
云
ッ
テ
過
言
デ
ナ
イ
。
失
業
対
策
ト
シ
テ
石
炭
増
産
ノ
演

ズ
ル
役
割
モ
実
ニ
茲
ニ
ア
ル
ノ
デ
ア
ル
。
炭
鉱
自
体
ニ
ハ
、
将
来
ト
雖
モ
多
数
ノ
失
業
者
ヲ
収
容
ス

ル
事
ハ
、
之
ヲ
期
待
出
来
ナ
イ
ガ
、
民
需
産
業
ノ
復
興
ノ
為
ノ
所
要
石
炭
ガ
何
レ
ノ
日
ニ
カ
、
ヨ
ク

充
分
ニ
供
給
シ
得
ラ
ル
ヽ
カ
ノ
問
題
ハ
、
応
急
失
業
対
策
ト
シ
テ
、
主
食
糧
ノ
問
題
ト
共
ニ
、
特
ニ

重
要
視
セ
ラ
ル
ル
事
ト
ナ
ル
ノ
デ
ア
ル
。

民
需
産
業
ノ
再
出
発
ノ
為
ニ
ハ
、
一
ヶ
月
最
少
限
二
百
万
噸
ノ
石
炭
ガ
必
要
ト
セ
ラ
レ
ル
。
之
ヲ

充
足
ス
ル
為
ニ
ハ
二
百
万
噸
乃
至
二
百
五
十
万
噸
ノ
出
産
力
ヲ
急
速
ニ
回
復
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ

ノ
デ
ア
ッ
テ
、
其
ノ
遅
速
ハ
、
取
不
直
、
民
需
産
業
ノ
再
出
発
乃
至
ハ
振
興
ノ
遅
速
ヲ
意
味
ス
ル
コ

ト
ニ
ナ
ル
ノ
デ
ア
ル
。

而
モ
、
民
需
産
業
ガ
、
一
度
再
出
発
ノ
緒
ニ
ツ
ク
ニ
於
テ
ハ
、
一
、
二
年
ノ
後
ニ
月
額
三
百
万
噸

乃
至
夫
レ
以
上
ノ
石
炭
ガ
所
要
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
至
ル
ダ
ラ
ウ
事
ガ
予
想
セ
ラ
レ
ル
。

然
ラ
バ
、
如
何
ニ
シ
テ
出
炭
力
ノ
急
速
回
復
ヲ
図
ル
ベ
キ
カ
。
惟
ウ
ニ
、
最
近
ノ
出
炭
情
況
夫
レ

自
体
ガ
実
証
ス
ル
如
ク
、
其
ノ
為
ニ
ハ
労
務
、
資
材
、
輸
送
、
経
理
等
々
生
産
条
件
ノ
各
々
ヲ
能
ウ

限
リ
、
良
好
ナ
ル
状
態
ニ
置
ク
事
ヲ
第
一
義
ト
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
絮
説
ス
ル
迄
モ
ア
ル
マ
イ
。
従

ッ
テ
、
今
日
ニ
在
ッ
テ
ハ
、
是
等
ニ
関
ス
ル
国
家
ノ
政
策
ヲ
一
先
ヅ
、
優
先
的
ニ
石
炭
ニ
集
中
シ
、
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㋑
財
政
的
ニ
ハ
財
産
税
等
三
税
ニ
関
ス
ル
申
告
ガ
終
了
シ
、
現
在
ノ
極
端
ナ
ル
浮
動
購
買
力
ガ
抑

制
セ
ラ
レ
、
通
貨
収
縮
ノ
緒
ニ
ツ
イ
タ
時
（
夫
レ
ハ
幸
ニ
モ
近
キ
将
来
ニ
迫
ッ
テ
居
ル
）

㋺
食
料
関
係
ニ
ア
ッ
テ
、
今
秋
、
国
内
ニ
於
テ
本
年
度
米
ノ
収
穫
見
当
ガ
ツ
イ
タ
時
（
此
ノ
時
期

ガ
、
一
番
明
白
ナ
其
ノ
「
時
」
デ
ア
ル
ガ
、
幸
ヒ
ニ
シ
テ
連
合
軍
司
令
部
ノ
好
意
ニ
ヨ
リ
食
糧

ノ
輪
入
ガ
実
現
ス
ル
ナ
ラ
バ
、
三
月
デ
モ
四
月
デ
モ
此
処
ニ
云
ウ
「
時
」
ヲ
意
味
ス
ル
）

㋩
賠
償
問
題
ハ
生
産
者
ニ
対
ス
ル
大
キ
ナ
（
編
注
：
「
時
」
抜
け
か
？
）
デ
ア
ル
。
最
近
中
間
報

告
ニ
ヨ
ッ
テ
、
漸
ク
其
ノ
概
貌
ガ
明
ラ
カ
ニ
サ
レ
タ
ガ
之
ニ
関
連
シ
テ
国
内
ニ
現
存
ス
ル
産
業

ノ
種
類
及
ビ
一
場
ノ
存
廃
ガ
明
示
セ
ラ
レ
タ
時
ガ
、
之
又
大
キ
ナ
「
時
」
ニ
該
当
ス
ル
）

要
ス
ル
ニ
民
需
産
業
ノ
真
ノ
振
興
ハ
時
ニ
俟
ッ
ニ
非
レ
バ
奏
功
シ
難
イ
ト
考
フ
ル
モ
ノ
デ
ア
ル

ガ
、
然
シ
、
個
々
ノ
具
体
策
ト
云
フ
ナ
ラ
バ
、
急
速
ニ
次
ノ
諸
方
策
ヲ
実
行
ス
ベ
キ
デ
ア
ラ
ウ
。

第
二
、
民
需
産
業
ノ
振
興
ニ
関
ス
ル
緊
急
ノ
問
題

一
、
食
糧
ノ
確
保
ト
増
産
ノ
問
題

失
業
対
策
ト
シ
テ
ノ
食
糧
問
題
ハ
、
最
モ
基
本
的
ノ
問
題
ノ
一
ツ
デ
ア
ル
ガ
、
此
ノ
問
題
ハ
、
当

面
ノ
食
糧
確
保
ト
今
後
ノ
食
糧
増
産
ト
ノ
二
ツ
ニ
分
ケ
テ
施
策
セ
ラ
レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
。
失
業

対
策
ト
シ
テ
ノ
食
糧
問
題
ト
云
ヘ
バ
人
々
ニ
ハ
、
直
チ
ニ
、
食
糧
増
産
政
策
、
即
チ
農
地
開
墾
計
画

ニ
想
到
セ
ラ
レ
勝
デ
ア
ル
ガ
、
実
際
ニ
ハ
未
開
地
ヲ
開
墾
ス
ル
為
ニ
多
数
ノ
失
業
者
ヲ
吸
収
シ
得
ラ

レ
ル
ニ
シ
テ
モ
、
夫
等
ノ
開
墾
労
務
者
ヲ
シ
テ
、
勤
労
セ
シ
ム
ル
為
ニ
ハ
、
先
ヅ
所
要
食
糧
ヲ
供
給

ス
ル
コ
ト
ガ
第
一
ノ
条
件
ト
ナ
ル
。
生
産
物
ヲ
獲
得
ス
ル
迄
其
ノ
間
、
食
フ
ベ
キ
食
糧
ヲ
必
要
ト
シ
、

ソ
ノ
食
糧
ガ
確
保
セ
ラ
レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
。
此
ノ
事
ハ
、
独
リ
開
墾
労
務
者
ノ
ミ
ニ
限
ラ
ズ
、

総
ベ
テ
ノ
労
務
者
ニ
ト
ツ
テ
モ
同
様
ニ
重
要
ナ
条
件
ト
セ
ラ
レ
ル
。

現
在
ノ
失
業
者
ノ
多
ク
ハ
、
敢
へ
テ
就
職
ニ
焦
慮
セ
ズ
、
甚
ダ
シ
ク
勤
労
意
欲
ニ
乏
シ
イ
観
ガ
ア

ル
ガ
、
之
モ
要
ス
ル
ニ
食
糧
問
題
ニ
帰
着
ス
ル
。
大
都
会
ニ
就
職
シ
テ
モ
食
糧
ノ
保
証
ガ
得
ラ
レ
ナ

イ
。
已
ム
ナ
ク
、
比
較
的
ニ
食
糧
ニ
安
全
ナ
田
舎
ニ
疎
開
シ
タ
儘
デ
居
ル
ノ
ガ
現
状
デ
ア
ル
。
主
食

糧
ノ
供
給
サ
へ
適
当
ニ
保
証
セ
ラ
レ
ル
ナ
ラ
バ
、
失
業
者
ノ
多
ク
ガ
、
直
チ
ニ
動
労
意
欲
ヲ
燃
エ
上

ラ
セ
、
民
需
生
産
ノ
再
出
発
ト
振
興
ニ
参
加
ス
ル
ダ
ロ
ウ
コ
ト
ハ
、
最
近
ノ
石
炭
増
産
ノ
経
過
ガ
、

十
二
分
ニ
之
ヲ
証
明
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
ル
。

乍
併
、
実
際
ニ
於
テ
、
国
全
体
ト
シ
テ
食
糧
事
情
ニ
不
安
ノ
ア
ル
ノ
ハ
諸
々
ノ
事
情
カ
ラ
デ
ハ
ア

ル
ガ
、
主
ト
シ
テ
昨
年
ノ
内
地
米
ノ
凶
作
ニ
因
ル
モ
ノ
ニ
他
ナ
ラ
ナ
イ
。
従
ッ
テ
本
年
ノ
需
給
関
係

ニ
於
ケ
ル
不
足
ハ
、
結
局
外
米
輸
入
ニ
依
存
ス
ル
ヨ
リ
他
ナ
イ
ノ
デ
ア
ル
。
国
民
生
存
ノ
観
点
カ
ラ
、

三
百
万
噸
ノ
輸
入
計
画
ガ
立
テ
ラ
レ
タ
ノ
ハ
当
然
デ
ア
ル
ガ
、
更
ニ
失
業
対
策
ト
シ
テ
ノ
動
労
意
欲

昂
揚
ノ
角
度
カ
ラ
シ
テ
モ
、
コ
ノ
計
画
ノ
完
全
ニ
シ
テ
速
急
ナ
ル
遂
行
ガ
要
請
セ
ラ
レ
ル
。

失
業
対
策
ノ
一
ト
シ
テ
、
又
、
食
糧
自
給
ノ
為
ノ
増
産
政
策
ト
シ
テ
、
政
府
ニ
於
テ
農
地
ノ
開
墾
、

開
拓
及
土
地
改
良
等
ノ
事
業
五
ヶ
年
計
画
ガ
立
案
セ
ラ
レ
タ
ノ
ハ
、
何
人
モ
賛
意
ヲ
惜
シ
マ
ヌ
所
デ

ア
ラ
ウ
、
唯
ダ
、
併
シ
乍
ラ
、
計
画
ノ
内
容
ヲ
一
瞥
ス
ル
ニ
、
事
業
遂
行
ノ
為
、
使
用
延
人
員
二
十

億
人
、
総
経
費
予
算
七
十
億
円
ト
ア
ル
ガ
、
此
処
ニ
仮
リ
ニ
コ
ノ
七
十
億
円
全
部
ヲ
労
賃
ニ
充
当
ス

ル
ト
シ
テ
モ
、
延
人
員
二
十
億
ニ
テ
ハ
、
平
均
一
人
一
日
ノ
労
賃
三
円
五
十
銭
ニ
過
ギ
ナ
イ
。
如
何

ニ
山
村
ノ
事
ト
云
ッ
テ
モ
、
又
、
イ
ン
フ
レ
対
策
ガ
若
干
奏
功
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
モ
、
聊
カ
現
状
ニ

ソ
グ
ハ
ザ
ル
感
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
ル
。
事
業
ハ
中
途
ニ
シ
テ
行
詰
リ
ニ
陷
ル
コ
ト
ナ
キ
カ
ガ
懸
念
セ
ラ

レ
ル
。
須
ラ
ク
再
検
討
ヲ
加
エ
テ
本
計
画
ノ
遂
行
ニ
遺
憾
ナ
キ
ヲ
期
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
。

食
糧
問
題
解
決
ノ
為
ニ
ハ
、
単
ニ
農
作
物
ニ
限
ラ
ズ
、
更
ニ
之
ト
併
行
シ
テ
海
洋
魚
類
ノ
大
増
獲

ヲ
促
進
ス
ベ
キ
デ
ア
ル
。
現
ニ
一
部
汽
船
会
社
ガ
実
行
シ
ツ
ヽ
ア
ル
如
ク
半
バ
失
業
シ
タ
ル
汽
船
会

社
ヲ
シ
テ
、
漁
業
ニ
転
向
セ
シ
ム
ル
ニ
如
ク
ハ
ナ
イ
。
勿
論
其
ノ
為
ニ
ハ
連
合
軍
司
令
部
ニ
対
シ
テ

遠
洋
漁
業
ノ
許
可
ヲ
得
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ル
マ
イ
ガ
、
之
ニ
努
力
ス
ル
ト
同
時
ニ
許
可
前
ニ
於
テ
モ
作
業

セ
シ
ム
ベ
ク
、
沖
合
漁
業
ニ
当
ラ
シ
ム
レ
バ
ヨ
イ
。
資
金
ト
シ
テ
ハ
其
ノ
特
妹
預
金
ヲ
利
用
セ
シ
ム

レ
バ
足
リ
、
労
務
者
ト
シ
テ
ハ
船
員
失
業
者
及
海
軍
艦
船
復
員
者
ヲ
採
用
シ
、
漁
業
技
能
ニ
習
熟
シ

タ
ル
当
業
者
ヲ
シ
テ
之
ヲ
指
導
セ
シ
ム
ル
事
ニ
シ
タ
イ
。
農
地
開
墾
ノ
場
合
ニ
比
較
シ
テ
失
業
者
ヲ

就
職
セ
シ
ム
ル
分
量
ハ
少
イ
ガ
、
然
シ
、
早
急
ニ
効
果
ヲ
収
メ
得
ラ
ル
ヽ
利
益
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
ル
。

二
、
石
炭
ノ
増
産
問
題

民
需
生
産
ノ
振
興
ニ
ト
ッ
テ
、
石
炭
ノ
必
要
不
可
欠
ノ
基
本
資
材
タ
ル
ハ
、
猶
ホ
労
務
者
ニ
ト
ッ

テ
米
ノ
必
要
品
タ
ル
コ
ト
ト
全
ク
同
ジ
ト
云
ッ
テ
過
言
デ
ナ
イ
。
失
業
対
策
ト
シ
テ
石
炭
増
産
ノ
演

ズ
ル
役
割
モ
実
ニ
茲
ニ
ア
ル
ノ
デ
ア
ル
。
炭
鉱
自
体
ニ
ハ
、
将
来
ト
雖
モ
多
数
ノ
失
業
者
ヲ
収
容
ス

ル
事
ハ
、
之
ヲ
期
待
出
来
ナ
イ
ガ
、
民
需
産
業
ノ
復
興
ノ
為
ノ
所
要
石
炭
ガ
何
レ
ノ
日
ニ
カ
、
ヨ
ク

充
分
ニ
供
給
シ
得
ラ
ル
ヽ
カ
ノ
問
題
ハ
、
応
急
失
業
対
策
ト
シ
テ
、
主
食
糧
ノ
問
題
ト
共
ニ
、
特
ニ

重
要
視
セ
ラ
ル
ル
事
ト
ナ
ル
ノ
デ
ア
ル
。

民
需
産
業
ノ
再
出
発
ノ
為
ニ
ハ
、
一
ヶ
月
最
少
限
二
百
万
噸
ノ
石
炭
ガ
必
要
ト
セ
ラ
レ
ル
。
之
ヲ

充
足
ス
ル
為
ニ
ハ
二
百
万
噸
乃
至
二
百
五
十
万
噸
ノ
出
産
力
ヲ
急
速
ニ
回
復
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ

ノ
デ
ア
ッ
テ
、
其
ノ
遅
速
ハ
、
取
不
直
、
民
需
産
業
ノ
再
出
発
乃
至
ハ
振
興
ノ
遅
速
ヲ
意
味
ス
ル
コ

ト
ニ
ナ
ル
ノ
デ
ア
ル
。

而
モ
、
民
需
産
業
ガ
、
一
度
再
出
発
ノ
緒
ニ
ツ
ク
ニ
於
テ
ハ
、
一
、
二
年
ノ
後
ニ
月
額
三
百
万
噸

乃
至
夫
レ
以
上
ノ
石
炭
ガ
所
要
セ
ラ
ル
ヽ
ニ
至
ル
ダ
ラ
ウ
事
ガ
予
想
セ
ラ
レ
ル
。

然
ラ
バ
、
如
何
ニ
シ
テ
出
炭
力
ノ
急
速
回
復
ヲ
図
ル
ベ
キ
カ
。
惟
ウ
ニ
、
最
近
ノ
出
炭
情
況
夫
レ

自
体
ガ
実
証
ス
ル
如
ク
、
其
ノ
為
ニ
ハ
労
務
、
資
材
、
輸
送
、
経
理
等
々
生
産
条
件
ノ
各
々
ヲ
能
ウ

限
リ
、
良
好
ナ
ル
状
態
ニ
置
ク
事
ヲ
第
一
義
ト
セ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
絮
説
ス
ル
迄
モ
ア
ル
マ
イ
。
従

ッ
テ
、
今
日
ニ
在
ッ
テ
ハ
、
是
等
ニ
関
ス
ル
国
家
ノ
政
策
ヲ
一
先
ヅ
、
優
先
的
ニ
石
炭
ニ
集
中
シ
、
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一
日
モ
速
カ
ニ
出
炭
力
ノ
回
復
ヲ
図
ル
事
ガ
、
応
急
失
業
対
策
ノ
観
点
カ
ラ
シ
テ
モ
、
極
メ
テ
肝
要

ナ
ル
措
置
ト
セ
ラ
レ
ル
。

三
、
金
融
問
題

民
需
産
業
ヲ
急
速
ニ
回
復
シ
、
再
生
産
ヲ
可
能
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
ニ
ハ
、
金
融
面
ノ
諸
問
題
モ
亦
、

取
急
ギ
解
決
セ
ラ
レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
。
戦
災
保
険
金
、
軍
需
会
社
補
償
金
、
在
外
資
産
及
ビ
賠

償
施
設
ニ
対
ス
ル
補
償
、
等
々
ノ
諸
問
題
ガ
、
未
ダ
ニ
未
解
決
ノ
儘
、
放
擲
セ
ラ
レ
テ
居
ル
ガ
、
斯

ク
テ
ハ
何
レ
ノ
企
業
体
ト
雖
モ
、
金
融
的
ニ
モ
操
業
再
開
ヲ
期
シ
得
ラ
レ
ナ
イ
。
須
ラ
ク
、
即
時
、

是
等
ノ
賭
問
題
ヲ
解
決
シ
、
各
企
業
体
ノ
資
産
負
債
ノ
明
確
化
ト
信
用
ト
ノ
回
復
ヲ
図
ル
ベ
キ
デ
ア

ル
。
但
シ
戦
災
保
険
金
、
各
種
補
償
金
ノ
支
払
ニ
当
ッ
テ
ハ
、
之
ニ
厳
正
ナ
ル
審
査
、
査
定
ヲ
加
ヘ
、

荀
ク
モ
、
不
正
、
放
漫
ノ
支
出
ニ
流
レ
ザ
ル
ヤ
ウ
、
厳
重
ナ
ル
監
督
ノ
要
ア
ル
ハ
言
ウ
迄
モ
ナ
イ
。

而
モ
、
斯
ク
シ
テ
各
民
需
企
業
体
ノ
資
産
負
債
状
況
ガ
明
朗
ト
ナ
リ
、
信
用
ヲ
取
リ
戻
シ
タ
ト
ス

ル
モ
、
猶
ホ
金
融
資
金
ノ
枯
渇
セ
ル
今
日
ノ
銀
行
ガ
是
等
ノ
企
業
ニ
対
シ
テ
再
出
発
ノ
所
要
資
金
ヲ

供
給
シ
得
ラ
ル
ヽ
カ
ハ
疑
シ
イ
。
此
ノ
欠
陥
ヲ
補
フ
為
ニ
此
ノ
際
民
需
生
産
復
興
ノ
為
ニ
何
争
カ
特

マ
マ

別
ノ
途
ガ
開
セ
ラ
レ
ル
事
ガ
要
請
セ
ラ
レ
ル
。

四
、
価
格
政
策
ノ
問
題

人
々
ノ
中
ニ
、
失
業
者
ノ
勤
労
意
欲
ノ
欠
如
ヲ
指
摘
ス
ル
者
ガ
ア
ル
ト
同
時
ニ
、
又
、
企
業
家
ノ

サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
ヲ
攻
撃
ス
ル
モ
ノ
ガ
少
ク
ナ
イ
。

民
需
品
ノ
極
端
ナ
ル
過
少
生
産
ノ
現
状
ニ
於
イ
テ
、
各
企
業
体
ガ
猶
、
操
業
再
開
ヲ
躊
躇
シ
ツ
ヽ

ア
ル
事
実
ノ
ミ
ヲ
以
テ
ス
ル
ト
一
見
、
如
何
ニ
モ
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
ノ
観
ナ
キ
ヲ
得
ナ
イ
ガ
、
然
シ
、

実
際
ニ
於
イ
テ
ハ
格
別
計
画
的
ニ
操
業
ノ
再
開
ヲ
延
引
シ
居
ル
ニ
ハ
ア
ラ
ズ
、
一
ニ
客
観
的
諸
事
情

ニ
妨
ゲ
ラ
レ
テ
ノ
結
果
ニ
他
ナ
ラ
ナ
イ
。

然
シ
テ
上
述
セ
ル
食
糧
、
石
炭
、
金
融
ノ
諸
問
題
ハ
何
レ
モ
其
ノ
客
観
的
諸
事
情
ヲ
形
成
ス
ル
モ

ノ
デ
ア
ル
ガ
、
更
ニ
其
ノ
重
要
ナ
ル
一
ト
シ
テ
現
行
公
定
価
格
政
策
ノ
凹
凸
ノ
不
徹
底
ト
ガ
数
ヘ
ラ

レ
ル
。
斯
ク
テ
ハ
企
業
採
算
ノ
見
透
シ
モ
立
タ
ズ
、
活
発
ナ
ル
再
生
産
的
操
業
ノ
再
開
シ
得
ラ
レ
ル

ヤ
ウ
筈
ハ
無
イ
ノ
デ
ア
ル
。

此
ノ
故
ニ
、
民
需
生
産
ノ
再
開
ト
其
ノ
振
興
ト
ヲ
期
ス
ル
ガ
為
ニ
ハ
、
前
記
諸
施
策
ト
共
ニ
、
価

格
体
系
ヲ
整
備
シ
、
諸
価
格
間
ノ
均
衡
回
復
、
言
葉
ヲ
換
ヘ
テ
云
ヘ
バ
、
民
需
製
品
ニ
於
ケ
ル
現
在

ノ
乱
雑
ナ
ル
価
格
関
係
ヲ
整
備
シ
、
公
定
価
格
ノ
引
上
ゲ
ヲ
必
要
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
急
速
ニ
引
上
ゲ

ル
コ
ト
、
其
ノ
引
上
ゲ
ニ
方
ッ
テ
ハ
、
中
間
ノ
直
接
生
産
費
、
間
接
生
産
費
ニ
適
正
利
潤
ヲ
加
ヘ
タ

ル
モ
ノ
ヲ
基
準
ト
ス
ベ
キ
コ
ト
、
更
ニ
反
復
引
上
ゲ
ヲ
予
想
セ
シ
ム
ル
ガ
如
キ
事
無
キ
ヤ
ウ
、
価
格

安
定
ニ
就
イ
テ
モ
、
凡
ユ
ル
工
夫
ヲ
凝
ス
コ
ト
等
ガ
急
務
ト
セ
ラ
レ
ル
。

又
生
活
必
需
品
中
上
食
品
ニ
疑
テ
ハ
生
産
者
価
格
、
諸
費
社
価
格
ノ
二
本
建
テ
ト
シ
、
消
費
者
価

格
ヲ
以
テ
、
賃
金
算
定
ノ
主
要
基
準
タ
ラ
シ
ム
ル
ト
同
時
ニ
、
生
鮮
食
料
品
ニ
就
テ
ハ
、
急
速
ニ
集

荷
配
給
機
構
ノ
整
備
ヲ
図
ル
ト
共
ニ
公
設
小
売
市
場
ヲ
設
置
シ
価
格
ノ
適
正
化
ヲ
期
シ
、
消
費
者
大

衆
ノ
生
活
安
定
ニ
努
ム
ベ
キ
コ
ト
ガ
要
請
セ
ラ
レ
ル
。

五
、
戦
災
住
宅
ノ
復
興
ト
木
材
統
制
ノ
問
題

労
務
者
住
宅
ノ
払
底
モ
亦
、
民
需
生
産
復
興
ノ
隘
路
ノ
一
タ
ル
コ
ト
ハ
、
此
処
ニ
操
返
ス
迄
モ
ア

マ
マ

ル
マ
イ
。
従
ッ
テ
戦
災
住
宅
ノ
復
興
ハ
、
民
心
安
定
ノ
為
ニ
一
日
モ
等
閑
ニ
付
ス
ル
コ
ト
ガ
出
来
ナ

イ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
此
ノ
労
務
者
住
宅
問
題
ノ
解
決
ノ
為
ニ
モ
亦
、
緊
急
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事
業
デ
ア

ル
。夫

レ
ニ
モ
拘
ラ
ズ
、
民
需
生
産
ノ
中
心
地
帯
ト
モ
云
フ
ベ
キ
大
都
会
ニ
於
テ
戦
災
住
宅
ノ
復
興
ガ

遅
々
ト
シ
テ
進
捗
シ
ナ
イ
ノ
ハ
何
故
カ
ト
云
フ
ニ
、
木
材
、
建
築
関
係
労
務
者
、
食
糧
、
建
築
資
金
、

運
搬
、
等
々
、
諸
々
ノ
事
情
ニ
妨
ゲ
ラ
レ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
ル
。
戦
災
住
宅
ノ
復
興
、
労
務
者
住
宅
増

加
ノ
為
ニ
ハ
、
是
等
ノ
諸
障
害
ガ
急
速
ニ
除
去
セ
ラ
レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
。

夫
レ
ニ
ハ
、
建
築
関
係
労
務
者
ニ
対
シ
テ
モ
食
糧
ノ
加
配
ヲ
ナ
ス
コ
ト
、
建
築
資
金
ノ
融
通
ヨ
リ

寧
ロ
、
戦
災
保
険
金
ニ
ヨ
ル
特
殊
預
金
ヲ
支
払
フ
コ
ト
、
都
市
計
画
ノ
決
定
ヲ
急
速
ニ
ナ
ス
コ
ト
、

木
材
ノ
出
廻
リ
ヲ
促
進
ス
ル
コ
ト
等
々
ノ
諸
措
置
ヲ
要
ス
ル
ガ
、
分
ケ
テ
モ
木
材
ノ
出
廻
リ
促
進
ニ

関
シ
テ
ハ
少
ク
ト
モ
木
材
統
制
方
式
ガ
改
正
サ
レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
。
（
付
録
、
木
材
統
制
方
式

改
正
参
考
案
参
照
）

六
、
企
業
許
可
令
ノ
廃
止

失
業
対
策
ト
シ
テ
ノ
応
急
的
諸
措
置
ガ
、
急
速
ニ
、
且
有
機
的
連
関
ニ
於
イ
テ
実
施
セ
ラ
レ
民
需

工
業
ガ
、
茲
ニ
再
出
発
、
振
興
ノ
道
程
ニ
上
リ
得
ル
ニ
於
テ
ハ
、
相
当
多
数
ノ
失
業
者
ヲ
収
容
シ
得

ル
コ
ト
ハ
疑
ヒ
ヲ
容
レ
ヌ
所
デ
ア
ル
ガ
、
而
モ
猶
、
多
数
ノ
失
業
者
ノ
残
存
ス
ル
ダ
ロ
ウ
コ
ト
ハ
避

ケ
ラ
レ
ナ
イ
。

素
ヨ
リ
、
所
謂
民
需
工
業
以
外
、
準
応
急
措
置
ト
シ
テ
農
地
開
墾
、
植
林
、
各
種
土
木
ノ
諸
事
業

ニ
モ
相
当
多
数
ノ
失
業
者
ヲ
収
容
シ
得
ラ
ル
ヽ
コ
ト
ハ
絮
説
ス
ル
迄
モ
ナ
イ
ガ
、
夫
レ
ニ
シ
テ
モ
猶

ホ
且
、
五
百
万
ヲ
算
ス
ル
現
下
ノ
失
業
ト
今
後
ニ
続
ク
失
業
者
ヲ
シ
テ
、
最
後
ノ
一
人
迄
モ
完
全
ニ

就
業
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ハ
、
到
底
、
之
ヲ
期
シ
難
イ
。
茲
ニ
於
テ
カ
、
前
記
ノ
諸
措
置
ト
併
行
シ
テ
、

企
業
許
可
令
ノ
撤
廃
ガ
要
請
セ
ラ
レ
ル
。

戦
争
経
済
ニ
在
ッ
テ
ハ
、
設
備
、
資
材
、
労
務
ノ
一
切
ヲ
挙
ゲ
テ
戦
争
目
的
ヘ
ノ
集
中
ヲ
緊
急
ト

ス
ル
関
係
上
、
民
需
品
ノ
生
産
配
給
機
構
ヲ
極
度
ニ
圧
縮
ス
ベ
ク
、
企
業
整
備
ヲ
断
行
ス
ル
ト
同
時

ニ
其
ノ
新
規
開
業
ヲ
制
限
ス
ル
ノ
必
要
カ
ラ
、
企
業
許
可
令
ノ
施
行
セ
ラ
レ
タ
ノ
ハ
当
然
デ
ア
ル
ガ
、

終
戦
ト
同
時
ニ
、
事
態
ハ
全
ク
一
変
シ
タ
。
終
戦
ニ
因
ッ
テ
失
職
シ
タ
小
工
場
工
員
、
其
ノ
他
労
務

者
ノ
一
半
ハ
、
法
律
モ
規
則
モ
ア
ラ
バ
コ
ソ
、
此
処
ヲ
先
途
ト
民
需
雑
品
ノ
生
産
若
シ
ク
ハ
販
売
ヘ
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ト
転
向
シ
タ
ノ
デ
ア
ル
。

闇
商
人
ト
云
ワ
レ
ル
ガ
、
闇
行
為
ハ
独
リ
商
人
ノ
ミ
ニ
限
ラ
ナ
イ
。
企
業
許
可
令
ヲ
無
視
シ
タ
町

工
場
其
ノ
他
ノ
生
産
モ
亦
、
闇
生
産
者
以
外
ノ
何
者
デ
モ
ナ
イ
ノ
デ
ア
ル
。
全
国
ニ
亘
ッ
テ
ノ
斯
カ

ル
生
産
者
及
ビ
商
人
ノ
数
ハ
蓋
シ
夥
シ
イ
モ
ノ
デ
ア
ラ
ウ
。

斯
ク
シ
テ
、
今
ヤ
企
業
許
可
令
ハ
、
正
ニ
有
名
無
実
化
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
ル
ガ
、
此
ノ
際
、
無
理

ニ
之
ガ
履
行
ヲ
意
図
ス
ル
ヨ
リ
ハ
、
寧
ロ
、
現
実
ニ
即
シ
テ
之
レ
ヲ
早
急
ニ
撤
廃
ス
ル
コ
ト
ガ
、
失

業
対
策
ノ
上
カ
ラ
シ
テ
モ
、
又
法
ノ
威
信
ノ
上
カ
ラ
シ
テ
モ
、
蓋
シ
、
賢
明
ナ
ル
措
置
ト
セ
ラ
レ
ル
。

七
、
植
林
政
策
ノ
問
題

戦
災
住
宅
ノ
復
興
促
進
ノ
方
策
ニ
関
聯
シ
テ
、
他
面
、
是
非
ト
モ
遂
行
セ
ラ
レ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ノ
ハ

植
林
政
策
ノ
問
題
デ
ア
ル
。

此
ノ
問
題
ハ
単
ニ
、
木
材
資
源
ノ
確
保
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
失
業
対
策
ト
シ
テ
モ
、
亦
、
準
応
急
措
置

ノ
一
面
タ
ル
ヲ
失
ハ
ナ
イ
。

蓋
シ
、
戦
時
中
、
森
林
ノ
伐
採
、
年
一
億
石
以
上
ト
概
算
セ
ラ
レ
、
聊
カ
無
鉄
砲
ノ
感
サ
ヘ
シ
タ

ノ
デ
ア
ル
ガ
、
今
昭
和
二
十
一
年
度
ニ
於
テ
モ
、
木
材
需
要
量
ハ
復
興
建
築
用
約
四
千
石
、
パ
ル
プ

材
一
千
万
石
、
其
ノ
他
坑
木
、
枕
木
、
電
柱
、
梱
包
材
等
ヲ
合
セ
テ
総
計
八
千
万
石
ニ
制
限
ス
ル
方

針
ト
カ
伝
エ
ラ
レ
ル
。
若
シ
夫
レ
自
由
放
任
ス
ル
ニ
於
テ
幾
何
ノ
森
林
ガ
濫
伐
セ
ラ
ル
ヽ
カ
、
想
像

ニ
絶
ス
ル
モ
ノ
ガ
ア
ル
ガ
、
仮
令
八
千
万
石
ニ
抑
ヘ
タ
ト
シ
テ
モ
結
局
、
山
肌
ハ
荒
廃
シ
、
一
朝
豪

雨
ニ
遭
ハ
ン
カ
、
洪
水
ヲ
惹
起
シ
、
下
流
耕
地
ヲ
襲
ヒ
、
由
々
シ
キ
大
事
ヲ
惹
起
ス
ル
事
必
至
デ
ア

ラ
ウ
。

夫
レ
ニ
モ
拘
ワ
ラ
ズ
、
実
際
ニ
於
テ
ハ
、
国
有
林
ハ
兎
モ
角
、
民
有
林
ノ
植
林
ハ
等
閑
ニ
附
セ
ラ

レ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
ル
。

苗
木
ノ
不
足
モ
一
因
デ
ア
ル
ガ
、
山
林
所
有
者
ノ
自
覚
ノ
足
ラ
ヌ
コ
ト
ガ
一
層
大
キ
ナ
原
因
ト
セ

ラ
レ
ル
。

殊
ニ
、
植
林
事
業
費
ハ
苗
木
ノ
費
用
以
外
ハ
、
殆
ド
労
力
費
デ
ア
ッ
テ
、
失
業
対
策
ト
シ
テ
モ
恰

好
ナ
仕
事
ノ
一
ツ
デ
モ
ア
リ
、
政
府
ハ
須
ラ
ク
、
山
林
所
有
者
ヲ
シ
テ
植
林
事
業
ノ
確
立
ニ
邁
進
セ

シ
ム
ベ
キ
デ
ア
ル
。

八
、
土
木
事
業
ノ
問
題

土
木
事
業
ガ
現
在
ノ
民
需
諸
工
業
ノ
場
合
ノ
如
ク
、
其
ノ
着
手
ニ
於
テ
モ
、
其
ノ
効
果
ニ
於
テ
モ
、

速
急
ヲ
期
シ
難
イ
一
面
モ
ア
ル
ガ
、
併
シ
、
植
林
事
業
同
様
、
準
応
急
措
置
ト
シ
テ
、
見
逃
ガ
ス
ベ

カ
ラ
ザ
ル
事
業
デ
ア
ラ
ウ
、
殊
ニ
事
業
ノ
遂
行
ニ
方
ツ
テ
、
資
材
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
比
較
的
ニ
少
ク
、

労
力
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
大
ナ
ル
、
此
ノ
右
ニ
出
ヅ
ル
モ
ノ
ハ
無
イ
。

政
府
ガ
、
失
業
対
策
ノ
一
ト
シ
テ
土
木
事
業
ヲ
取
リ
上
ゲ
タ
ノ
ハ
当
然
デ
ア
ル
ガ
、
唯
ダ
事
業
ノ

遂
行
ニ
方
ッ
テ
ハ
、
次
ノ
如
ク
、
当
面
ノ
実
益
ヲ
優
先
的
ニ
考
慮
シ
、
経
費
ト
効
果
ト
ヲ
睨
合
ハ
セ
、

失
業
救
済
ノ
名
ニ
於
イ
テ
濫
費
ニ
陥
ラ
ザ
ル
ヤ
ウ
注
意
ス
ル
コ
ト
ガ
肝
要
ト
セ
ラ
レ
ル
。

㈠
河
川
改
修
ニ
方
ッ
テ
ハ
、
食
糧
増
産
関
係
ヲ
優
先
的
ニ
ス
ル
コ
ト

㈡
港
湾
ノ
修
築
ニ
就
テ
ハ
、
水
産
増
加
ノ
観
点
カ
ラ
、
特
ニ
漁
港
ノ
修
築
増
加
ヲ
緊
急
ト
ス
ル
コ

ト
㈢
ダ
ム
ノ
建
設
ニ
当
ッ
テ
ハ
、
土
堰
堤
ダ
ム
ニ
テ
差
支
エ
ナ
キ
所
ハ
之
ガ
工
事
ヲ
優
先
ト
ス
ル
コ

ト
㈣
鉄
道
道
路
等
交
通
網
ノ
改
良
整
備

第
三

知
識
階
級
失
業
対
策

一
般
失
業
対
策
ニ
就
イ
テ
モ
、
以
上
ノ
如
ク
適
切
ナ
ル
対
策
ノ
樹
立
ハ
、
諸
々
ノ
勘
案
工
夫
ヲ
要

シ
必
ズ
シ
モ
容
易
ト
ハ
言
ヘ
ナ
イ
ガ
、
知
識
階
級
ノ
失
業
対
策
ニ
至
ッ
テ
ハ
、
更
ニ
、
難
イ
モ
ノ
ガ

ア
ル
。

然
シ
之
ヲ
失
業
ノ
儘
放
任
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
、
一
般
労
務
者
ノ
場
合
ヨ
リ
モ
一
層
、
社
会
思
想
ノ
悪

化
ヲ
招
致
シ
社
会
不
安
ヲ
急
角
度
ニ
助
長
ス
ル
。

知
識
階
級
ノ
失
業
ニ
ハ
、
現
実
ノ
失
業
ト
潜
在
的
失
業
ト
ア
リ
、
夫
々
別
個
ノ
対
策
ガ
施
サ
レ
ネ

バ
ナ
ラ
ナ
イ
。

一
、
現
実
ノ
失
染
者
ニ
対
ス
ル
措
置

一
般
失
業
者
ニ
対
シ
テ
ノ
応
急
諸
対
策
ガ
奏
功
シ
、
民
需
産
業
其
ノ
他
ノ
諸
事
情
ガ
其
ノ
回
復
、

振
興
ノ
可
能
性
ヲ
持
ツ
テ
於
テ
ハ
、
夫
等
ノ
事
務
的
部
面
、
技
術
的
部
面
ニ
於
テ
自
ラ
知
識
階
級
ニ

モ
亦
就
職
ノ
機
会
ヲ
与
ヘ
ル
コ
ト
、
決
シ
テ
少
シ
ト
シ
ナ
イ
モ
ノ
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
ル
。

此
ノ
意
味
ニ
於
テ
、
前
記
ノ
一
般
的
失
業
対
策
ハ
、
知
識
階
級
失
業
対
策
ト
シ
テ
モ
其
ノ
急
施
ヲ

要
請
セ
ラ
レ
ル
ノ
デ
ア
ル
ガ
、
然
シ
、
之
ノ
ミ
ニ
テ
、
知
識
階
級
ガ
完
全
就
職
ス
ル
ガ
如
ク
楽
観
ス

ル
コ
ト
ハ
許
サ
レ
ナ
イ
。

現
在
ノ
客
観
的
情
勢
カ
ラ
別
断
ス
ル
ト
、
其
処
ニ
ハ
猶
、
多
数
ノ
失
業
知
識
階
級
ノ
残
存
ス
ル
コ

ト
ヲ
免
レ
ナ
イ
。
而
シ
テ
之
ニ
ハ
将
来
ノ
対
策
ガ
必
要
ト
セ
ラ
レ
ル
ノ
デ
ア
ル
ガ
、
其
ノ
主
タ
ル
対

象
ト
シ
テ
労
働
行
政
部
門
ノ
強
化
ガ
挙
ゲ
ラ
レ
ル
。
次
ニ
ハ
各
種
ノ
調
査
研
究
機
関
ノ
設
置
ガ
ア
ゲ

ラ
レ
ル
。

従
来
我
ガ
国
位
調
査
研
究
ノ
軽
視
サ
レ
勝
ナ
国
ハ
ナ
イ
。
折
角
、
必
要
ト
ナ
ッ
テ
着
手
セ
ラ
レ
タ

マ
マ

調
査
事
業
ガ
、
経
費
節
約
ノ
局
面
ニ
遭
遇
ス
ル
ト
、
第
一
ニ
犠
牲
ニ
セ
ラ
ル
ル
ノ
ガ
常
デ
ハ
ナ
カ
ツ

タ
カ
。

科
学
研
究
ニ
シ
テ
モ
同
様
デ
、
人
々
ハ
当
面
ノ
実
用
的
研
究
ニ
重
キ
ヲ
置
キ
、
原
理
的
研
究
ハ
机

上
ノ
空
論
ト
シ
テ
軽
視
シ
テ
来
タ
ノ
デ
ア
ル
。
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ト
転
向
シ
タ
ノ
デ
ア
ル
。

闇
商
人
ト
云
ワ
レ
ル
ガ
、
闇
行
為
ハ
独
リ
商
人
ノ
ミ
ニ
限
ラ
ナ
イ
。
企
業
許
可
令
ヲ
無
視
シ
タ
町

工
場
其
ノ
他
ノ
生
産
モ
亦
、
闇
生
産
者
以
外
ノ
何
者
デ
モ
ナ
イ
ノ
デ
ア
ル
。
全
国
ニ
亘
ッ
テ
ノ
斯
カ

ル
生
産
者
及
ビ
商
人
ノ
数
ハ
蓋
シ
夥
シ
イ
モ
ノ
デ
ア
ラ
ウ
。

斯
ク
シ
テ
、
今
ヤ
企
業
許
可
令
ハ
、
正
ニ
有
名
無
実
化
シ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
ル
ガ
、
此
ノ
際
、
無
理

ニ
之
ガ
履
行
ヲ
意
図
ス
ル
ヨ
リ
ハ
、
寧
ロ
、
現
実
ニ
即
シ
テ
之
レ
ヲ
早
急
ニ
撤
廃
ス
ル
コ
ト
ガ
、
失

業
対
策
ノ
上
カ
ラ
シ
テ
モ
、
又
法
ノ
威
信
ノ
上
カ
ラ
シ
テ
モ
、
蓋
シ
、
賢
明
ナ
ル
措
置
ト
セ
ラ
レ
ル
。

七
、
植
林
政
策
ノ
問
題

戦
災
住
宅
ノ
復
興
促
進
ノ
方
策
ニ
関
聯
シ
テ
、
他
面
、
是
非
ト
モ
遂
行
セ
ラ
レ
ネ
バ
ナ
ラ
ヌ
ノ
ハ

植
林
政
策
ノ
問
題
デ
ア
ル
。

此
ノ
問
題
ハ
単
ニ
、
木
材
資
源
ノ
確
保
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
失
業
対
策
ト
シ
テ
モ
、
亦
、
準
応
急
措
置

ノ
一
面
タ
ル
ヲ
失
ハ
ナ
イ
。

蓋
シ
、
戦
時
中
、
森
林
ノ
伐
採
、
年
一
億
石
以
上
ト
概
算
セ
ラ
レ
、
聊
カ
無
鉄
砲
ノ
感
サ
ヘ
シ
タ

ノ
デ
ア
ル
ガ
、
今
昭
和
二
十
一
年
度
ニ
於
テ
モ
、
木
材
需
要
量
ハ
復
興
建
築
用
約
四
千
石
、
パ
ル
プ

材
一
千
万
石
、
其
ノ
他
坑
木
、
枕
木
、
電
柱
、
梱
包
材
等
ヲ
合
セ
テ
総
計
八
千
万
石
ニ
制
限
ス
ル
方

針
ト
カ
伝
エ
ラ
レ
ル
。
若
シ
夫
レ
自
由
放
任
ス
ル
ニ
於
テ
幾
何
ノ
森
林
ガ
濫
伐
セ
ラ
ル
ヽ
カ
、
想
像

ニ
絶
ス
ル
モ
ノ
ガ
ア
ル
ガ
、
仮
令
八
千
万
石
ニ
抑
ヘ
タ
ト
シ
テ
モ
結
局
、
山
肌
ハ
荒
廃
シ
、
一
朝
豪

雨
ニ
遭
ハ
ン
カ
、
洪
水
ヲ
惹
起
シ
、
下
流
耕
地
ヲ
襲
ヒ
、
由
々
シ
キ
大
事
ヲ
惹
起
ス
ル
事
必
至
デ
ア

ラ
ウ
。

夫
レ
ニ
モ
拘
ワ
ラ
ズ
、
実
際
ニ
於
テ
ハ
、
国
有
林
ハ
兎
モ
角
、
民
有
林
ノ
植
林
ハ
等
閑
ニ
附
セ
ラ

レ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
ル
。

苗
木
ノ
不
足
モ
一
因
デ
ア
ル
ガ
、
山
林
所
有
者
ノ
自
覚
ノ
足
ラ
ヌ
コ
ト
ガ
一
層
大
キ
ナ
原
因
ト
セ

ラ
レ
ル
。

殊
ニ
、
植
林
事
業
費
ハ
苗
木
ノ
費
用
以
外
ハ
、
殆
ド
労
力
費
デ
ア
ッ
テ
、
失
業
対
策
ト
シ
テ
モ
恰

好
ナ
仕
事
ノ
一
ツ
デ
モ
ア
リ
、
政
府
ハ
須
ラ
ク
、
山
林
所
有
者
ヲ
シ
テ
植
林
事
業
ノ
確
立
ニ
邁
進
セ

シ
ム
ベ
キ
デ
ア
ル
。

八
、
土
木
事
業
ノ
問
題

土
木
事
業
ガ
現
在
ノ
民
需
諸
工
業
ノ
場
合
ノ
如
ク
、
其
ノ
着
手
ニ
於
テ
モ
、
其
ノ
効
果
ニ
於
テ
モ
、

速
急
ヲ
期
シ
難
イ
一
面
モ
ア
ル
ガ
、
併
シ
、
植
林
事
業
同
様
、
準
応
急
措
置
ト
シ
テ
、
見
逃
ガ
ス
ベ

カ
ラ
ザ
ル
事
業
デ
ア
ラ
ウ
、
殊
ニ
事
業
ノ
遂
行
ニ
方
ツ
テ
、
資
材
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
比
較
的
ニ
少
ク
、

労
力
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
大
ナ
ル
、
此
ノ
右
ニ
出
ヅ
ル
モ
ノ
ハ
無
イ
。

政
府
ガ
、
失
業
対
策
ノ
一
ト
シ
テ
土
木
事
業
ヲ
取
リ
上
ゲ
タ
ノ
ハ
当
然
デ
ア
ル
ガ
、
唯
ダ
事
業
ノ

遂
行
ニ
方
ッ
テ
ハ
、
次
ノ
如
ク
、
当
面
ノ
実
益
ヲ
優
先
的
ニ
考
慮
シ
、
経
費
ト
効
果
ト
ヲ
睨
合
ハ
セ
、

失
業
救
済
ノ
名
ニ
於
イ
テ
濫
費
ニ
陥
ラ
ザ
ル
ヤ
ウ
注
意
ス
ル
コ
ト
ガ
肝
要
ト
セ
ラ
レ
ル
。

㈠
河
川
改
修
ニ
方
ッ
テ
ハ
、
食
糧
増
産
関
係
ヲ
優
先
的
ニ
ス
ル
コ
ト

㈡
港
湾
ノ
修
築
ニ
就
テ
ハ
、
水
産
増
加
ノ
観
点
カ
ラ
、
特
ニ
漁
港
ノ
修
築
増
加
ヲ
緊
急
ト
ス
ル
コ

ト
㈢
ダ
ム
ノ
建
設
ニ
当
ッ
テ
ハ
、
土
堰
堤
ダ
ム
ニ
テ
差
支
エ
ナ
キ
所
ハ
之
ガ
工
事
ヲ
優
先
ト
ス
ル
コ

ト
㈣
鉄
道
道
路
等
交
通
網
ノ
改
良
整
備

第
三

知
識
階
級
失
業
対
策

一
般
失
業
対
策
ニ
就
イ
テ
モ
、
以
上
ノ
如
ク
適
切
ナ
ル
対
策
ノ
樹
立
ハ
、
諸
々
ノ
勘
案
工
夫
ヲ
要

シ
必
ズ
シ
モ
容
易
ト
ハ
言
ヘ
ナ
イ
ガ
、
知
識
階
級
ノ
失
業
対
策
ニ
至
ッ
テ
ハ
、
更
ニ
、
難
イ
モ
ノ
ガ

ア
ル
。

然
シ
之
ヲ
失
業
ノ
儘
放
任
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
、
一
般
労
務
者
ノ
場
合
ヨ
リ
モ
一
層
、
社
会
思
想
ノ
悪

化
ヲ
招
致
シ
社
会
不
安
ヲ
急
角
度
ニ
助
長
ス
ル
。

知
識
階
級
ノ
失
業
ニ
ハ
、
現
実
ノ
失
業
ト
潜
在
的
失
業
ト
ア
リ
、
夫
々
別
個
ノ
対
策
ガ
施
サ
レ
ネ

バ
ナ
ラ
ナ
イ
。

一
、
現
実
ノ
失
染
者
ニ
対
ス
ル
措
置

一
般
失
業
者
ニ
対
シ
テ
ノ
応
急
諸
対
策
ガ
奏
功
シ
、
民
需
産
業
其
ノ
他
ノ
諸
事
情
ガ
其
ノ
回
復
、

振
興
ノ
可
能
性
ヲ
持
ツ
テ
於
テ
ハ
、
夫
等
ノ
事
務
的
部
面
、
技
術
的
部
面
ニ
於
テ
自
ラ
知
識
階
級
ニ

モ
亦
就
職
ノ
機
会
ヲ
与
ヘ
ル
コ
ト
、
決
シ
テ
少
シ
ト
シ
ナ
イ
モ
ノ
ガ
ア
ル
ノ
デ
ア
ル
。

此
ノ
意
味
ニ
於
テ
、
前
記
ノ
一
般
的
失
業
対
策
ハ
、
知
識
階
級
失
業
対
策
ト
シ
テ
モ
其
ノ
急
施
ヲ

要
請
セ
ラ
レ
ル
ノ
デ
ア
ル
ガ
、
然
シ
、
之
ノ
ミ
ニ
テ
、
知
識
階
級
ガ
完
全
就
職
ス
ル
ガ
如
ク
楽
観
ス

ル
コ
ト
ハ
許
サ
レ
ナ
イ
。

現
在
ノ
客
観
的
情
勢
カ
ラ
別
断
ス
ル
ト
、
其
処
ニ
ハ
猶
、
多
数
ノ
失
業
知
識
階
級
ノ
残
存
ス
ル
コ

ト
ヲ
免
レ
ナ
イ
。
而
シ
テ
之
ニ
ハ
将
来
ノ
対
策
ガ
必
要
ト
セ
ラ
レ
ル
ノ
デ
ア
ル
ガ
、
其
ノ
主
タ
ル
対

象
ト
シ
テ
労
働
行
政
部
門
ノ
強
化
ガ
挙
ゲ
ラ
レ
ル
。
次
ニ
ハ
各
種
ノ
調
査
研
究
機
関
ノ
設
置
ガ
ア
ゲ

ラ
レ
ル
。

従
来
我
ガ
国
位
調
査
研
究
ノ
軽
視
サ
レ
勝
ナ
国
ハ
ナ
イ
。
折
角
、
必
要
ト
ナ
ッ
テ
着
手
セ
ラ
レ
タ

マ
マ

調
査
事
業
ガ
、
経
費
節
約
ノ
局
面
ニ
遭
遇
ス
ル
ト
、
第
一
ニ
犠
牲
ニ
セ
ラ
ル
ル
ノ
ガ
常
デ
ハ
ナ
カ
ツ

タ
カ
。

科
学
研
究
ニ
シ
テ
モ
同
様
デ
、
人
々
ハ
当
面
ノ
実
用
的
研
究
ニ
重
キ
ヲ
置
キ
、
原
理
的
研
究
ハ
机

上
ノ
空
論
ト
シ
テ
軽
視
シ
テ
来
タ
ノ
デ
ア
ル
。
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斯
ク
テ
ハ
、
自
ラ
ノ
国
力
ヲ
判
定
ス
ベ
キ
正
確
ナ
統
計
ノ
無
イ
ノ
モ
当
然
デ
ア
リ
、
一
般
産
業
ノ

技
術
的
水
準
ヲ
昂
ム
ベ
キ
科
学
的
原
理
ニ
乏
シ
イ
ノ
モ
之
亦
当
然
デ
ア
ル
ガ
、
此
ノ
蒙
味
ノ
当
然
サ

コ
ソ
、
今
度
ノ
戦
争
ヲ
惹
起
シ
、
更
ニ
敗
戦
ヲ
招
来
シ
タ
主
要
原
因
デ
ハ
ナ
カ
ツ
タ
カ
。

惟
ウ
ニ
茲
ニ
到
レ
バ
、
今
日
コ
ソ
国
力
再
建
ノ
為
ノ
指
導
原
理
ノ
母
体
ト
シ
テ
、
且
又
、
知
識
者

失
業
対
策
ノ
一
ト
シ
テ
、
各
種
ノ
調
査
研
究
機
関
ヲ
設
置
ス
ル
コ
ト
ハ
一
石
二
鳥
ノ
緊
急
策
ト
セ
ラ

レ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
。

二
、
潜
在
的
失
業
者
ノ
対
策

此
処
ニ
潜
在
的
失
業
者
ト
ハ
、
現
実
ニ
失
業
シ
テ
居
ル
訳
デ
ハ
ナ
イ
ガ
、
大
学
及
専
門
学
校
在
学

中
若
ク
ハ
応
召
ニ
ヨ
ル
特
殊
卒
業
者
デ
、
近
キ
将
来
ニ
於
テ
ス
ル
モ
、
到
底
、
就
職
ノ
望
ニ
乏
シ
ク
、

失
業
者
ト
同
一
ノ
状
態
ニ
陥
ル
惧
レ
ア
ル
モ
ノ
ヲ
云
ウ
ノ
デ
ア
ル
。

此
ノ
種
ノ
潜
在
失
業
者
モ
亦
、
相
当
多
数
ニ
上
ッ
テ
居
ル
ノ
デ
ア
ル
ガ
、
之
等
ニ
対
シ
テ
ハ
次
ノ

施
策
ガ
要
請
セ
ラ
レ
ル
。

㈠
法
文
系
統
ノ
学
生
ニ
シ
テ
、
戦
時
ノ
特
殊
事
情
ニ
依
リ
、
修
業
課
程
半
バ
ニ
於
テ
応
召
シ
、
学

業
ヲ
不
完
全
ノ
儘
卒
業
セ
シ
メ
ラ
レ
タ
者
ハ
、
復
員
後
其
ノ
母
校
ニ
復
帰
セ
シ
メ
、
適
当
ノ
補

習
教
育
ヲ
施
ス
コ
ト

㈡
在
学
中
及
今
後
入
学
ス
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
、
現
在
ノ
短
期
学
年
制
ヲ
、
戦
前
ノ
旧
制
度
ニ
復
帰

ス
ル
コ
ト

㈢
大
学
及
専
門
学
校
ニ
シ
テ
、
戦
前
ノ
特
殊
事
情
ニ
ヨ
リ
、
定
員
数
ヲ
減
少
セ
シ
メ
ラ
レ
タ
モ
ノ

ハ
、
少
ク
ト
モ
旧
定
員
数
ニ
復
帰
セ
シ
ム
ル
コ
ト

㈣
専
門
学
校
及
大
学
ノ
研
究
科
大
学
院
ノ
制
度
ヲ
拡
充
シ
、
希
望
者
ニ
ハ
容
易
ニ
就
学
シ
得
ラ
ル

ル
機
構
ヲ
実
施
ス
ル
コ
ト

第
四

女
子
失
業
対
策

臨
時
国
民
登
録
ノ
結
果
ニ
依
ル
ト
、
女
子
ノ
失
業
者
総
数
ハ
百
四
十
九
万
ノ
多
キ
ニ
達
シ
テ
居
ル

ガ
、
女
子
ハ
必
然
ニ
家
庭
ニ
帰
ル
ベ
キ
モ
ノ
ト
シ
テ
、
此
ノ
儘
放
置
ス
ル
ニ
於
テ
ハ
、
取
リ
返
シ
ノ

ツ
カ
ヌ
悪
結
果
ヲ
招
来
ス
ル
コ
ト
無
キ
ヲ
保
シ
難
イ
。

蓋
シ
、
女
子
ノ
中
ニ
ハ
、
特
殊
ノ
生
活
事
情
ヲ
持
ツ
者
ガ
少
カ
ラ
ズ
ア
ル
カ
ラ
デ
、
之
ヲ
一
括
ス

ル
コ
ト
ナ
ク
夫
々
ニ
応
ジ
テ
、
次
ノ
如
キ
施
策
ガ
必
要
ト
セ
ラ
レ
ル
。

㈠
悪
性
イ
ン
フ
レ
ニ
ヨ
ル
家
計
費
ノ
膨
脹
甚
シ
キ
今
日
、
女
子
ト
雖
モ
生
活
上
、
就
職
ヲ
必
要
ト

ス
ル
者
ハ
能
ウ
限
リ
就
職
セ
シ
ム
ル
コ
ト

㈡
賠
償
見
返
リ
物
資
其
ノ
他
ノ
軽
工
業
生
産
ニ
ハ
出
来
ル
限
リ
多
ク
ノ
女
子
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
。

㈢
今
後
、
振
興
ス
ベ
キ
諸
種
ノ
産
業
運
営
ニ
於
ケ
ル
事
務
的
部
面
ニ
於
テ
モ
、
男
子
ヨ
リ
女
子
ニ

適
切
ナ
ル
業
務
ニ
ハ
女
子
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト

㈣
同
一
業
務
ニ
対
シ
テ
男
子
ト
同
等
ノ
能
力
ヲ
持
ツ
場
合
ニ
ハ
、
男
子
ト
同
等
ノ
待
遇
ヲ
ナ
ス
コ

ト
付

録
木
材
統
制
方
式
改
正
参
考
案
（
編
注
：
略
）

『
失
対
一
』

昭
和
二
一
年
二
月
一
五
日

〔
二
─
三
〕
閣
議
決
定

緊緊
急急
就就
業業
対対
策策
要要
綱綱

方

針
現
下
ノ
深
刻
ナ
ル
事
態
ニ
対
応
シ
平
和
日
本
建
設
ノ
旺
盛
ナ
ル
気
魄
ヲ
振
起
シ
、
自
立
自
主
ノ
精

神
ノ
下
健
全
ナ
ル
職
業
ヲ
確
保
シ
以
テ
民
生
安
定
ノ
徹
底
ヲ
図
ル
ハ
極
メ
テ
緊
要
ニ
シ
テ
之
ガ
タ
メ

ニ
ハ
各
種
民
需
産
業
ノ
急
速
ナ
ル
振
興
ニ
俟
ツ
ベ
キ
ト
コ
ロ
多
大
ナ
ル
モ
差
当
リ
左
ノ
就
業
措
置
ヲ

講
ズ
ル
モ
ノ
ト
ス
。

措

置

一
、
勤
労
生
活
ノ
確
立
特
ニ
健
全
ナ
ル
職
業
ノ
確
保
ニ
関
ス
ル
徹
底
的
社
会
啓
蒙
宣
伝
ヲ
実
施
ス
ル

モ
ノ
ト
ス
。

二
、
各
種
土
木
建
築
事
業
ヲ
推
進
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

（
イ
）
戦
災
地
ノ
徹
底
的
整
理

（
ロ
）
河
川
道
路
等
ノ
土
木
事
業
ノ
推
進

（
ハ
）
住
宅
建
築
事
業
ノ
促
進

（
ニ
）
電
気
事
業
ノ
補
強

（
ホ
）
農
林
業
関
係
事
業
（
山
林
業
ヲ
含
ム
）
ノ
施
行

三
、
帰
農
計
画
ノ
急
速
ナ
ル
施
行
ヲ
図
ル
モ
ノ
ト
ス
。

四
、
石
炭
、
繊
維
、
車
輌
、
輸
送
ソ
ノ
他
民
需
産
業
を
振
起
シ
当
該
労
務
ノ
充
実
ヲ
図
ル
モ
ノ
ト
ス
。

マ
マ

五
、
各
種
生
活
関
係
組
織
ヲ
強
力
ニ
整
備
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

（
イ
）
主
要
食
糧
及
薪
炭
配
給
組
織
ノ
整
備

（
ロ
）
小
運
送
、
小
運
搬
組
織
ノ
整
備

（
ハ
）
新
聞
配
達
組
織
ノ
整
備

（
ニ
）
通
信
関
係
組
織
ノ
整
備

六
、
徴
税
関
係
職
員
並
ニ
都
道
府
県
及
市
町
村
関
係
職
員
（
統
計
）
ノ
拡
充
ヲ
図
ル
モ
ノ
ト
ス
。

七
、
政
治
経
済
社
会
等
各
般
ニ
亘
ル
調
査
研
究
並
ニ
社
会
啓
蒙
ヲ
徹
底
的
ニ
実
施
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
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（
イ
）
与
論
調
査
施
設
ヲ
整
備
ス
ル
コ
ト

（
ロ
）
官
庁
並
ニ
民
間
ニ
於
ケ
ル
各
種
調
査
研
究
施
設
ヲ
整
備
ス
ル
コ
ト

（
ハ
）
国
民
文
化
水
準
向
上
ノ
タ
メ
地
方
文
化
施
設
ノ
整
備
ヲ
助
成
ス
ル
コ
ト

（
ニ
）
学
校
教
育
制
度
ノ
充
実
ヲ
図
ル
コ
ト

（
ホ
）
医
療
施
設
ノ
整
備
拡
充
並
ニ
公
衆
衛
生
ノ
徹
底
ヲ
図
ル
コ
ト

八
、
前
二
項
ニ
ヨ
ル
ノ
外
知
識
階
級
層
ノ
救
済
ノ
タ
メ
、
都
道
府
県
及
市
町
村
等
ヲ
シ
テ
国
庫
ノ
助

成
ノ
下
ニ
各
種
調
査
並
ニ
事
務
補
助
等
ヲ
内
容
ト
ス
ル
失
業
救
済
応
急
事
業
ヲ
実
施
セ
シ
ム
ル
モ

ノ
ト
ス
。

九
、
授
産
内
職
施
設
（
特
ニ
女
子
ヲ
対
象
ト
シ
テ
）
ノ
整
備
拡
充
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス
。

備
考本

案
ノ
実
施
ニ
関
シ
テ
ハ

一
、
単
ナ
ル
失
業
救
済
ニ
堕
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
新
日
本
建
設
ノ
タ
メ
必
要
ナ
ル
諸
事
業
ノ
遂
行
ニ

資
ス
ル
如
ク
重
点
ヲ
指
向
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

二
、
直
チ
ニ
就
職
シ
難
キ
者
ニ
対
シ
テ
ハ
適
切
ナ
ル
職
業
補
導
ヲ
加
ヘ
ル
モ
ノ
ト
ス

三
、
筋
肉
労
務
者
ニ
対
シ
テ
ハ
食
糧
ノ
加
配
ヲ
考
慮
ス
ル
ノ
要
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

四
、
職
業
斡
旋
機
構
ノ
整
備
拡
充
ヲ
図
ル
モ
ノ
ト
ス

五
、
所
用
資
材
ニ
ツ
イ
テ
ハ
極
力
ソ
ノ
最
低
限
ノ
確
保
ニ
努
ム
ル
ト
ト
モ
ニ
、
ソ
ノ
限
度
ニ
於

テ
可
及
的
就
職
者
ヲ
多
数
ナ
ラ
シ
ム
如
ク
考
慮
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

『
雇
用
』

昭
和
二
一
年
三
月
一
八
日

〔
二
─
四
〕
政
府
、
中
央
失
業
対
策
委
員
会
へ

諮諮
問問

（
イ
）
失
業
と
人
口
の
調
整
に
関
し
採
る
べ
き
方
策
に
関
し
其
の
会
の
意
見
を
諮
ふ
。

理

由

我
国
の
人
口
は
昭
和
二
十
年
十
一
月
一
日
現
在
に
於
て
七
一
九
九
萬
に
し
て
海
外
軍
復
員
者
外

地
邦
人
の
引
揚
並
に
将
来
の
我
国
人
口
の
自
然
増
加
の
趨
勢
を
併
せ
考
ふ
る
と
き
数
年
後
に
於

て
は
八
千
数
百
萬
の
人
口
を
擁
す
る
に
至
る
べ
く
我
国
食
料
並
び
農
業
の
人
口
扶
養
能
力
と
勘

案
し
失
業
は
愈
々
深
刻
化
の
一
途
を
辿
る
べ
く
斯
か
る
状
勢
を
考
慮
す
る
と
き
失
業
と
人
口
の

調
整
に
関
し
採
る
べ
き
方
策
を
考
究
す
る
は
極
め
て
緊
要
の
事
に
属
す
る
に
依
る
。

（
ロ
）
各
種
土
木
事
業
特
に
戦
災
地
整
理
、
道
路
河
川
の
改
修
、
農
地
の
開
発
、
干
拓
等
に
関
し
最

少
限
度
の
資
材
を
以
て
最
大
の
失
業
者
を
収
容
す
る
実
効
あ
る
具
体
的
方
策
に
関
し
其
の
会
の
意

見
を
諮
ふ
。

理

由
各
種
土
木
事
業
は
失
業
者
救
済
の
為
極
め
て
効
果
的
方
策
に
し
て
之
が
推
進
を
図
る
こ
と
極
め

て
緊
要
な
る
も
現
下
の
資
材
不
足
の
実
情
も
併
せ
考
慮
す
る
と
き
最
小
限
度
の
資
材
を
以
て
能

ふ
る
限
り
多
数
の
失
業
者
を
収
容
す
べ
き
具
体
的
実
施
方
策
を
考
究
す
る
の
要
あ
る
に
依
る
。

（
ハ
）
現
下
知
識
階
級
層
失
業
者
救
済
の
為
速
急
措
置
す
べ
き
具
体
的
方
策
に
関
し
其
の
会
の
意
見

を
諮
ふ
。

理

由
現
在
、
知
識
階
級
層
失
業
者
は
厖
大
な
る
数
に
達
し
之
が
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
は
深
刻
に
し
て

且
知
識
階
級
層
失
業
者
の
特
殊
性
よ
り
し
て
之
が
失
業
対
策
は
一
般
失
業
対
策
と
は
別
個
に
考

究
し
速
急
措
置
す
る
の
要
あ
る
に
依
る
。

『
失
対
二
』

昭
和
二
一
年
四
月
二
五
日

〔
二
─
五
〕
次
官
会
議
決
定

定定
着着
地地
ニニ
於於
ケケ
ルル
海海
外外
引引
揚揚
者者
援援
護護
要要
綱綱

海
外
同
胞
ニ
シ
テ
内
地
ニ
引
揚
ゲ
タ
ル
者
ノ
生
活
状
況
ニ
鑑
ミ
左
記
要
領
ニ
依
リ
緊
急
援
護
ノ
方
途

ヲ
講
ジ
以
テ
之
等
引
揚
者
ヲ
シ
テ
速
ニ
其
ノ
生
活
再
建
ニ
邁
進
セ
シ
メ
ン
ト
ス

一
、
援
護
ノ
対
象

海
外
引
揚
者
ハ
国
内
ニ
於
ケ
ル
各
種
要
援
護
者
ト
ハ
其
ノ
援
護
ヲ
要
ス
ル
事
情
ヲ
異
ニ
ス
ル
ヲ
以

テ
内
地
上
陸
後
概
ネ
一
ヶ
年
間
ハ
本
要
綱
ニ
依
ル
特
別
ノ
援
護
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

二
、
援
護
ノ
機
関

㈠
援
護
ハ
都
道
府
県
、
地
方
事
務
所
、
支
庁
及
市
区
町
村
ヲ
シ
テ
之
ヲ
行
ハ
シ
メ
方
面
委
員
各
種

援
護
団
体
ヲ
シ
テ
之
ニ
協
力
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

㈡
都
道
府
県
ニ
都
道
府
県
引
揚
者
援
護
連
絡
本
部
ヲ
設
ケ
関
係
各
機
関
ノ
援
護
事
務
ノ
連
絡
調
整

ヲ
図
ル
ト
共
ニ
都
道
府
県
、
地
方
事
務
所
、
支
庁
、
市
区
町
村
、
其
ノ
他
ニ
引
揚
者
相
談
所
ヲ

設
置
シ
テ
生
活
ノ
相
談
指
導
ニ
当
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

㈢
引
揚
者
ノ
発
意
ニ
基
ク
互
助
的
各
種
援
護
団
体
ニ
対
シ
テ
ハ
中
央
及
地
方
ニ
於
テ
連
絡
調
整
ノ

方
途
ヲ
講
ジ
政
府
ノ
施
策
ト
相
呼
応
シ
テ
引
揚
者
ノ
自
主
的
活
動
ヲ
促
ス
モ
ノ
ト
ス

三
、
援
護
ノ
方
法

㈠
既
存
建
物
ノ
転
用
ニ
係
ル
集
団
収
容
宿
泊
施
設
ヲ
設
営
シ
又
貸
家
、
新
設
住
宅
等
ノ
優
先
的
斡

旋
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス
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（
イ
）
与
論
調
査
施
設
ヲ
整
備
ス
ル
コ
ト

（
ロ
）
官
庁
並
ニ
民
間
ニ
於
ケ
ル
各
種
調
査
研
究
施
設
ヲ
整
備
ス
ル
コ
ト

（
ハ
）
国
民
文
化
水
準
向
上
ノ
タ
メ
地
方
文
化
施
設
ノ
整
備
ヲ
助
成
ス
ル
コ
ト

（
ニ
）
学
校
教
育
制
度
ノ
充
実
ヲ
図
ル
コ
ト

（
ホ
）
医
療
施
設
ノ
整
備
拡
充
並
ニ
公
衆
衛
生
ノ
徹
底
ヲ
図
ル
コ
ト

八
、
前
二
項
ニ
ヨ
ル
ノ
外
知
識
階
級
層
ノ
救
済
ノ
タ
メ
、
都
道
府
県
及
市
町
村
等
ヲ
シ
テ
国
庫
ノ
助

成
ノ
下
ニ
各
種
調
査
並
ニ
事
務
補
助
等
ヲ
内
容
ト
ス
ル
失
業
救
済
応
急
事
業
ヲ
実
施
セ
シ
ム
ル
モ

ノ
ト
ス
。

九
、
授
産
内
職
施
設
（
特
ニ
女
子
ヲ
対
象
ト
シ
テ
）
ノ
整
備
拡
充
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス
。

備
考本

案
ノ
実
施
ニ
関
シ
テ
ハ

一
、
単
ナ
ル
失
業
救
済
ニ
堕
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
新
日
本
建
設
ノ
タ
メ
必
要
ナ
ル
諸
事
業
ノ
遂
行
ニ

資
ス
ル
如
ク
重
点
ヲ
指
向
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

二
、
直
チ
ニ
就
職
シ
難
キ
者
ニ
対
シ
テ
ハ
適
切
ナ
ル
職
業
補
導
ヲ
加
ヘ
ル
モ
ノ
ト
ス

三
、
筋
肉
労
務
者
ニ
対
シ
テ
ハ
食
糧
ノ
加
配
ヲ
考
慮
ス
ル
ノ
要
ア
ル
モ
ノ
ト
ス

四
、
職
業
斡
旋
機
構
ノ
整
備
拡
充
ヲ
図
ル
モ
ノ
ト
ス

五
、
所
用
資
材
ニ
ツ
イ
テ
ハ
極
力
ソ
ノ
最
低
限
ノ
確
保
ニ
努
ム
ル
ト
ト
モ
ニ
、
ソ
ノ
限
度
ニ
於

テ
可
及
的
就
職
者
ヲ
多
数
ナ
ラ
シ
ム
如
ク
考
慮
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。

『
雇
用
』

昭
和
二
一
年
三
月
一
八
日

〔
二
─
四
〕
政
府
、
中
央
失
業
対
策
委
員
会
へ

諮諮
問問

（
イ
）
失
業
と
人
口
の
調
整
に
関
し
採
る
べ
き
方
策
に
関
し
其
の
会
の
意
見
を
諮
ふ
。

理

由

我
国
の
人
口
は
昭
和
二
十
年
十
一
月
一
日
現
在
に
於
て
七
一
九
九
萬
に
し
て
海
外
軍
復
員
者
外

地
邦
人
の
引
揚
並
に
将
来
の
我
国
人
口
の
自
然
増
加
の
趨
勢
を
併
せ
考
ふ
る
と
き
数
年
後
に
於

て
は
八
千
数
百
萬
の
人
口
を
擁
す
る
に
至
る
べ
く
我
国
食
料
並
び
農
業
の
人
口
扶
養
能
力
と
勘

案
し
失
業
は
愈
々
深
刻
化
の
一
途
を
辿
る
べ
く
斯
か
る
状
勢
を
考
慮
す
る
と
き
失
業
と
人
口
の

調
整
に
関
し
採
る
べ
き
方
策
を
考
究
す
る
は
極
め
て
緊
要
の
事
に
属
す
る
に
依
る
。

（
ロ
）
各
種
土
木
事
業
特
に
戦
災
地
整
理
、
道
路
河
川
の
改
修
、
農
地
の
開
発
、
干
拓
等
に
関
し
最

少
限
度
の
資
材
を
以
て
最
大
の
失
業
者
を
収
容
す
る
実
効
あ
る
具
体
的
方
策
に
関
し
其
の
会
の
意

見
を
諮
ふ
。

理

由
各
種
土
木
事
業
は
失
業
者
救
済
の
為
極
め
て
効
果
的
方
策
に
し
て
之
が
推
進
を
図
る
こ
と
極
め

て
緊
要
な
る
も
現
下
の
資
材
不
足
の
実
情
も
併
せ
考
慮
す
る
と
き
最
小
限
度
の
資
材
を
以
て
能

ふ
る
限
り
多
数
の
失
業
者
を
収
容
す
べ
き
具
体
的
実
施
方
策
を
考
究
す
る
の
要
あ
る
に
依
る
。

（
ハ
）
現
下
知
識
階
級
層
失
業
者
救
済
の
為
速
急
措
置
す
べ
き
具
体
的
方
策
に
関
し
其
の
会
の
意
見

を
諮
ふ
。

理

由
現
在
、
知
識
階
級
層
失
業
者
は
厖
大
な
る
数
に
達
し
之
が
社
会
に
及
ぼ
す
影
響
は
深
刻
に
し
て

且
知
識
階
級
層
失
業
者
の
特
殊
性
よ
り
し
て
之
が
失
業
対
策
は
一
般
失
業
対
策
と
は
別
個
に
考

究
し
速
急
措
置
す
る
の
要
あ
る
に
依
る
。

『
失
対
二
』

昭
和
二
一
年
四
月
二
五
日

〔
二
─
五
〕
次
官
会
議
決
定

定定
着着
地地
ニニ
於於
ケケ
ルル
海海
外外
引引
揚揚
者者
援援
護護
要要
綱綱

海
外
同
胞
ニ
シ
テ
内
地
ニ
引
揚
ゲ
タ
ル
者
ノ
生
活
状
況
ニ
鑑
ミ
左
記
要
領
ニ
依
リ
緊
急
援
護
ノ
方
途

ヲ
講
ジ
以
テ
之
等
引
揚
者
ヲ
シ
テ
速
ニ
其
ノ
生
活
再
建
ニ
邁
進
セ
シ
メ
ン
ト
ス

一
、
援
護
ノ
対
象

海
外
引
揚
者
ハ
国
内
ニ
於
ケ
ル
各
種
要
援
護
者
ト
ハ
其
ノ
援
護
ヲ
要
ス
ル
事
情
ヲ
異
ニ
ス
ル
ヲ
以

テ
内
地
上
陸
後
概
ネ
一
ヶ
年
間
ハ
本
要
綱
ニ
依
ル
特
別
ノ
援
護
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

二
、
援
護
ノ
機
関

㈠
援
護
ハ
都
道
府
県
、
地
方
事
務
所
、
支
庁
及
市
区
町
村
ヲ
シ
テ
之
ヲ
行
ハ
シ
メ
方
面
委
員
各
種

援
護
団
体
ヲ
シ
テ
之
ニ
協
力
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

㈡
都
道
府
県
ニ
都
道
府
県
引
揚
者
援
護
連
絡
本
部
ヲ
設
ケ
関
係
各
機
関
ノ
援
護
事
務
ノ
連
絡
調
整

ヲ
図
ル
ト
共
ニ
都
道
府
県
、
地
方
事
務
所
、
支
庁
、
市
区
町
村
、
其
ノ
他
ニ
引
揚
者
相
談
所
ヲ

設
置
シ
テ
生
活
ノ
相
談
指
導
ニ
当
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

㈢
引
揚
者
ノ
発
意
ニ
基
ク
互
助
的
各
種
援
護
団
体
ニ
対
シ
テ
ハ
中
央
及
地
方
ニ
於
テ
連
絡
調
整
ノ

方
途
ヲ
講
ジ
政
府
ノ
施
策
ト
相
呼
応
シ
テ
引
揚
者
ノ
自
主
的
活
動
ヲ
促
ス
モ
ノ
ト
ス

三
、
援
護
ノ
方
法

㈠
既
存
建
物
ノ
転
用
ニ
係
ル
集
団
収
容
宿
泊
施
設
ヲ
設
営
シ
又
貸
家
、
新
設
住
宅
等
ノ
優
先
的
斡

旋
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス
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㈡
引
揚
民
ノ
既
往
ニ
於
ケ
ル
技
能
経
験
ヲ
活
用
シ
其
ノ
生
活
再
建
ヲ
容
易
ナ
ラ
シ
ム
ル
為
商
工
業

ノ
経
営
等
ニ
対
シ
積
極
的
援
助
ヲ
与
フ
ル
モ
ノ
ト
ス

㈢
就
農
ヲ
適
当
ト
ス
ル
特
別
ノ
考
慮
ヲ
為
シ
特
ニ
農
林
業
従
事
者
ニ
付
テ
ハ
優
先
入
植
セ
シ
ム
ル

ト
共
ニ
引
揚
者
ノ
為
ニ
ス
ル
集
団
特
定
開
墾
地
区
ノ
設
定
開
拓
建
設
隊
及
開
拓
増
産
隊
ヘ
ノ
便

宜
加
入
等
ヲ
図
ル
モ
ノ
ト
ス

引
揚
者
ノ
北
海
道
入
植
ニ
付
テ
ハ
特
ニ
農
林
省
、
内
務
省
間
ノ
連
絡
調
整
ヲ
図
ル
モ
ノ
ト
ス

引
揚
者
ノ
就
農
ヲ
円
滑
ニ
推
進
ス
ル
為
関
係
各
省
及
中
央
関
係
団
体
ヲ
以
テ
構
成
ス
ル
海
外
引

揚
者
就
農
対
策
委
員
会
ヲ
農
林
省
内
ニ
設
置
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

㈣
漁
業
ニ
就
カ
シ
ム
ル
適
当
ト
ス
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
就
業
漁
業
用
物
資
ノ
配
給
等
ノ
斡
旋
ニ
努
ム

ル
モ
ノ
ト
ス

㈤
一
般
就
職
斡
旋
ニ
付
テ
ハ
勤
労
署
ニ
於
テ
優
先
的
取
扱
ヲ
為
ス
ト
共
ニ
授
産
施
設
其
ノ
他
ノ
職

業
補
導
施
設
ノ
利
用
並
ニ
副
業
ノ
奨
励
等
ニ
依
リ
職
業
ノ
補
導
斡
旋
ニ
努
ム
ル
モ
ノ
ト
ス

㈥
引
揚
者
ヲ
シ
テ
生
業
ニ
復
皈
セ
シ
ム
ル
為
既
存
ノ
金
融
機
関
ヲ
活
用
シ
生
業
資
金
融
通
ノ
方
途

ヲ
講
ズ
ル
モ
ノ
ト
ス

㈦
家
財
ヲ
購
入
シ
能
ハ
ザ
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
家
財
ノ
配
給
ヲ
為
ス
ト
共
ニ
生
活
必
需
物
資
ノ
優
先

的
配
給
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

㈧
引
揚
者
中
ノ
子
弟
ノ
各
種
学
校
ヘ
ノ
就
学
、
転
学
ノ
優
先
的
取
扱
い
ヲ
為
ス
ト
共
ニ
特
ニ
学
童

ニ
付
テ
ハ
学
用
品
ノ
購
入
困
難
ナ
ル
者
ニ
対
シ
無
償
配
給
ノ
方
途
ヲ
講
ズ
ル
モ
ノ
ト
ス

㈨
引
揚
者
ニ
対
シ
教
化
、
慰
問
、
激
励
ノ
方
途
ヲ
講
ズ
ル
ト
共
ニ
一
般
国
民
ニ
対
シ
引
揚
者
ニ
対

ス
ル
理
解
協
力
ニ
努
ム
ル
様
措
置
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

㈩
引
揚
者
ニ
対
ス
ル
医
療
、
公
課
ノ
減
免
、
生
活
困
難
者
ニ
対
ス
ル
生
活
援
護
、
鰥
寡
、
孤
独
者

ニ
対
ス
ル
援
護
等
ニ
関
シ
テ
ハ
既
往
ノ
援
護
ノ
強
化
徹
底
ノ
方
法
ヲ
講
ズ
ル
モ
ノ
ト
ス

四
、
援
護
ノ
経
費

援
護
ニ
要
ス
ル
経
費
ハ
既
定
経
費
ヲ
本
要
綱
ノ
趣
旨
ニ
即
シ
運
用
ス
ル
ノ
他
尚
必
要
ナ
ル
経
費
ハ

此
ノ
際
特
ニ
別
途
考
慮
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

『
デ
ジ
』

昭
和
二
一
年
五
月
六
日

〔
二
─
六
〕
引
揚
援
護
院
次
長
、
戦
争
調
査
会
次
長
宛

定定
着着
地地
にに
於於
けけ
るる
海海
外外
引引
揚揚
者者
援援
護護
要要
綱綱
次次
官官
会会
議議
決決
定定
にに
関関
すす
るる
件件

標
記
の
件
に
関
し
昭
和
二
十
一
年
四
月
二
十
五
日
別
紙
の
通
次
官
会
議
決
定
相
成
り
り
た
る
に
付
之

が
実
施
に
当
り
て
は
一
層
の
御
協
力
相
煩
度
此
段
依
頼
申
進
す

尚
本
要
綱
表
の
字
句
に
関
し
て
は
そ
の
内
容
を
改
変
せ
ざ
る
限
度
に
於
い
て
当
院
に
御
任
せ
下
さ
れ

度（
別
紙
）

定
着
地
に
於
け
る
海
外
引
揚
者
援
護
要
綱
（
編
注
：
略
）

『
デ
ジ
』

昭
和
二
一
年
六
月
六
日

〔
二
─
七
〕
次
官
会
議
了
解

公公
共共
事事
業業
のの
実実
施施
にに
関関
すす
るる
件件

去
る
五
月
廿
二
日
附
連
合
国
軍
司
令
部
の
指
令
に
基
い
て
、
昭
和
廿
一
年
度
六
十
億
の
予
算
を
以

て
各
種
公
共
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
之
が
実
施
に
付
て
は
特
に
左
記
に
依

ら
れ
た
き
こ
と
。

記

一
、
公
共
事
業
は
能
ふ
る
限
り
多
数
の
失
業
者
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
、
従
っ
て
之
が
決
定
に
当
り
て
は
充
分
厚
生
省
と
協
議
す
る
と
共
に
之
に
該
当
せ
ざ
る
事

業
は
公
共
事
業
の
予
算
に
計
上
せ
し
め
ざ
る
こ
と
。

二
、
而
し
て
公
共
事
業
は
失
業
対
策
と
し
て
実
施
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
る
も
、
単
な
る
救
済
の
為
の

救
済
事
業
に
堕
せ
し
め
る
こ
と
な
く
平
和
日
本
建
設
の
復
興
計
画
の
一
環
と
し
て
生
産
的
事
業
、

特
に
食
糧
、
衣
料
、
燃
料
（
特
に
石
炭
）
、
及
住
宅
等
の
基
礎
的
必
需
物
資
の
生
産
又
は
配
給
を

増
強
促
進
す
る
事
業
に
重
点
を
お
い
て
考
慮
す
べ
き
こ
と
。

三
、
公
共
事
業
の
実
施
特
に
地
域
の
選
定
に
当
り
て
は
、
全
国
に
於
け
る
失
業
者
の
地
域
的
分
布
状

況
を
勘
案
し
、
失
業
者
の
雇
用
斡
旋
上
効
果
的
な
る
地
域
を
優
先
的
に
取
扱
ふ
こ
と
と
し
、
厚
生

省
と
充
分
協
議
の
上
共
同
通
牒
に
依
り
関
係
地
方
機
関
に
指
令
せ
ら
れ
た
き
こ
と
。

四
、
公
共
事
業
に
使
用
せ
ら
る
ゝ
労
務
者
は
、
原
則
と
し
て
勤
労
署
の
紹
介
に
依
り
雇
用
す
る
こ
と

と
し
、
こ
の
趣
旨
を
関
係
地
方
機
関
に
徹
底
せ
し
め
ら
れ
た
き
こ
と
。

『
失
対
二
』

昭
和
二
一
年
六
月
二
一
日

〔
二
─
八
〕
中
央
失
業
対
策
委
員
会
答
申

((

イイ))
諮諮
問問((

ロロ))

にに
対対
すす
るる
答答
申申

序
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失
業
者
救
済
対
策
と
し
て
極
め
て
効
果
的
な
方
策
の
一
つ
は
各
種
土
木
事
業
で
あ
っ
て
之
が
推
進

を
図
る
は
至
っ
て
緊
要
で
あ
る
が
現
下
日
本
経
済
の
実
情
を
観
る
に
各
種
資
材
は
極
度
に
窮
乏
し
資

村
を
多
量
に
要
す
る
事
業
は
現
在
全
く
実
現
困
難
で
あ
る
。
更
に
我
国
に
於
て
は
食
糧
の
不
足
は
総

て
の
事
業
復
興
の
最
大
隘
路
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
吾
々
が
茲
に
各
種
土
木
事
業
に
就
き
最
小
限
度
の

資
材
を
以
て
而
も
多
数
の
失
業
者
を
吸
収
し
得
る
方
策
を
考
ふ
る
に
当
り
て
は
食
糧
生
産
の
線
に
沿

ひ
増
産
目
標
を
達
成
せ
し
む
べ
き
補
助
的
役
割
を
果
す
が
如
き
事
業
に
重
点
を
置
き
た
い
と
思
ふ
。

斯
る
観
点
に
立
ち
て
左
の
如
き
土
木
事
業
を
選
定
し
て
答
申
す
る
。
政
府
は
緊
急
之
を
実
施
せ
ら
れ

ん
こ
と
を
望
む
次
第
で
あ
る
。

第
一

道
路
、
河
川
の
改
修
、
特
に
河
川
堤
防
の
修
築
補
強
。

（
編
注
：
中
略
）

（
ロ
）
諮
問
（
ハ
）
に
対
す
る
答
申

我
国
現
下
の
知
識
階
級
失
業
者
の
総
数
は
、
凡
そ
八
〇
萬
人
と
推
計
せ
ら
れ
、
之
に
今
後
帰
還
す

る
復
員
軍
人
及
海
外
引
揚
民
の
知
識
階
級
層
と
中
等
学
校
程
度
以
上
の
新
規
卒
業
生
の
未
就
職
者
を

加
ふ
れ
ば
、
其
の
数
は
更
に
増
加
す
る
に
至
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
こ
の
ま
ゝ
に
放
置
す
る
に
於

て
は
軈
て
百
萬
人
を
突
破
す
る
で
あ
ら
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
所
で
あ
る
。
こ
り
百
萬
人
に
垂

ん
と
す
る
知
識
階
級
失
業
者
の
存
在
が
国
家
社
会
に
及
す
思
想
的
、
経
済
的
影
響
の
如
何
に
深
刻
で

あ
る
か
は
言
を
要
し
な
い
所
で
あ
っ
て
、
之
が
解
決
の
焦
眉
の
急
な
る
所
以
で
あ
る
。
固
よ
り
現
在

の
知
識
階
級
失
業
問
題
も
我
国
全
般
の
失
業
問
題
の
一
環
と
し
て
、
今
次
終
戦
に
因
る
我
国
政
治
経

済
体
制
の
構
造
的
転
換
の
結
果
と
し
て
発
生
し
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
之
が
対
策
の
樹
立
に
当
り
て

は
、
単
に
知
識
階
級
失
業
者
を
救
済
す
る
と
い
ふ
狭
隘
な
る
観
点
を
脱
却
し
て
日
本
を
復
興
再
建
す

る
爲
の
政
治
、
経
済
、
教
育
、
文
化
等
の
総
合
的
基
本
国
策
の
一
環
と
し
て
、
之
等
と
の
有
機
的
聯

関
を
保
持
す
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
知
識
階
級
失
業
問
題
の
根
本
的
解
決

は
、
日
本
復
興
の
総
合
計
画
の
実
施
と
表
裏
す
る
も
の
で
あ
り
、
之
が
早
急
な
る
実
現
は
、
現
在
の

国
情
よ
り
し
て
可
能
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
が
、
さ
し
当
り
現
下
の
急
迫
せ
る
事
態
に
対
処
し
て
之
を

緩
和
し
、
或
は
根
本
的
解
決
の
基
礎
を
築
く
た
め
に
適
切
且
有
効
な
る
対
策
と
し
て
次
の
項
目
を
実

施
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
。

（
一
）
精
神
労
働
と
肉
体
労
働
と
の
価
値
に
対
す
る
差
別
的
観
念
を
是
正
す
る
こ
と
。

従
来
我
国
に
於
て
は
精
神
労
働
の
み
を
独
り
高
尚
と
し
て
肉
体
労
働
を
軽
視
す
る
傾
向
が
顕
著

で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
は
労
働
そ
の
も
の
に
対
す
る
差
別
的
見
解
を
助
成
し
、
国
民
相
互
の
融
和

提
携
を
阻
害
す
る
の
み
な
ら
ず
、
知
識
階
級
の
特
殊
的
意
識
を
助
長
し
て
事
務
方
面
に
の
み
集
中

せ
し
め
る
爲
に
、
一
般
肉
体
労
働
方
向
に
於
て
は
適
当
な
る
指
導
者
を
欠
き
、
そ
り
知
的
水
準
は

何
時
ま
で
も
向
上
す
る
こ
と
な
く
健
全
な
る
勤
労
秩
序
の
育
成
は
い
ふ
べ
く
し
て
期
し
難
い
実
情

に
在
る
。
敗
戦
日
本
を
復
興
す
る
根
本
動
力
は
、
国
民
す
べ
て
の
健
全
な
る
勤
労
に
よ
る
協
力
提

携
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
く
の
如
き
労
働
に
対
す
る
差
別
的
観
念
を
是
正
し
て
、
知
識
階
級

と
雖
も
其
の
健
康
の
許
す
限
り
一
般
肉
体
労
働
に
も
喜
ん
で
従
事
す
る
如
く
指
導
す
る
こ
と
は
極

め
て
緊
要
で
あ
り
、
特
に
現
下
事
務
的
方
面
の
職
の
少
い
実
情
に
於
て
は
一
層
其
の
必
要
性
を
痛

感
す
る
。
例
へ
ば
会
社
工
場
に
於
け
る
職
員
と
工
員
と
の
差
別
的
取
扱
を
一
掃
し
、
其
の
能
力
に

応
じ
た
る
相
互
交
流
を
可
能
な
ら
し
む
る
如
き
方
法
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
二
）
教
育
制
度
の
改
革

（
イ
）
学
校
教
育
と
勤
労
と
を
結
合
す
る
こ
と

(

一
）
に
述
べ
た
こ
と
ゝ
も
関
連
す
る
の
で
あ
る
が
、
我
国
従
来
の
教
育
制
度
は
、
兎
角
机
上
の

学
門
を
偏
重
し
、
実
際
の
勤
労
を
閑
却
し
て
ゐ
る
爲
に
、
前
述
の
如
き
事
務
偏
重
の
知
識
人
を
形

成
す
る
こ
と
に
な
る
と
共
に
、
社
会
の
現
実
に
疎
く
勤
労
の
体
験
、
勤
労
の
勧
喜
を
知
ら
ず
に
観

念
的
抽
象
的
論
議
に
走
り
易
い
。

今
後
に
於
け
る
真
の
指
導
者
は
抽
象
的
理
論
の
学
習
と
共
に
健
全
な
る
勤
労
を
通
じ
て
の
現
実
の

体
得
及
体
力
の
練
磨
を
必
要
と
し
、
之
に
加
ふ
る
に
現
在
の
経
済
状
況
と
を
併
せ
考
慮
す
る
と
き
、

従
来
の
教
育
制
度
に
根
本
的
刷
新
を
加
へ
、
勤
労
と
教
育
の
結
合
に
依
る
新
教
育
制
度
を
研
究
樹

立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
ロ
）
学
級
定
員
の
制
限
及
学
校
事
務
と
教
職
の
分
離

学
級
定
員
を
制
限
し
て
教
職
員
を
増
加
す
る
と
共
に
、
学
校
事
務
と
教
職
と
を
分
離
し
て
国
民
学

校
に
至
る
迄
専
任
の
事
務
職
員
を
置
き
、
教
職
員
は
教
職
に
専
従
せ
し
め
て
教
育
内
容
の
充
実
徹

底
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

尚
戦
時
中
制
限
し
た
大
学
、
高
専
校
の
文
科
系
統
の
定
員
は
現
在
の
志
願
状
況
と
勘
案
し
、
学
校

設
備
の
復
旧
並
び
に
拡
充
と
相
俟
っ
て
元
の
定
員
数
に
復
帰
す
べ
き
で
あ
る
。

（
三
）
総
合
的
調
査
機
関
の
設
置
並
に
各
種
調
査
研
究
機
関
の
整
備
拡
充

我
国
従
来
の
政
治
、
行
政
の
一
大
欠
陥
は
、
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
の
総
合
的
調
査
機
関
な

く
、
従
っ
て
政
治
、
行
政
運
営
の
基
礎
資
料
た
る
国
力
全
般
に
関
す
る
科
学
的
統
計
資
料
の
整
備

さ
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
独
断
的
、
恣
意
的
政
治
、
行
政
の
行
は
れ
る
所
以
が
あ
る
。

新
し
い
平
和
日
本
、
文
化
日
本
の
建
設
の
基
本
を
な
す
も
の
は
、
科
学
技
術
の
発
達
、
科
学
的
、

合
理
的
調
査
研
究
の
根
本
的
刷
新
充
実
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
内
閣
に
、
政
治
、
経
済
、
社
会
文
化
に
亘
る
一
大
総
調
査
機
関
を
設
置
し
日
本
復
興
の
基

本
計
画
に
必
要
な
る
資
料
の
整
備
、
基
礎
的
調
査
研
究
を
行
ふ
こ
と
ゝ
し
、
有
能
な
知
識
階
級
を
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失
業
者
救
済
対
策
と
し
て
極
め
て
効
果
的
な
方
策
の
一
つ
は
各
種
土
木
事
業
で
あ
っ
て
之
が
推
進

を
図
る
は
至
っ
て
緊
要
で
あ
る
が
現
下
日
本
経
済
の
実
情
を
観
る
に
各
種
資
材
は
極
度
に
窮
乏
し
資

村
を
多
量
に
要
す
る
事
業
は
現
在
全
く
実
現
困
難
で
あ
る
。
更
に
我
国
に
於
て
は
食
糧
の
不
足
は
総

て
の
事
業
復
興
の
最
大
隘
路
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
吾
々
が
茲
に
各
種
土
木
事
業
に
就
き
最
小
限
度
の

資
材
を
以
て
而
も
多
数
の
失
業
者
を
吸
収
し
得
る
方
策
を
考
ふ
る
に
当
り
て
は
食
糧
生
産
の
線
に
沿

ひ
増
産
目
標
を
達
成
せ
し
む
べ
き
補
助
的
役
割
を
果
す
が
如
き
事
業
に
重
点
を
置
き
た
い
と
思
ふ
。

斯
る
観
点
に
立
ち
て
左
の
如
き
土
木
事
業
を
選
定
し
て
答
申
す
る
。
政
府
は
緊
急
之
を
実
施
せ
ら
れ

ん
こ
と
を
望
む
次
第
で
あ
る
。

第
一

道
路
、
河
川
の
改
修
、
特
に
河
川
堤
防
の
修
築
補
強
。

（
編
注
：
中
略
）

（
ロ
）
諮
問
（
ハ
）
に
対
す
る
答
申

我
国
現
下
の
知
識
階
級
失
業
者
の
総
数
は
、
凡
そ
八
〇
萬
人
と
推
計
せ
ら
れ
、
之
に
今
後
帰
還
す

る
復
員
軍
人
及
海
外
引
揚
民
の
知
識
階
級
層
と
中
等
学
校
程
度
以
上
の
新
規
卒
業
生
の
未
就
職
者
を

加
ふ
れ
ば
、
其
の
数
は
更
に
増
加
す
る
に
至
る
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
こ
の
ま
ゝ
に
放
置
す
る
に
於

て
は
軈
て
百
萬
人
を
突
破
す
る
で
あ
ら
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
所
で
あ
る
。
こ
り
百
萬
人
に
垂

ん
と
す
る
知
識
階
級
失
業
者
の
存
在
が
国
家
社
会
に
及
す
思
想
的
、
経
済
的
影
響
の
如
何
に
深
刻
で

あ
る
か
は
言
を
要
し
な
い
所
で
あ
っ
て
、
之
が
解
決
の
焦
眉
の
急
な
る
所
以
で
あ
る
。
固
よ
り
現
在

の
知
識
階
級
失
業
問
題
も
我
国
全
般
の
失
業
問
題
の
一
環
と
し
て
、
今
次
終
戦
に
因
る
我
国
政
治
経

済
体
制
の
構
造
的
転
換
の
結
果
と
し
て
発
生
し
た
る
も
の
で
あ
っ
て
、
之
が
対
策
の
樹
立
に
当
り
て

は
、
単
に
知
識
階
級
失
業
者
を
救
済
す
る
と
い
ふ
狭
隘
な
る
観
点
を
脱
却
し
て
日
本
を
復
興
再
建
す

る
爲
の
政
治
、
経
済
、
教
育
、
文
化
等
の
総
合
的
基
本
国
策
の
一
環
と
し
て
、
之
等
と
の
有
機
的
聯

関
を
保
持
す
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
知
識
階
級
失
業
問
題
の
根
本
的
解
決

は
、
日
本
復
興
の
総
合
計
画
の
実
施
と
表
裏
す
る
も
の
で
あ
り
、
之
が
早
急
な
る
実
現
は
、
現
在
の

国
情
よ
り
し
て
可
能
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
が
、
さ
し
当
り
現
下
の
急
迫
せ
る
事
態
に
対
処
し
て
之
を

緩
和
し
、
或
は
根
本
的
解
決
の
基
礎
を
築
く
た
め
に
適
切
且
有
効
な
る
対
策
と
し
て
次
の
項
目
を
実

施
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
。

（
一
）
精
神
労
働
と
肉
体
労
働
と
の
価
値
に
対
す
る
差
別
的
観
念
を
是
正
す
る
こ
と
。

従
来
我
国
に
於
て
は
精
神
労
働
の
み
を
独
り
高
尚
と
し
て
肉
体
労
働
を
軽
視
す
る
傾
向
が
顕
著

で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
は
労
働
そ
の
も
の
に
対
す
る
差
別
的
見
解
を
助
成
し
、
国
民
相
互
の
融
和

提
携
を
阻
害
す
る
の
み
な
ら
ず
、
知
識
階
級
の
特
殊
的
意
識
を
助
長
し
て
事
務
方
面
に
の
み
集
中

せ
し
め
る
爲
に
、
一
般
肉
体
労
働
方
向
に
於
て
は
適
当
な
る
指
導
者
を
欠
き
、
そ
り
知
的
水
準
は

何
時
ま
で
も
向
上
す
る
こ
と
な
く
健
全
な
る
勤
労
秩
序
の
育
成
は
い
ふ
べ
く
し
て
期
し
難
い
実
情

に
在
る
。
敗
戦
日
本
を
復
興
す
る
根
本
動
力
は
、
国
民
す
べ
て
の
健
全
な
る
勤
労
に
よ
る
協
力
提

携
で
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
か
く
の
如
き
労
働
に
対
す
る
差
別
的
観
念
を
是
正
し
て
、
知
識
階
級

と
雖
も
其
の
健
康
の
許
す
限
り
一
般
肉
体
労
働
に
も
喜
ん
で
従
事
す
る
如
く
指
導
す
る
こ
と
は
極

め
て
緊
要
で
あ
り
、
特
に
現
下
事
務
的
方
面
の
職
の
少
い
実
情
に
於
て
は
一
層
其
の
必
要
性
を
痛

感
す
る
。
例
へ
ば
会
社
工
場
に
於
け
る
職
員
と
工
員
と
の
差
別
的
取
扱
を
一
掃
し
、
其
の
能
力
に

応
じ
た
る
相
互
交
流
を
可
能
な
ら
し
む
る
如
き
方
法
を
講
ず
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
二
）
教
育
制
度
の
改
革

（
イ
）
学
校
教
育
と
勤
労
と
を
結
合
す
る
こ
と

(

一
）
に
述
べ
た
こ
と
ゝ
も
関
連
す
る
の
で
あ
る
が
、
我
国
従
来
の
教
育
制
度
は
、
兎
角
机
上
の

学
門
を
偏
重
し
、
実
際
の
勤
労
を
閑
却
し
て
ゐ
る
爲
に
、
前
述
の
如
き
事
務
偏
重
の
知
識
人
を
形

成
す
る
こ
と
に
な
る
と
共
に
、
社
会
の
現
実
に
疎
く
勤
労
の
体
験
、
勤
労
の
勧
喜
を
知
ら
ず
に
観

念
的
抽
象
的
論
議
に
走
り
易
い
。

今
後
に
於
け
る
真
の
指
導
者
は
抽
象
的
理
論
の
学
習
と
共
に
健
全
な
る
勤
労
を
通
じ
て
の
現
実
の

体
得
及
体
力
の
練
磨
を
必
要
と
し
、
之
に
加
ふ
る
に
現
在
の
経
済
状
況
と
を
併
せ
考
慮
す
る
と
き
、

従
来
の
教
育
制
度
に
根
本
的
刷
新
を
加
へ
、
勤
労
と
教
育
の
結
合
に
依
る
新
教
育
制
度
を
研
究
樹

立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
ロ
）
学
級
定
員
の
制
限
及
学
校
事
務
と
教
職
の
分
離

学
級
定
員
を
制
限
し
て
教
職
員
を
増
加
す
る
と
共
に
、
学
校
事
務
と
教
職
と
を
分
離
し
て
国
民
学

校
に
至
る
迄
専
任
の
事
務
職
員
を
置
き
、
教
職
員
は
教
職
に
専
従
せ
し
め
て
教
育
内
容
の
充
実
徹

底
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

尚
戦
時
中
制
限
し
た
大
学
、
高
専
校
の
文
科
系
統
の
定
員
は
現
在
の
志
願
状
況
と
勘
案
し
、
学
校

設
備
の
復
旧
並
び
に
拡
充
と
相
俟
っ
て
元
の
定
員
数
に
復
帰
す
べ
き
で
あ
る
。

（
三
）
総
合
的
調
査
機
関
の
設
置
並
に
各
種
調
査
研
究
機
関
の
整
備
拡
充

我
国
従
来
の
政
治
、
行
政
の
一
大
欠
陥
は
、
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
の
総
合
的
調
査
機
関
な

く
、
従
っ
て
政
治
、
行
政
運
営
の
基
礎
資
料
た
る
国
力
全
般
に
関
す
る
科
学
的
統
計
資
料
の
整
備

さ
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
独
断
的
、
恣
意
的
政
治
、
行
政
の
行
は
れ
る
所
以
が
あ
る
。

新
し
い
平
和
日
本
、
文
化
日
本
の
建
設
の
基
本
を
な
す
も
の
は
、
科
学
技
術
の
発
達
、
科
学
的
、

合
理
的
調
査
研
究
の
根
本
的
刷
新
充
実
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
内
閣
に
、
政
治
、
経
済
、
社
会
文
化
に
亘
る
一
大
総
調
査
機
関
を
設
置
し
日
本
復
興
の
基

本
計
画
に
必
要
な
る
資
料
の
整
備
、
基
礎
的
調
査
研
究
を
行
ふ
こ
と
ゝ
し
、
有
能
な
知
識
階
級
を
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吸
収
し
、
其
の
知
識
技
能
を
活
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
尚
此
の
外
に
官
庁
、
民
間
の
各
種

調
査
研
究
機
関
を
そ
れ
ぞ
れ
整
備
拡
充
し
、
内
閣
の
総
合
調
査
機
関
を
中
心
と
し
て
重
複
せ
る
も

の
は
統
合
す
る
等
相
互
間
の
緊
密
な
る
連
絡
協
調
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
四
）
中
小
工
業
技
術
指
導
所
の
設
置

戦
災
其
の
他
に
因
り
荒
廃
せ
る
中
小
工
業
の
急
速
な
る
振
興
を
図
る
こ
と
は
、
今
後
に
於
け
る
我

国
経
済
の
構
造
及
現
下
の
経
済
危
機
克
服
の
観
点
よ
り
み
る
も
極
め
て
緊
要
な
る
こ
と
で
あ
る
の

で
之
が
専
門
技
術
的
な
指
導
を
加
へ
、
其
の
復
興
を
促
進
す
る
爲
に
、
国
庫
補
助
の
下
に
全
国
主

要
な
る
中
小
工
業
都
市
に
中
小
工
業
技
術
指
導
所
を
設
置
し
、
之
に
優
秀
且
塾
練
せ
る
技
術
者
を

配
置
し
て
、
常
時
又
は
必
要
に
応
じ
て
実
地
指
導
又
は
技
術
相
談
を
実
施
せ
し
め
る
こ
と
は
、
技

術
者
の
失
業
救
済
と
し
て
も
有
効
な
る
対
策
で
あ
る
。

（
五
）
知
識
階
級
専
門
の
職
業
紹
介
機
関
の
設
置

我
国
の
職
業
紹
介
機
関
は
全
国
主
要
な
る
地
区
に
設
置
さ
れ
て
は
ゐ
る
が
、
其
の
沿
革
よ
り
日
用

労
働
者
其
の
他
の
肉
体
労
働
者
の
紹
介
斡
旋
を
主
た
る
業
務
と
し
て
発
達
し
て
来
た
も
の
で
あ

り
、
且
其
の
職
員
の
能
力
よ
り
見
る
も
知
識
階
級
の
紹
介
斡
旋
に
は
不
適
当
な
点
が
多
く
、
事
実

に
依
っ
て
見
て
も
知
識
階
級
が
職
業
紹
介
所
の
利
用
率
は
極
め
て
低
い
。
而
し
て
大
学
、
専
門
学

校
に
於
け
る
卒
業
生
の
就
職
斡
旋
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
其
の
当
該
学
校
自
身
に
於
て
甚
だ
し

き
努
力
と
時
間
を
費
し
て
之
に
当
つ
て
ゐ
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
故
に
全
国
六
大
都
市
に
知
識
階

級
専
門
の
職
業
紹
介
所
を
設
置
し
て
之
に
学
識
教
養
の
高
い
職
員
を
配
置
し
て
、
各
大
学
専
門
学

校
と
緊
密
な
る
連
絡
の
下
に
其
の
職
業
の
紹
介
斡
旋
を
な
す
こ
と
は
失
業
対
策
実
施
の
観
点
よ
り

も
蓋
し
有
益
且
適
切
な
る
施
策
と
い
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
而
し
て
之
に
は
必
ず
固
有
の
職
業
補
導

所
と
授
産
施
設
と
を
付
設
す
る
こ
と
ゝ
し
、
知
識
階
級
失
業
者
の
職
業
補
導
と
翻
訳
、
筆
耕
其
他

事
務
補
助
等
の
授
産
を
実
施
す
れ
ば
其
の
収
む
る
所
は
甚
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
信
ず
る
。

(

六
）
失
業
救
済
応
急
事
業
の
実
施

現
在
の
如
く
人
量
の
知
識
階
級
層
失
業
者
が
存
在
し
而
も
之
を
吸
収
す
る
産
業
が
再
開
の
進
捗
せ

ざ
る
現
状
に
於
て
は
、
之
を
一
般
肉
体
労
働
方
面
に
ふ
り
む
け
る
と
し
て
も
当
然
之
に
は
一
定
の

限
度
が
あ
り
、
且
其
の
体
力
に
於
て
到
底
一
般
肉
体
労
働
に
適
せ
ざ
る
者
も
相
当
数
存
在
す
る
こ

と
は
明
か
で
あ
る
の
で
、
之
等
の
者
に
対
し
て
は
一
定
の
期
間
を
限
り
国
庫
の
補
助
の
下
に
失
業

救
済
応
急
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
但
し
其
の
場
合
其
の
事
業
種
目
は
あ
く
迄
も

現
在
最
も
緊
要
な
る
基
礎
的
必
需
物
資
の
生
産
増
強
を
中
心
と
し
て
其
他
日
本
復
興
に
直
接
寄
与

す
る
如
き
も
の
に
限
定
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
且
之
に
依
り
応
急
事
業
に
固
着
せ

し
め
ざ
る
様
に
配
意
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

『
失
対
二
』

昭
和
二
一
年
七
月
九
日

〔
二
─
九
〕
閣
議
了
解

公公
共共
事事
業業
実実
施施
にに
関関
すす
るる
件件

今
回
の
六
〇
億
の
公
共
事
業
は
深
刻
な
る
失
業
問
題
に
対
す
る
唯
一
の
施
策
で
あ
り
、
従
っ
て
厚

生
省
と
し
て
は
本
公
共
事
業
の
成
否
に
対
し
、
重
大
な
る
関
心
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
り

ま
す
。
そ
こ
で
私
は
本
公
共
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
、
各
大
臣
に
次
の
諸
点
に
つ
き
了
解
を
求
む
る

次
第
で
あ
り
ま
す
。

（
第
一
）
は
公
共
事
業
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
ゞ
あ
り
ま
す
が
（
編
注
：
中
略
）

（
第
二
）
は
公
共
事
業
の
実
施
地
域
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
（
編
注
：
中
略
）

（
第
三
）
は
使
用
労
務
者
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
（
編
注
：
中
略
）

（
第
四
）
は
公
共
事
業
の
実
施
主
体
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
（
編
注
：
中
略
）

（
第
五
）
に
公
共
事
業
の
使
用
労
務
者
は
、
…
勤
労
署
に
求
職
の
申
込
を
な
し
た
る
者
…
を
優
先
的

に
使
用
す
る
こ
と
（
編
注
：
中
略
）

（
第
六
）
以
上
は
各
省
に
於
て
実
施
さ
れ
る
公
共
事
業
に
つ
い
て
の
要
望
を
申
述
べ
ま
し
た
が
、
最

後
に
各
省
の
計
画
的
事
業
の
進
捗
状
況
よ
り
し
て
速
急
に
吸
収
さ
れ
な
い
失
業
者
又
は
各
省
の
計

画
的
事
業
を
以
て
し
て
も
尚
之
に
吸
収
さ
れ
な
い
、
い
は
ゞ
落
ち
こ
ぼ
れ
的
な
失
業
者
の
発
生
す

る
こ
と
は
必
至
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
之
を
ど
う
す
る
か
と
い
ふ
問
題
が
あ
る
の
で
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
計
画
事
業
の
網
の
目
か
ら
洩
れ
た
失
業
者
と
雖
も
苟
も
勤
労
の
意
思
を
有
す
る

も
の
は
固
よ
り
の
こ
と
勤
労
の
意
思
を
有
せ
ざ
る
者
に
対
し
て
も
、
勤
労
の
意
欲
を
昂
揚
せ
し
め

て
勤
労
の
機
会
を
与
へ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
、
之
に
対
し
て

は
次
の
二
つ
の
こ
と
を
考
へ
て
居
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

（
其
の
一
）
は
簡
易
な
、
い
は
ゞ
機
動
的
な
公
共
事
業
の
実
施
で
あ
り
ま
す
。

現
に
大
都
市
の
勤
労
署
に
於
い
て
は
、
毎
日
相
当
な
日
雇
的
労
務
者
の
あ
ぶ
れ
が
み
ら
れ
る
の
で

あ
り
ま
し
て
、
勤
労
署
の
窓
口
に
あ
ら
は
れ
る
そ
の
時
々
の
失
業
状
況
と
に
ら
み
合
せ
て
臨
機
応

変
に
簡
易
な
事
業
に
従
事
せ
し
め
て
、
こ
れ
ら
あ
ぶ
れ
失
業
者
を
活
用
す
る
公
共
事
業
の
計
画
を

持
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
為
に
一
定
の
予
算
を
計
上
し
て
、

参
り
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

（
其
の
二
）
は
職
業
補
導
及
授
産
内
職
施
設
の
拡
充
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
事
業
は
夫
々
既
定
予
算
の
下
に
実
施
中
で
あ
り
ま
す
が
、
何
分
そ
の
数
が
少
い
の
で
あ

り
ま
し
て
、
現
下
の
厖
大
な
る
失
業
者
に
対
す
る
施
設
と
し
て
は
、
余
り
に
も
貧
弱
と
い
は
ざ
る
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を
得
な
い
実
情
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
そ
の
範
囲
を
拡
張
し
そ
の
数
を
増
加
し
建
築
工
の
養

成
、
見
帰
り
物
資
の
生
産
、
そ
の
他
地
方
的
特
産
物
の
生
産
は
勿
論
の
こ
と
広
く
民
需
品
を
中
心

と
す
る
生
産
的
職
業
補
導
及
授
産
内
職
施
設
を
拡
充
し
独
り
地
方
国
体
直
営
の
分
の
み
な
ら
ず
、

広
く
民
間
の
経
営
を
も
認
め
之
に
対
し
て
相
当
の
応
援
を
為
し
て
行
く
積
り
で
あ
り
ま
す
。

（
第
七
）（
編
注
：
中
略
）
公
共
事
業
実
施
推
進
本
部
と
い
ふ
如
き
組
織
を
設
置
し
て
参
り
た
い
（
編

注
：
中
略
）
。

（
第
八
）
最
後
に
（
編
注
：
中
略
）
凡
ゆ
る
方
面
に
於
て
議
会
人
等
の
積
極
的
な
協
力
を
期
待
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

『
失
対
二
』

昭
和
二
一
年
七
月
二
二
日

〔
二
─
一
〇
〕
厚
生
大
臣
、
労
務
法
制
審
議
委
員
会
に
諮
問

労労
務務
保保
護護
法法
案案
のの
起起
草草
にに
つつ
いい
てて

本
日
は
業
務
ご
多
忙
に
も
拘
ら
ず
、
御
出
席
頂
き
ま
し
て
誠
に
有
難
く
存
じ
ま
す
。
本
審
議
会

に
於
き
ま
し
て
は
、
昨
年
「
労
働
組
合
法
」
案
を
立
案
審
議
せ
ら
れ
、
そ
の
答
申
に
基
き
「
労
働
組

合
法
」
が
制
定
施
行
さ
れ
ま
し
て
、
労
働
組
合
の
急
速
な
結
成
を
見
現
在
活
溌
な
運
動
が
展
開
さ
れ

て
居
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
又
そ
の
後
引
続
き
、
「
労
働
関
係
の
調
整
に
関
す
る
法
律
」
案
を
立
案

審
議
さ
れ
、
そ
の
答
申
を
得
ま
し
て
、
今
議
会
に
「
労
働
関
係
調
整
法
案
」
を
提
出
し
、
目
下
審
議

中
で
あ
り
ま
す
。

斯
様
に
、
終
戦
後
の
新
事
態
に
即
応
す
べ
き
労
働
法
制
が
着
々
整
備
充
実
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
こ

と
は
、
我
が
国
民
主
々
義
の
復
活
強
化
の
た
め
誠
に
意
義
深
く
、
慶
賀
に
堪
へ
な
い
所
で
あ
り
ま
す

と
共
に
、
本
審
議
会
に
負
ふ
所
洵
に
絶
大
な
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
衷
心
よ
り
敬
意
を
表
す
る
次
第

で
あ
り
ま
す
。

扨
て
皆
様
既
に
御
存
知
の
様
に
、
「
労
働
関
係
調
整
法
」
案
に
関
す
る
本
審
議
会
の
総
会
や
公
聴

会
、
各
種
の
労
働
組
合
の
会
合
、
新
聞
等
で
、
「
労
働
者
に
人
た
る
に
値
す
る
生
活
を
保
障
す
る
に

足
る
労
働
条
件
を
定
め
る
法
律
を
制
定
す
べ
き
で
あ
る
」
と
謂
ふ
事
が
、
盛
に
論
議
さ
れ
、
又
目
下

議
会
で
審
議
中
の
憲
法
改
正
草
案
に
も
、
「
賃
金
、
就
業
時
間
そ
の
他
の
勤
労
条
件
に
関
す
る
基
準

は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」
と
規
定
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
労
働
保
護
に
関
す
る
既
存

の
法
規
と
し
て
は
、
工
場
法
、
鉱
業
法
、
労
働
者
災
害
扶
助
法
、
商
店
法
、
工
業
労
働
者
最
低
年
齢

法
を
始
め
い
ろ
い
ろ
の
法
律
や
規
則
が
あ
り
ま
す
が
、
何
れ
も
終
戦
後
の
新
た
な
情
勢
に
は
即
応
し

な
い
よ
う
に
思
は
れ
ま
す
。

政
府
と
致
し
ま
し
て
は
、
こ
の
や
う
な
事
情
を
考
慮
に
入
れ
て
、
次
の
議
会
に
、
新
憲
法
附
属
法

の
一
つ
と
し
て
、
「
労
働
保
護
に
関
す
る
法
律
（
仮
称
）
」
案
を
堤
出
し
た
い
意
向
で
あ
り
ま
し
て
、

そ
の
立
案
、
審
議
方
を
御
願
ひ
す
る
た
め
に
、
本
日
皆
様
の
御
参
集
を
煩
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
法
律
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
労
働
条
件
の
実
体
を
な
す
も
の
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
、
そ
の
重

要
性
に
鑑
み
、
皆
様
に
於
か
れ
ま
し
て
は
、
酷
暑
の
砌
り
御
多
用
中
恐
縮
な
が
ら
、
格
段
の
御
努
力

を
頂
き
、
な
る
べ
く
速
か
に
、
御
答
申
を
得
ら
れ
ま
す
や
う
、
希
望
致
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。

尚
後
程
労
政
局
長
よ
り
本
法
律
案
に
関
係
の
あ
る
若
干
の
点
に
つ
き
御
説
明
致
し
ま
し
て
、
立
案

審
議
の
御
参
考
に
供
す
る
こ
と
と
致
し
て
居
り
ま
す
。

以
上
を
も
ち
ま
し
て
御
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

『
規
定
』

昭
和
二
十
一
年
九
月
三
日

〔
二
─
一
一
〕
閣
議
決
定

公公
共共
事事
業業
処処
理理
要要
綱綱

一
、
経
済
安
定
本
部
は
国
費
に
依
り
行
は
る
ゝ
一
切
の
公
共
事
業
の
計
画
及
一
般
的
監
督
の
責
に
任
ず

る
。

二
、
各
省
が
公
共
事
業
を
実
施
せ
ん
と
す
る
と
き
は
経
済
安
定
本
部
の
認
証
を
受
く
る
こ
と
を
要
す
る
。

三
、
前
号
の
認
証
に
当
つ
て
は
経
済
安
定
木
部
は
別
表
の
順
位
表
に
依
り
順
位
を
定
め
適
当
と
認
む
る

と
き
は
定
め
ら
れ
た
る
予
算
の
範
囲
内
に
於
て
必
要
と
認
む
る
額
を
認
証
す
る
。

事
業
計
画
適
当
な
ら
ず
と
認
む
る
と
き
は
経
済
安
定
本
部
は
認
証
を
拒
否
す
る
こ
と
を
得
る
。

四
、
第
二
に
依
り
認
証
す
る
金
額
は
三
ヶ
月
以
内
の
分
と
し
事
業
を
経
続
せ
ん
と
す
る
と
き
は
認
証
後

七
十
日
以
内
に
認
証
を
受
け
た
る
事
業
の
実
施
状
況
報
告
を
添
附
し
更
に
三
ヶ
月
以
内
の
継
続
を
受

く
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
二
に
依
り
認
証
を
受
け
た
る
事
業
に
付
て
は
各
省
は
前
項
の
報
告
の
外
事
業
事
業
終
了
後
又
は

マ

マ

会
計
年
度
終
了
後
二
ヶ
月
以
内
に
実
施
状
況
報
告
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

五
、
経
済
安
定
本
部
は
既
に
認
証
し
た
る
期
間
に
於
け
る
事
業
の
実
施
状
況
を
考
慮
し
た
る
上
事
業
継

続
に
必
要
と
認
む
る
額
を
認
証
す
る
。

六
、
経
済
安
定
本
部
に
於
て
認
証
し
た
る
金
額
は
大
蔵
省
所
定
費
目
よ
り
配
付
す
る
。

七
、
経
済
安
定
本
部
は
事
業
実
施
方
法
適
当
な
ら
ず
と
認
む
る
と
き
は
未
だ
使
用
又
は
契
約
せ
ざ
る
資

金
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
を
得
る
。

八
、
本
規
定
に
依
り
認
証
を
受
け
た
る
事
業
に
於
け
る
労
働
者
の
使
用
に
就
て
は
左
の
条
項
を
遵
守
す
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を
得
な
い
実
情
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
そ
の
範
囲
を
拡
張
し
そ
の
数
を
増
加
し
建
築
工
の
養

成
、
見
帰
り
物
資
の
生
産
、
そ
の
他
地
方
的
特
産
物
の
生
産
は
勿
論
の
こ
と
広
く
民
需
品
を
中
心

と
す
る
生
産
的
職
業
補
導
及
授
産
内
職
施
設
を
拡
充
し
独
り
地
方
国
体
直
営
の
分
の
み
な
ら
ず
、

広
く
民
間
の
経
営
を
も
認
め
之
に
対
し
て
相
当
の
応
援
を
為
し
て
行
く
積
り
で
あ
り
ま
す
。

（
第
七
）（
編
注
：
中
略
）
公
共
事
業
実
施
推
進
本
部
と
い
ふ
如
き
組
織
を
設
置
し
て
参
り
た
い
（
編

注
：
中
略
）
。

（
第
八
）
最
後
に
（
編
注
：
中
略
）
凡
ゆ
る
方
面
に
於
て
議
会
人
等
の
積
極
的
な
協
力
を
期
待
す
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

『
失
対
二
』

昭
和
二
一
年
七
月
二
二
日

〔
二
─
一
〇
〕
厚
生
大
臣
、
労
務
法
制
審
議
委
員
会
に
諮
問

労労
務務
保保
護護
法法
案案
のの
起起
草草
にに
つつ
いい
てて

本
日
は
業
務
ご
多
忙
に
も
拘
ら
ず
、
御
出
席
頂
き
ま
し
て
誠
に
有
難
く
存
じ
ま
す
。
本
審
議
会

に
於
き
ま
し
て
は
、
昨
年
「
労
働
組
合
法
」
案
を
立
案
審
議
せ
ら
れ
、
そ
の
答
申
に
基
き
「
労
働
組

合
法
」
が
制
定
施
行
さ
れ
ま
し
て
、
労
働
組
合
の
急
速
な
結
成
を
見
現
在
活
溌
な
運
動
が
展
開
さ
れ

て
居
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
又
そ
の
後
引
続
き
、
「
労
働
関
係
の
調
整
に
関
す
る
法
律
」
案
を
立
案

審
議
さ
れ
、
そ
の
答
申
を
得
ま
し
て
、
今
議
会
に
「
労
働
関
係
調
整
法
案
」
を
提
出
し
、
目
下
審
議

中
で
あ
り
ま
す
。

斯
様
に
、
終
戦
後
の
新
事
態
に
即
応
す
べ
き
労
働
法
制
が
着
々
整
備
充
実
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
こ

と
は
、
我
が
国
民
主
々
義
の
復
活
強
化
の
た
め
誠
に
意
義
深
く
、
慶
賀
に
堪
へ
な
い
所
で
あ
り
ま
す

と
共
に
、
本
審
議
会
に
負
ふ
所
洵
に
絶
大
な
も
の
が
あ
り
ま
し
て
、
衷
心
よ
り
敬
意
を
表
す
る
次
第

で
あ
り
ま
す
。

扨
て
皆
様
既
に
御
存
知
の
様
に
、
「
労
働
関
係
調
整
法
」
案
に
関
す
る
本
審
議
会
の
総
会
や
公
聴

会
、
各
種
の
労
働
組
合
の
会
合
、
新
聞
等
で
、
「
労
働
者
に
人
た
る
に
値
す
る
生
活
を
保
障
す
る
に

足
る
労
働
条
件
を
定
め
る
法
律
を
制
定
す
べ
き
で
あ
る
」
と
謂
ふ
事
が
、
盛
に
論
議
さ
れ
、
又
目
下

議
会
で
審
議
中
の
憲
法
改
正
草
案
に
も
、
「
賃
金
、
就
業
時
間
そ
の
他
の
勤
労
条
件
に
関
す
る
基
準

は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」
と
規
定
さ
れ
て
居
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
労
働
保
護
に
関
す
る
既
存

の
法
規
と
し
て
は
、
工
場
法
、
鉱
業
法
、
労
働
者
災
害
扶
助
法
、
商
店
法
、
工
業
労
働
者
最
低
年
齢

法
を
始
め
い
ろ
い
ろ
の
法
律
や
規
則
が
あ
り
ま
す
が
、
何
れ
も
終
戦
後
の
新
た
な
情
勢
に
は
即
応
し

な
い
よ
う
に
思
は
れ
ま
す
。

政
府
と
致
し
ま
し
て
は
、
こ
の
や
う
な
事
情
を
考
慮
に
入
れ
て
、
次
の
議
会
に
、
新
憲
法
附
属
法

の
一
つ
と
し
て
、
「
労
働
保
護
に
関
す
る
法
律
（
仮
称
）
」
案
を
堤
出
し
た
い
意
向
で
あ
り
ま
し
て
、

そ
の
立
案
、
審
議
方
を
御
願
ひ
す
る
た
め
に
、
本
日
皆
様
の
御
参
集
を
煩
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
法
律
は
申
す
ま
で
も
な
く
、
労
働
条
件
の
実
体
を
な
す
も
の
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
、
そ
の
重

要
性
に
鑑
み
、
皆
様
に
於
か
れ
ま
し
て
は
、
酷
暑
の
砌
り
御
多
用
中
恐
縮
な
が
ら
、
格
段
の
御
努
力

を
頂
き
、
な
る
べ
く
速
か
に
、
御
答
申
を
得
ら
れ
ま
す
や
う
、
希
望
致
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。

尚
後
程
労
政
局
長
よ
り
本
法
律
案
に
関
係
の
あ
る
若
干
の
点
に
つ
き
御
説
明
致
し
ま
し
て
、
立
案

審
議
の
御
参
考
に
供
す
る
こ
と
と
致
し
て
居
り
ま
す
。

以
上
を
も
ち
ま
し
て
御
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

『
規
定
』

昭
和
二
十
一
年
九
月
三
日

〔
二
─
一
一
〕
閣
議
決
定

公公
共共
事事
業業
処処
理理
要要
綱綱

一
、
経
済
安
定
本
部
は
国
費
に
依
り
行
は
る
ゝ
一
切
の
公
共
事
業
の
計
画
及
一
般
的
監
督
の
責
に
任
ず

る
。

二
、
各
省
が
公
共
事
業
を
実
施
せ
ん
と
す
る
と
き
は
経
済
安
定
本
部
の
認
証
を
受
く
る
こ
と
を
要
す
る
。

三
、
前
号
の
認
証
に
当
つ
て
は
経
済
安
定
木
部
は
別
表
の
順
位
表
に
依
り
順
位
を
定
め
適
当
と
認
む
る

と
き
は
定
め
ら
れ
た
る
予
算
の
範
囲
内
に
於
て
必
要
と
認
む
る
額
を
認
証
す
る
。

事
業
計
画
適
当
な
ら
ず
と
認
む
る
と
き
は
経
済
安
定
本
部
は
認
証
を
拒
否
す
る
こ
と
を
得
る
。

四
、
第
二
に
依
り
認
証
す
る
金
額
は
三
ヶ
月
以
内
の
分
と
し
事
業
を
経
続
せ
ん
と
す
る
と
き
は
認
証
後

七
十
日
以
内
に
認
証
を
受
け
た
る
事
業
の
実
施
状
況
報
告
を
添
附
し
更
に
三
ヶ
月
以
内
の
継
続
を
受

く
る
こ
と
を
要
す
る
。

第
二
に
依
り
認
証
を
受
け
た
る
事
業
に
付
て
は
各
省
は
前
項
の
報
告
の
外
事
業
事
業
終
了
後
又
は

マ

マ

会
計
年
度
終
了
後
二
ヶ
月
以
内
に
実
施
状
況
報
告
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

五
、
経
済
安
定
本
部
は
既
に
認
証
し
た
る
期
間
に
於
け
る
事
業
の
実
施
状
況
を
考
慮
し
た
る
上
事
業
継

続
に
必
要
と
認
む
る
額
を
認
証
す
る
。

六
、
経
済
安
定
本
部
に
於
て
認
証
し
た
る
金
額
は
大
蔵
省
所
定
費
目
よ
り
配
付
す
る
。

七
、
経
済
安
定
本
部
は
事
業
実
施
方
法
適
当
な
ら
ず
と
認
む
る
と
き
は
未
だ
使
用
又
は
契
約
せ
ざ
る
資

金
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
を
得
る
。

八
、
本
規
定
に
依
り
認
証
を
受
け
た
る
事
業
に
於
け
る
労
働
者
の
使
用
に
就
て
は
左
の
条
項
を
遵
守
す
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る
こ
と
を
要
す
る
。
事
業
が
所
管
省
の
監
督
下
に
あ
る
行
政
官
庁
公
共
団
体
、
公
益
機
関
に
依
り
て

行
は
る
ゝ
場
合
又
は
補
助
を
受
く
る
者
が
行
ふ
場
合
に
於
て
も
所
管
省
は
事
業
者
を
し
て
左
記
事
項

を
遵
守
せ
し
め
る
責
任
が
あ
る
。

⑴

労
働
者
の
雇
入
は
公
立
の
職
業
紹
介
機
関
に
依
る
こ
と
。

⑵

労
働
者
に
対
す
る
賃
金
支
払
額
及
支
払
方
法
は
事
業
の
行
は
る
る
地
方
に
於
け
る
同
様
の
作
業

に
於
て
普
通
行
は
る
る
所
に
依
る
こ
と
。

⑶

監
督
者
は
一
定
の
俸
給
及
事
業
の
成
績
に
依
り
て
支
給
せ
ら
る
る
賞
与
の
外
報
酬
を
受
け
る
こ

と
を
得
な
い
こ
と
。

⑷

昭
和
二
十
年
勅
令
第
五
百
四
十
二
号
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
の
受
諾
に
伴
ひ
発
す
る
命
令
に
関
す

る
件
に
基
く
就
業
禁
止
、
退
官
、
退
職
等
に
関
す
る
件
に
依
り
公
職
に
就
き
得
な
い
者
を
監
督
者

と
し
て
使
用
せ
ざ
る
こ
と
。

⑸

事
業
者
は
労
働
者
が
作
業
怠
慢
に
し
て
充
分
の
能
率
を
発
揚
せ
ず
と
認
む
る
と
き
は
何
時
に
て

も
雇
入
を
停
止
し
又
は
解
雇
す
る
こ
と
を
得
る
こ
と
。

⑹

労
働
者
に
対
す
る
賃
金
は
少
く
と
も
月
二
回
作
業
終
了
後
五
日
以
内
に
之
を
支
払
ひ
分
類
所
得

税
、
社
会
保
険
料
そ
の
他
法
令
の
定
む
る
も
の
ゝ
外
賃
金
よ
り
差
引
く
こ
と
を
得
な
い
こ
と
。

⑺

事
業
場
に
は
賃
金
簿
を
備
付
け
労
働
者
毎
に
支
払
額
を
正
確
に
記
入
し
お
く
こ
と
。

⑻

労
働
者
に
は
作
業
の
性
質
に
応
じ
労
務
加
配
に
関
す
る
規
定
に
従
ひ
特
別
加
配
食
糧
を
配
給
す

る
こ
と
。

⑼

配
給
物
資
が
正
確
に
直
接
に
労
働
者
に
配
給
せ
ら
れ
る
様
適
当
な
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

⑽

事
業
場
に
は
配
給
簿
を
備
付
け
各
人
毎
に
配
給
品
の
種
類
及
数
量
を
正
確
に
記
入
す
る
こ
と
。

⑾

賃
金
簿
及
配
給
簿
は
経
済
安
定
本
部
、
所
管
官
庁
、
関
係
労
働
組
合
又
は
労
働
者
の
要
求
あ
る

と
き
は
何
時
に
て
も
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
。

九
、
経
済
安
定
本
部
は
労
働
者
の
雇
使
、
募
集
、
物
資
配
給
、
労
働
時
間
等
に
つ
き
必
要
な
る
事
項
を

決
定
す
る
こ
と
を
得
る
こ
と
。

一
〇
、
公
共
事
業
を
所
管
す
る
官
庁
は
各
事
業
毎
に
経
済
安
定
本
部
の
定
む
る
所
に
従
ひ
経
理
に
関
す

る
詳
細
な
記
録
を
保
存
し
経
済
安
定
木
部
の
要
求
あ
る
と
き
は
之
を
提
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

政
府
が
補
助
金
に
て
行
ふ
公
共
事
業
に
於
て
は
補
助
を
受
け
た
事
業
者
を
し
て
前
項
の
事
項
を
遵
守

せ
し
め
る
こ
と
を
要
す
る
。

一
一
、
経
済
安
定
本
部
は
公
共
事
業
の
監
査
を
行
う
。

一
二
、
鉄
道
特
別
会
計
及
通
信
特
別
会
計
の
資
本
勘
定
に
て
施
行
す
る
事
業
計
画
の
実
施
に
付
て
は
前

各
号
を
適
用
す
る
。

（
編
注
：
以
下
略
）

『
失
対
二
』

昭
和
二
一
年
一
一
月
一
日

〔
二
─
一
二
〕
政
府
発
表

失失
業業
対対
策策
のの
概概
要要

第第
一一

昭昭
和和
二二
十十
一一
年年
十十
二二
月月
三三
一一
日日
迄迄
にに
於於
けけ
るる
失失
業業
者者
数数
概概
要要
（（
昭昭
和和
二二
十十
一一
年年
八八
月月
五五
日日
調調

査査
））

一

失
業
者
数

本
年
十
二
月
三
十
一
日
迄
に
直
ち
に
失
業
対
策
の
対
象
と
し
て
考
慮
す
べ
き
失
業
者
の
総

数
は
約
四
、
一
六
〇
、
〇
〇
〇
人
な
り
。

（
編
注
：
以
下
中
略
）

第第
二二

失失
業業
対対
策策
のの
基基
本本
方方
針針

現
下
の
失
業
対
策
の
根
本
は
膨
大
な
る
失
業
群
に
対
応
し
能
ふ
限
り
の
多
数
の
失
業
者
を
救
済
す

る
こ
と
は
勿
論
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
救
済
を
単
な
る
救
済
の
為
の
救
済
に
堕
せ
し
め
る
こ
と
な
く

失
業
者
を
充
分
活
用
し
飽
く
迄
必
需
物
資
の
増
産
並
び
に
生
産
の
促
進
に
直
結
す
る
如
く
措
置
す
る

に
あ
る
。
即
ち

(

一)

失
業
対
策
の
第
一
段
の
措
置
と
し
て
は
石
炭
、
繊
維
、
肥
料
其
の
他
生
活
必
需
物
資
生
産
促
進

の
方
途
を
講
じ
速
急
に
民
需
産
業
を
振
興
せ
し
め
、
こ
こ
に
可
及
的
多
数
の
失
業
者
を
吸
収
活
用

せ
し
む
る
。

(

二)

然
し
乍
ら
之
を
以
て
し
て
も
失
業
者
を
全
面
的
に
吸
収
す
る
こ
と
困
難
な
る
実
情
に
鑑
み
失
業

対
策
の
第
二
段
の
措
置
と
し
て
政
府
自
ら
戦
災
地
に
於
け
る
復
興
土
地
区
画
整
理
事
業
、
上
下
水

道
の
復
旧
、
開
拓
、
道
路
、
河
川
港
湾
の
改
修
等
の
土
木
工
事
、
森
林
事
業
、
職
業
補
導
及
び
授

産
施
設
、
共
同
作
業
場
の
設
置
、
知
識
階
級
失
業
応
急
の
救
済
事
業
等
を
実
施
す
る
。
併
し
て
公

共
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
全
国
に
於
け
る
失
業
者
の
地
域
的
分
布
の
状
況
を
勘
案
し
失
業

者
の
雇
用
斡
旋
上
効
果
的
な
る
地
域
を
優
先
的
に
選
定
し
能
ふ
限
り
多
数
の
失
業
者
を
最
も
有
効

に
活
用
す
る
如
く
措
置
す
る
。

(

三)
尚
之
等
公
共
事
業
の
実
施
と
併
せ
て
進
駐
軍
関
係
兵
舎
、
住
宅
、
道
路
等
の
事
業
、
賠
償
物
件

の
撤
去
作
業
等
の
実
施
に
よ
り
失
業
者
を
活
用
す
る
。

(

四)

以
上
民
需
産
業
の
振
興
公
共
事
業
等
の
実
施
に
よ
り
猶
活
用
不
可
能
な
、
生
活
困
窮
者
に
対
し

て
は
生
活
保
護
法
に
よ
り
最
低
生
活
を
保
障
す
る
措
置
を
講
ず
る
。

第第
三三

失失
業業
対対
策策
のの
構構
図図

失
業
対
策
は
次
の
二
段
階
に
分
ち
之
を
行
う
こ
と
ゝ
す
る
。
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第
一
段
階

失
業
者
吸
収
の
各
種
事
業
の
実
施

失
業
者
は
次
に
述
べ
る
が
如
き
各
種
事
業
に
能
ふ
る
限
り
吸
収
活
用
す
る
こ
と
ゝ
す
る
。

(

１)

民
需
産
業
の
振
興

石
炭
、
繊
維
、
肥
料
、
日
用
品
工
業
、
其
の
他
中
小
工
業
並
に
商
業
、
土
建
業
、
運
輸
業
等
の

急
速
な
る
振
興
を
促
進
し
之
に
失
業
者
を
吸
収
活
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

(

２)

進
駐
軍
住
宅
、
兵
舎
及
道
路
の
建
設

進
駐
軍
家
族
住
宅
の
建
設
、
兵
舎
建
設
、
進
駐
軍
関
係
道
路
の
建
設
に
失
業
者
を
吸
収
活
用
す

る
。

(

３)

地
方
的
公
共
事
業
の
実
施

農
山
漁
村
の
地
方
に
於
て
は
開
墾
、
干
拓
、
土
地
改
良
等
の
農
業
土
木
事
業
、
造
林
及
林
道
、

災
害
防
除
林
道
造
成
事
業
、
漁
港
施
設
の
整
備
並
に
道
路
、
河
川
、
砂
防
工
事
等
の
公
共
事
業

を
実
施
す
る
。

(

４)

都
市
に
於
け
る
公
共
事
業
の
実
施

都
市
に
於
て
は
戦
災
地
に
於
け
る
復
興
、
土
地
区
画
整
備
事
業
、
上
下
水
道
の
復
旧
及
住
宅
の

建
設
其
の
他
道
路
の
河
川
、
港
湾
の
改
修
等
の
公
共
事
業
を
実
施
す
る
。

(

５)

簡
易
な
る
公
共
土
木
事
業
の
実
施

前
掲
の
計
画
的
公
共
事
業
の
み
を
以
て
し
て
は
失
業
者
を
救
済
し
得
な
い
高
度
の
失
業
あ
る
大

都
市
及
失
業
多
数
存
在
す
る
地
域
に
於
て
謂
は
ゞ
落
ち
こ
ぼ
れ
的
失
業
者
を
救
済
す
る
為
其
の

時
々
の
失
業
状
況
を
睨
み
合
わ
せ
路
面
補
修
、
戦
災
地
取
片
付
け
、
溝
梁
、
緑
地
帯
の
清
掃
等

の
簡
易
な
る
土
木
事
業
を
臨
機
応
変
に
実
施
す
る
。

(

６)

賠
償
施
設
の
撤
去
、
兵
器
破
壊
工
事
の
実
施

賠
償
の
実
施
に
伴
う
賠
償
指
定
施
設
の
撤
去
及
各
種
兵
器
の
破
壊
工
事
に
失
業
者
を
吸
収
活
用

す
る
。

(

７)

職
業
補
導
施
設
の
拡
充

海
外
引
揚
者
、
復
員
軍
人
又
は
産
業
離
職
者
等
に
し
て
直
ち
に
就
業
し
得
ざ
る
者
に
対
し
、
建

築
、
建
具
、
機
械
器
具
修
理
、
手
工
業
、
和
洋
裁
等
職
業
補
導
施
設
を
整
備
拡
充
す
る
。

(

８)

共
同
作
業
施
設
（
授
産
施
設
を
含
む
）
設
置

海
外
引
揚
者
、
復
員
軍
事
又
は
産
業
離
職
者
等
に
対
し
適
当
な
る
職
場
を
提
供
し
、
生
活
の
安

定
を
期
せ
し
む
る
為
、
府
県
又
は
職
業
補
導
協
会
に
於
て
既
存
の
遊
休
施
設
を
借
受
け
又
は
買

収
し
之
に
所
要
の
設
備
を
施
し
之
等
共
同
作
業
施
設
を
失
業
者
の
共
同
作
業
を
組
合
又
は
事
業

経
営
者
に
し
て
生
活
必
需
品
其
の
他
適
当
な
る
事
業
を
営
ま
ん
と
す
る
者
に
貸
与
し
利
用
せ
し

む
る
と
共
に
授
産
施
設
を
拡
充
す
る
。

(

９)

知
識
階
級
救
済
応
急
事
業
の
実
施
。

知
識
階
級
失
業
者
を
救
済
し
旁
々
其
の
有
す
る
知
識
経
験
を
産
業
経
済
の
復
興
促
進
に
寄
与
せ

し
む
る
為
府
県
又
は
適
当
と
認
む
る
民
間
公
益
団
体
に
経
費
を
補
助
し
知
識
階
級
失
業
者
を
使

用
せ
し
め
て
、
戦
災
復
興
、
中
小
商
工
業
振
興
、
其
の
他
直
接
間
接
の
生
産
に
寄
与
す
る
事
務

的
（
統
計
調
査
事
務
を
含
む
）
技
術
的
事
業
に
従
事
せ
し
め
る
。

第
二
段
階

生
活
保
護
の
徹
底

第
二
段
階
の
措
置
と
し
て
は
生
活
保
護
の
徹
底
を
図
り
国
民
の
最
低
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
で

あ
る
。
即
ち
民
需
産
業
の
振
興
、
公
共
事
業
の
実
施
等
に
依
り
尚
救
済
し
得
な
い
生
活
困
難
者
に

対
し
て
は
左
に
依
り
社
会
福
祉
費
三
〇
億
円
を
以
つ
て
之
が
生
活
保
護
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
ゝ

す
る
。

(

１)

社
会
福
祉
費
中
三
億
円
を
庶
民
金
融
金
庫
に
融
資
し
之
を
補
償
と
し
て
庶
民
金
融
金
庫
は
約

一
〇
億
円
の
資
金
を
以
て
生
活
困
難
者
に
し
て
生
業
を
営
ま
ん
と
す
る
者
に
対
し
三
千
円
の
範

囲
内
に
於
て
生
業
資
金
の
貸
出
を
行
ふ
。

(

２)

生
活
困
難
者
に
し
て
就
労
せ
ん
と
す
る
も
の
に
対
し
生
業
扶
助
と
し
て
一
人
当
り
平
均
四
百

円
の
程
度
に
於
て
就
労
助
成
を
行
ふ
。

(

３)

其
の
他
一
般
的
生
活
保
護
と
し
て
一
世
帯
平
均
月
約
三
百
円
の
生
活
費
を
支
給
す
る
の
外
、

必
要
に
応
じ
保
護
収
容
の
施
設
を
整
備
し
之
が
保
護
を
行
ふ
も
の
と
す
。

第第
四四

昭昭
和和
二二
十十
一一
年年
度度
内内
にに
於於
けけ
るる
失失
業業
者者
雇雇
用用
可可
能能
人人
員員
数数
のの
推推
定定

(

１)

民
需
産
業
方
面
に
於
て
新
に
約
一
、
四
一
〇
、
〇
〇
〇
人
を
雇
用
可
能
と
推
定
す
。

（
編
注
：
中
略
）

第第
五五

公公
共共
事事
業業
のの
実実
施施
にに
伴伴
うう
労労
務務
者者
配配
置置
にに
関関
すす
るる
件件

（
編
注
：
以
下
略
）

『
通
信
』

昭
和
二
一
年
一
一
月
七
日

〔
二
─
一
三
〕
大
蔵
大
臣
経
済
安
定
費
支
出
補
充
に
つ
い
て
の
上
奏
書

職職
業業
補補
導導
施施
設設
費費
補補
助助

右
送
付
す
る
に
つ
き
上
奏
方
取
計
は
れ
た
い

な
ほ
別
紙
は
勅
裁
済
の
上
返
戻
せ
ら
れ
た
い

一
職
業
補
導
施
設
費
補
助

七
九
、
二
〇
五
、
〇
〇
〇
円
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第
一
段
階

失
業
者
吸
収
の
各
種
事
業
の
実
施

失
業
者
は
次
に
述
べ
る
が
如
き
各
種
事
業
に
能
ふ
る
限
り
吸
収
活
用
す
る
こ
と
ゝ
す
る
。

(

１)

民
需
産
業
の
振
興

石
炭
、
繊
維
、
肥
料
、
日
用
品
工
業
、
其
の
他
中
小
工
業
並
に
商
業
、
土
建
業
、
運
輸
業
等
の

急
速
な
る
振
興
を
促
進
し
之
に
失
業
者
を
吸
収
活
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

(

２)

進
駐
軍
住
宅
、
兵
舎
及
道
路
の
建
設

進
駐
軍
家
族
住
宅
の
建
設
、
兵
舎
建
設
、
進
駐
軍
関
係
道
路
の
建
設
に
失
業
者
を
吸
収
活
用
す

る
。

(

３)

地
方
的
公
共
事
業
の
実
施

農
山
漁
村
の
地
方
に
於
て
は
開
墾
、
干
拓
、
土
地
改
良
等
の
農
業
土
木
事
業
、
造
林
及
林
道
、

災
害
防
除
林
道
造
成
事
業
、
漁
港
施
設
の
整
備
並
に
道
路
、
河
川
、
砂
防
工
事
等
の
公
共
事
業

を
実
施
す
る
。

(

４)

都
市
に
於
け
る
公
共
事
業
の
実
施

都
市
に
於
て
は
戦
災
地
に
於
け
る
復
興
、
土
地
区
画
整
備
事
業
、
上
下
水
道
の
復
旧
及
住
宅
の

建
設
其
の
他
道
路
の
河
川
、
港
湾
の
改
修
等
の
公
共
事
業
を
実
施
す
る
。

(

５)

簡
易
な
る
公
共
土
木
事
業
の
実
施

前
掲
の
計
画
的
公
共
事
業
の
み
を
以
て
し
て
は
失
業
者
を
救
済
し
得
な
い
高
度
の
失
業
あ
る
大

都
市
及
失
業
多
数
存
在
す
る
地
域
に
於
て
謂
は
ゞ
落
ち
こ
ぼ
れ
的
失
業
者
を
救
済
す
る
為
其
の

時
々
の
失
業
状
況
を
睨
み
合
わ
せ
路
面
補
修
、
戦
災
地
取
片
付
け
、
溝
梁
、
緑
地
帯
の
清
掃
等

の
簡
易
な
る
土
木
事
業
を
臨
機
応
変
に
実
施
す
る
。

(

６)

賠
償
施
設
の
撤
去
、
兵
器
破
壊
工
事
の
実
施

賠
償
の
実
施
に
伴
う
賠
償
指
定
施
設
の
撤
去
及
各
種
兵
器
の
破
壊
工
事
に
失
業
者
を
吸
収
活
用

す
る
。

(

７)

職
業
補
導
施
設
の
拡
充

海
外
引
揚
者
、
復
員
軍
人
又
は
産
業
離
職
者
等
に
し
て
直
ち
に
就
業
し
得
ざ
る
者
に
対
し
、
建

築
、
建
具
、
機
械
器
具
修
理
、
手
工
業
、
和
洋
裁
等
職
業
補
導
施
設
を
整
備
拡
充
す
る
。

(

８)

共
同
作
業
施
設
（
授
産
施
設
を
含
む
）
設
置

海
外
引
揚
者
、
復
員
軍
事
又
は
産
業
離
職
者
等
に
対
し
適
当
な
る
職
場
を
提
供
し
、
生
活
の
安

定
を
期
せ
し
む
る
為
、
府
県
又
は
職
業
補
導
協
会
に
於
て
既
存
の
遊
休
施
設
を
借
受
け
又
は
買

収
し
之
に
所
要
の
設
備
を
施
し
之
等
共
同
作
業
施
設
を
失
業
者
の
共
同
作
業
を
組
合
又
は
事
業

経
営
者
に
し
て
生
活
必
需
品
其
の
他
適
当
な
る
事
業
を
営
ま
ん
と
す
る
者
に
貸
与
し
利
用
せ
し

む
る
と
共
に
授
産
施
設
を
拡
充
す
る
。

(

９)

知
識
階
級
救
済
応
急
事
業
の
実
施
。

知
識
階
級
失
業
者
を
救
済
し
旁
々
其
の
有
す
る
知
識
経
験
を
産
業
経
済
の
復
興
促
進
に
寄
与
せ

し
む
る
為
府
県
又
は
適
当
と
認
む
る
民
間
公
益
団
体
に
経
費
を
補
助
し
知
識
階
級
失
業
者
を
使

用
せ
し
め
て
、
戦
災
復
興
、
中
小
商
工
業
振
興
、
其
の
他
直
接
間
接
の
生
産
に
寄
与
す
る
事
務

的
（
統
計
調
査
事
務
を
含
む
）
技
術
的
事
業
に
従
事
せ
し
め
る
。

第
二
段
階

生
活
保
護
の
徹
底

第
二
段
階
の
措
置
と
し
て
は
生
活
保
護
の
徹
底
を
図
り
国
民
の
最
低
生
活
を
保
障
す
る
こ
と
で

あ
る
。
即
ち
民
需
産
業
の
振
興
、
公
共
事
業
の
実
施
等
に
依
り
尚
救
済
し
得
な
い
生
活
困
難
者
に

対
し
て
は
左
に
依
り
社
会
福
祉
費
三
〇
億
円
を
以
つ
て
之
が
生
活
保
護
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
ゝ

す
る
。

(

１)

社
会
福
祉
費
中
三
億
円
を
庶
民
金
融
金
庫
に
融
資
し
之
を
補
償
と
し
て
庶
民
金
融
金
庫
は
約

一
〇
億
円
の
資
金
を
以
て
生
活
困
難
者
に
し
て
生
業
を
営
ま
ん
と
す
る
者
に
対
し
三
千
円
の
範

囲
内
に
於
て
生
業
資
金
の
貸
出
を
行
ふ
。

(

２)

生
活
困
難
者
に
し
て
就
労
せ
ん
と
す
る
も
の
に
対
し
生
業
扶
助
と
し
て
一
人
当
り
平
均
四
百

円
の
程
度
に
於
て
就
労
助
成
を
行
ふ
。

(

３)

其
の
他
一
般
的
生
活
保
護
と
し
て
一
世
帯
平
均
月
約
三
百
円
の
生
活
費
を
支
給
す
る
の
外
、

必
要
に
応
じ
保
護
収
容
の
施
設
を
整
備
し
之
が
保
護
を
行
ふ
も
の
と
す
。

第第
四四

昭昭
和和
二二
十十
一一
年年
度度
内内
にに
於於
けけ
るる
失失
業業
者者
雇雇
用用
可可
能能
人人
員員
数数
のの
推推
定定

(

１)

民
需
産
業
方
面
に
於
て
新
に
約
一
、
四
一
〇
、
〇
〇
〇
人
を
雇
用
可
能
と
推
定
す
。

（
編
注
：
中
略
）

第第
五五

公公
共共
事事
業業
のの
実実
施施
にに
伴伴
うう
労労
務務
者者
配配
置置
にに
関関
すす
るる
件件

（
編
注
：
以
下
略
）

『
通
信
』

昭
和
二
一
年
一
一
月
七
日

〔
二
─
一
三
〕
大
蔵
大
臣
経
済
安
定
費
支
出
補
充
に
つ
い
て
の
上
奏
書

職職
業業
補補
導導
施施
設設
費費
補補
助助

右
送
付
す
る
に
つ
き
上
奏
方
取
計
は
れ
た
い

な
ほ
別
紙
は
勅
裁
済
の
上
返
戻
せ
ら
れ
た
い

一
職
業
補
導
施
設
費
補
助

七
九
、
二
〇
五
、
〇
〇
〇
円
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失
業
者
に
対
し
適
当
な
る
職
業
補
導
を
加
へ
る
と
共
に
適
当
な
る
職
場
を
提
供
す
る
た
め
、
公

共
事
業
と
し
て
職
業
補
導
所
並
に
共
同
作
業
施
設
の
整
備
拡
充
を
図
る
の
に
必
要
と
す
る
経
費

右
の
経
費
を
昭
和
二
十
一
年
度
経
済
安
定
費
か
ら
支
出
補
充
す
る
に
つ
い
て
別
紙
の
と
ほ
り
厚
生

大
臣
か
ら
請
求
が
あ
り
、
審
査
致
し
ま
し
た
と
こ
ろ
必
要
と
賜
り
た
く
臣
湛
山
謹
ん
で
上
奏
致
し
ま

す
。

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
七
日大

蔵
大
臣
臣

石

橋

湛

山

（
編
注
：
別
表
は
不
明
）

『
デ
ジ
』

昭
和
二
一
年
一
一
月
一
二
日

〔
二
─
一
四
〕
閣
議
決
定

公公
共共
事事
業業
にに
失失
業業
者者
をを
優優
先先
雇雇
用用
すす
るる
のの
件件

公
共
事
業
の
実
施
に
当
っ
て
は
能
う
限
り
多
数
の
失
業
者
を
活
用
す
る
こ
と
。
し
た
が
っ
て
工
事

の
受
益
者
た
る
地
元
農
民
等
が
工
事
に
就
労
を
希
望
す
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
失
業
者
が
雇
用
を
希

望
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
等
の
者
を
優
先
し
て
使
用
す
る
こ
と
。

閣閣
議議
決決
定定
説説
明明
案案
要要
旨旨
（
厚
生
大
臣
）

公
共
事
業
に
つ
い
て
は
去
る
九
月
三
日
の
閣
議
決
定
に
基
い
て
、
第
三
、
四
半
期
分
の
認
証
を
新

規
要
求
以
外
は
全
部
完
了
し
、
目
下
全
国
的
に
こ
れ
が
実
施
を
進
め
て
い
る
次
第
で
あ
り
ま
す
が
、

あ
る
地
方
に
於
て
は
工
事
の
受
益
者
た
る
地
元
農
民
等
等
が
工
事
に
就
労
を
希
望
す
る
た
め
、
稍
も

す
れ
ば
失
業
者
が
就
労
の
機
会
を
得
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

然
し
、
今
回
の
公
共
事
業
は
現
下
の
深
刻
な
る
失
業
問
題
に
対
処
す
る
重
要
な
る
失
業
対
策
の
一

と
し
て
実
施
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
能
う
限
り
多
数
の
失
業
者

を
活
用
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
等
を
優
先
雇
用
す
る
こ
と
に
よ
り
失
業
救
済
の
実
効
を
挙
げ
る
こ
と

に
致
し
た
い
の
で
あ
り
ま
す
。

之
が
た
め
事
業
に
よ
っ
て
は
収
容
施
設
の
設
備
を
な
し
、
失
業
者
の
吸
収
を
図
る
等
の
必
要
も
あ

り
、
又
、
賃
銀
も
地
元
農
民
を
使
用
す
る
場
合
に
比
し
高
額
を
要
す
る
等
に
因
り
事
業
費
の
増
額
を

来
し
、
所
期
の
事
業
量
の
減
少
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
も
已
む
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。

『
年
鑑
』

昭
和
二
二
年
三
月
四
日

〔
二
─
一
五
〕
厚
生
大
臣
説
明

労労
働働
基基
準準
法法
にに
関関
すす
るる
国国
会会
（（
衆衆
議議
院院
））
説説
明明

只
今
議
題
と
な
り
ま
し
た
「
労
働
基
準
法
案
」
の
提
案
理
由
を
説
明
致
し
ま
す
。

終
戦
以
来
労
働
組
合
法
と
労
働
関
係
調
整
法
の
制
定
に
よ
り
わ
が
国
の
労
働
法
制
は
漸
次
整
備
さ

れ
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
等
の
労
働
法
制
は
、
労
働
条
件
の
決
定
を
公
正
な
ら
し
め
る
為
に

如
何
な
る
方
法
を
と
る
か
の
手
段
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
未
だ
労
働
条
件
そ
の
物
の
実

体
を
規
定
す
る
法
律
は
制
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
工
場
法
、
商
店
法
、
労
働
者
災
害
扶

助
法
、
工
業
労
働
者
最
低
年
齢
法
等
の
従
来
の
労
働
保
護
法
は
、
特
定
の
労
働
者
を
対
象
と
し
、
特

定
の
事
項
に
つ
い
て
断
片
的
に
労
働
条
件
の
内
容
を
規
定
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
ね
ら
い
は
女
子

及
び
年
少
者
の
保
護
或
い
は
産
業
災
害
の
犠
牲
者
に
対
す
る
生
活
の
扶
助
と
い
う
こ
と
が
目
的
で
あ

り
ま
し
て
、
全
面
的
に
労
働
条
件
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
法
律
で
は
な
い
の
で
あ
り

ま
す
。

新
憲
法
は
、
そ
の
第
二
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
、
「
賃
金
、
就
業
時
間
、
休
息
そ
の
他
の
勤
労

条
件
に
関
す
る
基
準
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
」
と
規
定
し
て
お
り
ま
す
。
凡
そ
契
約
の
自
由
が

絶
対
の
原
則
で
あ
る
と
前
提
す
れ
ば
、
労
働
条
件
の
決
定
は
、
団
体
協
約
に
よ
る
と
個
人
契
約
に
よ

る
と
の
別
な
く
、
労
働
関
係
の
当
事
者
の
自
由
に
委
さ
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
関
係
は
労
働

組
合
法
と
労
働
関
係
調
整
法
の
規
定
す
る
方
法
と
範
囲
内
に
お
い
て
は
専
ら
力
の
問
題
と
し
て
解
決

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
新
憲
法
は
労
働
条
件
に
つ
い
て
は
か
か
る
契
約
自
由
の
原

則
を
修
正
し
、
法
律
が
労
働
条
件
に
つ
い
て
一
定
の
基
準
を
設
く
べ
き
こ
と
を
義
務
づ
け
て
居
る
の

で
あ
り
ま
す
。
御
承
知
の
如
く
近
時
に
お
け
る
労
働
不
安
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
原
囚
は
一
に
し

て
止
ま
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
若
し
労
働
条
件
が
労
働
者
の
最
低
生
活
を
保
障
す
る
に
足
る
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
か
る
労
働
不
安
の
原
因
を
解
消
す
る
に
貢
献
す
る
所
少
な
か
ら
ざ
る
も
の
が

あ
る
と
断
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

政
府
は
、
諸
般
の
情
勢
と
新
憲
法
の
趣
旨
に
鑑
み
、
こ
こ
に
労
働
基
準
法
案
を
作
成
し
本
議
公
に

提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
法
案
の
作
成
に
当
り
特
に
政
府
が
考
慮
し
た
事
項
の
第
一
点
は
、
労
働
条
件
の
決
定
に
関
す

る
基
本
原
則
の
闡
明
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
既
に
労
働
条
件
に
つ
い
て
契
約
自
由
の
原
則
を
修

正
し
国
家
が
基
準
を
決
定
す
る
以
上
、
そ
の
基
本
原
則
が
定
め
ら
る
べ
き
は
当
然
で
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
を
法
律
に
闡
明
す
る
こ
と
に
よ
り
労
使
双
方
に
と
っ
て
そ
い
赴
く
べ
き
と
こ
ろ
を
示
さ
ん
と
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
本
法
案
第
一
条
に
労
働
条
件
の
原
則
と
し
て
「
労
働
条
件
は
、
労
働
者
が
人
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た
る
に
値
す
る
生
活
を
営
む
た
め
の
必
要
を
充
た
す
べ
き
も
の
」
た
る
こ
と
を
規
定
し
、
以
下
労
働

憲
章
的
な
規
定
を
設
け
た
の
は
か
か
る
趣
旨
に
基
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
二
点
は
、
労
働
関
係
に
残
存
す
る
封
健
的
遺
制
の
一
掃
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
労
働
契
約

締
結
の
結
果
と
し
て
労
働
者
、
使
用
者
の
間
に
お
い
て
使
用
従
属
と
い
う
特
別
関
係
が
設
定
さ
れ
る

の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
か
か
る
特
別
関
係
は
や
や
も
す
れ
ば
労
働
関
係
の
当
事
者
間
に

身
分
的
な
拘
束
関
係
を
惹
起
し
易
い
の
で
あ
り
ま
す
。
所
謂
強
制
労
働
に
類
す
る
が
如
き
極
端
な
事

例
は
暫
く
措
く
と
す
る
も
長
期
労
働
契
約
、
前
借
金
、
強
制
貯
蓄
、
寄
宿
舎
制
度
等
の
所
産
と
し
て

現
存
し
つ
つ
あ
る
封
建
的
な
遺
制
は
労
働
条
件
の
基
準
設
定
に
当
っ
て
厳
に
こ
れ
を
一
掃
す
べ
し
と

考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

第
三
点
は
、
一
九
一
九
年
以
来
の
国
際
労
働
会
議
で
最
低
基
準
と
し
て
採
択
さ
れ
、
今
日
広
く
わ

が
国
に
お
い
て
も
理
解
さ
れ
て
い
る
八
時
間
労
働
制
、
週
休
制
、
年
次
有
給
休
暇
制
の
如
き
基
本
的

な
制
度
を
一
応
の
基
準
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
最
低
労
働
条
件
を
定
め
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

戦
後
わ
が
国
の
労
働
条
件
が
他
の
文
明
国
に
劣
っ
て
い
た
こ
と
は
国
際
的
に
も
顕
著
な
も
の
で
あ

り
ま
し
た
。
敗
戦
の
結
果
荒
廃
に
帰
せ
る
わ
が
国
の
産
業
は
、
そ
の
負
担
力
に
お
い
て
著
る
し
く
弱

化
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
政
府
と
し
て
は
尚
日
本
再
建
の
重
要
な
役
割
を

担
当
す
る
労
働
者
に
対
し
て
国
際
的
に
是
認
さ
れ
て
い
る
基
本
的
な
労
働
条
件
を
保
障
し
、
以
て
労

働
者
の
心
か
ら
な
る
協
力
を
期
待
す
る
こ
と
が
、
日
本
の
産
業
復
興
と
国
際
社
会
へ
の
復
帰
を
促
進

す
る
所
以
で
あ
る
と
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

今
日
の
労
働
情
勢
は
誠
に
憂
う
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。
今
日
ま
で
の
政
府
の
施
策
の
必
ず
し
も

充
分
で
な
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
も
率
直
に
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
が
何
分
敗
戦
国
の
国
情
と
し
て
万
事

意
の
如
く
参
ら
ぬ
客
観
的
事
態
に
在
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
又
一
方
思
想
の
転
換
期
に
お
い
て
労

働
者
が
そ
の
権
利
の
主
張
に
急
に
し
て
義
務
と
責
任
を
怠
り
、
規
律
と
自
覚
と
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
と
い
う
事
実
も
否
定
す
る
訳
に
は
行
か
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
一
切
の
過
去
を
し
て
過

去
た
ら
し
め
よ
。
今
回
の
労
働
基
準
法
制
定
を
機
と
し
労
働
者
も
、
経
営
者
も
、
は
た
又
一
般
国
民

も
心
機
一
転
御
互
に
兄
弟
と
し
て
手
を
携
え
て
日
本
再
建
の
為
、
民
族
の
平
和
的
発
展
の
為
、
立
ち

上
ら
ん
こ
と
を
希
望
し
て
止
ま
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
如
き
理
由
と
考
慮
に
基
づ
い
て
政
府
は
労
働
基
準
法
案
を
本
議
会
に
提
案
し
た
次
第
で
あ

り
ま
す
。
伺
卒
御
審
議
の
上
御
協
賛
あ
ら
ん
こ
と
を
希
望
致
し
ま
す
。

『
行
政
二
』

昭
和
二
二
年
三
月
一
七
日

〔
二
─
一
六
〕
厚
生
大
臣
説
明

労労
働働
基基
準準
法法
にに
関関
すす
るる
国国
会会
（（
衆衆
議議
院院
委委
員員
会会
））
説説
明明

労
働
基
準
法
案
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
致
し
ま
す
。

本
法
案
は
労
働
条
件
の
最
低
基
準
を
定
め
る
法
律
で
あ
り
ま
す
。
憲
法
第
二
七
条
の
趣
旨
並
に
現

下
の
労
働
情
勢
に
鑑
み
、
労
働
者
の
基
本
的
権
利
と
目
す
べ
き
最
低
労
働
条
件
を
法
律
で
規
定
す
る

こ
と
は
我
国
の
再
建
に
と
っ
て
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
所
で
あ
り
ま
す
。
本
法
案
は
か
か
る
要
請
に

基
い
て
提
出
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
り

ま
す
。

（
編
注
：
中
略
）

第
七
章
は
技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
ま
す
。
従
来
徒
弟
制
度
は
我
が
国
に
於
け
る
劣

悪
労
働
の
一
事
例
と
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
は
其
の
弊
害
を
除
去
す
る
と
共
に
労

働
の
過
程
に
於
て
技
能
者
を
養
成
す
る
特
殊
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
技
能
者
養
成
委
員
会
に
諮
っ

て
特
別
の
規
程
を
作
り
こ
の
規
程
に
於
て
技
能
者
養
成
の
為
の
必
要
と
、
こ
の
法
律
の
最
低
基
準
と

の
調
整
を
図
る
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。
而
し
て
こ
の
規
程
に
よ
っ
て
技
能
者
た
ら
ん
と
す
る
者
を
使

用
す
る
場
合
に
は
行
政
庁
の
認
可
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
、
産
業
の
必
要
を
充
足
す
る
と
共
に
弊
害

の
防
止
に
遺
憾
な
か
ら
ん
こ
と
を
期
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

（
編
注
：
後
略
）

『
行
政
二
』

昭
和
二
二
年
三
月
二
七
日

〔
二
─
一
七
〕
貴
族
院
労
働
基
準
法
希
望
条
件

希希
望望
条条
件件

一
、
本
法
の
施
行
期
日
を
定
め
る
に
当
っ
て
は
経
済
労
働
の
実
情
、
特
に
本
法
運
営
の
た
め
多
く
の

準
備
施
設
を
要
す
べ
き
事
情
に
鑑
み
十
分
の
余
裕
を
存
す
る
よ
う
と
く
と
考
慮
す
る
こ
と
。

二
、
本
法
施
行
の
た
め
の
命
令
規
則
の
制
定
に
当
っ
て
は
経
済
労
働
に
知
識
経
験
の
あ
る
委
員
に
諮

問
し
て
行
う
こ
と
。

三
、
本
法
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
徒
に
取
締
り
乃
至
罰
を
旨
と
す
る
こ
と
な
く
、
指
導
斡
旋
に
つ
と

め
、
且
つ
こ
の
方
針
を
行
政
の
末
端
に
徹
底
せ
し
め
る
こ
と
。

四
、
本
法
の
施
行
と
併
行
し
て
社
会
保
険
及
び
公
的
医
療
機
関
の
整
備
充
実
を
は
か
る
こ
と
。

『
行
政
二
』
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た
る
に
値
す
る
生
活
を
営
む
た
め
の
必
要
を
充
た
す
べ
き
も
の
」
た
る
こ
と
を
規
定
し
、
以
下
労
働

憲
章
的
な
規
定
を
設
け
た
の
は
か
か
る
趣
旨
に
基
く
も
の
で
あ
り
ま
す
。

第
二
点
は
、
労
働
関
係
に
残
存
す
る
封
健
的
遺
制
の
一
掃
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
労
働
契
約

締
結
の
結
果
と
し
て
労
働
者
、
使
用
者
の
間
に
お
い
て
使
用
従
属
と
い
う
特
別
関
係
が
設
定
さ
れ
る

の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
か
か
る
特
別
関
係
は
や
や
も
す
れ
ば
労
働
関
係
の
当
事
者
間
に

身
分
的
な
拘
束
関
係
を
惹
起
し
易
い
の
で
あ
り
ま
す
。
所
謂
強
制
労
働
に
類
す
る
が
如
き
極
端
な
事

例
は
暫
く
措
く
と
す
る
も
長
期
労
働
契
約
、
前
借
金
、
強
制
貯
蓄
、
寄
宿
舎
制
度
等
の
所
産
と
し
て

現
存
し
つ
つ
あ
る
封
建
的
な
遺
制
は
労
働
条
件
の
基
準
設
定
に
当
っ
て
厳
に
こ
れ
を
一
掃
す
べ
し
と

考
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。

第
三
点
は
、
一
九
一
九
年
以
来
の
国
際
労
働
会
議
で
最
低
基
準
と
し
て
採
択
さ
れ
、
今
日
広
く
わ

が
国
に
お
い
て
も
理
解
さ
れ
て
い
る
八
時
間
労
働
制
、
週
休
制
、
年
次
有
給
休
暇
制
の
如
き
基
本
的

な
制
度
を
一
応
の
基
準
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
最
低
労
働
条
件
を
定
め
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

戦
後
わ
が
国
の
労
働
条
件
が
他
の
文
明
国
に
劣
っ
て
い
た
こ
と
は
国
際
的
に
も
顕
著
な
も
の
で
あ

り
ま
し
た
。
敗
戦
の
結
果
荒
廃
に
帰
せ
る
わ
が
国
の
産
業
は
、
そ
の
負
担
力
に
お
い
て
著
る
し
く
弱

化
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
政
府
と
し
て
は
尚
日
本
再
建
の
重
要
な
役
割
を

担
当
す
る
労
働
者
に
対
し
て
国
際
的
に
是
認
さ
れ
て
い
る
基
本
的
な
労
働
条
件
を
保
障
し
、
以
て
労

働
者
の
心
か
ら
な
る
協
力
を
期
待
す
る
こ
と
が
、
日
本
の
産
業
復
興
と
国
際
社
会
へ
の
復
帰
を
促
進

す
る
所
以
で
あ
る
と
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。

今
日
の
労
働
情
勢
は
誠
に
憂
う
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。
今
日
ま
で
の
政
府
の
施
策
の
必
ず
し
も

充
分
で
な
い
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
も
率
直
に
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
が
何
分
敗
戦
国
の
国
情
と
し
て
万
事

意
の
如
く
参
ら
ぬ
客
観
的
事
態
に
在
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
又
一
方
思
想
の
転
換
期
に
お
い
て
労

働
者
が
そ
の
権
利
の
主
張
に
急
に
し
て
義
務
と
責
任
を
怠
り
、
規
律
と
自
覚
と
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
と
い
う
事
実
も
否
定
す
る
訳
に
は
行
か
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
一
切
の
過
去
を
し
て
過

去
た
ら
し
め
よ
。
今
回
の
労
働
基
準
法
制
定
を
機
と
し
労
働
者
も
、
経
営
者
も
、
は
た
又
一
般
国
民

も
心
機
一
転
御
互
に
兄
弟
と
し
て
手
を
携
え
て
日
本
再
建
の
為
、
民
族
の
平
和
的
発
展
の
為
、
立
ち

上
ら
ん
こ
と
を
希
望
し
て
止
ま
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
如
き
理
由
と
考
慮
に
基
づ
い
て
政
府
は
労
働
基
準
法
案
を
本
議
会
に
提
案
し
た
次
第
で
あ

り
ま
す
。
伺
卒
御
審
議
の
上
御
協
賛
あ
ら
ん
こ
と
を
希
望
致
し
ま
す
。

『
行
政
二
』

昭
和
二
二
年
三
月
一
七
日

〔
二
─
一
六
〕
厚
生
大
臣
説
明

労労
働働
基基
準準
法法
にに
関関
すす
るる
国国
会会
（（
衆衆
議議
院院
委委
員員
会会
））
説説
明明

労
働
基
準
法
案
の
概
要
に
つ
い
て
説
明
致
し
ま
す
。

本
法
案
は
労
働
条
件
の
最
低
基
準
を
定
め
る
法
律
で
あ
り
ま
す
。
憲
法
第
二
七
条
の
趣
旨
並
に
現

下
の
労
働
情
勢
に
鑑
み
、
労
働
者
の
基
本
的
権
利
と
目
す
べ
き
最
低
労
働
条
件
を
法
律
で
規
定
す
る

こ
と
は
我
国
の
再
建
に
と
っ
て
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
所
で
あ
り
ま
す
。
本
法
案
は
か
か
る
要
請
に

基
い
て
提
出
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
り

ま
す
。

（
編
注
：
中
略
）

第
七
章
は
技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
ま
す
。
従
来
徒
弟
制
度
は
我
が
国
に
於
け
る
劣

悪
労
働
の
一
事
例
と
さ
れ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
は
其
の
弊
害
を
除
去
す
る
と
共
に
労

働
の
過
程
に
於
て
技
能
者
を
養
成
す
る
特
殊
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
技
能
者
養
成
委
員
会
に
諮
っ

て
特
別
の
規
程
を
作
り
こ
の
規
程
に
於
て
技
能
者
養
成
の
為
の
必
要
と
、
こ
の
法
律
の
最
低
基
準
と

の
調
整
を
図
る
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。
而
し
て
こ
の
規
程
に
よ
っ
て
技
能
者
た
ら
ん
と
す
る
者
を
使

用
す
る
場
合
に
は
行
政
庁
の
認
可
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
、
産
業
の
必
要
を
充
足
す
る
と
共
に
弊
害

の
防
止
に
遺
憾
な
か
ら
ん
こ
と
を
期
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

（
編
注
：
後
略
）

『
行
政
二
』

昭
和
二
二
年
三
月
二
七
日

〔
二
─
一
七
〕
貴
族
院
労
働
基
準
法
希
望
条
件

希希
望望
条条
件件

一
、
本
法
の
施
行
期
日
を
定
め
る
に
当
っ
て
は
経
済
労
働
の
実
情
、
特
に
本
法
運
営
の
た
め
多
く
の

準
備
施
設
を
要
す
べ
き
事
情
に
鑑
み
十
分
の
余
裕
を
存
す
る
よ
う
と
く
と
考
慮
す
る
こ
と
。

二
、
本
法
施
行
の
た
め
の
命
令
規
則
の
制
定
に
当
っ
て
は
経
済
労
働
に
知
識
経
験
の
あ
る
委
員
に
諮

問
し
て
行
う
こ
と
。

三
、
本
法
の
運
営
に
当
た
っ
て
は
徒
に
取
締
り
乃
至
罰
を
旨
と
す
る
こ
と
な
く
、
指
導
斡
旋
に
つ
と

め
、
且
つ
こ
の
方
針
を
行
政
の
末
端
に
徹
底
せ
し
め
る
こ
と
。

四
、
本
法
の
施
行
と
併
行
し
て
社
会
保
険
及
び
公
的
医
療
機
関
の
整
備
充
実
を
は
か
る
こ
と
。

『
行
政
二
』
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昭
和
二
二
年
六
月
一
一
日

〔
二
─
一
八
〕
政
府
発
表

経経
済済
緊緊
急急
対対
策策

積
極
的
失
業
対
策

１

公
共
職
業
安
定
所
の
効
率
的
運
営

２

職
業
補
導
施
設
の
拡
充
強
化

３

輸
出
産
業
そ
の
他
民
需
産
業
の
振
興
に
よ
る
雇
用
量
の
拡
大
強
化

４

公
共
事
業
へ
の
失
業
者
の
吸
収

消
極
的
失
業
対
策

５

失
業
保
険
制
度
及
び
失
業
手
当
制
度
の
創
設

『
年
鑑
』

昭
和
二
二
年
六
月
一
六
日

〔
二
─
一
九
〕
労
働
省
設
置
準
備
委
員
会
（
第
二
回
）
了
解

労労
働働
省省
設設
置置
要要
領領

政
府
は
、
労
働
者
の
福
祉
と
職
業
の
確
保
と
を
図
り
以
て
産
業
の
興
隆
と
民
生
の
安
定
に
寄
与
す

る
た
め
に
、
左
の
要
領
に
よ
り
労
働
省
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

一

労
働
大
臣
は
、
労
働
組
合
、
労
働
関
係
の
調
整
、
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
事

務
、
職
業
の
紹
介
、
指
導
、
補
導
そ
の
他
労
務
需
給
の
調
整
に
関
す
る
事
務
、
失
業
対
策
に
関
す

る
事
務
、
労
働
統
計
調
査
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
労
働
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
こ
と
。

二

労
働
省
の
部
局
及
び
そ
の
所
掌
事
務
は
、
概
ね
左
の
通
り
と
す
る
こ
と
。

労

政

局

一

労
働
組
合
に
関
す
る
事
項

二

労
働
委
員
会
に
関
す
る
事
項

三

労
働
争
議
調
停
そ
の
他
労
働
関
係
の
調
整
に
関
す
る
事
項

四

労
働
協
約
に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
労
働
に
関
す
る
事
項
で
他
の
所
管
に
属
し
な
い
も
の

労
働
基
準
局

一

賃
金
、
労
働
時
間
及
び
休
息
に
関
す
る
事
項

二

産
業
安
全
及
び
労
働
者
災
害
補
償
に
関
す
る
事
項

三

労
働
衛
生
に
関
す
る
事
項

四

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
事
項

五

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
ず
る
事
項

六

工
場
、
鉱
山
そ
の
他
の
場
所
に
お
け
る
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
監
督
に
関

す
る
事
項

七

そ
の
他
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
事
項
で
他
の
所
管
に
属
し
な
い
も
の

婦
人
少
年
局

一

婦
人
の
地
位
の
向
上
そ
の
他
婦
人
問
題
に
関
す
る
事
項

二

婦
人
及
び
年
少
労
働
者
の
労
働
条
件
及
び
保
護
に
関
す
る
事
項

三

児
童
の
使
用
禁
止
に
関
す
る
事
項

四

労
働
者
の
家
族
問
題
に
関
す
る
事
項

五

家
族
労
働
問
題
及
び
家
事
使
用
人
に
関
す
る
事
項

六

そ
の
他
婦
人
及
び
年
少
労
働
者
に
特
殊
の
労
働
問
題
に
関
す
る
事
項

職
業
安
定
局

一

職
業
の
紹
介
、
指
導
及
び
補
導
そ
の
他
労
務
需
給
の
調
整
に
関
す
る
事
項

二

失
業
対
策
に
関
す
る
事
項

三

そ
の
他
職
業
に
関
す
る
事
項

労
働
統
計
調
査
局

一

労
働
組
合
、
労
働
争
議
そ
の
他
労
働
関
係
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

二

労
働
条
件
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

三

賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

四

労
働
者
生
計
費
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

五

職
業
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

六

内
外
労
働
事
情
に
関
す
る
資
料
の
蒐
集
整
理
分
析
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

七

労
働
者
の
生
活
、
給
与
及
び
雇
用
に
関
す
る
経
済
的
問
題
に
関
す
る
調
査
及
び
刊
行
に
関
す
る

事
項

三

労
働
省
の
省
務
に
参
与
さ
せ
る
た
め
に
参
与
を
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
に
専
門
の
委

員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
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四

工
場
事
業
場
に
お
け
る
災
害
予
防
の
調
査
研
究
及
び
工
場
事
業
場
に
お
け
る
災
害
予
防
に
関
す
る

技
術
者
の
養
成
訓
練
を
掌
ら
し
め
る
た
め
、
労
働
省
に
産
業
安
全
研
究
所
を
置
く
こ
と
。

五

船
員
の
労
働
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
労
働
省
の
所
管
行
政
と
の
連
絡
統
一
を
図
る
た
め
、

労
働
省
に
労
働
省
及
び
運
輸
省
の
関
係
官
を
も
っ
て
組
織
す
る
船
員
労
働
連
絡
会
議
を
置
く
こ
と
。

（
備
考
）

労
働
省
設
置
は
第
一
回
国
会
に
法
律
案
を
提
出
し
て
之
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

『
行
政
二
』

昭
和
二
二
年
七
月
二
九
日

〔
二
─
二
〇
〕
厚
生
省
職
業
安
定
局

（
経
済
緊
急
対
策
に
関
す
る
具
体
的
方
策
）

職職
業業
補補
導導
施施
設設
のの
拡拡
充充
にに
関関
すす
るる
事事
項項
（（
案案
））

第
一

方
針

一
、
経
済
緊
急
対
策
の
一
環
と
し
て
職
業
補
導
事
業
の
拡
充
発
展
を
図
り
失
業
者
の
就
職
促
進
を

推
進
す
る
。

二
、
補
導
人
員
の
対
象
と
し
て
は
引
揚
者
今
時
食
糧
取
締
の
強
化
に
伴
う
女
子
失
業
者
及
び
企
業

整
備
に
伴
ふ
失
業
者
の
職
業
転
換
の
補
導
に
重
点
を
置
く
の
外
戦
争
中
殆
ど
技
能
訓
練
の
機
会

を
得
ざ
り
し
青
少
年
失
業
者
未
就
職
者
を
考
慮
す
る
。

第
二

要
領

一
、
補
導
事
業
の
拡
大

⑴
人
員公

共
職
業
安
定
所
に
於
け
る
年
間
求
人
総
数
約

二
百
五
十
万
に
対
し
紹
介
数
約
百
万
人

の
現
状
な
る
に
鑑
み
、
未
充
足
需
要
百
三
十
万
の
一
割
十
五
万
人
程
度
は
技
術
補
導
を
為
せ

ば
当
然
充
足
し
得
る
も
の
と
看
做
し
、
こ
れ
に
企
業
整
備
等
に
よ
る
男
女
失
業
者
中
約
□
万

人
を
吸
収
し
、
合
せ
て
新
に
年
間
二
十
万
人
に
対
し
て
補
導
を
行
ふ
を
要
す
る
。

⑵

種
別
と
分
類

㈠

補
導
所
の
種
別
並
び
に
そ
の
分
布
に
当
っ
て
は
地
方
産
業
の
特
殊
性
、
失
業
者
の
実
□

及
び
通
勤
の
便
等
を
勘
案
し
広
く
全
国
的
に
補
導
所
網
を
張
る
。

㈡

補
導
所
を
概
ね
左
の
三
つ
の
型
に
分
け
地
方
の
実
情
に
応
じ
て
配
置
す
る
。

㋑

総
合
補
導
所

都
道
府
県
の
中
心
的
施
設
と
し
て
原
則
と
し
て
宿
泊
施
設
を
付
設
す
る
。

全
国
に
約
四
〇
ヶ
所
（
定
員
三
百
─
百
人
）
を
設
け
補
導
期
間
は
原
則
と
し
て
一
年

以
上
と
す
る
。
本
施
設
に
併
せ
て
研
究
施
設
を
付
設
す
る
と
共
に
指
導
員
の
再
教
育
を

行
ふ
こ
と
と
す
る
。

㋺

長
期
補
導
所

定
員
五
〇
名
期
間
一
年
と
し
各
安
定
所
毎
に
一
ヶ
所
を
標
準
と
し
て
全
国
に
概
ね
五

百
ヶ
所
と
す
る
。

㋩

短
期
補
導
所

定
員
五
〇
名
短
期
養
成
を
目
的
と
し
、
期
間
は
三
ヶ
月
乃
至
六
ヶ
月
と
す
る
も
労
働

市
場
の
変
化
に
即
応
し
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
制
、
夜
間
制
を
も
考
慮
す
る
。

深
く
地
域
的
特
殊
性
を
考
慮
し
て
委
託
制
度
を
採
用
し
、
或
は
独
立
に
又
は
他
の
補

導
所
と
組
合
せ
て
適
正
な
る
配
置
を
全
国
に
千
五
百
ヶ
所
を
設
け
る
。

⑶

職

種

㈠

産
業
状
況
の
推
移
に
適
応
す
る
職
種
を
選
定
す
る
。

㈡

輸
出
産
業
並
に
地
方
特
殊
産
業
の
復
興
に
重
点
を
置
く
。

㈢

独
立
自
営
業
を
為
し
得
る
□
き
職
種
を
選
ぶ

㈣

中
小
商
工
業
の
如
き
組
織
的
後
継
者
養
成
方
法
を
持
た
な
い
業
種
を
考
慮
す
る
。

㈤

企
業
整
備
及
び
料
飲
食
店
廃
止
に
よ
る
離
職
者
に
対
す
る
互
換
職
種
を
考
慮
す
る
。

㈥

繊
維
石
炭
産
業
等
募
集
方
法
の
変
更
に
伴
ひ
供
給
不
足
な
る
職
種
を
考
慮
す
る
。

二
、
内
容
の
充
実

⑴

補
導
手
当
の
給
与

補
導
期
間
内
失
業
手
当
又
は
補
導
手
当
を
支
給
す
る
。

⑵

資
材
の
確
保

⑶

指
導
員
の
確
保

指
導
員
の
重
要
性
に
鑑
み
、
そ
の
資
格
の
向
上
を
図
り
、
再
教
育
を
実
施
す
る
と
共
に
そ

の
身
分
を
確
立
す
る
措
置
を
講
ず
る
。

⑷

補
導
教
程

職
業
別
に
時
間
数
そ
の
他
教
課
基
準
を
定
め
、
必
要
な
教
材
を
作
成
配
置
す
る
。

⑸

随
時
入
所

教
程
を
科
目
単
位
と
し
て
編
成
し
随
時
入
所
可
能
な
る
様
措
置
す
る
。

⑹

補
導
修
了
者
の
格
付
制
度
の
実
施

修
了
者
の
検
定
制
度
を
定
め
格
付
を
実
施
し
て
本
事
業
の
社
会
的
生
産
的
位
置
を
確
立
す
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四

工
場
事
業
場
に
お
け
る
災
害
予
防
の
調
査
研
究
及
び
工
場
事
業
場
に
お
け
る
災
害
予
防
に
関
す
る

技
術
者
の
養
成
訓
練
を
掌
ら
し
め
る
た
め
、
労
働
省
に
産
業
安
全
研
究
所
を
置
く
こ
と
。

五

船
員
の
労
働
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
労
働
省
の
所
管
行
政
と
の
連
絡
統
一
を
図
る
た
め
、

労
働
省
に
労
働
省
及
び
運
輸
省
の
関
係
官
を
も
っ
て
組
織
す
る
船
員
労
働
連
絡
会
議
を
置
く
こ
と
。

（
備
考
）

労
働
省
設
置
は
第
一
回
国
会
に
法
律
案
を
提
出
し
て
之
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

『
行
政
二
』

昭
和
二
二
年
七
月
二
九
日

〔
二
─
二
〇
〕
厚
生
省
職
業
安
定
局

（
経
済
緊
急
対
策
に
関
す
る
具
体
的
方
策
）

職職
業業
補補
導導
施施
設設
のの
拡拡
充充
にに
関関
すす
るる
事事
項項
（（
案案
））

第
一

方
針

一
、
経
済
緊
急
対
策
の
一
環
と
し
て
職
業
補
導
事
業
の
拡
充
発
展
を
図
り
失
業
者
の
就
職
促
進
を

推
進
す
る
。

二
、
補
導
人
員
の
対
象
と
し
て
は
引
揚
者
今
時
食
糧
取
締
の
強
化
に
伴
う
女
子
失
業
者
及
び
企
業

整
備
に
伴
ふ
失
業
者
の
職
業
転
換
の
補
導
に
重
点
を
置
く
の
外
戦
争
中
殆
ど
技
能
訓
練
の
機
会

を
得
ざ
り
し
青
少
年
失
業
者
未
就
職
者
を
考
慮
す
る
。

第
二

要
領

一
、
補
導
事
業
の
拡
大

⑴
人
員公

共
職
業
安
定
所
に
於
け
る
年
間
求
人
総
数
約

二
百
五
十
万
に
対
し
紹
介
数
約
百
万
人

の
現
状
な
る
に
鑑
み
、
未
充
足
需
要
百
三
十
万
の
一
割
十
五
万
人
程
度
は
技
術
補
導
を
為
せ

ば
当
然
充
足
し
得
る
も
の
と
看
做
し
、
こ
れ
に
企
業
整
備
等
に
よ
る
男
女
失
業
者
中
約
□
万

人
を
吸
収
し
、
合
せ
て
新
に
年
間
二
十
万
人
に
対
し
て
補
導
を
行
ふ
を
要
す
る
。

⑵

種
別
と
分
類

㈠

補
導
所
の
種
別
並
び
に
そ
の
分
布
に
当
っ
て
は
地
方
産
業
の
特
殊
性
、
失
業
者
の
実
□

及
び
通
勤
の
便
等
を
勘
案
し
広
く
全
国
的
に
補
導
所
網
を
張
る
。

㈡

補
導
所
を
概
ね
左
の
三
つ
の
型
に
分
け
地
方
の
実
情
に
応
じ
て
配
置
す
る
。

㋑

総
合
補
導
所

都
道
府
県
の
中
心
的
施
設
と
し
て
原
則
と
し
て
宿
泊
施
設
を
付
設
す
る
。

全
国
に
約
四
〇
ヶ
所
（
定
員
三
百
─
百
人
）
を
設
け
補
導
期
間
は
原
則
と
し
て
一
年

以
上
と
す
る
。
本
施
設
に
併
せ
て
研
究
施
設
を
付
設
す
る
と
共
に
指
導
員
の
再
教
育
を

行
ふ
こ
と
と
す
る
。

㋺

長
期
補
導
所

定
員
五
〇
名
期
間
一
年
と
し
各
安
定
所
毎
に
一
ヶ
所
を
標
準
と
し
て
全
国
に
概
ね
五

百
ヶ
所
と
す
る
。

㋩

短
期
補
導
所

定
員
五
〇
名
短
期
養
成
を
目
的
と
し
、
期
間
は
三
ヶ
月
乃
至
六
ヶ
月
と
す
る
も
労
働

市
場
の
変
化
に
即
応
し
て
パ
ー
ト
タ
イ
ム
制
、
夜
間
制
を
も
考
慮
す
る
。

深
く
地
域
的
特
殊
性
を
考
慮
し
て
委
託
制
度
を
採
用
し
、
或
は
独
立
に
又
は
他
の
補

導
所
と
組
合
せ
て
適
正
な
る
配
置
を
全
国
に
千
五
百
ヶ
所
を
設
け
る
。

⑶

職

種

㈠

産
業
状
況
の
推
移
に
適
応
す
る
職
種
を
選
定
す
る
。

㈡

輸
出
産
業
並
に
地
方
特
殊
産
業
の
復
興
に
重
点
を
置
く
。

㈢

独
立
自
営
業
を
為
し
得
る
□
き
職
種
を
選
ぶ

㈣

中
小
商
工
業
の
如
き
組
織
的
後
継
者
養
成
方
法
を
持
た
な
い
業
種
を
考
慮
す
る
。

㈤

企
業
整
備
及
び
料
飲
食
店
廃
止
に
よ
る
離
職
者
に
対
す
る
互
換
職
種
を
考
慮
す
る
。

㈥

繊
維
石
炭
産
業
等
募
集
方
法
の
変
更
に
伴
ひ
供
給
不
足
な
る
職
種
を
考
慮
す
る
。

二
、
内
容
の
充
実

⑴

補
導
手
当
の
給
与

補
導
期
間
内
失
業
手
当
又
は
補
導
手
当
を
支
給
す
る
。

⑵

資
材
の
確
保

⑶

指
導
員
の
確
保

指
導
員
の
重
要
性
に
鑑
み
、
そ
の
資
格
の
向
上
を
図
り
、
再
教
育
を
実
施
す
る
と
共
に
そ

の
身
分
を
確
立
す
る
措
置
を
講
ず
る
。

⑷

補
導
教
程

職
業
別
に
時
間
数
そ
の
他
教
課
基
準
を
定
め
、
必
要
な
教
材
を
作
成
配
置
す
る
。

⑸

随
時
入
所

教
程
を
科
目
単
位
と
し
て
編
成
し
随
時
入
所
可
能
な
る
様
措
置
す
る
。

⑹

補
導
修
了
者
の
格
付
制
度
の
実
施

修
了
者
の
検
定
制
度
を
定
め
格
付
を
実
施
し
て
本
事
業
の
社
会
的
生
産
的
位
置
を
確
立
す
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る
。

⑺

需
要
□
委
員
会
の
設
立

補
導
内
容
の
改
善
求
人
条
件
の
協
定
等
を
結
ぶ

三
、
其
の
他

⑴

普
及
宣
伝

職
業
補
導
事
業
の
周
知
を
図
り
之
を
通
じ
て
技
能
に
依
る
産
業
再
建
の
意
欲
の
昂
揚
を
為

す
。

㋑

常
設
即
売
所
（
即
売
、
作
品
展
示
を
含
む
）
の
設
置

㋺

定
期
的
製
品
展
示
（
即
売
）
会
の
開
催

㋩

巡
回
実
演
巡
回
指
導
講
演
等
の
実
施

⑵

補
導
援
護

㈠

就
業
に
必
要
な
る
道
具
、
及
支
度
金
貸
与
の
制
度
を
設
け
る

㈡

補
導
所
と
共
同
作
業
所
と
の
関
連
及
び
系
統
化
を
明
確
な
ら
し
め
る

（（
附附
））
共共
同同
作作
業業
施施
設設
のの
拡拡
充充
にに
関関
すす
るる
事事
項項

経
済
緊
急
対
策
第
一
ノ
七
（
料
理
店
、
飲
食
店
等
の
営
業
停
止
）
及
び
第
五
ノ
四
（
企
業
の
配
置

転
換
）
第
六
ノ
三
（
産
業
振
興
、
公
共
事
業
に
よ
る
失
業
者
吸
収
）

の
実
施
に
際
し
、
共
同
作
業
施
設
を
増
設
す
る
。

㈠

熟
練
失
業
者
に
対
す
る
大
共
同
作
業
施
設

筋
肉
労
働
を
主
と
す
る
公
共
事
業
に
不
適
当
な
熟
練
技
能
者
に
つ
い
て
は
組
合
組
織
に
よ
る
共

同
作
業
施
設
約
二
百
ヶ
所
増
設
す
る
。

㈡

女
子
、
傷
痍
者
等
に
対
す
る
小
共
同
作
業
施
設

傷
痍
者
、
料
理
店
、
飲
食
店
、
従
業
者
其
他
通
常
の
雇
用
関
係
に
入
り
難
い
も
の
其
他
適
当
な

る
も
の
に
対
し
て
は
、
小
規
模
の
共
同
作
業
場
千
ヶ
所
増
設
す
る
。

（
附
表
）

種
目
別
補
導
計
画
一
覧
表

鉱
山
関
係

二
〇
、
〇
〇
〇
人

建
築
木
工
関
係

四
〇
、
〇
〇
〇
人

繊
維
関
係

三
〇
、
〇
〇
〇
人

手
工
業
（
含
和
洋
裁
）

三
〇
、
〇
〇
〇
人

自
営
業

一
五
、
〇
〇
〇
人

電
気
器
具
其
他
（
精
密
機
械
）

二
〇
、
〇
〇
〇
人

車
両
其
他
産
業
機
械

二
〇
、
〇
〇
〇
人

窯
業

五
、
〇
〇
〇
人

食
料
品
関
係

五
、
〇
〇
〇
人

事
務

二
〇
、
〇
〇
〇
人

計

二
〇
〇
、
〇
〇
〇
人

経経
済済
緊緊
急急
対対
策策
にに
基基
くく
職職
業業
補補
導導
施施
設設
等等
予予
算算
案案

一

職
業
補
導
所

１
、
四
〇
ヶ
所
分
（
府
県
庁
所
在
地
に
置
く
一
ヶ
所

計
三
〇
〇
人
─
一
〇
〇
人
平
均
二
〇
〇
人
）

一
ヶ
所
当

初
度
調
便
費

三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

経
常
費

七
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

計

一
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

合
計

四
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

２
、
五
〇
〇
ヶ
所
分
（
職
業
安
定
所
所
在
地
に
置
く

一
ヶ
所
五
〇
人
平
均
）

一
ヶ
所
当

初
度
調
便
費

一
五
〇
、
〇
〇
〇
円

経
常
費

三
五
〇
、
〇
〇
〇
円

計

五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

合
計

二
五
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

３
、
一
五
〇
〇
ヶ
所
分
（
１
、
２
以
外
の
場
所
に
置
く

一
ヶ
所
五
〇
人
─
三
〇
人
平
均
四
〇
人
）

一
ヶ
所
当

初
度
調
便
費

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

経
常
費

二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

計

三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

合
計

四
五
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

右
の
合
計
金
額

七
四
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

二
、
失
業
手
当
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一
人
当
月

七
〇
〇
円

年

八
、
四
〇
〇
円

二
、
四
半
期
以
降
九
ヶ
月
分

六
、
三
〇
〇
円

右
の

人
分

一
、
二
六
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

三
、
共
同
作
業
施
設

１
、
大
共
同
作
業
施
設

二
〇
〇
ヶ
所
新
設

一
ヶ
所
当

五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

計

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

２
、
小
共
同
作
業
施
設

一
、
〇
〇
〇
ヶ
所
新
設

一
ヶ
所
当

新
設
費
補
助

五
〇
、
〇
〇
〇
円

経
常
費
補
助

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

計

一
五
〇
、
〇
〇
〇
円

合
計

一
五
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

１
、
２
の
計

二
五
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

予
算
要
求
総
額

二
、
二
五
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

（
編
注
：
厚
生
労
働
省
図
書
館
所
蔵
）

昭
和
二
二
年
七
月
（
日
不
詳
）

〔
二
─
二
一
〕
職
業
教
育
並
び
に
職
業
指
導
委
員
会
意
見
具
申

各各
種種
工工
業業
にに
於於
けけ
るる
見見
習習
いい
工工
教教
育育
計計
画画
基基
準準
案案
（（
意意
見見
具具
申申
））

意
見
具
申

本
委
員
会
に
於
て
は
本
年
初
頭
以
来
職
業
教
育
並
び
に
職
業
指
導
の
問
題
に
関
し
各
方
面
に
亘
っ
て

研
究
審
議
致
し
て
居
り
ま
す
が
差
当
っ
て
左
記
の
問
題
に
就
い
て
別
紙
の
通
り
成
案
を
得
ま
し
た
。
我

が
国
現
下
の
諸
情
勢
か
ら
観
て
こ
の
問
題
は
産
業
復
興
再
建
の
基
磐
と
し
て
極
め
て
重
要
な
事
項
と
信

じ
ま
す
の
で
篤
く
と
御
検
討
の
上
実
際
施
設
に
採
択
具
現
下
さ
る
よ
う
本
委
員
会
の
総
意
と
し
て
具
申

致
し
ま
す
。

各
種
工
業
に
於
け
る
見
習
工
教
育
計
画
基
準
案

工
場
事
業
場
に
於
け
る
職
業
教
育
の
範
囲
は
極
め
て
広
般
で
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
事

項
は
多
々
あ
る
が
、
本
案
で
は
刻
下
特
に
重
要
度
を
加
え
つ
ゝ
あ
る
中
堅
多
能
工
の
見
習
の
教
育
に
重

点
を
置
い
た
。

１

教
育
の
目
標

職
業
数
育
の
内
容
と
し
て
は
左
の
三
項
を
適
当
に
包
含
せ
し
め
る
こ
と
。

イ

技
術
教
育

技
術
水
準
の
向
上
と
動
労
意
慾
の
昂
揚

ロ

社
会
教
育

社
会
常
識
の
涵
養
と
勤
労
文
化
の
振
興

ハ

労
働
教
育

労
働
問
題
の
認
識
と
労
働
者
自
覚
の
促
進

２

教
育
の
方
針

イ

教
育
の
計
画
並
び
に
実
施
に
関
し
労
資
協
力
の
体
制
を
碓
立
す
る
こ
と
。

ロ

学
校
式
教
育
を
避
け
な
る
べ
く
現
場
中
心
の
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
。

ハ

画
一
的
な
天
下
り
教
育
の
弊
を
打
破
し
、
自
主
性
、
特
殊
性
、
創
造
性
を
尊
重
す
る
こ
と
。

ニ

勤
労
と
学
習
を
両
立
せ
し
め
る
た
め
な
る
べ
く
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
。

ホ

個
性
を
尊
重
し
、
そ
の
特
性
を
啓
培
伸
張
せ
し
め
る
こ
と
。

ヘ

自
学
自
習
の
習
慣
を
涵
養
し
、
生
活
指
導
、
安
全
、
保
健
に
留
意
す
る
こ
と
。

ト

六
三
三
四
制
と
の
関
連
を
考
慮
し
、
ま
た
委
託
教
育
、
学
校
教
育
通
信
教
育
等
を
も
利
用
す
る

こ
と
。

３

教
育
施
設
経
営
の
主
体

イ

単
独
の
事
業
主

ロ

中
小
事
業
主
の
共
同
体

ハ

事
業
主
又
は
事
業
主
組
介
と
学
佼
と
の
共
同
体

ニ

亊
業
主
と
労
働
組
合
と
の
共
同
体

従
来
イ
に
重
点
が
置
か
れ
た
が
、
今
後
の
日
本
の
産
業
動
向
に
鑑
み
、
特
に
ロ
、
ハ
、
ニ
に
考
慮
を

払
ひ
、
そ
の
指
導
助
成
奨
励
に
留
意
す
べ
き
こ
と
。

４

教
育
の
対
象

イ

多
能
工
又
は
基
幹
的
熟
練
工

長
期
間
、
広
範
囲
に
亘
る
組
織
的
技
能
訓
練
を
要
し
、
且
つ
そ
の
徳
性
教
養
に
於
い
て
中
堅
工

た
る
に
値
い
す
る
技
能
者

職
種
に
よ
り
差
異
あ
れ
ど
も
概
し
て
三
年
内
外
の
訓
練
を
要
す
。

ロ

単
能
工
、
分
業
工
又
は
半
熟
練
工

特
定
の
職
種
に
対
す
る
一
応
の
経
験
を
有
す
る
技
能
者

数
ヶ
月
乃
至
一
ヶ
年
の
訓
練
を
以
っ
て
足
る
。

従
来
両
者
の
間
に
屡
々
混
同
を
来
た
し
、
養
成
の
目
標
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
か
っ
た
の
に
鑑
み
、
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一
人
当
月

七
〇
〇
円

年

八
、
四
〇
〇
円

二
、
四
半
期
以
降
九
ヶ
月
分

六
、
三
〇
〇
円

右
の

人
分

一
、
二
六
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

三
、
共
同
作
業
施
設

１
、
大
共
同
作
業
施
設

二
〇
〇
ヶ
所
新
設

一
ヶ
所
当

五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

計

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

２
、
小
共
同
作
業
施
設

一
、
〇
〇
〇
ヶ
所
新
設

一
ヶ
所
当

新
設
費
補
助

五
〇
、
〇
〇
〇
円

経
常
費
補
助

一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

計

一
五
〇
、
〇
〇
〇
円

合
計

一
五
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

１
、
２
の
計

二
五
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

予
算
要
求
総
額

二
、
二
五
〇
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

（
編
注
：
厚
生
労
働
省
図
書
館
所
蔵
）

昭
和
二
二
年
七
月
（
日
不
詳
）

〔
二
─
二
一
〕
職
業
教
育
並
び
に
職
業
指
導
委
員
会
意
見
具
申

各各
種種
工工
業業
にに
於於
けけ
るる
見見
習習
いい
工工
教教
育育
計計
画画
基基
準準
案案
（（
意意
見見
具具
申申
））

意
見
具
申

本
委
員
会
に
於
て
は
本
年
初
頭
以
来
職
業
教
育
並
び
に
職
業
指
導
の
問
題
に
関
し
各
方
面
に
亘
っ
て

研
究
審
議
致
し
て
居
り
ま
す
が
差
当
っ
て
左
記
の
問
題
に
就
い
て
別
紙
の
通
り
成
案
を
得
ま
し
た
。
我

が
国
現
下
の
諸
情
勢
か
ら
観
て
こ
の
問
題
は
産
業
復
興
再
建
の
基
磐
と
し
て
極
め
て
重
要
な
事
項
と
信

じ
ま
す
の
で
篤
く
と
御
検
討
の
上
実
際
施
設
に
採
択
具
現
下
さ
る
よ
う
本
委
員
会
の
総
意
と
し
て
具
申

致
し
ま
す
。

各
種
工
業
に
於
け
る
見
習
工
教
育
計
画
基
準
案

工
場
事
業
場
に
於
け
る
職
業
教
育
の
範
囲
は
極
め
て
広
般
で
、
そ
の
実
施
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
事

項
は
多
々
あ
る
が
、
本
案
で
は
刻
下
特
に
重
要
度
を
加
え
つ
ゝ
あ
る
中
堅
多
能
工
の
見
習
の
教
育
に
重

点
を
置
い
た
。

１

教
育
の
目
標

職
業
数
育
の
内
容
と
し
て
は
左
の
三
項
を
適
当
に
包
含
せ
し
め
る
こ
と
。

イ

技
術
教
育

技
術
水
準
の
向
上
と
動
労
意
慾
の
昂
揚

ロ

社
会
教
育

社
会
常
識
の
涵
養
と
勤
労
文
化
の
振
興

ハ

労
働
教
育

労
働
問
題
の
認
識
と
労
働
者
自
覚
の
促
進

２

教
育
の
方
針

イ

教
育
の
計
画
並
び
に
実
施
に
関
し
労
資
協
力
の
体
制
を
碓
立
す
る
こ
と
。

ロ

学
校
式
教
育
を
避
け
な
る
べ
く
現
場
中
心
の
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
。

ハ

画
一
的
な
天
下
り
教
育
の
弊
を
打
破
し
、
自
主
性
、
特
殊
性
、
創
造
性
を
尊
重
す
る
こ
と
。

ニ

勤
労
と
学
習
を
両
立
せ
し
め
る
た
め
な
る
べ
く
パ
ー
ト
タ
イ
ム
の
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
。

ホ

個
性
を
尊
重
し
、
そ
の
特
性
を
啓
培
伸
張
せ
し
め
る
こ
と
。

ヘ

自
学
自
習
の
習
慣
を
涵
養
し
、
生
活
指
導
、
安
全
、
保
健
に
留
意
す
る
こ
と
。

ト

六
三
三
四
制
と
の
関
連
を
考
慮
し
、
ま
た
委
託
教
育
、
学
校
教
育
通
信
教
育
等
を
も
利
用
す
る

こ
と
。

３

教
育
施
設
経
営
の
主
体

イ

単
独
の
事
業
主

ロ

中
小
事
業
主
の
共
同
体

ハ

事
業
主
又
は
事
業
主
組
介
と
学
佼
と
の
共
同
体

ニ

亊
業
主
と
労
働
組
合
と
の
共
同
体

従
来
イ
に
重
点
が
置
か
れ
た
が
、
今
後
の
日
本
の
産
業
動
向
に
鑑
み
、
特
に
ロ
、
ハ
、
ニ
に
考
慮
を

払
ひ
、
そ
の
指
導
助
成
奨
励
に
留
意
す
べ
き
こ
と
。

４

教
育
の
対
象

イ

多
能
工
又
は
基
幹
的
熟
練
工

長
期
間
、
広
範
囲
に
亘
る
組
織
的
技
能
訓
練
を
要
し
、
且
つ
そ
の
徳
性
教
養
に
於
い
て
中
堅
工

た
る
に
値
い
す
る
技
能
者

職
種
に
よ
り
差
異
あ
れ
ど
も
概
し
て
三
年
内
外
の
訓
練
を
要
す
。

ロ

単
能
工
、
分
業
工
又
は
半
熟
練
工

特
定
の
職
種
に
対
す
る
一
応
の
経
験
を
有
す
る
技
能
者

数
ヶ
月
乃
至
一
ヶ
年
の
訓
練
を
以
っ
て
足
る
。

従
来
両
者
の
間
に
屡
々
混
同
を
来
た
し
、
養
成
の
目
標
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
か
っ
た
の
に
鑑
み
、
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主
力
を
イ
に
置
き
ロ
の
訓
練
課
程
を
通
じ
て
選
抜
教
育
す
る
も
の
と
す
。

５

対
象
と
な
る
工
業

イ

一
般
機
械
的
諸
工
業

ロ

精
密
機
械
工
業

ハ

一
般
手
工
業

ニ

工
芸
的
手
工
業

従
米
戦
争
目
的
を
主
眼
と
せ
る
イ
に
重
点
が
置
か
れ
た
が
、
今
後
は
資
源
関
係
、
貿
易
関
係
及
び
我

が
産
業
の
特
色
等
に
よ
り
従
来
比
較
的
顧
み
ら
れ
ざ
り
し
ロ
ハ
ニ
に
見
習
工
教
育
の
重
点
を
置
く
も
の

と
す
。

６

職
能
資
格
の
附
与

イ

各
職
種
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
た
訓
練
期
問
を
修
了
し
た
多
能
工
に
対
し
て
は
、
試
験
の
結
果
職

能
資
格
を
附
与
す
る
も
の
と
す
。

ロ

試
験
は
実
技
並
び
に
関
係
学
科
に
つ
い
て
行
ひ
、
本
人
の
素
行
並
び
に
一
般
教
養
を
も
併
せ
考

査
す
べ
き
も
の
と
す
。

ハ

試
験
は
別
項
に
掲
ぐ
る
委
員
に
よ
っ
て
行
は
る
る
も
の
と
す
。

ニ

職
能
試
験
合
格
者
は
、
国
、
公
共
団
体
又
は
産
業
団
体
の
定
む
る
職
能
資
格
簿
に
登
録
さ
る
る

も
の
と
す
。

ホ

本
資
格
取
得
者
は
其
の
経
済
的
並
び
に
社
会
的
地
位
に
於
て
新
制
高
等
学
校
卒
業
者
と
同
等
又

は
そ
れ
以
上
の
待
遇
を
受
け
し
む
る
も
の
と
す
。

７

新
制
高
等
学
校
と
の
関
係

見
習
工
教
育
の
形
態
に
は
．
Ａ
学
習
実
習
共
に
工
場
直
営
の
も
の
。
Ｂ
学
習
は
公
私
立
学
校
、
実

習
は
工
場
に
於
て
分
担
す
る
も
り
と
あ
り
夫
々
実
情
に
応
じ
特
色
を
活
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
効
果
的

な
教
育
が
行
は
る
べ
き
で
あ
り
、
強
い
て
之
を
新
制
高
等
学
校
の
型
に
は
め
る
要
は
な
い
が
、
若
し

そ
の
型
式
を
採
用
す
る
を
適
切
と
す
る
場
合
に
は
、
特
に
左
の
点
に
つ
き
考
慮
が
払
は
る
べ
き
で
あ

る
。

イ

学
習
年
限
、
設
置
学
科
、
授
業
時
間
、
教
材
、

教
師
の
任
用
、
教
育
方
法
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
特
殊
性
に
鑑
み
、
経
営
者
の
自
主
創
意

を
尊
重
し
、
画
一
的
取
扱
を
さ
く
る
こ
と
。

ロ

職
能
資
格
取
得
と
学
校
の
修
業
年
限
、
卒
業
資
格
と
を
併
行
せ
し
め
る
こ
と
。

８

教
育
の
方
式

イ

大
工
場
の
場
合

Ａ

教
育
委
員
会

労
資
双
方
の
委
員
よ
り
成
る
工
場
教
育
委
員
会
を
常
置
し
、
事
業
場
内
に
於
け
る
教
育
方
針
、

教
育
計
画
、
資
格
試
験
、
教
育
予
算
、
教
育
設
備
、
数
材
の
整
備
、
教
育
担
任
者
の
銓
衡
竝
に

教
育
実
施
状
況
の
監
査
に
当
ら
し
め
る
こ
と
。

Ｂ

教
育
課

工
場
内
に
教
育
課
を
特
設
し
、
従
業
員
に
対
す
る
教
育
の
実
施
、
教
育
施
設
の
管
理
に
当
ら

し
め
る
こ
と
。

Ｃ

指
導
員

指
導
員
の
待
遇
を
改
善
し
、
身
分
を
向
上
し
、
職
員
、
工
員
、
組
合
中
よ
り
広
く
人
材
を
求

め
る
こ
と
。

指
導
者
の
資
質
を
向
上
す
る
た
め
大
学
、
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
ス
コ
ー
ス
、
指
導
員
講
習
会
等
の

教
育
的
機
会
を
与
へ
、
正
規
の
職
業
教
員
資
格
を
備
へ
し
め
る
こ
と
。

Ｄ

工
場
教
育
施
設
（
別
図
式
参
照
）

ロ

中
小
工
場
の
場
合

同
業
関
係
事
業
主
を
中
心
と
し
、
こ
れ
に
労
働
組
合
、
官
公
庁
関
係
者
そ
の
他
を
以
っ
て
構
成

す
る
「
教
育
委
員
会
」
を
設
置
す
る
。

「
教
育
委
員
会
」
の
機
能
は
左
の
如
し
。

Ａ

同
業
関
係
見
習
工
教
育
計
画
の
作
成

Ｂ

本
教
育
に
関
す
る
重
要
事
項
の
審
議

Ｃ

本
教
育
に
関
す
る
自
治
的
監
督
並
び
に
奨
励
援
助

Ｄ

学
校
と
工
場
と
の
連
絡

Ｅ

職
能
資
格
試
験
の
施
行
並
に
証
書
の
発
行

９

法
制
及
び
行
政
的
措
置

イ

見
習
工
数
育
に
つ
い
て
は
合
理
的
に
し
て
完
全
な
る
単
行
の
新
徒
弟
法
の
制
定
を
目
途
と
し
、

暫
定
的
に
は
教
育
基
本
法
、
学
校
教
育
法
、
労
働
基
準
法
、
労
働
組
合
法
等
の
中
に
於
て
、
ま
た

そ
の
関
連
に
於
て
教
育
の
徹
底
を
期
す
る
こ
と
。

ロ

本
教
育
実
施
に
つ
い
て
は
、
中
央
並
に
地
方
官
民
よ
り
成
る
職
業
教
育
委
員
会
を
置
き
、
そ
の

監
督
指
導
に
当
ら
し
む
る
こ
と
。

優
秀
技
能
者
表
彰
制
度

10

技
能
に
対
す
る
一
般
の
関
心
を
高
め
、
見
習
工
の
誇
を
増
す
た
め
国
家
又
は
団
体
に
於
て
優
秀
技

能
者
表
彰
の
方
途
を
講
ず
る
こ
と
。

実
施
に
つ
き
一
般
的
に
考
慮
を
要
す
べ
き
こ
と
。

11
イ

教
育
責
任
者
及
び
代
理
者
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見
習
工
教
育
の
成
果
は
そ
の
責
任
者
及
び
代
理
者
の
人
物
、
熱
意
の
如
何
に
か
ゝ
る
こ
と
が
多

い
の
で
、
そ
の
資
格
を
教
育
委
員
会
に
於
て
審
査
す
る
こ
と
。

ロ

保
護
及
び
教
育
の
徹
底

見
習
工
保
護
関
係
の
法
規
を
遵
守
す
る
の
み
な
ら
ず
積
極
的
に
そ
の
養
護
教
育
に
つ
い
て
の
方
途

を
講
ぜ
し
む
る
こ
と
（
例
へ
ば
見
習
工
員
数
、
労
働
時
間
、
作
業
、
貨
金
、
保
健
、
生
活
指
導
等

に
つ
き
）

ハ

職
業
科
担
任
教
師
の
資
格

職
業
科
担
任
教
師
は
実
地
経
験
を
不
可
欠
と
す
る
こ
と
。

ニ

実
習
訓
練
順
序

実
習
訓
練
順
序
は
イ
基
礎
訓
練
（
入
職
訓
練
を
含
む
）
、
ロ
単
能
訓
練
、
ハ
綜
合
訓
練
の
順
序
を

以
っ
て
す
。

但
し
単
能
工
に
つ
い
て
は
イ
及
び
ロ
を
以
つ
て
足
る
。

ホ

職
揚
の
構
成
及
び
実
習
指
導
者
の
配
置

職
場
を
教
育
的
に
構
成
し
、
実
習
指
導
者
を
教
育
的
目
的
に
合
致
す
る
よ
り
合
理
的
に
配
置
す
る

こ
と
。

ヘ

連
絡
指
導
者

工
場
と
学
校
と
の
協
同
に
よ
っ
て
教
育
す
る
場
合
に
は
、
連
絡
指
導
者
の
活
動
を
重
視
し
、
綿
密

な
る
計
画
に
よ
る
協
同
を
図
る
こ
と
。

ト

作
業
教
範
の
作
成

各
職
種
別
に
実
習
指
導
の
手
引
書
を
作
り
、
訓
練
に
介
理
性
を
与
へ
且
つ
そ
の
速
成
を
期
す
る
こ

と
。

手
工
業
に
つ
き
特
に
考
慮
を
要
す
べ
き
こ
と
。

12
イ

国
、
公
共
団
体
、
同
業
組
合
等
に
よ
る
手
工
業
的
職
業
学
校
の
設
置
の
気
運
を
醸
成
す
る
こ
と
。

ロ

職
業
補
導
所
、
工
芸
指
導
所
、
産
業
博
物
館
、
公
民
館
そ
の
他
社
会
教
育
施
設
と
の
緊
密
な
る

連
絡
提
携
を
図
る
こ
と
。

ハ

各
種
職
能
の
秘
伝
を
公
開
し
て
之
を
科
学
的
基
礎
の
上
に
立
脚
せ
し
め
て
技
能
指
導
に
資
せ
し

め
る
こ
と
。

ニ

特
殊
技
能
に
対
す
る
奨
励
保
存
の
た
め
、
実
習
教
材
、
指
導
者
の
保
護
そ
の
他
教
育
上
の
便
宜

を
与
ふ
る
こ
と
。

工工
場場
教教
育育
施施
設設

期
間

入
職
訓
練

単
能
工
養
成

中
堅
工
養
成

職
長
養
成

種
別

１
ヶ
月
内
外

１
ヶ
年
内
外

３
─
５
年

６
ヶ
月
内
外

工
場
見
学

技
術
学
初
歩

専
門
学
科

管
理
技
術

１

技
術
教
育

40

％

職
種
別
基
本
実
習

40

─50

％

専
門
実
習

50

─60

％

作
業
研
究

60

─70

％

工
場
常
識

（
現
場
ニ
於
ケ
ル
教
育
的
指
導)

(

実
験
室
又
ハ
教
育
工
場
ニ
於
テ
実
施
ス
ル
コ
ト)

技
術
指
導
法

公
民
常
識

公
民
教
育

公
民
教
育

経
済
政
策

２

社
会
教
育

20

％

勤
労
文
化

10

─20

％

15

─20

％

社
会
政
策

10

─15

％

公
衆
道
徳

社
会
法
規

社
会
政
治
問
題

産
業
事
情

就
業
規
則

労
働
法
規

組
合
ノ
運
営
ニ

３

労
働
教
育

労
働
組
合
ノ
概
況

40

％

労
働
運
動

30

─40

％

関
ス
ル
事
項

25

─30

％

組
合
ノ
企
画
及
ビ
行
政

工
員
心
得

職
業
衛
生
及
安
全

労
働
問
題
研
究

20

─25

％

４

生
活
指
導

生
活
科
学
・
勤
労
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
・
社
会
問
題
研
究
・
其
ノ
他

計

画

連
日
制

入
職
訓
練
終
了
直
後
毎
日
制
。

見
習
工
教
育
終
了
直
後
若
ク
ハ
２
─
３
年
後
毎
週
３

中
堅
工
養
成
終
了
後
３
─
５
年
経
過
後

フ
ル
タ
イ
ム

パ
ー
ト
タ
イ
ム

─
４
回
パ
ー
ト
タ
イ
ム

毎
週
１
回
パ
ー
ト
タ
イ
ム

就
業
準
備

備

考

職
場
見
学

学
級
編
成

集
同
指
導

研
究
協
議
会
・
視
察
見
学

職
場
配
置

組
合
加
入
手
続
き
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昭
和
二
二
年
八
月
一
五
日

〔
二
─
二
二
〕
厚
生
大
臣
国
会
提
案
理
由

職職
業業
安安
定定
法法
案案
説説
明明

職
業
安
定
法
案
を
審
議
せ
ら
れ
る
に
あ
た
り
、
本
法
案
の
提
案
理
由
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

終
戦
以
来
、
職
業
行
政
に
お
い
て
も
大
き
な
転
換
を
致
し
て
参
り
ま
し
た
。
終
戦
迄
の
職
業
行
政

は
、
一
言
に
し
て
申
せ
ば
、
労
務
の
動
員
配
置
を
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
現

行
職
業
紹
介
法
も
亦
こ
の
精
神
に
よ
っ
て
一
貫
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
て
職
業
行

政
本
来
の
目
的
は
、
国
民
に
対
し
て
奉
仕
す
る
こ
と
に
あ
り
、
特
に
憲
法
の
改
正
を
み
て
基
本
的
人

権
の
尊
重
が
確
立
せ
ら
れ
た
今
日
に
お
き
ま
し
て
は
、
従
来
の
労
務
の
統
制
配
置
を
目
的
と
し
た
現

行
の
職
業
紹
介
法
を
廃
止
し
て
、
あ
ら
た
に
新
憲
法
の
精
神
に
則
る
法
律
を
制
定
す
る
必
要
が
生
じ

た
の
で
あ
り
ま
し
て
、
本
法
案
制
定
の
主
旨
も
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

本
法
案
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
第
一
条
に
明
か
な
如
く
、
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の

職
業
安
定
機
関
が
、
憲
法
第
二
十
二
条
の
職
業
選
択
の
自
由
の
趣
旨
を
尊
重
し
つ
つ
、
各
人
の
有
す

る
能
力
に
適
当
な
職
業
に
就
く
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
産
業
に
必
要
な
労
働
力
を
充
足
し
、

以
て
職
業
の
安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
経
済
の
興
隆
に
寄
与
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

思
う
に
、
再
建
途
上
に
あ
る
わ
が
国
に
お
い
て
我
々
の
先
ず
努
む
べ
き
と
こ
ろ
は
、
国
民
の
も
つ

そ
の
豊
富
な
労
働
力
を
有
效
に
発
揮
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
て
、
国
家
再
建
に
必
要
な
産
業
労
働
力

を
充
足
し
、
各
人
に
つ
い
て
そ
の
職
業
の
安
定
を
得
さ
せ
る
と
と
も
に
、
国
家
の
経
済
を
興
隆
せ
し

め
る
こ
と
が
、
現
下
最
も
喫
緊
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
法
案
制
定
の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
も

亦
右
の
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。

本
来
職
業
行
政
は
、
全
国
に
亘
る
労
働
力
の
需
要
供
給
に
よ
る
人
の
流
れ
を
基
調
と
し
て
行
わ
れ

る
ベ
き
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
こ
に
他
の
一
般
行
政
と
は
異
な
る
行
政
組
織
及

び
人
事
の
取
扱
い
が
必
要
と
な
つ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。
先
ず
組
織
の
方
面
に
つ
い
て
申
し
上
げ

ま
す
と
、
職
業
行
政
の
組
織
は
、
全
国
に
亘
る
労
働
力
の
需
要
供
給
の
適
正
な
調
整
を
図
る
た
め
に
、

中
央
か
ら
第
一
線
機
関
に
至
る
ま
で
全
国
を
一
貫
し
た
系
統
で
運
営
す
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
の
で

あ
り
ま
す
が
、
一
方
地
方
自
治
の
本
旨
を
尊
重
し
、
都
道
府
県
知
事
に
対
し
、
公
共
職
業
安
定
所
の

業
務
の
指
揮
監
督
を
掌
ら
し
め
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
て
こ
れ
に
伴
い
、
都
道
府

県
知
事
が
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
そ
の
行
う
べ
き
職
務
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働

大
臣
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
に
是
正
命
令
を
発
し
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
是
正
命
令
に
従
わ
な

い
と
き
は
、
労
働
大
臣
は
更
に
高
等
裁
判
所
に
向
つ
て
是
正
命
令
を
請
求
し
て
、
代
執
行
を
行
い
得

る
こ
と
と
定
め
た
の
で
あ
り
ま
す
。
か
か
る
規
定
を
設
け
た
所
以
の
も
の
は
、
裁
判
所
の
介
在
に
よ

っ
て
本
法
案
の
目
的
を
確
実
且
つ
迅
速
に
遂
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。
次
に
職
業
行
政
に
従
事
す
る
職
員
の
人
事
に
つ
き
ま
し
て
は
、
職
業
行
政
の
特
異
性
に
鑑
み
、

全
国
の
職
業
安
定
機
関
を
通
じ
て
安
ん
じ
て
こ
の
道
に
精
進
し
得
る
よ
う
な
措
置
を
譲
じ
た
。

先
程
も
申
し
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
職
業
行
政
は
、
全
国
的
の
人
の
流
れ
を
基
調
と
し
て
行
わ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
労
働
大
臣
が
、
労
働
力
の
需
要
供
給
の
状
況
に
応
じ
、
二
以
上
の

都
道
府
県
に
亘
る
業
務
の
連
絡
に
当
ら
せ
る
た
め
又
は
都
道
府
県
の
職
員
に
対
す
る
技
術
指
導
を
行

う
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
重
要
産
業
地
区
に
本
省
の
出
張
所
と
し
て
職
業
安
定
事

務
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
又
職
業
行
政
の
民
主
的
運
営
を
図
る
た
め
に
、

公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
補
助
と
し
て
、
市
町
村
と
の
連
絡
に
あ
た
る
べ
き
連
絡
員
を
設
け
る
と

と
も
に
、
中
央
、
都
道
府
県
及
び
特
別
地
区
に
、
労
働
者
、
雇
用
主
、
及
び
公
益
を
代
表
す
る
者
で

組
織
す
る
職
業
安
定
委
員
会
を
設
置
し
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
地
区
に
も
こ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
と
し
、
以
て
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項

を
審
議
さ
せ
る
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。

公
共
職
業
安
定
所
の
行
う
職
業
紹
介
に
関
し
て
は
、
求
人
求
職
の
申
込
の
取
扱
、
紹
介
の
原
則
、

爭
議
行
為
に
対
す
る
不
介
入
等
に
つ
い
て
規
定
し
、
職
業
指
導
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原
則
及
び
職
業

の
適
性
検
査
の
実
施
に
関
し
規
定
を
設
け
、
又
職
業
補
導
に
つ
き
ま
し
て
は
、
都
道
府
県
知
事
が
主

体
と
な
っ
て
こ
れ
を
行
な
う
こ
と
を
原
則
と
定
め
た
外
、
都
道
府
県
知
事
に
対
す
る
労
働
大
臣
の
援

助
の
義
務
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
て
あ
り
ま
す
。

次
に
政
府
以
外
の
も
の
の
行
う
職
業
紹
介
事
業
、
労
働
者
の
募
集
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
行
法
で

は
そ
の
規
定
は
多
く
命
令
に
委
任
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
の
国
家
統
制
の
建
前
か
ら
、
或
い
は
こ
れ

を
禁
止
し
、
あ
る
い
は
厳
重
な
制
限
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
本
法
案
に
お
き
ま
し
て
は
、

新
憲
法
の
趣
旨
に
則
り
、
で
き
る
だ
け
個
人
活
動
の
自
由
を
尊
重
し
、
弊
害
の
な
い
限
り
ひ
ろ
く
職

業
紹
介
事
業
、
労
働
者
の
募
集
活
動
を
認
め
る
と
と
も
に
、
弊
害
あ
る
も
の
に
対
し
て
は
、
従
来
に

比
し
て
罰
則
を
強
化
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
労
働
者
の
保
護
を
図
ろ
う
と
す
る
趣
旨
に
外
な

ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
同
様
の
趣
旨
に
よ
っ
て
、
本
法
案
は
他
人
の
勤
労
の
上
に
存
立
す
る
労

働
者
供
給
事
業
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
即
ち
本
法
案
の
規
定
に
よ
っ
て
認
め
ら

れ
る
労
働
組
合
法
に
よ
る
労
働
組
合
が
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
行
う
も
の
の
外
、
従
来
多
く
行

わ
れ
て
き
た
労
働
者
供
給
事
業
は
、
中
間
搾
取
を
行
い
、
労
働
者
に
不
当
な
圧
迫
を
加
え
る
例
が
少

く
な
い
の
に
鑑
み
、
労
働
の
民
主
化
の
精
神
か
ら
全
面
的
に
こ
れ
を
禁
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

本
法
案
の
規
定
に
違
反
し
た
者
に
対
す
る
罰
則
に
つ
き
ま
し
て
は
、
労
働
者
に
対
す
る
保
護
の
見
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地
か
ら
検
討
を
加
え
、
必
要
な
者
に
つ
い
て
は
体
刑
を
科
す
る
と
と
も
に
、
違
反
行
為
を
し
た
者
が

法
人
又
は
人
の
た
め
に
行
為
し
た
代
理
人
、
使
用
人
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
軽
過
失
及

び
重
過
失
の
場
合
に
つ
い
て
罰
則
を
設
け
て
あ
り
ま
す
。

最
後
に
、
本
法
案
の
規
定
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
有
料
、
営
利
の
職
業
紹
介
事
業
及
び
労
働
者
供

給
事
業
に
つ
い
て
は
、
附
則
に
お
い
て
三
箇
月
の
猶
予
期
間
を
置
く
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。

右
の
説
明
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
職
業
安
定
法
案
の
全
体
を
通
じ
て
そ
の
骨
子
を
な
す
精
神
は
、

憲
法
の
趣
旨
に
則
り
、
個
人
の
基
本
権
を
尊
重
し
、
労
働
者
の
保
護
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在

の
情
勢
に
即
応
し
た
労
働
の
民
主
化
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
職
業
安
定
法
案
制
定
の
趣
旨
及
び
そ
の
内
容
の
大
綱
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
た
の
で
あ

り
ま
す
が
、
何
卒
御
審
議
の
上
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

『
安
定
』

昭
和
二
三
年
二
月
二
八
日

〔
三
─
二
三
〕
教
育
刷
新
委
員
会
第
一
三
回
建
議

労労
働働
者者
にに
対対
すす
るる
社社
会会
教教
育育
にに
つつ
いい
てて

労
働
者
に
対
す
る
社
会
教
育
に
つ
い
て(

第
五
八
回
総
会
採
択)

労
働
者
に
対
す
る
社
会
教
育
の
実

施
に
際
し
、
特
に
左
の
諸
点
が
要
望
せ
ら
れ
る
。

一

労
働
者
に
対
す
る
社
会
教
育
と
し
て
は
、
労
働
問
題
並
び
に
労
働
関
係
諸
法
規
に
関
す
る
理
解

の
促
進
と
職
業
的
知
識
及
び
技
術
的
熟
練
の
修
得
と
、
更
に
社
会
的
、
文
化
的
教
養
を
高
め
人
格

の
陶
冶
を
期
す
る
教
育
と
を
有
機
的
総
合
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

二

そ
の
実
施
に
際
し
て
は
、
一
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
囚
わ
れ
ず
、
広
く
客
観
的
、
歴
史
的
事
実

を
資
料
と
し
て
、
社
会
思
想
一
般
に
関
す
る
公
正
な
理
解
と
、
社
会
間
題
に
対
す
る
自
主
的
科
学

的
判
断
の
習
慣
を
養
う
よ
う
つ
と
め
る
こ
と
。

三

労
働
者
の
た
め
の
技
能
者
養
成
所
、
見
習
工
教
習
所
、
組
合
学
校
等
の
教
育
施
設
に
対
し
て
も
、

前
記
の
趣
旨
の
普
及
及
び
徹
底
を
図
る
こ
と
。

右
の
場
合
、
教
育
の
機
会
均
等
の
趣
旨
に
基
き
、
高
等
学
校
、
更
に
大
学
へ
進
み
う
る
た
め
に
、

単
位
制
ク
レ
デ
ィ
ッ
ト
を
与
え
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

こ
の
種
の
教
育
に
お
い
て
は
、
労
働
組
合
の
自
発
性
を
尊
重
し
て
、
そ
の
積
極
的
参
加
を
求
め

経
営
者
な
ら
び
に
学
校
図
書
館
、
公
民
館
そ
の
他
の
公
共
施
設
は
、
こ
れ
に
協
力
す
る
体
制
を
と

り
、
国
及
び
地
方
は
こ
れ
に
対
し
必
要
な
あ
つ
せ
ん
と
援
助
を
与
え
る
こ
と
。

五

文
部
、
労
働
両
者
は
相
互
の
了
解
を
進
め
、
労
働
者
教
育
に
お
け
る
所
管
事
務
の
限
界
を
明
ら

か
な
ら
し
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
に
お
い
て
、
担
当
分
野
の
教
育
を
遂
行
す
る
の
み
な
ら
ず
、

具
体
的
に
協
力
事
項
を
定
め
て
両
省
は
も
と
よ
り
、
地
方
関
係
部
局
に
お
い
て
も
積
極
的
に
相
互

協
力
を
な
し
得
る
方
法
と
組
織
を
設
け
る
こ
と
。

こ
れ
等
協
力
の
妨
げ
と
な
る
予
算
経
理
そ
の
他
制
度
上
の
不
備
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
改
善
に

つ
と
め
運
用
を
適
切
な
ら
し
め
る
こ
と
。

『
近
代
』

昭
和
二
三
年
五
月
一
四
日

〔
二
─
二
四
〕
閣
議
決
定

国国
際際
労労
働働
機機
関関
へへ
のの
復復
帰帰
にに
つつ
いい
てて

我
国
に
お
け
る
労
働
条
件
そ
の
他
の
労
働
問
題
の
取
扱
に
つ
い
て
社
会
的
正
義
を
基
礎
と
し
て
世

界
の
文
明
諸
国
家
と
提
携
し
、
相
互
の
諒
解
を
深
め
、
こ
れ
と
同
一
歩
調
を
把
持
し
、
平
和
的
且
つ

文
化
的
国
家
に
値
す
る
労
働
者
の
処
遇
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
講
和
条
約
締
結
前
で
は
あ
る
が
、

速
か
に
国
際
労
働
機
関
へ
の
復
帰
を
希
望
し
、
こ
れ
が
実
現
の
た
め
、
先
ず
労
資
双
方
と
内
協
議
を

開
始
す
る
こ
と
。

備
考

労
資
双
方
の
意
見
を
纏
め
た
上
は
連
合
国
最
高
司
令
部
に
対
し
本
件
の
実
現
に
関
し
援
助
方
懇
請

す
る
も
の
と
す
る
。

『
行
政
二
』

昭
和
二
三
年
五
月
二
五
日

〔
二
─
二
五
〕
閣
議
決
定

国国
際際
労労
働働
機機
関関
へへ
のの
復復
帰帰
にに
つつ
いい
てて

国
際
労
働
機
関
え
の
復
帰
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
「
こ
れ
が
実
現
の
た
め
労
資
双
方
と
、
内
協
議

を
開
始
す
」
べ
き
旨
を
閣
議
に
お
い
て
決
定
し
た
が
、
そ
の
後
労
資
双
方
と
内
協
議
の
結
果
は
今
日

迄
の
と
こ
ろ

（
イ
）
使
用
者
側
（
日
経
連
及
び
日
商
）
は
全
面
賛
成

（
ロ
）
労
働
者
側
（
概
ね
組
合
員
数
五
万
以
上
の
全
国
的
組
合
）
は
今
日
迄
の
と
こ
ろ
、
既
に
参
加

賛
成
又
は
賛
成
見
込
確
実
な
る
も
の
約
六
五
％
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
わ
が
国
労
資
の
大
勢
は
参

加
を
希
望
す
る
と
認
め
ら
れ
る
に
つ
き
、
速
か
に
連
合
国
軍
最
高
司
令
部
に
対
し
、
本
件
の
実

現
に
関
し
、
援
助
方
懇
請
す
る
等
所
要
の
手
続
を
講
ず
る
こ
と
。

『
閣
議
』
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地
か
ら
検
討
を
加
え
、
必
要
な
者
に
つ
い
て
は
体
刑
を
科
す
る
と
と
も
に
、
違
反
行
為
を
し
た
者
が

法
人
又
は
人
の
た
め
に
行
為
し
た
代
理
人
、
使
用
人
等
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
軽
過
失
及

び
重
過
失
の
場
合
に
つ
い
て
罰
則
を
設
け
て
あ
り
ま
す
。

最
後
に
、
本
法
案
の
規
定
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
有
料
、
営
利
の
職
業
紹
介
事
業
及
び
労
働
者
供

給
事
業
に
つ
い
て
は
、
附
則
に
お
い
て
三
箇
月
の
猶
予
期
間
を
置
く
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。

右
の
説
明
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
職
業
安
定
法
案
の
全
体
を
通
じ
て
そ
の
骨
子
を
な
す
精
神
は
、

憲
法
の
趣
旨
に
則
り
、
個
人
の
基
本
権
を
尊
重
し
、
労
働
者
の
保
護
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在

の
情
勢
に
即
応
し
た
労
働
の
民
主
化
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
職
業
安
定
法
案
制
定
の
趣
旨
及
び
そ
の
内
容
の
大
綱
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
た
の
で
あ

り
ま
す
が
、
何
卒
御
審
議
の
上
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

『
安
定
』

昭
和
二
三
年
二
月
二
八
日

〔
三
─
二
三
〕
教
育
刷
新
委
員
会
第
一
三
回
建
議

労労
働働
者者
にに
対対
すす
るる
社社
会会
教教
育育
にに
つつ
いい
てて

労
働
者
に
対
す
る
社
会
教
育
に
つ
い
て(

第
五
八
回
総
会
採
択)
労
働
者
に
対
す
る
社
会
教
育
の
実

施
に
際
し
、
特
に
左
の
諸
点
が
要
望
せ
ら
れ
る
。

一

労
働
者
に
対
す
る
社
会
教
育
と
し
て
は
、
労
働
問
題
並
び
に
労
働
関
係
諸
法
規
に
関
す
る
理
解

の
促
進
と
職
業
的
知
識
及
び
技
術
的
熟
練
の
修
得
と
、
更
に
社
会
的
、
文
化
的
教
養
を
高
め
人
格

の
陶
冶
を
期
す
る
教
育
と
を
有
機
的
総
合
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

二

そ
の
実
施
に
際
し
て
は
、
一
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
囚
わ
れ
ず
、
広
く
客
観
的
、
歴
史
的
事
実

を
資
料
と
し
て
、
社
会
思
想
一
般
に
関
す
る
公
正
な
理
解
と
、
社
会
間
題
に
対
す
る
自
主
的
科
学

的
判
断
の
習
慣
を
養
う
よ
う
つ
と
め
る
こ
と
。

三

労
働
者
の
た
め
の
技
能
者
養
成
所
、
見
習
工
教
習
所
、
組
合
学
校
等
の
教
育
施
設
に
対
し
て
も
、

前
記
の
趣
旨
の
普
及
及
び
徹
底
を
図
る
こ
と
。

右
の
場
合
、
教
育
の
機
会
均
等
の
趣
旨
に
基
き
、
高
等
学
校
、
更
に
大
学
へ
進
み
う
る
た
め
に
、

単
位
制
ク
レ
デ
ィ
ッ
ト
を
与
え
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

こ
の
種
の
教
育
に
お
い
て
は
、
労
働
組
合
の
自
発
性
を
尊
重
し
て
、
そ
の
積
極
的
参
加
を
求
め

経
営
者
な
ら
び
に
学
校
図
書
館
、
公
民
館
そ
の
他
の
公
共
施
設
は
、
こ
れ
に
協
力
す
る
体
制
を
と

り
、
国
及
び
地
方
は
こ
れ
に
対
し
必
要
な
あ
つ
せ
ん
と
援
助
を
与
え
る
こ
と
。

五

文
部
、
労
働
両
者
は
相
互
の
了
解
を
進
め
、
労
働
者
教
育
に
お
け
る
所
管
事
務
の
限
界
を
明
ら

か
な
ら
し
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
に
お
い
て
、
担
当
分
野
の
教
育
を
遂
行
す
る
の
み
な
ら
ず
、

具
体
的
に
協
力
事
項
を
定
め
て
両
省
は
も
と
よ
り
、
地
方
関
係
部
局
に
お
い
て
も
積
極
的
に
相
互

協
力
を
な
し
得
る
方
法
と
組
織
を
設
け
る
こ
と
。

こ
れ
等
協
力
の
妨
げ
と
な
る
予
算
経
理
そ
の
他
制
度
上
の
不
備
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
改
善
に

つ
と
め
運
用
を
適
切
な
ら
し
め
る
こ
と
。

『
近
代
』

昭
和
二
三
年
五
月
一
四
日

〔
二
─
二
四
〕
閣
議
決
定

国国
際際
労労
働働
機機
関関
へへ
のの
復復
帰帰
にに
つつ
いい
てて

我
国
に
お
け
る
労
働
条
件
そ
の
他
の
労
働
問
題
の
取
扱
に
つ
い
て
社
会
的
正
義
を
基
礎
と
し
て
世

界
の
文
明
諸
国
家
と
提
携
し
、
相
互
の
諒
解
を
深
め
、
こ
れ
と
同
一
歩
調
を
把
持
し
、
平
和
的
且
つ

文
化
的
国
家
に
値
す
る
労
働
者
の
処
遇
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
講
和
条
約
締
結
前
で
は
あ
る
が
、

速
か
に
国
際
労
働
機
関
へ
の
復
帰
を
希
望
し
、
こ
れ
が
実
現
の
た
め
、
先
ず
労
資
双
方
と
内
協
議
を

開
始
す
る
こ
と
。

備
考

労
資
双
方
の
意
見
を
纏
め
た
上
は
連
合
国
最
高
司
令
部
に
対
し
本
件
の
実
現
に
関
し
援
助
方
懇
請

す
る
も
の
と
す
る
。

『
行
政
二
』

昭
和
二
三
年
五
月
二
五
日

〔
二
─
二
五
〕
閣
議
決
定

国国
際際
労労
働働
機機
関関
へへ
のの
復復
帰帰
にに
つつ
いい
てて

国
際
労
働
機
関
え
の
復
帰
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
「
こ
れ
が
実
現
の
た
め
労
資
双
方
と
、
内
協
議

を
開
始
す
」
べ
き
旨
を
閣
議
に
お
い
て
決
定
し
た
が
、
そ
の
後
労
資
双
方
と
内
協
議
の
結
果
は
今
日

迄
の
と
こ
ろ

（
イ
）
使
用
者
側
（
日
経
連
及
び
日
商
）
は
全
面
賛
成

（
ロ
）
労
働
者
側
（
概
ね
組
合
員
数
五
万
以
上
の
全
国
的
組
合
）
は
今
日
迄
の
と
こ
ろ
、
既
に
参
加

賛
成
又
は
賛
成
見
込
確
実
な
る
も
の
約
六
五
％
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
わ
が
国
労
資
の
大
勢
は
参

加
を
希
望
す
る
と
認
め
ら
れ
る
に
つ
き
、
速
か
に
連
合
国
軍
最
高
司
令
部
に
対
し
、
本
件
の
実

現
に
関
し
、
援
助
方
懇
請
す
る
等
所
要
の
手
続
を
講
ず
る
こ
と
。

『
閣
議
』
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昭
和
二
三
年
一
〇
月
二
八
日

〔
二
─
二
六
〕
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
「
第
一
回
日
経
連
失
業
対
策
意
見
」

生生
産産
的的
職職
場場
開開
発発
にに
よよ
るる
雇雇
用用
拡拡
大大
並並
びび
にに
技技
能能
再再
訓訓
練練
等等
にに
よよ
るる
失失
業業
緩緩
和和
方方
策策

第
一
回
失
業
対
策
委
員
会

委
員
長

河

田

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
克
服
、
外
資
導
入
、
国
際
経
済
加
入
に
対
処
す
る
た
め
に
企
業
経
営
は
整

理
、
合
理
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
整
理
、
合
理
化
は
不
可
避
的
に
失
業
を
齎
ら
す
。
し
た

が
っ
て
、
企
業
経
営
の
合
理
化
を
日
本
経
済
の
現
段
階
に
即
し
て
合
理
的
か
つ
実
際
的
に
実
施
す
る

た
め
に
は
、
慎
重
な
考
究
を
必
要
と
す
る
。
企
業
経
営
の
整
理
、
合
理
化
は
日
本
経
済
の
再
建
の
た

め
に
絶
対
に
必
要
で
あ
る
が
、
し
か
し
過
小
生
産
の
現
段
階
で
は
当
面
こ
れ
を
機
械
的
全
面
的
に
強

行
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
過
小
生
産
の
緩
和
そ
の
他
の
合
理
化
を
実
施
せ

し
め
得
る
外
的
条
件
の
進
展
と
呼
応
し
な
が
ら
、
漸
進
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
あ
っ

て
、
現
段
階
で
は
明
瞭
に
過
剰
な
設
備
、
明
ら
か
に
不
健
全
な
企
業
が
そ
の
対
策
の
中
心
に
な
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
基
幹
産
業
で
あ
っ
て
、
近
い
将
来
生
産
を
増
大
し
得
る
展
望
の
あ
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
現
在
の
過
小
操
業
の
下
に
お
け
る
整
理
は
こ
れ
を
避
け
、
近
く
合
理
化
を
行
い
得
る
条

件
の
生
じ
た
際
に
た
ゞ
ち
に
こ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
の
出
来
る
準
備
を
と
ゝ
の
え
て
お
く
こ
と
が
望

ま
し
い
。
当
面
の
経
済
整
理
、
合
理
化
は
右
の
よ
う
な
方
針
の
下
に
漸
次
的
に
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
な
お
、
相
当
の
失
業
発
生
は
不
可
避
で
あ
る
。

こ
の
失
業
対
策
は
も
と
よ
り
国
家
的
施
設
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
面
も
あ
る
が
、
し
か
し
政
府
に

よ
る
直
接
の
失
業
対
策
は
主
と
し
て
失
業
救
済
乃
至
土
木
□
治
水
等
の
公
共
事
業
等
に
よ
る
社
会
政

策
的
対
策
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
現
下
の
過
小
生
産
の
下
に
お
け
る
失
業
対
策
は
社
会
政
策
的
対
策

の
み
な
ら
ず
、
生
産
政
策
的
な
対
策
が
と
く
に
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
生
産
政
策
的
な
対

策
は
、
政
府
の
こ
れ
に
対
す
る
能
力
に
限
界
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
企
業
経
営
者
を
ま
た
ね
ば
そ
の

効
果
を
お
さ
め
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
企
業
経
営
者
は
企
業
経
営
の
合
理
化
を
遂
行
す
る
責
務
が
あ

る
と
同
時
に
、
失
業
を
生
産
的
に
解
決
す
る
社
会
的
責
任
と
能
力
を
有
す
る
。

一
般
的
に
は
企
業
経
営
者
に
よ
る
生
産
の
拡
大
、
新
企
業
の
創
設
は
結
果
と
し
て
雇
用
の
機
会
を

増
大
し
、
そ
れ
だ
け
失
業
者
を
吸
収
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
企
業
経
営
者
は
さ
ら
に

す
ゝ
ん
で
、
生
産
的
な
失
業
対
策
を
目
的
と
し
て
そ
の
推
進
的
な
担
手
と
な
り
、
失
業
を
生
産
的
に

防
止
乃
至
解
決
す
る
こ
と
が
、
現
下
の
過
小
生
産
下
に
お
い
て
と
く
に
必
要
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
以
下
の
如
き
（
１
）
新
職
場
の
発
見
に
よ
る
雇
用
機
会
の
拡
大
、
（
２
）
待
機

訓
練
、
技
能
養
成
、
技
術
移
民
の
送
出
等
に
よ
る
失
業
緩
和
、
（
３
）
一
般
失
業
者
の
職
業
補
導
等

の
方
策
が
と
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
方
策
だ
け
で
、
現
下
の
失
業
問
題
を
全
面
的
に
解
決
す
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
は
勿

論
な
い
け
れ
ど
も
、
政
府
の
施
策
と
相
ま
っ
て
、
失
業
問
題
を
生
産
的
に
打
開
す
る
点
に
重
要
な
寄

与
を
な
し
得
る
も
の
と
信
ず
る
次
第
で
あ
る
。

第
一
、
生
産
的
職
場
開
発
に
よ
る
雇
用
機
会
の
拡
大

⑴

経
営
者
の
創
意
に
よ
り
未
利
用
資
源
の
活
用
そ
の
他
企
業
的
可
能
条
件
を
開
拓
発
見
し
、
新

事
業
を
開
発
し
、
そ
の
新
職
場
に
対
し
て
は
、
合
理
化
に
よ
っ
て
生
ず
る
過
剰
人
員
を
経
営
技

能
者
を
中
心
と
し
て
団
体
的
組
織
的
に
吸
収
せ
し
め
る
。
過
小
生
産
下
の
経
済
計
画
の
下
に
お

い
て
も
計
画
と
実
際
と
の
齟
齬
、
非
計
画
分
野
の
存
在
、
計
画
の
不
均
衡
に
よ
っ
て
、
物
的
並

に
資
本
的
条
件
に
お
い
て
な
お
動
員
し
得
る
余
地
は
相
当
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
企

業
的
機
会
は
現
下
の
供
給
不
足
の
下
で
は
大
で
あ
り
、
か
つ
戦
後
の
あ
ら
た
に
生
じ
た
分
野
も

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
新
職
場
の
開
発
は
、
こ
れ
を
促
進
す
る
条
件
さ
え
あ
た
え
れ
ば
相
当
に

可
能
で
あ
る
。
こ
の
新
職
場
の
開
発
を
、
直
接
失
業
対
策
の
一
環
と
し
て
織
り
込
み
、
公
共
事

業
に
は
動
員
出
来
な
い
と
こ
ろ
の
都
市
失
業
者
、
と
く
に
職
員
層
の
失
業
者
を
吸
収
せ
し
め
る
。

そ
の
場
合
、
経
営
技
能
者
を
中
心
に
団
体
的
組
織
的
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
て
、

こ
の
新
事
業
が
成
立
し
得
る
た
め
に
は
親
会
社
が
種
々
の
積
極
的
援
助
を
あ
た
え
る
こ
と
が
必

要
で
あ
っ
て
、
子
会
社
、
下
請
工
場
の
形
態
を
と
る
こ
と
が
実
際
的
で
あ
る
。

以
上
の
方
式
を
実
現
す
る
た
め
に
は
左
の
措
置
が
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

㋑

独
占
禁
止
法
そ
の
他
の
法
的
障
害
が
存
在
す
る
か
ら
、
そ
の
法
的
障
害
を
早
急
に
除
去
す

る
措
置
が
必
要
で
あ
る
。

㋺

資
材
割
当
計
画
、
資
金
計
画
に
右
の
新
事
業
団
の
た
め
の
も
の
を
織
り
込
む
。

㋩

金
融
機
関
を
特
定
し
、
適
当
な
企
業
計
画
に
対
し
て
は
、
所
要
資
金
を
簡
易
迅
速
に
融
資

出
来
る
方
法
を
確
立
す
る
。
こ
の
金
融
助
成
に
関
し
て
企
業
の
適
否
査
定
を
行
う
委
員
会
を

設
け
る
。
委
員
会
の
構
成
は
金
融
機
関
、
政
府
、
経
営
者
団
体
、
民
間
企
業
現
場
経
験
者
各

代
表
を
持
て
構
成
す
る
。
政
府
又
は
日
銀
は
右
産
業
融
資
□
□
□
□
特
別
基
金
の
枠
を
与
え

る
。
他
方
経
理
使
途
に
対
し
て
は
厳
重
に
監
査
を
行
う
。

㋥

当
該
業
種
別
経
営
者
団
体
又
は
地
方
別
団
体
は
、
助
成
金
融
に
対
す
る
斡
旋
、
規
格
統
一

指
導
、
参
考
資
料
の
整
備
等
に
つ
き
必
要
な
活
動
を
行
う
。

⑵

新
職
場
開
発
の
形
態
と
し
て
家
内
工
業
、
中
小
企
業
び
重
要
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
前
者
と
の

マ
マ

関
連
に
お
い
て
合
理
的
に
進
行
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
規
格
を
統
一
し
以
て
家
内
工
業
、
中
小

企
業
の
形
態
で
合
理
的
に
経
営
し
得
る
条
件
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
業
種
の
選
定
に
つ
い
て
も
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合
理
的
な
指
導
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
、
待
機
訓
練
、
技
能
養
成
、
技
術
移
民
の
送
出
等
に
よ
る
失
業
緩
和

⑴

復
興
拡
充
の
見
透
し
あ
き
ら
か
な
基
幹
産
業
の
企
業
そ
の
他
貿
易
関
係
重
要
産
業
に
お
い
て

は
、
重
要
職
場
の
合
理
化
に
つ
と
め
、
完
全
合
理
化
の
準
備
を
進
め
る
と
共
に
、
過
剰
人
員
は

当
面
整
理
せ
ず
将
来
の
再
動
員
に
備
え
て
待
機
訓
練
等
の
方
法
を
講
ず
る
。
訓
練
□
成
に
つ
い

て
は
、
技
術
養
成
と
共
に
科
学
的
管
理
科
目
に
重
点
を
置
く
。

⑵

技
術
移
民
の
送
出
を
考
慮
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
米
国
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
エ
ン
ヂ
ニ

ア
ー
ス
・
ユ
ニ
オ
ン
の
如
き
組
織
を
中
心
と
し
て
総
合
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
計
画
指
導
す

る
。

第
三
、
一
般
失
業
者
の
就
職
補
導

⑴

一
般
の
失
業
者
に
対
し
て
は
家
内
工
業
、
中
小
企
業
の
振
興
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
吸
収
を
合

理
的
に
行
う
た
め
職
業
補
導
施
設
の
拡
充
改
善
を
は
か
る
。

職
業
補
導
に
あ
た
っ
て
は
、
比
較
的
短
期
間
に
技
能
を
習
得
す
る
こ
と
が
出
来
、
こ
れ
に
よ

っ
て
独
立
職
業
の
開
拓
乃
至
中
小
企
業
へ
の
就
職
を
容
易
に
し
、
か
つ
産
業
貿
易
の
振
興
、
施

設
の
補
修
整
備
に
寄
与
し
得
る
如
き
職
業
技
能
に
重
点
を
お
き
、
そ
の
運
営
に
は
企
画
へ
の
参

画
、
民
間
企
業
へ
の
委
託
等
に
よ
り
企
業
経
営
者
を
直
接
に
活
用
す
る
方
法
を
講
ず
る
。

⑵

一
般
失
業
者
を
配
給
業
務
、
サ
ー
ビ
ス
部
門
労
務
に
吸
引
す
る
措
置
を
講
ず
る
。

第
四
、
財

源

失
業
対
策
基
金
の
設
置

総
合
財
源
と
し
て
、
失
業
対
策
基
金
の
如
き
も
の
を
特
別
会
計
に
設
置
し
、
す
べ
て
の
失
業

対
策
に
対
し
て
相
互
的
か
つ
弾
力
性
あ
る
支
出
方
法
を
講
ず
る
。
さ
し
あ
た
り
の
財
源
左
の
ご

と
し
。

⑴

予
算
面
よ
り
の
捻
出
、
転
用

予
算
支
出
に
対
し
、
生
産
的
雇
用
増
大
の
志
向
を
あ
ら
ゆ
る
部
面
に
滲
透
せ
し
め
、
機
動
的
運

用
の
措
置
を
講
ず
る
。
主
要
目
標
と
な
る
も
の
左
の
如
し
。

公
共
事
業
、
価
格
調
整
費
、
物
資
及
物
価
調
整
事
務
取
扱
費
、
政
府
出
資
金
、
終
戦
処
理

費
、
賠
償
施
設
処
理
費
、
同
胞
引
揚
費
、
懲
罰
及
没
収
金
（
歳
入
）
。

⑵

行
政
改
革
、
行
政
整
理
に
よ
る
予
算
圧
縮
。

⑶

新
財
源
の
拡
大
、
統
制
を
合
理
化
し
闇
を
合
法
化
し
て
新
税
源
の
拡
大
を
は
か
る
。

⑷

対
日
経
済
再
建
基
金
（
イ
ロ
ア
）
そ
の
他
の
外
資
導
入
の
懇
請

⑸

な
お
不
足
の
場
合
は
、
公
債
発
行
に
よ
る
。

以

上

失

業

対

策

委

員

会

委

員

（
第
一
回
）

特
別
委
員

稲

葉

秀

三

安
本
経
済
復
興
委
員
会
事
務
局
長

〃

美
濃
口

時
次
郎

東
京
商
大
講
師

〃
（
主
査
）

高

宮

晋

運
輸
省
運
輸
調
査
局
調
査
部
長

委

員

長

河

田

重

日
本
鋼
管
株
式
会
社
社
長
（
中
央
職
業
安
定
委
員
）

委

員

佐

藤

武
三
郎

芝
浦
共
同
工
業
社
長

〃

永

野

重

雄

日
鉄
常
務

〃

今

里

廣

記

日
本
精
工
社
長

〃

中

村

隆

一

株
式
会
社
社
長
日
立
製
作
所
取
締
役
（
中
央
職
業

安
定
委
員
）

〃

青

木

均

一

品
川
白
煉
瓦
社
長

〃

藤

本

輝

夫

東
京
光
学
機
会
社
長

〃

羽

仁

路

之

三
菱
鉱
業
社
長

〃

麻

生

太
賢
吉

麻
生
鉱
業
株
式
会
社
社
長
（
中
央
職
業
安
定
委
員
）

〃

山

本

為
三
郎

大
日
本
麦
酒
専
務

〃

工

藤

昭
四
郎

復
興
金
融
金
庫
副
総
裁

〃

二

宮

善

基

興
銀
理
事

〃

黒

部

貞

雄

日
産
化
学
社
長

〃

新

開

廣

作

東
京
芝
浦
社
長

〃

武

藤

絲

岩

鐘
紡
社
長

〃

小

幡

庄

次

大
日
本
紡
績
株
式
会
社
社
長
常
務
（
中
央
職
業
安

定
委
員
）

〃

大

塚

萬

丈

日
本
特
殊
鋼
管
社
長

〃

森

田

良

雄

通
信
工
業
連
盟
専
務
理
事

〃

吉

本

熊

夫

日
本
硝
子
株
式
会
社
社
長
（
中
央
職
業
安
定
委
員
）

〃

服

部

正

次

服
部
時
計
店
社
長

〃

加

藤

徳

衛

利
権
工
業
社
長

〃

黒

板

駿

策

月
島
機
械
社
長

〃

北

岡

寿

逸

東
宝
取
締
役
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合
理
的
な
指
導
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
二
、
待
機
訓
練
、
技
能
養
成
、
技
術
移
民
の
送
出
等
に
よ
る
失
業
緩
和

⑴

復
興
拡
充
の
見
透
し
あ
き
ら
か
な
基
幹
産
業
の
企
業
そ
の
他
貿
易
関
係
重
要
産
業
に
お
い
て

は
、
重
要
職
場
の
合
理
化
に
つ
と
め
、
完
全
合
理
化
の
準
備
を
進
め
る
と
共
に
、
過
剰
人
員
は

当
面
整
理
せ
ず
将
来
の
再
動
員
に
備
え
て
待
機
訓
練
等
の
方
法
を
講
ず
る
。
訓
練
□
成
に
つ
い

て
は
、
技
術
養
成
と
共
に
科
学
的
管
理
科
目
に
重
点
を
置
く
。

⑵

技
術
移
民
の
送
出
を
考
慮
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
米
国
の
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
・
エ
ン
ヂ
ニ

ア
ー
ス
・
ユ
ニ
オ
ン
の
如
き
組
織
を
中
心
と
し
て
総
合
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
計
画
指
導
す

る
。

第
三
、
一
般
失
業
者
の
就
職
補
導

⑴

一
般
の
失
業
者
に
対
し
て
は
家
内
工
業
、
中
小
企
業
の
振
興
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
吸
収
を
合

理
的
に
行
う
た
め
職
業
補
導
施
設
の
拡
充
改
善
を
は
か
る
。

職
業
補
導
に
あ
た
っ
て
は
、
比
較
的
短
期
間
に
技
能
を
習
得
す
る
こ
と
が
出
来
、
こ
れ
に
よ

っ
て
独
立
職
業
の
開
拓
乃
至
中
小
企
業
へ
の
就
職
を
容
易
に
し
、
か
つ
産
業
貿
易
の
振
興
、
施

設
の
補
修
整
備
に
寄
与
し
得
る
如
き
職
業
技
能
に
重
点
を
お
き
、
そ
の
運
営
に
は
企
画
へ
の
参

画
、
民
間
企
業
へ
の
委
託
等
に
よ
り
企
業
経
営
者
を
直
接
に
活
用
す
る
方
法
を
講
ず
る
。

⑵

一
般
失
業
者
を
配
給
業
務
、
サ
ー
ビ
ス
部
門
労
務
に
吸
引
す
る
措
置
を
講
ず
る
。

第
四
、
財

源

失
業
対
策
基
金
の
設
置

総
合
財
源
と
し
て
、
失
業
対
策
基
金
の
如
き
も
の
を
特
別
会
計
に
設
置
し
、
す
べ
て
の
失
業

対
策
に
対
し
て
相
互
的
か
つ
弾
力
性
あ
る
支
出
方
法
を
講
ず
る
。
さ
し
あ
た
り
の
財
源
左
の
ご

と
し
。

⑴

予
算
面
よ
り
の
捻
出
、
転
用

予
算
支
出
に
対
し
、
生
産
的
雇
用
増
大
の
志
向
を
あ
ら
ゆ
る
部
面
に
滲
透
せ
し
め
、
機
動
的
運

用
の
措
置
を
講
ず
る
。
主
要
目
標
と
な
る
も
の
左
の
如
し
。

公
共
事
業
、
価
格
調
整
費
、
物
資
及
物
価
調
整
事
務
取
扱
費
、
政
府
出
資
金
、
終
戦
処
理

費
、
賠
償
施
設
処
理
費
、
同
胞
引
揚
費
、
懲
罰
及
没
収
金
（
歳
入
）
。

⑵

行
政
改
革
、
行
政
整
理
に
よ
る
予
算
圧
縮
。

⑶

新
財
源
の
拡
大
、
統
制
を
合
理
化
し
闇
を
合
法
化
し
て
新
税
源
の
拡
大
を
は
か
る
。

⑷

対
日
経
済
再
建
基
金
（
イ
ロ
ア
）
そ
の
他
の
外
資
導
入
の
懇
請

⑸

な
お
不
足
の
場
合
は
、
公
債
発
行
に
よ
る
。

以

上

失

業

対

策

委

員

会
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員
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第
一
回
）
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別
委
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稲

葉

秀
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済
復
興
委
員
会
事
務
局
長

〃

美
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口

時
次
郎
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京
商
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講
師

〃
（
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査
）
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宮
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運
輸
省
運
輸
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査
局
調
査
部
長

委

員

長

河

田

重

日
本
鋼
管
株
式
会
社
社
長
（
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央
職
業
安
定
委
員
）
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郎
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浦
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同
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業
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鉄
常
務
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今

里
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記
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精
工
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長

〃

中

村
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一
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式
会
社
社
長
日
立
製
作
所
取
締
役
（
中
央
職
業

安
定
委
員
）

〃

青

木

均

一

品
川
白
煉
瓦
社
長

〃

藤

本

輝

夫

東
京
光
学
機
会
社
長

〃

羽

仁

路

之

三
菱
鉱
業
社
長

〃

麻

生

太
賢
吉

麻
生
鉱
業
株
式
会
社
社
長
（
中
央
職
業
安
定
委
員
）

〃

山

本

為
三
郎

大
日
本
麦
酒
専
務

〃

工

藤

昭
四
郎

復
興
金
融
金
庫
副
総
裁

〃

二

宮

善

基

興
銀
理
事

〃

黒

部

貞

雄

日
産
化
学
社
長

〃

新

開

廣

作

東
京
芝
浦
社
長

〃

武

藤

絲

岩

鐘
紡
社
長

〃

小

幡

庄

次

大
日
本
紡
績
株
式
会
社
社
長
常
務
（
中
央
職
業
安

定
委
員
）

〃

大

塚

萬

丈

日
本
特
殊
鋼
管
社
長

〃

森

田

良

雄

通
信
工
業
連
盟
専
務
理
事

〃

吉

本

熊

夫

日
本
硝
子
株
式
会
社
社
長
（
中
央
職
業
安
定
委
員
）

〃

服

部

正

次

服
部
時
計
店
社
長

〃

加

藤

徳

衛

利
権
工
業
社
長

〃

黒

板

駿

策

月
島
機
械
社
長

〃

北
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逸

東
宝
取
締
役
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事
務
局
側

前

田

一

日
経
連
専
務
理
事

〃

鹿

内

信

隆

〃

専
務
理
事

〃

佐

藤

正

義

〃

専
務
理
事
事
務
局
長

（
順
序
不
同
）

『
意
見
』

昭
和
二
四
年
二
月
一
六
日

〔
二
─
二
七
〕
中
央
職
業
安
定
委
員
会
（
答
申
）

目目
下下
予予
想想
ささ
れれ
るる
失失
業業
情情
勢勢
にに
対対
処処
すす
べべ
きき
失失
業業
対対
策策
にに
関関
すす
るる
答答
申申

経
済
九
原
則
の
強
力
な
実
施
は
終
局
的
に
大
量
失
業
者
の
発
生
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
本
委

員
会
は
失
業
者
の
発
生
を
で
き
る
だ
け
最
小
限
度
に
止
め
る
よ
う
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
と
共

に
、
官
民
一
致
、
大
規
模
な
公
共
事
業
を
振
起
し
、
こ
れ
に
失
業
者
を
吸
収
活
用
す
る
こ
と
を

骨
子
と
し
て
左
記
の
失
業
対
策
を
強
力
に
推
進
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

記

㈠

失
業
の
発
生
を
最
小
限
限
に
止
む
べ
き
措
置
を
講
ず
る
こ
と

㋑

産
業
振
興
の
方
策
を
確
立
し
企
業
の
操
業
度
を
向
上
し
雇
用
量
の
維
持
を
図
る
こ
と

㋺

民
間
企
業
の
便
乗
的
人
員
整
理
を
行
わ
な
い
よ
う
措
置
を
講
ず
る
こ
と

㋩

人
員
整
理
に
当
り
て
は
徐
々
に
行
う
と
共
に
一
定
の
待
機
期
間
を
設
け
、
そ
の
間
の
給
与
を

保
証
し
再
就
職
の
途
を
開
く
こ
と

㈡

建
設
的
公
共
事
業
に
失
業
者
を
吸
収
す
べ
き
特
別
の
方
途
を
講
ず
る
こ
と

㋑

産
業
再
建
の
基
礎
と
な
る
電
源
開
発
、
道
路
の
建
設
、
港
湾
の
修
築
、
治
水
工
事
、
鉄
道
建

設
、
観
光
事
業
及
び
不
燃
住
宅
建
設
等
の
事
業
を
積
極
的
に
な
い
、
公
共
事
業
の
拡
大
を
図
る
、

こ
れ
が
た
め
国
内
資
本
で
不
足
す
る
場
合
は
外
資
導
人
を
極
力
懇
請
す
る
こ
と

㋺

公
共
事
業
に
失
業
者
を
で
き
得
る
限
り
多
数
使
用
で
き
る
よ
う
公
共
事
業
に
対
し
失
業
者
を

一
定
率
優
先
的
に
使
用
せ
し
め
る
法
律
的
措
置
を
す
る
こ
と

㋩

不
測
に
発
生
す
る
失
業
に
対
処
し
直
ち
に
事
業
を
実
施
し
、
応
急
的
に
失
業
者
を
就
労
せ
し

め
る
た
め
国
庫
に
一
定
の
金
額
の
予
備
費
を
計
上
す
る
こ
と

㋥

貿
易
資
金
特
別
公
計
の
黒
字
は
輸
出
入
物
資
価
格
調
整
の
補
給
金
の
み
に
使
用
し
な
い
で
、

公
共
事
業
に
も
積
極
的
に
投
資
す
る
処
置
を
す
る
こ
と

㈢

配
置
転
換
を
円
滑
な
ら
し
む
べ
き
措
置
を
講
ず
る
こ
と

㋑

住
宅
の
絶
対
的
不
足
は
労
働
者
の
地
域
的
移
動
を
極
め
て
困
難
に
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
失

業
保
険
、
厚
生
年
金
等
の
積
立
金
を
労
働
者
用
住
宅
建
設
の
た
め
に
長
期
低
利
資
金
と
し
て
活

用
す
る
方
途
を
講
ず
る
こ
と

㋺

労
働
者
の
配
置
転
換
に
関
し
公
共
職
業
安
定
所
に
活
発
な
る
活
動
を
な
さ
し
め
る
べ
く
安

定
所
の
管
轄
区
域
毎
に
労
資
協
議
会
を
設
け
る
こ
と

㋩

現
行
の
職
業
補
導
事
業
を
刷
新
拡
充
し
民
間
業
者
に
協
力
を
求
め
委
託
補
導
制
度
或
は
協

同
養
成
制
度
を
実
施
し
て
熟
練
工
の
養
成
を
行
う
こ
と

㈣

失
業
保
険
制
度
の
急
速
な
る
改
善
拡
充
を
図
る
こ
と

㋑

失
業
保
険
制
度
の
給
付
率
を
引
上
げ
る

㋺

保
険
料
率
の
検
討
を
行
い
、
こ
れ
を
或
る
程
度
引
上
げ
る
こ
と

㋩

失
業
保
険
の
適
用
範
囲
を
拡
張
す
る
と
共
に
失
業
の
機
会
の
多
い
日
雇
労
働
者
に
対
す
る

失
業
保
険
制
度
を
新
た
に
設
け
る
こ
と

㈤

失
業
者
の
就
職
結
合
機
能
を
刷
新
整
備
す
る
こ
と
。

㋑

大
量
失
業
発
生
に
備
え
職
業
安
定
機
関
を
労
働
市
場
と
有
機
的
に
結
合
せ
し
む
べ
く
労
働

市
場
を
中
心
と
す
る
地
方
中
間
職
業
安
定
機
関
を
設
け
中
央
地
方
を
一
本
と
す
る
職
業
安
定

行
政
の
強
力
な
る
運
営
を
図
る
こ
と

㋺

職
業
安
定
機
関
の
設
備
の
拡
充
と
そ
の
所
員
の
資
質
向
上
待
遇
改
善
を
な
し
更
に
活
発
な

る
活
動
を
な
し
得
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と

㋩

将
来
の
失
業
者
の
就
職
の
円
滑
促
進
を
図
る
為
め
官
庁
の
公
共
職
業
安
定
所
を
活
用
せ
ざ

る
現
状
に
か
ん
が
み
政
府
は
率
先
し
て
公
共
職
業
安
定
所
を
利
用
し
、
更
に
一
般
に
も
公
共

職
業
安
定
所
を
活
用
す
る
よ
う
国
民
に
大
々
的
宣
伝
を
行
う
こ
と

㈥

其
の
他

㋑

近
き
将
来
起
る
べ
き
新
規
学
校
卒
業
者
の
就
職
難
及
び
知
識
層
の
失
業
に
つ
い
て
政
府
は

深
甚
な
る
考
慮
を
な
し
必
要
な
る
対
策
を
講
ず
る
こ
と

㋺

技
術
、
技
能
移
民
の
対
策
を
樹
立
し
、
そ
の
実
施
に
つ
き
関
係
方
面
に
懇
請
す
る
こ
と

㋩

前
各
項
の
失
業
対
策
に
よ
り
な
お
失
業
し
生
活
困
窮
せ
る
者
に
対
し
て
は
生
活
保
護
法
を

適
用
せ
し
め
る
こ
と

付
記

目
下
予
想
さ
る
る
失
業
状
況
に
対
処
す
べ
き
当
面
の
失
業
対
策
の
大
綱
は
前
期
の
通
り
で

あ
る
が
、
本
委
員
会
は
将
来
更
に
細
部
に
亘
り
数
個
の
専
門
部
会
を
作
り
、
そ
の
具
体
策
を
樹

立
し
て
答
申
ま
た
は
建
策
す
る
必
要
が
あ
る
。
之
と
並
行
し
て
、
其
の
将
来
長
期
に
亘
る
根
本

対
策
の
樹
立
並
び
に
之
に
基
づ
く
関
係
法
規
の
改
正
等
の
答
申
が
予
想
さ
れ
る
実
情
に
か
ん
が
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み
、
今
後
各
種
の
専
門
委
員
会
の
活
動
を
便
な
ら
し
め
る
た
め
調
査
期
間
の
設
立
並
び
に
議
事

進
行
の
為
め
の
事
務
量
増
加
の
必
要
等
が
痛
感
せ
ら
れ
る
の
で
、
政
府
は
之
に
対
し
本
委
員
会

直
属
の
事
務
局
を
設
け
ら
れ
、
至
急
そ
の
た
め
の
予
算
的
、
法
律
的
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要

望
す
る
。

『
通
信
』

昭
和
二
四
年
三
月
四
日

〔
二
─
二
八
〕
閣
議
決
定

現現
下下
のの
失失
業業
情情
勢勢
にに
対対
慮慮
すす
べべ
きき
失失
業業
対対
策策
にに
関関
すす
るる
件件

経
済
九
原
則
の
強
力
な
る
実
施
に
伴
い
近
き
將
来
に
大
量
の
失
業
者
の
発
生
を
み
る
こ
と
は
必
至
で

あ
る
。
更
に
潜
在
失
業
の
顕
在
化
、
引
揚
民
の
失
業
等
は
愈
々
深
刻
化
し
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
ら
の
失
業
者
に
就
労
の
機
会
を
與
え
雇
用
の
安
定
を
得
る
に
は
輸
出
産
業
を
中
心
と
す
る
民
間

企
業
を
急
速
に
振
興
し
雇
用
量
の
可
及
的
拡
充
を
図
る
こ
と
が
根
本
的
解
決
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ

る
が
産
業
の
振
興
に
は
時
間
的
経
過
を
必
要
と
し
当
面
離
職
者
を
直
ち
に
吸
収
す
る
に
足
る
雇
用
の
拡

大
は
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
か
か
る
惰
勢
に
対
處
し
失
業
の
深
刻
化
が
社
会
不
安
の
原
因
と
な

り
、
ひ
い
て
は
経
済
九
原
則
の
圓
滑
な
る
推
進
を
妨
げ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
次
の
如
く
失
業
対
策
を
急

速
に
確
立
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
、
人
員
整
理
の
実
行
を
適
正
な
ら
し
め
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
、
政
府
は
各
種
産
業
別
に
労
務
の
実
態
調
査
を
行
い
生
産
と
の
関
連
に
お
け
る
所
要
労
務
量
の

測
定
と
過
剰
労
務
の
調
査
を
な
す
こ
と
。

ロ
、
民
間
企
業
に
お
い
て
は
整
理
の
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
整
理
の
人
員
、
時
期
等
の

整
理
基
準
、
將
来
に
お
け
る
優
先
的
再
雇
用
等
に
つ
き
十
分
に
考
慮
の
う
え
こ
れ
を
行
う
よ
う

指
導
す
る
。

ハ
、
行
政
整
理
の
実
施
に
当
つ
て
は
必
要
に
応
じ
一
定
の
持
機
期
間
を
設
け
再
就
職
の
圓
滑
化
を

図
る
と
共
に
、
民
間
企
業
の
人
員
整
理
に
当
つ
て
も
同
趣
旨
に
よ
り
適
当
な
勧
奨
を
行
う
こ
と
。

ニ
、
人
員
整
理
の
圓
滑
化
を
図
る
た
め
退
職
金
等
の
整
理
資
金
の
供
給
に
特
別
の
考
慮
を
拂
う
こ

と
。

第
二
、
公
共
事
業
に
失
業
者
を
吸
収
す
べ
き
特
別
方
途
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
、
公
共
事
業
量
の
拡
大
を
圖
り
、
こ
れ
に
失
業
者
を
で
き
う
る
限
り
多
数
使
用
す
る
よ
う
関
係

官
公
廳
の
協
力
に
よ
り
公
共
職
業
安
定
所
の
全
面
的
活
動
を
強
化
す
る
こ
と
。

ロ
、
公
共
業
業
に
失
業
の
情
況
に
応
じ
て
失
業
者
を
一
定
数
以
上
優
先
的
に
雇
用
せ
し
め
る
こ
と

と
し
こ
れ
が
た
め
必
要
な
る
場
合
は
法
律
的
措
置
を
す
る
こ
と
。

ハ
、
公
共
業
業
に
お
け
る
失
業
者
吸
収
の
現
況
に
鑑
み
失
業
者
救
済
を
主
た
る
目
的
と
す
る
失
業

対
策
事
業
費
を
公
共
事
業
費
と
は
別
途
に
設
け
る
こ
と
。

第
三
、
配
置
転
換
を
圖
滑
な
ら
し
む
べ
き
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
、
住
宅
の
絶
対
的
不
足
は
労
働
者
の
地
域
的
移
動
を
極
め
て
困
難
に
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、

労
働
者
用
住
宅
建
設
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ
、
労
働
者
の
配
置
轉
換
に
関
し
公
共
職
業
安
定
所
の
活
動
を
援
助
す
る
た
め
公
共
職
業
安
定
所

の
所
在
地
を
中
心
と
し
て
労
資
協
議
会
を
設
け
る
こ
と
。

第
四
、
失
業
保
險
制
度
の
整
備
拡
充
。

企
業
合
理
化
に
よ
る
失
業
者
及
び
日
雇
労
働
者
に
つ
い
て
は
そ
の
失
業
中
の
生
活
は
失
業
保
険
に

よ
り
保
障
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
そ
の
た
め
左
の
如
く
失
業
保
険
制
度
の
整
備
拡
充
を
行
う
こ

と
。

イ
、
給
付
期
間
の
延
長
。

現
在
の
給
付
日
数
百
八
十
日
に
対
し
緊
急
措
置
と
し
て
暫
定
的
に
更
に
九
十
日
（
三
ヶ
月
）
給

付
日
数
を
延
長
し
得
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ
、
適
用
範
囲
の
拡
充
。

現
在
の
適
用
事
業
の
外
に
土
木
建
築
業
映
畫
の
製
作
映
寫
そ
の
他
興
業
の
事
業
及
び
旅
館
、
飮

食
店
等
の
事
業
を
適
用
事
業
と
す
る
こ
と
。

ハ
、
日
雇
労
働
者
に
対
す
る
失
業
保
険
制
度
の
創
設
。

日
雇
労
働
者
に
対
し
て
失
業
保
險
を
適
用
し
、
そ
の
保
護
を
図
る
こ
と
。

第
五
、
職
業
補
導
事
業
を
整
備
拡
充
す
る
こ
と
。

技
能
工
の
不
足
し
て
い
る
現
況
に
鑑
み
現
行
の
職
業
補
導
事
業
を
整
備
拡
充
し
以
て
失
業
者
に
対

し
短
期
技
能
訓
練
を
行
い
、
そ
の
就
業
を
促
進
す
る
と
共
に
民
間
業
者
の
協
力
を
求
め
職
場
補
導

を
実
施
し
技
能
工
の
養
成
を
行
う
こ
と
。

第
六
、
そ
の
他
。

イ
、
新
制
中
學
校
卒
業
者
の
就
職
難
に
つ
い
て
は
関
係
学
校
当
局
と
公
共
職
業
安
定
所
と
が
愈
々

緊
密
な
協
力
を
な
し
、
こ
れ
が
打
開
に
努
め
る
の
措
置
を
講
ず
。

ロ
、
前
各
號
の
対
策
に
よ
る
も
な
お
失
業
し
生
活
困
難
せ
る
者
に
対
し
て
は
生
活
保
護
の
適
用
に

よ
り
保
護
す
る
こ
と
。

『
時
報
』

昭
和
二
四
年
三
月
一
一
日
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み
、
今
後
各
種
の
専
門
委
員
会
の
活
動
を
便
な
ら
し
め
る
た
め
調
査
期
間
の
設
立
並
び
に
議
事

進
行
の
為
め
の
事
務
量
増
加
の
必
要
等
が
痛
感
せ
ら
れ
る
の
で
、
政
府
は
之
に
対
し
本
委
員
会

直
属
の
事
務
局
を
設
け
ら
れ
、
至
急
そ
の
た
め
の
予
算
的
、
法
律
的
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
要

望
す
る
。
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和
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閣
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定
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にに
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べべ
きき
失失
業業
対対
策策
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すす
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件件

経
済
九
原
則
の
強
力
な
る
実
施
に
伴
い
近
き
將
来
に
大
量
の
失
業
者
の
発
生
を
み
る
こ
と
は
必
至
で

あ
る
。
更
に
潜
在
失
業
の
顕
在
化
、
引
揚
民
の
失
業
等
は
愈
々
深
刻
化
し
つ
つ
あ
る
。

こ
れ
ら
の
失
業
者
に
就
労
の
機
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を
與
え
雇
用
の
安
定
を
得
る
に
は
輸
出
産
業
を
中
心
と
す
る
民
間

企
業
を
急
速
に
振
興
し
雇
用
量
の
可
及
的
拡
充
を
図
る
こ
と
が
根
本
的
解
決
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ

る
が
産
業
の
振
興
に
は
時
間
的
経
過
を
必
要
と
し
当
面
離
職
者
を
直
ち
に
吸
収
す
る
に
足
る
雇
用
の
拡

大
は
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
か
か
る
惰
勢
に
対
處
し
失
業
の
深
刻
化
が
社
会
不
安
の
原
因
と
な

り
、
ひ
い
て
は
経
済
九
原
則
の
圓
滑
な
る
推
進
を
妨
げ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
次
の
如
く
失
業
対
策
を
急

速
に
確
立
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
、
人
員
整
理
の
実
行
を
適
正
な
ら
し
め
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
、
政
府
は
各
種
産
業
別
に
労
務
の
実
態
調
査
を
行
い
生
産
と
の
関
連
に
お
け
る
所
要
労
務
量
の

測
定
と
過
剰
労
務
の
調
査
を
な
す
こ
と
。

ロ
、
民
間
企
業
に
お
い
て
は
整
理
の
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
整
理
の
人
員
、
時
期
等
の

整
理
基
準
、
將
来
に
お
け
る
優
先
的
再
雇
用
等
に
つ
き
十
分
に
考
慮
の
う
え
こ
れ
を
行
う
よ
う

指
導
す
る
。

ハ
、
行
政
整
理
の
実
施
に
当
つ
て
は
必
要
に
応
じ
一
定
の
持
機
期
間
を
設
け
再
就
職
の
圓
滑
化
を

図
る
と
共
に
、
民
間
企
業
の
人
員
整
理
に
当
つ
て
も
同
趣
旨
に
よ
り
適
当
な
勧
奨
を
行
う
こ
と
。

ニ
、
人
員
整
理
の
圓
滑
化
を
図
る
た
め
退
職
金
等
の
整
理
資
金
の
供
給
に
特
別
の
考
慮
を
拂
う
こ

と
。

第
二
、
公
共
事
業
に
失
業
者
を
吸
収
す
べ
き
特
別
方
途
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
、
公
共
事
業
量
の
拡
大
を
圖
り
、
こ
れ
に
失
業
者
を
で
き
う
る
限
り
多
数
使
用
す
る
よ
う
関
係

官
公
廳
の
協
力
に
よ
り
公
共
職
業
安
定
所
の
全
面
的
活
動
を
強
化
す
る
こ
と
。

ロ
、
公
共
業
業
に
失
業
の
情
況
に
応
じ
て
失
業
者
を
一
定
数
以
上
優
先
的
に
雇
用
せ
し
め
る
こ
と

と
し
こ
れ
が
た
め
必
要
な
る
場
合
は
法
律
的
措
置
を
す
る
こ
と
。

ハ
、
公
共
業
業
に
お
け
る
失
業
者
吸
収
の
現
況
に
鑑
み
失
業
者
救
済
を
主
た
る
目
的
と
す
る
失
業

対
策
事
業
費
を
公
共
事
業
費
と
は
別
途
に
設
け
る
こ
と
。

第
三
、
配
置
転
換
を
圖
滑
な
ら
し
む
べ
き
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

イ
、
住
宅
の
絶
対
的
不
足
は
労
働
者
の
地
域
的
移
動
を
極
め
て
困
難
に
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、

労
働
者
用
住
宅
建
設
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ
、
労
働
者
の
配
置
轉
換
に
関
し
公
共
職
業
安
定
所
の
活
動
を
援
助
す
る
た
め
公
共
職
業
安
定
所

の
所
在
地
を
中
心
と
し
て
労
資
協
議
会
を
設
け
る
こ
と
。

第
四
、
失
業
保
險
制
度
の
整
備
拡
充
。

企
業
合
理
化
に
よ
る
失
業
者
及
び
日
雇
労
働
者
に
つ
い
て
は
そ
の
失
業
中
の
生
活
は
失
業
保
険
に

よ
り
保
障
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
、
そ
の
た
め
左
の
如
く
失
業
保
険
制
度
の
整
備
拡
充
を
行
う
こ

と
。

イ
、
給
付
期
間
の
延
長
。

現
在
の
給
付
日
数
百
八
十
日
に
対
し
緊
急
措
置
と
し
て
暫
定
的
に
更
に
九
十
日
（
三
ヶ
月
）
給

付
日
数
を
延
長
し
得
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ
、
適
用
範
囲
の
拡
充
。

現
在
の
適
用
事
業
の
外
に
土
木
建
築
業
映
畫
の
製
作
映
寫
そ
の
他
興
業
の
事
業
及
び
旅
館
、
飮

食
店
等
の
事
業
を
適
用
事
業
と
す
る
こ
と
。

ハ
、
日
雇
労
働
者
に
対
す
る
失
業
保
険
制
度
の
創
設
。

日
雇
労
働
者
に
対
し
て
失
業
保
險
を
適
用
し
、
そ
の
保
護
を
図
る
こ
と
。

第
五
、
職
業
補
導
事
業
を
整
備
拡
充
す
る
こ
と
。

技
能
工
の
不
足
し
て
い
る
現
況
に
鑑
み
現
行
の
職
業
補
導
事
業
を
整
備
拡
充
し
以
て
失
業
者
に
対

し
短
期
技
能
訓
練
を
行
い
、
そ
の
就
業
を
促
進
す
る
と
共
に
民
間
業
者
の
協
力
を
求
め
職
場
補
導

を
実
施
し
技
能
工
の
養
成
を
行
う
こ
と
。

第
六
、
そ
の
他
。

イ
、
新
制
中
學
校
卒
業
者
の
就
職
難
に
つ
い
て
は
関
係
学
校
当
局
と
公
共
職
業
安
定
所
と
が
愈
々

緊
密
な
協
力
を
な
し
、
こ
れ
が
打
開
に
努
め
る
の
措
置
を
講
ず
。

ロ
、
前
各
號
の
対
策
に
よ
る
も
な
お
失
業
し
生
活
困
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せ
る
者
に
対
し
て
は
生
活
保
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の
適
用
に

よ
り
保
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す
る
こ
と
。

『
時
報
』

昭
和
二
四
年
三
月
一
一
日
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〔
二
─
二
九
〕
中
央
職
業
安
定
委
員
会
、
内
閣
官
房
長
官
・
行
政
管
理
長
長
官
宛
建
議

行行
政政
整整
理理
及及
びび
失失
業業
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

建

議

書

本
委
員
会
は
失
業
の
深
刻
化
を
予
想
さ
る
ゝ
今
日
の
状
勢
に
鑑
み
、
去
る
二
月
十
六
日
『
当
面
の
失

業
対
策
』
の
大
綱
を
労
働
大
臣
に
答
申
し
て
以
来
、
真
剣
に
其
の
具
体
案
を
研
究
中
の
と
こ
ろ
た
ま

く
今
回
行
政
管
理
庁
の
行
政
整
理
試
案
の
発
表
を
見
た
の
で
、
そ
れ
を
検
討
の
結
果
、
職
業
安
定
行

政
に
関
す
る
限
り
、
正
に
時
代
逆
行
的
な
も
の
な
り
と
信
ず
る
の
で
、
之
に
対
し
絶
対
反
対
を
な
す
と

共
に
、
更
に
職
業
安
定
行
政
の
効
率
的
運
営
に
依
り
国
民
の
職
業
安
定
を
期
す
る
為
、
職
業
安
定
法
第

十
二
條
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
建
議
を
な
す
。

㈠
職
業
安
定
行
政
関
係
職
員
に
就
い
て
は
絶
対
、
今
次
行
政
整
理
の
対
象
と
な
さ
ゞ
る
こ
と

㈡
公
共
職
業
安
定
所
は
絶
対
こ
れ
を
都
道
府
県
に
移
行
せ
ざ
る
こ
と
。

㈢
職
業
安
定
行
政
の
本
質
に
鑑
み
、
中
間
安
定
機
関
を
し
て
労
働
市
場
と
有
機
的
且
つ
機
動
的
に
活
動

を
な
さ
し
め
る
可
く
都
道
府
県
の
管
理
を
離
退
さ
せ
、
地
方
職
業
安
定
局
の
設
置
を
な
す
こ
と
。

理

由

㈠
に
就
い
て

経
済
九
原
則
の
実
施
に
伴
ひ
、
二
百
萬
近
く
の
大
量
の
失
業
者
発
生
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
時
に
当

り
失
業
対
策
の
強
力
な
遂
行
と
、
失
業
保
険
制
度
の
拡
充
運
営
に
当
る
職
業
安
定
機
関
の
も
つ
重
要
性

は
、
そ
の
頂
点
に
達
し
て
い
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
方
現
在
い
く
た
の
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
、
本
来
紹
介
を
受
け
る
べ
き
者
が
職
員
数
の
不
足

か
ら
、
紹
介
を
受
け
得
ず
し
て
や
む
な
く
去
る
状
態
が
激
増
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、

か
ゝ
る
時
に
お
い
て
職
業
安
定
行
政
関
係
職
員
を
今
次
行
政
整
理
の
対
象
と
す
る
時
は
奔
流
す
る
失
業

者
群
に
対
し
職
業
安
定
機
関
は
全
く
そ
の
機
能
を
果
し
得
な
い
状
熊
と
な
り
、
そ
の
結
果
は
失
業
者
の

生
活
不
安
、
延
い
て
は
思
想
の
悪
化
を
も
招
き
、
且
つ
又
、
封
建
的
な
労
働
ボ
ス
の
跋
こ
に
よ
り
再
建

途
上
の
国
民
経
済
と
国
民
生
活
は
全
く
壊
滅
す
る
に
い
た
り
、
経
済
九
原
則
の
要
請
に
即
応
し
得
ぬ
こ

と
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

㈡
及
び
㈢
に
就
い
て

本
来
職
業
安
定
行
政
は
全
国
的
な
労
働
市
場
の
操
作
と
い
う
国
家
的
見
地
か
ら
運
営
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
っ
て
、
一
般
の
行
政
区
割
に
拘
束
さ
れ
た
地
方
自
治
行
政
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

職
業
安
定
行
政
機
構
の
世
界
的
趨
勢
も
亦
茲
に
あ
る
こ
と
は
過
去
の
国
際
労
働
条
約
等
に
お
い
て
も
明

ら
か
で
あ
る
。
即
ち
、
中
間
機
関
と
し
て
都
道
府
県
を
離
れ
た
地
方
職
業
安
定
局
を
設
置
す
る
こ
と
が
、

現
下
の
実
態
に
即
応
し
、
最
も
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
っ
て
逆
に
現
在
の
公
共
職
業
安
定
所
を
府
県
営
に

移
行
す
る
案
の
如
き
は
叙
上
の
趣
旨
に
反
し
、
時
運
に
逆
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
次
予
想
さ
れ
る
大

量
の
失
業
者
群
の
就
労
斡
旋
の
第
一
線
機
関
た
る
公
共
職
業
安
定
所
の
機
能
の
遂
行
は
、
こ
れ
を
期
し

得
な
い
も
の
と
考
え
る
。

昭
和
二
十
四
年
三
月
十
一
日

中
央
職
業
安
定
委
員
会

会
長

淡
路
圓
次
郎

内
閣
官
房
長
官

行
政
管
理
庁
長
官

殿

労

働

大

臣

『
通
信
』

昭
和
二
四
年
三
月
二
三
日

〔
二
─
三
〇
〕
次
官
会
議
決
定

行行
政政
整整
理理
にに
よよ
るる
離離
職職
者者
にに
対対
すす
るる
失失
業業
対対
策策

行
政
整
理
に
よ
っ
て
離
職
す
る
者
に
対
す
る
措
置
は
、
一
般
失
業
対
策
の
一
環
と
し
て
、
こ
れ
を
行

う
も
特
に
次
の
諸
点
に
留
意
し
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

一
、
一
時
に
大
量
の
失
業
者
が
発
生
す
る
結
果
は
、
徒
に
労
働
市
場
を
圧
迫
し
就
職
条
件
の
悪
化
と
失

業
期
間
を
長
び
か
せ
る
虞
が
多
い
か
ら
行
政
整
理
は
本
年
四
月
以
降
九
月
迄
の
六
ヶ
月
間
に
逐
次
に

行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

二
、
官
公
庁
は
原
則
と
し
て
当
分
の
間
新
規
採
用
は
差
控
え
る
も
の
と
し
、
解
雇
者
数
は
、
最
小
限
度

に
止
め
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

前
項
新
規
採
用
の
基
準
等
必
要
な
事
項
は
別
途
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
。

三
、
官
公
庁
は
、
解
雇
予
定
者
に
つ
き
就
業
希
望
の
有
無
、
希
望
職
種
及
び
就
職
希
望
地
を
調
査
し
、

こ
れ
が
関
係
書
類
を
整
備
し
て
所
轄
公
共
職
業
安
定
所
に
送
付
す
る
こ
と
。

四
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
前
項
の
通
知
に
基
づ
き
整
理
実
施
前
に
当
該
官
公
庁
と
打
合
せ
の
上
公
共

職
業
安
定
所
の
紹
介
に
よ
る
就
職
希
望
の
解
雇
予
定
者
に
対
し
、
求
職
中
迄
の
受
理
と
職
業
相
談
を

実
施
し
適
職
の
紹
介
に
努
め
る
こ
と
。

五
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、
行
政
整
理
に
よ
る
離
職
者
の
就
職
の
あ
っ
旋
に
つ
き
全
機
能
を
集
中
し
速

や
か
に
再
就
職
の
機
会
を
得
せ
し
め
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
。

六
、
離
職
者
に
対
し
て
は
、
生
産
の
増
大
に
伴
う
民
間
企
業
関
係
の
求
人
開
拓
を
積
極
的
に
行
□
就
職

あ
っ
旋
に
務
め
る
こ
と
を
第
一
と
す
る
が
、
希
望
に
よ
り
知
識
層
失
業
応
急
事
業
そ
の
他
の
公
共
事

業
に
対
し
就
労
あ
っ
旋
を
行
う
こ
と
。

七
、
政
府
は
、
事
業
主
に
対
し
て
は
、
現
下
の
失
業
時
勢
に
鑑
み
、
公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
す
る
求
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職
者
を
優
先
採
用
す
る
よ
う
勧
奨
す
る
こ
と
。

八
、
離
職
者
の
民
間
企
業
へ
の
就
職
を
円
滑
に
す
る
為
、
官
公
吏
の
民
間
企
業
就
職
制
限
に
関
す
る
現

実
の
円
滑
な
運
用
を
図
る
特
段
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

九
、
前
各
項
の
外
、
職
業
補
導
施
設
の
入
所
に
つ
き
便
宜
を
与
え
適
当
な
る
技
能
を
習
得
せ
し
め
就
職

の
機
会
を
増
大
す
る
よ
う
処
置
す
る
こ
と
。

十
、
今
回
の
行
政
整
理
に
よ
る
退
官
又
は
退
職
者
に
対
す
る
退
官
退
職
手
当
は
、
能
う
か
ぎ
り
適
正
な

額
を
確
保
す
る
と
共
に
失
業
保
険
法
の
改
正
と
相
ま
ち
失
業
保
険
給
付
期
間
の
延
長
が
実
施
さ
れ
る

と
き
は
、
そ
れ
に
応
じ
て
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
七
号
「
労
働
基
準
法
等
の
施
行
に
伴
う
政

府
職
員
に
係
る
給
与
の
応
急
処
置
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
る
給
与
支
給
準
則
第
十
四
条
に
よ
っ
て
支

給
す
べ
き
差
額
の
算
定
基
準
と
な
る
失
業
日
数
最
高
者
八
十
日
を
二
百
七
十
日
に
改
め
る
等
官
公
庁

職
員
に
対
す
る
失
業
保
険
の
運
用
に
つ
き
整
備
す
る
こ
と
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
四
年
六
月
一
一
日

〔
二
─
三
一
〕
教
育
刷
新
審
議
会
（
建
議
）

職職
業業
教教
育育
振振
興興
方方
策策

あ
ら
ゆ
る
国
民
は
、
職
業
に
よ
っ
て
各
自
の
生
活
を
営
む
と
と
も
に
、
社
会
国
家
の
要
請
に
寄
与
し

て
ゆ
か
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
か
ら
、
職
業
教
育
の
重
要
な
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
所
で
あ
る
。
こ
と

に
産
業
を
復
興
し
、
わ
が
国
経
済
の
自
立
を
期
す
る
こ
と
は
、
新
日
本
建
設
の
上
に
最
も
肝
要
で
あ
っ

て
、
職
業
教
育
振
興
の
要
、
真
に
今
日
よ
り
急
な
る
は
な
い
。

し
か
る
に
新
教
育
制
度
の
実
施
に
よ
り
、
一
般
教
育
の
点
に
於
い
て
は
画
期
的
刷
新
が
行
わ
れ
、
進

歩
改
善
の
跡
を
見
る
が
、
職
業
教
育
に
関
し
て
は
大
い
に
見
劣
り
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
職
業
教
育

軽
視
の
風
潮
す
ら
生
じ
つ
つ
あ
る
の
は
甚
だ
遺
憾
と
す
る
所
で
あ
る
。

新
制
中
学
に
於
い
て
は
職
業
科
の
教
育
は
混
乱
を
来
し
、
新
制
高
校
に
於
い
て
は
普
通
科
教
育
に
偏

し
て
職
業
教
育
は
衰
微
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
定
時
制
高
校
並
び
に
技
能
者
用
の
制
度
も
一
般
に
利

用
さ
れ
る
に
至
ら
ず
、
職
場
に
於
け
る
教
育
も
ま
た
不
振
を
極
め
て
い
る
。

さ
ら
に
戦
災
校
に
於
け
る
実
習
実
験
施
設
は
い
ま
だ
復
旧
せ
ら
れ
ず
、
新
設
校
に
お
け
る
設
備
は
不

完
全
の
域
を
脱
し
な
い
。
特
に
憂
う
べ
き
は
、
職
業
学
科
担
任
教
員
及
び
実
業
高
校
普
通
科
担
任
教
員

の
能
力
不
足
と
意
気
沮
喪
と
で
あ
っ
て
急
遽
、
再
教
育
の
要
が
あ
る
。
新
教
育
制
度
の
一
環
と
し
て
職

業
教
育
振
興
の
た
め
に
、
左
記
の
事
項
に
つ
き
、
積
極
的
方
策
を
講
ず
る
こ
と
を
要
望
す
る
次
第
で
あ

る
。

一

新
制
中
学
に
於
け
る
職
業
科
の
教
育
は
、
そ
の
普
通
教
育
機
関
た
る
の
使
命
に
鑑
み
、
職
業
生
活

に
関
す
る
理
解
と
、
勤
労
愛
好
の
精
神
と
を
養
う
こ
と
に
主
眼
を
置
き
、
専
ら
職
業
人
た
る
の
根
幹

を
培
う
こ
と
に
力
め
る
こ
と
。

上
級
学
校
に
於
け
る
生
徒
並
び
に
父
兄
の
普
通
教
育
偏
重
の
傾
向
に
鑑
み
、
特
に
新
制
中
学
に
於

い
て
、
職
業
指
導
の
徹
底
を
期
す
る
こ
と
。

二

新
制
高
校
の
画
一
化
を
避
け
、
職
業
教
育
に
重
点
を
置
く
単
独
校
を
多
数
設
置
す
る
こ
と
。

綜
合
高
校
に
於
い
て
も
、
職
業
科
目
を
軽
視
す
る
こ
と
な
く
、
教
科
内
容
を
充
実
し
、
必
要
な
る

施
設
を
整
備
す
る
こ
と
。

新
制
高
校
に
一
年
乃
至
二
年
の
専
攻
科
設
置
を
奨
励
す
る
こ
と
。

戦
災
高
校
に
於
け
る
実
習
実
験
設
備
を
速
か
に
復
旧
す
る
こ
と
。

三

新
制
高
校
に
於
け
る
職
業
数
育
を
効
果
な
ら
し
め
る
た
め
、
企
業
又
は
産
業
団
体
と
の
共
同
教
育

組
織
を
設
け
る
途
を
拓
く
こ
と
。

四

定
時
制
高
校
の
教
育
を
し
て
完
成
教
育
の
実
を
挙
げ
し
め
る
た
め
、
実
情
に
即
し
職
業
科
目
中
心

の
教
科
課
程
を
編
成
す
る
こ
と
。

定
時
制
高
佼
分
校
設
置
基
準
を
緩
和
し
、
容
易
に
こ
れ
を
設
置
し
得
る
よ
う
改
め
る
こ
と
。

定
時
制
高
校
と
技
能
者
養
成
所
と
の
提
携
を
密
に
し
、
労
働
省
は
定
時
制
高
校
の
課
程
を
技
能
者

養
成
の
一
部
と
認
め
、
文
部
省
は
技
能
者
養
成
に
対
し
、
単
位
制
ク
レ
ジ
ッ
卜
を
与
え
る
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

五

企
業
又
は
産
業
団
体
に
於
け
る
職
業
教
育
に
協
力
す
る
た
め
、
学
校
は
聴
講
制
度
、
委
託
学
生
制

度
、
特
別
開
放
講
座
、
巡
回
講
師
制
度
等
を
設
け
、
ま
た
実
習
場
及
び
実
険
室
を
公
開
利
用
せ
し
め

る
こ
と
。

六

文
部
省
は
新
制
高
校
並
び
に
新
制
中
学
の
職
業
科
教
員
の
養
成
並
び
に
確
保
に
つ
き
至
急
根
本
計

画
を
た
て
る
こ
と
。

職
業
科
教
員
の
現
職
教
育
の
た
め
に
、
研
究
制
度
を
完
備
し
、
長
期
講
習
、
通
信
教
育
、
公
開
講

座
等
の
施
設
を
講
ず
る
こ
と
。

七

政
府
は
、
職
業
教
育
の
振
興
に
つ
き
、
実
業
教
育
に
関
す
る
国
庫
補
助
を
強
化
し
、
そ
の
他
必
要

な
る
法
律
的
並
び
に
予
算
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

『
産
業
』

昭
和
二
四
年
九
月
一
日

〔
二
─
三
二
〕
内
閣
総
理
大
臣
、
失
業
対
策
審
議
会
へ
諮
問

諮諮
問問
第第
一一
号号

失
業
対
策
と
し
て
と
る
べ
き
当
面
の
方
策
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
。

『
時
報
』
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職
者
を
優
先
採
用
す
る
よ
う
勧
奨
す
る
こ
と
。

八
、
離
職
者
の
民
間
企
業
へ
の
就
職
を
円
滑
に
す
る
為
、
官
公
吏
の
民
間
企
業
就
職
制
限
に
関
す
る
現

実
の
円
滑
な
運
用
を
図
る
特
段
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

九
、
前
各
項
の
外
、
職
業
補
導
施
設
の
入
所
に
つ
き
便
宜
を
与
え
適
当
な
る
技
能
を
習
得
せ
し
め
就
職

の
機
会
を
増
大
す
る
よ
う
処
置
す
る
こ
と
。

十
、
今
回
の
行
政
整
理
に
よ
る
退
官
又
は
退
職
者
に
対
す
る
退
官
退
職
手
当
は
、
能
う
か
ぎ
り
適
正
な

額
を
確
保
す
る
と
共
に
失
業
保
険
法
の
改
正
と
相
ま
ち
失
業
保
険
給
付
期
間
の
延
長
が
実
施
さ
れ
る

と
き
は
、
そ
れ
に
応
じ
て
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
八
十
七
号
「
労
働
基
準
法
等
の
施
行
に
伴
う
政

府
職
員
に
係
る
給
与
の
応
急
処
置
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
る
給
与
支
給
準
則
第
十
四
条
に
よ
っ
て
支

給
す
べ
き
差
額
の
算
定
基
準
と
な
る
失
業
日
数
最
高
者
八
十
日
を
二
百
七
十
日
に
改
め
る
等
官
公
庁

職
員
に
対
す
る
失
業
保
険
の
運
用
に
つ
き
整
備
す
る
こ
と
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
四
年
六
月
一
一
日

〔
二
─
三
一
〕
教
育
刷
新
審
議
会
（
建
議
）

職職
業業
教教
育育
振振
興興
方方
策策

あ
ら
ゆ
る
国
民
は
、
職
業
に
よ
っ
て
各
自
の
生
活
を
営
む
と
と
も
に
、
社
会
国
家
の
要
請
に
寄
与
し

て
ゆ
か
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
か
ら
、
職
業
教
育
の
重
要
な
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
所
で
あ
る
。
こ
と

に
産
業
を
復
興
し
、
わ
が
国
経
済
の
自
立
を
期
す
る
こ
と
は
、
新
日
本
建
設
の
上
に
最
も
肝
要
で
あ
っ

て
、
職
業
教
育
振
興
の
要
、
真
に
今
日
よ
り
急
な
る
は
な
い
。

し
か
る
に
新
教
育
制
度
の
実
施
に
よ
り
、
一
般
教
育
の
点
に
於
い
て
は
画
期
的
刷
新
が
行
わ
れ
、
進

歩
改
善
の
跡
を
見
る
が
、
職
業
教
育
に
関
し
て
は
大
い
に
見
劣
り
せ
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
、
職
業
教
育

軽
視
の
風
潮
す
ら
生
じ
つ
つ
あ
る
の
は
甚
だ
遺
憾
と
す
る
所
で
あ
る
。

新
制
中
学
に
於
い
て
は
職
業
科
の
教
育
は
混
乱
を
来
し
、
新
制
高
校
に
於
い
て
は
普
通
科
教
育
に
偏

し
て
職
業
教
育
は
衰
微
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
定
時
制
高
校
並
び
に
技
能
者
用
の
制
度
も
一
般
に
利

用
さ
れ
る
に
至
ら
ず
、
職
場
に
於
け
る
教
育
も
ま
た
不
振
を
極
め
て
い
る
。

さ
ら
に
戦
災
校
に
於
け
る
実
習
実
験
施
設
は
い
ま
だ
復
旧
せ
ら
れ
ず
、
新
設
校
に
お
け
る
設
備
は
不

完
全
の
域
を
脱
し
な
い
。
特
に
憂
う
べ
き
は
、
職
業
学
科
担
任
教
員
及
び
実
業
高
校
普
通
科
担
任
教
員

の
能
力
不
足
と
意
気
沮
喪
と
で
あ
っ
て
急
遽
、
再
教
育
の
要
が
あ
る
。
新
教
育
制
度
の
一
環
と
し
て
職

業
教
育
振
興
の
た
め
に
、
左
記
の
事
項
に
つ
き
、
積
極
的
方
策
を
講
ず
る
こ
と
を
要
望
す
る
次
第
で
あ

る
。

一

新
制
中
学
に
於
け
る
職
業
科
の
教
育
は
、
そ
の
普
通
教
育
機
関
た
る
の
使
命
に
鑑
み
、
職
業
生
活

に
関
す
る
理
解
と
、
勤
労
愛
好
の
精
神
と
を
養
う
こ
と
に
主
眼
を
置
き
、
専
ら
職
業
人
た
る
の
根
幹

を
培
う
こ
と
に
力
め
る
こ
と
。

上
級
学
校
に
於
け
る
生
徒
並
び
に
父
兄
の
普
通
教
育
偏
重
の
傾
向
に
鑑
み
、
特
に
新
制
中
学
に
於

い
て
、
職
業
指
導
の
徹
底
を
期
す
る
こ
と
。

二

新
制
高
校
の
画
一
化
を
避
け
、
職
業
教
育
に
重
点
を
置
く
単
独
校
を
多
数
設
置
す
る
こ
と
。

綜
合
高
校
に
於
い
て
も
、
職
業
科
目
を
軽
視
す
る
こ
と
な
く
、
教
科
内
容
を
充
実
し
、
必
要
な
る

施
設
を
整
備
す
る
こ
と
。

新
制
高
校
に
一
年
乃
至
二
年
の
専
攻
科
設
置
を
奨
励
す
る
こ
と
。

戦
災
高
校
に
於
け
る
実
習
実
験
設
備
を
速
か
に
復
旧
す
る
こ
と
。

三

新
制
高
校
に
於
け
る
職
業
数
育
を
効
果
な
ら
し
め
る
た
め
、
企
業
又
は
産
業
団
体
と
の
共
同
教
育

組
織
を
設
け
る
途
を
拓
く
こ
と
。

四

定
時
制
高
校
の
教
育
を
し
て
完
成
教
育
の
実
を
挙
げ
し
め
る
た
め
、
実
情
に
即
し
職
業
科
目
中
心

の
教
科
課
程
を
編
成
す
る
こ
と
。

定
時
制
高
佼
分
校
設
置
基
準
を
緩
和
し
、
容
易
に
こ
れ
を
設
置
し
得
る
よ
う
改
め
る
こ
と
。

定
時
制
高
校
と
技
能
者
養
成
所
と
の
提
携
を
密
に
し
、
労
働
省
は
定
時
制
高
校
の
課
程
を
技
能
者

養
成
の
一
部
と
認
め
、
文
部
省
は
技
能
者
養
成
に
対
し
、
単
位
制
ク
レ
ジ
ッ
卜
を
与
え
る
措
置
を
講

ず
る
こ
と
。

五

企
業
又
は
産
業
団
体
に
於
け
る
職
業
教
育
に
協
力
す
る
た
め
、
学
校
は
聴
講
制
度
、
委
託
学
生
制

度
、
特
別
開
放
講
座
、
巡
回
講
師
制
度
等
を
設
け
、
ま
た
実
習
場
及
び
実
険
室
を
公
開
利
用
せ
し
め

る
こ
と
。

六

文
部
省
は
新
制
高
校
並
び
に
新
制
中
学
の
職
業
科
教
員
の
養
成
並
び
に
確
保
に
つ
き
至
急
根
本
計

画
を
た
て
る
こ
と
。

職
業
科
教
員
の
現
職
教
育
の
た
め
に
、
研
究
制
度
を
完
備
し
、
長
期
講
習
、
通
信
教
育
、
公
開
講

座
等
の
施
設
を
講
ず
る
こ
と
。

七

政
府
は
、
職
業
教
育
の
振
興
に
つ
き
、
実
業
教
育
に
関
す
る
国
庫
補
助
を
強
化
し
、
そ
の
他
必
要

な
る
法
律
的
並
び
に
予
算
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

『
産
業
』

昭
和
二
四
年
九
月
一
日

〔
二
─
三
二
〕
内
閣
総
理
大
臣
、
失
業
対
策
審
議
会
へ
諮
問

諮諮
問問
第第
一一
号号

失
業
対
策
と
し
て
と
る
べ
き
当
面
の
方
策
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
る
。

『
時
報
』
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昭
和
二
四
年
九
月
九
日

〔
二
─
三
三
〕
失
業
対
策
審
議
会
答
申

答答
申申
第第
一一
号号

昭
和
二
十
四
年
九
月
一
日
諮
問
第
一
号
に
対
し
、
本
審
議
会
は
別
紙
の
通
り
答
申
致
し
ま
す
。
な
お

右
答
申
中
の
施
策
に
関
し
、
重
要
事
項
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
引
継
ぎ
審
議
の
上
答
申
致
し
ま

す
。昭

和
二
十
四
年
九
月
九
日

失
業
対
策
審
議
会
々
長

藤
林
敬
三

内
閣
総
理
臣

吉
田

茂

殿

昭
和
二
十
四
年
度
均
衡
予
算
の
実
施
と
為
替
レ
ー
ト
の
決
定
は
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
抑
制
に
一

応
の
成
功
を
収
め
、
且
つ
企
業
の
合
理
化
を
相
当
強
力
に
推
進
し
つ
つ
あ
る
が
、
こ
の
反
面
企
業
の
人

員
整
理
、
行
政
整
理
の
強
行
等
に
よ
る
離
職
者
の
増
加
、
農
林
部
門
に
於
け
る
人
口
吸
収
力
の
減
退
、

闇
市
場
の
縮
少
等
に
伴
い
就
労
機
会
の
減
少
と
生
活
の
窮
乏
化
を
招
き
つ
つ
あ
る
。

現
在
の
失
業
状
況
は
、
総
理
府
統
計
局
の
労
働
力
調
査
報
告
に
よ
れ
ば
、
六
月
に
於
て
完
全
失
業
者

三
十
六
万
人
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
他
に
雇
用
面
及
び
生
活
面
に
安
定
性
を
欠
く
と
考
え
ら
れ
る
部
分

就
業
者
が
多
数
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
公
共
職
業
安
定
所
の
窓
口
に
お
け
る
未

就
業
者
は
六
月
に
は
四
十
七
万
に
達
し
、
失
業
保
険
受
給
者
も
七
月
に
は
十
六
万
人
を
超
え
、
し
か
も

こ
れ
等
の
数
字
は
毎
月
飛
躍
的
に
増
加
し
つ
つ
あ
る
状
況
で
あ
る
。

し
か
る
に
最
近
海
外
市
況
の
悪
条
件
の
累
積
に
よ
っ
て
輪
出
産
業
及
び
そ
の
関
連
産
業
の
伸
張
に
よ

る
雇
用
量
の
増
加
は
望
み
難
い
状
態
に
あ
り
、
且
つ
一
般
産
業
に
お
け
る
金
詰
り
及
び
有
効
需
要
の
減

退
は
顕
著
で
あ
っ
て
、
現
状
の
ま
ま
で
推
移
す
れ
ば
右
の
雇
用
状
況
は
益
々
悪
化
し
、
こ
こ
に
重
大
な

社
会
不
安
を
招
く
虞
な
し
と
し
な
い
。

思
う
に
失
業
問
題
解
決
の
た
め
に
は
生
産
活
動
の
興
隆
に
伴
う
雇
用
量
の
増
大
を
図
る
こ
と
を
以
て

第
一
義
と
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
政
府
に
お
い
て
は
こ
の
た
め
概
ね
左
記
に
よ
り
急
速
且
つ
強
力
に
雇

用
増
大
策
を
実
施
す
る
と
共
に
已
む
を
得
ざ
る
失
業
者
に
対
す
る
所
要
の
緊
急
施
策
を
実
施
せ
ら
れ
た

い
。

記

第
一

失
業
の
防
止
と
雇
用
の
増
大

一
、
貿
易
の
振
興

最
低
ド
ル
値
制
度
の
運
用
の
改
善
、
輸
出
補
償
制
度
の
実
施
、
協
定
貿
易
拡
大
促
進
、
バ
ー
タ
ー

取
引
の
実
現
、
輸
出
Ｃ
・
Ｉ
・
Ｆ
、
輸
入
Ｆ
・
Ｏ
・
Ｂ
の
確
立
、
自
国
船
自
国
保
険
の
活
用
、
そ
の

他
貿
易
条
件
の
改
善
等
貿
易
振
興
に
強
力
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二
、
金
融
対
策
の
実
施

日
銀
の
公
開
市
場
の
操
作
及
び
割
引
政
策
の
活
発
化
、
長
期
金
融
の
円
滑
化
、
金
利
の
引
下
げ
、

繋
ぎ
資
金
の
有
効
な
供
給
等
の
措
置
を
講
ず
る
と
共
に
、
預
金
部
資
金
の
公
共
事
業
体
に
対
す
る
融

資
を
拡
大
し
、
且
つ
新
規
に
農
中
債
、
商
中
債
の
引
受
け
の
途
を
拓
く
こ
と
。

三
、
見
返
り
資
金
の
活
用

対
日
援
助
見
返
り
資
金
融
資
の
条
件
を
低
利
且
つ
長
期
た
ら
し
め
、
そ
の
手
続
を
簡
易
且
つ
迅
速

に
す
る
の
外
同
資
金
に
依
る
国
債
の
買
入
を
当
分
延
期
し
、
之
を
産
業
資
金
に
振
り
替
え
る
と
共
に

公
共
事
業
へ
出
資
す
る
途
を
拓
く
こ
と
を
極
力
懇
請
す
る
こ
と
。

四
、
産
業
の
振
興

資
材
並
に
資
金
入
手
の
円
滑
且
つ
迅
速
化
、
無
用
な
統
制
の
撤
廃
、
補
給
金
の
急
激
な
る
撤
廃
の

回
避
、
滞
貨
に
対
す
る
適
切
な
る
措
置
、
資
産
の
再
評
価
、
税
制
改
革
等
に
よ
る
企
業
負
担
の
軽
減

等
の
方
法
を
講
じ
企
業
の
基
礎
を
強
化
し
、
企
業
活
動
を
活
発
化
す
る
と
共
に
適
度
の
企
業
の
閉
鎖
、

企
業
整
備
を
防
止
す
る
こ
と
。

五
、
中
小
企
業
の
振
興

中
小
企
業
の
協
同
化
そ
の
他
経
営
の
改
善
、
中
小
企
業
金
融
の
強
化
拡
充
、
中
小
企
業
金
融
機
関

の
確
立
、
信
用
保
証
制
度
の
活
用
、
損
失
補
償
融
資
の
実
施
等
国
民
経
済
上
有
意
義
な
中
小
企
業
を

奨
励
育
成
し
、
そ
の
活
動
を
促
進
す
る
こ
と
。
尚
こ
の
為
め
中
小
企
業
指
導
機
関
を
急
速
に
強
化
拡

充
す
る
こ
と
。

六
、
公
共
事
業
及
び
長
期
建
設
事
業
の
拡
充

前
年
度
剰
余
金
、
初
給
金
削
減
分
、
民
間
資
金
等
に
よ
り
電
源
の
開
発
、
鉄
道
の
電
化
、
道
路
の

整
備
、
港
湾
の
修
築
、
災
害
の
復
旧
、
治
山
治
水
、
開
墾
、
干
拓
、
土
地
改
良
、
住
宅
の
建
設
、
環

境
衛
生
の
整
備
等
経
済
復
興
の
基
盤
の
育
成
、
国
内
資
源
の
有
効
利
用
等
に
資
す
る
公
共
事
業
、
長

期
建
設
を
拡
充
実
施
す
る
こ
と
。

第
二

失
業
者
の
保
護

一
、
緊
急
失
業
対
策
事
業
の
強
化
拡
充

失
業
者
の
発
生
と
そ
の
吸
収
と
の
間
に
於
け
る
時
間
的
、
地
域
的
ズ
レ
を
調
整
す
る
た
め
、
緊
急

失
業
対
策
事
業
の
実
施
に
付
き
、
本
年
度
予
算
を
繰
上
げ
支
出
す
る
と
共
に
全
額
国
庫
補
助
に
よ
る

相
当
額
の
予
算
を
増
加
す
る
こ
と
。

尚
、
婦
女
子
及
び
知
識
層
の
失
業
者
を
対
象
と
す
る
失
業
対
策
事
業
の
実
施
に
つ
い
て
は
特
に
考

慮
す
る
こ
と
。

- 63 -

二
、
職
業
安
定
機
関
の
整
備
拡
充

公
共
職
業
安
定
所
の
機
能
を
最
高
度
に
発
揮
せ
し
め
る
為
、
職
員
の
増
加
及
び
予
算
の
増
額
を
図

る
こ
と
。
尚
、
業
務
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
窓
口
業
務
の
外
巡
回
業
務
を
強
化
し
、
併
せ
て
失
業
保

険
業
務
の
運
営
に
遺
憾
な
か
ら
し
め
る
こ
と
。

三
、
職
業
補
導
施
設
の
拡
充

職
業
補
導
施
設
を
整
備
拡
充
し
て
、
貿
易
の
振
興
を
中
心
と
す
る
産
業
の
再
編
成
に
即
応
し
た
職

業
補
導
を
行
い
以
て
雇
用
の
配
置
転
換
を
円
滑
な
ら
し
む
る
こ
と
。

四
、
失
業
保
険
の
拡
充

失
業
保
険
の
政
府
負
担
金
の
支
払
を
準
備
す
る
の
外
、
失
業
の
情
勢
に
応
じ
て
失
業
保
険
制
度
の

整
備
改
善
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
る
と
共
に
受
給
手
統
の
簡
易
化
を
考
慮
す
る
こ
と
。

第
三

失
業
状
況
の
把
握
と
失
業
対
策
実
施
の
推
進

一
、
失
業
状
況
を
把
握
す
る
為
、
労
働
人
口
の
就
労
並
に
家
計
状
況
に
つ
い
て
精
密
な
る
調
査
を
全
国

的
規
模
に
於
て
実
施
す
る
こ
と
。

二
、
失
業
対
策
実
施
推
進
機
関
の
設
置

失
業
対
策
の
実
施
を
調
整
推
進
す
る
為
中
央
に
適
当
な
る
機
関
を
設
け
る
こ
と
。

『
時
報
』

昭
和
二
四
年
九
月
一
二
日

〔
二
─
三
四
〕
中
央
職
業
安
定
審
議
会
（
建
議
）

建建

議議

書書

本
審
議
会
は
さ
き
に
「
目
下
予
想
さ
る
ゝ
失
業
状
態
に
対
処
す
べ
き
失
業
対
策
」
に
つ
き
そ
の
大

綱
を
答
申
し
た
の
で
あ
る
が
、
経
済
九
原
則
の
実
施
に
伴
う
行
政
整
理
企
業
整
備
及
び
ソ
連
地
区
か

ら
の
引
揚
等
に
よ
る
「
現
下
の
失
業
情
勢
に
対
処
し
労
働
大
臣
の
処
置
さ
る
べ
き
当
面
の
必
要
対
策
」

に
つ
き
そ
の
具
体
策
を
引
続
き
審
議
の
結
果
、
次
の
結
論
を
得
た
の
で
職
業
安
定
法
第
十
二
条
の
決

定
に
基
づ
き
次
の
通
り
建
議
す
る
。

第
一

失
業
対
策
の
□
□

民
間
企
業
に
お
け
る
雇
用
の
増
加
、
経
済
復
興
の
た
め
に
す
る
公
共
事
業
の
拡
充
実
施
、
あ
る
い

は
失
業
保
険
に
よ
っ
て
も
な
お
、
救
済
し
得
な
い
失
業
者
に
対
し
て
は
失
業
者
の
発
生
す
る
地
域
に

失
業
対
策
事
業
を
機
動
的
に
拡
充
実
施
し
失
業
者
を
就
労
せ
し
め
る
た
め
次
の
よ
う
に
失
業
対
策
事

業
の
拡
充
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

⑴

昭
和
二
十
四
年
度
第
三
、
第
四
四
半
期
分
の
緊
急
失
業
対
策
事
業
費
を
大
幅
に
増
額
す
る
と

と
も
に
昭
和
二
十
四
年
度
失
業
対
策
事
業
費
既
定
予
算
八
億
八
百
二
十
六
万
円
は
追
加
予
算
の

成
立
ま
で
、
当
初
の
規
定
計
画
に
携
わ
ら
ず
必
要
に
応
じ
繰
上
支
出
の
方
途
を
講
じ
て
実
情
に

即
し
た
事
業
の
実
施
を
な
す
と
と
も
に
失
業
者
の
吸
収
を
充
分
な
ら
し
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

⑵

地
方
財
政
の
窮
迫
と
他
面
地
方
起
債
の
困
難
な
現
状
に
か
ん
が
み
本
事
業
費
（
労
力
費
及
び

資
材
機
材
事
務
費
）
は
全
額
国
庫
負
担
し
地
方
財
政
に
携
わ
れ
な
い
本
事
業
の
実
施
を
図
り
、

も
っ
て
失
業
の
緊
迫
性
に
十
分
対
処
す
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

⑶

失
業
対
策
の
企
画
運
営
及
び
失
業
対
策
事
業
の
拡
大
に
伴
う
指
導
監
督
の
緊
急
性
に
か
ん
が

み
労
働
省
職
業
安
定
局
の
組
織
を
拡
充
す
る
こ
と
。

第
二

公
共
事
業
の
全
面
的
な
早
急
施
行
と
失
業
者
の
吸
収
を
有
効
且
つ
十
分
に
す
る

措
置
を
講
ず
る
こ
と

公
共
事
業
に
お
け
る
事
業
開
始
の
遅
延
と
失
業
対
策
□
□
□
お
い
て
失
業
者
の
吸
収
を
著
し
く
過

重
に
し
そ
の
結
果
失
業
者
の
あ
ぶ
れ
が
益
々
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
現
状
に
鑑
み
公
共
事
業
を
早
急

に
開
始
し
て
公
共
事
業
労
務
者
の
あ
ぶ
れ
が
あ
る
場
合
失
業
対
策
事
業
に
吸
収
す
る
体
制
を
整
備
確

立
す
る
こ
と
。
な
お
公
共
事
業
に
お
け
る
失
業
者
の
吸
収
活
用
に
つ
い
て
は
要
す
れ
ば
吸
収
率
の
設

定
に
つ
い
て
実
情
に
即
し
た
改
訂
を
行
う
等
有
効
適
切
な
措
置
を
講
じ
吸
収
を
容
易
且
つ
十
分
に
す

る
こ
と
。

第
三

職
業
補
導
施
設
の
整
備
拡
充

輸
出
産
業
の
振
興
を
中
心
と
す
る
産
業
の
再
編
成
と
失
業
者
の
配
置
転
換
を
円
滑
に
す
る
た
め
左

に
よ
る
就
業
に
必
要
な
知
識
技
能
を
与
え
る
職
業
補
導
事
業
の
拡
充
強
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

⑴

輸
出
産
業
振
興
対
策
の
一
環
と
し
て
輸
出
産
業
に
必
要
な
技
能
者
を
養
成
補
充
す
る
た
め
の

職
業
補
導
所
を
新
設
す
る
こ
と
。

⑵

知
識
層
労
働
者
の
配
置
転
換
を
促
進
す
る
た
め
統
計
経
理
（
簿
記
珠
算
を
含
む
）
関
係
を
中

心
と
す
る
事
務
的
職
業
補
導
所
を
新
設
又
は
拡
充
し
巡
回
機
動
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

⑶

未
亡
人
を
中
心
と
す
る
婦
人
の
就
業
を
促
進
す
る
た
め
に
職
業
補
導
所
を
新
設
又
は
拡
充
す

る
こ
と
。

⑷

既
設
公
共
職
業
補
導
所
の
施
設
設
備
を
整
備
拡
充
す
る
と
と
も
に
重
要
種
目
の
拡
充
を
図
る

こ
と
。

⑸

補
導
生
の
技
能
の
訓
練
と
就
業
を
円
滑
に
す
る
た
め
要
す
れ
ば
民
間
の
協
力
を
得
て
民
間
の

工
場
事
業
場
の
施
設
を
補
導
生
の
実
習
施
設
と
し
て
活
用
す
る
方
法
を
講
ず
る
こ
と
。

⑹

補
導
生
の
募
集
選
考
、
就
職
斡
旋
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
補
導
所
、
公
共
職
業
安
定
所
間
の
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二
、
職
業
安
定
機
関
の
整
備
拡
充

公
共
職
業
安
定
所
の
機
能
を
最
高
度
に
発
揮
せ
し
め
る
為
、
職
員
の
増
加
及
び
予
算
の
増
額
を
図

る
こ
と
。
尚
、
業
務
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
窓
口
業
務
の
外
巡
回
業
務
を
強
化
し
、
併
せ
て
失
業
保

険
業
務
の
運
営
に
遺
憾
な
か
ら
し
め
る
こ
と
。

三
、
職
業
補
導
施
設
の
拡
充

職
業
補
導
施
設
を
整
備
拡
充
し
て
、
貿
易
の
振
興
を
中
心
と
す
る
産
業
の
再
編
成
に
即
応
し
た
職

業
補
導
を
行
い
以
て
雇
用
の
配
置
転
換
を
円
滑
な
ら
し
む
る
こ
と
。

四
、
失
業
保
険
の
拡
充

失
業
保
険
の
政
府
負
担
金
の
支
払
を
準
備
す
る
の
外
、
失
業
の
情
勢
に
応
じ
て
失
業
保
険
制
度
の

整
備
改
善
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
る
と
共
に
受
給
手
統
の
簡
易
化
を
考
慮
す
る
こ
と
。

第
三

失
業
状
況
の
把
握
と
失
業
対
策
実
施
の
推
進

一
、
失
業
状
況
を
把
握
す
る
為
、
労
働
人
口
の
就
労
並
に
家
計
状
況
に
つ
い
て
精
密
な
る
調
査
を
全
国

的
規
模
に
於
て
実
施
す
る
こ
と
。

二
、
失
業
対
策
実
施
推
進
機
関
の
設
置

失
業
対
策
の
実
施
を
調
整
推
進
す
る
為
中
央
に
適
当
な
る
機
関
を
設
け
る
こ
と
。

『
時
報
』

昭
和
二
四
年
九
月
一
二
日

〔
二
─
三
四
〕
中
央
職
業
安
定
審
議
会
（
建
議
）

建建

議議

書書

本
審
議
会
は
さ
き
に
「
目
下
予
想
さ
る
ゝ
失
業
状
態
に
対
処
す
べ
き
失
業
対
策
」
に
つ
き
そ
の
大

綱
を
答
申
し
た
の
で
あ
る
が
、
経
済
九
原
則
の
実
施
に
伴
う
行
政
整
理
企
業
整
備
及
び
ソ
連
地
区
か

ら
の
引
揚
等
に
よ
る
「
現
下
の
失
業
情
勢
に
対
処
し
労
働
大
臣
の
処
置
さ
る
べ
き
当
面
の
必
要
対
策
」

に
つ
き
そ
の
具
体
策
を
引
続
き
審
議
の
結
果
、
次
の
結
論
を
得
た
の
で
職
業
安
定
法
第
十
二
条
の
決

定
に
基
づ
き
次
の
通
り
建
議
す
る
。

第
一

失
業
対
策
の
□
□

民
間
企
業
に
お
け
る
雇
用
の
増
加
、
経
済
復
興
の
た
め
に
す
る
公
共
事
業
の
拡
充
実
施
、
あ
る
い

は
失
業
保
険
に
よ
っ
て
も
な
お
、
救
済
し
得
な
い
失
業
者
に
対
し
て
は
失
業
者
の
発
生
す
る
地
域
に

失
業
対
策
事
業
を
機
動
的
に
拡
充
実
施
し
失
業
者
を
就
労
せ
し
め
る
た
め
次
の
よ
う
に
失
業
対
策
事

業
の
拡
充
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

⑴

昭
和
二
十
四
年
度
第
三
、
第
四
四
半
期
分
の
緊
急
失
業
対
策
事
業
費
を
大
幅
に
増
額
す
る
と

と
も
に
昭
和
二
十
四
年
度
失
業
対
策
事
業
費
既
定
予
算
八
億
八
百
二
十
六
万
円
は
追
加
予
算
の

成
立
ま
で
、
当
初
の
規
定
計
画
に
携
わ
ら
ず
必
要
に
応
じ
繰
上
支
出
の
方
途
を
講
じ
て
実
情
に

即
し
た
事
業
の
実
施
を
な
す
と
と
も
に
失
業
者
の
吸
収
を
充
分
な
ら
し
め
る
措
置
を
講
ず
る
こ

と
。

⑵

地
方
財
政
の
窮
迫
と
他
面
地
方
起
債
の
困
難
な
現
状
に
か
ん
が
み
本
事
業
費
（
労
力
費
及
び

資
材
機
材
事
務
費
）
は
全
額
国
庫
負
担
し
地
方
財
政
に
携
わ
れ
な
い
本
事
業
の
実
施
を
図
り
、

も
っ
て
失
業
の
緊
迫
性
に
十
分
対
処
す
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

⑶

失
業
対
策
の
企
画
運
営
及
び
失
業
対
策
事
業
の
拡
大
に
伴
う
指
導
監
督
の
緊
急
性
に
か
ん
が

み
労
働
省
職
業
安
定
局
の
組
織
を
拡
充
す
る
こ
と
。

第
二

公
共
事
業
の
全
面
的
な
早
急
施
行
と
失
業
者
の
吸
収
を
有
効
且
つ
十
分
に
す
る

措
置
を
講
ず
る
こ
と

公
共
事
業
に
お
け
る
事
業
開
始
の
遅
延
と
失
業
対
策
□
□
□
お
い
て
失
業
者
の
吸
収
を
著
し
く
過

重
に
し
そ
の
結
果
失
業
者
の
あ
ぶ
れ
が
益
々
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
現
状
に
鑑
み
公
共
事
業
を
早
急

に
開
始
し
て
公
共
事
業
労
務
者
の
あ
ぶ
れ
が
あ
る
場
合
失
業
対
策
事
業
に
吸
収
す
る
体
制
を
整
備
確

立
す
る
こ
と
。
な
お
公
共
事
業
に
お
け
る
失
業
者
の
吸
収
活
用
に
つ
い
て
は
要
す
れ
ば
吸
収
率
の
設

定
に
つ
い
て
実
情
に
即
し
た
改
訂
を
行
う
等
有
効
適
切
な
措
置
を
講
じ
吸
収
を
容
易
且
つ
十
分
に
す

る
こ
と
。

第
三

職
業
補
導
施
設
の
整
備
拡
充

輸
出
産
業
の
振
興
を
中
心
と
す
る
産
業
の
再
編
成
と
失
業
者
の
配
置
転
換
を
円
滑
に
す
る
た
め
左

に
よ
る
就
業
に
必
要
な
知
識
技
能
を
与
え
る
職
業
補
導
事
業
の
拡
充
強
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

⑴

輸
出
産
業
振
興
対
策
の
一
環
と
し
て
輸
出
産
業
に
必
要
な
技
能
者
を
養
成
補
充
す
る
た
め
の

職
業
補
導
所
を
新
設
す
る
こ
と
。

⑵

知
識
層
労
働
者
の
配
置
転
換
を
促
進
す
る
た
め
統
計
経
理
（
簿
記
珠
算
を
含
む
）
関
係
を
中

心
と
す
る
事
務
的
職
業
補
導
所
を
新
設
又
は
拡
充
し
巡
回
機
動
的
に
実
施
す
る
こ
と
。

⑶

未
亡
人
を
中
心
と
す
る
婦
人
の
就
業
を
促
進
す
る
た
め
に
職
業
補
導
所
を
新
設
又
は
拡
充
す

る
こ
と
。

⑷

既
設
公
共
職
業
補
導
所
の
施
設
設
備
を
整
備
拡
充
す
る
と
と
も
に
重
要
種
目
の
拡
充
を
図
る

こ
と
。

⑸

補
導
生
の
技
能
の
訓
練
と
就
業
を
円
滑
に
す
る
た
め
要
す
れ
ば
民
間
の
協
力
を
得
て
民
間
の

工
場
事
業
場
の
施
設
を
補
導
生
の
実
習
施
設
と
し
て
活
用
す
る
方
法
を
講
ず
る
こ
と
。

⑹

補
導
生
の
募
集
選
考
、
就
職
斡
旋
の
円
滑
化
を
図
る
た
め
補
導
所
、
公
共
職
業
安
定
所
間
の
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連
絡
を
強
化
す
る
の
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
四

失
業
保
険
の
拡
充

企
業
合
理
化
等
に
よ
っ
て
生
ず
る
失
業
者
の
生
活
の
保
障
に
万
全
を
期
す
る
た
め
失
業
保
険
事
業

に
お
い
て
次
の
事
項
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑴

一
般
失
業
保
険
の
充
実
及
び
運
営
の
改
善

イ
、
勤
労
所
得
税
等
の
減
額
に
よ
り
手
取
賃
金
が
上
昇
す
る
場
合
に
お
い
て
手
取
り
賃
金
に
対

す
る
失
業
保
険
額
の
調
整
が
破
れ
る
の
で
保
険
給
付
額
を
引
上
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ロ
、
受
給
資
格
者
の
保
険
金
受
給
方
法
手
続
に
検
討
を
加
え
、
失
業
認
定
回
数
の
減
少
及
び
認

定
基
準
の
緩
和
等
の
方
途
を
講
ず
る
と
と
も
に
特
に
遠
隔
地
居
住
者
に
対
し
て
は
保
険
金
の

受
給
を
容
易
に
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

⑵

日
雇
労
働
者
失
業
保
険
制
度
の
運
営
に
関
す
る
改
善

イ
、
現
行
の
受
給
要
件
の
緩
和
待
期
期
間
の
短
縮
保
険
金
受
給
手
続
の
簡
易
化
等
に
つ
き
再
検

討
を
加
え
日
雇
労
働
者
の
就
労
の
実
態
に
即
し
た
所
要
の
改
正
を
行
う
こ
と
。

ロ
、
公
共
事
業
及
び
失
業
対
策
事
業
に
雇
用
さ
れ
る
日
雇
労
務
者
を
被
保
険
者
と
し
、
で
き
る

だ
け
広
く
受
給
要
件
を
満
た
さ
せ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ハ
、
現
行
の
保
険
金
額
に
つ
い
て
は
一
般
職
種
別
賃
金
と
の
関
係
を
考
慮
し
て
そ
の
増
額
を
図

る
こ
と
。

⑶

失
業
保
険
特
別
会
計
の
剰
余
金
を
活
用
す
る
こ
と
。

受
給
資
格
者
を
雇
用
し
て
公
共
事
業
又
は
失
業
対
策
事
業
を
行
う
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て

失
業
保
険
特
別
会
計
の
余
剰
金
の
う
ち
当
該
受
給
資
格
者
に
支
給
す
べ
き
失
業
保
険
金
額
の
範

囲
内
に
お
い
て
労
力
費
の
補
助
を
行
う
こ
と
。

第
五

公
共
職
業
安
定
所
の
整
備
拡
充

公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
量
の
増
加
に
伴
い
業
務
を
刷
新
し
、
そ
の
機
能
の
発
揮
を
完
う
さ
せ
る

た
め
次
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

⑴

安
定
所
の
廃
置
分
合
及
び
業
務
の
刷
新
を
断
行
す
る
こ
と
。

都
市
失
業
労
働
力
の
激
増
す
る
趨
勢
に
鑑
み
都
市
重
点
主
義
に
よ
る
安
定
所
の
廃
置
分
合
を
断
行

し
重
点
的
な
人
員
配
置
を
な
す
と
と
も
に
大
都
市
地
域
安
定
所
の
業
務
の
連
絡
調
整
を
有
効
に
実

施
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

⑵

職
員
の
増
置
お
よ
び
施
設
の
拡
充
を
行
う
こ
と
、

前
記
の
措
置
を
実
施
し
て
も
な
お
失
業
者
の
激
増
に
伴
う
求
人
開
拓
の
強
化
紹
介
斡
旋
の
増

加
、
行
政
整
理
に
よ
る
離
職
者
に
対
す
る
失
業
証
明
、
保
険
給
付
の
増
加
、
日
雇
労
働
者
の
保
険

制
度
の
実
施
に
伴
う
業
務
量
の
増
加
は
職
員
の
絶
対
数
の
不
足
を
招
く
こ
と
が
必
然
の
結
果
で
あ

る
の
に
鑑
み
業
務
量
に
即
応
し
た
職
員
の
増
員
を
図
る
た
め
の
緊
急
的
措
置
を
講
ず
る
と
と
も

に
、
都
市
地
域
安
定
所
の
待
合
所
、
寄
場
等
の
施
設
を
拡
充
し
て
窓
口
業
務
の
整
備
強
化
を
図
り
、

業
務
の
運
営
に
い
さ
さ
か
も
支
障
渋
滞
を
来
た
さ
せ
な
い
こ
と
。

⑶

職
員
の
諸
給
与
及
び
事
務
費
を
増
額
す
る
こ
と
。

安
定
所
の
業
務
の
激
増
に
対
処
し
、
業
務
運
営
上
必
要
な
職
員
旅
費
、
通
信
費
並
び
に
超
過
勤

務
手
当
そ
の
他
事
業
費
の
増
額
を
図
る
こ
と
。

⑷

大
都
市
所
在
の
安
定
所
業
務
の
効
率
的
運
営
に
つ
い
て
具
体
策
を
審
議
さ
せ
る
た
め
大
都
市
所

在
安
定
所
の
管
轄
区
域
毎
に
地
区
職
業
安
定
審
議
会
を
設
置
さ
せ
る
こ
と
。

⑸

安
定
所
利
用
率
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
。

求
人
減
少
の
著
し
い
現
状
に
鑑
み
、
全
国
的
な
雇
用
調
整
運
動
を
展
開
す
る
と
と
も
に
雇
用
主

に
対
し
安
定
所
の
周
知
宣
伝
活
動
を
積
極
的
に
実
施
し
、
安
定
所
利
用
率
の
向
上
に
つ
と
め
る
こ

と
。
な
お
安
定
所
の
利
用
不
便
な
地
域
の
求
人
者
に
対
し
て
は
巡
回
職
業
安
定
業
務
を
拡
充
す
る

こ
と
。

⑹

求
職
者
に
対
し
適
職
検
査
、
身
体
検
査
を
実
施
し
、
就
労
配
置
に
つ
き
適
正
を
期
す
る
こ
と
。

附

記

現
下
の
失
業
情
勢
に
対
処
し
労
働
大
臣
の
処
置
さ
る
べ
き
当
面
の
失
業
対
策
は
前
記
の
通
り
で
あ

る
が
、
巷
に
奔
流
す
る
失
業
者
群
は
日
を
追
っ
て
益
々
激
増
す
る
現
状
に
あ
る
。
こ
れ
を
こ
の
儘
放

置
す
る
と
き
は
失
業
者
の
生
活
不
安
に
よ
る
思
想
の
悪
化
を
招
き
、
延
い
て
は
社
会
不
安
を
醸
成
す

る
に
至
り
、
経
済
九
原
則
の
実
施
に
よ
る
国
民
経
済
の
再
建
と
国
民
生
活
の
安
定
に
到
底
期
し
得
ら

れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
実
情
に
鑑
み
、
本
建
議
は
必
要
最
少
限
度
の
対
策
で
あ
る
と

信
ず
る
。
よ
ろ
し
く
政
府
は
速
か
に
本
対
策
実
施
の
完
璧
を
期
し
て
失
業
に
よ
る
社
会
不
安
を
払
拭

し
、
国
民
の
職
業
生
活
の
安
定
を
確
立
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
通
信
』

昭
和
二
四
年
九
月
三
〇
日

〔
二
─
三
五
〕
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
、
総
理
、
内
閣
官
房
、
安
本
、
大
蔵
、
通
産
、
建
設
、
労
働
各

政
府
当
局
、
国
会
、
失
業
対
策
委
員
会
宛
具
申

失失
業業
対対
策策
にに
関関
すす
るる
意意
見見

わ
が
国
現
下
の
失
業
発
生
の
状
況
は
、
経
済
の
整
理
合
理
化
と
相
俟
っ
て
、
輸
出
の
不
振
、
国
内
有
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効
需
要
の
減
退
に
よ
る
デ
フ
レ
的
傾
向
に
よ
っ
て
益
々
深
刻
化
し
つ
つ
あ
る
。
も
と
よ
り
経
済
の
整
理

合
理
化
は
、
こ
の
際
積
極
的
、
徹
底
的
に
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
今
日
わ
れ
わ
れ
の
行

う
べ
き
企
業
合
理
化
は
、
劣
悪
な
技
術
、
老
朽
損
耗
の
設
備
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
、
人
員
縮
減
の
み

を
重
視
す
る
が
如
き
も
の
で
は
な
く
、
先
ず
資
本
設
備
の
改
善
更
新
を
は
か
つ
て
、
眞
に
將
来
の
自
立

復
興
に
備
え
る
積
極
的
な
合
理
化
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
輸
出
の
振
興
と
共
に
雇
用
の
増
大

は
期
せ
ら
れ
、
ま
た
技
術
高
度
化
の
過
程
に
お
け
る
生
産
財
有
効
需
要
の
喚
起
を
通
じ
て
も
雇
用
機
会

の
拡
大
が
齎
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

更
に
企
業
経
営
者
は
、
企
業
の
合
理
化
を
遂
行
す
る
責
務
と
共
に
、
失
業
を
生
産
的
に
解
決
す
る
社

会
的
責
任
を
こ
の
際
強
く
自
覚
す
る
が
故
に
、
進
ん
で
生
産
的
失
業
対
策
を
推
進
す
る
担
い
手
と
な
り
、

新
職
場
の
発
見
、
雇
用
機
会
の
拡
大
に
最
善
の
努
力
を
傾
注
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
下
の
失
業
増
勢
が
、
内
外
有
効
需
要
の
減
退
に
よ
る
不
況
化
現
象
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で

あ
る
点
に
鑑
み
て
、
経
済
対
策
の
面
か
ら
デ
フ
レ
打
開
の
対
策
が
一
日
も
早
く
有
効
に
講
ぜ
ら
れ
る
こ

と
は
極
め
て
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
公
共
事
業
投
資
よ
り
も
よ
り
直
接
的
に
輸
出
の
拡
大
を
中

核
と
す
る
生
産
的
産
業
投
資
に
よ
っ
て
失
業
者
を
吸
収
し
、
ま
た
消
費
財
に
対
す
る
購
買
力
を
直
接
に

喚
起
す
る
方
法
で
な
く
、
生
産
財
に
対
す
る
有
効
需
要
の
喚
起
を
通
じ
て
失
業
を
打
開
す
る
生
産
的
方

法
が
採
用
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

当
面
の
問
題
で
あ
る
統
制
の
廃
止
、
補
給
金
の
撤
廃
は
富
然
の
方
向
で
は
あ
る
が
石
炭
の
統
制
廃
止
、

鉄
鋼
、
銅
等
の
補
給
金
の
急
激
な
削
減
撤
廃
が
、
今
後
の
失
業
問
題
の
一
段
の
悪
化
を
予
想
せ
し
め
て

い
る
事
態
に
対
し
て
は
、
当
面
再
雇
用
が
極
め
て
困
難
の
状
況
下
に
お
い
て
、
特
に
慎
重
な
る
考
慮
が

経
済
社
会
の
全
体
的
見
地
か
ら
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
礦
鉱
山
労
働
者
の
失
業
は
、
労
働

の
性
格
、
地
理
的
環
境
等
よ
り
、
配
置
転
換
等
の
対
策
も
極
め
て
困
難
な
る
が
故
に
、
そ
の
失
業
発
生

に
対
し
て
は
萬
全
の
対
策
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
生
産
政
策
的
対
策
に
よ
る
雇
用
の
維
持
増
大
は
、
結
局
資
本
投
資
の
拡
大
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
こ
の
た
め
に
財
源
の
確
保
、
特
に
長
期
設
備
資
金
融
資
の
積
極
的
方
策
が
、
現
下
の
経
済

安
定
政
策
と
併
行
し
て
確
立
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
経
済
再
建
過
程
に
お
け
る
わ
が
国
現
下
の
失
業
対
策
は
、
社
会
政
策
的
対
策
以
上

に
生
産
政
策
的
対
策
が
重
要
で
あ
っ
て
、
生
産
政
策
的
な
基
調
は
失
業
対
策
の
全
面
に
滲
透
し
、
且
つ

そ
れ
が
経
済
対
策
と
と
も
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
が
特
に
肝
要
で
あ
る
。

生
産
政
策
的
対
策
に
よ
っ
て
も
、
な
お
解
決
し
得
な
い
失
業
に
対
し
て
は
、
公
共
事
業
、
失
業
保
険
、

そ
の
他
の
社
会
政
策
的
対
策
に
よ
っ
て
萬
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。
失
業
者
救
済
の
た
め
の
公
共
事
業

は
、
生
産
財
に
対
す
る
有
効
需
要
の
喚
起
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
積
極
的
な
失
業
打
開
の
効
果
を
発
揮
せ

し
め
る
と
共
に
礦
鉱
山
労
働
者
の
失
業
の
如
き
、
困
難
な
性
質
を
も
つ
失
業
に
対
し
て
は
、
特
に
直
接

的
な
連
繋
を
も
っ
て
、
そ
の
吸
収
に
十
分
な
配
慮
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
現
在
の
失
業
累
積
、
労
働
需
給
関
係
の
内
容
に
お
い
て
、
一
般
に
失
業
の
増
大
は
、
不
熟
練
労

働
者
、
無
技
能
職
員
層
に
多
く
、
熟
練
技
能
者
は
寧
ろ
不
足
の
傾
向
さ
え
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
見
て
職
業

補
導
、
技
能
養
成
等
を
通
じ
て
、
こ
れ
が
質
的
均
衡
調
整
を
は
か
る
こ
と
は
、
重
要
な
失
業
緩
和
対
策

と
な
り
得
る
。

さ
ら
に
根
本
的
な
問
題
と
し
て
、
わ
が
国
失
業
問
題
は
窮
極
に
お
い
て
人
口
、
食
糧
問
題
に
帰
結
し
、

こ
れ
が
解
決
な
く
し
て
到
底
完
全
な
解
決
を
期
し
得
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
わ

が
国
人
口
食
糧
間
題
の
国
際
的
解
決
に
同
情
あ
る
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
絶
え
ず
あ
ら
ゆ
る
努
力
の
払

わ
れ
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

第
一
、
経

済

産

業

対

策
（
編
注
：
中
略
）

第
二
、
社

会

政

策

的

対

策

一
、
公
共
事
業
に
よ
る
失
業
者
吸
収

事
業
の
選
定
は
能
う
限
り
生
産
財
の
有
効
需
要
を
促
進
し
、
又
事
業
そ
れ
自
体
直
接
生
産
的
効
果
あ

る
事
業
を
優
先
せ
し
む
べ
き
で
あ
る
が
、
特
に
治
山
、
治
水
、
港
湾
、
農
地
の
改
良
開
拓
、
道
路
、

住
宅
建
設
並
に
都
市
建
築
物
の
不
燃
化
の
事
業
に
は
重
点
を
置
き
且
つ
失
業
発
生
に
対
す
る
地
域
的

考
慮
を
払
う
こ
と
。
特
に
住
宅
建
設
に
対
し
て
は
雇
用
の
配
置
転
換
の
面
よ
り
十
分
配
慮
せ
ら
る
べ

き
こ
と
。

な
お
こ
れ
が
実
施
運
営
に
つ
い
て
民
間
労
資
代
表
を
加
え
た
公
共
事
業
対
策
審
議
会
の
如
き
機
関

を
設
け
計
画
、
運
営
に
関
与
せ
し
め
る
こ
と
。

な
お
公
共
事
業
へ
の
失
業
者
吸
収
に
対
し
て
は
、
就
業
者
の
生
活
安
心
感
、
作
業
能
率
の
向
上
、

将
来
の
生
活
再
建
等
に
対
し
て
十
分
の
考
慮
を
払
う
こ
と
。

二
、
一
般
失
業
者
の
就
職
補
導

⑴

現
在
の
公
営
職
業
補
導
施
設
を
拡
充
改
善
し
、
そ
の
運
営
を
一
層
民
主
的
能
率
的
な
ら
し
め
る

た
め
、
そ
の
運
営
に
つ
き
民
間
適
任
者
を
加
え
た
審
議
会
を
し
て
運
営
方
法
、
補
導
種
目
の
選
定

等
に
与
ら
し
め
、
努
め
て
産
業
界
の
要
求
実
情
に
副
わ
し
め
る
こ
と
。
な
お
民
間
に
適
任
者
あ
る

場
合
委
託
経
営
の
方
法
を
も
採
用
し
、
そ
の
監
督
制
度
を
考
慮
す
る
こ
と
。

⑵

労
働
要
具
貸
付
機
関
の
設
置

労
働
用
具
さ
え
あ
れ
ば
、
独
立
職
業
の
開
拓
見
込
あ
る
も
の
に
対
し
て
、
労
働
用
具
を
低
料
貸
付

す
る
機
関
を
公
共
団
体
そ
の
他
に
よ
り
各
所
に
設
置
す
る
こ
と
。

な
お
こ
れ
が
実
施
に
つ
い
て
は
低
利
資
金
の
融
資
に
つ
い
て
特
別
の
施
策
配
慮
を
行
う
こ
と
。

⑶

一
般
失
業
者
を
配
給
業
務
、
サ
ー
ビ
ス
労
務
に
吸
引
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
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効
需
要
の
減
退
に
よ
る
デ
フ
レ
的
傾
向
に
よ
っ
て
益
々
深
刻
化
し
つ
つ
あ
る
。
も
と
よ
り
経
済
の
整
理

合
理
化
は
、
こ
の
際
積
極
的
、
徹
底
的
に
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
今
日
わ
れ
わ
れ
の
行

う
べ
き
企
業
合
理
化
は
、
劣
悪
な
技
術
、
老
朽
損
耗
の
設
備
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
、
人
員
縮
減
の
み

を
重
視
す
る
が
如
き
も
の
で
は
な
く
、
先
ず
資
本
設
備
の
改
善
更
新
を
は
か
つ
て
、
眞
に
將
来
の
自
立

復
興
に
備
え
る
積
極
的
な
合
理
化
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
輸
出
の
振
興
と
共
に
雇
用
の
増
大

は
期
せ
ら
れ
、
ま
た
技
術
高
度
化
の
過
程
に
お
け
る
生
産
財
有
効
需
要
の
喚
起
を
通
じ
て
も
雇
用
機
会

の
拡
大
が
齎
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

更
に
企
業
経
営
者
は
、
企
業
の
合
理
化
を
遂
行
す
る
責
務
と
共
に
、
失
業
を
生
産
的
に
解
決
す
る
社

会
的
責
任
を
こ
の
際
強
く
自
覚
す
る
が
故
に
、
進
ん
で
生
産
的
失
業
対
策
を
推
進
す
る
担
い
手
と
な
り
、

新
職
場
の
発
見
、
雇
用
機
会
の
拡
大
に
最
善
の
努
力
を
傾
注
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
下
の
失
業
増
勢
が
、
内
外
有
効
需
要
の
減
退
に
よ
る
不
況
化
現
象
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で

あ
る
点
に
鑑
み
て
、
経
済
対
策
の
面
か
ら
デ
フ
レ
打
開
の
対
策
が
一
日
も
早
く
有
効
に
講
ぜ
ら
れ
る
こ

と
は
極
め
て
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
公
共
事
業
投
資
よ
り
も
よ
り
直
接
的
に
輸
出
の
拡
大
を
中

核
と
す
る
生
産
的
産
業
投
資
に
よ
っ
て
失
業
者
を
吸
収
し
、
ま
た
消
費
財
に
対
す
る
購
買
力
を
直
接
に

喚
起
す
る
方
法
で
な
く
、
生
産
財
に
対
す
る
有
効
需
要
の
喚
起
を
通
じ
て
失
業
を
打
開
す
る
生
産
的
方

法
が
採
用
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

当
面
の
問
題
で
あ
る
統
制
の
廃
止
、
補
給
金
の
撤
廃
は
富
然
の
方
向
で
は
あ
る
が
石
炭
の
統
制
廃
止
、

鉄
鋼
、
銅
等
の
補
給
金
の
急
激
な
削
減
撤
廃
が
、
今
後
の
失
業
問
題
の
一
段
の
悪
化
を
予
想
せ
し
め
て

い
る
事
態
に
対
し
て
は
、
当
面
再
雇
用
が
極
め
て
困
難
の
状
況
下
に
お
い
て
、
特
に
慎
重
な
る
考
慮
が

経
済
社
会
の
全
体
的
見
地
か
ら
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
礦
鉱
山
労
働
者
の
失
業
は
、
労
働

の
性
格
、
地
理
的
環
境
等
よ
り
、
配
置
転
換
等
の
対
策
も
極
め
て
困
難
な
る
が
故
に
、
そ
の
失
業
発
生

に
対
し
て
は
萬
全
の
対
策
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
生
産
政
策
的
対
策
に
よ
る
雇
用
の
維
持
増
大
は
、
結
局
資
本
投
資
の
拡
大
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
こ
の
た
め
に
財
源
の
確
保
、
特
に
長
期
設
備
資
金
融
資
の
積
極
的
方
策
が
、
現
下
の
経
済

安
定
政
策
と
併
行
し
て
確
立
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
経
済
再
建
過
程
に
お
け
る
わ
が
国
現
下
の
失
業
対
策
は
、
社
会
政
策
的
対
策
以
上

に
生
産
政
策
的
対
策
が
重
要
で
あ
っ
て
、
生
産
政
策
的
な
基
調
は
失
業
対
策
の
全
面
に
滲
透
し
、
且
つ

そ
れ
が
経
済
対
策
と
と
も
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
が
特
に
肝
要
で
あ
る
。

生
産
政
策
的
対
策
に
よ
っ
て
も
、
な
お
解
決
し
得
な
い
失
業
に
対
し
て
は
、
公
共
事
業
、
失
業
保
険
、

そ
の
他
の
社
会
政
策
的
対
策
に
よ
っ
て
萬
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。
失
業
者
救
済
の
た
め
の
公
共
事
業

は
、
生
産
財
に
対
す
る
有
効
需
要
の
喚
起
を
通
じ
て
、
さ
ら
に
積
極
的
な
失
業
打
開
の
効
果
を
発
揮
せ

し
め
る
と
共
に
礦
鉱
山
労
働
者
の
失
業
の
如
き
、
困
難
な
性
質
を
も
つ
失
業
に
対
し
て
は
、
特
に
直
接

的
な
連
繋
を
も
っ
て
、
そ
の
吸
収
に
十
分
な
配
慮
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
現
在
の
失
業
累
積
、
労
働
需
給
関
係
の
内
容
に
お
い
て
、
一
般
に
失
業
の
増
大
は
、
不
熟
練
労

働
者
、
無
技
能
職
員
層
に
多
く
、
熟
練
技
能
者
は
寧
ろ
不
足
の
傾
向
さ
え
あ
る
と
こ
ろ
よ
り
見
て
職
業

補
導
、
技
能
養
成
等
を
通
じ
て
、
こ
れ
が
質
的
均
衡
調
整
を
は
か
る
こ
と
は
、
重
要
な
失
業
緩
和
対
策

と
な
り
得
る
。

さ
ら
に
根
本
的
な
問
題
と
し
て
、
わ
が
国
失
業
問
題
は
窮
極
に
お
い
て
人
口
、
食
糧
問
題
に
帰
結
し
、

こ
れ
が
解
決
な
く
し
て
到
底
完
全
な
解
決
を
期
し
得
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
わ

が
国
人
口
食
糧
間
題
の
国
際
的
解
決
に
同
情
あ
る
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
絶
え
ず
あ
ら
ゆ
る
努
力
の
払

わ
れ
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

第
一
、
経

済

産

業

対

策
（
編
注
：
中
略
）

第
二
、
社

会

政

策

的

対

策

一
、
公
共
事
業
に
よ
る
失
業
者
吸
収

事
業
の
選
定
は
能
う
限
り
生
産
財
の
有
効
需
要
を
促
進
し
、
又
事
業
そ
れ
自
体
直
接
生
産
的
効
果
あ

る
事
業
を
優
先
せ
し
む
べ
き
で
あ
る
が
、
特
に
治
山
、
治
水
、
港
湾
、
農
地
の
改
良
開
拓
、
道
路
、

住
宅
建
設
並
に
都
市
建
築
物
の
不
燃
化
の
事
業
に
は
重
点
を
置
き
且
つ
失
業
発
生
に
対
す
る
地
域
的

考
慮
を
払
う
こ
と
。
特
に
住
宅
建
設
に
対
し
て
は
雇
用
の
配
置
転
換
の
面
よ
り
十
分
配
慮
せ
ら
る
べ

き
こ
と
。

な
お
こ
れ
が
実
施
運
営
に
つ
い
て
民
間
労
資
代
表
を
加
え
た
公
共
事
業
対
策
審
議
会
の
如
き
機
関

を
設
け
計
画
、
運
営
に
関
与
せ
し
め
る
こ
と
。

な
お
公
共
事
業
へ
の
失
業
者
吸
収
に
対
し
て
は
、
就
業
者
の
生
活
安
心
感
、
作
業
能
率
の
向
上
、

将
来
の
生
活
再
建
等
に
対
し
て
十
分
の
考
慮
を
払
う
こ
と
。

二
、
一
般
失
業
者
の
就
職
補
導

⑴

現
在
の
公
営
職
業
補
導
施
設
を
拡
充
改
善
し
、
そ
の
運
営
を
一
層
民
主
的
能
率
的
な
ら
し
め
る

た
め
、
そ
の
運
営
に
つ
き
民
間
適
任
者
を
加
え
た
審
議
会
を
し
て
運
営
方
法
、
補
導
種
目
の
選
定

等
に
与
ら
し
め
、
努
め
て
産
業
界
の
要
求
実
情
に
副
わ
し
め
る
こ
と
。
な
お
民
間
に
適
任
者
あ
る

場
合
委
託
経
営
の
方
法
を
も
採
用
し
、
そ
の
監
督
制
度
を
考
慮
す
る
こ
と
。

⑵

労
働
要
具
貸
付
機
関
の
設
置

労
働
用
具
さ
え
あ
れ
ば
、
独
立
職
業
の
開
拓
見
込
あ
る
も
の
に
対
し
て
、
労
働
用
具
を
低
料
貸
付

す
る
機
関
を
公
共
団
体
そ
の
他
に
よ
り
各
所
に
設
置
す
る
こ
と
。

な
お
こ
れ
が
実
施
に
つ
い
て
は
低
利
資
金
の
融
資
に
つ
い
て
特
別
の
施
策
配
慮
を
行
う
こ
と
。

⑶

一
般
失
業
者
を
配
給
業
務
、
サ
ー
ビ
ス
労
務
に
吸
引
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
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⑷

知
識
層
の
配
置
転
換
、
雇
用
促
進
に
つ
い
て
特
別
の
技
能
養
成
、
就
職
斡
旋
の
措
置
を
講
ず
る

こ
と
。
（
例
え
ば
通
訳
、
労
務
管
理
、
能
率
管
理
、
経
理
、
統
計
の
技
能
者
養
成
並
に
就
職
斡
旋

等
）

三
、
失
業
保
険
制
度
及
び
生
活
保
護
法
の
取
扱
改
善

潜
在
失
業
者
の
顕
在
化
を
進
め
国
民
経
済
の
合
理
化
と
失
業
対
策
の
徹
底
を
期
す
る
た
め
、
失
業
保

険
並
に
生
活
保
護
法
の
利
用
向
上
を
図
る
こ
と
。
こ
の
た
め
両
制
度
の
給
付
率
（
額
）
、
取
扱
手
続
、

窓
口
業
務
に
つ
い
て
一
層
の
改
善
を
加
え
る
こ
と
。

財
源
に
若
し
不
足
を
生
ず
る
場
合
は
特
別
金
融
措
置
の
準
備
を
も
つ
こ
と
。

第
三
、
移

民

対

策(

編
注
：
以
下
略)

『
意
見
』

昭
和
二
五
年
二
月
一
日

〔
二
─
三
六
〕
職
業
安
定
局

職職
業業
補補
導導
事事
業業
のの
拡拡
充充

現
在
の
社
会
、
経
済
情
勢
は
、
職
業
安
定
の
面
よ
り
も
、
又
産
業
界
の
面
よ
り
も
、
職
業
補
導
事
業

の
強
力
な
推
進
が
要
望
せ
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
昭
和
二
十
五
年
度
に
お
い
て
は
こ
れ
が
形
式
的
に

に
も
、
実
質
的
に
も
一
応
完
備
の
域
に
ま
で
到
達
せ
し
む
べ
き
重
大
な
使
命
が
果
せ
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
そ
の
量
的
、
質
的
拡
充
を
図
る
前
提
に
は
、
実
施
中
の
補
導
所
に
つ
い
て
、
各
般
に
亘
る
検
討

を
加
え
、
非
効
率
的
な
も
の
は
、
こ
れ
を
廃
止
、
又
は
統
合
等
の
措
置
を
講
じ
、
そ
の
整
理
の
上
に
、

新
ら
し
い
構
想
を
以
っ
て
、
充
実
し
た
も
の
を
打
樹
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
在
、
一
般
補
導
所
は
、
三
〇
四
個
所
、
そ
の
外
身
体
障
害
者
補
導
所
、
五
個
所
、
計
三
〇
九
個
所
、

そ
の
補
導
定
員
は
、
年
間
を
通
じ
て
約
三
五
、
〇
〇
〇
人
で
あ
る
が
、
補
導
の
必
要
性
が
倍
加
さ
れ
、

且
つ
、
産
業
界
の
要
請
に
応
じ
、
一
般
的
に
補
導
期
間
が
延
長
さ
れ
た
結
果
こ
の
定
員
に
て
は
到
底
労

働
市
場
の
要
求
を
充
た
し
得
な
い
現
状
に
あ
る
。
特
に
輸
出
産
業
を
中
心
と
す
る
産
業
界
の
要
求
す
る

新
た
な
技
能
者
の
確
保
、
又
国
際
通
商
に
直
結
す
る
結
果
、
商
品
の
品
質
の
向
上
を
図
る
た
め
優
秀
な

技
能
者
を
養
成
す
る
必
要
上
、
補
導
所
の
内
容
を
急
速
に
充
実
す
る
こ
と
が
要
望
せ
ら
れ
る
。

昭
和
二
十
五
年
度
に
お
い
て
は
、
新
設
三
五
個
所
、
臨
時
費
（
施
設
設
備
費
）
六
、
八
〇
〇
万
円
を

も
っ
て
、
最
少
限
度
の
拡
充
を
図
ら
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
て
、
補
導
所
の
新
設
は
数
種
目
を
も
っ
て
、
構
成
す
る
綜
合
補
導
所
を
設
置
す
る
こ
と
を
原

則
と
し
て
、
単
一
補
導
所
の
設
置
は
必
要
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
に
限
定
し
、
既
設
補
導
所
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
が
内
容
の
整
備
充
実
を
図
る
こ
と
と
し
、
特
に
施
設
設
備
の
改
善
充
実
に
努
め
ん
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

新
設
、
又
は
転
換
す
る
場
合
に
お
い
て
最
も
留
意
す
べ
き
こ
と
は
、
補
導
種
目
の
選
定
で
あ
る
。
職

業
補
導
本
来
の
目
的
よ
り
み
て
、
職
業
補
導
の
成
否
を
決
す
る
も
の
は
、
一
に
そ
の
補
導
種
目
が
、
労

働
市
場
に
お
け
る
産
業
界
の
要
請
に
適
合
し
て
い
る
か
、
否
か
に
よ
る
。
従
っ
て
こ
れ
が
選
定
に
あ
た

っ
て
、
労
働
市
場
の
現
状
を
適
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
将
来
え
の
透
徹
せ
る
判
断
が
必
要
で
あ
る
。

現
在
に
お
け
る
、
社
会
、
経
済
情
勢
よ
り
み
て
、
左
の
も
の
に
重
点
を
置
い
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
イ
）

輸
出
産
業
振
興
対
策
の
一
環
と
し
て
輸
出
産
業
に
必
要
な
技
能
者
を
養
成
補
充
す
る
た
め

の
補
導
種
目
、

（
ロ
）

知
識
層
労
働
者
の
配
置
転
換
を
促
進
す
る
た
め
、
統
計
、
経
理
関
係
を
中
心
と
す
る
事
務

的
補
導
種
目
、

（
ハ
）

未
亡
人
を
中
心
と
す
る
婦
人
の
就
業
を
促
進
す
る
た
め
の
補
導
種
目
、

（
ニ
）

地
方
特
殊
産
業
の
振
興
に
寄
与
す
る
補
導
種
目
、

な
お
、
現
在
全
国
的
に
み
て
、
過
多
と
考
え
ら
れ
る
建
築
、
木
工
、
洋
裁
に
つ
い
て
は
、
そ
の
補
導

対
象
、
入
所
率
、
就
職
状
況
等
を
勘
案
し
、
廃
止
、
又
は
補
導
種
目
の
転
換
を
図
る
。

一
、
綜
合
補
導
所
の
設
置

人
的
、
物
的
要
素
の
綜
合
的
、
効
率
的
活
用
を
図
る
た
め
、
特
に
交
通
の
便
利
な
都
市
に
、
既
設
の

補
導
所
を
母
体
と
し
て
、
三
種
目
以
上
一
種
目
補
導
定
員
三
〇
名
乃
至
五
〇
名
、
一
個
所
一
〇
〇
名
乃

至
三
〇
〇
名
位
の
綜
合
的
補
導
所
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
従
来
の
小
規
模
補
導
所
の
分
散
は
、
こ
れ

を
漸
次
排
し
て
行
く
考
え
で
あ
る
か
ら
、
各
都
道
府
県
に
お
い
て
は
か
か
る
方
針
に
則
り
、
中
央
、
左
、

右
の
三
地
域
に
綜
合
補
導
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

な
お
、
補
導
種
目
は
、
で
き
る
だ
け
相
関
連
す
る
も
の
を
選
定
し
、
労
働
市
場
の
推
移
に
応
じ
補
導

種
目
を
転
換
す
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
指
導
員
、
設
備
等
が
直
ち
に
転
用
さ
れ
る
よ
う
に
工
夫
す

る
こ
と
も
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。

二
、
簡
易
補
導
所
の
設
置

簡
易
補
導
所
の
設
置
は
．
昭
和
二
十
五
年
度
に
始
め
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
、
労
働
市
場
の
状

況
に
応
じ
て
機
動
的
に
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
或
る
場
所
か
ら
他
の
場
所
に
転
々
と
移
動
す
る

も
の
で
、
綜
合
補
導
所
の
間
隙
を
埋
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

補
導
種
目
は
、
そ
の
性
質
か
ら
、
主
と
し
て
簡
易
な
事
務
関
係
の
補
導
種
目
に
制
約
せ
ら
れ
る
。
従

つ
て
、
設
置
場
所
は
事
務
関
係
者
を
必
要
と
す
る
都
市
に
限
ら
れ
、
又
補
導
期
間
も
三
ヵ
月
乃
至
六
ヵ

月
と
し
て
、
そ
の
回
転
数
を
多
く
し
て
、
多
数
の
も
の
を
補
導
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

三
、
単
一
補
導
所
の
設
置

原
則
と
し
て
、
単
一
補
導
所
の
設
置
は
認
め
な
い
が
、
綜
合
補
導
所
の
設
置
が
困
難
で
、
な
お
労
働
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市
場
の
状
況
よ
り
み
て
、
そ
の
設
置
が
絶
対
必
要
と
な
る
場
合
に
限
り
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

四
、
既
設
補
導
所
の
整
備

補
導
所
の
設
置
は
、
都
市
中
心
主
義
と
し
て
い
る
の
で
、
地
方
特
殊
産
業
の
種
目
を
実
施
し
て
い
る

場
合
の
外
は
、
都
市
、
又
は
安
定
所
所
在
地
に
設
置
さ
れ
て
い
な
い
補
導
所
に
つ
い
て
は
、
漸
次
検
討

を
加
え
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
同
一
都
道
府
県
に
、
同
一
種
目
が
三
以
上
あ
る
場
合
は
、
で
き
る
だ
け

統
合
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
産
業
界
の
要
求
に
応
じ
て
、
充
実
し
た
補
導
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
当
然
施
設
設
備
の
充

実
が
前
提
要
件
で
あ
る
の
で
、
施
設
設
備
の
基
準
に
照
し
て
、
こ
れ
が
充
実
に
努
め
ん
と
す
る
。

『
時
報
』

昭
和
二
五
年
五
月
九
日

〔
二
─
三
七
〕
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
発
表

新新
労労
務務
管管
理理
にに
関関
すす
るる
見見
解解

終
戦
後
の
社
会
的
経
済
的
混
乱
と
労
働
組
合
運
勣
の
勃
興
、
さ
ら
に
諸
労
働
法
の
相
次
ぐ
制
定
等
の

諸
原
因
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
企
業
に
お
け
る
労
務
管
理
が
過
去
三
、
四
年
に
亘
る
長
い
混
迷
時
代
を
経

過
し
た
こ
と
は
、
洵
に
己
む
を
得
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
諸
事
情
も
昨
年
来
の
財
政
経

済
の
デ
イ
ス
・
イ
ン
フ
レ
政
策
・
組
合
運
動
に
お
け
る
極
左
偏
向
の
是
正
、
労
組
法
の
改
正
等
に
よ
っ

て
漸
次
正
常
化
安
定
化
の
方
向
を
辿
り
つ
ゝ
あ
る
と
同
時
に
、
企
業
自
体
と
し
て
も
労
働
組
合
運
動
の

嵐
の
前
に
と
も
す
れ
ば
混
乱
し
勝
ち
で
あ
っ
た
経
営
権
を
明
確
化
し
、
さ
ら
に
い
ま
や
国
内
の
み
な
ら

ず
、
国
際
的
な
自
由
競
争
の
も
と
に
、
急
速
に
経
営
の
健
全
化
合
理
化
を
達
成
す
べ
き
重
大
な
時
期
を

迎
え
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
企
業
は
、
新
情
勢
に
対
応
す
る
労
務
管
理
方
策
の
確
立
を
急
務
と
し
て
お
り
、
も
は
や
従

来
の
如
く
労
務
管
理
を
混
迷
の
ま
ゝ
に
放
置
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
現
段
階
に
お
い
て
、

要
請
せ
ら
れ
る
労
務
管
理
は
如
何
な
る
内
容
を
持
ち
如
何
に
実
施
さ
れ
る
か
は
決
し
て
容
易
簡
単
な
問

題
で
は
い
。
蓋
し
す
で
に
民
主
的
労
働
関
係
の
基
本
原
則
が
闡
明
さ
れ
た
現
在
に
お
い
て
は
、
従
来
と

異
っ
た
基
盤
の
上
に
経
営
者
は
経
営
権
と
労
働
権
の
調
整
を
図
り
、
真
に
労
使
関
係
の
安
定
を
得
て
経

営
の
合
理
化
能
率
化
の
要
請
に
応
え
る
と
い
う
極
め
て
困
難
な
課
題
を
荷
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
問
題
を
一
々
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
余
り
に
広
汎
複
雑
に
過
ぎ
、
且
つ
業
種
業
態
の
相

違
に
よ
っ
て
一
律
に
採
上
げ
る
こ
と
も
当
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

右
の
如
き
観
点
よ
り
当
委
員
会
と
し
て
は
労
務
管
理
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
を
検
討
す
る
こ
と

を
方
針
と
し
、
課
題
の
対
象
を
重
点
的
に
採
り
上
げ
一
応
の
結
論
を
出
す
こ
と
ゝ
し
た
。

即
ち
後
述
労
務
管
理
の
「
基
本
方
針
」
に
従
っ
て
、
検
討
対
象
を
労
働
組
合
関
係
と
従
業
員
関
係
と

に
分
ち
主
と
し
て
左
記
項
目
に
限
定
し
た
。

（
一
）

労
働
組
合
関
係－

－

⑴
労
働
協
約
、
⑵
労
使
協
力
機
関

（
二
）

従
業
員
関
係－

－

⑴
非
組
合
員
、
⑵
職
階
制
度
、
⑶
従
業
員
の
教
育
訓
練
、
⑷
給
与
方
式

右
項
目
の
中
最
後
の
「
給
与
方
式
」
に
つ
い
て
は
、
昨
年
八
月
関
経
協
で
決
定
せ
る
「
企
業
合
理
化

に
伴
う
賃
金
制
度
と
能
率
給
」
と
題
す
る
意
見
に
よ
っ
て
一
応
の
結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
委

員
会
と
し
て
は
、
こ
れ
に
譲
る
こ
と
ゝ
し
、
そ
の
他
の
項
目
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
左
の
如
き
結
論

を
得
た
。

一
、
基

本

方

針

（
一
）

労
務
管
理
の
立
場
と
理
念

経
営
者
は
企
業
を
管
理
運
管
す
る
責
任
と
権
限
と
を
も
ち
資
本
の
所
有
者
に
よ
っ
て
こ
れ
を
信
託

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
そ
の
本
質
が
あ
る
。
従
っ
て
企
業
に
お
け
る
具
体
的
な
労
働
の
管
理
は
経
管
者

の
権
利
で
あ
り
義
務
で
あ
る
。

勿
論
企
業
経
営
は
そ
れ
自
体
社
会
的
存
在
と
し
て
多
く
の
制
約
を
う
け
、
殊
に
労
務
管
理
の
面
に

つ
い
て
は
、
労
働
条
件
の
最
低
限
界
と
労
働
者
の
団
結
権
及
び
団
体
行
動
権
が
法
に
よ
っ
て
保
障
さ

れ
て
い
る
現
在
で
は
、
経
営
権
の
行
使
に
つ
い
て
も
会
つ
て
の
如
く
労
働
関
係
を
一
方
的
に
決
定
す

る
自
由
は
制
限
を
う
け
て
い
る
が
、
経
営
責
任
が
経
営
者
に
帰
属
す
る
と
い
う
建
前
が
否
定
さ
れ
な

い
限
り
、
労
務
管
理
の
よ
っ
て
立
つ
基
盤
と
主
体
制
が
不
明
確
に
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
他
方
企
業
に
お
け
る
労
働
の
地
位
の
過
大
評
価
か
ら
労
務
管
理
は
経
管
者
と
労
働
組
合
と

の
共
同
管
理
な
り
と
す
る
見
方
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
根
底
に
お
い
て
所
謂
資
本
と
経
営
の
分
離
諭
に

た
ち
経
管
協
同
体
の
思
想
に
繋
る
も
の
で
あ
っ
て
、
到
底
わ
れ
わ
れ
の
立
場
と
相
容
れ
な
い
も
の
で

あ
る
。

し
か
し
労
働
は
そ
の
価
値
並
び
に
機
能
に
お
い
て
人
間
性
に
深
く
根
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
か
つ
経

営
の
重
要
な
る
構
成
要
素
で
あ
る
点
に
鑑
み
て
、
労
働
権
尊
重
す
る
と
共
に
労
働
の
役
割
を
正
当
に

マ

マ

評
価
し
、
進
ん
で
労
働
者
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

然
し
、
労
働
者
の
協
力
態
勢
を
得
ん
が
た
め
に
徒
ら
に
権
利
義
務
を
不
明
確
に
し
、
或
は
安
易
な

温
情
主
義
に
堕
す
る
こ
と
は
厳
に
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
労
務
管
理
は
労
使
の
権
利
義
務
関
係

を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
軸
心
と
し
て
労
働
の
近
代
化
合
理
化
能
率
化
を
図
る
と
共
に

相
互
の
信
頼
関
係
と
協
力
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
が
労
務
管
理
の
理
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

（
二
）
労
務
管
理
の
対
象
と
方
向

現
在
企
業
に
お
け
る
労
働
関
係
は
労
働
協
約
や
、
就
業
規
則
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
つ
ゝ
も
そ
の
根

幹
は
従
属
労
働
関
係
を
内
容
と
す
る
労
働
契
約
に
あ
る
。
従
っ
て
労
務
管
理
の
基
礎
は
労
使
間
の
権
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市
場
の
状
況
よ
り
み
て
、
そ
の
設
置
が
絶
対
必
要
と
な
る
場
合
に
限
り
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

四
、
既
設
補
導
所
の
整
備

補
導
所
の
設
置
は
、
都
市
中
心
主
義
と
し
て
い
る
の
で
、
地
方
特
殊
産
業
の
種
目
を
実
施
し
て
い
る

場
合
の
外
は
、
都
市
、
又
は
安
定
所
所
在
地
に
設
置
さ
れ
て
い
な
い
補
導
所
に
つ
い
て
は
、
漸
次
検
討

を
加
え
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
同
一
都
道
府
県
に
、
同
一
種
目
が
三
以
上
あ
る
場
合
は
、
で
き
る
だ
け

統
合
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

な
お
、
産
業
界
の
要
求
に
応
じ
て
、
充
実
し
た
補
導
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
当
然
施
設
設
備
の
充

実
が
前
提
要
件
で
あ
る
の
で
、
施
設
設
備
の
基
準
に
照
し
て
、
こ
れ
が
充
実
に
努
め
ん
と
す
る
。

『
時
報
』

昭
和
二
五
年
五
月
九
日

〔
二
─
三
七
〕
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
発
表

新新
労労
務務
管管
理理
にに
関関
すす
るる
見見
解解

終
戦
後
の
社
会
的
経
済
的
混
乱
と
労
働
組
合
運
勣
の
勃
興
、
さ
ら
に
諸
労
働
法
の
相
次
ぐ
制
定
等
の

諸
原
因
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
企
業
に
お
け
る
労
務
管
理
が
過
去
三
、
四
年
に
亘
る
長
い
混
迷
時
代
を
経

過
し
た
こ
と
は
、
洵
に
己
む
を
得
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
諸
事
情
も
昨
年
来
の
財
政
経

済
の
デ
イ
ス
・
イ
ン
フ
レ
政
策
・
組
合
運
動
に
お
け
る
極
左
偏
向
の
是
正
、
労
組
法
の
改
正
等
に
よ
っ

て
漸
次
正
常
化
安
定
化
の
方
向
を
辿
り
つ
ゝ
あ
る
と
同
時
に
、
企
業
自
体
と
し
て
も
労
働
組
合
運
動
の

嵐
の
前
に
と
も
す
れ
ば
混
乱
し
勝
ち
で
あ
っ
た
経
営
権
を
明
確
化
し
、
さ
ら
に
い
ま
や
国
内
の
み
な
ら

ず
、
国
際
的
な
自
由
競
争
の
も
と
に
、
急
速
に
経
営
の
健
全
化
合
理
化
を
達
成
す
べ
き
重
大
な
時
期
を

迎
え
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
企
業
は
、
新
情
勢
に
対
応
す
る
労
務
管
理
方
策
の
確
立
を
急
務
と
し
て
お
り
、
も
は
や
従

来
の
如
く
労
務
管
理
を
混
迷
の
ま
ゝ
に
放
置
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
現
段
階
に
お
い
て
、

要
請
せ
ら
れ
る
労
務
管
理
は
如
何
な
る
内
容
を
持
ち
如
何
に
実
施
さ
れ
る
か
は
決
し
て
容
易
簡
単
な
問

題
で
は
い
。
蓋
し
す
で
に
民
主
的
労
働
関
係
の
基
本
原
則
が
闡
明
さ
れ
た
現
在
に
お
い
て
は
、
従
来
と

異
っ
た
基
盤
の
上
に
経
営
者
は
経
営
権
と
労
働
権
の
調
整
を
図
り
、
真
に
労
使
関
係
の
安
定
を
得
て
経

営
の
合
理
化
能
率
化
の
要
請
に
応
え
る
と
い
う
極
め
て
困
難
な
課
題
を
荷
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
問
題
を
一
々
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
余
り
に
広
汎
複
雑
に
過
ぎ
、
且
つ
業
種
業
態
の
相

違
に
よ
っ
て
一
律
に
採
上
げ
る
こ
と
も
当
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

右
の
如
き
観
点
よ
り
当
委
員
会
と
し
て
は
労
務
管
理
に
対
す
る
基
本
的
な
考
え
方
を
検
討
す
る
こ
と

を
方
針
と
し
、
課
題
の
対
象
を
重
点
的
に
採
り
上
げ
一
応
の
結
論
を
出
す
こ
と
ゝ
し
た
。

即
ち
後
述
労
務
管
理
の
「
基
本
方
針
」
に
従
っ
て
、
検
討
対
象
を
労
働
組
合
関
係
と
従
業
員
関
係
と

に
分
ち
主
と
し
て
左
記
項
目
に
限
定
し
た
。

（
一
）

労
働
組
合
関
係－

－

⑴
労
働
協
約
、
⑵
労
使
協
力
機
関

（
二
）

従
業
員
関
係－

－

⑴
非
組
合
員
、
⑵
職
階
制
度
、
⑶
従
業
員
の
教
育
訓
練
、
⑷
給
与
方
式

右
項
目
の
中
最
後
の
「
給
与
方
式
」
に
つ
い
て
は
、
昨
年
八
月
関
経
協
で
決
定
せ
る
「
企
業
合
理
化

に
伴
う
賃
金
制
度
と
能
率
給
」
と
題
す
る
意
見
に
よ
っ
て
一
応
の
結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
本
委

員
会
と
し
て
は
、
こ
れ
に
譲
る
こ
と
ゝ
し
、
そ
の
他
の
項
目
に
つ
い
て
検
討
し
た
結
果
左
の
如
き
結
論

を
得
た
。

一
、
基

本

方

針

（
一
）

労
務
管
理
の
立
場
と
理
念

経
営
者
は
企
業
を
管
理
運
管
す
る
責
任
と
権
限
と
を
も
ち
資
本
の
所
有
者
に
よ
っ
て
こ
れ
を
信
託

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
そ
の
本
質
が
あ
る
。
従
っ
て
企
業
に
お
け
る
具
体
的
な
労
働
の
管
理
は
経
管
者

の
権
利
で
あ
り
義
務
で
あ
る
。

勿
論
企
業
経
営
は
そ
れ
自
体
社
会
的
存
在
と
し
て
多
く
の
制
約
を
う
け
、
殊
に
労
務
管
理
の
面
に

つ
い
て
は
、
労
働
条
件
の
最
低
限
界
と
労
働
者
の
団
結
権
及
び
団
体
行
動
権
が
法
に
よ
っ
て
保
障
さ

れ
て
い
る
現
在
で
は
、
経
営
権
の
行
使
に
つ
い
て
も
会
つ
て
の
如
く
労
働
関
係
を
一
方
的
に
決
定
す

る
自
由
は
制
限
を
う
け
て
い
る
が
、
経
営
責
任
が
経
営
者
に
帰
属
す
る
と
い
う
建
前
が
否
定
さ
れ
な

い
限
り
、
労
務
管
理
の
よ
っ
て
立
つ
基
盤
と
主
体
制
が
不
明
確
に
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
他
方
企
業
に
お
け
る
労
働
の
地
位
の
過
大
評
価
か
ら
労
務
管
理
は
経
管
者
と
労
働
組
合
と

の
共
同
管
理
な
り
と
す
る
見
方
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
根
底
に
お
い
て
所
謂
資
本
と
経
営
の
分
離
諭
に

た
ち
経
管
協
同
体
の
思
想
に
繋
る
も
の
で
あ
っ
て
、
到
底
わ
れ
わ
れ
の
立
場
と
相
容
れ
な
い
も
の
で

あ
る
。

し
か
し
労
働
は
そ
の
価
値
並
び
に
機
能
に
お
い
て
人
間
性
に
深
く
根
ざ
す
も
の
で
あ
り
、
か
つ
経

営
の
重
要
な
る
構
成
要
素
で
あ
る
点
に
鑑
み
て
、
労
働
権
尊
重
す
る
と
共
に
労
働
の
役
割
を
正
当
に

マ

マ

評
価
し
、
進
ん
で
労
働
者
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

然
し
、
労
働
者
の
協
力
態
勢
を
得
ん
が
た
め
に
徒
ら
に
権
利
義
務
を
不
明
確
に
し
、
或
は
安
易
な

温
情
主
義
に
堕
す
る
こ
と
は
厳
に
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
労
務
管
理
は
労
使
の
権
利
義
務
関
係

を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
軸
心
と
し
て
労
働
の
近
代
化
合
理
化
能
率
化
を
図
る
と
共
に

相
互
の
信
頼
関
係
と
協
力
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
が
労
務
管
理
の
理
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

（
二
）
労
務
管
理
の
対
象
と
方
向

現
在
企
業
に
お
け
る
労
働
関
係
は
労
働
協
約
や
、
就
業
規
則
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
つ
ゝ
も
そ
の
根

幹
は
従
属
労
働
関
係
を
内
容
と
す
る
労
働
契
約
に
あ
る
。
従
っ
て
労
務
管
理
の
基
礎
は
労
使
間
の
権
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利
義
務
関
係
に
お
か
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
対
象
は
当
然
従
業
員
と
し
て
の
労
働
者
で
あ
る
。
し
か

し
現
実
に
は
従
業
員
の
大
多
数
は
同
時
に
労
働
組
合
員
で
あ
る
か
ら
か
ゝ
る
組
織
的
集
団
関
係
を
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
よ
っ
て
労
務
管
理
の
対
象
は
（
一
）
対
労
働
組

合
関
係
、（
二
）
対
従
業
員
関
係
の
二
つ
の
分
野
に
分
け
て
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

右
の
二
つ
の
分
野
に
お
い
て
採
り
上
ぐ
べ
き
労
務
管
理
の
具
体
的
問
題
と
し
て
は
差
当
り
次
の
如

き
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。

⑴

対
労
働
組
合
関
係
に
お
い
て
は
労
働
協
約
は
労
働
組
合
の
統
轄
す
る
労
働
力
に
つ
き
労
働
組
合

と
使
用
者
と
の
間
で
取
引
条
件
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
他
面
労
務
管
理
上
の
準
縄
と
な

る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
労
務
管
理
の
建
前
か
ら
検
討
す
べ
き
重
要
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

⑵

対
従
業
員
関
係
に
お
い
て
は
労
働
協
約
、
就
業
規
則
並
び
に
労
働
契
約
に
基
い
て
企
業
経
営
の

組
織
的
統
一
体
の
中
に
織
り
込
ま
れ
る
具
体
的
な
労
働
の
態
様
が
中
心
課
題
と
た
る
。
従
っ
て
従

業
員
の
服
務
、
能
率
等
に
関
す
る
具
体
的
管
理
方
策
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
下
右
の
項
目
に
従
っ
て
順
次
わ
れ
わ
れ
の
見
解
を
述
べ
る
こ
と
ゝ
す
る
。

二
、
労
働
協
約
に
つ
い
て
（
編
注
：
中
略
）

三
、
労
使
協
力
機
関
に
つ
い
て
（
編
注
：
中
略
）

四
、
非
組
合
員
の
処
遇
に
つ
い
て
（
編
注
：
中
略
）

五
、
職
階
制
に
つ
い
て
（
編
注
：
中
略
）

六
、
従
業
員
の
教
育
訓
練
に
つ
い
て

従
業
員
の
教
育
訓
練
は
労
務
の
質
的
向
上
を
図
り
、
か
つ
日
常
の
業
務
が
円
滑
に
遂
行
さ
れ
る
よ
う

従
業
員
の
間
が
生
産
組
織
の
一
環
と
し
て
有
機
的
に
結
合
し
職
業
人
と
し
て
の
意
識
を
昂
め
る
こ
と
が

そ
の
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

従
業
員
の
教
育
訓
練
の
問
題
は
労
務
管
理
の
最
も
本
質
的
な
重
要
課
題
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
従
来

企
業
内
外
の
諸
原
因
に
よ
っ
て
労
働
組
合
の
組
合
員
教
育
の
み
が
盛
行
し
、
労
務
管
理
の
立
場
か
ら
は

軽
視
し
な
い
ま
で
も
こ
れ
を
顧
る
遑
な
き
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
組
合
運
動
の
行
過
ぎ
と
相
俟
っ

て
戦
時
戦
後
を
通
じ
著
し
く
低
下
を
来
し
た
従
業
員
の
技
能
素
質
は
、
い
ま
な
お
充
分
の
恢
復
を
み
る

ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
企
業
経
管
の
合
理
化
能
率
化
は
一
朝
一
夕
に
達
成
し
得
る
も
の
に
非

ず
、
む
し
ろ
従
業
員
の
教
育
訓
練
こ
そ
そ
の
基
礎
的
条
件
で
あ
っ
て
、
経
営
者
は
こ
の
面
に
対
し
い
ま

や
長
期
の
計
画
を
緊
急
に
樹
立
す
べ
き
時
期
で
あ
る
。

従
業
員
の
教
育
訓
練
（
以
下
教
育
と
総
称
す
る
）
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
の
見
解
を
述
べ
れ
ば
次
の
如

く
で
あ
る
。

（
一
）

従
業
員
教
育
の
分
野

従
業
員
は
勿
論
多
く
の
場
合
労
働
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
か
ら
、
組
合
が
独
自
の
立
場
で
行
う
組

合
員
教
育
は
組
合
の
自
主
的
措
置
に
任
せ
ら
れ
る
。
然
し
従
業
員
は
何
よ
り
職
業
人
で
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
こ
の
面
に
お
け
る
教
育
は
労
働
組
合
の
組
織
と
運
営
に
関
す
る
支
配
介
入
に
な
ら
ざ
る
限
り

す
べ
て
労
務
管
理
の
立
場
か
ら
採
り
上
げ
う
る
分
野
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

（
二
）

従
業
員
教
育
の
方
向

従
業
員
教
育
は
職
業
人
と
し
て
必
要
な
素
養
と
能
力
と
を
付
与
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
か
ら
、

一
般
的
に
は
技
術
教
育
と
教
養
教
育
の
二
つ
の
方
向
が
考
え
ら
れ
る
。
而
し
て
両
者
は
勿
論
有
機
的

に
統
括
さ
れ
て
初
め
て
教
育
の
実
を
あ
げ
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
機
械
的
に
分
離
し
軽
重
を

つ
け
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。

技
術
教
育
に
つ
い
て
は
、
自
由
競
争
の
下
に
置
か
れ
た
各
企
業
に
と
っ
て
従
来
の
低
下
し
た
技
術

水
準
の
引
上
げ
と
い
う
こ
と
が
現
在
最
も
緊
急
な
る
課
題
で
あ
り
、
特
に
荒
廃
に
帰
し
た
技
能
者
養

成
の
制
度
を
再
建
し
て
急
速
に
熟
練
工
の
確
保
を
期
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
面
に
お
い
て
は
労
使

関
係
を
離
れ
て
経
管
者
と
労
働
者
と
の
積
極
的
提
携
と
協
力
を
得
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
教
養
教
育
の
面
で
は
、
そ
の
重
要
性
に
も
拘
ら
ず
こ
れ
を
実
施
す
る
場
合
組
合
の
行
う
教

育
活
動
と
重
複
し
競
合
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

勿
論
経
営
者
の
教
育
は
独
自
の
立
場
と
公
正
な
観
点
か
ら
実
施
す
る
限
り
組
合
の
教
育
活
動
と
併

立
し
て
何
等
不
都
合
は
な
い
が
、
不
必
要
な
摩
擦
と
無
駄
な
時
間
や
経
費
を
除
く
意
味
に
お
い
て
一

応
組
合
の
行
う
教
育
と
の
調
整
を
図
り
、
必
要
に
応
じ
便
宜
の
供
与
そ
の
他
の
援
助
を
な
す
こ
と
を

妨
ぐ
る
も
の
で
は
な
い
。

な
お
教
養
教
育
を
企
業
内
で
行
う
に
は
種
々
の
困
難
が
伴
う
の
で
、
む
し
ろ
公
共
の
教
育
機
関
が

公
民
教
育
に
関
す
る
夜
間
教
育
を
特
設
す
る
等
適
当
な
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
な
ら
ば
企
業
の
得
る
便

宜
は
極
め
て
大
で
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
に
は
政
府
又
は
公
共
団
体
が
一
定
の
教
育
機
関
と
そ
の
地
域

の
各
事
業
場
と
が
共
同
し
て
協
力
態
制
を
確
立
す
る
等
適
切
な
方
針
を
と
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
三
）

従
業
員
教
育
の
当
面
の
課
題

従
業
員
教
育
の
一
般
的
方
向
は
以
上
の
如
く
で
あ
る
が
労
務
管
理
の
観
点
か
ら
当
面
の
緊
急
な
る

課
題
と
し
て
は
新
人
従
業
員
の
教
育
と
職
長
及
び
幹
部
教
育
の
問
題
を
採
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑴

新
人
従
業
員
の
教
育

新
人
従
業
員
は
、
職
員
工
員
た
る
を
問
わ
ず
企
業
内
の
事
情
、
仕
事
内
容
、
技
能
等
を
一
通
り

習
熟
す
る
ま
で
に
相
当
の
時
間
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
期
間
は
將
来
の
職
務
意
識
に
重
大
な
影
響

を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
新
人
従
業
員
に
対
し
て
は
事
業
に
つ
い
て
の
一
般
的
知
識
、
企
業
内
に

占
む
る
自
己
の
地
位
役
割
等
に
関
す
る
充
分
な
教
育
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
特
に

職
員
に
対
し
て
は
経
費
の
あ
ら
ゆ
る
部
門
に
つ
い
て
の
実
際
に
触
れ
し
め
、
事
業
の
総
括
的
知
識
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の
涵
養
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑵

職
長
及
び
幹
部
教
育

わ
が
国
企
業
に
お
け
る
職
長
の
地
位
は
い
ま
だ
充
分
明
確
に
さ
れ
な
い
嫌
い
が
あ
る
け
れ
ど

も
、
現
場
に
お
け
る
先
端
の
管
理
者
と
し
て
日
常
労
働
者
に
接
触
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
も

っ
て
い
る
。
即
ち
職
長
は
生
産
作
業
の
一
単
位
を
統
轄
す
る
立
場
に
お
い
て
、
生
産
技
術
の
面
の

み
な
ら
ず
人
事
管
理
の
面
に
お
い
て
も
普
通
工
員
よ
り
も
高
い
知
識
技
能
と
管
理
能
力
を
も
つ
こ

と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
近
職
長
教
育
の
問
題
が
一
般
に
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
が
、
現
段
階
に
お
い
て

は
企
業
の
近
代
化
合
理
化
を
達
成
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
ま
ず
職
長
の
職
務
権
限
を
明
確
に
す

る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
う
職
長
の
科
学
知
識
と
管
理
能
力
の
向
上
が
職
長
教
育

の
主
要
課
題
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

職
長
以
外
の
幹
部
教
育
に
つ
い
て
も
右
と
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
が
、
そ
の
重
点
は
勿
論
管
理

部
面
に
お
け
る
教
育
で
あ
り
広
く
内
外
の
政
治
経
済
知
識
を
接
取
し
識
見
を
高
め
、
企
業
の
中
堅

職
員
た
る
意
識
の
統
一
を
図
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

『
日
経
』

昭
和
二
五
年
五
月
九
日

〔
二
─
三
八
〕
失
業
対
策
審
議
会

答答
申申
第第
二二
号号
（
抄
）

本
審
譲
会
は
昨
年
九
月
九
日
、
諮
問
第
一
号
に
対
し
答
申
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
経
済
情
勢
の

推
移
に
よ
り
、
失
業
状
況
に
相
当
の
変
化
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
今
回
さ
ら
に
別
紙
の
通
り
答

申
す
る
。

な
お
本
審
議
会
は
、
現
下
失
業
問
題
の
重
要
性
に
鑑
み
、
さ
ら
に
一
段
と
審
議
会
の
機
能
を
強
化
拡
充

す
る
よ
う
適
切
な
る
措
置
を
講
ぜ
ら
れ
ん
こ
と
を
要
望
す
る
。

昭
和
二
十
五
年
五
月
九
日

失
業
対
策
審
議
会
々
長

藤
林
敬
三

内
閣
総
理
大
臣

吉
田

茂

殿

わ
が
国
の
経
洫
は
最
近
や
や
も
す
れ
ば
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
ヘ
の
転
化
の
危
険
を
包
蔵
し
つ
つ
あ
る
。

商
工
部
門
に
お
け
る
企
業
整
備
は
昨
年
七
、
八
月
を
頂
点
と
し
て
漸
次
減
少
の
傾
向
に
あ
る
が
、
未
だ

雇
用
量
の
増
加
を
み
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
殊
に
中
小
企
業
に
お
い
て
は
昨
年
末
頃
よ
り
資
金
の
行
詰

り
、
購
買
力
の
減
退
等
に
基
ず
き
、
最
近
特
に
経
営
困
難
を
訴
え
る
も
の
が
続
出
し
、
そ
の
状
況
は
極

め
て
深
刻
な
も
の
が
あ
る
。
他
面
農
業
部
門
に
お
い
て
は
世
界
的
食
糧
事
情
の
好
転
に
伴
い
、
農
業
物

価
格
は
漸
落
の
一
途
を
辿
り
、
農
村
の
不
況
も
亦
覆
い
難
い
。
さ
ら
に
貿
易
部
門
に
お
い
て
は
世
界
的

ド
ル
不
足
、
ポ
ン
ド
切
下
げ
、
中
国
そ
の
他
東
亜
諸
国
の
政
情
不
安
等
に
よ
り
、
輸
出
入
共
伸
び
悩
み

の
状
況
に
あ
る
。

右
の
如
き
経
済
情
勢
の
下
に
お
け
る
雇
用
状
況
は
、
一
方
企
業
整
備
に
よ
る
退
職
者
の
再
就
職
は
勿

論
、
新
規
学
校
卒
業
者
の
就
職
も
極
め
て
困
難
な
ら
し
め
て
お
り
、
し
か
も
他
方
農
業
部
門
の
労
働
力

の
吸
収
も
既
に
限
界
を
超
え
、
政
府
の
諸
般
の
対
策
の
実
施
推
進
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昨
年
本
審
議
会

が
答
申
し
た
当
時
と
比
岐
し
、
事
態
は
更
に
悪
化
し
、
今
や
失
業
問
題
は
一
層
重
大
な
段
階
に
達
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

思
う
に
失
業
問
題
の
解
決
は
産
業
の
振
興
に
よ
り
雇
用
量
の
増
大
を
図
る
こ
と
を
以
て
そ
の
根
幹
と

す
る
が
、
わ
が
国
現
在
の
経
済
情
勢
は
同
時
に
ま
た
当
面
の
応
急
施
策
を
も
緊
要
の
も
の
た
ら
し
め
て

い
る
。

政
府
は
以
上
の
諸
情
勢
に
鑑
み
、
概
ね
左
記
に
依
り
急
速
且
つ
強
力
に
施
策
を
実
施
し
、
極
力
失
業

者
の
保
護
及
び
救
済
に
つ
き
万
遺
憾
な
き
よ
う
努
め
る
と
共
に
、
雇
用
量
の
増
大
の
た
め
の
産
業
経
済

施
策
に
対
し
て
も
亦
特
段
の
配
慮
を
加
え
ら
れ
た
い
。

記

第
一

日
雇
労
働
者
の
就
労
確
保
と
そ
の
保
護
（
略
）

第
二

産
業
の
振
興
に
よ
る
雇
用
量
の
増
大
（
略
）

第
三

失
業
保
険
制
度
の
改
正
（
略
）

第
四

そ
の
他
（
略
）

『
年
鑑
』

昭
和
二
六
年
一
月
三
一
日

〔
二
─
三
九
〕
日
本
商
工
会
議
所

職職
業業
教教
育育
法法
のの
制制
定定
方方
要要
望望

日
本
の
再
建
は
産
業
貿
易
の
振
興
に
俟
つ
こ
と
が
極
め
て
大
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
そ
の
基
盤
を
培

う
職
業
教
育
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
今
更
多
言
を
要
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

然
る
に
先
般
実
施
せ
ら
れ
た
新
教
育
制
度
は
国
民
に
対
し
て
教
育
の
機
会
均
等
を
約
す
る
と
共
に
一

般
教
養
を
高
め
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
た
こ
と
は
我
々
の
洵
に
多
と
す
る
所
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

反
面
に
お
い
て
普
通
教
育
に
重
点
が
置
か
れ
て
最
も
必
要
な
る
べ
き
職
業
教
育
が
却
っ
て
弱
体
化
せ
ら

れ
た
こ
と
は
我
々
の
洵
に
遺
憾
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

即
ち
六
・
三
制
に
よ
る
新
制
中
学
校
に
お
い
て
は
所
謂
普
通
教
育
が
中
心
で
あ
っ
て
職
業
教
育
と
し
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の
涵
養
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑵

職
長
及
び
幹
部
教
育

わ
が
国
企
業
に
お
け
る
職
長
の
地
位
は
い
ま
だ
充
分
明
確
に
さ
れ
な
い
嫌
い
が
あ
る
け
れ
ど

も
、
現
場
に
お
け
る
先
端
の
管
理
者
と
し
て
日
常
労
働
者
に
接
触
す
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を
も

っ
て
い
る
。
即
ち
職
長
は
生
産
作
業
の
一
単
位
を
統
轄
す
る
立
場
に
お
い
て
、
生
産
技
術
の
面
の

み
な
ら
ず
人
事
管
理
の
面
に
お
い
て
も
普
通
工
員
よ
り
も
高
い
知
識
技
能
と
管
理
能
力
を
も
つ
こ

と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

最
近
職
長
教
育
の
問
題
が
一
般
に
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
が
、
現
段
階
に
お
い
て

は
企
業
の
近
代
化
合
理
化
を
達
成
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
ま
ず
職
長
の
職
務
権
限
を
明
確
に
す

る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
う
職
長
の
科
学
知
識
と
管
理
能
力
の
向
上
が
職
長
教
育

の
主
要
課
題
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

職
長
以
外
の
幹
部
教
育
に
つ
い
て
も
右
と
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
が
、
そ
の
重
点
は
勿
論
管
理

部
面
に
お
け
る
教
育
で
あ
り
広
く
内
外
の
政
治
経
済
知
識
を
接
取
し
識
見
を
高
め
、
企
業
の
中
堅

職
員
た
る
意
識
の
統
一
を
図
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

『
日
経
』

昭
和
二
五
年
五
月
九
日

〔
二
─
三
八
〕
失
業
対
策
審
議
会

答答
申申
第第
二二
号号
（
抄
）

本
審
譲
会
は
昨
年
九
月
九
日
、
諮
問
第
一
号
に
対
し
答
申
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
経
済
情
勢
の

推
移
に
よ
り
、
失
業
状
況
に
相
当
の
変
化
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
今
回
さ
ら
に
別
紙
の
通
り
答

申
す
る
。

な
お
本
審
議
会
は
、
現
下
失
業
問
題
の
重
要
性
に
鑑
み
、
さ
ら
に
一
段
と
審
議
会
の
機
能
を
強
化
拡
充

す
る
よ
う
適
切
な
る
措
置
を
講
ぜ
ら
れ
ん
こ
と
を
要
望
す
る
。

昭
和
二
十
五
年
五
月
九
日

失
業
対
策
審
議
会
々
長

藤
林
敬
三

内
閣
総
理
大
臣

吉
田

茂

殿

わ
が
国
の
経
洫
は
最
近
や
や
も
す
れ
ば
デ
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
ヘ
の
転
化
の
危
険
を
包
蔵
し
つ
つ
あ
る
。

商
工
部
門
に
お
け
る
企
業
整
備
は
昨
年
七
、
八
月
を
頂
点
と
し
て
漸
次
減
少
の
傾
向
に
あ
る
が
、
未
だ

雇
用
量
の
増
加
を
み
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
殊
に
中
小
企
業
に
お
い
て
は
昨
年
末
頃
よ
り
資
金
の
行
詰

り
、
購
買
力
の
減
退
等
に
基
ず
き
、
最
近
特
に
経
営
困
難
を
訴
え
る
も
の
が
続
出
し
、
そ
の
状
況
は
極

め
て
深
刻
な
も
の
が
あ
る
。
他
面
農
業
部
門
に
お
い
て
は
世
界
的
食
糧
事
情
の
好
転
に
伴
い
、
農
業
物

価
格
は
漸
落
の
一
途
を
辿
り
、
農
村
の
不
況
も
亦
覆
い
難
い
。
さ
ら
に
貿
易
部
門
に
お
い
て
は
世
界
的

ド
ル
不
足
、
ポ
ン
ド
切
下
げ
、
中
国
そ
の
他
東
亜
諸
国
の
政
情
不
安
等
に
よ
り
、
輸
出
入
共
伸
び
悩
み

の
状
況
に
あ
る
。

右
の
如
き
経
済
情
勢
の
下
に
お
け
る
雇
用
状
況
は
、
一
方
企
業
整
備
に
よ
る
退
職
者
の
再
就
職
は
勿

論
、
新
規
学
校
卒
業
者
の
就
職
も
極
め
て
困
難
な
ら
し
め
て
お
り
、
し
か
も
他
方
農
業
部
門
の
労
働
力

の
吸
収
も
既
に
限
界
を
超
え
、
政
府
の
諸
般
の
対
策
の
実
施
推
進
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
昨
年
本
審
議
会

が
答
申
し
た
当
時
と
比
岐
し
、
事
態
は
更
に
悪
化
し
、
今
や
失
業
問
題
は
一
層
重
大
な
段
階
に
達
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

思
う
に
失
業
問
題
の
解
決
は
産
業
の
振
興
に
よ
り
雇
用
量
の
増
大
を
図
る
こ
と
を
以
て
そ
の
根
幹
と

す
る
が
、
わ
が
国
現
在
の
経
済
情
勢
は
同
時
に
ま
た
当
面
の
応
急
施
策
を
も
緊
要
の
も
の
た
ら
し
め
て

い
る
。

政
府
は
以
上
の
諸
情
勢
に
鑑
み
、
概
ね
左
記
に
依
り
急
速
且
つ
強
力
に
施
策
を
実
施
し
、
極
力
失
業

者
の
保
護
及
び
救
済
に
つ
き
万
遺
憾
な
き
よ
う
努
め
る
と
共
に
、
雇
用
量
の
増
大
の
た
め
の
産
業
経
済

施
策
に
対
し
て
も
亦
特
段
の
配
慮
を
加
え
ら
れ
た
い
。

記

第
一

日
雇
労
働
者
の
就
労
確
保
と
そ
の
保
護
（
略
）

第
二

産
業
の
振
興
に
よ
る
雇
用
量
の
増
大
（
略
）

第
三

失
業
保
険
制
度
の
改
正
（
略
）

第
四

そ
の
他
（
略
）

『
年
鑑
』

昭
和
二
六
年
一
月
三
一
日

〔
二
─
三
九
〕
日
本
商
工
会
議
所

職職
業業
教教
育育
法法
のの
制制
定定
方方
要要
望望

日
本
の
再
建
は
産
業
貿
易
の
振
興
に
俟
つ
こ
と
が
極
め
て
大
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
そ
の
基
盤
を
培

う
職
業
教
育
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
今
更
多
言
を
要
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

然
る
に
先
般
実
施
せ
ら
れ
た
新
教
育
制
度
は
国
民
に
対
し
て
教
育
の
機
会
均
等
を
約
す
る
と
共
に
一

般
教
養
を
高
め
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
た
こ
と
は
我
々
の
洵
に
多
と
す
る
所
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

反
面
に
お
い
て
普
通
教
育
に
重
点
が
置
か
れ
て
最
も
必
要
な
る
べ
き
職
業
教
育
が
却
っ
て
弱
体
化
せ
ら

れ
た
こ
と
は
我
々
の
洵
に
遺
憾
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

即
ち
六
・
三
制
に
よ
る
新
制
中
学
校
に
お
い
て
は
所
謂
普
通
教
育
が
中
心
で
あ
っ
て
職
業
教
育
と
し
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て
は
何
等
見
る
べ
き
も
の
な
く
、
又
新
制
実
業
高
等
学
校
若
く
は
新
制
総
合
制
高
校
の
職
業
コ
ー
ス
は

職
業
科
担
当
教
育
並
に
教
育
設
備
の
分
散
と
教
育
内
容
の
不
充
分
な
る
為
そ
の
教
育
は
不
徹
底
と
な

り
、
む
し
ろ
退
歩
を
来
た
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
従
来
の
各
種
実
業
専
門
学
校
よ
り
移
行
し
た
新

制
大
学
を
諸
般
の
事
情
か
ら
し
て
又
同
様
の
弊
に
陷
入
つ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
た
め
に
新
制
中
学

卒
業
生
、
新
制
高
校
卒
業
生
の
職
業
課
程
に
お
け
る
著
し
い
実
力
低
下
は
今
や
蔽
う
べ
か
ら
ざ
る
事
実

で
あ
り
又
実
業
界
の
定
評
で
も
あ
り
ま
す
。

日
進
月
歩
の
社
会
は
職
業
教
育
に
お
い
て
も
益
々
充
実
し
た
教
育
を
必
要
と
し
、
そ
し
て
産
業
振
興

に
よ
る
経
済
再
建
を
目
指
す
我
が
国
に
と
っ
て
に
実
際
社
会
が
要
求
す
る
中
堅
産
業
人
の
養
成
こ
そ
は

焦
眉
の
急
務
な
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
基
盤
を
な
す
職
業
教
育
の
著
し
い
不
振
は
真
に
邦
家
の
為
等
閑

に
附
し
得
な
い
重
要
問
題
で
あ
り
ま
す
。

も
し
徒
ら
に
現
状
の
ま
ゝ
に
し
て
推
移
し
た
な
ら
ば
良
き
職
業
人
と
し
て
の
国
民
の
育
成
も
亦
産
業

に
関
係
す
る
有
能
有
為
な
人
材
の
養
成
も
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
か
く
て
は
我

国
産
業
の
振
興
惹
い
て
は
我
国
経
済
の
自
立
も
前
途
遼
遠
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま

す
。こ

の
現
状
を
打
破
し
て
職
業
教
育
の
振
興
を
期
す
る
た
め
に
は
一
に
職
業
教
育
に
対
す
る
国
家
並
に

地
方
公
共
団
体
の
任
務
を
明
か
に
し
て
こ
の
教
育
に
対
す
る
指
導
と
助
成
の
万
全
を
期
す
る
と
ゝ
も

に
、
そ
の
重
要
性
を
確
認
し
て
国
民
的
協
力
を
促
進
す
る
目
的
を
も
っ
て
「
職
業
教
育
法
」
を
制
定
す

る
こ
と
こ
そ
刻
下
の
急
務
な
り
と
確
信
致
す
次
第
で
あ
り
ま
す
。

『
日
商
』

昭
和
二
六
年
二
月
二
日

〔
二
─
四
〇
〕
労
働
基
準
局
長
、
技
能
者
養
成
審
議
会
委
員
宛
（
基
発
第
七
八
号
）

化化
成成
関関
係係
技技
能能
職職
種種
追追
加加
指指
定定
にに
つつ
いい
てて

標
記
の
件
に
つ
い
て
一
月
二
十
三
日
の
前
回
技
能
者
養
成
審
議
会
に
於
い
て
書
面
審
議
を
御
願
い

す
る
こ
と
と
相
成
り
ま
し
た
が
、
本
日
日
本
化
学
工
業
協
会
よ
り
別
紙
の
通
り
答
申
が
あ
り
ま
し
た

の
で
、
御
多
忙
中
の
こ
と
ゝ
存
じ
ま
す
が
、
至
急
告
示
の
必
要
も
あ
り
ま
す
か
ら
御
検
討
の
上
二
月

六
日
迄
に
御
意
見
を
賜
る
よ
う
右
御
願
申
上
げ
ま
す
。

尚
こ
れ
等
の
技
能
は
他
の
そ
れ
に
比
較
し
て
技
能
内
容
が
複
雑
に
て
広
範
囲
に
亙
っ
て
ゐ
ま
す
の

で
教
習
事
項
の
基
準
、
防
護
基
準
の
制
定
も
特
別
な
取
扱
を
な
す
必
要
が
あ
り
、
就
中
教
習
事
項
の

基
準
に
つ
い
て
は
従
来
の
方
法
と
異
り
関
連
学
科
の
み
を
示
し
、
実
技
に
つ
い
て
は
個
々
の
企
業
の

実
態
に
即
し
て
認
可
す
る
方
法
を
取
る
方
針
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
御
参
考
ま
で
に
申
し
添
え
ま
す
。

以
上

別
表

「
技
能
職
種
名
・
技
能
概
要
」（
編
注
：
略
）

『
デ
ジ
』

昭
和
二
六
年
六
月
一
一
日

〔
二
─
四
一
〕
日
経
連
労
働
法
規
委
員
会

地地
方方
別別
業業
種種
別別
経経
営営
者者
団団
体体
のの
労労
働働
関関
係係
法法
令令
改改
正正
意意
見見

一
、
総
括
的
意
見

⭕

㈠

業
種
業
態
に
応
じ
適
用
の
例
外
を
設
け
又
は
緩
和
措
置
を
講
ず
る
（
関
西
、
都
市
銀
行
、
造

船
、
石
炭
）
。

⭕

㈡

許
可
、
認
可
を
条
件
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
労
使
の
自
主
的
協
約
を
優
先
さ
せ
る
（
関
西
、

中
部
）
。

⭕

㈢

諸
手
続
を
簡
素
化
す
る
（
通
信
、
造
船
、
石
炭
）
。

⭕

㈣

賃
金
、
休
暇
等
の
計
算
方
式
を
簡
素
化
し
且
つ
労
働
者
保
護
の
本
旨
に
沿
わ
し
め
る
（
中
部
）
。

㈤

日
雇
労
働
者
、
月
給
者
に
つ
い
て
取
扱
規
程
を
明
確
化
す
る
（
セ
メ
ン
ト
）
。

㈥

日
週
月
年
等
の
期
間
に
つ
き
本
法
に
必
要
な
限
度
に
於
て
定
義
規
程
を
設
け
る
（
造
船
）
。

⭕

㈦

本
法
は
日
本
経
済
の
実
態
か
ら
遊
離
し
て
い
る
か
ら
こ
れ
を
経
済
の
実
態
に
即
応
せ
し
め
る

（
中
部
）
。

㈧

条
文
を
整
理
簡
素
化
し
抽
象
的
宣
言
的
条
文
を
建
設
的
に
改
め
る
（
中
部
）
。

⭕

㈨

適
当
な
労
働
保
護
を
適
正
化
す
る
（
石
炭
、
造
船
）
。

⭕

㈩

労
使
の
自
主
性
を
尊
重
し
労
働
協
約
そ
の
他
労
使
の
協
定
を
法
規
に
優
先
せ
し
め
る
（
石
炭
、

造
船
）
。

⑾

許
可
、
認
可
手
続
き
を
簡
素
化
す
る
（
化
繊
）
。

⑿

同
一
企
業
内
事
業
場
内
の
取
扱
監
督
の
混
乱
に
鑑
み
企
業
経
営
の
現
況
に
即
し
た
取
扱
に
改

め
る
（
中
部
）
。

⒀

高
圧
的
、
専
制
的
な
基
本
行
政
を
民
主
的
に
改
め
る
（
中
部
）
。

⒁

同
一
管
内
の
事
業
場
に
つ
い
て
は
主
た
る
事
務
所
で
一
括
手
続
し
、
臨
時
的
、
一
時
的
事
業

所
に
つ
い
て
は
本
社
で
手
続
し
得
る
こ
と
に
す
る
（
通
信
）
。

⭕

⒂

許
認
可
事
項
を
出
来
得
る
限
り
届
出
又
は
報
告
事
項
に
改
め
る
こ
と
（
造
船
、
硫
安
）
。

⒃

不
明
確
な
法
条
を
明
確
化
し
労
使
紛
争
の
因
を
除
去
す
る
（
石
炭
）

（
編
注
：
中
略
）

十
一
、
技
能
者
養
成

㈠

技
能
養
成
工
に
つ
い
て
養
成
契
約
に
養
成
課
程
終
了
後
一
定
の
就
業
義
務
を
課
し
得
る
こ
と
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と
し
、
こ
の
点
に
関
し
法
第
十
六
条
（
賠
償
予
定
の
禁
止
）
の
規
定
を
排
除
す
る
（
中
部
）
。

㈡

技
能
養
成
中
の
未
成
年
者
に
対
す
る
年
令
有
給
休
暇
の
日
数
は
一
般
未
成
年
者
従
っ
て
亦
一

般
労
働
者
の
そ
れ
と
同
一
に
す
る
こ
と
（
第
七
十
二
条
）
（
造
船
）
。

『
三
法
』
（
編
注
：
日
付
は
編
者
推
定
）

昭
和
二
六
年
七
月
九
日

〔
二
─
四
二
〕
政
令
諮
問
委
員
会
答
申

労労
働働
関関
係係
法法
令令
改改
廃廃
要要
綱綱

（
ま
え
が
き
）

政
令
諮
問
委
員
会
で
は
、
さ
き
に
中
山
伊
知
郎
委
員
が
取
り
ま
と
め
た
労
働
諸
法

令
改
正
に
関
す
る
答
申
案
に
基
き
、
七
月
九
日
の
委
員
会
で
審
議
し
た
結
果
、
大
体
次
の
如
き
要
綱

を
決
定
す
る
と
と
も
に
こ
れ
に
関
す
る
中
山
委
員
の
下
記
意
見
書
を
添
え
、
同
日
岡
崎
官
房
長
官
を

通
じ
吉
田
首
相
に
提
出
し
た
。

㈠

労
働
関
係
法
令
改
廃
要
綱

一
、
一
般
的
問
題

⒈

関
係
法
規
の
重
複
を
避
け
て
整
理
す
る
こ
と
。

⒉

政
令
第
三
二
号
の
善
後
措
置
を
考
え
る
こ
と
。

⒊

労
働
委
員
会
の
機
能
強
化
策
を
講
ず
る
こ
と
。

二
、
労
組
法
関
係

⒈

団
体
交
渉
手
続
き
の
円
滑
化
を
講
ず
る
こ
と
。

⒉

不
当
労
働
行
為
事
件
取
扱
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
。

三
、
労
調
法
関
係

⒈

第
三
七
条
の
冷
却
期
間
に
代
位
す
る
も
の
を
考
慮
す
る
こ
と
。

⒉

生
産
設
備
保
全
の
途
を
講
ず
る
こ
と
。

四
、
基
準
法
関
係

⒈

適
用
範
囲
並
び
に
例
外
規
定
は
再
検
討
を
加
え
て
基
準
法
励
行
の
条
件
を
整
備
す
る
こ
と
。

⒉

女
子
年
少
者
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
、
実
情
に
基
ず
く
修
正
を
加
え
る
こ
と
。

⒊

手
続
を
簡
素
化
す
る
こ
と
。

五
、
改
廃
手
続

⒈

手
続
は
慎
重
に
す
る
こ
と
。

⒉

審
議
は
で
き
る
だ
け
公
開
的
に
す
る
こ
と
。

㈡

労
働
関
係
法
令
の
改
廃
に
関
す
る
意
見
書

（
二
六
・
七
・
九

中
山
伊
知
郎
委
員
）

労
働
関
係
法
令
は
経
済
民
主
化
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
そ
の
改
訂
に
は
い
や
し
く
も
国
際

的
水
準
を
下
る
こ
と
の
な
い
よ
う
慎
重
に
取
扱
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
こ
れ

ら
の
諸
法
令
が
過
去
五
ヵ
年
の
経
験
か
ら
見
て
、
日
本
経
済
の
実
情
に
適
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
点

は
、
右
の
原
則
に
反
し
な
い
限
り
卒
直
に
こ
れ
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
委
員
会
は
以
上

の
立
場
に
立
っ
て
、
労
働
法
令
特
に
労
組
法
、
労
調
法
お
よ
び
労
働
基
準
法
の
諸
法
令
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
た
結
果
、
左
記
の
よ
う
な
結
論
を
得
た
の
で
、
こ
ゝ
に
こ
れ
を
報
告
す
る
。

記

一
、
労
使
関
係
を
規
定
す
る
法
令
に
関
す
る
一
般
的
問
題

①

関
係
法
令
の
整
理
統
一
＝
労
使
関
係
を
規
定
す
る
諸
法
令
に
つ
い
て
は
、
現
在
労
組
法
、
労

調
法
、
公
企
労
法
な
ど
数
種
の
も
の
に
岐
れ
、
か
つ
そ
の
取
扱
機
関
も
別
々
に
設
置
せ
ら
れ
て

い
る
現
状
に
あ
る
の
で
、
こ
の
際
こ
れ
ら
関
係
法
令
を
整
理
統
一
す
る
必
要
が
あ
る
。

②

全
国
的
規
模
の
争
議
行
為
に
対
す
る
措
置
＝
ゼ
ネ
ス
ト
そ
の
他
国
民
経
済
を
破
壊
し
又
は
破

壊
す
る
懼
れ
の
あ
る
争
議
行
為
に
つ
い
て
は
、
現
在
ポ
ツ
ダ
ム
政
令
第
三
二
号
に
よ
っ
て
措
置

さ
れ
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
代
る
も
の
と
し
て
、
別
に
治
安
上
の
立
場
か
ら
、

こ
れ
を
制
限
又
は
禁
止
し
得
る
法
律
を
新
た
に
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

③

労
働
委
員
会
の
強
化
＝
経
済
自
立
の
進
行
に
伴
っ
て
、
正
常
な
労
使
関
係
の
推
移
な
ら
び
に

紛
争
の
予
防
お
よ
び
早
期
解
決
の
問
題
は
一
層
重
要
度
を
増
加
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ

の
担
当
機
関
と
し
て
の
労
働
委
員
会
制
度
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に

(

イ)

労
働
委
員
会
に
関
す
る
規
定
（
労
組
法
第
十
九
条
）
を
整
備
し
て
、
行
政
機
関
と
し
て

の
性
格
、
組
織
お
よ
び
職
務
権
限
を
明
確
に
す
る
と
共
に
、
他
の
同
種
の
取
扱
い
機
関
を
こ
れ

に
統
合
す
る
こ
と
ゝ
し
、
同
時
に

(

ロ)

そ
の
調
査
機
能
を
拡
充
し
て
紛
争
に
た
い
す
る
予
防
的
役
割
を
よ
り
充
分
に
果
し
得
る
よ

う
す
べ
き
で
あ
る
。

二
、
労
働
組
合
法
関
係
（
編
注
：
中
略
）

三
、
労
働
関
係
調
整
法
関
係
（
編
注
：
中
略
）

四
、

労
働
基
準
法
関
係

①

法
の
運
用
範
囲
＝
現
行
法
（
第
八
条
）
に
よ
れ
ば
、
家
事
使
用
人
を
除
き
他
人
を
使
用
す
る

一
切
の
規
模
の
事
業
場
、
事
務
所
に
適
用
さ
れ
て
い
る
が
、
小
規
模
（
五
人
以
下
）
の
も
の
に
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と
し
、
こ
の
点
に
関
し
法
第
十
六
条
（
賠
償
予
定
の
禁
止
）
の
規
定
を
排
除
す
る
（
中
部
）
。

㈡

技
能
養
成
中
の
未
成
年
者
に
対
す
る
年
令
有
給
休
暇
の
日
数
は
一
般
未
成
年
者
従
っ
て
亦
一

般
労
働
者
の
そ
れ
と
同
一
に
す
る
こ
と
（
第
七
十
二
条
）
（
造
船
）
。

『
三
法
』
（
編
注
：
日
付
は
編
者
推
定
）

昭
和
二
六
年
七
月
九
日

〔
二
─
四
二
〕
政
令
諮
問
委
員
会
答
申

労労
働働
関関
係係
法法
令令
改改
廃廃
要要
綱綱

（
ま
え
が
き
）

政
令
諮
問
委
員
会
で
は
、
さ
き
に
中
山
伊
知
郎
委
員
が
取
り
ま
と
め
た
労
働
諸
法

令
改
正
に
関
す
る
答
申
案
に
基
き
、
七
月
九
日
の
委
員
会
で
審
議
し
た
結
果
、
大
体
次
の
如
き
要
綱

を
決
定
す
る
と
と
も
に
こ
れ
に
関
す
る
中
山
委
員
の
下
記
意
見
書
を
添
え
、
同
日
岡
崎
官
房
長
官
を

通
じ
吉
田
首
相
に
提
出
し
た
。

㈠

労
働
関
係
法
令
改
廃
要
綱

一
、
一
般
的
問
題

⒈

関
係
法
規
の
重
複
を
避
け
て
整
理
す
る
こ
と
。

⒉

政
令
第
三
二
号
の
善
後
措
置
を
考
え
る
こ
と
。

⒊

労
働
委
員
会
の
機
能
強
化
策
を
講
ず
る
こ
と
。

二
、
労
組
法
関
係

⒈

団
体
交
渉
手
続
き
の
円
滑
化
を
講
ず
る
こ
と
。

⒉

不
当
労
働
行
為
事
件
取
扱
の
円
滑
化
を
図
る
こ
と
。

三
、
労
調
法
関
係

⒈

第
三
七
条
の
冷
却
期
間
に
代
位
す
る
も
の
を
考
慮
す
る
こ
と
。

⒉

生
産
設
備
保
全
の
途
を
講
ず
る
こ
と
。

四
、
基
準
法
関
係

⒈

適
用
範
囲
並
び
に
例
外
規
定
は
再
検
討
を
加
え
て
基
準
法
励
行
の
条
件
を
整
備
す
る
こ
と
。

⒉

女
子
年
少
者
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
、
実
情
に
基
ず
く
修
正
を
加
え
る
こ
と
。

⒊

手
続
を
簡
素
化
す
る
こ
と
。

五
、
改
廃
手
続

⒈

手
続
は
慎
重
に
す
る
こ
と
。

⒉

審
議
は
で
き
る
だ
け
公
開
的
に
す
る
こ
と
。

㈡

労
働
関
係
法
令
の
改
廃
に
関
す
る
意
見
書

（
二
六
・
七
・
九

中
山
伊
知
郎
委
員
）

労
働
関
係
法
令
は
経
済
民
主
化
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
っ
て
そ
の
改
訂
に
は
い
や
し
く
も
国
際

的
水
準
を
下
る
こ
と
の
な
い
よ
う
慎
重
に
取
扱
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
こ
れ

ら
の
諸
法
令
が
過
去
五
ヵ
年
の
経
験
か
ら
見
て
、
日
本
経
済
の
実
情
に
適
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
点

は
、
右
の
原
則
に
反
し
な
い
限
り
卒
直
に
こ
れ
を
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
委
員
会
は
以
上

の
立
場
に
立
っ
て
、
労
働
法
令
特
に
労
組
法
、
労
調
法
お
よ
び
労
働
基
準
法
の
諸
法
令
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
た
結
果
、
左
記
の
よ
う
な
結
論
を
得
た
の
で
、
こ
ゝ
に
こ
れ
を
報
告
す
る
。

記

一
、
労
使
関
係
を
規
定
す
る
法
令
に
関
す
る
一
般
的
問
題

①

関
係
法
令
の
整
理
統
一
＝
労
使
関
係
を
規
定
す
る
諸
法
令
に
つ
い
て
は
、
現
在
労
組
法
、
労

調
法
、
公
企
労
法
な
ど
数
種
の
も
の
に
岐
れ
、
か
つ
そ
の
取
扱
機
関
も
別
々
に
設
置
せ
ら
れ
て

い
る
現
状
に
あ
る
の
で
、
こ
の
際
こ
れ
ら
関
係
法
令
を
整
理
統
一
す
る
必
要
が
あ
る
。

②

全
国
的
規
模
の
争
議
行
為
に
対
す
る
措
置
＝
ゼ
ネ
ス
ト
そ
の
他
国
民
経
済
を
破
壊
し
又
は
破

壊
す
る
懼
れ
の
あ
る
争
議
行
為
に
つ
い
て
は
、
現
在
ポ
ツ
ダ
ム
政
令
第
三
二
号
に
よ
っ
て
措
置

さ
れ
得
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
代
る
も
の
と
し
て
、
別
に
治
安
上
の
立
場
か
ら
、

こ
れ
を
制
限
又
は
禁
止
し
得
る
法
律
を
新
た
に
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

③

労
働
委
員
会
の
強
化
＝
経
済
自
立
の
進
行
に
伴
っ
て
、
正
常
な
労
使
関
係
の
推
移
な
ら
び
に

紛
争
の
予
防
お
よ
び
早
期
解
決
の
問
題
は
一
層
重
要
度
を
増
加
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ

の
担
当
機
関
と
し
て
の
労
働
委
員
会
制
度
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
に

(

イ)

労
働
委
員
会
に
関
す
る
規
定
（
労
組
法
第
十
九
条
）
を
整
備
し
て
、
行
政
機
関
と
し
て

の
性
格
、
組
織
お
よ
び
職
務
権
限
を
明
確
に
す
る
と
共
に
、
他
の
同
種
の
取
扱
い
機
関
を
こ
れ

に
統
合
す
る
こ
と
ゝ
し
、
同
時
に

(

ロ)

そ
の
調
査
機
能
を
拡
充
し
て
紛
争
に
た
い
す
る
予
防
的
役
割
を
よ
り
充
分
に
果
し
得
る
よ

う
す
べ
き
で
あ
る
。

二
、
労
働
組
合
法
関
係
（
編
注
：
中
略
）

三
、
労
働
関
係
調
整
法
関
係
（
編
注
：
中
略
）

四
、

労
働
基
準
法
関
係

①

法
の
運
用
範
囲
＝
現
行
法
（
第
八
条
）
に
よ
れ
ば
、
家
事
使
用
人
を
除
き
他
人
を
使
用
す
る

一
切
の
規
模
の
事
業
場
、
事
務
所
に
適
用
さ
れ
て
い
る
が
、
小
規
模
（
五
人
以
下
）
の
も
の
に
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つ
い
て
は
家
内
労
働
そ
の
他
と
と
も
に
実
情
に
即
し
た
別
途
の
立
法
を
す
る
。

②

労
働
時
間

(
イ)

時
間
外
お
よ
び
休
日
労
働
に
つ
い
て
は
、
労
使
間
が
、
そ
の
期
間
を
一
般
協
約
の
有
効

期
間
と
合
致
せ
し
め
、
手
続
き
を
簡
素
化
す
る
必
要
が
あ
る
（
第
三
十
六
条
）
。

(

ロ)

各
種
産
業
の
特
殊
性
に
応
ず
る
よ
う
、
現
行
の
労
働
時
間
、
休
息
に
関
す
る
例
外
規
定

を
再
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
と
く
に
土
建
そ
の
他
の
屋
外
作
業
、
新
聞
、
通
信
お
よ
び
放
送

に
つ
い
て
も
、
実
情
に
則
し
た
例
外
措
置
を
採
り
う
る
よ
う
改
正
す
べ
き
で
あ
る
。
（
第
四

十
条
）

③

女
子
年
少
者
の
労
働
条
件

(

イ)

女
子
の
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
、
一
日
二
時
間
、
一
週
六
時
間
、
一
年
百
五
十
時
間

の
制
限
が
あ
る
が
、
業
態
に
よ
っ
て
は
不
便
が
あ
る
の
で
、
一
日
お
よ
び
一
週
の
制
限
を
撤

廃
す
べ
き
で
あ
る
（
第
六
十
一
条
）
。
但
し
、
工
業
的
企
業
に
つ
い
て
は
、
一
日
最
長
十
二

時
間
程
度
の
制
限
は
附
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
。

(

ロ)

女
子
の
生
理
休
暇
の
規
定
は
、
男
女
同
一
賃
金
の
原
則
な
ら
び
に
女
子
就
職
の
機
会
確

保
の
見
地
か
ら
も
こ
れ
を
撤
廃
す
べ
き
で
あ
る
（
第
六
十
七
条
）
。

（
ハ
）

先
山
を
養
成
す
る
た
め
技
能
者
養
成
と
し
て
一
定
の
制
限
の
下
に
男
子
年
少
者
の
坑
内

作
業
を
認
む
べ
き
で
あ
る
（
第
六
十
四
条
、
第
七
十
条
）
。
年
少
者
と
は
満
十
六
歳
～
十
八

歳
を
い
う
。

④

割
増
賃
金

深
夜
労
働
の
割
増
賃
金
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
よ
り
こ
れ
を
一
律
に
規
定
す
る
こ
と
は
止
め
、

他
の
一
般
危
険
有
害
業
務
と
同
様
労
使
双
方
の
取
り
決
め
に
よ
っ
て
処
理
せ
し
む
べ
き
で
あ
る

（
第
三
十
七
条
）
。

⑤

解
雇
予
告

特
定
の
工
事
又
は
作
業
の
完
成
を
条
件
と
し
て
雇
い
入
れ
ら
れ
た
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
完
了
に
よ
り
解
雇
す
る
場
合
は
雇
用
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
雇
予
告
を
要
し
な

い
こ
と
ゝ
す
べ
き
で
あ
る
（
第
二
十
一
条
）
。

⑥

有
給
休
暇

有
給
休
暇
の
請
求
権
は
一
年
毎
に
打
切
り
、
毎
年
未
使
用
者
に
お
い
て
労
働
者
の
要
求
に
よ
り

買
い
上
げ
る
よ
う
改
め
る
べ
き
で
あ
る
（
第
三
十
九
条
）
。

⑦

付
属
法
令
関
係

(

イ)

労
働
基
準
法
施
行
規
則
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
、
事
業
付
属
寄
宿
舎
規
程
、
技
能
者
養

成
規
程
な
ど
付
属
命
令
は
、
各
産
業
の
実
情
に
即
す
る
よ
う
全
面
的
に
再
検
討
を
加
え
、
所
要

の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

(

ロ)

報
告
義
務
そ
の
他
の
手
続
は
極
力
簡
素
化
を
図
る
よ
う
再
検
討
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
参
考
）

手
続
簡
素
化
の
主
な
る
例

◇
労
働
基
準
法
関
係

一
、
使
用
者
が
労
働
者
の
貯
蓄
金
な
ど
を
管
理
す
る
場
合
の
認
可
を
届
出
に
す
る
こ
と
（
第
十
八

条
）
。

二
、
一
斎
休
憩
の
除
外
の
許
可
を
届
出
に
す
る
こ
と
（
第
三
十
四
条
）
。

三
、
交
替
制
の
場
合
の
深
夜
業
の
時
間
を
三
十
分
繰
り
下
げ
る
場
合
の
許
可
を
届
出
に
す
る
こ
と

（
第
六
十
二
条
第
三
項
）
。

四
、
労
働
者
名
簿
の
備
付
を
小
規
模
（
十
人
未
満
）
の
も
の
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
（
第
百

七
条
）
。

◇
労
働
基
準
法
施
行
規
則
関
係

一
、
坑
内
労
働
に
つ
き
集
団
入
出
坑
の
場
合
の
時
間
計
算
に
つ
い
て
の
許
可
を
届
出
に
す
る
こ
と

（
大
臣
官
房
総
務
課
条
）
。

二
、
賃
金
台
帳
の
様
式
を
極
力
簡
素
化
す
る
こ
と
（
第
五
十
四
条
）
。

三
、
労
災
補
償
に
関
す
る
使
用
者
の
報
告
義
務
を
簡
素
化
又
は
廃
止
す
る
こ
と
（
第
五
十
七
条
五

号
、
六
号
、
第
五
十
八
条
八
号
）
。

『
三
法
』

昭
和
二
六
年
八
月
二
八
日

〔
二
─
四
三
〕
閣
議
決
定

行行
政政
のの
改改
革革
にに
関関
すす
るる
件件

一
、
講
和
条
約
の
締
結
を
機
と
し
、
戦
時
か
ら
戦
後
に
引
続
き
複
雑
尨
大
化
し
た
現
行
機
構
及
び
行
政

事
務
に
根
本
的
検
討
を
加
え
、
行
政
上
の
煩
瑣
な
諸
制
約
を
除
去
す
る
と
共
に
、
併
せ
て
国
民
負
担

の
軽
減
に
資
す
る
た
め
、
行
政
の
組
織
及
び
内
容
を
改
革
し
て
、
講
和
後
の
自
立
民
主
日
本
に
適
わ

し
め
新
行
政
休
制
を
樹
立
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
新
行
政
機
構
は
、
わ
が
国
現
在
の
国
力
に
適
合
す
る
と
共
に
近
代
文
化
国
家
の
運
営
に
必
要
な
最

簡
素
な
も
の
と
し
、
そ
の
具
対
案
は
、
今
般
政
令
改
正
諮
問
の
た
め
の
委
員
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
「
行

政
制
度
の
改
革
に
関
す
る
答
申
」
を
参
考
と
し
、
閣
僚
小
委
員
会
で
検
討
の
上
立
案
し
、
閣
議
に
提

出
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
行
政
事
務
の
整
理
及
び
官
庁
職
員
の
縮
減
に
つ
い
て
は
、
前
記
答
申
を
参
考
と
し
、
関
係
各
省
と

協
議
の
上
立
案
し
、
閣
僚
小
委
員
会
で
検
討
の
上
、
閣
議
に
提
出
す
る
こ
と
と
す
る
。
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四
、
右
立
案
の
た
め
、
行
政
簡
素
化
本
部
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
行
政
簡
素
化
本
部
は
、
橋
本

国
務
大
臣
を
本
部
長
と
し
、
内
閣
官
房
、
行
政
管
理
庁
、
大
蔵
省
主
計
局
、
法
務
府
法
制
意
見
局
、

地
方
自
治
庁
及
び
労
働
省
の
主
任
官
を
部
員
と
し
て
構
成
さ
れ
る
非
公
式
の
連
絡
機
関
と
す
る
。

五
、
行
政
機
構
の
簡
素
化
及
び
官
庁
職
員
の
縮
減
に
つ
い
て
は
、
講
和
条
約
調
印
後
の
臨
時
国
会
に

お
い
て
所
要
の
立
法
措
置
を
取
る
こ
と
を
目
途
と
す
る
。

六
、
退
職
手
当
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
如
く
措
置
す
る
こ
と
と
す
る
。

⑴

定
員
法
改
正
法
案
施
行
後
六
ヵ
月
間
定
員
外
の
期
間
を
設
け
、
最
初
の
三
ヵ
月
間
に
退
職
す

る
者
に
対
し
て
は
現
行
退
職
手
当
（
国
家
公
務
員
等
に
対
す
る
退
職
手
当
の
臨
時
措
置
に
関
す

る
法
律
附
則
第
五
項
に
基
く
も
の
）
の
八
割
増
の
退
職
手
当
を
、
次
の
三
ヵ
月
間
に
退
職
す
る

者
に
対
し
て
は
同
じ
く
四
割
増
の
退
職
手
当
を
、
そ
れ
ぞ
れ
支
給
す
る
こ
と
。

⑵

右
退
職
手
当
に
対
す
る
課
税
の
軽
減
に
つ
い
て
は
別
途
措
置
す
る
こ
と
。

七
、
離
職
者
に
対
す
る
失
業
対
策
に
つ
い
て
は
万
全
を
期
す
る
も
の
と
し
、
転
職
を
容
易
な
ら
し
め

る
た
め
、
職
業
補
導
の
拡
充
そ
の
他
の
臨
時
応
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

（
備
考
）

⑴

行
政
事
務
の
整
理
に
伴
い
、
平
衡
交
付
金
及
び
補
助
金
に
よ
り
置
か
れ
て
い
る
地
方
公
務
員

及
び
各
種
委
員
会
委
員
等
も
こ
れ
を
大
巾
に
縮
減
す
る
こ
と
と
し
、
地
方
費
の
み
に
よ
る
地
方

職
員
に
つ
い
て
も
、
国
の
措
置
に
倣
っ
て
こ
れ
を
縮
減
す
る
よ
う
勧
奨
す
る
こ
と
。

⑵

国
会
、
裁
判
所
，
会
計
検
査
院
、
各
種
公
共
企
業
体
そ
の
他
政
府
関
係
機
関
の
職
員
に
つ
い

て
も
、
国
の
行
政
機
関
に
倣
っ
て
こ
れ
を
縮
減
す
る
よ
う
考
慮
す
る
こ
と
。

⑶

本
件
に
関
連
し
、
病
気
の
た
め
長
期
欠
勤
中
の
者
を
定
員
外
と
し
て
適
当
な
給
与
を
支
給
し

う
る
よ
う
別
途
考
慮
す
る
こ
と
。

『
閣
議
』

昭
和
二
六
年
九
月
一
一
日

〔
二
─
四
四
〕
労
働
大
臣
、
中
央
労
働
基
準
新
議
会
宛
諮
問
（
労
働
省
発
基
第
七
四
号
）

労労
働働
基基
準準
法法
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

中
央
労
働
基
準
審
議
会

労
働
基
準
法
及
び
こ
れ
に
基
く
諸
規
則
は
独
立
国
家
と
し
て
我
が
国
が
国
際
社
会
に
復
帰
す
る
に

際
し
、
再
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
如
何
な
る
点
を
改
正
す
べ
き
か
。
貴
会
の

意
見
を
問
う
。

右
諮
問
す
る
。

『
行
政
二
』

昭
和
二
六
年
九
月
（
日
欠
）

〔
二
─
四
五
〕
東
京
商
工
会
議
所
発
表
（
調
査
資
料
第
三
一
号
）

労労
働働
基基
準準
行行
政政
にに
関関
すす
るる
業業
界界
のの
実実
情情
並並
びび
にに
意意
見見
調調
査査
（（
抄抄
））

ま

え

が

き

本
調
査
は
、
経
済
界
に
於
て
、
労
働
基
準
行
政
に
対
し
簡
素
改
善
す
べ
し
と
す
る
強
い
要
望
が
あ

る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
実
情
意
見
を
具
に
調
査
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
三
百
社
宛
別
記
項
目
に
従

い
意
見
の
照
会
を
求
め
、
得
ら
れ
た
回
答
四
〇
通
を
問
題
別
に
整
理
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

得
ら
れ
た
結
果
は
ほ
ゞ
業
界
各
方
面
の
意
見
を
代
表
し
た
も
の
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
意
見
整
理
の
方
法
と
し
て
は
次
の
点
に
着
意
し
た
。

⑴

重
複
の
き
ら
い
は
あ
る
が
、
多
少
で
も
そ
れ
が
違
っ
た
角
度
か
ら
出
た
意
見
と
思
わ
れ
た
も
の

や
、
特
に
強
調
し
て
い
る
も
の
は
敢
て
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
。

⑵

提
起
し
た
問
題
が
労
働
基
準
行
政
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
回
答
意
見
の
中
に
は
基
準
行

政
に
対
す
る
批
判
を
超
え
て
基
準
法
そ
の
も
の
に
対
す
る
改
正
を
要
望
す
る
も
の
も
相
当
多
か
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
行
政
面
の
簡
素
改
善
と
云
う
も
所
謂
法
律
の
改
正
な
く
し
て
は
望
ま
れ
な
い
と

す
る
基
準
法
に
対
す
る
か
な
り
根
強
い
反
省
を
求
め
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
で
こ
れ
ら
の

意
見
も
つ
と
め
て
そ
の
ま
ゝ
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
。

⑶

各
社
の
意
見
の
配
列
は
、
問
題
の
次
に
意
見
骨
子
を
掲
げ
、
次
に
そ
れ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ

る
意
見
を
掲
げ
た
。

（
編
注
：
中
略
）

二
、
具

体

的

意

見

（
編
注

中
略
）

⒀

七
一
条
（
技
能
者
の
養
成
）

⑴

使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
員
数
、
教
習
方
法
、
契
約
期
間
、
労
働
時
間
並
び
に

賃
金
の
基
準
及
び
支
払
い
の
方
法
を
定
め
て
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

⑵

雇
い
入
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
行
政
官
庁
に
届
け
出
て
技
能
を
習
得
す
る
者
で

あ
る
こ
と
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
事
業
場
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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四
、
右
立
案
の
た
め
、
行
政
簡
素
化
本
部
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。
行
政
簡
素
化
本
部
は
、
橋
本

国
務
大
臣
を
本
部
長
と
し
、
内
閣
官
房
、
行
政
管
理
庁
、
大
蔵
省
主
計
局
、
法
務
府
法
制
意
見
局
、

地
方
自
治
庁
及
び
労
働
省
の
主
任
官
を
部
員
と
し
て
構
成
さ
れ
る
非
公
式
の
連
絡
機
関
と
す
る
。

五
、
行
政
機
構
の
簡
素
化
及
び
官
庁
職
員
の
縮
減
に
つ
い
て
は
、
講
和
条
約
調
印
後
の
臨
時
国
会
に

お
い
て
所
要
の
立
法
措
置
を
取
る
こ
と
を
目
途
と
す
る
。

六
、
退
職
手
当
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
如
く
措
置
す
る
こ
と
と
す
る
。

⑴

定
員
法
改
正
法
案
施
行
後
六
ヵ
月
間
定
員
外
の
期
間
を
設
け
、
最
初
の
三
ヵ
月
間
に
退
職
す

る
者
に
対
し
て
は
現
行
退
職
手
当
（
国
家
公
務
員
等
に
対
す
る
退
職
手
当
の
臨
時
措
置
に
関
す

る
法
律
附
則
第
五
項
に
基
く
も
の
）
の
八
割
増
の
退
職
手
当
を
、
次
の
三
ヵ
月
間
に
退
職
す
る

者
に
対
し
て
は
同
じ
く
四
割
増
の
退
職
手
当
を
、
そ
れ
ぞ
れ
支
給
す
る
こ
と
。

⑵

右
退
職
手
当
に
対
す
る
課
税
の
軽
減
に
つ
い
て
は
別
途
措
置
す
る
こ
と
。

七
、
離
職
者
に
対
す
る
失
業
対
策
に
つ
い
て
は
万
全
を
期
す
る
も
の
と
し
、
転
職
を
容
易
な
ら
し
め

る
た
め
、
職
業
補
導
の
拡
充
そ
の
他
の
臨
時
応
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

（
備
考
）

⑴

行
政
事
務
の
整
理
に
伴
い
、
平
衡
交
付
金
及
び
補
助
金
に
よ
り
置
か
れ
て
い
る
地
方
公
務
員

及
び
各
種
委
員
会
委
員
等
も
こ
れ
を
大
巾
に
縮
減
す
る
こ
と
と
し
、
地
方
費
の
み
に
よ
る
地
方

職
員
に
つ
い
て
も
、
国
の
措
置
に
倣
っ
て
こ
れ
を
縮
減
す
る
よ
う
勧
奨
す
る
こ
と
。

⑵

国
会
、
裁
判
所
，
会
計
検
査
院
、
各
種
公
共
企
業
体
そ
の
他
政
府
関
係
機
関
の
職
員
に
つ
い

て
も
、
国
の
行
政
機
関
に
倣
っ
て
こ
れ
を
縮
減
す
る
よ
う
考
慮
す
る
こ
と
。

⑶

本
件
に
関
連
し
、
病
気
の
た
め
長
期
欠
勤
中
の
者
を
定
員
外
と
し
て
適
当
な
給
与
を
支
給
し

う
る
よ
う
別
途
考
慮
す
る
こ
と
。

『
閣
議
』

昭
和
二
六
年
九
月
一
一
日

〔
二
─
四
四
〕
労
働
大
臣
、
中
央
労
働
基
準
新
議
会
宛
諮
問
（
労
働
省
発
基
第
七
四
号
）

労労
働働
基基
準準
法法
改改
正正
にに
つつ
いい
てて

中
央
労
働
基
準
審
議
会

労
働
基
準
法
及
び
こ
れ
に
基
く
諸
規
則
は
独
立
国
家
と
し
て
我
が
国
が
国
際
社
会
に
復
帰
す
る
に

際
し
、
再
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
如
何
な
る
点
を
改
正
す
べ
き
か
。
貴
会
の

意
見
を
問
う
。

右
諮
問
す
る
。

『
行
政
二
』

昭
和
二
六
年
九
月
（
日
欠
）

〔
二
─
四
五
〕
東
京
商
工
会
議
所
発
表
（
調
査
資
料
第
三
一
号
）

労労
働働
基基
準準
行行
政政
にに
関関
すす
るる
業業
界界
のの
実実
情情
並並
びび
にに
意意
見見
調調
査査
（（
抄抄
））

ま

え

が

き

本
調
査
は
、
経
済
界
に
於
て
、
労
働
基
準
行
政
に
対
し
簡
素
改
善
す
べ
し
と
す
る
強
い
要
望
が
あ

る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
実
情
意
見
を
具
に
調
査
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
三
百
社
宛
別
記
項
目
に
従

い
意
見
の
照
会
を
求
め
、
得
ら
れ
た
回
答
四
〇
通
を
問
題
別
に
整
理
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

得
ら
れ
た
結
果
は
ほ
ゞ
業
界
各
方
面
の
意
見
を
代
表
し
た
も
の
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
意
見
整
理
の
方
法
と
し
て
は
次
の
点
に
着
意
し
た
。

⑴

重
複
の
き
ら
い
は
あ
る
が
、
多
少
で
も
そ
れ
が
違
っ
た
角
度
か
ら
出
た
意
見
と
思
わ
れ
た
も
の

や
、
特
に
強
調
し
て
い
る
も
の
は
敢
て
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
。

⑵

提
起
し
た
問
題
が
労
働
基
準
行
政
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
回
答
意
見
の
中
に
は
基
準
行

政
に
対
す
る
批
判
を
超
え
て
基
準
法
そ
の
も
の
に
対
す
る
改
正
を
要
望
す
る
も
の
も
相
当
多
か
っ

た
。
こ
の
こ
と
は
行
政
面
の
簡
素
改
善
と
云
う
も
所
謂
法
律
の
改
正
な
く
し
て
は
望
ま
れ
な
い
と

す
る
基
準
法
に
対
す
る
か
な
り
根
強
い
反
省
を
求
め
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
で
こ
れ
ら
の

意
見
も
つ
と
め
て
そ
の
ま
ゝ
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
。

⑶

各
社
の
意
見
の
配
列
は
、
問
題
の
次
に
意
見
骨
子
を
掲
げ
、
次
に
そ
れ
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ

る
意
見
を
掲
げ
た
。

（
編
注
：
中
略
）

二
、
具

体

的

意

見

（
編
注

中
略
）

⒀

七
一
条
（
技
能
者
の
養
成
）

⑴

使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
員
数
、
教
習
方
法
、
契
約
期
間
、
労
働
時
間
並
び
に

賃
金
の
基
準
及
び
支
払
い
の
方
法
を
定
め
て
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

⑵

雇
い
入
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
行
政
官
庁
に
届
け
出
て
技
能
を
習
得
す
る
者
で

あ
る
こ
と
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
事
業
場
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
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（
意
見
骨
子
）

イ

⑴
は
現
行
に
て
可
、
⑵
は
届
出
を
要
せ
ざ
る
も
の
と
せ
よ
と
す
る
も
の
（
二
通
）

ロ

⑴
を
届
出
制
に
改
め
よ
と
す
る
も
の
（
三
通
）

ハ

白
紙
又
は
意
見
な
し
と
す
る
も
の
（
三
五
通
）

イ

⑴
は
現
行
に
て
可
、
⑵
は
届
出
を
要
せ
ざ
る
も
の
と
す
る
も
の

⒈

⑴
は
現
行
通
り
、
⑵
は
⑴
に
員
数
、
期
間
等
を
明
記
し
て
あ
る
の
で
更
に
届
出
る
必
要
は
な

い
（
建
設
業
Ａ
）

⒉

⑵
は
特
に
届
け
出
て
証
明
書
の
交
付
を
受
け
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
（
化
学
工
業
Ｇ
）

ロ

⑴
を
届
出
制
に
改
め
よ
と
す
る
も
の

⒈

届
出
に
よ
り
使
用
し
得
る
様
に
し
、
養
成
過
程
は
常
時
備
付
の
台
帳
に
記
載
し
、
本
人
に
内

容
の
真
偽
を
認
め
さ
せ
れ
ば
宜
い
（
機
械
工
業
Ａ
）

⒉

土
木
建
築
業
の
養
成
は
一
般
産
業
の
そ
れ
と
異
り
、
習
得
後
の
移
動
が
全
く
多
い
。
大
工
石

工
等
々
職
種
に
よ
る
養
成
は
徒
弟
よ
り
進
歩
し
た
方
途
に
よ
る
養
成
の
道
を
拓
か
れ
た
い
（
俗

に
い
う
親
方
が
届
出
で
養
成
出
来
る
道
）
（
建
設
業
Ｂ
）

⒊

⑴
は
届
出
の
み
に
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
（
セ
メ
ン
ト
工
業
）

（
編
注
：
以
下
略
）

『
業
界
』

昭
和
二
六
年
一
〇
月
一
日

〔
二
─
四
六
〕
職
業
補
導
課

経経
済済
興興
隆隆
策策
をを
中中
心心
とと
すす
るる
職職
業業
補補
導導
事事
業業
のの
転転
換換

第
二
次
世
界
大
戦
中
に
軍
需
産
業
へ
の
労
務
転
換
政
策
と
し
て
実
施
さ
れ
た
わ
が
国
の
職

業
補
導
事
業
は
、
終
戦
に
よ
っ
て
そ
の
面
目
を
一
新
し
、
戦
後
に
お
け
る
失
業
対
策
と
し

て
の
役
割
が
、
こ
れ
に
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
る
に
最
近
の
経
済
界
の
変
動

に
件
い
、
職
業
補
導
の
理
念
は
、
再
び
そ
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
。

戦戦
後後
にに
おお
けけ
るる
失失
業業
対対
策策
とと
経経
済済
復復
興興
施施
策策
のの
線線
にに
沿沿
っっ
てて

終
戦
に
件
っ
て
、
わ
が
国
の
経
済
機
能
が
戦
争
中
の
爆
撃
に
よ
る
建
物
、
機
械
設
備
の
甚
大
な
損
耗
、

軍
需
生
産
偏
重
に
よ
る
企
業
経
営
の
廃
止
、
さ
ら
に
強
制
徴
用
に
よ
る
人
事
管
理
の
不
合
理
、
等
々
に

よ
っ
て
産
業
も
雇
用
も
麻
痺
状
態
を
露
呈
し
た
と
き
、
復
員
軍
人
、
徴
用
解
除
者
、
戦
災
者
、
引
揚
者

は
巷
に
氾
濫
し
て
未
会
有
の
失
業
者
群
が
発
生
し
、
国
民
生
活
の
根
底
を
な
す
職
業
問
題
の
前
途
に
は
、

実
に
暗
澹
た
る
も
の
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
こ
ゝ
に
職
業
補
導
事
業
は
、
戦
後
失
業
対
策
の
重
要
な
使

命
を
も
っ
て
採
り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
終
戦
当
時
全
国
四
ヶ
所
（
東

部
、
中
部
、
近
畿
、
九
州
）
に
あ
っ
た
国
民
勤
労
訓
練
所
は
職
業
補
導
所
に
切
り
換
え
ら
れ
、
又
戦
時

中
に
設
置
さ
れ
た
全
国
の
職
業
補
導
所
（
一
三
二
ヶ
所
）、
機
械
工
養
成
所
（
四
〇
ヶ
所
）、
幹
部
機
械

工
養
成
所
九
ヶ
所
）
、
地
方
勤
労
訓
練
所
（
四
七
ヶ
所
）
合
計
二
二
八
ヶ
所
中
戦
災
を
ま
ぬ
が
れ
た
施

設
は
、
こ
れ
に
改
修
が
加
え
ら
れ
て
、
戦
後
の
職
業
補
導
所
と
し
て
再
出
発
の
態
勢
を
整
え
た
。
そ
し

て
一
方
に
お
い
て
は
、
戦
災
回
復
の
経
済
諸
活
動
が
漸
次
開
始
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
特
に
戦
災
地
復
興

の
た
め
の
建
設
工
事
は
活
発
化
し
、
従
っ
て
建
築
関
係
技
能
者
の
需
要
は
少
く
な
く
、
而
も
失
業
者
は

職
を
求
め
て
仲
々
そ
の
所
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
に
お
い
て
、
戦
後
の
職
業
補
導
所
は
、

こ
れ
ら
失
業
者
を
収
容
し
、
こ
れ
に
主
と
し
て
建
築
、
木
工
等
の
技
能
訓
練
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
就

業
の
機
会
を
多
く
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
二
十
一
年
に
は
、
職
業
補
導
事
業
は
公
共
事
業
の
一
翼
を
担
っ
て
、
愈
々
そ
の
新
規
拡
充
が
行

わ
れ
た
。
職
業
補
導
所
の
経
営
主
体
は
原
則
的
に
都
道
府
県
で
あ
る
が
、
財
団
法
人
職
業
補
導
協
会
、

石
炭
鉱
業
会
等
公
共
団
体
の
該
事
業
も
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
あ
っ
て
、
そ
の
施
設
数
は
、
年
度
末
（
昭
和

二
十
二
年
三
月
末
）
に
お
い
て
、
四
三
二
ヶ
所
に
及
ん
だ
。
補
導
種
目
も
建
築
工
、
木
工
に
止
ま
ら
ず
、

社
会
的
需
要
に
応
じ
て
拡
充
さ
れ
、
同
じ
く
年
度
末
に
お
い
て
、
建
築
を
行
う
も
の
一
四
五
、
附
属
建

築
二
三
、
木
工
一
一
二
、
木
船
一
四
，
機
械
五
一
、
手
工
業
七
〇
、
事
務
一
八
、
和
洋
哉
四
〇
、
食

品
加
工
六
、
石
炭
四
四
、
計
五
二
三
を
数
え
た
。

こ
れ
が
昭
和
二
十
二
年
度
末
に
な
る
と
、
施
設
数
四
三
四
ヶ
所
、
種
目
数
は
種
目
に
よ
っ
て
多
少
の

変
動
は
あ
る
が
、
全
部
で
五
三
○
種
目
と
な
っ
て
い
る
。
建
築
一
四
四
、
附
属
建
築
一
三
、
木
工
一
三

七
、
木
船
一
二
、
機
械
五
一
、
手
工
業
六
一
、
事
務
一
七
、
和
洋
裁
四
五
、
食
品
加
工
五
、
石
炭
四
四
、

義
肢
一
で
あ
っ
て
、
総
数
に
お
い
て
は
前
年
度
に
比
し
若
干
の
増
と
な
っ
た
。
特
に
内
職
授
産
的
色
彩

を
有
す
る
手
工
芸
が
減
と
な
り
、
木
工
和
洋
裁
が
増
を
示
し
、
新
に
身
体
障
害
者
の
た
め
の
「
義
肢
」

種
日
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
の
他
、
注
目
す
べ
き
事
情
の
変
化
は
ま
だ
な
か
っ
た
。

昭
和
二
十
二
年
十
二
月
一
日
、
職
業
安
定
法
が
施
行
さ
れ
た
。
こ
ゝ
に
職
業
補
導
事
業
は
確
固
た
る

法
的
根
拠
に
基
き
、
職
業
安
定
行
政
の
重
要
な
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
職
業
補
導
所

は
公
共
職
業
補
導
所
と
呼
稱
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
職
業
補
導
の
全
国
的
統
一
と
水
準
向
上
の
た
め
に
、

施
設
設
備
の
規
模
、
補
導
定
員
、
補
導
期
間
、
補
導
教
程
、
指
導
員
の
資
格
等
の
基
準
が
設
定
を
さ

れ
、
補
導
用
教
科
書
の
編
さ
ん
も
行
わ
れ
た
。
補
導
種
目
も
既
に
述
べ
た
よ
う
な
従
来
の
ず
さ
ん
な
分

類
万
式
を
改
め
、
専
門
的
分
化
が
見
ら
れ
、
又
新
規
種
目
の
設
置
が
な
さ
れ
、
昭
和
二
十
三
年
度
に
お

い
て
、
そ
れ
は
次
の
四
八
種
目
に
及
ん
だ
。

製
図
、
通
訳
、
統
計
、
和
英
タ
イ
プ
、
謄
写
筆
耕
．
食
品
加
工
、
織
布
、
製
糸
、
和
洋
裁
、
剌
繍
、
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手
芸
、
木
工
、
竹
細
工
、
木
竹
工
芸
、
藤
細
工
、
パ
ナ
マ
帽
、
製
紙
、
印
刷
製
本
、
陶
磁
器
、
機
械
、

仕
上
、
鍛
造
、
熔
接
、
板
金
、
農
機
具
、
ミ
シ
ン
修
理
、
時
計
修
理
、
電
機
器
、
ラ
ジ
オ
修
理
、
電

工
、
自
動
車
修
理
、
木
船
、
和
傘
、
刻
印
、
模
造
真
珠
、
塗
装
、
漆
器
、
建
築
、
左
官
、
鉄
筋
、
石

工
、
玩
具
、
内
燃
機
修
理
、
装
身
具
、
義
肢
、
水
晶
加
工
、
自
転
車
修
理
、
皮
革
加
工

（
註
）
其
の
後
補
導
種
目
の
分
化
、
新
設
乃
至
廃
止
が
行
わ
れ
た
が
．
現
在
と
の
対
比
に
お
け
る
そ
の

状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

分
化
し
た
も
の
＝
和
英
タ
イ
プ
─
英
タ
イ
プ
、
和
文
タ
イ
プ
、
和
洋
裁
─
洋
服
、
洋
裁
、
和
裁

新
設
し
た
も
の
＝
測
量
、
速
記
、
経
理
事
務
、
理
髪
、
美
容
、
染
色
、
旋
盤
、
銅
器
、
鍍
金
、
無
線
通

信
、
ミ
シ
ン
裁
縫
、
精
密
機
械
、
化
学

廃
止
し
た
も
の
＝
和
傘
、
義
肢
、
水
晶
加
工
、
皮
革
加
工

か
く
の
如
く
職
業
安
定
法
の
施
行
に
よ
っ
て
、
公
共
職
業
補
導
所
は
全
国
的
規
模
の
下
に
整
備
さ
れ

─
職
業
補
導
協
会
そ
の
他
の
民
間
公
共
団
体
は
昭
和
二
十
三
年
度
に
お
い
て
そ
の
姿
を
没
し
、
都
道
府

県
が
国
の
統
一
的
な
指
導
監
督
並
に
援
助
の
も
と
に
そ
の
経
営
に
当
る
こ
と
と
な
っ
た
。
補
導
所
人
事

の
刷
新
、
補
導
内
容
の
充
実
と
相
俟
っ
て
、
職
業
補
導
事
業
は
愈
々
そ
の
真
面
目
を
発
揮
す
る
段
階
に

進
ん
だ
の
で
あ
る
。
然
し
、
こ
ゝ
で
も
そ
の
発
揮
す
べ
き
真
面
目
に
つ
い
て
注
意
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
と
は
、
職
業
安
定
法
の
施
行
に
よ
っ
て
、
従
来
か
ら
の
職
業
補
導
の
役
割
は
何
等
変
更
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
職
業
補
導
は
、
特
別
の
知
識
技
能
を
必
要
と
す
る
職
業
に
就
こ

う
と
す
る
も
の
に
対
し
て
、
そ
れ
に
必
要
な
知
識
技
能
を
授
け
、
適
職
就
業
の
機
会
を
多
か
ら
し
め
、

職
業
の
安
定
を
図
る
と
共
に
産
業
の
必
要
と
す
る
労
働
力
を
充
足
し
て
、
経
済
の
興
隆
に
寄
与
す
る
。

─
失
業
対
策
と
経
済
興
隆
策
。
職
業
安
定
法
は
こ
の
両
施
策
を
職
業
補
導
に
課
し
た
。
蓋
し
、
職
業
補

導
亊
業
が
社
会
的
に
要
求
せ
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
有
効
に
実
施
さ
れ
る
た
め
に
は
、
一
方
に
求
職
者

―
そ
れ
は
多
く
の
場
合
失
業
者
で
あ
る
─
が
労
働
市
場
に
現
存
し
、
他
方
産
業
界
は
技
能
労
働
者
を
求

め
て
い
る
と
い
う
条
件
が
具
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
。
公
共
職
補
導
所
は
先
ず
第
一
に
失
業
者
を

或
一
定
期
間
収
容
し
て
自
ら
を
失
業
緩
衝
の
プ
─
ル
と
し
、
次
に
そ
の
期
間
に
こ
れ
等
の
者
に
技
術
訓

練
を
施
し
て
就
職
せ
し
め
る
。
而
も
産
業
は
そ
れ
ら
技
能
労
働
力
を
得
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
そ
の

こ
と
が
又
相
対
的
に
経
済
の
興
隆
を
導
く
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
職
業
安
定
法
の
指
標
す
る
如

上
の
理
念
は
、
正
し
く
妥
当
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

職職
業業
安安
定定
行行
政政
施施
策策
面面
補補
導導
種種
目目
おお
よよ
びび
補補
導導
状状
況況

職
業
補
導
事
業
が
現
実
の
国
の
行
政
施
策
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
失
業
対
策
と
し
て
か
或

い
は
又
経
済
興
隆
策
と
し
て
か
、
そ
の
何
れ
か
に
、
よ
り
多
く
の
比
重
が
か
け
ら
れ
る
。
一
つ
の
施
策

が
相
対
的
に
異
質
の
效
果
の
実
現
を
期
待
す
る
場
合
、
そ
の
效
果
を
期
待
す
る
度
合
に
大
小
が
生
ず
る

こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
観
念
と
し
て
、
失
業
対
策
的
考
慮
と
同
時
的
に
同
量
の
経

済
興
隆
策
的
考
慮
が
並
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
極
め
て
難
し
い
課
題
が
残
さ
れ
る
。
職
業
安

定
法
の
理
念
も
現
実
の
行
政
面
に
お
い
て
は
、
か
く
の
如
き
理
解
に
お
い
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
と
と
な
る
。

で
は
職
業
補
導
事
業
が
失
業
対
策
と
し
て
、
或
い
は
経
済
興
隆
策
と
し
て
、
そ
の
何
れ
に
主
眼
が
注

が
れ
て
実
施
さ
れ
る
か
が
次
の
問
題
と
な
る
が
そ
れ
は
当
時
の
客
観
情
勢
に
よ
る
他
な
い
。
終
戦
後
数

年
を
経
て
失
業
問
題
は
尚
益
々
深
刻
化
し
つ
ゝ

あ
っ
た
時
、
職
業
安
定
行
政
の
一
環
と
し
て
捉

え
ら
れ
た
職
業
補
導
事
業
は
、
前
述
の
職
業
安

定
法
の
理
念
に
裏
付
け
ら
れ
乍
ら
、
失
業
対
策

と
し
て
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
職
業
安
定
法

の
施
行
に
伴
う
昭
和
二
十
三
年
度
に
お
け
る
公

共
職
業
補
導
所
の
整
備
刷
新
も
、
こ
の
線
に
沿

っ
て
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
お

け
る
施
策
の
本
質
は
変
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。

昭
和
二
十
三
年
度
以
降
の
職
業
補
導
事
業
を
、

施
設
数
、
種
目
数
一
回
定
員
に
つ
い
て
見
る
と

次
表
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

身
体
障
害
者
に
対
す
る
特
別
の
職
業
補
導
施

設
と
し
て
は
、
戦
後
、
大
阪
及
び
福
岡
の
両
障

夷
者
職
業
補
導
所
及
び
啓
成
社
が
あ
り
、
洋
裁
、
附
属
建
築
、
義
肢
、
機
械
、
木
工
に
つ
い
て
職
業
の

補
導
を
行
っ
て
い
た
。
職
業
安
定
法
の
施
行
に
よ
り
、
重
度
身
体
障
害
者
に
対
す
る
職
業
補
導
は
国
立

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
で
行
う
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
が
昭
和
二
十
四
年
度
に
お
い
て
宮
城
、
東

京
、
神
奈
川
、
大
阪
、
福
岡
に
設
置
さ
れ
た
。
現
在
補
導
種
目
と
し
て
は
、
洋
服
、
時
計
修
理
、
義
肢
、

刻
印
、
手
工
芸
、
家
具
、
靴
、
袋
物
、
建
築
製
図
、
勝
写
筆
耕
、
ミ
シ
ン
修
理
、
自
転
車
修
理
、
和
洋

裁
、
機
械
木
工
、
竹
細
工
、
木
工
芸
、
経
理
事
務
、
理
髪

で
あ
る
。
一
回
定
員
の
総
数
は
七
五
〇
名
に
上
り
、
更
に
来
る
十
月
か
ら
は
結
核
回
復
者
の
た
め
の
兵

庫
特
別
補
導
所
の
設
置
と
も
な
り
、
第
一
回
補
導
生
七
五
名
が
近
く
入
所
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

尚
広
義
に
職
業
補
導
事
業
と
い
う
場
合
に
は
、
こ
れ
に
⑴
共
同
作
業
施
設
に
お
け
る
作
業
訓
練
及
び

⑵
工
場
事
業
場
等
に
対
す
る
技
術
援
助
を
含
む
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
特
殊
の
分
野
を
形
成
し
て
い

る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
記
述
は
別
の
機
会
に
譲
り
、
専
ら
一
般
公
共
職
業
補
導
沂
に
お
け
る
狭

義
の
職
業
補
導
に
限
定
し
て
、
更
に
最
近
の
事
情
に
言
及
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。



- 75 -

手
芸
、
木
工
、
竹
細
工
、
木
竹
工
芸
、
藤
細
工
、
パ
ナ
マ
帽
、
製
紙
、
印
刷
製
本
、
陶
磁
器
、
機
械
、

仕
上
、
鍛
造
、
熔
接
、
板
金
、
農
機
具
、
ミ
シ
ン
修
理
、
時
計
修
理
、
電
機
器
、
ラ
ジ
オ
修
理
、
電

工
、
自
動
車
修
理
、
木
船
、
和
傘
、
刻
印
、
模
造
真
珠
、
塗
装
、
漆
器
、
建
築
、
左
官
、
鉄
筋
、
石

工
、
玩
具
、
内
燃
機
修
理
、
装
身
具
、
義
肢
、
水
晶
加
工
、
自
転
車
修
理
、
皮
革
加
工

（
註
）
其
の
後
補
導
種
目
の
分
化
、
新
設
乃
至
廃
止
が
行
わ
れ
た
が
．
現
在
と
の
対
比
に
お
け
る
そ
の

状
況
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

分
化
し
た
も
の
＝
和
英
タ
イ
プ
─
英
タ
イ
プ
、
和
文
タ
イ
プ
、
和
洋
裁
─
洋
服
、
洋
裁
、
和
裁

新
設
し
た
も
の
＝
測
量
、
速
記
、
経
理
事
務
、
理
髪
、
美
容
、
染
色
、
旋
盤
、
銅
器
、
鍍
金
、
無
線
通

信
、
ミ
シ
ン
裁
縫
、
精
密
機
械
、
化
学

廃
止
し
た
も
の
＝
和
傘
、
義
肢
、
水
晶
加
工
、
皮
革
加
工

か
く
の
如
く
職
業
安
定
法
の
施
行
に
よ
っ
て
、
公
共
職
業
補
導
所
は
全
国
的
規
模
の
下
に
整
備
さ
れ

─
職
業
補
導
協
会
そ
の
他
の
民
間
公
共
団
体
は
昭
和
二
十
三
年
度
に
お
い
て
そ
の
姿
を
没
し
、
都
道
府

県
が
国
の
統
一
的
な
指
導
監
督
並
に
援
助
の
も
と
に
そ
の
経
営
に
当
る
こ
と
と
な
っ
た
。
補
導
所
人
事

の
刷
新
、
補
導
内
容
の
充
実
と
相
俟
っ
て
、
職
業
補
導
事
業
は
愈
々
そ
の
真
面
目
を
発
揮
す
る
段
階
に

進
ん
だ
の
で
あ
る
。
然
し
、
こ
ゝ
で
も
そ
の
発
揮
す
べ
き
真
面
目
に
つ
い
て
注
意
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
と
は
、
職
業
安
定
法
の
施
行
に
よ
っ
て
、
従
来
か
ら
の
職
業
補
導
の
役
割
は
何
等
変
更
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
職
業
補
導
は
、
特
別
の
知
識
技
能
を
必
要
と
す
る
職
業
に
就
こ

う
と
す
る
も
の
に
対
し
て
、
そ
れ
に
必
要
な
知
識
技
能
を
授
け
、
適
職
就
業
の
機
会
を
多
か
ら
し
め
、

職
業
の
安
定
を
図
る
と
共
に
産
業
の
必
要
と
す
る
労
働
力
を
充
足
し
て
、
経
済
の
興
隆
に
寄
与
す
る
。

─
失
業
対
策
と
経
済
興
隆
策
。
職
業
安
定
法
は
こ
の
両
施
策
を
職
業
補
導
に
課
し
た
。
蓋
し
、
職
業
補

導
亊
業
が
社
会
的
に
要
求
せ
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
有
効
に
実
施
さ
れ
る
た
め
に
は
、
一
方
に
求
職
者

―
そ
れ
は
多
く
の
場
合
失
業
者
で
あ
る
─
が
労
働
市
場
に
現
存
し
、
他
方
産
業
界
は
技
能
労
働
者
を
求

め
て
い
る
と
い
う
条
件
が
具
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
。
公
共
職
補
導
所
は
先
ず
第
一
に
失
業
者
を

或
一
定
期
間
収
容
し
て
自
ら
を
失
業
緩
衝
の
プ
─
ル
と
し
、
次
に
そ
の
期
間
に
こ
れ
等
の
者
に
技
術
訓

練
を
施
し
て
就
職
せ
し
め
る
。
而
も
産
業
は
そ
れ
ら
技
能
労
働
力
を
得
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
、
そ
の

こ
と
が
又
相
対
的
に
経
済
の
興
隆
を
導
く
。
こ
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
職
業
安
定
法
の
指
標
す
る
如

上
の
理
念
は
、
正
し
く
妥
当
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

職職
業業
安安
定定
行行
政政
施施
策策
面面
補補
導導
種種
目目
おお
よよ
びび
補補
導導
状状
況況

職
業
補
導
事
業
が
現
実
の
国
の
行
政
施
策
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
失
業
対
策
と
し
て
か
或

い
は
又
経
済
興
隆
策
と
し
て
か
、
そ
の
何
れ
か
に
、
よ
り
多
く
の
比
重
が
か
け
ら
れ
る
。
一
つ
の
施
策

が
相
対
的
に
異
質
の
效
果
の
実
現
を
期
待
す
る
場
合
、
そ
の
效
果
を
期
待
す
る
度
合
に
大
小
が
生
ず
る

こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
場
合
の
観
念
と
し
て
、
失
業
対
策
的
考
慮
と
同
時
的
に
同
量
の
経

済
興
隆
策
的
考
慮
が
並
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
極
め
て
難
し
い
課
題
が
残
さ
れ
る
。
職
業
安

定
法
の
理
念
も
現
実
の
行
政
面
に
お
い
て
は
、
か
く
の
如
き
理
解
に
お
い
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
こ
と
と
な
る
。

で
は
職
業
補
導
事
業
が
失
業
対
策
と
し
て
、
或
い
は
経
済
興
隆
策
と
し
て
、
そ
の
何
れ
に
主
眼
が
注

が
れ
て
実
施
さ
れ
る
か
が
次
の
問
題
と
な
る
が
そ
れ
は
当
時
の
客
観
情
勢
に
よ
る
他
な
い
。
終
戦
後
数

年
を
経
て
失
業
問
題
は
尚
益
々
深
刻
化
し
つ
ゝ

あ
っ
た
時
、
職
業
安
定
行
政
の
一
環
と
し
て
捉

え
ら
れ
た
職
業
補
導
事
業
は
、
前
述
の
職
業
安

定
法
の
理
念
に
裏
付
け
ら
れ
乍
ら
、
失
業
対
策

と
し
て
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
職
業
安
定
法

の
施
行
に
伴
う
昭
和
二
十
三
年
度
に
お
け
る
公

共
職
業
補
導
所
の
整
備
刷
新
も
、
こ
の
線
に
沿

っ
て
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
お

け
る
施
策
の
本
質
は
変
る
と
こ
ろ
は
な
か
っ
た
。

昭
和
二
十
三
年
度
以
降
の
職
業
補
導
事
業
を
、

施
設
数
、
種
目
数
一
回
定
員
に
つ
い
て
見
る
と

次
表
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

身
体
障
害
者
に
対
す
る
特
別
の
職
業
補
導
施

設
と
し
て
は
、
戦
後
、
大
阪
及
び
福
岡
の
両
障

夷
者
職
業
補
導
所
及
び
啓
成
社
が
あ
り
、
洋
裁
、
附
属
建
築
、
義
肢
、
機
械
、
木
工
に
つ
い
て
職
業
の

補
導
を
行
っ
て
い
た
。
職
業
安
定
法
の
施
行
に
よ
り
、
重
度
身
体
障
害
者
に
対
す
る
職
業
補
導
は
国
立

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
で
行
う
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
が
昭
和
二
十
四
年
度
に
お
い
て
宮
城
、
東

京
、
神
奈
川
、
大
阪
、
福
岡
に
設
置
さ
れ
た
。
現
在
補
導
種
目
と
し
て
は
、
洋
服
、
時
計
修
理
、
義
肢
、

刻
印
、
手
工
芸
、
家
具
、
靴
、
袋
物
、
建
築
製
図
、
勝
写
筆
耕
、
ミ
シ
ン
修
理
、
自
転
車
修
理
、
和
洋

裁
、
機
械
木
工
、
竹
細
工
、
木
工
芸
、
経
理
事
務
、
理
髪

で
あ
る
。
一
回
定
員
の
総
数
は
七
五
〇
名
に
上
り
、
更
に
来
る
十
月
か
ら
は
結
核
回
復
者
の
た
め
の
兵

庫
特
別
補
導
所
の
設
置
と
も
な
り
、
第
一
回
補
導
生
七
五
名
が
近
く
入
所
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

尚
広
義
に
職
業
補
導
事
業
と
い
う
場
合
に
は
、
こ
れ
に
⑴
共
同
作
業
施
設
に
お
け
る
作
業
訓
練
及
び

⑵
工
場
事
業
場
等
に
対
す
る
技
術
援
助
を
含
む
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
特
殊
の
分
野
を
形
成
し
て
い

る
の
で
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
記
述
は
別
の
機
会
に
譲
り
、
専
ら
一
般
公
共
職
業
補
導
沂
に
お
け
る
狭

義
の
職
業
補
導
に
限
定
し
て
、
更
に
最
近
の
事
情
に
言
及
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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近近
代代
産産
業業
のの
要要
求求
にに
従従
うう
少少
数数
精精
鋭鋭
主主
義義
のの
補補
導導
方方
針針

朝
鮮
動
乱
は
世
界
経
済
を
大
き
く
揺
り
動
か
し
た
が
、
わ
が
国
の
経
済
も
そ
の
影
響
の
他
で
は
あ
り

得
ず
、
ド
ッ
ジ
・
プ
ラ
ン
の
成
功
、
そ
の
後
の
安
定
恐
慌
の
危
惧
或
い
は
行
き
詰
り
を
乗
り
越
え
特
需

を
も
た
ら
し
た
。
更
に
日
米
経
済
協
力
が
唱
導
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
所
謂
新
特
需
と
な
り
、
そ
の
間
多

少
の
起
伏
は
あ
る
が
、
占
領
諸
制
限
の
逐
次
的
解
除
、
対
日
講
話
締
結
の
事
情
と
相
俟
っ
て
日
本
経
済

は
そ
の
前
途
に
明
る
い
希
望
が
持
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
近
時
朝
鮮
動
乱
の
休
止
の
問
題
を
中
心
と

す
る
世
界
経
済
の
変
化
も
、
そ
の
こ
と
が
直
ち
に
我
が
国
の
産
業
構
造
を
変
革
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ま

い
。
日
本
の
経
済
は
そ
の
自
立
計
画
達
成
に
向
っ
て
歩
を
進
め
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

経
済
界
の
活
況
、
そ
し
て
国
民
生
活
の
安
定
も
漸
く
緒
に
つ
き
、
さ
し
も
の
失
業
問
題
も
全
部
で
は

な
い
が
、
昔
日
に
比
し
て
は
相
当
程
度
に
そ
の
深
刻
性
を
失
っ
た
部
面
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
客
観
情
勢
の
変
化
に
伴
っ
て
、
職
業
補
導
事
業
も
、
従
前
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
も

の
に
変
更
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
職
業
補
導
事
業
は
失
業
対
策
的
意
義
を
減
少
し
、

こ
ゝ
に
お
い
て
は
逆
に
よ
り
多
く
経
済
興
隆
策
と
し
て
再
出
発
す
る
こ
と
が
要
請
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。
産
業
界
の
要
求
す
る
技
能
労
働
者
を
訓
練
し
、
こ
れ
を
供
給
し
て
、
国
家
経
済
の
発
展
に

寄
与
す
る
こ
と
こ
そ
職
業
補
導
事
業
に
与
え
ら
れ
る
至
上
命
令
と
さ
れ
る
。
昭
和
二
十
六
年
度
は
か
く

の
如
く
し
て
職
業
補
導
の
歴
史
に
一
時
期
を
画
し
、
再
出
発
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
右
の
よ
う
な
根
本
方
針
の
転
換
に
従
っ
て
、
本
年
度
の
実
施
方
法
は
如
何
な
る
方
向

に
標
点
が
持
っ
て
ゆ
か
れ
た
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
概
略
の
説
明
を
附
け
加
え
て

置
こ
う
。

先
ず
第
一
に
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け

る
施
設
設
備
の
整
備
並
び
に
綜
合
化
が
図

ら
れ
た
。
（
前
掲
図
表
参
照
）
こ
れ
に
よ
り

て
又
予
算
の
効
果
的
運
用
が
期
さ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
少
数
精
鋭
主
義
に
よ
る
新
事

態
へ
の
準
備
体
制
が
整
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
。第

二
に
補
導
種
目
を
再
検
討
し
、
そ
の

取
捨
撰
択
が
行
わ
れ
た
。
即
ち
近
代
産
業

の
需
要
度
の
高
い
機
械
関
係
の
種
目
を
増

設
し
、
逆
に
そ
れ
が
低
く
な
っ
た
建
築
、

最最
近近
のの
補補
導導
種種
目目
増増
減減
状状
況況

年

度

増
減

種

目

二
三

二
四

二
五

二
六

機

械

一
六

二
〇

一
九

二
五

熔

接

二

五

八

一
三

増

板

金

一

二

七

一
〇

自
動
車
修
理

一
六

一
九

二
一

二
九

通

訳

三

二

一

五

木

工

一
一
六

一
二
四

一
一
七

九
二

減

建

築

一
一
七

一
〇
九

一
〇
五

八
九

左

官

三

〇

五

一

備備
考考

昭
和
二
三
、
二
四
、
二
五
年
度
は
各
年
度
末
状
況
、

昭
和
二
六
年
度
は
年
度
当
初
実
施
計
画
決
定
状
況
で
あ
り
、

年
度
末
に
は
更
に
こ
の
傾
向
に
拍
車
が
か
け
ら
れ
た
形
で
種

目
の
変
更
が
行
わ
れ
る
見
込
で
あ
る
。

木
工
等
は
そ
れ
で
な
く
て
も
既
述
の
如
く
終
戦
直
後
雨
後
の
筍
式
に
簇
出
し
て
旧
態
依
然
た
る
も
の
が

あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
が
こ
の
際
削
減
さ
れ
た
。
（
上
表
参
照
）
そ
し
て
前
に
掲
げ
た
表
に
よ
り
て
考
察

す
る
と
、
前
各
年
度
に
比
し
補
導
所
数
が
減
じ
て
い
る
の
に
補
導
種
目
総
数
及
び
補
導
定
員
総
数
が
増

を
示
し
て
い
る
の
は
、
少
数
精
鋭
方
式
に
よ
る
職
業
補
導
の
充
実
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で
あ
る｡

第
三
に
補
導
所
、
補
導
種
目
設
定
の
大
都
市
大
産
業
中
心
主
義
が
あ
げ
ら
れ
る
。
蓋
し
近
代
的
重
要

産
業
乃
至
大
産
業
を
内
包
す
る
大
都
市
に
お
け
る
そ
の
実
施
に
よ
っ
て
、
訓
練
し
た
技
術
労
働
力
の
供

給
は
よ
り
一
層
便
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
後
進
資
本
主
義
国
の
特
徴
を

も
つ
わ
が
国
零
細
企
業
の
た
め
の
、
従
っ
て
又
地
域
的
に
は
中
小
工
業
都
市
に
対
す
る
考
慮
が
全
然
無

視
さ
れ
た
と
極
言
す
る
も
の
で
は
な
い
。
然
し
乍
ら
そ
れ
も
失
業
対
策
的
考
慮
に
基
い
て
で
は
な
く
、

産
業
興
隆
策
上
の
便
宜
に
立
脚
し
て
補
導
所
の
設
置
、
補
導
種
目
の
選
定
の
行
わ
れ
る
の
を
見
る
の
で

あ
る
。

第
四
に
補
導
期
間
の
再
検
討
で
あ
る
。
職
業
補
導
が
失
業
者
の
救
済
を
事
と
し
た
と
き
は
、
短
期
に

必
要
最
少
限
の
技
能
を
与
え
て
就
職
せ
し
め
る
こ
と
を
以
っ
て
事
足
り
た
が
、
産
業
が
高
度
の
技
術
労

働
を
要
請
し
、
職
業
補
導
が
こ
れ
に
応
え
ん
と
す
る
今
の
場
合
に
お
い
て
は
、
比
較
的
長
期
の
補
導
期

聞
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
線
に
沿
う
実
施
が
見
ら
れ
つ
ゝ
あ
る
の
で
あ
る
。

第
五
に
補
導
方
法
の
改
善
が
あ
げ
ら
れ
る
、
補
導
生
に
高
度
の
技
術
を
習
得
せ
し
め
る
た
め
に
は
補

導
の
仕
方
に
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
見
地
か
ら
補
導
教
程
の
制
定
に
再
検
討
が
行
わ
れ
、

又
教
科
書
の
編
さ
ん
が
整
え
ら
れ
つ
ゝ
あ
る
。
そ
し
て
又
、
補
導
生
の
技
術
訓
練
に
当
る
指
導
陣
容
の

整
備
は
目
下
の
急
務
と
さ
れ
て
、
所
長
、
指
導
員
の
人
事
は
刷
新
さ
れ
つ
ゝ
あ
り
、
更
に
、
労
働
省
及

び
都
道
府
県
に
は
、
技
術
指
導
（
担
当
）
員
の
設
置
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

第
六
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
補
導
所
入
所
者
の
実
質
的
入
所
条
件
で
あ
る
。
職
業
補
導
に
失
業
救
済

的
効
果
が
期
せ
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
と
に
か
く
失
業
者
を
入
所
せ
し
め
る
こ
と
を
以
っ
て
足
り

た
に
し
て
も
、
こ
れ
に
前
述
の
役
割
が
課
せ
ら
れ
た
現
在
、
そ
の
入
所
条
件
と
し
て
実
質
的
に
別
種
の

事
柄
が
要
求
せ
ら
れ
る
の
は
蓋
し
当
然
で
あ
ろ
う
。
即
ち
先
ず
年
齢
的
に
は
、
技
能
習
得
度
の
早
い
、

そ
し
て
将
来
の
我
が
国
技
術
労
働
力
の
担
い
手
た
る
べ
き
新
制
中
学
校
卒
業
者
が
応
募
＝
入
所
の
対
象

と
さ
れ
、
次
に
そ
れ
等
の
中
、
補
導
適
格
性
を
有
す
る
こ
と
が
選
考
＝
入
所
の
要
素
と
さ
れ
る
に
至
る
。

新
態
勢
に
即
応
す
る
職
業
補
導
の
転
換
整
備
方
向
は
大
体
右
に
要
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

むむ

すす

びび

職
業
安
定
行
政
を
全
般
的
に
見
た
場
合
に
お
い
て
も
、
そ
の
目
標
は
先
ず
第
一
に
産
業
振
興
で
あ
り
、

こ
れ
を
通
じ
て
の
職
業
安
定
で
あ
る
と
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
職
業
安
定
諸
施
策
中
、
既
に
国
際
的

水
準
に
達
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
職
業
紹
介
に
比
し
、
職
業
補
導
が
若
干
の
立
ち
遅
れ
を
見
せ
る
観
の

あ
る
の
は
遺
憾
で
あ
り
、
そ
の
急
速
な
拡
充
強
化
が
企
て
ら
れ
て
い
る
。
一
方
職
業
補
導
事
業
の
重
要
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性
は
益
々
高
く
評
価
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
昭
和
二
十
六
年
度
以
降
の
将
来
に
亙
り
、
経
済
興
隆
策
を

標
榜
し
て
劃
期
的
な
発
展
を
遂
げ
る
で
あ
ろ
う
。

『
広
報
』

昭
和
二
六
年
一
一
月
二
〇
日

〔
二
─
四
七
〕
労
働
大
臣
、
技
能
者
養
成
審
議
会
宛
諮
問
（
労
働
省
発
基
第
九
六
号
）

技技
能能
行行
政政
のの
運運
営営
にに
つつ
いい
てて

独
立
国
家
と
し
て
わ
が
国
が
国
際
経
済
に
参
加
す
る
に
あ
た
り
、
生
産
企
業
に
お
け
る
技
能
訓
練

計
画
を
積
極
的
に
発
展
せ
し
め
、
技
能
の
向
上
と
労
働
能
率
の
増
進
を
図
り
、
以
て
労
働
生
産
性
の

水
準
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
技
能
行
政
の
運
営
に
つ
い
て
再
検
討

を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
如
何
な
る
措
置
を
講
ず
べ
き
か
。
貴
会
の
意
見
を
問
う
。

昭
和
二
十
六
年
十
一
月
二
十
日

労
働
大
臣

保
利

茂
『
監
督
』

昭
和
二
六
年
一
二
月
一
日

〔
二
─
四
八
〕
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
、
労
働
次
官
・
労
働
基
準
局
長
宛

技技
能能
者者
養養
成成
制制
度度
改改
正正
にに
関関
すす
るる
意意
見見

（
一)

技
能
行
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て

（
イ
）

技
能
行
政
は
助
長
行
政
た
る
こ
と
を
そ
の
目
標
と
す
る
こ
と
。

徒
弟
制
度
の
弊
害
排
除
と
い
う
監
督
行
政
の
必
要
性
は
こ
れ
を
認
む
る
に
吝
か
で
は
な
い
が
、

そ
の
面
は
で
き
る
限
り
最
少
限
度
に
止
め
る
と
共
に
、
も
と
も
と
本
行
政
は
職
場
技
能
訓
練
に
対

す
る
助
長
行
政
た
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
の
面
を
そ
の
主
た
る
目
標
に
指
向
す
べ
き
で
あ
る
。

（
ロ
）

技
能
行
政
担
当
機
関
の
能
率
的
運
営
を
図
る
こ
と
。

従
来
認
許
可
そ
の
他
の
事
務
が
渋
滞
し
て
い
る
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
で
そ
の
能
率
的
運

営
を
図
る
よ
う
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

（
ハ
）

事
務
手
続
の
簡
素
化
を
図
る
こ
と
。

届
出
、
報
告
関
係
書
類
の
備
付
等
事
務
手
続
の
面
は
で
き
る
限
り
簡
素
化
せ
ら
れ
た
い
。

（
二
）
養
成
制
度
の
充
実
に
つ
い
て

（
イ
）

単
能
工
養
成
に
重
点
を
指
向
す
る
こ
と
。

現
行
技
能
養
成
制
度
は
多
能
工
養
成
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
が
、
生
産
企
業
の
実
情
か
ら
み

る
な
ら
ば
、
寧
ろ
単
能
工
の
養
成
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
単
能
工
養
成
に
も
そ
の
重
点
を
併
せ

置
く
べ
き
で
あ
る
。
な
お
単
能
工
養
成
期
間
は
多
能
工
の
そ
れ
と
異
る
か
ら
職
種
に
応
じ
こ
れ
を

短
縮
す
べ
き
で
あ
る
。

（
ロ
）

裏
書
制
度
を
拡
充
す
る
こ
と
。

技
能
習
得
者
並
に
技
能
者
養
成
修
了
者
に
権
威
を
も
た
せ
る
た
め
現
行
技
能
者
養
成
修
了
証
明

書
に
対
す
る
裏
書
制
度
を
拡
大
し
、
夫
々
の
養
成
課
程
に
応
じ
て
労
働
大
臣
の
裏
書
を
求
め
得
る

よ
う
に
措
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
ハ
）

技
能
習
得
者
の
実
習
可
能
業
務
の
範
囲
を
拡
張
す
る
こ
と
。

例
え
ば
年
少
労
働
者
の
先
山
養
成
等
危
険
有
害
業
務
の
実
習
も
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
技
能
養

成
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
ニ
）

技
能
習
得
者
の
定
着
方
法
を
講
ず
る
こ
と
。

現
行
養
成
制
度
に
は
、
技
能
習
得
者
が
技
能
を
習
得
す
る
事
業
場
に
定
着
さ
せ
る
措
置
が
と
ら

れ
て
い
な
い
た
め
、
使
用
者
は
技
能
養
成
を
躊
躇
し
て
い
る
場
合
が
少
く
な
い
。
民
主
々
義
に
反

し
な
い
限
度
で
何
等
ら
か
の
定
着
方
法
を
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
ホ
）

教
習
事
項
の
基
準
は
弾
力
性
を
も
た
せ
、
各
事
業
場
に
お
い
て
そ
の
実
情
に
即
し
て
こ
れ

を
取
捨
選
択
す
る
余
地
を
も
た
せ
る
こ
と
。

（
へ
）

指
導
員
検
定
方
法
を
簡
素
化
す
る
こ
と
。

（
卜
）

技
能
習
得
者
の
技
能
検
定
の
方
法
を
速
か
に
決
定
す
る
こ
と
。

（
チ
）

技
能
養
成
指
導
員
並
び
に
養
成
修
了
者
に
対
し
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
「
特
別
安
全
基

準
関
係
免
許
状
」
の
無
試
験
下
附
の
特
典
を
附
与
す
る
よ
う
特
別
の
法
的
措
置
を
と
る
こ
と
。

（
三
）

経
済
的
負
担
の
軽
減

（
イ
）

作
業
衣
等
の
無
償
支
給
規
定
は
削
除
す
る
こ
と
。

（
ロ
）

関
連
学
科
の
教
習
時
間
等
は
労
働
時
間
外
と
し
て
取
扱
い
得
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。

（
ハ
）

助
成
金
を
交
付
す
る
こ
と
。

（
ニ)

養
成
工
に
対
す
る
現
物
給
与
、
通
動
費
、
講
師
謝
礼
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
課
税
対
象
と
し

な
い
こ
と
。

（
四
）

学
校
教
育
と
の
関
連
に
つ
い
て

（
イ
）

技
能
者
養
成
制
度
が
国
家
的
技
能
教
育
制
度
で
あ
る
の
に
鑑
み
、
学
校
教
育
を
受
け
る
者

と
遜
色
の
な
い
特
典
と
利
便
を
与
え
る
こ
と
。

（
ロ
）

本
制
度
実
施
上
、
文
部
省
所
管
事
項
と
関
連
す
る
面
が
若
干
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
調
整
に

つ
き
実
情
に
即
し
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
ハ
）

養
成
工
の
中
に
は
夜
間
定
時
制
高
校
に
通
学
し
て
い
る
者
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
関
連
学
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性
は
益
々
高
く
評
価
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
昭
和
二
十
六
年
度
以
降
の
将
来
に
亙
り
、
経
済
興
隆
策
を

標
榜
し
て
劃
期
的
な
発
展
を
遂
げ
る
で
あ
ろ
う
。

『
広
報
』

昭
和
二
六
年
一
一
月
二
〇
日

〔
二
─
四
七
〕
労
働
大
臣
、
技
能
者
養
成
審
議
会
宛
諮
問
（
労
働
省
発
基
第
九
六
号
）

技技
能能
行行
政政
のの
運運
営営
にに
つつ
いい
てて

独
立
国
家
と
し
て
わ
が
国
が
国
際
経
済
に
参
加
す
る
に
あ
た
り
、
生
産
企
業
に
お
け
る
技
能
訓
練

計
画
を
積
極
的
に
発
展
せ
し
め
、
技
能
の
向
上
と
労
働
能
率
の
増
進
を
図
り
、
以
て
労
働
生
産
性
の

水
準
を
高
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
技
能
行
政
の
運
営
に
つ
い
て
再
検
討

を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
如
何
な
る
措
置
を
講
ず
べ
き
か
。
貴
会
の
意
見
を
問
う
。

昭
和
二
十
六
年
十
一
月
二
十
日

労
働
大
臣

保
利

茂
『
監
督
』

昭
和
二
六
年
一
二
月
一
日

〔
二
─
四
八
〕
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
、
労
働
次
官
・
労
働
基
準
局
長
宛

技技
能能
者者
養養
成成
制制
度度
改改
正正
にに
関関
すす
るる
意意
見見

（
一)

技
能
行
政
の
あ
り
方
に
つ
い
て

（
イ
）

技
能
行
政
は
助
長
行
政
た
る
こ
と
を
そ
の
目
標
と
す
る
こ
と
。

徒
弟
制
度
の
弊
害
排
除
と
い
う
監
督
行
政
の
必
要
性
は
こ
れ
を
認
む
る
に
吝
か
で
は
な
い
が
、

そ
の
面
は
で
き
る
限
り
最
少
限
度
に
止
め
る
と
共
に
、
も
と
も
と
本
行
政
は
職
場
技
能
訓
練
に
対

す
る
助
長
行
政
た
る
こ
と
に
鑑
み
、
こ
の
面
を
そ
の
主
た
る
目
標
に
指
向
す
べ
き
で
あ
る
。

（
ロ
）

技
能
行
政
担
当
機
関
の
能
率
的
運
営
を
図
る
こ
と
。

従
来
認
許
可
そ
の
他
の
事
務
が
渋
滞
し
て
い
る
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
で
そ
の
能
率
的
運

営
を
図
る
よ
う
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

（
ハ
）

事
務
手
続
の
簡
素
化
を
図
る
こ
と
。

届
出
、
報
告
関
係
書
類
の
備
付
等
事
務
手
続
の
面
は
で
き
る
限
り
簡
素
化
せ
ら
れ
た
い
。

（
二
）
養
成
制
度
の
充
実
に
つ
い
て

（
イ
）

単
能
工
養
成
に
重
点
を
指
向
す
る
こ
と
。

現
行
技
能
養
成
制
度
は
多
能
工
養
成
を
そ
の
目
的
と
し
て
い
る
が
、
生
産
企
業
の
実
情
か
ら
み

る
な
ら
ば
、
寧
ろ
単
能
工
の
養
成
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
単
能
工
養
成
に
も
そ
の
重
点
を
併
せ

置
く
べ
き
で
あ
る
。
な
お
単
能
工
養
成
期
間
は
多
能
工
の
そ
れ
と
異
る
か
ら
職
種
に
応
じ
こ
れ
を

短
縮
す
べ
き
で
あ
る
。

（
ロ
）

裏
書
制
度
を
拡
充
す
る
こ
と
。

技
能
習
得
者
並
に
技
能
者
養
成
修
了
者
に
権
威
を
も
た
せ
る
た
め
現
行
技
能
者
養
成
修
了
証
明

書
に
対
す
る
裏
書
制
度
を
拡
大
し
、
夫
々
の
養
成
課
程
に
応
じ
て
労
働
大
臣
の
裏
書
を
求
め
得
る

よ
う
に
措
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
ハ
）

技
能
習
得
者
の
実
習
可
能
業
務
の
範
囲
を
拡
張
す
る
こ
と
。

例
え
ば
年
少
労
働
者
の
先
山
養
成
等
危
険
有
害
業
務
の
実
習
も
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
技
能
養

成
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
ニ
）

技
能
習
得
者
の
定
着
方
法
を
講
ず
る
こ
と
。

現
行
養
成
制
度
に
は
、
技
能
習
得
者
が
技
能
を
習
得
す
る
事
業
場
に
定
着
さ
せ
る
措
置
が
と
ら

れ
て
い
な
い
た
め
、
使
用
者
は
技
能
養
成
を
躊
躇
し
て
い
る
場
合
が
少
く
な
い
。
民
主
々
義
に
反

し
な
い
限
度
で
何
等
ら
か
の
定
着
方
法
を
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

（
ホ
）

教
習
事
項
の
基
準
は
弾
力
性
を
も
た
せ
、
各
事
業
場
に
お
い
て
そ
の
実
情
に
即
し
て
こ
れ

を
取
捨
選
択
す
る
余
地
を
も
た
せ
る
こ
と
。

（
へ
）

指
導
員
検
定
方
法
を
簡
素
化
す
る
こ
と
。

（
卜
）

技
能
習
得
者
の
技
能
検
定
の
方
法
を
速
か
に
決
定
す
る
こ
と
。

（
チ
）

技
能
養
成
指
導
員
並
び
に
養
成
修
了
者
に
対
し
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
「
特
別
安
全
基

準
関
係
免
許
状
」
の
無
試
験
下
附
の
特
典
を
附
与
す
る
よ
う
特
別
の
法
的
措
置
を
と
る
こ
と
。

（
三
）

経
済
的
負
担
の
軽
減

（
イ
）

作
業
衣
等
の
無
償
支
給
規
定
は
削
除
す
る
こ
と
。

（
ロ
）

関
連
学
科
の
教
習
時
間
等
は
労
働
時
間
外
と
し
て
取
扱
い
得
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。

（
ハ
）

助
成
金
を
交
付
す
る
こ
と
。

（
ニ)

養
成
工
に
対
す
る
現
物
給
与
、
通
動
費
、
講
師
謝
礼
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
課
税
対
象
と
し

な
い
こ
と
。

（
四
）

学
校
教
育
と
の
関
連
に
つ
い
て

（
イ
）

技
能
者
養
成
制
度
が
国
家
的
技
能
教
育
制
度
で
あ
る
の
に
鑑
み
、
学
校
教
育
を
受
け
る
者

と
遜
色
の
な
い
特
典
と
利
便
を
与
え
る
こ
と
。

（
ロ
）

本
制
度
実
施
上
、
文
部
省
所
管
事
項
と
関
連
す
る
面
が
若
干
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
調
整
に

つ
き
実
情
に
即
し
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

（
ハ
）

養
成
工
の
中
に
は
夜
間
定
時
制
高
校
に
通
学
し
て
い
る
者
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
関
連
学
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科
と
重
複
し
て
い
る
学
科
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
受
講
し
な
く
と
も
差
支
え
た
い
よ
う
に
措
置
す
る

こ
と
。

『
日
経
』

昭
和
二
六
年
一
二
月
一
一
日

〔
二
─
四
九
〕
技
能
者
養
成
審
議
会
決
定

技技
能能
行行
政政
運運
営営
上上
のの
各各
問問
題題
点点
のの
審審
議議
事事
項項

１
．
助
成
金
制
度
の
設
置

２
．
義
務
的
養
成
制
度
の
確
立

３
．
労
働
基
準
法
と
の
関
係

４
．
課
税
に
対
す
る
特
例
措
置

５
．
技
能
者
養
成
指
導
員
に
対
す
る
公
的
証
明
制
度
の
確
立

６
．
養
成
修
了
者
に
対
す
る
公
的
証
明
制
度
の
確
立

７
．
労
働
者
間
並
び
に
事
業
主
間
の
協
力
体
制
の
確
立

８
．
関
係
官
庁
と
の
連
絡
調
整

９
．
技
能
者
養
成
指
導
員
の
研
修
制
度
の
確
立

．
教
習
事
項
と
労
働
時
間
と
の
関
係

10
．
企
業
内
に
お
け
る
階
層
的
訓
練
制
度

11
．
登

録

制

度

12
．
養
成
委
員
会
制
度

13
．
表
彰
制
度
の
確
立

14
．
技
能
行
政
機
構

15
．
指
導
官
制
度
の
拡
充
強
化

16
．
技
能
研
究
機
関
の
設
置

『
監
督
』

17

昭
和
二
七
年
二
月
二
日

〔
二
─
五
〇
〕
経
営
者
団
体
、
行
政
官
庁
へ
意
見
具
申

日日
経経
連連
のの
技技
能能
者者
養養
成成
制制
度度
にに
関関
すす
るる
意意
見見

経
済
自
立
の
確
立
が
要
請
さ
れ
る
我
が
国
経
済
界
に
お
い
て
技
能
者
養
成
制
度
の
緊
要
性
は
今
更

多
言
を
要
し
な
い
所
で
あ
り
ま
す
が
、
過
去
三
年
の
経
験
を
徴
す
る
に
、
そ
の
制
度
に
幾
多
の
障
害

が
存
す
る
た
め
、
各
企
業
に
お
い
て
こ
れ
が
実
施
を
今
尚
躊
躇
し
て
い
る
向
き
の
多
き
こ
と
は
蔽
う

べ
か
ら
ざ
る
事
実
で
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
障
害
を
排
除
し
、
わ
が
国
企
業
の
実
情
に
即
し
た
技
能
者
養
成
制
度
の
発
展
を
期
す
る

た
め
の
改
正
意
見
を
次
の
通
り
決
定
致
し
ま
し
た
か
ら
茲
に
右
意
見
を
具
申
し
ま
す
。
な
お
こ
の
機

会
に
技
能
者
養
成
制
度
と
い
ゝ
監
督
者
訓
練
と
い
ゝ
、
或
は
産
業
教
育
法
に
基
く
実
業
教
育
と
い
ゝ
、

何
れ
も
産
業
教
育
の
一
と
し
て
取
上
げ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
所
管
官
庁
が
夫

々
異
な
り
相
互
の
有
機
的
連
絡
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
各
行
政
が
重
複
平
行
す
る
場
合
も
生
じ
、
且

つ
そ
の
事
務
も
煩
雑
を
極
め
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
そ
の
所
管
官
庁
は
で
き
る
限
り
こ
れ
を
統
合
し
、

行
政
の
一
元
化
を
期
せ
ら
れ
る
こ
と
を
併
せ
要
望
致
し
ま
す
。

技技
能能
者者
養養
成成
制制
度度
改改
正正
にに
関関
すす
るる
意意
見見
（
編
注
：
昭
和
二
六
年
一
二
月
一
日
と
同
一
に
つ
き
略
）

鉄鉄
道道
車車
両両
工工
業業
経経
営営
者者
連連
盟盟
のの
改改
正正
意意
見見

一一
般般
的的
改改
正正
意意
見見

㈠

技
術
の
向
上
が
日
本
経
済
自
立
の
た
め
の
必
須
要
件
で
あ
る
の
は
云
う
迄
も
な
い
が
、
国
際
市

場
で
の
競
争
不
可
避
な
運
命
に
在
る
鉄
道
車
両
工
業
に
と
っ
て
は
、
特
に
大
き
な
意
義
を
も
つ
も
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
技
能
者
養
成
に
は
重
大
の
関
心
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
も
と

く
技
能

者
成
成
規
程
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
全
幅
的
な
賛
意
を
表
す
る
が
、
規
定
の
内
容
と
そ
の
運
用

と
に
関
し
て
は
、
現
実
の
企
業
経
営
の
面
か
ら
少
か
ら
ぬ
不
満
と
疑
問
と
を
持
つ
。

㈡

現
行
規
程
は
使
用
者
に
対
し
厳
重
な
監
督
と
義
務
の
負
課
を
規
程
し
な
が
ら
、
し
か
も
こ
れ
に

マ
マ

関
す
る
負
担
を
あ
げ
て
使
用
者
の
一
方
的
責
任
と
し
て
い
る
。
他
面
こ
れ
ら
技
能
習
得
者
を
定
着
さ

せ
る
た
め
適
切
な
措
置
に
つ
い
て
は
何
等
規
定
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
か
ゝ
る
実
益
の
少
い
事
情
下

に
あ
っ
て
は
、
使
用
者
が
「
本
規
程
に
準
拠
し
た
技
能
者
養
成
」
の
実
施
に
逡
巡
す
る
の
も
け
だ
し

故
な
し
と
し
ま
い
。

即
ち
経
理
上
で
の
国
家
補
助
と
技
能
習
得
者
の
定
着
性
実
現
と
に
つ
い
て
、
何
等
か
の
措
置
が
の

ぞ
ま
し
い
。

㈢

技
能
習
得
者
の
実
情
に
つ
い
て
み
る
に
、
彼
等
は
規
程
に
よ
る
教
習
を
以
て
満
足
し
な
い
で
、

夜
間
高
校
に
通
学
す
る
も
の
が
少
く
な
い
が
、
か
く
て
は
過
労
を
招
く
の
み
な
ら
ず
、
養
成
趣
旨
の

大
部
分
は
失
わ
れ
、
且
つ
夜
間
高
校
通
学
に
よ
る
技
能
の
向
上
に
は
さ
し
た
る
効
果
も
認
め
ら
れ
な

い
の
で
あ
っ
て
、
未
成
年
者
を
保
護
し
つ
つ
技
能
の
向
上
を
図
ろ
う
と
す
る
法
の
精
神
に
逆
行
す
る

こ
と
に
な
る
。

即
ち
技
能
習
得
者
に
対
す
る
一
種
の
「
社
会
的
格
付
」
を
考
慮
す
る
こ
と
が
是
非
と
も
望
ま
し
い
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が
、
出
来
得
べ
く
ん
ば
、
夜
間
高
校
と
技
能
者
養
成
教
習
と
の
間
に
有
機
的
調
整
を
図
る
こ
と
も
有

効
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
体
育
、
社
会
科
学
等
は
之
を
高
校
に
委
ね
、
実
技
に
関
し
て
は
技

能
養
成
能
養
成
に
期
待
す
る
等
の
よ
う
な
勤
労
者
教
育
に
関
す
る
再
検
討
が
望
ま
し
い
。

㈣

こ
の
規
程
は
労
働
基
準
法
に
基
く
も
の
で
あ
る
が
、
本
来
監
督
行
政
の
範
疇
に
加
え
ら
れ
る
こ
と

自
体
に
理
論
上
疑
問
が
あ
る
。

特
に
末
端
の
と
か
く
わ
づ
ら
わ
し
い
監
督
的
行
政
の
実
際
に
つ
い
て
も
充
分
な
再
検
討
が
行
わ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。

㈤

所
謂
近
代
化
さ
れ
た
大
企
業
と
比
較
的
前
資
本
主
義
的
性
格
を
遺
し
て
い
る
小
企
業
と
を
区
別
す

る
こ
と
な
く
一
率
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
こ
の
規
程
の
普
辺
化
を
阻
む
一
つ
の
素
因
が
あ

マ
マ

る
。尤

も
こ
の
難
点
は
労
働
基
準
法
全
般
に
通
じ
て
云
わ
れ
る
。

現
実
に
多
く
の
会
社
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
そ
れ

ぐ
の
企
業
体
の
希
望
し
そ
の
経
営
方
針
と
実

体
と
伝
統
と
に
適
合
し
た
自
治
的
な
技
能
教
育
制
度
を
相
当
大
巾
に
織
込
み
う
る
て
い
ど
の
内
容
と
す

る
こ
と
も
こ
の
際
考
慮
さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

特
に
最
近
政
府
各
機
関
か
ら
指
導
推
推
奨
さ
れ
る
諸
々
の
産
業
教
育
（
Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ

Ｍ
・
Ｔ
・
Ｐ

等
）
と
の
綜
合
的
調
整
に
つ
い
て
、
根
本
的
な
検
討
と
省
察
と
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

具具
体体
的的
改改
正正
意意
見見

㈠

第
九
条
関
係

第
二
号
「
…
…
養
成
契
約
の
定
に
し
ば

く
違
反
し
た
場
合
」
の
「
し
ば

く
」
を
削
除
す
る
。

（
理
由
）
使
用
者
と
し
て
折
角
技
能
習
得
者
と
し
て
雇
用
し
た
も
の
を
、
契
約
解
除
す
る
こ
と
は
、

よ
く

く
の
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
最
も
多
い
事
例
は
第
二
十
三
条
の
規
定
に
違
反
し
て
技

能
習
得
者
が
契
約
解
除
の
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
ほ
し
い
ま
ゝ
に
他
に
雇
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。

前
述
の
場
合
一
般
に
使
用
者
は
損
害
賠
償
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、
契
約
の
解
除
で
事
を
済
ま
す
か
が

通
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
法
、
命
令
、
就
業
規
則
又
は
養
成
契
約
の
定
に
違
反
し
た
も
の
と
し
て
収

扱
う
こ
と
ゝ
な
る
が
、
こ
の
種
事
例
は
「
し
ば

く
」
で
あ
る
を
要
し
な
い
。
従
っ
て
「
し
ば

く
」

を
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。

斯
く
言
え
ば
と
て
第
十
条
に
於
い
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

マ
マ

使
用
者
の
一
方
的
恣
意
に
よ
る
契
約
解
除
と
い
う
こ
と
は
起
り
得
な
い
と
思
う
。

㈡

第
二
十
二
条
関
係

第
二
項
に
次
の
但
書
を
加
え
る
。

「
但
し
技
能
習
得
者
が
第
九
条
第
二
号
に
該
当
し
て
養
成
契
約
を
解
除
さ
れ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で

な
い
。」

（
理
由
）
前
と
同
じ
趣
旨
で
、
他
の
雇
用
さ
れ
た
も
の
な
ど
に
ま
で
証
明
書
を
交
附
す
る
必
要
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。

㈢㈢

第第
二二
十十
三三
条条
関関
係係

第
二
項
と
し
て
左
の
一
項
を
加
え
る
。

「
使
用
者
は
他
の
使
用
者
と
養
成
契
約
存
続
中
の
技
能
習
得
者
を
雇
用
し
て
は
な
ら
な
い
」

（
理
由
）
本
条
は
使
用
者
に
於
て
最
も
関
心
を
有
す
る
条
文
で
本
条
違
反
が
余
り
に
も
多
く
、
且
つ
之

に
対
す
る
適
切
な
防
止
対
策
が
な
い
た
め
に
（
損
害
賠
償
の
提
起
の
如
き
は
現
実
に
は
行
わ
れ
得
な
い
）

使
用
者
が
技
能
者
養
成
を
逡
巡
す
る
と
言
っ
て
も
大
し
て
過
言
で
は
な
い
。

故
に
右
の
如
き
第
二
項
を
附
加
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

㈣㈣

第第
二二
十十
五五
条条
関関
係係

本
条
第
二
項
を
削
除
す
る
か
又
は
次
の
通
り
改
め
る
。

「
使
用
者
は
技
能
習
得
者
に
対
し
教
習
に
必
要
な
物
品
に
つ
き
便
宜
を
供
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
理
由
）
本
条
第
二
項
は
正
面
解
釈
の
場
合
又
第
一
項
第
二
十
六
条
と
の
関
連
に
於
て
眺
め
た
場
合
「
現

物
給
与
」
で
あ
る
と
の
感
が
深
い
。
併
し
乍
ら
か
ゝ
る
物
品
の
提
供
は
若
し
契
約
に
於
て
明
示
せ
ら
れ

て
も
之
を
「
労
働
の
対
償
」
と
し
て
見
る
こ
と
は
出
来
ず
、
そ
れ
は
宛
も
機
械
器
具
や
文
房
具
が
業
務

上
必
要
で
あ
っ
て
、
労
働
者
の
使
用
に
委
ね
ら
れ
て
も
賃
金
乃
至
利
益
と
は
見
れ
な
い
の
と
同
じ
で
あ

る
。又

仮
り
に
一
歩
を
譲
っ
て
現
物
給
与
な
り
と
し
て
も
、
労
働
協
約
で
別
段
の
定
め
を
し
な
け
れ
ば

評
価
額
の
適
正
な
設
定
は
不
可
能
で
あ
る
。

故
に
か
ゝ
る
誤
解
を
生
じ
易
い
条
項
は
削
除
す
る
か
又
は
存
続
す
る
に
し
て
も
、
物
品
の
具
体
的

例
示
に
代
え
る
に
「
必
要
物
品
の
便
宜
供
与
」
程
度
に
改
む
べ
き
で
あ
る
。
尚
、
作
業
衣
の
無
償
支
給

な
ど
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
り
、
本
条
の
如
き
義
務
付
け
は
財
政
面
か
ら
見
て
技
能
者
養
成
を
経
理
上

極
め
て
裕
福
な
特
殊
企
業
に
限
定
す
る
こ
と
ゝ
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
面
か
ら
見
て
も
改
正
の
要

が
あ
る
と
思
う
。

日日
本本
鉄鉄
鋼鋼
連連
盟盟
のの
現現
行行
制制
度度
にに
関関
すす
るる
意意
見見

自
立
経
済
体
制
の
一
環
と
し
て
技
能
者
養
成
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
鉄
鋼
業
に
於
て
も
基
本
職
種
で

あ
る
製
銑
工
、
製
鋼
工
、
圧
延
工
等
の
指
定
技
能
名
の
追
加
が
あ
っ
た
の
で
、
本
年
四
月
よ
り
業
界
の

数
社
に
於
て
そ
の
養
成
制
度
の
設
置
を
見
た
次
第
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
実
際
の
運
営
に
於
け
る
経
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が
、
出
来
得
べ
く
ん
ば
、
夜
間
高
校
と
技
能
者
養
成
教
習
と
の
間
に
有
機
的
調
整
を
図
る
こ
と
も
有

効
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
体
育
、
社
会
科
学
等
は
之
を
高
校
に
委
ね
、
実
技
に
関
し
て
は
技

能
養
成
能
養
成
に
期
待
す
る
等
の
よ
う
な
勤
労
者
教
育
に
関
す
る
再
検
討
が
望
ま
し
い
。

㈣

こ
の
規
程
は
労
働
基
準
法
に
基
く
も
の
で
あ
る
が
、
本
来
監
督
行
政
の
範
疇
に
加
え
ら
れ
る
こ
と

自
体
に
理
論
上
疑
問
が
あ
る
。

特
に
末
端
の
と
か
く
わ
づ
ら
わ
し
い
監
督
的
行
政
の
実
際
に
つ
い
て
も
充
分
な
再
検
討
が
行
わ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。

㈤

所
謂
近
代
化
さ
れ
た
大
企
業
と
比
較
的
前
資
本
主
義
的
性
格
を
遺
し
て
い
る
小
企
業
と
を
区
別
す

る
こ
と
な
く
一
率
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
こ
の
規
程
の
普
辺
化
を
阻
む
一
つ
の
素
因
が
あ

マ
マ

る
。尤

も
こ
の
難
点
は
労
働
基
準
法
全
般
に
通
じ
て
云
わ
れ
る
。

現
実
に
多
く
の
会
社
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
そ
れ

ぐ
の
企
業
体
の
希
望
し
そ
の
経
営
方
針
と
実

体
と
伝
統
と
に
適
合
し
た
自
治
的
な
技
能
教
育
制
度
を
相
当
大
巾
に
織
込
み
う
る
て
い
ど
の
内
容
と
す

る
こ
と
も
こ
の
際
考
慮
さ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

特
に
最
近
政
府
各
機
関
か
ら
指
導
推
推
奨
さ
れ
る
諸
々
の
産
業
教
育
（
Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ

Ｍ
・
Ｔ
・
Ｐ

等
）
と
の
綜
合
的
調
整
に
つ
い
て
、
根
本
的
な
検
討
と
省
察
と
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

具具
体体
的的
改改
正正
意意
見見

㈠

第
九
条
関
係

第
二
号
「
…
…
養
成
契
約
の
定
に
し
ば

く
違
反
し
た
場
合
」
の
「
し
ば

く
」
を
削
除
す
る
。

（
理
由
）
使
用
者
と
し
て
折
角
技
能
習
得
者
と
し
て
雇
用
し
た
も
の
を
、
契
約
解
除
す
る
こ
と
は
、

よ
く

く
の
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
最
も
多
い
事
例
は
第
二
十
三
条
の
規
定
に
違
反
し
て
技

能
習
得
者
が
契
約
解
除
の
手
続
を
経
る
こ
と
な
く
ほ
し
い
ま
ゝ
に
他
に
雇
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。

前
述
の
場
合
一
般
に
使
用
者
は
損
害
賠
償
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、
契
約
の
解
除
で
事
を
済
ま
す
か
が

通
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
法
、
命
令
、
就
業
規
則
又
は
養
成
契
約
の
定
に
違
反
し
た
も
の
と
し
て
収

扱
う
こ
と
ゝ
な
る
が
、
こ
の
種
事
例
は
「
し
ば

く
」
で
あ
る
を
要
し
な
い
。
従
っ
て
「
し
ば

く
」

を
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。

斯
く
言
え
ば
と
て
第
十
条
に
於
い
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

マ
マ

使
用
者
の
一
方
的
恣
意
に
よ
る
契
約
解
除
と
い
う
こ
と
は
起
り
得
な
い
と
思
う
。

㈡

第
二
十
二
条
関
係

第
二
項
に
次
の
但
書
を
加
え
る
。

「
但
し
技
能
習
得
者
が
第
九
条
第
二
号
に
該
当
し
て
養
成
契
約
を
解
除
さ
れ
た
場
合
は
こ
の
限
り
で

な
い
。」

（
理
由
）
前
と
同
じ
趣
旨
で
、
他
の
雇
用
さ
れ
た
も
の
な
ど
に
ま
で
証
明
書
を
交
附
す
る
必
要
は
な

い
と
思
わ
れ
る
。

㈢㈢

第第
二二
十十
三三
条条
関関
係係

第
二
項
と
し
て
左
の
一
項
を
加
え
る
。

「
使
用
者
は
他
の
使
用
者
と
養
成
契
約
存
続
中
の
技
能
習
得
者
を
雇
用
し
て
は
な
ら
な
い
」

（
理
由
）
本
条
は
使
用
者
に
於
て
最
も
関
心
を
有
す
る
条
文
で
本
条
違
反
が
余
り
に
も
多
く
、
且
つ
之

に
対
す
る
適
切
な
防
止
対
策
が
な
い
た
め
に
（
損
害
賠
償
の
提
起
の
如
き
は
現
実
に
は
行
わ
れ
得
な
い
）

使
用
者
が
技
能
者
養
成
を
逡
巡
す
る
と
言
っ
て
も
大
し
て
過
言
で
は
な
い
。

故
に
右
の
如
き
第
二
項
を
附
加
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。

㈣㈣

第第
二二
十十
五五
条条
関関
係係

本
条
第
二
項
を
削
除
す
る
か
又
は
次
の
通
り
改
め
る
。

「
使
用
者
は
技
能
習
得
者
に
対
し
教
習
に
必
要
な
物
品
に
つ
き
便
宜
を
供
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
理
由
）
本
条
第
二
項
は
正
面
解
釈
の
場
合
又
第
一
項
第
二
十
六
条
と
の
関
連
に
於
て
眺
め
た
場
合
「
現

物
給
与
」
で
あ
る
と
の
感
が
深
い
。
併
し
乍
ら
か
ゝ
る
物
品
の
提
供
は
若
し
契
約
に
於
て
明
示
せ
ら
れ

て
も
之
を
「
労
働
の
対
償
」
と
し
て
見
る
こ
と
は
出
来
ず
、
そ
れ
は
宛
も
機
械
器
具
や
文
房
具
が
業
務

上
必
要
で
あ
っ
て
、
労
働
者
の
使
用
に
委
ね
ら
れ
て
も
賃
金
乃
至
利
益
と
は
見
れ
な
い
の
と
同
じ
で
あ

る
。又

仮
り
に
一
歩
を
譲
っ
て
現
物
給
与
な
り
と
し
て
も
、
労
働
協
約
で
別
段
の
定
め
を
し
な
け
れ
ば

評
価
額
の
適
正
な
設
定
は
不
可
能
で
あ
る
。

故
に
か
ゝ
る
誤
解
を
生
じ
易
い
条
項
は
削
除
す
る
か
又
は
存
続
す
る
に
し
て
も
、
物
品
の
具
体
的

例
示
に
代
え
る
に
「
必
要
物
品
の
便
宜
供
与
」
程
度
に
改
む
べ
き
で
あ
る
。
尚
、
作
業
衣
の
無
償
支
給

な
ど
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
り
、
本
条
の
如
き
義
務
付
け
は
財
政
面
か
ら
見
て
技
能
者
養
成
を
経
理
上

極
め
て
裕
福
な
特
殊
企
業
に
限
定
す
る
こ
と
ゝ
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
面
か
ら
見
て
も
改
正
の
要

が
あ
る
と
思
う
。

日日
本本
鉄鉄
鋼鋼
連連
盟盟
のの
現現
行行
制制
度度
にに
関関
すす
るる
意意
見見

自
立
経
済
体
制
の
一
環
と
し
て
技
能
者
養
成
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
鉄
鋼
業
に
於
て
も
基
本
職
種
で

あ
る
製
銑
工
、
製
鋼
工
、
圧
延
工
等
の
指
定
技
能
名
の
追
加
が
あ
っ
た
の
で
、
本
年
四
月
よ
り
業
界
の

数
社
に
於
て
そ
の
養
成
制
度
の
設
置
を
見
た
次
第
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
実
際
の
運
営
に
於
け
る
経
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験
上
、
将
又
目
下
実
施
を
躊
躇
す
る
向
に
於
け
る
真
意
の
存
す
る
と
こ
ろ
を
綜
合
す
れ
ば
主
と
し
て
左

記
の
諸
点
に
於
て
改
善
を
要
す
る
と
存
じ
ま
す
の
で
当
局
の
愼
重
な
審
議
を
経
て
適
切
な
る
方
策
を
樹

立
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
切
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

一一
、、
行行
政政
官官
庁庁
のの
基基
本本
方方
針針

労
働
基
準
法
に
基
く
徒
弟
制
度
の
弊
害
、
年
少
労
働
者
の
就
業
制
限
等
は
そ
の
性
質
上
監
督
行
政
の

立
場
か
ら
行
わ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
技
能
者
養
成
制
度
が
そ
の
本
来
の
使
命
を
達
成
す
る
た
め
に
寧
ろ

養
成
目
的
が
主
体
と
な
り
実
態
に
即
し
こ
れ
ら
監
督
的
規
制
が
最
少
限
度
に
圧
縮
せ
ら
る
べ
き
で
あ
っ

て
従
っ
て
行
政
官
庁
と
し
て
は
次
の
如
き
基
本
方
針
に
於
て
運
営
せ
ら
れ
る
こ
と
を
念
願
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

⑴

監
督
行
政
よ
り
転
じ
て
実
務
に
即
応
し
た
指
導
助
成
行
政
と
し
て
再
出
発
す
べ
き
こ
と
。

⑵

認
可
申
請
、
報
告
事
項
が
形
式
的
で
複
雑
に
す
ぎ
る
が
、
こ
れ
を
実
際
面
に
即
し
て
必
要
程
度
に

簡
素
化
し
、
能
率
的
に
処
理
す
る
こ
と
。

⑶

現
行
認
可
制
を
登
録
制
に
改
正
す
る
こ
と
。

二二
、、
経経
済済
的的
負負
担担
のの
軽軽
減減

産
業
教
育
振
興
法
に
よ
っ
て
多
額
の
国
庫
補
助
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
国
民
の
経
済
力
は
そ
の
大

多
数
が
高
校
進
学
を
望
め
な
い
今
日
に
お
い
て
は
技
能
者
養
成
が
そ
の
一
端
を
荷
っ
て
い
る
現
状
に
鑑

み
各
種
の
経
済
的
負
担
軽
減
の
措
置
を
講
ぜ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

⑴

助
成
金
の
交
付

⑵

優
秀
な
養
成
施
設
若
く
は
優
秀
技
能
修
得
者
に
対
し
褒
賞
制
度
を
置
き
、
国
庫
の
負
担
に
於
て
こ

れ
を
実
施
す
る
こ
と
。

⑶

規
程
第
二
十
五
条
第
二
項
は
道
具
、
作
業
衣
教
材
等
を
会
社
が
無
償
で
提
供
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
が
負
担
が
大
き
い
の
で
こ
の
項
を
削
除
す
る
こ
と
。

⑷

課
税
免
除
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
。

三三
、、
学学
校校
とと
のの
関関
連連
にに
つつ
きき
特特
別別
調調
整整
のの
方方
策策
をを
講講
ずず
るる
ここ
とと

技
能
者
養
成
の
目
的
達
成
は
技
能
修
得
者
を
し
て
希
望
を
も
ち
、
専
心
そ
の
業
に
励
む
こ
と
が
核
心

で
あ
る
が
、
実
情
は
学
校
教
育
偏
重
の
観
念
に
捉
わ
れ
、
多
く
二
重
教
育
の
弊
に
陥
っ
て
い
る
。
現
在

の
段
階
で
は
先
づ
次
の
調
整
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
。

⑴

養
成
工
で
夜
間
定
時
制
高
校
に
通
学
し
て
い
る
も
の
に
対
し
て
は
関
連
学
科
と
重
復
す
る
学
科
に

マ
マ

つ
い
て
は
こ
れ
が
受
講
を
免
除
（
ク
レ
ヂ
ッ
ト
）
出
来
る
道
を
開
く
こ
と
。

⑵

教
科
書
の
廉
価
購
入
そ
の
他
の
特
典
に
於
て
養
成
工
を
も
同
様
の
措
置
に
お
く
よ
う
措
置
す
る
こ

と
。

⑶

雇
用
主
が
発
行
す
る
技
能
習
得
終
了
証
書
の
裏
書
き
を
労
働
大
臣
が
行
う
こ
と
に
改
め
る
こ
と
。

四四
、、
年年
少少
労労
働働
者者
のの
就就
業業
条条
件件
に
関
し
て
技
能
者
養
成
の
課
程
に
於
て
鉄
鋼
業
の
よ
う
な
継
続
作
業
の

場
合
教
習
所
が
必
要
と
認
め
た
場
合
は
深
夜
休
日
に
於
て
も
見
学
乃
至
実
習
と
し
て
或
る
限
度
の
就
業

を
認
め
る
こ
と
。

『
週
報
』

昭
和
二
七
年
五
月
十
七
日

〔
二
─
五
一
〕
労
働
週
報

労労
働働
基基
準準
法法
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
法法
律律
案案

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第第
十十
八八
条条
第第
二二
項項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
編
注
：
中
略
）

第第
七七
十十
一一
条条
第第
一一
項項
中
「
行
政
官
庁
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
を
「
こ
れ
を
行
政

官
庁
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
但
書
を
加
え
る
。

但
し
、
命
令
で
定
め
る
危
険
又
は
衛
生
上
有
害
な
業
務
に
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

行
政
官
庁
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第第
七七
十十
一一
条条
第第
二二
項項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
基
い
て
」
を
「
前
項
に
規
定
す
る
届
出
又

は
認
可
に
係
る
技
能
者
の
養
成
を
行
う
た
め
」
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条

使
用
者
が
、
第
七
十
条
の
規
定
に
従
っ
て
、
技
能
者
の
養
成
の
た
め
労
働
者
を
使
用

す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
条
に
基
い
て
発
す
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
行
政
官
庁
は
、
使
用

者
に
対
し
同
条
の
規
定
に
よ
る
技
能
者
の
養
成
を
三
箇
月
以
内
の
期
間
を
限
っ
て
中
止
す
べ
き
こ

と
を
命
じ
、
又
は
第
七
十
一
条
第
一
項
但
書
の
認
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
編
注
：
中
略
）

理理

由由

労
働
基
準
法
に
定
め
る
手
続
を
簡
素
化
す
る
と
と
も
に
、
同
法
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
た
め
、
同

法
に
所
要
の
改
正
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

『
週
報
』
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昭
和
二
七
年
五
月
二
八
日

〔
二
─
五
二
〕
労
働
省
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
中
央
協
議
会
宛
提
出

身身
体体
障障
害害
者者
職職
業業
更更
生生
援援
護護
対対
策策
要要
綱綱
（（
案案
））

方

針
現
在
の
社
会
経
済
状
況
下
に
お
い
て
、
傷
痍
軍
人
を
含
む
身
体
障
害
者
の
援
護
対
策
の
一
環
と
し
て
、

職
業
に
よ
る
更
生
を
図
る
こ
と
は
極
め
で
肝
要
で
あ
る
の
で
、
関
係
諸
機
関
の
緊
密
な
る
連
繋
の
下
に

国
民
世
論
、
特
に
使
用
者
側
の
協
力
を
得
て
、
こ
れ
が
雇
用
を
強
力
に
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

措

置
職
業
安
定
組
織
は
身
体
障
害
者
の
職
業
確
保
の
た
め
の
業
務
に
最
重
点
を
指
向
し
、
左
の
措
置
を
講

ず
る
。

㈠

職
業
あ
つ
旋
確
保

身
体
障
害
者
の
職
業
確
保
の
た
め
、
こ
れ
等
の
者
に
つ
き
任
意
登
録
を
実
施
し
、
個
々
人
の
生
活
上
、

職
業
上
の
実
情
の
把
握
に
努
め
る
と
共
に
全
国
に
亘
る
公
共
職
業
安
定
所
の
全
機
能
を
結
集
し
て
職
業

あ
つ
旋
綱
の
整
備
確
立
し
、
職
巣
適
性
検
査
、
求
人
開
拓
、
就
職
あ
つ
旋
活
助
を
活
発
な
ら
し
め
る
こ

と
。㋑

登

録

労
働
の
意
思
と
能
力
を
有
す
る
身
体
障
害
者
に
し
て
就
職
を
希
望
す
る
者
は
、
公
共
職
業
安
定

所
に
任
意
登
録
す
る
こ
と
。
こ
の
登
録
に
つ
い
て
は
公
共
職
業
安
定
所
は
、
市
町
村
、
福
祉
事
務

所
及
び
身
体
障
害
者
福
祉
司
と
緊
密
な
連
絡
を
図
り
右
の
機
関
を
通
じ
又
は
直
接
公
共
職
業
安
定

所
に
こ
れ
を
な
さ
し
め
る
こ
と
。

㋺

求
人
開
拓

公
共
職
業
安
定
所
は
、
右
の
登
録
者
に
つ
い
て
使
用
者
の
認
識
と
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
努
め
、

求
人
開
拓
を
強
力
に
実
施
す
る
こ
と
。
世
論
の
喚
起
、
使
用
者
の
認
識
と
理
解
の
徹
底
、
求
人
の

開
拓
に
あ
た
っ
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
は
。
関
係
あ
る
総
て
の
機
関
並
び
に
団
体
と
の
連
繋
協

力
の
下
に
都
道
府
県
知
事
率
先
こ
れ
に
当
り
、
強
力
広
範
を
展
開
す
る
こ
と
。

㋩

紹
介
業
務

身
体
障
害
者
に
つ
き
適
性
検
査
並
び
に
残
存
労
働
能
力
の
検
査
を
実
施
し
、
こ
れ
が
適
職
選
定

に
慎
重
な
る
配
慮
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
そ
の
紹
介
業
務
は
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
方
式
を
よ
り
徹
底
し
、

優
先
的
に
就
職
結
合
を
図
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
公
共
職
業
安
定
所
は
、
右
の
身
体
障
害
者
の
残

存
労
働
能
力
の
検
査
、
職
業
適
性
発
見
の
た
め
の
諸
資
料
を
整
備
す
る
こ
と
。

㈡

職
業
補
導
訓
練
の
強
化

㋑

身
体
障
害
者
の
残
存
労
働
力
を
助
長
し
、
そ
の
就
職
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
公
共
職
業
補
導

所
へ
の
入
所
を
優
先
あ
っ
旋
す
る
こ
と
。

㋺

前
号
の
入
所
あ
っ
旋
に
当
っ
て
は
、
そ
の
障
害
の
種
類
、
軽
重
の
度
合
に
従
い
、
こ
れ
を
一
般

公
共
職
業
補
導
所
又
は
特
別
公
共
職
業
補
導
所
に
入
所
あ
っ
旋
す
る
こ
と
。

㋩

右
の
た
め
一
般
公
共
職
業
補
導
所
は
こ
れ
を
整
備
し
、
特
別
公
共
職
業
補
導
所
は
こ
れ
を
急
速

に
増
設
し
、
且
つ
、
共
同
作
業
の
施
設
の
併
置
を
考
慮
す
る
こ
と
。

㋥

職
業
補
導
訓
練
は
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
方
式
を
よ
り
徹
底
し
、
特
別
な
補
導
要
領
を
も
っ
て
実
施

す
る
こ
と
。

㋭

職
業
補
導
訓
練
課
程
修
了
者
は
、
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
二
の
㈠
の
㋩
に
よ
り
そ
の
就
職

を
確
保
す
る
こ
と
。

㈢

雇
用
の
勧
奨

㋑

国
民
一
般
の
認
識
と
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
努
め
る
と
共
に
、
特
に
使
用
者
の
協
力
を
要
請
し
、

身
体
障
害
者
の
積
極
的
な
雇
用
を
勧
奨
す
る
こ
と
。

㋺

現
業
官
庁
、
公
共
企
業
体
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
そ
の
他
諸
団
体
に
対
し
身
体
障
害
者
の
雇

用
を
勧
奨
す
る
こ
と
。

㋩

特
に
身
体
障
害
者
に
適
す
る
職
種
又
は
仕
事
を
有
す
る
工
場
事
業
場
及
び
一
定
規
模
以
上
の
工

場
事
業
場
の
使
用
主
に
対
し
、
身
体
障
害
者
の
雇
用
を
勤
奨
す
る
こ
と
。

㋥

適
当
な
職
業
訓
練
施
設
を
有
す
る
使
用
主
に
対
し
、
身
体
障
害
者
の
雇
用
を
勧
奨
す
る
こ
と
。

㈣

雇
用
促
進
協
議
会
の
設
置

㋑

身
体
障
害
者
の
雇
用
促
進
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
を
協
議
す
る
た
め
、
労
働
省
に
雇
用
促
進
協

議
会
を
設
置
す
る
こ
と
。
右
協
議
会
は
、
学
識
経
験
者
、
労
使
代
表
及
び
関
係
行
政
機
関
等
の
職

員
を
も
っ
て
構
成
す
る
こ
と
。

㋺

前
号
の
協
議
会
の
議
を
経
て
定
め
ら
れ
た
事
項
を
実
際
に
運
用
す
る
場
合
の
諮
問
機
関
と
し

て
、
都
道
府
県
毎
に
協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
構
成
は
中
央
の
協
議
会
に
準
ず
る
こ

と
。

㈤

研
究
調
査
の
促
進

㋑

身
体
障
害
者
の
職
業
あ
っ
旋
に
必
要
な
残
存
能
力
判
定
基
準
及
び
判
定
方
法
、
適
職
判
定
基
準
、

判
定
方
法
、
職
場
開
拓
技
術
等
の
完
璧
を
期
す
る
た
め
必
要
な
研
究
調
査
を
急
速
に
実
施
す
る
こ

と
。

㋺

身
体
障
害
者
の
適
性
検
査
、
残
存
労
働
力
の
判
定
、
適
職
の
相
談
そ
の
他
作
業
義
肢
、
作
業
補

助
器
（
補
助
具
を
含
む
）
、
作
業
設
備
の
改
善
身
体
障
害
者
の
職
業
更
生
に
関
す
る
セ
ン
タ
─
と

し
て
財
団
法
人
に
対
し
、
こ
れ
が
事
業
を
委
託
実
施
せ
し
め
る
こ
と
。

『
行
政
三
』
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昭
和
二
七
年
五
月
二
八
日

〔
二
─
五
二
〕
労
働
省
、
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
中
央
協
議
会
宛
提
出

身身
体体
障障
害害
者者
職職
業業
更更
生生
援援
護護
対対
策策
要要
綱綱
（（
案案
））

方

針
現
在
の
社
会
経
済
状
況
下
に
お
い
て
、
傷
痍
軍
人
を
含
む
身
体
障
害
者
の
援
護
対
策
の
一
環
と
し
て
、

職
業
に
よ
る
更
生
を
図
る
こ
と
は
極
め
で
肝
要
で
あ
る
の
で
、
関
係
諸
機
関
の
緊
密
な
る
連
繋
の
下
に

国
民
世
論
、
特
に
使
用
者
側
の
協
力
を
得
て
、
こ
れ
が
雇
用
を
強
力
に
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

措

置
職
業
安
定
組
織
は
身
体
障
害
者
の
職
業
確
保
の
た
め
の
業
務
に
最
重
点
を
指
向
し
、
左
の
措
置
を
講

ず
る
。

㈠

職
業
あ
つ
旋
確
保

身
体
障
害
者
の
職
業
確
保
の
た
め
、
こ
れ
等
の
者
に
つ
き
任
意
登
録
を
実
施
し
、
個
々
人
の
生
活
上
、

職
業
上
の
実
情
の
把
握
に
努
め
る
と
共
に
全
国
に
亘
る
公
共
職
業
安
定
所
の
全
機
能
を
結
集
し
て
職
業

あ
つ
旋
綱
の
整
備
確
立
し
、
職
巣
適
性
検
査
、
求
人
開
拓
、
就
職
あ
つ
旋
活
助
を
活
発
な
ら
し
め
る
こ

と
。㋑

登

録

労
働
の
意
思
と
能
力
を
有
す
る
身
体
障
害
者
に
し
て
就
職
を
希
望
す
る
者
は
、
公
共
職
業
安
定

所
に
任
意
登
録
す
る
こ
と
。
こ
の
登
録
に
つ
い
て
は
公
共
職
業
安
定
所
は
、
市
町
村
、
福
祉
事
務

所
及
び
身
体
障
害
者
福
祉
司
と
緊
密
な
連
絡
を
図
り
右
の
機
関
を
通
じ
又
は
直
接
公
共
職
業
安
定

所
に
こ
れ
を
な
さ
し
め
る
こ
と
。

㋺

求
人
開
拓

公
共
職
業
安
定
所
は
、
右
の
登
録
者
に
つ
い
て
使
用
者
の
認
識
と
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
努
め
、

求
人
開
拓
を
強
力
に
実
施
す
る
こ
と
。
世
論
の
喚
起
、
使
用
者
の
認
識
と
理
解
の
徹
底
、
求
人
の

開
拓
に
あ
た
っ
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
は
。
関
係
あ
る
総
て
の
機
関
並
び
に
団
体
と
の
連
繋
協

力
の
下
に
都
道
府
県
知
事
率
先
こ
れ
に
当
り
、
強
力
広
範
を
展
開
す
る
こ
と
。

㋩

紹
介
業
務

身
体
障
害
者
に
つ
き
適
性
検
査
並
び
に
残
存
労
働
能
力
の
検
査
を
実
施
し
、
こ
れ
が
適
職
選
定

に
慎
重
な
る
配
慮
を
講
ず
る
こ
と
と
し
、
そ
の
紹
介
業
務
は
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
方
式
を
よ
り
徹
底
し
、

優
先
的
に
就
職
結
合
を
図
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
公
共
職
業
安
定
所
は
、
右
の
身
体
障
害
者
の
残

存
労
働
能
力
の
検
査
、
職
業
適
性
発
見
の
た
め
の
諸
資
料
を
整
備
す
る
こ
と
。

㈡

職
業
補
導
訓
練
の
強
化

㋑

身
体
障
害
者
の
残
存
労
働
力
を
助
長
し
、
そ
の
就
職
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
公
共
職
業
補
導

所
へ
の
入
所
を
優
先
あ
っ
旋
す
る
こ
と
。

㋺

前
号
の
入
所
あ
っ
旋
に
当
っ
て
は
、
そ
の
障
害
の
種
類
、
軽
重
の
度
合
に
従
い
、
こ
れ
を
一
般

公
共
職
業
補
導
所
又
は
特
別
公
共
職
業
補
導
所
に
入
所
あ
っ
旋
す
る
こ
と
。

㋩

右
の
た
め
一
般
公
共
職
業
補
導
所
は
こ
れ
を
整
備
し
、
特
別
公
共
職
業
補
導
所
は
こ
れ
を
急
速

に
増
設
し
、
且
つ
、
共
同
作
業
の
施
設
の
併
置
を
考
慮
す
る
こ
と
。

㋥

職
業
補
導
訓
練
は
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
ク
方
式
を
よ
り
徹
底
し
、
特
別
な
補
導
要
領
を
も
っ
て
実
施

す
る
こ
と
。

㋭

職
業
補
導
訓
練
課
程
修
了
者
は
、
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
二
の
㈠
の
㋩
に
よ
り
そ
の
就
職

を
確
保
す
る
こ
と
。

㈢

雇
用
の
勧
奨

㋑

国
民
一
般
の
認
識
と
理
解
を
深
め
る
こ
と
に
努
め
る
と
共
に
、
特
に
使
用
者
の
協
力
を
要
請
し
、

身
体
障
害
者
の
積
極
的
な
雇
用
を
勧
奨
す
る
こ
と
。

㋺

現
業
官
庁
、
公
共
企
業
体
、
都
道
府
県
、
市
町
村
、
そ
の
他
諸
団
体
に
対
し
身
体
障
害
者
の
雇

用
を
勧
奨
す
る
こ
と
。

㋩

特
に
身
体
障
害
者
に
適
す
る
職
種
又
は
仕
事
を
有
す
る
工
場
事
業
場
及
び
一
定
規
模
以
上
の
工

場
事
業
場
の
使
用
主
に
対
し
、
身
体
障
害
者
の
雇
用
を
勤
奨
す
る
こ
と
。

㋥

適
当
な
職
業
訓
練
施
設
を
有
す
る
使
用
主
に
対
し
、
身
体
障
害
者
の
雇
用
を
勧
奨
す
る
こ
と
。

㈣

雇
用
促
進
協
議
会
の
設
置

㋑

身
体
障
害
者
の
雇
用
促
進
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
を
協
議
す
る
た
め
、
労
働
省
に
雇
用
促
進
協

議
会
を
設
置
す
る
こ
と
。
右
協
議
会
は
、
学
識
経
験
者
、
労
使
代
表
及
び
関
係
行
政
機
関
等
の
職

員
を
も
っ
て
構
成
す
る
こ
と
。

㋺

前
号
の
協
議
会
の
議
を
経
て
定
め
ら
れ
た
事
項
を
実
際
に
運
用
す
る
場
合
の
諮
問
機
関
と
し

て
、
都
道
府
県
毎
に
協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
構
成
は
中
央
の
協
議
会
に
準
ず
る
こ

と
。

㈤

研
究
調
査
の
促
進

㋑

身
体
障
害
者
の
職
業
あ
っ
旋
に
必
要
な
残
存
能
力
判
定
基
準
及
び
判
定
方
法
、
適
職
判
定
基
準
、

判
定
方
法
、
職
場
開
拓
技
術
等
の
完
璧
を
期
す
る
た
め
必
要
な
研
究
調
査
を
急
速
に
実
施
す
る
こ

と
。

㋺

身
体
障
害
者
の
適
性
検
査
、
残
存
労
働
力
の
判
定
、
適
職
の
相
談
そ
の
他
作
業
義
肢
、
作
業
補

助
器
（
補
助
具
を
含
む
）
、
作
業
設
備
の
改
善
身
体
障
害
者
の
職
業
更
生
に
関
す
る
セ
ン
タ
─
と

し
て
財
団
法
人
に
対
し
、
こ
れ
が
事
業
を
委
託
実
施
せ
し
め
る
こ
と
。

『
行
政
三
』
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昭
和
二
七
年
五
月
三
一
日

〔
二
─
五
三
〕
技
能
者
養
成
審
議
会
答
申

技技
能能
行行
政政
のの
運運
営営
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
養
成
審
議
会
会
長

桐

原

葆

見

労

働

大

臣

吉

武

恵

市

殿

昭
和
二
十
六
年
十
一
月
二
十
日
労
働
省
発
基
第
九
八
号
に
よ
る
諮
問
に
つ
い
て
審
議
の
結
果
、
技
能

行
政
の
運
営
に
つ
き
別
紙
の
と
お
り
答
申
す
る
。

技
能
行
政
の
運
営
に
つ
い
て

現
在
の
技
能
行
政
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
と
、
幾
多
の
間
題
が
そ
の
あ
い
路
と
な
っ
て
円

滑
な
運
営
が
は
ば
ま
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
次
の
事
項
が
そ
の
著
し
い
も
の
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。

㈠

わ
が
国
産
業
は
そ
の
経
済
的
基
礎
が
浅
く
、
且
つ
中
小
企
業
を
主
体
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る

㈡

技
能
者
養
成
制
度
に
対
し
関
係
各
界
の
認
識
と
協
力
が
充
分
で
な
い

㈢

現
行
技
能
者
養
成
制
度
は
弾
力
性
と
魅
力
に
乏
し
い

㈣

労
働
基
準
行
政
に
お
け
る
監
督
行
政
と
技
能
行
政
と
が
未
だ
よ
く
分
化
さ
れ
て
い
な
い

㈤

現
行
技
能
行
政
の
運
営
機
構
が
弱
体
で
あ
る
た
め
に
指
導
援
助
が
行
き
届
か
な
い

こ
れ
等
の
諸
問
題
に
対
処
し
、
こ
れ
が
解
決
を
図
る
た
め
に
は
特
に

㈠

企
業
が
行
う
技
能
者
養
成
を
積
極
的
に
助
成
す
る
こ
と

㈡

技
能
者
養
成
制
度
に
対
す
る
社
会
的
関
心
並
び
に
評
価
を
高
め
る
こ
と

㈢

企
業
の
行
う
技
能
者
養
成
計
画
を
促
進
契
励
す
る
こ
と

㈣

現
行
の
各
種
訓
練
制
度
を
合
理
的
に
体
系
化
す
る
こ
と

㈤

技
能
行
政
の
指
導
助
長
行
政
と
し
て
の
性
格
を
明
確
化
す
る
こ
と

㈥

技
能
行
政
の
運
営
機
構
を
拡
充
強
化
し
、
こ
れ
に
必
要
な
経
費
予
算
を
充
分
に
確
保
す
る
こ
と

等
が
極
め
て
緊
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
現
行
法
令
又
は
そ
の
単
な
る
改
正
を
も
っ
て
し
て
は
到
底
そ
の
万
全
を

期
し
難
い
。

よ
っ
て
、
こ
の
際
、
政
府
は
技
能
者
養
成
に
関
し
新
た
な
法
令
を
早
急
に
制
定
す
る
必
要
が
あ
る
。

右
法
令
の
制
定
に
当
っ
て
は
少
く
と
も
左
記
に
か
ゝ
げ
る
事
項
を
実
現
す
る
よ
う
切
に
要
望
す
る
。

記

一
、
助
成
金
制
度
の
設
定
に
つ
い
て

わ
が
国
産
業
の
持
つ
経
済
的
基
盤
並
び
に
そ
の
規
模
、
構
造
に
見
ら
れ
る
特
殊
事
情
に
照
ら
し
、
各

企
業
の
行
う
技
能
者
養
成
に
対
す
る
国
の
助
成
は
絶
対
に
欠
く
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
助
成
は
中
小

企
業
の
負
担
の
軽
減
を
図
る
と
い
う
消
極
的
方
途
に
止
ま
ら
す
、
積
極
的
に
こ
れ
を
援
助
育
成
す
る
方

針
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
。

特
に
今
後
わ
が
国
の
技
能
水
準
を
国
際
的
に
高
め
る
た
め
に
、
技
能
者
養
成
は
国
と
し
て
最
も
考
慮

す
べ
き
重
要
事
項
で
あ
る
。

故
に
、
政
府
は
国
家
的
投
資
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
、
こ
の
助
成
金
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
。

課
税
に
対
す
る
特
別
措
置
に
つ
い
て

技
能
者
養
成
は
学
校
教
育
と
等
し
く
国
家
的
に
重
要
な
教
育
活
動
で
あ
る
に
も
か
ゝ
わ
ら
ず
、
課
税

に
つ
い
て
は
何
等
の
特
点
を
も
与
え
ら
れ
て
い
な
い
現
状
で
あ
る
。

少
く
と
も
教
習
用
物
品
そ
の
他
養
成
上
の
直
接
経
費
に
対
し
て
は
、
国
と
し
て
学
校
教
育
に
お
け
る

と
同
様
、
免
税
の
取
扱
を
受
け
得
る
よ
う
特
別
の
道
を
開
く
こ
と
。

表
彰
制
度
に
つ
い
て

技
能
者
養
成
制
度
を
発
展
さ
せ
る
た
め
に
は
企
業
の
行
う
技
能
者
養
成
に
対
し
て
、
諸
種
の
奨
励
方

法
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
が
た
め
に
例
え
ば
表
彰
制
度
そ
の
他
必
要
な
方
策
を
樹
立
す
る
こ
と
。

公
的
証
明
制
度
に
つ
い
て

技
能
者
の
資
質
を
高
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
社
会
的
地
位
の
向
上
を
図
る
こ
と
は
技
能
者
養
成
制
度

の
目
的
を
達
成
す
る
所
以
で
あ
る
。

そ
れ
が
た
め
に
公
的
証
明
制
度
を
設
け
て
こ
れ
を
よ
り
権
威
あ
ら
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例

え
ば
、

㈠

現
行
の
技
能
者
養
成
指
導
員
の
資
格
免
許
証
は
労
働
大
臣
よ
り
交
付
す
る
。

㈡

被
養
成
者
に
つ
い
て
は
そ
の
養
成
開
始
の
際
に
こ
れ
を
登
録
し
、
終
了
の
際
は
新
た
に
設
置
す

べ
き
地
方
技
能
者
養
成
委
員
会
、
地
方
行
政
官
庁
あ
る
い
は
労
働
大
臣
が
技
能
者
養
成
終
了
に
関

す
る
裏
書
ま
た
は
証
明
を
行
う
こ
と
。

等
こ
れ
を
制
度
化
す
る
こ
と
。

一
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
研
修
制
度
に
つ
い
て

卓
越
せ
る
技
能
者
は
指
導
力
を
持
つ
練
達
な
指
導
員
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
よ
く
育
成
さ
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
指
導
員
を
選
定
確
保
す
る
た
め
の
認
定
講
習
、
資
質
向
上
の
た
め
の
研
修

制
度
等
を
設
け
る
こ
と
が
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
。

政
府
は
こ
れ
を
強
力
に
実
施
す
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一
、
技
能
者
養
成
の
強
力
な
実
施
促
進
の
措
置
に
つ
い
て
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技
能
者
養
成
は
そ
の
企
業
の
発
展
並
び
国
家
経
済
の
興
隆
の
た
め
に
欠
く
こ
と
で
き
な
い
も
の
で

あ
る
。
し
か
る
に
自
ら
技
能
者
の
養
成
を
行
う
こ
と
な
く
、
故
意
に
他
の
企
業
に
お
い
て
養
成
中
の

者
、
ま
た
は
養
成
を
終
了
し
た
技
能
者
に
依
存
せ
ん
と
す
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
よ

う
な
弊
を
防
止
す
る
上
か
ら
も
、
技
能
者
養
成
を
当
然
必
要
と
す
る
産
業
、
特
に
基
幹
産
業
部
門
の

技
能
を
向
上
す
る
上
か
ら
も
更
に
ま
た
、
わ
が
国
固
有
の
工
芸
技
術
を
保
存
す
る
上
か
ら
見
て
も
臨

機
の
施
策
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
政
府
は
特
定
の
企
業
に
つ
い
て
養
成
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
、
技
能
者
養
成
審
議
会
の
議
を
経
て
使
用
者
に
技
能
者
養
成
の
実
施
を
促
進
し
得
る
よ
う
特
別

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一
、
使
用
者
間
の
協
力
体
制
に
つ
い
て

使
用
者
は
出
来
る
限
り
他
の
事
業
場
の
行
う
技
能
者
養
成
並
び
に
被
養
成
者
の
定
着
対
策
等
に
つ

い
て
相
互
に
協
力
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
勿
諭
で
あ
る
が
、
特
に
経
済
的
負
担
能
力
に
乏
し
い
中
小

企
業
に
あ
っ
て
は
、
単
独
に
養
成
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
か
ら
委
託
養
成
、
共
同
養
成
そ

の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
使
用
者
間
の
積
極
的
協
力
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一
、
労
働
者
の
協
力
体
制
に
つ
い
て

技
能
者
養
成
は
積
極
的
な
労
働
保
護
政
策
上
必
要
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
労
働
者
の
経
済
的
、
社
会

的
地
位
の
向
上
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
者
も
ま
た
、
技
能
者
養
成
計
画
の
樹
立
並
び
に

実
施
に
つ
い
て
緊
密
に
協
力
を
す
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一
、
関
係
官
庁
間
の
協
力
休
制
確
立
に
つ
い
て

現
在
各
関
係
官
庁
に
お
い
て
区
々
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
積
々
の
養
成
並
び
に
訓
練
に
関
し
て
は
、

マ
マ

こ
れ
を
一
元
化
す
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

し
か
し
種
々
の
事
情
に
よ
っ
て
そ
れ
が
困
難
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
関
係
官
庁
間
に
緊
密
な
連
け

い
を
保
っ
て
円
滑
な
運
営
が
で
き
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

一
、
企
業
内
に
お
け
る
技
能
者
養
成
制
度
の
拡
充
に
つ
い
て

現
行
の
よ
う
な
一
階
層
に
限
ら
れ
た
技
能
者
の
養
成
で
は
、
産
業
の
要
求
に
応
ず
る
各
層
の
技
能

者
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
ま
し
て
わ
が
国
の
技
能
水
準
の
向
上
、
労
働
生
産
性
の
高
揚

を
充
分
に
期
待
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

し
た
が
っ
て
企
業
内
に
お
け
る
現
行
の
各
種
の
訓
練
を
合
理
的
に
体
系
化
し
、
更
に
広
は
ん
な
技

能
者
養
成
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
。

一
、
技
能
養
成
指
導
官
制
度
に
つ
い
て

技
能
行
政
が
指
導
助
長
行
政
で
あ
る
建
前
か
ら
、
こ
れ
が
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
に
は
労
働
基

準
法
に
よ
る
監
督
行
政
と
分
離
す
る
こ
と
が
必
要
且
つ
有
効
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
指
導
助
長
の
衝
に

当
る
べ
き
技
能
成
指
導
官
に
は
、
産
業
に
つ
い
て
広
は
ん
な
知
識
経
験
を
有
し
、
且
つ
教
育
活
動
に

充
分
な
素
養
の
あ
る
優
秀
な
人
材
を
確
保
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
技
能
養
成
指
導
官
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
資
質
能
力
等
に
つ
い
て
慎
重
に

選
衝
し
、
ま
た
広
く
民
間
か
ら
技
能
養
成
指
導
官
と
し
て
適
材
を
登
用
す
る
道
を
開
く
こ
と
。

こ
れ
ら
技
能
養
成
指
導
官
の
身
分
に
つ
い
て
は
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一
、
技
能
行
政
機
構
に
つ
い
て

技
能
者
養
成
が
全
国
的
に
浸
透
発
展
し
つ
ゝ
あ
る
現
在
に
お
い
て
、
現
行
の
よ
う
な
行
政
機
構
と

陣
容
と
を
も
っ
て
し
て
は
、
到
底
充
分
な
成
果
を
望
み
難
い
。
今
後
ま
す
ま
す
拡
張
発
展
を
予
想
さ

れ
る
技
能
行
政
を
担
当
し
て
そ
の
任
務
を
果
す
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
中
央
に
技
能
行
政
を
担
当

す
る
一
局
を
設
け
、
地
方
に
あ
っ
て
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
別
に
地
方
局
を
、
各
都
道
府
県
に
は
そ
れ
ぞ
れ

技
能
養
成
指
導
官
事
務
所
を
設
置
す
る
外
、
更
に
中
央
に
技
能
者
養
成
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査

審
議
す
る
技
能
者
養
成
審
議
会
を
、
各
都
道
府
県
に
は
そ
れ
ぞ
れ
技
能
行
政
の
一
機
関
と
し
て
技
能

者
養
成
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
。

右
の
諸
機
関
に
は
事
業
場
数
及
び
労
働
者
数
等
を
充
分
考
慮
の
上
、
相
当
数
の
定
員
を
確
保
す
る

等
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一
、
研
究
機
関
設
置
に
つ
い
て

指
導
助
長
を
主
眼
と
す
る
技
能
行
政
の
運
営
に
は
、
複
雑
に
し
て
専
門
的
な
知
識
を
必
要
と
す
る
。

故
に
こ
れ
を
効
果
的
に
且
つ
能
率
的
に
運
行
す
る
た
め
に
は
技
能
に
関
す
る
各
般
の
科
学
的
研
究
が

必
要
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
こ
れ
が
た
め
に
国
家
的
規
模
の
総
合
研
究
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
。

右
の
研
究
機
関
に
は
技
能
に
関
す
る
諸
般
の
事
項
例
え
ば
、
各
階
層
の
技
能
の
要
因
分
析
、
そ
の

構
造
並
び
に
水
準
、
保
有
す
べ
き
員
数
、
養
成
方
針
、
指
導
法
、
技
能
評
定
法
等
に
つ
い
て
調
査

研
究
を
行
い
、
技
能
行
政
の
運
営
に
資
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

『
監
督
』

昭
和
二
七
年
六
月
五
日

〔
二
─
五
四
〕
次
官
会
議
申
合
せ

官官
庁庁
公公
共共
企企
業業
体体
地地
方方
公公
共共
団団
体体
等等
にに
おお
けけ
るる
身身
体体
障障
害害
者者
雇雇
用用
促促
進進
にに
関関
すす
るる
件件

一
、
国
の
機
関
に
お
い
て
も
能
う
限
り
身
体
障
害
者
を
採
用
す
る
こ
と
。

二
、
前
項
に
つ
い
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
に
登
録
し
た
身
体
障
害
者
中
よ
り
選
考
採
用
す
る
よ
う

努
力
す
る
こ
と
。
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、
ま
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と
す
る
も
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見
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で
、
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な
弊
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上
か
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も
、
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特
に
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業
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の
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向
上
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上
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わ
が
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工
芸
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術
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存
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る
上
か
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見
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も
臨
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の
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策
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あ
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の
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政
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特
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企
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に
つ
い
て
養
成
の
必
要
が
あ
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と
認
め
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る
場
合

に
は
、
技
能
者
養
成
審
議
会
の
議
を
経
て
使
用
者
に
技
能
者
養
成
の
実
施
を
促
進
し
得
る
よ
う
特
別

の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一
、
使
用
者
間
の
協
力
体
制
に
つ
い
て

使
用
者
は
出
来
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限
り
他
の
事
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場
の
行
う
技
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養
成
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び
に
被
養
成
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の
定
着
対
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等
に
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て
相
互
に
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す
べ
き
で
あ
る
こ
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は
勿
諭
で
あ
る
が
、
特
に
経
済
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負
担
能
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に
乏
し
い
中
小

企
業
に
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て
は
、
単
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に
養
成
を
実
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す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
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委
託
養
成
、
共
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養
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他
の
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項
に
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い
て
、
使
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者
間
の
積
極
的
協
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に
必
要
な
措
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を
講
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る
こ
と
。
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、
労
働
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の
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に
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て

技
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者
養
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な
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働
保
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必
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の
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の
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、
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的
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で
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計
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緊
密
に
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を
す
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よ
う
必
要
な
措
置
を
講
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、
関
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官
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確
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現
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お
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区
々
に
取
扱
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る
積
々
の
養
成
並
び
に
訓
練
に
関
し
て
は
、

マ
マ

こ
れ
を
一
元
化
す
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

し
か
し
種
々
の
事
情
に
よ
っ
て
そ
れ
が
困
難
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
関
係
官
庁
間
に
緊
密
な
連
け

い
を
保
っ
て
円
滑
な
運
営
が
で
き
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。

一
、
企
業
内
に
お
け
る
技
能
者
養
成
制
度
の
拡
充
に
つ
い
て

現
行
の
よ
う
な
一
階
層
に
限
ら
れ
た
技
能
者
の
養
成
で
は
、
産
業
の
要
求
に
応
ず
る
各
層
の
技
能

者
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
ま
し
て
わ
が
国
の
技
能
水
準
の
向
上
、
労
働
生
産
性
の
高
揚

を
充
分
に
期
待
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

し
た
が
っ
て
企
業
内
に
お
け
る
現
行
の
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種
の
訓
練
を
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的
に
体
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し
、
更
に
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は
ん
な
技

能
者
養
成
制
度
を
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す
る
こ
と
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一
、
技
能
養
成
指
導
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制
度
に
つ
い
て

技
能
行
政
が
指
導
助
長
行
政
で
あ
る
建
前
か
ら
、
こ
れ
が
円
滑
な
運
営
を
図
る
た
め
に
は
労
働
基

準
法
に
よ
る
監
督
行
政
と
分
離
す
る
こ
と
が
必
要
且
つ
有
効
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
指
導
助
長
の
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に

当
る
べ
き
技
能
成
指
導
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に
は
、
産
業
に
つ
い
て
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は
ん
な
知
識
経
験
を
有
し
、
且
つ
教
育
活
動
に

充
分
な
素
養
の
あ
る
優
秀
な
人
材
を
確
保
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

し
た
が
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、
技
能
養
成
指
導
官
の
選
定
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
資
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能
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等
に
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て
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選
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、
ま
た
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く
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間
か
ら
技
能
養
成
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官
と
し
て
適
材
を
登
用
す
る
道
を
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く
こ
と
。

こ
れ
ら
技
能
養
成
指
導
官
の
身
分
に
つ
い
て
は
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一
、
技
能
行
政
機
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に
つ
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て

技
能
者
養
成
が
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的
に
浸
透
発
展
し
つ
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あ
る
現
在
に
お
い
て
、
現
行
の
よ
う
な
行
政
機
構
と

陣
容
と
を
も
っ
て
し
て
は
、
到
底
充
分
な
成
果
を
望
み
難
い
。
今
後
ま
す
ま
す
拡
張
発
展
を
予
想
さ

れ
る
技
能
行
政
を
担
当
し
て
そ
の
任
務
を
果
す
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
中
央
に
技
能
行
政
を
担
当

す
る
一
局
を
設
け
、
地
方
に
あ
っ
て
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
別
に
地
方
局
を
、
各
都
道
府
県
に
は
そ
れ
ぞ
れ

技
能
養
成
指
導
官
事
務
所
を
設
置
す
る
外
、
更
に
中
央
に
技
能
者
養
成
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査

審
議
す
る
技
能
者
養
成
審
議
会
を
、
各
都
道
府
県
に
は
そ
れ
ぞ
れ
技
能
行
政
の
一
機
関
と
し
て
技
能

者
養
成
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
。

右
の
諸
機
関
に
は
事
業
場
数
及
び
労
働
者
数
等
を
充
分
考
慮
の
上
、
相
当
数
の
定
員
を
確
保
す
る

等
万
全
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一
、
研
究
機
関
設
置
に
つ
い
て

指
導
助
長
を
主
眼
と
す
る
技
能
行
政
の
運
営
に
は
、
複
雑
に
し
て
専
門
的
な
知
識
を
必
要
と
す
る
。

故
に
こ
れ
を
効
果
的
に
且
つ
能
率
的
に
運
行
す
る
た
め
に
は
技
能
に
関
す
る
各
般
の
科
学
的
研
究
が

必
要
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
こ
れ
が
た
め
に
国
家
的
規
模
の
総
合
研
究
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
。

右
の
研
究
機
関
に
は
技
能
に
関
す
る
諸
般
の
事
項
例
え
ば
、
各
階
層
の
技
能
の
要
因
分
析
、
そ
の

構
造
並
び
に
水
準
、
保
有
す
べ
き
員
数
、
養
成
方
針
、
指
導
法
、
技
能
評
定
法
等
に
つ
い
て
調
査

研
究
を
行
い
、
技
能
行
政
の
運
営
に
資
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

『
監
督
』

昭
和
二
七
年
六
月
五
日

〔
二
─
五
四
〕
次
官
会
議
申
合
せ

官官
庁庁
公公
共共
企企
業業
体体
地地
方方
公公
共共
団団
体体
等等
にに
おお
けけ
るる
身身
体体
障障
害害
者者
雇雇
用用
促促
進進
にに
関関
すす
るる
件件

一
、
国
の
機
関
に
お
い
て
も
能
う
限
り
身
体
障
害
者
を
採
用
す
る
こ
と
。

二
、
前
項
に
つ
い
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
に
登
録
し
た
身
体
障
害
者
中
よ
り
選
考
採
用
す
る
よ
う

努
力
す
る
こ
と
。
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三
、
国
の
機
関
が
採
用
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
者
の
中
か
ら
採
用
す
る
と
き
は
、
身
体
障
害
者

の
故
を
も
っ
て
不
利
な
取
扱
を
し
な
い
こ
と
。

四
、
公
共
企
業
体
及
び
地
方
公
共
団
休
に
つ
い
て
は
、
右
三
項
に
準
じ
て
取
扱
う
よ
う
勧
奨
す
る
こ

と
。

五
、
国
の
機
関
、
公
共
企
業
体
及
び
地
方
公
共
団
体
は
身
体
障
害
者
の
採
用
状
況
、
採
用
者
の
勤
務

能
率
等
を
労
働
省
へ
通
報
す
る
こ
と
。
右
の
た
め
労
働
省
は
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六
、
国
の
機
関
、
公
共
企
業
体
及
び
地
方
公
共
団
休
に
お
い
て
採
用
す
べ
き
身
体
障
害
者
の
次
の
基

準
に
つ
い
て
は
各
省
庁
と
打
合
わ
せ
の
上
別
途
考
慮
す
る
こ
と
。

『
行
政
三
』

昭
和
二
八
年
三
月
二
八
日

〔
二
─
五
五
〕
外
務
省
、
次
官
会
議
提
出

国国
際際
労労
働働
機機
関関
主主
催催
アア
ジジ
アア
地地
域域
にに
おお
けけ
るる
公公
務務
員員
のの
職職
業業
訓訓
練練
講講
習習
会会
にに
関関
すす
るる
説説
明明

一
、
本
講
習
会
は
一
昨
年
十
二
月
の
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
ア
ジ
ア
人
力
技
術
会
議
の
決
定
に
基

き
、
同
機
関
が
国
連
の
拡
大
技
術
援
助
計
画
の
一
環
と
し
て
本
年
二
月
よ
り
先
ず
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
で
五
週
間
に
わ
た
り
開
催
し
、
引
続
き
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
で
二
週
間
わ
が
国
で
五
週
間
続
行
す
る

も
の
で
あ
る
。

二
、
こ
の
講
習
会
は
ア
ジ
ア
諸
国
の
公
務
員
約
二
十
名
（
う
ち
二
名
は
本
邦
人
）
に
対
し
講
義
と
討
論

に
よ
っ
て
国
内
職
業
訓
練
計
画
の
組
織
と
運
営
に
つ
き
研
究
さ
せ
る
と
と
も
に
実
地
観
察
の
機
会

を
与
え
る
こ
と
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
講
師
二
名
が
主
と
し
て
そ
の
指

導
に
当
る
。

三
、
こ
の
講
習
会
を
わ
が
国
に
お
い
て
引
続
き
開
催
す
る
こ
と
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
対
す
る
わ
が
国
の
協
力

そ
の
他
諸
般
の
観
点
か
ら
見
て
極
め
て
有
意
義
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
わ
が
国
に
お
け
る
講
習

は
主
と
し
て
東
京
で
行
い
、
名
古
屋
及
び
関
西
方
面
で
実
地
見
学
を
行
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い

る
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
八
年
九
月
二
一
日

〔
二
─
五
六
〕
東
京
商
工
会
議
所
建
議

労労
働働
基基
準準
法法
改改
正正
意意
見見

第
一
、
基
本
方
針

㈠

現
行
労
働
基
準
法
が
業
種
業
態
又
は
規
模
の
如
何
を
問
わ
ず
機
械
的
一
律
的
に
適
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
適
当
で
な
い
か
ら
、
当
該
業
種
の
実
態
に
即
し
た
取
扱
を
す
る
と
と
も
に
、
常
時
使
用
す
る

労
働
者
が
一
〇
人
以
下
の
小
企
業
に
対
し
て
は
現
行
法
と
は
別
個
の
簡
素
に
し
て
弾
力
性
の
あ
る
法
律

を
制
定
す
る
こ
と
。

㈡

わ
が
国
労
働
者
の
就
労
実
態
及
び
生
活
慣
行
等
に
鑑
み
、
現
行
労
働
基
準
法
に
お
け
る
適
当
な

保
護
規
定
を
適
正
化
す
る
一
方
、
同
一
の
事
業
又
は
事
務
所
の
範
囲
内
に
お
い
て
も
各
作
業
単
位
の
業

務
が
そ
れ
ぞ
れ
他
の
業
種
に
類
似
し
た
特
殊
性
を
有
す
る
と
き
は
、
当
該
業
務
の
態
様
に
応
じ
て
そ
の

取
扱
い
を
異
に
す
る
場
合
を
認
め
る
。

㈢

労
働
関
係
に
関
す
る
不
当
な
干
渉
乃
至
取
締
規
定
を
改
廃
し
て
で
き
る
だ
け
、
労
使
間
の
自
由

裁
量
に
委
ね
る
建
前
を
と
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
伴
い
認
許
可
事
項
届
出
事
項
、
報
告
事
項
等
を
整
理

す
る
ほ
か
、
手
続
の
簡
素
化
を
大
巾
に
実
行
す
る
こ
と
。

第
二
、
改

正

点

（
編
注
：
中
略
）

㈦

技
能
者
養
成
関
係

技
能
者
養
成
の
観
点
か
ら
年
少
者
を
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
危
険
有
害
業
務
の
制
限
を
緩
和
す
る
こ

と
。（
法
第
七
〇
条
、
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
第
一
三
条
）

（
編
注
：
以
下
略
）

『
東
商
』

昭
和
二
八
年
一
〇
月
二
五
日

〔
二
─
五
七
〕
労
働
省
職
業
安
定
局

職職
業業
訓訓
練練
のの
現現
況況
とと
問問
題題
点点
（（
抄抄
））

第
一
編

雇
用
と
職
業
訓
練

第
一
章

労
働
力
人
口
の
推
移

第
二
章

雇
用
と
失
業
の
趨
勢

第
三
章

職
業
訓
練
の
必
要
性

第第
四四
章章

職職
業業
訓訓
練練
のの
体体
系系

第第
一一
節節

職職
業業
訓訓
練練
のの
種種
類類

わ
が
国
の
職
業
訓
練
は
労
働
力
の
需
給
の
面
に
お
い
て
、
人
力
を
効
果
的
に
活
用
す
る
た
め
、
そ
の

労
働
力
を
技
能
化
し
、
経
済
の
興
隆
と
職
業
の
安
定
に
寄
与
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
、
そ
の
た
め
に
現

在
実
施
さ
れ
て
い
る
わ
が
国
の
職
業
訓
練
は
相
当
広
範
囲
に
亘
り
、
そ
の
種
類
も
相
当
数
に
の
ぼ
つ
て
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い
る
。
そ
の
種
類
の
主
な
も
の
に
つ
い
て
み
る
と
．
大
体
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
、
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育

㋑
中
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育

㋺
高
等
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育

㋩
大
学
に
お
け
る
職
業
教
育

㋥
そ
の
他
各
種
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育

二
、
職
業
補
導

㋑
一
般
職
業
補
導

㋺
身
体
障
害
者
職
業
補
導

㋩
船
員
職
業
補
導

三
、
企
業
内
に
お
け
る
職
業
訓
練

㋑
技
能
者
養
成

㋺
Ｔ
Ｗ
Ｉ
方
式
に
よ
る
監
督
者
訓
練

㋩
Ｍ
Ｔ
Ｐ
方
式
に
よ
る
監
督
者
訓
練

㋥
Ｔ
Ｔ
Ｔ
方
式
に
よ
る
監
督
者
訓
練

㋭
そ
の
他
企
業
内
に
お
け
る
職
業
訓
練

四
、
そ
の
他
の
職
業
訓
練

(

図
表
Ⅰ)

職
業
訓
練
行
政
の
体
系

(

職
業
指
導
を
含
む)

中
等
学
校
（
職
業
家
庭
科
）

一

般

高
等
学
校

…
…

（ﾏ
ﾏ

）

学
校
に
お

職
業
過
程

…
…
…
…
…
…

文

部

省

け
る
職
業

一
般
過
程

大

学

…
…

教
育

技
術
過
程

各
種
学
校

…
…

職
業
過
程

…
…
…
…
…

都
道
府
県
知
事

学
校

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

文

部

省

職
業
指
導

公
共
職
業
安
定
所

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

労

働

省

一

般

公

共

職

業

補

導

所

公
共
職
業
補
導
所

労

働

省

職
業
補
導

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所

共
同
作
業
施
設

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

労

働

省

短
期
初
歩
訓
練

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

通

産

省

技
能
者
養
成
…
…
（
熟
練
工
の
養
成
）
…
…
…
…
…

労

働

省

事
業
場
内

Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
方
式

…
…
…
…
…
…

労

働

省

に
お
け
る

監
督
者
訓
練

Ｍ
・
Ｔ
・
Ｐ
方
式

…
…
…
…
…
…

通

産

省

職
業
訓
練

Ｔ
・
Ｔ
・
Ｔ
方
式

…
…
…
…
…
…

電
電
公
社

Ａ
・
Ｔ
・
Ｐ

Ｃ
・
Ｃ
・
Ｓ
方
式

電
電
公
社

Ｓ
・
Ｔ
・
Ｐ

そ
の
他
の
職
業
訓
練

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

各

省

第第
二二
節節

職職
業業
訓訓
練練
のの
内内
容容

わ
が
国
の
職
業
訓
練
に
は
幾
多
の
コ
ー
ス
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
も
ち
、
的
確
な
訓
練
内

容
や
方
法
に
あ
っ
て
実
施
さ
れ
、
計
画
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
で
は
前
節
で
述
べ
た
職
業
訓
練
に
つ
い

て
概
説
し
、
な
お
詳
し
く
は
本
論
に
よ
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
、
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育

〔
イ
〕
中
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育

中
学
校
に
お
い
て
は
学
校
教
育
法
第
三
六
粂
に
「
社
会
に
必
要
な
職
業
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
知
識

と
技
能
、
勤
労
を
重
ん
ず
る
態
度
及
び
個
性
に
応
じ
て
将
来
の
進
路
を
選
択
す
る
能
力
を
養
う
こ
と
」

と
明
示
さ
れ
て
お
り
、
中
学
校
の
教
育
の
重
点
は
こ
こ
に
お
か
れ
て
い
る
。
即
ち
個
性
の
発
展
、
公
民

た
る
資
質
を
養
い
、
将
来
職
業
人
と
し
て
の
基
礎
的
教
育
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
中
学
校
に
お
け
る
職

業
教
育
は
主
と
し
て
職
業
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
や
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
職
業
、
家
庭

科
と
云
う
教
科
を
中
心
と
し
て
実
施
さ
れ
る
。
こ
の
教
科
を
通
じ
て
職
業
家
庭
に
お
け
る
基
礎
的
な
知

識
技
能
及
び
態
度
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
と
も
に
自
己
適
性
の
発
見
に
つ
と
め
さ
せ
、
職
業
指
導
の
活

動
と
合
せ
て
職
業
選
択
の
能
力
を
培
っ
て
い
る
。
そ
の
教
育
内
容
は
、
農
業
、
工
業
、
商
業
、
水
産
、

家
庭
等
で
あ
り
週
一
〇
五
時
間
よ
り
一
四
〇
時
間
位
を
限
度
と
し
て
必
修
さ
せ
教
育
期
間
は
三
年
間
で

あ
る
。

（
ロ
）
高
等
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育

高
等
学
校
に
は
普
通
課
程
と
職
業
課
程
の
二
大
コ
ー
ス
が
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
教
育
期
間
は
三
年
で

あ
る
。
商
等
学
校
の
職
業
教
育
の
中
心
は
こ
の
職
業
課
程
の
高
等
学
校
で
あ
る
。
職
業
課
程
に
は
農
業
、

工
業
、
水
産
、
商
業
、
家
庭
技
芸
等
の
各
コ
ー
ス
が
あ
り
、
地
域
的
社
会
や
生
徒
の
要
求
を
満
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
今
こ
の
コ
ー
ス
の
内
容
や
教
育
方
法
は
概
略
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴

農
業
課
程

農
業
課
程
は
わ
が
国
農
業
の
中
堅
技
術
者
、
自
営
農
業
者
に
な
る
も
の
を
養
成
す
る
の
で
あ
る
。
農

業
課
程
に
は
、
そ
の
地
域
的
社
会
の
要
求
や
生
徒
の
希
望
等
に
よ
っ
て
、
耕
種
、
林
業
、
農
業
土
木
等
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い
る
。
そ
の
種
類
の
主
な
も
の
に
つ
い
て
み
る
と
．
大
体
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

一
、
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育

㋑
中
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育

㋺
高
等
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育

㋩
大
学
に
お
け
る
職
業
教
育

㋥
そ
の
他
各
種
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育

二
、
職
業
補
導

㋑
一
般
職
業
補
導

㋺
身
体
障
害
者
職
業
補
導

㋩
船
員
職
業
補
導

三
、
企
業
内
に
お
け
る
職
業
訓
練

㋑
技
能
者
養
成

㋺
Ｔ
Ｗ
Ｉ
方
式
に
よ
る
監
督
者
訓
練

㋩
Ｍ
Ｔ
Ｐ
方
式
に
よ
る
監
督
者
訓
練

㋥
Ｔ
Ｔ
Ｔ
方
式
に
よ
る
監
督
者
訓
練

㋭
そ
の
他
企
業
内
に
お
け
る
職
業
訓
練

四
、
そ
の
他
の
職
業
訓
練

(

図
表
Ⅰ)

職
業
訓
練
行
政
の
体
系

(

職
業
指
導
を
含
む)

中
等
学
校
（
職
業
家
庭
科
）

一

般

高
等
学
校

…
…

（ﾏ
ﾏ

）

学
校
に
お

職
業
過
程

…
…
…
…
…
…

文

部

省

け
る
職
業

一
般
過
程

大

学

…
…

教
育

技
術
過
程

各
種
学
校

…
…

職
業
過
程

…
…
…
…
…

都
道
府
県
知
事

学
校

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

文

部

省

職
業
指
導

公
共
職
業
安
定
所

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

労

働

省

一

般

公

共

職

業

補

導

所

公
共
職
業
補
導
所

労

働

省

職
業
補
導

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所

共
同
作
業
施
設

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

労

働

省

短
期
初
歩
訓
練

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

通

産

省

技
能
者
養
成
…
…
（
熟
練
工
の
養
成
）
…
…
…
…
…

労

働

省

事
業
場
内

Ｔ
・
Ｗ
・
Ｉ
方
式

…
…
…
…
…
…

労

働

省

に
お
け
る

監
督
者
訓
練

Ｍ
・
Ｔ
・
Ｐ
方
式

…
…
…
…
…
…

通

産

省

職
業
訓
練

Ｔ
・
Ｔ
・
Ｔ
方
式

…
…
…
…
…
…

電
電
公
社

Ａ
・
Ｔ
・
Ｐ

Ｃ
・
Ｃ
・
Ｓ
方
式

電
電
公
社

Ｓ
・
Ｔ
・
Ｐ

そ
の
他
の
職
業
訓
練

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

各

省

第第
二二
節節

職職
業業
訓訓
練練
のの
内内
容容

わ
が
国
の
職
業
訓
練
に
は
幾
多
の
コ
ー
ス
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
も
ち
、
的
確
な
訓
練
内

容
や
方
法
に
あ
っ
て
実
施
さ
れ
、
計
画
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
で
は
前
節
で
述
べ
た
職
業
訓
練
に
つ
い

て
概
説
し
、
な
お
詳
し
く
は
本
論
に
よ
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
、
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育

〔
イ
〕
中
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育

中
学
校
に
お
い
て
は
学
校
教
育
法
第
三
六
粂
に
「
社
会
に
必
要
な
職
業
に
つ
い
て
の
基
礎
的
な
知
識

と
技
能
、
勤
労
を
重
ん
ず
る
態
度
及
び
個
性
に
応
じ
て
将
来
の
進
路
を
選
択
す
る
能
力
を
養
う
こ
と
」

と
明
示
さ
れ
て
お
り
、
中
学
校
の
教
育
の
重
点
は
こ
こ
に
お
か
れ
て
い
る
。
即
ち
個
性
の
発
展
、
公
民

た
る
資
質
を
養
い
、
将
来
職
業
人
と
し
て
の
基
礎
的
教
育
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
中
学
校
に
お
け
る
職

業
教
育
は
主
と
し
て
職
業
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ダ
ン
ス
や
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
職
業
、
家
庭

科
と
云
う
教
科
を
中
心
と
し
て
実
施
さ
れ
る
。
こ
の
教
科
を
通
じ
て
職
業
家
庭
に
お
け
る
基
礎
的
な
知

識
技
能
及
び
態
度
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
と
も
に
自
己
適
性
の
発
見
に
つ
と
め
さ
せ
、
職
業
指
導
の
活

動
と
合
せ
て
職
業
選
択
の
能
力
を
培
っ
て
い
る
。
そ
の
教
育
内
容
は
、
農
業
、
工
業
、
商
業
、
水
産
、

家
庭
等
で
あ
り
週
一
〇
五
時
間
よ
り
一
四
〇
時
間
位
を
限
度
と
し
て
必
修
さ
せ
教
育
期
間
は
三
年
間
で

あ
る
。

（
ロ
）
高
等
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育

高
等
学
校
に
は
普
通
課
程
と
職
業
課
程
の
二
大
コ
ー
ス
が
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
教
育
期
間
は
三
年
で

あ
る
。
商
等
学
校
の
職
業
教
育
の
中
心
は
こ
の
職
業
課
程
の
高
等
学
校
で
あ
る
。
職
業
課
程
に
は
農
業
、

工
業
、
水
産
、
商
業
、
家
庭
技
芸
等
の
各
コ
ー
ス
が
あ
り
、
地
域
的
社
会
や
生
徒
の
要
求
を
満
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
今
こ
の
コ
ー
ス
の
内
容
や
教
育
方
法
は
概
略
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴

農
業
課
程

農
業
課
程
は
わ
が
国
農
業
の
中
堅
技
術
者
、
自
営
農
業
者
に
な
る
も
の
を
養
成
す
る
の
で
あ
る
。
農

業
課
程
に
は
、
そ
の
地
域
的
社
会
の
要
求
や
生
徒
の
希
望
等
に
よ
っ
て
、
耕
種
、
林
業
、
農
業
土
木
等
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が
専
修
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
教
育
法
は
ホ
ー
ム
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
総
合
農
業
、
農
業

工
作
等
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

⑵

工
業
課
程

工
業
課
程
は
わ
が
国
工
業
界
の
中
堅
技
術
者
を
養
成
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
コ
ー
ス
は
機
械
、
電
気
、

通
信
、
化
学
工
業
、
採
鉱
冶
金
、
紡
織
等
二
〇
の
職
種
に
分
れ
て
い
る
。
こ
の
教
育
法
は
、
特
に
実
際

学
習
指
導
に
あ
た
っ
て
、
専
門
知
識
及
び
専
門
技
術
が
と
も
に
よ
く
身
に
つ
く
よ
う
指
導
さ
れ
て
い
る
。

指
導
単
位
ご
と
に
指
導
票
を
つ
く
っ
て
教
育
の
効
果
を
上
げ
る
よ
う
努
力
さ
れ
て
い
る
。

⑶

商
業
課
程

商
業
課
程
に
お
い
て
は
、
商
業
事
務
者
や
経
営
者
を
養
成
す
る
の
が
目
的
で
、
そ
の
内
容
は
貿
易
実

務
、
商
業
経
済
、
簿
記
会
計
法
規
等
一
五
科
目
に
分
れ
て
い
る
。
そ
の
教
育
方
法
は
す
べ
て
実
務
を
中

心
と
し
て
「
実
際
に
行
っ
て
学
ぶ
」
と
云
う
形
が
と
ら
れ
て
い
る
。
又
生
徒
各
自
の
創
意
工
夫
が
活
か

さ
れ
、
自
発
的
活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
特
に
指
導
さ
れ
て
い
る
。

⑷

水
産
課
程

水
産
課
程
の
高
等
学
校
で
は
将
来
水
産
業
に
お
け
る
技
術
者
及
び
水
産
自
営
者
に
な
る
も
の
を
養
成

す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
生
徒
の
希
望
に
よ
っ
て
漁
撈
、
水
産
製
造
、
増
殖
等
が
専
攻
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
教
育
も
実
習
、
実
験
に
中
心
が
お
か
れ
て
お
り
、
直
接
技
能
が
身
に
つ
く
よ
う
に
教
育
が
な
さ

れ
て
い
る
。

⑸

家
庭
科

家
庭
科
は
主
と
し
て
女
性
の
教
養
と
し
て
、
或
は
将
来
の
職
業
人
並
び
に
家
庭
と
し
て
役
立
つ
よ
う

な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
教
育
内
容
は
家
庭
、
家
族
、
保
育
、
家
庭
経
理
、
食
物
、
被
服
等
に
つ
い
て
な

さ
れ
る
。
又
職
業
人
と
な
る
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
専
攻
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
。
技
術
を
身
に
つ
け

ら
れ
る
よ
う
実
地
指
導
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
等
は
全
日
制
の
職
業
課
程
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
勤
労
青
少
年
の
た
め
の
定
時
制
の
職
業
教
育

が
行
れ
て
い
る
。
な
ほ
そ
れ
で
も
職
業
教
育
を
受
け
ら
れ
な
い
人
に
は
、
も
っ
と
短
期
問
の
別
科
制
度

が
あ
る
。（

ハ
）
大
学
に
お
け
る
職
業
教
育

大
学
に
お
い
て
は
学
校
教
育
法
第
五
二
条
に
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
深
く
学
業
を
教
授
し
、
知
的
道

徳
的
及
び
応
能
力
を
涵
養
し
将
末
の
わ
が
国
社
会
の
指
導
者
を
養
成
す
る
の
で
あ
る
。

大
学
の
職
業
教
育
は
、
職
業
に
つ
い
て
の
専
門
的
知
識
技
術
と
指
導
者
と
な
る
た
め
の
一
般
教
養
に

つ
い
て
な
さ
れ
る
。
そ
の
コ
ー
ス
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
文
学
部
系
（
哲
学
、
心
理
学
、

国
文
学
等
）
教
育
学
部
系
（
教
育
、
体
育
、
音
楽
等
）
外
国
語
外
国
文
学
系
（
欧
米
文
学
、
諸
外
国
語
、

独
逸
文
学
等
）
法
経
、
商
学
部
系
（
法
律
、
政
治
、
系
済
、
商
業
貿
易
等
）
芸
術
学
部
系
（
芸
術
、
音

楽
、
声
楽
、
絵
画
、
演
劇
等
）
宗
教
学
部
系
（
宗
教
関
係
）
理
学
部
系
（
数
学
、
物
理
、
化
学
、
動
植

物
等
）
医
薬
学
部
系
（
医
学
、
歯
学
、
薬
学
等
）
工
業
部
系
（
機
学
、
電
気
、
建
築
、
応
用
化
学
等
）

農
学
部
系
（
農
業
、
園
芸
、
林
学
、
農
業
経
済
、
畜
産
等
）
水
産
学
部
系
（
魚
業
、
水
産
増
殖
等
）
家

マ
マ

政
学
部
系
（
家
政
、
食
物
、
被
服
、
児
童
、
生
活
、
芸
術
等
）

こ
の
教
育
方
法
は
高
度
な
専
門
知
識
技
術
の
習
得
に
必
要
な
専
門
家
講
義
、
実
験
、
そ
の
他
適
確
な
研

究
に
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
。

（
ニ)

各
種
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育

各
種
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育
は
、
学
校
教
育
法
に
よ
る
幼
稚
園
か
ら
大
学
ま
で
の
正
規
の
課
程
に

よ
ら
な
い
職
業
教
育
で
あ
る
。
各
種
学
校
の
法
律
的
な
基
準
は
、
建
物
三
十
坪
以
上
、
教
育
期
間
三
ヵ

月
以
上
、
授
業
時
間
一
週
十
時
間
以
上
、
そ
の
他
教
師
が
生
徒
五
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
で
あ
れ
ば
よ

い
。
こ
の
基
準
に
従
っ
て
各
都
道
府
県
知
事
よ
り
承
認
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
制
限
は
な

い
。現

在
各
学
校
に
よ
る
職
業
教
育
の
施
設
数
は
相
当
な
数
に
上
り
そ
の
職
種
も
広
範
囲
に
亙
っ
て
い

る
、
そ
の
実
数
や
実
施
状
況
を
把
握
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
そ
の
数
は
大
体
全
国
で
約
四
、

八
〇
〇
程
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
実
施
さ
れ
て
い
る
職
種
に
概
ね
次
の
九
種
目
の
関
係
職
種
に
分
類
さ

れ
る
よ
う
で
あ
る
。

一
、
服
装
（
洋
裁
、
和
裁
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
等
）

二
、
文
化
（
語
学
等
）

三
、
保
健
衛
生
（
栄
養
士
、
看
護
婦
、
料
理
等
）

四
、
植
字
（
タ
イ
プ
、
印
刷
等
）

五
、
工
業
（
機
械
、
電
気
等
）

六
、
商
業
経
済
（
経
理
、
珠
算
等
）

七
、
保
母

八
、
芸
能
（
歌
手
、
ピ
ア
ニ
ス
ト
男
女
優
等
）

九
、
社
会
（
家
政
、
記
者
、
福
祉
司
等
）

二二
、、
職職

業業

補補

導導

職
業
補
導
は
労
働
省
所
管
の
職
業
安
定
法
に
も
と
づ
い
て
実
施
さ
れ
、
特
別
の
知
識
技
能
を
要
す
る

職
業
に
就
こ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
職
業
に
就
く
こ
と
を
容
易
に
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
知
識
、

技
能
を
授
け
る
た
め
の
職
業
訓
練
で
あ
る
。
職
業
補
導
は
他
に
実
施
さ
れ
て
い
る
職
業
訓
練
と
は
別
に
、
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公
共
職
業
補
導
所
で
行
わ
れ
る
職
業
訓
練
で
あ
る
。

（
イ
）

一
般
職
業
補
導

一
般
的
な
職
業
補
導
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
般
職
業
補
導
は
労
働
市
場
の
状
況
に
適
応
さ
せ
、
産
業

の
要
求
す
る
技
能
労
働
者
を
短
期
間
に
訓
練
し
、
そ
の
職
業
の
安
定
を
図
り
生
活
の
向
上
に
寄
与
せ
し

め
る
の
で
あ
る
。
職
業
補
導
の
内
容
及
び
訓
練
方
法
の
特
色
に
つ
い
て
略
述
す
れ
ば

⑴
補
導
生
の
入
所
あ
つ
旋
、
選
考
、
修
了
後
の
就
職
あ
つ
旋
等
に
つ
い
て
は
公
共
職
業
安
定
所
と
公

共
職
業
補
導
所
と
が
緊
密
な
連
絡
を
と
り
、
そ
の
も
と
に
公
共
職
業
安
定
所
か
行
う
こ
と
を
原
則
と
し

て
い
る
。
即
ち
職
業
安
定
行
政
の
一
環
と
し
て
公
共
職
業
補
導
所
が
運
営
さ
れ
て
い
る
。

⑵
公
共
職
業
補
導
所
の
設
置
場
所
、
補
導
種
目
、
定
員
、
訓
練
期
間
及
び
施
設
々
備
の
規
模
等
に
つ

い
て
は
労
働
省
よ
り
統
一
的
に
制
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
も
と
ず
い
て
各
都
道
府
県
が
実
施
し
て
い

る
。⑶

そ
の
訓
練
方
法
も
非
常
に
合
理
化
さ
れ
て
お
り
、
技
能
標
準
（
訓
練
目
標
）
補
導
教
程
（
訓
練
内

容
）
補
導
生
用
教
科
書
、
指
導
員
用
指
導
要
領
等
が
各
補
導
種
目
別
に
労
働
省
よ
り
科
学
的
に
研
究
さ

れ
制
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
訓
練
は
実
際
に
即
さ
せ
る
た
め
、
又
技
能
を
身
に
つ
け
る
た
め
、
実
習
に
中
心
を
お
き
、
個
別

指
導
す
る
よ
う
努
力
さ
れ
て
い
る
。

（
ロ
）
身
体
障
害
者
職
業
補
導

身
体
障
害
者
に
職
業
訓
練
を
施
す

に
あ
た
っ
て
は
、
と
く
に
、
そ
の
残

存
能
力
を
有
効
に
活
用
し
、
職
業
生

活
の
更
生
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
軽
度
の
障
害
者
に
つ
い
て
は
一

般
の
補
導
所
で
行
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
通
常
の
職
業
補
導
を
受
け
る
者

と
共
に
補
導
を
受
け
る
こ
と
が
困
難

な
重
度
の
身
体
障
害
者
に
つ
い
て
は

補
導
種
目
、
訓
練
方
法
が
そ
の
能
力

に
適
す
る
よ
う
に
研
究
せ
ら
れ
、
こ

れ
を
選
定
し
、
特
別
の
公
共
職
業
補

導
所
を
設
置
し
て
職
業
補
導
が
行
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
特
別
身
体
障
害
者

公
共
職
業
補
導
所
で
は
身
体
障
害
者

の
職
業
訓
練
の
特
殊
性
に
鑑
み
て
、
心
理
学
的
、
医
学
的
に
訓
練
方
法
が
研
究
さ
れ
実
施
さ
れ
て
い
る
。

（
ハ
）
船
員
職
業
補
導

船
員
職
業
補
導
は
運
輸
省
所
管
の
船
員
職
業
安
定
法
第
二
章
第
四
節
船
員
職
業
補
導
に
も
と
ず
い
て

実
施
さ
れ
て
お
り
、
海
上
労
働
力
の
需
給
の
状
況
に
応
じ
、
船
員
と
し
て
必
要
な
職
業
補
導
種
目
に
つ

い
て
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

即
ち
運
輸
省
で
行
っ
て
い
る
船
員
職
業
補
導
は
海
上
労
働
力
の
専
門
的
職
業
活
動
に
直
接
関
係
の
あ

る
も
の
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
他
の
職
業
訓
練
活
動
と
異
っ
て
い
る
。
現
在
実
施

さ
れ
て
い
る
船
員
職
業
補
導
種
目
に
は
甲
板
科
、
機
関
科
、
司
ち
ゆ
う
科
の
三
種
目
が
あ
り
、
門
司
、

高
浜
の
海
員
学
校
に
併
設
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
二
年
に
は
船
員
職
業
補
導
を
受
け
た
も
の
約
一
、
六

二
○
人
で
あ
り
、
本
年
度
は
四
八
〇
人
の
訓
練
計
画
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
訓
練
内
容
や
方
法
に
つ

い
て
は
運
輸
省
で
制
定
さ
れ
て
い
る
教
課
過
程
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
期
間
は
三
ヵ
月
以
内
で
あ
る
。

マ
マ

三三
、、
企企
業業
内内
にに
おお
けけ
るる
職職
業業
訓訓
練練

（
イ
）
技
能
者
養
成

一
九
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た
労
働
基
準
法
に
よ
っ
て
技
能
者
養
成
は
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
法
律

に
よ
れ
ば
技
能
者
養
成
は
労
働
の
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
に
必
要
な
技
能
者
を
養
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
工
場
、
事
業
場
に
お
け
る
一
種
の
訓
練
で
あ
る
。
従
来
の
見
習
、
徒
弟
、
養
成
工
等
の
美
名
の
下

に
労
働
者
を
酷
使
し
た
り
又
家
事
雑
役
等
に
使
用
し
て
技
能
習
得
に
何
等
関
係
の
な
い
仕
事
に
従
事
さ

せ
る
こ
と
を
禁
じ
、
過
去
の
封
建
的
な
徒
弟
制
度
の
弊
害
を
除
去
（
法
第
六
九
条
）
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

別
に
法
律
で
長
期
の
教
習
を
必
要
と
す
る
特
別
の
技
能
者
を
労
働
の
過
程
に
お
い
て
養
成
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
る
（
法
第
七
〇
条
）
の
が
技
能
者
養
成
規
定
で
あ
る
。

マ
マ

技
能
者
養
成
を
実
施
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
行
う
使
用
者
と
被
技
能
習
得
者
と
の
間
に
労
働
契
約
の

よ
う
な
養
成
契
約
が
結
ば
れ
る
。

そ
の
訓
練
の
内
容
を
み
る
と
、
技
能
者
養
成
規
定
に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
種
目
は
一
二

一
職
種
に
亙
っ
て
い
る
。
教
習
法
、
指
導
員
資
格
、
労
働
時
間
、
賃
金
等
に
つ
い
て
も
詳
細
に
き
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
訓
練
方
法
を
み
る
に
全
種
目
を
通
じ
て
一
年
間
に
一
、
四
七
〇
時
間
以
上

の
関
係
学
科
や
実
技
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
。
そ
の
養
成
期
間
は
各
職
種
毎
に
三
年
又
は
四
年
と
定
め
て

い
る
。
労
働
基
準
法
に
定
め
る
一
年
の
原
則
に
対
し
、
例
外
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
又
技
能
者
養
成

を
行
う
使
用
者
は
教
習
の
進
展
に
応
じ
て
、
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
年
一
回
の
技
能
検
定
を

実
施
す
る
の
で
あ
る
。

技
能
養
成
に
た
ず
さ
わ
る
指
導
員
に
つ
い
て
は
労
働
大
臣
の
行
う
指
導
員
資
格
検
定
に
合
格
し
な
け

れ
ば
指
導
員
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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公
共
職
業
補
導
所
で
行
わ
れ
る
職
業
訓
練
で
あ
る
。

（
イ
）

一
般
職
業
補
導

一
般
的
な
職
業
補
導
に
つ
い
て
み
る
と
、
一
般
職
業
補
導
は
労
働
市
場
の
状
況
に
適
応
さ
せ
、
産
業

の
要
求
す
る
技
能
労
働
者
を
短
期
間
に
訓
練
し
、
そ
の
職
業
の
安
定
を
図
り
生
活
の
向
上
に
寄
与
せ
し

め
る
の
で
あ
る
。
職
業
補
導
の
内
容
及
び
訓
練
方
法
の
特
色
に
つ
い
て
略
述
す
れ
ば

⑴
補
導
生
の
入
所
あ
つ
旋
、
選
考
、
修
了
後
の
就
職
あ
つ
旋
等
に
つ
い
て
は
公
共
職
業
安
定
所
と
公

共
職
業
補
導
所
と
が
緊
密
な
連
絡
を
と
り
、
そ
の
も
と
に
公
共
職
業
安
定
所
か
行
う
こ
と
を
原
則
と
し

て
い
る
。
即
ち
職
業
安
定
行
政
の
一
環
と
し
て
公
共
職
業
補
導
所
が
運
営
さ
れ
て
い
る
。

⑵
公
共
職
業
補
導
所
の
設
置
場
所
、
補
導
種
目
、
定
員
、
訓
練
期
間
及
び
施
設
々
備
の
規
模
等
に
つ

い
て
は
労
働
省
よ
り
統
一
的
に
制
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
も
と
ず
い
て
各
都
道
府
県
が
実
施
し
て
い

る
。⑶

そ
の
訓
練
方
法
も
非
常
に
合
理
化
さ
れ
て
お
り
、
技
能
標
準
（
訓
練
目
標
）
補
導
教
程
（
訓
練
内

容
）
補
導
生
用
教
科
書
、
指
導
員
用
指
導
要
領
等
が
各
補
導
種
目
別
に
労
働
省
よ
り
科
学
的
に
研
究
さ

れ
制
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
訓
練
は
実
際
に
即
さ
せ
る
た
め
、
又
技
能
を
身
に
つ
け
る
た
め
、
実
習
に
中
心
を
お
き
、
個
別

指
導
す
る
よ
う
努
力
さ
れ
て
い
る
。

（
ロ
）
身
体
障
害
者
職
業
補
導

身
体
障
害
者
に
職
業
訓
練
を
施
す

に
あ
た
っ
て
は
、
と
く
に
、
そ
の
残

存
能
力
を
有
効
に
活
用
し
、
職
業
生

活
の
更
生
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
軽
度
の
障
害
者
に
つ
い
て
は
一

般
の
補
導
所
で
行
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
通
常
の
職
業
補
導
を
受
け
る
者

と
共
に
補
導
を
受
け
る
こ
と
が
困
難

な
重
度
の
身
体
障
害
者
に
つ
い
て
は

補
導
種
目
、
訓
練
方
法
が
そ
の
能
力

に
適
す
る
よ
う
に
研
究
せ
ら
れ
、
こ

れ
を
選
定
し
、
特
別
の
公
共
職
業
補

導
所
を
設
置
し
て
職
業
補
導
が
行
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
特
別
身
体
障
害
者

公
共
職
業
補
導
所
で
は
身
体
障
害
者

の
職
業
訓
練
の
特
殊
性
に
鑑
み
て
、
心
理
学
的
、
医
学
的
に
訓
練
方
法
が
研
究
さ
れ
実
施
さ
れ
て
い
る
。

（
ハ
）
船
員
職
業
補
導

船
員
職
業
補
導
は
運
輸
省
所
管
の
船
員
職
業
安
定
法
第
二
章
第
四
節
船
員
職
業
補
導
に
も
と
ず
い
て

実
施
さ
れ
て
お
り
、
海
上
労
働
力
の
需
給
の
状
況
に
応
じ
、
船
員
と
し
て
必
要
な
職
業
補
導
種
目
に
つ

い
て
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

即
ち
運
輸
省
で
行
っ
て
い
る
船
員
職
業
補
導
は
海
上
労
働
力
の
専
門
的
職
業
活
動
に
直
接
関
係
の
あ

る
も
の
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
他
の
職
業
訓
練
活
動
と
異
っ
て
い
る
。
現
在
実
施

さ
れ
て
い
る
船
員
職
業
補
導
種
目
に
は
甲
板
科
、
機
関
科
、
司
ち
ゆ
う
科
の
三
種
目
が
あ
り
、
門
司
、

高
浜
の
海
員
学
校
に
併
設
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
二
年
に
は
船
員
職
業
補
導
を
受
け
た
も
の
約
一
、
六

二
○
人
で
あ
り
、
本
年
度
は
四
八
〇
人
の
訓
練
計
画
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
訓
練
内
容
や
方
法
に
つ

い
て
は
運
輸
省
で
制
定
さ
れ
て
い
る
教
課
過
程
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
期
間
は
三
ヵ
月
以
内
で
あ
る
。

マ
マ

三三
、、
企企
業業
内内
にに
おお
けけ
るる
職職
業業
訓訓
練練

（
イ
）
技
能
者
養
成

一
九
四
七
年
に
制
定
さ
れ
た
労
働
基
準
法
に
よ
っ
て
技
能
者
養
成
は
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
法
律

に
よ
れ
ば
技
能
者
養
成
は
労
働
の
過
程
に
お
い
て
、
そ
れ
に
必
要
な
技
能
者
を
養
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
工
場
、
事
業
場
に
お
け
る
一
種
の
訓
練
で
あ
る
。
従
来
の
見
習
、
徒
弟
、
養
成
工
等
の
美
名
の
下

に
労
働
者
を
酷
使
し
た
り
又
家
事
雑
役
等
に
使
用
し
て
技
能
習
得
に
何
等
関
係
の
な
い
仕
事
に
従
事
さ

せ
る
こ
と
を
禁
じ
、
過
去
の
封
建
的
な
徒
弟
制
度
の
弊
害
を
除
去
（
法
第
六
九
条
）
し
よ
う
と
し
た
も

の
で
あ
る
。

別
に
法
律
で
長
期
の
教
習
を
必
要
と
す
る
特
別
の
技
能
者
を
労
働
の
過
程
に
お
い
て
養
成
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
る
（
法
第
七
〇
条
）
の
が
技
能
者
養
成
規
定
で
あ
る
。

マ
マ

技
能
者
養
成
を
実
施
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
行
う
使
用
者
と
被
技
能
習
得
者
と
の
間
に
労
働
契
約
の

よ
う
な
養
成
契
約
が
結
ば
れ
る
。

そ
の
訓
練
の
内
容
を
み
る
と
、
技
能
者
養
成
規
定
に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
種
目
は
一
二

一
職
種
に
亙
っ
て
い
る
。
教
習
法
、
指
導
員
資
格
、
労
働
時
間
、
賃
金
等
に
つ
い
て
も
詳
細
に
き
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
訓
練
方
法
を
み
る
に
全
種
目
を
通
じ
て
一
年
間
に
一
、
四
七
〇
時
間
以
上

の
関
係
学
科
や
実
技
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
。
そ
の
養
成
期
間
は
各
職
種
毎
に
三
年
又
は
四
年
と
定
め
て

い
る
。
労
働
基
準
法
に
定
め
る
一
年
の
原
則
に
対
し
、
例
外
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
又
技
能
者
養
成

を
行
う
使
用
者
は
教
習
の
進
展
に
応
じ
て
、
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
年
一
回
の
技
能
検
定
を

実
施
す
る
の
で
あ
る
。

技
能
養
成
に
た
ず
さ
わ
る
指
導
員
に
つ
い
て
は
労
働
大
臣
の
行
う
指
導
員
資
格
検
定
に
合
格
し
な
け

れ
ば
指
導
員
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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以
上
の
よ
う
な
規
定
に
よ
っ
て
養
成
の
効
果
を
揚
げ
さ
せ
る
よ
う
努
力
さ
れ
て
い
る
。
本
論
に
お
い

て
詳
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
参
照
せ
ら
れ
た
い
。

（
ロ
）
Ｔ
Ｗ
Ｉ
方
式
に
よ
る
監
督
者
訓
練

Ｔ
Ｗ
Ｉ
方
式
は
職
場
に
お
け
る
監
督
的
立
場
に
あ
る
者
の
監
督
能
力
を
一
層
発
揮
さ
せ
、
職
場
相
互

の
信
頼
感
を
増
し
、
労
働
強
化
や
経
費
の
多
大
な
消
費
を
伴
う
こ
と
な
く
て
生
産
力
を
高
め
、
産
業
振

興
に
寄
与
さ
せ
る
た
め
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
訓
練
方
式
は
一
九
四
九
年
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
勧
告
に
よ
り

労
働
省
が
職
業
安
定
法
に
則
っ
と
っ
て
、
そ
の
技
術
援
助
に
努
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
訓
練
内
容

は
「
仕
事
の
教
え
方
」「
改
善
の
仕
方
」「
人
の
扱
い
方
」
の
三
項
日
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
演
習
と
討
議
を
主
体
と
す
る
講
習
会
方
式
に
よ
り
実
施
す
る
。
一
回
の
訓
練
は
八

名
乃
至
一
二
名
位
で
、
一
項
目
に
つ
き
一
回
二
時
間
づ
つ
五
日
間
、
合
計
一
〇
時
間
で
あ
る
。

ト
レ
ー
ナ
ー
は
標
準
化
さ
れ
た
手
引
に
よ
り
訓
練
を
行
っ
て
い
る
。

（
ハ
）
Ｍ
Ｔ
Ｐ
方
式
に
よ
る
監
督
者
訓
練

こ
の
方
式
は
米
国
極
東
空
軍
に
働
ら
い
て
い
る
日
本
人
監
督
者
を
対
象
と
し
て
実
施
さ
れ
て
い
た
の

が
、
産
業
界
か
ら
の
要
望
に
応
え
て
普
及
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
も
相
当
広
範
囲
に
亙
っ
て
い

る
が
、
特
に
経
営
問
題
を
取
り
扱
い
、
そ
の
原
理
を
与
え
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
そ
の
訓
練
方
法
は

Conference

方
式
で
一
回
に
一
二
名
程
度
行
わ
れ
、
映
画
、
幻
燈
、
シ
ー
ト
等
を
使
用
し
て
行
う
。
そ

の
内
容
も
管
理
、
作
業
教
育
、
作
業
方
法
改
善
、
従
業
員
関
係
の
四
部
門
に
つ
い
て
実
施
さ
れ
る
。
現

在
迄
に
養
成
さ
れ
た
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
数
は
、
一
九
五
〇
年
─
一
九
五
二
年
の
問
に
五
回
実
施
さ

れ
二
五
五
人
で
あ
る
。

（
ニ
）
Ｔ
Ｔ
Ｔ
方
式
に
よ
る
監
督
者
訓
練

Ｔ
Ｔ
Ｔ
方
式
は
一
九
四
八
年
に
わ
が
国
通
信
工
業
界
関
係
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
訓
練
方
式
は
専
門
的
な
知
識
技
能
を
正
確
且
つ
能
率
的
に
教
え
る
た
め
の
教
育
技
術
を
訓
練
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
訓
練
方
法
は
教
授
法
を
科
学
的
に
す
る
た
め
五
段
階

に
分
け
、
即
ち
⑴
準
備
⑵
提
示
⑶
応
用
⑷
試
験
⑸
討
議
の
基
木
原
理
を
活
用
す
る
の
で
あ
る
。
作
業
分

析
さ
れ
た
中
か
ら
基
本
技
能
を
再
排
列
し
て
、
レ
ス
ン
プ
ラ
ン
を
作
成
し
た
り
、
説
明
討
議
、
実
演
、

テ
ス
ト
等
の
複
合
的
利
用
を
図
る
の
で
あ
る
。

（
ホ
）
そ
の
他
の
企
業
内
職
業
訓
練

一
般
企
業
内
に
お
け
る
職
業
訓
練
は
、
非
常
に
数
も
多
く
、
そ
の
内
容
や
方
法
も
多
種
多
様
で
あ
る
。

そ
の
う
ち
主
だ
っ
た
も
の
を
上
げ
て
み
る
と
、
新
規
採
用
者
に
つ
い
て
雇
用
主
の
受
入
訓
練
職
場
内
に

お
け
る
技
術
や
業
務
訓
練
、
安
全
関
係
訓
練
（
鉱
務
監
研
修
所
、
保
安
技
術
講
習
所
）
態
度
訓
練
等
で

あ
る
。
そ
の
内
容
や
訓
練
方
法
に
つ
い
て
は
本
論
で
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

四四
、、
そそ
のの
他他
のの
職職
業業
訓訓
練練
施施
設設

以
上
で
わ
が
国
の
職
業
訓
練
の
状
況
を
主
な
も
の
に
つ
い
て
概
説
し
た
が
、
そ
の
主
要
な
施
設
に
つ

い
て
上
げ
て
み
る
と
、
総
理
府
の
統
計
職
員
養
成
所
、
外
務
省
の
研
修
所
、
大
蔵
省
の
税
務
講
習
所
、

文
部
省
の
国
立
国
会
図
書
館
職
員
養
成
所
、
厚
生
省
の
栄
養
士
養
成
所
、
理
容
美
容
師
養
成
所
、
保
健

婦
、
保
母
、
助
産
婦
看
護
婦
養
成
所
、
農
林
省
の
食
料
管
理
講
習
所
、
水
産
講
習
所
、
運
輸
省
の
海
技

専
門
学
院
、
航
海
訓
練
所
、
国
会
の
速
記
者
養
成
所
、
建
設
省
の
技
術
員
養
成
所
、
国
鉄
公
社
の
鉄
道

教
習
所
、
電
信
電
話
公
社
の
職
員
訓
練
所
等
が
あ
る
。

第
二
編

現
況
と
今
後
の
問
題
（
編
注
：
中
略
）

第
三
編

Ｉ
Ｌ
Ｏ
ア
ジ
ア
地
域
職
業
訓
練
講
習
会
（
編
注
：
中
略
）

第
四
編

豪
州
の
職
業
教
育
と
職
業
訓
練
（
編
注
：
中
略
）

第
五
編

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
職
業
教
育
と
訓
練
（
編
注
：
中
略
）

『
広
報
』

昭
和
二
九
年
二
月
二
七
日

〔
二
─
五
八
〕
労
働
大
臣
、
技
能
者
養
成
審
議
会
へ
諮
問

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
改改
正正
案案
要要
綱綱

第
一

こ
の
命
令
で
技
能
を
習
得
す
る
者
と
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
技
能
を
習
得
す
る
者
で
、
労
働

基
準
法
（
法
）
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
基
い
て
使
用
さ
れ
る
者
を
い
う
こ
と
と

す
る
こ
と
。

第
二

技
能
を
習
得
す
る
者
の
労
働
契
約
は
、
法
第
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
に
掲

げ
る
当
該
技
能
に
つ
い
て
定
め
る
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る

こ
と
。

２

こ
の
命
令
の
規
定
に
よ
る
技
能
者
の
養
成
（
技
能
者
養
成
）
の
課
程
の
一
部
を
修
め
た
者
を
雇
い

入
れ
て
技
能
を
習
得
す
る
者
と
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
労
働
契
約
は
、
既
に
教
習
を
受
け
た
期
間

を
控
除
し
て
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

３

使
用
者
は
、
第
二
項
の
期
間
内
に
所
定
の
教
習
を
修
了
す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
る
に
至
つ
た
場

合
に
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
受
け
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
に
お
い
て
、
前
二
項

の
労
働
契
約
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
三
、
技
能
者
養
成
を
行
う
便
用
者
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
こ
と
。
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一

技
能
者
養
成
指
導
員
の
免
許
（
指
導
員
免
許
）
を
受
け
た
者

二

指
導
員
免
許
を
受
け
た
者
を
し
て
技
能
者
養
成
に
当
ら
せ
る
者

第
四

指
導
員
免
許
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
与
え
る
こ
と

と
す
る
こ
と
。

一

別
表
第
二
に
定
め
る
技
能
者
養
成
指
導
員
の
資
格
を
有
す
る
者

二

技
能
者
養
成
指
導
員
検
定
（
指
導
員
検
定
）
に
よ
り
前
号
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
資
格

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

２

前
項
の
指
導
員
免
許
は
、
様
式
第
一
号
の
技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
証
（
免
許
証
）
を
交
付
し
て

こ
れ
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
五

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
は
、
指
導
員
免
許
を
与
え
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

一

禁
治
産
者
及
び
準
禁
治
産
者

二

指
導
員
免
許
が
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
者

三

犯
罪
そ
の
他
の
非
行
が
あ
つ
て
指
導
員
た
る
に
不
適
当
で
あ
る
と
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が

認
め
る
者

第
六

指
導
員
検
定
は
、
毎
年
一
回
以
上
、
学
科
及
び
実
技
に
つ
い
て
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
こ

れ
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。
但
し
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
者

に
つ
い
て
は
、
指
導
員
検
定
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
七

指
導
員
検
定
の
実
施
に
関
し
、
検
定
の
期
日
、
場
所
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
そ
の
つ
ど
都
道

府
県
労
働
基
準
局
長
が
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
八

第
五
の
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
、
又
は
指
導
員
検
定
の
受
検
の
申
請
も
し
く
は
受

検
に
つ
い
て
不
正
が
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
た
日
か
ら
六
ヵ
月
を
経
過
し
な
い
者
は
、
指
導
員
検
定
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
九

指
導
員
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
労
働
基
準

局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十

別
表
第
二
に
定
め
る
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
を
有
す
る
者
が
指
導
員
免
許
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
一

指
導
員
免
許
を
受
け
た
者
が
禁
治
産
者
も
し
く
は
準
禁
治
産
者
の
宣
告
を
受
け
、
又
は
禁
こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
指
導
員
免
許
を
収
り
消
す
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

指
導
員
免
許
を
受
け
た
者
が
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
指
導
員
免
許
を
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

一

不
正
の
方
法
に
よ
っ
て
指
導
員
免
許
を
受
け
た
場
合

二

免
許
証
を
他
人
に
貸
与
し
た
場
合

三

犯
罪
そ
の
他
指
導
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
の
あ
っ
た
場
合

３

指
導
員
免
許
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
免
許
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
こ
と
。

第
十
二

免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
免
許
証
を
滅
失
し
、
又
は
汚
損
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
由

を
具
し
、
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
氏
名
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
免
許
証
を
添
え
、
書
換
を
申
請
す

る
と
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

３

前
二
項
の
申
請
書
は
様
式
第
四
号
に
よ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
三

使
用
者
は
、
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
教
習
事
項
の
基
準
に
従
っ
て
関
連
学
科
、
実
技
、
教

習
時
間
そ
の
他
の
教
習
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

使
用
者
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
技
能
を
習
得
す
る
者
の
素

質
、
健
康
、
習
得
の
進
度
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
、
そ
の
者
に
つ
い
て
教
習
事
項
の
一
部
を
前
項

の
教
習
事
項
の
基
準
に
よ
ら
な
い
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
四

使
用
者
は
、
技
能
者
養
成
の
課
程
の
一
部
を
修
め
た
者
を
雇
い
入
れ
て
技
能
を
修
得
す
る
者

と
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
既
に
習
得
し
た
課
程
に
応
じ
て
教
習
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
こ
と
。

第
十
五

使
用
者
は
、
職
業
安
定
法
に
よ
る
公
共
職
業
補
導
所
そ
の
他
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
施
設

に
お
い
て
、
別
表
第
一
に
定
め
る
技
能
に
つ
い
て
教
習
課
程
を
修
め
た
者
を
雇
い
入
れ
て
技
能
を

習
得
す
る
者
と
す
る
場
合
に
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
受
け
て
、
そ
の
者
が
習
得
し

た
教
習
事
項
及
び
教
習
を
受
け
た
期
間
に
応
じ
て
、
第
十
三
の
第
一
項
に
規
定
す
る
教
習
事
項
の
基

準
に
よ
ら
な
い
で
教
習
事
項
を
定
め
、
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
二
の
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
労
働
契
約
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
可

を
受
け
た
期
間
を
控
除
し
て
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
六

便
用
者
は
、
各
教
習
年
度
ご
と
に
一
回
以
上
、
技
能
を
習
得
す
る
者
の
技
能
を
試
験
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
試
験
は
、
教
習
事
項
中
関
連
学
科
及
び
実
技
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

す
る
こ
と
。

第
十
七

使
用
者
は
、
技
能
を
習
得
す
る
者
の
労
働
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
技
能
を
習

得
す
る
者
が
、
既
に
習
得
し
た
課
程
及
び
期
間
に
つ
い
て
証
明
書
を
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
八

使
用
者
は
、
技
能
者
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
者
が
請
求
し
た
場
合
に
は
、
技
能
者
養
成
修
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一

技
能
者
養
成
指
導
員
の
免
許
（
指
導
員
免
許
）
を
受
け
た
者

二

指
導
員
免
許
を
受
け
た
者
を
し
て
技
能
者
養
成
に
当
ら
せ
る
者

第
四

指
導
員
免
許
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
与
え
る
こ
と

と
す
る
こ
と
。

一

別
表
第
二
に
定
め
る
技
能
者
養
成
指
導
員
の
資
格
を
有
す
る
者

二

技
能
者
養
成
指
導
員
検
定
（
指
導
員
検
定
）
に
よ
り
前
号
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
資
格

を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

２

前
項
の
指
導
員
免
許
は
、
様
式
第
一
号
の
技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
証
（
免
許
証
）
を
交
付
し
て

こ
れ
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
五

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
は
、
指
導
員
免
許
を
与
え
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

一

禁
治
産
者
及
び
準
禁
治
産
者

二

指
導
員
免
許
が
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
者

三

犯
罪
そ
の
他
の
非
行
が
あ
つ
て
指
導
員
た
る
に
不
適
当
で
あ
る
と
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が

認
め
る
者

第
六

指
導
員
検
定
は
、
毎
年
一
回
以
上
、
学
科
及
び
実
技
に
つ
い
て
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
こ

れ
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。
但
し
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
る
者

に
つ
い
て
は
、
指
導
員
検
定
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
七

指
導
員
検
定
の
実
施
に
関
し
、
検
定
の
期
日
、
場
所
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
そ
の
つ
ど
都
道

府
県
労
働
基
準
局
長
が
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
八

第
五
の
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
、
又
は
指
導
員
検
定
の
受
検
の
申
請
も
し
く
は
受

検
に
つ
い
て
不
正
が
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
た
日
か
ら
六
ヵ
月
を
経
過
し
な
い
者
は
、
指
導
員
検
定
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
九

指
導
員
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
労
働
基
準

局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十

別
表
第
二
に
定
め
る
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
を
有
す
る
者
が
指
導
員
免
許
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
一

指
導
員
免
許
を
受
け
た
者
が
禁
治
産
者
も
し
く
は
準
禁
治
産
者
の
宣
告
を
受
け
、
又
は
禁
こ

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
指
導
員
免
許
を
収
り
消
す
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

指
導
員
免
許
を
受
け
た
者
が
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
指
導
員
免
許
を
取
り
消

す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

一

不
正
の
方
法
に
よ
っ
て
指
導
員
免
許
を
受
け
た
場
合

二

免
許
証
を
他
人
に
貸
与
し
た
場
合

三

犯
罪
そ
の
他
指
導
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
の
あ
っ
た
場
合

３

指
導
員
免
許
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
免
許
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
こ
と
。

第
十
二

免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
免
許
証
を
滅
失
し
、
又
は
汚
損
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
事
由

を
具
し
、
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
氏
名
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
免
許
証
を
添
え
、
書
換
を
申
請
す

る
と
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

３

前
二
項
の
申
請
書
は
様
式
第
四
号
に
よ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
三

使
用
者
は
、
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
教
習
事
項
の
基
準
に
従
っ
て
関
連
学
科
、
実
技
、
教

習
時
間
そ
の
他
の
教
習
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

使
用
者
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
技
能
を
習
得
す
る
者
の
素

質
、
健
康
、
習
得
の
進
度
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
、
そ
の
者
に
つ
い
て
教
習
事
項
の
一
部
を
前
項

の
教
習
事
項
の
基
準
に
よ
ら
な
い
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
四

使
用
者
は
、
技
能
者
養
成
の
課
程
の
一
部
を
修
め
た
者
を
雇
い
入
れ
て
技
能
を
修
得
す
る
者

と
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
既
に
習
得
し
た
課
程
に
応
じ
て
教
習
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
す
る
こ
と
。

第
十
五

使
用
者
は
、
職
業
安
定
法
に
よ
る
公
共
職
業
補
導
所
そ
の
他
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
施
設

に
お
い
て
、
別
表
第
一
に
定
め
る
技
能
に
つ
い
て
教
習
課
程
を
修
め
た
者
を
雇
い
入
れ
て
技
能
を

習
得
す
る
者
と
す
る
場
合
に
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
受
け
て
、
そ
の
者
が
習
得
し

た
教
習
事
項
及
び
教
習
を
受
け
た
期
間
に
応
じ
て
、
第
十
三
の
第
一
項
に
規
定
す
る
教
習
事
項
の
基

準
に
よ
ら
な
い
で
教
習
事
項
を
定
め
、
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
二
の
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
労
働
契
約
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
可

を
受
け
た
期
間
を
控
除
し
て
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
六

便
用
者
は
、
各
教
習
年
度
ご
と
に
一
回
以
上
、
技
能
を
習
得
す
る
者
の
技
能
を
試
験
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
試
験
は
、
教
習
事
項
中
関
連
学
科
及
び
実
技
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と

す
る
こ
と
。

第
十
七

使
用
者
は
、
技
能
を
習
得
す
る
者
の
労
働
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
技
能
を
習

得
す
る
者
が
、
既
に
習
得
し
た
課
程
及
び
期
間
に
つ
い
て
証
明
書
を
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、

こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
八

使
用
者
は
、
技
能
者
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
者
が
請
求
し
た
場
合
に
は
、
技
能
者
養
成
修



- 90 -

了
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

使
用
者
又
は
技
能
者
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
者
は
、
前
項
の
技
能
者
養
成
修
了
証
明
書
に
都
道

府
県
労
働
基
準
局
長
か
ら
技
能
者
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
の
証
明
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
九

使
用
者
は
、
別
表
第
三
に
定
め
る
防
護
の
方
法
の
基
準
に
よ
る
場
合
に
は
、
法
第
四
十
九
条

第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
四
条
の
規
定
に
か
ゝ
わ
ら
ず
、
技
能
を
習
得
す
る
者
の
う
ち
法
第
四
十
九

条
に
よ
る
経
験
も
し
く
は
技
能
の
な
い
者
、
満
十
八
才
に
満
た
な
い
者
又
は
女
子
を
法
及
び
こ
れ
に

基
く
命
令
に
定
め
る
危
険
有
害
業
務
及
び
坑
内
労
働
中
別
表
第
三
に
定
め
る
業
務
に
つ
か
せ
て
技
能

を
習
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二
十

事
業
場
内
に
お
け
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
技
能
を
習
得
す
る
者
が
教
習
事
項
を
習
得
す
る
に

要
す
る
時
間
は
、
労
働
時
間
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
一

使
用
者
は
、
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
い
て
最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
法

第
三
十
一
条
の
規
定
に
か
ゝ
わ
ら
ず
、
労
働
大
臣
が
技
能
者
養
成
審
議
会
に
諮
問
し
て
定
め
た
金
額

を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
技
能
を
習
得
す
る
者
の
賃
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
こ
と
。

第
二
十
二

使
用
者
は
、
技
能
を
習
得
す
る
者
に
、
教
習
時
間
内
の
労
働
に
つ
き
出
来
高
払
制
そ
の
他

の
請
負
制
に
よ
る
賃
金
を
支
払
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
三

第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
つ
て
所
轄
労
働
基
準
監

督
署
長
よ
り
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
四

使
用
者
は
、
法
第
七
十
一
条
第
二
項
に
技
能
を
習
得
す
る
者
を
雇
い
入
れ
た
場
合
に
は

様
式
第
六
号
に
よ
っ
て
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
五

こ
の
命
令
に
定
め
る
認
可
の
申
請
又
は
届
出
の
様
式
は
、
必
要
な
事
項
の
最
少
限
度
を
記

載
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
横
書
、
縦
書
そ
の
他
異
る
様
式
を
用
い
る
な
ど
を
妨
げ

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

別
表
第
一

消
略

別
表
第
二

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
の
表

一

当
該
技
能
に
つ
い
て
、
徒
弟
と
し
て
従
来
の
慣
習
に
よ
る
三
年
以
上
の
徒
弟
契
約
を
完
了
し
、

又
は
見
習
工
、
養
成
工
等
と
し
て
技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
三
年
以
上
の
課
程
を
修
了
し
た
後
十

年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

二

当
該
技
能
に
つ
い
て
、
旧
工
場
事
業
場
技
能
者
養
成
令
（
昭
和
十
四
年
勅
令
第
百
三
十
一
号
）

に
よ
る
養
成
の
課
程
を
終
了
と
し
た
後
五
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

三

旧
機
械
技
術
者
検
定
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
六
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
検
定
に
お
い
て
、
作

業
試
験
に
つ
き
当
該
技
能
に
関
す
る
専
門
作
業
を
選
択
し
、
こ
れ
に
合
格
し
た
者

四

当
該
技
能
に
つ
い
て
、
旧
技
能
者
養
成
規
定
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
六
号
）
及
び
こ
の

命
令
に
よ
る
教
習
の
課
程
を
修
了
し
た
後
、
そ
の
修
了
時
に
勤
務
す
る
事
業
場
に
お
い
て
、
三
年

以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

五

旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
で
、
旧
専
門
学
校
入

学
者
検
定
規
程
（
大
正
十
三
年
文
部
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
一
条
の
指
定
を
う
け
た
も
の
に

お
い
て
、
当
該
技
能
に
関
す
る
学
科
を
修
め
卒
業
し
た
後
、
当
該
技
能
に
つ
い
て
五
年
以
上
の
実

地
経
験
を
有
す
る
者

六

旧
中
等
学
校
今
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
で
、
前
号
以
外
の
も
の

に
お
い
て
、
当
該
技
能
に
関
す
る
学
科
を
修
め
卒
業
し
た
後
、
当
該
技
能
に
つ
い
て
七
年
以
上
の

実
地
経
験
を
有
す
る
者

七

専
門
教
育
を
主
と
す
る
学
科
を
お
く
高
等
学
校
に
お
い
て
、
当
骸
技
能
に
関
す
る
科
目
を
修
め

卒
業
し
た
後
当
該
技
能
に
つ
い
て
四
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

八

旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
命
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
当
該
技
能
に
関
す

る
学
科
を
修
め
学
士
と
称
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
又
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
二
十
六
年
勅
令
第

六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
に
お
い
て
、
当
該
技
能
に
関
す
る
学
科
を
修
め
卒
業
し
た
者
で
、

当
該
技
能
に
つ
い
て
二
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

九

大
学
に
お
い
て
、
当
該
技
能
に
関
す
る
学
科
を
修
め
卒
業
し
た
後
当
該
技
能
に
つ
い
て
三
年
以

上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

十

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
一
号
）
に
よ
る
公
共
職
業
補
導
所
の
指
導
員
と
し

て
当
該
技
能
に
つ
い
て
一
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

別
表
第
三

省

略

『
時
報
』

昭
和
二
九
年
四
月
一
六
日

〔
二
─
五
九
〕
技
能
者
養
成
審
議
会
答
申

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
改改
正正
にに
関関
すす
るる
答答
申申

技
能
者
養
成
審
議
会
々
長

桐

原

葆

見

労
働
大
臣

小
坂

善
太
郎

殿

昭
和
二
十
九
年
二
月
二
十
七
日
労
働
省
発
基
第
一
〇
号
に
よ
っ
て
諮
問
の
あ
っ
た
技
能
者
養
成
規
程

改
正
案
要
綱
に
つ
い
て
審
議
の
結
果
本
会
は
別
紙
の
通
り
答
申
す
る
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（
別
紙
）

一一
、、
改改
正正
案案
要要
綱綱
第第
一一
五五
にに
つつ
いい
てて

原
案
中
「
教
習
を
受
け
た
期
間
に
応
じ
て
」
を
「
教
習
を
受
け
た
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
」
に

改
め
、
こ
れ
が
実
施
に
当
っ
て
は
技
能
者
養
成
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
上
に
次
の
措
置
を
と
る
よ
う

要
望
す
る
こ
と
に
全
員
の
意
見
が
一
致
し
た
。

⑴

公
共
職
業
補
導
所
の
補
導
内
容
を
職
業
補
導
の
本
旨
を
逸
脱
し
な
い
限
度
に
お
い
て
「
教
習
事

項
の
基
準
」
に
関
連
付
け
得
る
よ
う
に
調
整
す
る
こ
と
。

⑵

労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
の
基
準
は
技
能
者
養
成
の
質
的
低
下
を
来
さ
な
い
よ
う
明
確
な
ら

し
め
る
こ
と
。

二二
、、
改改
正正
案案
要要
綱綱
第第
一一
八八
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
養
成
修
了
証
明
書
を
養
成
修
了
者
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
交
付
す
る
こ
と
と
す
る

原
案
は
、
技
能
者
養
成
実
施
事
業
場
に
お
い
て
は
養
成
修
了
に
際
し
て
証
明
を
交
付
し
て
い
る
実
情

で
あ
り
、
こ
れ
に
合
致
す
る
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
が
実
情
に
即
す
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
修
了
証

明
書
の
交
付
に
つ
い
て
は
現
行
の
通
り
と
す
る
こ
と
に
全
員
の
意
見
が
一
致
し
た
。

三三
、、
改改
正正
案案
要要
綱綱
第第
二二
二二
にに
つつ
いい
てて

次
の
よ
う
に
意
見
が
わ
か
れ
一
致
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

（
労
働
者
代
表
委
員
意
見
）

現
行
の
規
定
で
は
満
一
八
歳
に
満
た
な
い
者
に
つ
い
て
の
み
請
負
制
を
禁
止
し
て
い
る
の
を

改
め
、
技
能
者
養
成
の
課
程
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
養
成
期
間
中
全
面
的
に
こ
れ
を
禁
止
す

べ
き
で
あ
る
。

（
使
用
者
代
表
委
員
意
見
）

原
案
に
賛
成
で
あ
る
。

（
公
益
代
表
委
員
意
見
）

教
習
第
一
年
度
及
第
二
年
度
に
属
す
る
者
に
つ
い
て
は
請
負
制
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
。

四
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
原
案
通
り
全
員
の
意
見
が
一
致
し
た
。

な
お
改
正
案
要
綱
第
一
の
「
技
能
を
習
得
す
る
者
」
の
略
称
に
関
し
て
は
適
当
な
各
称
を
決
定
す

る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

（（
附附
帯帯
的的
要要
望望
事事
項項
））

右
の
審
議
の
過
程
に
お
い
て
次
の
如
き
問
題
が
提
起
さ
れ
て
こ
れ
が
実
現
に
つ
き
強
く
要
望
さ

れ
、
附
帯
的
要
望
事
項
と
し
て
こ
ゝ
に
付
記
す
る
こ
と
に
意
見
が
一
致
し
た
。

⑴

本
改
正
案
要
綱
は
、
技
能
水
準
の
向
上
を
は
か
り
、
も
っ
て
企
業
の
発
展
と
労
働
者
の
福
祉
増
進

を
期
す
る
積
極
的
行
政
の
面
か
ら
み
れ
ば
十
分
と
は
い
い
難
い
。
し
か
る
に
、
国
際
的
経
済
競
争
に

対
処
し
、
わ
が
国
の
経
済
自
立
達
成
を
は
か
る
に
は
、
こ
れ
が
行
政
を
強
力
に
進
展
せ
し
め
る
こ
と

が
現
下
の
諸
情
勢
に
照
ら
し
喫
緊
の
要
務
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
際
政
府
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
技

能
労
働
力
を
維
持
培
養
し
技
能
水
準
の
向
上
を
期
す
る
た
め
各
種
の
技
能
訓
練
を
系
統
づ
け
た
包
括

的
な
法
令
を
新
た
に
制
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
が
具
体
化
に
つ
い
て
措
置
を
講
ぜ
ら
れ
た
い
こ

と
。

⑵

昭
和
二
十
八
年
度
に
お
い
て
、
技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
制
度
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
中

小
企
業
に
お
け
る
養
成
経
費
の
負
担
を
軽
減
し
、
共
同
養
成
を
積
極
的
に
援
助
育
成
し
、
以
つ
て

や
や
も
す
れ
ば
旧
来
の
徒
弟
制
度
の
弊
に
陥
ろ
う
と
す
る
傾
向
を
阻
止
し
、
併
せ
て
中
小
企
業
の

技
能
水
準
の
向
上
を
図
る
に
極
め
て
時
宜
を
得
た
措
置
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
昭
和

二
十
九
年
度
に
お
い
て
は
、
共
同
養
成
費
補
助
金
は
予
算
に
計
上
せ
ら
れ
ず
、
た
め
に
中
小
企
業

に
お
け
る
共
同
養
成
は
そ
の
円
滑
な
る
運
営
に
支
障
を
来
た
す
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

政
府
は
か
ゝ
る
事
情
を
十
分
考
慮
に
入
れ
技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
の
復
活
を
図
る
よ
う
万
全
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

⑶

職
業
教
育
が
総
合
的
に
系
統
立
て
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
技
能
養
成
制
度
と
学
校
教
育
制
度

と
の
間
に
連
関
が
な
く
、
た
め
に
青
少
年
の
二
重
負
担
の
弊
が
顕
著
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
状
に
鑑

み
、
こ
の
弊
を
除
去
し
、
養
成
修
了
者
に
対
し
て
そ
の
社
会
的
評
価
を
確
定
向
上
す
る
た
め
、
関

係
当
局
と
接
衝
の
上
、
技
能
養
成
制
度
と
学
校
教
育
制
度
と
の
連
絡
調
整
を
積
極
的
に
促
進
す
る

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

技技
能能
者者
養養
成成
規規
定定
改改
正正
案案
要要
綱綱

第
一

こ
の
命
令
で
技
能
を
習
得
す
る
者
と
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
技
能
を
修
得
す
る
者
で
、
労

働
基
準
法
（
法
）
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
基
い
て
使
用
さ
れ
る
者
を
い
う
こ

と
と
す
る
こ
と
。

第
二

技
能
を
習
得
す
る
者
の
労
働
契
約
は
、
法
第
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
に

掲
げ
る
当
該
技
能
に
つ
い
て
定
め
る
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
こ
と
。

２

こ
の
命
令
の
規
定
に
よ
る
技
能
者
の
養
成
（
技
能
者
養
成
）
の
課
程
の
一
部
を
修
め
た
者
を
雇

い
入
れ
て
技
能
を
習
得
す
る
者
と
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
労
働
契
約
は
、
既
に
教
習
を
受
け
た

期
間
を
控
除
し
て
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

３

使
用
者
は
、
前
二
項
の
期
間
内
に
所
定
の
教
習
を
修
了
す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
る
に
至
っ
た

場
合
に
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
受
け
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
に
お
い
て
、
前

二
項
の
労
働
契
約
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
三

技
能
者
養
成
を
行
う
使
用
者
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
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（
別
紙
）

一一
、、
改改
正正
案案
要要
綱綱
第第
一一
五五
にに
つつ
いい
てて

原
案
中
「
教
習
を
受
け
た
期
間
に
応
じ
て
」
を
「
教
習
を
受
け
た
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
」
に

改
め
、
こ
れ
が
実
施
に
当
っ
て
は
技
能
者
養
成
の
円
滑
な
運
営
を
図
る
上
に
次
の
措
置
を
と
る
よ
う

要
望
す
る
こ
と
に
全
員
の
意
見
が
一
致
し
た
。

⑴

公
共
職
業
補
導
所
の
補
導
内
容
を
職
業
補
導
の
本
旨
を
逸
脱
し
な
い
限
度
に
お
い
て
「
教
習
事

項
の
基
準
」
に
関
連
付
け
得
る
よ
う
に
調
整
す
る
こ
と
。

⑵

労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
の
基
準
は
技
能
者
養
成
の
質
的
低
下
を
来
さ
な
い
よ
う
明
確
な
ら

し
め
る
こ
と
。

二二
、、
改改
正正
案案
要要
綱綱
第第
一一
八八
にに
つつ
いい
てて

技
能
者
養
成
修
了
証
明
書
を
養
成
修
了
者
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
交
付
す
る
こ
と
と
す
る

原
案
は
、
技
能
者
養
成
実
施
事
業
場
に
お
い
て
は
養
成
修
了
に
際
し
て
証
明
を
交
付
し
て
い
る
実
情

で
あ
り
、
こ
れ
に
合
致
す
る
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
が
実
情
に
即
す
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
修
了
証

明
書
の
交
付
に
つ
い
て
は
現
行
の
通
り
と
す
る
こ
と
に
全
員
の
意
見
が
一
致
し
た
。

三三
、、
改改
正正
案案
要要
綱綱
第第
二二
二二
にに
つつ
いい
てて

次
の
よ
う
に
意
見
が
わ
か
れ
一
致
す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

（
労
働
者
代
表
委
員
意
見
）

現
行
の
規
定
で
は
満
一
八
歳
に
満
た
な
い
者
に
つ
い
て
の
み
請
負
制
を
禁
止
し
て
い
る
の
を

改
め
、
技
能
者
養
成
の
課
程
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
養
成
期
間
中
全
面
的
に
こ
れ
を
禁
止
す

べ
き
で
あ
る
。

（
使
用
者
代
表
委
員
意
見
）

原
案
に
賛
成
で
あ
る
。

（
公
益
代
表
委
員
意
見
）

教
習
第
一
年
度
及
第
二
年
度
に
属
す
る
者
に
つ
い
て
は
請
負
制
を
禁
止
す
べ
き
で
あ
る
。

四
、
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
原
案
通
り
全
員
の
意
見
が
一
致
し
た
。

な
お
改
正
案
要
綱
第
一
の
「
技
能
を
習
得
す
る
者
」
の
略
称
に
関
し
て
は
適
当
な
各
称
を
決
定
す

る
に
至
ら
な
か
っ
た
。

（（
附附
帯帯
的的
要要
望望
事事
項項
））

右
の
審
議
の
過
程
に
お
い
て
次
の
如
き
問
題
が
提
起
さ
れ
て
こ
れ
が
実
現
に
つ
き
強
く
要
望
さ

れ
、
附
帯
的
要
望
事
項
と
し
て
こ
ゝ
に
付
記
す
る
こ
と
に
意
見
が
一
致
し
た
。

⑴

本
改
正
案
要
綱
は
、
技
能
水
準
の
向
上
を
は
か
り
、
も
っ
て
企
業
の
発
展
と
労
働
者
の
福
祉
増
進

を
期
す
る
積
極
的
行
政
の
面
か
ら
み
れ
ば
十
分
と
は
い
い
難
い
。
し
か
る
に
、
国
際
的
経
済
競
争
に

対
処
し
、
わ
が
国
の
経
済
自
立
達
成
を
は
か
る
に
は
、
こ
れ
が
行
政
を
強
力
に
進
展
せ
し
め
る
こ
と

が
現
下
の
諸
情
勢
に
照
ら
し
喫
緊
の
要
務
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
際
政
府
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
技

能
労
働
力
を
維
持
培
養
し
技
能
水
準
の
向
上
を
期
す
る
た
め
各
種
の
技
能
訓
練
を
系
統
づ
け
た
包
括

的
な
法
令
を
新
た
に
制
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
れ
が
具
体
化
に
つ
い
て
措
置
を
講
ぜ
ら
れ
た
い
こ

と
。

⑵

昭
和
二
十
八
年
度
に
お
い
て
、
技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
制
度
が
設
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
中

小
企
業
に
お
け
る
養
成
経
費
の
負
担
を
軽
減
し
、
共
同
養
成
を
積
極
的
に
援
助
育
成
し
、
以
つ
て

や
や
も
す
れ
ば
旧
来
の
徒
弟
制
度
の
弊
に
陥
ろ
う
と
す
る
傾
向
を
阻
止
し
、
併
せ
て
中
小
企
業
の

技
能
水
準
の
向
上
を
図
る
に
極
め
て
時
宜
を
得
た
措
置
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
昭
和

二
十
九
年
度
に
お
い
て
は
、
共
同
養
成
費
補
助
金
は
予
算
に
計
上
せ
ら
れ
ず
、
た
め
に
中
小
企
業

に
お
け
る
共
同
養
成
は
そ
の
円
滑
な
る
運
営
に
支
障
を
来
た
す
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

政
府
は
か
ゝ
る
事
情
を
十
分
考
慮
に
入
れ
技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
の
復
活
を
図
る
よ
う
万
全
の

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

⑶

職
業
教
育
が
総
合
的
に
系
統
立
て
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
技
能
養
成
制
度
と
学
校
教
育
制
度

と
の
間
に
連
関
が
な
く
、
た
め
に
青
少
年
の
二
重
負
担
の
弊
が
顕
著
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
状
に
鑑

み
、
こ
の
弊
を
除
去
し
、
養
成
修
了
者
に
対
し
て
そ
の
社
会
的
評
価
を
確
定
向
上
す
る
た
め
、
関

係
当
局
と
接
衝
の
上
、
技
能
養
成
制
度
と
学
校
教
育
制
度
と
の
連
絡
調
整
を
積
極
的
に
促
進
す
る

措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

技技
能能
者者
養養
成成
規規
定定
改改
正正
案案
要要
綱綱

第
一

こ
の
命
令
で
技
能
を
習
得
す
る
者
と
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
技
能
を
修
得
す
る
者
で
、
労

働
基
準
法
（
法
）
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
基
い
て
使
用
さ
れ
る
者
を
い
う
こ

と
と
す
る
こ
と
。

第
二

技
能
を
習
得
す
る
者
の
労
働
契
約
は
、
法
第
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
別
表
第
一
に

掲
げ
る
当
該
技
能
に
つ
い
て
定
め
る
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

す
る
こ
と
。

２

こ
の
命
令
の
規
定
に
よ
る
技
能
者
の
養
成
（
技
能
者
養
成
）
の
課
程
の
一
部
を
修
め
た
者
を
雇

い
入
れ
て
技
能
を
習
得
す
る
者
と
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
労
働
契
約
は
、
既
に
教
習
を
受
け
た

期
間
を
控
除
し
て
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

３

使
用
者
は
、
前
二
項
の
期
間
内
に
所
定
の
教
習
を
修
了
す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
る
に
至
っ
た

場
合
に
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
受
け
、
一
年
を
超
え
な
い
期
間
に
お
い
て
、
前

二
項
の
労
働
契
約
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
三

技
能
者
養
成
を
行
う
使
用
者
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
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と
と
す
る
こ
と
。

一

技
能
者
養
成
指
導
員
の
免
許
（
指
導
員
免
許
）
を
受
け
た
者

二

指
導
員
免
許
を
受
け
た
者
を
し
て
技
能
者
養
成
に
当
た
ら
せ
る
者

第
四

指
導
員
免
許
は
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
与
え
る
こ
と

と
す
る
こ
と
。

一

別
表
第
二
に
定
め
る
技
能
者
養
成
指
導
員
の
資
格
を
有
す
る
者

二

技
能
者
養
成
指
導
員
検
定
（
指
導
員
検
定
）
に
よ
り
前
号
に
該
当
す
る
者
と
同
等
以
上
の
資

格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

２

前
項
の
指
導
員
免
許
は
、
様
式
第
一
号
の
技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
証
（
免
許
証
）
を
交
付
し

て
こ
れ
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
五

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
は
、
指
導
員
免
許
を
与
え
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

一

禁
治
産
者
及
び
準
禁
治
産
者

二

指
導
員
免
許
が
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
者

三

犯
罪
そ
の
他
の
非
行
が
あ
っ
て
指
導
員
た
る
に
不
適
当
で
あ
る
と
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長

が
認
め
る
者

第
六

指
導
員
検
定
は
、
毎
年
一
回
以
上
、
学
科
及
び
実
技
に
つ
い
て
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が

こ
れ
を
行
う
こ
と
と
す
る
こ
と
。
但
し
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め

る
者
に
つ
い
て
は
、
指
導
員
検
定
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
七

指
導
員
検
定
の
実
施
に
関
し
、
検
定
の
期
日
、
場
所
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
そ
の
つ
ど
都

道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
八

第
五
の
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
者
、
又
は
指
導
員
検
定
の
受
験
の
申
請
も
し
く
は

受
験
に
つ
い
て
不
正
が
あ
る
こ
と
が
発
覚
し
た
日
か
ら
六
ヶ
月
を
経
過
し
な
い
者
は
、
指
導
員
検

定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
九

指
導
員
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
労
働
基

準
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十

別
表
第
二
に
定
め
る
事
業
者
養
成
指
導
資
格
を
有
す
る
者
が
指
導
員
免
許
を
受
け
よ
う
と
す

る
場
合
に
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
申
請
書
を
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
一

指
導
員
免
許
を
受
け
た
者
が
禁
治
産
者
若
し
く
は
準
禁
治
産
者
の
宣
告
を
受
け
、
又
は
禁

こ
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
指
導
員
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

指
導
員
免
許
を
受
け
た
者
が
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
指
導
員
免
許
を
取
り

消
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

一

不
正
の
方
法
に
よ
っ
て
指
導
員
免
許
を
受
け
た
場
合

二

免
許
証
を
他
人
に
貸
与
し
た
場
合

三

犯
罪
そ
の
他
指
導
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
の
あ
っ
た
場
合

３

指
導
員
免
許
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
免
許
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
二

免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
免
許
証
を
滅
失
し
、
又
は
汚
損
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
事

由
を
具
し
、
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
氏
名
を
変
更
し
た
場
合
に
は
、
免
許
証
を
添
え
、
書
換
を
申
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

３

前
二
項
の
申
請
書
は
様
式
第
四
号
に
よ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
三

使
用
者
は
、
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
教
習
事
項
の
基
準
に
従
っ
て
関
連
学
科
、
実
技
、

教
習
時
間
そ
の
他
の
教
習
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

使
用
者
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
技
能
を
習
得
す
る
者
の

素
質
、
健
康
、
習
得
の
進
度
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
、
そ
の
者
に
つ
い
て
教
習
事
項
の
一
部
を

前
項
の
教
習
事
項
の
基
準
に
よ
ら
な
い
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
四

使
用
者
は
、
技
能
者
養
成
の
過
程
の
一
部
を
修
め
た
者
の
雇
い
入
れ
て
技
能
を
習
得
す
る

マ
マ

者
と
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
既
に
習
得
し
た
課
程
に
応
じ
て
教
習
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
五

使
用
者
は
、
職
業
安
定
法
に
よ
る
公
共
職
業
補
導
所
そ
の
他
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
施
設

に
お
い
て
、
別
表
第
一
に
定
め
る
技
能
に
つ
い
て
教
習
課
程
を
修
め
た
者
を
雇
い
入
れ
て
技
能
を

習
得
す
る
者
と
す
る
場
合
に
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
受
け
て
、
そ
の
者
が
習
得

し
た
教
習
事
項
及
び
教
習
を
受
け
た
期
間
に
応
じ
て
、
第
十
三
の
第
一
項
に
規
定
す
る
教
習
事
項

の
基
準
に
よ
ら
な
い
で
教
習
事
項
を
定
め
、
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
第
二
の
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
労
働
契
約
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認

可
を
受
け
た
期
間
を
控
除
し
て
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
六

使
用
者
は
、
各
教
習
年
度
ご
と
に
一
回
以
上
、
技
能
を
習
得
す
る
者
の
技
能
を
試
験
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

２

前
項
の
試
験
は
、
教
習
事
項
中
関
連
学
科
及
び
実
技
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
す
る
こ
と
。

第
十
七

使
用
者
は
、
技
能
を
習
得
す
る
者
の
労
働
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
技
能
を

習
得
す
る
者
が
、
既
に
習
得
し
た
課
程
及
び
期
間
に
つ
い
て
証
明
書
を
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て

は
、
こ
れ
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。
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第
十
八

使
用
者
は
、
技
能
者
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
者
が
請
求
し
た
場
合
に
は
、
技
能
者
養
成

修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

使
用
者
は
技
能
者
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
者
は
前
項
の
技
能
者
養
成
修
了
証
明
書
に
都
道
府

県
労
働
基
準
局
長
か
ら
技
能
者
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
明
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
九

使
用
者
は
、
別
表
第
三
に
定
め
る
防
護
の
方
法
の
基
準
に
よ
る
場
合
に
は
、
法
第
四
十
九

条
第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
四
条
の
規
定
に
か
ゝ
わ
ら
ず
、
技
能
を
習
得
す
る
者
の
う
ち
法
第
四

十
九
条
に
よ
る
経
験
も
し
く
は
技
能
の
な
い
者
、
満
十
八
才
に
満
た
な
い
者
又
は
女
子
を
法
及
び

こ
れ
に
基
く
命
令
に
定
め
る
危
険
有
害
業
務
及
び
坑
内
労
働
中
別
表
第
三
に
定
め
る
業
務
に
つ
か

せ
て
技
能
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二
十

事
業
場
内
に
お
け
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
技
能
を
取
得
す
る
者
が
教
習
事
項
を
習
得
す
る

に
要
す
る
時
間
は
、
労
働
時
間
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
一

使
用
者
は
、
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
い
て
最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、

法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
か
ゝ
わ
ら
ず
、
労
働
大
臣
が
技
能
者
養
成
審
議
会
に
諮
問
し
て
定
め
た

金
額
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
技
能
を
習
得
す
る
者
の
賃
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
二

使
用
者
は
、
技
能
を
習
得
す
る
者
に
教
習
時
間
内
の
労
働
に
つ
き
出
来
高
払
制
そ
の
他

の
請
負
制
に
よ
る
賃
金
を
支
払
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
三

法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
っ
て
所
轄
労
働
基

準
監
督
署
長
よ
り
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
四

使
用
者
は
、
法
第
七
十
一
条
第
二
項
に
よ
り
技
能
を
習
得
す
る
者
を
雇
い
入
れ
た
場
合

に
は
様
式
第
六
号
に
よ
っ
て
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
五

こ
の
命
令
に
定
め
る
認
可
の
申
請
又
は
届
出
の
様
式
は
、
必
要
な
事
項
の
最
小
限
度
を

記
載
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
横
書
、
縦
書
そ
の
他
異
な
る
様
式
を
用
い
る
こ
と
を

妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

別
表
及
び
様
式
省
略

『
判
例
』

昭
和
二
九
年
八
月
三
日

〔
二
─
六
〇
〕
内
閣
総
理
大
臣
及
び
労
働
大
臣
閣
議
請
議
（
労
甲
第
八
号
）

公公
共共
事事
業業
等等
にに
よよ
るる
失失
業業
者者
吸吸
収収
措措
置置
のの
強強
化化
にに
つつ
いい
てて

右
閣
議
に
供
す
る
。

指
令
案

公
共
事
業
等
に
よ
る
失
業
者
吸
収
措
置
の
強
化
に
つ
い
て
、
請
議
の
と
お
り
。

こ
の
件
関
係
主
任
官

労
働
事
務
官

村
上

茂
利

労
働
省
令
発
職
第
九
三
号

現
下
の
失
業
状
勢
に
鑑
み
、
公
共
事
業
等
に
で
き
る
だ
け
多
数
の
失
業
者
を
吸
収
し
、
失
業
問
題

緩
和
に
資
す
る
た
め
、
別
紙
「
公
共
事
業
等
に
よ
る
失
業
者
吸
収
措
置
の
強
化
に
つ
い
て
」
を
提
出

す
る
。

右
閣
議
を
求
め
る
。

昭
和
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

吉

田

茂

労

働

大

臣

小

坂

善

太

郎

内
閣
総
理
大
臣

吉

田

茂

殿

公公
共共
事事
業業
等等
にに
よよ
るる
失失
業業
者者
吸吸
収収
措措
置置
のの
強強
化化
にに
つつ
いい
てて
（
二
九
、
八
、
三
）

政
府
は
、
現
下
の
失
業
状
勢
に
鑑
み
、
公
共
事
業
を
始
め
国
又
は
地
方
公
共
団
体
等
の
公
費
の
負

担
に
か
か
る
各
種
の
建
設
及
び
復
旧
の
事
業
に
対
し
、
で
き
る
限
り
多
数
の
失
業
者
を
吸
収
さ
せ
る

た
め
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

公
共
事
業
に
つ
い
て

１

労
務
の
調
達
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
失
業
者
の
吸
収
に
努
め
る
こ
と
と
し
、
緊
急
失
業
対
策

法
に
基
く
失
業
者
吸
収
率
設
定
事
業
の
範
囲
及
び
吸
収
率
に
つ
い
て
、
実
情
に
応
じ
必
要
な
改

正
を
行
い
、
こ
れ
が
励
行
を
期
す
こ
と
。

２

同
事
業
の
施
行
地
域
を
、
事
業
効
果
を
害
し
な
い
限
度
に
お
い
て
、
で
き
る
限
り
、
失
業
者

が
多
数
発
生
す
る
地
域
に
即
応
せ
し
め
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

３

失
業
者
の
吸
収
を
促
進
す
る
た
め
、
労
務
者
の
輸
送
、
賃
金
の
支
払
等
に
適
切
な
措
置
を
考

慮
す
る
こ
と
。

４

失
業
者
の
吸
収
の
実
効
を
確
保
す
る
た
め
、
公
共
事
業
に
対
す
る
指
導
及
び
監
査
を
励
行
す

る
と
と
も
に
、
職
業
紹
介
の
活
動
を
活
発
な
ら
し
め
る
こ
と
。

５

失
業
者
の
就
労
に
あ
た
っ
て
は
、
労
務
規
律
の
確
保
及
び
労
働
能
率
の
向
上
に
つ
き
十
分
配

意
し
、
労
務
者
に
対
し
、
事
前
に
適
切
な
指
導
及
び
訓
練
を
行
い
う
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

二

公
共
事
業
以
外
に
あ
っ
て
も
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
行
う
事
業
並
び
に
財
政
投
融
資
の
対
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第
十
八

使
用
者
は
、
技
能
者
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
者
が
請
求
し
た
場
合
に
は
、
技
能
者
養
成

修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

使
用
者
は
技
能
者
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
者
は
前
項
の
技
能
者
養
成
修
了
証
明
書
に
都
道
府

県
労
働
基
準
局
長
か
ら
技
能
者
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
を
証
明
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
十
九

使
用
者
は
、
別
表
第
三
に
定
め
る
防
護
の
方
法
の
基
準
に
よ
る
場
合
に
は
、
法
第
四
十
九

条
第
六
十
三
条
又
は
第
六
十
四
条
の
規
定
に
か
ゝ
わ
ら
ず
、
技
能
を
習
得
す
る
者
の
う
ち
法
第
四

十
九
条
に
よ
る
経
験
も
し
く
は
技
能
の
な
い
者
、
満
十
八
才
に
満
た
な
い
者
又
は
女
子
を
法
及
び

こ
れ
に
基
く
命
令
に
定
め
る
危
険
有
害
業
務
及
び
坑
内
労
働
中
別
表
第
三
に
定
め
る
業
務
に
つ
か

せ
て
技
能
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二
十

事
業
場
内
に
お
け
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
技
能
を
取
得
す
る
者
が
教
習
事
項
を
習
得
す
る

に
要
す
る
時
間
は
、
労
働
時
間
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
一

使
用
者
は
、
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
い
て
最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、

法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
か
ゝ
わ
ら
ず
、
労
働
大
臣
が
技
能
者
養
成
審
議
会
に
諮
問
し
て
定
め
た

金
額
を
下
ら
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
技
能
を
習
得
す
る
者
の
賃
金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
こ

と
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
二

使
用
者
は
、
技
能
を
習
得
す
る
者
に
教
習
時
間
内
の
労
働
に
つ
き
出
来
高
払
制
そ
の
他

の
請
負
制
に
よ
る
賃
金
を
支
払
つ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
三

法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
っ
て
所
轄
労
働
基

準
監
督
署
長
よ
り
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
四

使
用
者
は
、
法
第
七
十
一
条
第
二
項
に
よ
り
技
能
を
習
得
す
る
者
を
雇
い
入
れ
た
場
合

に
は
様
式
第
六
号
に
よ
っ
て
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
二
十
五

こ
の
命
令
に
定
め
る
認
可
の
申
請
又
は
届
出
の
様
式
は
、
必
要
な
事
項
の
最
小
限
度
を

記
載
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
横
書
、
縦
書
そ
の
他
異
な
る
様
式
を
用
い
る
こ
と
を

妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
と
す
る
こ
と
。

別
表
及
び
様
式
省
略

『
判
例
』

昭
和
二
九
年
八
月
三
日

〔
二
─
六
〇
〕
内
閣
総
理
大
臣
及
び
労
働
大
臣
閣
議
請
議
（
労
甲
第
八
号
）

公公
共共
事事
業業
等等
にに
よよ
るる
失失
業業
者者
吸吸
収収
措措
置置
のの
強強
化化
にに
つつ
いい
てて

右
閣
議
に
供
す
る
。

指
令
案

公
共
事
業
等
に
よ
る
失
業
者
吸
収
措
置
の
強
化
に
つ
い
て
、
請
議
の
と
お
り
。

こ
の
件
関
係
主
任
官

労
働
事
務
官

村
上

茂
利

労
働
省
令
発
職
第
九
三
号

現
下
の
失
業
状
勢
に
鑑
み
、
公
共
事
業
等
に
で
き
る
だ
け
多
数
の
失
業
者
を
吸
収
し
、
失
業
問
題

緩
和
に
資
す
る
た
め
、
別
紙
「
公
共
事
業
等
に
よ
る
失
業
者
吸
収
措
置
の
強
化
に
つ
い
て
」
を
提
出

す
る
。

右
閣
議
を
求
め
る
。

昭
和
二
十
九
年
七
月
三
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

吉

田

茂

労

働

大

臣

小

坂

善

太

郎

内
閣
総
理
大
臣

吉

田

茂

殿

公公
共共
事事
業業
等等
にに
よよ
るる
失失
業業
者者
吸吸
収収
措措
置置
のの
強強
化化
にに
つつ
いい
てて
（
二
九
、
八
、
三
）

政
府
は
、
現
下
の
失
業
状
勢
に
鑑
み
、
公
共
事
業
を
始
め
国
又
は
地
方
公
共
団
体
等
の
公
費
の
負

担
に
か
か
る
各
種
の
建
設
及
び
復
旧
の
事
業
に
対
し
、
で
き
る
限
り
多
数
の
失
業
者
を
吸
収
さ
せ
る

た
め
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一

公
共
事
業
に
つ
い
て

１

労
務
の
調
達
に
あ
た
っ
て
は
、
特
に
失
業
者
の
吸
収
に
努
め
る
こ
と
と
し
、
緊
急
失
業
対
策

法
に
基
く
失
業
者
吸
収
率
設
定
事
業
の
範
囲
及
び
吸
収
率
に
つ
い
て
、
実
情
に
応
じ
必
要
な
改

正
を
行
い
、
こ
れ
が
励
行
を
期
す
こ
と
。

２

同
事
業
の
施
行
地
域
を
、
事
業
効
果
を
害
し
な
い
限
度
に
お
い
て
、
で
き
る
限
り
、
失
業
者

が
多
数
発
生
す
る
地
域
に
即
応
せ
し
め
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

３

失
業
者
の
吸
収
を
促
進
す
る
た
め
、
労
務
者
の
輸
送
、
賃
金
の
支
払
等
に
適
切
な
措
置
を
考

慮
す
る
こ
と
。

４

失
業
者
の
吸
収
の
実
効
を
確
保
す
る
た
め
、
公
共
事
業
に
対
す
る
指
導
及
び
監
査
を
励
行
す

る
と
と
も
に
、
職
業
紹
介
の
活
動
を
活
発
な
ら
し
め
る
こ
と
。

５

失
業
者
の
就
労
に
あ
た
っ
て
は
、
労
務
規
律
の
確
保
及
び
労
働
能
率
の
向
上
に
つ
き
十
分
配

意
し
、
労
務
者
に
対
し
、
事
前
に
適
切
な
指
導
及
び
訓
練
を
行
い
う
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

二

公
共
事
業
以
外
に
あ
っ
て
も
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
行
う
事
業
並
び
に
財
政
投
融
資
の
対
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象
と
な
る
事
業
等
公
費
の
負
担
に
か
か
る
各
種
の
建
設
及
び
復
旧
の
事
業
で
あ
っ
て
失
業
者
の
吸

収
に
適
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
公
共
事
業
の
例
に
準
じ
、
失
業
者
の
吸
収
の
促
進
を
図
る
こ
と
。

三

失
業
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
失
業
状
勢
の
推
移
に
応
じ
、
且
つ
、
公
共
事
業
等
に
よ
る
失
業

者
の
吸
収
情
況
を
勘
案
し
た
上
、
機
動
的
な
且
つ
、
重
点
的
な
運
営
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
能

率
の
向
上
を
図
る
こ
と
。

四

本
措
置
の
円
滑
な
る
実
施
を
期
し
、
且
つ
、
失
業
対
策
等
に
関
す
る
連
絡
調
整
を
図
る
た
め
、

経
済
審
議
庁
に
「
労
働
対
策
連
絡
協
議
会
」
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、
各
都
道
府
県
に
都
道
府
県

及
び
関
係
各
省
出
先
機
関
を
も
っ
て
構
成
す
る
連
絡
協
議
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
。

『
デ
ジ
』

昭
和
二
九
年
九
月
二
八
日

〔
二
─
六
一
〕
失
業
対
策
審
議
会
会
長
有
沢
広
巳
、
内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理
国
務
大
臣
緒
方
竹
虎

宛当当
面面
のの
雇雇
用用
、、
失失
業業
対対
策策
にに
関関
すす
るる
意意
見見
書書

経
済
緊
縮
に
伴
う
失
業
情
勢
は
、
漸
く
深
刻
化
し
、
す
で
に
失
業
し
た
者
の
増
加
は
い
う
ま
で
も
な

く
、
就
業
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
、
帰
休
あ
る
い
は
長
期
に
わ
た
る
賃
金
の
遅
欠
配
に
よ
っ
て
失
業

に
近
い
状
態
に
お
ち
い
っ
て
い
る
者
が
、
相
当
に
増
加
し
て
い
る
。

持
に
基
幹
産
業
で
あ
る
石
炭
鉱
業
、
鉄
鋼
業
及
び
造
船
業
に
お
い
て
は
、
そ
の
関
連
産
業
及
び
下
請

企
業
を
含
め
て
、
す
で
に
中
小
の
鉱
業
所
、
事
業
所
の
休
廃
止
あ
る
い
は
大
量
の
人
員
整
理
が
な
さ
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
各
産
業
と
も
依
然
雇
用
は
不
安
定
の
状
況
に
あ
っ
て
、
合
理
化
投
資
の
効
果
は
十

分
に
あ
が
ら
ず
、
今
後
国
際
市
場
の
拡
大
伸
長
策
が
と
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
新
規
労
働
力
の
吸
収

は
お
ろ
か
現
雇
用
量
の
維
持
す
ら
な
し
得
な
い
状
況
に
た
ち
い
た
っ
て
い
る
。

一
方
失
業
対
策
事
業
就
労
者
、
失
業
保
険
受
給
者
及
び
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
者
等
生
活
困
窮
者

層
は
、
一
般
的
な
産
業
雇
用
の
停
滞
を
反
映
し
て
、
逐
月
増
大
し
、
社
会
不
安
を
ひ
き
お
こ
す
お
そ
れ

も
あ
り
、
そ
の
対
策
が
い
そ
が
れ
て
い
る
。

本
審
議
会
は
、
か
か
る
情
勢
に
対
処
し
て
、
政
府
が
す
み
や
か
に
当
面
緊
急
の
雇
用
、
失
業
対
策

と
し
て
、
左
記
の
事
項
を
実
施
せ
ら
れ
る
よ
う
こ
こ
に
意
見
を
具
申
す
る
。

記

一

産
業
政
策
に
よ
る
雇
用
安
定
に
つ
い
て

石
炭
鉱
業
、
鉄
鋼
業
及
び
造
船
業
等
す
で
に
相
当
数
の
失
業
者
を
出
し
、
今
後
な
お
雇
用
に
関
し
強

い
不
安
を
も
つ
産
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
雇
用
の
安
定
を
は
か
る
た
め
、
輸
出
と
合
理
化
の
促
進
と
い

う
立
場
か
ら
、
す
み
や
か
に
次
の
方
策
を
と
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
政
府
の
産
業
政
策
の
不
徹
底
か
ら
く
る
産
業
雇
用
の
見
透
し
難
は
、
失
業
対
策
が
十
分
で
な
い

こ
と
と
あ
い
ま
っ
て
、
一
般
的
に
労
働
情
勢
を
不
安
な
ら
し
め
て
お
り
、
ま
た
産
業
合
理
化
を
さ
ま
た

げ
る
一
因
と
も
な
っ
て
い
る
。

左
に
掲
げ
る
産
業
以
外
の
産
業
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
の
産
業
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
し
、
産
業

発
展
の
基
盤
を
強
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

㈠

石
炭
鉱
業
に
あ
っ
て
は
、
国
内
炭
需
要
量
の
目
途
を
つ
け
、
合
理
化
投
資
の
効
果
を
十
分
に
あ
げ

し
め
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
。
な
お
そ
の
際
に
は
、
外
炭
及
び
重
油
の
輸
入
量
に
つ
い
て
充
分
の
考

慮
を
払
う
こ
と
。

㈡

鉄
鋼
業
に
あ
っ
て
は
、
原
材
料
費
の
引
下
げ
合
理
化
投
資
効
果
の
発
揮
等
に
よ
り
、
製
品
コ
ス
ト

の
切
下
げ
を
な
し
、
国
際
競
争
力
を
強
め
る
と
と
も
に
、
輪
出
価
格
の
優
遇
、
商
社
の
強
化
、
輸
出

価
格
の
安
定
策
等
を
講
じ
、
輸
出
振
興
を
は
か
る
こ
と
。

㈢

造
船
業
に
あ
っ
て
は
、
同
産
業
を
輸
出
産
業
と
し
て
伸
張
す
る
建
前
を
確
立
し
、
最
近
い
ち
じ
る

し
く
不
振
で
あ
る
輸
出
船
の
受
註
量
拡
大
の
た
め
、
輸
出
所
得
に
対
す
る
減
税
、
輪
出
金
融
の
優
遇
、

そ
の
他
の
適
切
な
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
下
請
企
業
に
対
し
て
は
、
技
術
経
営
指
導
を
一
層

強
力
に
行
う
こ
と
。

㈣

織
布
、
繊
維
製
品
等
中
小
企
業
の
経
営
に
か
か
る
輸
出
産
業
に
あ
っ
て
は
、
商
社
、
問
屋
等
の
倒

産
金
詰
り
に
よ
る
シ
ワ
寄
せ
を
う
け
て
、
生
産
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
留
意
し
あ
わ
せ
て
、

原
材
料
及
び
製
品
価
格
の
安
定
、
海
外
市
場
に
お
け
る
濫
売
の
防
止
、
組
織
化
に
よ
る
企
業
の
育
成

マ
マ

等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
以
上
の
ほ
か
、
わ
が
国
雇
用
問
題
の
解
決
は
、
一
に
か
か
っ
て
、
貿
易

の
伸
張
に
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
趣
旨
を
行
政
面
に
徹
底
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
現
在
交
易

関
係
の
十
分
で
な
い
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
中
共
と
の
貿
易
に
つ
い
て
は
、
こ
の
際
そ
の
打
開
策
を
急
ぎ

講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

二

帰
休
制
度
に
つ
い
て

失
業
保
険
の
運
営
に
よ
り
実
施
さ
れ
て
い
る
帰
休
制
度
は
、
一
定
期
間
の
帰
休
の
後
帰
休
し
た
労
働

者
を
再
雇
用
す
る
と
の
使
用
者
と
労
働
者
の
労
働
協
約
が
成
立
し
た
場
合
に
、
帰
休
す
る
労
働
者
を
実

質
的
な
失
業
者
と
し
て
取
扱
う
こ
と
を
条
件
に
適
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

同
制
度
は
、
帰
休
期
間
、
帰
休
人
員
等
の
制
約
か
ら
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
十
分
活
用
さ
れ
る
に
至
っ

て
い
な
い
が
、
失
業
情
勢
の
緩
和
に
役
立
た
せ
る
た
め
に
は
、
産
業
の
動
向
及
び
企
業
の
実
態
に
応
じ

た
こ
の
制
度
の
運
営
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
本
制
度
に
つ
い
て
は
、
同
制
度
が
失
業
保
険
運
用
の
一
時
的
特
例
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
失

業
情
勢
の
変
化
、
実
施
の
状
況
及
び
保
険
経
済
の
動
向
等
を
勘
案
し
て
、
失
業
保
険
法
の
定
め
る
受
給

資
格
、
給
付
期
間
及
び
給
付
額
等
と
と
も
に
総
合
的
検
討
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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三

失
業
者
の
就
労
方
策
に
つ
い
て

産
業
に
対
し
、
前
記
の
如
き
雇
用
の
安
定
方
策
を
行
っ
た
場
合
で
も
、
当
分
の
間
は
、
失
業
者
の
増

加
は
不
可
避
で
あ
る
。

失
業
者
の
就
労
化
に
よ
り
、
失
業
者
の
生
活
安
定
に
資
す
る
た
め
に
は
、
従
来
か
ら
失
業
対
策
事
業

と
公
共
事
業
と
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
最
近
の
失
業
情
勢
に
適
応
し
た
失
業
者
の
就
労
方
策
と
し
て
は
、

特
別
失
業
対
策
事
業
の
設
定
及
び
鉱
害
復
旧
事
業
の
拡
大
を
行
う
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
運
営

に
対
し
、
次
の
事
項
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

特
別
失
業
対
策
事
業

現
在
行
わ
れ
て
い
る
失
業
対
策
事
業
は
、
す
で
に
数
年
に
わ
た
り
実
施
せ
ら
れ
、
就
労
者
の
固
定

化
、
適
応
事
業
量
の
縮
少
な
ど
増
加
す
る
失
業
者
を
緊
急
に
吸
収
す
る
に
適
さ
な
い
点
が
多
い
。
ま

マ
マ

た
地
方
財
政
の
窮
迫
に
よ
り
、
現
行
国
庫
補
助
率
に
よ
る
事
業
量
を
現
在
以
上
に
拡
張
す
る
こ
と
の

困
難
な
地
域
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
際
失
業
対
策
事
業
運
営
の
改
善
に
あ
わ
せ
て
特
に
次
の
要
件
を
満

た
す
事
業
を
持
別
失
業
対
策
事
業
と
し
て
機
動
的
且
つ
重
点
的
に
実
施
し
得
る
よ
う
措
置
す
る
必
要

が
あ
る
。

１

失
業
者
が
多
数
存
在
し
て
、
失
業
情
勢
が
い
ち
じ
る
し
く
悪
化
し
て
お
り
、
且
つ
、
地
方
財

政
が
窮
迫
し
て
い
る
地
域
で
行
わ
れ
る
こ
と
。

２

吸
収
す
る
失
業
者
は
、
そ
の
労
働
能
力
が
比
較
的
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

高
率
又
は
全
額
を
国
庫
が
補
助
す
る
建
設
的
事
業
で
、
事
業
効
果
を
あ
げ
得
る
も
の
で
あ
り
、

且
つ
、
比
較
的
短
期
の
う
ち
に
終
了
す
る
事
業
で
あ
る
こ
と
。

㈡

失
業
対
策
事
業

失
業
対
策
事
業
の
運
営
の
改
善
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
六
年
六
月
本
審
議
会
か
ら
各
般
の
事
項
に

わ
た
り
答
申
を
行
っ
た
。

最
近
の
事
業
運
営
の
実
情
か
ら
み
て
、
持
に
次
の
事
項
の
実
施
が
必
要
で
あ
る
。

１

就
労
し
て
い
る
者
の
大
部
分
は
、
こ
こ
三
年
来
固
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
く
な
く
と

も
今
後
増
加
す
る
失
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
能
力
、
失
業
の
原
因
等
に
応
じ
、
そ
の
就
労
に

つ
き
、
事
業
種
目
、
作
業
種
類
の
選
定
を
行
い
、
で
き
る
限
り
応
急
対
策
と
し
て
処
理
し
得
る

よ
う
に
す
る
こ
と
。

２

地
域
に
よ
っ
て
は
、
事
業
費
の
大
部
分
が
労
力
費
と
な
る
よ
う
な
事
業
の
選
定
が
困
難
と
な

っ
て
い
る
。
事
業
種
目
の
拡
大
を
行
う
と
と
も
に
労
力
費
を
主
部
分
と
す
る
事
業
量
と
の
調
整

を
考
慮
し
て
、
就
労
者
が
一
人
当
た
り
資
材
費
の
引
上
げ
を
行
う
こ
と
。

３

地
方
財
政
の
窮
迫
は
、
失
業
者
の
増
加
に
伴
う
事
業
量
の
拡
張
を
極
め
て
困
難
な
も
の
と
し

て
い
る
。
地
方
公
共
団
体
の
事
業
費
の
支
弁
に
つ
き
、
起
債
枠
の
拡
大
、
補
助
率
の
引
上
げ
等

実
情
に
応
じ
て
、
措
置
す
る
こ
と
。

４

そ
の
他
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
就
労
者
の
職
業
補
導
、
訓
練
に
よ
る
転
換
促
進
、
賃

金
及
び
手
当
の
適
正
化
、
就
労
日
数
の
確
保
、
作
業
規
律
の
確
立
等
に
つ
き
一
層
の
努
力
を
行

う
こ
と
。

㈢

公
共
事
業

公
共
事
業
は
失
業
者
発
生
の
多
い
都
市
周
辺
か
ら
離
れ
て
施
行
さ
れ
、
失
業
者
吸
収
に
不
都
合
と

な
っ
て
お
り
、
ま
た
二
、
三
年
来
事
業
効
果
の
昂
揚
に
重
点
が
お
か
れ
て
き
た
た
め
、
各
種
事
業
と

も
無
技
能
労
働
力
を
吸
収
す
る
割
合
は
、
事
業
費
に
比
し
低
下
し
て
き
て
い
る
。

従
っ
て
、
今
後
事
業
費
の
増
額
を
行
わ
ず
単
に
失
業
者
吸
収
率
の
引
上
げ
の
み
に
よ
っ
て
失
業
者

の
吸
収
量
の
増
加
を
は
か
る
こ
と
は
、
現
に
吸
収
し
て
い
る
労
働
者
の
排
除
、
事
業
効
果
の
低
下
、

事
務
の
繁
雑
化
等
の
問
題
が
あ
り
十
全
の
実
効
を
期
し
難
い
。

公
共
事
業
の
失
業
者
吸
収
に
つ
い
て
は
、
現
行
失
業
者
吸
収
率
を
完
全
に
確
保
す
る
ほ
か
、
次
の

事
項
を
重
点
的
に
行
う
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。

１

事
業
規
模
が
比
較
的
大
き
く
、
且
つ
、
無
技
能
者
吸
収
に
適
し
て
い
る
事
業
を
個
別
的
に
選

定
し
、
失
業
者
吸
収
率
を
こ
え
る
失
業
者
の
吸
収
を
は
か
る
こ
と
。

２

吸
収
す
る
労
働
者
の
技
術
指
導
、
輸
送
及
び
賃
金
の
支
払
等
に
つ
き
、
事
業
主
体
及
び
職
業

安
定
機
関
は
連
絡
を
密
に
し
、
失
業
者
の
就
労
を
便
な
ら
し
め
る
こ
と
。

３

新
た
に
計
画
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
失
業
情
勢
を
十
分
考
慮
し
て
、
施
行
地
域
、

事
業
種
目
等
を
決
定
す
る
こ
と
。

㈣

鉱
害
復
旧
事
業

石
炭
鉱
業
に
お
い
て
大
量
の
人
員
整
理
が
行
わ
れ
た
現
在
に
お
い
て
は
、
失
業
者
発
生
地
域
に
近

接
し
て
施
行
さ
れ
る
、
鉱
害
復
旧
事
業
を
失
業
策
の
一
環
と
し
て
行
う
こ
と
は
、
極
め
て
当
を
得
て

い
る
。
鉱
業
権
者
と
鉱
害
の
被
害
者
と
の
関
係
、
事
業
主
体
の
労
務
管
理
等
支
障
の
な
い
よ
う
措
置

し
た
上
、
す
み
や
か
に
事
業
量
の
増
加
を
な
し
、
炭
鉱
地
区
の
失
業
者
の
生
活
安
定
に
資
す
べ
き
で

あ
る
。

な
お
炭
鉱
地
区
の
失
業
者
は
、
生
活
環
境
か
ら
し
て
、
居
住
地
を
か
え
て
再
就
転
し
得
る
機
会
に

マ
マ

乏
し
い
か
ら
、
臨
時
的
事
業
に
吸
収
し
て
い
る
間
に
実
情
に
即
し
た
職
業
補
導
を
行
い
、
そ
の
転
換

を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

四

そ
の
他

㈠

最
近
い
ち
じ
る
し
く
増
加
し
つ
つ
あ
る
賃
金
の
遅
欠
配
は
、
企
業
に
よ
っ
て
は
、
回
復
し
得
な
い

程
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
め
に
就
業
中
の
労
働
者
で
、
生
活
困
窮
を
き
た
し
て
い
る
も
の
が
あ

り
、
ま
た
、
遅
欠
配
の
末
に
企
業
が
破
産
す
る
場
合
に
は
、
未
払
賃
金
、
退
職
手
当
の
支
払
を
受
け
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三

失
業
者
の
就
労
方
策
に
つ
い
て

産
業
に
対
し
、
前
記
の
如
き
雇
用
の
安
定
方
策
を
行
っ
た
場
合
で
も
、
当
分
の
間
は
、
失
業
者
の
増

加
は
不
可
避
で
あ
る
。

失
業
者
の
就
労
化
に
よ
り
、
失
業
者
の
生
活
安
定
に
資
す
る
た
め
に
は
、
従
来
か
ら
失
業
対
策
事
業

と
公
共
事
業
と
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
最
近
の
失
業
情
勢
に
適
応
し
た
失
業
者
の
就
労
方
策
と
し
て
は
、

特
別
失
業
対
策
事
業
の
設
定
及
び
鉱
害
復
旧
事
業
の
拡
大
を
行
う
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
事
業
の
運
営

に
対
し
、
次
の
事
項
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

㈠

特
別
失
業
対
策
事
業

現
在
行
わ
れ
て
い
る
失
業
対
策
事
業
は
、
す
で
に
数
年
に
わ
た
り
実
施
せ
ら
れ
、
就
労
者
の
固
定

化
、
適
応
事
業
量
の
縮
少
な
ど
増
加
す
る
失
業
者
を
緊
急
に
吸
収
す
る
に
適
さ
な
い
点
が
多
い
。
ま

マ
マ

た
地
方
財
政
の
窮
迫
に
よ
り
、
現
行
国
庫
補
助
率
に
よ
る
事
業
量
を
現
在
以
上
に
拡
張
す
る
こ
と
の

困
難
な
地
域
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
際
失
業
対
策
事
業
運
営
の
改
善
に
あ
わ
せ
て
特
に
次
の
要
件
を
満

た
す
事
業
を
持
別
失
業
対
策
事
業
と
し
て
機
動
的
且
つ
重
点
的
に
実
施
し
得
る
よ
う
措
置
す
る
必
要

が
あ
る
。

１

失
業
者
が
多
数
存
在
し
て
、
失
業
情
勢
が
い
ち
じ
る
し
く
悪
化
し
て
お
り
、
且
つ
、
地
方
財

政
が
窮
迫
し
て
い
る
地
域
で
行
わ
れ
る
こ
と
。

２

吸
収
す
る
失
業
者
は
、
そ
の
労
働
能
力
が
比
較
的
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

高
率
又
は
全
額
を
国
庫
が
補
助
す
る
建
設
的
事
業
で
、
事
業
効
果
を
あ
げ
得
る
も
の
で
あ
り
、

且
つ
、
比
較
的
短
期
の
う
ち
に
終
了
す
る
事
業
で
あ
る
こ
と
。

㈡

失
業
対
策
事
業

失
業
対
策
事
業
の
運
営
の
改
善
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
六
年
六
月
本
審
議
会
か
ら
各
般
の
事
項
に

わ
た
り
答
申
を
行
っ
た
。

最
近
の
事
業
運
営
の
実
情
か
ら
み
て
、
持
に
次
の
事
項
の
実
施
が
必
要
で
あ
る
。

１

就
労
し
て
い
る
者
の
大
部
分
は
、
こ
こ
三
年
来
固
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
す
く
な
く
と

も
今
後
増
加
す
る
失
業
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
能
力
、
失
業
の
原
因
等
に
応
じ
、
そ
の
就
労
に

つ
き
、
事
業
種
目
、
作
業
種
類
の
選
定
を
行
い
、
で
き
る
限
り
応
急
対
策
と
し
て
処
理
し
得
る

よ
う
に
す
る
こ
と
。

２

地
域
に
よ
っ
て
は
、
事
業
費
の
大
部
分
が
労
力
費
と
な
る
よ
う
な
事
業
の
選
定
が
困
難
と
な

っ
て
い
る
。
事
業
種
目
の
拡
大
を
行
う
と
と
も
に
労
力
費
を
主
部
分
と
す
る
事
業
量
と
の
調
整

を
考
慮
し
て
、
就
労
者
が
一
人
当
た
り
資
材
費
の
引
上
げ
を
行
う
こ
と
。

３

地
方
財
政
の
窮
迫
は
、
失
業
者
の
増
加
に
伴
う
事
業
量
の
拡
張
を
極
め
て
困
難
な
も
の
と
し

て
い
る
。
地
方
公
共
団
体
の
事
業
費
の
支
弁
に
つ
き
、
起
債
枠
の
拡
大
、
補
助
率
の
引
上
げ
等

実
情
に
応
じ
て
、
措
置
す
る
こ
と
。

４

そ
の
他
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
就
労
者
の
職
業
補
導
、
訓
練
に
よ
る
転
換
促
進
、
賃

金
及
び
手
当
の
適
正
化
、
就
労
日
数
の
確
保
、
作
業
規
律
の
確
立
等
に
つ
き
一
層
の
努
力
を
行

う
こ
と
。

㈢

公
共
事
業

公
共
事
業
は
失
業
者
発
生
の
多
い
都
市
周
辺
か
ら
離
れ
て
施
行
さ
れ
、
失
業
者
吸
収
に
不
都
合
と

な
っ
て
お
り
、
ま
た
二
、
三
年
来
事
業
効
果
の
昂
揚
に
重
点
が
お
か
れ
て
き
た
た
め
、
各
種
事
業
と

も
無
技
能
労
働
力
を
吸
収
す
る
割
合
は
、
事
業
費
に
比
し
低
下
し
て
き
て
い
る
。

従
っ
て
、
今
後
事
業
費
の
増
額
を
行
わ
ず
単
に
失
業
者
吸
収
率
の
引
上
げ
の
み
に
よ
っ
て
失
業
者

の
吸
収
量
の
増
加
を
は
か
る
こ
と
は
、
現
に
吸
収
し
て
い
る
労
働
者
の
排
除
、
事
業
効
果
の
低
下
、

事
務
の
繁
雑
化
等
の
問
題
が
あ
り
十
全
の
実
効
を
期
し
難
い
。

公
共
事
業
の
失
業
者
吸
収
に
つ
い
て
は
、
現
行
失
業
者
吸
収
率
を
完
全
に
確
保
す
る
ほ
か
、
次
の

事
項
を
重
点
的
に
行
う
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。

１

事
業
規
模
が
比
較
的
大
き
く
、
且
つ
、
無
技
能
者
吸
収
に
適
し
て
い
る
事
業
を
個
別
的
に
選

定
し
、
失
業
者
吸
収
率
を
こ
え
る
失
業
者
の
吸
収
を
は
か
る
こ
と
。

２

吸
収
す
る
労
働
者
の
技
術
指
導
、
輸
送
及
び
賃
金
の
支
払
等
に
つ
き
、
事
業
主
体
及
び
職
業

安
定
機
関
は
連
絡
を
密
に
し
、
失
業
者
の
就
労
を
便
な
ら
し
め
る
こ
と
。

３

新
た
に
計
画
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
失
業
情
勢
を
十
分
考
慮
し
て
、
施
行
地
域
、

事
業
種
目
等
を
決
定
す
る
こ
と
。

㈣

鉱
害
復
旧
事
業

石
炭
鉱
業
に
お
い
て
大
量
の
人
員
整
理
が
行
わ
れ
た
現
在
に
お
い
て
は
、
失
業
者
発
生
地
域
に
近

接
し
て
施
行
さ
れ
る
、
鉱
害
復
旧
事
業
を
失
業
策
の
一
環
と
し
て
行
う
こ
と
は
、
極
め
て
当
を
得
て

い
る
。
鉱
業
権
者
と
鉱
害
の
被
害
者
と
の
関
係
、
事
業
主
体
の
労
務
管
理
等
支
障
の
な
い
よ
う
措
置

し
た
上
、
す
み
や
か
に
事
業
量
の
増
加
を
な
し
、
炭
鉱
地
区
の
失
業
者
の
生
活
安
定
に
資
す
べ
き
で

あ
る
。

な
お
炭
鉱
地
区
の
失
業
者
は
、
生
活
環
境
か
ら
し
て
、
居
住
地
を
か
え
て
再
就
転
し
得
る
機
会
に

マ
マ

乏
し
い
か
ら
、
臨
時
的
事
業
に
吸
収
し
て
い
る
間
に
実
情
に
即
し
た
職
業
補
導
を
行
い
、
そ
の
転
換

を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。

四

そ
の
他

㈠

最
近
い
ち
じ
る
し
く
増
加
し
つ
つ
あ
る
賃
金
の
遅
欠
配
は
、
企
業
に
よ
っ
て
は
、
回
復
し
得
な
い

程
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
た
め
に
就
業
中
の
労
働
者
で
、
生
活
困
窮
を
き
た
し
て
い
る
も
の
が
あ

り
、
ま
た
、
遅
欠
配
の
末
に
企
業
が
破
産
す
る
場
合
に
は
、
未
払
賃
金
、
退
職
手
当
の
支
払
を
受
け
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得
ず
生
活
手
段
を
喪
失
す
る
こ
と
と
な
る
。
賃
金
の
遅
欠
配
を
お
こ
し
て
い
る
企
業
に
対
し
て
は
、

単
に
労
働
法
上
の
監
督
に
と
ど
め
ず
、
経
営
に
つ
い
て
の
指
導
を
な
し
、
未
払
賃
金
の
確
保
に
つ
き

特
段
の
考
慮
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

㈡

生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
者
は
、
昨
年
秋
以
来
増
加
の
傾
向
に
あ
り
、
今
後

な
お
そ
の
傾
向
を
続
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
労
働
力
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
生
活
扶
助
を

受
け
て
い
る
者
が
す
く
な
く
な
い
。
一
方
失
業
対
策
事
奎
の
就
労
者
の
う
ち
に
は
同
事
業
以
外
へ
の

就
労
が
労
働
能
力
、
生
活
環
境
か
ら
し
て
下
可
能
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。

か
よ
う
な
両
制
度
の
実
施
状
況
か
ら
み
る
と
労
働
力
を
有
す
る
者
の
う
ち
比
較
的
そ
の
能
力
の
低

い
者
に
対
す
る
救
済
が
、
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
こ
れ
ら
の
者
が
生
活
手
段
を
失

う
こ
と
の
な
い
よ
う
両
制
度
の
適
切
な
る
運
用
に
留
意
し
、
あ
わ
せ
て
授
産
、
生
業
助
成
等
の
現
行

諸
施
策
の
拡
充
、
強
化
を
は
か
る
と
と
も
に
、
現
在
欠
除
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
者
の
救
済
制
度
を
す

み
や
か
に
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
同
制
度
に
つ
い
て
は
、
本
審
議
会
に
お
い
て
も
今
後
検
討
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

㈢

失
業
対
策
は
、
経
済
政
策
の
一
環
と
し
て
常
に
考
え
ら
る
べ
き
で
き
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
が
、
最
近
の
よ
う
に
緊
縮
政
策
を
お
し
進
め
て
い
く
際
に
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

失
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
救
済
策
を
も
含
め
、
経
済
全
般
の
動
向
と
の
関
連
の
も
と
に
有
効
な
る
施

策
が
果
断
に
行
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
際
す
で
に
設
置
さ
れ
て
い
る
労
働
対
策
連
絡
協
議
会
を
強
化
し
、
総
合
的
な
失
業
対
策
の
実

施
を
一
層
強
く
推
進
で
き
る
よ
う
措
置
す
る
必
要
が
あ
る
。

『
週
報
』

昭
和
二
九
年
一
〇
月
五
日

〔
二
─
六
二
〕
閣
議
決
定

炭炭
鉱鉱
失失
業業
者者
緊緊
急急
対対
策策
とと
しし
てて
のの
鉱鉱
害害
復復
旧旧
事事
業業
のの
繰繰
りり
上上
げげ
追追
加加
施施
行行
にに
つつ
いい
てて

政
府
は
、
炭
鉱
失
業
者
が
特
に
鉱
害
地
帯
に
お
い
て
増
加
し
、
窮
迫
せ
る
情
勢
に
あ
る
事
態
に
か
ん

が
み
、
こ
れ
が
緊
急
対
策
と
し
て
こ
れ
ら
集
団
的
失
業
者
を
極
力
鉱
害
復
旧
事
業
に
吸
収
活
用
す
る
た

め
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

１
、
失
業
者
の
吸
収
度
お
よ
び
経
済
効
果
よ
り
み
て
、
鉱
害
農
地
の
復
旧
を
中
心
と
し
て
、
次
年
度
以

降
の
鉱
害
復
旧
工
事
か
ら
別
表
の
事
業
量
を
本
年
度
に
繰
り
上
げ
追
加
施
行
す
る
こ
と
。

２
、
本
繰
り
上
げ
事
業
の
実
施
に
当
っ
て
は
、
別
表
に
よ
り
炭
鉱
失
業
者
の
吸
収
度
を
特
に
高
め
る
と

と
も
に
、
そ
の
吸
収
確
保
を
期
す
た
め
、
工
事
施
行
機
関
お
よ
び
関
係
官
公
庁
の
緊
密
な
協
力
を
図

る
こ
と
。

な
お
、
本
年
度
既
定
事
業
に
つ
い
て
も
本
繰
り
上
げ
事
業
と
同
程
度
の
吸
収
成
果
を
挙
げ
る
よ
う

極
力
努
め
る
こ
と
。

区

工
場
種
別

復
旧
費
（
千
円
）

無
技
能
者
中
に
占
め
る
炭
鉱
失
業
者
の
割
合

分

農
地
・
農
業
用
施
設

三
三
〇
、
七
九
三

七
〇
％

害

土
木

四
、
三
八
〇

七
〇
％

公

水
道

四
、
七
三
八

七
〇
％

別

鉄
道
・
港
湾

六
、
七
九
二

七
〇
％

特

家
屋
等

三
〇
、
〇
〇
〇

七
〇
％

小
計

三
七
六
、
六
九
九

七
〇
％

農
地
・
農
業
用
施
設

二
〇
二
、
〇
六
〇

七
〇
％

害

土
木

五
四
、
六
一
〇

七
〇
％

鉱

水
道

六
〇
、
八
〇
〇

七
〇
％

般

学
校

八
、
六
〇
〇

七
〇
％

一

小
計

三
二
六
、
〇
七
〇

七
〇
％

総
計

七
〇
二
、
七
六
九

七
〇
％

『
行
政
三
』

昭
和
二
九
年
一
一
月
一
二
日

〔
二
─
六
三
〕
労
働
省
決
定

孤孤
児児
母母
子子
家家
庭庭
児児
童童
等等
のの
就就
職職
援援
護護
にに
関関
すす
るる
実実
施施
対対
策策
要要
綱綱

一
、
方

針

雇
用
情
勢
の
悪
化
は
社
会
的
に
不
利
な
条
件
に
あ
る
者
に
対
し
て
強
く
反
映
す
る
傾
向
が
あ
る

が
、
孤
児
又
は
片
親
を
欠
く
児
童
が
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
に
当
っ
て
、
単
に
そ
の
家
族
構
成
の
欠

陥
を
以
っ
て
直
ち
に
本
人
の
性
格
又
は
身
許
保
証
等
に
つ
い
て
欠
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
と
し

て
、
差
別
的
取
扱
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
が
就
職
援
護
に
つ
い
て
、
万
全
を
期
す
る

た
め
、
次
の
対
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

二
、
対

象

こ
の
要
綱
の
対
象
と
な
る
者
は
、
両
親
又
は
そ
の
一
方
が
な
い
た
め
に
、
職
業
に
就
こ
う
と
す
る

に
当
っ
て
不
利
益
な
取
扱
を
う
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
者
で
二
十
年
に
満
た
な
い
者
と
す
る
。

- 97 -

三
、
措

置

職
業
安
定
機
関
は
、
関
係
諸
機
関
と
緊
密
な
連
繋
の
下
に
、
関
係
諸
団
体
特
に
使
用
者
の
協
力
を

得
て
次
の
措
置
を
講
ず
る
。

㈠

障
害
の
除
去

⑴

職
業
安
定
機
関
は
、
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
が
身
許
保
証
人
の
な
い
た
め
に
職
業
に
就
こ
う
と

す
る
に
当
っ
て
不
利
益
な
取
扱
を
受
け
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
児
動
委
員
、
婦
人
少
年
室
協

助
員
等
適
当
な
身
許
保
証
人
（
以
下
委
託
保
証
人
と
云
う
。
）
を
予
め
選
定
し
て
お
き
、
必
要
が

あ
る
場
合
に
こ
れ
に
身
許
保
証
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑵

委
託
保
証
人
を
附
し
て
就
職
し
た
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
が
就
職
後
一
年
以
内
に
お
い
て
事
故

を
発
生
し
、
委
託
保
証
人
が
こ
の
損
失
を
償
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
共
同
募
金
そ
の
他
の
寄
付

金
を
も
っ
て
補
填
す
る
方
途
を
講
ず
る
よ
う
関
係
機
関
に
要
請
す
る
こ
と
。

㈡

就
職
の
促
進

⑴

公
共
職
業
安
定
所
は
、
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
に
対
す
る
長
期
職
業
指
導
計
画
を
樹
立
し
、
養

護
施
設
、
母
子
福
祉
施
設
及
び
学
校
の
長
の
協
力
を
得
て
、
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
が
職
業
に
就

く
ま
で
に
お
け
る
長
期
に
亘
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
。

⑵

公
共
職
業
安
定
所
は
、
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
の
就
職
に
つ
き
、
求
人
者
の
指
導
啓
発
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
講
じ
、
積
極
的
な
職
業
あ
つ
旋
を
行
う
こ
と
。

、
、

⑶

職
業
補
導
施
設
を
整
備
拡
充
し
て
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
｀

㋑

孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
を
優
先
し
て
入
所
せ
し
め
る
こ
と
。

㋺

寄
宿
舎
等
の
収
容
施
設
に
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
を
優
先
し
て
収
容
す
る
こ
と
。

㋩

孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
の
う
ち
生
活
保
護
法
の
適
用
を
う
け
つ
つ
あ
る
家
庭
の
孤
児
母
子
家

庭
児
童
等
に
対
し
て
は
、
そ
の
補
導
期
間
中
に
お
け
る
作
業
衣
、
交
通
費
等
必
要
な
経
費
を
支

給
す
る
こ
と
。

⑷

国
、
公
共
団
体
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
は
、
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
を
優
先
し
て
雇
用
す
る

よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈢

就
職
後
の
補
導

孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
の
就
職
後
の
補
導
を
行
う
に
当
っ
て
は
、
特
に
慎
重
を
期
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

㈣

啓
蒙
宣
伝

労
働
省
、
厚
生
省
及
び
文
部
省
等
関
係
機
関
は
、
国
民
一
般
特
に
事
業
主
に
対
し
孤
児
母
子
家
庭

児
童
等
が
そ
の
由
来
す
る
所
は
、
大
多
数
が
戦
争
犠
牲
者
で
あ
る
こ
と
の
認
識
と
理
解
と
を
深
め
、

事
業
主
が
労
働
者
を
雇
用
す
る
に
当
っ
て
単
に
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て

差
別
的
取
扱
を
し
な
い
よ
う
、
関
係
団
体
等
の
協
力
を
得
て
そ
の
啓
発
、
広
報
活
動
を
積
極
的
に
行

う
も
の
と
す
る
こ
と
。

『
行
政
三
』

昭
和
二
九
年
一
二
月
八
日

〔
二
─
六
四
〕
東
京
商
工
会
議
所

技技
能能
者者
共共
同同
養養
成成
機機
関関
のの
助助
成成
方方
にに
関関
すす
るる
要要
望望

政
府
は
昭
和
二
十
八
年
度
予
算
に
お
い
て
計
上
せ
ら
れ
て
い
た
技
能
者
共
同
養
成
機
関
に
対
す
る
助

成
費
（
約
八
〇
〇
万
円
）
を
昭
和
二
十
九
年
度
予
算
に
お
い
て
全
く
削
除
し
た
が
、
現
下
の
情
勢
に
鑑

み
本
会
議
所
と
し
て
は
下
記
の
如
き
流
に
よ
り
昭
和
三
十
年
度
予
算
に
お
い
て
は
是
非
共
こ
れ
を
復
活

す
る
と
と
も
に
相
当
程
度
増
額
せ
ら
れ
る
よ
う
深
く
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
理

由
）

一
、
現
下
の
わ
が
国
に
と
っ
て
産
業
コ
ス
ト
の
合
理
的
引
き
下
げ
と
製
品
の
品
質
向
上
に
よ
り
国
際
競

争
力
を
増
強
す
る
こ
と
が
、
至
上
の
要
請
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
目
的
達
成
の
成
否
は
わ
が
国
の

産
業
技
術
水
準
の
向
上
に
か
か
る
と
こ
ろ
が
洵
に
大
き
い
。

現
在
、
各
企
業
に
お
い
て
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
技
能
者
養
成
制
度
は
、
こ
の
制
度
発
足
以
来
、
全
国
に

亘
り
養
成
実
施
事
業
所
数
、
な
ら
び
に
技
能
習
得
者
が
逐
年
増
加
し
、
労
務
者
の
技
能
水
準
向
上
と

作
業
能
率
の
増
進
上
、
極
め
て
顕
著
な
効
果
を
収
め
つ
つ
あ
る
。
従
っ
て
か
か
る
民
間
企
業
に
お
け

る
技
能
者
教
育
に
つ
い
て
は
国
と
し
て
も
、
今
後
一
段
と
こ
れ
を
指
導
、
援
助
し
、
公
的
教
育
機
関

と
両
々
相
俟
っ
て
、
産
業
教
育
の
振
興
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
、
然
る
に
政
府
は
昭
和
二
十
八
年
度
予
算
中
、
技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
と
し
て
計
上
せ
ら
れ
て

い
た
右
助
成
費
（
約
八
〇
〇
万
円
）
を
昭
和
二
十
九
年
度
予
算
に
お
い
て
は
全
く
削
除
し
て
お
り
、

現
下
の
産
業
技
術
教
育
振
興
会
へ
の
民
間
の
努
力
と
背
馳
す
る
が
如
き
方
策
を
探
り
つ
つ
あ
る
や
に

思
わ
れ
る
こ
と
は
頗
る
遺
憾
に
堪
え
な
い
。

か
よ
う
な
企
業
内
の
技
術
教
育
は
人
的
及
び
物
的
設
備
な
ら
び
に
そ
の
管
理
費
そ
の
他
相
当
の
経
費

を
必
要
と
し
、
企
業
経
営
に
と
っ
て
、
か
な
り
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
が
、
現
下
の
企
業
合
理
化
の

要
請
に
伴
い
、
今
後
と
雖
も
か
か
る
経
費
の
節
減
は
容
易
に
望
み
難
い
の
で
あ
る
。
今
日
わ
が
国
経

済
の
中
枢
を
占
め
る
中
小
企
業
に
お
い
て
は
、
輸
出
産
業
と
し
て
も
且
つ
又
大
企
業
の
関
連
下
請
な

い
し
外
注
工
場
と
し
て
も
最
も
、
そ
の
合
理
化
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
に
拘
わ
ら
ず
、
実
際
上
は
こ

れ
ら
の
部
分
に
お
け
る
合
理
化
が
か
な
り
遅
れ
て
い
る
た
め
、
わ
が
国
産
業
組
織
全
体
と
し
て
の
能

率
向
上
を
阻
害
し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

三
、
し
か
も
、
中
小
企
業
に
お
い
て
は
そ
の
経
営
の
特
質
と
し
て
、
一
般
に
物
的
設
備
に
対
す
る
労
働
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三
、
措

置

職
業
安
定
機
関
は
、
関
係
諸
機
関
と
緊
密
な
連
繋
の
下
に
、
関
係
諸
団
体
特
に
使
用
者
の
協
力
を

得
て
次
の
措
置
を
講
ず
る
。

㈠

障
害
の
除
去

⑴

職
業
安
定
機
関
は
、
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
が
身
許
保
証
人
の
な
い
た
め
に
職
業
に
就
こ
う
と

す
る
に
当
っ
て
不
利
益
な
取
扱
を
受
け
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
児
動
委
員
、
婦
人
少
年
室
協

助
員
等
適
当
な
身
許
保
証
人
（
以
下
委
託
保
証
人
と
云
う
。
）
を
予
め
選
定
し
て
お
き
、
必
要
が

あ
る
場
合
に
こ
れ
に
身
許
保
証
を
依
頼
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

⑵

委
託
保
証
人
を
附
し
て
就
職
し
た
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
が
就
職
後
一
年
以
内
に
お
い
て
事
故

を
発
生
し
、
委
託
保
証
人
が
こ
の
損
失
を
償
う
必
要
が
あ
る
場
合
は
、
共
同
募
金
そ
の
他
の
寄
付

金
を
も
っ
て
補
填
す
る
方
途
を
講
ず
る
よ
う
関
係
機
関
に
要
請
す
る
こ
と
。

㈡

就
職
の
促
進

⑴

公
共
職
業
安
定
所
は
、
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
に
対
す
る
長
期
職
業
指
導
計
画
を
樹
立
し
、
養

護
施
設
、
母
子
福
祉
施
設
及
び
学
校
の
長
の
協
力
を
得
て
、
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
が
職
業
に
就

く
ま
で
に
お
け
る
長
期
に
亘
る
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
。

⑵

公
共
職
業
安
定
所
は
、
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
の
就
職
に
つ
き
、
求
人
者
の
指
導
啓
発
そ
の
他

必
要
な
措
置
を
講
じ
、
積
極
的
な
職
業
あ
つ
旋
を
行
う
こ
と
。

、
、

⑶

職
業
補
導
施
設
を
整
備
拡
充
し
て
、
次
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。
｀

㋑

孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
を
優
先
し
て
入
所
せ
し
め
る
こ
と
。

㋺

寄
宿
舎
等
の
収
容
施
設
に
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
を
優
先
し
て
収
容
す
る
こ
と
。

㋩

孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
の
う
ち
生
活
保
護
法
の
適
用
を
う
け
つ
つ
あ
る
家
庭
の
孤
児
母
子
家

庭
児
童
等
に
対
し
て
は
、
そ
の
補
導
期
間
中
に
お
け
る
作
業
衣
、
交
通
費
等
必
要
な
経
費
を
支

給
す
る
こ
と
。

⑷

国
、
公
共
団
体
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
は
、
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
を
優
先
し
て
雇
用
す
る

よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈢

就
職
後
の
補
導

孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
の
就
職
後
の
補
導
を
行
う
に
当
っ
て
は
、
特
に
慎
重
を
期
す
る
も
の
と
す
る

こ
と
。

㈣

啓
蒙
宣
伝

労
働
省
、
厚
生
省
及
び
文
部
省
等
関
係
機
関
は
、
国
民
一
般
特
に
事
業
主
に
対
し
孤
児
母
子
家
庭

児
童
等
が
そ
の
由
来
す
る
所
は
、
大
多
数
が
戦
争
犠
牲
者
で
あ
る
こ
と
の
認
識
と
理
解
と
を
深
め
、

事
業
主
が
労
働
者
を
雇
用
す
る
に
当
っ
て
単
に
孤
児
母
子
家
庭
児
童
等
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て

差
別
的
取
扱
を
し
な
い
よ
う
、
関
係
団
体
等
の
協
力
を
得
て
そ
の
啓
発
、
広
報
活
動
を
積
極
的
に
行

う
も
の
と
す
る
こ
と
。

『
行
政
三
』

昭
和
二
九
年
一
二
月
八
日

〔
二
─
六
四
〕
東
京
商
工
会
議
所

技技
能能
者者
共共
同同
養養
成成
機機
関関
のの
助助
成成
方方
にに
関関
すす
るる
要要
望望

政
府
は
昭
和
二
十
八
年
度
予
算
に
お
い
て
計
上
せ
ら
れ
て
い
た
技
能
者
共
同
養
成
機
関
に
対
す
る
助

成
費
（
約
八
〇
〇
万
円
）
を
昭
和
二
十
九
年
度
予
算
に
お
い
て
全
く
削
除
し
た
が
、
現
下
の
情
勢
に
鑑

み
本
会
議
所
と
し
て
は
下
記
の
如
き
流
に
よ
り
昭
和
三
十
年
度
予
算
に
お
い
て
は
是
非
共
こ
れ
を
復
活

す
る
と
と
も
に
相
当
程
度
増
額
せ
ら
れ
る
よ
う
深
く
要
望
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
理

由
）

一
、
現
下
の
わ
が
国
に
と
っ
て
産
業
コ
ス
ト
の
合
理
的
引
き
下
げ
と
製
品
の
品
質
向
上
に
よ
り
国
際
競

争
力
を
増
強
す
る
こ
と
が
、
至
上
の
要
請
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
目
的
達
成
の
成
否
は
わ
が
国
の

産
業
技
術
水
準
の
向
上
に
か
か
る
と
こ
ろ
が
洵
に
大
き
い
。

現
在
、
各
企
業
に
お
い
て
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
技
能
者
養
成
制
度
は
、
こ
の
制
度
発
足
以
来
、
全
国
に

亘
り
養
成
実
施
事
業
所
数
、
な
ら
び
に
技
能
習
得
者
が
逐
年
増
加
し
、
労
務
者
の
技
能
水
準
向
上
と

作
業
能
率
の
増
進
上
、
極
め
て
顕
著
な
効
果
を
収
め
つ
つ
あ
る
。
従
っ
て
か
か
る
民
間
企
業
に
お
け

る
技
能
者
教
育
に
つ
い
て
は
国
と
し
て
も
、
今
後
一
段
と
こ
れ
を
指
導
、
援
助
し
、
公
的
教
育
機
関

と
両
々
相
俟
っ
て
、
産
業
教
育
の
振
興
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
、
然
る
に
政
府
は
昭
和
二
十
八
年
度
予
算
中
、
技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
と
し
て
計
上
せ
ら
れ
て

い
た
右
助
成
費
（
約
八
〇
〇
万
円
）
を
昭
和
二
十
九
年
度
予
算
に
お
い
て
は
全
く
削
除
し
て
お
り
、

現
下
の
産
業
技
術
教
育
振
興
会
へ
の
民
間
の
努
力
と
背
馳
す
る
が
如
き
方
策
を
探
り
つ
つ
あ
る
や
に

思
わ
れ
る
こ
と
は
頗
る
遺
憾
に
堪
え
な
い
。

か
よ
う
な
企
業
内
の
技
術
教
育
は
人
的
及
び
物
的
設
備
な
ら
び
に
そ
の
管
理
費
そ
の
他
相
当
の
経
費

を
必
要
と
し
、
企
業
経
営
に
と
っ
て
、
か
な
り
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
が
、
現
下
の
企
業
合
理
化
の

要
請
に
伴
い
、
今
後
と
雖
も
か
か
る
経
費
の
節
減
は
容
易
に
望
み
難
い
の
で
あ
る
。
今
日
わ
が
国
経

済
の
中
枢
を
占
め
る
中
小
企
業
に
お
い
て
は
、
輸
出
産
業
と
し
て
も
且
つ
又
大
企
業
の
関
連
下
請
な

い
し
外
注
工
場
と
し
て
も
最
も
、
そ
の
合
理
化
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
に
拘
わ
ら
ず
、
実
際
上
は
こ

れ
ら
の
部
分
に
お
け
る
合
理
化
が
か
な
り
遅
れ
て
い
る
た
め
、
わ
が
国
産
業
組
織
全
体
と
し
て
の
能

率
向
上
を
阻
害
し
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

三
、
し
か
も
、
中
小
企
業
に
お
い
て
は
そ
の
経
営
の
特
質
と
し
て
、
一
般
に
物
的
設
備
に
対
す
る
労
働
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力
の
地
位
が
か
な
り
大
き
く
、
個
々
の
労
働
者
の
知
能
及
び
技
術
熟
練
度
作
業
能
率
等
の
如
何
が
、

所
謂
生
産
性
の
向
上
に
重
大
な
影
響
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
に
中
小
企
業
の
生
産
性
が
低
い

と
い
う
こ
と
も
、
一
つ
は
こ
の
よ
う
な
中
小
企
業
に
内
在
す
る
弱
点
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

四
、
従
っ
て
か
か
る
中
小
企
業
に
お
い
て
は
労
働
力
の
質
的
向
上
を
図
る
こ
と
が
緊
急
の
要
請
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
業
界
の
現
状
は
、
遺
憾
な
が
ら
、
個
々
の
企
業
内
に
お
い
て
、
自
力
の
み
を

以
て
単
独
に
い
わ
ゆ
る
技
能
者
養
成
制
度
を
確
立
し
こ
れ
を
実
行
す
る
だ
け
の
物
的
、
人
的
或
い
は

資
金
的
な
余
裕
に
乏
し
い
と
い
う
の
が
わ
が
中
小
企
業
の
偽
ら
ぬ
現
実
で
あ
る
。

五
、
こ
の
た
め
中
小
企
業
者
は
当
該
事
業
に
お
け
る
組
織
化
、
協
同
化
の
方
向
と
相
並
ん
で
技
能
教
育

の
面
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
協
同
化
し
、
個
々
の
企
業
負
担
が
出
来
る
だ
け
軽
減
し
つ
つ
協
同
体
の

共
同
事
業
と
し
て
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
共
通
の
利
益
を
増
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

従
っ
て
か
か
る
方
向
に
副
っ
て
技
能
者
教
育
が
行
わ
れ
る
場
合
国
と
し
て
も
積
極
的
に
こ
れ
を
促
進

し
、
助
長
す
る
た
め
の
施
策
が
講
ぜ
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

現
に
、
中
小
企
業
協
同
組
合
の
共
同
施
設
に
対
し
て
国
が
補
助
し
て
い
る
こ
と
も
中
小
企
業
協
同

化
の
趣
旨
に
基
く
も
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
国
の
援
助
は
た
だ
に
組
合
の
物
的
設
備
の
み
に
止
ま

ら
ず
労
働
力
の
技
術
向
上
を
目
的
と
す
る
共
同
養
成
機
関
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

考
え
る
。

『
東
商
』

昭
和
三
〇
年
二
月
一
八
日

〔
二
─
六
五
〕
東
京
商
工
会
議
所
意
見

技技
能能
者者
養養
成成
教教
育育
のの
振振
興興
にに
関関
すす
るる
意意
見見

第
一

産
業
教
育
の
振
興
と
技
能
者
養
成
制
度

㈠

現
行
の
教
育
制
度
は
占
領
政
策
の
要
請
に
基
づ
く
学
制
改
革
の
結
果
と
し
て
戦
前
の
教
育
制

度
に
比
し
産
業
教
育
の
面
に
お
い
て
、
か
な
り
の
後
退
が
認
め
ら
れ
、
実
業
界
の
実
際
的
要
求

に
副
わ
な
い
点
が
多
い
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
た
め
政
府
は
先
に
産
業
教
育
振
興
法
を
制
定
し
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
学
制
の
不
備
欠
陥
を

是
正
し
よ
う
と
努
め
て
は
来
た
が
、
予
算
上
そ
の
他
の
理
由
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
果
は
未
だ
必

ず
し
も
充
分
と
は
称
し
難
い
現
状
で
あ
る
。

従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
現
行
教
育
制
度
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
産
業
教
育
振
興
の
立
場
よ
り
根

本
的
に
検
討
す
る
必
要
を
痛
感
す
る
も
の
で
あ
る
。

㈡

一
方
か
か
る
学
校
教
育
と
は
別
に
、
現
在
、
労
働
基
準
法
の
も
と
に
お
い
て
、
各
企
業
又
は

企
業
共
同
体
に
よ
っ
て
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
技
能
者
養
成
制
度
に
つ
い
て
も
単
に
企
業
内
教
育
の

地
位
に
止
ま
ら
ず
上
述
の
如
き
産
業
教
育
振
興
の
立
場
よ
り
国
の
教
育
体
系
の
一
環
と
し
て
こ

れ
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
学
校
教
育
と
技
能
者
教
育
と
が
両
々
相
俟
っ
て
初

め
て
総
合
的
な
教
育
完
成
へ
の
道
が
開
か
れ
る
と
考
え
る
。
現
在
、
技
能
者
養
成
制
度
は
施
行

以
来
逐
次
普
及
発
達
を
み
、
現
に
相
当
の
実
績
を
収
め
て
い
る
こ
と
は
充
分
認
め
ら
れ
る
け
れ

ど
も
、
さ
ら
に
こ
の
技
能
者
教
育
が
一
歩
前
進
す
る
た
め
に
は
、
現
行
制
度
を
上
述
の
如
く
学

校
教
育
と
関
連
づ
け
て
こ
れ
を
全
教
育
体
系
の
中
に
包
摂
す
る
と
と
も
に
、
占
領
政
策
の
要
請

に
基
く
沿
革
的
事
情
よ
り
労
働
基
準
法
の
監
督
、
取
締
行
政
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
技
能
者
養

成
制
度
を
産
業
政
策
の
立
場
よ
り
生
産
的
向
上
の
た
め
の
技
能
教
育
の
振
興
を
志
向
す
る
積
極

的
指
導
行
政
の
下
に
転
換
す
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
。

第
二

技
能
者
養
成
教
育
振
興
の
方
策

技
能
者
養
成
教
育
振
興
の
た
め
に
は
、
国
家
及
び
地
方
公
共
団
体
が
更
に
一
層
技
能
者
養
成
実

施
事
業
場
に
対
し
指
導
援
助
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
技
能
者
養
成
教
育
を
学
校
教

育
と
関
連
せ
し
め
て
当
該
養
成
を
終
へ
た
者
に
対
し
公
的
社
会
的
の
適
正
な
評
価
を
与
え
る
こ
と

及
び
個
別
企
業
に
お
い
て
技
能
者
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
の
困
難
な
中
小
企
業
会
に
お
い
て
企
業

の
共
同
体
に
よ
る
共
同
養
成
機
関
の
設
置
を
援
助
指
導
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
特
に
従
来
閑

却
さ
れ
て
き
た
商
業
面
に
お
い
て
も
商
店
従
業
員
の
た
め
に
す
る
技
能
者
教
育
施
設
の
設
置
奨
励

マ
マ及

び
助
長
が
望
ま
し
い
。

㈠

技
能
者
養
成
教
育
と
学
校
教
育
と
の
関
連

企
業
内
の
技
能
者
教
育
に
お
い
て
現
在
相
当
高
度
の
水
準
に
到
達
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
に

拘
ら
ず
か
か
る
場
合
で
も
公
的
、
社
会
的
に
は
当
該
教
育
を
修
了
し
た
も
の
が
何
等
の
資
格
を

認
め
ら
れ
な
い
た
め
養
成
工
の
内
相
当
数
の
も
の
（
本
会
議
所
の
資
料
に
よ
れ
ば
調
査
対
象
十

六
社
の
平
均
の
夜
間
通
学
者
の
養
成
工
総
数
に
対
す
る
割
合
は
四
八
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
）

が
更
に
夜
間
通
学
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

か
か
る
二
重
修
学
に
よ
り
養
成
工
の
蒙
る
肉
体
的
、
経
済
的
負
担
は
重
大
な
も
の
が
あ
り
、

青
少
年
問
題
と
し
て
看
過
し
え
な
い
。
従
っ
て
下
記
の
如
き
措
置
が
必
要
で
あ
る
と
思
料
す
る
。

㋑

一
定
の
基
準
に
合
致
す
る
技
能
者
養
成
実
施
事
業
場
に
お
い
て
技
能
者
養
成
の
課
程
を
終

了
し
て
も
あ
に
は
大
学
入
学
に
関
し
高
等
学
校
卒
業
者
と
同
等
の
資
格
を
認
め
る
こ
と
が
適

マ
マ

当
で
あ
る
。
（
学
校
教
育
法
第
五
十
六
条
第
一
項
及
び
同
施
行
規
則
第
六
十
九
条
）
な
お
こ

れ
に
関
し
て
は
主
務
大
臣
の
指
定
に
よ
り
戦
前
の
専
検
指
定
学
校
の
如
き
も
の
と
す
る
こ
と

も
考
慮
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

㋺

一
定
の
基
準
に
合
致
し
な
い
技
能
者
養
成
実
施
事
業
場
に
お
い
て
も
技
能
者
養
成
の
課
程
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に
お
い
て
取
得
し
た
関
連
学
科
に
つ
い
て
一
定
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
は
高
等
学

校
の
教
科
課
程
の
相
当
単
位
を
履
修
し
た
も
の
と
し
て
こ
れ
を
認
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。従

っ
て
そ
の
学
科
目
に
つ
い
て
は

大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
第
五
条
に
よ
る
資
格
検
定

の
免
除
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

㈡

共
同
養
成
体
に
よ
る
技
能
者
養
成
教
育
の
助
成

わ
が
国
産
業
構
造
上
中
小
企
業
の
占
め
る
地
位
は
極
め
て
重
要

で
、
そ
の
生
産
性
の
向
上

は
国
の
経
済
力
の
発
展
の
た
め
の
緊
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
中
小
企
業
に
お
い

て
は
合
理
化
途
上
特
に
多
く
の
困
難
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
も
一
般
に

中
小
企
業
に
お
い
て
は
そ
の
経
営
の
特
質
と
し
て
物
的
設
備
に
対
す
る
労
働
力
の
地
位
が
重
く

い
わ
ゆ
る
「
組
織
よ
り
も
人
」
と
称
せ
ら
れ
る
如
く
、
個
々
の
労
働
者
の
智
能
、
技
術
、
熟
練

度
、
作
業
能
率
等
の
労
働
力
の
資
質
如
何
が
生
産
性
の
向
上
に
重
大
な
影
響
を
も
っ
て
い
る
。

従
っ
て
中
小
企
業
に
お
い
て
は
当
該
労
働
者
の
質
的
向
上
が
何
よ
り
も
必
要
と
さ
れ
な
が
ら
も

業
界
の
実
情
と
し
て
は
遺
憾
な
が
ら
個
々
の
企
業
に
お
い
て
自
力
の
み
を
以
て
し
て
は
、
単
独

に
組
織
的
な
技
能
者
養
成
制
度
を
確
立
し
て
こ
れ
を
実
行
す
る
だ
け
の
余
裕
に
乏
し
い
。
こ
こ

に
お
い
て
中
小
企
業
者
は
当
該
事
業
の
面
に
お
け
る
組
織
化
、
協
同
化
の
方
向
と
相
並
ん
で
技

能
教
育
の
面
で
も
こ
れ
を
協
同
化
し
個
々
の
企
業
負
担
を
軽
減
し
つ
つ
協
同
体
の
共
同
の
事
業

と
し
て
教
育
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
二
十
八
年
度
の
国
家
予
算
で
若
干
の
共
同
養
成
体
に
対
す
る
助
成
の
た

め
の
経
費
が
支
弁
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
二
十
九
年
度
に
お
い
て
こ
れ
が
全
額
削
減
さ

れ
た
こ
と
は
甚
だ
遺
憾
で
あ
っ
て
こ
れ
を
是
非
と
も
復
活
す
る
と
と
も
に
相
当
程
度
増
額
す
べ

き
で
あ
る
。
な
お
以
上
の
如
き
共
同
養
成
体
に
お
い
て
屡
々
そ
の
実
施
上
の
障
害
と
な
っ
て
い

る
適
当
な
る
教
室
そ
の
他
の
設
備
の
欠
如
、
指
導
者
の
不
足
、
教
科
書
、
器
材
の
調
達
難
等
の

諸
問
題
に
お
い
て
も
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
学
校
そ
の
他
の
施
設
を
貸
与
し
、
又
は
学
校
教

師
の
派
遣
、
資
材
の
提
供
、
教
科
課
程
の
編
成
に
関
す
る
便
宜
供
与
な
ど
あ
ら
ゆ
る
指
導
奨
励

を
惜
し
む
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
。

『
東
商
』

昭
和
三
〇
年
三
月
一
九
日

〔
二
─
六
六
〕
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
、
労
働
大
臣
に
提
出

技技
能能
者者
養養
成成
機機
関関
のの
助助
成成
にに
関関
すす
るる
要要
望望

技
能
者
養
成
機
関
助
成
金
は
昭
和
廿
九
年
度
予
算
に
お
い
て
削
除
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
技
能
者
養
成

施
設
は
生
産
性
向
上
の
た
め
最
も
重
要
視
せ
ら
れ
る
技
能
労
働
者
を
培
養
に
す
べ
き
基
本
的
施
設
で
あ

マ
マ

っ
て
、
こ
れ
に
要
す
る
物
的
設
備
と
人
件
費
そ
の
他
の
経
費
は
各
養
成
実
施
企
業
に
と
っ
て
、
か
な
り

の
負
担
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
就
中
中
小
企
業
に
お
い
て
は
共
同
養
成
施
設
の
維
持
運
営
に
も
困
難
を

感
ず
る
状
況
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
を
現
状
の
ま
ゝ
放
任
す
る
時
は
い
わ
ゆ
る
徒
弟
時
代
に
逆
転
す
る

惧
れ
な
し
と
致
し
ま
せ
ん
。
現
下
技
能
者
養
成
の
緊
要
性
に
鑑
み
、
昭
和
三
十
年
度
予
算
に
お
い
て
は

是
非
こ
の
助
成
金
を
復
活
し
、
か
つ
昭
和
廿
八
年
度
の
倍
額
程
度
を
計
上
し
て
こ
の
機
関
の
推
進
を
図

ら
れ
ま
す
よ
う
要
望
い
た
し
ま
す
。

『
日
経
』

昭
和
三
〇
年
四
月
五
日

〔
二
─
六
七
〕
失
業
対
策
審
議
会
答
申

答答
申申
第第
四四
号号

わ
が
国
の
失
業
は
、
従
来
か
ら
不
完
全
な
就
業
形
態
の
も
と
に
多
く
の
潜
在
的
失
業
者
を
よ
う
し
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
最
近
に
お
い
て
は
、
完
全
な
失
業
状
態
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
失
業
者
が
い
よ
い
よ

増
加
し
、
そ
の
慢
性
化
、
大
量
化
が
一
段
と
お
し
す
す
め
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
今
後
新
た
に
就
業
を

必
要
と
す
る
人
口
の
増
加
は
、
年
々
七
五
万
人
以
上
が
見
込
ま
れ
る
状
況
に
あ
る
。

従
っ
て
、
わ
が
国
の
雇
用
・
失
業
問
題
は
そ
の
対
策
が
、
一
時
的
、
摩
擦
的
な
、
あ
る
い
は
景
気
の

変
動
に
伴
う
異
常
の
現
象
と
し
て
の
失
業
に
対
す
る
「
失
業
対
策
」
の
範
囲
を
こ
え
て
、
生
産
の
拡
張
、

所
得
の
増
加
を
基
調
と
す
る
直
接
・
間
接
の
雇
用
増
大
を
め
ざ
す
「
雇
用
政
策
」
に
発
展
し
な
け
れ
ば

そ
の
解
決
を
は
か
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

第第
一一

産産

業業

政政

策策

産
業
に
お
け
る
就
業
者
数
は
、
最
近
の
各
年
に
お
い
て
か
な
り
大
き
な
増
加
を
み
た
。

こ
れ
を
産
業
別
に
み
る
と
き
は
、
商
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
を
中
心
と
す
る
い
わ
ゆ
る
第
三
次
産
業
部
門

で
の
増
大
が
甚
し
く
、
増
加
し
た
就
業
者
の
形
態
別
の
構
成
で
は
一
般
雇
用
者
の
増
加
は
小
さ
く
、
家

族
従
業
者
、
日
雇
雇
用
者
な
ど
不
完
全
な
就
業
の
多
い
と
み
ら
れ
る
形
態
で
の
就
業
者
の
増
加
が
大
き

く
、
こ
の
こ
と
は
、
過
剰
人
口
の
圧
力
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
農
林
業
、
水
産
業
な
ど
第
一
次
産
業
の

発
展
が
お
く
れ
、
鉱
工
業
等
の
第
二
次
産
業
部
門
の
活
動
の
相
対
的
に
低
い
と
こ
ろ
で
の
か
か
る
傾
向

は
、
第
三
次
産
業
部
門
に
お
け
る
所
得
の
低
下
と
潜
在
的
失
業
の
増
大
を
多
分
に
意
味
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
就
業
者
の
堅
実
な
増
加
と
は
い
い
難
い
。
ま
た
第
一
次
産
業
部
門
の
就
業
者
数
は
停
滞
の
状
態

に
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
現
在
に
お
い
て
す
ら
す
で
に
著
し
く
人
口
が
過
剰
で
あ
り
、
農
業
生
産
の
拡
張

に
よ
っ
て
も
容
易
に
こ
の
過
剰
人
口
を
解
消
し
え
ず
、
農
村
の
人
口
包
容
力
は
主
と
し
て
所
得
増
加
政

策
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
第
一
次
産
業
に
お
け
る
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に
お
い
て
取
得
し
た
関
連
学
科
に
つ
い
て
一
定
の
条
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
に
は
高
等
学

校
の
教
科
課
程
の
相
当
単
位
を
履
修
し
た
も
の
と
し
て
こ
れ
を
認
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。従

っ
て
そ
の
学
科
目
に
つ
い
て
は

大
学
入
学
資
格
検
定
規
程
第
五
条
に
よ
る
資
格
検
定

の
免
除
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

㈡

共
同
養
成
体
に
よ
る
技
能
者
養
成
教
育
の
助
成

わ
が
国
産
業
構
造
上
中
小
企
業
の
占
め
る
地
位
は
極
め
て
重
要

で
、
そ
の
生
産
性
の
向
上

は
国
の
経
済
力
の
発
展
の
た
め
の
緊
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
中
小
企
業
に
お
い

て
は
合
理
化
途
上
特
に
多
く
の
困
難
が
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
も
一
般
に

中
小
企
業
に
お
い
て
は
そ
の
経
営
の
特
質
と
し
て
物
的
設
備
に
対
す
る
労
働
力
の
地
位
が
重
く

い
わ
ゆ
る
「
組
織
よ
り
も
人
」
と
称
せ
ら
れ
る
如
く
、
個
々
の
労
働
者
の
智
能
、
技
術
、
熟
練

度
、
作
業
能
率
等
の
労
働
力
の
資
質
如
何
が
生
産
性
の
向
上
に
重
大
な
影
響
を
も
っ
て
い
る
。

従
っ
て
中
小
企
業
に
お
い
て
は
当
該
労
働
者
の
質
的
向
上
が
何
よ
り
も
必
要
と
さ
れ
な
が
ら
も

業
界
の
実
情
と
し
て
は
遺
憾
な
が
ら
個
々
の
企
業
に
お
い
て
自
力
の
み
を
以
て
し
て
は
、
単
独

に
組
織
的
な
技
能
者
養
成
制
度
を
確
立
し
て
こ
れ
を
実
行
す
る
だ
け
の
余
裕
に
乏
し
い
。
こ
こ

に
お
い
て
中
小
企
業
者
は
当
該
事
業
の
面
に
お
け
る
組
織
化
、
協
同
化
の
方
向
と
相
並
ん
で
技

能
教
育
の
面
で
も
こ
れ
を
協
同
化
し
個
々
の
企
業
負
担
を
軽
減
し
つ
つ
協
同
体
の
共
同
の
事
業

と
し
て
教
育
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
二
十
八
年
度
の
国
家
予
算
で
若
干
の
共
同
養
成
体
に
対
す
る
助
成
の
た

め
の
経
費
が
支
弁
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
二
十
九
年
度
に
お
い
て
こ
れ
が
全
額
削
減
さ

れ
た
こ
と
は
甚
だ
遺
憾
で
あ
っ
て
こ
れ
を
是
非
と
も
復
活
す
る
と
と
も
に
相
当
程
度
増
額
す
べ

き
で
あ
る
。
な
お
以
上
の
如
き
共
同
養
成
体
に
お
い
て
屡
々
そ
の
実
施
上
の
障
害
と
な
っ
て
い

る
適
当
な
る
教
室
そ
の
他
の
設
備
の
欠
如
、
指
導
者
の
不
足
、
教
科
書
、
器
材
の
調
達
難
等
の

諸
問
題
に
お
い
て
も
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
学
校
そ
の
他
の
施
設
を
貸
与
し
、
又
は
学
校
教

師
の
派
遣
、
資
材
の
提
供
、
教
科
課
程
の
編
成
に
関
す
る
便
宜
供
与
な
ど
あ
ら
ゆ
る
指
導
奨
励

を
惜
し
む
べ
き
で
な
い
と
考
え
る
。

『
東
商
』

昭
和
三
〇
年
三
月
一
九
日

〔
二
─
六
六
〕
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
、
労
働
大
臣
に
提
出

技技
能能
者者
養養
成成
機機
関関
のの
助助
成成
にに
関関
すす
るる
要要
望望

技
能
者
養
成
機
関
助
成
金
は
昭
和
廿
九
年
度
予
算
に
お
い
て
削
除
せ
ら
れ
ま
し
た
が
、
技
能
者
養
成

施
設
は
生
産
性
向
上
の
た
め
最
も
重
要
視
せ
ら
れ
る
技
能
労
働
者
を
培
養
に
す
べ
き
基
本
的
施
設
で
あ

マ
マ

っ
て
、
こ
れ
に
要
す
る
物
的
設
備
と
人
件
費
そ
の
他
の
経
費
は
各
養
成
実
施
企
業
に
と
っ
て
、
か
な
り

の
負
担
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
就
中
中
小
企
業
に
お
い
て
は
共
同
養
成
施
設
の
維
持
運
営
に
も
困
難
を

感
ず
る
状
況
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
を
現
状
の
ま
ゝ
放
任
す
る
時
は
い
わ
ゆ
る
徒
弟
時
代
に
逆
転
す
る

惧
れ
な
し
と
致
し
ま
せ
ん
。
現
下
技
能
者
養
成
の
緊
要
性
に
鑑
み
、
昭
和
三
十
年
度
予
算
に
お
い
て
は

是
非
こ
の
助
成
金
を
復
活
し
、
か
つ
昭
和
廿
八
年
度
の
倍
額
程
度
を
計
上
し
て
こ
の
機
関
の
推
進
を
図

ら
れ
ま
す
よ
う
要
望
い
た
し
ま
す
。

『
日
経
』

昭
和
三
〇
年
四
月
五
日

〔
二
─
六
七
〕
失
業
対
策
審
議
会
答
申

答答
申申
第第
四四
号号

わ
が
国
の
失
業
は
、
従
来
か
ら
不
完
全
な
就
業
形
態
の
も
と
に
多
く
の
潜
在
的
失
業
者
を
よ
う
し
て

い
た
の
で
あ
る
が
、
最
近
に
お
い
て
は
、
完
全
な
失
業
状
態
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
失
業
者
が
い
よ
い
よ

増
加
し
、
そ
の
慢
性
化
、
大
量
化
が
一
段
と
お
し
す
す
め
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
今
後
新
た
に
就
業
を

必
要
と
す
る
人
口
の
増
加
は
、
年
々
七
五
万
人
以
上
が
見
込
ま
れ
る
状
況
に
あ
る
。

従
っ
て
、
わ
が
国
の
雇
用
・
失
業
問
題
は
そ
の
対
策
が
、
一
時
的
、
摩
擦
的
な
、
あ
る
い
は
景
気
の

変
動
に
伴
う
異
常
の
現
象
と
し
て
の
失
業
に
対
す
る
「
失
業
対
策
」
の
範
囲
を
こ
え
て
、
生
産
の
拡
張
、

所
得
の
増
加
を
基
調
と
す
る
直
接
・
間
接
の
雇
用
増
大
を
め
ざ
す
「
雇
用
政
策
」
に
発
展
し
な
け
れ
ば

そ
の
解
決
を
は
か
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

第第
一一

産産

業業

政政

策策

産
業
に
お
け
る
就
業
者
数
は
、
最
近
の
各
年
に
お
い
て
か
な
り
大
き
な
増
加
を
み
た
。

こ
れ
を
産
業
別
に
み
る
と
き
は
、
商
業
、
サ
ー
ビ
ス
業
を
中
心
と
す
る
い
わ
ゆ
る
第
三
次
産
業
部
門

で
の
増
大
が
甚
し
く
、
増
加
し
た
就
業
者
の
形
態
別
の
構
成
で
は
一
般
雇
用
者
の
増
加
は
小
さ
く
、
家

族
従
業
者
、
日
雇
雇
用
者
な
ど
不
完
全
な
就
業
の
多
い
と
み
ら
れ
る
形
態
で
の
就
業
者
の
増
加
が
大
き

く
、
こ
の
こ
と
は
、
過
剰
人
口
の
圧
力
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
農
林
業
、
水
産
業
な
ど
第
一
次
産
業
の

発
展
が
お
く
れ
、
鉱
工
業
等
の
第
二
次
産
業
部
門
の
活
動
の
相
対
的
に
低
い
と
こ
ろ
で
の
か
か
る
傾
向

は
、
第
三
次
産
業
部
門
に
お
け
る
所
得
の
低
下
と
潜
在
的
失
業
の
増
大
を
多
分
に
意
味
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
就
業
者
の
堅
実
な
増
加
と
は
い
い
難
い
。
ま
た
第
一
次
産
業
部
門
の
就
業
者
数
は
停
滞
の
状
態

に
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
現
在
に
お
い
て
す
ら
す
で
に
著
し
く
人
口
が
過
剰
で
あ
り
、
農
業
生
産
の
拡
張

に
よ
っ
て
も
容
易
に
こ
の
過
剰
人
口
を
解
消
し
え
ず
、
農
村
の
人
口
包
容
力
は
主
と
し
て
所
得
増
加
政

策
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
み
れ
ば
、
第
一
次
産
業
に
お
け
る
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就
業
者
数
の
限
界
を
し
め
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
。

そ
れ
故
、
今
後
の
雇
用
政
策
が
雇
用
量
の
積
極
的
な
増
加
を
目
指
し
て
そ
の
基
礎
を
産
業
活
動
の
拡

大
に
求
め
る
限
り
、
そ
の
拡
大
の
主
軸
を
な
す
も
の
は
当
然
に
第
二
次
産
業
部
門
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
第
二
次
産
業
部
門
に
お
け
る
生
産
と
所
得
の
増
大
に
よ
っ
て
、
第
三
次
産
業
部
門
に
お
い
て
、
ま

た
能
う
べ
く
ん
ば
第
一
次
産
業
部
門
に
お
い
て
も
、
就
業
機
会
が
増
大
す
る
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
が
雇

用
政
策
の
上
か
ら
み
た
産
業
対
策
の
基
本
的
な
方
向
で
あ
ろ
う
。
以
下
第
二
次
産
業
部
門
を
中
心
と
す

る
産
業
活
動
拡
大
方
策
に
つ
い
て
摘
要
す
る
。

一

輸
出
増
進
の
た
め
の
対
策

産
業
活
動
の
拡
大
は
、
わ
が
国
産
業
構
造
の
性
格
上
輸
出
の
伸
長
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
極
め
て
大
で

あ
る
。
従
来
の
輸
出
対
策
は
、
と
も
す
れ
ば
輸
出
製
品
製
造
業
し
か
も
そ
の
大
規
模
経
営
に
か
か
る
産

業
に
対
す
る
直
接
的
施
策
に
重
き
が
お
か
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
今
後
に
お
け
る
輸
出
推
進
の
基
礎
は
、

結
局
に
お
い
て
生
産
性
の
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
、
次
の
ご
と
き
施
策
を
進
め
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。

㈠

基
礎
産
業
部
門
の
合
理
化
を
輸
出
対
策
の
根
幹
と
し
て
こ
れ
を
徹
底
す
る
た
め
、
合
理
化
（
コ

ス
ト
お
よ
び
価
格
の
引
下
げ
）
の
可
能
な
目
標
を
明
ら
か
に
し
、
効
果
的
資
本
の
投
下
を
行
う
こ

と
。

㈡

輸
出
製
品
製
造
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
直
接
的
助
成
あ
る
い
は
金
融
優
遇
等
の
措
置
が
す
で
に

限
界
に
達
し
つ
つ
あ
る
現
況
に
か
ん
が
み
、
基
礎
産
業
部
門
と
な
ら
ん
で
こ
の
部
門
に
お
い
て
も

ま
た
合
理
化
を
中
心
と
す
る
政
策
を
重
視
す
る
こ
と
。

㈢

輸
出
製
品
の
生
産
を
中
心
と
す
る
中
小
工
業
に
つ
い
て
は
、
資
本
の
充
実
、
技
術
の
高
度
化
、

経
営
の
協
同
化
等
に
つ
き
特
に
考
慮
を
払
う
こ
と
。
ま
た
輸
出
農
林
水
産
物
の
生
産
に
つ
い
て
も

そ
の
拡
大
の
た
め
同
様
の
考
慮
を
払
う
こ
と
。

㈣

近
い
将
来
輸
出
産
業
と
し
て
期
待
さ
れ
る
産
業
に
つ
い
て
は
、
優
先
的
に
そ
の
育
成
策
を
講
ず

る
こ
と
。

な
お
、
輸
出
の
増
進
に
つ
い
て
は
、
交
易
関
係
の
正
常
化
、
商
社
の
強
化
、
技
術
者
の
派
遣
な
ど
の

施
策
に
よ
り
、
海
外
市
場
の
維
持
・
拡
大
に
つ
と
め
る
こ
と
も
並
行
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

そ
の
他
の
産
業
対
策

産
業
活
動
の
拡
大
の
た
め
に
は
、
輸
出
の
増
大
に
よ
る
効
果
に
も
自
ら
そ
の
限
界
の
あ
る
こ
と
を
留

意
し
、
所
得
分
配
の
適
正
化
に
よ
る
国
内
市
場
の
維
持
に
努
め
る
と
と
も
に
、
雇
用
吸
収
力
の
比
較
的

大
き
い
国
内
産
業
の
発
展
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
な
諸
点
の
検
討
、
準
備
及
び
そ
の
実
施
を
は
か
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

㈠

既
存
す
る
資
源
を
活
用
す
る
産
業
（
合
成
繊
維
製
造
、
低
品
位
炭
活
用
等
の
産
業
）
の
発
展
策

㈡

手
工
業
的
に
し
て
技
術
の
熟
練
を
要
し
、
わ
が
国
の
就
業
形
態
に
応
じ
た
産
業
（
漆
器
、
陶
器
、

織
物
、
染
色
等
の
産
業
）
の
育
成
策

以
上
に
摘
記
し
た
産
業
対
策
の
効
果
を
、
雇
用
対
策
か
ら
み
て
最
も
有
効
に
発
揮
し
て
い
く
た
め
に

は
、
常
に
そ
の
効
果
の
把
握
が
行
わ
れ
、
産
業
対
策
の
検
討
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、

農
業
部
門
に
つ
い
て
は
、
現
に
著
し
く
人
口
が
過
剰
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
産
業
対
策
の
効
果
を

着
実
に
波
及
せ
し
め
る
こ
と
を
第
一
義
と
し
つ
つ
も
、
農
業
生
産
力
の
増
強
・
開
拓
入
植
等
の
た
め
の

諸
政
策
の
推
進
に
は
、
今
後
と
も
十
分
の
考
慮
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

第第
二二

直直
接接
的的
雇雇
用用
・・
失失
業業
対対
策策

産
業
政
策
に
よ
る
第
二
次
産
業
活
動
の
拡
大
が
、
産
業
全
体
の
雇
用
量
を
増
大
し
、
失
業
の
規
模
を

小
さ
く
す
る
ま
で
に
は
相
当
の
期
間
を
要
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
間
一
時
的
に
は
失
業
の
増
加
さ

え
も
見
込
ま
れ
る
か
ら
、
失
業
吸
収
、
雇
用
拡
大
に
対
す
る
直
接
的
施
策
が
、
一
方
に
お
い
て
大
規
模

に
進
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

就

労

対

策

現
在
は
、
公
共
事
業
、
緊
急
就
労
対
策
事
業
、
失
業
対
策
事
業
（
特
別
、
一
般
）
等
の
名
称
の
も
と

に
直
接
的
雇
用
・
失
業
対
策
の
事
業
が
行
わ
れ
て
い
る
。
事
業
は
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
も
っ
て
い
る
が
、

そ
の
運
営
の
実
態
は
事
業
の
目
的
を
十
分
に
達
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
雇
用
・
失
業
対
策
の
立

場
か
ら
事
業
運
営
の
実
績
を
勘
案
し
つ
つ
、
す
み
や
か
に
こ
れ
ら
の
事
業
を
、
吸
収
す
べ
き
労
働
力
の

性
格
に
応
じ
て
段
階
的
に
、
次
の
よ
う
に
再
編
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

㈠

公

共

事

業

公
共
事
業
は
、
事
業
範
囲
が
明
確
で
な
く
、
事
業
種
目
の
変
動
も
多
く
、
失
業
者
吸
収
と
い
う
役
割

も
負
わ
さ
れ
て
、
事
業
効
率
と
の
調
整
に
常
に
問
題
を
包
蔵
し
て
き
た
。

今
後
は
、
事
業
が
凡
ゆ
る
産
業
を
こ
え
て
雇
用
を
支
え
る
力
が
大
き
い
こ
と
に
か
ん
が
み
、
失
業
者

の
吸
収
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
直
接
的
雇
用
維
持
増
大
の
た
め
の
事
業
と
し
、
次
の
諸
点
に
基
い
て
拡

充
す
べ
き
で
あ
る
。

１

事
業
は
、
生
産
力
の
増
強
、
国
土
開
発
・
保
全
の
た
め
の
事
業
と
し
、
事
業
効
果
を
阻
害
し

な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
雇
用
者
吸
収
の
増
大
を
は
か
る
こ
と

２

事
業
は
、
事
業
効
率
を
あ
げ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
条
件
も
そ
の

目
的
に
応
じ
得
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と

３

事
業
の
雇
用
に
及
ぼ
す
直
接
・
間
接
効
果
が
大
で
あ
り
、
し
か
も
事
業
量
は
財
政
資
金
に
よ

っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
雇
用
対
策
の
立
場
か
ら
、
事
業
の
施
行
量
を
検
討
し
得

る
よ
う
施
行
地
域
、
事
業
種
目
別
等
の
事
業
実
施
状
況
を
常
に
統
一
的
に
把
握
し
て
お
く
こ
と

㈡

失
業
対
策
事
業
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失
業
対
策
事
業
は
、
緊
急
失
業
対
策
法
に
規
定
せ
ら
れ
、
事
業
自
体
が
、
短
期
に
し
て
、
何
時
に
て

も
開
廃
止
で
き
る
も
の
に
限
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
今
後
に
お
い
て
は
現
在
は
公
共
事
業
と
し
て

運
営
せ
ら
れ
て
い
る
緊
急
就
労
対
策
事
業
、
鉱
害
復
旧
事
業
等
の
大
部
分
を
も
含
め
て
、
失
業
者
吸
収

を
第
一
の
目
的
と
す
る
次
の
よ
う
な
事
業
と
す
べ
き
で
あ
る
。

１

失
業
者
の
吸
収
を
行
う
事
業
と
し
、
あ
わ
せ
て
経
済
的
効
果
も
期
待
さ
れ
る
事
業
と
す
る
こ

と
２

吸
収
す
る
失
業
者
の
一
般
労
働
市
場
へ
の
復
帰
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
、
事
業
種
目
、
作

業
内
容
等
が
労
働
力
の
保
全
、
培
養
に
役
立
つ
よ
う
選
定
す
る
こ
と

㈢

簡
易
就
労
対
策

失
業
対
策
事
業
に
定
着
す
る
就
労
者
、
内
職
従
事
者
及
び
生
活
保
護
制
度
に
基
く
授
産
施
設
の
就
業

者
の
う
ち
に
は
、
労
働
力
の
適
応
性
向
上
の
た
め
の
対
策
を
行
っ
て
も
、
な
お
労
働
能
力
が
相
対
的
に

低
く
、
一
般
労
働
市
場
で
の
就
業
が
困
難
な
者
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
は
、
社
会
保
障
制
度

の
確
立
に
よ
り
労
働
市
場
へ
の
進
出
を
必
要
な
か
ら
し
め
る
こ
と
を
本
旨
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
状

に
か
ん
が
み
て
今
後
当
分
の
間
は
、
次
の
よ
う
な
事
業
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。

１

実
施
事
業
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
公
共
福
祉
に
役
立
つ
も
の
と
す
る
こ
と

２

就
労
者
が
完
全
就
労
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
所
得
で
一
定
の
生
活
保
障
が
可
能
と
な
る
も
の

で
あ
る
こ
と

な
お
、
現
在
の
授
産
施
設
は
、
事
業
の
採
算
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
て
、
そ
の
大
半

が
経
営
難
に
陥
り
、
か
つ
そ
れ
を
利
用
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
た
ん
に
収
入
を
得
る
た
め
の
施
設
と
な

っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
前
記
事
業
の
実
施
に
呼
応
し
て
、
こ
の
際
根
本
的
再
検
討
を
加
え
、
生
活
困

難
者
の
自
立
の
助
長
・
援
助
と
い
う
施
設
本
来
の
目
的
に
沿
う
よ
う
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

二

失
業
保
険
制
度

失
業
が
、
経
営
規
模
の
如
何
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
産
業
の
就
業
者
に
生
じ
つ
つ
あ
る
現
状
に
お
い

て
は
、
雇
用
、
失
業
吸
収
対
策
の
運
営
と
関
連
し
て
、
失
業
保
険
制
度
の
次
の
諸
点
を
主
と
す
る
改
善

を
検
討
し
、
そ
の
実
施
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
。

㈠

一
般
失
業
保
険

１

適
用
範
囲
の
拡
大
を
行
う
こ
と

２

給
付
内
容
の
改
善
を
は
か
る
た
め
、
受
給
資
格
と
し
て
の
被
保
険
者
期
間
を
延
長
す
る
こ
と

㈡

日
雇
失
業
保
険

失
業
者
で
あ
り
な
が
ら
、
日
雇
労
働
者
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
被
保
険
者
（
失
業
対
策
事
業
就
労

適
格
者
）
は
、
就
労
対
策
の
拡
充
に
よ
っ
て
、
失
業
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
必
要
の
な
い
よ
う
に
措

置
す
る
こ
と
。

第第
三三

労労
働働
市市
場場
対対
策策

労
働
力
の
需
給
結
合
の
際
に
常
に
存
す
る
摩
擦
的
失
業
の
問
題
は
、
従
来
か
ら
比
較
的
大
き
な
問
題

で
あ
っ
た
が
、
労
働
市
場
対
策
の
有
効
な
実
施
に
よ
り
、
産
業
構
造
の
変
化
や
労
働
力
の
新
陳
代
謝
の

際
に
お
け
る
失
業
を
出
来
る
だ
け
防
止
す
る
こ
と
は
、
今
日
の
よ
う
な
失
業
情
勢
下
に
お
い
て
は
特
に

こ
れ
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

職
業
安
定
所
の
求
職
者
、
新
規
学
卒
者
の
就
業
化
に
際
し
て
の
実
態
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う

な
諸
対
策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

一

労
働
力
の
適
応
性
の
向
上

職
業
選
択
範
囲
を
広
く
し
、
適
職
就
業
を
促
進
す
る
た
め
、
⑴
職
業
安
定
所
の
機
構
を
、
労
働
市
場

の
動
向
を
全
面
的
に
把
握
し
得
る
よ
う
に
強
化
す
る
こ
と

⑵
学
校
に
お
け
る
職
業
の
指
導
、
紹
介

活
動
の
整
備
を
は
か
る
こ
と

⑶
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育
機
会
の
増
加
、
労
働
力
の
需
要
変
化
及

び
労
働
力
の
性
質
に
応
ず
る
職
業
補
導
を
充
実
す
る
こ
と
。

二

労
働
力
の
可
動
性
の
増
進

労
働
力
の
移
動
性
を
喚
起
す
る
た
め
、
労
働
市
場
情
報
の
提
供
を
広
範
に
す
る
と
と
も
に
、
移
動
に

際
し
て
の
支
障
（
住
宅
・
移
転
料
等
）
の
軽
減
を
は
か
る
こ
と
。

三

労
働
市
場
の
近
代
化
の
促
進

労
働
市
場
対
策
を
効
果
あ
ら
し
め
、
潜
在
的
失
業
の
増
大
を
防
ぎ
労
働
市
場
を
近
代
化
す
る
た
め
、

最
低
賃
金
制
、
家
内
労
働
法
等
の
す
み
や
か
な
確
立
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

第第
四四

関関
連連
諸諸
政政
策策

以
上
の
諸
政
策
の
ほ
か
、
労
働
力
人
口
の
割
合
が
著
し
く
高
い
わ
が
国
に
あ
つ
て
は
、
労
働
力
人
口

の
増
減
に
強
い
影
響
を
も
つ
次
の
如
き
諸
施
策
を
並
行
し
て
行
う
必
要
が
あ
る
。

一

社
会
保
障
対
策

１

統
一
的
な
年
金
制
度
を
確
立
し
、
老
齢
労
働
力
人
口
の
引
退
を
容
易
に
す
る
こ
と

２

生
活
保
護
制
度
の
拡
充
強
化
に
よ
り
、
母
子
の
無
理
な
労
働
力
化
を
防
止
す
る
こ
と

３

傷
病
者
の
や
む
を
え
ざ
る
就
業
化
を
防
ぐ
た
め
、
傷
病
手
当
制
度
を
拡
充
し
現
就
業
者
の
労
働

負
担
を
軽
減
す
ろ
こ
と

二

人

口

対

策

家
族
計
画
の
普
及
に
よ
り
、
就
業
人
口
の
扶
養
負
担
の
軽
減
を
は
か
る
こ
と

三

移

民

対

策

国
際
的
協
調
の
上
に
た
ち
、
移
民
を
大
量
に
送
出
し
得
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
移
民
の
養

成
、
送
出
、
受
入
機
関
の
設
置
、
資
金
の
貸
付
等
に
特
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
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失
業
対
策
事
業
は
、
緊
急
失
業
対
策
法
に
規
定
せ
ら
れ
、
事
業
自
体
が
、
短
期
に
し
て
、
何
時
に
て

も
開
廃
止
で
き
る
も
の
に
限
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
今
後
に
お
い
て
は
現
在
は
公
共
事
業
と
し
て

運
営
せ
ら
れ
て
い
る
緊
急
就
労
対
策
事
業
、
鉱
害
復
旧
事
業
等
の
大
部
分
を
も
含
め
て
、
失
業
者
吸
収

を
第
一
の
目
的
と
す
る
次
の
よ
う
な
事
業
と
す
べ
き
で
あ
る
。

１

失
業
者
の
吸
収
を
行
う
事
業
と
し
、
あ
わ
せ
て
経
済
的
効
果
も
期
待
さ
れ
る
事
業
と
す
る
こ

と
２

吸
収
す
る
失
業
者
の
一
般
労
働
市
場
へ
の
復
帰
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
、
事
業
種
目
、
作

業
内
容
等
が
労
働
力
の
保
全
、
培
養
に
役
立
つ
よ
う
選
定
す
る
こ
と

㈢

簡
易
就
労
対
策

失
業
対
策
事
業
に
定
着
す
る
就
労
者
、
内
職
従
事
者
及
び
生
活
保
護
制
度
に
基
く
授
産
施
設
の
就
業

者
の
う
ち
に
は
、
労
働
力
の
適
応
性
向
上
の
た
め
の
対
策
を
行
っ
て
も
、
な
お
労
働
能
力
が
相
対
的
に

低
く
、
一
般
労
働
市
場
で
の
就
業
が
困
難
な
者
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
は
、
社
会
保
障
制
度

の
確
立
に
よ
り
労
働
市
場
へ
の
進
出
を
必
要
な
か
ら
し
め
る
こ
と
を
本
旨
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
状

に
か
ん
が
み
て
今
後
当
分
の
間
は
、
次
の
よ
う
な
事
業
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。

１

実
施
事
業
は
、
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
行
う
公
共
福
祉
に
役
立
つ
も
の
と
す
る
こ
と

２

就
労
者
が
完
全
就
労
し
た
と
き
に
は
、
そ
の
所
得
で
一
定
の
生
活
保
障
が
可
能
と
な
る
も
の

で
あ
る
こ
と

な
お
、
現
在
の
授
産
施
設
は
、
事
業
の
採
算
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
て
、
そ
の
大
半

が
経
営
難
に
陥
り
、
か
つ
そ
れ
を
利
用
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
た
ん
に
収
入
を
得
る
た
め
の
施
設
と
な

っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
前
記
事
業
の
実
施
に
呼
応
し
て
、
こ
の
際
根
本
的
再
検
討
を
加
え
、
生
活
困

難
者
の
自
立
の
助
長
・
援
助
と
い
う
施
設
本
来
の
目
的
に
沿
う
よ
う
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

二

失
業
保
険
制
度

失
業
が
、
経
営
規
模
の
如
何
を
問
わ
ず
、
あ
ら
ゆ
る
産
業
の
就
業
者
に
生
じ
つ
つ
あ
る
現
状
に
お
い

て
は
、
雇
用
、
失
業
吸
収
対
策
の
運
営
と
関
連
し
て
、
失
業
保
険
制
度
の
次
の
諸
点
を
主
と
す
る
改
善

を
検
討
し
、
そ
の
実
施
を
は
か
る
べ
き
で
あ
る
。

㈠

一
般
失
業
保
険

１

適
用
範
囲
の
拡
大
を
行
う
こ
と

２

給
付
内
容
の
改
善
を
は
か
る
た
め
、
受
給
資
格
と
し
て
の
被
保
険
者
期
間
を
延
長
す
る
こ
と

㈡

日
雇
失
業
保
険

失
業
者
で
あ
り
な
が
ら
、
日
雇
労
働
者
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
被
保
険
者
（
失
業
対
策
事
業
就
労

適
格
者
）
は
、
就
労
対
策
の
拡
充
に
よ
っ
て
、
失
業
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
必
要
の
な
い
よ
う
に
措

置
す
る
こ
と
。

第第
三三

労労
働働
市市
場場
対対
策策

労
働
力
の
需
給
結
合
の
際
に
常
に
存
す
る
摩
擦
的
失
業
の
問
題
は
、
従
来
か
ら
比
較
的
大
き
な
問
題

で
あ
っ
た
が
、
労
働
市
場
対
策
の
有
効
な
実
施
に
よ
り
、
産
業
構
造
の
変
化
や
労
働
力
の
新
陳
代
謝
の

際
に
お
け
る
失
業
を
出
来
る
だ
け
防
止
す
る
こ
と
は
、
今
日
の
よ
う
な
失
業
情
勢
下
に
お
い
て
は
特
に

こ
れ
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

職
業
安
定
所
の
求
職
者
、
新
規
学
卒
者
の
就
業
化
に
際
し
て
の
実
態
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う

な
諸
対
策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

一

労
働
力
の
適
応
性
の
向
上

職
業
選
択
範
囲
を
広
く
し
、
適
職
就
業
を
促
進
す
る
た
め
、
⑴
職
業
安
定
所
の
機
構
を
、
労
働
市
場

の
動
向
を
全
面
的
に
把
握
し
得
る
よ
う
に
強
化
す
る
こ
と

⑵
学
校
に
お
け
る
職
業
の
指
導
、
紹
介

活
動
の
整
備
を
は
か
る
こ
と

⑶
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育
機
会
の
増
加
、
労
働
力
の
需
要
変
化
及

び
労
働
力
の
性
質
に
応
ず
る
職
業
補
導
を
充
実
す
る
こ
と
。

二

労
働
力
の
可
動
性
の
増
進

労
働
力
の
移
動
性
を
喚
起
す
る
た
め
、
労
働
市
場
情
報
の
提
供
を
広
範
に
す
る
と
と
も
に
、
移
動
に

際
し
て
の
支
障
（
住
宅
・
移
転
料
等
）
の
軽
減
を
は
か
る
こ
と
。

三

労
働
市
場
の
近
代
化
の
促
進

労
働
市
場
対
策
を
効
果
あ
ら
し
め
、
潜
在
的
失
業
の
増
大
を
防
ぎ
労
働
市
場
を
近
代
化
す
る
た
め
、

最
低
賃
金
制
、
家
内
労
働
法
等
の
す
み
や
か
な
確
立
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

第第
四四

関関
連連
諸諸
政政
策策

以
上
の
諸
政
策
の
ほ
か
、
労
働
力
人
口
の
割
合
が
著
し
く
高
い
わ
が
国
に
あ
つ
て
は
、
労
働
力
人
口

の
増
減
に
強
い
影
響
を
も
つ
次
の
如
き
諸
施
策
を
並
行
し
て
行
う
必
要
が
あ
る
。

一

社
会
保
障
対
策

１

統
一
的
な
年
金
制
度
を
確
立
し
、
老
齢
労
働
力
人
口
の
引
退
を
容
易
に
す
る
こ
と

２

生
活
保
護
制
度
の
拡
充
強
化
に
よ
り
、
母
子
の
無
理
な
労
働
力
化
を
防
止
す
る
こ
と

３

傷
病
者
の
や
む
を
え
ざ
る
就
業
化
を
防
ぐ
た
め
、
傷
病
手
当
制
度
を
拡
充
し
現
就
業
者
の
労
働

負
担
を
軽
減
す
ろ
こ
と

二

人

口

対

策

家
族
計
画
の
普
及
に
よ
り
、
就
業
人
口
の
扶
養
負
担
の
軽
減
を
は
か
る
こ
と

三

移

民

対

策

国
際
的
協
調
の
上
に
た
ち
、
移
民
を
大
量
に
送
出
し
得
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
移
民
の
養

成
、
送
出
、
受
入
機
関
の
設
置
、
資
金
の
貸
付
等
に
特
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
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結

び

以
上
本
答
申
で
述
べ
た
諸
政
策
の
実
施
に
際
し
て
は
、
相
当
の
資
金
・
資
本
の
支
出
を
必
要
と
し
、

そ
れ
が
イ
ン
フ
レ
要
因
を
強
く
含
む
こ
と
を
常
に
念
頭
に
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
貨
幣
価
値
を
堅
持
し
、

資
本
の
蓄
積
を
は
か
る
た
め
、
不
生
産
的
需
要
の
拡
大
防
止
策
と
し
て
奢
侈
的
消
費
財
の
生
産
並
に
輸

入
の
抑
制
、
税
制
の
改
正
等
の
施
策
を
実
行
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
雇
用
・
失
業
の
問
題
は
、
労
使
関
係
の
如
何
に
、
深
い
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認

識
し
、
同
問
題
解
決
の
方
策
に
つ
い
て
広
く
国
民
の
納
得
を
求
め
、
そ
の
協
力
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

『
年
鑑
』

昭
和
三
〇
年
五
月
二
四
日

〔
二
─
六
八
〕
閣
議
決
定

石石
炭炭
鉱鉱
業業
のの
合合
理理
化化
にに
伴伴
うう
失失
業業
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

一
、
石
炭
鉱
業
合
理
化
臨
時
措
置
法
の
実
施
に
伴
い
、
五
年
間
に
多
数
の
離
職
者
の
発
生
が
予
想
さ
れ

る
の
で
、
そ
の
実
情
に
応
じ
こ
れ
に
対
処
す
る
た
め
、
政
府
に
お
い
て
次
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。

㈠
、
炭
鉱
地
帯
に
お
い
て
各
種
の
建
設
的
事
業
（
河
川
改
修
事
業
、
道
路
事
業
、
水
道
事
業
、
鉄
道

建
設
、
改
良
事
業
）
等
を
実
施
し
、
こ
れ
に
離
職
者
の
積
極
的
な
配
置
転
換
を
図
る
こ
と
。

㈡
、
住
宅
建
設
、
電
源
開
発
等
の
事
業
に
計
両
的
に
配
置
転
換
を
行
な
う
こ
と
と
し
、
必
要
な
職
業

補
導
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
。

㈢
、
製
塩
事
業
そ
の
他
炭
鉱
離
職
者
の
吸
収
に
適
切
な
事
業
を
育
成
助
長
す
る
こ
と
。

二
、
右
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
、
所
要
の
資
金
的
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

三
、
右
の
措
置
の
外
、
炭
鉱
地
帯
に
お
け
る
失
業
の
現
状
に
か
ん
が
み
、
従
来
の
鉱
害
復
旧
事
業
、
失

業
対
策
事
業
等
を
炭
鉱
地
帯
に
お
い
て
重
点
的
か

つ
計
画
的
に
実
施
し
、
失
業
者
の
吸
収
に
万
全

を
期
す
る
も
の
と
す
る
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
〇
年
八
月
五
日

〔
二
─
六
九
〕
閣
議
了
解

特特
需需
等等
対対
策策
連連
絡絡
会会
議議
のの
設設
置置
にに
つつ
いい
てて

一
、
特
需
等
の
問
題
に
つ
い
て
、
関
係
各
行
政
機
関
が
そ
の
対
策
を
連
絡
協
議
す
る
た
め
、
臨
時
に
内

閣
に
特
需
等
対
策
連
絡
会
議
（
以
下
「
連
絡
会
議
」
と
い
う
。）
を
置
く
。

二
、
連
絡
会
議
は
法
令
に
基
く
機
関
で
な
く
、
閣
議
了
解
に
基
く
事
実
上
の
機
関
と
す
る
。

三
、
連
絡
会
議
は
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
連
絡
協
議
す
る
。

１

特
需
の
調
達
方
式
に
関
す
る
事
項

２

特
需
の
減
少
に
伴
う
問
題
に
関
す
る
事
項

３

駐
留
軍
及
び
国
連
軍
の
引
揚
に
伴
う
問
題
に
関
す
る
事
項

４

そ
の
他
前
各
号
に
類
す
る
問
題
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
事
項

四
、
連
絡
会
議
の
議
長
は
、
内
閣
官
房
副
長
官
の
う
ち
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
が
指
名
す
る
。

五
、
連
絡
会
議
の
構
成
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は
、
関
係
各
行
政
機
関
（
調
達
庁
、
防
衛
庁
、
経
済
企
画
庁
、
外
務
省
、
大

蔵
省
、
通
商
産
業
省
、
労
働
省
等
）
の
職
員
の
う
ち
か
ら
議
長
が
委
嘱
す
る
。

六
、
連
絡
会
議
の
庶
務
は
、
内
閣
総
理
大
臣
官
房
審
議
室
に
お
い
て
処
理
す
る
。

七
、
前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
外
、
連
絡
会
議
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
議
長
が
定
め
る
。

八
、
連
絡
会
議
の
存
続
期
間
は
差
当
り
六
ヵ
月
と
す
る
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
〇
年
一
二
月
二
三
日

〔
二
─
七
〇
〕
閣
議
決
定

経経
済済
自自
立立
五五
ヶヶ
年年
計計
画画
（
抄
）

ま

え

が

き

経
済
の
自
立
を
達
成
し
、
且
つ
増
大
す
る
労
働
力
人
口
に
充
分
な
雇
用
の
機
会
を
与
え
る
と
い
う
こ

と
は
、
今
日
わ
が
国
経
済
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
経
済
の
安
定
を
維
持
し
つ
つ
こ

の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
総
合
的
、
且
つ
、
長
期
に
わ
た
る
針
画
を
樹
立
し
、
個
人
及
び
企
業

の
創
意
を
基
調
と
し
た
経
済
体
側
の
も
と
で
、
必
要
な
限
度
に
お
い
て
規
制
を
行
う
こ
と
と
し
、
国
民

全
般
の
協
力
を
得
て
計
画
の
目
標
に
対
し
一
歩
一
歩
着
実
に
前
進
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
た
め
、
昭
和
三
五
年
度
を
目
標
年
次
と
し
て
、
昭
和
三
一
年
度
以
降
五
ヵ
年
間
に
わ
た
る
経
済

自
立
五
ヵ
年
叶
画
を
策
定
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
日
本
経
済
に
お
け
る
諸
問
題
の
う
ち
こ
の
計
画
期
間
中
に
は
完
企
な
解
決
を
期
待
で

き
な
い
問
題
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
よ
り
長
期
的
な
観
点
に
立
っ
て
方
策
を
講
ず
る
も
の

と
す
る
。
ま
た
、
計
両
の
目
標
数
字
は
必
ず
し
も
固
定
的
な
も
の
と
は
考
え
ず
、
そ
の
時
時
に
お
け
る

経
済
情
勢
に
即
応
し
つ
つ
弾
力
的
な
運
用
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

目

標

安
定
経
済
を
基
調
と
し
て
自
立
と
完
全
雇
用
の
達
成
を
図
る
。
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は
な
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。
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世
界
の
生
産
お
よ
び
貿
易
は
漸
次
上
昇
を
み
る
も
の
と
す
る
。

３

貿
易
制
限
は
次
第
に
緩
和
す
る
が
、
通
貨
の
自
由
交
換
性
の
回
復
は
完
全
な
形
で
は
期
待
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れ
な

い
。
ま
た
、
世
界
の
輸
出
競
争
は
激
化
す
る
も
の
と
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る
。

４

ガ
ッ
ト
加
入
の
影
響
で
わ
が
国
に
対
す
る
関
税
の
引
下
げ
も
相
当
進
捗
す
る
も
の
と
す
る
が
、
各

国
の
自
国
産
業
保
護
の
政
策
は
依
然
と
し
て
相
当
強
い
も
の
と
す
る
。

５

賠
償
交
渉
は
計
画
期
間
の
前
期
に
お
い
て
向
れ
も
解
決
し
、
且
つ
、
東
南
ア
ジ
ア
に
対
す
る
先
進

諸
国
の
援
助
を
も
想
定
し
同
地
域
と
の
貿
易
は
活
発
化
す
る
も
の
と
す
る
。

６

中
共
及
び
ソ
連
と
の
貿
易
に
関
し
て
は
漸
次
政
治
的
制
限
は
緩
和
さ
れ
れ
、
経
済
面
に
お
け
る
わ

が
国
と
の
関
係
も
改
善
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

７

特
需
収
入
は
計
画
の
最
終
年
次
に
お
い
て
期
待
し
な
い
も
の
と
す
る
。

８

現
行
の
為
替
レ
ー
ト
の
変
更
は
な
い
も
の
と
す
る
。

９

物
価
に
つ
い
て
は
極
力
引
下
げ
の
方
針
が
と
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

第
一
部

計
画
の
内
容
（
略
）

第
二
部

計
画
達
成
の
た
め
に
必
要
な
施
策

こ
の
計
画
は
、
経
済
の
自
立
と
完
全
雇
用
の
達
成
を
目
標
と
し
て
策
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
計
画
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
は
、
各
部
門
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
諸
施
策
を
単
に
個
別
的
に
実
施
し

て
ゆ
く
の
で
な
く
、
相
互
に
有
機
的
な
関
連
を
も
た
せ
、
総
合
的
に
実
施
し
て
ゆ
く
こ
と
が
肝
要
で
あ

る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
の
施
策
は
、
わ
が
国
の
経
済
力
な
り
、
財
政
力
な
り
に
応
ず
る
と
と
も
に
、
内

外
経
済
情
勢
の
推
移
に
適
応
す
る
よ
う
弾
力
的
に
実
施
し
て
ゆ
く
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
計
画
を
達
成
す
る
た
め
の
施
策
を
実
施
し
て
ゆ
く
に
あ
た
っ
て
は
、
考
え
方
と
し
て
は
、
お
お

む
ね
計
画
の
前
期
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
経
済
の
基
盤
の
強
化
を
図
る
た
め
、
経
済
の
正
常
化
の
促
進

と
産
業
基
盤
の
育
成
に
施
策
の
重
点
を
置
き
、
計
画
の
後
期
に
お
い
て
は
、
そ
の
上
に
立
っ
た
経
済
規

模
の
拡
大
と
そ
れ
に
よ
る
雇
用
機
会
の
増
大
を
図
る
た
め
の
施
策
に
重
点
を
置
い
て
ゆ
く
こ
と
と
す

る
。す

な
わ
ち
、
財
政
金
融
の
面
に
お
い
て
は
、
計
画
期
間
中
を
通
じ
、
財
政
の
均
衡
を
堅
持
し
、
通
貨

価
値
の
安
定
を
維
持
す
る
こ
と
を
絶
対
の
要
件
と
す
る
が
、
特
に
前
期
に
お
い
て
は
、
財
政
の
運
用
に

あ
た
っ
て
国
、
地
方
を
通
じ
、
そ
の
効
率
的
使
用
と
特
に
消
費
的
支
出
の
抑
制
に
努
め
る
と
と
も
に
、

財
政
投
融
資
の
重
点
化
を
図
る
も
の
と
し
、
現
在
の
金
融
の
正
常
化
傾
向
を
一
層
促
進
す
る
と
と
も
に
、

企
業
の
資
本
構
成
の
是
正
の
促
進
を
図
り
、
経
済
規
模
の
拡
大
の
た
め
の
素
地
を
完
成
し
、
そ
の
上
に

立
っ
て
主
と
し
て
計
画
の
後
期
に
お
い
て
経
済
規
模
の
拡
大
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
経

済
規
模
の
拡
大
は
、
輸
出
の
増
大
を
軸
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
こ
の
計
画
は
、
計
画
規
模
の
拡
大
に
よ
っ
て
雇
用
の
増
大
を
期
待
し
て
い
る
が
、
増
加
す
る

労
働
力
人
口
に
充
分
な
就
業
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
特
に
計
画
の
前
期
に
お
い
て
著

し
い
。
従
っ
て
上
述
の
諸
政
策
と
併
行
し
て
、
計
両
期
間
中
を
通
じ
て
、
増
勢
に
応
じ
雇
用
の
吸
収
を

考
慮
し
た
公
共
事
業
の
実
施
、
社
会
保
障
の
強
化
等
の
施
策
を
講
じ
、
こ
の
面
よ
り
雇
用
の
改
善
を
図

る
必
要
が
あ
る
が
、
特
に
雇
用
の
吸
収
度
の
高
い
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
、
強
力
な
施
策
を
講
じ
て
そ

の
助
長
と
育
成
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
面
産
業
基
盤
の
確
立
に
資
す
る
と
と
も
に
、
他
面
雇
用
問
題

の
改
善
を
図
っ
て
ゆ
く
も
の
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
計
画
を
達
成
す
る
た
め
の
基
本
的
施
策
を
述
べ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

⑴

産
業
基
盤
の
強
化

貿
易
の
振
興
に
よ
っ
て
経
済
自
立
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
わ
が
国
の
産
業
基
盤
の
強
化
を
図
り
、

産
業
の
国
際
競
争
力
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
に
は
設
備
の
合
理
化
、
技
術
の
向
上
を

図
っ
て
コ
ス
ト
の
低
下
に
努
め
る
と
と
も
に
、
経
営
の
健
全
化
、
労
働
能
率
の
向
上
お
よ
び
経
営
の

科
学
的
管
理
方
式
の
普
及
に
よ
っ
て
生
産
性
を
高
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
個

々
の
企
業
の
合
理
化
に
止
ま
ら
ず
、
産
業
の
合
理
的
な
再
編
成
の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
産
業
立

地
条
件
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
産
業
基
盤
の
強
化
の
た
め
に
は
、
所
要
の
資
金
が
適
時
、
適
切
に
投
入
さ
れ
る
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
の
で
、
設
備
資
金
を
確
保
す
る
た
め
の
、
投
資
を
合
理
的
に
調
整
す
る
た
め
の
態
勢

を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
資
金
の
調
達
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
民
間
資
金
の
動
員
に
期
待
す
る
こ
と
と
し
、
金
融
の

正
常
化
の
促
進
と
併
行
し
て
企
業
の
資
本
構
成
の
是
正
と
内
部
留
保
の
促
進
の
た
め
の
諸
方
策
を
強

力
に
推
進
す
る
こ
と
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
他
面
資
金
の
運
用
が
長
期
に
わ
た
り
、
且
つ
、
国

民
経
済
的
に
重
要
で
あ
る
が
当
面
市
中
金
融
ベ
ー
ス
に
乗
ら
な
い
産
業
お
よ
び
金
利
負
担
を
軽
減
す

る
こ
と
が
特
に
必
要
な
産
業
に
つ
い
て
は
、
財
政
投
融
資
に
よ
っ
て
そ
の
資
金
を
確
保
す
る
必
要
が

あ
る
。

⑵

貿
易
の
振
興
（
編
注
：
中
略
）

⑶

国
内
自
給
度
の
向
上
と
外
貨
負
担
の
軽
減
（
編
注
：
中
略
）

⑷

国
土
の
保
全
と
開
発
の
促
進
（
編
注
：
中
略
）

⑸

科
学
技
術
の
振
興
（
編
注
：
中
略
）
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の
金
融
の
正
常
化
傾
向
を
一
層
促
進
す
る
と
と
も
に
、

企
業
の
資
本
構
成
の
是
正
の
促
進
を
図
り
、
経
済
規
模
の
拡
大
の
た
め
の
素
地
を
完
成
し
、
そ
の
上
に

立
っ
て
主
と
し
て
計
画
の
後
期
に
お
い
て
経
済
規
模
の
拡
大
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
、
経

済
規
模
の
拡
大
は
、
輸
出
の
増
大
を
軸
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

さ
ら
に
こ
の
計
画
は
、
計
画
規
模
の
拡
大
に
よ
っ
て
雇
用
の
増
大
を
期
待
し
て
い
る
が
、
増
加
す
る

労
働
力
人
口
に
充
分
な
就
業
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
特
に
計
画
の
前
期
に
お
い
て
著

し
い
。
従
っ
て
上
述
の
諸
政
策
と
併
行
し
て
、
計
両
期
間
中
を
通
じ
て
、
増
勢
に
応
じ
雇
用
の
吸
収
を

考
慮
し
た
公
共
事
業
の
実
施
、
社
会
保
障
の
強
化
等
の
施
策
を
講
じ
、
こ
の
面
よ
り
雇
用
の
改
善
を
図

る
必
要
が
あ
る
が
、
特
に
雇
用
の
吸
収
度
の
高
い
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
、
強
力
な
施
策
を
講
じ
て
そ

の
助
長
と
育
成
を
図
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
面
産
業
基
盤
の
確
立
に
資
す
る
と
と
も
に
、
他
面
雇
用
問
題

の
改
善
を
図
っ
て
ゆ
く
も
の
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
計
画
を
達
成
す
る
た
め
の
基
本
的
施
策
を
述
べ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

⑴

産
業
基
盤
の
強
化

貿
易
の
振
興
に
よ
っ
て
経
済
自
立
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
わ
が
国
の
産
業
基
盤
の
強
化
を
図
り
、

産
業
の
国
際
競
争
力
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
た
め
に
は
設
備
の
合
理
化
、
技
術
の
向
上
を

図
っ
て
コ
ス
ト
の
低
下
に
努
め
る
と
と
も
に
、
経
営
の
健
全
化
、
労
働
能
率
の
向
上
お
よ
び
経
営
の

科
学
的
管
理
方
式
の
普
及
に
よ
っ
て
生
産
性
を
高
め
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
個

々
の
企
業
の
合
理
化
に
止
ま
ら
ず
、
産
業
の
合
理
的
な
再
編
成
の
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
産
業
立

地
条
件
の
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
産
業
基
盤
の
強
化
の
た
め
に
は
、
所
要
の
資
金
が
適
時
、
適
切
に
投
入
さ
れ
る
こ
と

が
肝
要
で
あ
る
の
で
、
設
備
資
金
を
確
保
す
る
た
め
の
、
投
資
を
合
理
的
に
調
整
す
る
た
め
の
態
勢

を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
資
金
の
調
達
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
民
間
資
金
の
動
員
に
期
待
す
る
こ
と
と
し
、
金
融
の

正
常
化
の
促
進
と
併
行
し
て
企
業
の
資
本
構
成
の
是
正
と
内
部
留
保
の
促
進
の
た
め
の
諸
方
策
を
強

力
に
推
進
す
る
こ
と
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
が
、
他
面
資
金
の
運
用
が
長
期
に
わ
た
り
、
且
つ
、
国

民
経
済
的
に
重
要
で
あ
る
が
当
面
市
中
金
融
ベ
ー
ス
に
乗
ら
な
い
産
業
お
よ
び
金
利
負
担
を
軽
減
す

る
こ
と
が
特
に
必
要
な
産
業
に
つ
い
て
は
、
財
政
投
融
資
に
よ
っ
て
そ
の
資
金
を
確
保
す
る
必
要
が

あ
る
。

⑵

貿
易
の
振
興
（
編
注
：
中
略
）

⑶

国
内
自
給
度
の
向
上
と
外
貨
負
担
の
軽
減
（
編
注
：
中
略
）

⑷

国
土
の
保
全
と
開
発
の
促
進
（
編
注
：
中
略
）

⑸

科
学
技
術
の
振
興
（
編
注
：
中
略
）
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⑹

中
小
企
業
の
育
成

中
小
企
業
が
わ
が
国
経
済
な
か
ん
ず
く
輸
出
お
よ
び
雇
用
に
占
め
る
重
要
な
位
地
に
鑑
み
、
新
ら

し
い
認
識
に
立
っ
て
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
、
中
小
企
業
安
定
法
の
有
効
、
適
切
な
運
用
に
よ

り
そ
の
組
織
化
、
安
定
化
を
強
力
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
税
負
担
の
調
整
、
財
政
投
融
資
を
含
む

金
融
の
改
善
、
円
滑
化
に
努
め
、
中
小
企
業
の
育
成
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
不
当
な
し
わ
よ
せ
が

生
じ
な
い
よ
う
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
大
企
業
と
中
小
企
業
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
の
総
合

的
調
和
の
維
持
と
生
産
品
種
の
専
門
化
を
顧
慮
し
つ
つ
、
業
種
別
中
小
企
業
対
策
の
確
立
に
努
め
る

も
の
と
す
る
。
な
お
、
独
占
禁
止
法
の
取
扱
運
用
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
に
対
し
悪
影
響
を
生
じ

な
い
よ
う
充
分
配
慮
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

以
上
の
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、
国
、
地
方
の
中
小
企
業
指
導
機
関
の
拡
充
強
化
に
努

め
、
且
つ
、
中
小
企
業
の
実
態
を
適
確
に
把
握
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

⑺

雇
用
の
増
大
及
び
社
会
保
障
の
充
実

こ
の
計
画
は
、
増
加
す
る
労
働
力
人
口
に
で
き
る
限
り
多
く
の
就
業
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
目

標
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
た
め
に
は
、
経
済
規
模
特
に
鉱
工
業
部
門
の
生
産
規
模
を
極
力
拡
大
し

て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
産
業
、
新
技
術
に
つ
い
て
も
、
こ
の
見
地
か
ら
の
重
要
性
を
認
識

す
る
必
要
が
あ
る
。

経
済
規
模
の
拡
大
に
よ
っ
て
な
お
吸
収
で
き
な
い
労
働
力
人
口
に
つ
い
て
は
、
公
共
事
業
の
計
画

的
施
行
と
失
業
対
策
事
業
の
強
化
に
よ
っ
て
雇
用
の
吸
収
を
図
る
ほ
か
社
会
保
障
政
策
も
あ
わ
せ
て

講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

⑻

健
全
財
政
の
堅
持
と
金
融
の
正
常
化
（
編
注
：
中
略
）

⑼

物
価
の
安
定
（
編
注
：
中
略
）

⑽

国
民
生
活
の
安
定
と
消
費
の
節
（
編
注
：
中
略
）

以
上
こ
の
計
画
を
達
成
す
る
た
め
の
基
本
的
施
策
を
述
べ
た
が
、
以
下
部
門
別
の
施
策
を
述
べ
れ

ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

１

鉱

工

業
（
編
注
：
中
略
）

２

農
林
水
産
業
（
編
注
：
中
略
）

３

貿

易
（
編
注
：
中
略
）

４

交

通

通

信
（
編
注
：
中
略
）

５

公

共

事

業

⑴

公
共
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
総
合
的
な
計
画
を
樹
立
し
、
経
済
効
果
、
雇
用
効
果
を
充

分
考
慮
し
て
、
各
事
業
間
の
調
整
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
重
要
な
鉱
工
業
地
帯
総
合
開
発
地

域
等
に
つ
い
て
は
、
充
分
総
合
調
整
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

⑵

事
業
の
合
理
的
な
経
済
効
果
測
定
方
式
を
確
立
し
て
こ
れ
が
実
施
を
図
り
、
ま
た
、
あ
ら
か
じ

め
完
全
な
実
地
調
査
を
行
い
事
業
実
施
の
適
正
を
図
る
も
の
と
す
る
。

⑶

事
業
を
計
画
的
、
且
つ
効
率
的
に
実
施
す
る
た
め
、
継
続
費
制
度
を
活
用
す
る
と
と
も
に
、
前

期
に
お
い
て
は
努
め
て
新
規
着
工
を
避
け
、
継
続
事
業
の
早
期
完
成
を
図
る
も
の
と
す
る
。

⑷

各
事
業
毎
に
合
理
的
な
標
準
事
業
規
模
を
定
め
、
国
費
に
よ
る
補
助
事
業
の
効
率
化
を
図
る
も

の
と
す
る
。

⑸

建
設
工
事
の
能
率
を
向
上
す
る
た
め
、
建
設
工
事
の
機
械
化
並
び
に
入
札
制
度
の
改
善
等
、
建

設
業
の
合
理
化
を
積
極
的
に
推
進
す
る
も
の
と
す
る
。

６

住

宅

建

設

住
宅
建
設
に
あ
た
っ
て
は
、
住
宅
投
資
の
拡
大
を
促
進
す
る
た
め
有
効
な
措
置
を
講
ず
る
必
用
が
あ

る
。
ま
た
、
住
宅
建
設
に
伴
う
用
地
問
題
は
年
々
深
刻
と
な
る
傾
向
に
あ
る
が
、
こ
れ
が
対
策
と
し
て

都
市
計
画
的
観
点
の
も
と
に
新
し
い
住
宅
団
地
の
開
発
を
行
う
と
と
も
に
、
市
街
地
の
住
宅
の
高
度
利

用
を
推
進
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
低
廉
な
不
燃
耐
火
住
宅
を
大
量

に
供
給
す
る
た
め
、
建
築
技
術
の
向
上
、
低
廉
な
建
築
資
材
の
確
保
等
に
つ
い
て
の
対
策
が
必
要
で
あ

る
。

７

民

生

雇

用

⑴

雇
用
対
策
の
強
化

こ
の
計
画
は
、
経
済
基
盤
を
拡
大
し
て
雇
用
の
改
善
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
経

済
規
模
の
拡
大
に
よ
っ
て
も
吸
収
し
得
な
い
労
働
力
人
口
に
対
し
て
は
、
計
画
期
間
中
過
渡
的
に
公

共
事
業
、
失
業
対
策
事
業
を
強
化
し
て
雇
用
の
吸
収
を
図
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら

の
事
業
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
機
動
的
、
組
織
的
に
こ
れ
を
行
う
と
と
も
に
、
失
業
対
策
事
業
に

つ
い
て
は
、
極
力
経
済
効
果
の
向
上
を
図
る
も
の
と
す
る
。

⑵

中
小
企
業
の
強
化
に
よ
る
雇
用
の
吸
収

中
小
企
業
の
雇
用
に
占
め
る
地
位
の
重
要
性
に
鑑
み
、
中
小
企
業
の
強
化
、
育
成
に
努
め
、
こ
の

部
門
に
お
け
る
健
全
な
雇
用
の
増
大
を
可
能
な
ら
し
め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
中
小
企
業
労
働
者

に
対
す
る
労
働
お
よ
び
福
祉
対
策
に
つ
い
て
も
積
極
的
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

⑶

労
働
市
場
の
合
理
化
と
雇
用
の
質
的
向
上

労
働
力
の
需
要
と
供
給
の
合
理
的
結
合
の
促
進
に
は
不
断
に
充
分
の
努
力
を
払
い
、
求
人
充
足
率

の
向
上
に
よ
る
就
業
機
会
の
増
大
に
資
す
る
た
め
、
職
業
紹
介
、
職
業
補
導
、
職
業
教
育
の
整
備
拡

充
等
を
行
い
、
も
っ
て
労
働
市
場
の
合
理
化
と
求
職
者
の
職
業
適
性
の
向
上
、
技
能
化
の
促
進
を
図

る
べ
き
で
あ
る
。
特
に
新
規
学
校
卒
業
者
の
就
業
対
策
に
つ
い
て
は
万
全
を
期
す
る
と
と
も
に
、
根

本
的
に
は
現
行
教
育
制
度
に
再
検
討
を
加
え
え
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
。
停
年
制
の
合
理
化
、
特
別
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の
低
賃
金
産
業
に
お
け
る
最
低
賃
金
制
並
び
に
家
内
労
働
者
の
保
護
措
置
を
検
討
す
る
も
の
と
す

る
。

⑷

社
会
保
障
の
強
化

今
後
な
お
相
当
数
の
低
所
得
な
い
し
要
生
活
保
護
階
層
の
残
存
が
予
想
さ
れ
る
点
に
鑑
み
、
適
用

範
囲
の
拡
大
等
社
会
保
険
の
充
実
強
化
、
生
活
保
護
、
児
童
福
祉
等
公
的
扶
助
の
強
化
、
住
宅
政
策

の
強
力
な
展
開
、
国
民
医
療
の
充
実
そ
の
他
保
険
衛
生
対
策
の
強
化
等
社
会
保
障
政
策
の
一
層
の
進

展
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

⑸

家
族
計
画
の
普
及
徹
底

家
族
計
画
の
普
及
徹
底
を
図
り
、
長
期
的
に
は
将
来
に
お
い
て
増
大
す
る
人
口
の
圧
迫
を
緩
和
す

る
と
と
も
に
、
短
期
的
に
は
増
加
す
べ
き
家
計
負
担
の
軽
減
に
よ
る
非
労
働
力
人
口
の
労
働
力
化
を

阻
止
す
る
効
果
に
期
待
す
る
も
の
と
す
る
。

⑹

移

民

移
民
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
農
業
移
民
の
み
な
ら
ず
わ
が
国
の
技
術
、
資
本
等
の
海
外
移
出

に
併
行
す
る
い
わ
ゆ
る
企
業
移
民
を
も
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
輸
出
の
振
興
お
よ
び
国
内
の
雇
用
問

題
の
解
決
に
も
積
極
的
に
貢
献
す
る
こ
と
を
期
待
す
べ
き
で
あ
る
。

８

財

政

金

融
（
編
注

以
下
略
）

『
年
鑑
』

昭
和
三
一
年
一
月
一
二
日

〔
二
─
七
一
〕
中
央
青
少
年
問
題
協
議
会
要
望

定定
時時
制制
高高
等等
学学
校校
にに
学学
ぶぶ
働働
くく
青青
少少
年年
のの
教教
育育
保保
護護
福福
祉祉
対対
策策
要要
綱綱
（（
抄抄
））

年
々
中
学
校
を
卒
業
し
て
何
ら
か
の
職
業
に
従
事
す
る
青
少
年
の
数
は
、
百
数
十
万
人
の
卒
業
者
の

半
数
に
近
い
。
こ
れ
ら
多
く
の
青
少
年
の
中
に
は
、
働
き
な
が
ら
学
び
た
い
意
欲
を
強
く
も
っ
て
い
る

者
が
少
く
な
い
。
こ
れ
ら
に
応
え
る
た
め
の
教
育
の
機
会
は
、
現
在
、
高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
、

高
等
学
校
の
通
信
教
育
、
社
会
教
育
の
一
環
と
し
て
の
青
年
学
級
、
技
能
者
養
成
施
設
、
事
業
場
附
属

の
教
育
施
設
等
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
質
的
に
は
、
な
お
幾
多
の
問
題
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
、
抜
本
的
恒
久
的
な
施
策
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
が
、
比
較
的

多
数
を
収
容
し
て
い
る
定
時
制
高
等
学
校
に
学
ぶ
働
く
青
少
年
の
教
育
、
保
護
福
祉
対
策
と
し
て
当
面

左
記
事
項
に
つ
い
て
の
早
期
実
現
が
要
望
さ
れ
る
。

記

一
、
運
営
に
つ
い
て
（
略
）

二
、
施
設
設
備
に
つ
い
て
（
略
）

三
、
保
護
福
祉
に
つ
い
て
（
略
）

四
、
広
報
活
動
に
つ
い
て
（
略
）

五
、
そ
の
他

１

財
政
措
置
（
略
）

２

総
合
計
画
の
樹
立
（
略
）

３

運
営
に
つ
い
て
の
改
善
（
略
）

４

他
の
教
育
施
設
、
機
関
と
の
連
け
い

他
の
教
育
施
設
、
機
関
に
あ
る
者
（
高
等
学
校
通
信
教
育
に
在
籍
し
て
い
る
者
、
大
学
入
学
資

格
検
定
の
受
験
者
、
青
年
学
級
の
学
級
生
、
自
衛
隊
員
、
技
能
者
養
成
施
設
の
養
成
工
、
看
護
婦

養
成
所
の
生
徒
、
職
業
安
定
所
の
入
所
者
等
）
で
、
定
時
制
高
等
学
校
に
在
籍
す
る
者
の
数
が
増

加
す
る
傾
向
に
か
ん
が
み
、
機
関
と
の
協
力
を
緊
密
に
す
る
こ
と
。
（
文
部
省
、
防
衛
庁
、
労
働

省
、
厚
生
省
）

（
注
）

⑴

中
学
校
卒
業
者
の
進
学
等

昭
和
三
十
年
三
月
の
中
学
校
卒
業
者
総
数
は
、
約
一
、
六
九
六
、
〇
〇
〇
人
（
一
〇
〇
％
）

で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
全
日
制
高
等
学
校
へ
の
入
学
者
は
約
七
二
五
、
〇
〇
〇
人
（
四
二
・
七

％
）
、
定
時
制
高
等
学
校
へ
の
入
学
は
一
六
五
、
〇
〇
〇
人
（
九
・
八
％
）
で
あ
る
。
高
等
学

校
の
通
信
教
育
へ
の
入
学
者
は
、
約
二
〇
、
〇
〇
〇
人
（
一
・
二
％
）
と
見
込
ま
れ
る
。

中
学
校
卒
業
者
の
う
ち
約
七
八
六
、
〇
〇
〇
人
（
四
六
・
三
％
）
は
青
年
学
級
、
技
能
者
養

成
施
設
、
各
種
学
校
等
に
進
む
者
を
除
く
ほ
か
多
数
の
者
が
教
育
を
受
け
ら
れ
な
い
現
状
で
あ

る
。

⑵

高
等
学
校
及
び
他
の
教
育
施
設
の
学
校
数
、
学
校
施
設
数
、
生
徒
数
等

昭
和
三
十
年
度
の
学
校
基
本
調
査
に
よ
れ
ば
、
高
等
学
校
に
つ
い
て
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
学
校
数
）

（
生
徒
数
）

（
備
考
）

全
日
制
高
等
学
校

二
、
九
一
六

校

二
、
〇
五
〇
、
二
八
六

人

修
業
年
限
三
年

定
時
制
高
等
学
校

三
一
八
八

校

五
四
一
、
五
九
六

人

修
業
年
限
四
年
以
上

夜

間

三
七
六
、
七
一
〇

人

昼

問

一
五
三
、
八
六
一

人

昼
夜
間

一
一
、
〇
二
五

人

高
等
学
校
通
信
教
育

七
〇

校

五
二
、
一
〇
三

人

修
業
年
限
四
年
以
上

な
お
、
他
の
施
設
等
に
つ
い
て
は
、

青
年
学
級

一
六
、
一
五
九

学
級

一
、
〇
六
〇
、
〇
〇
〇

人
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の
低
賃
金
産
業
に
お
け
る
最
低
賃
金
制
並
び
に
家
内
労
働
者
の
保
護
措
置
を
検
討
す
る
も
の
と
す

る
。

⑷

社
会
保
障
の
強
化

今
後
な
お
相
当
数
の
低
所
得
な
い
し
要
生
活
保
護
階
層
の
残
存
が
予
想
さ
れ
る
点
に
鑑
み
、
適
用

範
囲
の
拡
大
等
社
会
保
険
の
充
実
強
化
、
生
活
保
護
、
児
童
福
祉
等
公
的
扶
助
の
強
化
、
住
宅
政
策

の
強
力
な
展
開
、
国
民
医
療
の
充
実
そ
の
他
保
険
衛
生
対
策
の
強
化
等
社
会
保
障
政
策
の
一
層
の
進

展
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

⑸

家
族
計
画
の
普
及
徹
底

家
族
計
画
の
普
及
徹
底
を
図
り
、
長
期
的
に
は
将
来
に
お
い
て
増
大
す
る
人
口
の
圧
迫
を
緩
和
す

る
と
と
も
に
、
短
期
的
に
は
増
加
す
べ
き
家
計
負
担
の
軽
減
に
よ
る
非
労
働
力
人
口
の
労
働
力
化
を

阻
止
す
る
効
果
に
期
待
す
る
も
の
と
す
る
。

⑹

移

民

移
民
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
の
農
業
移
民
の
み
な
ら
ず
わ
が
国
の
技
術
、
資
本
等
の
海
外
移
出

に
併
行
す
る
い
わ
ゆ
る
企
業
移
民
を
も
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
輸
出
の
振
興
お
よ
び
国
内
の
雇
用
問

題
の
解
決
に
も
積
極
的
に
貢
献
す
る
こ
と
を
期
待
す
べ
き
で
あ
る
。

８

財

政

金

融
（
編
注

以
下
略
）

『
年
鑑
』

昭
和
三
一
年
一
月
一
二
日

〔
二
─
七
一
〕
中
央
青
少
年
問
題
協
議
会
要
望

定定
時時
制制
高高
等等
学学
校校
にに
学学
ぶぶ
働働
くく
青青
少少
年年
のの
教教
育育
保保
護護
福福
祉祉
対対
策策
要要
綱綱
（（
抄抄
））

年
々
中
学
校
を
卒
業
し
て
何
ら
か
の
職
業
に
従
事
す
る
青
少
年
の
数
は
、
百
数
十
万
人
の
卒
業
者
の

半
数
に
近
い
。
こ
れ
ら
多
く
の
青
少
年
の
中
に
は
、
働
き
な
が
ら
学
び
た
い
意
欲
を
強
く
も
っ
て
い
る

者
が
少
く
な
い
。
こ
れ
ら
に
応
え
る
た
め
の
教
育
の
機
会
は
、
現
在
、
高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
、

高
等
学
校
の
通
信
教
育
、
社
会
教
育
の
一
環
と
し
て
の
青
年
学
級
、
技
能
者
養
成
施
設
、
事
業
場
附
属

の
教
育
施
設
等
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
質
的
に
は
、
な
お
幾
多
の
問
題
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
は
、
抜
本
的
恒
久
的
な
施
策
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
が
、
比
較
的

多
数
を
収
容
し
て
い
る
定
時
制
高
等
学
校
に
学
ぶ
働
く
青
少
年
の
教
育
、
保
護
福
祉
対
策
と
し
て
当
面

左
記
事
項
に
つ
い
て
の
早
期
実
現
が
要
望
さ
れ
る
。

記

一
、
運
営
に
つ
い
て
（
略
）

二
、
施
設
設
備
に
つ
い
て
（
略
）

三
、
保
護
福
祉
に
つ
い
て
（
略
）

四
、
広
報
活
動
に
つ
い
て
（
略
）

五
、
そ
の
他

１

財
政
措
置
（
略
）

２

総
合
計
画
の
樹
立
（
略
）

３

運
営
に
つ
い
て
の
改
善
（
略
）

４

他
の
教
育
施
設
、
機
関
と
の
連
け
い

他
の
教
育
施
設
、
機
関
に
あ
る
者
（
高
等
学
校
通
信
教
育
に
在
籍
し
て
い
る
者
、
大
学
入
学
資

格
検
定
の
受
験
者
、
青
年
学
級
の
学
級
生
、
自
衛
隊
員
、
技
能
者
養
成
施
設
の
養
成
工
、
看
護
婦

養
成
所
の
生
徒
、
職
業
安
定
所
の
入
所
者
等
）
で
、
定
時
制
高
等
学
校
に
在
籍
す
る
者
の
数
が
増

加
す
る
傾
向
に
か
ん
が
み
、
機
関
と
の
協
力
を
緊
密
に
す
る
こ
と
。
（
文
部
省
、
防
衛
庁
、
労
働

省
、
厚
生
省
）

（
注
）

⑴

中
学
校
卒
業
者
の
進
学
等

昭
和
三
十
年
三
月
の
中
学
校
卒
業
者
総
数
は
、
約
一
、
六
九
六
、
〇
〇
〇
人
（
一
〇
〇
％
）

で
あ
り
、
こ
の
う
ち
、
全
日
制
高
等
学
校
へ
の
入
学
者
は
約
七
二
五
、
〇
〇
〇
人
（
四
二
・
七

％
）
、
定
時
制
高
等
学
校
へ
の
入
学
は
一
六
五
、
〇
〇
〇
人
（
九
・
八
％
）
で
あ
る
。
高
等
学

校
の
通
信
教
育
へ
の
入
学
者
は
、
約
二
〇
、
〇
〇
〇
人
（
一
・
二
％
）
と
見
込
ま
れ
る
。

中
学
校
卒
業
者
の
う
ち
約
七
八
六
、
〇
〇
〇
人
（
四
六
・
三
％
）
は
青
年
学
級
、
技
能
者
養

成
施
設
、
各
種
学
校
等
に
進
む
者
を
除
く
ほ
か
多
数
の
者
が
教
育
を
受
け
ら
れ
な
い
現
状
で
あ

る
。

⑵

高
等
学
校
及
び
他
の
教
育
施
設
の
学
校
数
、
学
校
施
設
数
、
生
徒
数
等

昭
和
三
十
年
度
の
学
校
基
本
調
査
に
よ
れ
ば
、
高
等
学
校
に
つ
い
て
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
学
校
数
）

（
生
徒
数
）

（
備
考
）

全
日
制
高
等
学
校

二
、
九
一
六

校

二
、
〇
五
〇
、
二
八
六

人

修
業
年
限
三
年

定
時
制
高
等
学
校

三
一
八
八

校

五
四
一
、
五
九
六

人

修
業
年
限
四
年
以
上

夜

間

三
七
六
、
七
一
〇

人

昼

問

一
五
三
、
八
六
一

人

昼
夜
間

一
一
、
〇
二
五

人

高
等
学
校
通
信
教
育

七
〇

校

五
二
、
一
〇
三

人

修
業
年
限
四
年
以
上

な
お
、
他
の
施
設
等
に
つ
い
て
は
、

青
年
学
級

一
六
、
一
五
九

学
級

一
、
〇
六
〇
、
〇
〇
〇

人
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（
成
人
を
含
む
。
二
○
歳
以
下
は
約
七
〇
％
）

技
能
者
養
成
施
設

約
二
八
、
〇
〇
〇

所

約
六
三
、
〇
〇
〇

人

（
成
人
を
含
む
。
修
業
年
限
三－

四
年
）

事
業
所
附
属
の
各
種
学
校

二
六
〇

校

約
六
三
、
〇
〇
〇

人

事
業
所
附
属
の
私
立
定
時
制
高
等
学
校

一
八

校

約
二
、
〇
〇
〇

人

（
定
時
制
高
等
学
校
の
内
数
）

⑶

労
働
基
準
法
の
適
用
事
業
場
に
お
け
る
年
少
労
働
者
の
数
は
、
昭
和
二
十
九
年
十
二
月
末
現
在

で
約
七
四
六
、
〇
〇
〇
人
に
の
ぼ
り
、
こ
の
う
ち
、
従
業
員
一
〇
〇
人
未
満
の
事
業
所
で
働
く
青

少
年
は
約
四
九
〇
、
〇
〇
〇
人
で
総
数
の
六
六
％
に
当
る
。

『
連
繋
』

昭
和
三
一
年
二
月
三
日

〔
二
─
七
二
〕
閣
議
了
解

特特
需需
のの
減減
少少
及及
びび
駐駐
留留
軍軍
、、
国国
連連
軍軍
のの
引引
揚揚
にに
伴伴
うう
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

駐
留
班
及
び
国
連
軍
に
使
用
さ
れ
て
い
る
労
務
者
は
、
昭
和
三
〇
年
一
二
月
末
現
在
一
五
万
六
千
人

で
あ
り
、
軍
関
係
の
直
傭
労
務
者
及
び
特
需
関
係
産
業
の
労
務
者
を
加
え
る
と
約
二
二
万
人
に
上
る
と

推
計
さ
れ
る
。

し
か
る
に
駐
留
軍
の
引
揚
げ
並
び
に
特
需
の
漸
減
に
伴
っ
て
、
毎
年
大
量
の
人
員
整
理
が
、
地
域
的
、

時
期
的
に
集
中
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
こ
の
傾
向
は
、
今
後
も
益
々
強
く
な
る
も
の

と
予
測
せ
ら
れ
る
。

政
府
は
、
か
か
る
事
情
を
特
に
考
慮
し
、
一
般
失
業
対
策
に
あ
わ
せ
て
、
左
記
の
諸
対
策
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。

記

第
一

事

前

措

置

一
、
人
員
整
理
又
は
発
注
量
の
削
減
に
当
っ
て
は
、
そ
の
量
及
び
期
間
を
按
配
し
て
、
計
画
的
且
つ
漸

減
的
と
な
る
よ
う
要
望
す
る
と
と
も
に
、
整
理
又
は
削
減
予
定
の
事
前
通
報
が
相
当
期
間
前
に
受
け

ら
れ
る
よ
う
更
に
強
力
に
要
望
す
る
こ
と
。

二
、
駐
留
軍
及
び
国
連
軍
の
使
用
す
る
施
設
、
機
器
等
の
う
ち
、
軍
の
引
揚
又
は
発
註
減
に
伴
い
遊
休

化
す
る
も
の
又
は
使
用
度
が
著
し
く
低
く
な
る
も
の
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
対
策
を
行
う
こ
と
。

⑴

堤
供
施
設
で
日
本
側
需
要
に
つ
い
て
も
利
用
し
得
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
共
同
使
用
も
認
め
る

よ
う
要
望
す
る
と
共
に
、
軍
隊
の
引
揚
又
は
特
需
の
発
注
減
に
伴
い
遊
休
化
す
る
堤
供
施
設
及
び

区
域
の
返
還
の
促
進
を
は
か
る
こ
と
。

⑵

堤
供
施
設
及
び
区
域
に
所
在
す
る
駐
留
軍
所
有
の
設
備
、
機
械
器
具
等
の
中
、
日
本
側
に
と
っ

て
必
要
な
も
の
は
譲
渡
す
る
よ
う
要
望
す
る
こ
と
。

⑶

駐
留
軍
に
よ
っ
て
占
有
さ
れ
て
い
る
民
有
の
旧
賠
償
指
定
機
器
の
早
期
返
還
に
つ
き
要
請
す
る

と
と
も
に
、
こ
れ
が
使
用
料
の
支
払
に
つ
き
解
決
の
促
進
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
特
需
関
係
産
業
に
あ
っ
て
は
、
企
業
の
責
任
性
を
一
層
明
確
に
し
、
特
需
の
減
少
に
備
え
予
め
自

主
的
に
経
理
の
万
全
を
期
す
る
よ
う
努
め
さ
せ
る
と
と
も
に
、
離
職
予
定
者
に
対
し
て
は
、
極
力
同

一
企
業
内
又
は
系
列
企
業
へ
の
配
置
転
換
を
行
う
よ
う
指
導
し
、
失
業
者
を
な
る
べ
く
少
く
す
る
よ

う
に
努
め
る
こ
と
。

ま
た
特
需
関
係
産
業
に
お
け
る
補
充
増
員
に
あ
た
っ
て
は
、
特
需
関
係
産
業
離
職
者
の
優
先
的
採
用

及
び
配
置
転
換
に
よ
る
充
足
を
は
か
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。

四
、
駐
留
軍
労
務
者
の
補
充
増
員
に
あ
た
っ
て
は
、
既
に
整
理
さ
れ
た
も
の
の
優
先
的
採
用
及
び
配
置

転
換
に
よ
る
充
足
を
要
請
す
る
こ
と
。

五
、
自
衛
隊
要
員
の
補
充
に
さ
い
し
て
は
、
駐
留
軍
特
需
関
係
等
労
務
者
を
採
用
す
る
よ
う
に
努
め
る

こ
と
と
し
、
そ
の
計
面
に
つ
い
て
は
、
事
前
に
関
係
庁
に
連
絡
す
る
こ
と
。

六
、
駐
留
軍
特
需
関
係
労
務
者
の
転
職
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
、
職
業
指
導
、
職
業
補
導
等
の
実
施

に
努
め
る
こ
と
。

七
、
特
需
の
減
少
、
駐
留
軍
、
国
連
軍
の
引
揚
等
の
た
め
の
大
量
の
離
職
者
を
生
ず
る
府
県
及
び
地
元

市
町
村
は
、
こ
れ
ら
労
務
者
の
就
職
斡
旋
、
配
置
転
換
、
自
営
援
助
そ
の
他
総
合
的
離
職
者
対
策
の

推
進
を
は
か
る
た
め
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

第
二
、
事

後

措

置

一
、
第
一
の
二
よ
り
譲
渡
を
う
け
た
設
備
、
機
械
器
具
及
び
返
還
を
受
け
た
国
有
財
産
に
つ
い
て
は
、

特
に
離
職
者
の
吸
収
措
置
を
考
慮
し
、
最
も
効
果
的
な
活
用
を
は
か
り
得
る
よ
う
に
措
置
す
る
こ
と
。

二
、
防
衛
庁
の
車
輌
等
の
修
理
発
註
に
あ
た
っ
て
は
、
特
需
の
調
達
の
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
機
械
、

器
具
等
（
米
国
所
有
の
も
の
を
含
む
）
を
有
効
に
活
用
す
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。

三
、
特
需
の
減
少
等
に
対
処
し
て
、
企
業
が
自
主
的
発
意
と
計
画
と
に
よ
っ
て
行
う
事
業
の
う
ち
、
適

当
な
も
の
に
対
し
て
は
、
融
資
斡
旋
等
の
方
法
に
よ
り
援
助
す
る
こ
と
。

四
、
離
職
者
の
自
立
更
生
を
促
進
す
る
た
め
離
職
者
に
よ
る
企
業
組
合
の
育
成
に
つ
い
て
援
助
指
導
を

行
う
と
と
も
に
、
事
業
資
金
及
び
生
業
資
金
の
融
資
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
潤
弁
な
ら
し
め
る
よ
う

配
慮
す
る
こ
と
。

五
、
特
需
の
減
少
、
駐
留
軍
、
国
連
軍
の
引
揚
等
の
た
め
著
し
く
失
業
者
の
増
加
し
た
地
方
に
対
し
て

は
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
状
況
に
応
じ
、
昭
和
三
一
年
度
に
お
い
て
は
、
失
業
対
策
事
業
の
補
助

率
を
引
上
げ
る
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。
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六
、
失
業
者
の
就
労
対
策
と
し
て
の
各
種
事
業
を
、
失
業
状
況
に
応
じ
て
適
切
に
実
施
し
、
再
就
業
ま

で
の
間
の
労
働
力
保
全
に
努
め
る
こ
と
。

七
、
特
に
重
要
と
認
め
る
具
体
的
案
件
に
つ
い
て
は
、
特
需
等
対
策
連
絡
会
議
に
お
い
て
協
議
し
、
こ

れ
が
解
決
の
促
進
を
は
か
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
一
年
四
月
二
四
日

〔
二
─
七
三
〕
閣
議
了
解

呉呉
地地
区区
国国
連連
軍軍
引引
揚揚
にに
伴伴
うう
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

特
需
の
減
少
及
び
駐
留
軍
、
国
連
軍
の
引
揚
に
伴
う
対
策
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
一
年
二
月
三
日

閣
議
了
解
を
も
つ
て
、
そ
の
一
般
方
針
を
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
呉
地
区
国
連
軍
の
全
面
的
引

揚
の
事
態
は
、
本
年
中
に
集
中
的
な
大
量
の
離
職
者
の
発
生
と
と
も
に
膨
大
な
接
収
国
有
財
産
の
返
還

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
左
記
に
よ
り
早
急
に
そ
の
対
策
を
具

体
化
し
、
且
つ
、
そ
の
実
施
に
際
し
必
要
な
る
財
政
上
そ
の
他
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
特
段
の
考
慮
を

払
い
、
も
っ
て
呉
地
区
国
連
軍
の
引
揚
に
よ
っ
て
生
ず
る
諸
問
題
の
解
決
を
図
る
も
の
と
す
る
。

な
お
呉
地
区
以
外
の
地
域
に
お
い
て
生
ず
る
事
態
に
対
し
て
も
、
そ
の
実
情
に
応
じ
本
大
綱
に
準
じ

て
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

記

一
、
方
針

呉
地
区
に
生
ず
る
大
量
の
失
業
者
に
対
し
て
は
、
国
、
関
係
地
方
公
共
団
体
等
の
協
力
の
も
と
に
、

応
急
の
救
済
措
置
に
万
全
を
期
す
る
と
と
も
に
、
同
地
区
の
産
業
の
発
展
等
に
よ
る
そ
の
再
就
業
の
促

進
を
は
か
り
得
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

二
、
措
置

㈠

同
地
区
に
存
在
す
る
国
有
財
産
は
、
呉
地
区
の
産
業
の
育
成
に
資
す
る
た
め
、
努
め
て
有
効
に

活
用
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
際
防
衛
庁
、
そ
の
他
関
係
諸
機
関
が
計
画
上
必
要
と
す
る
範
囲
を
考

慮
し
つ
つ
所
要
の
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

㈡

一
般
企
業
へ
の
転
用
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
国
有
財
産
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
呉
地
区
の
産
業

の
育
成
に
資
す
る
よ
う
処
分
の
方
法
及
び
条
件
に
つ
い
て
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

㈢

呉
地
区
国
有
財
産
の
産
業
へ
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
関
係
各
方
面
の
参
加
を
得
て
、
適
切
な
計

画
の
も
と
に
進
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
活
用
上
当
面
必
要
と
す
る
立
地
条
件
整
備
の
た
め
の
道
路
、

港
湾
施
政
等
の
各
種
建
設
事
業
は
、
離
職
者
の
吸
収
見
込
、
事
業
費
の
調
達
方
法
等
を
考
慮
し
て

計
画
し
、
企
業
の
進
出
計
画
等
を
勘
案
し
つ
つ
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。

㈣

国
連
軍
の
引
揚
に
伴
っ
て
生
ず
る
離
職
者
に
対
し
て
は
、
職
業
補
導
、
職
業
紹
介
の
措
置
強
化

に
よ
っ
て
一
般
産
業
へ
の
就
業
、
他
地
域
へ
の
移
動
を
は
か
る
と
と
も
に
、
失
業
対
策
事
業
、
そ

の
他
各
種
建
設
事
業
の
施
行
に
よ
っ
て
そ
の
就
労
を
は
か
る
ほ
か
、
離
職
者
が
組
織
す
る
企
業
組

合
の
育
成
策
を
講
ず
る
等
当
面
必
要
と
す
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
一
年
一
〇
月
一
九
日

〔
二
─
七
四
〕
閣
議
了
解

石石
炭炭
鉱鉱
業業
のの
合合
理理
化化
にに
伴伴
うう
失失
業業
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

石
炭
鉱
業
合
理
化
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
○
年
八
月
一
〇
日
法
律
第
一
五
六
号
）
の
実
施
に
伴
う
失

業
対
策
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
〇
年
五
月
二
四
日
の
閣
議
に
お
い
て
そ
の
要
綱
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ

る
が
、
昭
和
三
一
年
度
石
炭
鉱
業
合
理
化
実
施
計
画
の
実
行
に
伴
い
当
該
地
域
に
お
い
て
発
生
す
る
失

業
者
の
就
職
を
促
進
す
る
た
め
、
政
府
に
お
い
て
さ
し
あ
た
り
次
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
、
関
係
機
関
お
よ
び
雇
用
主
の
積
極
的
な
協
力
に
よ
り
、
炭
鉱
間
、
特
に
同
系
炭
鉱
間
の
配
置
転

換
を
極
力
推
進
す
る
に
努
め
る
。

二
、
㈠
、
前
項
の
配
置
転
換
が
困
難
で
あ
っ
た
雛
職
者
に
対
し
て
は
、
既
存
の
職
業
安
定
機
関
を
充

実
し
て
職
業
相
談
を
積
極
的
に
行
い
、
当
該
道
県
の
み
な
ら
ず
広
域
の
労
働
市
場
に
わ
た
っ

て
就
職
の
促
進
を
は
か
る
。
併
せ
て
他
産
業
へ
の
就
労
転
換
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
、
職

業
補
導
の
強
化
に
つ
い
て
特
別
な
考
慮
を
す
る
。

㈡
、
離
職
金
ま
た
は
賃
金
の
未
払
い
が
離
職
者
の
再
就
職
に
障
害
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
石
炭

鉱
業
整
備
事
業
団
に
よ
る
離
職
金
の
早
期
支
払
ま
た
は
未
払
賃
金
の
代
位
弁
済
を
促
進
す
る

よ
う
特
に
考
慮
す
る
。

㈢
、
自
営
業
へ
の
転
換
を
希
望
す
る
者
に
対
し
て
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
民
金
融
公
庫
の

資
金
の
融
通
を
円
滑
な
ら
し
め
る
も
の
と
す
る
。

三
、
前
三
項
の
措
置
に
よ
る
も
就
業.

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
離
職
者
に
対
し
て
は
、
当
該
地
城
に
お

い
て
公
共
事
業
お
よ
び
鉱
害
復
旧
事
業
を
で
き
る
限
り
集
中
し
て
実
施
し
、
そ
の
雇
用
吸
収
に
努

め
る
。
そ
の
際
、
近
年
に
お
け
る
関
係
地
方
公
共
団
休
の
財
政
の
実
情
に
か
ん
が
み
、
当
該
団
体

の
財
政
の
具
体
的
な
検
討
に
基
づ
き
特
別
な
考
慮
を
払
う
と
と
も
に
関
係
地
方
公
共
団
体
の
積
極

的
な
協
力
を
求
め
る
。

四
、
当
該
地
城
に
お
け
る
地
方
経
済
を
振
興
す
る
た
め
に
、
鉄
道
建
設
そ
の
他
産
業
立
地
条
件
の
整

備
に
努
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
雇
用
吸
収
を
図
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
北
九
州
に
お
け
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六
、
失
業
者
の
就
労
対
策
と
し
て
の
各
種
事
業
を
、
失
業
状
況
に
応
じ
て
適
切
に
実
施
し
、
再
就
業
ま

で
の
間
の
労
働
力
保
全
に
努
め
る
こ
と
。

七
、
特
に
重
要
と
認
め
る
具
体
的
案
件
に
つ
い
て
は
、
特
需
等
対
策
連
絡
会
議
に
お
い
て
協
議
し
、
こ

れ
が
解
決
の
促
進
を
は
か
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
一
年
四
月
二
四
日

〔
二
─
七
三
〕
閣
議
了
解

呉呉
地地
区区
国国
連連
軍軍
引引
揚揚
にに
伴伴
うう
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

特
需
の
減
少
及
び
駐
留
軍
、
国
連
軍
の
引
揚
に
伴
う
対
策
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
十
一
年
二
月
三
日

閣
議
了
解
を
も
つ
て
、
そ
の
一
般
方
針
を
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
呉
地
区
国
連
軍
の
全
面
的
引

揚
の
事
態
は
、
本
年
中
に
集
中
的
な
大
量
の
離
職
者
の
発
生
と
と
も
に
膨
大
な
接
収
国
有
財
産
の
返
還

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め
、
左
記
に
よ
り
早
急
に
そ
の
対
策
を
具

体
化
し
、
且
つ
、
そ
の
実
施
に
際
し
必
要
な
る
財
政
上
そ
の
他
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
特
段
の
考
慮
を

払
い
、
も
っ
て
呉
地
区
国
連
軍
の
引
揚
に
よ
っ
て
生
ず
る
諸
問
題
の
解
決
を
図
る
も
の
と
す
る
。

な
お
呉
地
区
以
外
の
地
域
に
お
い
て
生
ず
る
事
態
に
対
し
て
も
、
そ
の
実
情
に
応
じ
本
大
綱
に
準
じ

て
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

記

一
、
方
針

呉
地
区
に
生
ず
る
大
量
の
失
業
者
に
対
し
て
は
、
国
、
関
係
地
方
公
共
団
体
等
の
協
力
の
も
と
に
、

応
急
の
救
済
措
置
に
万
全
を
期
す
る
と
と
も
に
、
同
地
区
の
産
業
の
発
展
等
に
よ
る
そ
の
再
就
業
の
促

進
を
は
か
り
得
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

二
、
措
置

㈠

同
地
区
に
存
在
す
る
国
有
財
産
は
、
呉
地
区
の
産
業
の
育
成
に
資
す
る
た
め
、
努
め
て
有
効
に

活
用
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
際
防
衛
庁
、
そ
の
他
関
係
諸
機
関
が
計
画
上
必
要
と
す
る
範
囲
を
考

慮
し
つ
つ
所
要
の
調
整
を
行
う
も
の
と
す
る
。

㈡

一
般
企
業
へ
の
転
用
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
国
有
財
産
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
呉
地
区
の
産
業

の
育
成
に
資
す
る
よ
う
処
分
の
方
法
及
び
条
件
に
つ
い
て
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

㈢

呉
地
区
国
有
財
産
の
産
業
へ
の
活
用
に
つ
い
て
は
、
関
係
各
方
面
の
参
加
を
得
て
、
適
切
な
計

画
の
も
と
に
進
め
る
と
と
も
に
、
そ
の
活
用
上
当
面
必
要
と
す
る
立
地
条
件
整
備
の
た
め
の
道
路
、

港
湾
施
政
等
の
各
種
建
設
事
業
は
、
離
職
者
の
吸
収
見
込
、
事
業
費
の
調
達
方
法
等
を
考
慮
し
て

計
画
し
、
企
業
の
進
出
計
画
等
を
勘
案
し
つ
つ
施
行
す
る
も
の
と
す
る
。

㈣

国
連
軍
の
引
揚
に
伴
っ
て
生
ず
る
離
職
者
に
対
し
て
は
、
職
業
補
導
、
職
業
紹
介
の
措
置
強
化

に
よ
っ
て
一
般
産
業
へ
の
就
業
、
他
地
域
へ
の
移
動
を
は
か
る
と
と
も
に
、
失
業
対
策
事
業
、
そ

の
他
各
種
建
設
事
業
の
施
行
に
よ
っ
て
そ
の
就
労
を
は
か
る
ほ
か
、
離
職
者
が
組
織
す
る
企
業
組

合
の
育
成
策
を
講
ず
る
等
当
面
必
要
と
す
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
一
年
一
〇
月
一
九
日

〔
二
─
七
四
〕
閣
議
了
解

石石
炭炭
鉱鉱
業業
のの
合合
理理
化化
にに
伴伴
うう
失失
業業
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

石
炭
鉱
業
合
理
化
臨
時
措
置
法
（
昭
和
三
○
年
八
月
一
〇
日
法
律
第
一
五
六
号
）
の
実
施
に
伴
う
失

業
対
策
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
〇
年
五
月
二
四
日
の
閣
議
に
お
い
て
そ
の
要
綱
が
決
定
さ
れ
た
の
で
あ

る
が
、
昭
和
三
一
年
度
石
炭
鉱
業
合
理
化
実
施
計
画
の
実
行
に
伴
い
当
該
地
域
に
お
い
て
発
生
す
る
失

業
者
の
就
職
を
促
進
す
る
た
め
、
政
府
に
お
い
て
さ
し
あ
た
り
次
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
、
関
係
機
関
お
よ
び
雇
用
主
の
積
極
的
な
協
力
に
よ
り
、
炭
鉱
間
、
特
に
同
系
炭
鉱
間
の
配
置
転

換
を
極
力
推
進
す
る
に
努
め
る
。

二
、
㈠
、
前
項
の
配
置
転
換
が
困
難
で
あ
っ
た
雛
職
者
に
対
し
て
は
、
既
存
の
職
業
安
定
機
関
を
充

実
し
て
職
業
相
談
を
積
極
的
に
行
い
、
当
該
道
県
の
み
な
ら
ず
広
域
の
労
働
市
場
に
わ
た
っ

て
就
職
の
促
進
を
は
か
る
。
併
せ
て
他
産
業
へ
の
就
労
転
換
を
容
易
な
ら
し
め
る
た
め
、
職

業
補
導
の
強
化
に
つ
い
て
特
別
な
考
慮
を
す
る
。

㈡
、
離
職
金
ま
た
は
賃
金
の
未
払
い
が
離
職
者
の
再
就
職
に
障
害
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
石
炭

鉱
業
整
備
事
業
団
に
よ
る
離
職
金
の
早
期
支
払
ま
た
は
未
払
賃
金
の
代
位
弁
済
を
促
進
す
る

よ
う
特
に
考
慮
す
る
。

㈢
、
自
営
業
へ
の
転
換
を
希
望
す
る
者
に
対
し
て
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
民
金
融
公
庫
の

資
金
の
融
通
を
円
滑
な
ら
し
め
る
も
の
と
す
る
。

三
、
前
三
項
の
措
置
に
よ
る
も
就
業.

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
離
職
者
に
対
し
て
は
、
当
該
地
城
に
お

い
て
公
共
事
業
お
よ
び
鉱
害
復
旧
事
業
を
で
き
る
限
り
集
中
し
て
実
施
し
、
そ
の
雇
用
吸
収
に
努

め
る
。
そ
の
際
、
近
年
に
お
け
る
関
係
地
方
公
共
団
休
の
財
政
の
実
情
に
か
ん
が
み
、
当
該
団
体

の
財
政
の
具
体
的
な
検
討
に
基
づ
き
特
別
な
考
慮
を
払
う
と
と
も
に
関
係
地
方
公
共
団
体
の
積
極

的
な
協
力
を
求
め
る
。

四
、
当
該
地
城
に
お
け
る
地
方
経
済
を
振
興
す
る
た
め
に
、
鉄
道
建
設
そ
の
他
産
業
立
地
条
件
の
整

備
に
努
め
、
こ
れ
に
よ
っ
て
雇
用
吸
収
を
図
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
一
環
と
し
て
北
九
州
に
お
け
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る
油
須
原
線
建
設
事
業
に
つ
い
て
は
、
そ
の
早
期
着
工
を
図
り
、
失
業
者
の
吸
収
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

五
、
以
上
の
措
置
に
よ
る
も
な
お
就
業
で
き
な
い
離
職
者
に
対
し
て
は
、
一
般
失
業
対
策
事
業
の
施

行
に
万
全
を
期
し
、
ま
た
そ
の
経
費
補
助
に
つ
い
て
は
財
政
状
況
に
応
じ
た
高
率
補
助
の
適
用
を

図
る
。

こ
れ
ら
諸
施
策
に
よ
っ
て
も
な
お
完
全
に
吸
収
し
得
な
い
離
職
者
で
、
も
し
生
活
に
困
窮
す
る

者
が
あ
れ
ば
、
生
活
保
護
法
そ
の
他
の
公
的
扶
助
制
度
の
時
宜
に
即
し
た
運
用
に
よ
り
、
と
く
に

そ
の
最
低
生
活
保
障
に
考
慮
を
払
う
も
の
と
す
る
。

六
、
炭
鉱
離
職
者
の
就
職
促
進
の
た
め
関
係
道
県
に
お
い
て
関
係
各
省
の
地
方
支
分
部
局
、
当
該
道

県
の
関
係
部
局
、
石
炭
鉱
業
整
備
事
業
団
、
使
用
者
団
体
お
よ
び
労
働
組
合
等
を
構
成
員
と
す
る

炭
鉱
離
職
者
対
策
協
議
会
を
設
置
す
る
。
炭
鉱
離
職
者
対
策
協
議
会
に
お
い
て
は
、
本
措
置
の
趣

旨
に
従
い
当
該
地
域
の
実
情
に
即
し
た
離
職
者
対
策
を
強
力
に
推
進
す
る
。

備
考

㈠

当
該
地
城
に
お
け
る
離
職
者
の
発
生
状
況
に
よ
っ
て
は
、
将
来
さ
ら
に
協
議
の
う
え
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

㈡

三
、
四
お
よ
び
五
に
つ
い
て
は
、
お
お
む
ね
別
表
の
と
お
り
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
別
表
）、
北
九
州
に
お
け
る
事
業
お
よ
び
失
業
者
吸
収
計
画
（
昭
和
三
一
年
度
）

一

石
炭
鉱
業
合
理
化
に
伴
う
離
職
者
中
の
要
対
策
者
見
込
数

八
月
以
降
一
〇
月
迄

一
、
四
八
〇
人
（
一
日
当
た
り
平
均
人
員
、
人
数
に
つ
い
て
以
下
同
じ
。
）

一
一
月
以
降
三
月
迄

三
、
三
四
八
人

二

対
策
事
業
お
よ
び
吸
収
人
員

㈠
、
一
般
失
業
対
策
事
業

（
八
月
一
六
日
以
降
一
〇
月
迄
）

事
業
追
加
額

二
七
、
〇
〇
〇
千
円

う
ち
国
費

二
〇
、
〇
〇
〇
千
円

吸
収
人
員

一
、
四
八
〇
人

（
一
一
月
以
降
三
月
迄
）

事
業
追
加
額

三
三
、
〇
〇
〇
千
円

う
ち
国
費

二
五
、
〇
〇
〇
千
円

吸
収
人
員

七
七
四
人

㈡
、
鉱
害
復
旧
事
業

（
一
一
月
以
降
三
月
迄
）

実
行
見
込
総
事
業
費

七
二
一
、
〇
〇
〇
千
円

う
ち
国
費

三
六
四
、
〇
〇
〇
千
円

吸
収
実
績
の
向
上
に
よ
る
吸
収
増
加
人
員

七
〇
〇
人

㈢
、
特
別
失
業
対
策
事
業

（
一
一
月
以
降
三
月
迄
）

事
業
追
加
額

五
五
、
〇
〇
〇
千
円

う
ち
国
費

三
〇
、
○
○
〇
千
円

吸
収
人
員

二
七
三
人

㈣
、
油
須
原
線
建
設
事
業

（
一
一
月
以
降
三
月
迄
）

実
行
見
込
総
事
業
費

二
〇
八
、
〇
〇
〇
千
円

吸
収
人
員

五
〇
人

（
注
、
実
際
の
吸
収
人
員
は
二
月
お
よ
び
三
月
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
二
五
人
と
す
る
。）

㈤

公
共
事
業

（
一
一
月
以
降
三
月
迄
）

事
業
追
加
額

約
三
〇
〇
、
〇
〇
〇
千
円

吸
収
人
貝

一
、
五
一
〇
人

（
注
、
事
業
追
加
額
の
内
訳
に
つ
い
て
は
一
、
五
一
〇
人
を
吸
収
す
る
に
足
る
よ
う
決
定
す
る
も

の
と
す
る
。）

㈥
、
北
九
州
有
料
道
路
建
設
事
業

（
一
一
月
以
降
三
月
迄
）

実
行
見
込
総
事
業
費

二
八
四
、
〇
〇
〇
千
円

吸
収
人
員

四
〇
人

（
注
、
実
際
の
吸
収
人
員
は
二
月
お
よ
び
三
月
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
人
と
す
る
。）

㈦
、
以
上
の
一
一
月
以
降
三
月
迄
に
お
け
る
増
加
吸
収
人
員

計

三
、
三
四
七
人

『
行
政
三
』

昭
和
三
一
年
一
〇
月
二
七
日
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〔
二
─
七
五
〕
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
中
央
協
議
会
意
見

身身
体体
障障
害害
者者
のの
職職
業業
更更
生生
にに
関関
すす
るる
意意
見見

身
体
障
害
者
の
更
生
援
護
は
現
下
の
重
要
な
社
会
的
課
題
の
一
つ
で
あ
り
、
特
に
職
業
に
よ
る
更
生

を
図
る
こ
と
は
極
め
て
肝
要
な
こ
と
で
あ
る
。
政
府
に
お
い
て
は
、
昭
和
二
七
年
以
降
諸
般
の
措
置
を

講
じ
て
、
身
体
障
害
者
の
雇
用
促
進
を
図
り
、
困
難
な
雇
用
情
勢
下
に
お
い
て
相
当
の
成
果
を
収
め
ら

れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
お
、
未
だ
充
分
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。

本
協
議
会
は
斯
か
る
事
態
に
鑑
み
、
小
委
員
会
を
設
け
て
、
今
後
執
る
べ
き
方
策
に
つ
い
て
検
討
を

重
ね
て
き
た
結
果
、
従
来
の
雇
用
勧
奨
の
措
置
を
更
に
強
力
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
左
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
の
で
、
政
府
は
こ
れ
ら
の
措
置
を
早
急
に
実
施

し
、
身
体
障
害
者
の
職
業
更
生
施
策
の
推
進
に
万
全
を
期
せ
ら
れ
る
よ
う
要
請
す
る
。

な
お
、
右
の
施
策
の
ほ
か
身
体
障
害
者
の
割
当
雇
用
を
中
心
と
す
る
身
体
障
害
者
雇
用
法
制
定
の
可

否
に
つ
い
て
の
問
題
が
あ
る
が
、
本
問
題
に
つ
い
て
は
、
雇
用
及
び
産
業
情
勢
、
社
会
保
障
及
び
教
育

制
度
等
の
観
点
に
よ
り
慎
重
に
考
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
の
で
、
今
後
な
お
引
続
き
検
討

を
加
え
ら
れ
た
い
。

昭
和
三
一
年
一
〇
月
二
七
日

身
体
障
害
者
雇
用
促
進
中
央
協
議
会

会

長

赤

木

朝

治

労

働

大

臣

倉

石

忠

雄

殿

記

一

職
種
の
留
保
に
つ
い
て

身
体
障
害
者
の
職
業
と
し
て
適
当
と
思
わ
れ
る
職
種
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も
身
体
障
害
者
が
特

別
に
雇
用
さ
れ
て
は
い
な
い
現
状
に
鑑
み
、
一
定
の
職
種
を
選
定
し
、
身
体
障
害
者
の
就
業
機
会
の

拡
大
を
図
る
よ
う
こ
れ
ら
の
職
種
の
職
場
確
保
運
動
を
国
民
運
動
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

二

官
公
庁
に
対
す
る
雇
用
の
促
進
に
つ
い
て

官
庁
、
公
共
企
業
体
、
地
方
公
共
団
体
等
は
膨
大
な
、
雇
用
量
を
有
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
う
ち

に
身
体
障
害
者
の
雇
用
は
民
間
に
ま
し
て
推
進
せ
ら
れ
る
べ
き
に
拘
ら
ず
、
そ
の
実
績
は
未
だ
充
分

と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
の
で
、
こ
の
際
更
に
率
先
し
て
身
体
障
害
者
の
積
極
的
雇
用
に
努
め
る

よ
う
一
段
の
努
力
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

又
財
政
投
融
資
事
業
等
に
お
い
て
も
、
そ
の
性
格
に
鑑
み
、
同
様
身
体
障
害
者
を
で
き
得
る
限
り

雇
用
す
る
よ
う
積
極
的
に
指
導
勧
奨
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

三

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
の
充
実
強
化
に
つ
い
て

現
在
の
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
は
、
こ
れ
を
利
用
す
る
上
に
お
い
て
な
お
改
善
を
要
す
る

点
が
あ
る
の
で
、
差
し
当
り
同
施
設
に
お
け
る
補
導
手
当
の
増
額
及
び
宿
泊
設
備
の
充
実
を
は
か
り
、

補
導
定
員
の
増
加
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

四

作
業
訓
練
委
託
制
度
の
実
施
に
つ
い
て

身
体
障
害
者
の
う
ち
に
は
経
済
的
、
地
理
的
、
時
間
的
理
由
、
障
害
の
程
度
、
態
様
等
の
関
係
か

ら
技
能
習
得
を
希
望
し
な
が
ら
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
を
利
用
し
な
い
者
が
多
い
の
で
、
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
本
人
の
職
業
的
能
力
を
最
も
効
果
的
に
活
用
し
得
る
職
業
に
つ
き
適
当
な
民
間
事

業
所
を
選
定
し
、
国
庫
補
助
を
行
っ
て
こ
れ
に
作
業
訓
練
を
委
託
し
、
も
っ
て
就
職
及
び
自
営
に
必

要
な
技
能
を
習
得
せ
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

五

作
業
設
備
の
改
善
及
び
作
業
補
助
具
の
支
給
に
対
す
る
国
庫
補
助
の
実
施
に
つ
い
て

中
小
企
業
等
に
お
い
て
は
企
業
自
体
の
負
担
に
お
い
て
作
業
設
備
、
作
業
補
助
具
の
改
善
を
行
う

こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
こ
の
た
め
身
体
障
害
者
の
雇
用
が
阻
ま
れ
る
場
合
も
少
く
な
い
の
で
、
か
か

る
場
合
に
は
作
業
設
備
の
改
善
及
び
作
業
補
助
具
の
支
給
に
要
す
る
経
費
を
も
っ
て
補
助
し
、
身
体

障
害
者
の
雇
用
機
会
の
拡
大
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

六

モ
デ
ル
事
業
所
の
設
置
に
つ
い
て

身
体
障
害
者
の
雇
用
に
つ
い
て
理
解
が
あ
る
適
当
な
事
業
所
を
選
定
し
て
身
体
障
害
者
雇
用
の
モ

デ
ル
事
業
所
と
し
、
こ
こ
に
お
い
て
作
業
能
率
の
向
上
、
適
職
の
発
見
、
職
業
訓
練
の
方
法
、
人
間

関
係
、
作
業
設
備
、
作
業
補
助
具
等
に
つ
き
改
善
研
究
を
行
い
、
身
体
障
害
者
の
職
場
適
応
性
の
発

見
と
作
業
能
率
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該
事
業
所
及
び
当
該
地
域
に
お
け
る
身
体
障
害
者
雇

用
の
誘
引
増
大
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

七

身
体
障
害
者
の
離
職
防
止
に
つ
い
て

業
務
上
の
災
害
に
よ
り
身
体
に
障
害
を
受
け
た
者
等
に
つ
い
て
は
、
企
業
内
の
適
正
な
配
置
換
え

等
適
当
な
措
置
を
講
じ
て
離
職
の
防
止
に
つ
と
め
る
と
と
も
に
、
企
業
整
備
等
に
あ
た
っ
て
は
、
い

や
し
く
も
身
体
に
障
害
を
有
す
る
の
故
を
も
っ
て
整
理
対
象
と
す
る
が
如
き
の
な
い
よ
う
、
労
使
双

方
を
指
導
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
一
年
一
一
月
九
日

〔
二
─
七
六
〕
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
意
見

新新
時時
代代
のの
要要
請請
にに
対対
応応
すす
るる
技技
術術
教教
育育
にに
関関
すす
るる
意意
見見

最
近
先
進
国
に
お
け
る
科
学
技
術
の
進
歩
は
ま
こ
と
に
目
覚
し
い
も
の
が
あ
り
、
各
国
と
も
に
第
二
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〔
二
─
七
五
〕
身
体
障
害
者
雇
用
促
進
中
央
協
議
会
意
見

身身
体体
障障
害害
者者
のの
職職
業業
更更
生生
にに
関関
すす
るる
意意
見見

身
体
障
害
者
の
更
生
援
護
は
現
下
の
重
要
な
社
会
的
課
題
の
一
つ
で
あ
り
、
特
に
職
業
に
よ
る
更
生

を
図
る
こ
と
は
極
め
て
肝
要
な
こ
と
で
あ
る
。
政
府
に
お
い
て
は
、
昭
和
二
七
年
以
降
諸
般
の
措
置
を

講
じ
て
、
身
体
障
害
者
の
雇
用
促
進
を
図
り
、
困
難
な
雇
用
情
勢
下
に
お
い
て
相
当
の
成
果
を
収
め
ら

れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
お
、
未
だ
充
分
と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
。

本
協
議
会
は
斯
か
る
事
態
に
鑑
み
、
小
委
員
会
を
設
け
て
、
今
後
執
る
べ
き
方
策
に
つ
い
て
検
討
を

重
ね
て
き
た
結
果
、
従
来
の
雇
用
勧
奨
の
措
置
を
更
に
強
力
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
新
た
に
左
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
の
で
、
政
府
は
こ
れ
ら
の
措
置
を
早
急
に
実
施

し
、
身
体
障
害
者
の
職
業
更
生
施
策
の
推
進
に
万
全
を
期
せ
ら
れ
る
よ
う
要
請
す
る
。

な
お
、
右
の
施
策
の
ほ
か
身
体
障
害
者
の
割
当
雇
用
を
中
心
と
す
る
身
体
障
害
者
雇
用
法
制
定
の
可

否
に
つ
い
て
の
問
題
が
あ
る
が
、
本
問
題
に
つ
い
て
は
、
雇
用
及
び
産
業
情
勢
、
社
会
保
障
及
び
教
育

制
度
等
の
観
点
に
よ
り
慎
重
に
考
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
が
多
い
の
で
、
今
後
な
お
引
続
き
検
討

を
加
え
ら
れ
た
い
。

昭
和
三
一
年
一
〇
月
二
七
日

身
体
障
害
者
雇
用
促
進
中
央
協
議
会

会

長

赤

木

朝

治

労

働

大

臣

倉

石

忠

雄

殿

記

一

職
種
の
留
保
に
つ
い
て

身
体
障
害
者
の
職
業
と
し
て
適
当
と
思
わ
れ
る
職
種
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も
身
体
障
害
者
が
特

別
に
雇
用
さ
れ
て
は
い
な
い
現
状
に
鑑
み
、
一
定
の
職
種
を
選
定
し
、
身
体
障
害
者
の
就
業
機
会
の

拡
大
を
図
る
よ
う
こ
れ
ら
の
職
種
の
職
場
確
保
運
動
を
国
民
運
動
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

二

官
公
庁
に
対
す
る
雇
用
の
促
進
に
つ
い
て

官
庁
、
公
共
企
業
体
、
地
方
公
共
団
体
等
は
膨
大
な
、
雇
用
量
を
有
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
う
ち

に
身
体
障
害
者
の
雇
用
は
民
間
に
ま
し
て
推
進
せ
ら
れ
る
べ
き
に
拘
ら
ず
、
そ
の
実
績
は
未
だ
充
分

と
は
言
い
難
い
状
況
に
あ
る
の
で
、
こ
の
際
更
に
率
先
し
て
身
体
障
害
者
の
積
極
的
雇
用
に
努
め
る

よ
う
一
段
の
努
力
を
払
う
必
要
が
あ
る
。

又
財
政
投
融
資
事
業
等
に
お
い
て
も
、
そ
の
性
格
に
鑑
み
、
同
様
身
体
障
害
者
を
で
き
得
る
限
り

雇
用
す
る
よ
う
積
極
的
に
指
導
勧
奨
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

三

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
の
充
実
強
化
に
つ
い
て

現
在
の
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
は
、
こ
れ
を
利
用
す
る
上
に
お
い
て
な
お
改
善
を
要
す
る

点
が
あ
る
の
で
、
差
し
当
り
同
施
設
に
お
け
る
補
導
手
当
の
増
額
及
び
宿
泊
設
備
の
充
実
を
は
か
り
、

補
導
定
員
の
増
加
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

四

作
業
訓
練
委
託
制
度
の
実
施
に
つ
い
て

身
体
障
害
者
の
う
ち
に
は
経
済
的
、
地
理
的
、
時
間
的
理
由
、
障
害
の
程
度
、
態
様
等
の
関
係
か

ら
技
能
習
得
を
希
望
し
な
が
ら
身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
を
利
用
し
な
い
者
が
多
い
の
で
、
こ

れ
ら
に
つ
い
て
は
本
人
の
職
業
的
能
力
を
最
も
効
果
的
に
活
用
し
得
る
職
業
に
つ
き
適
当
な
民
間
事

業
所
を
選
定
し
、
国
庫
補
助
を
行
っ
て
こ
れ
に
作
業
訓
練
を
委
託
し
、
も
っ
て
就
職
及
び
自
営
に
必

要
な
技
能
を
習
得
せ
し
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

五

作
業
設
備
の
改
善
及
び
作
業
補
助
具
の
支
給
に
対
す
る
国
庫
補
助
の
実
施
に
つ
い
て

中
小
企
業
等
に
お
い
て
は
企
業
自
体
の
負
担
に
お
い
て
作
業
設
備
、
作
業
補
助
具
の
改
善
を
行
う

こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
こ
の
た
め
身
体
障
害
者
の
雇
用
が
阻
ま
れ
る
場
合
も
少
く
な
い
の
で
、
か
か

る
場
合
に
は
作
業
設
備
の
改
善
及
び
作
業
補
助
具
の
支
給
に
要
す
る
経
費
を
も
っ
て
補
助
し
、
身
体

障
害
者
の
雇
用
機
会
の
拡
大
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

六

モ
デ
ル
事
業
所
の
設
置
に
つ
い
て

身
体
障
害
者
の
雇
用
に
つ
い
て
理
解
が
あ
る
適
当
な
事
業
所
を
選
定
し
て
身
体
障
害
者
雇
用
の
モ

デ
ル
事
業
所
と
し
、
こ
こ
に
お
い
て
作
業
能
率
の
向
上
、
適
職
の
発
見
、
職
業
訓
練
の
方
法
、
人
間

関
係
、
作
業
設
備
、
作
業
補
助
具
等
に
つ
き
改
善
研
究
を
行
い
、
身
体
障
害
者
の
職
場
適
応
性
の
発

見
と
作
業
能
率
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
当
該
事
業
所
及
び
当
該
地
域
に
お
け
る
身
体
障
害
者
雇

用
の
誘
引
増
大
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

七

身
体
障
害
者
の
離
職
防
止
に
つ
い
て

業
務
上
の
災
害
に
よ
り
身
体
に
障
害
を
受
け
た
者
等
に
つ
い
て
は
、
企
業
内
の
適
正
な
配
置
換
え

等
適
当
な
措
置
を
講
じ
て
離
職
の
防
止
に
つ
と
め
る
と
と
も
に
、
企
業
整
備
等
に
あ
た
っ
て
は
、
い

や
し
く
も
身
体
に
障
害
を
有
す
る
の
故
を
も
っ
て
整
理
対
象
と
す
る
が
如
き
の
な
い
よ
う
、
労
使
双

方
を
指
導
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
一
年
一
一
月
九
日

〔
二
─
七
六
〕
日
本
経
営
者
団
体
連
盟
意
見

新新
時時
代代
のの
要要
請請
にに
対対
応応
すす
るる
技技
術術
教教
育育
にに
関関
すす
るる
意意
見見

最
近
先
進
国
に
お
け
る
科
学
技
術
の
進
歩
は
ま
こ
と
に
目
覚
し
い
も
の
が
あ
り
、
各
国
と
も
に
第
二
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次
産
業
革
命
と
も
い
う
べ
き
原
子
力
産
業
・
電
子
工
業
の
勃
興
お
よ
び
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
の
普
及
等

産
業
技
術
の
躍
進
的
な
向
上
発
展
に
備
え
、
技
術
者
・
技
能
者
の
計
画
的
な
養
成
教
育
に
懸
命
の
努
力

を
傾
け
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
、
ソ
連
に
お
い
て
は
年
々
六
万
の
専
門
技
術
者
、
七
万
の
中
級
技
術
者
を

養
成
し
て
い
る
が
、
第
六
次
五
ヵ
年
計
画
で
こ
れ
を
五
割
方
引
上
げ
五
年
間
に
新
た
に
九
十
万
の
科
学

者
・
技
術
者
の
供
給
を
目
標
と
し
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
で
は
現
在
技
術
系
大
学
生
の
数
は
戦
前
の
二
倍
を

マ

マ

超
え
て
い
る
が
、
明
年
か
ら
五
ヵ
年
間
に
新
規
の
上
級
技
術
者
を
五
割
増
加
し
、
下
級
技
術
者
・
熟
練

工
を
倍
増
す
る
方
針
を
今
春
決
定
し
、
こ
れ
に
必
要
な
施
設
費
一
億
ポ
ン
ド
（
一
、
〇
〇
〇
億
円
）
支

出
の
措
置
に
乗
出
し
た
。
ア
メ
リ
カ
で
も
ア
イ
ゼ
ン
ハ
ゥ
ア
大
統
領
は
科
学
者
・
技
術
者
養
成
委
員
会

を
設
置
し
て
、
ソ
連
に
対
抗
す
る
科
学
者
・
技
術
者
の
積
極
的
な
養
成
計
画
の
樹
立
に
当
ら
し
め
て
い

る
。
然
る
に
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
戦
後
学
校
制
度
の
変
革
を
み
た
が
、
技
術
教
育
の
重
要
性
は
殆
ん

ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
大
学
に
つ
い
て
は
理
工
系
に
対
し
法
文
系
偏
重
の
風
は
依
然
改
め
ら
れ
ず
、

義
務
教
育
に
つ
い
て
も
理
科
教
育
お
よ
び
職
業
教
育
の
重
視
の
実
は
一
向
に
挙
っ
て
い
な
い
。
い
ま
に

し
て
経
済
の
画
期
的
な
成
長
発
展
に
対
応
す
る
技
術
者
・
技
能
者
の
養
成
計
画
を
樹
て
産
業
技
術
向
上

の
確
保
を
図
ら
な
い
な
ら
ば
、
わ
が
国
科
学
技
術
は
日
進
月
歩
の
世
界
水
準
に
遅
れ
を
と
り
、
列
国
と

の
競
争
に
落
伍
す
る
こ
と
は
け
だ
し
必
至
の
勢
で
あ
り
、
悔
を
次
の
世
代
に
遺
す
も
の
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
技
術
教
育
の
振
興
こ
そ
一
日
も
遷
延
を
許
さ
な
い
刻
下
の
急
務
で
あ
る
と
信
ず
る
が
故

に
、
新
時
代
の
要
請
に
対
応
す
る
産
業
技
術
教
育
の
革
新
と
科
学
者
・
技
術
者
お
よ
び
技
能
者
の
計
画

的
な
養
成
の
た
め
、
左
記
の
諸
点
に
つ
い
て
政
府
の
一
大
英
断
を
要
望
し
て
や
ま
な
い
も
の
で
あ
る
。

一一

今今
後後
のの
経経
済済
発発
展展
にに
対対
応応
すす
るる
技技
術術
者者
・・
技技
能能
者者
のの
計計
画画
的的
養養
成成
教教
育育

今
後
五
年
な
い
し
十
年
間
に
お
け
る
国
内
経
済
の
拡
大
、
東
南
ア
ジ
ア
開
発
お
よ
び
科
学
技
術
の
高

度
化
の
要
請
に
対
応
す
る
技
術
者
・
技
能
者
の
要
員
数
を
想
定
し
、
こ
れ
を
充
足
す
る
に
必
要
な
専
門

大
学
の
設
置
、
法
文
系
学
生
の
圧
縮
と
理
工
系
学
生
の
増
員
、
工
業
高
校
の
充
実
、
勤
労
青
少
年
の
技

能
教
育
の
刷
新
、
小
・
中
学
校
の
理
科
職
業
教
育
の
推
進
等
に
つ
い
て
、
年
次
目
標
を
設
定
す
る
と
と

も
に
所
要
の
経
費
を
計
上
し
て
速
か
に
計
画
の
実
現
を
図
る
こ
と
が
極
め
て
緊
要
で
あ
る
。

二二

義義
務務
教教
育育
にに
おお
けけ
るる
理理
科科
教教
育育
・・
職職
業業
教教
育育
のの
推推
進進

現
在
中
学
校
卒
業
者
の
約
半
数
は
直
ち
に
社
会
に
出
て
職
業
に
就
き
、
こ
れ
ら
就
職
者
の
半
数
近
く

は
産
業
界
に
入
っ
て
そ
の
多
く
は
一
般
技
能
工
員
と
な
る
が
、
一
国
科
学
技
術
振
興
の
基
盤
は
幼
少
年

期
に
お
け
る
理
科
教
育
・
職
業
教
育
の
徹
底
に
あ
る
の
で
、
小
学
校
お
よ
び
中
学
校
に
お
け
る
こ
れ
ら

教
育
は
積
極
的
に
推
進
し
こ
れ
が
拡
充
を
図
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
が
た
め
教
員
養
成
機
関
に
お
け
る

理
科
・
職
業
教
育
も
ま
た
刷
新
す
る
と
と
も
に
、
一
般
国
民
の
理
科
教
育
に
対
す
る
認
識
を
改
め
関
心

を
高
め
る
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

三三

勤勤
労労
青青
少少
年年
のの
技技
能能
教教
育育
のの
刷刷
新新

⑴

わ
が
国
産
業
の
一
般
技
術
水
準
を
高
度
化
し
、
生
産
性
向
上
を
図
る
に
は
、
各
業
種
の
要
請
に

対
応
す
る
多
能
工
・
単
能
工
の
養
成
を
さ
ら
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
現
行
の
労
働
基
準
法

に
よ
る
技
能
者
養
成
制
度
は
監
督
行
政
の
見
地
に
立
っ
て
制
定
さ
れ
、
画
一
的
な
拘
束
が
存
す
る

た
め
、
現
在
基
幹
的
な
重
化
学
工
業
に
お
い
て
こ
の
制
度
に
よ
り
養
成
し
て
い
る
技
能
者
の
数
は

二
万
に
も
足
ら
な
い
状
況
で
あ
る
。
今
後
産
業
の
要
請
に
合
致
し
た
量
と
質
の
基
幹
工
員
を
養
成

す
る
に
は
、
こ
の
制
度
を
積
極
的
に
助
長
す
る
建
前
の
単
行
法
の
制
定
さ
れ
る
こ
と
が
急
務
で
あ

る
。
大
企
業
に
お
い
て
は
こ
の
新
立
法
に
基
い
て
単
独
に
多
能
工
・
単
能
工
の
養
成
施
設
を
設
け

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
単
独
で
企
業
内
に
養
成
施
設
を
も
ち
得
な
い
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
、
共

同
養
成
方
式
を
奨
励
し
て
こ
れ
に
国
が
助
成
の
道
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
国
ま
た
は
地
方
自
治
体

が
有
力
な
技
能
者
養
成
施
設
を
設
け
て
こ
れ
ら
の
企
業
に
お
け
る
養
成
を
援
助
す
べ
き
で
あ
り
、

指
導
員
の
養
成
に
つ
い
て
も
国
の
指
導
セ
ン
タ
ー
の
設
置
が
望
ま
し
く
、
養
成
工
の
格
付
を
行
う

た
め
の
技
能
検
定
も
か
よ
う
な
政
府
機
関
に
お
い
て
行
う
こ
と
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
養
成
工

の
向
上
心
に
応
え
る
た
め
、
必
要
に
よ
り
定
時
制
高
校
・
通
信
教
育
と
も
結
び
つ
け
、
高
等
学
校

修
了
の
資
格
を
付
与
す
る
道
を
開
い
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。

⑵

企
業
の
青
少
年
従
業
員
が
昼
間
職
場
で
労
働
し
な
が
ら
毎
日
夜
間
に
普
通
課
程
の
高
校
へ
通
学

す
る
定
時
制
高
校
の
現
状
は
、
地
域
的
業
種
的
に
特
殊
な
場
合
を
除
い
て
は
、
一
般
的
に
つ
い
て

職
場
の
能
率
の
見
地
か
ら
み
て
も
、
ま
た
本
人
の
健
康
の
見
地
か
ら
み
て
も
、
決
し
て
望
ま
し
い

も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
昼
間
の
職
業
を
も
つ
青
少
年
に
対
す
る
定
時
制
教
育
は
、
労
働
と
教
育

と
が
内
容
的
に
一
致
す
る
よ
う
に
、
普
通
課
程
よ
り
も
職
業
課
程
に
重
点
を
お
く
こ
と
と
し
、
ま

た
現
在
通
信
教
育
は
普
通
課
程
の
み
実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
職
業
課
程
を
加
え
こ
の
職
業

課
程
の
通
信
教
育
を
多
分
に
採
り
入
れ
て
、
定
時
制
・
通
信
教
育
い
ず
れ
で
も
随
意
に
履
修
し
得

る
こ
と
と
し
、
定
時
制
通
学
の
負
担
を
軽
減
す
べ
き
で
あ
る
。

四四

初初
級級
技技
術術
者者
おお
よよ
びび
監監
督督
者者
養養
成成
のの
たた
めめ
のの
工工
業業
高高
校校
のの
充充
実実

⑴

産
業
界
は
主
と
し
て
中
級
技
術
者
の
補
助
者
た
る
初
級
技
術
者
お
よ
び
、
現
場
作
業
の
指
導
に

当
る
第
一
線
監
督
者
と
し
て
は
、
技
能
者
出
身
の
適
任
者
を
訓
練
す
る
外
、
工
業
高
校
の
卒
業
者

を
採
用
し
こ
れ
を
職
場
に
お
い
て
養
成
し
て
い
る
が
、
高
校
に
お
い
て
も
大
学
と
同
じ
く
普
通
課

程
と
職
業
課
程
と
の
間
に
均
衡
を
失
し
、
工
業
高
校
卒
業
者
の
数
は
定
時
制
を
含
め
て
も
現
在
年

約
五
万
に
す
ぎ
ず
、
今
後
産
業
の
需
要
を
充
足
し
得
な
い
状
況
に
あ
る
の
で
、
普
通
課
程
の
高
校

は
で
き
る
限
り
圧
縮
し
て
工
業
高
校
の
拡
充
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
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⑵

工
業
高
校
の
教
育
内
容
に
つ
い
て
は
、
学
校
所
在
地
域
の
産
業
の
特
色
を
充
分
に
考
慮
し
、
必

要
な
知
識
と
技
能
を
授
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
産
業
人
と
し
て
の
人
格
教
育
・
躾
教
育
に
も
力
点

を
お
く
べ
き
で
あ
る
。
戦
後
の
工
業
高
校
生
は
技
能
に
お
い
て
も
基
礎
知
識
に
お
い
て
も
甚
し
く

不
充
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
年
限
が
三
年
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
教
職
員
の
資
質
の
低
下

に
因
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
効
率
的
な
初
等
技
術
教
育
を
行
う
た
め
、
中
学
校
と
結
び
つ
け

て
六
年
制
と
し
、
一
貫
し
た
教
育
を
行
い
得
る
よ
う
な
道
を
拓
く
必
要
が
あ
り
、
ま
た
教
職
員
の

資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
そ
の
再
教
育
・
人
材
交
流
等
を
行
う
と
と
も
に
、
学
科
と
実
習
と
が

相
互
密
接
に
関
連
し
て
一
貫
的
な
教
育
を
授
け
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
。

⑶

工
業
高
校
の
実
習
施
設
に
つ
い
て
は
、
職
場
の
設
備
に
比
し
て
甚
し
く
遜
色
が
あ
る
の
で
、
産

業
教
育
振
興
法
を
再
検
討
し
て
質
量
と
も
に
内
容
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
生
徒
の

学
外
実
習
は
現
状
で
は
一
般
に
困
難
で
あ
る
が
、
教
職
員
の
国
内
現
場
留
学
と
産
業
界
か
ら
の
講

師
派
遣
に
つ
い
て
は
、
産
業
界
と
し
て
協
力
に
吝
か
な
も
の
で
は
な
い
。

五五

技技
術術
者者
養養
成成
のの
たた
めめ
のの
理理
工工
科科
系系
大大
学学
教教
育育
のの
改改
善善

⑴

産
業
界
に
お
い
て
は
、
戦
前
旧
制
工
業
専
門
学
校
の
供
給
し
て
い
た
中
級
技
術
者
は
今
日
の
産

業
界
に
お
い
て
も
そ
の
必
要
を
痛
感
し
て
い
る
が
、
現
在
二
年
制
の
短
期
大
学
で
は
到
底
こ
の
要

求
を
満
足
し
得
な
い
。
よ
っ
て
二
年
制
の
短
期
大
学
を
高
校
と
結
び
つ
け
五
年
制
の
専
門
大
学
を

設
け
そ
の
積
極
的
拡
充
を
図
っ
て
、
高
校
と
大
学
と
の
間
の
教
育
の
重
複
非
能
率
を
是
正
す
る
と

と
も
に
実
習
、
専
門
学
科
の
充
実
を
行
い
も
っ
て
産
業
界
の
要
請
に
即
応
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵

四
年
制
大
学
は
法
文
系
に
比
し
理
工
系
が
甚
し
く
均
衡
を
失
し
、
学
生
数
に
お
い
て
も
現
在
七

五
対
二
五
の
比
率
で
あ
っ
て
、
戦
前
の
六
五
対
三
五
の
比
率
に
も
達
せ
ず
、
将
来
科
学
技
術
者
た

る
べ
き
理
工
学
部
学
生
数
は
短
期
大
学
を
含
め
て
も
約
八
万
（
即
ち
一
年
約
二
万
）
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
こ
れ
に
対
す
る
国
費
支
出
の
面
か
ら
み
て
も
、
余
り
に
少
額
に
失
す
る
実
情
で
あ
る
。
政
府

は
国
家
一
〇
〇
年
の
大
計
に
基
き
、
計
画
的
に
法
文
系
を
圧
縮
し
て
理
工
系
（
専
門
大
学
を
含
む
）

へ
の
転
換
を
図
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に
理
工
系
大
学
に
対
す
る
国
庫
支
弁
お
よ
び
補
助
の
増
額

措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

⑶

工
科
系
大
学
の
教
育
内
容
に
つ
い
て
は
、
新
制
大
学
四
年
間
の
専
門
科
目
の
授
業
時
数
が
旧
制

大
学
三
年
間
の
そ
れ
に
比
し
て
約
三
～
四
割
方
減
少
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
現
行
四
年
の
枠
内
に

お
い
て
専
門
科
目
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
学
生
の
学
外
実
習
は
原
則
と
し
て
正
科
と
し
組
織

的
に
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
専
門
科
目
と
併
せ
て
基
礎
科
目
の
充
実
も
大
い
に
必
要
で
あ
る
が
、

双
方
に
つ
い
て
完
全
を
期
待
す
る
こ
と
は
実
際
上
望
み
難
い
の
で
、
む
し
ろ
各
大
学
が
所
在
地
域

の
特
徴
、
教
授
の
陣
容
等
に
よ
り
い
ず
れ
か
に
重
点
を
お
き
そ
れ
ぞ
れ
特
色
の
発
揮
に
努
む
べ
き

で
あ
る
。

な
お
い
う
ま
で
も
な
く
、
学
校
教
育
の
目
標
は
知
識
を
授
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
格
を
造
る

こ
と
に
あ
る
か
ら
、
工
科
系
大
学
に
お
い
て
技
術
者
倫
理
の
徹
底
を
図
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で

あ
り
、
ま
た
機
械
的
技
術
の
革
新
に
伴
い
管
理
技
術
の
進
歩
は
益
々
著
し
い
も
の
が
あ
る
の
で
、

管
理
技
術
に
関
す
る
科
目
は
今
後
の
技
術
者
教
育
と
し
て
忽
せ
に
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑷

将
来
の
科
学
技
術
の
進
歩
と
産
業
技
術
の
高
度
化
に
即
応
し
、
理
工
系
大
学
院
を
強
化
し
て
、

専
門
科
学
技
術
者
・
上
級
技
術
者
の
育
成
に
努
め
る
外
、
産
業
界
の
委
託
学
生
の
制
度
を
修
士
課

程
に
お
い
て
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

⑸

理
工
系
大
学
教
職
員
の
海
外
お
よ
び
内
地
留
学
・
相
互
啓
発
等
に
よ
り
質
的
向
上
を
図
る
と
と

も
に
産
業
技
術
の
高
度
化
に
伴
う
産
業
技
術
者
の
再
教
育
に
つ
い
て
大
学
側
の
態
勢
を
整
備
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。

⑹

理
工
系
大
学
と
産
業
界
と
は
絶
え
ず
緊
密
な
連
携
を
図
り
、
大
学
側
は
産
業
界
の
要
請
を
的
確

に
把
握
し
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
方
途
を
考
究
す
べ
き
で
あ
る
。
産
業
界
も
講
師
の
派
遣
、
教
授

の
現
場
見
学
出
張
そ
の
他
工
業
教
育
全
般
な
ら
び
に
研
究
の
推
進
に
つ
い
て
で
き
う
る
限
り
の
協

力
を
致
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
日
経
』

昭
和
三
一
年
一
一
月
二
二
日

〔
二
─
七
七
〕
失
業
対
策
審
議
会
、
内
閣
総
理
大
臣
宛

答答
申申
第第
六六
号号

昭
和
三
〇
年
九
月
一
二
日
諮
問
第
四
号
に
対
し
て
は
、
同
年
一
二
月
二
一
日
答
申
第
五
号
を
も
っ
て

答
申
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
雇
用
失
業
情
勢
の
推
移
に
か
ん
が
み
て
こ
こ
に
重
ね
て
別
紙

の
通
り
答
申
す
る
。

失
業
対
策
審
議
会
会
長

有

沢

広

巳

内
閣
総
理
火
臣

鳩

山

一

郎

殿

最
近
の
失
業
情
勢
は
、
大
量
の
失
業
者
を
排
出
し
つ
つ
あ
っ
た
昭
和
二
九
年
か
ら
三
〇
年
に
か
け
て

の
時
間
に
比
較
す
る
と
幾
分
緩
和
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
み
ら
れ
る
。

し
か
し
生
産
活
動
の
著
し
い
伸
び
に
較
べ
て
正
常
な
雇
用
量
の
増
加
は
は
る
か
に
小
さ
く
、
累
増
す

る
労
働
力
人
口
の
労
働
市
場
へ
の
圧
力
は
緩
和
さ
れ
て
い
な
い
。

特
に
日
雇
労
働
市
場
に
お
い
て
は
、
今
日
の
如
き
好
況
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
失
業
対
策
事
業
就
労
の

失
業
者
の
大
部
分
は
な
お
停
滞
化
の
傾
向
を
続
け
て
お
り
、
同
事
業
が
吸
収
し
得
な
い
失
業
者
の
多
く
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⑵

工
業
高
校
の
教
育
内
容
に
つ
い
て
は
、
学
校
所
在
地
域
の
産
業
の
特
色
を
充
分
に
考
慮
し
、
必

要
な
知
識
と
技
能
を
授
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
産
業
人
と
し
て
の
人
格
教
育
・
躾
教
育
に
も
力
点

を
お
く
べ
き
で
あ
る
。
戦
後
の
工
業
高
校
生
は
技
能
に
お
い
て
も
基
礎
知
識
に
お
い
て
も
甚
し
く

不
充
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
年
限
が
三
年
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
教
職
員
の
資
質
の
低
下

に
因
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
効
率
的
な
初
等
技
術
教
育
を
行
う
た
め
、
中
学
校
と
結
び
つ
け

て
六
年
制
と
し
、
一
貫
し
た
教
育
を
行
い
得
る
よ
う
な
道
を
拓
く
必
要
が
あ
り
、
ま
た
教
職
員
の

資
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
そ
の
再
教
育
・
人
材
交
流
等
を
行
う
と
と
も
に
、
学
科
と
実
習
と
が

相
互
密
接
に
関
連
し
て
一
貫
的
な
教
育
を
授
け
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
が
特
に
必
要
で
あ
る
。

⑶

工
業
高
校
の
実
習
施
設
に
つ
い
て
は
、
職
場
の
設
備
に
比
し
て
甚
し
く
遜
色
が
あ
る
の
で
、
産

業
教
育
振
興
法
を
再
検
討
し
て
質
量
と
も
に
内
容
の
充
実
を
図
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
生
徒
の

学
外
実
習
は
現
状
で
は
一
般
に
困
難
で
あ
る
が
、
教
職
員
の
国
内
現
場
留
学
と
産
業
界
か
ら
の
講

師
派
遣
に
つ
い
て
は
、
産
業
界
と
し
て
協
力
に
吝
か
な
も
の
で
は
な
い
。

五五

技技
術術
者者
養養
成成
のの
たた
めめ
のの
理理
工工
科科
系系
大大
学学
教教
育育
のの
改改
善善

⑴

産
業
界
に
お
い
て
は
、
戦
前
旧
制
工
業
専
門
学
校
の
供
給
し
て
い
た
中
級
技
術
者
は
今
日
の
産

業
界
に
お
い
て
も
そ
の
必
要
を
痛
感
し
て
い
る
が
、
現
在
二
年
制
の
短
期
大
学
で
は
到
底
こ
の
要

求
を
満
足
し
得
な
い
。
よ
っ
て
二
年
制
の
短
期
大
学
を
高
校
と
結
び
つ
け
五
年
制
の
専
門
大
学
を

設
け
そ
の
積
極
的
拡
充
を
図
っ
て
、
高
校
と
大
学
と
の
間
の
教
育
の
重
複
非
能
率
を
是
正
す
る
と

と
も
に
実
習
、
専
門
学
科
の
充
実
を
行
い
も
っ
て
産
業
界
の
要
請
に
即
応
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵

四
年
制
大
学
は
法
文
系
に
比
し
理
工
系
が
甚
し
く
均
衡
を
失
し
、
学
生
数
に
お
い
て
も
現
在
七

五
対
二
五
の
比
率
で
あ
っ
て
、
戦
前
の
六
五
対
三
五
の
比
率
に
も
達
せ
ず
、
将
来
科
学
技
術
者
た

る
べ
き
理
工
学
部
学
生
数
は
短
期
大
学
を
含
め
て
も
約
八
万
（
即
ち
一
年
約
二
万
）
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
こ
れ
に
対
す
る
国
費
支
出
の
面
か
ら
み
て
も
、
余
り
に
少
額
に
失
す
る
実
情
で
あ
る
。
政
府

は
国
家
一
〇
〇
年
の
大
計
に
基
き
、
計
画
的
に
法
文
系
を
圧
縮
し
て
理
工
系
（
専
門
大
学
を
含
む
）

へ
の
転
換
を
図
る
と
と
も
に
、
積
極
的
に
理
工
系
大
学
に
対
す
る
国
庫
支
弁
お
よ
び
補
助
の
増
額

措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

⑶

工
科
系
大
学
の
教
育
内
容
に
つ
い
て
は
、
新
制
大
学
四
年
間
の
専
門
科
目
の
授
業
時
数
が
旧
制

大
学
三
年
間
の
そ
れ
に
比
し
て
約
三
～
四
割
方
減
少
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
現
行
四
年
の
枠
内
に

お
い
て
専
門
科
目
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
学
生
の
学
外
実
習
は
原
則
と
し
て
正
科
と
し
組
織

的
に
実
施
す
る
必
要
が
あ
る
。
専
門
科
目
と
併
せ
て
基
礎
科
目
の
充
実
も
大
い
に
必
要
で
あ
る
が
、

双
方
に
つ
い
て
完
全
を
期
待
す
る
こ
と
は
実
際
上
望
み
難
い
の
で
、
む
し
ろ
各
大
学
が
所
在
地
域

の
特
徴
、
教
授
の
陣
容
等
に
よ
り
い
ず
れ
か
に
重
点
を
お
き
そ
れ
ぞ
れ
特
色
の
発
揮
に
努
む
べ
き

で
あ
る
。

な
お
い
う
ま
で
も
な
く
、
学
校
教
育
の
目
標
は
知
識
を
授
け
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
格
を
造
る

こ
と
に
あ
る
か
ら
、
工
科
系
大
学
に
お
い
て
技
術
者
倫
理
の
徹
底
を
図
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で

あ
り
、
ま
た
機
械
的
技
術
の
革
新
に
伴
い
管
理
技
術
の
進
歩
は
益
々
著
し
い
も
の
が
あ
る
の
で
、

管
理
技
術
に
関
す
る
科
目
は
今
後
の
技
術
者
教
育
と
し
て
忽
せ
に
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

⑷

将
来
の
科
学
技
術
の
進
歩
と
産
業
技
術
の
高
度
化
に
即
応
し
、
理
工
系
大
学
院
を
強
化
し
て
、

専
門
科
学
技
術
者
・
上
級
技
術
者
の
育
成
に
努
め
る
外
、
産
業
界
の
委
託
学
生
の
制
度
を
修
士
課

程
に
お
い
て
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

⑸

理
工
系
大
学
教
職
員
の
海
外
お
よ
び
内
地
留
学
・
相
互
啓
発
等
に
よ
り
質
的
向
上
を
図
る
と
と

も
に
産
業
技
術
の
高
度
化
に
伴
う
産
業
技
術
者
の
再
教
育
に
つ
い
て
大
学
側
の
態
勢
を
整
備
す
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。

⑹

理
工
系
大
学
と
産
業
界
と
は
絶
え
ず
緊
密
な
連
携
を
図
り
、
大
学
側
は
産
業
界
の
要
請
を
的
確

に
把
握
し
て
、
こ
れ
に
対
応
す
る
方
途
を
考
究
す
べ
き
で
あ
る
。
産
業
界
も
講
師
の
派
遣
、
教
授

の
現
場
見
学
出
張
そ
の
他
工
業
教
育
全
般
な
ら
び
に
研
究
の
推
進
に
つ
い
て
で
き
う
る
限
り
の
協

力
を
致
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
日
経
』

昭
和
三
一
年
一
一
月
二
二
日

〔
二
─
七
七
〕
失
業
対
策
審
議
会
、
内
閣
総
理
大
臣
宛

答答
申申
第第
六六
号号

昭
和
三
〇
年
九
月
一
二
日
諮
問
第
四
号
に
対
し
て
は
、
同
年
一
二
月
二
一
日
答
申
第
五
号
を
も
っ
て

答
申
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
雇
用
失
業
情
勢
の
推
移
に
か
ん
が
み
て
こ
こ
に
重
ね
て
別
紙

の
通
り
答
申
す
る
。

失
業
対
策
審
議
会
会
長

有

沢

広

巳

内
閣
総
理
火
臣

鳩

山

一

郎

殿

最
近
の
失
業
情
勢
は
、
大
量
の
失
業
者
を
排
出
し
つ
つ
あ
っ
た
昭
和
二
九
年
か
ら
三
〇
年
に
か
け
て

の
時
間
に
比
較
す
る
と
幾
分
緩
和
さ
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
み
ら
れ
る
。

し
か
し
生
産
活
動
の
著
し
い
伸
び
に
較
べ
て
正
常
な
雇
用
量
の
増
加
は
は
る
か
に
小
さ
く
、
累
増
す

る
労
働
力
人
口
の
労
働
市
場
へ
の
圧
力
は
緩
和
さ
れ
て
い
な
い
。

特
に
日
雇
労
働
市
場
に
お
い
て
は
、
今
日
の
如
き
好
況
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
失
業
対
策
事
業
就
労
の

失
業
者
の
大
部
分
は
な
お
停
滞
化
の
傾
向
を
続
け
て
お
り
、
同
事
業
が
吸
収
し
得
な
い
失
業
者
の
多
く
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は
産
業
雇
用
へ
の
途
を
見
出
し
得
な
い
ま
ま
に
浮
動
的
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
上
に
、
厖
大
な
不
完

全
就
業
者
層
の
存
在
を
背
景
と
し
て
出
て
く
る
失
業
者
層
の
圧
力
を
依
然
と
し
て
強
く
受
け
て
い
る
。

ま
た
地
域
に
よ
っ
て
は
す
で
に
大
量
の
失
業
者
が
発
生
し
て
い
る
の
に
加
え
て
今
後
更
に
新
た
な
離
職

者
の
排
出
が
予
想
さ
れ
て
、
そ
の
状
況
が
い
よ
い
よ
深
刻
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
雇
用
・
失
業
情
勢
に
か
ん
が
み
、
そ
の
対
策
に
つ
い
て
は
、
左
記
の
諸
施
策
を
実
施
す

る
必
要
が
あ
る
。

記

第
一

失
業
対
策
に
つ
い
て

失
業
者
の
就
労
対
策
と
し
て
の
失
業
対
策
事
業
の
改
善
及
び
地
域
的
に
集
中
し
て
い
る
失
業
に
対

す
る
総
合
的
対
策
と
し
て
、
次
の
施
策
を
行
う
こ
と
。

一

失
業
対
策
諸
事
業
の
改
善

公
共
事
業
、
失
業
対
策
事
業
等
の
失
業
対
策
諸
事
業
の
根
本
的
改
善
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
答
申

第
五
号
に
お
い
て
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
行
の
諸
事
業
（
公
共
事
業
、
臨
時
就
労
対

策
事
業
、
一
般
失
業
対
策
事
業
）
の
運
営
及
び
こ
れ
ら
事
業
の
就
労
者
の
実
態
に
つ
い
て
次
の
よ
う

な
問
題
が
あ
る
。

１

公
共
事
業
は
、
施
行
地
が
失
業
者
発
生
の
地
域
か
ら
遠
隔
の
場
所
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
事
業
の

事
業
主
体
・
施
行
主
体
も
区
々
で
あ
る
こ
と
等
の
た
め
失
業
者
の
就
労
を
は
か
る
こ
と
は
困
難
な
事

態
と
な
っ
て
お
り
、
事
業
全
体
の
労
務
吸
収
に
関
す
る
状
態
も
十
分
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

２

臨
時
就
労
対
策
事
業
は
、
事
業
費
の
財
源
に
揮
発
油
税
が
あ
て
ら
れ
、
道
路
整
備
五
ヵ
年
計
画
の

事
業
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
事
業
の
施
行
地
が
失
業
対
策
上
の
要
請
に
必
ず
し
も
適
応

し
て
行
わ
れ
難
い
こ
と
。

３

失
業
対
策
事
業
に
紹
介
さ
れ
る
資
格
を
も
つ
失
業
者
約
三
五
万
人
の
半
数
は
、
体
力
、
能
力
か
ら

し
て
現
状
の
ま
ま
で
は
特
別
失
業
対
策
事
業
等
の
高
度
な
事
業
に
就
労
し
難
い
者
で
あ
る
。
ま
た
大

部
分
の
者
は
、
失
業
対
策
事
業
の
就
労
者
と
な
っ
て
か
ら
の
期
間
が
長
く
、
そ
の
年
令
構
成
を
み
て

も
高
年
令
層
に
偏
在
し
て
お
り
、
失
業
対
策
事
業
の
運
営
が
、
事
業
本
来
の
形
態
を
失
わ
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
。

従
っ
て
対
策
諸
事
業
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
各
項
に
か
か
げ
る
改
善
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

㈠

特
別
及
び
一
般
失
業
対
策
事
業

１

特
別
失
業
対
策
事
業
は
失
業
者
の
労
働
者
の
維
持
保
全
と
事
業
効
果
の
確
保
と
に
と
っ
て
望

ま
し
き
形
態
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
種
事
業
を
漸
次
失
業
対
策
事
業
の
中
心
的
事
業
と
し
て

い
く
た
め
、
そ
の
事
業
費
を
増
額
す
る
と
と
も
に
、
事
業
種
目
に
つ
い
て
も
新
た
に
住
宅
建
設

・
工
業
用
水
事
業
等
を
加
え
る
こ
と
。

な
お
、
今
後
発
生
す
る
失
業
者
は
可
能
な
限
り
特
別
失
業
対
策
事
業
に
吸
収
す
る
よ
う
に
努

め
る
こ
と
。

２

一
般
失
業
対
策
事
業
は
な
る
べ
く
増
加
を
避
け
る
も
の
と
し
、
現
在
の
一
般
失
業
対
策
事
業

就
労
者
中
直
ち
に
高
度
な
事
業
に
就
労
し
難
い
が
今
後
労
働
能
力
を
高
め
る
こ
と
の
可
能
な
者

に
対
し
て
は
、
特
別
失
業
対
策
事
業
へ
の
移
行
、
一
般
労
働
市
場
へ
の
復
帰
を
促
進
す
る
た
め

に
、
こ
れ
ら
の
者
を
吸
収
す
る
事
業
の
運
営
に
つ
い
て
、
作
業
要
領
と
し
て
小
間
割
制
の
採
用
、

管
理
機
構
の
充
実
、
資
材
費
補
助
単
価
の
引
上
げ
等
の
措
置
を
行
い
、
ま
た
就
労
者
に
対
す
る

技
能
教
育
、
職
業
補
導
等
の
機
会
の
増
加
、
充
実
を
は
か
る
こ
と
。

３

現
在
一
般
失
業
対
策
事
業
に
就
労
し
て
い
る
者
の
う
ち
労
働
能
力
が
低
く
、
一
般
労
働
市
場

へ
の
復
帰
が
相
当
困
難
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
資
材
費
の
少
な
い
簡
易
な
事
業
に
吸
収
す
る
こ

と
。

４

一
般
失
業
対
策
事
業
に
就
労
し
て
い
る
知
職
層
失
業
者
の
就
労
対
策
に
つ
い
て
は
、
対
策
諸

事
業
の
高
度
化
に
伴
い
必
要
と
な
る
管
理
、
事
務
、
技
術
関
係
で
の
吸
収
を
で
き
る
だ
け
多
く

す
る
よ
う
に
措
置
す
る
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
者
が
特
に
大
量
に
存
在
し
て
い
る
地
域
に
お
い
て
は

事
業
の
実
施
期
間
を
限
定
し
て
知
識
層
向
け
の
特
別
の
事
業
を
適
宜
実
施
し
、
労
働
能
力
の
保

全
に
努
め
る
こ
と
。

㈡

公
共
事
業

１

失
業
者
が
多
数
発
生
し
て
い
る
特
定
の
地
域
内
に
行
わ
れ
る
公
共
事
業
は
、
失
業
者
吸
収
の

著
し
く
困
難
な
種
目
を
除
き
、
現
行
の
臨
時
就
労
対
策
事
業
の
種
目
に
限
ら
ず
総
て
こ
れ
を
特

別
公
共
事
業
と
し
、
失
業
者
の
吸
収
に
つ
き
臨
時
就
労
対
策
事
業
と
同
様
の
措
置
を
行
う
こ
と
。

２

特
別
公
共
事
業
と
さ
れ
る
も
の
以
外
の
公
共
事
業
に
つ
い
て
は
、
事
業
種
目
、
施
行
地
域
等

か
ら
み
て
失
業
者
の
計
画
的
吸
収
に
適
す
る
事
業
に
対
し
て
だ
け
現
行
の
失
業
者
の
吸
収
措
置

を
確
実
に
実
施
す
る
よ
う
に
し
、
失
業
者
の
吸
収
効
果
を
期
待
し
難
い
事
業
に
は
そ
の
措
置
を

適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

㈢

臨
時
就
労
対
策
事
業

現
行
の
臨
時
就
労
対
策
事
業
は
、
前
二
項
の
趣
旨
に
従
い
特
別
失
業
対
策
事
業
又
は
公
共
事
業

に
移
す
こ
と
。

㈣

事
業
の
運
営
に
つ
い
て

失
業
対
策
事
業
の
改
善
に
つ
い
て
は
、
事
業
毎
に
前
各
項
の
措
置
を
と
る
ほ
か
、
諸
事
業
を
共

通
す
る
対
策
と
し
て
次
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

１

対
策
諸
事
業
が
失
業
の
状
況
に
適
応
し
て
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
都
道
府
県
毎
に

各
事
業
の
施
行
計
画
（
時
期
、
場
所
、
吸
収
す
る
労
務
者
等
）
を
総
合
的
に
樹
立
す
る
こ
と
。
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２

失
業
対
策
事
業
就
労
者
の
生
活
実
態
に
か
ん
が
み
、
か
ね
て
本
審
誠
会
の
答
申
に
い
う
如
く

平
均
就
労
日
数
は
最
低
二
二
日
程
度
を
確
保
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

３

対
策
諸
事
業
が
失
業
者
を
吸
収
す
る
に
際
し
、
労
働
力
の
輸
送
を
必
要
と
す
る
場
合
が
あ
る

の
で
、
輸
送
施
設
、
経
費
等
に
対
し
て
適
当
な
措
置
を
行
う
こ
と
。

４

失
業
対
策
諸
事
業
を
効
果
的
に
運
営
す
る
と
と
も
に
失
業
者
の
一
般
産
業
へ
の
復
帰
を
促
進

す
る
た
め
に
は
、
直
接
そ
の
衝
に
あ
た
る
職
業
安
定
機
関
の
充
実
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
し
か
る
に
そ
の
施
設
・
経
費
・
人
員
等
の
不
足
、
不
備
は
甚
だ
し
く
、
そ
の
結
果
職
員
の

過
労
と
機
動
力
の
減
退
が
生
じ
機
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
。
速
か
に
こ
れ
ら

の
点
に
つ
き
改
善
を
行
う
こ
と
。

５

地
方
財
政
の
窮
迫
に
伴
い
失
業
対
策
諸
事
業
の
施
行
は
相
当
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て

一
般
失
業
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
一
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
事
業
費
の
一
部
に

対
す
る
高
率
補
助
の
適
用
範
囲
を
拡
げ
る
こ
と
。
ま
た
特
別
失
業
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
事

業
費
に
対
す
る
国
庫
補
助
率
を
高
め
る
と
と
も
に
同
事
業
を
地
方
財
政
再
建
特
別
措
置
法
の
指

定
事
業
か
ら
除
き
、
所
要
の
事
業
量
が
円
滑
に
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二

地
城
的
に
集
中
す
る
失
業
に
対
す
る
対
策
の
総
合
的
実
施

国
連
軍
の
引
揚
等
に
伴
い
人
口
の
一
割
を
超
え
る
失
業
者
を
か
か
え
て
い
る
呉
市
、
あ
る
い
は
石

炭
鉱
業
の
不
況
、
こ
れ
に
続
く
石
炭
鉱
業
合
理
化
臨
時
措
置
法
の
実
施
等
に
よ
り
、
大
量
の
失
業
者

が
集
中
し
て
い
る
北
九
州
の
炭
鉱
都
市
の
如
く
失
業
情
勢
が
著
し
く
深
刻
化
し
て
い
る
地
域
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
い
て
は
、
従
来
行
わ
れ
て
き
た
失
業
対
策
諸
事
業
だ
け
で
は
厖
大
な
失
業

者
を
一
般
労
働
市
場
に
お
け
る
就
業
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
す
で
に
失
業
者
の
滞
留
、

地
方
財
政
の
窮
迫
、
対
策
諸
事
業
に
適
応
す
る
事
業
の
選
定
難
等
の
事
態
を
生
じ
て
い
る
。

従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
失
業
多
発
地
域
に
つ
い
て
は
、
失
業
対
策
特
定
地
域
と
し
て
の
指
定
を
行

い
次
の
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

１

産
業
立
地
そ
の
他
経
済
諸
条
件
が
許
す
範
囲
に
お
い
て
そ
の
地
城
に
産
業
を
育
成
し
て
失
業
者

の
再
就
業
を
促
進
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
産
業
基
盤
を
造
成
す
る
た
め
道
路
・
港
湾
・
工
業
用
水

等
の
諸
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
。

２

失
業
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
高
率
ま
た
は
全
額
の
補
助
等
特
別
の
措
置
を
行
う
こ
と
。

３

失
業
者
の
他
地
城
へ
の
移
動
を
促
進
す
る
た
め
失
業
者
に
対
し
他
地
域
で
の
就
職
を
積
極
的
に

斡
施
し
、
ま
た
そ
の
移
転
費
、
住
宅
確
保
の
た
め
の
経
費
に
つ
き
給
付
、
貸
付
等
適
切
な
援
助
を

行
う
こ
と
。

第
二

雇
用
対
策
に
つ
い
て

失
業
対
策
事
業
を
す
で
に
述
べ
た
如
く
改
善
し
て
施
行
す
る
に
は
、
現
在
の
適
格
者
数
に
見
合
う

程
度
の
事
業
量
を
行
う
だ
け
で
も
数
百
億
円
の
国
家
予
算
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
適
格
者
に

な
る
こ
と
を
抑
え
ら
れ
て
い
る
者
及
び
毎
月
二
万
人
以
上
に
達
す
る
新
た
な
対
策
諸
事
業
就
労
希
望

の
失
業
者
を
総
て
含
め
て
そ
の
就
労
の
た
め
に
事
業
を
施
行
し
て
い
く
こ
と
は
財
政
上
極
め
て
困
難

な
こ
と
で
あ
る
。
地
域
的
に
集
中
す
る
失
業
者
の
対
策
も
現
状
の
如
き
失
業
対
策
諸
事
業
を
中
心
と

す
る
進
め
方
で
は
、
期
待
す
る
効
果
は
望
み
得
な
い
。

一
方
最
近
の
就
業
状
態
を
み
る
に

１

大
企
業
に
お
い
て
は
、
労
働
生
産
性
の
向
上
、
機
械
化
の
促
進
等
の
た
め
に
、
労
働
力
の
需
要

は
生
産
の
増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
程
延
び
て
お
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
需
要
の
充
足
が
労
働
時

問
の
延
長
、
臨
時
労
働
者
の
採
用
等
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
新
た
な
常
用
労
働

者
の
雇
用
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
。

２

零
細
企
業
で
は
、
そ
の
雇
用
量
が
増
加
し
て
い
る
が
、
雇
用
者
の
賃
金
は
、
大
企
業
の
そ
れ
に

く
ら
べ
て
著
し
く
低
く
、
就
業
状
態
の
不
安
定
性
も
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
農
業
部
門
に
お

い
て
は
、
経
営
が
中
間
層
に
集
中
す
る
反
面
零
細
農
家
の
窮
乏
化
傾
向
が
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
総

て
厖
大
な
潜
在
失
業
人
口
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
就
業
構
造
の
不
健
全
さ
を
ま
す
ま
す
促
進

し
て
い
る
こ
と
。

３

労
働
市
場
に
お
い
て
は
、
低
年
令
層
あ
る
い
は
特
殊
技
能
者
に
対
す
る
需
要
は
相
当
活
発
で
あ

る
の
に
、
ひ
と
た
び
離
職
し
た
中
年
以
上
の
失
業
者
に
対
す
る
需
要
は
殆
ん
ど
な
く
、
需
給
関
係

に
著
し
い
懸
隔
が
生
じ
て
い
る
こ
と
。

等
の
状
態
が
し
め
さ
れ
て
お
り
、
経
済
規
模
の
拡
大
に
伴
う
効
果
が
お
の
ず
か
ら
雇
用
問
題
の
解
決

に
向
っ
て
波
及
し
つ
つ
あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
い
難
い
。

将
来
に
お
け
る
生
産
年
令
人
口
の
一
層
の
増
加
及
び
高
い
労
働
力
比
率
を
も
考
慮
し
、
今
日
の
如
き

好
況
か
ら
の
退
潮
時
に
お
け
る
雇
用
問
題
の
予
想
さ
れ
得
る
深
刻
な
事
態
を
避
け
る
た
め
に
は
、
本
審

議
会
の
か
ね
て
の
答
申
に
述
べ
た
如
く
生
産
及
び
貿
易
の
伸
張
を
は
か
る
と
と
も
に
、
次
の
措
置
を
行

う
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。

一

対
策
の
実
施

１

過
当
な
労
働
時
問
の
延
長
、
あ
る
い
は
変
則
的
な
臨
時
的
労
働
者
の
増
加
等
に
よ
っ
て
正
常
な

雇
用
量
の
増
加
が
阻
げ
ら
れ
な
い
よ
う
、
労
使
協
力
の
も
と
に
そ
の
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。

２

中
小
零
細
企
業
等
に
お
け
る
雇
用
の
安
定
性
を
増
進
す
る
よ
う
に
こ
れ
ら
の
育
成
、
指
導
を
強

化
す
る
ほ
か
、
最
低
賃
金
制
の
実
施
、
社
会
保
険
の
拡
充
を
は
か
る
こ
と
。

３

労
働
力
需
給
の
地
域
的
不
均
衡
を
緩
和
し
、
あ
わ
せ
て
関
連
事
業
の
雇
用
を
増
進
し
、
労
働
力

の
移
動
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
労
務
者
住
宅
の
大
量
建
設
を
行
う
こ
と
。

４

技
術
・
技
能
等
の
関
係
か
ら
需
要
の
少
な
い
労
働
力
に
つ
い
て
は
、
そ
の
需
要
度
を
高
め
る
よ



- 113 -

２

失
業
対
策
事
業
就
労
者
の
生
活
実
態
に
か
ん
が
み
、
か
ね
て
本
審
誠
会
の
答
申
に
い
う
如
く

平
均
就
労
日
数
は
最
低
二
二
日
程
度
を
確
保
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

３

対
策
諸
事
業
が
失
業
者
を
吸
収
す
る
に
際
し
、
労
働
力
の
輸
送
を
必
要
と
す
る
場
合
が
あ
る

の
で
、
輸
送
施
設
、
経
費
等
に
対
し
て
適
当
な
措
置
を
行
う
こ
と
。

４

失
業
対
策
諸
事
業
を
効
果
的
に
運
営
す
る
と
と
も
に
失
業
者
の
一
般
産
業
へ
の
復
帰
を
促
進

す
る
た
め
に
は
、
直
接
そ
の
衝
に
あ
た
る
職
業
安
定
機
関
の
充
実
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
し
か
る
に
そ
の
施
設
・
経
費
・
人
員
等
の
不
足
、
不
備
は
甚
だ
し
く
、
そ
の
結
果
職
員
の

過
労
と
機
動
力
の
減
退
が
生
じ
機
能
を
十
分
に
発
揮
で
き
な
い
状
態
で
あ
る
。
速
か
に
こ
れ
ら

の
点
に
つ
き
改
善
を
行
う
こ
と
。

５

地
方
財
政
の
窮
迫
に
伴
い
失
業
対
策
諸
事
業
の
施
行
は
相
当
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て

一
般
失
業
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
一
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
事
業
費
の
一
部
に

対
す
る
高
率
補
助
の
適
用
範
囲
を
拡
げ
る
こ
と
。
ま
た
特
別
失
業
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
事

業
費
に
対
す
る
国
庫
補
助
率
を
高
め
る
と
と
も
に
同
事
業
を
地
方
財
政
再
建
特
別
措
置
法
の
指

定
事
業
か
ら
除
き
、
所
要
の
事
業
量
が
円
滑
に
施
行
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

二

地
城
的
に
集
中
す
る
失
業
に
対
す
る
対
策
の
総
合
的
実
施

国
連
軍
の
引
揚
等
に
伴
い
人
口
の
一
割
を
超
え
る
失
業
者
を
か
か
え
て
い
る
呉
市
、
あ
る
い
は
石

炭
鉱
業
の
不
況
、
こ
れ
に
続
く
石
炭
鉱
業
合
理
化
臨
時
措
置
法
の
実
施
等
に
よ
り
、
大
量
の
失
業
者

が
集
中
し
て
い
る
北
九
州
の
炭
鉱
都
市
の
如
く
失
業
情
勢
が
著
し
く
深
刻
化
し
て
い
る
地
域
が
あ

る
。
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
い
て
は
、
従
来
行
わ
れ
て
き
た
失
業
対
策
諸
事
業
だ
け
で
は
厖
大
な
失
業

者
を
一
般
労
働
市
場
に
お
け
る
就
業
に
復
帰
さ
せ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
す
で
に
失
業
者
の
滞
留
、

地
方
財
政
の
窮
迫
、
対
策
諸
事
業
に
適
応
す
る
事
業
の
選
定
難
等
の
事
態
を
生
じ
て
い
る
。

従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
失
業
多
発
地
域
に
つ
い
て
は
、
失
業
対
策
特
定
地
域
と
し
て
の
指
定
を
行

い
次
の
よ
う
な
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

１

産
業
立
地
そ
の
他
経
済
諸
条
件
が
許
す
範
囲
に
お
い
て
そ
の
地
城
に
産
業
を
育
成
し
て
失
業
者

の
再
就
業
を
促
進
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
産
業
基
盤
を
造
成
す
る
た
め
道
路
・
港
湾
・
工
業
用
水

等
の
諸
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
。

２

失
業
対
策
事
業
に
つ
い
て
は
、
高
率
ま
た
は
全
額
の
補
助
等
特
別
の
措
置
を
行
う
こ
と
。

３

失
業
者
の
他
地
城
へ
の
移
動
を
促
進
す
る
た
め
失
業
者
に
対
し
他
地
域
で
の
就
職
を
積
極
的
に

斡
施
し
、
ま
た
そ
の
移
転
費
、
住
宅
確
保
の
た
め
の
経
費
に
つ
き
給
付
、
貸
付
等
適
切
な
援
助
を

行
う
こ
と
。

第
二

雇
用
対
策
に
つ
い
て

失
業
対
策
事
業
を
す
で
に
述
べ
た
如
く
改
善
し
て
施
行
す
る
に
は
、
現
在
の
適
格
者
数
に
見
合
う

程
度
の
事
業
量
を
行
う
だ
け
で
も
数
百
億
円
の
国
家
予
算
を
要
す
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
適
格
者
に

な
る
こ
と
を
抑
え
ら
れ
て
い
る
者
及
び
毎
月
二
万
人
以
上
に
達
す
る
新
た
な
対
策
諸
事
業
就
労
希
望

の
失
業
者
を
総
て
含
め
て
そ
の
就
労
の
た
め
に
事
業
を
施
行
し
て
い
く
こ
と
は
財
政
上
極
め
て
困
難

な
こ
と
で
あ
る
。
地
域
的
に
集
中
す
る
失
業
者
の
対
策
も
現
状
の
如
き
失
業
対
策
諸
事
業
を
中
心
と

す
る
進
め
方
で
は
、
期
待
す
る
効
果
は
望
み
得
な
い
。

一
方
最
近
の
就
業
状
態
を
み
る
に

１

大
企
業
に
お
い
て
は
、
労
働
生
産
性
の
向
上
、
機
械
化
の
促
進
等
の
た
め
に
、
労
働
力
の
需
要

は
生
産
の
増
加
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
程
延
び
て
お
ら
ず
、
し
か
も
そ
の
需
要
の
充
足
が
労
働
時

問
の
延
長
、
臨
時
労
働
者
の
採
用
等
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
新
た
な
常
用
労
働

者
の
雇
用
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
。

２

零
細
企
業
で
は
、
そ
の
雇
用
量
が
増
加
し
て
い
る
が
、
雇
用
者
の
賃
金
は
、
大
企
業
の
そ
れ
に

く
ら
べ
て
著
し
く
低
く
、
就
業
状
態
の
不
安
定
性
も
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
農
業
部
門
に
お

い
て
は
、
経
営
が
中
間
層
に
集
中
す
る
反
面
零
細
農
家
の
窮
乏
化
傾
向
が
み
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
総

て
厖
大
な
潜
在
失
業
人
口
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
就
業
構
造
の
不
健
全
さ
を
ま
す
ま
す
促
進

し
て
い
る
こ
と
。

３

労
働
市
場
に
お
い
て
は
、
低
年
令
層
あ
る
い
は
特
殊
技
能
者
に
対
す
る
需
要
は
相
当
活
発
で
あ

る
の
に
、
ひ
と
た
び
離
職
し
た
中
年
以
上
の
失
業
者
に
対
す
る
需
要
は
殆
ん
ど
な
く
、
需
給
関
係

に
著
し
い
懸
隔
が
生
じ
て
い
る
こ
と
。

等
の
状
態
が
し
め
さ
れ
て
お
り
、
経
済
規
模
の
拡
大
に
伴
う
効
果
が
お
の
ず
か
ら
雇
用
問
題
の
解
決

に
向
っ
て
波
及
し
つ
つ
あ
る
と
は
必
ず
し
も
い
い
難
い
。

将
来
に
お
け
る
生
産
年
令
人
口
の
一
層
の
増
加
及
び
高
い
労
働
力
比
率
を
も
考
慮
し
、
今
日
の
如
き

好
況
か
ら
の
退
潮
時
に
お
け
る
雇
用
問
題
の
予
想
さ
れ
得
る
深
刻
な
事
態
を
避
け
る
た
め
に
は
、
本
審

議
会
の
か
ね
て
の
答
申
に
述
べ
た
如
く
生
産
及
び
貿
易
の
伸
張
を
は
か
る
と
と
も
に
、
次
の
措
置
を
行

う
こ
と
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
。

一

対
策
の
実
施

１

過
当
な
労
働
時
問
の
延
長
、
あ
る
い
は
変
則
的
な
臨
時
的
労
働
者
の
増
加
等
に
よ
っ
て
正
常
な

雇
用
量
の
増
加
が
阻
げ
ら
れ
な
い
よ
う
、
労
使
協
力
の
も
と
に
そ
の
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。

２

中
小
零
細
企
業
等
に
お
け
る
雇
用
の
安
定
性
を
増
進
す
る
よ
う
に
こ
れ
ら
の
育
成
、
指
導
を
強

化
す
る
ほ
か
、
最
低
賃
金
制
の
実
施
、
社
会
保
険
の
拡
充
を
は
か
る
こ
と
。

３

労
働
力
需
給
の
地
域
的
不
均
衡
を
緩
和
し
、
あ
わ
せ
て
関
連
事
業
の
雇
用
を
増
進
し
、
労
働
力

の
移
動
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
労
務
者
住
宅
の
大
量
建
設
を
行
う
こ
と
。

４

技
術
・
技
能
等
の
関
係
か
ら
需
要
の
少
な
い
労
働
力
に
つ
い
て
は
、
そ
の
需
要
度
を
高
め
る
よ
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う
な
技
術
・
技
能
の
訓
練
を
行
う
こ
と
。

５

各
種
社
会
保
障
制
度
は
、
労
働
力
化
の
傾
向
を
緩
和
す
る
効
果
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
を
拡
充
し
て
労
働
力
化
率
の
上
昇
の
防
止
を
は
か
る
こ
と
。

二

機
構
の
整
備

雇
用
失
業
対
策
を
総
合
的
に
樹
立
し
、
そ
の
実
施
に
つ
き
責
任
を
も
つ
体
制
を
確
立
す
る
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
し
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
次
の
事
項
に
つ
き
調
査
審
議
す
べ
き
機
構
を
設
け
る
こ
と
。

１

調
査
事
項

⑴

雇
用
、
失
業
情
勢
の
総
合
的
な
把
握

⑵

産
業
政
策
、
社
会
保
障
政
策
等
各
種
政
策
の
雇
用
、
失
業
に
及
ぼ
す
影
響

２

審
議
事
項

⑴

失
業
労
働
力
に
対
す
る
直
接
的
対
策
の
大
綱

⑵

失
業
者
多
発
地
域
に
対
す
る
諸
対
策
の
大
綱

第
三

そ
の
他
の
措
置

㈠

大
学
卒
業
者
の
就
職
に
つ
い
て

大
学
卒
業
者
の
就
職
率
は
、
全
体
的
に
は
そ
う
悪
い
も
の
で
な
く
、
専
門
学
科
別
に
お
い
て
も

そ
う
著
し
い
問
題
の
存
す
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
就
職
の
内
容
に
つ
い
て

は
専
門
学
科
あ
る
い
は
大
学
の
所
在
地
域
等
の
別
に
よ
っ
て
相
当
の
ひ
ら
き
が
あ
る
も
の
と
考
え

ら
れ
、
大
学
卒
業
者
を
需
要
す
る
側
に
お
い
て
は
理
工
系
学
科
の
卒
業
者
の
不
足
等
の
種
々
の
問

題
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。
大
学
卒
業
者
の
就
業
問
題
に
つ
き
総
合
的
な
調
査
を
速
か
に
実
施
し
、

こ
れ
ら
の
問
題
に
処
す
べ
き
で
あ
る
。

㈡

雇
用
、
失
業
情
勢
の
把
握
に
つ
い
て

雇
用
、
失
業
に
関
す
る
統
計
及
び
調
査
は
逐
年
整
備
さ
れ
て
い
る
が
未
だ
十
分
で
あ
る
と
は
い

い
難
い
。
特
に
地
域
的
な
情
勢
の
分
析
、
労
働
市
場
状
況
の
把
握
、
就
業
形
態
の
調
査
等
に
欠
け

る
面
が
み
ら
れ
る
。
総
合
的
な
雇
用
政
策
確
立
の
た
め
に
速
か
に
こ
れ
ら
の
調
査
が
整
備
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
一
年
一
二
月
二
〇
日

〔
二
─
七
八
〕
東
京
商
工
会
議
所
建
議

技技
能能
者者
養養
成成
振振
興興
にに
関関
すす
るる
意意
見見

本
件
に
関
す
る
本
会
議
所
の
見
解
に
つ
い
て
は
既
に
昨
年
２
月
当
局
に
対
し
建
議
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
本
問
題
の
重
大
性
と
そ
の
後
の
推
移
に
か
ん
が
み
改
め
て
関
係
当
局
の
深
甚
な
る
考
慮
を
要
請

し
た
い
。

記

⑴

現
下
の
わ
が
国
経
済
に
と
っ
て
コ
ス
ト
の
合
理
的
引
き
下
げ
と
製
造
の
品
質
の
向
上
を
指
向
す
る

い
わ
ゆ
る
生
産
性
の
向
上
が
、
至
上
の
命
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
目
的
達
成
の
成
否
は
我
が
国

産
業
技
術
水
準
の
向
上
に
か
か
る
と
こ
ろ
が
洵
に
大
き
い
。

⑵

現
在
各
企
業
に
お
い
て
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
技
能
者
養
成
制
度
は
こ
の
制
度
発
足
以
来
来
、
養
成
実

施
事
業
所
数
、
技
能
習
得
者
数
に
お
い
て
全
国
的
に
か
な
り
普
及
発
達
を
み
、
そ
の
労
務
者
の
技
能

水
準
の
向
上
と
作
業
能
率
の
増
進
に
極
め
て
顕
著
な
効
果
を
収
め
つ
つ
あ
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

従
っ
て
か
か
る
民
間
企
業
に
お
け
る
技
能
者
養
成
に
つ
い
て
は
国
と
し
て
今
後
一
段
と
指
導
助
成

を
図
り
、
産
業
教
育
振
興
の
実
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。

⑶

さ
ら
に
近
時
、
中
小
企
業
に
お
け
る
生
産
性
向
上
問
題
に
つ
い
て
は
漸
く
に
し
て
認
識
が
深
ま
り
、

各
業
種
間
に
お
い
て
真
剣
に
考
究
さ
れ
て
い
る
が
、
一
般
に
中
小
企
業
に
お
い
て
は
そ
の
経
営
の
特

質
と
し
て
物
的
設
備
よ
り
労
働
力
の
地
位
が
重
く
、
個
々
の
労
働
者
の
智
能
・
技
術
・
熟
練
度
・
作

業
能
率
等
の
労
働
力
の
資
質
如
何
が
生
産
性
の
向
上
に
重
大
な
影
響
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。

大
企
業
の
系
列
下
に
あ
る
下
請
中
小
企
業
に
お
い
て
は
、
技
術
・
技
能
の
向
上
に
つ
い
て
大
企
業

か
ら
の
援
助
を
受
け
易
い
面
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
条
件
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
独
力
で
技
能
の
向
上

を
図
る
こ
と
に
多
く
の
困
難
を
感
じ
て
い
る
の
が
今
日
の
中
小
企
業
の
現
状
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
中
小
企
業
に
お
い
て
は
、
当
該
労
働
者
の
質
的
向
上
が
現
下
の
要
請
で
あ

る
生
産
性
向
上
に
何
よ
り
も
必
要
と
認
め
な
が
ら
も
業
界
の
実
情
と
し
て
は
遺
憾
な
が
ら
個
々
の
企

業
に
お
い
て
自
力
の
み
を
も
っ
て
、
単
独
に
組
織
的
な
技
能
者
養
成
制
度
を
確
立
し
、
こ
れ
を
実
行

す
る
だ
け
の
余
裕
に
乏
し
い
。

こ
こ
に
お
い
て
中
小
企
業
者
は
当
該
事
業
の
面
に
お
け
る
組
織
化
、
協
同
化
の
方
向
と
相
な
ら
ん

で
技
能
訓
練
の
面
で
も
こ
れ
を
協
同
化
し
、
個
々
の
企
業
負
担
を
軽
減
し
つ
つ
協
同
体
の
事
業
と
し

て
技
能
者
教
育
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。

⑷

こ
の
意
味
に
お
い
て
技
能
者
養
成
体
（
主
と
し
て
共
同
養
成
体
）
に
対
す
る
助
成
の
た
め
の
経
費

を
昭
和

年
度
に
お
い
て
も
引
き
続
き
計
上
さ
れ
る
こ
と
は
勿
論
な
お
相
当
程
度
こ
れ
を
増
額
す
べ

32

き
で
あ
る
。
な
お
、
共
同
養
成
の
場
合
に
お
い
て
し
ば
し
ば
そ
の
実
施
上
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
設

備
の
欠
如
、
指
導
者
の
不
足
、
教
科
書
、
器
材
の
調
達
難
等
の
諸
問
題
に
お
い
て
も
国
及
び
地
方
公

共
団
体
が
学
校
そ
の
他
の
施
設
を
貸
与
し
、
又
は
学
校
教
師
の
派
遣
、
資
材
の
提
供
、
教
材
課
程
の

マ
マ

編
成
に
関
す
る
便
宜
供
与
等
あ
ら
ゆ
る
指
導
援
助
を
行
う
こ
と
に
よ
り
共
同
養
成
の
実
を
挙
げ
る
べ

き
で
あ
る
。
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⑸

な
お
、
現
在
労
働
省
当
局
に
お
い
て
生
産
技
術
の
水
準
を
引
上
げ
る
た
め
の
現
行
技
能
者
養
成
制

度
の
改
革
が
意
図
さ
れ
、
検
討
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
技
術
教
育
振
興
の
た
め
業
界
と
し

て
も
賛
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
問
題
に
関
す
る
具
体
的
な
見
解
に
つ
い
て
は
、
改
正
等
の

諸
点
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
後
に
後
日
改
め
て
具
申
す
る
所
存
で
あ
る
。

『
東
商
』

昭
和
三
二
年
四
月
五
日

〔
二
─
七
九
〕
閣
議
報
告

石石
炭炭
鉱鉱
業業
、、
塩塩
素素
、、
国国
連連
軍軍
関関
係係
失失
業業
者者
多多
発発
地地
域域
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

石
炭
鉱
業
合
理
化
臨
時
措
置
法
に
基
づ
く
石
炭
鉱
業
の
今
理
化
お
よ
び
製
塩
施
設
法
に
基
づ
く
製
塩

施
設
の
合
理
化
の
進
捗
並
び
に
駐
留
軍
の
引
揚
げ
に
伴
い
、
昭
和
三
二
年
度
に
お
い
て
特
に
多
数
の
失

業
者
が
発
生
す
る
と
見
込
ま
れ
る
地
域
に
お
い
て
は
、
雇
用
の
吸
収
に
万
全
を
期
す
る
た
め
、
職
業
の

あ
つ
旋
、
補
導
の
強
化
等
諸
般
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
公
共
事
業
、
臨
時
就
労
対
策
事
業
、
特
別
失

業
対
策
事
業
及
び
一
般
失
業
対
策
事
業
等
政
府
の
施
策
に
よ
る
建
設
事
業
を
集
中
的
に
実
施
す
る
も
の

と
す
る
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
二
年
四
月
二
二
日

〔
二
─
八
〇
〕
閣
議
報
告
（
労
働
省
）

失失
業業
者者
多多
発発
地地
域域
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

失
業
者
多
発
地
域
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
こ
れ
が
対
策
を
講
じ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
三
三

年
度
に
お
い
て
も
、
駐
留
軍
の
撤
退
お
よ
び
特
需
の
減
少
並
び
に
石
炭
鉱
業
の
合
理
化
お
よ
び
製
塩

施
設
の
合
理
化
の
進
捗
に
加
え
て
、
昨
年
来
実
施
し
て
来
た
国
際
収
支
改
善
の
た
め
の
経
済
調
整
の

進
行
に
と
も
な
い
、
失
業
者
が
集
中
し
て
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
失
業
者
多

発
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
そ
の
対
策
に
万
全
を
期
す
る
た
め
次
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
、
職
業
訓
練
の
拡
充
実
施
、
就
職
あ
っ
旋
と
く
に
広
域
職
業
紹
介
の
強
化
等
諸
般
の
措
置
に
よ

り
失
業
者
の
再
就
職
を
促
進
す
る
こ
と
。

二
、
公
共
事
業
等
の
建
設
的
事
業
を
重
点
的
に
実
施
し
、
失
業
者
の
積
極
的
な
吸
収
に
努
め
る
と

と
も
に
、
産
業
立
地
条
件
の
整
備
を
は
か
り
、
当
該
地
方
経
済
の
振
興
に
よ
る
雇
用
機
会
の
増

大
を
期
す
る
こ
と
。

三
、
以
上
の
措
置
に
よ
っ
て
も
、
な
お
就
職
で
き
な
い
失
業
者
に
対
し
て
は
、
一
般
失
業
対
策
事

業
等
を
機
動
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
吸
収
を
期
す
る
こ
と
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
二
年
五
月
二
一
日

〔
二
─
八
一
〕
中
央
青
少
年
問
題
協
議
会
、
内
閣
総
理
大
臣
宛

勤勤
労労
青青
年年
教教
育育
対対
策策
要要
綱綱

本
総
会
は
、
勤
労
青
年
教
育
の
国
家
的
社
会
的
重
要
性
に
鑑
み
、
勤
労
青
年
教
育
対
策
に
つ
い
て
慎

重
審
議
の
結
果
、
別
表
の
と
お
り
、
「
勤
労
青
年
教
育
対
策
要
綱
」
を
策
定
し
た
の
で
、
こ
こ
に
青
少

年
問
題
協
議
会
設
置
法
第
一
条
第
二
項
の
現
定
に
よ
り
意
見
具
申
す
る
。

な
お
、
本
協
議
全
と
し
て
は
、
本
意
見
の
可
及
的
速
か
な
実
現
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
早
急

に
解
決
す
る
こ
と
が
困
難
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
円
滑
な
実
現
を
期
す
る
た
め
、
さ
し
あ
た
り
、

高
等
学
校
の
定
時
制
の
職
業
課
程
、
高
等
学
校
通
信
教
育
、
技
能
者
養
成
施
設
等
の
現
行
勤
労
青
少
年

教
育
の
拡
充
強
化
な
ら
び
に
そ
れ
ら
の
協
力
提
携
に
つ
い
て
格
段
の
考
慮
を
払
う
よ
う
要
請
す
る
。

別別
表表

勤勤
労労
青青
年年
教教
育育
対対
策策
要要
綱綱

一
、
趣
旨
＝
新
た
に
国
際
社
会
の
一
員
と
な
っ
た
我
が
国
の
将
来
を
考
慮
す
る
と
き
、
国
は
、
す
み

や
か
に
技
術
立
国
の
構
想
を
定
め
て
、
強
力
に
そ
の
施
策
の
推
進
を
は
か
る
べ
き
で
あ
り
こ
の
施

策
推
進
の
基
底
条
件
と
し
て
、
現
代
技
術
の
発
展
に
即
応
し
う
る
よ
う
、
教
育
全
体
系
の
再
編
成

を
行
う
必
要
が
あ
る
。

と
り
わ
け
、
産
業
技
術
振
興
の
某
盤
と
も
な
る
べ
き
現
に
産
業
に
従
事
し
、
又
は
従
事
し
よ
う

と
す
る
青
年(

以
下｢

勤
労
青
年｣

と
い
う
。)

が
有
能
な
生
産
第
一
線
の
担
当
者
と
な
り
、
社
会
の

有
為
な
形
成
者
と
な
り
う
る
よ
う
、
新
た
な
教
育
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
で
あ

る
。

二
、
方
針
＝
こ
の
趣
旨
か
ら
、
国
は
、
勤
労
青
年
に
対
し
て
、
基
礎
学
力
の
修
得
な
ら
び
に
職
業
的

適
応
の
増
大
と
職
業
的
能
力
の
発
展
を
目
的
と
す
る
必
要
な
教
育
を
行
う
機
関
と
し
て
、
産
業
高

等
学
校(

仮
称)

を
設
け
て
、
満
十
七
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
学
年
の
終
わ
り
ま
で
の
教
育
を
義

務
制
と
し
、
以
て
教
育
の
機
会
均
等
の
実
を
挙
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

三
、
要
領

㈠

就
学
の
義
務
＝
勤
労
青
年
の
使
用
者
ま
た
は
保
護
者
は
、
勤
労
青
年
が
義
務
教
育
を
終
了
し
た

日
か
ら
満
十
七
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
学
年
の
終
り
ま
で
、
一
週
間
に
八
時
間
以
上
年
間
四
十

四
週
以
上(

又
は
年
間
一
期
毎
週
四
十
四
時
間
連
続
八
時
間
以
上
若
し
く
は
年
間
二
期
毎
週
四
十

四
時
間
毎
期
連
続
四
週
間
以
上)

昼
間
学
習
の
た
め
、
労
働
時
間
内
に
お
い
て
産
業
高
等
学
校
に

就
学
さ
せ
る
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
。
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⑸

な
お
、
現
在
労
働
省
当
局
に
お
い
て
生
産
技
術
の
水
準
を
引
上
げ
る
た
め
の
現
行
技
能
者
養
成
制

度
の
改
革
が
意
図
さ
れ
、
検
討
が
進
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
技
術
教
育
振
興
の
た
め
業
界
と
し

て
も
賛
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
問
題
に
関
す
る
具
体
的
な
見
解
に
つ
い
て
は
、
改
正
等
の

諸
点
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
後
に
後
日
改
め
て
具
申
す
る
所
存
で
あ
る
。

『
東
商
』

昭
和
三
二
年
四
月
五
日

〔
二
─
七
九
〕
閣
議
報
告

石石
炭炭
鉱鉱
業業
、、
塩塩
素素
、、
国国
連連
軍軍
関関
係係
失失
業業
者者
多多
発発
地地
域域
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

石
炭
鉱
業
合
理
化
臨
時
措
置
法
に
基
づ
く
石
炭
鉱
業
の
今
理
化
お
よ
び
製
塩
施
設
法
に
基
づ
く
製
塩

施
設
の
合
理
化
の
進
捗
並
び
に
駐
留
軍
の
引
揚
げ
に
伴
い
、
昭
和
三
二
年
度
に
お
い
て
特
に
多
数
の
失

業
者
が
発
生
す
る
と
見
込
ま
れ
る
地
域
に
お
い
て
は
、
雇
用
の
吸
収
に
万
全
を
期
す
る
た
め
、
職
業
の

あ
つ
旋
、
補
導
の
強
化
等
諸
般
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
公
共
事
業
、
臨
時
就
労
対
策
事
業
、
特
別
失

業
対
策
事
業
及
び
一
般
失
業
対
策
事
業
等
政
府
の
施
策
に
よ
る
建
設
事
業
を
集
中
的
に
実
施
す
る
も
の

と
す
る
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
二
年
四
月
二
二
日

〔
二
─
八
〇
〕
閣
議
報
告
（
労
働
省
）

失失
業業
者者
多多
発発
地地
域域
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

失
業
者
多
発
地
域
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
こ
れ
が
対
策
を
講
じ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
三
三

年
度
に
お
い
て
も
、
駐
留
軍
の
撤
退
お
よ
び
特
需
の
減
少
並
び
に
石
炭
鉱
業
の
合
理
化
お
よ
び
製
塩

施
設
の
合
理
化
の
進
捗
に
加
え
て
、
昨
年
来
実
施
し
て
来
た
国
際
収
支
改
善
の
た
め
の
経
済
調
整
の

進
行
に
と
も
な
い
、
失
業
者
が
集
中
し
て
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
失
業
者
多

発
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
そ
の
対
策
に
万
全
を
期
す
る
た
め
次
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
、
職
業
訓
練
の
拡
充
実
施
、
就
職
あ
っ
旋
と
く
に
広
域
職
業
紹
介
の
強
化
等
諸
般
の
措
置
に
よ

り
失
業
者
の
再
就
職
を
促
進
す
る
こ
と
。

二
、
公
共
事
業
等
の
建
設
的
事
業
を
重
点
的
に
実
施
し
、
失
業
者
の
積
極
的
な
吸
収
に
努
め
る
と

と
も
に
、
産
業
立
地
条
件
の
整
備
を
は
か
り
、
当
該
地
方
経
済
の
振
興
に
よ
る
雇
用
機
会
の
増

大
を
期
す
る
こ
と
。

三
、
以
上
の
措
置
に
よ
っ
て
も
、
な
お
就
職
で
き
な
い
失
業
者
に
対
し
て
は
、
一
般
失
業
対
策
事

業
等
を
機
動
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
吸
収
を
期
す
る
こ
と
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
二
年
五
月
二
一
日

〔
二
─
八
一
〕
中
央
青
少
年
問
題
協
議
会
、
内
閣
総
理
大
臣
宛

勤勤
労労
青青
年年
教教
育育
対対
策策
要要
綱綱

本
総
会
は
、
勤
労
青
年
教
育
の
国
家
的
社
会
的
重
要
性
に
鑑
み
、
勤
労
青
年
教
育
対
策
に
つ
い
て
慎

重
審
議
の
結
果
、
別
表
の
と
お
り
、
「
勤
労
青
年
教
育
対
策
要
綱
」
を
策
定
し
た
の
で
、
こ
こ
に
青
少

年
問
題
協
議
会
設
置
法
第
一
条
第
二
項
の
現
定
に
よ
り
意
見
具
申
す
る
。

な
お
、
本
協
議
全
と
し
て
は
、
本
意
見
の
可
及
的
速
か
な
実
現
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
早
急

に
解
決
す
る
こ
と
が
困
難
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
円
滑
な
実
現
を
期
す
る
た
め
、
さ
し
あ
た
り
、

高
等
学
校
の
定
時
制
の
職
業
課
程
、
高
等
学
校
通
信
教
育
、
技
能
者
養
成
施
設
等
の
現
行
勤
労
青
少
年

教
育
の
拡
充
強
化
な
ら
び
に
そ
れ
ら
の
協
力
提
携
に
つ
い
て
格
段
の
考
慮
を
払
う
よ
う
要
請
す
る
。

別別
表表

勤勤
労労
青青
年年
教教
育育
対対
策策
要要
綱綱

一
、
趣
旨
＝
新
た
に
国
際
社
会
の
一
員
と
な
っ
た
我
が
国
の
将
来
を
考
慮
す
る
と
き
、
国
は
、
す
み

や
か
に
技
術
立
国
の
構
想
を
定
め
て
、
強
力
に
そ
の
施
策
の
推
進
を
は
か
る
べ
き
で
あ
り
こ
の
施

策
推
進
の
基
底
条
件
と
し
て
、
現
代
技
術
の
発
展
に
即
応
し
う
る
よ
う
、
教
育
全
体
系
の
再
編
成

を
行
う
必
要
が
あ
る
。

と
り
わ
け
、
産
業
技
術
振
興
の
某
盤
と
も
な
る
べ
き
現
に
産
業
に
従
事
し
、
又
は
従
事
し
よ
う

と
す
る
青
年(

以
下｢

勤
労
青
年｣

と
い
う
。)

が
有
能
な
生
産
第
一
線
の
担
当
者
と
な
り
、
社
会
の

有
為
な
形
成
者
と
な
り
う
る
よ
う
、
新
た
な
教
育
制
度
を
確
立
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
で
あ

る
。

二
、
方
針
＝
こ
の
趣
旨
か
ら
、
国
は
、
勤
労
青
年
に
対
し
て
、
基
礎
学
力
の
修
得
な
ら
び
に
職
業
的

適
応
の
増
大
と
職
業
的
能
力
の
発
展
を
目
的
と
す
る
必
要
な
教
育
を
行
う
機
関
と
し
て
、
産
業
高

等
学
校(

仮
称)

を
設
け
て
、
満
十
七
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
学
年
の
終
わ
り
ま
で
の
教
育
を
義

務
制
と
し
、
以
て
教
育
の
機
会
均
等
の
実
を
挙
げ
る
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

三
、
要
領

㈠

就
学
の
義
務
＝
勤
労
青
年
の
使
用
者
ま
た
は
保
護
者
は
、
勤
労
青
年
が
義
務
教
育
を
終
了
し
た

日
か
ら
満
十
七
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
学
年
の
終
り
ま
で
、
一
週
間
に
八
時
間
以
上
年
間
四
十

四
週
以
上(
又
は
年
間
一
期
毎
週
四
十
四
時
間
連
続
八
時
間
以
上
若
し
く
は
年
間
二
期
毎
週
四
十

四
時
間
毎
期
連
続
四
週
間
以
上)

昼
間
学
習
の
た
め
、
労
働
時
間
内
に
お
い
て
産
業
高
等
学
校
に

就
学
さ
せ
る
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
。
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㈡

教
育
の
方
法

１

こ
の
産
業
高
等
学
校
は
、
地
域
の
実
情

青
年
の
実
態
等
に
よ
り
各
種
の
教
育
課
程
を
設
け
る
も
の
と
す
る
が
、
お
お
む
ね
、
一
般
教
養

学
科
、
基
礎
学
科
、
関
連
学
科
、
実
験
的
実
習
及
び
職
場
等
に
お
け
る
実
務
実
習
と
す
る
も
の
と

す
る
。

実
務
実
習
に
つ
い
て
は
、
努
め
て
工
場
事
業
場
等
と
連
け
い
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

こ
の
産
業
高
等
学
校
は
、
学
科
、
実
習
と
も
に
単
位
履
修
制
と
し
、
こ
の
単
位
は
現
行
高
等
学

校
の
単
位
と
共
通
す
る
も
の
と
す
る
。

３

こ
の
産
業
高
等
学
校
の
教
育
課
程
は
、
お
お
む
ね
、
四
年
を
も
っ
て
完
結
す
る
よ
う
に
定
め
る

も
の
と
す
る
。

㈢

設
置
者
＝
こ
の
産
業
高
等
学
校
の
設
置
者
は
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
企
業
体
若
し
く
は
そ
の

連
合
体
等
の
私
法
人
と
す
る
も
の
と
す
る
。

㈣

技
術
検
定
＝
国
は
、
必
要
と
認
め
る
技
術
検
定
試
験
の
制
を
定
め
、
こ
れ
を
実
施
す
る
も
の
と

す
る
。
但
し
、
こ
の
場
合
、
こ
れ
を
産
業
団
体
若
し
く
は
経
済
団
体
に
委
託
し
て
実
施
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

㈤

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
措
置

ｌ

財
政
措
置
＝
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
教
育
計
画
を
推
進
す
る
た
め
、
特
別
の
財
政
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

教
職
員
給
与
＝
国
は
、
学
校
設
置
者
に
対
し
て
、
教
職
員
給
与
に
つ
い
て
、
補
助
を
行
う
も
の

と
す
る
。

３

保
健
衛
生
等
＝
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
勤
労
青
年
対
す
る
保
健
衛
生
及
び
生
活
援
護
、
健

康
保
険
、
奨
学
資
金
等
の
福
祉
に
つ
い
て
、
特
別
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

４

奨
励
助
長
＝
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
使
用
者
に
対
し
、
勤
労
青
年
の
就
学
に
つ
い
て
そ
の

意
義
を
完
全
に
遂
行
さ
せ
る
た
め
、
有
効
適
切
な
奨
励
助
長
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

㈥

現
行
教
育
制
度
と
の
関
係
＝
高
等
学
校
の
定
時
制
の
職
業
課
程
、
高
等
学
校
通
信
教
育
、
技
能

者
養
成
施
設
等
の
勤
労
青
年
教
育
に
検
討
を
加
え
、
適
合
可
能
な
も
の
か
ら
漸
次
産
業
高
等
学
校

に
統
合
す
る
も
の
と
す
る
。

『
二
〇
年
』

昭
和
三
二
年
七
月
一
九
日

〔
二
─
八
二
〕
港
湾
労
働
対
策
協
議
会
意
見

港港
湾湾
労労
働働
対対
策策
にに
関関
すす
るる
意意
見見

わ
が
国
に
お
け
る
港
湾
労
働
の
現
状
に
か
ん
が
み
、
統
一
あ
る
港
湾
労
働
対
策
を
確
立
し
、
港
湾
労

働
者
の
就
業
安
定
と
労
働
条
件
の
向
上
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
港
湾
の
発
展
と
貿
易
の
振
興
に
寄
与
す
る

こ
と
が
極
め
て
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

本
協
議
会
は
、
昨
年
末
以
来
、
重
要
港
湾
の
実
情
視
察
を
行
う
と
と
も
に
、
各
方
面
の
意
向
を
も
聴

取
し
、
こ
れ
が
対
策
に
つ
い
て
種
々
検
討
を
重
ね
た
結
果
、
左
記
の
措
置
を
と
る
こ
と
が
最
も
必
要
で

あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。

よ
っ
て
政
府
及
び
関
係
者
は
こ
れ
ら
の
措
置
を
早
急
に
実
施
し
、
港
湾
労
働
対
策
に
万
全
を
期
す
る

よ
う
に
要
請
す
る
。

昭
和
三
二
年
七
月
一
九
日

労
働
大
臣

倉

石

忠

雄

殿

港
湾
労
働
対
策
協
議
会

会
長

石

井

照

久

記記

港
湾
労
働
対
策
は
、
港
湾
荷
役
の
特
殊
性
に
即
応
し
た
総
合
的
施
策
を
と
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、

一
挙
に
理
想
的
体
制
に
進
む
こ
と
は
事
実
上
困
難
と
思
わ
れ
る
の
で
、
実
情
を
考
慮
し
つ
つ
漸
進
的
対

策
を
と
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

す
な
わ
ち
、
労
務
調
整
の
面
に
お
い
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
機
能
の
充
実
を
図
り
つ
つ
明
朗
か

つ
合
理
的
な
体
制
を
確
立
し
、
労
働
条
件
の
向
上
に
つ
い
て
は
、
業
界
の
遵
法
体
制
の
確
立
と
監
督
行

政
の
徹
底
を
図
り
、
ま
た
、
港
湾
運
送
事
業
の
安
定
に
つ
い
て
も
併
行
し
て
こ
れ
が
解
決
を
図
る
こ
と

が
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
行
政
官
庁
に
よ
る
措
置
に
つ
い
て
は
、
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
の
で
、
使
用
者

は
そ
の
基
盤
を
強
固
に
し
て
自
律
体
制
の
碓
立
を
図
り
、
労
働
組
合
は
労
働
者
の
知
識
の
向
上
、
技
能

訓
練
、
安
全
教
育
等
に
関
す
る
労
働
者
の
関
心
を
高
め
る
よ
う
努
力
す
る
と
と
も
に
自
ら
強
固
と
な
る

よ
う
に
努
め
、
相
協
力
し
て
我
が
国
港
湾
労
働
対
策
に
万
全
を
期
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

第
一

労
務
調
整

港
湾
労
働
に
お
け
る
労
務
の
需
給
調
整
を
円
滑
な
ら
し
め
る
た
め
に
、
公
共
職
業
安
定
所
の
機
能
の

強
化
を
図
る
と
と
も
に
、
労
使
の
協
力
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

一

職
業
紹
介
業
務
の
拡
充

港
湾
労
務
の
円
滑
な
調
整
を
行
う
た
め
に
は
、
港
湾
に
お
け
る
労
務
の
特
異
性
に
対
応
す
る
よ
う

公
共
職
業
安
定
所
の
施
設
及
び
機
能
を
拡
充
強
化
す
る
と
と
も
に
、
失
業
対
策
事
業
と
の
有
機
的
関

連
に
お
い
て
職
業
紹
介
業
務
休
制
の
確
立
を
図
る
こ
と
。
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⑴

公
共
職
業
安
定
所
の
施
設
及
び
職
員
の
充
実
、
港
湾
労
務
の
職
業
紹
介
に
相
応
す
る
施
設
の
整

備
拡
充
を
図
る
と
と
も
に
、
職
員
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
。

⑵

紹
介
機
能
の
改
善

㋑

作
業
が
グ
ル
ー
プ
単
位
で
行
わ
れ
る
港
湾
労
務
の
特
異
性
に
か
ん
が
み
、
そ
の
編
成
を
的
確

に
す
る
た
め
、
作
業
内
容
を
充
分
に
理
解
し
て
所
要
労
務
の
適
格
な
紹
介
が
で
き
る
よ
う
に
、

職
員
に
対
し
必
要
な
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
。

㋺

港
湾
作
業
は
、
船
舶
の
出
入
港
及
び
貨
物
の
集
荷
状
況
に
よ
っ
て
昼
夜
の
別
な
く
行
わ
れ
る

た
め
、
こ
れ
が
労
務
・
調
整
を
担
当
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
勤
務
体
制
も
こ
れ
に
応
ず
る
よ

う
整
備
充
実
を
図
る
こ
と
。

㋩

日
雇
港
湾
労
働
者
の
技
能
格
付
を
実
施
す
る
と
と
も
に
登
録
の
方
式
を
整
備
す
る
こ
と
。
な

お
、
技
能
格
付
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
労
使
及
び
関
係
官
庁
の
意
見
を
徴
し
て
行
う
方
式
を
採

る
こ
と
。

㋥

違
法
な
労
務
供
給
に
対
す
る
監
督
を
強
化
す
る
こ
と
。

⑶

不
就
業
時
に
お
け
る
措
置

不
就
業
時
に
お
い
て
は
、
他
の
民
間
企
業
へ
の
就
労
あ
っ
旋
と
公
共
事
業
、
失
業
対
策
事
業
及

び
日
雇
失
業
保
険
制
度
の
総
合
的
な
運
営
を
図
る
こ
と
。

二

労
使
協
力
体
制
の
確
立

公
共
職
業
安
定
所
の
機
能
の
拡
充
と
相
俟
っ
て
適
正
な
港
湾
労
務
調
整
を
実
現
す
る
た
め
、
次
の

事
項
に
つ
き
、
労
使
の
協
力
休
制
を
確
立
す
る
こ
と
。

⑴

日
雇
港
湾
労
働
者
の
常
用
化
促
進

港
湾
運
送
事
業
に
お
い
て
は
、
波
動
性
か
ら
来
る
危
険
負
担
の
防
止
方
法
と
し
て
、
日
雇
港
湾

労
働
者
に
依
存
し
や
す
い
が
、
港
湾
に
お
け
る
適
正
な
雇
用
の
恒
常
化
に
よ
っ
て
、
港
湾
企
業
の

安
定
と
労
働
関
係
の
近
代
化
を
実
現
す
る
た
め
、
積
極
的
に
日
雇
港
湾
労
働
者
の
常
用
化
を
促
進

す
る
こ
と
。

⑵

門
前
募
集
に
よ
る
弊
害
排
除

港
湾
に
お
け
る
門
前
募
集
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
伴
う
弊
害
に
か
ん
が
み
、
労
使
協
力
し
て
安

定
所
扱
い
に
よ
る
明
朗
か
つ
合
理
的
な
労
務
体
制
の
確
立
を
図
る
こ
と
。

⑶

技
能
訓
練
の
推
進

港
湾
労
働
者
の
資
質
向
上
と
荷
役
能
率
の
向
上
を
図
る
た
め
、
主
要
な
港
湾
に
お
け
る
港
湾
運

送
業
者
団
体
は
、
関
係
官
庁
の
協
力
の
も
と
に
、
技
能
訓
練
機
関
を
設
け
て
積
極
的
に
技
能
者
の

養
成
訓
練
を
行
う
こ
と
。

第
二

労
働
基
準

港
湾
労
働
者
に
関
し
、
労
働
基
準
法
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
、
適
正
な
監
督
行
政
の
運
営
を
図

る
と
と
も
に
、
労
使
の
協
力
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
。

一

監
督
行
政
の
徹
底

⑴

港
湾
労
働
者
の
労
働
条
件
の
確
保
向
上
の
た
め
、
特
に
労
働
条
件
の
明
確
化
、
賃
金
直
接
払

の
励
行
、
割
増
賃
金
制
度
の
合
理
化
、
休
憩
の
確
保
及
び
労
働
時
問
の
適
正
化
に
つ
き
指
導
監

督
の
徹
底
を
期
す
る
こ
と
。

⑵

実
効
あ
る
監
督
を
期
す
る
た
め
、
主
要
な
港
湾
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
機
関
を
拡
充
す

る
と
と
も
に
、
専
用
船
艇
の
配
置
等
監
督
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
。

二

港
湾
労
働
者
手
帳
制
度
の
創
設

港
湾
運
送
事
業
に
お
け
る
常
用
労
働
者
の
雇
用
形
態
及
び
労
働
条
件
を
明
確
に
し
、
港
湾
労
働

者
の
保
護
と
、
港
湾
労
働
秩
序
の
確
立
を
図
る
た
め
、
港
湾
労
働
者
手
帳
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
。

三

災
害
の
防
止

港
湾
荷
役
作
業
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
国
際
労
働
条
約
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
災
害
防
止

に
関
す
る
基
準
を
設
定
し
、
あ
わ
せ
て
安
全
教
育
の
徹
底
、
危
険
有
害
物
に
対
す
る
標
識
の
明
示

等
一
層
の
災
害
防
止
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

労
務
管
理
の
合
理
化

⑴

近
代
的
労
務
管
理
体
制
を
整
備
充
実
す
る
こ
と
。

⑵

労
働
条
件
の
向
上
を
図
る
た
め
、
賃
金
協
定
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
。

第
三

港
湾
運
送
事
業

港
湾
労
働
問
題
の
適
正
な
解
決
の
た
め
に
は
、
港
湾
運
送
事
業
の
安
定
と
発
達
を
図
る
と
と
も
に
、

業
者
間
の
自
律
的
体
制
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

一

登
録
基
準
の
引
上

港
湾
運
送
事
業
者
の
乱
立
に
よ
る
過
当
競
争
を
防
止
し
、
健
全
か
つ
強
固
な
業
者
の
育
成
を
図

る
た
め
、
労
働
者
及
び
施
設
に
つ
い
て
の
登
録
の
基
準
を
引
上
げ
る
こ
と
。

な
お
登
録
基
準
引
上
の
際
、
現
に
登
録
業
者
で
あ
っ
た
者
は
、
二
年
以
内
に
お
い
て
は
引
続
き

旧
登
録
基
準
に
よ
っ
て
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

公
示
料
金
の
適
正
化

⑴

登
録
基
準
の
引
上
、
福
利
厚
生
施
設
の
拡
充
等
に
即
応
し
、
現
行
公
示
料
金
の
額
及
び
そ
の

構
成
に
つ
き
再
検
討
を
加
え
、
こ
れ
を
適
正
に
す
る
こ
と
。

⑵

港
湾
作
業
を
担
当
す
る
業
者
に
適
正
な
事
業
収
入
を
確
保
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
港
湾
荷
役
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⑴

公
共
職
業
安
定
所
の
施
設
及
び
職
員
の
充
実
、
港
湾
労
務
の
職
業
紹
介
に
相
応
す
る
施
設
の
整

備
拡
充
を
図
る
と
と
も
に
、
職
員
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
。

⑵

紹
介
機
能
の
改
善

㋑

作
業
が
グ
ル
ー
プ
単
位
で
行
わ
れ
る
港
湾
労
務
の
特
異
性
に
か
ん
が
み
、
そ
の
編
成
を
的
確

に
す
る
た
め
、
作
業
内
容
を
充
分
に
理
解
し
て
所
要
労
務
の
適
格
な
紹
介
が
で
き
る
よ
う
に
、

職
員
に
対
し
必
要
な
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
。

㋺

港
湾
作
業
は
、
船
舶
の
出
入
港
及
び
貨
物
の
集
荷
状
況
に
よ
っ
て
昼
夜
の
別
な
く
行
わ
れ
る

た
め
、
こ
れ
が
労
務
・
調
整
を
担
当
す
る
公
共
職
業
安
定
所
の
勤
務
体
制
も
こ
れ
に
応
ず
る
よ

う
整
備
充
実
を
図
る
こ
と
。

㋩

日
雇
港
湾
労
働
者
の
技
能
格
付
を
実
施
す
る
と
と
も
に
登
録
の
方
式
を
整
備
す
る
こ
と
。
な

お
、
技
能
格
付
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
労
使
及
び
関
係
官
庁
の
意
見
を
徴
し
て
行
う
方
式
を
採

る
こ
と
。

㋥

違
法
な
労
務
供
給
に
対
す
る
監
督
を
強
化
す
る
こ
と
。

⑶

不
就
業
時
に
お
け
る
措
置

不
就
業
時
に
お
い
て
は
、
他
の
民
間
企
業
へ
の
就
労
あ
っ
旋
と
公
共
事
業
、
失
業
対
策
事
業
及

び
日
雇
失
業
保
険
制
度
の
総
合
的
な
運
営
を
図
る
こ
と
。

二

労
使
協
力
体
制
の
確
立

公
共
職
業
安
定
所
の
機
能
の
拡
充
と
相
俟
っ
て
適
正
な
港
湾
労
務
調
整
を
実
現
す
る
た
め
、
次
の

事
項
に
つ
き
、
労
使
の
協
力
休
制
を
確
立
す
る
こ
と
。

⑴

日
雇
港
湾
労
働
者
の
常
用
化
促
進

港
湾
運
送
事
業
に
お
い
て
は
、
波
動
性
か
ら
来
る
危
険
負
担
の
防
止
方
法
と
し
て
、
日
雇
港
湾

労
働
者
に
依
存
し
や
す
い
が
、
港
湾
に
お
け
る
適
正
な
雇
用
の
恒
常
化
に
よ
っ
て
、
港
湾
企
業
の

安
定
と
労
働
関
係
の
近
代
化
を
実
現
す
る
た
め
、
積
極
的
に
日
雇
港
湾
労
働
者
の
常
用
化
を
促
進

す
る
こ
と
。

⑵

門
前
募
集
に
よ
る
弊
害
排
除

港
湾
に
お
け
る
門
前
募
集
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
伴
う
弊
害
に
か
ん
が
み
、
労
使
協
力
し
て
安

定
所
扱
い
に
よ
る
明
朗
か
つ
合
理
的
な
労
務
体
制
の
確
立
を
図
る
こ
と
。

⑶

技
能
訓
練
の
推
進

港
湾
労
働
者
の
資
質
向
上
と
荷
役
能
率
の
向
上
を
図
る
た
め
、
主
要
な
港
湾
に
お
け
る
港
湾
運

送
業
者
団
体
は
、
関
係
官
庁
の
協
力
の
も
と
に
、
技
能
訓
練
機
関
を
設
け
て
積
極
的
に
技
能
者
の

養
成
訓
練
を
行
う
こ
と
。

第
二

労
働
基
準

港
湾
労
働
者
に
関
し
、
労
働
基
準
法
の
遵
守
を
確
保
す
る
た
め
、
適
正
な
監
督
行
政
の
運
営
を
図

る
と
と
も
に
、
労
使
の
協
力
体
制
を
確
立
す
る
こ
と
。

一

監
督
行
政
の
徹
底

⑴

港
湾
労
働
者
の
労
働
条
件
の
確
保
向
上
の
た
め
、
特
に
労
働
条
件
の
明
確
化
、
賃
金
直
接
払

の
励
行
、
割
増
賃
金
制
度
の
合
理
化
、
休
憩
の
確
保
及
び
労
働
時
問
の
適
正
化
に
つ
き
指
導
監

督
の
徹
底
を
期
す
る
こ
と
。

⑵

実
効
あ
る
監
督
を
期
す
る
た
め
、
主
要
な
港
湾
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
機
関
を
拡
充
す

る
と
と
も
に
、
専
用
船
艇
の
配
置
等
監
督
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
。

二

港
湾
労
働
者
手
帳
制
度
の
創
設

港
湾
運
送
事
業
に
お
け
る
常
用
労
働
者
の
雇
用
形
態
及
び
労
働
条
件
を
明
確
に
し
、
港
湾
労
働

者
の
保
護
と
、
港
湾
労
働
秩
序
の
確
立
を
図
る
た
め
、
港
湾
労
働
者
手
帳
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
。

三

災
害
の
防
止

港
湾
荷
役
作
業
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
国
際
労
働
条
約
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
災
害
防
止

に
関
す
る
基
準
を
設
定
し
、
あ
わ
せ
て
安
全
教
育
の
徹
底
、
危
険
有
害
物
に
対
す
る
標
識
の
明
示

等
一
層
の
災
害
防
止
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

四

労
務
管
理
の
合
理
化

⑴

近
代
的
労
務
管
理
体
制
を
整
備
充
実
す
る
こ
と
。

⑵

労
働
条
件
の
向
上
を
図
る
た
め
、
賃
金
協
定
の
実
施
を
促
進
す
る
こ
と
。

第
三

港
湾
運
送
事
業

港
湾
労
働
問
題
の
適
正
な
解
決
の
た
め
に
は
、
港
湾
運
送
事
業
の
安
定
と
発
達
を
図
る
と
と
も
に
、

業
者
間
の
自
律
的
体
制
を
推
進
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

一

登
録
基
準
の
引
上

港
湾
運
送
事
業
者
の
乱
立
に
よ
る
過
当
競
争
を
防
止
し
、
健
全
か
つ
強
固
な
業
者
の
育
成
を
図

る
た
め
、
労
働
者
及
び
施
設
に
つ
い
て
の
登
録
の
基
準
を
引
上
げ
る
こ
と
。

な
お
登
録
基
準
引
上
の
際
、
現
に
登
録
業
者
で
あ
っ
た
者
は
、
二
年
以
内
に
お
い
て
は
引
続
き

旧
登
録
基
準
に
よ
っ
て
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

公
示
料
金
の
適
正
化

⑴

登
録
基
準
の
引
上
、
福
利
厚
生
施
設
の
拡
充
等
に
即
応
し
、
現
行
公
示
料
金
の
額
及
び
そ
の

構
成
に
つ
き
再
検
討
を
加
え
、
こ
れ
を
適
正
に
す
る
こ
と
。

⑵

港
湾
作
業
を
担
当
す
る
業
者
に
適
正
な
事
業
収
入
を
確
保
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
港
湾
荷
役
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サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
り
、
港
湾
労
働
者
の
地
位
を
守
る
た
め
、
再
下
請
を
禁
止
す
る
こ
と
。

な
お
、
港
湾
荷
役
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
と
、
港
湾
労
働
者
の
地
位
の
よ
う
護
は
、
な
る
べ
く
業
界

の
自
主
的
体
制
に
よ
っ
て
解
決
を
図
る
こ
と
と
し
、
要
す
れ
ば
再
下
請
禁
止
に
つ
き
法
的
措
置

を
講
ず
る
こ
と
。

⑶

公
示
料
金
遵
守
の
た
め
、
業
界
の
自
律
的
体
制
を
更
に
積
極
的
に
推
進
し
、
港
湾
運
送
事
業

の
健
全
な
発
達
と
適
正
な
賃
金
の
確
保
に
努
め
る
こ
と
。

三

監
督
の
強
化

港
湾
運
送
事
業
に
つ
い
て
は
、
単
に
育
成
指
導
に
と
ど
ま
ら
ず
適
正
な
監
督
の
徹
底
を
期
す
る

こ
と
。

⑴

監
督
を
適
確
に
遂
行
す
る
た
め
、
運
輸
省
の
行
政
機
構
を
整
備
強
化
す
る
こ
と
。

⑵

実
効
あ
る
監
督
を
期
す
る
た
め
、
登
録
基
準
、
公
示
料
金
等
に
つ
い
て
監
査
の
徹
底
を
図
る

こ
と
。

⑶

登
録
の
取
消
そ
の
他
の
処
分
を
な
す
に
当
っ
て
は
、
適
確
か
つ
迅
速
を
期
す
る
こ
と
。

第
四

福
利
厚
生
施
設

一

港
湾
に
お
け
る
福
利
厚
生
施
設
特
に
公
共
宿
泊
所
（
独
身
及
び
家
族
）
、
休
憩
所
、
食
堂
、
シ

ャ
ワ
ー
等
の
施
設
を
早
急
に
増
設
整
備
す
る
こ
と
。

二

福
利
厚
生
施
設
の
増
設
整
備
に
つ
い
て
は
、
業
界
が
一
体
と
な
っ
て
こ
れ
が
解
決
に
当
る
こ
と

と
し
、
国
及
び
地
方
公
共
団
休
は
こ
れ
に
適
当
な
援
助
を
な
す
こ
と
。

第
五

港
湾
労
働
協
議
会

一

港
湾
労
働
行
政
の
適
切
か
つ
民
主
的
な
運
営
を
期
す
る
た
め
、
中
央
及
び
主
要
な
港
湾
所
在
地

に
港
湾
労
働
協
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
。

二

港
湾
労
働
協
議
会
は
、
関
係
行
政
庁
の
職
員
、
公
益
及
び
労
使
代
表
を
も
っ
て
構
成
し
、
港
湾

労
働
問
題
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
き
協
議
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
六

要
望
事
項

港
湾
労
働
問
題
の
適
切
な
解
決
を
図
る
た
め
に
は
、
以
上
の
ご
と
き
措
置
の
ほ
か
、
な
お
、
左
記

事
項
に
つ
い
て
根
本
的
対
策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
の
で
、
関
係
行
政
機
関
に
お
い

て
速
か
に
検
討
を
遂
げ
、
具
体
的
改
善
策
を
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

一

月
末
集
中
出
荷
の
改
善

主
要
港
湾
に
お
け
る
月
末
集
中
出
荷
の
傾
向
が
は
な
は
だ
し
い
た
め
、
港
湾
労
働
問
題
の
適
正

な
解
決
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
税
関
輸
出
申
告
制
の
合
理
化
、
金
融
、
為
替
管
理
制
度
及
び

外
貨
割
当
制
に
お
け
る
月
末
締
切
、
配
船
の
合
理
化
等
に
つ
い
て
検
討
し
、
港
湾
労
働
に
お
け
る

月
末
集
中
出
荷
に
よ
る
過
度
の
波
動
性
を
是
正
す
る
措
置
を
講
ぜ
ら
れ
た
い
こ
と
。

二

乙
仲
業
者
の
指
導
監
督
の
強
化

税
関
手
続
、
船
積
に
関
す
る
業
務
等
を
行
っ
て
い
る
税
関
貨
物
取
扱
人
、
海
上
運
送
取
扱
業
等

の
い
わ
ゆ
る
乙
仲
業
者
に
つ
い
て
は
、
企
業
の
乱
立
傾
向
が
み
う
け
ら
れ
、
月
末
集
中
時
に
お
け

る
混
乱
に
拍
車
を
か
け
る
と
と
も
に
、
港
湾
の
秩
序
を
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
、
指
導
監
督
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
根
本
的
対
策
を
講
ぜ
ら
れ
た
い
こ
と
。『

行
政
三
』

昭
和

32
年

8
月

（日
欠

）

〔2

─83

〕日
本
生
産
性
本
部
報
告
書

技技
能能
教教
育育
国国
内内
使使
節節
団団
報報
告告

Ⅰ
序

こ
の
た
び
﹅
日
本
生
産
性
本
部
が
日
本
技
能
者
養
成
協
会
の
協
力
を
得
て
技
能
教
育
国
内
視
察
団
を

派
遣
さ
れ
た
こ
と
は
﹅
我
が
国
産
業
の
生
産
性
向
上
の
た
め
誠
に
適
切
な
措
置
で
あ
っ
た゚

従
来
は
経

営
管
理
の
技
術
的
諸
問
題
の
検
討
や
人
間
関
係
﹅
労
使
問
題
の
研
究
調
査
な
ど
主
と
し
て
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
の
領
城
を
指
向
し
て
努
力
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
何
と
言
っ
て
も
生
産
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め

に
は
生
産
現
場
に
お
け
る
基
幹
技
能
の
向
上
と
充
実
を
図
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
﹅
殊
に
急
速
な
る
科

学
技
術
の
革
新
と
﹅
こ
れ
に
伴
う
設
備
の
更
新
に
対
処
す
る
た
め
﹅
技
能
教
育
の
あ
り
か
た
を
再
検
討

す
る
必
要
に
当
面
し
つゝ

あ
る
折
か
ら
﹅
本
視
察
団
の
編
成
は
誠
に
機
宜
に
適
し
た
も
の
で
あ
っ
て
﹅

団
員
並
び
に
視
察
先
各
会
社
の
経
験
交
流
に
よ
る
稗
益
は
も
と
よ
り
﹅
こ
の
報
告
書
が
一
般
に
も
た
ら

す
貢
献
は
頗
る
大
き
い
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う゚

本
視
察
団
は
技
能
教
育
に
お
け
る
優
れ
た
識
見
と
実
績
を
も
つ
パ
イ
オ
ニ

ーヤ
各
社
よ
り
﹅
な
る
べ

く
各
業
種
を
網
羅
す
る
よ
う
考
慮
し
て
参
加
を
求
め
﹅
同
じ
よ
う
な
条
件
を
も
つ
代
表
的
各
社
を
歴
訪

し
て
﹅
説
明
﹅
見
学
﹅
討
議
な
ど
あ
ら
ゆ
る
手
段
方
法
を
構
じ
て
経
験
の
交
流
を
行
っ
た
の
で
あ
る
が

﹅
幸
い
に
団
員
に
そ
の
人
を
得
た
上
﹅
各
社
と
も
首
脳
部
が
列
席
し
て
説
明
や
討
議
に
加
わ
り
﹅
か
つ

十
分
な
資
料
を
提
示
し
て
頂
い
た
の
で
﹅
高
い
レ
ベ
ル
に
お
い
て
研
究
を
すゝ

め
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
何
よ
り
の
こ
と
で
あ
っ
た゚

本
視
察
団
は
技
能
教
育
の
分
野
に
メ
ス
を
入
れ
た
最
初
の
も
の
で
あ
る
か
ら
﹅
調
査
項
目
を
一
応
広

範
囲
に
設
定
し
﹅
か
つ
産
業
訓
練
視
察
団
と
の
関
連
を
考
慮
し
て
管
理
に
つ
い
て
の
部
分
を
簡
略
に
取
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扱
う
こ
と
と
し
た
が
﹅
と
に
か
く
技
能
教
育
が
現
在
抱
い
て
お
る
問
題
点
は
一
通
り
摘
出
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
思
う゚

第
二
回
以
後
の
視
察
団
が
﹅
更
に
重
点
的
に
調
査
を
すゝ

め
﹅
逐
次
具
体
的
に
斯
の

教
育
の
改
善
向
上
を
示
唆
す
る
よ
う
に
配
慮
せ
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
次
第
で
あ
る゚

筆
末
な
が
ら
﹅
視
察
先
各
社
の
行
き
とゞ

い
た
御
配
意
に
厚
く
感
謝
の
意
を
表
す
る
と
と
も
に
﹅
団
員

諸
氏
が
炎
暑
の
砌
﹅
連
日
熱
心
に
﹅
作
業
を
つゞ

け
ら
れ
た
御
苦
労
を
多
と
す
る
も
の
で
あ
る゚

昭
和
３
２
年
７
月
２
８
日

技
能
教
育
国
内
視
察
団

団
長

山
口

襄

Ⅱ
技
能
教
育
国
内
視
察
団
派
遣
要
領

（編
注

：中
略

）

Ⅲ
事

業
所

概
況

（編
注

：中
略

）

Ⅳ
視

察
報

告

Ａ
各

論

（編
注

：以
下
報
告
文
略

）

1.技
能
教
育
の
組
織
と
方
法

2.養
成
工
の
採
用
方
針
と
選
考
方
法

3.技
能
教
育
の
教
育
方
針
と
教
育
計
画

4.技
能
教
育
施
設

5.技
能
教
育
の
実
施
状
況

6
技
能
基
準
と
格
付

7.技
能
教
育
の
補
修
指
芻

8.養
成
工
就
業
後
の
処
遇

9.高
校
卒
業
者
の
教
育
訓
練

10.技
術
者
の
再
教
育

11.指
導
員
の
問
題

Ｂ
綜

括
意

見

○
視
察
対
象
各
社
と
も
会
社
全
体
と
し
て
の
教
育
に
関
す
る
基
本
方
針
は
従
業
員
教
育
要
綱
と
か
﹅

教
育
基
本
計
画
と
か
の
名
称
に
て
公
式
に
発
表
さ
れ
て
い
て
一
応
整
備
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る゚

そ
の
教
育
基
本
方
針
に
し
た
が
い
各
事
業
場
毎
に
教
育
に
関
す
る
方
針
を
た
て
﹅
そ
の
事
業
場
長
名

で
こ
れ
を
示
達
し
教
育
の
徹
底
化
を
は
か
る
と
同
時
に
そ
の
統
合
を
は
か
つ
て
い
る゚

こ
の
教
育
の
方
針
の
中
に
は
当
然
め
こ
と
と
し
て
﹅
技
能
者
教
育
と
管
理
監
督
者
訓
練
と
そ
の
他

の
教
育
と
が
含
ま
れ
て
い
る゚

技
能
者
教
育
と
管
理
監
督
者
訓
練
と
の
間
に
は
区
別
さ
る
べ
き
性
格

が
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
﹅
混
然
と
考
へ
ら
れ
て
い
る
事
業
場
が
多
い゚

勿
論
両
者
の
間
に
は
相
互
の

発
達
に
よ
り
相
互
の
発
展
が
期
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
﹅
こ
の
両
者
は
一
応
区
別
し
て
考
へ
る
べ

き
も
の
と
思
わ
れ
る゚

○
技
能
者
教
育
は
技
能
者
養
成
規
程
に
よ
る
教
育
の
み
を
考
へ
ら
れ
勝
ち
で
あ
る
が
も
つ
と
広
く
考

え
﹅
大
学
卒
業
者
も
高
等
学
校
卒
業
者
も
含
め
て
技
術
者
﹅
技
能
者
す
べ
て
の
技
能
の
発
達
を
科
学

的
手
段
で
考
え
﹅
そ
の
事
業
に
そ
れ
ぞ
れ
可
及
的
短
期
間
に
有
効
な
技
術
﹅
技
能
を
身
に
つ
け
て
﹅

そ
の
事
業
自
体
に
１
０
０
パ

ーセ
ン
ト
の
効
果
あ
ら
し
め
る
の
が
理
想
で
あ
る
筈
で
あ
る゚

技
能
工

に
計
画
的
教
育
訓
練
を
及
ぼ
し
た
場
合
﹅
３
年
間
の
后
に
は
従
来
の
徒
弟
制
度
の
７

～８
年
の
技
能

に
達
す
る
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
﹅
ま
た
測
定
せ
ら
れ
て
い
る
が
﹅
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
高
等
学

校
卒
業
者
に
も
﹅
大
学
卒
業
者
に
も
そ
の
内
容
は
こ
と
な
る
が
期
せ
ら
れ
る
筈
で
あ
る゚

養
成
工
に

つ
い
て
は
各
社
と
も
そ
れ
ぞ
れ
苦
心
さ
れ
﹅
そ
の
養
成
に
努
力
せ
ら
れ
て
い
る
が
高
等
学
校
卒
業
者

以
上
に
関
し
て
は
比
較
的
無
関
心
で
あ
る
の
は
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹅
こ
れ
は
今
回
の
問
題
と

別
に
生
産
性
本
部
で
も
充
分
に
と
り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
問
題
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ

る゚

○
技
能
工
を
養
成
す
る
目
的
は
各
社
と
も
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
て
い
る
が
﹅
こ
の
中
に
将
来
の
幹
部
工

員
と
し
て
養
成
す
る
の
と
﹅
教
養
あ
る
工
員
と
し
て
養
成
す
る
の
と
二
通
り
あ
る゚

こ
れ
は
事
業
の

種
類
﹅
そ
の
程
度
や
職
種
や
そ
の
事
業
の
経
営
方
針
等
に
よ
り
当
然
こ
と
な
る
も
の
と
思
は
れ
る

も
﹅
今
后
の
我
が
国
の
工
業
の
発
達
を
考
え
れ
ば
特
に
簡
単
な
作
業
を
除
き
普
通
の
工
員
は
こ
の
程

度
の
常
識
は
必
要
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
﹅
一
般
の
工
員
と
し
て
養
成
す
る
の
を
目
的
と
す
べ

き
で
﹅
そ
の
中
の
優
秀
者
が
将
来
幹
部
工
員
と
な
る
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
は
な
い
か
と
思
考
さ

れ
る゚

○
技
能
工
養
成
の
た
め
に
﹅
各
種
学
校
と
し
て
の
そ
の
会
社
独
自
の
学
校
を
も
ち
﹅
ま
た
技
能
者
養

成
規
程
に
よ
ら
な
い
﹅
そ
の
事
業
場
独
自
の
養
成
法
を
も
っ
て
い
る
所
が
あ
る゚

そ
の
内
容
を
詳
細

に
見
る
と
き
﹅
技
能
者
養
成
令
に
よ
る
も
の
と
殆
ん
ど
変
る
所
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹅
猶
且
つ
そ

れ
に
よ
ら
な
い
事
実
に
つ
い
て
は
充
分
に
そ
の
原
因
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い゚

そ
の
事
業
場

自
体
に
お
い
て
技
能
工
の
必
要
性
を
認
識
し
そ
の
養
成
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
﹅
何
も
技
能

者
養
成
規
程
に
よ
る
と
よ
ら
ざ
る
と
に
関
係
な
く
必
要
な
技
能
工
は
得
て
い
る
の
で
あ
る゚

技
能
者
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扱
う
こ
と
と
し
た
が
﹅
と
に
か
く
技
能
教
育
が
現
在
抱
い
て
お
る
問
題
点
は
一
通
り
摘
出
す
る
こ
と
が

で
き
た
と
思
う゚

第
二
回
以
後
の
視
察
団
が
﹅
更
に
重
点
的
に
調
査
を
すゝ

め
﹅
逐
次
具
体
的
に
斯
の

教
育
の
改
善
向
上
を
示
唆
す
る
よ
う
に
配
慮
せ
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
次
第
で
あ
る゚

筆
末
な
が
ら
﹅
視
察
先
各
社
の
行
き
とゞ

い
た
御
配
意
に
厚
く
感
謝
の
意
を
表
す
る
と
と
も
に
﹅
団
員

諸
氏
が
炎
暑
の
砌
﹅
連
日
熱
心
に
﹅
作
業
を
つゞ

け
ら
れ
た
御
苦
労
を
多
と
す
る
も
の
で
あ
る゚

昭
和
３
２
年
７
月
２
８
日

技
能
教
育
国
内
視
察
団

団
長

山
口

襄

Ⅱ
技
能
教
育
国
内
視
察
団
派
遣
要
領

（編
注

：中
略

）

Ⅲ
事

業
所

概
況

（編
注

：中
略

）

Ⅳ
視

察
報

告

Ａ
各

論

（編
注

：以
下
報
告
文
略

）

1.技
能
教
育
の
組
織
と
方
法

2.養
成
工
の
採
用
方
針
と
選
考
方
法

3.技
能
教
育
の
教
育
方
針
と
教
育
計
画

4.技
能
教
育
施
設

5.技
能
教
育
の
実
施
状
況

6
技
能
基
準
と
格
付

7.技
能
教
育
の
補
修
指
芻

8.養
成
工
就
業
後
の
処
遇

9.高
校
卒
業
者
の
教
育
訓
練

10.技
術
者
の
再
教
育

11.指
導
員
の
問
題

Ｂ
綜

括
意

見

○
視
察
対
象
各
社
と
も
会
社
全
体
と
し
て
の
教
育
に
関
す
る
基
本
方
針
は
従
業
員
教
育
要
綱
と
か
﹅

教
育
基
本
計
画
と
か
の
名
称
に
て
公
式
に
発
表
さ
れ
て
い
て
一
応
整
備
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る゚

そ
の
教
育
基
本
方
針
に
し
た
が
い
各
事
業
場
毎
に
教
育
に
関
す
る
方
針
を
た
て
﹅
そ
の
事
業
場
長
名

で
こ
れ
を
示
達
し
教
育
の
徹
底
化
を
は
か
る
と
同
時
に
そ
の
統
合
を
は
か
つ
て
い
る゚

こ
の
教
育
の
方
針
の
中
に
は
当
然
め
こ
と
と
し
て
﹅
技
能
者
教
育
と
管
理
監
督
者
訓
練
と
そ
の
他

の
教
育
と
が
含
ま
れ
て
い
る゚

技
能
者
教
育
と
管
理
監
督
者
訓
練
と
の
間
に
は
区
別
さ
る
べ
き
性
格

が
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
﹅
混
然
と
考
へ
ら
れ
て
い
る
事
業
場
が
多
い゚

勿
論
両
者
の
間
に
は
相
互
の

発
達
に
よ
り
相
互
の
発
展
が
期
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
﹅
こ
の
両
者
は
一
応
区
別
し
て
考
へ
る
べ

き
も
の
と
思
わ
れ
る゚

○
技
能
者
教
育
は
技
能
者
養
成
規
程
に
よ
る
教
育
の
み
を
考
へ
ら
れ
勝
ち
で
あ
る
が
も
つ
と
広
く
考

え
﹅
大
学
卒
業
者
も
高
等
学
校
卒
業
者
も
含
め
て
技
術
者
﹅
技
能
者
す
べ
て
の
技
能
の
発
達
を
科
学

的
手
段
で
考
え
﹅
そ
の
事
業
に
そ
れ
ぞ
れ
可
及
的
短
期
間
に
有
効
な
技
術
﹅
技
能
を
身
に
つ
け
て
﹅

そ
の
事
業
自
体
に
１
０
０
パ

ーセ
ン
ト
の
効
果
あ
ら
し
め
る
の
が
理
想
で
あ
る
筈
で
あ
る゚

技
能
工

に
計
画
的
教
育
訓
練
を
及
ぼ
し
た
場
合
﹅
３
年
間
の
后
に
は
従
来
の
徒
弟
制
度
の
７

～８
年
の
技
能

に
達
す
る
と
一
般
的
に
考
え
ら
れ
﹅
ま
た
測
定
せ
ら
れ
て
い
る
が
﹅
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
が
高
等
学

校
卒
業
者
に
も
﹅
大
学
卒
業
者
に
も
そ
の
内
容
は
こ
と
な
る
が
期
せ
ら
れ
る
筈
で
あ
る゚

養
成
工
に

つ
い
て
は
各
社
と
も
そ
れ
ぞ
れ
苦
心
さ
れ
﹅
そ
の
養
成
に
努
力
せ
ら
れ
て
い
る
が
高
等
学
校
卒
業
者

以
上
に
関
し
て
は
比
較
的
無
関
心
で
あ
る
の
は
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹅
こ
れ
は
今
回
の
問
題
と

別
に
生
産
性
本
部
で
も
充
分
に
と
り
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
問
題
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ

る゚

○
技
能
工
を
養
成
す
る
目
的
は
各
社
と
も
そ
れ
ぞ
れ
示
さ
れ
て
い
る
が
﹅
こ
の
中
に
将
来
の
幹
部
工

員
と
し
て
養
成
す
る
の
と
﹅
教
養
あ
る
工
員
と
し
て
養
成
す
る
の
と
二
通
り
あ
る゚

こ
れ
は
事
業
の

種
類
﹅
そ
の
程
度
や
職
種
や
そ
の
事
業
の
経
営
方
針
等
に
よ
り
当
然
こ
と
な
る
も
の
と
思
は
れ
る

も
﹅
今
后
の
我
が
国
の
工
業
の
発
達
を
考
え
れ
ば
特
に
簡
単
な
作
業
を
除
き
普
通
の
工
員
は
こ
の
程

度
の
常
識
は
必
要
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
﹅
一
般
の
工
員
と
し
て
養
成
す
る
の
を
目
的
と
す
べ

き
で
﹅
そ
の
中
の
優
秀
者
が
将
来
幹
部
工
員
と
な
る
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
は
な
い
か
と
思
考
さ

れ
る゚

○
技
能
工
養
成
の
た
め
に
﹅
各
種
学
校
と
し
て
の
そ
の
会
社
独
自
の
学
校
を
も
ち
﹅
ま
た
技
能
者
養

成
規
程
に
よ
ら
な
い
﹅
そ
の
事
業
場
独
自
の
養
成
法
を
も
っ
て
い
る
所
が
あ
る゚

そ
の
内
容
を
詳
細

に
見
る
と
き
﹅
技
能
者
養
成
令
に
よ
る
も
の
と
殆
ん
ど
変
る
所
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹅
猶
且
つ
そ

れ
に
よ
ら
な
い
事
実
に
つ
い
て
は
充
分
に
そ
の
原
因
を
探
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い゚

そ
の
事
業
場

自
体
に
お
い
て
技
能
工
の
必
要
性
を
認
識
し
そ
の
養
成
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
﹅
何
も
技
能

者
養
成
規
程
に
よ
る
と
よ
ら
ざ
る
と
に
関
係
な
く
必
要
な
技
能
工
は
得
て
い
る
の
で
あ
る゚

技
能
者
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養
成
規
程
の
目
的
を
達
成
す
る
に
は
労
働
基
準
監
督
署
﹅
そ
の
他
の
届
出
書
類
の
煩
雑
さ
を
除
去

し
﹅
も
っ
と
積
極
的
に
技
能
者
養
成
規
程
に
し
た
が
う
と
質
的
﹅
物
的
利
点
が
あ
る
様
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
る゚

○
工
業
高
等
学
校
卒
業
者
と
技
能
養
成
工
と
は
常
に
比
較
せ
ら
れ
る゚

技
能
工
を
養
成
す
る
場
合
は
少
く
と
も
三
年
后
の
事
業
の
見
透
し
が
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
に
対
し
﹅
工
業
高
校
卒
は
比
較
的
短
期
間
の
見
透
し
で
充
足
し
得
る
利
点
を
有
す
る゚

技
能
養
成

工
の
場
合
に
は
実
技
を
そ
の
事
業
場
に
適
し
た
必
要
に
し
て
充
分
な
養
成
が
可
能
で
あ
る
の
に
﹅
高

校
卒
は
実
技
に
お
い
て
は
短
期
に
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る゚

現
状
で
は
学
科
（
座
学
）
に
つ

い
て
は
高
校
卒
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
﹅
技
能
養
成
工
の
方
が
そ
の
事
業
場
の
人

事
管
理
等
に
対
す
る
不
平
等
が
す
く
な
い゚

こ
れ
等
に
よ
り
給
与
は
高
校
卒
と
養
成
修
了
者
と
は
殆

ん
ど
大
差
が
な
く
﹅
多
少
事
業
場
に
於
い
て
何
れ
か
を
上
廻
わ
ら
せ
て
い
る
が
﹅
技
能
工
養
成
の
学

科
﹅
殊
に
そ
の
教
え
方
に
重
点
を
置
け
ば
講
師
﹅
時
間
等
に
つ
い
て
は
高
校
と
大
差
な
く
出
来
る
べ

き
筈
で
あ
る゚

教
育
方
法
が
完
全
え
近
づ
け
ば
当
然
高
校
卒
と
同
等
あ
る
い
は
実
技
の
習
得
を
加
味

マ
マ

し
て
﹅
そ
れ
以
上
に
取
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る゚

し
た
が
っ
て
単
純
な
作
業
を
除
き
一
般
に
工
員
は
原
則
と
し
て
養
成
技
能
工
ま
た
は
工
業
高
校
卒

で
将
来
は
充
実
さ
る
べ
き
で
あ
る゚

し
か
し
養
成
技
能
工
に
つ
い
て
各
事
業
場
と
も
相
当
の
費
用
を

投
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
﹅
特
別
の
理
由
な
き
限
り
﹅
あ
る
年
限

（養
成
終
了
后
何
年
間

）は

そ
の
事
業
場
で
勤
務
で
き
る
様
に
何
ら
か
の
処
置
を
考
え
れ
ば
﹅
な
お
一
層
の
養
成
が
出
来
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る゚

ま
た
養
成
技
能
工
﹅
工
業
高
等
学
校
卒
に
対
し
て
将
来
﹅
工
員
﹅
職
員
の
職
種
の
変
更
に
よ
る
身

分
の
転
換
の
機
会
を
残
し
て
置
く
べ
き
で
あ
る゚

こ
れ
は
工
員
は
工
員
と
し
て
の
任
務
が
あ
り
﹅
職

員
は
職
員
と
し
て
の
任
務
が
あ
る゚

そ
の
双
方
が
あ
っ
て
事
業
が
円
満
に
な
る
の
で
あ
り
﹅
社
会
自

体
の
こ
の
考
え
方
の
啓
蒙
に
力
を
そ
そ
ぐ
べ
き
で
あ
る゚

○
技
能
養
成
の
た
め
の
基
礎
実
習
設
備
と
し
て
は
各
事
業
場
と
も
一
応
は
整
備
さ
れ
て
い
る゚

勿
論

最
新
式
設
備
を
揃
え
て
い
る
所
は
な
く
﹅
比
較
的
よ
い
機
械
を
整
え
て
い
る
所
と
最
も
古
い
機
械
で

行
っ
て
い
る
所
と
あ
る
も
﹅
現
状
で
は
機
械
台
数
を
揃
え
る
だ
け
で
已
む
を
得
な
い
も
の
と
考
え
ら

れ
る゚

出
来
れ
ば
そ
の
事
業
場
に
於
け
る
中
位
の
機
械
類
を
整
備
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い゚

学
科
の

教
室
は
一
応
整
備
さ
れ
て
い
る
が
出
来
れ
ば
も
っ
と
明
朗
な
教
室
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い゚

こ
の

た
め
に
は
照
明
や
色
彩
調
節
等
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る゚

勿
論
質
素
で
あ
る
こ
と
は
望
ま
し
い
が
入

社
時
の
半
分
を
こ
こ
で
暮
す
の
で
あ
る
か
ら
特
に
注
意
し
明
朗
な
教
室
で
明
朗
活
発
な
技
能
工
を
養

成
す
べ
き
で
あ
る゚

○
技
能
工
養
成
期
間
中
﹅
労
働
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
場
合
と
然
ら
ざ
る
場
合
と
あ
る
も
養
成
期
間

中
は
会
社
の
特
別
な
処
置
に
よ
り
実
労
働
以
外
の
仕
事
に
多
く
の
時
間
を
か
け
﹅
実
労
働
に
類
し
た

仕
事
を
行
っ
て
い
る
場
合
と
い
え
ど
も
﹅
こ
れ
は
実
技
の
実
習
に
主
体
を
置
い
て
い
る
技
能
工
養
成

の
立
場
よ
り
見
れ
ば
当
然
非
組
合
員
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い゚

○
今
回
の
視
察
は
始
め
て
の
試
み
で
あ
っ
た
の
で
﹅
今
后
同
種
の
視
察
を
行
う
べ
き
場
合
考
慮
す
べ

き
こ
と
は
次
の
如
く
考
え
ら
れ
る゚

準
備
期
間
を
３
ヶ
月
乃
至
４
ヶ
月
取
り
﹅
一
調
査
項
目
に
つ
き
視
察
団
員
は
自
分
の
属
す
る
工
場

に
つ
い
て
詳
細
に
調
査
を
行
い
﹅
問
題
点
と
な
る
べ
き
項
目
を
充
分
に
把
握
し
て
お
く
様
に
す
べ
き

で
あ
る゚

勿
論
視
察
団
員
は
そ
の
途
の
研
究
ま
で
実
際
そ
の
方
面
に
活
躍
し
て
お
ら
れ
る
方々

と
思

わ
れ
る
も
﹅
猶
念
の
た
め
詳
細
調
査
を
す
る
こ
と
は
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る゚

対
象
事
業
場
も

そ
の
期
間
に
充
分
に
研
究
さ
れ
﹅
双
方
残
り
な
く
懇
談
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る゚

ま
た
今
回
は
対
象
工
場
と
し
て
大
事
業
場
の
み
を
採
つ
た
が
﹅
出
来
れ
ば
中
事
業
場
や
小
事
業
場

等
も
と
り
﹅
技
能
養
成
を
希
望
し
な
い
事
業
場
の
実
情
も
充
分
に
き
く
べ
き
で
あ
る
ど
考
え
ら
れ

る゚

今
回
は
団
員
一
同
が
い
ろ
い
ろ
の
困
難
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹅
よ
く
一
致
し
て
な
ご
や
か

に
協
調
し
﹅
そ
の
効
果
を
あ
げ
得
た
こ
と
を
報
告
し
て
﹅
こ
の
報
告
の
結
末
と
す
る゚

出
典

：日
本
生
産
性
本
部
・
日
本
技
能
者
養
成
協
会

『技
能
教
育
国
内
使
節
団
報
告
書

』﹅
昭
和

23
年
月

8

昭
和
三
二
年
九
月
一
二
日

〔
二
─
八
四
〕
労
働
省
発
総
第
三
十
二
号

職職
業業
訓訓
練練
制制
度度
のの
確確
立立
にに
関関
すす
るる
諮諮
問問

臨
時
職
業
訓
練
制
度
審
議
会

最
近
の
産
業
及
び
雇
用
の
情
勢
に
対
処
す
る
職
業
訓
練
制
度
の
確
立
に
つ
い
て
貴
会
の
意
見
を
問

う
。右

諮
問
す
る
。
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労
働
大
臣

石
田
博
英

『
時
報
』

昭
和
三
二
年
九
月
二
四
日

〔
二
─
八
五
〕
閣
議
決
定

駐駐
留留
軍軍
撤撤
退退
にに
伴伴
うう
離離
職職
者者
のの
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

駐
留
軍
の
引
揚
及
び
特
需
の
減
少
に
伴
う
離
職
者
に
つ
い
て
は
、
累
次
に
わ
た
る
閣
議
了
解
に
基

き
、
そ
の
対
策
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
米
地
上
軍
撤
退
等
に
伴

う
離
職
者
の
発
生
は
、
広
汎
な
地
域
に
わ
た
り
、
且
つ
、
従
来
に
比
し
特
に
大
規
模
と
な
る
見
込
で

あ
る
の
で
、
こ
の
事
態
に
対
処
し
て
対
策
を
強
化
す
る
た
め
、
左
記
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

記記

一

職
業
補
導
の
拡
充

１

離
職
者
の
優
先
入
所
を
は
か
る
と
と
も
に
、
既
設
補
導
所
を
活
用
し
て
短
期
補
導
、
夜
間
補

導
等
を
実
施
し
、
補
導
種
目
の
新
設
、
定
員
の
増
加
を
は
か
る
ほ
か
、
な
お
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
，
臨
時
補
導
所
を
設
置
す
る
等
に
よ
り
職
業
補
導
の
大
幅
拡
充
を
行
う
。

２

在
職
中
の
労
務
者
に
つ
い
て
も
軍
側
の
了
解
を
得
て
、
基
地
内
に
お
け
る
職
業
補
導
を
実
施

す
る
。

二

就
職
斡
旋
の
強
化

１

官
公
庁
に
お
い
て
は
、
離
職
者
の
採
用
に
努
め
る
も
の
と
し
、
特
に
自
衛
隊
が
返
還
施
設
を

引
継
使
用
す
る
場
合
に
は
、
職
員
の
採
用
条
件
を
緩
和
す
る
等
に
よ
り
、
離
職
者
を
で
き
る
限

り
採
用
す
る
。

２

職
業
安
定
機
関
に
お
い
て
は
、
労
務
管
理
機
関
と
協
力
し
て
、
離
職
前
の
就
職
相
談
の
実
施
、

民
間
事
業
へ
の
雇
用
勧
奨
等
に
よ
り
職
業
紹
介
の
強
化
に
努
め
る
。

３

離
職
者
の
求
職
を
広
く
他
地
域
に
わ
た
っ
て
連
絡
し
、
広
域
職
業
紹
介
を
行
う
と
と
も
に
、

そ
の
実
効
を
挙
げ
る
た
め
、
返
還
施
設
等
国
有
財
産
の
う
ち
適
当
な
も
の
を
臨
時
の
居
住
施
設

と
し
て
活
用
を
図
る
。

三

離
職
者
の
行
う
事
業
の
育
成

１

離
職
者
が
自
立
の
た
め
に
組
織
す
る
企
業
組
合
そ
の
他
の
事
業
団
体
に
対
し
て
は
、
そ
の
事

業
の
許
認
可
に
つ
い
て
優
先
的
に
取
扱
う
。

２

前
項
の
企
業
組
合
等
が
行
う
事
業
に
対
し
て
は
、
国
有
の
財
産
の
払
下
げ
等
に
つ
い
て
、
実

情
に
即
し
た
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
し
、
許
認
可
を
受
け
た
事
業
団
体
に
対
す
る
米
軍
財
産
の

処
分
に
つ
い
て
も
、
軍
側
と
協
議
し
て
同
様
の
配
慮
を
な
し
う
る
よ
う
に
努
力
す
る
。

３

国
民
金
融
公
庫
等
の
政
府
関
係
金
融
機
関
が
、
関
係
府
県
知
事
の
推
薦
を
参
酌
し
て
駐
留
軍

離
職
者
に
よ
る
自
立
営
業
及
び
企
業
組
合
に
対
し
て
、
実
情
に
即
し
、
条
件
を
緩
和
し
て
能
う

限
り
資
金
の
需
要
に
応
ず
る
に
つ
き
、
好
意
的
配
慮
を
加
え
る
よ
う
行
政
措
置
を
と
る
。
な
お

そ
れ
ら
の
事
業
に
対
し
、
中
小
企
業
振
興
資
金
助
成
法
に
よ
る
資
金
の
活
用
を
も
図
る
。

４

自
衛
隊
そ
の
他
の
官
公
庁
に
お
い
て
、
売
店
等
の
委
託
経
営
、
需
要
の
部
外
発
注
等
を
行
う

場
合
は
で
き
る
限
り
離
職
者
の
行
う
事
業
を
優
先
的
に
取
扱
う
。

四

海
外
移
住
の
斡
旋

離
職
者
の
う
ち
海
外
移
住
を
希
望
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
移
住
者
の
選
考
に
際
し
優
先
的
に
考

慮
す
る
。

五

公
共
事
業
、
失
業
対
策
事
業
等
の
重
点
的
実
施

離
職
者
の
大
量
に
発
生
す
る
地
域
に
お
い
て
は
、
そ
の
吸
収
の
た
め
公
共
事
業
、
失
業
対
策
事

業
等
を
重
点
的
に
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
場
合
当
該
地
域
の
産
業
基
盤
の
造
成
に
資
す
る
よ
う
配

慮
す
る
。

六

企
業
の
誘
致

大
量
の
離
職
者
に
対
し
そ
の
恒
久
的
就
業
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
当
該
地
域
に
新
た
な
企
業

を
誘
致
し
、
産
業
の
育
成
を
図
る
こ
と
が
最
も
有
効
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
返
還
施
設
の
転

用
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
そ
の
他
の
政
府
関
係
諸
機
関
等
の
使
用
と
の
調
整
を
図
り
、
自
衛
隊
等

に
お
い
て
必
要
と
す
る
も
の
以
外
は
、
で
き
る
限
り
企
業
誘
致
の
た
め
に
あ
て
る
。

こ
の
場
合
国
有
財
産
の
評
価
に
あ
た
っ
て
、
次
の
事
情
を
認
め
ら
れ
る
も
の
は
利
用
効
率
に
よ

る
低
減
を
充
分
考
慮
し
、
従
来
の
一
般
的
措
置
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
実
情
に
沿
う
よ
う
に

留
意
す
る
。

１

物
件
の
位
置
、
環
境
等
の
立
地
条
件
が
不
利
で
あ
る
場
合

２

敷
地
の
規
模
及
び
敷
地
内
に
あ
る
建
物
及
び
工
作
物
の
配
置
状
況
か
ら
み
て
、
当
該
建
物
及

び
工
作
物
を
利
用
す
る
上
に
相
当
不
便
で
あ
る
場
合

３

建
物
及
び
工
作
物
の
規
模
、
構
造
等
が
軍
用
施
設
と
し
て
の
特
殊
性
が
強
く
こ
れ
が
た
め
特

に
不
経
済
、
非
能
率
と
な
る
場
合

４

機
械
の
能
力
、
容
量
が
国
内
全
般
の
企
業
規
模
か
ら
み
て
過
大
で
あ
る
場
合

七

対
策
の
推
進

１

前
各
項
の
対
策
そ
の
他
所
要
の
対
策
を
有
効
適
切
に
推
進
す
る
た
め
に
は
、
当
該
地
域
の
実

情
に
応
じ
て
、
対
策
を
計
画
し
実
施
す
る
こ
と
が
最
も
適
当
で
あ
る
の
で
、
関
係
都
道
府
県
に
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労
働
大
臣

石
田
博
英

『
時
報
』

昭
和
三
二
年
九
月
二
四
日

〔
二
─
八
五
〕
閣
議
決
定

駐駐
留留
軍軍
撤撤
退退
にに
伴伴
うう
離離
職職
者者
のの
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

駐
留
軍
の
引
揚
及
び
特
需
の
減
少
に
伴
う
離
職
者
に
つ
い
て
は
、
累
次
に
わ
た
る
閣
議
了
解
に
基

き
、
そ
の
対
策
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
米
地
上
軍
撤
退
等
に
伴

う
離
職
者
の
発
生
は
、
広
汎
な
地
域
に
わ
た
り
、
且
つ
、
従
来
に
比
し
特
に
大
規
模
と
な
る
見
込
で

あ
る
の
で
、
こ
の
事
態
に
対
処
し
て
対
策
を
強
化
す
る
た
め
、
左
記
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

記記

一

職
業
補
導
の
拡
充

１

離
職
者
の
優
先
入
所
を
は
か
る
と
と
も
に
、
既
設
補
導
所
を
活
用
し
て
短
期
補
導
、
夜
間
補

導
等
を
実
施
し
、
補
導
種
目
の
新
設
、
定
員
の
増
加
を
は
か
る
ほ
か
、
な
お
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
，
臨
時
補
導
所
を
設
置
す
る
等
に
よ
り
職
業
補
導
の
大
幅
拡
充
を
行
う
。

２

在
職
中
の
労
務
者
に
つ
い
て
も
軍
側
の
了
解
を
得
て
、
基
地
内
に
お
け
る
職
業
補
導
を
実
施

す
る
。

二

就
職
斡
旋
の
強
化

１

官
公
庁
に
お
い
て
は
、
離
職
者
の
採
用
に
努
め
る
も
の
と
し
、
特
に
自
衛
隊
が
返
還
施
設
を

引
継
使
用
す
る
場
合
に
は
、
職
員
の
採
用
条
件
を
緩
和
す
る
等
に
よ
り
、
離
職
者
を
で
き
る
限

り
採
用
す
る
。

２

職
業
安
定
機
関
に
お
い
て
は
、
労
務
管
理
機
関
と
協
力
し
て
、
離
職
前
の
就
職
相
談
の
実
施
、

民
間
事
業
へ
の
雇
用
勧
奨
等
に
よ
り
職
業
紹
介
の
強
化
に
努
め
る
。

３

離
職
者
の
求
職
を
広
く
他
地
域
に
わ
た
っ
て
連
絡
し
、
広
域
職
業
紹
介
を
行
う
と
と
も
に
、

そ
の
実
効
を
挙
げ
る
た
め
、
返
還
施
設
等
国
有
財
産
の
う
ち
適
当
な
も
の
を
臨
時
の
居
住
施
設

と
し
て
活
用
を
図
る
。

三

離
職
者
の
行
う
事
業
の
育
成

１

離
職
者
が
自
立
の
た
め
に
組
織
す
る
企
業
組
合
そ
の
他
の
事
業
団
体
に
対
し
て
は
、
そ
の
事

業
の
許
認
可
に
つ
い
て
優
先
的
に
取
扱
う
。

２

前
項
の
企
業
組
合
等
が
行
う
事
業
に
対
し
て
は
、
国
有
の
財
産
の
払
下
げ
等
に
つ
い
て
、
実

情
に
即
し
た
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
し
、
許
認
可
を
受
け
た
事
業
団
体
に
対
す
る
米
軍
財
産
の

処
分
に
つ
い
て
も
、
軍
側
と
協
議
し
て
同
様
の
配
慮
を
な
し
う
る
よ
う
に
努
力
す
る
。

３

国
民
金
融
公
庫
等
の
政
府
関
係
金
融
機
関
が
、
関
係
府
県
知
事
の
推
薦
を
参
酌
し
て
駐
留
軍

離
職
者
に
よ
る
自
立
営
業
及
び
企
業
組
合
に
対
し
て
、
実
情
に
即
し
、
条
件
を
緩
和
し
て
能
う

限
り
資
金
の
需
要
に
応
ず
る
に
つ
き
、
好
意
的
配
慮
を
加
え
る
よ
う
行
政
措
置
を
と
る
。
な
お

そ
れ
ら
の
事
業
に
対
し
、
中
小
企
業
振
興
資
金
助
成
法
に
よ
る
資
金
の
活
用
を
も
図
る
。

４

自
衛
隊
そ
の
他
の
官
公
庁
に
お
い
て
、
売
店
等
の
委
託
経
営
、
需
要
の
部
外
発
注
等
を
行
う

場
合
は
で
き
る
限
り
離
職
者
の
行
う
事
業
を
優
先
的
に
取
扱
う
。

四

海
外
移
住
の
斡
旋

離
職
者
の
う
ち
海
外
移
住
を
希
望
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
移
住
者
の
選
考
に
際
し
優
先
的
に
考

慮
す
る
。

五

公
共
事
業
、
失
業
対
策
事
業
等
の
重
点
的
実
施

離
職
者
の
大
量
に
発
生
す
る
地
域
に
お
い
て
は
、
そ
の
吸
収
の
た
め
公
共
事
業
、
失
業
対
策
事

業
等
を
重
点
的
に
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
場
合
当
該
地
域
の
産
業
基
盤
の
造
成
に
資
す
る
よ
う
配

慮
す
る
。

六

企
業
の
誘
致

大
量
の
離
職
者
に
対
し
そ
の
恒
久
的
就
業
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
当
該
地
域
に
新
た
な
企
業

を
誘
致
し
、
産
業
の
育
成
を
図
る
こ
と
が
最
も
有
効
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
返
還
施
設
の
転

用
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊
そ
の
他
の
政
府
関
係
諸
機
関
等
の
使
用
と
の
調
整
を
図
り
、
自
衛
隊
等

に
お
い
て
必
要
と
す
る
も
の
以
外
は
、
で
き
る
限
り
企
業
誘
致
の
た
め
に
あ
て
る
。

こ
の
場
合
国
有
財
産
の
評
価
に
あ
た
っ
て
、
次
の
事
情
を
認
め
ら
れ
る
も
の
は
利
用
効
率
に
よ

る
低
減
を
充
分
考
慮
し
、
従
来
の
一
般
的
措
置
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
実
情
に
沿
う
よ
う
に

留
意
す
る
。

１

物
件
の
位
置
、
環
境
等
の
立
地
条
件
が
不
利
で
あ
る
場
合

２

敷
地
の
規
模
及
び
敷
地
内
に
あ
る
建
物
及
び
工
作
物
の
配
置
状
況
か
ら
み
て
、
当
該
建
物
及

び
工
作
物
を
利
用
す
る
上
に
相
当
不
便
で
あ
る
場
合

３

建
物
及
び
工
作
物
の
規
模
、
構
造
等
が
軍
用
施
設
と
し
て
の
特
殊
性
が
強
く
こ
れ
が
た
め
特

に
不
経
済
、
非
能
率
と
な
る
場
合

４

機
械
の
能
力
、
容
量
が
国
内
全
般
の
企
業
規
模
か
ら
み
て
過
大
で
あ
る
場
合

七

対
策
の
推
進

１

前
各
項
の
対
策
そ
の
他
所
要
の
対
策
を
有
効
適
切
に
推
進
す
る
た
め
に
は
、
当
該
地
域
の
実

情
に
応
じ
て
、
対
策
を
計
画
し
実
施
す
る
こ
と
が
最
も
適
当
で
あ
る
の
で
、
関
係
都
道
府
県
に
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そ
の
た
め
の
「
駐
留
軍
離
職
者
対
策
本
部
」
の
設
置
を
勧
奨
す
る
。

２

政
府
は
、
各
都
道
府
県
の
駐
留
軍
離
職
者
対
策
本
部
に
お
け
る
対
策
の
立
案
実
施
に
対
し
、

特
需
等
対
策
連
絡
会
議
に
お
い
て
、
参
与
の
意
見
を
参
考
と
し
て
、
そ
の
指
導
、
援
助
及
び
推

進
に
あ
た
る
。
そ
の
た
め
同
連
絡
会
議
に
「
離
職
者
対
策
推
進
本
部
」
を
設
け
る
。

３

本
対
策
の
た
め
の
地
方
公
共
団
体
等
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
情
に
応
じ
対
策
を
円
滑

に
実
施
し
得
る
よ
う
配
慮
す
る
。

４

本
対
策
推
進
の
た
め
予
備
費
の
支
出
そ
の
他
必
要
な
予
算
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
し
、
な
お

必
要
が
あ
る
場
合
に
は
法
令
の
改
正
を
も
考
慮
す
る
。

な
お
、
特
需
の
減
少
に
伴
う
事
態
に
つ
い
て
も
、
右
に
準
じ
て
処
置
す
る
ほ
か
所
要
の
措
置

を
講
ず
る
。

『
年
鑑
』

昭
和
三
二
年
一
〇
月
一
日

〔
二
─
八
六
〕
職
業
訓
練
審
議
室

職職
業業
訓訓
練練
のの
現現
状状
とと
問問
題題

最
近
、
好
景
気
に
よ
る
理
工
科
系
大
学
卒
業
生
の
就
職
問
題
等
を
契
機
と
し
て
、
職
業
訓
練
の
問
題

が
重
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

こ
の
問
題
を
長
期
的
に
眺
め
る
な
ら
ば
、
技
術
革
新
に
伴
う
技
術
者
養
成
対
策
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
即
ち
、
最
近
諸
外
国
に
お
い
て
は
、
原
子
力
産
業
・
電
子
工
業
等
の
新
産
業
が
勃
興
し

つ
つ
あ
り
、
ま
た
各
種
の
産
業
に
お
い
て
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
化
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
わ
が
国
の
産

業
界
が
、
国
際
競
争
に
耐
え
て
更
に
発
展
を
遂
げ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
新
産
業
の
導
入
、
必

要
な
新
技
術
の
導
入
、
振
興
を
怠
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
新
技
術
の
導
入
と
経
済
の
拡
大
と
に
対
応
し
て
、
必
要
な
技
術
者
の
数
が
飛
躍
的

に
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
ら
技
術
者
群
の
長
期
的
養
成
方
策
を
国
家
的
見

地
か
ら
樹
立
す
る
こ
と
は
現
下
喫
緊
の
重
要
問
題
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
問
題
を
や
や
短
期
的
に
眺
め
る
な
ら
ば
、
好
景
気
に
伴
う
技
能
労
働
力
不
足
に
対
す
る

対
策
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
造
船
の
好
況
等
に
よ
る
溶
接
工
、
或
は
機
械
工
、
車
輛
工
等

は
最
近
著
し
く
不
足
し
、
一
部
で
は
熟
練
工
の
引
抜
き
さ
え
行
わ
れ
て
い
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
傾
向
は
、
経
済
の
動
向
と
も
関
連
す
る
が
、
な
お
当
分
は
持
続
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
失
業
者
乃

至
就
業
希
望
者
の
多
い
現
状
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
労
働
力
の
技
能
化
を
図
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
な

意
義
を
有
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

更
に
、
現
在
中
小
企
業
の
振
興
が
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
中
小
企
業
の
技
術
は
、
経
済
的
社
会
的
諸

要
因
か
ら
低
下
し
つ
つ
あ
り
、
更
に
大
企
業
の
技
術
が
進
歩
し
つ
つ
あ
る
た
め
、
技
術
面
に
お
け
る
較

差
が
拡
大
し
つ
つ
あ
る
と
伝
え
ら
れ
、
一
部
の
識
者
は
中
小
企
業
振
興
対
策
の
一
環
と
し
て
技
術
援
助

等
の
必
要
性
を
説
い
て
お
り
、
職
業
訓
練
は
こ
の
面
に
お
い
て
も
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。

こ
こ
に
、
職
業
訓
練
に
関
す
る
労
働
省
の
施
策
を
概
観
し
、
一
、
二
の
問
題
点
に
ふ
れ
て
み
た
い
。

一一

技技
能能
者者
養養
成成

技
能
者
養
成
制
度
の
目
的
は
、
徒
弟
制
度
に
ま
つ
わ
る
弊
害
を
排
除
し
、
技
能
労
働
力
を
適
正
な
労

働
条
件
以
下
に
お
け
る
労
働
の
過
程
を
通
じ
て
育
成
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
労
働
基
準

法
は
、
そ
の
第
七
章
に
お
い
て
技
能
者
養
成
に
つ
い
て
規
定
し
、
技
能
者
養
成
の
実
施
を
原
則
と
し
て

認
可
制
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
教
習
方
法
、
使
用
者
の
資
格
等
に
つ
い
て
は
命
令
を
も
っ
て
規
制
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
一
方
、
実
技
の
教
習
に
際
し
て
は
、
基
準
法
に
よ
り
、
女
子
・
年
少
者
及
び
未

熟
練
者
に
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
危
険
有
害
業
務
に
、
一
定
の
制
限
の
下
に
従
事
さ
せ
得
る
旨
が
規
定
さ
れ

て
い
る
。
労
働
基
準
法
の
こ
れ
ら
の
規
定
の
ほ
か
、
必
要
な
細
目
事
項
は
、
技
能
者
養
成
規
程
を
も
っ

て
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
法
規
の
下
に
、
技
能
者
養
成
は
、
機
械
、
金
属
、
電
気
、
化
学
等
の
基
幹
産
業
部
門
を
中

心
に
、
繊
維
、
建
設
そ
の
他
工
芸
部
門
ま
で
を
含
む
一
二
四
職
種
に
つ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
中
小
規
模
の
事
業
場
に
お
い
て
は
、
設
備
、
資
金
、
指
導
能
力
等
の
点
か
ら
し
て
単
独
で
養
成
を

実
施
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
が
多
い
の
で
、
こ
れ
ら
中
小
企
業
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
共
同
養
成

方
式
が
と
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
方
式
は
、
二
以
上
の
事
業
主
が
共
同
し
て
関
連
学
科
の
教
習
を
同
業
組

合
そ
の
他
適
当
な
機
関
に
よ
っ
て
行
う
も
の
で
あ
っ
て
、
か
な
り
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
国
と
し
て
も
、

こ
の
方
式
に
よ
る
技
能
者
養
成
の
振
興
を
図
る
た
め
昭
和
二
八
年
以
来
、
そ
の
運
営
費
の
一
部
に
つ
き

国
庫
補
助
金
（
年
間
約
九
百
万
円
）
を
交
付
し
て
い
る
。

次
に
、
昭
和
三
一
年
末
に
お
け
る
技
能
者
養
成
の
実
施
状
況
の
概
略
を
示
せ
ば
、
技
能
者
養
成
を
実

施
し
て
い
る
事
業
場
は
二
三
、
四
七
四
で
あ
り
、
こ
れ
を
規
模
別
に
み
れ
ば
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
が
、

そ
の
う
ち
二
二
、
七
一
二
（
全
体
の
約
九
七
％
）
が
共
同
養
成
の
実
施
事
業
場
で
あ
る
。

従
業
員
数

一
〇
人
未
満

二
〇
、
七
三
一
（
八
八
％
）

一
一
人
～
九
九
人

二
、
二
六
九
（
一
〇
％
）

一
〇
〇
人
以
上

四
五
四
（
二
％
）

計

二
三
、
四
七
四
（
一
〇
〇
％
）

こ
れ
ら
の
事
業
場
を
産
業
別
に
み
れ
ば
、
製
造
業
の
み
で
二
六
、
九
五
七
で
あ
っ
て
、
全
体
の
六
七

％
を
占
め
る
が
、
そ
の
う
ち
の
主
な
も
の
は
、
衣
服
及
び
身
廻
品
製
造
業
約
六
千
五
百
、
家
具
及
び
装
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備
品
製
造
業
約
二
千
六
百
、
食
料
品
製
造
業
約
千
五
百
と
な
っ
て
い
る
。
製
造
業
以
外
で
は
、
大
工
、

左
官
等
の
職
別
工
事
業
が
七
、
九
一
〇
に
及
ん
で
い
る
。

ま
た
、
技
能
者
養
成
工
の
総
数
は
、
五
五
、
一
三
一
名
と
な
っ
て
お
り
、
う
ち
共
同
養
成
に
係
る
養

成
工
数
は
三
九
、
四
六
九
名
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
を
産
業
別
に
み
れ
ば
、
製
造
業
が
三
九
、
八
二
六

名
で
全
体
の
七
二
％
を
占
め
る
が
、
そ
の
う
ち
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、
衣
服
及
び
家
具
及
び
身
廻
品

製
造
業
約
五
千
、
機
械
製
造
業
約
三
千
六
百
、
輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業
約
五
千
六
百
、
食
料
品
製
造

業
約
三
千
三
百
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
製
造
業
以
外
で
は
、
大
工
、
左
官
等
の
職
別
工
事
業
が
一
二
、
六

四
七
名
に
及
ん
で
い
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
養
成
工
の
指
導
に
あ
た
る
技
能
者
養
成
指
導
員
は
、
昭
和
三
一
年
末
で
三

〇
、
三

八
五
名
と
な
っ
て
い
る
が
、
う
ち
共
同
養
成
に
係
る
指
導
員
は
二
四
、
八
〇
五
名
を
数
え
て
い
る
。

二二

職職
業業
補補
導導
及及
びび
監監
督督
者者
訓訓
練練

職
業
補
導
は
、
特
別
の
知
識
技
能
を
必
要
と
す
る
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な
知
識

技
能
を
授
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
職
業
安
定
法
に
基
く
公
共
職
業
補
導
所
及
び
身
体
障
害
者
公
共
職
業

補
導
所
、
失
業
保
険
法
に
基
く
総
合
職
業
補
導
所
等
の
施
設
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

公
共
職
業
補
導
所
は
、
労
働
大
臣
が
都
道
府
県
知
事
を
し
て
設
置
経
営
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、

昭
和
三
二
年
度
に
お
い
て
は
全
国
二
四
六
ヵ
所
に
設
置
さ
れ
、
年
間
延
二
万
六
千
人
に
対
し
て
職
業
補

導
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
職
種
は
、
機
械
、
自
動
車
整
備
、
溶
接
、
板
金
等
の
重
工
業
関
係
、
経
理

事
務
、
洋
裁
、
和
裁
、
夕
イ
プ
等
の
女
子
に
適
し
た
種
目
の
ほ
か
、
木
工
、
建
築
、
織
布
、
陶
磁
器
等

地
方
産
業
に
結
び
つ
い
た
も
の
等
合
計
六
九
種
目
に
及
ん
で
い
る
。

以
上
の
ほ
か
、
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
は
駐
留
軍
関
係
労
務
者
の
被
整
理
者
等
を
対
象
と
し
て

夜
間
職
業
補
導
が
行
わ
れ
て
お
り
、
昭
和
三
二
年
度
に
お
い
て
は
、
五
五
カ
所
に
お
い
て
年
間
延
三
千

人
に
対
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
は
、
労
働
大
臣
が
設
置
し
、
経
営
は
都
道
府
県
知
事
に
行
わ
せ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
障
害
程
度
が
重
く
、
一
般
の
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
補
導
を
行
う
こ
と
が
困
難
で

あ
る
者
を
対
象
と
し
て
い
る
。
現
在
、
全
国
の
主
要
都
府
県
に
八
ヵ
所
設
置
さ
れ
、
身
体
障
害
者
に
適

し
た
義
肢
製
作
、
洋
裁
、
男
子
服
、
時
計
修
理
等
一
八
種
類
の
種
目
に
つ
き
、
年
間
一
、
一
五
〇
人
に

対
し
て
訓
練
を
行
っ
て
い
る
。

総
合
職
業
補
導
所
は
、
失
業
保
険
法
に
基
く
失
業
保
険
施
設
と
し
て
全
国
二
三
ヵ
所
に
設
置
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
種
目
は
、
高
度
の
技
能
者
を
養
成
し
、
経
済
興
隆
に
資
す
る
見
地
か
ら
、
主
と
し
て
工
業

部
門
の
生
産
力
に
直
結
す
る
種
目
に
重
点
が
お
か
れ
、
昭
和
三
二
年
度
に
お
い
て
は
、
溶
接
、
機
械
、

板
金
等
二
七
種
目
に
つ
い
て
年
間
約
四
千
人
に
対
し
て
訓
練
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
職
業
補
導
所
を
終
了
し
た
者
は
、
そ
の
う
ち
約
九
〇
％
が
就
職
し
て
い
る
が
、
他
人
に
雇

用
さ
れ
た
者
の
約
七
割
は
従
業
員
五
十
人
未
満
の
中
小
企
業
に
就
職
し
て
い
る
。

次
に
、
労
働
省
は
、
昭
和
二
四
年
以
来
監
督
者
訓
練
に
関
し
、
技
術
援
助
を
行
っ
て
き
た
。
こ
れ
は

米
国
よ
り
導
入
さ
れ
た
Ｔ
Ｗ
Ｉ
方
式
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
優
れ
た
効
果
の
故
に
昭
和
二
九
年

末
ま
で
に
約
三
、
八
〇
〇
の
事
業
場
に
お
い
て
採
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
労
働
省
は
、
本

省
及
び
都
道
府
健
に
こ
の
訓
練
の
専
門
家
を
配
置
し
、
普
及
に
努
め
た
結
果
、
昭
和
三
一
年
六
月
末
ま

で
に
訓
練
を
受
け
た
監
督
者
の
延
数
は
四
一
万
三
千
、
養
成
さ
れ
た
監
督
者
訓
練
員
（
監
督
者
に
対
す

る
訓
練
を
行
い
得
る
者
）
は
約
六
千
に
も
及
ん
で
い
る
。

三三

問問

題題

点点

こ
れ
ら
の
職
業
訓
練
に
つ
い
て
は
、
従
来
各
方
面
か
ら
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
職
業
補
導
に
つ
い
て
は
、
施
設
と
指
導
員
の
貧
弱
さ
、
及
び
こ
れ
に
伴
う
補
導
生
の
技
能

度
の
低
さ
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
従
来
職
業
補
導
が
失
業
対
策
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

た
関
係
上
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
や
、
総
合
職
業
補
導
所
の
優
秀
な
施
設

が
逐
次
完
成
し
つ
つ
あ
り
、
昭
和
三
一
年
度
予
算
以
来
の
人
件
費
予
算
の
増
額
に
よ
り
、
指
導
員
の
問

題
も
漸
次
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
新
時
代
の
技
能
労
働
力
充
足
の
た
め
に
充
分
な
状
態
で
あ

る
と
は
い
い
難
い
。

一
方
、
技
能
者
養
成
に
関
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
の
批
判
が
あ
る
が
、
特
に
大
き
な
問
題
と
し
て
は
、

技
能
者
養
成
の
単
行
法
化
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
問
題
は
、
か
な
り
以
前
か
ら
と
り
あ
げ
ら

れ
て
お
り
、
労
働
基
準
法
に
基
く
技
能
者
養
成
審
議
会
に
お
い
て
も
、
昭
和
二
九
年
二
月
二
十
七
日
、

技
能
者
養
成
規
程
が
全
面
改
正
さ
れ
た
際
の
諮
問
に
対
す
る
答
申
の
附
帯
意
見
と
し
て
技
能
者
養
成
を

単
行
法
化
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
を
提
出
し
て
い
る
。
最
近
に
お
い
て
は
、
昨
年
一
二
月
日
経
連
が

国
会
及
び
政
府
関
係
機
関
に
対
し
て
提
出
し
た
「
新
時
代
の
要
請
に
対
応
す
る
技
術
教
育
に
関
す
る
意

見
」
の
中
に
も
同
趣
旨
の
意
見
が
み
ら
れ
る
。
即
ち
、
現
行
の
技
能
者
養
成
制
度
は
、
監
督
的
立
場
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
養
成
工
の
数
も
少
く
、
満
足
し
得
る
状
態
に
な
い
の
で
、
技
能
者
養
成
を

積
極
的
に
助
長
す
る
建
前
の
単
行
法
を
制
定
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
意
見
に
お
い
て
は
、

こ
の
ほ
か
中
小
企
業
の
た
め
に
国
又
は
地
方
自
治
体
が
有
力
な
技
能
者
養
成
施
設
を
設
け
る
こ
と
、
指

導
員
の
養
成
所
を
設
け
る
こ
と
等
を
提
案
し
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
技
能
者
養
成
も
、
職
業
補
導
も
そ
れ
ぞ
れ
監
督
行
政
、
職
業
安
定
行
政
の
立
場
か
ら
構

成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
分
野
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
遂
行
し
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

が
、
新
し
い
時
代
の
要
請
に
応
ず
る
た
め
に
は
、
こ
の
際
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
諸
制
度
を
打
っ
て
一
丸
と

す
る
総
合
的
な
職
業
訓
練
制
度
の
必
要
が
痛
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
考
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備
品
製
造
業
約
二
千
六
百
、
食
料
品
製
造
業
約
千
五
百
と
な
っ
て
い
る
。
製
造
業
以
外
で
は
、
大
工
、

左
官
等
の
職
別
工
事
業
が
七
、
九
一
〇
に
及
ん
で
い
る
。

ま
た
、
技
能
者
養
成
工
の
総
数
は
、
五
五
、
一
三
一
名
と
な
っ
て
お
り
、
う
ち
共
同
養
成
に
係
る
養

成
工
数
は
三
九
、
四
六
九
名
に
達
し
て
い
る
。
こ
れ
を
産
業
別
に
み
れ
ば
、
製
造
業
が
三
九
、
八
二
六

名
で
全
体
の
七
二
％
を
占
め
る
が
、
そ
の
う
ち
の
主
な
も
の
と
し
て
は
、
衣
服
及
び
家
具
及
び
身
廻
品

製
造
業
約
五
千
、
機
械
製
造
業
約
三
千
六
百
、
輸
送
用
機
械
器
具
製
造
業
約
五
千
六
百
、
食
料
品
製
造

業
約
三
千
三
百
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
製
造
業
以
外
で
は
、
大
工
、
左
官
等
の
職
別
工
事
業
が
一
二
、
六

四
七
名
に
及
ん
で
い
る
。

な
お
、
こ
れ
ら
養
成
工
の
指
導
に
あ
た
る
技
能
者
養
成
指
導
員
は
、
昭
和
三
一
年
末
で
三

〇
、
三

八
五
名
と
な
っ
て
い
る
が
、
う
ち
共
同
養
成
に
係
る
指
導
員
は
二
四
、
八
〇
五
名
を
数
え
て
い
る
。

二二

職職
業業
補補
導導
及及
びび
監監
督督
者者
訓訓
練練

職
業
補
導
は
、
特
別
の
知
識
技
能
を
必
要
と
す
る
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
必
要
な
知
識

技
能
を
授
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
職
業
安
定
法
に
基
く
公
共
職
業
補
導
所
及
び
身
体
障
害
者
公
共
職
業

補
導
所
、
失
業
保
険
法
に
基
く
総
合
職
業
補
導
所
等
の
施
設
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

公
共
職
業
補
導
所
は
、
労
働
大
臣
が
都
道
府
県
知
事
を
し
て
設
置
経
営
さ
せ
る
こ
と
と
な
っ
て
お
り
、

昭
和
三
二
年
度
に
お
い
て
は
全
国
二
四
六
ヵ
所
に
設
置
さ
れ
、
年
間
延
二
万
六
千
人
に
対
し
て
職
業
補

導
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
の
職
種
は
、
機
械
、
自
動
車
整
備
、
溶
接
、
板
金
等
の
重
工
業
関
係
、
経
理

事
務
、
洋
裁
、
和
裁
、
夕
イ
プ
等
の
女
子
に
適
し
た
種
目
の
ほ
か
、
木
工
、
建
築
、
織
布
、
陶
磁
器
等

地
方
産
業
に
結
び
つ
い
た
も
の
等
合
計
六
九
種
目
に
及
ん
で
い
る
。

以
上
の
ほ
か
、
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
は
駐
留
軍
関
係
労
務
者
の
被
整
理
者
等
を
対
象
と
し
て

夜
間
職
業
補
導
が
行
わ
れ
て
お
り
、
昭
和
三
二
年
度
に
お
い
て
は
、
五
五
カ
所
に
お
い
て
年
間
延
三
千

人
に
対
し
て
実
施
さ
れ
て
い
る
。

身
体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
は
、
労
働
大
臣
が
設
置
し
、
経
営
は
都
道
府
県
知
事
に
行
わ
せ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
障
害
程
度
が
重
く
、
一
般
の
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
補
導
を
行
う
こ
と
が
困
難
で

あ
る
者
を
対
象
と
し
て
い
る
。
現
在
、
全
国
の
主
要
都
府
県
に
八
ヵ
所
設
置
さ
れ
、
身
体
障
害
者
に
適

し
た
義
肢
製
作
、
洋
裁
、
男
子
服
、
時
計
修
理
等
一
八
種
類
の
種
目
に
つ
き
、
年
間
一
、
一
五
〇
人
に

対
し
て
訓
練
を
行
っ
て
い
る
。

総
合
職
業
補
導
所
は
、
失
業
保
険
法
に
基
く
失
業
保
険
施
設
と
し
て
全
国
二
三
ヵ
所
に
設
置
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
種
目
は
、
高
度
の
技
能
者
を
養
成
し
、
経
済
興
隆
に
資
す
る
見
地
か
ら
、
主
と
し
て
工
業

部
門
の
生
産
力
に
直
結
す
る
種
目
に
重
点
が
お
か
れ
、
昭
和
三
二
年
度
に
お
い
て
は
、
溶
接
、
機
械
、

板
金
等
二
七
種
目
に
つ
い
て
年
間
約
四
千
人
に
対
し
て
訓
練
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
職
業
補
導
所
を
終
了
し
た
者
は
、
そ
の
う
ち
約
九
〇
％
が
就
職
し
て
い
る
が
、
他
人
に
雇

用
さ
れ
た
者
の
約
七
割
は
従
業
員
五
十
人
未
満
の
中
小
企
業
に
就
職
し
て
い
る
。

次
に
、
労
働
省
は
、
昭
和
二
四
年
以
来
監
督
者
訓
練
に
関
し
、
技
術
援
助
を
行
っ
て
き
た
。
こ
れ
は

米
国
よ
り
導
入
さ
れ
た
Ｔ
Ｗ
Ｉ
方
式
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
優
れ
た
効
果
の
故
に
昭
和
二
九
年

末
ま
で
に
約
三
、
八
〇
〇
の
事
業
場
に
お
い
て
採
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
労
働
省
は
、
本

省
及
び
都
道
府
健
に
こ
の
訓
練
の
専
門
家
を
配
置
し
、
普
及
に
努
め
た
結
果
、
昭
和
三
一
年
六
月
末
ま

で
に
訓
練
を
受
け
た
監
督
者
の
延
数
は
四
一
万
三
千
、
養
成
さ
れ
た
監
督
者
訓
練
員
（
監
督
者
に
対
す

る
訓
練
を
行
い
得
る
者
）
は
約
六
千
に
も
及
ん
で
い
る
。

三三

問問

題題

点点

こ
れ
ら
の
職
業
訓
練
に
つ
い
て
は
、
従
来
各
方
面
か
ら
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
職
業
補
導
に
つ
い
て
は
、
施
設
と
指
導
員
の
貧
弱
さ
、
及
び
こ
れ
に
伴
う
補
導
生
の
技
能

度
の
低
さ
等
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
従
来
職
業
補
導
が
失
業
対
策
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い

た
関
係
上
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
今
や
、
総
合
職
業
補
導
所
の
優
秀
な
施
設

が
逐
次
完
成
し
つ
つ
あ
り
、
昭
和
三
一
年
度
予
算
以
来
の
人
件
費
予
算
の
増
額
に
よ
り
、
指
導
員
の
問

題
も
漸
次
改
善
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
新
時
代
の
技
能
労
働
力
充
足
の
た
め
に
充
分
な
状
態
で
あ

る
と
は
い
い
難
い
。

一
方
、
技
能
者
養
成
に
関
し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
の
批
判
が
あ
る
が
、
特
に
大
き
な
問
題
と
し
て
は
、

技
能
者
養
成
の
単
行
法
化
の
問
題
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
問
題
は
、
か
な
り
以
前
か
ら
と
り
あ
げ
ら

れ
て
お
り
、
労
働
基
準
法
に
基
く
技
能
者
養
成
審
議
会
に
お
い
て
も
、
昭
和
二
九
年
二
月
二
十
七
日
、

技
能
者
養
成
規
程
が
全
面
改
正
さ
れ
た
際
の
諮
問
に
対
す
る
答
申
の
附
帯
意
見
と
し
て
技
能
者
養
成
を

単
行
法
化
す
べ
き
で
あ
る
と
の
意
見
を
提
出
し
て
い
る
。
最
近
に
お
い
て
は
、
昨
年
一
二
月
日
経
連
が

国
会
及
び
政
府
関
係
機
関
に
対
し
て
提
出
し
た
「
新
時
代
の
要
請
に
対
応
す
る
技
術
教
育
に
関
す
る
意

見
」
の
中
に
も
同
趣
旨
の
意
見
が
み
ら
れ
る
。
即
ち
、
現
行
の
技
能
者
養
成
制
度
は
、
監
督
的
立
場
か

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
養
成
工
の
数
も
少
く
、
満
足
し
得
る
状
態
に
な
い
の
で
、
技
能
者
養
成
を

積
極
的
に
助
長
す
る
建
前
の
単
行
法
を
制
定
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
意
見
に
お
い
て
は
、

こ
の
ほ
か
中
小
企
業
の
た
め
に
国
又
は
地
方
自
治
体
が
有
力
な
技
能
者
養
成
施
設
を
設
け
る
こ
と
、
指

導
員
の
養
成
所
を
設
け
る
こ
と
等
を
提
案
し
て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
技
能
者
養
成
も
、
職
業
補
導
も
そ
れ
ぞ
れ
監
督
行
政
、
職
業
安
定
行
政
の
立
場
か
ら
構

成
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
政
分
野
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
遂
行
し
て
き
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

が
、
新
し
い
時
代
の
要
請
に
応
ず
る
た
め
に
は
、
こ
の
際
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
諸
制
度
を
打
っ
て
一
丸
と

す
る
総
合
的
な
職
業
訓
練
制
度
の
必
要
が
痛
感
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
考
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え
か
ら
去
る
八
月
二
十
七
日
閣
議
決
定
を
も
っ
て
労
働
省
に
臨
時
職
業
訓
練
制
度
審
議
会
を
設
け
、
新

し
い
職
業
訓
練
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
を
願
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
技
術
革
新
の
新
時

代
に
対
応
す
る
技
能
労
働
力
養
成
方
策
こ
そ
経
済
自
立
諸
施
策
の
重
要
な
一
環
と
し
て
現
在
最
も
重
要

な
問
題
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

『
時
報
』

昭
和
三
二
年
一
一
月
二
二
日

〔
二
─
八
七
〕
科
学
技
術
庁
意
見

職職
業業
訓訓
練練
要要
綱綱
案案
にに
対対
すす
るる
意意
見見

一
、
学
校
教
育
と
の
関
連
に
お
い
て
職
業
訓
練
が
振
興
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

二
、
職
業
訓
練
の
実
施
に
当
っ
て
は
関
係
省
庁
間
の
密
接
な
協
調
が
望
ま
し
い
。

三
、
共
同
職
業
訓
練
に
呈
す
る
特
別
な
助
成
措
置
が
望
ま
し
い
。

四
、
職
業
訓
練
法
に
お
い
て
技
能
検
定
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
適
当
で
な
い
。

『
デ
ジ
』

昭
和
三
二
年
一
一
月
二
五
日

〔
二
─
八
八
〕
雇
用
審
議
会
答
申

諮諮
問問
第第
一一
号号
にに
対対
すす
るる
答答
申申

昭
和
三
二
年
九
月
二
五
日
諮
問
労
働
第
一
号
に
対
し
、
別
紙
の
と
お
り
答
申
す
る
。

な
お
引
き
続
き
審
議
を
行
い
、
雇
用
失
業
情
勢
の
推
移
に
か
ん
が
み
て
必
要
に
応
じ
意
見
を
提
出
す

る
。

昭
和
三
二
年
一
一
月
二
五
日

雇
用
審
議
会
会
長

有

澤

廣

巳

労
働
大
臣

石

田

博

英

殿

今
春
以
来
実
施
さ
れ
て
い
る
国
際
収
支
改
善
の
た
め
の
総
合
対
策
は
、
前
年
度
に
み
ら
れ
た
生
産
活

動
や
雇
用
量
の
大
幅
な
上
昇
傾
向
を
停
止
さ
せ
た
。

最
近
に
お
い
て
は
、
離
職
者
数
は
既
に
前
年
を
上
廻
っ
て
い
る
ほ
か
、
登
録
日
雇
労
働
者
の
増
加
、

労
働
市
場
の
需
給
の
悪
化
、
臨
時
日
雇
を
中
心
と
す
る
雇
用
の
収
縮
等
雇
用
情
勢
悪
化
の
傾
向
が
あ
ら

わ
れ
は
じ
め
て
い
る
。

一
方
、
過
ぐ
る
好
況
期
に
あ
ら
わ
れ
た
臨
時
工
の
増
加
、
機
械
工
業
等
景
気
変
動
の
影
響
の
大
き
い

産
業
分
野
に
お
け
る
雇
用
の
増
加
、
登
録
日
雇
労
働
者
数
の
停
滞
等
の
問
題
は
、
失
業
情
勢
を
直
ち
に

悪
化
さ
せ
る
要
因
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
ほ
か
、
駐
留
軍
の
撤
退
に
伴
い
関
係
労
働
者

の
解
雇
が
大
量
に
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
等
当
面
す
る
雇
用
失
業
情
勢
は
楽
観
し
難
い
事
態
と
な
っ
て
い
る
。

本
年
八
月
末
閣
議
決
定
を
み
た
「
昭
和
三
三
年
度
経
済
運
営
の
基
本
的
態
度
」
に
よ
れ
ば
、
来
年
度

に
お
い
て
も
本
年
度
と
同
様
の
経
済
政
策
が
続
け
ら
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
労
働
力
人
口
の
増
加
を

考
え
る
と
き
、
雇
用
失
業
問
題
は
今
日
よ
り
一
層
困
難
な
も
の
と
な
る
と
予
測
さ
れ
る
。

政
府
は
、
右
の
経
済
政
策
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
は
、
道
路
、
住
宅
建
設
等
の
公
共
事
業
に
よ
る
雇
用

機
会
の
造
出
に
で
き
る
限
り
努
力
を
払
う
と
と
も
に
、
当
面
次
の
諸
施
策
を
強
力
に
進
め
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。

第
一

失
業
発
生
の
防
止
に
つ
い
て

一
、
超
過
労
働
時
間
の
短
縮

労
働
時
間
の
短
縮
を
行
う
こ
と
は
、
生
産
コ
ス
ト
、
労
働
者
収
人
等
に
影
響
す
る
の
で
慎
重
な

検
討
を
要
す
る
が
、
雇
用
失
業
の
問
題
が
緊
急
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
現
状
に
お
い
て
は
、
さ
し

当
り
次
の
措
置
を
行
い
、
失
業
の
発
生
を
な
る
べ
く
少
く
す
る
よ
う
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

１

労
働
基
準
法
に
定
め
る
基
準
を
こ
え
る
労
働
時
間
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
労
使
が
延
長
時
間

を
協
定
し
て
行
う
よ
う
に
適
正
な
監
督
を
す
る
と
と
も
に
協
定
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
も
、

所
定
外
労
働
時
間
が
著
し
く
長
く
な
っ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
短
縮
す
る
よ
う
に

指
導
す
る
こ
と
。

２

常
用
労
働
者
の
長
い
所
定
外
労
働
時
間
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
臨
時
労
働
者
等
身
分
の
不
安

定
な
労
働
者
を
解
雇
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
労
使
に
勧
奨
す
る
こ
と
。

な
お
前
号
及
び
本
号
の
措
置
を
有
効
に
確
保
す
る
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
措

置
を
と
り
つ
つ
、
労
使
の
協
力
を
得
て
検
討
す
る
こ
と
。

３

短
期
間
の
後
に
再
雇
用
す
る
条
件
を
付
し
た
解
雇
を
実
施
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
が
、
労
働

時
間
の
短
縮
、
休
日
の
増
加
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
で
き
る
だ
け
回
避

す
る
よ
う
に
勧
奨
す
る
こ
と
。

な
お
、
技
術
革
新
と
生
産
性
向
上
の
著
し
い
企
業
に
お
い
て
は
、
特
に
賃
金
の
関
係
を
考
慮

し
な
が
ら
所
定
内
外
労
働
時
間
短
縮
の
問
題
に
つ
い
て
労
使
が
検
討
す
る
よ
う
に
勧
奨
す
る
こ

と
。

二
、
中
小
企
業
に
お
け
る
雇
用
の
安
定

中
小
企
業
は
、
全
般
的
に
存
立
の
基
盤
が
不
安
定
の
た
め
、
金
融
引
締
政
策
の
影
響
を
受
け
易

く
且
つ
、
親
事
業
者
、
問
屋
等
か
ら
不
当
な
し
わ
寄
せ
を
受
け
る
場
合
も
あ
っ
て
、
今
後
従
業
者

の
解
雇
あ
る
い
は
企
業
の
倒
産
と
い
う
よ
う
な
事
態
の
発
生
を
み
る
お
そ
れ
が
多
い
。
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中
小
企
業
の
組
織
の
有
効
な
運
営
に
つ
い
て
指
導
す
る
ほ
か
、
次
の
対
策
を
行
い
、
中
小
企
業

に
お
け
る
雇
用
の
安
定
を
は
か
る
必
要
が
大
で
あ
る
。

１

親
事
業
者
の
中
小
下
請
業
者
に
対
す
る
支
払
条
件
の
改
善
等
を
は
か
る
た
め
、
下
請
代
金
支

払
遅
延
等
防
止
法
の
運
用
を
強
化
す
る
と
と
も
に
同
法
の
改
正
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う
こ

と
。

２

中
小
企
業
の
所
要
資
金
を
確
保
す
る
た
め
、
中
小
企
業
専
門
金
融
機
関
の
内
容
充
実
を
は
か

る
ほ
か
、
信
用
保
証
、
信
用
保
険
事
業
の
拡
充
を
は
か
る
こ
と
。

な
お
、
企
業
診
断
の
結
果
を
生
か
す
た
め
の
融
資
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
配
慮
を
加
え
る
こ

と
。

３

手
形
の
不
渡
が
中
小
企
業
経
営
の
障
害
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
手
形
制
度
の
秩
序
維
持
に
努

め
る
こ
と
。

な
お
、
中
小
企
業
の
う
ち
に
は
、
貿
易
に
依
存
す
る
も
の
が
多
い
の
で
、
輸
出
振
興
の
た
め

一
層
の
努
力
を
払
い
、
特
に
中
共
そ
の
他
ア
ジ
ア
諸
地
域
と
の
貿
易
拡
大
の
施
策
を
講
ず
る
必

要
が
あ
る
。

第
二

失
業
対
策
に
つ
い
て

一
、
失
業
保
険
制
度
の
改
善

失
業
者
の
生
活
保
障
は
、
本
来
失
業
保
険
給
付
に
よ
っ
て
は
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
失

業
保
険
制
度
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
当
面
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
次
の

改
善
を
行
う
ほ
か
、
右
の
方
針
の
も
と
に
、
そ
の
た
め
の
準
備
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

１

失
業
保
険
の
適
用
を
当
然
に
う
け
る
べ
き
事
業
所
で
あ
り
な
が
ら
適
用
も
れ
と
な
っ
て
い
る

事
業
所
が
未
だ
残
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
根
絶
を
期
す
る
こ
と
。

な
お
、
事
業
所
が
適
用
さ
れ
て
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
臨
時
工
、
社
外
工
等
で
適
用
も
れ
と
な

っ
て
い
る
者
が
あ
る
の
で
同
様
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２

雇
用
者
四
人
以
下
の
事
業
所
等
失
業
保
険
の
適
用
が
任
意
と
さ
れ
て
い
る
事
業
所
に
つ
い
て

は
、
積
極
的
に
適
用
を
勧
奨
す
る
こ
と
。

３

日
雇
失
業
保
険
金
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
一
定
日
数
の
待
期
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る

が
、
日
雇
労
働
者
の
生
活
実
態
に
か
ん
が
み
て
そ
の
短
縮
を
は
か
る
こ
と
。

二
、
失
業
対
策
諸
事
業
の
改
善

失
業
対
策
諸
事
業
の
運
営
の
現
状
を
み
る
に
、
新
た
な
離
職
者
の
失
業
対
策
と
し
て
は
実
効
が

乏
し
く
、
現
下
の
労
働
市
場
状
況
で
は
一
般
雇
用
に
復
帰
す
る
こ
と
の
困
難
な
失
業
者
層
の
対
策

に
偏
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
、
失
業
対
策
審
議
会
が
昨
年
一
一
月
二
二
日
に
行
っ
た
答
申
の
趣
旨

に
従
っ
て
改
善
す
べ
き
必
要
性
が
一
層
高
ま
っ
て
い
る
。
失
業
者
の
増
加
に
備
え
て
対
策
諸
事
業

の
事
業
量
を
増
し
、
失
業
者
吸
収
量
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
事
業
の
運
営
に
つ

い
て
は
、
次
の
事
項
に
重
点
を
お
き
つ
つ
改
善
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

１

特
別
失
業
対
策
事
業
の
施
行
を
失
業
情
勢
に
応
じ
、
一
般
失
業
対
策
事
業
の
施
行
と
あ
わ
せ

て
計
画
的
に
行
う
も
の
と
し
、
事
業
費
財
源
、
事
業
費
単
価
、
施
行
主
体
等
で
こ
の
運
営
を
阻

害
す
る
事
項
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
改
め
る
こ
と
。

２

失
業
者
の
労
働
意
欲
、
労
働
能
力
を
維
持
保
全
す
る
た
め
に
は
、
事
業
効
果
の
高
い
事
業
が

望
ま
し
い
。
こ
の
見
地
か
ら
特
別
失
業
対
策
事
業
の
失
業
者
吸
収
量
を
一
層
増
加
さ
せ
る
べ
き

で
あ
る
が
、
そ
の
不
足
を
補
う
た
め
暫
定
的
に
は
、
一
般
失
業
対
策
事
業
の
う
ち
に
も
比
較
的

資
材
費
の
多
い
事
業
を
計
画
し
、
同
事
業
が
失
業
者
の
能
力
に
応
じ
た
適
切
な
事
業
の
施
行
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
な
お
右
に
伴
い
、
事
業
の
管
理
組
織
を
確
立
し
、

知
識
層
失
業
者
の
吸
収
を
も
は
か
る
こ
と
。

３

失
業
者
の
能
力
に
応
じ
た
就
業
を
確
保
す
る
に
は
、
右
の
ほ
か
職
業
安
定
所
の
簡
易
職
業
紹

介
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
臨
時
又
は
日
雇
の
技
術
、
技
能
労
働
の
需
要
に
対
し
て
も
、
失
業

対
策
諸
事
業
の
就
労
者
が
就
業
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
簡
易
職
業
紹
介
の
実

態
を
十
分
に
把
握
し
、
こ
の
制
度
を
検
討
し
た
上
右
の
運
営
を
考
慮
す
る
こ
と
。

三
、
駐
留
軍
離
職
者
等
の
対
策

米
軍
撤
退
に
伴
い
、
駐
留
軍
労
務
者
か
ら
す
で
に
大
量
の
離
職
者
が
発
生
し
て
い
る
。
離
職
者
対

策
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
離
職
者
が
国
の
雇
用
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
か
ん
が
み
政
府
部
内
に
お
け

る
再
雇
用
に
つ
い
て
特
段
の
考
慮
を
払
う
と
と
も
に
、
失
業
対
策
と
し
て
は
、
失
業
者
の
労
働
力
の

質
、
発
生
の
地
域
及
び
失
業
の
量
に
応
じ
て
た
て
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
方
針
の
も
と
に
所
要

の
予
算
を
確
保
し
、
実
施
の
時
期
を
失
す
る
こ
と
な
く
、
次
の
事
項
に
特
に
留
意
し
て
行
う
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

１

駐
留
軍
労
務
者
の
年
令
構
成
が
特
に
高
年
令
層
に
か
た
よ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
技

術
、
技
能
の
再
教
育
に
よ
っ
て
、
再
就
職
を
促
進
す
る
よ
う
に
、
労
働
者
を
積
極
的
に
指
導
す
る

と
と
も
に
、
職
業
補
導
、
職
業
紹
介
機
能
を
拡
充
強
化
し
て
こ
れ
に
応
ず
る
こ
と
。

２

離
職
者
の
発
生
地
域
周
辺
に
お
い
て
、
労
働
需
要
の
乏
し
い
場
合
が
多
い
の
で
広
域
職
業
紹
介

を
積
極
的
に
行
い
、
且
つ
、
そ
の
効
果
を
あ
げ
る
た
め
労
働
力
需
要
地
に
お
け
る
労
務
者
住
宅
の

確
保
を
一
般
公
営
住
宅
の
建
設
あ
る
い
は
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
の
活
用
に
よ
っ
て
は
か

る
ほ
か
、
離
職
者
の
就
職
地
で
の
臨
時
の
居
住
施
設
の
設
置
等
の
措
置
を
行
う
こ
と
。

３

離
職
者
の
発
生
地
城
に
お
い
て
、
産
業
育
成
の
基
盤
が
あ
る
と
き
は
、
離
職
者
の
再
就
業
を
促
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中
小
企
業
の
組
織
の
有
効
な
運
営
に
つ
い
て
指
導
す
る
ほ
か
、
次
の
対
策
を
行
い
、
中
小
企
業

に
お
け
る
雇
用
の
安
定
を
は
か
る
必
要
が
大
で
あ
る
。

１

親
事
業
者
の
中
小
下
請
業
者
に
対
す
る
支
払
条
件
の
改
善
等
を
は
か
る
た
め
、
下
請
代
金
支

払
遅
延
等
防
止
法
の
運
用
を
強
化
す
る
と
と
も
に
同
法
の
改
正
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う
こ

と
。

２

中
小
企
業
の
所
要
資
金
を
確
保
す
る
た
め
、
中
小
企
業
専
門
金
融
機
関
の
内
容
充
実
を
は
か

る
ほ
か
、
信
用
保
証
、
信
用
保
険
事
業
の
拡
充
を
は
か
る
こ
と
。

な
お
、
企
業
診
断
の
結
果
を
生
か
す
た
め
の
融
資
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
配
慮
を
加
え
る
こ

と
。

３

手
形
の
不
渡
が
中
小
企
業
経
営
の
障
害
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、
手
形
制
度
の
秩
序
維
持
に
努

め
る
こ
と
。

な
お
、
中
小
企
業
の
う
ち
に
は
、
貿
易
に
依
存
す
る
も
の
が
多
い
の
で
、
輸
出
振
興
の
た
め

一
層
の
努
力
を
払
い
、
特
に
中
共
そ
の
他
ア
ジ
ア
諸
地
域
と
の
貿
易
拡
大
の
施
策
を
講
ず
る
必

要
が
あ
る
。

第
二

失
業
対
策
に
つ
い
て

一
、
失
業
保
険
制
度
の
改
善

失
業
者
の
生
活
保
障
は
、
本
来
失
業
保
険
給
付
に
よ
っ
て
は
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
失

業
保
険
制
度
の
適
用
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
当
面
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
次
の

改
善
を
行
う
ほ
か
、
右
の
方
針
の
も
と
に
、
そ
の
た
め
の
準
備
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。

１

失
業
保
険
の
適
用
を
当
然
に
う
け
る
べ
き
事
業
所
で
あ
り
な
が
ら
適
用
も
れ
と
な
っ
て
い
る

事
業
所
が
未
だ
残
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
根
絶
を
期
す
る
こ
と
。

な
お
、
事
業
所
が
適
用
さ
れ
て
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
臨
時
工
、
社
外
工
等
で
適
用
も
れ
と
な

っ
て
い
る
者
が
あ
る
の
で
同
様
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２

雇
用
者
四
人
以
下
の
事
業
所
等
失
業
保
険
の
適
用
が
任
意
と
さ
れ
て
い
る
事
業
所
に
つ
い
て

は
、
積
極
的
に
適
用
を
勧
奨
す
る
こ
と
。

３

日
雇
失
業
保
険
金
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
一
定
日
数
の
待
期
を
要
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る

が
、
日
雇
労
働
者
の
生
活
実
態
に
か
ん
が
み
て
そ
の
短
縮
を
は
か
る
こ
と
。

二
、
失
業
対
策
諸
事
業
の
改
善

失
業
対
策
諸
事
業
の
運
営
の
現
状
を
み
る
に
、
新
た
な
離
職
者
の
失
業
対
策
と
し
て
は
実
効
が

乏
し
く
、
現
下
の
労
働
市
場
状
況
で
は
一
般
雇
用
に
復
帰
す
る
こ
と
の
困
難
な
失
業
者
層
の
対
策

に
偏
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
、
失
業
対
策
審
議
会
が
昨
年
一
一
月
二
二
日
に
行
っ
た
答
申
の
趣
旨

に
従
っ
て
改
善
す
べ
き
必
要
性
が
一
層
高
ま
っ
て
い
る
。
失
業
者
の
増
加
に
備
え
て
対
策
諸
事
業

の
事
業
量
を
増
し
、
失
業
者
吸
収
量
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
事
業
の
運
営
に
つ

い
て
は
、
次
の
事
項
に
重
点
を
お
き
つ
つ
改
善
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
。

１

特
別
失
業
対
策
事
業
の
施
行
を
失
業
情
勢
に
応
じ
、
一
般
失
業
対
策
事
業
の
施
行
と
あ
わ
せ

て
計
画
的
に
行
う
も
の
と
し
、
事
業
費
財
源
、
事
業
費
単
価
、
施
行
主
体
等
で
こ
の
運
営
を
阻

害
す
る
事
項
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
改
め
る
こ
と
。

２

失
業
者
の
労
働
意
欲
、
労
働
能
力
を
維
持
保
全
す
る
た
め
に
は
、
事
業
効
果
の
高
い
事
業
が

望
ま
し
い
。
こ
の
見
地
か
ら
特
別
失
業
対
策
事
業
の
失
業
者
吸
収
量
を
一
層
増
加
さ
せ
る
べ
き

で
あ
る
が
、
そ
の
不
足
を
補
う
た
め
暫
定
的
に
は
、
一
般
失
業
対
策
事
業
の
う
ち
に
も
比
較
的

資
材
費
の
多
い
事
業
を
計
画
し
、
同
事
業
が
失
業
者
の
能
力
に
応
じ
た
適
切
な
事
業
の
施
行
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
な
お
右
に
伴
い
、
事
業
の
管
理
組
織
を
確
立
し
、

知
識
層
失
業
者
の
吸
収
を
も
は
か
る
こ
と
。

３

失
業
者
の
能
力
に
応
じ
た
就
業
を
確
保
す
る
に
は
、
右
の
ほ
か
職
業
安
定
所
の
簡
易
職
業
紹

介
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
臨
時
又
は
日
雇
の
技
術
、
技
能
労
働
の
需
要
に
対
し
て
も
、
失
業

対
策
諸
事
業
の
就
労
者
が
就
業
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
簡
易
職
業
紹
介
の
実

態
を
十
分
に
把
握
し
、
こ
の
制
度
を
検
討
し
た
上
右
の
運
営
を
考
慮
す
る
こ
と
。

三
、
駐
留
軍
離
職
者
等
の
対
策

米
軍
撤
退
に
伴
い
、
駐
留
軍
労
務
者
か
ら
す
で
に
大
量
の
離
職
者
が
発
生
し
て
い
る
。
離
職
者
対

策
の
実
施
に
あ
た
っ
て
は
、
離
職
者
が
国
の
雇
用
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
か
ん
が
み
政
府
部
内
に
お
け

る
再
雇
用
に
つ
い
て
特
段
の
考
慮
を
払
う
と
と
も
に
、
失
業
対
策
と
し
て
は
、
失
業
者
の
労
働
力
の

質
、
発
生
の
地
域
及
び
失
業
の
量
に
応
じ
て
た
て
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
方
針
の
も
と
に
所
要

の
予
算
を
確
保
し
、
実
施
の
時
期
を
失
す
る
こ
と
な
く
、
次
の
事
項
に
特
に
留
意
し
て
行
う
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。

１

駐
留
軍
労
務
者
の
年
令
構
成
が
特
に
高
年
令
層
に
か
た
よ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
技

術
、
技
能
の
再
教
育
に
よ
っ
て
、
再
就
職
を
促
進
す
る
よ
う
に
、
労
働
者
を
積
極
的
に
指
導
す
る

と
と
も
に
、
職
業
補
導
、
職
業
紹
介
機
能
を
拡
充
強
化
し
て
こ
れ
に
応
ず
る
こ
と
。

２

離
職
者
の
発
生
地
域
周
辺
に
お
い
て
、
労
働
需
要
の
乏
し
い
場
合
が
多
い
の
で
広
域
職
業
紹
介

を
積
極
的
に
行
い
、
且
つ
、
そ
の
効
果
を
あ
げ
る
た
め
労
働
力
需
要
地
に
お
け
る
労
務
者
住
宅
の

確
保
を
一
般
公
営
住
宅
の
建
設
あ
る
い
は
産
業
労
働
者
住
宅
資
金
融
通
法
の
活
用
に
よ
っ
て
は
か

る
ほ
か
、
離
職
者
の
就
職
地
で
の
臨
時
の
居
住
施
設
の
設
置
等
の
措
置
を
行
う
こ
と
。

３

離
職
者
の
発
生
地
城
に
お
い
て
、
産
業
育
成
の
基
盤
が
あ
る
と
き
は
、
離
職
者
の
再
就
業
を
促
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進
す
る
た
め
、
立
地
条
件
の
整
備
の
た
め
の
事
業
の
施
行
を
行
う
ほ
か
地
方
公
共
団
体
の
行
う
企

業
誘
致
そ
の
他
の
措
置
に
つ
い
て
積
極
的
な
指
導
援
助
を
行
う
こ
と
。

な
お
、
特
需
産
業
の
離
職
者
、
石
炭
鉱
業
、
塩
業
の
合
理
化
に
伴
う
失
業
等
失
業
多
発
地
域
に

お
け
る
対
策
も
右
の
趣
旨
に
準
じ
て
行
う
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。

ま
た
、
失
業
者
の
多
発
地
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
失
業
対
策
諸
事
業
、
職
業
補
導
事
業
等
の
経

費
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
共
団
体
の
財
政
事
情
に
か
ん
が
み
て
、
高
率
の
国
庫
補
助
を
行
う
必
要

が
あ
る
。

第
三

職
業
安
定
機
関
の
強
化
に
つ
い
て

一
、
機
能
の
向
上

離
職
者
の
増
加
に
伴
い
職
業
安
定
所
の
円
滑
な
活
動
が
要
請
さ
れ
る
が
、
上
記
の
諸
施
策
を
進

め
る
た
め
に
も
、
職
業
安
定
所
の
果
す
べ
き
役
割
は
大
き
い
。
し
か
る
に
今
日
す
で
に
施
設
が
甚

だ
不
備
な
状
況
に
あ
る
た
め
、
業
務
活
動
に
支
障
を
生
じ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、
全
般
的
な
職
員

の
不
足
は
、
職
員
を
過
労
に
陥
れ
て
い
る
。
同
所
が
今
後
負
荷
さ
れ
る
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に

は
、
次
の
措
置
を
行
う
等
格
段
の
強
化
刷
新
を
必
要
と
す
る
。

１

求
人
者
、
求
職
者
と
の
面
接
、
失
業
保
険
の
認
定
給
付
等
の
対
人
業
務
を
円
滑
に
行
い
得
る

よ
う
老
朽
、
狭
隘
な
庁
舎
を
改
善
し
、
ま
た
需
給
結
合
の
促
進
、
求
人
開
拓
の
実
施
、
失
業
対

策
事
業
の
適
切
な
運
営
等
の
た
め
機
動
力
を
附
与
し
、
通
信
等
の
運
営
費
を
増
額
す
る
こ
と
。

５

求
人
者
、
求
職
者
に
対
す
る
雇
用
安
定
に
必
要
と
す
る
専
門
的
な
指
導
、
援
助
が
な
い
が
し

ろ
に
な
る
が
如
き
こ
と
の
な
い
よ
う
職
員
の
適
正
な
負
担
に
配
慮
し
つ
つ
職
員
の
充
実
を
は
か

る
こ
と
。
こ
の
際
に
は
、
量
的
な
増
加
の
み
な
ら
ず
、
職
員
講
習
施
政
を
常
置
し
て
教
育
を
行

う
等
資
質
の
向
上
を
は
か
る
こ
と
。

な
お
、
特
別
の
経
歴
、
事
情
の
も
と
に
あ
る
婦
人
に
対
し
て
は
、
そ
の
実
情
に
応
じ
、
職
業

相
談
、
職
業
指
導
を
行
う
よ
う
に
特
に
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
職
業
補
導
所
に
つ
い
て
は
、

適
格
な
指
導
員
の
不
足
、
補
導
用
機
械
設
備
の
老
朽
等
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
改
善
す
る
必
要

が
あ
る
。

二
、
機
構
の
再
検
討

職
業
安
定
機
構
の
現
状
は
、
労
働
力
の
供
給
過
剰
を
常
態
と
す
る
関
係
も
あ
っ
て
、
労
働
力
の

需
給
調
整
、
労
働
市
場
の
組
織
化
等
職
業
安
定
機
関
に
要
請
さ
れ
る
任
務
に
応
え
得
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。

こ
の
際
次
の
ご
と
き
配
慮
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

１

六
大
都
市
に
お
い
て
は
、
求
人
求
職
の
申
込
が
二
以
上
の
職
業
安
定
所
に
重
複
し
て
行
わ
れ

る
こ
と
が
多
く
、
職
業
安
定
所
の
管
轄
区
域
を
こ
え
た
労
働
力
需
給
の
結
合
が
常
態
と
な
っ
て

い
る
。
労
働
市
場
を
一
体
と
し
た
求
人
求
職
の
連
絡
斡
旋
が
迅
速
円
滑
に
行
え
る
よ
う
業
務
処

理
機
能
を
整
備
す
る
ほ
か
職
業
安
定
所
の
取
扱
職
種
等
に
つ
い
て
の
専
門
的
機
能
の
充
実
を
図

る
こ
と
。

２

労
働
市
場
の
状
況
を
考
慮
し
て
職
業
安
定
所
の
管
轄
区
域
の
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、
労
働

市
場
の
組
織
化
の
観
点
か
ら
、
市
町
村
に
職
業
安
定
所
駐
在
員
を
置
く
等
の
措
置
を
検
討
し
て

職
業
安
定
機
関
の
拡
充
を
図
る
こ
と
。

第
四

そ
の
他
の
措
置

職
業
訓
練
、
最
低
賃
金
の
問
題
等
、
現
に
検
討
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
施
策
と
し
て
近
く
実
施

さ
れ
る
機
運
に
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
施
策
の
実
施
は
、
労
働
力
需
給
状
態
、
就
業
状
態
等
に
影
響

す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
。
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
特
に
留
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

一
、
職
業
訓
練
制
度

職
業
補
導
、
技
能
者
養
成
等
現
に
行
わ
れ
て
い
る
施
策
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
一
層
有
効
適
切

な
ら
し
め
る
た
め
、
再
検
討
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
際
に
は
、
将
来
の
技

術
、
技
能
者
の
需
要
、
現
在
及
び
将
来
の
労
働
力
供
給
事
情
並
び
に
学
校
の
職
業
教
育
等
他
の
制

度
と
の
関
連
を
も
十
分
考
慮
し
て
行
う
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

二
、
最
低
賃
金
制
度
等

１

最
低
賃
金
制
度
を
実
施
す
る
場
合
に
は
、
就
業
状
態
の
現
状
か
ら
し
て
、
こ
の
制
度
の
目
的

が
損
わ
れ
な
い
よ
う
に
家
内
労
働
に
つ
い
て
も
規
制
す
る
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
。

２

労
働
力
人
口
の
老
令
化
、
高
年
令
層
の
増
加
等
の
趨
勢
に
て
ら
し
、
国
民
年
金
制
度
の
確
立

を
行
う
こ
と
は
急
を
要
す
る
が
、
そ
の
対
象
、
給
付
の
程
度
等
の
検
討
に
際
し
て
は
、
雇
用
問

題
と
の
関
連
を
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
。

な
お
、
常
用
雇
用
者
と
同
様
の
労
働
に
従
事
し
て
い
な
が
ら
、
臨
時
あ
る
い
は
、
日
雇
の
雇

用
形
態
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
者
の
問
題
は
、
⑴
常
用
雇
用
者
と
同
様
の
労
働
条
件
を
享
受
し
得

る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
⑵
失
業
保
険
そ
の
他
社
会
保
険
の
適
用
を
厳
格
に
す
る
こ
と
。
等
の
措

置
を
と
り
つ
つ
積
極
的
に
こ
れ
を
解
決
す
る
よ
う
に
努
め
る
こ
と
。

三
、
海
外
移
住

海
外
移
住
の
規
模
は
逐
年
拡
大
し
て
い
る
が
、
海
外
移
住
振
興
の
見
地
か
ら
見
た
場
合
こ
れ
に

関
す
る
施
策
の
現
状
は
必
ら
ず
し
も
適
切
と
は
い
い
得
な
い
。
海
外
移
住
政
策
の
基
本
的
方
針
を

確
立
す
る
ほ
か
、
諸
施
策
の
改
善
に
一
層
の
努
力
を
払
う
こ
と
。

『
行
政
三
』
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昭
和
三
二
年
十
二
月
六
日

〔
二
─
八
九
〕
臨
時
職
業
訓
練
制
度
審
議
会

職職
業業
訓訓
練練
制制
度度
のの
確確
立立
にに
関関
すす
るる
答答
申申

臨
時
職
業
訓
練
制
度
審
議
会
会
長

内
田

俊
一

労
働
大
臣

石

田

博

英

殿

昭
和
三
十
二
年
九
月
十
二
日
労
働
省
発
総
第
三
十
二
号
に
よ
る
諮
問
に
つ
い
て
審
議
の
結
果
、

職
業
訓
練
制
度
の
確
立
に
関
し
別
紙
の
と
お
り
答
申
す
る
。

最
近
、
産
業
界
に
お
い
て
は
、
高
度
の
技
能
を
必
要
と
す
る
生
産
分
野
の
拡
大
に
伴
い
、
近
代
的
技

能
労
働
者
の
確
保
が
強
く
要
請
さ
れ
て
い
る
が
、
労
働
市
場
の
現
状
は
、
膨
大
な
完
全
失
業
者
と
不
完

全
就
業
者
を
か
か
え
て
い
る
反
面
、
技
能
労
働
者
が
著
し
く
不
足
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
雇
用
及
び

生
産
の
隘
路
と
も
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
労
働
者
の
技
能
水
準
の
向
上
が
産
業
の
振
興
と
労
働
条
件
の
向
上
の
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
状
は
、
こ
れ
が
た
め
の
政
府
の
施
策
に
お
い
て
も
ま
た
企
業
の
努
力
に
お
い

て
も
欠
け
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
こ
の
こ
と
は
、
特
に
わ
が
国
産
業
構
造
上
重
要
な
地
位
を
占
め
る
中
小

企
業
に
お
い
て
著
し
い
。

欧
米
諸
国
に
お
い
て
は
、
職
能
組
合
の
発
達
と
相
ま
っ
て
、
早
く
か
ら
職
業
訓
練
制
度
が
確
立
さ
れ

て
お
り
、
技
能
労
働
者
の
養
成
確
保
の
た
め
に
、
多
額
の
経
費
を
投
じ
多
大
の
努
力
を
払
い
つ
つ
あ
る

の
に
比
べ
て
、
わ
が
国
は
著
し
く
立
ち
遅
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
最
近
、
科
学
技
術
教
育

の
振
興
が
叫
ば
れ
て
い
る
が
、
産
業
の
進
歩
発
展
の
た
め
に
は
、
こ
れ
と
併
行
し
て
、
職
業
訓
練
に
よ

っ
て
生
産
現
場
に
お
け
る
技
能
水
準
の
向
上
と
技
能
労
働
者
の
確
保
等
を
図
る
こ
と
が
緊
急
の
要
務
で

あ
る
。

本
審
議
会
は
、
こ
の
よ
う
な
実
情
に
か
ん
が
み
、
従
来
の
技
能
者
養
成
、
職
業
補
導
、
監
督
者
訓
練

等
の
諸
制
度
を
根
本
的
に
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、
技
能
水
準
の
向
上
の
た
め
の
具
体
的
方
策
に
つ
い

て
慎
重
な
審
議
を
重
ね
た
結
果
、
左
記
に
よ
り
総
合
的
な
職
業
訓
練
制
度
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
と
の

結
論
に
達
し
た
。
政
府
は
、
速
か
に
法
制
的
、
予
算
的
措
置
を
講
じ
て
こ
れ
が
実
現
を
図
ら
れ
る
よ
う

要
望
す
る
。

記記

一

職
業
訓
練
の
目
的

職
業
訓
練
の
目
的
は
、
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
職
業
に
必
要
な
技
能
と
こ
れ
に
関
連
す
る
知
識
を

系
統
的
に
教
習
し
、
産
業
に
必
要
な
近
代
的
技
能
労
働
者
の
養
成
確
保
を
図
る
こ
と
に
あ
る
。

二

職
業
訓
練
の
原
則

㈠

職
業
訓
練
計
画
の
策
定

職
業
訓
練
は
、
産
業
界
の
要
請
と
雇
用
労
働
情
勢
の
推
移
と
に
即
応
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
府
は
、
全
体
的
な
経
済
及
び
雇
用
計
画
の
上
に
た
つ
て
、
政
府
及

び
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
長
期
及
び
年
次
の
総
合
的
な
計
画
を
樹
立
し
、
こ
れ
に
基
い

て
諸
般
の
施
策
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

㈡

職
業
訓
練
に
お
け
る
総
合
性
の
確
保

政
府
の
行
う
職
業
訓
練
と
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
と
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
態
様
に
お
い
て
同
様

で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
目
的
に
お
い
て
近
代
的
技
能
労
働
者
の
養
成
と
い
う
点
に
お
い
て
統
一
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
実
施
に
つ
い
て
は
、
次
の
要
領
に
よ
り
、
一
元
化
さ
れ
た

方
針
と
計
画
の
下
に
系
統
的
に
一
貫
し
た
職
業
訓
練
が
行
わ
れ
る
よ
う
措
置
し
て
、
職
業
訓
練
の

総
合
性
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。

イ

職
業
訓
練
の
基
準
の
設
定
と
教
習
資
料
の
作
製

政
府
は
、
職
業
訓
練
を
最
も
効
果
的
な
も
の
に
す
る
た
め
、
そ
の
準
拠
す
べ
き
基
準
（
職
業

訓
練
の
課
目
、
時
間
、
方
法
等
）
を
設
定
し
、
こ
れ
に
関
連
す
る
教
科
書
、
教
材
等
の
教
習
資

料
を
作
製
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
基
準
及
び
教
習
資
料
は
、
政
府

及
び
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
の
両
者
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
共
通
な
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、

企
業
の
行
う
職
業
訓
練
の
自
主
性
を
害
わ
な
い
よ
う
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ロ

職
業
訓
練
指
導
員
の
資
格
と
そ
の
養
成

職
業
訓
練
の
実
効
を
お
さ
め
る
た
め
に
は
、
優
秀
な
指
導
員
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
最
も
肝

要
で
あ
る
が
、
現
状
に
お
い
て
は
、
そ
の
質
、
量
と
も
に
十
分
と
は
い
い
難
い
の
で
、
そ
の
待

遇
改
善
と
相
ま
つ
て
、
積
極
的
に
こ
れ
が
養
成
を
図
る
と
と
も
に
、
指
導
員
に
対
す
る
研
修
制

度
を
設
け
、
権
威
あ
る
免
許
制
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
職
業
訓
練
指
導
員
の
資
格
は
、
政
府
及
び
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
の
両
者
に
つ
い
て

共
通
な
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

三

政
府
の
行
う
職
業
訓
練
の
推
進

失
業
者
及
び
未
就
業
者
に
対
し
、
政
府
が
自
ら
必
要
な
職
業
訓
練
を
行
い
、
そ
の
就
職
を
促
進
す

る
と
と
も
に
、
産
業
界
の
要
請
す
る
技
能
労
働
者
の
養
成
を
図
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ

の
た
め
、
政
府
は
、
都
道
府
県
に
一
般
の
職
業
訓
練
所
及
び
総
合
職
業
訓
練
所
を
、
中
央
に
中
央
職
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昭
和
三
二
年
十
二
月
六
日

〔
二
─
八
九
〕
臨
時
職
業
訓
練
制
度
審
議
会

職職
業業
訓訓
練練
制制
度度
のの
確確
立立
にに
関関
すす
るる
答答
申申

臨
時
職
業
訓
練
制
度
審
議
会
会
長

内
田

俊
一

労
働
大
臣

石

田

博

英

殿

昭
和
三
十
二
年
九
月
十
二
日
労
働
省
発
総
第
三
十
二
号
に
よ
る
諮
問
に
つ
い
て
審
議
の
結
果
、

職
業
訓
練
制
度
の
確
立
に
関
し
別
紙
の
と
お
り
答
申
す
る
。

最
近
、
産
業
界
に
お
い
て
は
、
高
度
の
技
能
を
必
要
と
す
る
生
産
分
野
の
拡
大
に
伴
い
、
近
代
的
技

能
労
働
者
の
確
保
が
強
く
要
請
さ
れ
て
い
る
が
、
労
働
市
場
の
現
状
は
、
膨
大
な
完
全
失
業
者
と
不
完

全
就
業
者
を
か
か
え
て
い
る
反
面
、
技
能
労
働
者
が
著
し
く
不
足
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
雇
用
及
び

生
産
の
隘
路
と
も
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
労
働
者
の
技
能
水
準
の
向
上
が
産
業
の
振
興
と
労
働
条
件
の
向
上
の
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
状
は
、
こ
れ
が
た
め
の
政
府
の
施
策
に
お
い
て
も
ま
た
企
業
の
努
力
に
お
い

て
も
欠
け
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
こ
の
こ
と
は
、
特
に
わ
が
国
産
業
構
造
上
重
要
な
地
位
を
占
め
る
中
小

企
業
に
お
い
て
著
し
い
。

欧
米
諸
国
に
お
い
て
は
、
職
能
組
合
の
発
達
と
相
ま
っ
て
、
早
く
か
ら
職
業
訓
練
制
度
が
確
立
さ
れ

て
お
り
、
技
能
労
働
者
の
養
成
確
保
の
た
め
に
、
多
額
の
経
費
を
投
じ
多
大
の
努
力
を
払
い
つ
つ
あ
る

の
に
比
べ
て
、
わ
が
国
は
著
し
く
立
ち
遅
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
最
近
、
科
学
技
術
教
育

の
振
興
が
叫
ば
れ
て
い
る
が
、
産
業
の
進
歩
発
展
の
た
め
に
は
、
こ
れ
と
併
行
し
て
、
職
業
訓
練
に
よ

っ
て
生
産
現
場
に
お
け
る
技
能
水
準
の
向
上
と
技
能
労
働
者
の
確
保
等
を
図
る
こ
と
が
緊
急
の
要
務
で

あ
る
。

本
審
議
会
は
、
こ
の
よ
う
な
実
情
に
か
ん
が
み
、
従
来
の
技
能
者
養
成
、
職
業
補
導
、
監
督
者
訓
練

等
の
諸
制
度
を
根
本
的
に
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、
技
能
水
準
の
向
上
の
た
め
の
具
体
的
方
策
に
つ
い

て
慎
重
な
審
議
を
重
ね
た
結
果
、
左
記
に
よ
り
総
合
的
な
職
業
訓
練
制
度
を
確
立
す
べ
き
で
あ
る
と
の

結
論
に
達
し
た
。
政
府
は
、
速
か
に
法
制
的
、
予
算
的
措
置
を
講
じ
て
こ
れ
が
実
現
を
図
ら
れ
る
よ
う

要
望
す
る
。

記記

一

職
業
訓
練
の
目
的

職
業
訓
練
の
目
的
は
、
労
働
者
に
対
し
、
そ
の
職
業
に
必
要
な
技
能
と
こ
れ
に
関
連
す
る
知
識
を

系
統
的
に
教
習
し
、
産
業
に
必
要
な
近
代
的
技
能
労
働
者
の
養
成
確
保
を
図
る
こ
と
に
あ
る
。

二

職
業
訓
練
の
原
則

㈠

職
業
訓
練
計
画
の
策
定

職
業
訓
練
は
、
産
業
界
の
要
請
と
雇
用
労
働
情
勢
の
推
移
と
に
即
応
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
府
は
、
全
体
的
な
経
済
及
び
雇
用
計
画
の
上
に
た
つ
て
、
政
府
及

び
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
長
期
及
び
年
次
の
総
合
的
な
計
画
を
樹
立
し
、
こ
れ
に
基
い

て
諸
般
の
施
策
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

㈡

職
業
訓
練
に
お
け
る
総
合
性
の
確
保

政
府
の
行
う
職
業
訓
練
と
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
と
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
態
様
に
お
い
て
同
様

で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
目
的
に
お
い
て
近
代
的
技
能
労
働
者
の
養
成
と
い
う
点
に
お
い
て
統
一
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
実
施
に
つ
い
て
は
、
次
の
要
領
に
よ
り
、
一
元
化
さ
れ
た

方
針
と
計
画
の
下
に
系
統
的
に
一
貫
し
た
職
業
訓
練
が
行
わ
れ
る
よ
う
措
置
し
て
、
職
業
訓
練
の

総
合
性
を
確
保
す
べ
き
で
あ
る
。

イ

職
業
訓
練
の
基
準
の
設
定
と
教
習
資
料
の
作
製

政
府
は
、
職
業
訓
練
を
最
も
効
果
的
な
も
の
に
す
る
た
め
、
そ
の
準
拠
す
べ
き
基
準
（
職
業

訓
練
の
課
目
、
時
間
、
方
法
等
）
を
設
定
し
、
こ
れ
に
関
連
す
る
教
科
書
、
教
材
等
の
教
習
資

料
を
作
製
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
こ
れ
ら
の
基
準
及
び
教
習
資
料
は
、
政
府

及
び
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
の
両
者
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
共
通
な
も
の
と
す
る
と
と
も
に
、

企
業
の
行
う
職
業
訓
練
の
自
主
性
を
害
わ
な
い
よ
う
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ロ

職
業
訓
練
指
導
員
の
資
格
と
そ
の
養
成

職
業
訓
練
の
実
効
を
お
さ
め
る
た
め
に
は
、
優
秀
な
指
導
員
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
最
も
肝

要
で
あ
る
が
、
現
状
に
お
い
て
は
、
そ
の
質
、
量
と
も
に
十
分
と
は
い
い
難
い
の
で
、
そ
の
待

遇
改
善
と
相
ま
つ
て
、
積
極
的
に
こ
れ
が
養
成
を
図
る
と
と
も
に
、
指
導
員
に
対
す
る
研
修
制

度
を
設
け
、
権
威
あ
る
免
許
制
を
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
職
業
訓
練
指
導
員
の
資
格
は
、
政
府
及
び
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
の
両
者
に
つ
い
て

共
通
な
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

三

政
府
の
行
う
職
業
訓
練
の
推
進

失
業
者
及
び
未
就
業
者
に
対
し
、
政
府
が
自
ら
必
要
な
職
業
訓
練
を
行
い
、
そ
の
就
職
を
促
進
す

る
と
と
も
に
、
産
業
界
の
要
請
す
る
技
能
労
働
者
の
養
成
を
図
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
こ

の
た
め
、
政
府
は
、
都
道
府
県
に
一
般
の
職
業
訓
練
所
及
び
総
合
職
業
訓
練
所
を
、
中
央
に
中
央
職
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業
訓
練
指
導
所
を
設
け
、
政
府
の
行
う
職
業
訓
練
を
強
力
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
で
き
る
限
り
こ

れ
ら
の
職
業
訓
練
の
施
設
を
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
の
た
め
に
提
供
し
、
ま
た
、
企
業
の
委
託
を
受

け
て
職
業
訓
練
を
行
う
等
に
よ
り
、
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
の
援
助
と
振
興
を
図
る
こ
と
と
す
べ
き

で
あ
る
。

㈠

一
般
の
職
業
訓
練
所

一
般
の
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
失
業
者
及
び
未
就
業
者
に
対
し
、
そ
の
就
職
を

容
易
に
す
る
た
め
の
短
期
か
つ
基
礎
的
な
職
業
訓
練
を
行
う
も
の
と
す
る
。

右
の
訓
練
に
お
い
て
は
、
そ
の
訓
練
を
受
け
た
者
が
就
職
し
た
後
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
の
課

程
に
お
い
て
、
引
き
続
き
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
で
き
る
限

り
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
と
の
調
整
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
一
般
の
職
業
訓
練
所
の
訓
練
に
つ
い
て
は
、
企
業
と
の
連
け
い
を
一
そ
う
緊
密
に
し
、

訓
練
を
受
け
る
者
を
工
場
事
業
場
に
お
い
て
実
習
さ
せ
る
等
の
方
法
を
講
じ
て
、
直
ち
に
企
業
に

役
立
つ
技
能
労
働
者
を
養
成
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

一
般
の
職
業
訓
練
所
に
は
現
在
の
公
共
職
業
補
導
所
を
あ
て
る
こ
と
と
し
、
右
の
方
針
に
従
っ

て
、
訓
練
種
目
、
訓
練
内
容
等
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、
施
設
の
拡
充
、
指
導
員
の
充

実
、
訓
練
定
員
の
増
加
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

㈡

総
合
職
業
訓
練
所

総
合
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
は
、

イ

失
業
者
及
び
未
就
業
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
の
う
ち
主
と
し
て
一
般
の
職
業
訓
練
所
に
お
い

て
実
施
す
る
こ
と
の
困
難
な
特
殊
な
技
能
職
種
に
つ
い
て
一
般
の
職
業
訓
練
所
の
例
に
よ
っ
て

職
業
訓
練
を
行
い
、

ロ

事
業
主
か
ら
委
託
を
受
け
、
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
ほ
か
、

ハ

都
道
府
県
に
お
け
る
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
機
能
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

総
合
職
業
訓
練
所
に
は
現
在
の
総
合
職
業
補
導
所
を
あ
て
る
こ
と
と
し
、
そ
の
都
道
府
県
に

お
け
る
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
性
格
か
ら
し
て
、
少
く
と
も
一
都
道
府
県
に
一
所
を
設
け
る
よ
う

早
急
に
整
備
す
べ
き
で
あ
る
。

㈢

中
央
職
業
訓
練
指
導
所

中
央
職
業
訓
練
指
導
所
に
お
い
て
は
、

イ

職
業
訓
練
の
基
準
、
教
科
書
、
教
材
等
の
作
製
、
技
能
検
定
の
た
め
の
技
能
の
測
定
及
び
評

価
等
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
を
行
う
と
と
も
に
、

ロ

職
業
訓
練
指
導
員
の
養
成
及
び
再
訓
練
を
行
う
も
の
と
し
、

ハ

こ
れ
ら
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
モ
デ
ル
職
業
訓
綽
所
を
附
設
す
る
も
の
と
す
る
。

四

企
業
の
行
う
職
業
訓
練
の
振
興

企
業
の
行
う
職
業
訓
練
は
、
本
来
企
業
の
創
意
と
責
任
の
下
に
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

国
は
、
こ
れ
に
対
し
積
極
的
な
援
助
指
導
を
行
う
責
務
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
際

労
働
基
準
法
に
基
く
従
来
の
技
能
者
養
成
制
度
を
脱
皮
し
、
新
た
に
次
の
措
置
を
講
じ
て
、
企
業
の

行
う
職
業
訓
練
の
振
興
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

㈠

共
同
職
業
訓
練
の
助
長

中
小
企
業
に
お
い
て
は
、
職
業
訓
練
を
行
う
場
合
、
単
独
で
は
適
切
な
施
設
と
指
導
員
を
確
保

す
る
こ
と
が
困
難
な
た
め
、
団
体
を
組
織
し
、
共
同
し
て
職
業
訓
練
を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
場
合

が
多
い
。
従
っ
て
、
中
小
企
業
に
お
け
る
職
業
訓
練
の
振
興
を
図
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
共

同
職
業
訓
練
に
対
し
て
積
極
的
な
指
導
と
援
助
を
行
い
、
こ
れ
を
育
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

右
の
共
同
職
業
訓
練
を
行
う
団
体
に
つ
い
て
は
、
職
業
訓
練
を
当
該
団
体
の
責
任
に
お
い
て
統

一
的
に
行
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
事
業
主
と
み
な
し
、

こ
れ
に
対
し
て
政
府
の
援
助
を
与
え
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
。
右
の
団
体
に
対
し

て
は
、
な
る
べ
く
公
益
法
人
の
資
格
を
取
得
さ
せ
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
ま

た
、
商
工
組
合
、
事
業
協
同
組
合
等
に
つ
い
て
も
、
共
同
職
業
訓
練
を
行
う
団
体
と
し
て
、
こ
れ

を
活
用
し
援
助
す
べ
き
で
あ
る
。

㈡

補
助
金
制
度
の
確
立

中
小
企
業
に
お
け
る
職
業
訓
練
に
つ
い
て
は
、
そ
の
経
済
的
負
担
力
の
乏
し
い
点
に
か
ん
が
み
、

政
府
は
、
こ
れ
に
対
し
、
そ
の
経
費
に
つ
い
て
補
助
金
を
交
付
す
る
制
度
を
確
立
し
、
積
極
的
に

こ
れ
が
援
助
育
成
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
も
、
職
業
訓
練
を
援
助
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
地
域
に

お
け
る
産
業
の
振
興
と
労
働
条
件
の
向
上
と
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
積

極
的
に
こ
れ
が
育
成
助
長
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

㈢

課
税
に
対
す
る
特
別
措
置

職
業
訓
練
は
、
学
校
教
育
と
並
ん
で
国
の
重
要
施
策
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
税
制
の
面
に

お
い
て
は
何
ら
の
特
例
も
認
め
ら
れ
て
い
な
い
現
状
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
企
業
に
お
い
て
専
ら

職
業
訓
練
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
教
育
施
設
に
お
け
る
と
同
様
に
、
固
定
資
産

税
及
び
不
動
産
取
得
税
を
免
除
す
る
こ
と
と
し
、
ま
た
、
法
人
税
又
は
所
得
税
の
課
税
に
当
っ
て
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は
、
職
業
訓
練
に
関
す
る
寄
附
金
を
損
金
と
し
て
取
扱
う
ほ
か
前
記
の
固
定
資
産
の
償
却
に
つ
い

て
特
例
を
認
め
る
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

㈣

政
府
の
職
業
訓
練
施
設
の
開
放
利
用

企
業
の
行
う
職
業
訓
練
の
隘
路
の
一
つ
は
、
職
業
訓
練
施
設
の
不
足
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、

特
に
中
小
企
業
に
お
け
る
共
同
職
業
訓
練
の
場
合
に
著
し
い
。
従
っ
て
、
政
府
は
、
そ
の
職
業
訓

練
施
設
を
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
の
た
め
に
開
放
し
、
利
用
さ
せ
る
と
と
も
に
、
共
同
職
業
訓
練

を
行
う
団
体
等
の
委
託
を
受
け
て
、
関
連
学
科
、
基
本
実
技
等
の
訓
練
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

㈤

企
業
の
職
業
訓
練
施
設
の
利
用

中
小
企
業
に
お
け
る
職
業
訓
練
施
設
の
不
足
を
補
い
、
ま
た
、
政
府
の
行
う
職
業
訓
練
を
企
業

と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
業
訓
練
の
最
も
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
企
業
の
有
す

る
職
業
訓
練
施
設
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
、
企
業
を
し
て
自
ら
必
要
と
す
る
職
業
訓
練
の
ほ
か
、

政
府
又
は
中
小
企
業
の
委
託
を
受
け
て
、
職
業
訓
練
を
行
わ
せ
る
方
途
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

㈥

教
習
資
料
の
提
供
と
指
導
員
等
の
派
遣

個
々
の
企
業
が
、
職
業
訓
練
の
各
課
目
に
つ
い
て
教
科
書
、
教
材
等
の
教
習
資
料
を
整
備
す
る

こ
と
は
極
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
政
府
は
、
実
地
に
役
立
つ
模
範
的
な
教
科
書
、
教
材

等
の
教
習
資
料
を
作
製
し
て
、
こ
れ
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
訓
練
方
法
等
に
つ
い
て
実
地
に
指

導
を
行
う
た
め
、
政
府
の
行
う
職
業
訓
練
施
設
の
指
導
員
そ
の
他
の
職
員
に
よ
る
巡
回
指
導
の
制

度
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。

㈦

職
業
訓
練
に
関
す
る
当
事
者
の
責
務
の
明
確
化

職
業
訓
練
を
行
う
に
当
っ
て
は
、
事
業
主
と
訓
練
を
受
け
る
者
と
は
、
労
働
契
約
に
お
い
て
、

職
業
訓
練
に
関
す
る
各
々
の
責
務
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
現
在
は
こ
れ
が

殆
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
職
業
訓
練
が
と
か
く
形
式
的
に
流
れ
る
嫌
い
が
あ
る
。
今
後
に

お
い
て
は
、
労
働
契
約
中
に
職
業
訓
練
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
責
務
を
明
確
に
規
定
し
、
こ
れ
を

履
行
さ
せ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

㈧

企
業
の
行
う
職
業
訓
練
に
対
す
る
認
定
制
度
の
採
用

企
業
の
行
う
職
業
訓
練
は
、
本
来
企
業
が
自
主
的
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
政
府
は
、
こ

れ
を
最
も
効
果
的
か
つ
系
統
的
に
行
わ
せ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

政
府
は
、
こ
の
た
め
合
理
的
な
職
業
訓
練
の
基
準
（
二
の
㈡
の
イ
）
を
定
め
、
で
き
る
限
り
企

業
の
行
う
職
業
訓
練
を
し
て
こ
れ
に
準
拠
さ
せ
る
よ
う
積
極
的
に
勧
奨
し
指
導
す
る
と
と
も
に
、

右
の
基
準
に
準
拠
し
た
職
業
訓
練
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
認
定
制
度
を
設
け
て
公
け
に
こ
れ

を
証
明
す
る
こ
と
と
し
、
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
補
助
金
の
交
付
、
課
税
に

対
す
る
特
別
措
置
、
政
府
の
職
業
訓
練
施
設
の
利
用
、
教
習
資
料
の
提
供
等
の
積
極
的
な
援
助
の

対
象
と
し
、
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
の
育
成
助
長
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
右
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
に
定
め
る
労
働
条
件
の
特
例
の

適
用
を
認
め
、
職
業
訓
練
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

㈨

手
続
の
簡
素
化

職
業
訓
練
に
関
す
る
認
定
そ
の
他
の
手
続
は
、
で
き
る
限
り
簡
素
に
す
る
こ
と
と
し
、
特
に
共

同
職
業
訓
練
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
団
体
の
名
に
お
い
て
一
括
し
て
所
要
の
手
続
を
と

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

な
お
、
職
業
訓
練
を
振
興
す
る
た
め
の
法
律
と
労
働
基
準
法
の
両
者
に
関
連
す
る
諸
手
続
に
つ

い
て
も
、
こ
れ
を
調
整
し
て
簡
略
に
す
る
よ
う
措
置
す
る
必
要
が
あ
る
。

五

職
長
等
に
対
す
る
職
業
訓
練
の
推
進

職
長
、
指
導
員
等
工
場
事
業
場
に
お
い
て
従
業
員
の
指
導
監
督
に
当
る
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
に

つ
い
て
は
、
最
近
特
に
そ
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
に
至
り
、
大
企
業
に
お
い
て
は
既
に
広
く
実
施

さ
れ
、
相
当
の
成
果
を
収
め
て
い
る
が
、
中
小
企
業
に
お
い
て
は
未
だ
殆
ん
ど
実
施
さ
れ
て
い
な
い

状
況
で
あ
る
の
で
、
民
間
団
体
の
活
動
と
相
ま
つ
て
、
政
府
は
、
特
に
中
小
企
業
に
対
し
て
積
極
的

に
こ
の
種
の
訓
練
に
つ
い
て
の
援
助
を
行
う
と
と
も
に
、
企
業
の
要
請
に
応
じ
、
自
ら
こ
れ
を
実
施

し
て
そ
の
普
及
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

六

技
能
検
定
制
度
の
確
立

職
業
訓
練
の
成
果
で
あ
る
技
能
の
検
定
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
技
能
習
得
意
欲
を
増

進
さ
せ
、
そ
の
技
能
を
た
か
め
、
も
っ
て
わ
が
国
産
業
に
お
け
る
技
能
水
準
の
向
上
を
図
る
こ
と
が

特
に
必
要
で
あ
る
。
欧
米
諸
国
に
お
い
て
も
そ
の
殆
ど
が
職
業
訓
練
制
度
と
の
関
連
に
お
い
て
技
能

検
定
制
度
を
設
け
て
い
る
現
状
か
ら
み
て
も
、
総
合
的
職
業
訓
練
制
度
の
一
環
と
し
て
技
能
の
国
家

検
定
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

㈠

国
家
検
定
の
実
施

技
能
検
定
に
よ
っ
て
労
働
者
の
技
能
及
び
知
識
を
判
定
す
る
に
当
っ
て
は
、
そ
の
判
定
の
基
準

が
全
国
的
に
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
検
定
が
公
正
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
わ
が
国
の
実
情
よ
り
し
て
、
技
能
検
定
を
権
威
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
も
こ
れ
を
国
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は
、
職
業
訓
練
に
関
す
る
寄
附
金
を
損
金
と
し
て
取
扱
う
ほ
か
前
記
の
固
定
資
産
の
償
却
に
つ
い

て
特
例
を
認
め
る
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

㈣

政
府
の
職
業
訓
練
施
設
の
開
放
利
用

企
業
の
行
う
職
業
訓
練
の
隘
路
の
一
つ
は
、
職
業
訓
練
施
設
の
不
足
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、

特
に
中
小
企
業
に
お
け
る
共
同
職
業
訓
練
の
場
合
に
著
し
い
。
従
っ
て
、
政
府
は
、
そ
の
職
業
訓

練
施
設
を
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
の
た
め
に
開
放
し
、
利
用
さ
せ
る
と
と
も
に
、
共
同
職
業
訓
練

を
行
う
団
体
等
の
委
託
を
受
け
て
、
関
連
学
科
、
基
本
実
技
等
の
訓
練
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。

㈤

企
業
の
職
業
訓
練
施
設
の
利
用

中
小
企
業
に
お
け
る
職
業
訓
練
施
設
の
不
足
を
補
い
、
ま
た
、
政
府
の
行
う
職
業
訓
練
を
企
業

と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
職
業
訓
練
の
最
も
効
果
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
企
業
の
有
す

る
職
業
訓
練
施
設
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
、
企
業
を
し
て
自
ら
必
要
と
す
る
職
業
訓
練
の
ほ
か
、

政
府
又
は
中
小
企
業
の
委
託
を
受
け
て
、
職
業
訓
練
を
行
わ
せ
る
方
途
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

㈥

教
習
資
料
の
提
供
と
指
導
員
等
の
派
遣

個
々
の
企
業
が
、
職
業
訓
練
の
各
課
目
に
つ
い
て
教
科
書
、
教
材
等
の
教
習
資
料
を
整
備
す
る

こ
と
は
極
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
政
府
は
、
実
地
に
役
立
つ
模
範
的
な
教
科
書
、
教
材

等
の
教
習
資
料
を
作
製
し
て
、
こ
れ
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
訓
練
方
法
等
に
つ
い
て
実
地
に
指

導
を
行
う
た
め
、
政
府
の
行
う
職
業
訓
練
施
設
の
指
導
員
そ
の
他
の
職
員
に
よ
る
巡
回
指
導
の
制

度
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。

㈦

職
業
訓
練
に
関
す
る
当
事
者
の
責
務
の
明
確
化

職
業
訓
練
を
行
う
に
当
っ
て
は
、
事
業
主
と
訓
練
を
受
け
る
者
と
は
、
労
働
契
約
に
お
い
て
、

職
業
訓
練
に
関
す
る
各
々
の
責
務
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
現
在
は
こ
れ
が

殆
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
職
業
訓
練
が
と
か
く
形
式
的
に
流
れ
る
嫌
い
が
あ
る
。
今
後
に

お
い
て
は
、
労
働
契
約
中
に
職
業
訓
練
に
つ
い
て
の
当
事
者
の
責
務
を
明
確
に
規
定
し
、
こ
れ
を

履
行
さ
せ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

㈧

企
業
の
行
う
職
業
訓
練
に
対
す
る
認
定
制
度
の
採
用

企
業
の
行
う
職
業
訓
練
は
、
本
来
企
業
が
自
主
的
に
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
政
府
は
、
こ

れ
を
最
も
効
果
的
か
つ
系
統
的
に
行
わ
せ
る
よ
う
指
導
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

政
府
は
、
こ
の
た
め
合
理
的
な
職
業
訓
練
の
基
準
（
二
の
㈡
の
イ
）
を
定
め
、
で
き
る
限
り
企

業
の
行
う
職
業
訓
練
を
し
て
こ
れ
に
準
拠
さ
せ
る
よ
う
積
極
的
に
勧
奨
し
指
導
す
る
と
と
も
に
、

右
の
基
準
に
準
拠
し
た
職
業
訓
練
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
認
定
制
度
を
設
け
て
公
け
に
こ
れ

を
証
明
す
る
こ
と
と
し
、
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
補
助
金
の
交
付
、
課
税
に

対
す
る
特
別
措
置
、
政
府
の
職
業
訓
練
施
設
の
利
用
、
教
習
資
料
の
提
供
等
の
積
極
的
な
援
助
の

対
象
と
し
、
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
の
育
成
助
長
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
右
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
に
定
め
る
労
働
条
件
の
特
例
の

適
用
を
認
め
、
職
業
訓
練
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

㈨

手
続
の
簡
素
化

職
業
訓
練
に
関
す
る
認
定
そ
の
他
の
手
続
は
、
で
き
る
限
り
簡
素
に
す
る
こ
と
と
し
、
特
に
共

同
職
業
訓
練
を
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
団
体
の
名
に
お
い
て
一
括
し
て
所
要
の
手
続
を
と

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

な
お
、
職
業
訓
練
を
振
興
す
る
た
め
の
法
律
と
労
働
基
準
法
の
両
者
に
関
連
す
る
諸
手
続
に
つ

い
て
も
、
こ
れ
を
調
整
し
て
簡
略
に
す
る
よ
う
措
置
す
る
必
要
が
あ
る
。

五

職
長
等
に
対
す
る
職
業
訓
練
の
推
進

職
長
、
指
導
員
等
工
場
事
業
場
に
お
い
て
従
業
員
の
指
導
監
督
に
当
る
者
に
対
す
る
職
業
訓
練
に

つ
い
て
は
、
最
近
特
に
そ
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
に
至
り
、
大
企
業
に
お
い
て
は
既
に
広
く
実
施

さ
れ
、
相
当
の
成
果
を
収
め
て
い
る
が
、
中
小
企
業
に
お
い
て
は
未
だ
殆
ん
ど
実
施
さ
れ
て
い
な
い

状
況
で
あ
る
の
で
、
民
間
団
体
の
活
動
と
相
ま
つ
て
、
政
府
は
、
特
に
中
小
企
業
に
対
し
て
積
極
的

に
こ
の
種
の
訓
練
に
つ
い
て
の
援
助
を
行
う
と
と
も
に
、
企
業
の
要
請
に
応
じ
、
自
ら
こ
れ
を
実
施

し
て
そ
の
普
及
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

六

技
能
検
定
制
度
の
確
立

職
業
訓
練
の
成
果
で
あ
る
技
能
の
検
定
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
技
能
習
得
意
欲
を
増

進
さ
せ
、
そ
の
技
能
を
た
か
め
、
も
っ
て
わ
が
国
産
業
に
お
け
る
技
能
水
準
の
向
上
を
図
る
こ
と
が

特
に
必
要
で
あ
る
。
欧
米
諸
国
に
お
い
て
も
そ
の
殆
ど
が
職
業
訓
練
制
度
と
の
関
連
に
お
い
て
技
能

検
定
制
度
を
設
け
て
い
る
現
状
か
ら
み
て
も
、
総
合
的
職
業
訓
練
制
度
の
一
環
と
し
て
技
能
の
国
家

検
定
制
度
を
創
設
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

㈠

国
家
検
定
の
実
施

技
能
検
定
に
よ
っ
て
労
働
者
の
技
能
及
び
知
識
を
判
定
す
る
に
当
っ
て
は
、
そ
の
判
定
の
基
準

が
全
国
的
に
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
検
定
が
公
正
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
わ
が
国
の
実
情
よ
り
し
て
、
技
能
検
定
を
権
威
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
に
も
こ
れ
を
国
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家
検
定
と
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。

な
お
、
右
の
検
定
に
つ
い
て
は
、
現
に
他
の
法
律
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
て
い
る
各
種
の
資
格
検

定
又
は
試
験
制
度
と
の
調
整
に
つ
い
て
十
分
な
考
慮
を
払
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

㈡

検
定
の
程
度

技
能
の
水
準
は
、
職
種
に
よ
っ
て
異
り
、
そ
の
測
定
は
科
学
的
実
証
的
研
究
に
ま
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
技
能
検
定
は
、
諸
外
国
に
お
い
て
も
、
通
常
一
人
前
と
認
め
ら
れ
る
熟
練
工
の
有

す
る
中
等
度
の
技
能
に
つ
い
て
行
わ
れ
、
さ
ら
に
上
級
の
技
能
に
つ
い
て
検
定
を
行
う
こ
と
が
通

例
で
あ
る
が
、
技
能
の
程
度
の
区
分
が
明
確
で
な
い
が
国
の
実
情
よ
り
す
れ
ば
、
職
種
に
応
じ
て

初
級
、
中
級
、
上
級
等
の
段
階
に
分
け
て
こ
れ
を
実
施
す
る
よ
う
考
慮
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。

㈢

検
定
の
対
象

技
能
検
定
は
、
職
業
訓
練
制
度
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
則
と
し
て
職

業
訓
練
を
修
了
し
た
者
を
対
象
と
し
て
行
う
べ
き
で
あ
る
が
、
わ
が
国
産
業
の
技
能
水
準
の
向
上

と
い
う
見
地
か
ら
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者
以
外
の
者
に
つ
い
て
も
、
一
定
の
経
験
と
資
格
を
有

す
る
場
合
は
、
受
験
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
。

㈣

技
能
検
定
合
格
者
に
対
す
る
措
置

技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
に
対
し
て
は
、
技
能
証
明
書
を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
技
能
士
の
名

称
を
与
え
て
、
そ
の
社
会
的
地
位
の
確
立
を
図
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

な
お
、
職
業
訓
練
指
導
員
の
資
格
に
つ
い
て
は
、
技
能
検
定
合
格
者
に
つ
い
て
十
分
な
考
慮
を

払
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

㈤

技
能
検
定
審
議
会
等
の
設
置

技
能
検
定
制
度
を
円
滑
適
正
に
運
営
す
る
た
め
に
は
、
検
定
を
行
う
べ
き
職
種
の
決
定
、
技
能

検
定
の
基
準
の
設
定
、
検
定
の
方
法
等
技
能
検
定
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
公
正
か
つ
合
理
的
に

決
定
す
る
た
め
、
中
央
に
学
識
経
験
者
及
び
関
係
行
政
機
関
の
職
員
を
以
て
構
成
す
る
技
能
検
定

審
議
会
を
設
置
し
、
ま
た
、
技
能
検
定
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
専
門
の
技
能
及
び
知
識
を
有
す
る

者
の
中
か
ら
技
能
検
定
委
員
を
委
嘱
し
て
こ
れ
に
当
ら
せ
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
。

㈥

民
間
団
体
の
協
力

技
能
検
定
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
適
当
な
産
業
団
体
、
科
学
技
術
団
体
等
を
積
極
的
に
活
用
し
、

そ
の
協
力
を
得
て
検
定
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
よ
う
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

七

職
業
訓
練
審
議
会
の
設
置

職
業
訓
練
を
振
興
し
、
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
中
央
及
び
地
方
に
、
労
、
使
及
び
学

識
経
験
者
を
以
て
構
成
す
る
職
業
訓
練
審
議
会
を
設
け
、
そ
の
審
議
に
よ
っ
て
、
職
業
訓
練
制
度
の

実
情
に
即
し
た
円
滑
な
運
営
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

八

職
業
訓
練
実
施
の
勧
告

特
定
の
産
業
又
は
職
種
に
お
け
る
技
能
労
働
者
が
著
し
く
不
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
又
は

当
該
産
業
又
は
職
種
に
係
る
職
業
訓
練
が
著
し
く
低
位
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
政
府
は
、

職
業
訓
練
審
議
会
の
議
を
経
る
等
慎
重
な
手
続
の
下
に
、
関
係
産
業
団
体
等
に
対
し
、
訓
練
の
実
施

又
は
拡
充
を
勧
告
す
る
措
置
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

九

学
校
教
育
と
職
業
訓
練
と
の
連
け
い

職
業
訓
練
は
、
主
と
し
て
応
用
的
実
地
の
訓
練
を
目
的
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

教
習
内
容
に
は
学
校
に
お
け
る
教
育
と
関
連
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
、
特
に
定
時
制
高
等
学
校
及

び
通
信
教
育
に
つ
い
て
は
、
労
働
者
の
二
重
負
担
を
さ
け
る
な
ど
の
見
地
か
ら
、
両
者
間
に
お
い
て

一
層
緊
密
な
連
け
い
と
調
整
を
図
る
た
め
適
切
な
方
途
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

十

行
政
機
構
の
整
備
拡
充

職
業
訓
練
は
、
以
上
の
よ
う
な
総
合
的
施
策
の
下
に
そ
の
充
実
と
伸
展
を
図
る
べ
き
も
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
が
運
営
に
当
る
行
政
機
構
に
つ
い
て
は
、
こ
の
際
、
構
想
を
新
た
に
し
、
総
合
的
職
業

訓
練
行
政
を
強
力
に
推
進
し
得
る
よ
う
こ
れ
を
拡
充
強
化
す
る
と
と
も
に
、
行
政
の
一
元
的
運
営
を

図
る
こ
と
が
極
め
て
肝
要
で
あ
る
。

十
一

予
算
の
充
実

職
業
訓
練
が
真
に
そ
の
成
果
を
あ
げ
得
る
か
否
か
は
、
政
府
が
財
政
措
置
を
十
分
に
行
う
か
否
か

に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
の
際
、
政
府
は
、
職
業
訓
練
の
振
興
が
雇
用
の
促
進
、
中
小
企
業
の
振
興
、

ひ
い
て
は
経
済
の
興
隆
の
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
所
要
予
算
の
画
期
的
充
実

を
図
る
こ
と
が
極
め
て
肝
要
で
あ
る
。

十
二

職
業
訓
練
法
の
制
定

以
上
の
よ
う
に
、
政
府
及
び
企
業
の
行
う
職
業
訓
練
、
技
能
検
定
等
に
関
す
る
諸
施
策
を
総
合
的

か
つ
強
力
に
推
進
す
る
た
め
、
こ
の
際
、
職
業
安
定
法
及
び
労
働
基
準
法
中
の
関
係
条
項
を
含
め
職

業
訓
練
を
振
興
す
る
た
め
の
法
律
（
職
業
訓
練
法
）
を
速
か
に
制
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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昭
和
三
三
年
二
月
二
八
日

〔
二
─
九
〇
〕
労
働
大
臣
、
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
て
説
明

職職
業業
訓訓
練練
法法
案案
提提
案案
理理
由由

た
だ
今
議
題
に
な
り
ま
し
た
「
職
業
訓
練
法
案
」
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
を
御
説
明
申
し

あ
げ
ま
す
。

最
近
、
産
業
界
に
お
き
ま
し
て
は
、
高
度
の
技
術
を
必
要
と
す
る
生
産
分
野
の
拡
大
に
伴
っ
て
、
技

能
労
働
者
の
確
保
が
強
く
要
請
さ
れ
て
參
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
労
働
市
場
の
現
状
を
み
ま
す

る
に
、
約
五
十
万
に
及
ぶ
完
全
失
業
者
と
多
く
の
不
完
全
就
業
者
を
か
か
え
て
い
る
反
面
、
技
能
労
働

者
が
著
し
く
不
足
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
雇
用
と
生
産
の
両
面
に
お
け
る
隘
路
と
も
な
っ
て
い
る
実

情
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
労
働
者
の
技
能
水
準
の
向
上
は
職
業
の
安
定
、
労
働
者
の
地
位
の
向
上
と
と
も
に
産
業
の
振

興
の
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
職
業
訓
練
の
諸
制
度
に
つ
い
て
み
ま
す

と
、
一
部
の
も
の
を
除
い
て
は
、
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
い
難
く
、
な
か
ん
ず
く
わ
が
国
の
産
業
構
造

上
重
要
な
地
位
を
占
め
る
中
小
企
業
に
お
い
て
著
し
く
低
調
に
終
始
し
て
い
る
現
状
に
あ
る
の
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
点
欧
米
諸
国
に
お
き
ま
し
て
は
、
職
能
組
合
等
の
発
達
と
相
ま
っ
て
つ
と
に
職
業
訓
練
及

び
技
能
検
定
の
制
度
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
政
府
及
び
民
間
に
お
い
て
も
、
技
能
労
働
者
の
養
成
確
保

の
た
め
に
多
大
の
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
に
比
較
い
た
し
ま
す
と
き
、
わ
が

国
の
現
状
は
著
し
く
立
ち
遅
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
最
近
、
科
学
技
術
教

育
の
振
興
が
叫
ば
れ
て
お
り
ま
す
が
、
産
業
の
進
歩
発
展
の
た
め
に
は
、
科
学
技
術
教
育
と
並
ん
で
、

労
働
者
の
技
能
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
職
業
訓
練
を
系
統
的
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
現
場
に
お

け
る
技
能
水
準
の
向
上
と
技
能
労
働
者
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
緊
急
の
要
務
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま

す
。労

働
省
に
お
き
ま
し
て
は
、
従
来
職
業
安
定
法
に
基
き
、
求
職
者
に
対
す
る
職
業
補
導
を
行
う
一
力
、

労
働
基
準
法
に
よ
っ
て
、
事
業
主
が
行
う
技
能
者
養
成
の
指
導
援
助
を
行
っ
て
参
っ
た
の
で
あ
り
ま
す

が
、
以
上
の
実
情
に
か
ん
が
み
、
こ
の
際
こ
れ
ら
の
諸
制
度
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
て
職
業
訓
練
を

一
層
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
技
能
検
定
制
度
を
設
け
て
労
働
者
の
技
能
水
準
の
向
上
を
図
る

等
に
よ
り
総
合
的
な
職
業
訓
練
制
度
を
確
立
す
る
必
要
を
痛
感
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

た
め
、
さ
き
に
閣
議
決
定
に
基
い
て
設
置
さ
れ
ま
し
た
臨
時
職
業
訓
練
制
度
審
議
会
の
答
申
を
十
分
尊

重
し
、
そ
の
意
見
に
基
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
こ
と

と
致
し
ま
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
次
に
そ
の
内
外
の
概
要
を
御
説
明
申
し
あ
げ
ま
す
。

ま
ず
第
一
に
、
職
業
訓
練
法
の
目
的
と
し
て
以
上
申
し
あ
げ
ま
し
た
趣
旨
を
規
定
致
し
ま
す
と
と
も

に
、
公
共
の
機
関
が
行
う
職
業
訓
練
と
事
業
主
の
行
う
職
業
訓
練
と
が
系
統
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
及

び
職
業
訓
練
と
学
校
教
育
等
と
の
密
接
な
連
携
を
図
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
致
し
た
の
で
あ

り
ま
す
。

第
二
に
、
公
共
の
機
関
が
行
う
職
業
訓
練
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
下
の
雇
用
及
び
失
業
の
情
勢
に
対

処
し
、
無
技
能
労
働
者
に
対
し
て
訓
練
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
就
職
の
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、

事
業
主
の
行
う
職
業
訓
練
に
対
す
る
援
助
を
積
極
的
に
行
う
趣
旨
の
も
と
に
、
都
道
府
県
が
設
置
す
る

一
般
職
業
訓
練
所
及
び
労
働
福
祉
事
業
団
が
設
置
す
る
総
合
職
業
訓
練
所
等
に
お
い
て
行
う
職
業
訓
練

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
事
業
主
が
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
対
し
て
行
う
職
業
訓
練
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
及
び
都

道
府
県
が
積
極
的
に
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
旨
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
職
業
訓
練
に
関
す

る
合
理
的
か
つ
効
果
的
な
基
準
を
設
け
て
職
業
訓
練
の
効
果
を
最
大
限
に
確
保
せ
し
め
る
こ
と
と
致
し

た
の
で
あ
り
ま
す
。

特
に
中
小
企
業
に
対
し
ま
し
て
は
、
そ
の
職
業
訓
練
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
共
同
職
業
訓
練
の

方
式
を
認
め
、
か
つ
積
極
的
に
こ
れ
を
助
成
す
る
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。

第
四
に
、
職
業
訓
練
指
導
員
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
資
質
の
如
何
は
職
業
訓
練
の
成
果
を
左
右
す

る
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
ま
し
て
、
こ
れ
に
関
す
る
免
許
及
び
試
験
制
度
を
定
め
職
業

訓
練
指
導
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
と
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

第
五
に
、
諸
外
国
に
お
け
る
職
業
訓
練
制
度
の
例
に
な
ら
っ
て
、
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者
を
中
心

と
し
て
労
働
者
の
技
能
の
検
定
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
技
能
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
と
致
し
た
の

で
あ
り
ま
す
。
技
能
検
定
は
、
二
つ
の
級
に
分
け
て
、
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
に
よ
っ
て
行
う
こ
と

と
し
、
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
は
技
能
士
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
な
ど
技
能
検
定
に
つ
い
て

必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
ほ
か
、
労
働
省
及
び
都
道
府
県
に
設
置
す
る
職
業
訓
練
審
議
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
規

定
を
設
け
る
と
と
も
に
、
職
業
訓
練
及
び
技
能
検
定
に
関
す
る
行
政
を
一
元
的
に
行
わ
せ
る
た
め
、
労

働
省
に
職
業
訓
練
部
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
伴
う
労
働
省
設
置
法
の
改
正
そ
の
他
こ
の
法
律

の
制
定
に
伴
う
経
過
措
置
並
び
に
他
の
法
律
と
の
調
整
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
致

し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
こ
の
法
律
の
制
定
理
由
並
び
に
法
律
案
の
概
要
を
御
説
明
申
し
あ
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
何

と
ぞ
慎
重
御
審
議
の
う
え
、
す
み
や
か
に
御
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
御
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

『
解
説
』

昭
和
三
三
年
三
月
三
一
日
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昭
和
三
三
年
二
月
二
八
日

〔
二
─
九
〇
〕
労
働
大
臣
、
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
に
て
説
明

職職
業業
訓訓
練練
法法
案案
提提
案案
理理
由由

た
だ
今
議
題
に
な
り
ま
し
た
「
職
業
訓
練
法
案
」
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
を
御
説
明
申
し

あ
げ
ま
す
。

最
近
、
産
業
界
に
お
き
ま
し
て
は
、
高
度
の
技
術
を
必
要
と
す
る
生
産
分
野
の
拡
大
に
伴
っ
て
、
技

能
労
働
者
の
確
保
が
強
く
要
請
さ
れ
て
參
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
労
働
市
場
の
現
状
を
み
ま
す

る
に
、
約
五
十
万
に
及
ぶ
完
全
失
業
者
と
多
く
の
不
完
全
就
業
者
を
か
か
え
て
い
る
反
面
、
技
能
労
働

者
が
著
し
く
不
足
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
雇
用
と
生
産
の
両
面
に
お
け
る
隘
路
と
も
な
っ
て
い
る
実

情
で
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
労
働
者
の
技
能
水
準
の
向
上
は
職
業
の
安
定
、
労
働
者
の
地
位
の
向
上
と
と
も
に
産
業
の
振

興
の
基
盤
を
な
す
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
た
め
に
必
要
な
職
業
訓
練
の
諸
制
度
に
つ
い
て
み
ま
す

と
、
一
部
の
も
の
を
除
い
て
は
、
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
い
難
く
、
な
か
ん
ず
く
わ
が
国
の
産
業
構
造

上
重
要
な
地
位
を
占
め
る
中
小
企
業
に
お
い
て
著
し
く
低
調
に
終
始
し
て
い
る
現
状
に
あ
る
の
で
あ
り

ま
す
。
こ
の
点
欧
米
諸
国
に
お
き
ま
し
て
は
、
職
能
組
合
等
の
発
達
と
相
ま
っ
て
つ
と
に
職
業
訓
練
及

び
技
能
検
定
の
制
度
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
政
府
及
び
民
間
に
お
い
て
も
、
技
能
労
働
者
の
養
成
確
保

の
た
め
に
多
大
の
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
に
比
較
い
た
し
ま
す
と
き
、
わ
が

国
の
現
状
は
著
し
く
立
ち
遅
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
最
近
、
科
学
技
術
教

育
の
振
興
が
叫
ば
れ
て
お
り
ま
す
が
、
産
業
の
進
歩
発
展
の
た
め
に
は
、
科
学
技
術
教
育
と
並
ん
で
、

労
働
者
の
技
能
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
職
業
訓
練
を
系
統
的
に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
産
現
場
に
お

け
る
技
能
水
準
の
向
上
と
技
能
労
働
者
の
確
保
を
図
る
こ
と
が
緊
急
の
要
務
と
考
え
る
の
で
あ
り
ま

す
。労

働
省
に
お
き
ま
し
て
は
、
従
来
職
業
安
定
法
に
基
き
、
求
職
者
に
対
す
る
職
業
補
導
を
行
う
一
力
、

労
働
基
準
法
に
よ
っ
て
、
事
業
主
が
行
う
技
能
者
養
成
の
指
導
援
助
を
行
っ
て
参
っ
た
の
で
あ
り
ま
す

が
、
以
上
の
実
情
に
か
ん
が
み
、
こ
の
際
こ
れ
ら
の
諸
制
度
に
つ
い
て
再
検
討
を
加
え
て
職
業
訓
練
を

一
層
充
実
さ
せ
る
と
と
も
に
、
さ
ら
に
技
能
検
定
制
度
を
設
け
て
労
働
者
の
技
能
水
準
の
向
上
を
図
る

等
に
よ
り
総
合
的
な
職
業
訓
練
制
度
を
確
立
す
る
必
要
を
痛
感
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の

た
め
、
さ
き
に
閣
議
決
定
に
基
い
て
設
置
さ
れ
ま
し
た
臨
時
職
業
訓
練
制
度
審
議
会
の
答
申
を
十
分
尊

重
し
、
そ
の
意
見
に
基
い
て
、
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
こ
と
と
し
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
こ
と

と
致
し
ま
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
次
に
そ
の
内
外
の
概
要
を
御
説
明
申
し
あ
げ
ま
す
。

ま
ず
第
一
に
、
職
業
訓
練
法
の
目
的
と
し
て
以
上
申
し
あ
げ
ま
し
た
趣
旨
を
規
定
致
し
ま
す
と
と
も

に
、
公
共
の
機
関
が
行
う
職
業
訓
練
と
事
業
主
の
行
う
職
業
訓
練
と
が
系
統
的
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
及

び
職
業
訓
練
と
学
校
教
育
等
と
の
密
接
な
連
携
を
図
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
致
し
た
の
で
あ

り
ま
す
。

第
二
に
、
公
共
の
機
関
が
行
う
職
業
訓
練
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
下
の
雇
用
及
び
失
業
の
情
勢
に
対

処
し
、
無
技
能
労
働
者
に
対
し
て
訓
練
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
就
職
の
促
進
を
図
る
と
と
も
に
、

事
業
主
の
行
う
職
業
訓
練
に
対
す
る
援
助
を
積
極
的
に
行
う
趣
旨
の
も
と
に
、
都
道
府
県
が
設
置
す
る

一
般
職
業
訓
練
所
及
び
労
働
福
祉
事
業
団
が
設
置
す
る
総
合
職
業
訓
練
所
等
に
お
い
て
行
う
職
業
訓
練

に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
事
業
主
が
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者
に
対
し
て
行
う
職
業
訓
練
に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
及
び
都

道
府
県
が
積
極
的
に
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
旨
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
職
業
訓
練
に
関
す

る
合
理
的
か
つ
効
果
的
な
基
準
を
設
け
て
職
業
訓
練
の
効
果
を
最
大
限
に
確
保
せ
し
め
る
こ
と
と
致
し

た
の
で
あ
り
ま
す
。

特
に
中
小
企
業
に
対
し
ま
し
て
は
、
そ
の
職
業
訓
練
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
共
同
職
業
訓
練
の

方
式
を
認
め
、
か
つ
積
極
的
に
こ
れ
を
助
成
す
る
こ
と
と
致
し
ま
し
た
。

第
四
に
、
職
業
訓
練
指
導
員
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
資
質
の
如
何
は
職
業
訓
練
の
成
果
を
左
右
す

る
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
ま
し
て
、
こ
れ
に
関
す
る
免
許
及
び
試
験
制
度
を
定
め
職
業

訓
練
指
導
員
の
資
質
の
向
上
を
図
る
こ
と
と
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

第
五
に
、
諸
外
国
に
お
け
る
職
業
訓
練
制
度
の
例
に
な
ら
っ
て
、
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者
を
中
心

と
し
て
労
働
者
の
技
能
の
検
定
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
技
能
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
と
致
し
た
の

で
あ
り
ま
す
。
技
能
検
定
は
、
二
つ
の
級
に
分
け
て
、
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
に
よ
っ
て
行
う
こ
と

と
し
、
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
は
技
能
士
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
な
ど
技
能
検
定
に
つ
い
て

必
要
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
致
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
ほ
か
、
労
働
省
及
び
都
道
府
県
に
設
置
す
る
職
業
訓
練
審
議
会
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
規

定
を
設
け
る
と
と
も
に
、
職
業
訓
練
及
び
技
能
検
定
に
関
す
る
行
政
を
一
元
的
に
行
わ
せ
る
た
め
、
労

働
省
に
職
業
訓
練
部
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
伴
う
労
働
省
設
置
法
の
改
正
そ
の
他
こ
の
法
律

の
制
定
に
伴
う
経
過
措
置
並
び
に
他
の
法
律
と
の
調
整
等
に
つ
い
て
所
要
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
と
致

し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
こ
の
法
律
の
制
定
理
由
並
び
に
法
律
案
の
概
要
を
御
説
明
申
し
あ
げ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
何

と
ぞ
慎
重
御
審
議
の
う
え
、
す
み
や
か
に
御
可
決
あ
ら
ん
こ
と
を
御
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。

『
解
説
』

昭
和
三
三
年
三
月
三
一
日



- 132 -

〔
二
─
九
一
〕
衆
議
院
社
会
労
働
委
員
会
修
正
事
項

職職
業業
訓訓
練練
法法
案案
にに
対対
すす
るる
修修
正正
事事
項項

一

公
共
職
業
訓
練
を
受
け
る
求
職
者
に
対
す
る
手
当
（
第
十
一
条
第
二
項
）
は
、
身
体
障
害
者
職
業

訓
練
所
に
お
い
て
職
業
訓
練
を
受
け
る
求
職
者
の
み
な
ら
ず
、
一
般
訓
練
所
に
お
い
て
職
業
訓
練
を

受
け
る
求
職
者
に
も
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

二

市
町
村
等
の
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
第
十
一
条
の
次
に
一
条
を
設
け
、
「
市
町
村
、
民
法
第
三

十
四
条
の
規
定
に
よ
る
公
益
法
人
、
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
そ
の
他
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人

が
職
業
訓
練
を
行
う
場
合
に
、
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
業
訓
練
は
公
共
職
業

訓
練
と
み
な
し
、
こ
の
場
合
求
職
者
に
対
し
て
行
わ
れ
る
職
業
訓
練
は
無
料
と
す
る
」
旨
規
定
す
る

こ
と
。

三

中
央
職
業
訓
練
審
議
会
（
第
二
十
九
条
）
は
、
関
係
労
働
者
を
代
表
す
る
者
、
関
係
事
業
主
を
代

表
す
る
者
及
び
学
識
経
験
の
あ
る
者
を
以
て
構
成
す
る
こ
と
と
し
、
関
係
労
働
者
を
代
表
す
る
委
員

及
び
関
係
事
業
主
を
代
表
す
る
委
員
は
、
同
数
と
す
る
こ
と
。

中
央
職
業
訓
練
審
議
会
に
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
特
別

委
員
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
特
別
委
員
は
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す

る
こ
と
。

『
解
説
』

昭
和
三
三
年
四
月
二
一
日

〔
二
─
九
二
〕
次
官
会
議
申
し
合
せ

失失
業業
者者
多多
発発
地地
域域
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

失
業
者
多
発
地
域
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
こ
れ
が
対
策
を
講
じ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
三
三
年

度
に
お
い
て
も
、
駐
留
軍
の
撤
退
お
よ
び
特
需
の
減
少
並
び
に
石
炭
鉱
業
の
合
理
化
お
よ
び
製
塩
施
設

の
合
理
化
の
進
捗
に
加
え
て
、
昨
年
来
実
施
し
て
来
た
国
際
収
支
改
善
の
た
め
の
経
済
調
整
の
進
行
に

と
も
な
い
、
失
業
者
が
集
中
し
て
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
失
業
者
多
発
地
域
の

実
情
に
応
じ
て
そ
の
対
策
に
万
全
を
期
す
る
た
め
次
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
、
職
業
訓
練
の
拡
充
実
施
、
就
職
あ
っ
旋
と
く
に
広
域
職
業
紹
介
の
強
化
等
諸
般
の
措
置
に
よ
り

失
業
者
の
再
就
職
を
促
進
す
る
こ
と
。

二
、
公
共
事
業
等
の
建
設
的
事
業
を
重
点
的
に
実
施
し
、
失
業
者
の
積
極
的
な
吸
収
に
努
め
る
と
と

も
に
、
産
業
立
地
条
件
の
整
備
を
は
か
り
、
当
該
地
方
経
済
の
振
興
に
よ
る
雇
用
機
会
の
増
大
を

期
す
る
こ
と
。

三
、
以
上
の
措
置
に
よ
っ
て
も
、
な
お
就
職
で
き
な
い
失
業
者
に
対
し
て
は
、
一
般
失
業
対
策
事
業

等
を
機
動
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
吸
収
を
期
す
る
こ
と
。

『
行
政
三
』

昭
和
三
三
年
四
月
二
二
日

〔
二
─
九
三
〕
参
議
院
職
業
訓
練
法
附
帯
決
議

職職
業業
訓訓
練練
法法
附附
帯帯
決決
議議

職
業
訓
練
の
振
興
を
図
る
た
め
に
は
、
学
校
教
育
と
の
重
複
を
避
け
る
と
と
も
に
、
密
接
な
関
連
の

も
と
に
行
う
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
特
に
職
業
訓
練
を
う
け
る
青
少
年
勤
労
者
の
学
校
教
育
と
の
二
重

負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

よ
っ
て
政
府
は
速
か
に
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

右
決
議
す
る
。

『
解
説
』

昭
和
三
三
年
四
月
二
二
日

〔
二
─
九
四
〕
労
働
大
臣
閣
議
報
告

失失
業業
者者
多多
発発
地地
域域
対対
策策
にに
つつ
いい
てて

失
業
者
多
発
地
域
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
こ
れ
が
対
策
を
講
じ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
三
三
年

度
に
お
い
て
も
、
駐
留
軍
の
撤
退
お
よ
び
特
需
の
減
少
並
び
に
石
炭
鉱
業
の
合
理
化
お
よ
び
製
塩
施
設

の
合
理
化
の
進
捗
に
加
え
て
、
昨
年
来
実
施
し
て
来
た
国
際
収
支
改
善
の
た
め
の
経
済
調
整
の
進
行
に

と
も
な
い
、
失
業
者
が
集
中
し
て
発
生
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
失
業
者
多
発
地
域
の

実
情
に
応
じ
て
そ
の
対
策
に
万
全
を
期
す
る
た
め
次
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

一
、
職
業
訓
練
の
拡
充
実
施
、
就
職
あ
っ
旋
と
く
に
広
域
職
業
紹
介
の
強
化
等
諸
般
の
措
置
に
よ
り

失
業
者
の
再
就
職
を
促
進
す
る
こ
と
。

二
、
公
共
事
業
等
の
建
設
的
事
業
を
重
点
的
に
実
施
し
、
失
業
者
の
積
極
的
な
吸
収
に
努
め
る
と
と

も
に
、
産
業
立
地
条
件
の
整
備
を
は
か
り
、
当
該
地
方
経
済
の
振
興
に
よ
る
雇
用
機
会
の
増
大
を

期
す
る
こ
と
。

三
、
以
上
の
措
置
に
よ
っ
て
も
、
な
お
就
職
で
き
な
い
失
業
者
に
対
し
て
は
、
一
般
失
業
対
策
事
業

等
を
機
動
的
に
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
吸
収
を
期
す
る
こ
と
。

『
行
政
三
』

- 133 -

昭
和
三
三
年
四
月
二
八
日

〔
二
─
九
五
〕
中
央
教
育
審
議
会
か
ら
文
部
大
臣
へ
答
申

勤勤
労労
青青
少少
年年
教教
育育
のの
振振
興興
方方
策策
にに
つつ
いい
てて
（（
抄抄
））

本
審
議
会
は
、
勤
労
青
少
年
教
育
の
振
興
方
策
に
つ
い
て
、
特
別
委
員
会
を
設
け
て
審
議
を
行
な
っ

て
得
た
結
果
に
基
き
、
総
会
に
お
い
て
さ
ら
に
慎
重
に
審
議
し
、
次
の
結
論
に
到
達
し
ま
し
た
の
で
答

申
い
た
し
ま
す
。

記

勤
労
青
少
年
教
育
の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
す
べ
て
の
勤
労
青
少
年
に
対
し
、
有
効
適
切
な
教
育

の
機
会
を
与
え
国
家
社
会
の
有
為
な
形
成
者
と
し
て
必
要
な
知
識
や
一
般
的
教
養
を
育
成
す
る
と
と
も

に
、
有
能
な
職
業
人
と
し
て
産
業
界
の
要
請
に
こ
た
え
る
に
た
る
産
業
技
術
の
能
力
を
付
与
す
る
こ
と

に
あ
る
。

し
か
し
て
、
勤
労
青
少
年
の
生
活
実
態
、
志
望
、
能
力
、
特
性
あ
る
い
は
地
城
社
会
の
要
請
等
は
各

種
各
様
の
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
が
相
互
に
関
連
を
も
ち
つ
つ
多
数
に
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
し
か
る
に
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
現
在
義
務
教
育
終
了
後
高
等
学
校
の
通
常
の
課
程
に
進
学

し
な
い
青
少
年
は
毎
年
約
百
万
人
を
数
え
、
ま
た
、
高
等
学
校
卒
業
後
昼
間
の
大
学
に
進
学
し
な
い
者

は
毎
年
数
十
万
人
に
及
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
ら
勤
労
青
少
年
に
対
す
る
教
育
機
関
は
そ
の
数
お
よ
び
配

置
等
が
必
ず
し
も
満
足
な
状
態
で
な
い
た
め
、
な
お
な
ん
ら
教
育
の
機
会
を
得
ら
れ
な
い
勤
労
青
少
年

が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
教
育
機
関
は
そ
の
種
類
、
課
程
、
教
育
内
容
、
施
設
設
備
、

教
員
ま
た
は
指
導
者
組
織
、
相
互
の
関
連
等
に
お
い
て
も
、
は
な
は
だ
不
備
が
あ
り
、
勤
労
青
少
年
に

対
し
そ
の
実
情
に
即
す
る
真
に
有
効
な
教
育
を
行
っ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。

も
と
よ
り
勤
労
青
少
年
教
育
の
画
期
的
な
振
興
の
た
め
に
は
、
近
時
欧
米
諸
国
に
お
い
て
実
施
さ
れ

つ
つ
あ
る
勤
労
青
少
年
教
育
の
義
務
制
も
必
要
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
施
に
多
く
の
問

題
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
本
答
申
に
お
い
て
は
、
現
行
制
度
の
漸
進
的
改
善
の
立
場
に
立
ち
、
特
に
産

業
技
術
教
育
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
主
と
し
て
、
そ
の
振
興
方
策
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

政
府
は
勤
労
青
少
年
教
育
の
成
否
が
わ
が
国
の
産
業
・
文
化
等
に
き
わ
め
て
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す

も
の
で
あ
る
こ
と
に
思
い
を
い
た
し
、
勤
労
青
少
年
教
育
尊
重
の
風
を
振
起
す
る
と
と
も
に
、
本
答
申

に
従
が
い
す
み
や
か
に
周
到
な
計
画
を
樹
立
し
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
財
政
処
置
を
講
じ
必
要
な
行
政
機
構

等
を
整
備
し
て
そ
の
実
施
に
着
手
さ
れ
ん
こ
と
を
望
む
。

一一
、、
各各
種種
勤勤
労労
青青
少少
年年
教教
育育
機機
関関
のの
改改
善善

現
在
文
部
省
所
管
の
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
と
し
て
は
、
高
等
学
校
に
お
け
る
定
時
制
課
程
及
び

通
信
教
育
・
大
学
・
短
期
大
学
に
お
け
る
夜
間
部
お
よ
び
通
信
教
育
・
各
種
学
校
・
青
年
学
級
・
社

会
通
信
教
育
・
青
少
年
団
体
等
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
性
格
・
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
質

お
よ
び
量
が
勤
労
青
少
年
の
さ
ま
ざ
ま
な
必
要
を
い
っ
そ
う
満
し
う
る
よ
う
改
善
を
加
え
る
こ
と
が

肝
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
勤
労
青
少
年
教
育
に
お
け
る
一
般
教
育
の
重
要
性
は
論
を
ま
た
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
か
ら
い
っ
そ
う
そ
の
充
実
を
図
る
べ
き
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、

今
日
要
望
の
強
い
産
業
技
術
教
育
に
つ
い
て
は
、
従
来
特
に
ふ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
点
が
多
い
と
認
め
ら

れ
る
の
で
、
こ
れ
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
改
善
の
重
点
を
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
際
こ
れ

ら
各
教
育
機
関
の
施
設
設
備
を
整
備
充
実
さ
せ
る
こ
と
、
教
職
員
や
指
導
者
に
つ
い
て
、
計
画
的
な

養
成
や
現
職
教
育
等
を
通
し
て
そ
の
資
質
を
高
め
、
数
の
充
足
を
図
り
、
ま
た
そ
の
待
遇
を
向
上
さ

せ
る
こ
と
お
よ
び
勤
労
青
少
年
の
志
望
や
生
活
実
態
等
に
い
っ
そ
う
即
応
す
る
よ
う
教
育
内
容
や
教

育
方
法
を
改
善
す
る
こ
と
な
ど
は
共
通
の
緊
要
事
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
て
教
育
内
容
や
教
育
方

法
の
改
善
に
あ
た
っ
て
は
、
青
少
年
の
職
場
に
お
け
る
一
定
の
作
業
を
教
育
機
関
に
お
け
る
学
習
の

一
部
と
見
な
す
よ
う
な
方
向
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
教
育
を
容
易
に
さ
せ
る

と
と
も
に
、
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
の
増
加
を
図
る
た
め
、
教
育
機
関
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
そ
の

設
置
者
の
わ
く
を
広
げ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

⑴
高
等
学
校

高
等
学
校
定
時
制
課
程
は
高
等
学
校
通
信
教
育
と
と
も
に
勤
労
青
少
年
の
た
め
の
高
等
学
校
教

育
機
関
と
し
て
い
っ
そ
う
効
果
を
高
め
る
よ
う
改
善
を
図
り
特
に
職
業
課
程
の
拡
充
、
分
校
の
充

実
お
よ
び
短
期
の
技
能
教
育
等
の
促
進
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
次
の
対
策
を

講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

ａ

高
等
学
校
定
時
制
課
程

現
在
の
定
時
制
課
程
に
は
、
夜
間
の
課
程
と
昼
間
特
別
の
時
期
お
よ
び
時
間
に
お
い
て
授
業

を
行
う
課
程
と
が
あ
る
が
、
そ
の
お
の
お
の
に
つ
い
て
生
徒
の
進
路
や
生
活
実
態
に
即
応
さ
せ

る
た
め
、
次
の
よ
う
な
改
善
を
図
る
と
と
も
に
職
業
課
程
の
新
設
あ
る
い
は
普
通
課
程
の
職
業

課
程
へ
の
転
換
な
ど
職
業
教
育
の
拡
充
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。

ⓐ

夜
間
の
課
程
に
お
け
る
普
通
課
程
に
あ
っ
て
進
学
を
目
的
と
す
る
者
に
対
し
て
は
通
常
の

課
程
と
同
程
度
に
基
礎
学
力
を
高
め
う
る
よ
う
教
育
課
程
の
改
善
を
図
り
、
必
要
に
よ
っ
て

は
修
業
年
限
の
延
長
を
考
慮
す
る
こ
と
。

ⓑ

夜
間
の
課
程
に
あ
っ
て
職
業
に
関
す
る
課
程
に
学
ぶ
者
に
対
し
て
は
、
一
定
の
技
術
水
準

を
確
保
す
る
た
め
必
要
に
よ
っ
て
は
通
常
の
課
程
よ
り
も
い
っ
そ
う
集
約
的
な
学
習
を
さ
せ

る
な
ど
、
そ
の
教
育
課
程
に
弾
力
性
を
も
た
せ
る
と
と
も
に
生
徒
が
現
に
従
事
し
て
い
る
職

業
と
の
関
連
を
密
接
に
し
、
か
つ
他
の
教
育
機
関
と
の
併
修
あ
る
い
は
学
習
の
継
続
を
容
易

に
す
る
こ
と
。
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昭
和
三
三
年
四
月
二
八
日

〔
二
─
九
五
〕
中
央
教
育
審
議
会
か
ら
文
部
大
臣
へ
答
申

勤勤
労労
青青
少少
年年
教教
育育
のの
振振
興興
方方
策策
にに
つつ
いい
てて
（（
抄抄
））

本
審
議
会
は
、
勤
労
青
少
年
教
育
の
振
興
方
策
に
つ
い
て
、
特
別
委
員
会
を
設
け
て
審
議
を
行
な
っ

て
得
た
結
果
に
基
き
、
総
会
に
お
い
て
さ
ら
に
慎
重
に
審
議
し
、
次
の
結
論
に
到
達
し
ま
し
た
の
で
答

申
い
た
し
ま
す
。

記

勤
労
青
少
年
教
育
の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
す
べ
て
の
勤
労
青
少
年
に
対
し
、
有
効
適
切
な
教
育

の
機
会
を
与
え
国
家
社
会
の
有
為
な
形
成
者
と
し
て
必
要
な
知
識
や
一
般
的
教
養
を
育
成
す
る
と
と
も

に
、
有
能
な
職
業
人
と
し
て
産
業
界
の
要
請
に
こ
た
え
る
に
た
る
産
業
技
術
の
能
力
を
付
与
す
る
こ
と

に
あ
る
。

し
か
し
て
、
勤
労
青
少
年
の
生
活
実
態
、
志
望
、
能
力
、
特
性
あ
る
い
は
地
城
社
会
の
要
請
等
は
各

種
各
様
の
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
が
相
互
に
関
連
を
も
ち
つ
つ
多
数
に
必
要
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
し
か
る
に
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
現
在
義
務
教
育
終
了
後
高
等
学
校
の
通
常
の
課
程
に
進
学

し
な
い
青
少
年
は
毎
年
約
百
万
人
を
数
え
、
ま
た
、
高
等
学
校
卒
業
後
昼
間
の
大
学
に
進
学
し
な
い
者

は
毎
年
数
十
万
人
に
及
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
ら
勤
労
青
少
年
に
対
す
る
教
育
機
関
は
そ
の
数
お
よ
び
配

置
等
が
必
ず
し
も
満
足
な
状
態
で
な
い
た
め
、
な
お
な
ん
ら
教
育
の
機
会
を
得
ら
れ
な
い
勤
労
青
少
年

が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
教
育
機
関
は
そ
の
種
類
、
課
程
、
教
育
内
容
、
施
設
設
備
、

教
員
ま
た
は
指
導
者
組
織
、
相
互
の
関
連
等
に
お
い
て
も
、
は
な
は
だ
不
備
が
あ
り
、
勤
労
青
少
年
に

対
し
そ
の
実
情
に
即
す
る
真
に
有
効
な
教
育
を
行
っ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。

も
と
よ
り
勤
労
青
少
年
教
育
の
画
期
的
な
振
興
の
た
め
に
は
、
近
時
欧
米
諸
国
に
お
い
て
実
施
さ
れ

つ
つ
あ
る
勤
労
青
少
年
教
育
の
義
務
制
も
必
要
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
実
施
に
多
く
の
問

題
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
本
答
申
に
お
い
て
は
、
現
行
制
度
の
漸
進
的
改
善
の
立
場
に
立
ち
、
特
に
産

業
技
術
教
育
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を
主
と
し
て
、
そ
の
振
興
方
策
を
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

政
府
は
勤
労
青
少
年
教
育
の
成
否
が
わ
が
国
の
産
業
・
文
化
等
に
き
わ
め
て
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す

も
の
で
あ
る
こ
と
に
思
い
を
い
た
し
、
勤
労
青
少
年
教
育
尊
重
の
風
を
振
起
す
る
と
と
も
に
、
本
答
申

に
従
が
い
す
み
や
か
に
周
到
な
計
画
を
樹
立
し
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
財
政
処
置
を
講
じ
必
要
な
行
政
機
構

等
を
整
備
し
て
そ
の
実
施
に
着
手
さ
れ
ん
こ
と
を
望
む
。

一一
、、
各各
種種
勤勤
労労
青青
少少
年年
教教
育育
機機
関関
のの
改改
善善

現
在
文
部
省
所
管
の
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
と
し
て
は
、
高
等
学
校
に
お
け
る
定
時
制
課
程
及
び

通
信
教
育
・
大
学
・
短
期
大
学
に
お
け
る
夜
間
部
お
よ
び
通
信
教
育
・
各
種
学
校
・
青
年
学
級
・
社

会
通
信
教
育
・
青
少
年
団
体
等
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
性
格
・
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
質

お
よ
び
量
が
勤
労
青
少
年
の
さ
ま
ざ
ま
な
必
要
を
い
っ
そ
う
満
し
う
る
よ
う
改
善
を
加
え
る
こ
と
が

肝
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
勤
労
青
少
年
教
育
に
お
け
る
一
般
教
育
の
重
要
性
は
論
を
ま
た
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
か
ら
い
っ
そ
う
そ
の
充
実
を
図
る
べ
き
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、

今
日
要
望
の
強
い
産
業
技
術
教
育
に
つ
い
て
は
、
従
来
特
に
ふ
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
点
が
多
い
と
認
め
ら

れ
る
の
で
、
こ
れ
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
改
善
の
重
点
を
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
際
こ
れ

ら
各
教
育
機
関
の
施
設
設
備
を
整
備
充
実
さ
せ
る
こ
と
、
教
職
員
や
指
導
者
に
つ
い
て
、
計
画
的
な

養
成
や
現
職
教
育
等
を
通
し
て
そ
の
資
質
を
高
め
、
数
の
充
足
を
図
り
、
ま
た
そ
の
待
遇
を
向
上
さ

せ
る
こ
と
お
よ
び
勤
労
青
少
年
の
志
望
や
生
活
実
態
等
に
い
っ
そ
う
即
応
す
る
よ
う
教
育
内
容
や
教

育
方
法
を
改
善
す
る
こ
と
な
ど
は
共
通
の
緊
要
事
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
て
教
育
内
容
や
教
育
方

法
の
改
善
に
あ
た
っ
て
は
、
青
少
年
の
職
場
に
お
け
る
一
定
の
作
業
を
教
育
機
関
に
お
け
る
学
習
の

一
部
と
見
な
す
よ
う
な
方
向
を
促
進
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
こ
の
よ
う
な
教
育
を
容
易
に
さ
せ
る

と
と
も
に
、
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
の
増
加
を
図
る
た
め
、
教
育
機
関
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
そ
の

設
置
者
の
わ
く
を
広
げ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

⑴
高
等
学
校

高
等
学
校
定
時
制
課
程
は
高
等
学
校
通
信
教
育
と
と
も
に
勤
労
青
少
年
の
た
め
の
高
等
学
校
教

育
機
関
と
し
て
い
っ
そ
う
効
果
を
高
め
る
よ
う
改
善
を
図
り
特
に
職
業
課
程
の
拡
充
、
分
校
の
充

実
お
よ
び
短
期
の
技
能
教
育
等
の
促
進
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
次
の
対
策
を

講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

ａ

高
等
学
校
定
時
制
課
程

現
在
の
定
時
制
課
程
に
は
、
夜
間
の
課
程
と
昼
間
特
別
の
時
期
お
よ
び
時
間
に
お
い
て
授
業

を
行
う
課
程
と
が
あ
る
が
、
そ
の
お
の
お
の
に
つ
い
て
生
徒
の
進
路
や
生
活
実
態
に
即
応
さ
せ

る
た
め
、
次
の
よ
う
な
改
善
を
図
る
と
と
も
に
職
業
課
程
の
新
設
あ
る
い
は
普
通
課
程
の
職
業

課
程
へ
の
転
換
な
ど
職
業
教
育
の
拡
充
を
行
な
う
必
要
が
あ
る
。

ⓐ

夜
間
の
課
程
に
お
け
る
普
通
課
程
に
あ
っ
て
進
学
を
目
的
と
す
る
者
に
対
し
て
は
通
常
の

課
程
と
同
程
度
に
基
礎
学
力
を
高
め
う
る
よ
う
教
育
課
程
の
改
善
を
図
り
、
必
要
に
よ
っ
て

は
修
業
年
限
の
延
長
を
考
慮
す
る
こ
と
。

ⓑ

夜
間
の
課
程
に
あ
っ
て
職
業
に
関
す
る
課
程
に
学
ぶ
者
に
対
し
て
は
、
一
定
の
技
術
水
準

を
確
保
す
る
た
め
必
要
に
よ
っ
て
は
通
常
の
課
程
よ
り
も
い
っ
そ
う
集
約
的
な
学
習
を
さ
せ

る
な
ど
、
そ
の
教
育
課
程
に
弾
力
性
を
も
た
せ
る
と
と
も
に
生
徒
が
現
に
従
事
し
て
い
る
職

業
と
の
関
連
を
密
接
に
し
、
か
つ
他
の
教
育
機
関
と
の
併
修
あ
る
い
は
学
習
の
継
続
を
容
易

に
す
る
こ
と
。
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ⓒ

夜
間
の
課
程
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
生
徒
の
健
康
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
の
配
慮
を
し
、
照
明
、

暖
房
、
給
食
等
生
徒
の
保
健
な
ら
び
に
福
利
厚
生
の
た
め
の
施
設
の
整
備
を
図
る
こ
と
。

ⓓ

昼
間
の
課
程
に
お
い
て
は
、
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
と
し
て
の
役
割
を
さ
ら
に
有
効
に
果

さ
せ
る
た
め
、
地
域
社
会
や
生
徒
の
必
要
に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
応
じ
う
る
よ
う
そ
の
教
育
課
程
お

よ
び
設
置
基
準
等
に
弾
力
性
を
も
た
せ
る
こ
と
。

こ
の
場
合
特
に
職
業
に
関
す
る
課
程
に
あ
っ
て
は
、
教
育
課
程
の
編
成
に
あ
た
り
通
常
の

課
程
よ
り
も
い
っ
そ
う
集
約
的
な
学
習
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
生

徒
が
現
に
従
事
し
て
い
る
職
業
と
の
関
連
を
密
接
に
し
、
家
庭
実
習
・
現
場
実
習
等
を
促
進

す
る
こ
と
。
ま
た
農
山
漁
村
に
お
い
て
は
、
二
三
男
対
策
と
し
て
の
職
業
教
育
に
つ
い
て
配

慮
す
る
こ
と
。

な
お
、
夜
間
の
課
程
と
同
様
、
他
の
教
育
機
関
と
の
併
修
あ
る
い
は
学
習
の
継
続
を
容

易
に
す
る
こ
と
。

ⓔ

昼
間
の
課
程
で
そ
の
性
格
や
実
態
が
通
常
の
課
程
に
近
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全

部
ま
た
は
一
部
を
通
常
の
課
程
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
。

ⓕ

昼
間
の
課
程
の
修
業
年
限
の
短
縮
を
考
慮
す
る
こ
と
。

ⓖ

後
述
二
の
⑵
の
よ
う
に
技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
と
の
連
係
の
処
置
を
と
る
場
合
に
お

い
て
は
、
修
業
年
限
を
三
年
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

ⓗ

教
員
の
待
遇
に
つ
い
て
、
勤
務
の
特
殊
性
に
応
じ
た
特
別
な
処
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、

国
立
私
立
を
通
じ
て
生
徒
の
学
費
負
担
の
軽
減
の
処
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ⓘ

分
校
の
設
置
基
準
を
設
け
施
設
設
備
お
よ
び
教
員
組
織
の
充
実
を
図
る
こ
と
。
ま
た
分
校

の
統
廃
合
が
地
域
の
特
殊
性
や
適
正
規
模
等
の
教
育
的
な
配
慮
に
基
く
こ
と
な
く
、
単
に
財

政
上
の
理
由
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
適
切
な
処
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ｂ

短
期
の
技
能
教
育
に
関
す
る
課
程
の
新
設

ⓐ

短
期
の
技
能
教
育
の
整
備
拡
充
を
図
る
た
め
別
科
を
改
め
新
た
に
高
等
学
校
の
正
規
の
課

程
と
し
て
短
期
間
に
集
約
的
に
技
能
教
育
を
実
施
す
る
課
程
（
産
業
科
を
含
む
）
を
設
け
る

こ
と
。

ⓑ

こ
の
課
程
の
授
業
形
態
は
い
わ
ゆ
る
全
日
制
ま
た
は
定
時
制
と
し
、
教
育
時
間
数
は
現
行

の
高
等
学
校
に
お
け
る
全
教
育
時
間
数
の
二
分
の
一
な
い
し
三
分
の
一
の
程
度
、
修
業
年
限

は
一
年
以
上
と
す
る
こ
と
。

ⓒ

こ
の
課
程
に
お
け
る
学
習
に
対
し
て
は
、
現
行
の
高
等
学
校
の
他
の
課
程
と
同
様
の
単
位

を
与
え
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ⓓ

こ
の
課
程
は
必
要
あ
る
場
合
は
分
校
と
し
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

ｃ

高
等
学
校
通
信
教
育

職
業
に
関
す
る
科
目
お
よ
び
課
程
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
学
習
書
の
編
集
発
行
を
促
進
す

る
こ
と
。

⑵

大
学
・
短
期
大
学
（
略
）

⑶

各
種
学
校

各
種
学
校
は
そ
の
教
科
内
容
、
修
業
年
限
等
が
自
由
で
、
社
会
の
要
請
や
勤
労
青
少
年
の
要
望

に
直
接
的
に
適
応
し
う
る
の
で
勤
労
青
少
年
に
対
し
必
要
な
職
業
的
技
術
技
能
特
に
正
規
の
学
校

で
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
習
得
し
得
な
い
技
術
技
能
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
長
所
を
持
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
各
種
学
校
が
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
と
し
て
の
機
能
を
発
揮

す
る
よ
う
基
礎
が
強
固
で
か
つ
教
育
的
な
設
置
主
体
に
よ
る
設
置
を
促
進
す
る
と
と
も
に
施
設
設

備
の
充
実
等
そ
の
育
成
指
導
を
図
る
こ
と
。

⑷

青
年
学
級
（
略
）

⑸

青
少
年
団
体
（
略
）

⑹

社
会
通
信
教
育
（
略
）

二二
、、
各各
種種
勤勤
労労
青青
少少
年年
教教
育育
機機
関関
相相
互互
のの
関関
連連

勤
労
青
少
年
に
対
し
で
き
る
だ
け
広
く
教
育
の
機
会
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
学
習
の
効
率

化
を
図
る
た
め
に
は
、
各
種
教
育
機
関
相
互
の
間
に
量
の
面
に
お
い
て
も
質
の
面
に
お
い
て
も
緊
密

な
連
係
が
保
た
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
た
め
次
の
対
策
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。

⑴

勤
労
青
少
年
教
育
機
関
の
配
置
計
画

す
べ
て
の
勤
労
青
少
年
に
教
育
の
機
会
を
与
え
る
た
め
に
は
、
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
の
地
域

的
配
置
が
適
正
を
得
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
国
・
地
方
公
共
団
体
等
は
協
力
し
て
各
勤
労
青
少
年

教
育
機
関
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
・
役
割
と
、
地
域
の
実
情
、
青
少
年
の
実
態
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
考
慮

し
た
地
域
的
配
置
計
画
を
立
て
こ
れ
に
基
い
て
各
教
育
機
関
の
増
設
等
の
量
的
整
備
を
図
る
こ

と
。こ

の
場
合
他
省
所
管
の
教
育
機
関
・
訓
練
機
関
と
の
関
連
を
も
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
職
業

教
育
と
一
般
教
育
と
の
関
連
、
男
子
対
象
の
教
育
と
女
子
対
象
の
教
育
と
の
関
連
、
さ
ら
に
勤

労
青
年
教
育
機
関
以
外
の
教
育
機
関
と
の
関
連
に
つ
い
て
留
意
す
る
こ
と
。

⑵

修
学
の
効
率
化
を
図
る
た
め
の
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
相
互
の
関
連
各
種
勤
労
青
少
年
教
育

機
関
の
併
習
・
学
習
の
継
続
等
が
容
易
に
か
つ
効
果
的
に
行
い
う
る
よ
う
に
す
る
た
め
高
等
学

校
定
時
制
課
程
に
在
学
す
る
生
徒
が
技
能
者
養
成
施
設
そ
の
他
の
技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
に

お
い
て
一
定
の
基
準
に
適
合
す
る
職
業
技
術
教
育
を
受
け
る
場
合
に
は
、
こ
れ
を
当
該
高
等
学
校
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の
教
科
の
一
部
を
履
習
す
る
も
の
と
見
な
す
よ
う
に
す
る
こ
と
。
な
お
。
技
能
教
育
の
た
め
の
施

マ
マ

設
か
ら
高
等
学
校
定
時
制
課
程
へ
学
習
を
継
続
す
る
者
に
対
し
て
も
同
様
の
取
扱
を
す
る
こ
と
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

三三
、、
勤勤
労労
青青
少少
年年
教教
育育
にに
対対
すす
るる
社社
会会
のの
協協
力力
理理
解解

勤
労
青
少
年
の
修
学
を
奨
励
促
進
す
る
た
め
に
は
社
会
の
理
解
と
協
力
を
深
め
、
修
学
意
欲
を
さ

か
ん
に
し
、
あ
る
い
は
修
学
を
容
易
に
す
る
処
置
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
次
の
対
策
を
講
ず

る
必
要
が
あ
る
。

⑴

習
得
技
能
の
証
明

各
種
学
校
、
青
年
学
級
等
の
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
に
お
け
る
習
得
技
能
に
つ
い
て
、
現
行
の

技
能
検
定
制
度
を
拡
大
し
て
広
く
国
家
的
検
定
を
実
施
す
る
な
ど
、
こ
れ
を
公
的
に
証
明
す
る
処

置
を
講
じ
、
そ
の
実
力
が
社
会
的
に
正
し
く
評
価
さ
れ
通
用
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

⑵

関
係
各
方
面
の
協
力
理
解

勤
労
青
少
年
の
修
学
を
容
易
に
し
、
か
つ
そ
の
教
育
効
果
を
高
め
る
た
め
に
、
次
の
事
項
に
関

し
、
国
と
し
て
の
施
策
を
促
進
す
る
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
・
会
社
・
工
場
・
勤
労
青
少
年
教
育

を
目
的
と
し
な
い
学
校
、
地
城
社
会
そ
の
他
広
く
関
係
各
方
面
の
理
解
と
協
力
を
得
る
処
置
を
講

ず
る
こ
と
。

ａ

勤
労
青
少
年
教
育
機
関
修
了
者
が
、
そ
の
資
格
や
実
力
に
ふ
さ
わ
し
い
職
や
待
遇
を
得
る
こ

と
。

ｂ

雇
用
主
が
修
学
す
る
従
業
員
の
た
め
に
。
労
働
条
件
、
健
康
管
理
を
適
正
に
し
て
時
間
的
肉

体
的
負
担
を
軽
減
さ
せ
、
ま
た
通
信
教
育
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ
の
出
席
に
つ
い
て
便
宜
を
与
え
る

こ
と
。

ｃ

会
社
・
工
場
と
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
と
の
連
係
を
深
め
、
教
育
計
画
や
教
育
方
法
を
勤
労

青
少
年
の
生
活
実
態
に
即
し
た
む
だ
の
な
い
も
の
に
す
る
こ
と
。

ｄ

地
方
公
共
団
体
・
会
社
・
工
場
そ
の
他
適
当
な
団
体
等
が
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
の
地
域
的

配
置
計
画
に
協
力
し
て
適
切
な
教
育
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
。

ｅ

地
方
公
共
団
体
・
会
社
・
工
場
・
学
校
等
が
勤
労
青
少
年
教
育
の
た
め
の
施
設
設
備
、
教
員

ま
た
は
指
導
等
を
提
供
す
る
こ
と
。

ｆ

育
英
奨
学
制
度
の
拡
充
、
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
拡
大
そ
の
他
の
処
置
に
よ
っ
て
勤
労

青
少
年
の
学
資
、
交
通
費
等
の
修
学
に
関
す
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
。

ｇ

Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
、
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
、
事
業
場
お
よ
び
家
庭
の

連
係
を
図
り
、
勤
労
青
少
年
の
修
学
や
生
活
指
導
に
関
す
る
諸
問
題
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

四四
、、
そそ
のの
他他

文
部
省
所
管
の
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
と
他
省
所
管
の
勤
労
青
少
年
の
た
め
の
教
育
機
関
・
訓
練

機
関
と
の
調
整
お
よ
び
関
係
各
行
政
機
関
の
職
務
権
限
の
調
整
な
ら
び
に
組
織
化
を
図
る
こ
と
。

（（
付付
記記
））

一
、
こ
の
答
申
は
、
本
審
議
会
の
「
科
学
技
術
教
育
の
振
興
方
策
に
つ
い
て
」
の
答
申
（
付
記
三
）
の

趣
旨
に
も
こ
た
え
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
教
育
制
度
に
関
連
す
る
事
項
と
し
て
は
、
本
文
に
答
申
す
る
も
の
の
ほ
か
勤
労
青
少
年
の
た
め
の

新
た
な
教
育
制
度
を
設
け
る
こ
と
の
必
要
が
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
教
育
制
度
全

般
を
検
討
す
る
機
会
に
お
い
て
総
合
的
な
見
地
か
ら
改
め
て
審
議
す
る
こ
と
と
す
る
。

『
連
携
』

昭
和
三
三
年
六
月
二
七
日

〔
二
─
九
六
〕
閣
議
了
解

「「
駐駐
留留
軍軍
撤撤
退退
にに
伴伴
うう
離離
職職
者者
のの
対対
策策
にに
つつ
いい
てて
」」
のの
取取
扱扱
いい
等等
にに
つつ
いい
てて

昨
年
来
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
米
地
上
軍
の
撤
退
に
伴
う
大
量
の
離
職
者
の
発
生
に
対
し
て
は
、「
駐

留
軍
撤
退
に
伴
う
離
職
者
の
対
策
に
つ
い
て
」
（
昭
和32.9.24

閣
議
決
定
）
を
も
つ
て
措
置
し
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
（
昭
和33

年
法
律
第158

号
）
の

施
行
に
伴
い
同
法
に
基
づ
き
措
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
な
お
右

閣
議
決
定
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
の
対
策
の
実
施
の
推
進
及
び
都
道
府
県
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
対
策

協
議
会
と
の
連
絡
に
は
、
総
理
府
に
お
か
れ
る
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
対
策
推
進
本
部
（
総
理
府
総

務
副
長
官
を
本
部
長
と
し
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
を
部
員
と
す
る
。
）
が
こ
れ
に
あ
た
る
も
の
と

す
る
。

お
つ
て
、
「
特
需
等
対
策
連
絡
会
議
の
設
置
に
つ
い
て
」
（
昭
和30.8.5

閣
議
了
解
）
は
廃
止
す

る
も
の
と
す
る
。

『
閣
議
』
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の
教
科
の
一
部
を
履
習
す
る
も
の
と
見
な
す
よ
う
に
す
る
こ
と
。
な
お
。
技
能
教
育
の
た
め
の
施

マ
マ

設
か
ら
高
等
学
校
定
時
制
課
程
へ
学
習
を
継
続
す
る
者
に
対
し
て
も
同
様
の
取
扱
を
す
る
こ
と
に

つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
。

三三
、、
勤勤
労労
青青
少少
年年
教教
育育
にに
対対
すす
るる
社社
会会
のの
協協
力力
理理
解解

勤
労
青
少
年
の
修
学
を
奨
励
促
進
す
る
た
め
に
は
社
会
の
理
解
と
協
力
を
深
め
、
修
学
意
欲
を
さ

か
ん
に
し
、
あ
る
い
は
修
学
を
容
易
に
す
る
処
置
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
次
の
対
策
を
講
ず

る
必
要
が
あ
る
。

⑴

習
得
技
能
の
証
明

各
種
学
校
、
青
年
学
級
等
の
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
に
お
け
る
習
得
技
能
に
つ
い
て
、
現
行
の

技
能
検
定
制
度
を
拡
大
し
て
広
く
国
家
的
検
定
を
実
施
す
る
な
ど
、
こ
れ
を
公
的
に
証
明
す
る
処

置
を
講
じ
、
そ
の
実
力
が
社
会
的
に
正
し
く
評
価
さ
れ
通
用
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

⑵

関
係
各
方
面
の
協
力
理
解

勤
労
青
少
年
の
修
学
を
容
易
に
し
、
か
つ
そ
の
教
育
効
果
を
高
め
る
た
め
に
、
次
の
事
項
に
関

し
、
国
と
し
て
の
施
策
を
促
進
す
る
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
・
会
社
・
工
場
・
勤
労
青
少
年
教
育

を
目
的
と
し
な
い
学
校
、
地
城
社
会
そ
の
他
広
く
関
係
各
方
面
の
理
解
と
協
力
を
得
る
処
置
を
講

ず
る
こ
と
。

ａ

勤
労
青
少
年
教
育
機
関
修
了
者
が
、
そ
の
資
格
や
実
力
に
ふ
さ
わ
し
い
職
や
待
遇
を
得
る
こ

と
。

ｂ

雇
用
主
が
修
学
す
る
従
業
員
の
た
め
に
。
労
働
条
件
、
健
康
管
理
を
適
正
に
し
て
時
間
的
肉

体
的
負
担
を
軽
減
さ
せ
、
ま
た
通
信
教
育
の
ス
ク
ー
リ
ン
グ
の
出
席
に
つ
い
て
便
宜
を
与
え
る

こ
と
。

ｃ

会
社
・
工
場
と
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
と
の
連
係
を
深
め
、
教
育
計
画
や
教
育
方
法
を
勤
労

青
少
年
の
生
活
実
態
に
即
し
た
む
だ
の
な
い
も
の
に
す
る
こ
と
。

ｄ

地
方
公
共
団
体
・
会
社
・
工
場
そ
の
他
適
当
な
団
体
等
が
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
の
地
域
的

配
置
計
画
に
協
力
し
て
適
切
な
教
育
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
。

ｅ

地
方
公
共
団
体
・
会
社
・
工
場
・
学
校
等
が
勤
労
青
少
年
教
育
の
た
め
の
施
設
設
備
、
教
員

ま
た
は
指
導
等
を
提
供
す
る
こ
と
。

ｆ

育
英
奨
学
制
度
の
拡
充
、
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
の
拡
大
そ
の
他
の
処
置
に
よ
っ
て
勤
労

青
少
年
の
学
資
、
交
通
費
等
の
修
学
に
関
す
る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
こ
と
。

ｇ

Ｐ
Ｔ
Ａ
活
動
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
、
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
、
事
業
場
お
よ
び
家
庭
の

連
係
を
図
り
、
勤
労
青
少
年
の
修
学
や
生
活
指
導
に
関
す
る
諸
問
題
の
解
決
を
図
る
こ
と
。

四四
、、
そそ
のの
他他

文
部
省
所
管
の
勤
労
青
少
年
教
育
機
関
と
他
省
所
管
の
勤
労
青
少
年
の
た
め
の
教
育
機
関
・
訓
練

機
関
と
の
調
整
お
よ
び
関
係
各
行
政
機
関
の
職
務
権
限
の
調
整
な
ら
び
に
組
織
化
を
図
る
こ
と
。

（（
付付
記記
））

一
、
こ
の
答
申
は
、
本
審
議
会
の
「
科
学
技
術
教
育
の
振
興
方
策
に
つ
い
て
」
の
答
申
（
付
記
三
）
の

趣
旨
に
も
こ
た
え
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
教
育
制
度
に
関
連
す
る
事
項
と
し
て
は
、
本
文
に
答
申
す
る
も
の
の
ほ
か
勤
労
青
少
年
の
た
め
の

新
た
な
教
育
制
度
を
設
け
る
こ
と
の
必
要
が
問
題
と
し
て
提
起
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
教
育
制
度
全

般
を
検
討
す
る
機
会
に
お
い
て
総
合
的
な
見
地
か
ら
改
め
て
審
議
す
る
こ
と
と
す
る
。

『
連
携
』

昭
和
三
三
年
六
月
二
七
日

〔
二
─
九
六
〕
閣
議
了
解

「「
駐駐
留留
軍軍
撤撤
退退
にに
伴伴
うう
離離
職職
者者
のの
対対
策策
にに
つつ
いい
てて
」」
のの
取取
扱扱
いい
等等
にに
つつ
いい
てて

昨
年
来
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
る
米
地
上
軍
の
撤
退
に
伴
う
大
量
の
離
職
者
の
発
生
に
対
し
て
は
、「
駐

留
軍
撤
退
に
伴
う
離
職
者
の
対
策
に
つ
い
て
」
（
昭
和32.9.24

閣
議
決
定
）
を
も
つ
て
措
置
し
て

き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
臨
時
措
置
法
（
昭
和33

年
法
律
第158

号
）
の

施
行
に
伴
い
同
法
に
基
づ
き
措
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
事
項
以
外
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
な
お
右

閣
議
決
定
に
よ
り
措
置
す
る
も
の
と
す
る
。

な
お
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
の
対
策
の
実
施
の
推
進
及
び
都
道
府
県
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
対
策

協
議
会
と
の
連
絡
に
は
、
総
理
府
に
お
か
れ
る
駐
留
軍
関
係
離
職
者
等
対
策
推
進
本
部
（
総
理
府
総

務
副
長
官
を
本
部
長
と
し
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
を
部
員
と
す
る
。
）
が
こ
れ
に
あ
た
る
も
の
と

す
る
。

お
つ
て
、
「
特
需
等
対
策
連
絡
会
議
の
設
置
に
つ
い
て
」
（
昭
和30.8.5

閣
議
了
解
）
は
廃
止
す

る
も
の
と
す
る
。

『
閣
議
』
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昭
和
二
〇
年
九
月
二
二
日

〔
三
─
一
〕
官
報
彙
報

厚厚
生生
省省
分分
課課
規規
程程
中中
改改
正正

厚
生
省
分
課
規
程
中
左
ノ
通
改
正
シ
去
月
二
十
三
日
施
行
セ
リ

第
六
条
中
「
戦
時
援
護
課
」
ヲ
「
保
護
課
」
ニ
改
ム

第
十
条
中
「
戦
時
援
護
課
」
ヲ
「
保
護
課
」
ニ
改
メ
第
一
号
及
第
二
号
ヲ
削
リ
第
三
号
ヲ
第

一
号
ト
シ
以
下
順
次
繰
上
グ

第
十
三
条
中
第
四
号
ヲ
削
リ
第
五
号
ヲ
第
四
号
ト
ス

第
二
十
一
条
中
「
施
設
課
」
ヲ
「
住
宅
課
」
ニ
改
ム

第
二
十
二
条
中
第
四
号
ヲ
第
六
号
ト
シ
第
四
号
及
第
五
号
ト
シ
テ
左
ノ
如
ク
加
フ

四

技
能
者
及
機
械
技
術
員
養
成
ニ
関
ス
ル
事
項

五

技
術
者
検
定
及
技
能
検
査
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
三
条
中
第
四
号
ヲ
左
ノ
如
ク
改
メ
第
五
号
ヲ
削
ル

四

勤
労
者
用
物
資
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
四
条

住
宅
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

勤
労
者
ノ
住
宅
其
ノ
他
住
宅
ニ
関
ス
ル
事
項

二

住
宅
営
団
ニ
関
ス
ル
事
項

昭
和
二
〇
年
一
〇
月
二
六
日

〔
三
─
二
〕
厚
生
省
官
制
中
改
正(

勅
令
第
六
〇
九
号)

厚厚
生生
省省
官官
制制
中中
左左
ノノ
通通
改改
正正
スス

第
三
条

厚
生
省
ニ
左
ノ
六
局
ヲ
置
ク

健
民
局

衛
生
局

社
会
局

労
政
局

勤
労
局

保
険
局

第
四
条

健
民
局
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

人
口
ノ
涵
養
ノ
企
画
ニ
関
ス
ル
事
項

二

武
道
、
体
育
運
動
其
ノ
他
体
育
訓
練
ニ
関
ス
ル
事
項

三

母
性
、
乳
幼
児
及
児
童
ノ
保
護
指
導
ニ
関
ス
ル
事
項

四

其
ノ
他
人
口
ノ
涵
養
及
健
民
生
活
ノ
指
導
ニ
関
ス
ル
事
項
ニ
シ
テ
他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
モ

ノ

五
条
第
四
号
乃
至
第
六
号
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム

四

疾
病
ノ
予
防
ニ
関
ス
ル
事
項

五

体
力
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項

六

勤
労
衛
生
ニ
関
ス
ル
事
項

七

其
ノ
他
国
民
ノ
保
健
ニ
関
ス
ル
事
項
ニ
シ
テ
他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
モ
ノ

第
六
条

社
会
局
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

救
護
及
救
療
ニ
関
ス
ル
事
項

二

戦
時
災
害
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項

三

社
会
福
利
施
設
ニ
関
ス
ル
事
項

四

其
ノ
他
社
会
事
業
ニ
関
ス
ル
事
項

五

住
宅
ニ
開
ス
ル
事
項

第
七
条

労
政
局
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

賃
金
、
給
料
其
ノ
他
勤
労
ノ
条
件
ニ
関
ス
ル
事
項

二

勤
労
能
率
ノ
増
進
其
ノ
他
勤
労
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項

三

其
ノ
他
勤
労
ニ
関
ス
ル
事
項
ニ
シ
テ
他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
モ
ノ

第
七
条
ノ
二

勤
労
局
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

勤
労
ノ
需
給
ニ
関
ス
ル
事
項

二

復
員
等
ニ
伴
フ
職
業
対
策
ニ
関
ス
ル
事
項

三

職
業
紹
介
ニ
関
ス
ル
事
項

四

職
業
指
導
及
職
業
訓
練
ニ
関
ス
ル
事
項

第
九
条
中
「
勤
労
局
參
与
」
ヲ
「
労
政
局
参
与
」
ニ
、「
勤
労
局
」
ヲ
「
労
政
局
」
ニ
改
ム

第
九
条
ノ
二
ヲ
削
ル

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
フ
施
行
ス

昭
和
二
〇
年
一
〇
月
三
一
日

〔
三
─
三
〕
官
報
彙
報
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昭
和
二
〇
年
九
月
二
二
日

〔
三
─
一
〕
官
報
彙
報

厚厚
生生
省省
分分
課課
規規
程程
中中
改改
正正

厚
生
省
分
課
規
程
中
左
ノ
通
改
正
シ
去
月
二
十
三
日
施
行
セ
リ

第
六
条
中
「
戦
時
援
護
課
」
ヲ
「
保
護
課
」
ニ
改
ム

第
十
条
中
「
戦
時
援
護
課
」
ヲ
「
保
護
課
」
ニ
改
メ
第
一
号
及
第
二
号
ヲ
削
リ
第
三
号
ヲ
第

一
号
ト
シ
以
下
順
次
繰
上
グ

第
十
三
条
中
第
四
号
ヲ
削
リ
第
五
号
ヲ
第
四
号
ト
ス

第
二
十
一
条
中
「
施
設
課
」
ヲ
「
住
宅
課
」
ニ
改
ム

第
二
十
二
条
中
第
四
号
ヲ
第
六
号
ト
シ
第
四
号
及
第
五
号
ト
シ
テ
左
ノ
如
ク
加
フ

四

技
能
者
及
機
械
技
術
員
養
成
ニ
関
ス
ル
事
項

五

技
術
者
検
定
及
技
能
検
査
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
三
条
中
第
四
号
ヲ
左
ノ
如
ク
改
メ
第
五
号
ヲ
削
ル

四

勤
労
者
用
物
資
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
四
条

住
宅
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

勤
労
者
ノ
住
宅
其
ノ
他
住
宅
ニ
関
ス
ル
事
項

二

住
宅
営
団
ニ
関
ス
ル
事
項

昭
和
二
〇
年
一
〇
月
二
六
日

〔
三
─
二
〕
厚
生
省
官
制
中
改
正(

勅
令
第
六
〇
九
号)

厚厚
生生
省省
官官
制制
中中
左左
ノノ
通通
改改
正正
スス

第
三
条

厚
生
省
ニ
左
ノ
六
局
ヲ
置
ク

健
民
局

衛
生
局

社
会
局

労
政
局

勤
労
局

保
険
局

第
四
条

健
民
局
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

人
口
ノ
涵
養
ノ
企
画
ニ
関
ス
ル
事
項

二

武
道
、
体
育
運
動
其
ノ
他
体
育
訓
練
ニ
関
ス
ル
事
項

三

母
性
、
乳
幼
児
及
児
童
ノ
保
護
指
導
ニ
関
ス
ル
事
項

四

其
ノ
他
人
口
ノ
涵
養
及
健
民
生
活
ノ
指
導
ニ
関
ス
ル
事
項
ニ
シ
テ
他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
モ

ノ

五
条
第
四
号
乃
至
第
六
号
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム

四

疾
病
ノ
予
防
ニ
関
ス
ル
事
項

五

体
力
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項

六

勤
労
衛
生
ニ
関
ス
ル
事
項

七

其
ノ
他
国
民
ノ
保
健
ニ
関
ス
ル
事
項
ニ
シ
テ
他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
モ
ノ

第
六
条

社
会
局
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

救
護
及
救
療
ニ
関
ス
ル
事
項

二

戦
時
災
害
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項

三

社
会
福
利
施
設
ニ
関
ス
ル
事
項

四

其
ノ
他
社
会
事
業
ニ
関
ス
ル
事
項

五

住
宅
ニ
開
ス
ル
事
項

第
七
条

労
政
局
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

賃
金
、
給
料
其
ノ
他
勤
労
ノ
条
件
ニ
関
ス
ル
事
項

二

勤
労
能
率
ノ
増
進
其
ノ
他
勤
労
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項

三

其
ノ
他
勤
労
ニ
関
ス
ル
事
項
ニ
シ
テ
他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
モ
ノ

第
七
条
ノ
二

勤
労
局
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

勤
労
ノ
需
給
ニ
関
ス
ル
事
項

二

復
員
等
ニ
伴
フ
職
業
対
策
ニ
関
ス
ル
事
項

三

職
業
紹
介
ニ
関
ス
ル
事
項

四

職
業
指
導
及
職
業
訓
練
ニ
関
ス
ル
事
項

第
九
条
中
「
勤
労
局
參
与
」
ヲ
「
労
政
局
参
与
」
ニ
、「
勤
労
局
」
ヲ
「
労
政
局
」
ニ
改
ム

第
九
条
ノ
二
ヲ
削
ル

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
フ
施
行
ス

昭
和
二
〇
年
一
〇
月
三
一
日

〔
三
─
三
〕
官
報
彙
報
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厚厚
生生
省省
分分
課課
規規
程程
中中
改改
正正

厚
生
省
分
課
規
程
中
左
ノ
通
改
正
シ
本
月
二
十
七
日
ヨ
リ
施
行
セ
リ

第
六
条

健
民
局
ニ
左
ノ
三
課
ヲ
置
ク

企
画
課

母
子
課

体
錬
課

（
編
注
：
中
略
）

第
十
条

衛
生
局
ニ
左
ノ
四
課
ヲ
置
ク

医
務
課

薬
務
課

保
健
課

医
療
課

（
編
注
：
中
略
）

第
十
六
条

社
会
局
ニ
左
ノ
三
課
ヲ
置
ク

保
護
課

福
利
課

住
宅
課

第
十
七
条

保
護
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

救
護
及
救
療
並
ニ
罹
災
救
助
ニ
関
ス
ル
事
項

二

戦
災
援
護
ニ
関
ス
ル
事
項

三

方
面
委
員
ニ
関
ス
ル
事
項

四

他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
社
会
事
業
ニ
関
ス
ル
事
項

第
十
八
条

福
利
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
項
ヲ
掌
ル

一

同
和
事
業
ニ
関
ス
ル
事
項

二

興
生
事
業
ニ
関
ス
ル
事
項

三

公
益
質
屋
ニ
関
ス
ル
事
項

四

社
会
福
利
施
設
ニ
関
ス
ル
事
項

第
十
九
条

住
宅
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

充
足
ニ
関
ス
ル
事
項

二

住
宅
営
団
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
条

労
政
局
ニ
左
ノ
三
課
ヲ
置
ク

勞
政
局マ

マ

管
理
課

給
与
課

第
二
十
一
条

労
政
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

一
般
勤
労
政
策
ニ
関
ス
ル
事
項

二

勤
労
者
ノ
組
織
ニ
関
ス
ル
事
項

三

労
働
争
議
ニ
関
ス
ル
事
項

四

勤
労
情
勢
ノ
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項

五

他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
勤
労
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
二
条

管
理
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

工
場
法
其
ノ
他
勤
労
管
理
法
令
ノ
施
行
ニ
関
ス
ル
事
項
但
シ
他
ノ
主
管
ニ
属
ス
ル
モ

ノ
ヲ
除
ク

二

勤
労
者
ノ
教
養
訓
練
ニ
関
ス
ル
事
項

三

勤
労
能
率
ノ
増
進
ニ
関
ス
ル
事
項

四

勤
労
者
ノ
厚
生
ニ
関
ス
ル
事
項

五

其
ノ
他
勤
労
管
理
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
三
条

給
与
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

賃
金
、
給
料
其
ノ
他
給
与
ニ
関
ス
ル
事
項

二

勤
労
者
ノ
扶
助
及
援
護
ニ
関
ス
ル
事
項

三

勤
労
者
用
物
資
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
四
条

勤
労
局
ニ
左
ノ
三
課
ヲ
置
ク

企
画
課

業
務
課

補
導
課

第
二
十
五
条

企
画
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

勤
労
需
給
ニ
関
ス
ル
一
般
的
企
画
ニ
関
ス
ル
事
項

二

勤
労
需
給
状
況
ノ
一
般
的
査
察
ニ
関
ス
ル
事
項

三

職
業
ニ
関
ス
ル
登
録
其
ノ
他
調
査
統
計
ニ
関
ス
ル
事
項

四

職
業
適
性
ノ
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項

五

勤
労
署
ニ
関
ス
ル
庶
務
一
般
ニ
関
ス
ル
事
項

六

職
業
行
政
関
係
職
員
ノ
養
成
及
訓
練
ニ
関
ス
ル
事
項

七

他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
勤
労
需
給
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
六
条

業
務
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル
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一

復
員
対
策
ノ
実
施
ニ
関
ス
ル
事
項

二

勤
労
要
員
ノ
斡
旋
実
施
ニ
関
ス
ル
事
項

三

勤
労
者
募
集
ニ
関
ス
ル
事
項

四

職
業
指
導
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
七
条

補
導
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

職
業
補
導
ニ
関
ス
ル
事
項

二

職
業
訓
練
ニ
関
ス
ル
事
項

三

土
建
其
ノ
他
日
雇
労
務
ノ
斡
旋
充
足
ニ
関
ス
ル
事
項

四

授
産
及
内
職
斡
旋
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
八
条

保
険
局
ニ
左
ノ
三
課
及
一
所
ヲ
置
ク

庶
務
課

保
険
課

年
金
課

健
康
保
険
指
導
所

（
編
注
：
以
下
略
）

昭
和
二
〇
年
一
二
月
一
日

〔
三
─
四
〕
勅
令
第
六
九
七
号

失失
業業
対対
策策
委委
員員
会会
官官
制制

第
一
条

失
業
対
策
委
員
会
ハ
中
央
失
業
対
策
委
員
会
及
都
道
府
県
失
業
対
策
委
員
会
ト
ス

中
央
失
業
対
策
委
員
会
ハ
厚
生
大
臣
、
都
道
府
県
失
業
対
策
委
員
会
ハ
地
方
長
官
（
東
京
都
ニ
在

リ
テ
ハ
警
視
総
監
以
下
之
ニ
同
ジ
）
ノ
監
督
ニ
属
ス

中
央
失
業
対
策
委
員
会
ハ
厚
生
大
臣
、
都
道
府
県
失
業
対
策
委
負
会
ハ
地
方
長
官
ノ
諮
問
ニ
応
ジ

失
業
対
策
ニ
関
ス
ル
重
要
事
項
ヲ
調
査
審
議
ス

失
業
対
策
委
員
会
ハ
前
項
ノ
外
関
係
行
政
庁
ノ
諮
問
ニ
応
ジ
失
業
対
策
ニ
関
ス
ル
重
要
事
項
ヲ
調

査
審
議
ス

失
業
対
策
委
員
会
ハ
失
業
対
策
ニ
関
ス
ル
重
要
事
項
ニ
付
関
係
行
政
庁
ニ
建
議
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
条

中
央
失
業
対
策
委
員
会
ハ
厚
生
省
ニ
之
ヲ
置
ク

都
道
府
県
失
業
対
策
委
員
会
ハ
都
道
府
県
（
沖
縄
県
ヲ
除
ク
）
毎
ニ
之
ヲ
置
キ
都
道
府
県
ノ
名
ヲ

冠
ス

第
三
条

失
業
対
策
委
員
会
ハ
会
長
及
委
員
ヲ
以
テ
組
織
ス

第
四
条

中
央
失
業
対
策
委
員
会
ノ
会
長
ハ
厚
生
大
臣
ノ
奏
請
ニ
依
リ
内
閣
ニ
於
テ
之
ヲ
命
ジ
都
道

府
県
失
業
対
策
委
員
会
ノ
会
長
ハ
地
方
長
官
之
ヲ
命
ジ
又
ハ
地
方
長
官
自
ラ
会
長
卜
爲
ル

第
五
条

中
央
失
業
対
策
委
員
会
ノ
委
員
ハ
三
十
人
以
内
ト
シ
都
道
府
県
失
業
対
策
委
員
会
ノ
委
員

ハ
二
十
人
以
内
ト
ス

前
項
定
員
ノ
外
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
臨
時
委
員
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得

第
六
条

委
員
及
臨
時
委
員
ハ
関
係
各
庁
高
等
官
及
学
識
経
験
ア
ル
者
ノ
中
ヨ
リ
中
央
失
業
対
策
委

負
会
ニ
在
リ
テ
ハ
厚
生
大
臣
ノ
奏
請
ニ
依
リ
内
閣
ニ
於
テ
之
ヲ
命
ジ
都
道
府
県
失
業
対
策
委
員
会

ニ
在
リ
テ
ハ
地
方
長
官
之
ヲ
命
ズ

第
七
条

委
員
ノ
任
期
ハ
二
年
ト
ス
但
シ
特
別
ノ
事
由
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
任
期
中
之
ヲ
解
任
ス
ル

コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
八
条

会
長
ハ
会
務
ヲ
総
理
ス

会
長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
会
長
ノ
指
名
ス
ル
委
員
会
長
ノ
職
務
ヲ
代
理
ス

第
九
条

失
業
対
策
委
員
会
ニ
幹
事
ヲ
置
ク

中
央
失
業
対
策
委
負
会
ノ
幹
事
ハ
厚
生
大
臣
ノ
奏
請
ニ
依
リ
内
閣
ニ
於
テ
之
ヲ
命
ジ
都
道
府
県
失

業
対
策
委
員
会
ノ
幹
事
ハ
地
方
長
官
之
ヲ
命
ズ

幹
事
ハ
会
長
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
庶
務
ヲ
整
理
ス

第
十
条

失
業
対
策
委
員
会
ニ
書
記
ヲ
置
ク

中
央
失
業
対
策
委
員
会
ノ
書
記
ハ
厚
生
大
臣
、
都
道
府
県
失
業
対
策
委
員
会
ノ
書
記
ハ
地
方
長
官

之
ヲ
命
ズ

書
記
ハ
上
司
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
庶
務
ニ
従
事
ス

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

職
業
紹
介
委
員
会
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
一
条
第
四
項
ヲ
削
ル

銘
五
条
第
一
項
中
「
四
十
人
」
ヲ
「
二
十
人
」
ニ
改
ム

第
六
条
第
二
項
中
「
厚
生
大
臣
」
ヲ
「
地
方
長
官
」
ニ
改
ム

昭
和
二
一
年
二
月
二
八
日

〔
三
─
五
〕
厚
生
省
告
示
第
二
九
号

厚厚
生生
省省
官官
制制
第第
八八
条条
ノノ
規規
定定
ニニ
依依
ルル
職職
業業
補補
導導
所所
ノノ
名名
称称
及及
位位
置置
昭昭
和和
二二
十十
一一
年年

二二
月月
八八
日日
左左
ノノ
通通
定定
ムム
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一

復
員
対
策
ノ
実
施
ニ
関
ス
ル
事
項

二

勤
労
要
員
ノ
斡
旋
実
施
ニ
関
ス
ル
事
項

三

勤
労
者
募
集
ニ
関
ス
ル
事
項

四

職
業
指
導
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
七
条

補
導
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

職
業
補
導
ニ
関
ス
ル
事
項

二

職
業
訓
練
ニ
関
ス
ル
事
項

三

土
建
其
ノ
他
日
雇
労
務
ノ
斡
旋
充
足
ニ
関
ス
ル
事
項

四

授
産
及
内
職
斡
旋
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
八
条

保
険
局
ニ
左
ノ
三
課
及
一
所
ヲ
置
ク

庶
務
課

保
険
課

年
金
課

健
康
保
険
指
導
所

（
編
注
：
以
下
略
）

昭
和
二
〇
年
一
二
月
一
日

〔
三
─
四
〕
勅
令
第
六
九
七
号

失失
業業
対対
策策
委委
員員
会会
官官
制制

第
一
条

失
業
対
策
委
員
会
ハ
中
央
失
業
対
策
委
員
会
及
都
道
府
県
失
業
対
策
委
員
会
ト
ス

中
央
失
業
対
策
委
員
会
ハ
厚
生
大
臣
、
都
道
府
県
失
業
対
策
委
員
会
ハ
地
方
長
官
（
東
京
都
ニ
在

リ
テ
ハ
警
視
総
監
以
下
之
ニ
同
ジ
）
ノ
監
督
ニ
属
ス

中
央
失
業
対
策
委
員
会
ハ
厚
生
大
臣
、
都
道
府
県
失
業
対
策
委
負
会
ハ
地
方
長
官
ノ
諮
問
ニ
応
ジ

失
業
対
策
ニ
関
ス
ル
重
要
事
項
ヲ
調
査
審
議
ス

失
業
対
策
委
員
会
ハ
前
項
ノ
外
関
係
行
政
庁
ノ
諮
問
ニ
応
ジ
失
業
対
策
ニ
関
ス
ル
重
要
事
項
ヲ
調

査
審
議
ス

失
業
対
策
委
員
会
ハ
失
業
対
策
ニ
関
ス
ル
重
要
事
項
ニ
付
関
係
行
政
庁
ニ
建
議
ス
ル
コ
ト
ヲ
得

第
二
条

中
央
失
業
対
策
委
員
会
ハ
厚
生
省
ニ
之
ヲ
置
ク

都
道
府
県
失
業
対
策
委
員
会
ハ
都
道
府
県
（
沖
縄
県
ヲ
除
ク
）
毎
ニ
之
ヲ
置
キ
都
道
府
県
ノ
名
ヲ

冠
ス

第
三
条

失
業
対
策
委
員
会
ハ
会
長
及
委
員
ヲ
以
テ
組
織
ス

第
四
条

中
央
失
業
対
策
委
員
会
ノ
会
長
ハ
厚
生
大
臣
ノ
奏
請
ニ
依
リ
内
閣
ニ
於
テ
之
ヲ
命
ジ
都
道

府
県
失
業
対
策
委
員
会
ノ
会
長
ハ
地
方
長
官
之
ヲ
命
ジ
又
ハ
地
方
長
官
自
ラ
会
長
卜
爲
ル

第
五
条

中
央
失
業
対
策
委
員
会
ノ
委
員
ハ
三
十
人
以
内
ト
シ
都
道
府
県
失
業
対
策
委
員
会
ノ
委
員

ハ
二
十
人
以
内
ト
ス

前
項
定
員
ノ
外
必
要
ア
ル
ト
キ
ハ
臨
時
委
員
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得

第
六
条

委
員
及
臨
時
委
員
ハ
関
係
各
庁
高
等
官
及
学
識
経
験
ア
ル
者
ノ
中
ヨ
リ
中
央
失
業
対
策
委

負
会
ニ
在
リ
テ
ハ
厚
生
大
臣
ノ
奏
請
ニ
依
リ
内
閣
ニ
於
テ
之
ヲ
命
ジ
都
道
府
県
失
業
対
策
委
員
会

ニ
在
リ
テ
ハ
地
方
長
官
之
ヲ
命
ズ

第
七
条

委
員
ノ
任
期
ハ
二
年
ト
ス
但
シ
特
別
ノ
事
由
ア
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
任
期
中
之
ヲ
解
任
ス
ル

コ
ト
ヲ
妨
ゲ
ズ

第
八
条

会
長
ハ
会
務
ヲ
総
理
ス

会
長
事
故
ア
ル
ト
キ
ハ
会
長
ノ
指
名
ス
ル
委
員
会
長
ノ
職
務
ヲ
代
理
ス

第
九
条

失
業
対
策
委
員
会
ニ
幹
事
ヲ
置
ク

中
央
失
業
対
策
委
負
会
ノ
幹
事
ハ
厚
生
大
臣
ノ
奏
請
ニ
依
リ
内
閣
ニ
於
テ
之
ヲ
命
ジ
都
道
府
県
失

業
対
策
委
員
会
ノ
幹
事
ハ
地
方
長
官
之
ヲ
命
ズ

幹
事
ハ
会
長
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
庶
務
ヲ
整
理
ス

第
十
条

失
業
対
策
委
員
会
ニ
書
記
ヲ
置
ク

中
央
失
業
対
策
委
員
会
ノ
書
記
ハ
厚
生
大
臣
、
都
道
府
県
失
業
対
策
委
員
会
ノ
書
記
ハ
地
方
長
官

之
ヲ
命
ズ

書
記
ハ
上
司
ノ
指
揮
ヲ
承
ケ
庶
務
ニ
従
事
ス

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

職
業
紹
介
委
員
会
官
制
中
左
ノ
通
改
正
ス

第
一
条
第
四
項
ヲ
削
ル

銘
五
条
第
一
項
中
「
四
十
人
」
ヲ
「
二
十
人
」
ニ
改
ム

第
六
条
第
二
項
中
「
厚
生
大
臣
」
ヲ
「
地
方
長
官
」
ニ
改
ム

昭
和
二
一
年
二
月
二
八
日

〔
三
─
五
〕
厚
生
省
告
示
第
二
九
号

厚厚
生生
省省
官官
制制
第第
八八
条条
ノノ
規規
定定
ニニ
依依
ルル
職職
業業
補補
導導
所所
ノノ
名名
称称
及及
位位
置置
昭昭
和和
二二
十十
一一
年年

二二
月月
八八
日日
左左
ノノ
通通
定定
ムム
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名

称

位

置

厚
生
省
大
阪
傷
痍
者
職
業
補
導
所

大
阪
府
堺
市

厚
生
省
福
岡
傷
痍
者
職
業
補
導
所

福
岡
県
小
倉
市

厚
生
省
婦
人
職
業
補
導
所

東
京
都
牛
込
区
原
町
三
丁
目
八
番
地

昭
和
二
一
年
三
月
一
八
日

〔
三
─
六
〕
官
報
彙
報

厚厚
生生
省省
分分
課課
規規
程程
中中
改改
正正

厚
生
省
分
課
規
程
中
左
ノ
通
改
正
シ
本
月
十
三
日
ヨ
リ
施
行
セ
リ

第
六
條
以
下
ヲ
左
ノ
如
ク
改
ム

第
六
條

衛
生
局
ニ
左
ノ
六
課
ヲ
置
ク

（
中
略
）

第
一
四
條

社
会
局
ニ
左
ノ
四
課
ヲ
置
ク

保
護
課

援
護
課

福
利
課

物
資
課

第
十
五
條

保
護
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

救
護
及
救
療
並
ニ
罹
災
救
助
ニ
関
ス
ル
事
項

二

戦
災
援
護
ニ
關
ス
ル
事
項

三

方
面
委
員
ニ
関
ス
ル
事
項

四

他
ノ
主
管
ニ
屬
セ
ザ
ル
国
民
生
活
ノ
保
護
及
社
會
事
業
ニ
関
ス
ル
事
項

第
十
六
條

援
護
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

引
揚
者
ノ
保
護
指
導
ニ
關
ス
ル
事
項

二

傷
痍
者
等
ノ
保
護
指
導
ニ
關
ス
ル
事
項

三

他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
國
民
生
活
ノ
指
導
ニ
關
ス
ル
事
項

第
十
七
條

福
利
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

同
和
事
業
ニ
關
ス
ル
事
項

二

興
生
事
業
ニ
闢
ス
ル
事
項

三

公
益
質
屋
ニ
關
ス
ル
事
項

四

社
會
福
利
施
設
ニ
關
ス
ル
事
項

第
十
八
條

物
資
課
ニ
於
テ
ハ
救
濟
援
護
ニ
必
要
ナ
ル
物
資
ニ
關
ス
ル
事
項
ヲ
掌
ル

第
十
九
絛

勞
政
局
ニ
左
ノ
四
課
ヲ
置
ク

勞
政
課

勞
働
保
護
課

拾
與
課

調
査
課

第
二
十
條

勞
政
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

労
働
政
策
ニ
関
ス
ル
事
項

二

労
働
組
合
ニ
関
ス
ル
事
項

三

労
働
争
議
調
停
其
ノ
他
労
働
関
係
ノ
調
整
ニ
関
ス
ル
事
項

四

勞
働
情
報
ノ
蒐
集
ニ
關
ス
ル
亊
項

五

他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
勞
働
ニ
關
ス
ル
事
項

第
二
十
一
條

勞
働
保
護
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

一
般
勞
働
保
護
竝
ニ
婦
人
及
年
少
者
ノ
勞
働
保
護
ニ
關
ス
ル
事
項

二

産
業
安
全
及
危
害
豫
防
ニ
關
ス
ル
事
項

三

勞
働
者
災
害
扶
助
ニ
関
ス
ル
事
項

四

勞
働
能
率
ノ
増
進
ニ
関
ス
ル
事
項

五

勞
働
者
ノ
福
利
厚
生
ニ
関
ス
ル
事
項

六

其
ノ
他
勞
働
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
二
條

給
與
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

賃
金
、
給
料
其
ノ
他
給
与
ニ
関
ス
ル
事
項

二

勞
働
者
ノ
援
護
ニ
関
ス
ル
事
項

三

勞
働
者
用
物
資
ニ
關
ス
ル
事
項

第
二
十
三
條

調
査
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

一
般
勞
働
法
制
ノ
調
査
企
畫
ニ
關
ス
ル
事
項

二

労
働
ニ
関
ス
ル
統
計
ノ
蒐
集
整
理
ニ
関
ス
ル
事
項

三

國
際
勞
働
事
情
ノ
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項

四

勞
働
行
政
関
係
職
員
ノ
教
養
訓
練
ニ
關
ス
ル
事
項

第
二
十
四
條

勤
勞
局
ニ
左
ノ
三
課
ヲ
置
ク

企
畫
課

業
務
課

補
導
課
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第
二
十
五
條

企
畫
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

勤
労
需
給
ニ
關
ス
ル
一
般
的
企
畫
ニ
關
ス
ル
事
項

二

勤
労
需
給
状
況
ノ
一
般
的
査
察
ニ
關
ス
ル
事
項

三

職
業
ニ
關
ス
ル
登
録
其
ノ
他
調
査
統
計
ニ
関
ス
ル
事
項

四

職
業
適
性
ノ
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項

五

勤
労
署
ニ
關
ス
ル
庶
務
一
般
ニ
関
ス
ル
事
項

六

職
業
行
政
關
係
職
員
ノ
養
成
及
訓
練
ニ
関
ス
ル
事
項

七

他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
勤
勞
需
給
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
六
條

業
務
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

失
業
對
策
ノ
實
施
ニ
関
ス
ル
事
項

二

勁
勞
要
員
ノ
斡
旋
充
足
ニ
關
ス
ル
事
項

三

募
集
ニ
関
ス
ル
事
項

四

職
業
指
導
ニ
關
ス
ル
事
項

第
二
十
七
條

補
導
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

職
業
補
導
ニ
關
ス
ル
事
項

二

職
業
訓
練
ニ
関
ス
ル
事
項

三

授
産
及
内
職
施
設
ニ
閼
ス
ル
事
項

第
二
十
八
條

保
険
局
ニ
左
ノ
四
課
及
一
所
ヲ
置
ク

（
以
下
略
）

昭
和
二
一
年
六
月
一
六
日

〔
三
─
七
〕
労
働
省
設
置
準
備
委
員
会

労労
働働
省省
設設
置置
要要
領領

政
府
は
、
労
働
者
の
福
祉
と
職
業
の
確
保
と
を
図
り
以
て
産
業
の
興
隆
と
民
生
の
安
定
に
寄
与

す
る
た
め
に
、
左
の
要
領
に
よ
り
労
働
省
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

一

労
働
大
臣
は
、
労
働
組
合
、
労
働
関
係
の
調
整
、
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
事

務
、
職
業
の
紹
介
、
指
導
、
補
導
そ
の
他
労
務
需
給
の
調
整
に
関
す
る
事
務
、
失
業
対
策
に
関
す

る
事
務
、
労
働
統
計
調
査
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
労
働
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
こ
と
。

二

労
働
省
の
部
局
及
び
そ
の
所
掌
事
務
は
、
概
ね
左
の
通
り
と
す
る
こ
と
。

労

政

局

一

労
働
組
合
に
関
す
る
事
項

二

労
働
委
員
会
に
関
す
る
事
項

三

労
働
争
議
調
停
そ
の
他
労
働
関
係
の
調
整
に
関
す
る
事
項

四

労
働
協
約
に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
労
働
に
関
す
る
事
項
で
他
の
所
管
に
属
し
な
い
も
の

労
働
基
準
局

一

賃
金
、
労
働
時
間
及
び
休
息
に
関
す
る
事
項

二

産
業
安
全
及
び
労
働
者
災
害
補
償
に
関
す
る
事
項

三

労
働
衛
生
に
関
す
る
事
項

四

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
事
項

五

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項

六

工
場
、
鉱
山
そ
の
他
の
場
所
に
お
け
る
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
監
督
に
関

す
る
事
項

七

そ
の
他
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
事
項
で
他
の
所
管
に
属
し
な
い
も
の

婦
人
少
年
局

一

婦
人
の
地
位
の
向
上
そ
の
他
婦
人
問
題
に
関
す
る
事
項

二

婦
人
及
び
年
少
労
働
者
の
労
働
条
件
及
び
保
護
に
関
す
る
事
項

三

児
童
の
使
用
禁
止
に
関
す
る
事
項

四

労
働
者
の
家
族
問
題
に
関
す
る
事
項

五

家
族
労
働
問
題
及
び
家
事
使
用
人
に
関
す
る
事
項

六

そ
の
他
婦
人
及
び
年
少
労
働
者
に
特
殊
の
労
働
問
題
に
関
す
る
事
項

職
業
安
定
局

一

職
業
の
紹
介
、
指
導
及
び
補
導
そ
の
他
労
務
需
給
の
調
整
に
関
す
る
事
項

二

失
業
対
策
に
関
す
る
事
項

三

そ
の
他
職
業
に
関
す
る
事
項

労
働
統
計
調
査
局

一

労
働
組
合
、
労
働
争
議
そ
の
他
労
働
関
係
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

二

労
働
条
件
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

三

賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

四

労
働
者
生
計
費
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

五

職
業
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

六

内
外
労
働
事
情
に
関
す
る
資
料
の
蒐
集
整
理
分
析
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

七

労
働
者
の
生
活
、
給
与
及
び
雇
用
に
関
す
る
経
済
的
問
題
に
関
す
る
調
査
及
び
刊
行
に
閼
す
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第
二
十
五
條

企
畫
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

勤
労
需
給
ニ
關
ス
ル
一
般
的
企
畫
ニ
關
ス
ル
事
項

二

勤
労
需
給
状
況
ノ
一
般
的
査
察
ニ
關
ス
ル
事
項

三

職
業
ニ
關
ス
ル
登
録
其
ノ
他
調
査
統
計
ニ
関
ス
ル
事
項

四

職
業
適
性
ノ
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項

五

勤
労
署
ニ
關
ス
ル
庶
務
一
般
ニ
関
ス
ル
事
項

六

職
業
行
政
關
係
職
員
ノ
養
成
及
訓
練
ニ
関
ス
ル
事
項

七

他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
勤
勞
需
給
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
六
條

業
務
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

失
業
對
策
ノ
實
施
ニ
関
ス
ル
事
項

二

勁
勞
要
員
ノ
斡
旋
充
足
ニ
關
ス
ル
事
項

三

募
集
ニ
関
ス
ル
事
項

四

職
業
指
導
ニ
關
ス
ル
事
項

第
二
十
七
條

補
導
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

職
業
補
導
ニ
關
ス
ル
事
項

二

職
業
訓
練
ニ
関
ス
ル
事
項

三

授
産
及
内
職
施
設
ニ
閼
ス
ル
事
項

第
二
十
八
條

保
険
局
ニ
左
ノ
四
課
及
一
所
ヲ
置
ク

（
以
下
略
）

昭
和
二
一
年
六
月
一
六
日

〔
三
─
七
〕
労
働
省
設
置
準
備
委
員
会

労労
働働
省省
設設
置置
要要
領領

政
府
は
、
労
働
者
の
福
祉
と
職
業
の
確
保
と
を
図
り
以
て
産
業
の
興
隆
と
民
生
の
安
定
に
寄
与

す
る
た
め
に
、
左
の
要
領
に
よ
り
労
働
省
を
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

一

労
働
大
臣
は
、
労
働
組
合
、
労
働
関
係
の
調
整
、
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
事

務
、
職
業
の
紹
介
、
指
導
、
補
導
そ
の
他
労
務
需
給
の
調
整
に
関
す
る
事
務
、
失
業
対
策
に
関
す

る
事
務
、
労
働
統
計
調
査
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
労
働
に
関
す
る
事
務
を
所
掌
す
る
こ
と
。

二

労
働
省
の
部
局
及
び
そ
の
所
掌
事
務
は
、
概
ね
左
の
通
り
と
す
る
こ
と
。

労

政

局

一

労
働
組
合
に
関
す
る
事
項

二

労
働
委
員
会
に
関
す
る
事
項

三

労
働
争
議
調
停
そ
の
他
労
働
関
係
の
調
整
に
関
す
る
事
項

四

労
働
協
約
に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
労
働
に
関
す
る
事
項
で
他
の
所
管
に
属
し
な
い
も
の

労
働
基
準
局

一

賃
金
、
労
働
時
間
及
び
休
息
に
関
す
る
事
項

二

産
業
安
全
及
び
労
働
者
災
害
補
償
に
関
す
る
事
項

三

労
働
衛
生
に
関
す
る
事
項

四

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
事
項

五

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項

六

工
場
、
鉱
山
そ
の
他
の
場
所
に
お
け
る
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
監
督
に
関

す
る
事
項

七

そ
の
他
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
事
項
で
他
の
所
管
に
属
し
な
い
も
の

婦
人
少
年
局

一

婦
人
の
地
位
の
向
上
そ
の
他
婦
人
問
題
に
関
す
る
事
項

二

婦
人
及
び
年
少
労
働
者
の
労
働
条
件
及
び
保
護
に
関
す
る
事
項

三

児
童
の
使
用
禁
止
に
関
す
る
事
項

四

労
働
者
の
家
族
問
題
に
関
す
る
事
項

五

家
族
労
働
問
題
及
び
家
事
使
用
人
に
関
す
る
事
項

六

そ
の
他
婦
人
及
び
年
少
労
働
者
に
特
殊
の
労
働
問
題
に
関
す
る
事
項

職
業
安
定
局

一

職
業
の
紹
介
、
指
導
及
び
補
導
そ
の
他
労
務
需
給
の
調
整
に
関
す
る
事
項

二

失
業
対
策
に
関
す
る
事
項

三

そ
の
他
職
業
に
関
す
る
事
項

労
働
統
計
調
査
局

一

労
働
組
合
、
労
働
争
議
そ
の
他
労
働
関
係
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

二

労
働
条
件
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

三

賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

四

労
働
者
生
計
費
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

五

職
業
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

六

内
外
労
働
事
情
に
関
す
る
資
料
の
蒐
集
整
理
分
析
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

七

労
働
者
の
生
活
、
給
与
及
び
雇
用
に
関
す
る
経
済
的
問
題
に
関
す
る
調
査
及
び
刊
行
に
閼
す
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る
事
項

三

労
働
省
の
省
務
に
参
与
さ
せ
る
た
め
に
参
与
を
、
専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
に
専
門
の

委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

四

工
場
事
業
場
に
お
け
る
災
害
予
防
の
調
査
研
究
及
び
工
場
事
業
場
に
お
け
る
災
害
予
防
に
関
す

る
技
術
者
の
養
成
訓
練
を
掌
ら
し
め
る
た
め
、
労
働
省
に
産
業
安
全
研
究
所
を
置
く
こ
と
。

五

船
員
の
労
働
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
労
働
省
の
所
管
行
政
と
の
連
絡
統
一
を
図
る
た
め
、

労
働
省
に
関
係
官
を
も
っ
て
組
織
す
る
船
員
労
働
連
絡
会
議
を
置
く
こ
と
。

（
備
考
）

労
働
省
設
置
は
第
一
回
国
会
に
法
律
案
を
堤
出
し
て
之
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

『
行
政
二
』

昭
和
二
一
年
一
一
月
五
日

〔
三
─
八
〕
官
報
彙
報

厚厚
生生
省省
分分
課課
規規
程程
中中
改改
正正

厚
生
省
分
課
規
程
中
次
の
や
う
に
改
正
し
て
、
十
月
三
十
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
し
た
。

第
十
七
條
中
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

授
産
及
内
職
施
設
ニ
関
ス
ル
事
項

但
シ
勤
労
局
所
管
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク

第
二
十
四
條
乃
至
第
二
十
七
條
を
次
の
や
う
に
改
め
、
第
二
十
八
條
を
第
二
十
九
條
と

し
、
以
下
順
次
繰
下
げ
る
。

第
二
十
四
條

勤
労
局
ニ
左
ノ
四
課
ヲ
置
ク

企
画
課

監
理
課

紹
介
課

補
導
課

第
二
十
五
條

企
画
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

失
業
対
策
ノ
企
画
ニ
関
ス
ル
事
項

二

職
業
政
策
ノ
企
画
ニ
関
ス
ル
事
項

三

公
共
事
業
ニ
関
ス
ル
労
務
配
置
ノ
企
画
ニ
関
ス
ル
事
項

四

労
働
市
場
ノ
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項

五

職
業
ニ
関
ス
ル
統
計
ノ
整
理
ニ
関
ス
ル
事
項

六

職
業
適
性
ノ
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項

七

他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
勤
労
受
給
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
六
條

監
理
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

勤
労
署
ニ
関
ス
ル
庶
務
一
般
ニ
関
ス
ル
事
項

二

職
業
行
政
関
係
職
員
ノ
教
養
訓
練
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
七
條

紹
介
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

職
業
紹
介
ニ
関
ス
ル
事
項

二

労
務
配
置
ニ
関
ス
ル
事
項

三

労
務
者
募
集
ニ
関
ス
ル
事
項

四

労
務
供
給
事
業
ニ
関
ス
ル
事
項

五

職
業
指
導
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
八
條

補
導
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

職
業
補
導
ニ
関
ス
ル
事
項

二

失
業
対
策
ト
シ
テ
実
施
ス
ル
授
産
施
設
其
ノ
他
共
同
作
業
施
設
ニ
関
ス
ル
事
項

昭
和
二
二
年
一
月
二
五
日

〔
三
─
九
〕
官
報
彙
報

厚厚
生生
省省
分分
課課
規規
程程
中中
改改
正正

厚
生
省
分
課
規
程
中
次
の
よ
う
に
改
正
し
て
、
昨
二
十
一
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
し

た
。第

十
条

医
務
局
ニ
左
ノ
五
課
及
出
張
所
ヲ
置
ク

（
編
注

中
略
）

第
二
十
七
条

労
政
局
ニ
左
ノ
六
課
ヲ
置
ク

労
政
課

労
働
組
合
課

調
査
課

労
働
保
護
課

給
与
課

労
働
統
計
課

第
二
十
八
条

労
政
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

一
般
労
働
政
策
ニ
関
ス
ル
事
項
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二

労
働
関
係
調
整
法
施
行
ニ
関
ス
ル
事
項

三

労
働
委
員
会
ニ
関
ス
ル
事
項

四

他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
労
働
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
九
条

労
働
組
合
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

労
働
組
合
ニ
関
ス
ル
事
項

二

労
働
協
約
ニ
関
ス
ル
事
項

三

労
働
者
団
体
及
使
用
者
団
体
ニ
関
ス
ル
事
項

四

労
働
争
議
ニ
関
ス
ル
情
報
資
料
ノ
収
集
及
ビ
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項

第
三
十
条

調
査
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

労
働
行
政
関
係
職
員
ノ
教
養
訓
練
ニ
関
ス
ル
事
項

二

労
働
問
題
ノ
啓
蒙
宣
伝
ニ
関
ス
ル
事
項

三

一
般
労
働
法
制
及
ビ
労
働
ニ
関
ス
ル
事
情
ノ
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項

四

国
際
労
働
事
情
ノ
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項

第
三
十
一
条

労
働
保
護
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

労
働
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項

二

産
業
安
全
及
危
害
予
防
ニ
関
ス
ル
事
項

三

労
働
者
災
害
扶
助
ニ
関
ス
ル
事
項

四

労
働
能
率
ノ
増
進
ニ
関
ス
ル
事
項

五

労
働
衛
生
ニ
関
ス
ル
事
項

六

労
働
者
ノ
福
利
厚
生
ニ
関
ス
ル
事
項

七

工
場
事
業
場
等
ノ
監
督
ニ
関
ス
ル
事
項

八

産
業
安
全
研
究
所
ニ
関
ス
ル
事
項

第
三
十
二
条

給
与
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

賃
金
、
給
料
其
ノ
他
給
与
ニ
関
ス
ル
事
項

二

労
働
者
用
物
資
ニ
関
ス
ル
事
項

第
三
十
三
条

労
働
統
計
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

賃
金
給
料
其
ノ
他
給
与
ニ
関
ス
ル
統
計
ノ
蒐
集
整
理
ニ
関
ス
ル
事
項

二

生
計
費
ニ
関
ス
ル
統
計
ノ
蒐
集
整
理
ニ
関
ス
ル
事
項

三

他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
労
働
統
計
ノ
蒐
集
整
理
ニ
関
ス
ル
事
項

昭
和
二
二
年
三
月
二
五
日

〔
三
─
一
〇
〕
官
報
彙
報

厚厚
生生
省省
分分
課課
規規
程程
中中
改改
正正

厚
生
省
分
課
規
定
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
て
、
三
月
十
九
日
か
ら
施
行
し
た
。

第
九
條
中
第
四
号
な
い
し
第
六
号
を
削
る
。

第
二
十
二
条

社
会
局
ニ
左
ノ
四
課
ヲ
置
ク

庶
務
課

保
護
課

福
利
課

物
資
課

第
二
十
四
条

福
利
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

同
和
事
業
ニ
関
ス
ル
事
項

二

傷
痍
者
等
ノ
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項

三

公
益
質
屋
其
ノ
他
社
会
福
利
施
設
ニ
関
ス
ル
事
項

四

他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
国
民
生
活
ノ
指
導
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
五
条

物
資
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

救
済
援
護
ニ
必
要
ナ
ル
物
資
ニ
関
ス
ル
事
項

二

授
産
及
内
職
施
設
ニ
関
ス
ル
事
項
但
シ
勤
労
局
所
管
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク

第
二
十
六
条

児
童
局
ニ
左
ノ
三
課
ヲ
置
ク

企
画
課

養
護
課

母
子
衛
生
課

第
二
十
七
条
を
第
三
十
条
と
し
以
下
順
次
繰
下
げ
る
。

第
二
十
七
条

企
画
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

児
童
ニ
関
ス
ル
総
合
企
画
ニ
関
ス
ル
事
項

二

児
童
福
祉
委
員
会
ニ
関
ス
ル
事
項

三

保
育
施
設
ニ
関
ス
ル
事
項

四

母
子
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項

五

他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
児
童
福
祉
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
八
条

養
護
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

孤
児
等
ノ
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項

二

浮
浪
児
ノ
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項

三

精
神
薄
弱
児
ノ
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項
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二

労
働
関
係
調
整
法
施
行
ニ
関
ス
ル
事
項

三

労
働
委
員
会
ニ
関
ス
ル
事
項

四

他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
労
働
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
九
条

労
働
組
合
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

労
働
組
合
ニ
関
ス
ル
事
項

二

労
働
協
約
ニ
関
ス
ル
事
項

三

労
働
者
団
体
及
使
用
者
団
体
ニ
関
ス
ル
事
項

四

労
働
争
議
ニ
関
ス
ル
情
報
資
料
ノ
収
集
及
ビ
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項

第
三
十
条

調
査
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

労
働
行
政
関
係
職
員
ノ
教
養
訓
練
ニ
関
ス
ル
事
項

二

労
働
問
題
ノ
啓
蒙
宣
伝
ニ
関
ス
ル
事
項

三

一
般
労
働
法
制
及
ビ
労
働
ニ
関
ス
ル
事
情
ノ
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項

四

国
際
労
働
事
情
ノ
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項

第
三
十
一
条

労
働
保
護
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

労
働
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項

二

産
業
安
全
及
危
害
予
防
ニ
関
ス
ル
事
項

三

労
働
者
災
害
扶
助
ニ
関
ス
ル
事
項

四

労
働
能
率
ノ
増
進
ニ
関
ス
ル
事
項

五

労
働
衛
生
ニ
関
ス
ル
事
項

六

労
働
者
ノ
福
利
厚
生
ニ
関
ス
ル
事
項

七

工
場
事
業
場
等
ノ
監
督
ニ
関
ス
ル
事
項

八

産
業
安
全
研
究
所
ニ
関
ス
ル
事
項

第
三
十
二
条

給
与
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

賃
金
、
給
料
其
ノ
他
給
与
ニ
関
ス
ル
事
項

二

労
働
者
用
物
資
ニ
関
ス
ル
事
項

第
三
十
三
条

労
働
統
計
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

賃
金
給
料
其
ノ
他
給
与
ニ
関
ス
ル
統
計
ノ
蒐
集
整
理
ニ
関
ス
ル
事
項

二

生
計
費
ニ
関
ス
ル
統
計
ノ
蒐
集
整
理
ニ
関
ス
ル
事
項

三

他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
労
働
統
計
ノ
蒐
集
整
理
ニ
関
ス
ル
事
項

昭
和
二
二
年
三
月
二
五
日

〔
三
─
一
〇
〕
官
報
彙
報

厚厚
生生
省省
分分
課課
規規
程程
中中
改改
正正

厚
生
省
分
課
規
定
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
て
、
三
月
十
九
日
か
ら
施
行
し
た
。

第
九
條
中
第
四
号
な
い
し
第
六
号
を
削
る
。

第
二
十
二
条

社
会
局
ニ
左
ノ
四
課
ヲ
置
ク

庶
務
課

保
護
課

福
利
課

物
資
課

第
二
十
四
条

福
利
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

同
和
事
業
ニ
関
ス
ル
事
項

二

傷
痍
者
等
ノ
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項

三

公
益
質
屋
其
ノ
他
社
会
福
利
施
設
ニ
関
ス
ル
事
項

四

他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
国
民
生
活
ノ
指
導
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
五
条

物
資
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

救
済
援
護
ニ
必
要
ナ
ル
物
資
ニ
関
ス
ル
事
項

二

授
産
及
内
職
施
設
ニ
関
ス
ル
事
項
但
シ
勤
労
局
所
管
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク

第
二
十
六
条

児
童
局
ニ
左
ノ
三
課
ヲ
置
ク

企
画
課

養
護
課

母
子
衛
生
課

第
二
十
七
条
を
第
三
十
条
と
し
以
下
順
次
繰
下
げ
る
。

第
二
十
七
条

企
画
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

児
童
ニ
関
ス
ル
総
合
企
画
ニ
関
ス
ル
事
項

二

児
童
福
祉
委
員
会
ニ
関
ス
ル
事
項

三

保
育
施
設
ニ
関
ス
ル
事
項

四

母
子
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項

五

他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
児
童
福
祉
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
八
条

養
護
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

孤
児
等
ノ
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項

二

浮
浪
児
ノ
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項

三

精
神
薄
弱
児
ノ
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項
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四

児
童
虐
待
防
止
ニ
関
ス
ル
事
項

五

児
童
ノ
救
護
ニ
関
ス
ル
事
項

第
二
十
九
条

母
子
衛
生
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

妊
産
婦
及
乳
幼
児
ノ
保
健
ニ
関
ス
ル
事
項

二

妊
産
婦
及
乳
幼
児
ニ
特
殊
ノ
栄
養
ニ
関
ス
ル
事
項

三

虚
弱
児
童
及
不
具
児
童
ノ
保
健
ニ
関
ス
ル
事
項

四

未
就
学
児
童
其
ノ
他
児
童
ノ
保
健
ニ
関
ス
ル
事
項

五

流
早
死
産
ニ
関
ス
ル
事
項

昭
和
二
二
年
四
月
八
日

〔
三
─
一
一
〕
勅
令
第
一
一
八
号

公公
共共
職職
業業
安安
定定
所所
官官
制制

第
一
條

政
府
は
、
職
業
の
確
保
と
産
業
の
興
隆
に
寄
与
す
る
よ
う
に
、
労
務
が
公
平
且
つ
適
正
に

配
置
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
公
共
に
奉
仕
す
る
公
共
職
業
安
定
所
を
設
置
す
る
。

第
二
條

公
共
職
業
安
定
所
は
、
厚
生
大
臣
の
管
理
に
属
し
、
職
業
の
紹
介
、
指
導
、
補
導
そ
の
他

職
業
に
関
す
る
事
務
を
掌
る
。

第
三
條

公
共
職
業
安
定
所
を
通
じ
て
、
左
の
職
員
を
置
く
。

所
長

厚
生
事
務
官

専
任
四
百
八
人

二
級

専
任
五
千
七
十
二
人

三
級

厚
生
技
官

専
任
二
十
九
人

二
級

専
任
六
人

三
級

所
長
は
、
二
級
又
は
三
級
の
厚
生
事
務
官
を
以
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

第
四
條

前
條
の
職
員
の
各
公
共
職
業
安
定
所
の
定
員
は
、
厚
生
大
臣
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
五
條

厚
生
大
臣
（
職
業
安
定
事
務
局
を
設
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
長
を
含
む
。）
は
、
地
方
長
官

を
し
て
、
公
共
職
業
安
定
所
長
を
指
揮
監
督
せ
し
め
る
。

所
長
は
、
地
方
長
官
の
指
導
監
督
を
受
け
、
所
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
六
條

公
共
職
業
安
定
所
の
位
置
、
名
称
、
管
轄
区
域
及
び
事
務
取
扱
の
範
囲
は
、
厚
生
大
臣
が
、

こ
れ
を
定
め
る
。

第
七
條

厚
生
大
臣
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
事
務
の
一
部
を
分

掌
さ
せ
る
た
め
、
そ
の
出
張
所
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
共
職
業
安
定
所
出
張
所
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
は
、
厚
生
大
臣
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
八
條

厚
生
大
臣
が
公
共
職
業
安
定
所
の
監
督
及
び
そ
の
事
務
の
連
絡
統
一
の
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
数
個
の
都
道
府
県
の
区
域
を
管
轄
区
域
と
す
る
職
業
安
定
事
務
局

を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

職
業
安
定
事
務
局
は
、
厚
生
大
臣
の
管
理
に
属
す
る
。

職
業
安
定
事
務
局
に
つ
い
て
、
必
要
な
事
項
は
、
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

附

則

第
九
條

こ
の
勅
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

（
編
注

以
下
略
）

昭
和
二
二
年
四
月
二
二
日

〔
三
─
一
二
〕
官
報
彙
報

厚厚
生生
省省
分分
課課
規規
程程
中中
改改
正正

厚
生
省
分
課
規
程
中
改
正
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
て
、
四
月
十
五
日
か
ら
施
行
し
た
。

第
三
十
七
條
中
「
勤
労
局
」
を
「
職
業
安
定
局
」
に
改
め
る
。

昭
和
二
二
年
五
月
二
日

〔
三
─
一
三
〕
勅
令
第
一
九
八
号

厚厚
生生
省省
官官
制制
のの
一一
部部
改改
正正

厚
生
省
官
制
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条

厚
生
省
ニ
左
ノ
九
局
ヲ
置
ク

公
衆
保
険
局

医
務
局

予
防
局

社
会
局

児
童
局

労
政
局

労
働
基
準
局
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職
業
安
定
局

保
険
局

第
七
条

労
政
局
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

労
働
組
合
ニ
関
ス
ル
事
項

二

労
働
委
員
会
ニ
関
ス
ル
事
項

三

労
働
争
議
調
停
其
ノ
他
労
働
関
係
ノ
調
整
ニ
関
ス
ル
事
項

四

労
働
協
約
ニ
関
ス
ル
事
項

五

内
外
労
働
事
情
ニ
関
ス
ル
調
査
研
究
ニ
関
ス
ル
事
項

六

其
ノ
他
労
働
ニ
関
ス
ル
事
項
ニ
シ
テ
他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
モ
ノ

第
七
条
ノ
二
ヲ
第
七
条
ノ
三
と
す
る
。

第
七
条
ノ
二

労
働
基
準
局
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

賃
金
、
労
働
時
間
及
休
息
ニ
関
ス
ル
事
項

二

産
業
安
全
及
労
働
者
災
害
補
償
ニ
関
ス
ル
事
項

三

労
働
衛
生
ニ
関
ス
ル
事
項

四

労
働
能
率
ノ
増
進
ニ
関
ス
ル
事
項

五

労
働
者
ノ
福
利
厚
生
ニ
関
ス
ル
事
項

六

工
場
、
鉱
山
其
ノ
他
ノ
場
所
ニ
於
ケ
ル
労
働
条
件
及
労
働
者
ノ
保
護
ニ
関
ス
ル
監
督
ニ

関
ス
ル

七

其
ノ
他
労
働
条
件
及
労
働
者
ノ
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項

八

賃
金
其
ノ
他
労
働
条
件
及
労
働
者
生
計
費
ニ
関
ス
ル
統
計
ニ
関
ス
ル
事
項

労
働
基
準
局
ハ
前
項
各
号
ニ
掲
グ
ル
事
務
ノ
外
労
働
基
準
法
ノ
施
行
及
労
働
基
準
官
署
ノ
設

置
ニ
関
ス
ル
準
備
事
務
ヲ
掌
ル

第
九
条

省
務
ニ
参
与
セ
シ
ム
ル
為
厚
生
省
ニ
参
与
を
置
ク
コ
ト
ヲ
得

（
編
注
：
中
略
）

第
十
条

厚
生
省
に
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク

（
編
注
：
中
略
）

第
十
条
ノ
二

厚
生
大
臣
ハ
前
条
職
員
ノ
一
部
ヲ
都
道
府
県
ニ
駐
在
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
職
員
ハ
地
方
長
官
ノ
指
揮
監
督
ヲ
受
ケ
伝
染
病
予
防
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
九
条

削
除

附

則

こ
の
勅
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

防
疫
職
員
官
制
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

地
方
待
遇
職
員
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
を
削
除
す
る
。

労
働
基
準
局
は
、
第
七
条
ノ
二
に
規
定
す
る
事
項
を
掌
る
外
、
労
働
省
設
置
に
際
し
同
省
に

設
置
せ
ら
る
べ
き
婦
人
児
童
局
及
び
労
働
統
計
調
査
局
の
所
掌
事
項
、
職
員
、
予
算
そ
の
他
こ

れ
が
設
置
に
つ
き
、
必
要
な
準
備
事
務
を
掌
る
。

昭
和
二
二
年
五
月
二
日

〔
三
─
一
四
〕
勅
令
第
一
九
九
号

都都
道道
府府
県県
労労
働働
基基
準準
局局
官官
制制

第
一
条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
は
、
厚
生
大
臣
の
管
理
に
属
し
、
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

賃
金
、
労
働
時
間
及
び
休
息
に
関
す
る
事
項

二

産
業
安
全
及
び
労
働
者
災
害
補
償
に
関
す
る
事
項

三

労
働
衛
生
に
関
す
る
事
項

四

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
事
項

五

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項

六

工
場
鉱
山
そ
の
他
の
場
所
に
お
け
る
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
監
督
に
関
す

る
事
項

七

そ
の
他
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
事
項

八

賃
金
そ
の
他
労
働
条
件
及
び
労
働
者
生
計
費
に
関
す
る
統
計
に
関
す
る
事
項

都
道
府
県
労
働
基
準
局
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
事
務
の
外
、
労
働
基
準
法
の
施
行
及
び
労
働

基
準
官
署
の
設
置
に
関
す
る
準
備
事
務
を
掌
る
。

第
二
条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
管
轄
区
域
は
、
都
道
府
県
の
区
域
と
し
、
そ
の
名
称
は
、
当

該
都
道
府
県
の
名
を
冠
す
る
。

第
三
条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
を
通
じ
て
、
左'

の
職
員
を
置
く
。

局
長

厚
生
事
務
官
又
は
厚
生
技
官

専
任
八
人

一
級

専
任
五
百
二
十
五
人

二
級

専
任
八
百
八
十
二
人

三
級

局
長
は
、
一
及
又
は
二
級
の
厚
生
事
務
官
又
は
厚
生
技
官
を
以
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。
第
一
項

の
各
部
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
職
員
の
定
員
は
、
厚
生
大
臣
が
こ
れ
を
定
め
る
。
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職
業
安
定
局

保
険
局

第
七
条

労
政
局
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

労
働
組
合
ニ
関
ス
ル
事
項

二

労
働
委
員
会
ニ
関
ス
ル
事
項

三

労
働
争
議
調
停
其
ノ
他
労
働
関
係
ノ
調
整
ニ
関
ス
ル
事
項

四

労
働
協
約
ニ
関
ス
ル
事
項

五

内
外
労
働
事
情
ニ
関
ス
ル
調
査
研
究
ニ
関
ス
ル
事
項

六

其
ノ
他
労
働
ニ
関
ス
ル
事
項
ニ
シ
テ
他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
モ
ノ

第
七
条
ノ
二
ヲ
第
七
条
ノ
三
と
す
る
。

第
七
条
ノ
二

労
働
基
準
局
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

賃
金
、
労
働
時
間
及
休
息
ニ
関
ス
ル
事
項

二

産
業
安
全
及
労
働
者
災
害
補
償
ニ
関
ス
ル
事
項

三

労
働
衛
生
ニ
関
ス
ル
事
項

四

労
働
能
率
ノ
増
進
ニ
関
ス
ル
事
項

五

労
働
者
ノ
福
利
厚
生
ニ
関
ス
ル
事
項

六

工
場
、
鉱
山
其
ノ
他
ノ
場
所
ニ
於
ケ
ル
労
働
条
件
及
労
働
者
ノ
保
護
ニ
関
ス
ル
監
督
ニ

関
ス
ル

七

其
ノ
他
労
働
条
件
及
労
働
者
ノ
保
護
ニ
関
ス
ル
事
項

八

賃
金
其
ノ
他
労
働
条
件
及
労
働
者
生
計
費
ニ
関
ス
ル
統
計
ニ
関
ス
ル
事
項

労
働
基
準
局
ハ
前
項
各
号
ニ
掲
グ
ル
事
務
ノ
外
労
働
基
準
法
ノ
施
行
及
労
働
基
準
官
署
ノ
設

置
ニ
関
ス
ル
準
備
事
務
ヲ
掌
ル

第
九
条

省
務
ニ
参
与
セ
シ
ム
ル
為
厚
生
省
ニ
参
与
を
置
ク
コ
ト
ヲ
得

（
編
注
：
中
略
）

第
十
条

厚
生
省
に
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク

（
編
注
：
中
略
）

第
十
条
ノ
二

厚
生
大
臣
ハ
前
条
職
員
ノ
一
部
ヲ
都
道
府
県
ニ
駐
在
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

前
項
ノ
職
員
ハ
地
方
長
官
ノ
指
揮
監
督
ヲ
受
ケ
伝
染
病
予
防
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
十
九
条

削
除

附

則

こ
の
勅
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

防
疫
職
員
官
制
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

地
方
待
遇
職
員
令
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
を
削
除
す
る
。

労
働
基
準
局
は
、
第
七
条
ノ
二
に
規
定
す
る
事
項
を
掌
る
外
、
労
働
省
設
置
に
際
し
同
省
に

設
置
せ
ら
る
べ
き
婦
人
児
童
局
及
び
労
働
統
計
調
査
局
の
所
掌
事
項
、
職
員
、
予
算
そ
の
他
こ

れ
が
設
置
に
つ
き
、
必
要
な
準
備
事
務
を
掌
る
。

昭
和
二
二
年
五
月
二
日

〔
三
─
一
四
〕
勅
令
第
一
九
九
号

都都
道道
府府
県県
労労
働働
基基
準準
局局
官官
制制

第
一
条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
は
、
厚
生
大
臣
の
管
理
に
属
し
、
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

賃
金
、
労
働
時
間
及
び
休
息
に
関
す
る
事
項

二

産
業
安
全
及
び
労
働
者
災
害
補
償
に
関
す
る
事
項

三

労
働
衛
生
に
関
す
る
事
項

四

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
事
項

五

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項

六

工
場
鉱
山
そ
の
他
の
場
所
に
お
け
る
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
監
督
に
関
す

る
事
項

七

そ
の
他
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
事
項

八

賃
金
そ
の
他
労
働
条
件
及
び
労
働
者
生
計
費
に
関
す
る
統
計
に
関
す
る
事
項

都
道
府
県
労
働
基
準
局
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
事
務
の
外
、
労
働
基
準
法
の
施
行
及
び
労
働

基
準
官
署
の
設
置
に
関
す
る
準
備
事
務
を
掌
る
。

第
二
条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
管
轄
区
域
は
、
都
道
府
県
の
区
域
と
し
、
そ
の
名
称
は
、
当

該
都
道
府
県
の
名
を
冠
す
る
。

第
三
条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
を
通
じ
て
、
左'

の
職
員
を
置
く
。

局
長

厚
生
事
務
官
又
は
厚
生
技
官

専
任
八
人

一
級

専
任
五
百
二
十
五
人

二
級

専
任
八
百
八
十
二
人

三
級

局
長
は
、
一
及
又
は
二
級
の
厚
生
事
務
官
又
は
厚
生
技
官
を
以
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。
第
一
項

の
各
部
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
職
員
の
定
員
は
、
厚
生
大
臣
が
こ
れ
を
定
め
る
。
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第
四
条

局
長
は
、
厚
生
省
労
働
基
準
局
長
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
、
局
務
を
掌
理
し
、
所
轄
の
職

員
を
指
揮
監
督
す
る
。

附

則

第
五
条

こ
の
勅
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
六
条

工
場
法
施
行
令
、
労
働
者
災
害
扶
助
法
施
行
令
及
び
供
給
労
働
者
扶
助
令
中
「
地
方
長
官
」

を
「
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
」
に
改
め
る
。

第
七
条

東
京
都
官
制
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
専
任
五
十
一
人
」
を
「
専
任
五
十
人
」
に
、「
専
任
二
十
一
人
」
を
「
専
任
十
九
人
」

に
、「
専
任
二
百
九
十
七
人｣

を
「
専
任
二
百
八
十
八
人
」
に
改
め
る
。

第
二
十
四
条

削
除

第
八
条

北
海
道
庁
官
制
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
専
任
四
百
五
十
七
人
」
を
「
専
任
四
百
五
十
四
人
」
に
、「
専
任
四
十
二
人
」
を
「
専

任
三
十
九
人｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
ノ
三

削
除

第
九
条

地
方
官
官
制
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
専
任
千
六
百
八
十
二
人

「
専
任
千
六
百
七
十
二
人

第
一
条
中

を

専
任
八
四
百
三
十
六
人
」

「
専
任
八
千
三
百
八
十
二
人
」
に
、

「
専
任
三
百
十
八
人

「
専
任
三
百
十
一
人

を

専
任
五
百
六
十
五
人
」

専
任
四
百
八
十
人
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条

削
除

第
十
条

都
道
府
県
等
臨
時
職
員
等
設
置
制
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
専
任
五
十
九
人
」
を
「
専
任
五
十
一
人
」
に
、「
専
任
二
十
人
」
を
「
専
任
十
九
人
」

に
、「
専
任
二
百
八
十
二
人
」
を
「
専
任
二
百
六
十
六
人
」
に
改
め
る
。

第
一
条
ノ
三
中
「
専
任
六
十
一
人
」
を
「
専
任
五
十
五
人
」
に
、「
専
任
百
十
七
人
」
を
「
専
任

百
十
六
人
」
に
、「
専
任
千
二
百
七
十
七
人
人｣

を
「
専
任
千
二
百
六
十
六
人
」
に
改
め
る
。

第
一
条
ノ
四
中
「
専
任
千
百
三
人
」
を

「
専
任
九
百
五
十
五
人
」
に
、「
専
任
四
百
十
五
人
」「
専
任
三
百
八
十
六
人
」
に
、「
専
任
五
千

八
百
二
十
二
人
」
を
「
専
任
五
千
五
百
九
十
人
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条

こ
の
勅
令
施
行
の
際
現
に
東
京
都
、
北
海
道
庁
又
は
府
県
の
職
員
で
、
厚
生
大
臣
の
指

定
す
る
者
は
、
地
方
事
務
官
は
厚
生
事
務
官
に
、
地
方
技
官
は
厚
生
技
官
に
、
同
級
及
び
同
俸
給

を
以
て
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

こ
の
勅
令
施
行
の
際
現
に
休
職
中
の
東
京
都
、
北
海
道
庁
又
は
府
県
の
職
員
で
厚
生
大
臣
の
指

定
す
る
者
は
、
休
職
の
ま
ま
、
前
項
の
例
に
よ
り
、
厚
生
事
務
官
又
は
厚
生
技
官
に
任
ぜ
ら
れ
た

も
の
と
す
る
。

前
二
項
の
規
定
は
、
官
吏
任
用
の
資
格
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を
妨
げ
な
い
。

昭
和
二
二
年
六
月
五
日

〔
三
─
一
五
〕
官
報
彙
報

厚厚
生生
省省
分分
課課
規規
程程
中中
改改
正正

厚
生
省
分
課
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
五
月
三
十
日
か
ら
施
行
し
た
。

第
四
十
二
條

職
業
安
定
局
ニ
左
ノ
五
課
ヲ
置
ク

庶
務
課

失
業
対
策
課

雇
用
安
定
課

補
導
課

資
料
課

第
四
十
三
條

庶
務
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

職
業
政
策
及
職
業
関
係
法
制
ノ
調
査
ニ
関
ス
ル
事
項

二

公
共
職
業
安
定
所
ノ
庶
務
ニ
関
ス
ル
事
項

三

職
業
関
係
職
員
ノ
教
養
ニ
関
ス
ル
事
項

四

他
ノ
主
管
ニ
属
セ
ザ
ル
職
業
ニ
関
ス
ル
事
項

第
四
十
四
條

失
業
対
策
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

失
業
対
策
ニ
関
ス
ル
事
項

二

公
共
事
業
ノ
労
務
配
置
ニ
関
ス
ル
事
項

三

公
共
事
業
ノ
労
務
査
察
ニ
関
ス
ル
事
項

四

失
業
應
急
事
業
ニ
関
ス
ル
事
項

第
四
十
五
條

雇
用
安
定
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル

一

職
業
紹
介
其
ノ
他
雇
用
安
定
ニ
関
ス
ル
事
項

二

労
働
者
ノ
募
集
ニ
関
ス
ル
事
項

三

労
務
供
給
事
業
ニ
関
ス
ル
事
項

四

職
業
適
性
及
職
業
指
導
ニ
関
ス
ル
事
項

第
四
十
七
絛
を
第
四
十
八
條
と
し
、
以
上
順
次
繰
下
げ
る
。

第
四
十
七
條

資
料
課
ニ
於
テ
ハ
左
ノ
事
務
ヲ
掌
ル
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一

労
働
市
場
ニ
関
ス
ル
事
項

二

職
業
ニ
関
ス
ル
資
料
ノ
蒐
集
整
理
關
ス
ル
事
項

昭
和
二
二
年
六
月
一
二
日

〔
三
─
一
六
〕
内
閣
に
設
置

一
昨
十
日
内
閣
に
、
左
の
規
程
に
よ
っ
て
労
働
省
設
置
準
備
委
員
会
を
設
置
し
た
。

労労
働働
省省
設設
置置
準準
備備
委委
員員
会会
規規
程程

第
一
條

労
働
省
設
置
に
関
す
る
準
備
の
た
め
に
、
内
閣
に
労
働
省
設
置
準
備
委
員
会
を
置
く
。

第
二
條

委
員
会
は
、
会
長
一
人
、
及
び
委
員
若
干
人
を
以
て
こ
れ
を
組
織
す
る
。

第
三
條

会
長
は
、
国
務
大
臣
の
中
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
こ
れ
を
指
名
す
る
。

第
四
条

委
員
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

第
五
条

会
長
は
会
務
を
総
理
す
る
。

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
会
長
の
指
名
し
た
委
員
が
、
そ
の
業
務
を
代
理
す
る
。

第
六
條

委
員
会
に
幹
事
を
置
き
、
内
閣
総
理
大
臣
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

幹
事
は
、
会
長
の
指
揮
を
承
け
て
庶
務
を
整
理
す
る
。

第
七
条

委
員
会
に
書
記
を
置
き
、
内
閣
総
理
大
臣
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

書
記
は
、
上
司
の
指
揮
を
承
け
て
庶
務
に
従
事
す
る
。

昭
和
二
二
年
八
月
三
一
日

〔
三
─
一
七
〕
法
律
第
九
七
号

労労
働働
省省
設設
置置
法法

第
一
条

政
府
は
、
労
働
者
の
福
祉
と
職
業
の
確
保
と
を
図
り
以
て
経
済
の
興
隆
と
国
民
生
活
の
安

定
と
に
寄
与
す
る
た
め
に
、
労
働
省
を
設
置
す
る
。

第
二
条

労
働
大
臣
は
、
労
働
組
合
、
労
働
関
係
の
調
整
、
労
働
に
関
す
る
啓
蒙
宣
伝
、
労
働
条
件
、

労
働
者
災
害
補
償
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
及
び
労
働
者
保
護
に
関
す
る
事
務
、
職
業
の
紹
介
、

指
導
、
補
導
そ
の
他
労
働
需
給
の
調
整
に
関
す
る
事
務
、
失
業
対
策
に
関
す
る
事
務
、
失
業
保

険
に
関
す
る
事
務
、
労
働
統
計
調
査
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
労
働
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

第
三
条

労
働
省
に
大
臣
官
房
及
び
左
の
五
局
を
置
く
。

労
政
局

労
働
基
準
局

婦
人
少
年
局

職
業
安
定
局

労
働
統
計
調
査
局

第
四
条

大
臣
官
房
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

機
密
に
関
す
る
事
項

二

官
吏
の
進
退
身
分
に
関
す
る
事
項
但
し
、
大
臣
が
他
の
部
局
の
専
管
に
属
せ
し
め
た
も
の
を

除
く
。

三

大
臣
の
官
印
及
び
省
印
の
管
守
に
関
す
る
事
項

四

所
管
行
政
に
関
す
る
調
査
、
企
画
及
び
考
査
一
般
並
び
に
綜
合
・
調
整
に
関
す
る
事
項

五

公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
纂
及
び
保
存
に
関
す
る
事
項

六

経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
、
会
計
及
び
会
計
の
監
査
に
関
す
る
事
項

七

官
有
財
産
及
び
物
品
に
関
す
る
事
項

第
五
条

労
政
局
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

労
働
組
合
法
の
施
行
に
関
す
る
事
項
但
し
、
労
働
委
員
会
が
法
律
に
基
い
て
そ
の
職
務
に
属

せ
し
め
ら
れ
た
事
項
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

二

労
働
関
係
調
整
法
の
施
行
に
関
す
る
事
項
但
し
、
労
働
委
員
会
が
法
律
に
基
い
て
そ
の
職
務

に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事
項
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

三

労
働
に
関
す
る
啓
蒙
宣
伝
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
労
働
に
関
す
る
事
項
で
他
の
所
管
に
属
し
な
い
も
の

第
六
条

労
働
基
準
局
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

賃
金
、
労
働
時
間
及
び
休
息
に
関
す
る
事
項

二

産
業
安
全
に
関
す
る
事
項

三

労
働
衛
生
に
関
す
る
事
項

四

労
働
者
災
害
補
償
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
に
関
す
る
事
項

五

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
事
項

六

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項

七

工
場
、
鉱
山
そ
の
他
の
場
所
に
お
け
る
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
監
督
に
関

す
る
事
項

八

そ
の
他
労
働
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す

る
事
項
で
他
の
所
管
に
到
し
な
い
も
の
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一

労
働
市
場
ニ
関
ス
ル
事
項

二

職
業
ニ
関
ス
ル
資
料
ノ
蒐
集
整
理
關
ス
ル
事
項

昭
和
二
二
年
六
月
一
二
日

〔
三
─
一
六
〕
内
閣
に
設
置

一
昨
十
日
内
閣
に
、
左
の
規
程
に
よ
っ
て
労
働
省
設
置
準
備
委
員
会
を
設
置
し
た
。

労労
働働
省省
設設
置置
準準
備備
委委
員員
会会
規規
程程

第
一
條

労
働
省
設
置
に
関
す
る
準
備
の
た
め
に
、
内
閣
に
労
働
省
設
置
準
備
委
員
会
を
置
く
。

第
二
條

委
員
会
は
、
会
長
一
人
、
及
び
委
員
若
干
人
を
以
て
こ
れ
を
組
織
す
る
。

第
三
條

会
長
は
、
国
務
大
臣
の
中
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
こ
れ
を
指
名
す
る
。

第
四
条

委
員
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

第
五
条

会
長
は
会
務
を
総
理
す
る
。

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
会
長
の
指
名
し
た
委
員
が
、
そ
の
業
務
を
代
理
す
る
。

第
六
條

委
員
会
に
幹
事
を
置
き
、
内
閣
総
理
大
臣
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

幹
事
は
、
会
長
の
指
揮
を
承
け
て
庶
務
を
整
理
す
る
。

第
七
条

委
員
会
に
書
記
を
置
き
、
内
閣
総
理
大
臣
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

書
記
は
、
上
司
の
指
揮
を
承
け
て
庶
務
に
従
事
す
る
。

昭
和
二
二
年
八
月
三
一
日

〔
三
─
一
七
〕
法
律
第
九
七
号

労労
働働
省省
設設
置置
法法

第
一
条

政
府
は
、
労
働
者
の
福
祉
と
職
業
の
確
保
と
を
図
り
以
て
経
済
の
興
隆
と
国
民
生
活
の
安

定
と
に
寄
与
す
る
た
め
に
、
労
働
省
を
設
置
す
る
。

第
二
条

労
働
大
臣
は
、
労
働
組
合
、
労
働
関
係
の
調
整
、
労
働
に
関
す
る
啓
蒙
宣
伝
、
労
働
条
件
、

労
働
者
災
害
補
償
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
及
び
労
働
者
保
護
に
関
す
る
事
務
、
職
業
の
紹
介
、

指
導
、
補
導
そ
の
他
労
働
需
給
の
調
整
に
関
す
る
事
務
、
失
業
対
策
に
関
す
る
事
務
、
失
業
保

険
に
関
す
る
事
務
、
労
働
統
計
調
査
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
労
働
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
。

第
三
条

労
働
省
に
大
臣
官
房
及
び
左
の
五
局
を
置
く
。

労
政
局

労
働
基
準
局

婦
人
少
年
局

職
業
安
定
局

労
働
統
計
調
査
局

第
四
条

大
臣
官
房
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

機
密
に
関
す
る
事
項

二

官
吏
の
進
退
身
分
に
関
す
る
事
項
但
し
、
大
臣
が
他
の
部
局
の
専
管
に
属
せ
し
め
た
も
の
を

除
く
。

三

大
臣
の
官
印
及
び
省
印
の
管
守
に
関
す
る
事
項

四

所
管
行
政
に
関
す
る
調
査
、
企
画
及
び
考
査
一
般
並
び
に
綜
合
・
調
整
に
関
す
る
事
項

五

公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
纂
及
び
保
存
に
関
す
る
事
項

六

経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
、
会
計
及
び
会
計
の
監
査
に
関
す
る
事
項

七

官
有
財
産
及
び
物
品
に
関
す
る
事
項

第
五
条

労
政
局
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

労
働
組
合
法
の
施
行
に
関
す
る
事
項
但
し
、
労
働
委
員
会
が
法
律
に
基
い
て
そ
の
職
務
に
属

せ
し
め
ら
れ
た
事
項
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

二

労
働
関
係
調
整
法
の
施
行
に
関
す
る
事
項
但
し
、
労
働
委
員
会
が
法
律
に
基
い
て
そ
の
職
務

に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事
項
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

三

労
働
に
関
す
る
啓
蒙
宣
伝
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
労
働
に
関
す
る
事
項
で
他
の
所
管
に
属
し
な
い
も
の

第
六
条

労
働
基
準
局
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

賃
金
、
労
働
時
間
及
び
休
息
に
関
す
る
事
項

二

産
業
安
全
に
関
す
る
事
項

三

労
働
衛
生
に
関
す
る
事
項

四

労
働
者
災
害
補
償
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
に
関
す
る
事
項

五

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
事
項

六

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項

七

工
場
、
鉱
山
そ
の
他
の
場
所
に
お
け
る
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
監
督
に
関

す
る
事
項

八

そ
の
他
労
働
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す

る
事
項
で
他
の
所
管
に
到
し
な
い
も
の
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第
七
条

婦
人
少
年
局
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

婦
人
及
び
年
少
労
働
者
に
特
殊
の
労
働
条
件
及
び
保
護
に
関
す
る
事
項

二

児
童
の
使
用
禁
止
に
関
す
る
事
項

三

家
族
労
働
問
題
及
び
家
事
使
用
人
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
婦
人
及
び
年
少
労
働
者
に
特
殊
の
労
働
問
題
に
関
す
る
事
項

五

労
働
者
の
家
族
問
題
に
関
す
る
事
項
但
し
、
法
律
に
基
い
て
他
省
の
所
管
に
属
せ
し
め
ら
れ

た
も
の
を
除
く
。

六

婦
人
の
地
位
の
向
上
そ
の
他
婦
人
問
題
の
調
査
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
項
但
し
、
婦
人

問
題
の
連
絡
調
整
に
つ
い
て
は
、
他
省
が
法
律
に
基
い
て
そ
の
所
管
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事

務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

第
八
条

職
業
安
定
局
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

職
業
の
紹
介
、
指
導
及
び
補
導
そ
の
他
労
務
需
給
の
調
整
に
関
す
る
事
項

二

失
業
対
策
に
関
す
る
事
項

三

失
業
保
険
及
び
失
業
手
当
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
職
業
に
関
す
る
事
項

第
九
条

労
働
統
計
調
査
局
に
お
い
て
は
、
左
の
事
項
に
関
す
る
事
務
を
掌
る
。

一

労
働
組
合
、
労
働
争
議
そ
の
他
労
働
問
題
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行

二

労
働
条
件
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行

三

賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行

四

労
働
者
生
計
費
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行

五

職
業
に
関
す
る
定
期
統
計
及
び
刊
行

六

内
外
労
働
事
情
に
関
す
る
資
料
の
蒐
集
整
理
分
析
及
び
刊
行

七

労
働
者
の
生
活
、
給
与
及
び
雇
用
に
関
す
る
経
済
問
題
に
関
す
る
調
査
及
び
刊
行

第
十
条

労
働
省
に
産
業
安
全
研
究
所
を
置
き
、
工
場
事
業
場
に
お
け
る
災
害
予
防
の
調
査
研
究
及

び
工
場
事
業
場
に
お
け
る
災
害
予
防
に
関
す
る
技
術
者
の
養
成
訓
練
を
掌
ら
し
め
る
。

第
十
一
条

労
働
省
の
部
局
、
機
関
及
び
職
員
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
四
条
乃
至
第
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
必
要
が
あ
る
と
き
は
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
省
内
に
お
い
て
部
局
の
所
管
事
務
の
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
十
二
条

船
員
の
労
働
に
関
す
る
行
政
の
重
要
事
項
に
つ
い
て
、
労
働
省
の
所
管
行
政
と
の
連
絡

統
一
を
図
る
た
め
、
労
働
省
に
、
労
働
部
内
及
び
運
輸
省
部
内
の
関
係
を
以
つ
て
組
織
す
る
船

員
労
働
連
絡
会
議
を
置
く
。

船
員
労
働
連
絡
会
議
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
労
働
大
臣
が
運
輸
大
臣
と
協
議
し
て
こ
れ
を

定
め
る
。

附

則

第
十
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
期
日
は
、そ
の
成
立
の
日
か
ら
二
十
日
を
超
え
な
い
期
間
に
お
い
て
、

政
令
で
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
四
条

厚
生
省
官
制
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
勤
労
」
を
削
り
、
「
社
会
保
険
」
の
下
に
「
（
労
働
省
ノ
所
管
ニ
属
ス
ル
事
項

ヲ
除
ク
）」
を
加
え
る
。

「
労
政
局

第
三
条
中
「
九
局
」
を
「
六
局
」
に
改
め
、
労
働
基
準
局

を
削
る
。

職
業
安
定
局
」

第
七
条

削
除

第
七
条
ノ
ニ
及
び
第
七
条
ノ
三
を
削
る
。

第
八
条
第
一
号
中
「
、
国
民
健
康
保
険
及
労
働
者
災
害
扶
助
責
任
保
険
」
を
「
及
国
民
健
康

保
険
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条

削
除

第
十
五
条

労
働
基
準
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
条
の
二

労
働
省
の
婦
人
少
年
局
長
は
、
労
働
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
こ
の
法
律
中

女
子
及
年
少
者
に
特
殊
の
規
定
の
制
定
、
改
廃
及
び
解
釈
に
関
す
る
事
項
を
掌
り
、
そ
の
施

行
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
労
働
基
準
局
長
及
び
そ
の
下
級
の
官
庁
の
長
に
勧
告
を
行
う

と
と
も
に
、
労
働
基
準
局
長
が
そ
の
下
級
の
官
庁
に
対
し
て
行
う
指
揮
監
督
に
つ
い
て
援
助

を
与
え
る
。

婦
人
少
年
局
長
は
自
ら
そ
の
指
定
す
る
所
属
官
吏
を
し
て
女
子
及
び
年
少
者
に
関
し
労
働

基
準
局
若
し
く
は
そ
の
下
級
の
官
庁
又
は
そ
の
所
属
官
吏
の
行
っ
た
監
督
そ
の
他
に
関
す
る

文
書
を
閲
覧
し
又
は
閲
覧
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
一
条
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
五
条
の
規
定
は
、
婦
人
少
年
局
長
又
は
そ
の

指
定
す
る
所
属
官
吏
が
こ
の
法
律
中
女
子
及
び
年
少
者
に
特
殊
の
規
定
の
施
行
に
関
し
て
行

う
調
査
の
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
百
二
十
条
第
一
号
中
「
第
百
五
条
乃
至
第
百
九
条
」
を
「
第
百
五
条
（
第
百
条
の
二
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
乃
至
第
百
九
条
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第

百
」
条
」
を
「
第
百
一
条
（
第
百
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
」
に
、
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「
労
働
基
準
監
督
官
」
を
「
労
働
基
準
監
督
官
又
は
婦
人
少
年
局
長
若
し
く
は
そ
の
指
定
す

る
所
属
官
吏
」
に
改
め
る
。

昭
和
二
二
年
八
月
三
一
日

〔
三
─
一
八
〕
政
令
第
一
七
三
号

労労
働働
省省
設設
置置
法法
施施
行行
令令

第
一
条

労
働
省
に
左
の
職
員
を
置
く
。

政
務
次
官

一
人

一
級

次
官一

人

一
級

参
与
官

一
人

一
級

局
長

秘
書
官

専
任
一
人

二
級

労
働
事
務
官

専
任
四
人

一
級

専
任
百
十
二
人

二
級

専
任
二
百
二
十
人

三
級

労
働
技
官

専
任
三
十
七
人

二
級

専
任
三
十
四
人

三
級

労
働
教
官

専
任
一
人

二
級

労
働
基
準
監
督
官

専
任
二
人

一
級

専
任
五
十
］
人

二
級

専
任
五
十
五
人

三
級

労
働
基
準
監
督
官
に
関
す
る
も
の
を
除
く
外
、
前
項
の
職
員
の
所
管
事
項
及
び
補
職
に
つ
い
て

は
、
各
省
職
員
の
例
に
よ
る
。

第
二
条

前
条
の
職
員
の
外
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
労
働
大
臣
の
申
出
に
よ
り
、
関
係
各
庁
の
一
級

又
は
二
級
の
官
史
の
中
か
ら
、
事
務
官
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

省
務
に
参
与
さ
せ
る
た
め
に
、
労
働
省
に
参
与
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

参
与
は
労
働
大
臣
の
申
出
に
よ
り
、
関
係
各
庁
の
一
級
官
吏
及
び
学
識
経
験
あ
る
も
の
の
中
か

ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
こ
れ
を
命
ず
る
。

学
識
経
験
あ
る
者
の
中
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
参
与
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
但
し
、
特
別
の
事

由
が
あ
る
場
合
に
は
、
任
期
中
こ
れ
を
解
任
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

参
与
は
、
一
級
官
の
待
遇
と
す
る
。
但
し
、
本
官
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
本
官
の
受
け
る

待
遇
に
よ
る
。

第
四
条

専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
に
、
労
働
省
に
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

専
門
委
員
は
、
学
識
経
験
あ
る
者
の
中
か
ら
、
労
働
大
臣
が
、
こ
れ
を
命
ず
る
。

専
門
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
但
し
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
任
期
中
こ
れ

を
解
任
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

第
五
条

産
業
安
全
研
究
所
に
所
長
を
置
く
。
二
級
の
労
働
技
官
を
以
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

第
六
条

大
臣
官
房
及
び
各
局
の
分
課
は
、
労
働
大
臣
が
こ
れ
を
定
め
る
。

各
課
に
課
長
を
一
人
置
く
。
課
長
は
、
一
級
又
は
二
級
の
労
働
事
務
官
、
労
働
技
官
又
は
労
働

基
準
監
督
官
を
以
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

課
長
は
、
上
官
の
命
を
受
け
て
課
務
を
掌
る
。

附

則

第
七
条

こ
の
政
令
は
、
労
働
省
設
置
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
八
条

厚
生
省
官
制
の
一
部
を
、
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条

厚
生
省
ニ
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク
。

厚
生
事
務
官

専
任
四
人

一
級

専
任
二
百
九
十
人

二
級

専
任
千
二
百
八
十
八
人

三
級

厚
生
技
官

専
任
三
人

一
級

専
任
二
千
六
十
三
人

二
級

内
二
十
八
人
ヲ
一
級
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
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「
労
働
基
準
監
督
官
」
を
「
労
働
基
準
監
督
官
又
は
婦
人
少
年
局
長
若
し
く
は
そ
の
指
定
す

る
所
属
官
吏
」
に
改
め
る
。

昭
和
二
二
年
八
月
三
一
日

〔
三
─
一
八
〕
政
令
第
一
七
三
号

労労
働働
省省
設設
置置
法法
施施
行行
令令

第
一
条

労
働
省
に
左
の
職
員
を
置
く
。

政
務
次
官

一
人

一
級

次
官一

人

一
級

参
与
官

一
人

一
級

局
長

秘
書
官

専
任
一
人

二
級

労
働
事
務
官

専
任
四
人

一
級

専
任
百
十
二
人

二
級

専
任
二
百
二
十
人

三
級

労
働
技
官

専
任
三
十
七
人

二
級

専
任
三
十
四
人

三
級

労
働
教
官

専
任
一
人

二
級

労
働
基
準
監
督
官

専
任
二
人

一
級

専
任
五
十
］
人

二
級

専
任
五
十
五
人

三
級

労
働
基
準
監
督
官
に
関
す
る
も
の
を
除
く
外
、
前
項
の
職
員
の
所
管
事
項
及
び
補
職
に
つ
い
て

は
、
各
省
職
員
の
例
に
よ
る
。

第
二
条

前
条
の
職
員
の
外
、
内
閣
総
理
大
臣
は
、
労
働
大
臣
の
申
出
に
よ
り
、
関
係
各
庁
の
一
級

又
は
二
級
の
官
史
の
中
か
ら
、
事
務
官
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

省
務
に
参
与
さ
せ
る
た
め
に
、
労
働
省
に
参
与
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

参
与
は
労
働
大
臣
の
申
出
に
よ
り
、
関
係
各
庁
の
一
級
官
吏
及
び
学
識
経
験
あ
る
も
の
の
中
か

ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
こ
れ
を
命
ず
る
。

学
識
経
験
あ
る
者
の
中
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
参
与
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
但
し
、
特
別
の
事

由
が
あ
る
場
合
に
は
、
任
期
中
こ
れ
を
解
任
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

参
与
は
、
一
級
官
の
待
遇
と
す
る
。
但
し
、
本
官
を
有
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
本
官
の
受
け
る

待
遇
に
よ
る
。

第
四
条

専
門
の
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
に
、
労
働
省
に
専
門
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

専
門
委
員
は
、
学
識
経
験
あ
る
者
の
中
か
ら
、
労
働
大
臣
が
、
こ
れ
を
命
ず
る
。

専
門
委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
但
し
、
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
任
期
中
こ
れ

を
解
任
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

第
五
条

産
業
安
全
研
究
所
に
所
長
を
置
く
。
二
級
の
労
働
技
官
を
以
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

第
六
条

大
臣
官
房
及
び
各
局
の
分
課
は
、
労
働
大
臣
が
こ
れ
を
定
め
る
。

各
課
に
課
長
を
一
人
置
く
。
課
長
は
、
一
級
又
は
二
級
の
労
働
事
務
官
、
労
働
技
官
又
は
労
働

基
準
監
督
官
を
以
て
、
こ
れ
に
充
て
る
。

課
長
は
、
上
官
の
命
を
受
け
て
課
務
を
掌
る
。

附

則

第
七
条

こ
の
政
令
は
、
労
働
省
設
置
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
八
条

厚
生
省
官
制
の
一
部
を
、
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条

厚
生
省
ニ
左
ノ
職
員
ヲ
置
ク
。

厚
生
事
務
官

専
任
四
人

一
級

専
任
二
百
九
十
人

二
級

専
任
千
二
百
八
十
八
人

三
級

厚
生
技
官

専
任
三
人

一
級

専
任
二
千
六
十
三
人

二
級

内
二
十
八
人
ヲ
一
級
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
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専
任
六
百
九
人

三
級

第
十
一
条
中
「
前
條
」
を
「
第
十
條
」
に
改
め
る

第
二
十
一
條

削
除

第
九
条

厚
生
部
内
臨
時
職
員
設
置
制
の
一
部
を
、
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条

削
除

第
十
条

内
閣
官
房
及
び
法
制
局
職
員
等
設
置
制
の
一
部
を
、
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
「
六
人
」
を
「
五
人
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条

こ
の
政
令
施
行
の
際
、
現
に
厚
生
省
職
員
の
職
に
あ
る
者
で
、
厚
生
省
の
労
政
局
、

職
業
安
定
局
又
は
産
業
安
全
研
究
所
に
属
す
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
と
き
は
、

厚
生
事
務
官
は
労
働
事
務
官
に
、
厚
生
技
官
は
労
働
技
官
に
、
厚
生
教
官
は
労
働
教
官
に
、

同
級
及
び
同
俸
給
を
以
て
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

こ
の
政
令
施
行
の
際
、
現
に
厚
生
省
職
員
の
職
に
あ
る
者
で
、
厚
生
省
労
働
基
準
局
に
属

す
る
者
又
は
厚
生
省
保
険
局
に
属
し
、
労
働
者
災
害
扶
助
責
任
保
険
に
関
す
る
事
務
に
従
事

す
る
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

労
働
基
準
監
督
官
又
は
労
働
事
務
官
に
、
同
級
及
び
同
俸
給
を
以
て
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す

る
。

第
十
二
条

こ
の
政
令
施
行
の
際
、
現
に
休
職
中
の
厚
生
省
職
員
で
休
職
と
な
っ
た
際
、
厚
生

省
の
労
政
局
、
職
業
安
定
局
（
勤
労
局
を
含
む
。
）
又
は
産
業
安
全
研
究
所
に
属
し
て
い
た

者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
休
職
の
ま
ま
、
前
条
第
一
項
の
例
に
よ
り
、

労
働
省
職
員
に
、
同
級
及
び
同
俸
給
を
以
て
任
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

こ
の
政
令
施
行
の
際
、
現
に
休
職
中
の
厚
生
省
職
員
で
、
休
職
と
な
っ
た
際
、
厚
生
省
労

働
基
準
局
に
属
し
て
い
た
者
又
は
厚
生
省
保
険
局
に
属
し
労
働
者
災
害
扶
助
責
任
保
険
に
関

す
る
事
務
に
従
事
し
て
い
た
者
は
、
別
に
辞
令
を
発
せ
ら
れ
な
い
と
き
は
、
休
職
の
ま
ま
、

前
条
第
二
項
の
例
に
よ
り
、
労
働
省
職
員
に
、
同
級
及
び
同
俸
給
を
以
て
任
ぜ
ら
れ
た
も
の

と
す
る

昭
和
二
二
年
八
月
三
一
日

〔
三
─
一
九
〕
政
令
第
一
七
四
号

労労
働働
基基
準準
監監
督督
機機
関関
官官
制制

第
一
条

労
働
省
設
置
法
施
行
令
第
一
条
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
、
労
働
基
準
局
の
職
員
の
定
員

は
、
次
の
通
り
と
す
る
。

勞
働
基
準
監
督
官

専
任
二
人

一
級

専
任
五
十
四
人

二
級

専
任
六
十
一
人

三
級

労
働
事
務
官

専
任
二
人

二
級

専
任
二
十
二
人

三
級

第
二
条

労
働
省
労
働
基
準
局
長
は
、
一
級
の
労
働
基
準
監
督
官
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
。

第
三
条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
は
、
労
働
基
準
法
第
百
条
第
三
項
に
規
定
す
る
事
項
の
外
、
次
に

掲
げ
る
事
項
を
掌
る
。

一

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
施
行
に
関
す
る
事
項

二

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
事
項

三

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項

四

貸
金
そ
の
他
労
働
条
件
及
び
労
働
者
生
計
費
に
関
す
る
統
計
に
関
す
る
事
項

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、
労
働
省
労
働
統
計
調

査
局
の
所
掌
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
労
働
省
労
働
統
計
調
査
局
長
の
指
揮
監
督
を
受
け
る

も
の
と
す
る
。

第
四
条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
位
置
は
、
都
道
府
県
庁
の
所
在
地
と
す
る
。
但
し
、
や
む
を
得

な
い
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
労
働
大
臣
が
別
に
そ
の
位
置
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
管
轄
区
域
は
、
都
道
府
県
の
区
域
と
し
、
そ
の
名
称
は
、
当
該
都
道

府
県
の
名
を
冠
す
る
。

第
五
条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
職
員
の
定
員
は
、
通
じ
て
、
次
の
通
り
と
す
る
。

労
働
基
準
監
督
官

専
任
八
人

一
級

専
任
三
百
八
十
九
人

二
級

専
任
六
百
七
十
五
人

三
級

労
働
事
務
官

専
任
八
人

二
級

専
任
四
百
六
十
一
人

三
級

各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
職
員
の
定
員
は
、
労
働
大
臣
が
予
算
の
範
囲
内
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
六
条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
一
級
又
は
二
級
の
労
働
基
準
監
督
官
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
。
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第
七
条

労
働
基
準
監
督
署
の
位
置
、
名
称
及
び
管
轄
区
域
は
、
労
働
大
臣
が
命
令
で
こ
れ
を
定
め

る
。

第
八
条

労
働
基
準
監
督
署
の
職
員
の
定
員
は
、
通
じ
て
、
次
の
通
り
と
す
る
。

労
働
基
準
監
督
官

専
任
六
百
七
十
一
一
人

二
級

専
任
六
百
二
十
人

三
級

労
働
事
務
官

専
任
五
百
八
十
六
人

三
級

各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
管
轄
区
域
内
に
お
け
る
労
働
基
準
監
督
署
の
職
員
の
定
員
の
総
数

は
、
労
働
大
臣
が
予
算
の
範
囲
内
で
こ
れ
を
定
め
る
。

各
労
働
基
準
監
督
署
の
職
員
の
定
員
は
、
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
承
認
を
経
て
、
都
道
府
県

労
働
基
準
局
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

第
九
条

労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
二
級
の
労
働
基
準
監
督
官
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
。

第
十
条

三
級
の
労
働
基
準
監
督
官
の
任
用
及
び
敍
級
は
、
労
働
基
準
監
督
官
試
驗
に
合
格
し
た
者

に
つ
い
て
、
こ
れ
を
行
う
。

第
十
一
条

労
働
基
準
監
督
官
試
驗
に
関
す
る
事
務
は
、
労
働
基
準
監
督
官
試
驗
委
員
が
こ
れ
を
管

掌
す
る
。

労
働
基
準
監
督
官
試
驗
委
員
は
、
労
働
大
臣
の
監
督
に
属
す
る
。

第
十
二
条

労
働
基
準
監
督
官
試
験
は
、
毎
年
一
回
以
上
こ
れ
を
行
う
。
そ
の
期
日
及
び
場
所
は
、

予
め
官
報
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
を
公
告
す
る
。

第
十
三
条

労
働
基
準
監
督
官
試
験
は
、
筆
記
試
驗
及
び
口
述
試
問
と
す
る
。

第
十
四
条

筆
記
試
驗
は
、
次
の
六
科
目
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
行
う
。

一

憲
法

二

労
働
基
準
法

三

産
業
安
全

四

労
働
衛
生

五

外
國
語
、
世
界
歴
史
、
民
法
、
刑
法
、
行
政
法
、
労
働
法
、
経
済
学
、
企
業
経
営
論
、
心
理

学
、
社
会
政
策
、
保
険
学
、
統
計
学
、
数
学
、
機
械
工
学
、
電
気
工
学
、
化
学
、
土
木
工
学
、

建
築
学
、
採
鉱
冶
金
学
、
生
理
学
、
病
理
学
、
衛
生
学
及
び
薬
学
の
う
ち
よ
り
、
受
驗
者
が
予

め
選
択
す
る
二
科
目

外
國
語
及
び
労
働
法
の
範
囲
は
、
労
働
大
臣
が
れ
を
定
め
る
。

第
十
五
条

口
述
試
問
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
乃
至
第
四
号
に
掲
げ
る
科
目
う
ち
よ
り
、
受
験
者

が
予
め
選
択
す
二
科
目
に
つ
い
て
こ
れ
を
行
い
、
併
せ
て
労
働
基
準
監
督
官
と
し
て
の
一
般
的
適

性
を
考
査
す
る
。

第
十
六
条

旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
卒
業
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
者

で
、
一
年
以
上
労
働
行
政
、
労
務
管
理
、
労
働
関
係
、
産
業
安
全
又
は
労
働
衛
生
に
関
す
る
業
務

に
從
事
し
た
経
験
の
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
労
働
基
準
監
督
官
試
驗
委
員
の
議
を
経
て
、
労
働
基

準
監
督
官
試
験
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条

労
働
基
準
監
督
官
試
験
の
合
格
者
は
、
労
働
基
準
監
督
官
試
験
委
員
の
議
定
す
る
方
法

に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
八
条

労
働
基
準
監
督
官
試
験
の
細
則
及
び
労
働
基
準
監
督
官
試
驗
委
員
に
関
す
る
事
項
は
、

労
働
大
臣
が
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
九
条

二
級
の
労
働
基
準
監
督
官
の
任
用
及
び
敍
級
は
、
三
年
以
上
三
級
の
労
働
基
準
監
督
官

の
職
に
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
行
う
。

第
二
十
条

一
級
の
労
働
基
準
監
督
官
の
任
用
及
び
敍
級
は
、
八
年
以
上
二
級
の
労
働
基
準
監
督
官

の
職
に
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
行
う
。

第
二
十
一
条

一
級
又
は
二
級
の
労
働
基
準
監
督
官
の
任
用
及
び
敍
級
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
官
吏
任
用
敍
級
令
の
規
定
に
よ
っ
て
一
級
又
は
二
級
の
事
務
官
吏
又
は
技
能
官
吏
と
な

る
資
格
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
労
働
基
準
監
督
官
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
二
条

労
働
基
準
監
督
官
の
任
免
、
敍
級
等
の
身
分
上
の
事
項
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、

一
般
官
吏
の
例
に
よ
る
。

第
二
十
三
条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
又
は
労
働
基
準
監
督
署
に
属
す
る
三
級
の
労
働
事
務
官
の
任

免
、
敍
級
等
の
身
分
上
の
事
項
に
関
す
る
事
項
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
こ
れ
を
行
う
。

第
二
十
四
条

労
働
基
準
委
員
会
は
、
労
働
大
臣
の
所
轄
に
属
し
、
労
働
省
に
置
く
労
働
基
準
委
員

会
は
中
央
労
働
基
準
委
員
会
、
都
道
府
県
労
労
働
基
準
局
に
置
く
労
働
基
準
委
員
会
は
地
方
労
働

基
準
委
員
会
と
い
う
。

地
方
労
働
基
準
委
員
会
に
は
、
当
該
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
名
を
冠
す
る
。

第
二
十
五
条

中
央
労
労
働
基
準
委
員
会
の
委
員
は
、
二
十
一
人
と
し
、
労
働
大
臣
が
こ
れ
を
委
嘱

す
る
。

地
方
労
働
委
員
会
の
委
員
は
、
十
五
人
と
し
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

第
二
十
六
条

労
働
基
準
委
員
会
の
委
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。

委
員
が
衆
議
院
議
員
選
挙
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
被
選
挙
権
を
有
し
な
く
な
つ
た
場
合
、
労

働
基
準
委
員
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
又
は
労
働
基
準
委
員
会
の
決
議
に
よ
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第
七
条

労
働
基
準
監
督
署
の
位
置
、
名
称
及
び
管
轄
区
域
は
、
労
働
大
臣
が
命
令
で
こ
れ
を
定
め

る
。

第
八
条

労
働
基
準
監
督
署
の
職
員
の
定
員
は
、
通
じ
て
、
次
の
通
り
と
す
る
。

労
働
基
準
監
督
官

専
任
六
百
七
十
一
一
人

二
級

専
任
六
百
二
十
人

三
級

労
働
事
務
官

専
任
五
百
八
十
六
人

三
級

各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
管
轄
区
域
内
に
お
け
る
労
働
基
準
監
督
署
の
職
員
の
定
員
の
総
数

は
、
労
働
大
臣
が
予
算
の
範
囲
内
で
こ
れ
を
定
め
る
。

各
労
働
基
準
監
督
署
の
職
員
の
定
員
は
、
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
承
認
を
経
て
、
都
道
府
県

労
働
基
準
局
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

第
九
条

労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
二
級
の
労
働
基
準
監
督
官
を
以
て
こ
れ
に
充
て
る
。

第
十
条

三
級
の
労
働
基
準
監
督
官
の
任
用
及
び
敍
級
は
、
労
働
基
準
監
督
官
試
驗
に
合
格
し
た
者

に
つ
い
て
、
こ
れ
を
行
う
。

第
十
一
条

労
働
基
準
監
督
官
試
驗
に
関
す
る
事
務
は
、
労
働
基
準
監
督
官
試
驗
委
員
が
こ
れ
を
管

掌
す
る
。

労
働
基
準
監
督
官
試
驗
委
員
は
、
労
働
大
臣
の
監
督
に
属
す
る
。

第
十
二
条

労
働
基
準
監
督
官
試
験
は
、
毎
年
一
回
以
上
こ
れ
を
行
う
。
そ
の
期
日
及
び
場
所
は
、

予
め
官
報
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
こ
れ
を
公
告
す
る
。

第
十
三
条

労
働
基
準
監
督
官
試
験
は
、
筆
記
試
驗
及
び
口
述
試
問
と
す
る
。

第
十
四
条

筆
記
試
驗
は
、
次
の
六
科
目
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
行
う
。

一

憲
法

二

労
働
基
準
法

三

産
業
安
全

四

労
働
衛
生

五

外
國
語
、
世
界
歴
史
、
民
法
、
刑
法
、
行
政
法
、
労
働
法
、
経
済
学
、
企
業
経
営
論
、
心
理

学
、
社
会
政
策
、
保
険
学
、
統
計
学
、
数
学
、
機
械
工
学
、
電
気
工
学
、
化
学
、
土
木
工
学
、

建
築
学
、
採
鉱
冶
金
学
、
生
理
学
、
病
理
学
、
衛
生
学
及
び
薬
学
の
う
ち
よ
り
、
受
驗
者
が
予

め
選
択
す
る
二
科
目

外
國
語
及
び
労
働
法
の
範
囲
は
、
労
働
大
臣
が
れ
を
定
め
る
。

第
十
五
条

口
述
試
問
は
、
前
条
第
一
項
第
一
号
乃
至
第
四
号
に
掲
げ
る
科
目
う
ち
よ
り
、
受
験
者

が
予
め
選
択
す
二
科
目
に
つ
い
て
こ
れ
を
行
い
、
併
せ
て
労
働
基
準
監
督
官
と
し
て
の
一
般
的
適

性
を
考
査
す
る
。

第
十
六
条

旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
卒
業
者
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
学
力
を
有
す
る
者

で
、
一
年
以
上
労
働
行
政
、
労
務
管
理
、
労
働
関
係
、
産
業
安
全
又
は
労
働
衛
生
に
関
す
る
業
務

に
從
事
し
た
経
験
の
あ
る
者
に
対
し
て
は
、
労
働
基
準
監
督
官
試
驗
委
員
の
議
を
経
て
、
労
働
基

準
監
督
官
試
験
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条

労
働
基
準
監
督
官
試
験
の
合
格
者
は
、
労
働
基
準
監
督
官
試
験
委
員
の
議
定
す
る
方
法

に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
八
条

労
働
基
準
監
督
官
試
験
の
細
則
及
び
労
働
基
準
監
督
官
試
驗
委
員
に
関
す
る
事
項
は
、

労
働
大
臣
が
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
九
条

二
級
の
労
働
基
準
監
督
官
の
任
用
及
び
敍
級
は
、
三
年
以
上
三
級
の
労
働
基
準
監
督
官

の
職
に
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
行
う
。

第
二
十
条

一
級
の
労
働
基
準
監
督
官
の
任
用
及
び
敍
級
は
、
八
年
以
上
二
級
の
労
働
基
準
監
督
官

の
職
に
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
行
う
。

第
二
十
一
条

一
級
又
は
二
級
の
労
働
基
準
監
督
官
の
任
用
及
び
敍
級
は
、
前
二
条
の
規
定
に
か
か

わ
ら
ず
、
官
吏
任
用
敍
級
令
の
規
定
に
よ
っ
て
一
級
又
は
二
級
の
事
務
官
吏
又
は
技
能
官
吏
と
な

る
資
格
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
労
働
基
準
監
督
官
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
二
条

労
働
基
準
監
督
官
の
任
免
、
敍
級
等
の
身
分
上
の
事
項
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
は
、

一
般
官
吏
の
例
に
よ
る
。

第
二
十
三
条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
又
は
労
働
基
準
監
督
署
に
属
す
る
三
級
の
労
働
事
務
官
の
任

免
、
敍
級
等
の
身
分
上
の
事
項
に
関
す
る
事
項
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
こ
れ
を
行
う
。

第
二
十
四
条

労
働
基
準
委
員
会
は
、
労
働
大
臣
の
所
轄
に
属
し
、
労
働
省
に
置
く
労
働
基
準
委
員

会
は
中
央
労
働
基
準
委
員
会
、
都
道
府
県
労
労
働
基
準
局
に
置
く
労
働
基
準
委
員
会
は
地
方
労
働

基
準
委
員
会
と
い
う
。

地
方
労
働
基
準
委
員
会
に
は
、
当
該
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
名
を
冠
す
る
。

第
二
十
五
条

中
央
労
労
働
基
準
委
員
会
の
委
員
は
、
二
十
一
人
と
し
、
労
働
大
臣
が
こ
れ
を
委
嘱

す
る
。

地
方
労
働
委
員
会
の
委
員
は
、
十
五
人
と
し
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

第
二
十
六
条

労
働
基
準
委
員
会
の
委
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。

委
員
が
衆
議
院
議
員
選
挙
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
被
選
挙
権
を
有
し
な
く
な
つ
た
場
合
、
労

働
基
準
委
員
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
又
は
労
働
基
準
委
員
会
の
決
議
に
よ
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る
議
事
そ
の
他
に
関
す
る
定
に
し
ば
し
ば
違
反
し
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

任
期
中
こ
れ
を
解
囑
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
委
員
が
労
働
基
準
委
員
会
の
決
議
に
よ
る
議

事
そ
の
他
に
関
す
る
定
に
し
ば
し
ば
違
反
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
解
嘱
す
る
場
合
に
は
、
当
該

委
員
を
除
く
他
の
委
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

委
員
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
の
補
欠
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
二
十
七
条

労
働
基
準
委
員
会
に
会
長
を
置
く
。
会
長
は
、
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
中
か
ら
、

委
員
が
こ
れ
を
選
挙
す
る
。

会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

会
長
に
事
故
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
選
挙
さ
れ
た
者
が
、
会
長
の
職
務

を
代
理
す
る
。

第
二
十
八
条

労
働
基
準
委
員
会
は
、
会
長
が
委
員
に
対
し
適
当
な
方
法
で
通
知
を
し
て
こ
れ
を
招

集
し
、
そ
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
す
る
。
可
否
同
数
で
あ
る
場
合
に
は
、

会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

労
働
基
準
委
員
会
は
、
委
員
の
三
分
の
二
以
上
又
は
労
働
者
を
代
表
す
る
委
員
、
使
用
者
を
代

表
す
る
委
員
及
び
公
益
を
代
表
す
る
委
員
各
々
三
分
の
一
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
議
事
を
聞

き
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

労
働
基
準
委
員
会
の
会
長
は
、
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
求
が
あ
っ
た
場
合

に
は
、
一
週
問
以
内
に
労
働
基
準
委
員
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条

労
働
基
準
委
員
会
に
幹
事
及
び
書
記
を
置
く
。

幹
事
及
び
書
記
は
、
会
長
の
同
意
を
得
て
、
労
働
大
臣
又
は
当
該
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が

こ
れ
を
委
囑
す
る
。

幹
事
は
会
長
の
指
揮
を
受
け
て
、
庶
務
を
整
理
す
る
。

書
記
は
、
上
司
の
指
揮
を
受
け
て
、
庶
務
に
従
事
す
る
。

第
三
十
条

関
係
官
吏
は
、
会
長
の
許
可
を
受
け
て
会
議
に
出
席
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。

第
三
十
一
条

労
働
基
準
委
員
会
の
委
員
、
幹
事
若
し
く
は
書
記
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
は
、

そ
の
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
十
二
条

労
働
基
準
監
督
官
分
限
委
員
会
は
、
労
働
大
臣
の
所
轄
に
属
し
、
九
人
の
委
員
で
こ

れ
を
組
織
す
る
。

労
働
基
準
監
督
分
限
委
員
会
の
委
員
は
、
中
央
労
働
基
準
委
員
会
の
労
働
者
を
代
表
す
る
委
員
、

使
用
者
を
代
表
す
る
委
員
及
び
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
中
か
ら
各
別
に
互
選
さ
れ
た
者
に
つ
い

て
各
々
一
人
、
一
級
、
二
級
及
び
三
級
の
労
働
基
準
監
督
官
の
中
か
ら
各
々
一
人
並
び
に
官
吏
分

限
令
の
適
用
を
受
け
る
一
般
官
吏
の
中
か
ら
三
人
を
、
労
働
大
臣
が
委
嘱
す
る
。

第
三
十
三
条

労
働
基
準
監
督
分
限
委
員
会
に
会
長
を
置
く
。
会
長
は
、
中
央
労
働
基
準
委
員
会
の

公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
中
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
委
員
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

会
長
に
事
故
が
あ
る
場
合
に
は
、
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
委
員
が
会
長
の
職
務
を
代
理
す
る
。

第
三
十
四
条

労
働
基
準
監
督
官
分
限
委
員
会
は
、
委
員
の
三
分
の
二
以
上
又
は
中
央
労
働
基
準
委

員
会
の
委
員
の
中
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
委
員
、
労
働
基
準
監
督
官
の
中
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
委
員
及
び

一
般
官
吏
の
中
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
委
員
各
々
一
人
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
議
事
を
開
き
議
決

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

労
働
基
準
監
督
官
分
限
委
員
会
の
会
長
は
、
労
働
大
臣
の
求
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
五
日
以
内

に
、
労
働
基
準
監
督
官
分
限
委
員
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
五
条

第
二
十
六
条
、
第
二
十
七
条
第
二
項
、
第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第

二
十
九
条
乃
至
第
三
十
一
条
の
規
定
は
、
こ
れ
を
労
働
基
準
監
督
官
分
限
委
員
会
に
準
用
す
る
。

附

則

第
三
十
六
条

こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
二
年
九
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
三
十
七
条

都
道
府
県
労
労
働
基
準
局
官
制
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

（
編
注

以
下
略
）

昭
和
二
二
年
九
月
一
日

〔
三
─
二
〇
〕
官
報
彙
報

労労
働働
省省
分分
課課
規規
程程

労
働
省
分
課
規
程
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。
（
一
日
よ
り
施
行
）

労
働
省
分
課
規
程

第
一
条

大
臣
官
房
に
左
の
三
課
を
置
く
。

秘

書

課

総

務

課

会

計

課

第
二
条

秘
書
課
に
お
い
て
は
左
の
事
項
を
掌
る
。

一

官
吏
の
進
退
身
分
及
賞
罰
に
関
す
る
事
項

二

官
吏
の
服
務
に
関
す
る
事
項

三

恩
給
に
関
す
る
事
項

四

叙
位
叙
勲
及
褒
章
に
関
す
る
事
項
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五

儀
式
礼
典
に
関
す
る
事
項

六

大
臣
の
官
印
及
び
省
印
の
管
守
に
関
す
る
事
項

七

機
密
に
関
す
る
事
項

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
つ
い
て
は
、
大
臣
が
他
の
部
局
の
専
管
に
属
せ
し
め
た
も
の

を
除
く
。

第
三
条

総
務
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

所
管
行
政
の
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項

二

所
管
行
政
に
関
す
る
調
査
審
議
企
画
一
般
に
関
す
る
事
項

二

所
管
行
政
に
必
要
な
資
材
に
関
す
る
事
項

四

所
管
行
政
の
考
査
一
般
に
関
す
る
事
項

五

文
書
の
接
受
、
発
送
、
編
纂
及
び
保
存
に
関
す
る
事
項

六

成
案
文
書
の
審
査
及
び
進
達
に
関
す
る
事
項

七

官
報
掲
載
に
関
す
る
事
項

八

各
局
課
の
主
管
に
属
し
な
い
事
項

第
四
条

会
計
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

経
費
及
び
諸
収
入
の
予
算
決
算
並
び
に
会
計
に
関
す
る
事
項

二

会
計
の
監
査
に
関
す
る
事
項

三

国
有
財
産
及
び
物
品
に
関
す
る
事
項

四

営
繕
に
関
す
る
事
項

五

省
中
取
締
に
関
す
る
事
項

六

用
人
の
進
退
及
び
監
督
に
関
す
る
事
項

七

労
働
省
職
員
共
済
組
合
に
関
す
る
事
項

第
五
条

大
臣
官
房
に
審
査
委
員
を
置
く
。

審
査
委
員
は
、
法
令
そ
の
他
重
要
な
事
項
を
審
査
す
る
。

第
六
条

労
政
局
に
左
の
三
課
を
置
く
。

労

政

課

労
働
組
合
課

労
働
教
育
課

第
七
条

労
政
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。
但
し
、
労
働
委
員
会
が
法
律
に
基
い
て
そ
の
職

務
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事
項
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

一

労
働
組
合
及
び
労
働
関
係
に
関
す
る
労
働
行
政
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
項

二

労
働
組
合
法
及
び
労
働
関
係
調
整
法
に
基
く
行
政
庁
の
職
権
に
関
す
る
事
項

三

労
働
組
合
及
び
労
働
関
係
に
関
す
る
法
令
の
調
査
研
究
に
関
す
る
事
項

四

労
働
組
合
法
及
び
労
働
関
係
に
関
す
る
行
政
に
従
事
す
る
職
員
の
任
免
及
び
監
督
の
一
般

的
基
準
に
関
す
る
事
項

五

労
働
組
合
法
及
び
労
働
関
係
調
整
法
の
施
行
に
関
し
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
同
委

員
会
の
職
務
に
対
す
る
援
助
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項

六

そ
の
他
の
所
管
に
属
し
な
い
労
働
に
関
す
る
事
項

第
八
条

労
働
組
合
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。
但
し
、
労
働
委
員
会
が
法
律
に
基
い
て
そ

の
職
務
に
祠
せ
し
め
ら
れ
た
事
項
及
び
同
委
員
会
に
繋
属
中
の
労
働
争
議
に
関
す
る
情
報
の
蒐

集
分
析
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

一

労
働
協
約
及
び
労
働
協
約
の
実
施
に
関
す
る
情
報
及
び
資
料
の
蒐
集
、
分
析
に
関
す
る
事
項

二

労
働
組
合
、
労
働
組
合
規
約
並
に
労
働
組
合
の
組
織
及
び
活
動
に
関
す
る
情
報
の
蒐
集
、

分
析
に
関
す
る
事
項

三

使
用
者
団
体
及
び
そ
の
活
動
及
び
規
約
に
関
す
る
情
報
の
蒐
集
、
分
析
に
関
す
る
事
項

四

団
体
交
渉
及
び
労
働
協
約
並
び
に
労
働
組
合
、
使
用
者
団
体
及
び
そ
の
活
動
に
関
す
る
資

料
の
教
育
及
び
啓
蒙
の
た
め
の
利
用
促
進
に
つ
い
て
の
一
般
方
策
の
樹
立
に
関
す
る
事
項

第
九
条

労
働
教
育
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

労
働
組
合
及
び
労
働
関
係
に
関
す
る
教
育
及
び
啓
蒙
の
た
め
の
資
料
の
整
備
及
び
啓
蒙
に

関
す
る
事
項

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
労
働
組
合
及
び
労
働
関
係
に
関
す
る
教
育
及
び
啓
蒙
に
関
す
る

事
項

三

労
働
組
合
及
び
労
働
関
係
に
関
す
る
行
政
に
従
事
す
る
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
事
項

四

労
働
組
合
、
使
用
者
団
体
の
行
う
労
働
教
育
そ
の
他
の
労
働
に
関
す
る
民
主
的
活
動
助
成

に
関
す
る
事
項

第
十
条

労
働
基
準
局
に
左
の
六
課
を
置
く
。

監

督

課

労
災
保
険
課

安

全

課

術

生

課

給

与

課

鉱

山

課
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五

儀
式
礼
典
に
関
す
る
事
項

六

大
臣
の
官
印
及
び
省
印
の
管
守
に
関
す
る
事
項

七

機
密
に
関
す
る
事
項

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
つ
い
て
は
、
大
臣
が
他
の
部
局
の
専
管
に
属
せ
し
め
た
も
の

を
除
く
。

第
三
条

総
務
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

所
管
行
政
の
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項

二

所
管
行
政
に
関
す
る
調
査
審
議
企
画
一
般
に
関
す
る
事
項

二

所
管
行
政
に
必
要
な
資
材
に
関
す
る
事
項

四

所
管
行
政
の
考
査
一
般
に
関
す
る
事
項

五

文
書
の
接
受
、
発
送
、
編
纂
及
び
保
存
に
関
す
る
事
項

六

成
案
文
書
の
審
査
及
び
進
達
に
関
す
る
事
項

七

官
報
掲
載
に
関
す
る
事
項

八

各
局
課
の
主
管
に
属
し
な
い
事
項

第
四
条

会
計
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

経
費
及
び
諸
収
入
の
予
算
決
算
並
び
に
会
計
に
関
す
る
事
項

二

会
計
の
監
査
に
関
す
る
事
項

三

国
有
財
産
及
び
物
品
に
関
す
る
事
項

四

営
繕
に
関
す
る
事
項

五

省
中
取
締
に
関
す
る
事
項

六

用
人
の
進
退
及
び
監
督
に
関
す
る
事
項

七

労
働
省
職
員
共
済
組
合
に
関
す
る
事
項

第
五
条

大
臣
官
房
に
審
査
委
員
を
置
く
。

審
査
委
員
は
、
法
令
そ
の
他
重
要
な
事
項
を
審
査
す
る
。

第
六
条

労
政
局
に
左
の
三
課
を
置
く
。

労

政

課

労
働
組
合
課

労
働
教
育
課

第
七
条

労
政
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。
但
し
、
労
働
委
員
会
が
法
律
に
基
い
て
そ
の
職

務
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事
項
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

一

労
働
組
合
及
び
労
働
関
係
に
関
す
る
労
働
行
政
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
項

二

労
働
組
合
法
及
び
労
働
関
係
調
整
法
に
基
く
行
政
庁
の
職
権
に
関
す
る
事
項

三

労
働
組
合
及
び
労
働
関
係
に
関
す
る
法
令
の
調
査
研
究
に
関
す
る
事
項

四

労
働
組
合
法
及
び
労
働
関
係
に
関
す
る
行
政
に
従
事
す
る
職
員
の
任
免
及
び
監
督
の
一
般

的
基
準
に
関
す
る
事
項

五

労
働
組
合
法
及
び
労
働
関
係
調
整
法
の
施
行
に
関
し
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
同
委

員
会
の
職
務
に
対
す
る
援
助
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項

六

そ
の
他
の
所
管
に
属
し
な
い
労
働
に
関
す
る
事
項

第
八
条

労
働
組
合
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。
但
し
、
労
働
委
員
会
が
法
律
に
基
い
て
そ

の
職
務
に
祠
せ
し
め
ら
れ
た
事
項
及
び
同
委
員
会
に
繋
属
中
の
労
働
争
議
に
関
す
る
情
報
の
蒐

集
分
析
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

一

労
働
協
約
及
び
労
働
協
約
の
実
施
に
関
す
る
情
報
及
び
資
料
の
蒐
集
、
分
析
に
関
す
る
事
項

二

労
働
組
合
、
労
働
組
合
規
約
並
に
労
働
組
合
の
組
織
及
び
活
動
に
関
す
る
情
報
の
蒐
集
、

分
析
に
関
す
る
事
項

三

使
用
者
団
体
及
び
そ
の
活
動
及
び
規
約
に
関
す
る
情
報
の
蒐
集
、
分
析
に
関
す
る
事
項

四

団
体
交
渉
及
び
労
働
協
約
並
び
に
労
働
組
合
、
使
用
者
団
体
及
び
そ
の
活
動
に
関
す
る
資

料
の
教
育
及
び
啓
蒙
の
た
め
の
利
用
促
進
に
つ
い
て
の
一
般
方
策
の
樹
立
に
関
す
る
事
項

第
九
条

労
働
教
育
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

労
働
組
合
及
び
労
働
関
係
に
関
す
る
教
育
及
び
啓
蒙
の
た
め
の
資
料
の
整
備
及
び
啓
蒙
に

関
す
る
事
項

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
労
働
組
合
及
び
労
働
関
係
に
関
す
る
教
育
及
び
啓
蒙
に
関
す
る

事
項

三

労
働
組
合
及
び
労
働
関
係
に
関
す
る
行
政
に
従
事
す
る
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
事
項

四

労
働
組
合
、
使
用
者
団
体
の
行
う
労
働
教
育
そ
の
他
の
労
働
に
関
す
る
民
主
的
活
動
助
成

に
関
す
る
事
項

第
十
条

労
働
基
準
局
に
左
の
六
課
を
置
く
。

監

督

課

労
災
保
険
課

安

全

課

術

生

課

給

与

課

鉱

山

課
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第
十
一
条

監
督
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

工
場
其
の
他
施
設
に
お
け
る
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
監
督
に
関
す
る
事
項

二

一
般
労
働
者
の
労
働
条
件
に
関
す
る
事
項

三

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項

四

労
働
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
事
項

五

労
働
基
準
官
署
の
指
揮
監
督
の
総
合
調
整
及
び
人
参
、
予
算
そ
の
他
事
務
に
関
す
る
事
項

六

そ
の
他
他
の
主
管
に
属
し
な
い
労
働
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
事
項

其
の
他
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
事
項

第
十
二
条

労
災
保
険
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

労
働
者
災
害
補
償
に
関
す
る
事
項

二

労
働
者
災
害
補
償
保
険
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
会
計
に
関
す
る
事
項

第
十
三
条

安
全
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

産
業
安
全
及
び
災
害
予
防
に
関
す
る
事
項

二

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
事
項

三

公
害
の
防
止
に
関
す
る
事
項

四

産
業
安
全
研
究
所
に
関
す
る
事
項

第
十
四
条

衛
生
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

労
働
環
境
・
衛
生
に
関
す
る
事
項

二

職
業
病
其
の
他
職
業
疾
患
に
関
す
る
事
項

三

労
働
者
の
保
険
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
労
働
衛
生
に
関
す
る
事
項

第
十
五
条

給
与
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

賃
金
、
給
料
其
の
他
給
与
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
運
営
に
関
す
る
事
項

二

労
働
基
準
法
中
賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
規
定
の
制
定
、
改
廃
及
び
解
釈
そ
の

他
施
行
に
関
す
る
事
項

三

賃
金
委
員
会
に
関
す
る
事
項

四

公
共
事
業
労
務
者
の
賃
金
に
関
す
る
事
項

五

賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
雇
用
主
及
び
労
働
者
に
対
す
る
援
助
助
言
に
関
す
る

政
策
の
樹
立
運
営
に
関
す
る
事
項

六

労
働
者
用
物
資
に
関
す
る
事
項

第
十
六
条

鉱
山
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

鉱
山
に
お
け
る
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
監
督
及
び
鉱
山
労
働
者
に
特
殊

の
労
働
条
件
に
関
す
る
事
項
。
但
し
、
賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。

二

鉱
山
に
お
け
る
産
業
安
全
、
災
害
予
防
、
労
働
能
率
の
増
進
及
び
公
害
の
防
止
に
関
す
る

事
項

三

鉱
山
労
働
者
用
物
資
に
関
す
る
事
項

第
十
七
条

婦
人
少
年
局
に
左
の
三
課
を
置
く
。

婦
人
労
働
踝

年
少
労
働
課

婦

人

課

第
十
八
条

婦
人
労
働
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

労
働
基
準
法
中
女
子
に
特
殊
の
規
定
の
制
定
、
改
廃
及
び
解
釈
に
関
す
る
事
項

二

労
働
基
準
法
中
女
子
に
特
殊
の
規
定
の
施
行
に
関
し
労
働
基
準
局
長
及
び
そ
の
下
級
の
官

庁
の
長
に
対
す
る
勧
告
並
び
に
労
働
基
準
局
長
が
そ
の
下
級
の
官
庁
に
対
し
て
行
う
指
揮
監

督
に
つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
事
項

三

家
族
労
働
問
題
及
び
家
事
使
用
人
に
関
す
る
事
項

四

婦
人
労
働
者
問
題
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
事
項

五

婦
人
労
働
者
問
題
に
関
す
る
ラ
ジ
オ
、
映
画
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
刊
行
発
表
の
資
料
整
備

に
関
す
る
事
項

六

局
中
他
課
と
連
絡
し
て
行
う
地
方
駐
在
職
員
に
対
す
る
一
般
的
指
揮
監
督
及
び
統
轄
に
関
す

る
事
項

七

そ
の
他
婦
人
労
働
者
に
特
殊
の
問
題
に
関
す
る
事
項

第
十
九
条

年
少
労
働
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

労
働
基
準
法
中
年
少
者
に
特
殊
の
規
定
の
制
定
、
改
廃
及
び
解
釈
に
関
す
る
事
項

二

労
働
基
準
法
中
年
少
者
に
特
殊
の
規
定
の
施
行
に
関
し
労
働
基
準
局
長
及
び
そ
の
下
級
の
官

庁
の
長
に
対
す
る
勧
告
並
び
に
労
働
基
準
局
長
が
そ
の
下
級
の
官
庁
に
対
し
て
行
う
指
揮
監

督
に
つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
事
項

三

児
童
の
使
用
禁
止
及
び
そ
の
規
定
に
関
す
る
事
項

四

年
少
労
働
者
問
題
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
事
項

五

年
少
労
働
者
に
関
す
る
ラ
ジ
オ
、
映
画
そ
の
他
に
よ
る
刊
行
発
表
の
資
料
整
備
に
関
す
る
事

項
六

そ
の
他
年
少
労
働
者
に
特
殊
の
問
題
に
関
す
る
事
項
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第
二
十
条

婦
人
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

婦
人
の
地
位
向
上
そ
の
他
婦
人
問
題
の
調
査
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
項
。
但
し
、
婦
人

問
題
の
連
絡
調
整
に
つ
い
て
は
、
他
省
が
法
律
に
基
い
て
そ
の
所
管
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事

務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

二

労
働
者
の
家
族
問
題
に
鬨
す
る
事
項
。
但
し
、
法
律
に
基
い
て
他
省
の
所
管
に
祠
せ
し
め
ら

れ
た
も
の
を
除
く
。

三

婦
人
の
地
位
向
上
そ
の
他
婦
人
問
題
及
び
労
働
者
の
家
族
問
題
に
関
す
る
ラ
ジ
オ
、
映
画
そ

の
他
の
方
法
に
よ
る
刊
行
発
表
の
資
料
整
備
に
関
す
る
事
項

第
二
十
一
条

職
業
安
定
局
に
左
の
五
課
及
び
一
室
を
お
く
。

庶

務

課

失
業
対
策
課

雇
用
安
定
課

職
業
補
導
課

労
働
市
場
調
査
課

監

察

室

第
二
十
二
条

庶
務
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

職
業
安
定
に
関
す
る
法
令
の
調
査
及
び
企
画
に
関
す
る
事
項

二

都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
の
予
算
に
関
す
る
事
項
。
但
し
、
職
業
補
導
計
画
の
予
算

を
除
く
。

三

公
共
職
業
安
定
所
の
人
事
そ
の
他
の
庶
務
に
関
す
る
事
項

四

職
業
安
定
行
政
に
従
事
す
る
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
事
項

五

職
業
安
定
諮
問
委
員
会
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
運
営
に
関
す
る
事
項

六

他
の
所
管
に
属
し
な
い
職
業
安
定
に
関
す
る
事
項

第
二
十
三
条

失
業
対
策
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

失
業
者
の
た
め
の
雇
用
機
会
造
出
に
関
す
る
企
画
に
つ
い
て
の
経
済
安
定
本
部
そ
の
他
の
官

庁
と
の
連
絡
に
関
す
る
事
項

二

失
業
対
策
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
に
関
す
る
事
項

三

失
業
対
策
と
し
て
の
公
共
事
業
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
運
営
に
関
す
る
事
項

四

公
共
事
業
に
お
け
る
失
業
者
の
募
集
政
策
の
樹
立
に
関
す
る
事
項

五

公
共
事
業
に
お
け
る
失
業
者
吸
収
及
び
就
労
状
況
の
査
察
に
関
す
る
事
項

六

失
業
保
険
及
び
失
業
手
当
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
運
営
に
関
す
る
事
項

七

失
業
応
急
事
業
そ
の
他
前
各
号
に
関
連
す
る
失
業
救
済
措
置
に
関
す
る
事
項

第
二
十
四
条

雇
用
安
定
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

公
共
職
業
紹
介
業
務
の
企
画
運
営
に
関
す
る
事
項

二

重
要
産
業
に
お
け
る
労
務
者
募
集
計
画
の
企
画
及
び
監
督
に
関
す
る
事
項

三

地
方
及
び
都
道
府
県
の
労
務
移
動
及
び
職
業
開
拓
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
及
び
行
政
の
運
営

に
関
す
る
事
項

四

民
間
職
業
紹
介
事
業
及
び
労
務
者
募
集
事
業
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
及
び

行
政
の
運
営
に
関
す
る
事
項

五

有
料
労
務
供
給
事
業
の
禁
止
並
び
に
無
料
労
務
供
給
事
業
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
事
項

六

公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
職
業
指
導
、
職
業
適
性
検
査
そ
の
他
職
業
相
談
計
画
の
樹
立
に

関
す
る
事
項

七

雇
用
に
関
す
る
使
用
主
へ
の
援
助
助
言
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
運
営
に
関
す
る
事
項

第
二
十
五
条

職
業
補
導
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

職
業
補
導
計
画
（
共
同
作
業
施
設
を
含
む
、
以
下
同
じ
。）
の
樹
立
及
び
監
督
に
関
す
る
事

項
二

職
業
補
導
計
画
の
実
施
に
関
す
る
基
準
の
設
定
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
事
項

三

職
業
補
導
に
関
す
る
他
の
官
庁
と
の
連
絡
に
関
す
る
事
項

四

職
業
補
導
に
関
す
る
使
用
主
へ
の
技
術
的
援
助
に
関
す
る
事
項

第
二
十
六
条

労
働
市
場
調
査
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

局
内
に
お
け
る
統
計
調
査
方
法
の
調
整
及
び
労
働
統
計
調
査
局
そ
の
他
関
係
統
計
調
査
部
局

と
の
連
絡
に
関
す
る
事
項

二

局
内
に
お
け
る
統
計
報
告
の
企
画
及
び
統
制
に
関
す
る
事
項

三

労
働
市
場
調
査
及
び
職
業
分
析
に
関
す
る
計
画
及
び
方
法
の
樹
立
に
関
す
る
事
項

四

労
働
市
場
調
査
、
職
業
分
析
そ
の
他
の
報
告
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
都
道
府
県
及
び
公

共
職
業
安
定
所
の
職
員
の
教
養
訓
練
に
つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
事
項

五

労
働
市
場
調
査
、
職
業
安
定
行
政
及
び
職
業
安
定
事
業
に
関
す
る
全
国
的
資
料
の
集
計
、
分

析
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

六

失
業
保
険
に
関
す
る
統
計
的
調
査
の
企
画
及
び
援
助
に
関
す
る
事
項

七

職
業
補
導
に
関
す
る
統
計
的
調
査
の
企
画
及
び
援
助
に
関
す
る
事
項

第
二
十
七
条

監
察
室
に
お
い
て
は
公
共
職
業
安
定
所
の
監
察
に
関
す
る
事
項
を
掌
り
、
そ
の
事
務

は
、
職
業
安
定
局
長
が
、
こ
れ
を
掌
握
す
る
。
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第
二
十
条

婦
人
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

婦
人
の
地
位
向
上
そ
の
他
婦
人
問
題
の
調
査
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
項
。
但
し
、
婦
人

問
題
の
連
絡
調
整
に
つ
い
て
は
、
他
省
が
法
律
に
基
い
て
そ
の
所
管
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事

務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

二

労
働
者
の
家
族
問
題
に
鬨
す
る
事
項
。
但
し
、
法
律
に
基
い
て
他
省
の
所
管
に
祠
せ
し
め
ら

れ
た
も
の
を
除
く
。

三

婦
人
の
地
位
向
上
そ
の
他
婦
人
問
題
及
び
労
働
者
の
家
族
問
題
に
関
す
る
ラ
ジ
オ
、
映
画
そ

の
他
の
方
法
に
よ
る
刊
行
発
表
の
資
料
整
備
に
関
す
る
事
項

第
二
十
一
条

職
業
安
定
局
に
左
の
五
課
及
び
一
室
を
お
く
。

庶

務

課

失
業
対
策
課

雇
用
安
定
課

職
業
補
導
課

労
働
市
場
調
査
課

監

察

室

第
二
十
二
条

庶
務
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

職
業
安
定
に
関
す
る
法
令
の
調
査
及
び
企
画
に
関
す
る
事
項

二

都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
の
予
算
に
関
す
る
事
項
。
但
し
、
職
業
補
導
計
画
の
予
算

を
除
く
。

三

公
共
職
業
安
定
所
の
人
事
そ
の
他
の
庶
務
に
関
す
る
事
項

四

職
業
安
定
行
政
に
従
事
す
る
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
事
項

五

職
業
安
定
諮
問
委
員
会
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
運
営
に
関
す
る
事
項

六

他
の
所
管
に
属
し
な
い
職
業
安
定
に
関
す
る
事
項

第
二
十
三
条

失
業
対
策
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

失
業
者
の
た
め
の
雇
用
機
会
造
出
に
関
す
る
企
画
に
つ
い
て
の
経
済
安
定
本
部
そ
の
他
の
官

庁
と
の
連
絡
に
関
す
る
事
項

二

失
業
対
策
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
に
関
す
る
事
項

三

失
業
対
策
と
し
て
の
公
共
事
業
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
運
営
に
関
す
る
事
項

四

公
共
事
業
に
お
け
る
失
業
者
の
募
集
政
策
の
樹
立
に
関
す
る
事
項

五

公
共
事
業
に
お
け
る
失
業
者
吸
収
及
び
就
労
状
況
の
査
察
に
関
す
る
事
項

六

失
業
保
険
及
び
失
業
手
当
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
運
営
に
関
す
る
事
項

七

失
業
応
急
事
業
そ
の
他
前
各
号
に
関
連
す
る
失
業
救
済
措
置
に
関
す
る
事
項

第
二
十
四
条

雇
用
安
定
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

公
共
職
業
紹
介
業
務
の
企
画
運
営
に
関
す
る
事
項

二

重
要
産
業
に
お
け
る
労
務
者
募
集
計
画
の
企
画
及
び
監
督
に
関
す
る
事
項

三

地
方
及
び
都
道
府
県
の
労
務
移
動
及
び
職
業
開
拓
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
及
び
行
政
の
運
営

に
関
す
る
事
項

四

民
間
職
業
紹
介
事
業
及
び
労
務
者
募
集
事
業
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
及
び

行
政
の
運
営
に
関
す
る
事
項

五

有
料
労
務
供
給
事
業
の
禁
止
並
び
に
無
料
労
務
供
給
事
業
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
事
項

六

公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
職
業
指
導
、
職
業
適
性
検
査
そ
の
他
職
業
相
談
計
画
の
樹
立
に

関
す
る
事
項

七

雇
用
に
関
す
る
使
用
主
へ
の
援
助
助
言
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
運
営
に
関
す
る
事
項

第
二
十
五
条

職
業
補
導
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

職
業
補
導
計
画
（
共
同
作
業
施
設
を
含
む
、
以
下
同
じ
。）
の
樹
立
及
び
監
督
に
関
す
る
事

項
二

職
業
補
導
計
画
の
実
施
に
関
す
る
基
準
の
設
定
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
事
項

三

職
業
補
導
に
関
す
る
他
の
官
庁
と
の
連
絡
に
関
す
る
事
項

四

職
業
補
導
に
関
す
る
使
用
主
へ
の
技
術
的
援
助
に
関
す
る
事
項

第
二
十
六
条

労
働
市
場
調
査
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

局
内
に
お
け
る
統
計
調
査
方
法
の
調
整
及
び
労
働
統
計
調
査
局
そ
の
他
関
係
統
計
調
査
部
局

と
の
連
絡
に
関
す
る
事
項

二

局
内
に
お
け
る
統
計
報
告
の
企
画
及
び
統
制
に
関
す
る
事
項

三

労
働
市
場
調
査
及
び
職
業
分
析
に
関
す
る
計
画
及
び
方
法
の
樹
立
に
関
す
る
事
項

四

労
働
市
場
調
査
、
職
業
分
析
そ
の
他
の
報
告
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
都
道
府
県
及
び
公

共
職
業
安
定
所
の
職
員
の
教
養
訓
練
に
つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
事
項

五

労
働
市
場
調
査
、
職
業
安
定
行
政
及
び
職
業
安
定
事
業
に
関
す
る
全
国
的
資
料
の
集
計
、
分

析
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

六

失
業
保
険
に
関
す
る
統
計
的
調
査
の
企
画
及
び
援
助
に
関
す
る
事
項

七

職
業
補
導
に
関
す
る
統
計
的
調
査
の
企
画
及
び
援
助
に
関
す
る
事
項

第
二
十
七
条

監
察
室
に
お
い
て
は
公
共
職
業
安
定
所
の
監
察
に
関
す
る
事
項
を
掌
り
、
そ
の
事
務

は
、
職
業
安
定
局
長
が
、
こ
れ
を
掌
握
す
る
。
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監
察
室
に
公
共
職
業
安
定
所
監
察
員
（
以
下
監
察
員
と
い
う
。）
を
置
き
、
職
業
安
定
局
に
勤

務
す
る
二
級
の
労
働
事
務
官
又
は
労
働
技
官
の
中
か
ら
、
労
働
大
臣
が
、
こ
れ
を
命
ず
る
。

監
察
員
は
、
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
第
一
線
行
政
が
中
央
の
定
め
た
基
準
及
び
政
策
に

一
致
し
て
運
営
さ
れ
て
居
る
か
ど
う
か
の
実
地
に
つ
い
て
、
そ
の
業
務
の
執
行
状
況
を
査
察
す

る
こ
と
を
本
旨
と
し
、
兼
ね
て
綱
紀
の
張
弛
を
検
明
す
る
も
の
と
す
る
。

職
業
安
定
局
長
は
、
監
察
室
の
庶
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
に
、
職
業
安
定
局
に
勤
務
す
る
三

級
の
労
働
事
務
官
の
中
か
ら
監
察
室
付
を
命
ず
る
。

第
二
十
八
条

労
働
統
計
調
査
局
に
左
の
四
課
を
置
く
。

庶

務

課

雇
用
統
計
調
査
課

賃
金
調
査
課

労
働
経
済
課

第
二
十
九
条

庶
務
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

局
中
及
び
省
の
内
外
に
お
け
る
統
計
調
査
の
企
画
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
事
項

二

統
計
調
査
に
関
し
外
国
労
働
関
係
機
関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
交
換
に
関
す
る
事
項

三

国
内
及
び
国
外
の
労
働
立
法
、
労
働
行
政
、
労
働
機
構
そ
の
他
労
働
問
題
に
関
す
る
資
料

の
蒐
集
、
分
類
、
分
析
に
関
す
る
事
項

四

労
働
経
済
及
び
労
働
統
計
調
査
に
関
す
る
定
期
及
び
特
別
の
刊
行
に
関
す
る
事
項

五

労
働
に
関
す
る
統
計
調
査
の
新
聞
発
表
そ
の
他
公
表
に
関
す
る
事
項

六

労
働
統
計
調
査
に
従
事
す
る
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
事
項

七

労
働
に
関
す
る
統
計
調
査
の
現
業
官
署
及
び
職
員
の
査
察
に
関
す
る
事
項

第
三
十
条

雇
用
統
計
調
査
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

雇
用
及
び
失
業
に
関
す
る
定
期
統
計
の
蒐
集
、
整
理
、
集
計
に
関
す
る
事
項

二

全
国
に
わ
た
る
雇
用
、
失
業
及
び
労
働
力
の
分
析
に
関
す
る
事
項

三

労
務
異
動
、
欠
勤
率
及
び
採
用
解
雇
に
関
す
る
人
事
関
係
事
項
の
分
析
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
前
三
号
に
関
係
あ
る
調
査
に
関
す
る
事
項

第
三
十
一
条

賃
金
調
査
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
定
期
統
計
の
蒐
集
、
整
理
、
分
析
に
関
す
る
事
項

二

賃
金
構
成
の
研
究
に
関
す
る
事
項

三

生
産
コ
ス
ト
と
し
て
の
賃
金
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
給
与
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
事
項

第
三
十
二
条

労
働
経
済
課
に
お
い
て
は
八
の
事
務
を
掌
る
。

一

労
働
者
の
生
計
費
及
び
家
計
費
に
関
す
る
定
期
統
計
の
蒐
集
、
整
理
、
分
析
に
関
す
る
事
項

二

労
働
者
生
活
水
準
に
関
す
る
定
期
統
計
に
関
す
る
事
項

三

消
費
組
合
そ
の
他
共
同
購
入
制
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
前
三
号
に
関
係
あ
る
統
計
調
査
に
関
す
る
事
項

五

安
全
、
災
害
及
び
労
働
衛
生
並
に
労
働
者
災
害
補
償
そ
の
他
労
働
条
件
に
関
す
る
報
告
、

統
計
の
整
理
、
分
析
に
関
す
る
事
項

六

労
働
組
合
、
労
働
争
議
そ
の
他
労
働
関
係
に
関
す
る
報
告
、
統
計
の
整
理
、
分
析
に
関
す

る
事
項

七

労
働
時
間
に
関
す
る
資
料
の
整
理
、
分
析
に
関
す
る
事
項

八

他
局
の
所
管
に
属
し
な
い
労
働
に
関
す
る
長
期
の
調
査
計
画
の
樹
立
に
関
す
る
事
項

九

関
係
局
と
の
協
力
に
よ
る
前
号
の
調
査
計
画
の
企
画
及
び
実
施
に
関
す
る
事
項

昭
和
二
二
年
九
月
三
日

〔
三
─
二
一
〕
労
働
省
労
政
局
決
定

労労
働働
者者
教教
育育
諮諮
問問
委委
員員
会会
設設
置置
要要
綱綱

労
働
運
動
の
健
全
な
る
発
展
を
期
す
る
た
め
に
は
、
関
係
労
働
者
に
対
し
、
労
働
問
題
に
関
す
る

教
育
の
普
及
徹
底
を
図
る
こ
と
が
緊
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
左
の
要
領
に
よ
り
労
働
者
教
習
諮
問
委
員

会
を
設
け
、
関
係
者
の
意
見
を
民
主
的
に
聴
取
尊
重
し
こ
れ
に
関
す
る
労
働
省
の
施
策
の
樹
立
遂
行

に
遺
憾
な
き
を
期
す
る
も
の
と
す
る
。

第
一
、
構
成

一
、
委

員

委
員
は
十
四
名
と
し
、
内
七
名
は
関
係
労
働
組
合
の
推
薦
に
よ
り
、
七
名
は
学
識
経
験
者
中

よ
り
労
働
大
臣
が
こ
れ
を
委
嘱
す
る
。

二
、
会

長

委
員
会
に
会
長
を
置
く
。
会
長
は
労
働
大
臣
を
以
て
充
て
る
。
会
長
は
会
務
を
総
理
す
る
。

三
、
常
任
委
員

委
員
会
に
常
任
委
員
若
干
名
を
置
く
。
常
任
委
員
は
委
員
が
こ
れ
を
互
選
す
る
。
常
任
委
員

は
、
常
時
会
長
を
補
佐
し
会
務
を
処
理
す
る
。

第
二
、
審
議
事
項
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委
員
会
は
労
働
者
の
教
育
に
関
す
る
施
策
に
つ
き
労
働
大
臣
よ
り
諮
問
し
た
事
項
を
審
議
し
、

答
申
す
る
も
の
と
す
る
。

前
項
の
外
委
員
会
は
労
働
者
の
教
育
に
関
し
労
働
大
臣
に
意
見
を
建
議
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
二
、
運

営

一
、
召

集

委
員
以
会
は
会
長
が
こ
れ
を
召
集
す
る
。

二
、
決

議

議
事
は
出
席
委
員
の
多
数
決
に
よ
っ
て
こ
れ
を
決
定
す
る
。

決
議
に
は
委
員
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
、
そ
の
他
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
少
数
意

見
を
附
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
意
見
の
開
陳

関
係
官
史
は
会
議
に
出
席
し
、
そ
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
出
来
る
。

四
、
そ
の
他

そ
の
他
委
員
会
の
運
営
に
つ
き
必
要
な
細
目
事
項
は
会
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て
こ
れ
を
決
定

す
る
。

『
行
政
二
』

昭
和
二
二
年
九
月
八
日

〔
三
─
二
二
〕
官
報
彙
報

厚厚
生生
省省
分分
課課
規規
程程
中中
改改
正正

厚
生
省
分
課
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
て
、
九
月
一
日
か
ら
施
行
し
た
。

第
二
十
五
条
第
二
号
中
「
但
シ
職
業
安
定
局
所
管
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
」
を
削
る
。

第
三
十
条
乃
至
第
四
十
七
条
及
び
第
五
十
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、

同
号
中
「
及
労
働
者
災
害
扶
助
席
に
保
険
特
別
会
計
」
を
削
る
。

第
四
十
八
条
を
第
三
〇
条
と
し
、
以
下
順
次
繰
り
下
げ
る
。

昭
和
二
二
年
一
〇
月
三
一
日

〔
三
─
二
三
〕
政
令
第
二
三
〇
号

技技
能能
者者
養養
成成
委委
員員
会会
官官
制制

第
一
条

技
能
者
養
成
委
員
会
は
、
労
働
大
臣
の
監
督
に
属
し
、
そ
の
諮
問
に
応
じ
て
、
労
働
基
準

法
（
以
下
法
と
い
う
。）
第
七
十
条
の
規
定
に
基
い
て
発
す
る
命
令
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
技
能
者

の
養
成
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

第
二
条

技
能
者
養
成
委
員
会
の
委
員
は
、
十
五
人
と
す
る
。

第
三
条

技
能
者
養
成
委
員
会
の
委
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。

委
員
が
衆
議
院
議
員
選
挙
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
被
選
挙
権
を
有
し
な
く
な
っ
た
場
合
、
技

能
者
養
成
委
員
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
又
は
技
能
者
養
成
委
員
会
の
決
議

に
よ
る
議
事
そ
の
他
に
関
す
る
定
に
し
ば
し
ば
違
反
し
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
任
期
中
こ
れ
を
解
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
委
員
が
技
能
者
養
成
委
員
会
の
決
議
に

よ
る
議
事
そ
の
他
に
関
す
る
定
に
し
ば
し
ば
違
反
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
解
嘱
す
る
場
合
に
は
、

当
該
委
員
を
除
く
他
の
委
員
全
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

委
員
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
の
補
欠
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
四
条

技
能
者
義
成
委
員
会
に
会
長
を
置
く
。
会
長
は
、
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
中
か
ら
、
委

員
が
こ
れ
を
選
挙
す
る
。

会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

会
長
に
事
故
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
選
挙
さ
れ
た
者
が
、
会
長
の
職
務

を
代
理
す
る
。

第
五
条

技
能
者
養
成
委
員
会
は
、
会
長
が
委
員
に
対
し
て
適
当
な
方
法
で
通
知
を
し
て
こ
れ
を
招

集
し
、
そ
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
す
る
。
可
否
同
数
で
あ
る
場
合
に
は
、

会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

技
能
者
養
成
委
員
会
は
、
委
員
の
三
分
の
二
以
上
又
は
労
働
者
を
代
表
す
る
委
員
、
使
用
者
を

代
表
す
る
委
員
及
び
公
益
を
代
表
す
る
委
員
各
々
三
分
の
一
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
議
事
を

開
き
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

技
能
者
養
成
委
員
会
の
会
長
は
、
労
働
大
臣
の
求
が
あ
っ
た
場
合
は
、
一
週
間
以
内
に
技
能
者

養
成
委
員
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

技
能
者
養
成
委
員
会
は
、
そ
の
議
決
に
よ
っ
て
、
専
門
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

専
門
委
員
会
は
、
時
定
の
技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
技
能
者
養
成
委
員
会
の

所
掌
事
項
を
分
掌
し
、
そ
の
意
見
を
技
能
者
養
成
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

専
門
委
員
会
は
、
そ
の
任
務
が
終
了
し
た
場
合
は
、
技
能
者
養
成
委
員
会
の
議
決
に
よ
っ
て
こ

れ
を
廃
止
す
る
。

専
門
委
員
会
の
専
門
委
員
の
数
は
、
一
専
門
委
員
会
に
つ
き
九
人
以
内
と
し
、
そ
の
委
嘱
に
つ

い
て
は
、
法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
七
条

第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
れ
を
専
門

委
員
会
及
び
専
門
委
員
に
準
用
す
る
。
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委
員
会
は
労
働
者
の
教
育
に
関
す
る
施
策
に
つ
き
労
働
大
臣
よ
り
諮
問
し
た
事
項
を
審
議
し
、

答
申
す
る
も
の
と
す
る
。

前
項
の
外
委
員
会
は
労
働
者
の
教
育
に
関
し
労
働
大
臣
に
意
見
を
建
議
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
二
、
運

営

一
、
召

集

委
員
以
会
は
会
長
が
こ
れ
を
召
集
す
る
。

二
、
決

議

議
事
は
出
席
委
員
の
多
数
決
に
よ
っ
て
こ
れ
を
決
定
す
る
。

決
議
に
は
委
員
の
要
求
が
あ
っ
た
と
き
、
そ
の
他
会
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
少
数
意

見
を
附
す
る
も
の
と
す
る
。

三
、
意
見
の
開
陳

関
係
官
史
は
会
議
に
出
席
し
、
そ
の
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
出
来
る
。

四
、
そ
の
他

そ
の
他
委
員
会
の
運
営
に
つ
き
必
要
な
細
目
事
項
は
会
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て
こ
れ
を
決
定

す
る
。

『
行
政
二
』

昭
和
二
二
年
九
月
八
日

〔
三
─
二
二
〕
官
報
彙
報

厚厚
生生
省省
分分
課課
規規
程程
中中
改改
正正

厚
生
省
分
課
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
て
、
九
月
一
日
か
ら
施
行
し
た
。

第
二
十
五
条
第
二
号
中
「
但
シ
職
業
安
定
局
所
管
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
」
を
削
る
。

第
三
十
条
乃
至
第
四
十
七
条
及
び
第
五
十
条
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、

同
号
中
「
及
労
働
者
災
害
扶
助
席
に
保
険
特
別
会
計
」
を
削
る
。

第
四
十
八
条
を
第
三
〇
条
と
し
、
以
下
順
次
繰
り
下
げ
る
。

昭
和
二
二
年
一
〇
月
三
一
日

〔
三
─
二
三
〕
政
令
第
二
三
〇
号

技技
能能
者者
養養
成成
委委
員員
会会
官官
制制

第
一
条

技
能
者
養
成
委
員
会
は
、
労
働
大
臣
の
監
督
に
属
し
、
そ
の
諮
問
に
応
じ
て
、
労
働
基
準

法
（
以
下
法
と
い
う
。）
第
七
十
条
の
規
定
に
基
い
て
発
す
る
命
令
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
技
能
者

の
養
成
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

第
二
条

技
能
者
養
成
委
員
会
の
委
員
は
、
十
五
人
と
す
る
。

第
三
条

技
能
者
養
成
委
員
会
の
委
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。

委
員
が
衆
議
院
議
員
選
挙
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
被
選
挙
権
を
有
し
な
く
な
っ
た
場
合
、
技

能
者
養
成
委
員
会
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
場
合
又
は
技
能
者
養
成
委
員
会
の
決
議

に
よ
る
議
事
そ
の
他
に
関
す
る
定
に
し
ば
し
ば
違
反
し
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
任
期
中
こ
れ
を
解
嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
委
員
が
技
能
者
養
成
委
員
会
の
決
議
に

よ
る
議
事
そ
の
他
に
関
す
る
定
に
し
ば
し
ば
違
反
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
解
嘱
す
る
場
合
に
は
、

当
該
委
員
を
除
く
他
の
委
員
全
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

委
員
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
の
補
欠
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
四
条

技
能
者
義
成
委
員
会
に
会
長
を
置
く
。
会
長
は
、
公
益
を
代
表
す
る
委
員
の
中
か
ら
、
委

員
が
こ
れ
を
選
挙
す
る
。

会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

会
長
に
事
故
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
選
挙
さ
れ
た
者
が
、
会
長
の
職
務

を
代
理
す
る
。

第
五
条

技
能
者
養
成
委
員
会
は
、
会
長
が
委
員
に
対
し
て
適
当
な
方
法
で
通
知
を
し
て
こ
れ
を
招

集
し
、
そ
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
こ
れ
を
決
す
る
。
可
否
同
数
で
あ
る
場
合
に
は
、

会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

技
能
者
養
成
委
員
会
は
、
委
員
の
三
分
の
二
以
上
又
は
労
働
者
を
代
表
す
る
委
員
、
使
用
者
を

代
表
す
る
委
員
及
び
公
益
を
代
表
す
る
委
員
各
々
三
分
の
一
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
議
事
を

開
き
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

技
能
者
養
成
委
員
会
の
会
長
は
、
労
働
大
臣
の
求
が
あ
っ
た
場
合
は
、
一
週
間
以
内
に
技
能
者

養
成
委
員
会
を
招
集
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

技
能
者
養
成
委
員
会
は
、
そ
の
議
決
に
よ
っ
て
、
専
門
委
員
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

専
門
委
員
会
は
、
時
定
の
技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
技
能
者
養
成
委
員
会
の

所
掌
事
項
を
分
掌
し
、
そ
の
意
見
を
技
能
者
養
成
委
員
会
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

専
門
委
員
会
は
、
そ
の
任
務
が
終
了
し
た
場
合
は
、
技
能
者
養
成
委
員
会
の
議
決
に
よ
っ
て
こ

れ
を
廃
止
す
る
。

専
門
委
員
会
の
専
門
委
員
の
数
は
、
一
専
門
委
員
会
に
つ
き
九
人
以
内
と
し
、
そ
の
委
嘱
に
つ

い
て
は
、
法
第
七
十
四
条
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
七
条

第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
こ
れ
を
専
門

委
員
会
及
び
専
門
委
員
に
準
用
す
る
。
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第
八
条

関
係
官
吏
は
、
会
長
の
許
可
を
受
け
て
技
能
者
養
成
委
員
会
又
は
専
門
委
員
会
の
会
議
に

出
席
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
条

技
能
者
養
成
委
員
会
に
幹
事
及
び
書
記
を
置
く
。

幹
事
及
び
書
記
は
、
関
係
各
面
の
官
吏
の
中
か
ら
、
労
働
大
臣
が
こ
れ
を
命
ず
る
。

幹
事
は
、
会
長
の
指
揮
を
受
け
て
、
庶
務
を
整
理
す
る
。

書
記
は
、
上
司
の
指
揮
を
受
け
て
、
庶
務
に
従
事
す
る
。

第
十
条

技
能
者
養
成
委
員
会
の
委
員
、
専
門
委
員
、
幹
事
若
し
く
は
書
記
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
お

っ
た
者
は
、
そ
の
職
務
上
知
り
得
た
他
人
の
業
務
に
関
す
る
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

昭
和
二
二
年
一
一
月
二
九
日

〔
三
─
二
四
〕
官
報
彙
報

労労
働働
省省
分分
課課
規規
程程
中中
改改
正正

労
働
省
分
課
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
て
、
十
一
月
二
十
二
か
ら
施
行
し
た
。

第
二
十
一
条

職
業
安
定
局
に
左
の
六
課
及
び
一
室
を
置
く
。

庶
務
課

失
業
対
策
課

失
業
保
険
課

雇
用
安
定
課

職
業
補
導
課

労
働
市
場
調
査
課

観
察
室

第
二
十
三
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

第
二
十
三
条
の
二

失
業
保
険
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

失
業
保
険
及
び
失
業
手
当
に
関
す
る
事
項

二

失
業
保
険
そ
の
他
こ
れ
に
関
連
す
る
事
項
に
関
す
る
法
令
の
調
査
及
び
企
画
に
関
す
る

事
項

三

失
業
保
険
特
別
会
計
に
関
す
る
事
項

昭
和
二
三
年
四
月
二
八
日

〔
三
─
二
五
〕
政
令
第
九
一
号

労労
働働
省省
設設
置置
法法
施施
行行
令令
のの
一一
部部
改改
正正

第
一
条

労
働
省
設
置
法
施
行
令
の
一
部
を
、
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
労
働
事
務
官
の
部
中
「
専
任
百
二
十
五
人

二
級
」
を
「
専
任
百
二
十
七
人

二
級
」
に
、「
専
任
三
百
六
十
六
人

三
級
」
を
「
専
任
三
百
六
十
九
人
三
級
」
に
、
同
条
同
項
労

働
基
準
監
督
官
の
部
中
「
専
任
五
十
四
人

二
級
」
を
「
専
任
六
十
二
人

二
級
」
に
、「
専
任
六

十
一
人

三
級
」
を
「
専
任
六
十
二
人

三
級
」
に
改
め
る
。

第
二
条

労
働
基
準
監
督
機
関
官
制
の
一
部
を
、
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
労
働
基
準
監
督
官
の
部
中
「
専
任
五
十
四
人

二
級
」
を
「
専
任
六
十
二
人

二
級
」

に
、「
専
任
六
十
一
人

三
級
」
を
「
専
任
六
十
二
人

三
級
」
に
、
同
条
労
働
事
務
官
の
部
中
「
専

任
二
人

二
級
」
を
「
専
任
四
人

二
級
」
に
、「
専
任
二
十
二
人

三
級
」
を
「
専
任
二
十
五
人

三
級
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
第
一
項
労
働
基
準
監
督
官
の
部
中
「
専
任
三
百
八
十
九
人

二
級
」
を
「
専
任
四
百

八
十
二
人

二
級
」
に
、「
専
任
六
百
七
十
五
人

三
級
」
を
「
専
任
六
百
八
十
八
人

三
級
」
に
、

同
条
同
項
労
働
事
務
官
の
部
中
「
専
任
五
百
九
十
九
人

三
級
」
を
「
専
任
六
百
二
十
九
人

三

級
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
労
動
基
準
監
督
官
の
部
中
「
専
任
六
百
二
十
人

三
級
」
を
「
専
任
七
百
四
十

六
人

三
級
」
に
、
同
条
同
項
労
働
事
務
官
の
部
中
「
専
任
八
百
七
十
五
人

三
級
」
を
「
専
任

九
百
三
十
八
任
三
級
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

昭
和
二
三
年
七
月
一
四
日

〔
三
─
二
六
〕
労
働
省
訓
令
第
十
号

労労
働働
安安
定定
組組
織織
にに
おお
けけ
るる
監監
察察
にに
関関
すす
るる
件件

職
業
安
定
組
織
に
お
け
る
監
察
に
関
す
る
件
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

職職
業業
安安
定定
組組
織織
にに
おお
けけ
るる
監監
察察
にに
関関
すす
るる
件件

第
一
条

都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
職
業
安
定
行
政
の
監
察
を
掌
ら
せ
る
た
め
に
、

労
働
省
職
業
安
定
局
に
中
央
監
察
官
を
、
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
職
業
安
定
行
政
の
監
察
を

掌
ら
せ
る
た
め
に
、
都
道
府
県
に
地
方
監
察
官
を
置
く
。
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第
二
条

中
央
監
察
官
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
に
勤
務
す
る
二
級
の
労
働
事
務
官
の
中
か
ら
、
労

働
大
臣
が
こ
れ
を
命
じ
、
地
方
監
察
官
は
、
都
道
府
県
職
業
安
定
主
務
課
に
勤
務
す
る
二
級
又
は

三
級
の
地
方
事
務
官
の
中
か
ら
、
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
を
命
ず
る
。

笛
三
条

監
察
は
、
都
道
府
県
又
は
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
職
業
安
定
行
政
が
国
の
定
め
た
政

策
及
び
基
準
に
合
致
し
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
実
地
に
つ
い
て
査
察
検
明
す
る
こ
と
を
本

旨
と
す
る
。

第
四
条

中
央
監
察
官
は
、
左
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

一

都
道
府
県
に
お
け
る
職
業
安
定
行
政
の
執
行
状
況
を
そ
の
実
地
に
つ
い
て
監
察
す
る
こ
と

二

地
方
監
察
官
に
対
し
、
そ
の
職
務
遂
行
を
円
滑
に
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
資
料
の
提
供
、
そ

の
他
の
援
助
を
与
え
る
こ
と

三

地
方
監
察
官
か
ら
必
要
な
監
察
報
告
を
徴
し
、
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
職
業
安
定
行
政

の
執
行
状
況
を
常
時
的
確
に
把
握
す
る
こ
と

四

必
要
に
応
じ
、
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
職
業
安
定
行
政
の
執
行
状
況
を
実
地
に
つ
い
て

監
察
す
る
こ
と

第
五
条

地
方
監
察
官
は
、
そ
の
所
属
す
る
都
道
府
県
内
の
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
職
業
安
定

行
政
の
執
行
状
況
を
、
そ
の
実
地
に
つ
い
て
監
察
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
。

第
六
条

中
央
監
察
官
及
び
地
方
監
察
官
は
、
監
察
の
計
画
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
労
働
大
臣
又
は
都

道
府
県
知
事
の
承
認
を
得
た
の
ち
監
察
を
行
い
、
監
察
を
終
え
た
と
き
に
そ
の
結
果
を
報
告
す
る

も
の
と
す
る
。

第
七
条

監
察
官
の
職
務
の
分
担
そ
の
他
監
察
官
の
職
務
執
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
労
働
省

職
業
安
定
局
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

昭
和
二
三
年
八
月
一
六
日

〔
三
─
二
七
〕
官
報
彙
報

労労
働働
省省
分分
課課
規規
程程
のの
一一
部部
改改
正正

労
働
省
分
課
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
昭
和
二
十
三
年
八
月
十
三
日
か
ら
こ
れ
を
施

行
し
た
。

第
十
条
中
「
六
課
」
を
「
七
課
」
と
し
、
「
監
督
課
」
の
前
に
「
庶
務
課
」
を
加
え
、「
労
災
保
険

課
」
を
「
労
災
補
償
課
」
に
、「
衛
生
課
」
を
「
労
働
衛
生
課
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二

庶
務
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

労
働
基
準
官
署
の
人
事
、
予
算
、
庁
舎
そ
の
他
の
政
務
に
関
す
る
事
項

二

労
働
基
準
監
督
官
試
験
に
関
す
る
事
項

三

労
働
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
事
項

四

労
働
基
準
監
督
官
分
限
委
員
会
に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
他
の
所
管
に
属
し
な
し
事
項

第
十
一
条

監
督
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
掌
る

一

工
場
事
業
場
の
監
督
に
関
す
る
事
項

二

一
般
労
働
者
の
労
働
条
件
に
関
す
る
事
項

三

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項

四

工
場
事
業
場
の
監
督
に
関
し
労
働
基
準
官
署
に
対
す
る
指
揮
監
督
に
関
す
る
事
項
及
び
そ
の

他
の
事
項
に
関
し
労
働
基
準
官
署
に
対
す
る
指
揮
監
督
の
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項

五

労
働
時
間
、
休
憩
、
休
日
、
年
次
有
給
休
暇
等
他
の
所
管
に
属
し
な
い
労
働
基
準
法
の
施
行

に
関
す
る
事
項
そ
の
他
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
事
項

六

労
働
基
準
委
員
会
に
関
す
る
事
項

第
十
二
条
中
「
労
災
保
険
課
」
を
「
労
災
補
償
課
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
衛
生
課
」
を
「
労
働
衛
生
課
」
に
改
め
る
。

昭
和
二
三
年
一
〇
月
二
六
日

〔
三
─
二
八
〕
官
報
彙
報

労労
働働
省省
分分
課課
規規
程程
のの
一一
部部
改改
正正

労
働
省
に
お
い
て
労
働
省
分
課
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
昭
和
二
十
三
年
十
月
十
九

日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
六
条

労
政
局
に
左
の
四
課
を
置
く
。

庶

務

課

労
働
法
規
課

労
働
組
合
課

労
働
教
育
課

第
六
条
の
二

庶
務
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

労
政
局
の
庶
務
に
関
す
る
事
項

二

労
政
に
従
事
す
る
職
員
の
任
免
に
関
す
る
事
項
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第
二
条

中
央
監
察
官
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
に
勤
務
す
る
二
級
の
労
働
事
務
官
の
中
か
ら
、
労

働
大
臣
が
こ
れ
を
命
じ
、
地
方
監
察
官
は
、
都
道
府
県
職
業
安
定
主
務
課
に
勤
務
す
る
二
級
又
は

三
級
の
地
方
事
務
官
の
中
か
ら
、
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
を
命
ず
る
。

笛
三
条

監
察
は
、
都
道
府
県
又
は
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
職
業
安
定
行
政
が
国
の
定
め
た
政

策
及
び
基
準
に
合
致
し
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
実
地
に
つ
い
て
査
察
検
明
す
る
こ
と
を
本

旨
と
す
る
。

第
四
条

中
央
監
察
官
は
、
左
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

一

都
道
府
県
に
お
け
る
職
業
安
定
行
政
の
執
行
状
況
を
そ
の
実
地
に
つ
い
て
監
察
す
る
こ
と

二

地
方
監
察
官
に
対
し
、
そ
の
職
務
遂
行
を
円
滑
に
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
資
料
の
提
供
、
そ

の
他
の
援
助
を
与
え
る
こ
と

三

地
方
監
察
官
か
ら
必
要
な
監
察
報
告
を
徴
し
、
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
職
業
安
定
行
政

の
執
行
状
況
を
常
時
的
確
に
把
握
す
る
こ
と

四

必
要
に
応
じ
、
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
職
業
安
定
行
政
の
執
行
状
況
を
実
地
に
つ
い
て

監
察
す
る
こ
と

第
五
条

地
方
監
察
官
は
、
そ
の
所
属
す
る
都
道
府
県
内
の
公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
職
業
安
定

行
政
の
執
行
状
況
を
、
そ
の
実
地
に
つ
い
て
監
察
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
。

第
六
条

中
央
監
察
官
及
び
地
方
監
察
官
は
、
監
察
の
計
画
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
労
働
大
臣
又
は
都

道
府
県
知
事
の
承
認
を
得
た
の
ち
監
察
を
行
い
、
監
察
を
終
え
た
と
き
に
そ
の
結
果
を
報
告
す
る

も
の
と
す
る
。

第
七
条

監
察
官
の
職
務
の
分
担
そ
の
他
監
察
官
の
職
務
執
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
労
働
省

職
業
安
定
局
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

昭
和
二
三
年
八
月
一
六
日

〔
三
─
二
七
〕
官
報
彙
報

労労
働働
省省
分分
課課
規規
程程
のの
一一
部部
改改
正正

労
働
省
分
課
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
昭
和
二
十
三
年
八
月
十
三
日
か
ら
こ
れ
を
施

行
し
た
。

第
十
条
中
「
六
課
」
を
「
七
課
」
と
し
、
「
監
督
課
」
の
前
に
「
庶
務
課
」
を
加
え
、「
労
災
保
険

課
」
を
「
労
災
補
償
課
」
に
、「
衛
生
課
」
を
「
労
働
衛
生
課
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二

庶
務
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

労
働
基
準
官
署
の
人
事
、
予
算
、
庁
舎
そ
の
他
の
政
務
に
関
す
る
事
項

二

労
働
基
準
監
督
官
試
験
に
関
す
る
事
項

三

労
働
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
事
項

四

労
働
基
準
監
督
官
分
限
委
員
会
に
関
す
る
事
項

五

そ
の
他
他
の
所
管
に
属
し
な
し
事
項

第
十
一
条

監
督
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
掌
る

一

工
場
事
業
場
の
監
督
に
関
す
る
事
項

二

一
般
労
働
者
の
労
働
条
件
に
関
す
る
事
項

三

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項

四

工
場
事
業
場
の
監
督
に
関
し
労
働
基
準
官
署
に
対
す
る
指
揮
監
督
に
関
す
る
事
項
及
び
そ
の

他
の
事
項
に
関
し
労
働
基
準
官
署
に
対
す
る
指
揮
監
督
の
総
合
調
整
に
関
す
る
事
項

五

労
働
時
間
、
休
憩
、
休
日
、
年
次
有
給
休
暇
等
他
の
所
管
に
属
し
な
い
労
働
基
準
法
の
施
行

に
関
す
る
事
項
そ
の
他
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
事
項

六

労
働
基
準
委
員
会
に
関
す
る
事
項

第
十
二
条
中
「
労
災
保
険
課
」
を
「
労
災
補
償
課
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
中
「
衛
生
課
」
を
「
労
働
衛
生
課
」
に
改
め
る
。

昭
和
二
三
年
一
〇
月
二
六
日

〔
三
─
二
八
〕
官
報
彙
報

労労
働働
省省
分分
課課
規規
程程
のの
一一
部部
改改
正正

労
働
省
に
お
い
て
労
働
省
分
課
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
昭
和
二
十
三
年
十
月
十
九

日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
六
条

労
政
局
に
左
の
四
課
を
置
く
。

庶

務

課

労
働
法
規
課

労
働
組
合
課

労
働
教
育
課

第
六
条
の
二

庶
務
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

労
政
局
の
庶
務
に
関
す
る
事
項

二

労
政
に
従
事
す
る
職
員
の
任
免
に
関
す
る
事
項
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三

労
政
に
従
事
す
る
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
事
項

四

労
政
に
養
す
る
予
算
に
関
す
る
事
項

第
七
条

労
働
法
規
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

労
政
に
関
す
る
一
般
的
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
事
項

二

労
政
及
び
労
働
関
係
の
調
整
に
関
す
る
法
令
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
事
項

三

労
働
組
合
法
及
び
労
働
関
係
調
整
法
に
定
め
ら
れ
た
行
政
庁
の
職
権
の
行
使
に
関
ず
る
事
項

四

労
働
委
員
会
が
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
独
立
し
て
行
う
職
務
以
外
の
職
務
に
対
す
る

管
理
及
び
労
働
委
員
会
に
対
す
る
援
助
及
び
協
力
に
関
す
る
事
項

第
八
条

労
働
組
合
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

労
働
組
合
の
組
織
運
営
及
び
活
動
に
関
す
る
資
料
の
蒐
集
及
び
分
析
に
関
す
る
事
項

二

団
体
交
渉
、
労
働
協
約
及
び
労
働
協
約
の
運
営
に
関
す
る
資
料
の
蒐
集
及
び
分
析
並
び
に
指

導
に
関
す
る
事
項

三

使
用
者
及
び
使
用
者
団
体
の
活
動
に
関
す
る
資
料
の
蒐
集
及
び
分
析
並
び
に
指
導
に
関
す
る

事
項

四

労
働
組
合
の
共
済
福
祉
に
関
す
る
企
画
及
び
そ
の
実
施
に
関
ず
る
事
項

第
九
条

労
働
教
育
課
に
お
い
て
は
左
の
事
務
を
掌
る
。

一

労
働
運
動
に
関
す
る
教
育
及
び
啓
蒙
に
関
す
る
事
項

二

労
働
運
動
に
関
す
る
教
育
及
び
啓
蒙
の
た
め
の
資
料
の
整
備
及
び
刊
行
に
関
す
る
事
項

三

労
働
組
合
、
使
用
者
団
体
の
行
う
労
働
教
育
及
び
そ
の
他
の
労
働
に
関
す
る
自
主
的
活
動
の

助
成
に
関
す
る
事
項

昭
和
二
三
年
一
一
月
一
一
日

〔
三
─
二
九
〕
労
働
省
令
第
三
四
号

身身
体体
障障
害害
者者
公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
のの
設設
置置

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基
き
、
身

体
障
害
者
公
共
職
業
補
導
所
を
次
の
よ
う
に
設
置
し
た
。

名

称

位

置

設
置
年
月
日

東
京
身
体
障
害
者

東
京
都
北
多
摩
郡

昭
和
二
十
三
年

公
共
職
業
補
導
所

小
平
町
小
川
二
二
六
四

八
月
一
日

大
阪
身
体
障
害
者

堺
市
旭
ヶ
丘

昭
和
二
十
三
年

公
共
職
業
補
導
所

二
九
五

四
月
一
日

福
岡
身
体
障
害
者

小
倉
市
三
萩
野

同

公
共
職
業
補
導
所

一
〇
六
五

昭
和
二
三
年
一
一
月
一
九
日

〔
三
─
三
〇
〕
政
令
第
三
四
九
号

職職
業業
安安
定定
連連
絡絡
委委
員員
会会
令令

内
閣
は
、
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
五
十
三
条
の
規
定
を
実
施
す

る
た
め
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

第
一
条

職
業
安
定
法
第
五
十
三
条
の
規
定
に
基
き
、
労
働
省
に
、
職
業
安
定
連
絡
委
員
会
（
以
下

委
員
会
と
い
う
。）
を
設
置
す
る
。

２

委
員
会
は
、
労
働
大
臣
の
監
督
に
属
す
る
。

第
二
条

委
員
会
に
お
い
て
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
。

一

職
業
紹
介
、
職
業
指
導
、
職
業
補
導
及
び
労
働
力
の
需
要
供
給
に
関
す
る
調
査
又
は
労
働
者

の
募
集
に
つ
い
て
、
関
係
官
庁
の
事
務
の
連
絡
調
整
を
図
る
こ
と
。

二

國
民
の
労
働
力
を
最
も
有
効
に
発
揮
さ
せ
る
方
法
を
協
議
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
前
二
号
に
関
連
し
て
、
労
働
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項
。

２

委
員
会
は
、
職
業
安
定
機
関
そ
の
他
の
関
係
官
庁
の
行
政
に
関
與
す
る
も
の
で
な
い
。

第
三
条

委
員
会
は
、
会
長
副
会
長
各
一
人
及
び
委
員
三
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

会
長
は
、
労
働
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。

３

副
会
長
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

４

委
員
は
、
労
働
省
部
内
及
び
関
係
官
庁
部
内
の
一
級
又
は
二
級
の
官
吏
の
中
か
ら
、
労
働
大
臣

が
命
じ
、
又
は
委
嘱
す
る
。

第
四
条

委
員
会
は
、
三
箇
月
に
一
回
以
上
、
会
長
が
招
集
す
る
。

第
五
条

会
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。

２

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
副
会
長
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

第
六
条

委
員
会
の
庶
務
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
に
お
い
て
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
条

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
を
除
く
外
、
委
員
会
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
、
労
働
大
臣
が

定
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
─
第
四
条
）

第
二
章

本
省

第
一
節

内
部
部
局
（
第
五
条
─
第
十
条
）

第
二
節

附
属
機
関
（
第
十
一
条
―
第
十
三
条
）

第
三
節

地
方
支
分
部
局
（
第
十
四
条
─
第
十
九
条
）

第
一
款

都
道
府
県
労
働
基
準
局
（
第
十
五
条
・
第
十
六
条
）

第
二
款

労
働
基
準
監
督
署
（
第
十
七
条
）

第
三
款

公
共
職
業
安
定
所
（
第
十
八
条
・
第
十
九
条
）

第
三
章

外
局
（
第
二
十
条
）

第
四
章

職
員
（
第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条
）

附
則

第第
一一
草草

総総
則則

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
労
働
省
の
所
掌
事
務
の
範
囲
及
び
権
限
を
明
確
に
定
め
る
と
と
も
に
、
そ

の
所
掌
す
る
行
政
事
務
及
び
事
業
を
能
率
的
に
遂
行
す
る
に
足
る
組
織
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

（
設
置
）

第
二
条

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
い
て
、

労
働
省
を
設
置
す
る
。

２

労
働
省
の
長
は
、
労
働
大
臣
と
す
る
。

（
労
働
省
の
任
務
）

第
三
条

労
働
省
は
、
労
働
者
の
福
祉
と
職
業
の
確
保
と
を
図
り
、
も
っ
て
経
済
の
興
隆
と
国
民
生

活
の
安
定
と
に
寄
与
す
る
た
め
に
、
左
に
掲
げ
る
国
の
行
政
事
務
及
び
事
業
を
一
体
的
に
遂
行
す

る
責
任
を
負
う
行
政
機
関
と
す
る
。

一

労
働
組
合
に
関
す
る
事
務
、
労
働
関
係
の
調
整
及
び
労
働
に
関
す
る
啓
も
う
宣
伝

、
、

二

労
働
条
件
の
向
上
及
び
労
働
者
の
保
護

三

婦
人
の
地
位
の
向
上
そ
の
他
婦
人
問
題
の
調
査
及
び
連
絡
調
整

四

職
業
の
紹
介
、
指
導
、
補
導
そ
の
他
労
務
需
給
の
調
整

五

失
業
対
策

六

労
働
統
計
調
査

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
外
、
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
及
び
職
業
の
確
保

八

労
働
者
災
害
補
償
保
険
事
業

九

失
業
保
険
事
業

（
労
働
省
の
権
限
）

第
四
条

労
働
省
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
左
に
掲
げ
る
権
限

を
有
す
る
。
但
し
、
そ
の
権
限
の
行
使
は
、
法
律
（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。）
に
従
っ
て
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

予
算
の
範
囲
内
で
、
所
掌
事
務
の
遂
行
に
必
要
な
支
出
負
担
行
為
を
す
る
こ
と
。

二

収
入
金
を
徴
収
し
、
所
掌
事
務
の
遂
行
に
必
要
な
支
払
を
す
る
こ
と
。

三

所
掌
事
務
の
遂
行
に
直
接
必
要
な
事
務
所
等
の
施
設
を
設
置
し
、
及
び
管
理
す
る
こ
と
。

四

所
掌
事
務
の
遂
行
に
直
接
必
要
な
業
務
資
材
、
事
務
用
品
、
研
究
用
資
材
等
を
調
達
す
る
こ

と
。

五

不
用
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
。

六

職
員
の
任
免
及
び
賞
罰
を
行
い
、
そ
の
他
職
員
の
人
事
を
管
理
す
る
こ
と
。

七

職
員
の
厚
生
及
び
保
健
の
た
め
必
要
な
施
設
を
設
置
し
、
及
び
管
理
す
る
こ
と
。

八

職
員
に
貸
与
す
る
宿
舎
を
設
置
し
、
及
び
管
理
す
る
こ
と
。

九

所
掌
事
務
に
関
す
る
統
計
及
び
調
査
資
料
を
頒
布
し
、
又
は
刊
行
す
る
こ
と
。

十

所
掌
事
務
の
監
察
を
行
い
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

十
一

所
掌
事
務
の
周
知
宣
伝
を
行
う
こ
と
。

十
二

労
働
省
の
公
印
を
制
定
す
る
こ
と
。

十
三

所
掌
事
務
に
係
る
公
益
法
人
に
つ
き
許
可
若
し
く
は
認
可
を
与
え
、
又
は
そ
の
許
可
を
取

り
消
す
こ
と
。

十
四

都
道
府
県
知
事
が
行
う
労
働
組
合
の
資
格
に
関
す
る
決
定
又
は
規
約
の
変
更
命
令
に
対
す

る
異
議
の
申
立
を
却
下
し
、
又
は
取
り
消
す
こ
と
。

十
五

労
働
協
約
を
、
二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
地
域
に
お
け
る
同
種
の
労
働
者
及
び
使
用

者
に
適
用
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
。

十
六

特
別
労
働
委
員
会
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
城
、
所
掌
事
務
、
委
員
の
定
数
等
を
定
め
る

こ
と
。
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昭
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〔
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〕
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律
第
一
六
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号

労労
働働
省省
設設
置置
法法
改改
正正

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
─
第
四
条
）

第
二
章

本
省

第
一
節

内
部
部
局
（
第
五
条
─
第
十
条
）

第
二
節

附
属
機
関
（
第
十
一
条
―
第
十
三
条
）

第
三
節

地
方
支
分
部
局
（
第
十
四
条
─
第
十
九
条
）

第
一
款

都
道
府
県
労
働
基
準
局
（
第
十
五
条
・
第
十
六
条
）

第
二
款

労
働
基
準
監
督
署
（
第
十
七
条
）

第
三
款

公
共
職
業
安
定
所
（
第
十
八
条
・
第
十
九
条
）

第
三
章

外
局
（
第
二
十
条
）

第
四
章

職
員
（
第
二
十
一
条
・
第
二
十
二
条
）

附
則

第第
一一
草草

総総
則則

（
こ
の
法
律
の
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
労
働
省
の
所
掌
事
務
の
範
囲
及
び
権
限
を
明
確
に
定
め
る
と
と
も
に
、
そ

の
所
掌
す
る
行
政
事
務
及
び
事
業
を
能
率
的
に
遂
行
す
る
に
足
る
組
織
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

（
設
置
）

第
二
条

国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
い
て
、

労
働
省
を
設
置
す
る
。

２

労
働
省
の
長
は
、
労
働
大
臣
と
す
る
。

（
労
働
省
の
任
務
）

第
三
条

労
働
省
は
、
労
働
者
の
福
祉
と
職
業
の
確
保
と
を
図
り
、
も
っ
て
経
済
の
興
隆
と
国
民
生

活
の
安
定
と
に
寄
与
す
る
た
め
に
、
左
に
掲
げ
る
国
の
行
政
事
務
及
び
事
業
を
一
体
的
に
遂
行
す

る
責
任
を
負
う
行
政
機
関
と
す
る
。

一

労
働
組
合
に
関
す
る
事
務
、
労
働
関
係
の
調
整
及
び
労
働
に
関
す
る
啓
も
う
宣
伝

、
、

二

労
働
条
件
の
向
上
及
び
労
働
者
の
保
護

三

婦
人
の
地
位
の
向
上
そ
の
他
婦
人
問
題
の
調
査
及
び
連
絡
調
整

四

職
業
の
紹
介
、
指
導
、
補
導
そ
の
他
労
務
需
給
の
調
整

五

失
業
対
策

六

労
働
統
計
調
査

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
外
、
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
及
び
職
業
の
確
保

八

労
働
者
災
害
補
償
保
険
事
業

九

失
業
保
険
事
業

（
労
働
省
の
権
限
）

第
四
条

労
働
省
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
左
に
掲
げ
る
権
限

を
有
す
る
。
但
し
、
そ
の
権
限
の
行
使
は
、
法
律
（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。）
に
従
っ
て
な
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

予
算
の
範
囲
内
で
、
所
掌
事
務
の
遂
行
に
必
要
な
支
出
負
担
行
為
を
す
る
こ
と
。

二

収
入
金
を
徴
収
し
、
所
掌
事
務
の
遂
行
に
必
要
な
支
払
を
す
る
こ
と
。

三

所
掌
事
務
の
遂
行
に
直
接
必
要
な
事
務
所
等
の
施
設
を
設
置
し
、
及
び
管
理
す
る
こ
と
。

四

所
掌
事
務
の
遂
行
に
直
接
必
要
な
業
務
資
材
、
事
務
用
品
、
研
究
用
資
材
等
を
調
達
す
る
こ

と
。

五

不
用
財
産
を
処
分
す
る
こ
と
。

六

職
員
の
任
免
及
び
賞
罰
を
行
い
、
そ
の
他
職
員
の
人
事
を
管
理
す
る
こ
と
。

七

職
員
の
厚
生
及
び
保
健
の
た
め
必
要
な
施
設
を
設
置
し
、
及
び
管
理
す
る
こ
と
。

八

職
員
に
貸
与
す
る
宿
舎
を
設
置
し
、
及
び
管
理
す
る
こ
と
。

九

所
掌
事
務
に
関
す
る
統
計
及
び
調
査
資
料
を
頒
布
し
、
又
は
刊
行
す
る
こ
と
。

十

所
掌
事
務
の
監
察
を
行
い
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
必
要
な
措
置
を
と
る
こ
と
。

十
一

所
掌
事
務
の
周
知
宣
伝
を
行
う
こ
と
。

十
二

労
働
省
の
公
印
を
制
定
す
る
こ
と
。

十
三

所
掌
事
務
に
係
る
公
益
法
人
に
つ
き
許
可
若
し
く
は
認
可
を
与
え
、
又
は
そ
の
許
可
を
取

り
消
す
こ
と
。

十
四

都
道
府
県
知
事
が
行
う
労
働
組
合
の
資
格
に
関
す
る
決
定
又
は
規
約
の
変
更
命
令
に
対
す

る
異
議
の
申
立
を
却
下
し
、
又
は
取
り
消
す
こ
と
。

十
五

労
働
協
約
を
、
二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
地
域
に
お
け
る
同
種
の
労
働
者
及
び
使
用

者
に
適
用
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
。

十
六

特
別
労
働
委
員
会
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
城
、
所
掌
事
務
、
委
員
の
定
数
等
を
定
め
る

こ
と
。
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十
七

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
年
法
律
第
五
十
一
号
）（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。
）
及
び
労

働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号
）（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。）
に
定
め

る
都
道
府
県
知
事
の
職
務
を
、
行
政
官
庁
を
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
。

十
八

労
働
関
係
調
整
法
に
定
め
る
公
益
事
業
を
追
加
指
定
す
る
こ
と
。

十
九

公
益
事
業
等
に
関
す
る
労
働
争
議
に
つ
き
、
労
働
委
員
会
に
調
停
を
請
求
す
る
都
道
府
県

知
事
の
職
権
を
、
自
ら
行
い
、
若
し
く
は
そ
の
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
を
し
て
行
わ
せ
、
又

は
労
働
大
臣
の
職
権
を
そ
の
指
定
す
る
都
道
府
県
知
事
を
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
。

二
十

公
共
企
業
体
の
職
員
に
関
す
る
労
働
組
合
に
つ
い
て
、
そ
の
資
格
に
関
す
る
決
定
又
は
規

約
の
変
更
を
行
い
、
及
び
そ
の
組
合
の
解
散
を
裁
判
所
に
申
し
立
て
る
こ
と
。

二
十
一

日
木
国
有
鉄
道
及
び
日
本
専
売
公
社
の
労
働
関
係
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
国
有
鉄
道
調
停

委
員
会
及
び
専
売
公
社
調
停
委
員
会
に
調
停
の
請
求
を
す
る
こ
と
。

二
十
二

公
共
企
業
体
仲
裁
委
員
会
の
委
員
が
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で
き
な
い
と

認
め
る
場
合
、
又
は
委
員
に
職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る

と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
て
委
員
の
罷
免
を
求
め
る
こ
と
。

二
十
三

公
共
企
業
体
仲
裁
委
員
会
に
仲
裁
の
請
求
を
す
る
こ
と
。

二
十
四

労
働
に
関
す
る
団
体
の
役
職
員
へ
の
就
職
を
禁
止
さ
れ
る
者
の
範
囲
を
定
め
、
又
は
そ

の
禁
止
を
免
除
す
る
こ
と
。

二
十
五

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
に
基
い
て
、
臨
検
、
尋
問
、
許
可
、

認
可
、
認
定
、
審
査
又
は
仲
裁
を
行
う
こ
と
。

二
十
六

一
定
の
事
業
又
は
職
業
に
従
事
す
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
最
低
賃
金
を
定
め
る
こ
と
。

二
十
七

特
に
危
険
な
作
業
を
必
要
と
す
る
機
械
及
び
器
具
の
性
能
検
査
を
す
る
こ
と
。

二
十
八

使
用
者
に
対
し
て
、
安
全
管
理
及
び
衛
生
管
理
者
の
増
員
又
は
解
任
を
命
ず
る
こ
と
。

二
十
九

労
働
者
の
安
全
及
び
衛
生
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
特
定
の
事
業
に

お
け
る
建
設
物
等
の
工
事
の
着
手
を
差
し
止
め
、
又
は
計
画
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
。

三
十

労
働
者
を
就
職
さ
せ
る
事
業
の
建
設
物
、
寄
宿
舎
そ
の
他
の
附
属
建
物
若
し
く
は
設
備
又

は
原
料
若
し
く
は
材
料
が
、
安
全
及
び
衛
生
に
関
し
定
め
ら
れ
た
基
準
に
反
す
る
場
合
に
お
い

て
、
使
用
者
及
び
労
働
者
に
対
し
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
の
使
用
の
停
止
、
変
更
そ
の
他
必

要
な
事
項
を
命
ず
る
こ
と
。

三
十
一

労
働
契
約
が
未
成
年
者
に
不
利
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
将
来
に
向
つ
て
こ

れ
を
解
除
す
る
こ
と
。

三
十
二

労
働
者
の
災
害
補
償
に
関
し
、
審
査
又
は
仲
裁
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合

に
お
い
て
、
医
師
に
診
断
又
は
検
案
を
さ
せ
る
こ
と
。

三
十
三

法
令
又
は
労
働
協
約
に
て
い
触
す
る
就
業
規
則
の
変
更
を
命
ず
る
こ
と
。

、
、

三
十
四

労
働
基
準
法
の
施
行
に
関
し
て
、
使
用
者
又
は
労
働
者
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
報
告

又
は
出
頭
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
。

三
十
五

労
働
者
災
害
補
償
保
険
の
任
意
適
用
事
業
の
事
業
主
が
保
険
加
入
又
は
脱
退
の
申
込
を

し
た
場
合
に
、
こ
れ
に
承
諾
を
与
え
る
こ
と
。

三
十
六

労
働
者
災
害
補
償
保
険
の
保
険
料
を
徴
収
す
る
こ
と
。

三
十
七

労
働
者
災
害
補
償
保
険
に
関
し
、
事
業
主
、
被
保
険
者
そ
の
他
の
関
係
者
を
し
て
、
報

告
若
し
く
は
文
書
の
提
出
を
さ
せ
、
又
は
出
頭
さ
せ
る
こ
と
。

三
十
八

有
料
で
又
は
営
利
を
目
的
と
し
て
美
術
、
音
楽
、
演
芸
そ
の
他
特
別
の
技
術
を
必
要
と

す
る
職
業
に
つ
い
て
行
う
職
業
紹
介
事
業
及
び
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
に
許
可
を
与
え
る
こ
と
。

三
十
九

文
書
以
外
の
方
法
に
よ
り
行
う
労
働
者
の
募
集
に
許
可
を
与
え
る
こ
と
。

四
十

文
書
に
よ
り
行
う
労
働
者
の
募
集
に
関
し
、
募
集
地
域
又
は
募
集
時
期
に
つ
い
て
、
制
限

す
る
こ
と
。

四
十
一

労
働
組
合
法
に
よ
る
労
働
組
合
の
行
う
無
料
の
労
働
者
供
給
事
業
に
許
可
を
与
え
る
こ

と
。

四
十
二

労
働
者
を
雇
用
す
る
者
か
ら
、
労
働
者
の
雇
入
又
は
離
職
の
状
況
、
労
働
条
件
等
職
業

安
定
に
関
し
、
必
要
な
報
告
を
求
め
る
こ
と
。

四
十
三

職
業
紹
介
事
業
、
労
働
者
の
募
集
又
は
労
働
者
供
給
事
業
を
行
う
者
に
対
し
、
事
業
又

は
業
務
に
関
す
る
報
告
を
求
め
る
こ
と
。

四
十
四

失
業
保
険
の
任
意
適
用
事
業
の
事
業
主
が
包
括
加
入
又
は
包
括
脱
退
の
申
請
を
し
た
場

合
に
、
こ
れ
を
許
可
す
る
こ
と
。

四
十
五

失
業
保
険
の
保
険
料
を
徴
収
す
る
こ
と
。

四
十
六

失
業
保
険
に
関
し
、
事
業
主
、
被
保
険
者
そ
の
他
の
関
係
者
を
し
て
必
要
な
報
告
若
し

く
は
文
書
の
提
出
を
さ
せ
、
又
は
出
頭
さ
せ
る
こ
と
。

四
十
七

失
業
対
策
事
業
に
つ
い
て
、
事
業
の
開
始
又
は
停
止
の
時
期
等
を
定
め
る
こ
と
。

四
十
八

公
共
事
業
又
は
失
業
対
策
事
業
の
事
業
主
体
又
は
施
行
主
体
か
ら
、
労
働
者
の
雇
入
又

は
離
職
の
状
況
等
に
関
し
、
必
要
な
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
。

四
十
九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
法
律
（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。）
に
基
き
、
労
働
省

に
属
せ
し
め
ら
れ
た
権
限
。

第第
二二
章章

本本
省省
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第
一
節

内
部
部
局

（
内
部
部
局
）

第
五
条

本
省
に
、
大
臣
官
房
及
び
左
の
四
局
を
置
く
。

労

政

局

労
働
基
準
局

婦
人
少
年
局

職
業
安
定
局

２

大
臣
官
房
に
労
働
統
計
調
査
部
を
置
く
。

（
大
臣
官
房
の
事
務
）

第
六
条

大
臣
官
房
に
お
い
て
は
、
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
員
の
職
階
、
任
免
、
分
限
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す

る
こ
と
。

三

大
臣
の
官
印
及
び
省
印
を
管
守
す
る
こ
と
。

四

公
文
書
類
を
接
受
し
、
発
送
し
、
編
集
し
、
及
び
保
存
す
る
こ
と
。

五

経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

六

行
政
財
産
及
び
物
品
を
管
理
す
る
こ
と
。

七

職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

八

行
政
の
考
査
を
行
う
こ
と
。

九

渉
外
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

十

こ
う
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

法
令
案
の
審
査
そ
の
他
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

労
働
組
合
、
労
働
争
議
そ
の
他
労
働
問
題
に
関
す
る
定
期
統
計
を
作
成
し
、
刊
行
す
る
こ

と
。

十
三

労
働
条
件
に
関
す
る
定
期
統
計
を
作
成
し
、
刊
行
す
る
こ
と
。

十
四

賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
定
期
統
計
を
作
成
し
、
刊
行
す
る
こ
と
。

十
五

労
働
者
生
計
費
に
関
す
る
定
期
統
計
を
作
成
し
、
刊
行
す
る
こ
と
。

十
六

職
業
に
関
す
る
定
期
統
計
を
作
成
し
、
刊
行
す
る
こ
と
。

十
七

内
外
労
働
事
情
に
関
す
る
資
料
の
収
集
、
整
理
、
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
刊
行
す
る

こ
と
。

十
八

労
働
者
の
生
活
、
給
与
及
び
雇
用
に
関
す
る
経
済
問
題
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
刊
行
す
る
こ
と
。

十
九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
省
の
所
掌
事
務
で
、
他
局
及
び
他
の
機
関
の
所
掌
に

属
し
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

２

労
働
統
計
調
査
部
は
、
前
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
労
政
局
の
事
務
）

第
七
条

労
政
局
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
組
合
法
及
び
労
働
関
係
調
整
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
労
働
委
員
会
が
行
う

労
働
組
合
法
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
四
条
（
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）、
第
二
十
七
条
第
二
項
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
三

条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
、
労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
百
八
号
）
第
三

十
六
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
、
労
働
関
係
調
整
法
第
八
条
第
二
項
、
第

四
十
条
但
書
及
び
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
並
び
に
労
働
組
合
法
及
び
労
働
関
係
調
整
法

に
基
く
労
働
争
議
の
あ
つ
旋
、
調
停
及
び
仲
裁
の
事
務
を
除
く
。

、
、

二

公
共
企
業
体
労
働
関
係
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
に
基
き
、
労
働
大
臣

及
び
労
働
省
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
。

三

法
令
に
基
き
、
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
労
働
委
員
会
、
公
共
企
業
体
仲
裁
委
員
会
、
国

有
鉄
道
中
央
調
停
委
員
会
、
専
売
公
社
中
央
調
停
委
員
会
、
国
有
鉄
道
地
方
調
停
委
員
会
及
び

専
売
公
社
地
方
調
停
委
員
会
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
。

四

労
働
組
合
及
び
労
働
関
係
の
調
整
に
関
す
る
啓
も
う
宣
伝
を
行
う
こ
と
。

、
、

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
組
合
そ
の
他
労
働
に
関
す
る
団
体
及
び
労
働
関
係
の
調

整
に
関
す
る
こ
と
で
、
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
労
働
基
準
局
の
事
務
）

第
八
条

労
働
基
準
局
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

賃
金
、
労
働
時
間
及
び
休
息
に
関
す
る
こ
と
。

二

産
業
安
全
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
鉱
山
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。

三

労
働
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
鉱
山
に
お
け
る
通
気
及
び
災
害
時
の
救
護
に
関
す
る
事

務
を
除
く
。

四

労
働
者
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
働
者
災
害
補
償
保
険
事
業
を
行
う
こ
と
。

六

労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
会
計
の
経
理
を
行
う
こ
と
。

七

労
働
能
率
の
増
進
を
図
る
こ
と
。
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第
一
節

内
部
部
局

（
内
部
部
局
）

第
五
条

本
省
に
、
大
臣
官
房
及
び
左
の
四
局
を
置
く
。

労

政

局

労
働
基
準
局

婦
人
少
年
局

職
業
安
定
局

２

大
臣
官
房
に
労
働
統
計
調
査
部
を
置
く
。

（
大
臣
官
房
の
事
務
）

第
六
条

大
臣
官
房
に
お
い
て
は
、
労
働
省
の
所
掌
事
務
に
関
し
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

機
密
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
員
の
職
階
、
任
免
、
分
限
、
懲
戒
、
服
務
そ
の
他
の
人
事
並
び
に
教
養
及
び
訓
練
に
関
す

る
こ
と
。

三

大
臣
の
官
印
及
び
省
印
を
管
守
す
る
こ
と
。

四

公
文
書
類
を
接
受
し
、
発
送
し
、
編
集
し
、
及
び
保
存
す
る
こ
と
。

五

経
費
及
び
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
並
び
に
会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

六

行
政
財
産
及
び
物
品
を
管
理
す
る
こ
と
。

七

職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

八

行
政
の
考
査
を
行
う
こ
と
。

九

渉
外
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

十

こ
う
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

法
令
案
の
審
査
そ
の
他
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

労
働
組
合
、
労
働
争
議
そ
の
他
労
働
問
題
に
関
す
る
定
期
統
計
を
作
成
し
、
刊
行
す
る
こ

と
。

十
三

労
働
条
件
に
関
す
る
定
期
統
計
を
作
成
し
、
刊
行
す
る
こ
と
。

十
四

賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
定
期
統
計
を
作
成
し
、
刊
行
す
る
こ
と
。

十
五

労
働
者
生
計
費
に
関
す
る
定
期
統
計
を
作
成
し
、
刊
行
す
る
こ
と
。

十
六

職
業
に
関
す
る
定
期
統
計
を
作
成
し
、
刊
行
す
る
こ
と
。

十
七

内
外
労
働
事
情
に
関
す
る
資
料
の
収
集
、
整
理
、
分
析
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
刊
行
す
る

こ
と
。

十
八

労
働
者
の
生
活
、
給
与
及
び
雇
用
に
関
す
る
経
済
問
題
に
関
す
る
調
査
を
行
い
、
そ
の
結

果
を
刊
行
す
る
こ
と
。

十
九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
省
の
所
掌
事
務
で
、
他
局
及
び
他
の
機
関
の
所
掌
に

属
し
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

２

労
働
統
計
調
査
部
は
、
前
項
第
十
二
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
労
政
局
の
事
務
）

第
七
条

労
政
局
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
組
合
法
及
び
労
働
関
係
調
整
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
労
働
委
員
会
が
行
う

労
働
組
合
法
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
五
条
、
第
二
十
四
条
（
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）、
第
二
十
七
条
第
二
項
、
第
二
十
八
条
、
第
二
十
九
条
及
び
第
三
十
三

条
第
二
項
に
規
定
す
る
事
務
、
労
働
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
百
八
号
）
第
三

十
六
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
、
労
働
関
係
調
整
法
第
八
条
第
二
項
、
第

四
十
条
但
書
及
び
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
事
務
並
び
に
労
働
組
合
法
及
び
労
働
関
係
調
整
法

に
基
く
労
働
争
議
の
あ
つ
旋
、
調
停
及
び
仲
裁
の
事
務
を
除
く
。

、
、

二

公
共
企
業
体
労
働
関
係
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）
に
基
き
、
労
働
大
臣

及
び
労
働
省
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
。

三

法
令
に
基
き
、
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
労
働
委
員
会
、
公
共
企
業
体
仲
裁
委
員
会
、
国

有
鉄
道
中
央
調
停
委
員
会
、
専
売
公
社
中
央
調
停
委
員
会
、
国
有
鉄
道
地
方
調
停
委
員
会
及
び

専
売
公
社
地
方
調
停
委
員
会
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
。

四

労
働
組
合
及
び
労
働
関
係
の
調
整
に
関
す
る
啓
も
う
宣
伝
を
行
う
こ
と
。

、
、

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
組
合
そ
の
他
労
働
に
関
す
る
団
体
及
び
労
働
関
係
の
調

整
に
関
す
る
こ
と
で
、
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
労
働
基
準
局
の
事
務
）

第
八
条

労
働
基
準
局
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

賃
金
、
労
働
時
間
及
び
休
息
に
関
す
る
こ
と
。

二

産
業
安
全
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
鉱
山
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。

三

労
働
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
鉱
山
に
お
け
る
通
気
及
び
災
害
時
の
救
護
に
関
す
る
事

務
を
除
く
。

四

労
働
者
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
働
者
災
害
補
償
保
険
事
業
を
行
う
こ
と
。

六

労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
会
計
の
経
理
を
行
う
こ
と
。

七

労
働
能
率
の
増
進
を
図
る
こ
と
。
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八

労
働
者
の
福
利
厚
生
を
図
る
こ
と
。

九

工
場
、
鉱
山
そ
の
他
の
場
所
に
お
け
る
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
監
督
を
行

う
こ
と
。

十

産
業
安
全
研
究
所
の
管
理
及
び
監
督
を
行
う
こ
と
。

十
一

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
基
準
法
及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十

二
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
、
そ
の
他
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関

す
る
こ
と
で
、
他
の
所
掌
に
属
し
な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

（
婦
人
少
年
局
の
事
務
）

第
九
条

婦
人
少
年
局
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

婦
人
及
び
年
少
労
働
者
に
特
殊
な
労
働
条
件
の
向
上
及
び
保
護
を
図
る
こ
と
。

二

児
童
の
使
用
禁
止
に
関
す
る
こ
と
。

三

家
族
労
働
問
題
及
び
家
事
使
用
人
に
関
す
る
こ
と
。

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
婦
人
及
び
年
少
労
働
者
に
特
殊
な
労
働
問
題
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
働
者
の
家
族
問
題
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
法
律
に
基
い
て
他
省
の
所
掌
に
属
せ
し
め
ら

れ
た
も
の
を
除
く
。

六

婦
人
の
地
位
の
向
上
そ
の
他
婦
人
問
題
の
調
査
及
び
連
絡
調
整
を
行
う
こ
と
。
但
し
、
婦
人

問
題
の
連
絡
調
整
に
つ
い
て
は
、
他
省
が
法
律
に
基
い
て
、
そ
の
所
掌
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事

務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
職
業
安
定
局
の
事
務
）

第
十
条

職
業
安
定
局
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

国
民
の
労
働
力
を
最
も
有
効
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
計
画
を
樹
立
す
る
こ
と
。

二

職
業
の
紹
介
、
指
導
及
び
補
導
そ
の
他
労
務
需
給
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
者
供
給
事
業
の
禁
止
及
び
労
働
者
の
募
集
に
関
す
る
こ
と
。

四

失
業
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

五

失
業
保
険
事
業
を
行
う
こ
と
。

六

失
業
保
険
特
別
会
計
の
経
理
を
行
う
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）、
失
業

保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
及
び
緊
急
失
業
対
策
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

律
第
八
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
、
そ
の
他
職
業
に
関
す
る
こ
と
で
他
の
所
掌
に
属
し

な
い
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
節

附
属
機
関

（
附
属
機
関
）

第
十
一
条

第
十
三
条
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
本
省
に
左
の
附
属
機
関
を
置
く
。

産
業
安
全
研
究
所

（
産
業
安
全
研
究
所
）

第
十
二
条

産
業
安
全
研
究
所
は
、
工
場
事
業
場
に
お
け
る
災
害
予
防
の
調
査
研
究
を
行
う
機
関
と

す
る
。

２

産
業
安
全
研
究
所
は
、
東
京
都
に
置
く
。

３

産
業
安
令
研
究
所
の
内
部
組
織
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
。

（
そ
の
他
の
附
属
機
関
）

第
十
三
条

左
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
は
、
本
省
の
附
属
機
関
と
し
て
置
か
れ
る
も
の
と
し
、

そ
の
設
置
の
目
的
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
記
載
す
る
通
り
と
す
る
。

名

称

目

的

船
員
労
働
連
絡
会
議

船
員
の
労
働
に
関
す
る
行
政
の
重
要
事
項
に
関
し
、
労
働
省
の

所
管
行
政
と
の
連
絡
等
を
図
る
こ
と
。

労
働
教
育
審
議
会

労
働
教
育
に
関
し
、
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

中
央
賃
金
審
議
会

労
働
大
臣
の
求
に
応
じ
、
最
低
賃
金
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審

議
し
て
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
。

技
能
者
養
成
審
議
会

労
働
基
準
法
第
七
十
条
の
規
定
に
基
い
て
発
す
る
命
令
に
関
す

る
事
項
そ
の
他
技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審

議
す
る
こ
と
。

中
央
労
働
基
準
審
議
会

労
働
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
労
働
基
準
法
の
施
行
及
び
改
正
に

関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
こ
と
。

労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会

労
働
基
準
監
督
官
の
罷
免
に
つ
い
て
、
同
意
を
与
え
る
こ
と

労
働
者
災
害
補
償
保
険
審
議

労
働
者
災
害
補
償
保
険
事
業
の
運
営
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審

議
す
る
こ
と
。

中
央
特
殊
技
能
試
験
審
議
会

労
働
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
労
働
基
準
法
に
基
く
特
殊
技
能
試

験
の
基
準
に
関
し
、
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

安
全
装
置
性
能
審
議
会

労
働
基
準
法
に
基
く
安
全
装
置
の
性
能
審
査
に
関
し
、
調
査
審

議
す
る
こ
と
。
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け
い
肺
対
策
審
議
会

け
い
肺
対
策
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

婦
人
少
年
問
題
審
議
会

婦
人
少
年
問
題
に
関
し
、
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

中
央
職
業
安
定
審
議
会

公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
そ
の
他
職
業
安
定
法
及
び
失
業
保
険

法
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

特
別
地
区
職
業
安
定
審
議
会

二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
特
別
地
区
に
関
し
、
公
共
業
安

定
所
の
業
務
そ
の
他
職
業
安
定
法
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項

を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

職
業
安
定
連
絡
協
議
会

職
業
安
定
法
に
定
め
る
職
業
紹
介
、
職
業
指
導
、
職
業
補
導
、

労
働
力
の
需
要
供
給
に
関
す
る
調
査
又
は
労
働
者
の
募
集
に
つ

い
て
、
関
係
官
庁
の
事
務
の
調
整
を
職
業
安
定
連
絡
協
議
会
図

り
、
及
び
国
民
の
労
働
力
を
最
も
有
効
に
発
揮
さ
せ
る
方
法
を

協
議
す
る
こ
と
。

失
業
保
険
審
査
会

失
業
保
険
金
の
支
給
に
関
す
る
失
業
保
険
審
査
官
の
決
定
に
つ

い
て
不
服
の
申
立
を
審
査
す
る
と
と
も
に
、
失
業
保
険
料
そ
の

他
失
業
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
賦
課
又
は
徴
収
の
処

分
に
対
す
る
訴
願
を
審
査
す
る
こ
と
。

労
働
統
計
調
査
審
議
会

労
働
統
制
調
査
の
企
画
及
び
実
施
に
関
し
、
調
査
審
議
す
る
こ

と
。

２

前
項
に
掲
げ
る
附
属
機
関
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
委
員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
他
の

法
律
（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。）
に
別
段
の
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
政
令
で
定
め
る
。

第
三
節

地
方
支
分
部
局

（
地
方
支
分
部
局
）

第
十
四
条

本
省
に
、
左
の
地
方
支
分
部
局
を
置
く
。

都
道
府
県
労
働
基
準
局

労
働
基
準
監
督
署

公
共
職
業
安
定
所

第
一
款

都
道
府
県
労
働
基
準
局

（
都
道
府
県
労
働
基
準
局
）

第
十
五
条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
労
働
基
準
法
（
こ
れ
に
基

く
命
令
を
含
む
。
）、
そ
の
所
掌
事
務
及
び
権
限
は
、
労
働
基
準
法
（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。）

及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

都
道
府
県
労
働
基
準
局
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
外
、
左
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
を
施
行
す
る
こ
と
。

二

労
働
能
率
の
増
進
を
図
る
こ
と
。

二

労
働
者
の
福
利
厚
生
を
図
る
こ
と
。

四

賃
金
そ
の
他
の
労
働
条
件
及
び
労
働
者
生
計
費
に
関
す
る
統
計
を
作
成
す
る
こ
と
。

３

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
木
省
大
臣
官
房
の
所
掌

に
係
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
本
省
大
臣
官
房
労
働
統
計
調
査
部
長
の
指
揮
監
督
を
受
け
る
も
の
と

す
る
。

４

都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
内
部
組
織
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
。

（
附
属
機
関
）

第
十
六
条

左
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
附
属
機
関
と
し
て
置
か

れ
る
も
の
と
し
、
そ
の
設
置
の
目
的
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
記
載
す
る
通
り
と
す
る
。

名

称

目

的

地
方
賃
金
審
議
会

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
求
に
応
じ
、
最
低
賃
金
に
関
す
る
事
項
を
調

査
審
議
し
て
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
。

労
働
者
災
害
補
償
審

労
働
者
の
業
務
上
の
負
傷
、
疾
病
又
は
死
亡
の
認
定
、
療
養
の
方
法
、
補

査
会

償
金
額
の
決
定
そ
の
他
労
働
基
準
法
の
定
め
る
災
害
補
償
の
実
施
に
関
す

る
異
議
の
申
立
を
審
査
又
は
仲
裁
す
る
こ
と
。

地
方
労
働
基
準
審
議
会

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
諮
問
に
応
じ
、
労
働
基
準
法
の
施
行
及
び
改

正
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
こ
と
。

労
働
者
災
害
補
償
保

労
働
者
災
害
補
償
保
険
の
保
険
給
付
に
関
す
る
決
定
に
つ
い
て
の
不
服
の

険
審
査
会

申
立
を
審
査
す
る
こ
と
。

地
方
特
殊
技
能
試
験

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
諮
問
に
応
じ
、
労
働
基
準
法
に
基
く
特
殊
技

審
議
会

能
試
験
に
関
し
、
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

衛
生
管
理
者
試
験
審

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
諮
問
に
応
じ
、
労
働
基
準
法
に
基
く
衛
生
管

議
会

理
者
試
験
に
関
し
、
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

２

前
項
に
掲
げ
る
附
属
機
関
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
委
員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
他
の

法
律
（
こ
れ
に
基
く
法
律
を
含
む
。）
に
別
段
の
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
政
令
で
定
め
る
。
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け
い
肺
対
策
審
議
会

け
い
肺
対
策
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

婦
人
少
年
問
題
審
議
会

婦
人
少
年
問
題
に
関
し
、
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

中
央
職
業
安
定
審
議
会

公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
そ
の
他
職
業
安
定
法
及
び
失
業
保
険

法
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

特
別
地
区
職
業
安
定
審
議
会

二
以
上
の
都
道
府
県
に
わ
た
る
特
別
地
区
に
関
し
、
公
共
業
安

定
所
の
業
務
そ
の
他
職
業
安
定
法
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項

を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

職
業
安
定
連
絡
協
議
会

職
業
安
定
法
に
定
め
る
職
業
紹
介
、
職
業
指
導
、
職
業
補
導
、

労
働
力
の
需
要
供
給
に
関
す
る
調
査
又
は
労
働
者
の
募
集
に
つ

い
て
、
関
係
官
庁
の
事
務
の
調
整
を
職
業
安
定
連
絡
協
議
会
図

り
、
及
び
国
民
の
労
働
力
を
最
も
有
効
に
発
揮
さ
せ
る
方
法
を

協
議
す
る
こ
と
。

失
業
保
険
審
査
会

失
業
保
険
金
の
支
給
に
関
す
る
失
業
保
険
審
査
官
の
決
定
に
つ

い
て
不
服
の
申
立
を
審
査
す
る
と
と
も
に
、
失
業
保
険
料
そ
の

他
失
業
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
賦
課
又
は
徴
収
の
処

分
に
対
す
る
訴
願
を
審
査
す
る
こ
と
。

労
働
統
計
調
査
審
議
会

労
働
統
制
調
査
の
企
画
及
び
実
施
に
関
し
、
調
査
審
議
す
る
こ

と
。

２

前
項
に
掲
げ
る
附
属
機
関
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
委
員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
他
の

法
律
（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。）
に
別
段
の
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
政
令
で
定
め
る
。

第
三
節

地
方
支
分
部
局

（
地
方
支
分
部
局
）

第
十
四
条

本
省
に
、
左
の
地
方
支
分
部
局
を
置
く
。

都
道
府
県
労
働
基
準
局

労
働
基
準
監
督
署

公
共
職
業
安
定
所

第
一
款

都
道
府
県
労
働
基
準
局

（
都
道
府
県
労
働
基
準
局
）

第
十
五
条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
労
働
基
準
法
（
こ
れ
に
基

く
命
令
を
含
む
。
）、
そ
の
所
掌
事
務
及
び
権
限
は
、
労
働
基
準
法
（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。）

及
び
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

都
道
府
県
労
働
基
準
局
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
外
、
左
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
を
施
行
す
る
こ
と
。

二

労
働
能
率
の
増
進
を
図
る
こ
と
。

二

労
働
者
の
福
利
厚
生
を
図
る
こ
と
。

四

賃
金
そ
の
他
の
労
働
条
件
及
び
労
働
者
生
計
費
に
関
す
る
統
計
を
作
成
す
る
こ
と
。

３

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
木
省
大
臣
官
房
の
所
掌

に
係
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
本
省
大
臣
官
房
労
働
統
計
調
査
部
長
の
指
揮
監
督
を
受
け
る
も
の
と

す
る
。

４

都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
内
部
組
織
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
。

（
附
属
機
関
）

第
十
六
条

左
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
附
属
機
関
と
し
て
置
か

れ
る
も
の
と
し
、
そ
の
設
置
の
目
的
は
、
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
記
載
す
る
通
り
と
す
る
。

名

称

目

的

地
方
賃
金
審
議
会

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
求
に
応
じ
、
最
低
賃
金
に
関
す
る
事
項
を
調

査
審
議
し
て
意
見
を
提
出
す
る
こ
と
。

労
働
者
災
害
補
償
審

労
働
者
の
業
務
上
の
負
傷
、
疾
病
又
は
死
亡
の
認
定
、
療
養
の
方
法
、
補

査
会

償
金
額
の
決
定
そ
の
他
労
働
基
準
法
の
定
め
る
災
害
補
償
の
実
施
に
関
す

る
異
議
の
申
立
を
審
査
又
は
仲
裁
す
る
こ
と
。

地
方
労
働
基
準
審
議
会

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
諮
問
に
応
じ
、
労
働
基
準
法
の
施
行
及
び
改

正
に
関
す
る
事
項
を
審
議
す
る
こ
と
。

労
働
者
災
害
補
償
保

労
働
者
災
害
補
償
保
険
の
保
険
給
付
に
関
す
る
決
定
に
つ
い
て
の
不
服
の

険
審
査
会

申
立
を
審
査
す
る
こ
と
。

地
方
特
殊
技
能
試
験

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
諮
問
に
応
じ
、
労
働
基
準
法
に
基
く
特
殊
技

審
議
会

能
試
験
に
関
し
、
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

衛
生
管
理
者
試
験
審

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
諮
問
に
応
じ
、
労
働
基
準
法
に
基
く
衛
生
管

議
会

理
者
試
験
に
関
し
、
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

２

前
項
に
掲
げ
る
附
属
機
関
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
委
員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
他
の

法
律
（
こ
れ
に
基
く
法
律
を
含
む
。）
に
別
段
の
定
が
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
政
令
で
定
め
る
。
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第
二
款

労
働
基
準
監
督
署

（
労
働
基
準
監
督
署
）

第
十
七
条

労
働
基
準
監
督
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
労
働
基
準
法
（
こ
れ
に
基
く
命

令
を
含
む
。
）、
そ
の
所
掌
事
務
及
び
権
限
は
、
労
働
基
準
法
（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。）
及
び

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

労
働
基
準
監
督
署
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
外
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
施
行
の
う
ち
、

保
険
給
付
及
び
保
険
料
算
定
基
礎
の
調
査
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

労
働
基
準
監
督
署
の
内
部
組
織
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
。

第
三
款

公
共
職
業
安
定
所

（
公
共
職
業
安
定
所
）

第
十
八
条

公
共
職
業
安
定
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
職
業
安
定
法
（
こ
れ
に
基
く
命

令
を
含
む
。
）
、
そ
の
所
掌
事
務
及
び
権
限
は
、
職
業
安
定
法
（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。
）、
失

業
保
険
法
（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。
）
及
び
緊
急
失
業
対
策
法
（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。
）

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

公
共
職
業
安
定
所
の
内
部
組
織
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
。

３

労
働
大
臣
は
、
所
務
の
一
部
を
分
掌
さ
せ
る
た
め
、
所
要
の
地
に
、
公
共
職
業
安
定
所
の
出
張

所
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
名
称
。
位
置
、
管
轄
区
域
及
び
内
部
組
織
は
、
労
働
省
令
で
定

め
る
。

（
附
属
機
関
）

第
十
九
条

職
業
指
導
協
議
会
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
附
属
機
関
と
し
て
置
か
れ
る
も
の
と
し
、

公
共
職
業
安
定
所
長
の
諮
問
に
応
じ
、
職
業
指
導
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

２

職
業
指
導
協
議
会
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
委
員
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
職
業
安
定
法

（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。）
の
定
め
る
と
こ
に
よ
る
。

第第
三三
章章

外外
局局

（
外
局
）

第
二
十
条

国
家
行
政
組
織
法
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
い
て
労
働
省
に
置
か
れ
る
外
局
は
、
左

の
通
り
と
す
る
。

中
央
労
働
委
員
会

公
共
企
業
体
仲
裁
委
員
会

国
有
鉄
道
中
央
調
停
委
員
会

専
売
公
社
中
央
調
停
委
員
会

国
有
鉄
道
地
方
調
停
委
員
会

専
売
公
社
地
方
調
停
委
員
会

２

中
央
労
働
委
員
会
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
権
限
は
、
労
働
組
合
法
（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含

む
。）
及
び
労
働
関
係
調
整
法
（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

公
共
企
業
体
仲
裁
委
員
会
、
国
有
鉄
道
中
央
調
停
委
員
会
及
び
専
売
公
社
中
央
調
停
委
員
会
の

組
織
、
所
掌
事
務
及
び
権
限
は
、
公
共
企
業
労
働
関
係
法
（
こ
れ
に
基
く
命
令
を
含
む
。
以
下
同

じ
。）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

４

国
有
鉄
道
地
方
調
停
委
員
会
及
び
専
売
公
社
地
方
調
停
委
員
会
の
名
称
、
位
置
、
管
轄
区
域
、

組
織
、
所
掌
事
務
及
び
権
限
は
、
公
共
企
業
体
労
働
関
係
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第第
四四
章章

職職
員員

（
職
員
）

第
二
十
一
条

労
働
省
に
置
か
れ
る
職
員
の
任
免
、
昇
任
、
懲
戒
そ
の
他
人
事
管
理
に
関
す
る
事
項

に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
員
）

第
二
十
二
条

労
働
省
に
置
か
れ
る
職
員
の
定
員
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

失
業
保
険
委
員
会
官
制
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
七
十
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

昭
和
二
四
年
六
月
二
〇
日

〔
三
─
三
二
〕
政
令
第
二
一
五
号

労労
働働
教教
育育
審審
議議
会会
令令

内
閣
は
、
労
働
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に

基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
一
条

労
働
教
育
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。）
は
、
労
働
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
左
に

掲
げ
る
事
項
を
調
査
審
議
し
、
及
び
こ
れ
ら
に
関
し
必
要
と
認
め
る
事
項
を
労
働
大
臣
に
建
議
す

る
。

一

労
働
者
に
対
す
る
労
働
教
育
に
関
す
る
こ
と
。
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二

使
用
者
に
対
す
る
労
働
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

（
組
織
）

第
二
条

審
議
会
は
、
労
働
大
臣
、
労
働
省
労
政
局
長
（
以
下
「
局
長
」
と
い
う
。）
及
び
委
員
二
十

八
人
以
内
で
組
織
す
る
。

第
三
条

委
員
は
、
労
働
者
を
代
表
す
る
者
、
使
用
者
を
代
表
す
る
者
及
び
第
一
条
に
掲
げ
る
事
項

に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。
但
し
、
労
働
者
を
代
表
す

る
委
員
及
び
使
用
者
を
代
表
す
る
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
労
働
組
合
及
び
使
用
者

団
体
の
推
薦
に
基
い
て
な
す
も
の
と
す
る
。

２

労
働
者
を
代
表
す
る
委
員
及
び
使
用
者
を
代
表
す
る
委
員
は
、
各
同
数
と
し
、
学
識
経
験
者
た

る
委
員
は
、
委
員
総
数
の
半
数
以
内
と
す
る
。

第
四
条

委
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。

２

委
員
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
の
補
欠
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
五
条

専
門
の
事
項
を
調
査
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
審
議
会
に
専
門
委
員
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。

２

専
門
委
員
は
、
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。

第
六
条

委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

第
七
条

労
働
大
臣
は
、
会
長
と
し
て
会
務
を
総
理
す
る
。

２

労
働
大
臣
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
局
長
が
、
そ
の
職
務
を
行
う
。

（
部
会
）

第
八
条

審
議
会
に
労
働
者
教
育
部
会
及
び
使
用
者
教
育
部
会
の
二
部
会
を
置
き
、
労
働
者
教
育
部

会
に
は
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
使
用
者
教
育
部
会
に
は
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

を
分
掌
さ
せ
る
。

２

労
働
者
教
育
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
は
、
労
働
者
を
代
表
す
る
委
員
及
び
学
識
経
験
者
た
る
委

員
の
う
ち
か
ら
各
同
数
を
、
使
用
者
教
育
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
は
、
使
用
者
を
代
表
す
る
委
員

及
び
学
識
経
験
者
た
る
委
員
の
う
ち
か
ら
各
同
数
を
労
働
大
臣
が
指
名
す
る
。

３

局
長
は
、
部
会
長
と
し
て
労
働
者
教
育
部
会
及
び
使
用
者
教
育
部
会
の
会
務
を
総
理
す
る
。

４

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
、
審
議
会
の
決
議
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
庶
務
）

第
九
条

審
議
会
の
庶
務
は
、
労
働
省
労
政
局
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
条

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
外
、
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
審
議
会
に
は

か
っ
た
上
、
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
四
年
六
月
二
〇
日

〔
三
─
三
三
〕
労
働
省
令
第
九
号

労労
働働
省省
設設
置置
法法
のの
施施
行行
にに
伴伴
うう
関関
係係
省省
令令
のの
整整
理理
にに
関関
すす
るる
省省
令令

第
一
条

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
十
号
及
び
第
三
十
五
条
第
三
十
匕
号
中
「
中
央
労
働
基
準
委
員
会
」
を
「
中
央
労

働
基
準
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
二
条

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
六
条
第
二
項
中
「
技
能
者
養
成
委
員
会
」
を
「
技
能
者
養
成
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
三
条

女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
止
す
る
。

第
十
三
条
第
五
十
七
号
及
び
第
十
六
条
第
一
行
第
六
号
中
「
中
央
労
働
基
準
委
員
会
」
を
「
中

央
労
働
基
準
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
四
絛

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
り
に
改
正

す
る
。

第
十
二
条
中
「
地
方
労
働
基
準
委
員
会
」
を
「
地
方
労
働
基
準
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
八
号
、
第
三
十
六
条
第
一
項
第
六
号
、
第
三
十
八
条
第
一
項
第
四
号
、
第
四
十

五
条
第
一
項
第
十
五
号
、
第
四
十
六
条
第
一
項
第
七
号
、
第
四
十
七
条
弟
五
号
、
第
四
十
八
条
第

二
号
、
第
五
十
五
条
第
四
号
及
び
第
二
百
二
十
七
条
第
六
号
中
「
中
央
労
働
基
準
委
員
会
」
を｢

中

央
労
働
基
準
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
五
条

職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
、
第
八
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
第
八
号
、
第
二
十
五
条
第
四
項
及
び
第
三
十

三
条
第
二
項
中
「
中
央
職
業
安
定
委
員
会
」
を
「
中
央
職
業
安
定
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
職
業
安
定
委
員
会
」
、「
特
別
地
区
職
業
安
定
委
員
会
」
及
び
「
地
区
職
業
安
定
員

会
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
職
業
安
定
審
議
会
」
、
「
特
別
地
区
職
業
安
定
審
議
会
」
及
び
「
地
区
職
業
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二

使
用
者
に
対
す
る
労
働
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

（
組
織
）

第
二
条

審
議
会
は
、
労
働
大
臣
、
労
働
省
労
政
局
長
（
以
下
「
局
長
」
と
い
う
。）
及
び
委
員
二
十

八
人
以
内
で
組
織
す
る
。

第
三
条

委
員
は
、
労
働
者
を
代
表
す
る
者
、
使
用
者
を
代
表
す
る
者
及
び
第
一
条
に
掲
げ
る
事
項

に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。
但
し
、
労
働
者
を
代
表
す

る
委
員
及
び
使
用
者
を
代
表
す
る
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
労
働
組
合
及
び
使
用
者

団
体
の
推
薦
に
基
い
て
な
す
も
の
と
す
る
。

２

労
働
者
を
代
表
す
る
委
員
及
び
使
用
者
を
代
表
す
る
委
員
は
、
各
同
数
と
し
、
学
識
経
験
者
た

る
委
員
は
、
委
員
総
数
の
半
数
以
内
と
す
る
。

第
四
条

委
員
の
任
期
は
、
一
年
と
す
る
。

２

委
員
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
の
補
欠
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

第
五
条

専
門
の
事
項
を
調
査
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
審
議
会
に
専
門
委
員
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。

２

専
門
委
員
は
、
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。

第
六
条

委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

第
七
条

労
働
大
臣
は
、
会
長
と
し
て
会
務
を
総
理
す
る
。

２

労
働
大
臣
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
局
長
が
、
そ
の
職
務
を
行
う
。

（
部
会
）

第
八
条

審
議
会
に
労
働
者
教
育
部
会
及
び
使
用
者
教
育
部
会
の
二
部
会
を
置
き
、
労
働
者
教
育
部

会
に
は
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
、
使
用
者
教
育
部
会
に
は
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項

を
分
掌
さ
せ
る
。

２

労
働
者
教
育
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
は
、
労
働
者
を
代
表
す
る
委
員
及
び
学
識
経
験
者
た
る
委

員
の
う
ち
か
ら
各
同
数
を
、
使
用
者
教
育
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
は
、
使
用
者
を
代
表
す
る
委
員

及
び
学
識
経
験
者
た
る
委
員
の
う
ち
か
ら
各
同
数
を
労
働
大
臣
が
指
名
す
る
。

３

局
長
は
、
部
会
長
と
し
て
労
働
者
教
育
部
会
及
び
使
用
者
教
育
部
会
の
会
務
を
総
理
す
る
。

４

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
、
審
議
会
の
決
議
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
庶
務
）

第
九
条

審
議
会
の
庶
務
は
、
労
働
省
労
政
局
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
条

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
外
、
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
審
議
会
に
は

か
っ
た
上
、
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
四
年
六
月
二
〇
日

〔
三
─
三
三
〕
労
働
省
令
第
九
号

労労
働働
省省
設設
置置
法法
のの
施施
行行
にに
伴伴
うう
関関
係係
省省
令令
のの
整整
理理
にに
関関
すす
るる
省省
令令

第
一
条

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
十
号
及
び
第
三
十
五
条
第
三
十
匕
号
中
「
中
央
労
働
基
準
委
員
会
」
を
「
中
央
労

働
基
準
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
二
条

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
六
条
第
二
項
中
「
技
能
者
養
成
委
員
会
」
を
「
技
能
者
養
成
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
三
条

女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
止
す
る
。

第
十
三
条
第
五
十
七
号
及
び
第
十
六
条
第
一
行
第
六
号
中
「
中
央
労
働
基
準
委
員
会
」
を
「
中

央
労
働
基
準
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
四
絛

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
り
に
改
正

す
る
。

第
十
二
条
中
「
地
方
労
働
基
準
委
員
会
」
を
「
地
方
労
働
基
準
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
八
号
、
第
三
十
六
条
第
一
項
第
六
号
、
第
三
十
八
条
第
一
項
第
四
号
、
第
四
十

五
条
第
一
項
第
十
五
号
、
第
四
十
六
条
第
一
項
第
七
号
、
第
四
十
七
条
弟
五
号
、
第
四
十
八
条
第

二
号
、
第
五
十
五
条
第
四
号
及
び
第
二
百
二
十
七
条
第
六
号
中
「
中
央
労
働
基
準
委
員
会
」
を｢

中

央
労
働
基
準
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
五
条

職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
、
第
八
条
、
第
二
十
四
条
第
一
項
第
八
号
、
第
二
十
五
条
第
四
項
及
び
第
三
十

三
条
第
二
項
中
「
中
央
職
業
安
定
委
員
会
」
を
「
中
央
職
業
安
定
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
八
条
中
「
職
業
安
定
委
員
会
」
、「
特
別
地
区
職
業
安
定
委
員
会
」
及
び
「
地
区
職
業
安
定
員

会
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
職
業
安
定
審
議
会
」
、
「
特
別
地
区
職
業
安
定
審
議
会
」
及
び
「
地
区
職
業
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安
定
審
議
会
」
に
改
め
る
。

第
八
条
及
び
第
三
十
五
条
第
九
項
中
「
都
道
府
県
職
業
安
定
委
員
会
」
を
「
都
道
府
県
職
業
安

定
審
議
会
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

昭
和
二
四
年
六
月
二
〇
日

〔
三
─
三
四
〕
労
働
省
令
第
一
〇
号

労労
働働
省省
組組
織織
規規
程程

第第
一一
章章

内内
部部
部部
局局

（
大
臣
官
房
）

第
一
条

大
臣
官
房
に
、
左
の
四
課
及
び
労
働
統
計
調
査
部
を
置
く
。

秘

書

課

総

務

課

会

計

課

渉

外

課

２

労
働
統
計
調
査
部
に
、
左
の
川
課
を
置
く
。

庶

務

課

雇
用
統
計
調
査
課

賃
金
調
査
課

労
働
経
済
課

第
二
条

秘
書
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
員
の
進
退
身
分
及
び
賞
罰
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
員
の
服
務
に
関
す
る
こ
と
。

三

恩
給
に
関
す
る
こ
と
。

四

叙
位
叙
勲
及
び
ほ
う
賞
に
関
す
る
こ
と
。

五

儀
式
礼
典
に
関
す
る
こ
と
。

六

大
臣
の
官
印
及
び
省
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

七

機
密
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条

総
務
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

所
管
行
政
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

所
管
行
政
に
関
す
る
調
査
審
議
企
画
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

三

所
管
行
政
に
必
要
な
資
材
に
関
す
る
こ
と
。

四

所
管
行
政
の
考
査
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

五

公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

六

成
案
文
書
の
審
査
及
び
進
達
に
関
す
る
こ
と
。

七

広
報
に
関
す
る
こ
と
。

八

官
報
掲
載
に
関
す
る
こ
と
。

九

船
員
労
働
連
絡
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

十

各
局
部
課
の
主
管
に
属
し
な
い
こ
と
。

第
四
条

会
計
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

経
費
及
び
諸
収
入
の
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

二

会
計
の
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

三

行
政
財
産
及
び
物
品
に
関
す
る
こ
と
。

四

営
繕
に
関
す
る
こ
と
。

五

省
中
の
取
締
に
関
す
る
こ
と
。

六

用
人
の
進
退
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

七

職
員
の
衛
生
、
医
療
そ
の
他
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

八

労
働
省
共
済
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

第
五
条

渉
外
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

連
合
国
官
憲
と
の
渉
外
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

二

渉
外
事
項
に
関
し
、
外
務
省
そ
の
他
と
の
連
絡
及
び
省
内
各
局
課
の
渉
外
事
務
の
総
合
・
調

整
に
関
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
渉
外
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

四

翻
訳
に
関
す
る
こ
と
。

五

渉
外
事
務
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

第
六
条

庶
務
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

部
内
及
び
省
の
内
外
に
お
け
る
統
計
調
査
の
企
画
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

統
計
調
査
に
関
し
外
国
労
働
関
係
機
関
と
の
連
絡
及
び
情
報
の
交
換
に
関
す
る
こ
と
。

三

国
内
及
び
国
外
の
労
働
立
法
、
労
働
行
政
、
労
働
機
構
そ
の
他
労
働
問
題
に
関
す
る
資
料
の

収
集
、
整
理
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。
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四

労
働
経
済
及
び
労
働
統
計
調
査
に
関
す
る
定
刻
及
び
特
別
の
刊
行
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
働
に
関
す
る
統
計
調
査
の
新
聞
発
表
そ
の
他
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

六

労
働
統
計
調
査
に
従
事
す
る
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

七

労
働
に
関
す
る
統
計
調
査
の
現
業
官
署
及
び
職
員
の
査
察
に
関
す
る
こ
と
。

八

機
械
集
計
に
関
す
る
こ
と
。

九

労
働
統
計
調
査
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

十

国
立
国
会
図
書
館
支
部
労
働
省
図
書
館
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条

雇
用
統
計
調
査
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

雇
用
及
び
失
業
に
関
す
る
定
期
統
計
の
収
集
、
整
理
及
び
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

二

全
国
に
わ
た
る
雇
用
、
失
業
及
び
労
働
力
の
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
務
異
動
、
欠
勤
率
及
び
採
用
解
雇
に
関
す
る
人
事
関
係
事
項
の
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
前
三
号
に
関
係
あ
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条

賃
金
調
査
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
定
期
統
計
の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

二

賃
金
構
成
の
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

生
産
コ
ス
ト
と
し
て
の
賃
金
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
給
与
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条

労
働
経
済
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
者
の
生
計
費
及
び
家
計
費
に
関
す
る
定
期
統
計
の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
に
関
す
る
こ

と
。

二

労
働
者
の
生
活
水
準
に
関
す
る
定
期
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

三

消
費
組
合
そ
の
他
共
同
購
入
制
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
前
三
号
に
関
係
あ
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五

安
全
、
災
害
、
労
働
衛
生
、
労
働
者
災
害
補
償
そ
の
他
労
働
条
件
に
関
す
る
報
告
及
び
統
計

の
整
理
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

六

労
働
組
合
、
労
働
争
議
そ
の
他
労
働
関
係
に
関
す
る
報
告
及
び
統
計
の
整
理
及
び
分
析
に
関

す
る
こ
と
。

七

労
働
時
間
に
関
す
る
資
料
の
整
理
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

八

他
局
の
所
管
に
属
し
な
い
労
働
に
関
す
る
長
期
の
調
査
計
画
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。

九

関
係
局
と
の
協
力
に
よ
る
前
号
の
調
査
計
画
の
企
画
及
び
実
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条

大
臣
官
房
に
、
審
査
委
員
を
置
く
。

２

審
査
委
員
は
、
法
令
そ
の
他
重
要
な
事
項
を
審
査
す
る
。

（
労
政
局
）

第
十
一
条

労
政
局
に
、
左
の
四
課
を
置
く
。

庶

務

課

労
働
法
規
課

労
働
組
合
課

労
働
教
育
課

第
十
二
条

庶
務
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
政
局
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
政
に
従
事
す
る
職
員
（
外
局
の
職
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
任
免
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
政
に
従
事
す
る
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
政
に
要
す
る
予
算
（
外
局
の
予
算
を
含
む
。）
に
関
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
局
内
他
課
の
所
管
に
属
し
な
い
事
務
を
行
う
こ
と
。

第
十
三
条

労
働
法
規
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）、
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年

法
律
第
二
十
五
号
）
及
び
公
共
企
業
体
労
働
関
係
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
他
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

二

労
働
組
合
法
、
労
働
関
係
調
整
法
及
び
公
共
企
業
体
労
働
関
係
法
に
定
め
ら
れ
た
労
働
大
臣

の
職
権
の
行
使
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
政
に
関
す
る
一
般
的
企
画
、
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
政
及
び
労
働
関
係
の
調
整
に
関
す
る
法
令
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
働
委
員
会
、
公
共
企
業
体
仲
裁
委
員
会
、
国
有
鉄
道
中
央
調
停
委
員
会
、
専
売
公
社
中
央

調
停
委
貝
会
、
国
有
鉄
道
地
方
調
停
委
員
会
及
び
専
売
公
社
地
方
調
停
委
員
会
が
、
法
令
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
独
立
し
て
行
う
職
務
以
外
の
職
務
に
対
す
る
管
理
並
び
に
こ
れ
ら
の
委
員

会
に
対
す
る
援
助
及
び
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
四
条

労
働
組
合
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
組
合
の
組
織
運
営
及
び
活
動
に
関
す
る
資
料
の
収
集
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

二

団
体
交
渉
、
労
働
協
約
及
び
労
働
協
約
の
運
営
に
関
す
る
資
料
の
収
集
及
び
分
析
並
び
に
指

導
に
関
す
る
こ
と
。

三

使
用
者
及
び
使
用
者
団
体
の
活
動
に
関
す
る
資
料
の
収
集
及
び
分
析
並
び
に
指
導
に
関
す
る

こ
と
。
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四

労
働
経
済
及
び
労
働
統
計
調
査
に
関
す
る
定
刻
及
び
特
別
の
刊
行
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
働
に
関
す
る
統
計
調
査
の
新
聞
発
表
そ
の
他
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

六

労
働
統
計
調
査
に
従
事
す
る
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

七

労
働
に
関
す
る
統
計
調
査
の
現
業
官
署
及
び
職
員
の
査
察
に
関
す
る
こ
と
。

八

機
械
集
計
に
関
す
る
こ
と
。

九

労
働
統
計
調
査
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

十

国
立
国
会
図
書
館
支
部
労
働
省
図
書
館
に
関
す
る
こ
と
。

第
七
条

雇
用
統
計
調
査
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

雇
用
及
び
失
業
に
関
す
る
定
期
統
計
の
収
集
、
整
理
及
び
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

二

全
国
に
わ
た
る
雇
用
、
失
業
及
び
労
働
力
の
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
務
異
動
、
欠
勤
率
及
び
採
用
解
雇
に
関
す
る
人
事
関
係
事
項
の
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
前
三
号
に
関
係
あ
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
八
条

賃
金
調
査
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
定
期
統
計
の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

二

賃
金
構
成
の
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

三

生
産
コ
ス
ト
と
し
て
の
賃
金
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
給
与
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

第
九
条

労
働
経
済
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
者
の
生
計
費
及
び
家
計
費
に
関
す
る
定
期
統
計
の
収
集
、
整
理
及
び
分
析
に
関
す
る
こ

と
。

二

労
働
者
の
生
活
水
準
に
関
す
る
定
期
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

三

消
費
組
合
そ
の
他
共
同
購
入
制
に
関
す
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
前
三
号
に
関
係
あ
る
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五

安
全
、
災
害
、
労
働
衛
生
、
労
働
者
災
害
補
償
そ
の
他
労
働
条
件
に
関
す
る
報
告
及
び
統
計

の
整
理
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

六

労
働
組
合
、
労
働
争
議
そ
の
他
労
働
関
係
に
関
す
る
報
告
及
び
統
計
の
整
理
及
び
分
析
に
関

す
る
こ
と
。

七

労
働
時
間
に
関
す
る
資
料
の
整
理
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

八

他
局
の
所
管
に
属
し
な
い
労
働
に
関
す
る
長
期
の
調
査
計
画
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。

九

関
係
局
と
の
協
力
に
よ
る
前
号
の
調
査
計
画
の
企
画
及
び
実
務
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条

大
臣
官
房
に
、
審
査
委
員
を
置
く
。

２

審
査
委
員
は
、
法
令
そ
の
他
重
要
な
事
項
を
審
査
す
る
。

（
労
政
局
）

第
十
一
条

労
政
局
に
、
左
の
四
課
を
置
く
。

庶

務

課

労
働
法
規
課

労
働
組
合
課

労
働
教
育
課

第
十
二
条

庶
務
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
政
局
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
政
に
従
事
す
る
職
員
（
外
局
の
職
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
の
任
免
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
政
に
従
事
す
る
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
政
に
要
す
る
予
算
（
外
局
の
予
算
を
含
む
。）
に
関
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
局
内
他
課
の
所
管
に
属
し
な
い
事
務
を
行
う
こ
と
。

第
十
三
条

労
働
法
規
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）、
労
働
関
係
調
整
法
（
昭
和
二
十
一
年

法
律
第
二
十
五
号
）
及
び
公
共
企
業
体
労
働
関
係
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
十
七
号
）

の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
他
の
所
管
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

二

労
働
組
合
法
、
労
働
関
係
調
整
法
及
び
公
共
企
業
体
労
働
関
係
法
に
定
め
ら
れ
た
労
働
大
臣

の
職
権
の
行
使
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
政
に
関
す
る
一
般
的
企
画
、
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
政
及
び
労
働
関
係
の
調
整
に
関
す
る
法
令
の
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
働
委
員
会
、
公
共
企
業
体
仲
裁
委
員
会
、
国
有
鉄
道
中
央
調
停
委
員
会
、
専
売
公
社
中
央

調
停
委
貝
会
、
国
有
鉄
道
地
方
調
停
委
員
会
及
び
専
売
公
社
地
方
調
停
委
員
会
が
、
法
令
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
独
立
し
て
行
う
職
務
以
外
の
職
務
に
対
す
る
管
理
並
び
に
こ
れ
ら
の
委
員

会
に
対
す
る
援
助
及
び
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
四
条

労
働
組
合
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
組
合
の
組
織
運
営
及
び
活
動
に
関
す
る
資
料
の
収
集
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

二

団
体
交
渉
、
労
働
協
約
及
び
労
働
協
約
の
運
営
に
関
す
る
資
料
の
収
集
及
び
分
析
並
び
に
指

導
に
関
す
る
こ
と
。

三

使
用
者
及
び
使
用
者
団
体
の
活
動
に
関
す
る
資
料
の
収
集
及
び
分
析
並
び
に
指
導
に
関
す
る

こ
と
。
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四

労
働
組
合
の
共
済
福
祉
に
関
す
る
企
画
及
び
そ
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
五
条

労
働
教
育
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
運
動
に
関
す
る
教
育
及
び
啓
も
う
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
運
動
に
関
す
る
教
育
及
び
啓
も
う
の
た
め
の
資
料
の
整
備
及
び
刊
行
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
組
合
及
び
使
用
者
団
体
の
行
う
労
働
教
育
そ
の
他
の
労
働
に
関
す
る
自
主
的
活
動
の
助

成
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
教
育
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

（
労
働
基
準
局
）

第
十
六
条

労
働
基
準
局
に
、
左
の
七
課
を
置
く
。

庶

務

課

監

督

課

労
災
補
償
課

安

全

課

労
働
衛
生
課

給

与

課

鉱

山

課

第
十
七
条

庶
務
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
基
準
官
署
の
人
事
、
予
算
、
庁
舎
そ
の
他
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
基
準
監
督
官
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職

員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

五

そ
の
他
局
内
他
課
の
所
管
に
属
し
な
い
こ
と
。

第
十
八
条

監
督
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

工
場
事
業
場
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二

一
般
労
働
者
の
労
働
条
件
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

四

工
場
事
業
場
の
監
督
に
関
し
労
働
基
準
官
署
に
対
す
る
指
揮
監
督
に
関
す
る
事
務
及
び
そ
の

他
の
事
務
に
関
し
労
働
基
準
官
署
に
対
す
る
指
揮
監
督
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
働
時
間
、
休
憩
、
休
日
、
年
次
有
給
休
暇
等
他
の
所
管
に
属
し
な
い
労
働
基
準
法
の
施
行

に
関
す
る
事
務
そ
の
他
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

六

労
働
基
準
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

七

技
能
者
養
成
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
九
条

労
災
補
償
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
者
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
者
災
害
補
償
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
者
災
害
補
償
保
険
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
条

安
全
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

産
業
安
全
及
び
災
害
予
防
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

七
十
号
）
に
規
定
す
る
鉱
山
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。

二

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

三

公
害
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

四

産
業
安
全
研
究
所
の
管
理
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

五

安
全
装
置
性
能
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

六

中
央
特
殊
技
能
試
験
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
一
条

労
働
衛
生
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
環
境
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
業
病
そ
の
他
職
業
疾
患
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
者
の
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

四

そ
の
他
労
働
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
鉱
山
保
安
法
に
規
定
す
る
鉱
山
に
お
け
る
通
気

及
び
災
害
時
の
救
護
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。

五

け
い
肺
対
策
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

、
、

六

け
い
肺
試
験
室
に
関
す
る
こ
と
。

、
、
、

第
二
十
二
条

給
与
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
基
準
法
中
賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
規
定
の
制
定
、
改
廃
及
び
解
釈
そ
の
他

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

三

賃
金
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

四

一
般
職
種
別
賃
金
に
関
す
る
こ
と
。

五

賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
雇
用
主
及
び
労
働
者
に
対
す
る
援
助
助
言
に
関
す
る
政

策
の
樹
立
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

六

労
務
用
物
資
に
関
す
る
こ
と
。
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第
二
十
三
条

鉱
山
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

鉱
山
に
お
け
る
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
監
督
並
び
に
鉱
山
労
働
者
に
特
殊

の
労
働
条
件
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。

二

鉱
山
に
お
け
る
産
業
安
全
、
災
害
予
防
及
び
労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
鉱

山
保
安
法
に
規
定
す
る
鉱
山
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。

三

鉱
山
の
労
務
用
物
資
に
関
す
る
こ
と
。

（
婦
人
少
年
局
）

第
二
十
四
条

婦
人
少
年
局
に
、
左
の
三
課
を
置
く
。

婦
人
労
働
課

年
少
労
働
課

婦

人

課

第
二
十
四
条

婦
人
労
働
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
基
準
法
中
女
子
に
特
殊
の
規
定
の
制
定
、
改
廃
及
び
解
釈
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
基
準
法
中
女
子
に
特
殊
の
規
定
の
施
行
に
関
し
労
働
基
準
局
長
及
び
そ
の
下
級
の
官
庁

の
長
に
対
す
る
勧
告
並
び
に
労
働
基
準
局
長
が
そ
の
下
級
の
官
庁
に
対
し
て
行
う
指
揮
監
督
に

つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

三

家
族
労
働
問
題
及
び
家
事
使
用
人
に
関
す
る
こ
と
。

四

婦
人
労
働
者
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五

婦
人
労
働
者
問
題
に
関
す
る
ラ
ヂ
オ
、
映
画
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
刊
行
発
表
の
資
料
整
備

に
関
す
る
こ
と
。

六

局
内
他
課
と
連
絡
し
て
行
う
地
方
駐
在
職
員
に
対
す
る
一
般
的
指
揮
監
督
及
び
統
轄
に
関
す

る
こ
と
。

七

そ
の
他
婦
人
労
働
者
に
特
殊
の
問
題
に
関
す
る
こ
と
。

八

婦
人
少
年
問
題
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

九

そ
の
他
局
内
他
課
の
所
管
に
属
し
な
い
こ
と
。

第
二
十
六
条

年
少
労
働
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
基
準
法
中
年
少
者
に
特
殊
の
規
定
の
制
定
、
改
廃
及
び
解
釈
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
基
準
法
中
年
少
者
に
特
殊
の
規
定
の
施
行
に
関
し
労
働
基
準
局
長
及
び
そ
の
下
級
の
官

庁
の
長
に
対
す
る
勧
告
並
び
に
労
働
基
準
局
長
が
そ
の
下
級
の
官
庁
に
対
し
て
行
う
指
揮
監
督

に
つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

三

児
童
の
使
用
禁
止
及
び
そ
の
規
定
に
関
す
る
こ
と
。

四

年
少
労
働
者
問
題
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五

年
少
労
働
者
に
関
す
る
ラ
ヂ
オ
、
映
画
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
刊
行
発
表
の
資
料
整
備
に
関

す
る
こ
と
。

六

そ
の
他
年
少
労
働
者
に
特
殊
の
問
題
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
七
条

婦
人
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

婦
人
の
地
位
の
向
上
そ
の
他
婦
人
問
題
の
調
査
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
婦

人
問
題
の
連
絡
調
整
に
つ
い
て
は
、
他
省
が
法
律
に
基
い
て
そ
の
所
管
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事

務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

二

労
働
者
の
家
族
問
題
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
法
律
に
基
い
て
他
省
の
所
管
に
属
せ
し
め
ら

れ
た
も
の
を
除
く
。

三

婦
人
の
地
位
の
向
上
そ
の
他
婦
人
問
題
及
び
労
働
者
の
家
族
問
題
に
関
す
る
ラ
ヂ
オ
、
映
画

そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
刊
行
発
表
の
資
料
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

（
職
業
安
定
局
）

第
二
十
八
条

職
業
安
定
局
に
、
左
の
六
課
を
置
く
。

庶

務

課

失
業
対
策
課

失
業
保
険
課

雇
川
安
定
踝

職
業
補
導
課

労
働
市
場
調
査
課

第
二
十
九
条

庶
務
課
に
お
い
て
は
。
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
業
安
定
に
関
す
る
法
令
の
調
査
及
び
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

二

都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
の
予
算
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
職
業
補
導
事
業
の
予
算

を
除
く
。

二

公
共
職
業
安
定
所
の
人
事
そ
の
他
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

四

職
業
安
定
行
政
に
従
事
す
る
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

五

職
業
安
定
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

六

職
業
安
定
連
絡
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

七

監
察
官
の
行
う
監
察
に
関
す
る
こ
と
。

八

他
の
所
管
に
属
し
な
い
職
業
安
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
条

失
業
対
策
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

失
業
者
の
た
め
の
雇
用
機
会
造
出
に
関
す
る
企
画
に
つ
い
て
の
経
済
安
定
本
部
そ
の
他
の
行

政
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。
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第
二
十
三
条

鉱
山
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

鉱
山
に
お
け
る
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
監
督
並
び
に
鉱
山
労
働
者
に
特
殊

の
労
働
条
件
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。

二

鉱
山
に
お
け
る
産
業
安
全
、
災
害
予
防
及
び
労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
鉱

山
保
安
法
に
規
定
す
る
鉱
山
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。

三

鉱
山
の
労
務
用
物
資
に
関
す
る
こ
と
。

（
婦
人
少
年
局
）

第
二
十
四
条

婦
人
少
年
局
に
、
左
の
三
課
を
置
く
。

婦
人
労
働
課

年
少
労
働
課

婦

人

課

第
二
十
四
条

婦
人
労
働
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
基
準
法
中
女
子
に
特
殊
の
規
定
の
制
定
、
改
廃
及
び
解
釈
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
基
準
法
中
女
子
に
特
殊
の
規
定
の
施
行
に
関
し
労
働
基
準
局
長
及
び
そ
の
下
級
の
官
庁

の
長
に
対
す
る
勧
告
並
び
に
労
働
基
準
局
長
が
そ
の
下
級
の
官
庁
に
対
し
て
行
う
指
揮
監
督
に

つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

三

家
族
労
働
問
題
及
び
家
事
使
用
人
に
関
す
る
こ
と
。

四

婦
人
労
働
者
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五

婦
人
労
働
者
問
題
に
関
す
る
ラ
ヂ
オ
、
映
画
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
刊
行
発
表
の
資
料
整
備

に
関
す
る
こ
と
。

六

局
内
他
課
と
連
絡
し
て
行
う
地
方
駐
在
職
員
に
対
す
る
一
般
的
指
揮
監
督
及
び
統
轄
に
関
す

る
こ
と
。

七

そ
の
他
婦
人
労
働
者
に
特
殊
の
問
題
に
関
す
る
こ
と
。

八

婦
人
少
年
問
題
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

九

そ
の
他
局
内
他
課
の
所
管
に
属
し
な
い
こ
と
。

第
二
十
六
条

年
少
労
働
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
基
準
法
中
年
少
者
に
特
殊
の
規
定
の
制
定
、
改
廃
及
び
解
釈
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
基
準
法
中
年
少
者
に
特
殊
の
規
定
の
施
行
に
関
し
労
働
基
準
局
長
及
び
そ
の
下
級
の
官

庁
の
長
に
対
す
る
勧
告
並
び
に
労
働
基
準
局
長
が
そ
の
下
級
の
官
庁
に
対
し
て
行
う
指
揮
監
督

に
つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

三

児
童
の
使
用
禁
止
及
び
そ
の
規
定
に
関
す
る
こ
と
。

四

年
少
労
働
者
問
題
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五

年
少
労
働
者
に
関
す
る
ラ
ヂ
オ
、
映
画
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
刊
行
発
表
の
資
料
整
備
に
関

す
る
こ
と
。

六

そ
の
他
年
少
労
働
者
に
特
殊
の
問
題
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
七
条

婦
人
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

婦
人
の
地
位
の
向
上
そ
の
他
婦
人
問
題
の
調
査
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
婦

人
問
題
の
連
絡
調
整
に
つ
い
て
は
、
他
省
が
法
律
に
基
い
て
そ
の
所
管
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事

務
を
行
う
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

二

労
働
者
の
家
族
問
題
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
法
律
に
基
い
て
他
省
の
所
管
に
属
せ
し
め
ら

れ
た
も
の
を
除
く
。

三

婦
人
の
地
位
の
向
上
そ
の
他
婦
人
問
題
及
び
労
働
者
の
家
族
問
題
に
関
す
る
ラ
ヂ
オ
、
映
画

そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
刊
行
発
表
の
資
料
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

（
職
業
安
定
局
）

第
二
十
八
条

職
業
安
定
局
に
、
左
の
六
課
を
置
く
。

庶

務

課

失
業
対
策
課

失
業
保
険
課

雇
川
安
定
踝

職
業
補
導
課

労
働
市
場
調
査
課

第
二
十
九
条

庶
務
課
に
お
い
て
は
。
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
業
安
定
に
関
す
る
法
令
の
調
査
及
び
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

二

都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
の
予
算
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
職
業
補
導
事
業
の
予
算

を
除
く
。

二

公
共
職
業
安
定
所
の
人
事
そ
の
他
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

四

職
業
安
定
行
政
に
従
事
す
る
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

五

職
業
安
定
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

六

職
業
安
定
連
絡
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

七

監
察
官
の
行
う
監
察
に
関
す
る
こ
と
。

八

他
の
所
管
に
属
し
な
い
職
業
安
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
条

失
業
対
策
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

失
業
者
の
た
め
の
雇
用
機
会
造
出
に
関
す
る
企
画
に
つ
い
て
の
経
済
安
定
本
部
そ
の
他
の
行

政
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。
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二

失
業
対
策
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。

三

失
業
対
策
と
し
て
の
公
共
事
業
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

四

公
共
事
業
及
び
失
業
対
策
事
業
に
お
け
る
失
業
者
の
募
集
政
策
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。

五

公
共
事
業
及
び
失
業
対
策
事
業
に
お
け
る
失
業
者
吸
収
及
び
就
労
状
況
の
査
察
に
関
す
る
こ

と
。

六

緊
急
失
業
対
策
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
施
行
そ
の
他
前
各
号
に
関
連
す

る
失
業
救
済
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
一
条

失
業
保
険
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

失
業
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

二

失
業
保
険
そ
の
他
こ
れ
に
関
連
す
る
事
項
に
関
す
る
法
令
の
調
査
及
び
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

三

失
業
保
険
特
別
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

四

失
業
保
険
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
二
条

雇
用
安
定
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

公
共
職
業
安
定
所
の
職
業
紹
介
業
務
の
企
画
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二

重
要
産
業
に
お
け
る
労
働
者
募
集
計
画
の
企
画
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三

地
方
及
び
都
道
府
県
間
の
労
務
移
動
及
び
職
業
開
拓
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
及
び
行
政
の
運

営
に
関
す
る
こ
と
。

四

民
間
職
業
紹
介
事
業
及
び
労
働
者
募
集
事
業
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
及
び

行
政
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

五

有
料
労
働
者
供
給
事
業
の
禁
止
並
び
に
無
料
労
働
者
供
給
事
業
の
許
可
及
び
監
督
に
関
す
る

こ
と
。

六

公
共
職
業
安
定
所
に
お
け
る
職
業
指
導
、
職
業
適
性
検
査
そ
の
他
職
業
相
談
計
画
の
樹
立
に

関
す
る
こ
と
。

七

日
雇
労
働
者
の
労
務
用
物
資
の
配
給
に
関
す
る
こ
と
。

八

雇
用
に
関
す
る
雇
用
主
へ
の
援
助
助
言
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
三
条

職
業
補
導
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
業
補
導
計
両
の
樹
立
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
業
補
導
計
画
の
実
施
に
関
す
る
基
準
の
設
定
そ
の
他
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
業
補
導
に
関
す
る
他
の
行
政
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

四

工
場
事
業
場
の
行
う
監
督
者
の
訓
練
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
労
働
基
準
法

に
規
定
す
る
技
能
者
養
成
を
除
く
。

第
三
十
四
条

労
働
市
場
調
査
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

局
内
に
お
け
る
統
計
調
査
方
法
の
調
整
及
び
大
臣
官
房
労
働
統
計
調
査
部
そ
の
他
の
関
係
統

計
調
査
部
局
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

二

局
内
に
お
け
る
統
計
報
告
の
企
画
及
び
統
制
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
市
場
調
査
及
び
職
業
分
析
に
関
す
る
計
画
及
び
方
法
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
市
場
調
査
、
職
業
分
析
そ
の
他
の
報
告
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
都
道
府
県
及
び
公

共
職
業
安
定
所
の
職
員
の
教
養
訓
練
に
つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
働
市
場
調
査
、
職
業
安
定
行
政
及
び
職
業
安
定
事
業
に
関
す
る
全
国
的
資
料
の
集
計
、
分

析
及
び
刊
行
に
関
す
る
こ
と
。

六

公
共
事
業
に
お
け
る
就
労
者
及
び
失
業
対
策
事
業
に
関
す
る
統
計
調
査
の
企
画
及
び
援
助
に

関
す
る
こ
と
。

七

失
業
保
険
に
関
す
る
統
計
的
調
査
の
企
画
及
び
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

八

職
業
補
導
に
関
す
る
統
計
的
調
査
の
企
画
及
び
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

第第
二二
章章

産産
業業
安安
全全
研研
究究
所所

（
産
業
安
全
研
究
所
）

第
三
十
五
条

産
業
安
全
研
究
所
の
内
部
組
織
は
、
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
労
働
省
労
働
基

準
局
長
が
定
め
る
。

第第
三三
章章

都都
道道
府府
県県
労労
働働
基基
準準
局局

（
都
道
府
県
労
働
基
準
局
）

第
三
十
六
条

各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
に
、
左
の
四
課
を
置
く
。

庶

務

課

監

督

課

労
災
補
償
課

給

与

課

第
三
十
七
条

労
働
省
労
働
基
準
局
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
都
道
府
県
労
働
基
準
局
に
、
左

の
課
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

安
全
課
及
び
労
働
衛
生
課
又
は
安
全
衛
生
課

鉱

山

課

第
三
十
八
条

庶
務
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

人
事
に
関
す
る
こ
と
。

二

公
文
書
類
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

二

予
算
、
決
算
、
会
計
及
び
物
品
に
関
す
る
こ
と
。
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四

官
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

五

庁
中
取
締
に
関
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他
庶
務
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
九
条

監
督
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
但
し
、
安
全
課
及
び
労
働
衛
生

課
又
は
安
全
衛
生
課
を
置
く
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
監
督
課
に
お
い
て
は
、
第
八
号
か
ら
第
十

六
号
ま
で
の
事
務
を
除
き
、
鉱
山
課
を
置
く
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
監
督
課
に
お
い
て
は
、
第

一
号
、
第
二
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
の
事
務
の
う
ち
、
鉱
山
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

一

工
場
事
業
場
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二

一
般
労
働
者
の
労
働
条
件
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

五

工
場
事
業
場
の
監
督
に
関
し
労
働
基
準
監
督
署
に
対
す
る
指
揮
監
督
に
関
す
る
こ
と
、
及
び

労
働
基
準
監
督
署
に
対
す
る
そ
の
他
の
指
揮
監
督
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

六

労
働
基
準
監
督
署
の
人
事
、
予
算
、
庁
舎
そ
の
他
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

七

地
方
労
働
基
準
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

八

産
業
安
全
及
び
災
害
予
防
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
鉱
山
保
安
法
に
規
定
す
る
鉱
山
に
お
け

る
保
安
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。

九

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

十

公
害
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

地
方
特
殊
技
能
試
験
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

労
働
環
境
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

職
業
病
そ
の
他
職
業
疾
患
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

労
働
者
の
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

衛
生
管
理
者
試
験
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

そ
の
他
労
働
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
鉱
山
保
安
法
に
規
定
す
る
鉱
山
に
お
け
る
通

気
及
び
災
害
時
の
救
護
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。

十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
労
働
条
件
及

び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
条

労
災
補
償
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
者
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
者
災
害
補
償
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
者
災
害
補
償
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
働
者
災
害
補
償
保
険
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
一
条

給
与
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

賃
金
、
給
料
そ
の
他
の
給
与
に
関
す
る
政
策
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
基
準
法
中
賃
金
、
給
料
そ
の
他
の
給
与
に
関
す
る
部
分
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

三

地
方
賃
金
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

四

一
般
職
種
別
賃
金
に
関
す
る
こ
と
。

五

賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
雇
用
主
及
び
労
働
者
に
対
す
る
援
助
助
言
に
関
す
る
政

策
の
樹
立
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

六

労
務
用
物
資
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
二
条

安
全
課
に
お
い
て
は
、
第
三
十
九
条
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

第
四
十
三
条

労
働
衛
生
課
に
お
い
て
は
、
第
三
十
九
条
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
の
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

第
四
十
四
条

安
全
衛
生
課
に
お
い
て
は
、
第
三
十
九
条
第
八
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
の
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。
但
し
、
鉱
山
課
を
置
く
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
安
全
衛
生
課
に
お
い
て
は
、
第
三

十
九
条
第
八
号
及
び
第
九
号
の
事
務
の
う
ち
、
鉱
山
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

第
四
十
五
条

鉱
山
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

鉱
山
の
監
督
及
び
鉱
山
労
働
者
に
特
殊
な
労
働
条
件
に
関
す
る
こ
と
。

二

鉱
山
に
お
け
る
産
業
安
全
、
災
害
予
防
及
び
労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
鉱

山
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。

三

鉱
山
の
労
務
物
資
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
章

労
働
基
準
監
督
署

（
労
働
基
準
監
督
署
）

第
四
十
六
条

労
働
基
準
監
督
署
の
内
部
組
織
は
、
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
定
め
る
基
準
に
基
き
、

労
働
基
準
監
督
署
長
が
定
め
る
。

第
五
章

公
共
職
業
安
定
所

（
公
共
職
業
安
定
所
）

第
四
十
七
条

公
共
職
業
安
定
所
の
内
部
組
織
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
基
準
に
基
き
、

公
共
職
業
安
定
所
長
が
定
め
る
。
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四

官
印
の
管
守
に
関
す
る
こ
と
。

五

庁
中
取
締
に
関
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他
庶
務
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
九
条

監
督
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
但
し
、
安
全
課
及
び
労
働
衛
生

課
又
は
安
全
衛
生
課
を
置
く
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
監
督
課
に
お
い
て
は
、
第
八
号
か
ら
第
十

六
号
ま
で
の
事
務
を
除
き
、
鉱
山
課
を
置
く
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
監
督
課
に
お
い
て
は
、
第

一
号
、
第
二
号
、
第
八
号
及
び
第
九
号
の
事
務
の
う
ち
、
鉱
山
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

一

工
場
事
業
場
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

二

一
般
労
働
者
の
労
働
条
件
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
教
養
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

五

工
場
事
業
場
の
監
督
に
関
し
労
働
基
準
監
督
署
に
対
す
る
指
揮
監
督
に
関
す
る
こ
と
、
及
び

労
働
基
準
監
督
署
に
対
す
る
そ
の
他
の
指
揮
監
督
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

六

労
働
基
準
監
督
署
の
人
事
、
予
算
、
庁
舎
そ
の
他
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

七

地
方
労
働
基
準
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

八

産
業
安
全
及
び
災
害
予
防
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
鉱
山
保
安
法
に
規
定
す
る
鉱
山
に
お
け

る
保
安
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。

九

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

十

公
害
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

地
方
特
殊
技
能
試
験
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

労
働
環
境
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

職
業
病
そ
の
他
職
業
疾
患
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

労
働
者
の
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

衛
生
管
理
者
試
験
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

そ
の
他
労
働
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
鉱
山
保
安
法
に
規
定
す
る
鉱
山
に
お
け
る
通

気
及
び
災
害
時
の
救
護
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。

十
七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
基
準
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
労
働
条
件
及

び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
条

労
災
補
償
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
者
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
者
災
害
補
償
保
険
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
者
災
害
補
償
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
働
者
災
害
補
償
保
険
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
一
条

給
与
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

賃
金
、
給
料
そ
の
他
の
給
与
に
関
す
る
政
策
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
基
準
法
中
賃
金
、
給
料
そ
の
他
の
給
与
に
関
す
る
部
分
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

三

地
方
賃
金
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

四

一
般
職
種
別
賃
金
に
関
す
る
こ
と
。

五

賃
金
、
給
料
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
雇
用
主
及
び
労
働
者
に
対
す
る
援
助
助
言
に
関
す
る
政

策
の
樹
立
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

六

労
務
用
物
資
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
十
二
条

安
全
課
に
お
い
て
は
、
第
三
十
九
条
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
。

第
四
十
三
条

労
働
衛
生
課
に
お
い
て
は
、
第
三
十
九
条
第
十
二
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
の
事
務
を

つ
か
さ
ど
る
。

第
四
十
四
条

安
全
衛
生
課
に
お
い
て
は
、
第
三
十
九
条
第
八
号
か
ら
第
十
六
号
ま
で
の
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。
但
し
、
鉱
山
課
を
置
く
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
安
全
衛
生
課
に
お
い
て
は
、
第
三

十
九
条
第
八
号
及
び
第
九
号
の
事
務
の
う
ち
、
鉱
山
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。

第
四
十
五
条

鉱
山
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

鉱
山
の
監
督
及
び
鉱
山
労
働
者
に
特
殊
な
労
働
条
件
に
関
す
る
こ
と
。

二

鉱
山
に
お
け
る
産
業
安
全
、
災
害
予
防
及
び
労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。
但
し
、
鉱

山
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。

三

鉱
山
の
労
務
物
資
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
章

労
働
基
準
監
督
署

（
労
働
基
準
監
督
署
）

第
四
十
六
条

労
働
基
準
監
督
署
の
内
部
組
織
は
、
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
定
め
る
基
準
に
基
き
、

労
働
基
準
監
督
署
長
が
定
め
る
。

第
五
章

公
共
職
業
安
定
所

（
公
共
職
業
安
定
所
）

第
四
十
七
条

公
共
職
業
安
定
所
の
内
部
組
織
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
基
準
に
基
き
、

公
共
職
業
安
定
所
長
が
定
め
る
。
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（
出
張
所
）

第
四
十
八
条

公
共
職
業
安
定
所
の
出
張
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
労
働
大
臣
が
別
に

定
め
、
そ
の
内
部
組
織
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
基
準
に
基
き
、
公
共
職
業
安
定
所

長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
労
働
省
設
置
法
施
行
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

昭
和
二
四
年
六
月
三
〇
日

〔
三
─
三
五
〕
労
働
省
令
第
一
一
号

労労
働働
省省
組組
織織
規規
程程
のの
一一
部部
改改
正正

労
働
省
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
中
「
鉱
山
課
」
を
「
技
能
課
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
七
号
を
削
る
。

第
二
十
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
以
下
順
次
一
号
づ
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条

技
能
課
に
お
い
て
は
、
次
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

徒
弟
の
弊
害
排
除
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
基
準
法
中
技
能
者
養
成
に
関
す
る
規
定
の
制
定
、
改
廃
及
び
解
釈
に
関
す
る
こ
と
。

三

技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
こ
と
。

四

技
能
者
養
成
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

五

技
能
の
向
上
及
び
労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
四
年
七
月
五
日

〔
三
─
三
六
〕
政
令
第
二
五
〇
号

労労
働働
者者
教教
育育
審審
議議
会会
令令

内
閣
は
、
文
部
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規
定

に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
一
条

労
働
者
教
育
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。）

は
、
文
部
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、

労
働
者
に
対
す
る
社
会
教
育
に
関
す
る
事
項
を
調
査
審
議
し
、
及
び
こ
れ
に
関
し
必
要
と
認
め
る

事
項
を
文
部
大
臣
に
建
議
す
る
。

一

労
働
者
に
対
す
る
労
働
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

二

使
用
者
に
対
す
る
労
働
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

（
組
織
）

第
二
条

審
議
会
は
、
委
員
二
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

特
別
の
事
項
を
調
査
審
議
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
審
議
会
に
臨
時
委
員
を
置
く
こ
と

が
で
き
る
。

第
三
条

委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
労
働
関
係
者
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
及
び
関
係
行
政
機
関
の
職

員
の
う
ち
か
ら
、
文
部
大
臣
が
任
命
す
る
。

第
四
条

関
係
行
政
機
関
の
職
員
以
外
の
者
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
た
委
員
の
任
期
は
、
一
年
と
し
、

そ
の
欠
員
が
生
じ
た
場
合
の
補
欠
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

２

臨
時
委
員
は
、
特
別
の
事
項
の
調
査
審
議
が
終
っ
た
と
き
は
、
退
任
す
る
も
の
と
す
る
。

３

委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

第
五
条

委
員
に
よ
り
会
長
と
し
て
互
選
さ
れ
た
者
は
、
審
議
会
の
会
務
を
総
理
す
る
。

２

委
員
に
よ
り
副
会
長
と
し
て
互
選
さ
れ
た
者
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
部
会
）

第
六
条

審
議
会
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

部
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
臨
時
委
員
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。

３

各
部
会
に
属
す
る
委
員
に
よ
り
部
会
長
と
し
て
瓦
選
さ
れ
た
者
は
、
各
部
会
の
会
務
を
掌
理
す

る
。

４

審
議
会
に
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
部
会
の
裁
決
又
は
二
以
上
の
部
会
の
合
同
の
議
決

を
も
っ
て
、
審
議
会
の
議
決
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
事
）

第
七
条

審
議
会
は
、
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、

議
事
を
開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

審
議
会
の
議
決
は
、
出
席
し
た
委
員
及
び
議
事
に
関
係
の
あ
る
臨
時
委
員
の
過
半
数
を
も
っ
て

決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
部
会
の
議
事
及
び
二
以
上
の
部
会
の
合
同
の
議
事
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
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合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
部
会
の
合
同
の
議
事
を
整
理
す
る
会
長
に
は
、
審
議
会
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
部
会
の
部
会
長
の
う
ち
の
一
人
が
当
る
も
の
と
す
る
。

（
庶
務
）

第
八
条

審
議
会
の
庶
務
は
、
文
部
省
社
会
教
育
局
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
雑
則
）

第
九
条

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
審
議
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
六
年
五
月
二
八
日

〔
三
─
三
七
〕
労
働
省
令
第
一
六
号

労労
働働
省省
組組
織織
規規
程程
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令

労
働
省
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
左
の
六
課
」
を
「
左
の
七
課
」
に
改
め
、「
職
業
補
導
課
」
の
次
に
「
監
督
者
訓

練
課
」
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
第
四
号
を
削
る
。

第
三
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
の
二

監
督
者
訓
練
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
物
（
労
働
基
準
法
に
規
定
す
る
技
能
者

養
成
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

工
場
事
業
場
の
行
う
監
督
者
の
訓
練
（
以
下
単
に
「
監
督
者
訓
練
」
と
い
う
。）
に
対
す
る
援

助
に
関
す
る
こ
と
。

二

監
督
者
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

三

監
督
者
訓
練
に
関
す
る
他
の
行
政
機
関
及
び
民
間
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
六
年
六
月
一
日

〔
三
─
三
八
〕
法
律
第
一
七
七
号

労労
働働
省省
設設
置置
法法
のの
一一
部部
改改
正正

労
働
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
の
表
中
労
働
教
育
審
議
会
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1

労
働
教
育
審
議
会
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

2

昭
和
二
六
年
六
月
一
日

〔
三
─
三
九
〕
労
働
省
令
第
一
七
号

労労
働働
省省
組組
織織
規規
程程
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令

労
働
省
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
四
号
を
削
る
。

昭
和
二
六
年
六
月
五
日

〔
三
─
四
〇
〕
政
令
第
一
九
五
号

失失
業業
対対
策策
審審
議議
会会
令令

内
閣
は
、
総
理
府
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
一
条

失
業
対
策
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。）
は
、
失
業
及
び
雇
用
問
題
に
関
す
る
総

合
的
施
策
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

２

審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
に
答
申
し
、
且
つ
、

必
要
に
応
じ
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
組
織
）

第
二
条

審
議
会
は
、
委
員
三
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
調
査
員
十
人
以
内
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

審
議
会
に
、
幹
事
十
五
人
以
内
を
置
く
。

（
会
長
）

第
三
条

委
員
の
う
ち
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
が
指
名
し
た
者
は
、
会
長
と
し
て
、
会
務
を
総
理
す
る
。

２

会
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
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合
に
お
い
て
、
二
以
上
の
部
会
の
合
同
の
議
事
を
整
理
す
る
会
長
に
は
、
審
議
会
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
そ
の
部
会
の
部
会
長
の
う
ち
の
一
人
が
当
る
も
の
と
す
る
。

（
庶
務
）

第
八
条

審
議
会
の
庶
務
は
、
文
部
省
社
会
教
育
局
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
雑
則
）

第
九
条

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
議
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、
審
議
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
六
年
五
月
二
八
日

〔
三
─
三
七
〕
労
働
省
令
第
一
六
号

労労
働働
省省
組組
織織
規規
程程
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令

労
働
省
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
中
「
左
の
六
課
」
を
「
左
の
七
課
」
に
改
め
、「
職
業
補
導
課
」
の
次
に
「
監
督
者
訓

練
課
」
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
第
四
号
を
削
る
。

第
三
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
の
二

監
督
者
訓
練
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
物
（
労
働
基
準
法
に
規
定
す
る
技
能
者

養
成
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

工
場
事
業
場
の
行
う
監
督
者
の
訓
練
（
以
下
単
に
「
監
督
者
訓
練
」
と
い
う
。）
に
対
す
る
援

助
に
関
す
る
こ
と
。

二

監
督
者
訓
練
の
実
施
に
関
す
る
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

三

監
督
者
訓
練
に
関
す
る
他
の
行
政
機
関
及
び
民
間
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
六
年
六
月
一
日

〔
三
─
三
八
〕
法
律
第
一
七
七
号

労労
働働
省省
設設
置置
法法
のの
一一
部部
改改
正正

労
働
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
第
一
項
の
表
中
労
働
教
育
審
議
会
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

1

労
働
教
育
審
議
会
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

2

昭
和
二
六
年
六
月
一
日

〔
三
─
三
九
〕
労
働
省
令
第
一
七
号

労労
働働
省省
組組
織織
規規
程程
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令

労
働
省
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
四
号
を
削
る
。

昭
和
二
六
年
六
月
五
日

〔
三
─
四
〇
〕
政
令
第
一
九
五
号

失失
業業
対対
策策
審審
議議
会会
令令

内
閣
は
、
総
理
府
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
所
掌
事
務
）

第
一
条

失
業
対
策
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。）
は
、
失
業
及
び
雇
用
問
題
に
関
す
る
総

合
的
施
策
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
。

２

審
議
会
は
、
前
項
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
に
答
申
し
、
且
つ
、

必
要
に
応
じ
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
組
織
）

第
二
条

審
議
会
は
、
委
員
三
十
人
以
内
で
組
織
す
る
。

２

審
議
会
に
、
専
門
の
事
項
を
調
査
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
調
査
員
十
人
以
内
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

３

審
議
会
に
、
幹
事
十
五
人
以
内
を
置
く
。

（
会
長
）

第
三
条

委
員
の
う
ち
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
が
指
名
し
た
者
は
、
会
長
と
し
て
、
会
務
を
総
理
す
る
。

２

会
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。
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（
委
員
、
専
門
調
査
員
及
び
幹
事
）

第
四
条

委
員
及
び
専
門
調
査
員
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者

の
う
ち
か
ち
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。

２

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
し
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
委
員
が
欠
け
た
場
合
に
お
け

る
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

３

専
門
調
査
員
は
、
当
該
専
門
事
項
に
関
す
る
調
査
を
修
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
る
も
の
と

す
る
。

４

幹
事
は
、
関
係
各
行
政
機
関
の
職
員
及
び
第
一
条
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の

あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
。

５

第
二
項
の
規
定
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
た
幹
事
に
準
用
す
る
。

６

幹
事
は
、
審
議
会
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
、
委
員
及
び
専
門
調
査
員
を
補
佐
す
る
。

７

委
員
、
専
門
調
査
員
及
び
幹
事
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
庶
務
）

第
五
条

審
議
会
の
庶
務
は
、
内
閣
総
理
大
臣
官
房
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
雑
則
）

第
六
条

こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
を
除
く
外
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会
に
は
か
っ
て
定
め
る
。

附

則
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
六
年
八
月
一
日

〔
三
─
四
一
〕
労
働
省
告
示
第
一
六
号

公公
共共
職職
業業
補補
導導
所所
のの
設設
置置

職
業
安
定
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
七
条
条
第
四
項
の
規
定
に
基

き
、
昭
和
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
次
の
公
共
職
業
補
導
所
を
設
置
し
た
。

名

称

位

置

兵
庫
公
共
職
業
補
導
所

兵
庫
県
伊
丹
市
松
原

昭
和
二
六
年
八
月
三
〇
日

〔
三
─
四
二
〕
労
働
省
令
第
二
四
号

労労
働働
省省
組組
織織
規規
程程
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令

労
働
省
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
項
中
「
国
際
渉
外
課
」
を
「
国
際
労
働
課
」
に
改
め
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
条

国
際
労
働
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

国
際
労
働
機
関
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
の
所
管
行
政
に
関
す
る
対
外
関
係
事
務
の
総
合
調
整
に

関
す
る
こ
と
。

二

所
管
行
政
に
関
す
る
対
外
関
係
事
務
の
審
議
企
画
一
般
に
関
す
る
こ
と
。

三

所
管
行
政
に
関
す
る
外
国
及
び
国
際
機
関
と
の
一
般
的
な
連
絡
及
び
情
報
交
換
に
関
す
る
こ
と
。

四

対
外
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

五

職
員
の
海
外
渡
航
に
関
す
る
こ
と
。

六

所
管
行
政
に
関
す
る
対
外
関
係
事
務
で
他
局
部
課
の
主
管
に
属
し
な
い
こ
と
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日

〔
三
─
四
三
〕
法
律
第
二
八
一
号

労労
働働
省省
設設
置置
法法
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
法法
律律

労
働
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
三
款

婦
人
少
年
室

目
次
中
「
第
三
款

公
共
職
業
安
定
所
（
第
十
八
条
・
第
十
九
条
）」
を

第
四
款

公
共
職
業
安

（
第
十
七
条
の
二
）

に
改
め
る
。

定
所
（
第
十
八
条
・
第
十
九
条
）」

第
四
条
中
第
二
十
号
を
削
り
、
第
二
十
一
号
を
第
二
十
号
と
し
、
以
下
順
次
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ

る
。

「
婦
人
少
年
室

第
一
四
条
中
「
「
公
共
職
業
安
定
所
」
を

に
改
め
る
。

公
共
職
業
安
定
所
」

第
二
章
第
三
節
中
第
三
款
を
第
四
款
と
し
、
第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。

第
三
款

婦
人
少
年
室

（
婦
人
少
年
室
）

第
十
七
条
の
二

婦
人
少
年
室
は
、
都
道
府
県
ご
と
に
置
か
れ
る
も
の
と
し
、
そ
の
名
称
は
、
当
該
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都
道
府
県
の
名
を
冠
す
る
。

２

婦
人
少
年
室
の
位
置
は
、
当
該
都
道
府
県
の
都
道
府
県
庁
の
所
在
地
と
す
る
。

３

婦
人
少
年
室
の
管
轄
区
域
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
と
す
る
。

４

婦
人
少
年
室
は
、
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

５

婦
人
少
年
室
の
内
部
組
繊
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
七
年
八
月
三
〇
日

〔
三
─
四
四
〕
政
令
第
三
九
三
号

労労
働働
省省
組組
織織
令令
（
抄
）

目
次第

一
章

本
省

第
一
節

大
臣
官
房
（
第
一
条－

第
十
条
）

貉
二
節

労
政
局
（
第
十
一
条－

第
十
五
条
）

第
三
節

労
働
基
準
局
（
第
十
六
条－

第
二
十
三
条

第
四
節

婦
人
少
年
局
（
第
二
十
四
条－

第
二
十
七
条
）

第
五
節

職
業
安
定
局
（
第
二
十
八
条－

第
三
十
五
条
）

第
二
章

外
局

第
一
節

中
央
労
働
委
員
会
事
務
局
（
第
三
十
六
条－

第
四
十
三
条
）

第
二
節

公
共
企
業
体
等
仲
裁
委
員
会
事
務
局
（
第
四
十
四
条－

第
四
十
七
条
）

第
三
節

公
共
企
業
休
等
中
央
調
停
委
員
会
事
務
局
（
第
四
十
八
条－

第
五
十
一
条
）

第
四
節

公
共
企
業
体
等
地
方
調
停
委
員
会
事
務
局
（
第
五
十
二
条－

第
五
十
八
条
）

附
則

第第
一一
章章

本本
省省

第
二
節

大
臣
官
房

（
編
注

中
略
）

第
三
節

労
働
基
準
局

（
労
働
基
準
局
の
分
課
）

第
十
六
条

労
働
基
準
局
に
左
の
七
課
を
置
く
。

庶
務
課

監
督
課

労
災
補
償
課

安
全
課

労
働
衛
生
課

給
与
課

技
能
課

（
庶
務
課
）

第
十
七
条

庶
務
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
基
準
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
に
関
す
る
人
事
、
予
算
そ
の
他
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
基
準
監
督
官
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
基
準
監
督
官
研
修
所
の
管
理
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
基
準
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い

も
の
。

（
監
督
課
）

第
十
八
条

監
督
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

工
場
事
業
場
に
お
け
る
労
働
者
の
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
監
督
に
関
す
る

こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
時
間
、
休
憩
、
休
日
等
の
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護

に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）。

三

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
基
準
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五

中
央
労
働
基
準
審
議
会
及
び
地
方
労
働
基
準
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

（
労
災
補
償
課
）

第
十
九
条

労
災
補
償
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
物
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
者
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
者
災
害
補
償
保
険
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
者
災
害
補
償
保
険
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

（
安
全
課
）

第
二
十
条

安
全
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

産
業
安
全
に
関
す
る
こ
と
（
鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
に
規
定
す
る
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都
道
府
県
の
名
を
冠
す
る
。

２

婦
人
少
年
室
の
位
置
は
、
当
該
都
道
府
県
の
都
道
府
県
庁
の
所
在
地
と
す
る
。

３

婦
人
少
年
室
の
管
轄
区
域
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
と
す
る
。

４

婦
人
少
年
室
は
、
第
九
条
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

５

婦
人
少
年
室
の
内
部
組
繊
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
七
年
八
月
三
〇
日

〔
三
─
四
四
〕
政
令
第
三
九
三
号

労労
働働
省省
組組
織織
令令
（
抄
）

目
次第

一
章

本
省

第
一
節

大
臣
官
房
（
第
一
条－

第
十
条
）

貉
二
節

労
政
局
（
第
十
一
条－

第
十
五
条
）

第
三
節

労
働
基
準
局
（
第
十
六
条－

第
二
十
三
条

第
四
節

婦
人
少
年
局
（
第
二
十
四
条－

第
二
十
七
条
）

第
五
節

職
業
安
定
局
（
第
二
十
八
条－

第
三
十
五
条
）

第
二
章

外
局

第
一
節

中
央
労
働
委
員
会
事
務
局
（
第
三
十
六
条－

第
四
十
三
条
）

第
二
節

公
共
企
業
体
等
仲
裁
委
員
会
事
務
局
（
第
四
十
四
条－

第
四
十
七
条
）

第
三
節

公
共
企
業
休
等
中
央
調
停
委
員
会
事
務
局
（
第
四
十
八
条－

第
五
十
一
条
）

第
四
節

公
共
企
業
体
等
地
方
調
停
委
員
会
事
務
局
（
第
五
十
二
条－

第
五
十
八
条
）

附
則

第第
一一
章章

本本
省省

第
二
節

大
臣
官
房

（
編
注

中
略
）

第
三
節

労
働
基
準
局

（
労
働
基
準
局
の
分
課
）

第
十
六
条

労
働
基
準
局
に
左
の
七
課
を
置
く
。

庶
務
課

監
督
課

労
災
補
償
課

安
全
課

労
働
衛
生
課

給
与
課

技
能
課

（
庶
務
課
）

第
十
七
条

庶
務
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
基
準
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
に
関
す
る
人
事
、
予
算
そ
の
他
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
基
準
監
督
官
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
基
準
監
督
官
研
修
所
の
管
理
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
基
準
監
督
官
分
限
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
基
準
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い

も
の
。

（
監
督
課
）

第
十
八
条

監
督
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

工
場
事
業
場
に
お
け
る
労
働
者
の
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
監
督
に
関
す
る

こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
時
間
、
休
憩
、
休
日
等
の
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護

に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）。

三

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
基
準
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五

中
央
労
働
基
準
審
議
会
及
び
地
方
労
働
基
準
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

（
労
災
補
償
課
）

第
十
九
条

労
災
補
償
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
物
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
者
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
者
災
害
補
償
保
険
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
者
災
害
補
償
保
険
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

（
安
全
課
）

第
二
十
条

安
全
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

産
業
安
全
に
関
す
る
こ
と
（
鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
に
規
定
す
る
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鉱
山
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。）

二

産
業
安
全
研
究
所
の
管
理
及
び
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

三

特
殊
技
能
試
験
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

（
労
働
衛
生
課
）

第
二
十
一
条

労
働
衛
生
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
環
境
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
業
病
そ
の
他
職
業
疾
息
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
衛
生
に
関
す
る
こ
と
（
鉱
山
保
安
法
に
規
定
す
る
鉱
山

に
お
け
る
通
気
及
び
災
害
時
の
救
護
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）。

五

け
い
肺
対
策
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

、
、

（
給
与
課
）

第
二
十
二
条

給
与
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

賃
金
、
給
料
そ
の
他
の
給
与
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

二

中
央
賃
金
審
議
会
及
び
地
方
賃
金
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

三

一
般
職
種
別
賃
金
に
関
す
る
こ
と
。

四

工
場
事
業
場
に
お
け
る
給
与
制
度
の
樹
立
及
び
運
営
等
に
関
す
る
使
用
者
及
び
労
働
者
に
対

す
る
援
助
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
務
用
物
資
に
関
す
る
こ
と
。

（
技
能
課
）

第
二
十
三
条

技
能
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

徒
弟
制
度
に
よ
る
労
働
者
の
酷
使
の
排
除
に
関
す
る
こ
と
。

二

技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
こ
と
。

三

技
能
者
養
成
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
者
の
技
能
の
向
上
そ
の
他
の
労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

第
四
節

婦
人
少
年
局

（
婦
人
少
年
局
の
分
課
）

第
二
十
四
条

婦
人
少
年
局
に
左
の
三
課
を
置
く
。

婦
人
労
働
課

年
少
労
働
課

婦
人
課

（
婦
人
労
働
課
）

第
二
十
五
条

婦
人
労
働
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

婦
人
労
働
者
に
特
殊
な
労
働
条
件
及
び
労
働
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

二

家
族
労
働
問
題
及
び
家
事
使
用
人
に
関
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
婦
人
労
働
者
に
特
殊
な
労
働
問
題
に
関
す
る
こ
と
。

四

婦
人
労
働
者
問
題
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五

婦
人
労
働
者
問
題
に
関
す
る
啓
も
う
に
関
す
る
こ
と
。

、
、

六

婦
人
少
年
問
題
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
婦
人
少
年
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し

な
い
も
の

（
年
少
労
働
課
）

第
二
十
六
条

年
少
労
働
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

年
少
労
働
者
に
特
殊
な
労
働
条
件
及
び
労
働
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

二

児
童
の
使
用
禁
止
に
関
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
年
少
労
働
者
に
特
殊
な
労
働
問
題
に
関
す
る
こ
と
。

四

年
少
労
働
者
問
題
に
関
す
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五

年
少
労
働
者
問
題
に
関
す
る
啓
も
う
に
関
す
る
こ
と
。

、
、

（
婦
人
課
）

第
二
十
七
条

婦
人
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

婦
人
の
地
位
の
向
上
そ
の
他
婦
人
問
題
に
関
す
る
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
者
の
家
族
問
題
に
関
す
る
こ
と
（
法
律
に
基
い
て
他
省
の
所
管
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事

務
を
除
く
。）。

三

婦
人
の
地
位
の
向
上
そ
の
他
婦
人
問
題
に
関
す
る
調
査
及
び
啓
も
う
に
関
す
る
こ
と
。

、
、

第
五
節

職
業
安
定
局

（
職
業
安
定
局
の
分
課
）

第
二
十
八
条

職
業
安
定
局
に
左
の
七
課
を
置
く
。

庶
務
課

失
業
対
策
課

失
業
保
険
課

雇
用
安
定
課

職
業
補
導
課

監
督
者
訓
練
課

労
働
市
場
調
査
課
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（
庶
務
課
）

第
二
十
九
条

庶
務
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
事
項
（
失
業
保
険
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）
に
関
す
る
法
令
の

調
査
及
び
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
に
関
す
る
人
事
、
予
算
（
職
業
補
導
の
事
業
に
要
す
る
も

の
を
除
く
。）
そ
の
他
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

三

職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
本
務
に
従
事
す
る
職
員
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

四

中
央
職
業
安
定
審
議
会
及
び
地
方
職
業
安
定
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

五

職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
の
監
察
に
関
す
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い

も
の

（
失
業
対
策
課
）

第
三
十
条

失
業
対
策
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

失
業
対
策
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。

二

緊
急
失
業
対
策
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
八
十
九
号
）
に
規
定
す
る
失
業
対
策
事
業
に
関

す
る
こ
と
。

三

緊
急
失
業
対
策
法
に
規
定
す
る
公
共
事
業
に
お
け
る
失
業
者
の
吸
収
に
関
す
る
こ
と
。

四

雇
用
量
の
増
加
に
関
す
る
企
画
に
つ
い
て
の
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
失
業
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

（
失
業
保
険
課
）

第
三
十
一
条

失
業
保
険
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

失
業
保
険
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

二

失
業
保
険
特
別
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

三

失
業
保
険
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

（
雇
用
安
定
課
）

第
三
十
二
条

雇
用
安
定
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
業
の
紹
介
そ
の
他
労
務
の
需
給
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
者
供
給
事
業
及
び
労
働
者
の
募
集
に
関
す
る
こ
と
。

三

職
業
の
指
導
及
び
職
業
適
性
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

四

日
雇
労
働
者
の
労
務
用
物
資
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
働
者
の
雇
用
の
方
法
に
関
す
る
使
用
者
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

六

国
家
公
務
員
等
で
あ
っ
た
者
に
対
す
る
失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）

に
規
定
す
る
条
件
に
従
っ
て
行
う
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
こ
と
。

（
職
業
補
導
課
）

第
三
十
三
条

職
業
補
導
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
業
補
導
に
関
す
る
ご
と
。

二

公
共
職
業
補
導
所
そ
の
他
の
職
業
補
導
施
設
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

三

職
業
補
導
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

（
監
督
者
訓
練
課
）

第
三
十
四
条

監
督
者
訓
練
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

監
督
者
訓
練
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

二

監
督
者
訓
練
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

（
労
働
市
場
調
査
課
）

第
三
十
五
条

労
働
市
場
調
査
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
に
関
す
る
統
計
調
査
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
市
場
調
査
及
び
職
業
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

三

職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
に
関
す
る
資
料
の
収
集
、
整
理
及
び
刊
行
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
章

外
局

（
編
注

中
略
）

附附

則則

１

こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
編
注

以
下
略
）

昭
和
二
七
年
一
一
月
一
五
日

〔
三
─
四
五
〕
労
働
省
令
第
三
六
号

労労
働働
省省
組組
織織
規規
程程

目
次第

一
章

通
則
（
第
一
条
）

第
二
章

本
省

第
三
節
内
部
部
局
（
第
二
条
）

第
二
節

附
属
機
関

第
一
款

産
業
安
全
研
究
所
（
第
三－

第
十
条
）

第
二
款

労
働
基
準
監
督
官
研
修
所
（
第
十
一
条
）
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（
庶
務
課
）

第
二
十
九
条

庶
務
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
事
項
（
失
業
保
険
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。）
に
関
す
る
法
令
の

調
査
及
び
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
に
関
す
る
人
事
、
予
算
（
職
業
補
導
の
事
業
に
要
す
る
も

の
を
除
く
。）
そ
の
他
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

三

職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
本
務
に
従
事
す
る
職
員
の
研
修
に
関
す
る
こ
と
。

四

中
央
職
業
安
定
審
議
会
及
び
地
方
職
業
安
定
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

五

職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
の
監
察
に
関
す
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い

も
の

（
失
業
対
策
課
）

第
三
十
条

失
業
対
策
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

失
業
対
策
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。

二

緊
急
失
業
対
策
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
八
十
九
号
）
に
規
定
す
る
失
業
対
策
事
業
に
関

す
る
こ
と
。

三

緊
急
失
業
対
策
法
に
規
定
す
る
公
共
事
業
に
お
け
る
失
業
者
の
吸
収
に
関
す
る
こ
と
。

四

雇
用
量
の
増
加
に
関
す
る
企
画
に
つ
い
て
の
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
失
業
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

（
失
業
保
険
課
）

第
三
十
一
条

失
業
保
険
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

失
業
保
険
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

二

失
業
保
険
特
別
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

三

失
業
保
険
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

（
雇
用
安
定
課
）

第
三
十
二
条

雇
用
安
定
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
業
の
紹
介
そ
の
他
労
務
の
需
給
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
者
供
給
事
業
及
び
労
働
者
の
募
集
に
関
す
る
こ
と
。

三

職
業
の
指
導
及
び
職
業
適
性
検
査
に
関
す
る
こ
と
。

四

日
雇
労
働
者
の
労
務
用
物
資
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
働
者
の
雇
用
の
方
法
に
関
す
る
使
用
者
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

六

国
家
公
務
員
等
で
あ
っ
た
者
に
対
す
る
失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）

に
規
定
す
る
条
件
に
従
っ
て
行
う
退
職
手
当
の
支
給
に
関
す
る
こ
と
。

（
職
業
補
導
課
）

第
三
十
三
条

職
業
補
導
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
業
補
導
に
関
す
る
ご
と
。

二

公
共
職
業
補
導
所
そ
の
他
の
職
業
補
導
施
設
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

三

職
業
補
導
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

（
監
督
者
訓
練
課
）

第
三
十
四
条

監
督
者
訓
練
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

監
督
者
訓
練
に
対
す
る
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

二

監
督
者
訓
練
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

（
労
働
市
場
調
査
課
）

第
三
十
五
条

労
働
市
場
調
査
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
に
関
す
る
統
計
調
査
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
市
場
調
査
及
び
職
業
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

三

職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
に
関
す
る
資
料
の
収
集
、
整
理
及
び
刊
行
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
章

外
局

（
編
注

中
略
）

附附

則則

１

こ
の
政
令
は
、
昭
和
二
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
編
注

以
下
略
）

昭
和
二
七
年
一
一
月
一
五
日

〔
三
─
四
五
〕
労
働
省
令
第
三
六
号

労労
働働
省省
組組
織織
規規
程程

目
次第

一
章

通
則
（
第
一
条
）

第
二
章

本
省

第
三
節
内
部
部
局
（
第
二
条
）

第
二
節

附
属
機
関

第
一
款

産
業
安
全
研
究
所
（
第
三－

第
十
条
）

第
二
款

労
働
基
準
監
督
官
研
修
所
（
第
十
一
条
）
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第
三
節

地
方
支
分
部
局

第
一
款

都
道
府
県
労
働
基
準
局
（
第
十
二
条－

第
二
十
二
条
）

第
二
款

労
働
基
準
監
督
署
（
第
二
十
三
条
）

第
三
款

婦
人
少
年
室
（
第
二
十
四
条
）

第
四
款

公
共
職
業
安
定
所
（
第
二
十
五
条
・
第
二
十
六
条
）

附
則

第第
一一
章章

通通
則則

（
命
令
の
趣
旨
）

第
一
条

労
働
省
の
組
織
は
、
労
働
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
及
び
労
働

省
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
三
号
）
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
こ
の
規
程
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第第
二二
章章

本本
省省

第
一
節

内
部
部
局

（
審
査
委
貫
）

第
二
条

大
臣
官
房
に
審
査
委
員
を
置
く
。

２

審
査
委
員
は
、
法
令
そ
の
他
重
要
な
事
項
を
審
査
す
る
。

第
二
節

附
属
機
関

（
編
注

中
略
）

第
三
節

地
方
支
分
郤
局

第
一
款

都
道
府
県
労
働
基
準
局

（
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
分
課
）

第
十
二
条

各
都
道
府
県
労
働
基
準
局
に
左
の
四
課
を
置
く
。

庶
務
課

監
督
課

労
災
補
償
課

給
与
課

第
十
三
条

左
の
都
道
府
県
労
働
基
準
局
に
、
前
条
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
安
全
課
及
び
労
働
衛
生

課
を
置
く
。

東
京
労
働
基
準
局

大
阪
労
働
基
準
局

福
岡
労
働
基
準
局

第
十
四
条

左
の
都
道
府
県
労
働
基
準
局

に
、
第
十
二
条
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
安
全
衛
生
課
を
置
く
。

北
海
道
労
働
基
準
局

宮
城
労
働
基
準
局

山
形
労
働
基
準
局

福
鳥
労
働
基
準
局

茨
城
労
働
基
準
局

栃
木
労
働
基
準
局

群
馬
労
働
基
準
局

埼
玉
労
働
基
準
局

千
葉
労
働
基
準
局

神
奈
川
労
働
基
準
局

新
潟
労
働
基
準
局

長
野
労
働
基
準
局

岐
阜
労
働
基
準
局

静
岡
労
働
基
準
局

愛
知
労
働
基
準
局

三
重
労
働
基
準
局

京
都
労
働
基
準
局

兵
庫
労
働
基
準
局

岡
山
労
働
基
準
局

広
島
労
働
基
準
局

山
口
労
働
基
準
局

愛
媛
労
働
基
準
局

長
崎
労
働
基
準
局

熊
本
労
働
基
準
局

鹿
児
島
労
働
基
準
局

（
次
長
）

第
十
五
条

左
の
都
道
府
県
労
働
基
準
局
に
次
長
各
一
人
を
置
く
。

北
海
道
労
働
基
準
局

東
京
労
働
基
準
局

神
奈
川
労
働
基
準
局

新
潟
労
働
基
準
局
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静
岡
労
働
基
準
局

愛
知
労
働
基
準
局

京
都
労
働
基
準
局

大
阪
労
働
基
準
局

兵
庫
労
働
基
準
局

広
島
労
働
基
準
局

福
岡
労
働
基
準
局

２

次
長
は
、
局
長
を
助
け
、
局
務
を
整
理
す
る
。

（
庶
務
課
）

第
十
六
条

庶
務
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
員
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

二

都
道
府
県
労
働
基
準
局
及
び
労
働
基
準
監
督
署
の
職
員
の
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

三

予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

四

行
政
財
産
及
び
物
品
に
関
す
る
こ
と
。

五

文
書
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
で
他
の
所
掌
に

属
し
な
い
も
の

（
監
督
課
）

第
十
七
条

監
督
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
但
し
、
安
全
課
及
び
労
働
衛
生
課

又
は
安
全
衛
生
課
を
置
く
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
監
督
課
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
か
ら
第
六
号

ま
で
、
第
九
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。

一

工
場
事
業
場
に
お
け
る
労
働
者
の
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
監
督
に
関
す
る

こ
と
。

二

産
業
安
全
に
関
す
る
こ
と
（
鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
に
規
定
す
る

鉱
山
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）。

三

労
働
環
境
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

四

職
業
病
そ
の
他
職
業
疾
患
に
関
す
る

五

労
働
者
の
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

六

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
衛
生
に
関
す
る
こ
と
（
鉱
山
保
安
法
に
規
定
す
る
鉱
山

に
お
け
る
通
気
及
び
災
害
時
の
救
護
に
閨
す
る
事
務
を
除
く
。
）。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
時
間
、
休
憩
、
休
日
等
の
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保

護
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）。

八

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

九

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

十

都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

労
働
基
準
監
督
署
の
人
事
、
予
算
、
庁
舎
そ
の
他
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

地
方
労
働
基
準
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

特
殊
技
能
試
験
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

（
労
災
補
償
課
）

第
十
八
条

労
災
補
償
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
者
災
害
補
償
保
険
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
者
災
害
補
償
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
働
者
災
害
補
償
保
険
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

（
給
与
課
）

第
十
九
条

給
与
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

工
場
事
業
場
に
お
け
る
給
与
制
度
の
樹
立
及
び
運
営
等
に
関
す
る
使
用
者
及
び
労
働
者
に
対

す
る
援
助
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

二

一
般
職
種
別
賃
金
に
関
す
る
こ
と
。

三

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
賃
金
、
給
料
そ
の
他
の
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

四

地
方
貸
金
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
務
用
物
資
に
関
す
る
こ
と
。

六

賃
金
そ
の
他
の
労
働
条
件
及
び
労
働
者
生
計
費
に
関
す
る
統
計
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

（
安
全
課
）

第
二
十
条

安
全
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

産
業
安
全
に
関
す
る
こ
と
（
鉱
山
保
安
法
に
規
定
す
る
鉱
山
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
事
務

を
除
く
。
）。

二

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

三

特
殊
技
能
試
験
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

（
労
働
衛
生
課
）

第
二
十
一
条

労
働
衛
生
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
耡
環
境
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
業
病
そ
の
他
職
業
疾
患
に
関
す
る
こ
と
。
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静
岡
労
働
基
準
局

愛
知
労
働
基
準
局

京
都
労
働
基
準
局

大
阪
労
働
基
準
局

兵
庫
労
働
基
準
局

広
島
労
働
基
準
局

福
岡
労
働
基
準
局

２

次
長
は
、
局
長
を
助
け
、
局
務
を
整
理
す
る
。

（
庶
務
課
）

第
十
六
条

庶
務
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
員
の
人
事
に
関
す
る
こ
と
。

二

都
道
府
県
労
働
基
準
局
及
び
労
働
基
準
監
督
署
の
職
員
の
教
養
及
び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

三

予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

四

行
政
財
産
及
び
物
品
に
関
す
る
こ
と
。

五

文
書
の
接
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
に
関
す
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
で
他
の
所
掌
に

属
し
な
い
も
の

（
監
督
課
）

第
十
七
条

監
督
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。
但
し
、
安
全
課
及
び
労
働
衛
生
課

又
は
安
全
衛
生
課
を
置
く
都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
監
督
課
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
か
ら
第
六
号

ま
で
、
第
九
号
及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。

一

工
場
事
業
場
に
お
け
る
労
働
者
の
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
監
督
に
関
す
る

こ
と
。

二

産
業
安
全
に
関
す
る
こ
と
（
鉱
山
保
安
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
七
十
号
）
に
規
定
す
る

鉱
山
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）。

三

労
働
環
境
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

四

職
業
病
そ
の
他
職
業
疾
患
に
関
す
る

五

労
働
者
の
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

六

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
衛
生
に
関
す
る
こ
と
（
鉱
山
保
安
法
に
規
定
す
る
鉱
山

に
お
け
る
通
気
及
び
災
害
時
の
救
護
に
閨
す
る
事
務
を
除
く
。
）。

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
時
間
、
休
憩
、
休
日
等
の
労
働
条
件
及
び
労
働
者
の
保

護
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）。

八

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

九

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

十

都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

労
働
基
準
監
督
署
の
人
事
、
予
算
、
庁
舎
そ
の
他
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

地
方
労
働
基
準
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

特
殊
技
能
試
験
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

（
労
災
補
償
課
）

第
十
八
条

労
災
補
償
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
働
災
害
補
償
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
者
災
害
補
償
保
険
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

三

労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
者
災
害
補
償
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
働
者
災
害
補
償
保
険
審
査
会
に
関
す
る
こ
と
。

（
給
与
課
）

第
十
九
条

給
与
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

工
場
事
業
場
に
お
け
る
給
与
制
度
の
樹
立
及
び
運
営
等
に
関
す
る
使
用
者
及
び
労
働
者
に
対

す
る
援
助
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

二

一
般
職
種
別
賃
金
に
関
す
る
こ
と
。

三

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
賃
金
、
給
料
そ
の
他
の
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

四

地
方
貸
金
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

五

労
務
用
物
資
に
関
す
る
こ
と
。

六

賃
金
そ
の
他
の
労
働
条
件
及
び
労
働
者
生
計
費
に
関
す
る
統
計
の
作
成
に
関
す
る
こ
と
。

（
安
全
課
）

第
二
十
条

安
全
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

産
業
安
全
に
関
す
る
こ
と
（
鉱
山
保
安
法
に
規
定
す
る
鉱
山
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
事
務

を
除
く
。
）。

二

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

三

特
殊
技
能
試
験
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

（
労
働
衛
生
課
）

第
二
十
一
条

労
働
衛
生
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

労
耡
環
境
衛
生
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
業
病
そ
の
他
職
業
疾
患
に
関
す
る
こ
と
。
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三

労
働
者
の
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

四

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
衛
生
に
関
す
る
こ
と
（
鉱
山
保
安
法
に
規
定
す
る
鉱
山

に
お
け
る
通
気
及
び
災
害
時
の
救
護
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。
）。

（
安
全
衛
生
課
）

第
二
十
二
条

安
全
衛
生
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

産
業
安
全
に
関
す
る
こ
と
（
鉱
山
保
安
法
に
規
定
す
る
鉱
山
に
お
け
る
保
安
に
関
す
る
事
務

を
除
く
。）。

二

労
働
環
境
衛
生
に
閨
す
る
こ
と
。

三

職
業
病
そ
の
他
職
業
疾
患
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
者
の
保
健
に
閨
す
る
こ
と
。

五

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
労
働
衛
生
に
関
す
る
こ
と
（
鉱
山
保
安
法
に
規
定
す
る
鉱
山

に
お
け
る
通
気
及
び
災
害
時
の
救
援
に
関
す
る
事
務
を
除
く
。）。

六

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
。

七

特
殊
技
能
試
験
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
款

労
働
基
準
監
督
署

（
労
働
基
準
監
督
署
）

第
二
十
三
条

労
働
基
準
監
督
署
の
内
部
組
織
は
、
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
定
め
る
基
準
に
基
き
、

労
働
基
準
監
督
署
長
が
定
め
る
。

第
三
款

婦
人
少
年
室

（
婦
人
少
年
室
）

第
二
十
四
条

婦
人
少
年
室
に
室
長
を
置
く
。

２

室
長
は
、
労
働
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
、
婦
人
少
年
室
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属
職
員
を

指
揮
監
督
す
る
。

３

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
外
、
婦
人
少
年
室
の
内
部
組
幟
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、

労
働
省
婦
人
少
年
局
長
の
定
め
る
基
準
に
基
き
、
室
長
が
定
め
る
。

第
四
款

公
共
職
業
安
定
所

（
公
共
職
業
安
定
所
）

第
二
十
五
条

公
共
職
業
安
定
所
の
内
部
組
織
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
基
準
に
基
き
、

公
共
職
業
安
定
所
長
が
定
め
る
。

（
出
張
所
）

第
二
十
六
条

公
共
職
業
安
定
所
の
出
張
所
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
は
、
労
働
大
臣
が
別
に

定
め
、
そ
の
内
部
組
織
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
基
準
に
基
き
、
公
共
職
業
安
定
所

長
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
七
年
九
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
但
し
、
福

岡
労
働
基
準
局
に
関
し
て
は
、
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
昭
和
二
十
七

年
九
月
十
六
日
ま
で
は
、
従
前
の
例
に
よ
る
。

２

左
に
掲
げ
る
省
令
は
、
廃
止
す
る
。

労
働
省
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
令
第
十
号
）

中
央
労
働
委
員
会
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
令
第
二
十
二
号
）。

公
共
企
業
体
等
仲
裁
委
員
会
及
び
公
共
企
業
体
等
調
停
委
員
会
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
労

働
省
令
第
二
十
一
号
）

昭
和
二
九
年
四
月
一
三
日

〔
三
─
四
六
〕
労
働
省
告
示
第
二
〇
号

啓啓
成成
会会
総総
合合
職職
業業
補補
導導
所所
のの
設設
置置

失
業
保
険
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号)

に
よ
る
失
業
保
険
事
業
を
実
施
す
る
た

め
、
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
一
日
に
次
の
総
合
職
業
補
導
所
を
設
置
し
た
。

名

称

位

置

啓
成
会
総
合
職
業
補
導
所

東
京
都
豊
島
区
巣
鴨
六
丁
目
二
十
番
地
の
二

昭
和
二
九
年
七
月
一
日

〔
三
─
四
七
〕
労
働
省
告
示
第
三
五
号

共共
同同
作作
業業
所所
のの
設設
置置

失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
に
よ
る
失
業
保
険
事
業
を
実
施
す
る

た
め
、
次
の
共
同
作
業
所
を
設
置
す
る
。

名

称

位

置

宮
城
共
同
作
業
所

宮
城
県
仙
台
市
南
小
泉
字
南
屋
敷
一
〇
四
番
地
の
八

愛
知
共
同
作
業
所

愛
知
県
宝
飯
郡
一
宮
村
大
字
一
宮
字
上
新
切
三
三
番
地
の

四
三
三
番
地
の
一
〇
〇
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昭
和
三
〇
年
四
月
一
日

〔
三
─
四
八
〕
労
働
省
令
第
八
号

労労
働働
省省
組組
織織
規規
程程
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令

労
働
省
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
六
条
中
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を

第
四
号
と
し
て

第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

一

都
道
府
県
労
働
基
準
局
及
び
管
内
の
労
働
基
準
監
督
署
の
職
員
の
人
事
並
び
に
教
養
及

び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

二

都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
に
関
す
る
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す

る
こ
と
。

三

都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
に
関
す
る
行
政
、
財
政
及
び
物
品
に
関
す

る
こ
と
。

第
十
七
条
但
書
中
「
第
十
三
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
一
号
を
削
り
、

第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
三
〇
年
四
月
一
一
日

〔
三
─
四
九
〕
労
働
省
告
示
第
一
三
号

失失
業業
保保
険険
施施
設設
のの
設設
置置

失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
に
よ
る
失
業
保
険
事
業
を
実
施
す
る
た
め
、

失
業
保
険
施
設
を
次
の
と
お
り
定
め
、
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
二
十
号
（
啓
成
会
総
合
職
業

補
導
所
設
置
の
告
示
）、
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
二
十
九
号
（
沼
津
総
合
職
業
補
導
所
設
置
の

告
示
）、
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
三
十
号
（
江
東
総
合
職
業
補
導
所
設
置
の
告
示
）
．
昭
和
二

十
九
年
労
働
省
告
示
第
三
十
五
号
（
宮
城
共
同
作
業
所
及
び
愛
知
共
同
作
業
所
設
置
の
告
示
）、
昭
和

二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
三
十
六
号
（
失
業
保
険
福
利
施
設
東
京
芝
浦
日
雇
労
働
者
簡
易
宿
泊
所
及

び
失
業
保
険
福
利
施
設
港
湾
寮
設
置
の
告
示
）、
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
四
十
二
号
（
大
阪
共

同
作
業
所
設
置
の
告
示
）、
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
四
十
三
号
（
広
島
総
合
職
業
補
導
所
設
置

の
告
示
）
、
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
四
十
四
号
（
千
葉
総
合
職
業
補
導
所
設
置
の
告
示
）
、
昭

和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
四
十
六
号
（
香
川
総
合
職
業
補
導
所
設
置
の
告
示
）、
昭
和
二
十
九
年
労

働
省
告
示
第
四
十
七
号
（
失
業
保
険
福
利
施
設
み
な
と
寮
及
び
失
業
保
険
福
利
施
設
名
古
屋
港
労
働

者
簡
易
宿
泊
所
設
置
の
告
示
）、
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
四
十
九
号
（
群
馬
総
合
職
業
補
導
所

設
置
の
告
示
）
、
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
五
十
一
号
（
岐
阜
総
合
職
業
補
導
所
設
置
の
告
示
）
、

昭
和
三
十
年
労
働
省
告
示
第
二
号
（
真
駒
内
総
合
職
業
補
導
所
設
置
の
告
示
）、
昭
和
三
十
年
労
働
省

告
示
第
三
号
（
神
奈
川
共
同
作
業
所
及
び
兵
庫
共
同
作
業
所
設
置
の
告
示
）
及
び
昭
和
三
十
年
労
働

省
告
示
第
五
号
（
愛
知
総
合
職
業
補
導
所
設
置
の
告
示
）
は
、
廃
止
す
る
。

失
業
保
険
施
設

一
、
総
合
職
業
補
導
所

総
合
職
業
補
導
所
名

位

置

設

置

年

月

日

啓

成

会

東
京
都
豊
島
区

昭
和
二
十
八
年
十
一
月
一
日

沼

津

静
岡
県
駿
東
郡
清
水
村

昭
和
二
十
九
年
六
月
一
日

江

東

東
京
都
江
東
区

昭
和
二
十
九
年
六
月
十
五
日

愛

知

愛
知
県
名
古
屋
市

昭
和
二
十
九
年
七
月
一
日

千

葉

千
葉
県
千
葉
市

昭
和
二
十
九
年
七
月
二
十
七
日

広

島

広
島
県
広
島
巾

昭
和
二
十
九
年
八
月
一
日

群

馬

群
馬
県
高
崎
巾

昭
和
二
十
九
年
九
月
一
日

香

川

香
川
県
高
松
巾

昭
和
二
十
九
年
九
月
一
日

岐

阜

岐
阜
県
稲
葉
郡
那
加
町

昭
和
二
十
九
年
十
月
一
日

直

駒

内

北
海
道
札
幌
郡
豊
平
町

昭
和
二
十
九
年
十
一
月
十
五
日

マ
マ山

口

山
口
県
山
口
市

昭
和
三
十
年
三
月
一
日

埼

玉

埼
玉
県
浦
和
市

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

神

奈

川

神
余
川
県
枷
浜
市

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

高

知

高
知
県
高
知
市

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

北
九
州
（
八
幡
職
業

福
岡
県
八
幡
市

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

補
導
部
）

北
九
州
（
小
倉
職
業

福
岡
県
小
倉
市

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

補
導
部
）

二
、
簡
易
福
利
施
設

名

称

位

置

設

置

年

月

日
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昭
和
三
〇
年
四
月
一
日

〔
三
─
四
八
〕
労
働
省
令
第
八
号

労労
働働
省省
組組
織織
規規
程程
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令

労
働
省
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
六
条
中
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
第
四
号
を
削
り
、
第
五
号
を

第
四
号
と
し
て

第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

一

都
道
府
県
労
働
基
準
局
及
び
管
内
の
労
働
基
準
監
督
署
の
職
員
の
人
事
並
び
に
教
養
及

び
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

二

都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
に
関
す
る
予
算
、
決
算
及
び
会
計
に
関
す

る
こ
と
。

三

都
道
府
県
労
働
基
準
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
に
関
す
る
行
政
、
財
政
及
び
物
品
に
関
す

る
こ
と
。

第
十
七
条
但
書
中
「
第
十
三
号
」
を
「
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
中
第
十
一
号
を
削
り
、

第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
三
〇
年
四
月
一
一
日

〔
三
─
四
九
〕
労
働
省
告
示
第
一
三
号

失失
業業
保保
険険
施施
設設
のの
設設
置置

失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
に
よ
る
失
業
保
険
事
業
を
実
施
す
る
た
め
、

失
業
保
険
施
設
を
次
の
と
お
り
定
め
、
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
二
十
号
（
啓
成
会
総
合
職
業

補
導
所
設
置
の
告
示
）、
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
二
十
九
号
（
沼
津
総
合
職
業
補
導
所
設
置
の

告
示
）、
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
三
十
号
（
江
東
総
合
職
業
補
導
所
設
置
の
告
示
）
．
昭
和
二

十
九
年
労
働
省
告
示
第
三
十
五
号
（
宮
城
共
同
作
業
所
及
び
愛
知
共
同
作
業
所
設
置
の
告
示
）、
昭
和

二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
三
十
六
号
（
失
業
保
険
福
利
施
設
東
京
芝
浦
日
雇
労
働
者
簡
易
宿
泊
所
及

び
失
業
保
険
福
利
施
設
港
湾
寮
設
置
の
告
示
）、
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
四
十
二
号
（
大
阪
共

同
作
業
所
設
置
の
告
示
）、
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
四
十
三
号
（
広
島
総
合
職
業
補
導
所
設
置

の
告
示
）
、
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
四
十
四
号
（
千
葉
総
合
職
業
補
導
所
設
置
の
告
示
）
、
昭

和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
四
十
六
号
（
香
川
総
合
職
業
補
導
所
設
置
の
告
示
）、
昭
和
二
十
九
年
労

働
省
告
示
第
四
十
七
号
（
失
業
保
険
福
利
施
設
み
な
と
寮
及
び
失
業
保
険
福
利
施
設
名
古
屋
港
労
働

者
簡
易
宿
泊
所
設
置
の
告
示
）、
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
四
十
九
号
（
群
馬
総
合
職
業
補
導
所

設
置
の
告
示
）
、
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
五
十
一
号
（
岐
阜
総
合
職
業
補
導
所
設
置
の
告
示
）
、

昭
和
三
十
年
労
働
省
告
示
第
二
号
（
真
駒
内
総
合
職
業
補
導
所
設
置
の
告
示
）、
昭
和
三
十
年
労
働
省

告
示
第
三
号
（
神
奈
川
共
同
作
業
所
及
び
兵
庫
共
同
作
業
所
設
置
の
告
示
）
及
び
昭
和
三
十
年
労
働

省
告
示
第
五
号
（
愛
知
総
合
職
業
補
導
所
設
置
の
告
示
）
は
、
廃
止
す
る
。

失
業
保
険
施
設

一
、
総
合
職
業
補
導
所

総
合
職
業
補
導
所
名

位

置

設

置

年

月

日

啓

成

会

東
京
都
豊
島
区

昭
和
二
十
八
年
十
一
月
一
日

沼

津

静
岡
県
駿
東
郡
清
水
村

昭
和
二
十
九
年
六
月
一
日

江

東

東
京
都
江
東
区

昭
和
二
十
九
年
六
月
十
五
日

愛

知

愛
知
県
名
古
屋
市

昭
和
二
十
九
年
七
月
一
日

千

葉

千
葉
県
千
葉
市

昭
和
二
十
九
年
七
月
二
十
七
日

広

島

広
島
県
広
島
巾

昭
和
二
十
九
年
八
月
一
日

群

馬

群
馬
県
高
崎
巾

昭
和
二
十
九
年
九
月
一
日

香

川

香
川
県
高
松
巾

昭
和
二
十
九
年
九
月
一
日

岐

阜

岐
阜
県
稲
葉
郡
那
加
町

昭
和
二
十
九
年
十
月
一
日

直

駒

内

北
海
道
札
幌
郡
豊
平
町

昭
和
二
十
九
年
十
一
月
十
五
日

マ
マ山

口

山
口
県
山
口
市

昭
和
三
十
年
三
月
一
日

埼

玉

埼
玉
県
浦
和
市

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

神

奈

川

神
余
川
県
枷
浜
市

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

高

知

高
知
県
高
知
市

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

北
九
州
（
八
幡
職
業

福
岡
県
八
幡
市

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

補
導
部
）

北
九
州
（
小
倉
職
業

福
岡
県
小
倉
市

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

補
導
部
）

二
、
簡
易
福
利
施
設

名

称

位

置

設

置

年

月

日
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失
業
保
険
福
利
施
設

東
京
芝
浦
日
雇
労
働
者

東
京
都
港
区

昭
和
二
十
九
年
五
月
一
日

簡
易
宿
泊
所

失
業
保
険
福
利
施
設

大
阪
府
大
阪
市

昭
和
二
十
九
年
六
月
十
八
日

港
湾
寮

失
業
保
険
福
利
施
設

神
奈
川
県
横
浜
市

昭
和
二
十
九
年
九
月
一
日

み
な
と
寮

失
業
保
険
福
利
施
設

名
古
屋
港
労
働
者
簡
易

愛
知
県
名
古
屋
市

昭
和
二
十
九
年
九
月
一
日

宿
泊
所

失
業
保
険
福
利
施
設

清
水
港
湾
労
働
者
ホ
ー

静
岡
県
清
水
巾

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

ム
三
、
共
同
作
薬
所

共
同
作
業
所
名

位

置

設

置

年

月

日

神

奈

川

神
奈
川
県
高
座
郡
相
模
原
町

昭
和
二
十
九
年
二
月
一
日

兵

庫

兵
庫
県
伊
丹
市

昭
和
二
十
九
年
四
月
一
日

宮

城

宮
城
県
仙
台
市

昭
和
二
十
九
年
七
月
一
日

愛

知

愛
知
県
宝
飯
郡
一
宮
村

昭
和
二
十
九
年
七
月
一
日

大

阪

大
阪
府
堺
市

昭
和
二
十
九
年
七
月
十
日

福

岡

福
岡
県
小
倉
市

昭
和
二
十-

九
年
十
月
一
日

昭
和
三
〇
年
六
月
一
日

〔
三
─
五
〇
〕
労
働
省
告
示
第
一
八
号

失失
業業
保保
険険
施施
設設
設設
置置
のの
一一
部部
改改
正正

昭
和
三
十
年
四
月
十
一
日
労
働
省
告
示
第
十
三
号
（
失
業
保
険
施
設
設
置
の
告
示
）
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
北
九

「
北
九
州
（
小
倉
職
業
補
導
部
）

福
岡
県
小
倉
市

昭
和
三
十
年
四
月
一
日
」
を

長

州
（
小
倉
職
業
補
導
部
）

福
岡
県
小
倉
市

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

「
失
業
保
険
福

に
、

野

長
野
県
長
野
市

昭
和
三
十
年
五
月
一
日
」

清
水
港
湾
労

「
失
業
保
険
福
利
施
設

利
施
設

清
水
港
湾
労
働
者
ホ
ー
ム

静
岡
県
清
水
市

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

を

働
者
ホ
ー
ム

」

失
業
保
険
福
利
施
設

平

安

寮

静
岡
県
清
水
市

昭
和
三
十
年
四
月
一
日

に
改
め
る
。

広
島
県
呉
市

昭
和
三
十
年
五
月
一
日
」

昭
和
三
〇
年
七
月
三
〇
日

〔
三
─
五
一
〕
政
令
第
一
四
四
号

労労
働働
省省
組組
織織
令令
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
政政
令令

内
閣
は
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
三
項
の
規
定
に
基

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

労
働
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
（
第
二
十
八
条－

第
三
十
五
条
）
」
を
「
（
第
二
十
八
条－

第
三
十
五
条
の
三
）」
に
改
め

る
。第

二
十
五
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

六

婦
人
の
内
職
及
び
家
事
サ
ー
ビ
ス
労
働
に
つ
い
て
の
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
職
業
安
定
局
の
分
課
）

第
二
十
八
条

職
業
安
定
局
に
、
失
業
対
策
部
に
置
く
も
の
の
外
、
左
の
六
課
を
置
く
。

庶
務
課

失
業
保
険
課

雇
用
安
定
課

職
業
補
導
課

監
督
者
訓
練
課

労
働
市
場
調
査
課

２

失
業
対
策
部
に
左
の
二
課
を
置
く
。

企
画
課

業
務
課

第
二
十
九
条
第
二
号
中
「
（
職
業
補
導
の
事
業
に
要
す
る
も
の
を
除
く
。
）」
を
削
る
。
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第
三
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
旅
三
十
条

削
除

第
三
十
一
条
に
次
の
号
を
加
え
る
。

四

国
家
公
務
員
の
他
国
会
の
議
決
を
経
た
歳
出
予
算
に
よ
っ
て
給
与
が
支
給
さ
れ
る
者
に
対
し

失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
に
規
定
す
る
条
件
に
従
っ
て
行
う
退
職

手
当
の
支
給
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
二
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
を
第
七
号
と
し
、
第
三
号
の

次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

四

海
外
に
移
住
す
る
労
働
者
に
関
す
る
事
務
で
職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
も
の
（
職
業
補
導

課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）
に
関
す
る
こ
と
。

五

海
外
に
移
住
す
る
労
働
者
に
関
す
る
事
務
で
職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
関

係
行
政
機
関
又
は
関
係
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

六

職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
に
つ
い
て
賠
償
及
び
国
際
協
力
に
伴
う
関
係
行
政
機
関
と

の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
三
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

海
外
に
移
住
す
る
労
働
者
の
職
業
補
導
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
企
画
課
）

第
三
十
五
条
の
二

企
画
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

失
業
対
策
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。

二

緊
急
失
業
対
策
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
八
十
九
号
）
に
規
定
す
る
失
業
対
策
事
業
（
以

下
単
に
「
失
業
対
策
事
業
」
と
い
う
。」
の
た
め
の
一
般
的
計
画
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。

三

失
業
対
策
事
業
に
要
す
る
予
算
に
関
す
る
こ
と
。

四

失
業
対
策
事
業
の
う
ち
特
別
失
業
対
策
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

五

緊
急
失
業
対
策
法
に
規
定
す
る
公
共
事
業
に
お
け
る
失
業
者
の
吸
収
に
関
す
る
こ
と
。

六

雇
用
量
の
増
加
に
関
す
る
企
画
に
つ
い
て
の
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

七

部
内
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
失
業
対
策
部
の
所
掌
に
係
る
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い

も
の
。

（
業
務
課
）

第
三
十
五
条
の
三

業
務
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

失
業
対
策
事
業
の
う
ち
、
特
別
失
業
対
策
事
業
以
外
の
事
業
（
以
下
「
一
般
失
業
対
策
事
業
）

と
い
う
。）
の
事
業
主
体
、
種
目
及
び
規
模
等
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

一
般
失
業
対
策
事
業
の
開
始
又
は
停
止
の
時
期
等
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

三

一
般
失
業
対
策
事
業
に
使
用
さ
れ
る
失
業
者
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
の
額
の
決
定
に
関
す
る
こ

と
。

四

一
般
失
業
対
策
事
業
に
係
る
監
査
及
び
違
反
事
項
に
係
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
一
般
失
業
対
策
事
業
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
課
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）。

附

則

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
三
〇
年
八
月
五
日

〔
三
─
五
二
〕
法
律
第
一
三
二
号

失失
業業
保保
険険
法法
中中
改改
正正

失
業
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

失
業
保
険
法
目
次
及
び
題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

失失
業業
保保
険険
法法

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条－

第
五
条
）

第
二
章

被
保
険
者
（
第
六
条－

第
十
四
条
）

第
三
章

保
険
給
付
（
第
十
五－

条
第
二
十
七
条
）

第
三
章
の
二

福
祉
施
設
（
第
二
十
七
条
の
二
）

第
四
章

費
用
の
負
担
（
第
二
十
八
条－

第
三
十
八
条
）

第
五
章

日
雇
労
働
被
保
険
者
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
八
条
の
二－

第
三
十
八
条
の
十
五
）

第
六
章

諮
問
機
関
（
第
三
十
九
条
）

第
七
章

審
査
の
請
求
、
訴
願
及
び
訴
訟
（
第
四
十
条－

第
四
十
六
条
）

第
八
章

雑
則
（
第
四
十
七
条－

第
五
十
二
条
）

第
九
章

罰
則
（
第
五
十
三
条－

第
五
十
五
条
）

附
則

（
編
注

中
略
）

第
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。
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第
三
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
旅
三
十
条

削
除

第
三
十
一
条
に
次
の
号
を
加
え
る
。

四

国
家
公
務
員
の
他
国
会
の
議
決
を
経
た
歳
出
予
算
に
よ
っ
て
給
与
が
支
給
さ
れ
る
者
に
対
し

失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
に
規
定
す
る
条
件
に
従
っ
て
行
う
退
職

手
当
の
支
給
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
二
条
中
第
六
号
を
削
り
、
第
五
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
を
第
七
号
と
し
、
第
三
号
の

次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

四

海
外
に
移
住
す
る
労
働
者
に
関
す
る
事
務
で
職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
も
の
（
職
業
補
導

課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）
に
関
す
る
こ
と
。

五

海
外
に
移
住
す
る
労
働
者
に
関
す
る
事
務
で
職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
関

係
行
政
機
関
又
は
関
係
団
体
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

六

職
業
安
定
局
の
所
掌
に
係
る
事
務
に
つ
い
て
賠
償
及
び
国
際
協
力
に
伴
う
関
係
行
政
機
関
と

の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
三
条
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

海
外
に
移
住
す
る
労
働
者
の
職
業
補
導
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
五
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
企
画
課
）

第
三
十
五
条
の
二

企
画
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

失
業
対
策
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。

二

緊
急
失
業
対
策
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
八
十
九
号
）
に
規
定
す
る
失
業
対
策
事
業
（
以

下
単
に
「
失
業
対
策
事
業
」
と
い
う
。」
の
た
め
の
一
般
的
計
画
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。

三

失
業
対
策
事
業
に
要
す
る
予
算
に
関
す
る
こ
と
。

四

失
業
対
策
事
業
の
う
ち
特
別
失
業
対
策
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

五

緊
急
失
業
対
策
法
に
規
定
す
る
公
共
事
業
に
お
け
る
失
業
者
の
吸
収
に
関
す
る
こ
と
。

六

雇
用
量
の
増
加
に
関
す
る
企
画
に
つ
い
て
の
関
係
行
政
機
関
と
の
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

七

部
内
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
失
業
対
策
部
の
所
掌
に
係
る
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い

も
の
。

（
業
務
課
）

第
三
十
五
条
の
三

業
務
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

失
業
対
策
事
業
の
う
ち
、
特
別
失
業
対
策
事
業
以
外
の
事
業
（
以
下
「
一
般
失
業
対
策
事
業
）

と
い
う
。）
の
事
業
主
体
、
種
目
及
び
規
模
等
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

一
般
失
業
対
策
事
業
の
開
始
又
は
停
止
の
時
期
等
の
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

三

一
般
失
業
対
策
事
業
に
使
用
さ
れ
る
失
業
者
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
の
額
の
決
定
に
関
す
る
こ

と
。

四

一
般
失
業
対
策
事
業
に
係
る
監
査
及
び
違
反
事
項
に
係
る
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
一
般
失
業
対
策
事
業
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
課
の
所
掌
に
属

す
る
も
の
を
除
く
。
）。

附

則

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
三
〇
年
八
月
五
日

〔
三
─
五
二
〕
法
律
第
一
三
二
号

失失
業業
保保
険険
法法
中中
改改
正正

失
業
保
険
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

失
業
保
険
法
目
次
及
び
題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

失失
業業
保保
険険
法法

目
次

第
一
章

総
則
（
第
一
条－

第
五
条
）

第
二
章

被
保
険
者
（
第
六
条－

第
十
四
条
）

第
三
章

保
険
給
付
（
第
十
五－

条
第
二
十
七
条
）

第
三
章
の
二

福
祉
施
設
（
第
二
十
七
条
の
二
）

第
四
章

費
用
の
負
担
（
第
二
十
八
条－

第
三
十
八
条
）

第
五
章

日
雇
労
働
被
保
険
者
に
関
す
る
特
例
（
第
三
十
八
条
の
二－

第
三
十
八
条
の
十
五
）

第
六
章

諮
問
機
関
（
第
三
十
九
条
）

第
七
章

審
査
の
請
求
、
訴
願
及
び
訴
訟
（
第
四
十
条－

第
四
十
六
条
）

第
八
章

雑
則
（
第
四
十
七
条－

第
五
十
二
条
）

第
九
章

罰
則
（
第
五
十
三
条－

第
五
十
五
条
）

附
則

（
編
注

中
略
）

第
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。
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第
三
章
の
二

福
祉
施
設

第
二
十
七
条
の
二

政
府
は
、
失
業
の
予
防
、
就
職
の
促
進
そ
の
他
被
保
険
者
及
び
被
保
険

者
で
あ
っ
た
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
必
要
な
施
設
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
施
設
は
、
被
保
険
者
及
び
被
保
険
者
で
あ
っ
た
者
の
利
用
に
支
障
が
な
く
、
か
つ
、

そ
の
利
益
を
害
さ
な
い
場
合
に
限
り
、
こ
れ
ら
の
者
以
外
の
者
に
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
編
注

中
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

1（
編
注

中
略
）

労
働
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

14

第
十
三
条
第
一
項
の
表
目
的
の
欄
中
「
失
業
保
険
金
の
支
給
」
の
下
に
「
そ
の
他
失
業
保
険
」

を
加
え
る
。

昭
和
三
〇
年
九
月
五
日

〔
三
─
五
三
〕
労
働
省
告
示
第
三
二
号

失失
業業
保保
険険
福福
祉祉
施施
設設
のの
設設
置置

失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
基
き
、

失
業
保
険
福
祉
施
設
を
別
表
の
通
り
設
置
し
、
昭
和
三
十
年
九
月
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

昭
和
三
〇
年
四
月
労
働
省
告
示
第
十
三
号
は
、
廃
止
す
る
。

別別
表表

一
、
失
業
保
険
福
祉
施
設
総
合
職
業
補
導
所

失
業
保
険
福
祉
施
設

設

置

場

所

総
合
職
業
補
導
所
名

北

海

道

北
海
道
札
幌
市

福

島

福
島
県
福
島
市

群

馬

群
馬
県
高
崎
市

埼

玉

埼
玉
県
浦
和
市

千

葉

千
葉
県
千
葉
市

江

東

東
京
都
江
東
区

啓

成

会

東
京
都
豊
島
区

神

奈

川

神
奈
川
県
横
浜
市

長

野

長
野
県
長
野
市

岐

阜

岐
阜
県
稲
葉
郡
那
珂
町

沼

津

静
岡
県
駿
東
郡
清
水
村

愛

知

愛
知
県
名
古
屋
市

広

島

広
島
県
広
島
市

山

口

山
口
県
山
口
市

香

川

香
川
県
高
松
市

高

知

高
知
県
高
知
市

北

九

州

福
岡
県
八
幡
市

福
岡
県
小
倉
市

二
、
失
業
保
険
福
祉
施
設
簡
易
宿
泊
所

名

称

設

置

場

所

失
業
保
険
福
祉
施
設

東
京
芝
浦
日
雇
労
働

東
京
都
港
区

者
簡
易
宿
泊
所

失
業
保
険
福
祉
施
設

神
奈
川
県
横
浜
市

み
な
と
寮

失
業
保
険
福
祉
施
設

清
水
港
湾
労
働
者
ホ

静
岡
県
清
水
市

ー
ム

失
業
保
険
施
設
名
古

屋
港
労
働
者
簡
易
宿

愛
知
県
名
古
屋
市

泊
所

失
業
保
険
福
祉
施
設

大
阪
府
大
阪
市

港
湾
寮

失
業
保
険
福
祉
施
設

広
島
県
呉
市

平
安
寮

三
、
失
業
保
険
福
祉
施
設
共
同
作
業
所

失
業
保
険
福
祉
施
設

設

置

場

所

共
同
作
業
所
名

宮

城

宮
城
県
仙
台
市

神

奈

川

神
奈
川
県
高
座
郡
相
模
原
町

愛

知

愛
知
県
宝
飯
郡
一
宮
村

大

阪

大
阪
府
堺
市

兵

庫

兵
庫
県
伊
丹
市

福

岡

福
岡
県
小
倉
市

昭
和
三
一
年
三
月
三
一
日

〔
三
─
五
四
〕
政
令
第
七
〇
号

労労
働働
省省
組組
織織
令令
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
政政
令令

（
編
注

前
略
）
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「
給
与
課

第
十
六
条
中
「
七
課
」
を
「
六
課
」
に
、

を
「
福
利
課
」
に
改
め
る
。

技
能
課
」

第
十
八
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
監
察
に

関
す
る
事
。

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
福
利
課
）

第
二
十
二
条

福
利
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

賃
金
、
給
料
そ
の
他
の
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

三

技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）。

五

中
央
賃
金
審
議
会
及
び
地
方
賃
金
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

六

技
能
者
養
成
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
三
条

削
除

第
二
十
七
条
第
三
号
中
「
調
査
及
び
啓
も
う
」
を
「
調
査
、
啓
も
う
及
び
相
談
」
に
改
め
る
。

、
、

、
、

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
六
課
」
を
「
五
課
」
に
改
め
、「
監
督
者
訓
練
課
」
を
削
る
。

第
三
十
三
条
第
四
号
中
「
職
業
補
導
」
の
下
に
「
及
び
監
督
者
訓
練
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第

五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

監
督
者
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

（
編
注

中
略
）

附

則

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
三
二
年
五
月
二
〇
日

〔
三
─
五
五
〕
法
律
第
一
二
六
号

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
法法

目

次
第
一
章

総
則
（
第
一
条
─
第
七
条
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
二
章

役
員
及
び
職
員
（
第
八
条
─
第
十
八
条
）
…
…
…
…
…
…
…

第
三
章

業
務
（
第
十
九
条
─
第
二
十
条
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
四
章

財
務
及
び
会
計
（
第
二
十
一
条
─
第
三
十
一
条
）
…
…
…
…

第
五
章

監
督
（
第
三
十
二
条
─
第
三
十
三
条
）
…
…
…
…
…
…
…
…

第
六
章

雑
則
（
第
三
十
四
条
─
第
三
十
八
条
）
…
…
…
…
…
…
…
…

第
七
章

罰
則
（
第
三
十
九
条
─
第
四
十
条
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…

附

則
〔
一
条
─
二
三
条
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第第
一一
章章

総総
則則

（
目
的
）

第
一
条

労
働
福
祉
事
業
団
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
の
保
険
施
設
及
び
失
業
保
険
の
福
祉
施
設

の
設
置
及
び
運
営
を
適
切
か
つ
能
率
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
法
人
格
）

第
二
条

労
働
福
祉
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」
と
い
う
。）
は
、
法
人
と
す
る
。

（
事
務
所
）

第
三
条

事
業
団
は
、
主
た
る
事
務
所
を
東
京
都
に
置
く
。

２

事
業
団
は
、
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
必
要
な
地
に
従
た
る
事
務
所
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
資
本
金
）

第
四
条

事
業
団
の
資
本
金
は
、
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
出
資
し
た
額
と
、
附

則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
団
の
設
立
に
際
し
地
方
公
共
団
体
が
出
資
し
た
額
の
合
計

額
と
す
る
。

２

事
業
団
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
そ
の
資
本
金
を
増
加
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
団
が
そ
の
資
本
金
を
増
加
す
る
と
き
は
、
事
業
団
に
出
資

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
団
に
出
資
す
る
と
き
は
、
土
地
、
建
物
そ
の
他
の
土
地
の

定
着
物
又
は
物
品
「
以
下
本
条
中
「
土
地
等
」
と
い
う
。
）
を
出
資
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
の
目
的
と
す
る
土
地
等
の
価
額
は
、
出
資
資
の
日
現
在
に
お
け
る
時

価
を
基
準
と
し
て
評
価
委
員
が
評
価
し
た
価
額
と
す
る
。

６

前
項
に
規
定
す
る
評
価
委
員
そ
の
他
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
は
政
令
で
定
め
る
。

（
登
記
）

第
五
条

事
業
団
は

政
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
登
記
の
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ

を
も
っ
て
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。



- 187 -

「
給
与
課

第
十
六
条
中
「
七
課
」
を
「
六
課
」
に
、

を
「
福
利
課
」
に
改
め
る
。

技
能
課
」

第
十
八
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
監
察
に

関
す
る
事
。

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
福
利
課
）

第
二
十
二
条

福
利
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

賃
金
、
給
料
そ
の
他
の
給
与
に
関
す
る
こ
と
。

二

労
働
者
の
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。）。

三

技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
こ
と
。

四

労
働
能
率
の
増
進
に
関
す
る
こ
と
（
他
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）。

五

中
央
賃
金
審
議
会
及
び
地
方
賃
金
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

六

技
能
者
養
成
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
三
条

削
除

第
二
十
七
条
第
三
号
中
「
調
査
及
び
啓
も
う
」
を
「
調
査
、
啓
も
う
及
び
相
談
」
に
改
め
る
。

、
、

、
、

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
六
課
」
を
「
五
課
」
に
改
め
、「
監
督
者
訓
練
課
」
を
削
る
。

第
三
十
三
条
第
四
号
中
「
職
業
補
導
」
の
下
に
「
及
び
監
督
者
訓
練
」
を
加
え
、
同
号
を
同
条
第

五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

監
督
者
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

（
編
注

中
略
）

附

則

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
三
二
年
五
月
二
〇
日

〔
三
─
五
五
〕
法
律
第
一
二
六
号

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
法法

目

次
第
一
章

総
則
（
第
一
条
─
第
七
条
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
二
章

役
員
及
び
職
員
（
第
八
条
─
第
十
八
条
）
…
…
…
…
…
…
…

第
三
章

業
務
（
第
十
九
条
─
第
二
十
条
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第
四
章

財
務
及
び
会
計
（
第
二
十
一
条
─
第
三
十
一
条
）
…
…
…
…

第
五
章

監
督
（
第
三
十
二
条
─
第
三
十
三
条
）
…
…
…
…
…
…
…
…

第
六
章

雑
則
（
第
三
十
四
条
─
第
三
十
八
条
）
…
…
…
…
…
…
…
…

第
七
章

罰
則
（
第
三
十
九
条
─
第
四
十
条
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…

附

則
〔
一
条
─
二
三
条
〕
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

第第
一一
章章

総総
則則

（
目
的
）

第
一
条

労
働
福
祉
事
業
団
は
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
の
保
険
施
設
及
び
失
業
保
険
の
福
祉
施
設

の
設
置
及
び
運
営
を
適
切
か
つ
能
率
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
法
人
格
）

第
二
条

労
働
福
祉
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」
と
い
う
。）
は
、
法
人
と
す
る
。

（
事
務
所
）

第
三
条

事
業
団
は
、
主
た
る
事
務
所
を
東
京
都
に
置
く
。

２

事
業
団
は
、
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
必
要
な
地
に
従
た
る
事
務
所
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
資
本
金
）

第
四
条

事
業
団
の
資
本
金
は
、
附
則
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
出
資
し
た
額
と
、
附

則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
団
の
設
立
に
際
し
地
方
公
共
団
体
が
出
資
し
た
額
の
合
計

額
と
す
る
。

２

事
業
団
は
、
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
そ
の
資
本
金
を
増
加
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
団
が
そ
の
資
本
金
を
増
加
す
る
と
き
は
、
事
業
団
に
出
資

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

政
府
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
団
に
出
資
す
る
と
き
は
、
土
地
、
建
物
そ
の
他
の
土
地
の

定
着
物
又
は
物
品
「
以
下
本
条
中
「
土
地
等
」
と
い
う
。
）
を
出
資
の
目
的
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
出
資
の
目
的
と
す
る
土
地
等
の
価
額
は
、
出
資
資
の
日
現
在
に
お
け
る
時

価
を
基
準
と
し
て
評
価
委
員
が
評
価
し
た
価
額
と
す
る
。

６

前
項
に
規
定
す
る
評
価
委
員
そ
の
他
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
は
政
令
で
定
め
る
。

（
登
記
）

第
五
条

事
業
団
は

政
令
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
は
登
記
の
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ

を
も
っ
て
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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（
名
称
の
使
用
制
限
）

第
六
条

事
業
団
で
な
い
者
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
と
い
う
名
称
又
は
こ
れ
に
類
似
す
る
名

称
を
用
い
て
は
な
ら
な
い

。

（
民
法
の
準
用
）

第
七
条

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
四
十
四
条
（
法
人
の
不
法
行
為
能
力
）

及
び
第
五
十
条
（
法
人
の
住
所
）
の
規
定
は
、
事
業
団
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第第
二二
章章

役役
員員
及及
びび
職職
員員

（
役
員
）

第
八
次

事
業
団
に
、
役
員
と
し
て
、
理
事
長
一
人
、
理
事
四
人
以
内
及
び
監
事
二
人
以
内
を

置
く
。

（
役
員
の
職
務
及
び
権
限
）

第
九
条

理
事
長
は
事
業
団
を
代
表
し
そ
の
業
務
を
総
理
す
る
。

２

理
事
は
、
理
事
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
理
事
長
を
補
佐
し
て
事
業
団
の
業
務
を
掌
理

し
、
理
事
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
そ
の
職
務
を
代
理
し
、
理
事
長
が
欠
員
の
と
き
は
そ
の

職
務
を
行
う
。

３

監
事
は
事
業
団
の
業
務
を
監
査
す
る
。

（
役
員
の
任
命
）

第
十
条

理
事
長
及
び
監
事
は
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。

２

理
事
は
理
事
長
が
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
任
命
す
る
。

（
役
員
の
任
期
）

第
十
一
条

役
員
の
任
期
は
、
四
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
役
員
の
任
期
は
前
任
者
の
残

任
期
間
と
す
る
。

２

役
員
は
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
役
員
の
欠
格
条
項
）

第
十
二
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
役
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
政
府
職
員
（
人
事
院
が
指
定
す
る
非
常
勤
の
者
を
除
く
。
）

地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
長
若
し
く
は
常
勤
の
職
員

二

政
党
の
役
員

三

物
品
の
製
造
若
し
く
は
販
売
若
し
く
は
工
事
の
請
負
を
業
と
す
る
者
で
あ
っ
て
事
業
団

と
取
引
上
密
接
な
利
害
関
係
を
要
す
る
も
の
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
そ

の
役
員
（
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
職
権
又
は
支
配
力

を
有
す
る
者
を
含
む
。
）

四

前
号
に
掲
げ
る
事
業
者
の
団
体
の
役
員
（
い
か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
と
同

等
以
上
の
職
権
又
は
支
配
力
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）

（
役
員
の
任
期
）

第
十
三
条

労
働
大
臣
又
は
理
事
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
任
命
に
係
る
役
員
が
前
条
各
号
の
一
に
該

当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
役
員
を
解
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

労
働
大
臣
又
は
理
事
長
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
任
命
に
係
る
役
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る

と
き
、
そ
の
他
役
員
た
る
に
適
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
役
員
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

一

心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
に
堪
え
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

職
務
上
の
義
務
違
反
が
あ
る
と
き
。

３

理
事
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
理
事
を
解
任
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
労
働
大
臣
の
認
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
員
の
兼
務
禁
止
）

第
十
四
条

役
員
は
、
営
利
を
目
的
と
す
る
団
体
の
役
員
と
な
り
、
又
は
自
ら
営
利
事
業
に
従
事
し

て
は
な
ら
な
い
。

（
代
表
権
の
制
限
）

第
十
五
条

事
業
団
と
理
事
長
と
の
利
益
が
相
反
す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
理
事
長
は
、
代
表
権
を

有
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
監
事
が
事
業
団
を
代
表
す
る
。

（
代
理
人
の
選
任
）

第
十
六
条

理
事
長
は
、
理
事
又
は
事
業
団
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
事
業
団
の
従
た
る
事
務
所
の
業

務
に
関
し
一
切
の
裁
判
上
又
は
裁
判
外
の
行
為
を
す
る
権
限
を
有
す
る
代
理
人
を
選
任
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
職
員
の
任
命
）

第
十
七
条

事
業
団
の
職
員
は
理
事
長
が
任
命
す
る
。

（
役
員
及
び
職
員
の
公
務
員
た
る
性
質
）

第
十
八
条

役
員
及
び
職
長
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
そ
の
他
の
罰
則
の
通
用

に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な
す
。

第第
三三
章章

業業
務務

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
九
条

事
業
団
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
〔
保
険

施
設
の
種
類
〕
の
保
険
施
設
の
う
ち
、
療
養
施
設
、
職
業
再
教
育
施
設
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
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施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
行
う
こ
と
。

二

失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
〔
福
祉
施

設
〕
の
施
設
の
う
ち
、
政
令
で
定
め
る
職
業
訓
練
施
設
、
宿
泊
施
設
そ
の
他
の
施
設
の
設
置
及

び
運
営
を
行
う
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

２

事
業
団
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
委
託
を
受
け
て
、

同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
を
利
用
し
て
、
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
必

要
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
業
務
方
法
書
）

第
二
十
条

事
業
団
は
、
業
務
開
始
の
際
、
労
働
大
臣
の
指
示
す
る
方
針
に
従
っ
て
業
務
方
法
書
を

作
成
し
、
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、

同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
。

第第
四四
章章

財財
務務
及及
びび
会会
計計

（
事
業
年
度
）

第
二
十
一
条

事
業
団
の
事
業
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
る
。

（
予
算
等
の
認
可
）

部
二
十
二
条

事
業
団
は
、
毎
事
業
年
度
、
労
働
大
臣
の
指
示
す
る
方
針
に
従
っ
て
、
予
算
、
事
業

計
画
及
び
資
金
計
画
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
決
算
）

第
二
十
三
条

事
業
団
は
、
毎
事
業
年
度
の
決
算
を
翌
年
度
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
完
結
し
た
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
務
諸
表
）

第
二
十
四
条

事
業
団
は
、
毎
事
業
年
度
、
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
以
下
本

条
中
「
財
務
諸
表
」
と
い
う
。）
を
作
成
し
、
決
算
完
結
後
二
月
以
内
に
労
働
大
臣
に
提
出
し
、
そ

の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
団
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
諸
表
を
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
予
算

の
区
分
に
従
い
作
成
し
た
当
該
事
業
年
度
の
決
算
報
告
書
並
び
に
財
務
諸
表
及
び
決
算
報
告
書
に

関
す
る
監
事
の
意
見
省
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
団
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
財
務
諸
表
を
各
事
務
所
に
備

え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
）

第
二
十
五
条

事
業
団
は
、
毎
事
業
年
度
、
損
益
計
算
に
お
い
て
利
益
を
生
じ
た
と
き
は
、
前
事
業

年
度
か
ら
繰
り
越
し
た
損
失
を
う
め
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
の
額
は
、
積
立
金

と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
団
は
、
毎
事
業
年
度
、
損
益
計
算
に
お
い
て
損
失
を
生
じ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

る
積
立
金
を
減
額
し
て
整
理
し
、
な
お
不
足
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
不
足
額
は
、
繰
越
欠
損
金
と

し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
時
借
入
金
）

第
二
十
六
条

事
業
団
は
、
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
一
時
借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
借
入
金
は
、
当
該
事
業
年
度
内
に
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
交
付
金
）

第
二
十
七
条

政
府
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
事
業
団
に
対
し
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
相
当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
余
裕
金
の
運
用
）

第
二
十
八
条

事
業
団
は
、
次
の
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
業
務
上
の
余
裕
金
を
運
用
し
て

は
な
ら
な
い
。

一

国
債
の
取
得

二

銀
行
そ
の
他
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
金
融
機
関
へ
の
預
金
又
は
郵
便
貯
金

（
財
産
の
処
分
等
の
制
限
）

第
二
十
九
条

事
業
団
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
財
産
を
貸
し
付
け
、
譲
渡
し
、
交
換
し
、
又
は
担

保
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
規
程
）

第
三
十
条

事
業
団
は
、
業
務
関
始
の
際
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
規
程
を
定
め
、
労
働
大
臣
の
認
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一

会
計
に
関
す
る
事
項

二

役
員
及
び
職
員
の
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
事
項

（
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
条

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
団
の
財
務
及
び
会
計
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
。

第第
五五
章章

監監
督督

（
監
督
）
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施
設
の
設
置
及
び
運
営
を
行
う
こ
と
。

二

失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
〔
福
祉
施

設
〕
の
施
設
の
う
ち
、
政
令
で
定
め
る
職
業
訓
練
施
設
、
宿
泊
施
設
そ
の
他
の
施
設
の
設
置
及

び
運
営
を
行
う
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

２

事
業
団
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
遂
行
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
委
託
を
受
け
て
、

同
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
施
設
を
利
用
し
て
、
労
働
者
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
必

要
な
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
業
務
方
法
書
）

第
二
十
条

事
業
団
は
、
業
務
開
始
の
際
、
労
働
大
臣
の
指
示
す
る
方
針
に
従
っ
て
業
務
方
法
書
を

作
成
し
、
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、

同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
。

第第
四四
章章

財財
務務
及及
びび
会会
計計

（
事
業
年
度
）

第
二
十
一
条

事
業
団
の
事
業
年
度
は
、
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
、
翌
年
三
月
三
十
一
日
に
終
る
。

（
予
算
等
の
認
可
）

部
二
十
二
条

事
業
団
は
、
毎
事
業
年
度
、
労
働
大
臣
の
指
示
す
る
方
針
に
従
っ
て
、
予
算
、
事
業

計
画
及
び
資
金
計
画
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
、
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

（
決
算
）

第
二
十
三
条

事
業
団
は
、
毎
事
業
年
度
の
決
算
を
翌
年
度
の
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
完
結
し
た
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
財
務
諸
表
）

第
二
十
四
条

事
業
団
は
、
毎
事
業
年
度
、
財
産
目
録
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
（
以
下
本

条
中
「
財
務
諸
表
」
と
い
う
。）
を
作
成
し
、
決
算
完
結
後
二
月
以
内
に
労
働
大
臣
に
提
出
し
、
そ

の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
団
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
財
務
諸
表
を
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
予
算

の
区
分
に
従
い
作
成
し
た
当
該
事
業
年
度
の
決
算
報
告
書
並
び
に
財
務
諸
表
及
び
決
算
報
告
書
に

関
す
る
監
事
の
意
見
省
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

事
業
団
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
財
務
諸
表
を
各
事
務
所
に
備

え
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
利
益
及
び
損
失
の
処
理
）

第
二
十
五
条

事
業
団
は
、
毎
事
業
年
度
、
損
益
計
算
に
お
い
て
利
益
を
生
じ
た
と
き
は
、
前
事
業

年
度
か
ら
繰
り
越
し
た
損
失
を
う
め
、
な
お
残
余
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
残
余
の
額
は
、
積
立
金

と
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
団
は
、
毎
事
業
年
度
、
損
益
計
算
に
お
い
て
損
失
を
生
じ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ

る
積
立
金
を
減
額
し
て
整
理
し
、
な
お
不
足
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
不
足
額
は
、
繰
越
欠
損
金
と

し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
時
借
入
金
）

第
二
十
六
条

事
業
団
は
、
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
て
、
一
時
借
入
金
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
借
入
金
は
、
当
該
事
業
年
度
内
に
償
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
交
付
金
）

第
二
十
七
条

政
府
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
事
業
団
に
対
し
、
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号

及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
要
す
る
費
用
の
一
部
に
相
当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
余
裕
金
の
運
用
）

第
二
十
八
条

事
業
団
は
、
次
の
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
業
務
上
の
余
裕
金
を
運
用
し
て

は
な
ら
な
い
。

一

国
債
の
取
得

二

銀
行
そ
の
他
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
金
融
機
関
へ
の
預
金
又
は
郵
便
貯
金

（
財
産
の
処
分
等
の
制
限
）

第
二
十
九
条

事
業
団
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
財
産
を
貸
し
付
け
、
譲
渡
し
、
交
換
し
、
又
は
担

保
に
供
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
規
程
）

第
三
十
条

事
業
団
は
、
業
務
関
始
の
際
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
規
程
を
定
め
、
労
働
大
臣
の
認
可

を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

一

会
計
に
関
す
る
事
項

二

役
員
及
び
職
員
の
給
与
及
び
退
職
手
当
に
関
す
る
事
項

（
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
条

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
団
の
財
務
及
び
会
計
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
。

第第
五五
章章

監監
督督

（
監
督
）
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第
三
十
二
条

事
業
団
は
、
労
働
大
臣
が
監
督
す
る
。

２

労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
団
に
対
し

て
、
そ
の
業
務
に
関
し
、
監
督
上
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
及
び
検
査
）

第
三
十
三
条

労
働
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
団
に
対
し
て
業
務
及
び
資
産

の
状
況
に
関
し
報
告
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
事
業
団
の
事
務
所
若
し
く
は
事
業
場
に
立
ち

入
り
、
業
務
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
立
入
検
査
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、

関
係
者
に
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈

し
て
は
な
ら
な
い
。

第第
六六
章章

雑雑
則則

（
解
散
）

第
三
十
四
条

事
業
団
の
解
散
に
つ
い
て
は
、
別
に
法
律
で
定
め
る
。

（
恩
給
）

第
三
十
五
条

恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
十
九
条
に
規
定
す
る
公
務
員
（
以
下

本
条
中
「
公
務
員
」
と
い
う
。）
又
は
同
条
に
規
定
す
る
公
務
員
と
み
な
さ
れ
る
者
（
以
下
本
条
中

「
公
務
員
と
み
な
さ
れ
る
者
」
と
い
う
。）
が
引
き
続
い
て
事
業
団
の
役
員
又
は
職
員
と
な
っ
た
と

き
は
、
恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
七
号
。
以
下
「
法
律
第

七
十
七
号
」
と
い
う
。）
附
則
第
十
条
〔
公
務
員
か
ら
都
道
府
県
又
は
特
別
区
の
職
員
と
な
っ
た
者

の
恩
給
取
扱
〕
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
中
「
引
き
続
い
て
公
務
員
又
は
公
務

員
と
み
な
さ
れ
る
者
と
し
て
在
職
し
」
と
あ
る
の
は
、「
引
き
続
い
て
公
務
員
若
し
く
は
公
務
員
と

み
な
さ
れ
る
者
又
は
労
働
福
祉
事
業
団
の
役
員
若
し
く
は
職
員
と
し
て
在
職
し｣

と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

２

他
の
法
律
の
規
定
に
お
い
て
法
律
第
七
十
七
号
附
則
第
十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
と
は
、
前
項

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
同
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
も
の
と
す
る
。

３

事
業
団
の
成
立
の
際
現
に
公
務
員
又
は
公
務
員
と
み
な
さ
れ
る
者
と
し
て
在
職
す
る
者
が
、
引

き
続
い
て
事
業
団
の
役
員
又
は
職
員
と
な
り
、
更
に
引
き
続
い
て
公
務
員
又
は
公
務
員
と
み
な
さ

れ
る
者
と
な
っ
た
と
き
（
事
業
団
の
成
立
の
際
現
に
公
務
員
又
は
公
務
員
と
み
な
さ
れ
る
者
と
し

て
在
職
す
る
者
が
引
き
続
い
て
公
務
員
又
は
公
務
員
と
み
な
さ
れ
る
者
と
し
て
在
職
し
、
更
に
引

き
続
い
て
事
業
団
の
役
員
又
は
職
員
と
な
り
、
更
に
引
き
続
い
て
公
務
員
又
は
公
務
員
と
み
な
さ

れ
る
者
と
な
っ
た
と
き
を
含
む
。）
は
、
そ
の
公
務
員
又
は
公
務
員
と
み
な
さ
れ
る
者
に
給
す
べ
き

普
通
恩
給
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
団
の
役
員
又
は
職
員
と
し
て
の
在
職
年
月
数
を
公
務
員
又
は

公
務
員
と
み
な
さ
れ
る
者
し
て
の
在
職
年
月
数
に
通
算
す
る
。

４

第
一
項
（
他
の
法
律
の
規
定
に
お
い
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
法
律
第
七
十

七
号
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
と
き
を
含
む
。）
及
び
前
項
の
規
定
は
、
事
業
団
の

役
員
又
は
職
員
と
な
る
ま
で
の
公
務
員
又
は
公
務
員
と
み
な
さ
れ
る
者
と
し
て
の
在
職
年
が
普
通

恩
給
に
つ
い
て
の
最
短
恩
給
年
限
に
達
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

５

第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
恩
給
法
第
六
十
四
条
ノ
二
（
再
就
職
の
場

合
の
普
通
恩
給
）
の
規
定
の
適
用
又
は
準
用
に
つ
い
て
は
、
事
業
団
の
役
員
ま
た
は
職
員
と
し
て

の
就
職
を
再
就
職
と
み
な
す
。

第
三
十
六
条

事
業
団
は
、
前
条
第
一
項
（
他
の
法
律
の
規
定
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
法
律
第
七
十
七
号
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
と
き
を
含
む
。）
及
び
第

三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
事
業
団
の
役
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
又
は
そ
の
遺
族
の
恩

給
の
支
払
に
充
て
る
金
額
を
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
国
庫
又
は
地
方
公
共
団
体
に
納

付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
大
蔵
大
臣
と
の
協
議
）

第
三
十
七
条

労
働
大
臣
は
、
次
の
場
合
に
は
、
大
蔵
大
臣
と
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
条
第
二
項
〔
資
本
金
増
加
の
認
可
〕
、
第
二
十
条
第
一
項
〔
業
務
方
法
書
の
認
可
〕、
第

二
十
二
条
〔
予
算
等
の
認
可
〕
第
二
十
六
条
第
一
項
〔
一
時
借
入
金
の
認
可
〕
、
第
二
十
九
条
〔
財

産
処
分
等
の
制
限
〕
又
は
第
三
十
条
〔
規
程
の
認
可
〕
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
し
よ
う
と
す
る

と
き
。

二

第
二
十
条
第
二
項
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
、
第
二
十
九
条
又
は
第
三
十
一
条
〔
財

務
会
計
に
関
す
る
事
項
の
省
令
委
任
〕
の
規
定
に
よ
り
労
働
省
令
を
定
め
よ
う
と
す
る
と
き
。

三

第
二
十
四
条
第
一
項
〔
財
務
諸
表
の
承
認
〕
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

四

第
二
十
八
条
〔
余
裕
金
の
運
用
〕
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
三
十
八
条

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
法
令
に

つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
団
を
国
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
法
令
を
準

用
す
る
。

第第
七七
章章

罰罰
則則

第
三
十
九
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
事
業
団
の

役
員
又
は
職
員
は
、
三
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

一

こ
の
法
律
に
よ
り
労
働
大
臣
の
認
可
又
は
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
お
い
て
、
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そ
の
認
可
又
は
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

二

第
五
条
第
一
項
〔
登
記
義
務
〕
の
規
定
に
違
反
し
て
登
記
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
き
。

三

第
十
九
条
〔
業
務
の
範
囲
〕
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

四

第
二
十
八
条
〔
余
裕
金
の
運
用
〕
の
規
定
に
違
反
し
て
業
務
上
の
余
裕
金
を
運
用
し
た
と
き
。

五

第
三
十
二
条
第
二
項
〔
監
督
上
の
命
令
〕
の
規
定
に
よ
る
労
働
大
臣
の
命
令
に
違
反
し
た
と

き
。

六

第
三
十
三
条
第
一
項
〔
報
告
及
び
検
査
〕
の
規
定
に
違
反
し
て
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚

偽
の
報
告
を
し
、
又
は
検
査
を
否
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

第
四
十
条

第
六
条
〔
名
称
の
使
用
制
限
〕
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
万
円
以
下
の
過
料
に
処

す
る
。

附附

則則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
事
業
団
の
設
立
）

第
二
条

労
働
大
臣
は
、
第
十
条
第
一
項
〔
役
員
の
任
命
〕
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
事
業
団
の
理
事

長
又
は
監
事
と
な
る
べ
き
者
を
指
名
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
理
事
長
又
は
監
事
と
な
る
べ
き
者
は
、
事
業
団
の
成
立
の
時

に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
理
事
長
又
は
監
事
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
す

る
。

第
三
条

労
働
大
臣
は
、
設
立
委
員
を
命
じ
て
、
事
業
団
の
設
立
に
関
す
る
事
務
を
処
理
さ
せ
る
。

２

設
立
委
員
は
、
事
業
団
の
設
立
の
準
備
を
完
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
労
働
大
臣
に
届
け
出

る
と
と
も
に
、
そ
の
事
務
を
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
理
事
長
と
な
る
べ
き
者
に

引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
理
事
長
と
な
る
べ
き
者
は
、
前
条
第
二

項
の
事
務
の
引
継
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
引
継
を
受
け
た
日
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
設
立
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
団
は
、
設
立
の
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。

（
事
務
の
引
継
）

第
五
条

政
府
は
、
事
業
団
の
設
立
に
際
し
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
保

険
施
設
及
び
失
業
保
険
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
施
設
で
あ
っ
て
、
事
業
団
が
そ
の
成
立
の

日
に
お
い
て
第
十
九
条
〔
業
務
の
範
囲
〕
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
業
務
に
相
当
す
る
も
の
に
関
す
る
事
務
を
事
業
団
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
設
立
に
際
し
て
の
出
資
）

第
六
条

政
府
は
、
事
業
団
の
設
立
に
際
し
、
そ
の
際
現
に
有
す
る
前
条
に
規
定
す
る
保
険
施
設
及

び
施
設
の
用
に
供
す
る
不
動
産
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
物
品
そ
の
他
事
業
団
が
そ
の
業
務
を
行
う

に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
財
産
を
目
的
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
財
産
の
価
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額

を
事
業
団
に
出
資
す
る
も
の
と
す
る
。

２

第
四
条
第
五
項
「
土
地
等
の
価
額
」
及
び
第
六
項
〔
評
価
委
員
等
に
つ
い
て
の
政
令
委
任
〕
の

規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
政
府
の
出
資
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
最
初
の
事
業
年
度
の
特
例
）

第
七
条

事
業
団
の
最
初
の
事
業
年
度
は
、
第
二
十
一
条
〔
事
業
年
度
〕
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
成
立
の
日
に
始
ま
り
、
昭
和
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
終
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

事
業
団
の
最
初
の
事
業
年
度
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
第
一
項
中
「
施
設
の
設
置

及
び
運
営
」
と
あ
る
の
は
、「
施
設
の
運
営
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条

事
業
団
の
最
初
の
事
業
年
度
の
予
算
、
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
に
つ
い
て
は
、
第
二
十

二
条
中
「
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
」
と
あ
る
の
は
、「
事
業
団
の
成
立
後
遅
滞
な
く
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
出
資
）

第
十
条

地
方
公
共
団
体
は
、
当
分
の
間
、
自
治
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
、
事
業
団
に
出
資
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

第
四
条
〔
資
本
金
〕
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団

体
の
出
資
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
改
正
）

第
十
一
条

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

政
府
は
、
前
項
の
保
険
施
設
の
う
ち
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
二
十

六
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
労
働
福
祉
事
業
団
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
失
業
保
険
法
の
改
正
）

第
十
二
条

失
業
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

政
府
は
、
第
一
項
の
施
設
の
う
ち
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
二
十

六
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
労
働
福
祉
事
業
団
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
会
計
法
の
改
正
）

第
十
三
条

労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
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そ
の
認
可
又
は
承
認
を
受
け
な
か
っ
た
と
き
。

二

第
五
条
第
一
項
〔
登
記
義
務
〕
の
規
定
に
違
反
し
て
登
記
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
き
。

三

第
十
九
条
〔
業
務
の
範
囲
〕
に
規
定
す
る
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
た
と
き
。

四

第
二
十
八
条
〔
余
裕
金
の
運
用
〕
の
規
定
に
違
反
し
て
業
務
上
の
余
裕
金
を
運
用
し
た
と
き
。

五

第
三
十
二
条
第
二
項
〔
監
督
上
の
命
令
〕
の
規
定
に
よ
る
労
働
大
臣
の
命
令
に
違
反
し
た
と

き
。

六

第
三
十
三
条
第
一
項
〔
報
告
及
び
検
査
〕
の
規
定
に
違
反
し
て
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚

偽
の
報
告
を
し
、
又
は
検
査
を
否
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

第
四
十
条

第
六
条
〔
名
称
の
使
用
制
限
〕
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
一
万
円
以
下
の
過
料
に
処

す
る
。

附附

則則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
事
業
団
の
設
立
）

第
二
条

労
働
大
臣
は
、
第
十
条
第
一
項
〔
役
員
の
任
命
〕
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
事
業
団
の
理
事

長
又
は
監
事
と
な
る
べ
き
者
を
指
名
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
理
事
長
又
は
監
事
と
な
る
べ
き
者
は
、
事
業
団
の
成
立
の
時

に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
理
事
長
又
は
監
事
に
任
命
さ
れ
た
も
の
と
す

る
。

第
三
条

労
働
大
臣
は
、
設
立
委
員
を
命
じ
て
、
事
業
団
の
設
立
に
関
す
る
事
務
を
処
理
さ
せ
る
。

２

設
立
委
員
は
、
事
業
団
の
設
立
の
準
備
を
完
了
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
労
働
大
臣
に
届
け
出

る
と
と
も
に
、
そ
の
事
務
を
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
理
事
長
と
な
る
べ
き
者
に

引
き
継
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条

附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
理
事
長
と
な
る
べ
き
者
は
、
前
条
第
二

項
の
事
務
の
引
継
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
引
継
を
受
け
た
日
に
お
い
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
設
立
の
登
記
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
団
は
、
設
立
の
登
記
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。

（
事
務
の
引
継
）

第
五
条

政
府
は
、
事
業
団
の
設
立
に
際
し
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
保

険
施
設
及
び
失
業
保
険
法
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
施
設
で
あ
っ
て
、
事
業
団
が
そ
の
成
立
の

日
に
お
い
て
第
十
九
条
〔
業
務
の
範
囲
〕
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
業
務
に
相
当
す
る
も
の
に
関
す
る
事
務
を
事
業
団
に
引
き
継
ぐ
も
の
と
す
る
。

（
設
立
に
際
し
て
の
出
資
）

第
六
条

政
府
は
、
事
業
団
の
設
立
に
際
し
、
そ
の
際
現
に
有
す
る
前
条
に
規
定
す
る
保
険
施
設
及

び
施
設
の
用
に
供
す
る
不
動
産
及
び
こ
れ
に
附
属
す
る
物
品
そ
の
他
事
業
団
が
そ
の
業
務
を
行
う

に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
財
産
を
目
的
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
財
産
の
価
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
額

を
事
業
団
に
出
資
す
る
も
の
と
す
る
。

２

第
四
条
第
五
項
「
土
地
等
の
価
額
」
及
び
第
六
項
〔
評
価
委
員
等
に
つ
い
て
の
政
令
委
任
〕
の

規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
政
府
の
出
資
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
最
初
の
事
業
年
度
の
特
例
）

第
七
条

事
業
団
の
最
初
の
事
業
年
度
は
、
第
二
十
一
条
〔
事
業
年
度
〕
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
成
立
の
日
に
始
ま
り
、
昭
和
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
に
終
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条

事
業
団
の
最
初
の
事
業
年
度
の
業
務
に
つ
い
て
は
、
第
十
九
条
第
一
項
中
「
施
設
の
設
置

及
び
運
営
」
と
あ
る
の
は
、「
施
設
の
運
営
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条

事
業
団
の
最
初
の
事
業
年
度
の
予
算
、
事
業
計
画
及
び
資
金
計
画
に
つ
い
て
は
、
第
二
十

二
条
中
「
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
」
と
あ
る
の
は
、「
事
業
団
の
成
立
後
遅
滞
な
く
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
出
資
）

第
十
条

地
方
公
共
団
体
は
、
当
分
の
間
、
自
治
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
、
事
業
団
に
出
資
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

第
四
条
〔
資
本
金
〕
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団

体
の
出
資
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
改
正
）

第
十
一
条

労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

政
府
は
、
前
項
の
保
険
施
設
の
う
ち
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
二
十

六
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
労
働
福
祉
事
業
団
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
失
業
保
険
法
の
改
正
）

第
十
二
条

失
業
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

政
府
は
、
第
一
項
の
施
設
の
う
ち
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
二
十

六
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
労
働
福
祉
事
業
団
に
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
会
計
法
の
改
正
）

第
十
三
条

労
働
者
災
害
補
償
保
険
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
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次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
保
険
施
設
費
」
の
下
に
「
、
労
働
福
祉
事
業
団
へ
の
出
資
金
及
び
交
付
金
」
を
加

え
る
。

（
失
業
保
険
特
別
会
計
法
の
改
正
）

第
十
四
条

失
業
保
険
特
別
会
計
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
保
険
施
設
費
」
の
下
に
「
、
労
働
福
祉
事
業
団
へ
の
出
資
金
及
び
交
付
金
」
を
加

え
る
。

（
登
録
税
法
の
改
正
）

第
十
五
条

登
録
税
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
七
号
中
「
石
炭
工
業
整
備
事
業
団
」
の
下
に
「
、
労
働
福
祉
事
業
団
」
を
、「
石
炭

鉱
業
合
理
化
臨
時
措
置
法
」
の
下
に
「
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
」
を
加
え
、
同
条
第
十
八
号
中
「
日

本
開
発
銀
行
」
の
下
に
「
、
労
働
福
祉
事
業
団
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
七

労
働
福
祉
事
業
団
が
労
働
福
祉
事
業
団
法
第
十
九
条
ノ
業
務
ノ
用
ニ
供
ス
ル
建
物
又

ハ
土
地
ノ
権
利
ノ
取
得
又
ハ
所
有
権
ノ
保
存
ノ
登
記
（
印
紙
税
法
の
改
正
）

第
十
六
条

印
紙
税
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
五
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
六
号
ノ
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六
ノ
十
一
ノ
二

労
働
福
祉
事
業
団
ノ
発
ス
ル
証
書
、
帳
簿

（
所
得
税
法
の
改
正
）

第
十
七
条

所
得
税
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
四
号
の
七
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四
の
八

労
働
福
祉
事
業
団

（
法
人
税
法
の
改
正
）

第
十
八
条

法
人
税
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
号
中
「
森
林
開
発
公
団
」
の
下
に
「
、
労
働
福
祉
事
業
団
」
を
加
え
る
。

（
地
方
税
法
の
改
正
）

第
十
九
条

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

七
十
二
条
の
四
第
一
項
第
二
号
中
「
森
林
開
発
公
団
」
の
下
に
「
、
労
働
福
祉
事
業
団
」
を

加
え
る
。

第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

労
働
福
祉
事
業
団
が
労
働
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第

十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
不
動
産
で
政
令

で
定
め
る
も
の

第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
七

労
働
福
祉
事
業
団
が
労
働
福
祉
事
業
団
法
第
十
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号

に
規
定
す
る
業
務
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
で
政
令
で
定
め
る
も
の
。

（
行
政
管
理
庁
設
置
法
の
改
正
）

第
二
十
条

行
政
管
理
庁
設
置
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
二
条
第
十
二
号
中
「
及
び
森
林
開
発
公
団
」
を
「
、
森
林
開
発
公
団
及
び
労
働
福
祉
事
業
団
」

に
改
め
る
。

（
建
設
省
設
置
法
の
改
正
）

第
二
十
一
条

建
設
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
十
六
号
の
二
中
「
日
本
道
路
公
団
」
の
下
に｢

、
労
働
福
祉
事
業
団
」
を
加

え
る
。

（
労
働
省
設
置
法
の
改
正
）

第
二
十
二
条

労
働
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
十
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一
三
の
二

労
働
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
基
づ
い
て
、

労
働
福
祉
事
業
団
に
対
し
、
認
可
、
承
認
そ
の
他
監
督
を
行
う
事
。

第
五
条
の
二
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

３

大
臣
官
房
に
労
働
福
祉
事
業
団
監
理
官
一
人
を
置
く
。

４

労
働
福
祉
事
業
団
監
理
官
は
、
命
を
受
け
て
、
次
条
第
一
項
第
十
一
号
の
三
に
規
定
す
る
事

務
を
行
う
。

第
六
条
第
一
項
第
十
一
号
の
二
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一
の
三

労
働
福
祉
事
業
団
の
業
務
の
監
督
そ
の
他
労
働
福
祉
事
業
団
法
の
施
行
に
関
す
る

こ
と
。

（
北
海
道
開
発
法
の
改
正
）

第
二
十
三
条

北
海
道
開
発
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
二
号
中
「
日
本
住
宅
公
団
」
の
下
に
「
、
労
働
福
祉
事
業
団
」
を
加
え
る
。
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昭
和
三
二
年
六
月
一
日

〔
三
─
五
六
〕
人
事
院
公
示
第
四
号

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
法法
にに
基基
くく
非非
常常
勤勤
職職
員員
のの
指指
定定
にに
関関
しし
決決
定定

人
事
院
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
に
基
く
非
常
勤
職
員

の
指
定
に
関
し
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。

一

労
働
福
祉
事
業
団
法
第
十
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
非
常
勤
の
委
員
、
顧
問
、
講
師
、
調

査
員
、
研
究
員
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
職
員
を
指
定
す
る
。

二

こ
の
指
定
は
、
公
示
の
日
か
ら
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

昭
和
三
二
年
六
月
二
八
日

〔
三
─
五
七
〕
政
令
第
一
六
一
号

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
法法
施施
行行
令令

内
閣
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
一
一
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
四
条
第
六
項
及
び

第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
評
価
委
員
の
任
命
）

第
一
条

労
働
福
祉
事
業
団
法
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
評
価
委
員
は
、
労
働
大
臣
が
、
必
要
の

つ
ど
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
任
命
す
る
。

一

大
蔵
省
の
職
員

二

労
働
省
の
職
員

三

労
働
福
祉
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」
と
い
う
。）
の
役
員

四

事
業
団
に
出
資
し
た
地
方
公
共
団
体
の
長
が
推
薦
し
た
者

五

学
識
経
験
の
あ
る
者

２

労
働
大
臣
は
、
評
価
に
係
る
財
産
の
出
資
者
中
に
は
じ
め
て
事
業
団
に
出
資
す
る
地
方
公
共
団

体
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
委
員
の
ほ
か
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
長
が
推
薦

し
た
者
の
う
ち
か
ら
一
人
を
評
価
委
員
と
し
て
任
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
評
価
額
の
決
定
）

弟
二
条

評
価
額
は
、
評
価
委
員
の
過
半
数
の
一
致
に
よ
っ
て
定
め
る
。

（
省
令
へ
の
委
任
）

第
三
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
評
価
委
員
そ
の
他
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
労
働

省
令
で
定
め
る
。

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
四
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
事
業
団
を
国
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
そ
の
主
務
大
臣
」
又
は
「
主
務
大
臣
」
と
あ
る

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
労
働
福
祉
事
業
団
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
六
条
〔
国
の
開
設
す
る
施
設
の
特
例
〕

二

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
〔
医
療
機
関
の
指
定
〕

三

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
八
条
〔
国
等
の
建
築
物
に
対
す
る

確
認
、
検
査
又
は
是
正
措
置
に
関
す
る
手
続
の
特
例
〕

四

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
〔
指
定
医
療
機
関
〕

五

覚
せ
い
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
〔
国

、
、

等
の
開
設
す
る
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
の
指
定
手
続
〕
、
第
三
十
六
条
〔
国
等
の
開
設
す
る

、
、

覚
せ
い
剤
施
用
機
関
に
お
け
る
届
出
等
の
義
務
者
の
変
更
〕
及
び
第
三
十
七
条
〔
国
の
開

、
、

設
す
る
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
の
特
例
の
省
令
委
任
〕

六

医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
一
条
〔
法
の
適
用
に
関

す
る
特
例
〕
、
第
三
条
第
一
項
〔
国
の
開
設
す
る
病
院
等
に
対
す
る
法
の
適
用
除
外
〕
及

び
第
四
条
の
三
〔
読
替
規
定
〕

２

労
働
省
令
で
定
め
る
省
令
に
つ
い
て
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
団

を
国
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
省
令
を
準
用
す
る
。

附

則

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

百
七
十
四
条
の
五
十
五
第
一
項
第
四
号
中
「
又
は
公
営
企
業
金
融
公
庫
」
を
「
公
営
企

業
金
融
公
庫
ま
た
は
労
働
福
祉
事
業
団
」
に
改
め
る
。

昭
和
三
二
年
七
月
一
日

〔
三
─
五
八
〕
労
働
省
訓
令
第
三
号

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
法法
監監
理理
官官
監監
督督
規規
程程

労
働
福
祉
事
業
団
監
理
官
監
督
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
通
則
）
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昭
和
三
二
年
六
月
一
日

〔
三
─
五
六
〕
人
事
院
公
示
第
四
号

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
法法
にに
基基
くく
非非
常常
勤勤
職職
員員
のの
指指
定定
にに
関関
しし
決決
定定

人
事
院
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
に
基
く
非
常
勤
職
員

の
指
定
に
関
し
、
次
の
と
お
り
決
定
し
た
。

一

労
働
福
祉
事
業
団
法
第
十
二
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
非
常
勤
の
委
員
、
顧
問
、
講
師
、
調

査
員
、
研
究
員
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
職
員
を
指
定
す
る
。

二

こ
の
指
定
は
、
公
示
の
日
か
ら
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

昭
和
三
二
年
六
月
二
八
日

〔
三
─
五
七
〕
政
令
第
一
六
一
号

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
法法
施施
行行
令令

内
閣
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
一
一
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
四
条
第
六
項
及
び

第
三
十
八
条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
評
価
委
員
の
任
命
）

第
一
条

労
働
福
祉
事
業
団
法
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
評
価
委
員
は
、
労
働
大
臣
が
、
必
要
の

つ
ど
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
人
ず
つ
任
命
す
る
。

一

大
蔵
省
の
職
員

二

労
働
省
の
職
員

三

労
働
福
祉
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」
と
い
う
。）
の
役
員

四

事
業
団
に
出
資
し
た
地
方
公
共
団
体
の
長
が
推
薦
し
た
者

五

学
識
経
験
の
あ
る
者

２

労
働
大
臣
は
、
評
価
に
係
る
財
産
の
出
資
者
中
に
は
じ
め
て
事
業
団
に
出
資
す
る
地
方
公
共
団

体
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
評
価
委
員
の
ほ
か
、
そ
の
地
方
公
共
団
体
の
長
が
推
薦

し
た
者
の
う
ち
か
ら
一
人
を
評
価
委
員
と
し
て
任
命
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
評
価
額
の
決
定
）

弟
二
条

評
価
額
は
、
評
価
委
員
の
過
半
数
の
一
致
に
よ
っ
て
定
め
る
。

（
省
令
へ
の
委
任
）

第
三
条

前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
評
価
委
員
そ
の
他
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
労
働

省
令
で
定
め
る
。

（
他
の
法
令
の
準
用
）

第
四
条

次
の
法
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
事
業
団
を
国
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
そ
の
主
務
大
臣
」
又
は
「
主
務
大
臣
」
と
あ
る

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
労
働
福
祉
事
業
団
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
第
六
条
〔
国
の
開
設
す
る
施
設
の
特
例
〕

二

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
〔
医
療
機
関
の
指
定
〕

三

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
八
条
〔
国
等
の
建
築
物
に
対
す
る

確
認
、
検
査
又
は
是
正
措
置
に
関
す
る
手
続
の
特
例
〕

四

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
一
項
〔
指
定
医
療
機
関
〕

五

覚
せ
い
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
三
十
五
条
第
一
項
〔
国

、
、

等
の
開
設
す
る
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
の
指
定
手
続
〕
、
第
三
十
六
条
〔
国
等
の
開
設
す
る

、
、

覚
せ
い
剤
施
用
機
関
に
お
け
る
届
出
等
の
義
務
者
の
変
更
〕
及
び
第
三
十
七
条
〔
国
の
開

、
、

設
す
る
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
の
特
例
の
省
令
委
任
〕

六

医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
一
条
〔
法
の
適
用
に
関

す
る
特
例
〕
、
第
三
条
第
一
項
〔
国
の
開
設
す
る
病
院
等
に
対
す
る
法
の
適
用
除
外
〕
及

び
第
四
条
の
三
〔
読
替
規
定
〕

２

労
働
省
令
で
定
め
る
省
令
に
つ
い
て
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
団

を
国
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
省
令
を
準
用
す
る
。

附

則

１

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

百
七
十
四
条
の
五
十
五
第
一
項
第
四
号
中
「
又
は
公
営
企
業
金
融
公
庫
」
を
「
公
営
企

業
金
融
公
庫
ま
た
は
労
働
福
祉
事
業
団
」
に
改
め
る
。

昭
和
三
二
年
七
月
一
日

〔
三
─
五
八
〕
労
働
省
訓
令
第
三
号

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
法法
監監
理理
官官
監監
督督
規規
程程

労
働
福
祉
事
業
団
監
理
官
監
督
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
通
則
）
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第
一
条

労
働
福
祉
事
業
団
監
理
官
（
以
下
「
監
理
官
」
と
い
う
。）
は
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
労
働
福
祉
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
と
い
う
。）
の
業
務
の
監
督
及
び
指
導
そ
の
他
の

事
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
会
議
へ
の
出
席
等
）

第
二
条

監
理
官
は
、
事
業
団
の
理
事
会
そ
の
他
の
会
議
に
出
席
し
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
報
告
又
は
帳
簿
等
の
提
出
）

第
三
条
、
監
理
官
は
、
職
務
の
遂
行
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
事
業
団
に
対
し
て
報
告
を

さ
せ
、
又
は
帳
簿
、
書
類
等
の
堤
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
令
違
反
等
に
対
す
る
措
置
）

第
四
条

監
理
官
は
、
事
業
団
に
法
令
に
違
反
す
る
行
為
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
又
は
事
業
団
の

業
務
若
し
く
は
財
産
の
状
況
に
関
し
特
に
注
意
を
要
す
る
事
項
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
す
み

や
か
に
上
司
に
報
告
し
て
、
そ
の
指
揮
を
請
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
営
方
針
等
に
関
す
る
意
見
の
具
申
）

第
五
条

監
理
官
は
、
事
業
団
の
運
営
方
針
又
は
業
務
の
改
善
を
要
す
る
事
項
の
う
ち
重
要
な
も
の

に
つ
い
て
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
上
司
に
申
し
述
べ
る
も
の
と
す
る
。

（
申
請
書
等
の
検
印
及
び
副
申
）

第
六
条

監
理
官
は
、
事
業
団
か
ら
労
働
大
臣
に
提
出
す
る
申
請
書
、
報
告
書
そ
の
他
の
書
類
を
検

印
し
、
意
見
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
意
見
を
副
申
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
三
二
年
一
〇
月
一
日

〔
三
─
五
九
〕
政
令
第
三
〇
一
号

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
がが
管管
理理
すす
るる
福福
祉祉
施施
設設
をを
定定
めめ
るる
件件

内
閣
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
九
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

労
働
福
祉
事
業
団
法
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
失
業
保
険
の
福
祉
施
設

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

職
業
訓
練
施
設

名

称

位

置

失
業
保
険
福
祉
施
設
北
海
道
総
合
職
業
補
導
所

小
樽
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
福
島
総
合
職
業
補
導
所

福
島
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
茨
城
総
合
職
業
補
導
所

水
戸
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
栃
木
総
合
職
業
補
導
所

宇
都
宮
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
群
馬
総
合
職
業
補
導
所

高
崎
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
岐
阜
総
合
職
業
補
導
所

岐
阜
県
稲

葉
郡
那
珂
町

失
業
保
険
福
祉
施
設
島
根
総
合
職
業
補
導
所

松
江
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
岡
山
総
合
職
業
補
導
所

岡
山
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
広
島
総
合
職
業
補
導
所

広
島
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
北
九
州
総
合
職
業
補
導
所

八
幡
市

八
幡
職
業
補
導
部

失
業
保
険
福
祉
施
設
北
九
州
総
合
職
業
補
導
所

小
倉
市

小
倉
職
業
補
導
部

二

宿
泊
施
設

名

称

位

置

失
業
保
険
福
祉
施
設
東
京
芝
浦
日
雇
労
働
者

東
京
都

簡
易
宿
泊
所

失
業
保
険
福
祉
施
設
東
京
第
二
芝
浦
日
雇

東
京
都

労
働
者
簡
易
宿
泊
所

失
業
保
険
福
祉
施
設
み
な
と
寮

横
浜
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
み
な
と
会
館

新
潟
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
清
水
港
湾
労
働
者

清
水
市

ホ
ー
ム

失
業
保
険
福
祉
施
設
名
古
屋
港
湾
労
働
者

名
古
屋
市

簡
易
宿
泊
所

失
業
保
険
福
祉
施
設
港
湾
寮

大
阪
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
浪
速
寮

大
阪
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
港
寮

神
戸
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
平
安
寮

呉
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
門
司

門
司
市

簡
易
宿
泊
所

失
業
保
険
福
祉
施
設
八
幡

八
幡
市

簡
易
宿
泊
所

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
三
二
年
一
一
月
一
日

〔
三
─
六
〇
〕
政
令
第
三
一
四
号
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労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
がが
管管
理理
すす
るる
失失
業業
保保
険険
のの
福福
祉祉
施施
設設
をを
定定
めめ
るる
政政
令令

内
閣
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

労
働
福
祉
事
業
団
法
第
十
九
条
〔
事
業
団
の
業
務
の
範
囲
〕
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
失

業
保
険
の
福
祉
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

名

称

位

置

失
業
保
険
施
設
中
央
職
業
訓
練
所

東
京
都
北
多
摩
郡
小
平
町

失
業
保
険
施
設
北
海
道
総
合
職
業
訓
練
所

小
樽
市

二

宿
泊
施
設

名

称

位

置

失
業
保
険
福
祉
施
設
東
京
芝
浦
日
雇
労
働
者
簡
易
宿
泊
所

東
京
都

失
業
保
険
福
祉
施
設
東
京
第
二
芝
浦
日
雇
労
働
者
簡
易
宿
泊
所

東
京
都

附
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
三
三
年
三
月
三
一
日

〔
三
─
六
一
〕
政
令
第
五
六
号

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
がが
管管
理理
すす
るる
失失
業業
保保
険険
のの
福福
祉祉
施施
設設
をを
定定
めめ
るる
政政
令令

内
閣
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
九
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

労
働
福
祉
事
業
団
が
監
理
す
る
失
業
保
険
の
福
祉
施
設
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
二
年
政

令
第
三
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

失
業
保
険
福
祉

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
北
海

小
樽
市

第
一
号
の
表
中

施
設
北
海
道
総

小
樽
市

を

道
総
合
職
業
補
導
所

に
、

合
職
業
補
導
所

」

失
業
保
険
福
祉
施
設
青
森

青
森
市

総
合
職
業
補
導
所

」

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
宮
城

宮

城

県

宮

城

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
宮
城

宮
城
県
宮
城
郡

を

道
総
合
職
業
補
導
所

郡
多
賀
城
町

総
合
職
業
補
導
所

多
賀
城
町

」

失
業
保
険
福
祉
施
設
山
形

山
形
市

に
、

総
合
職
業
補
導
所

」

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
江
東

東
京
都

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
江
東

東
京
都

を

総
合
職
業
補
導
所

総
合
職
業
補
導
所

」

失
業
保
険
福
祉
施
設
八
王

八
王
子
市

子
総
合
職
業
補
導
所

に

、
」

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
長
岡

長
岡
市

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
新
潟

長
岡
市

を

総
合
職
業
補
導
所

総
合
職
業
補
導
所

」

失
業
保
険
福
祉
施
設
富
山

高
岡
市

に
、

総
合
職
業
補
導
所

失
業
保
険
福
祉
施
設
石
川

金
沢
市

総
合
職
業
補
導
所

」

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
沼
津

静

岡

県

駿

東

を
「

失
業
保
険
福
祉
施
設
静
岡

静
岡
市

に
、

総
合
職
業
補
導
所

郡
清
水
村

」

総
合
職
業
補
導
所

」

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
愛
知

名
古
屋
市

総
合
職
業
補
導
所

失
業
保
険
福
祉
施
設
滋
賀

大
津
市

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
愛
知

名
古
屋
市

を

総
合
職
業
補
導
所

総
合
職
業
補
導
所

」

失
業
保
険
福
祉
施
設
大
阪

布
施
市

に
、

総
合
職
業
補
導
所

失
業
保
険
福
祉
施
設
兵
庫

尼
崎
市

総
合
職
業
補
導
所

」

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
山
口

山
口
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
山
口

を

総
合
職
業
補
導
所

に
、

総
合
職
業
補
導
所

」

失
業
保
険
福
祉
施
設
徳
島

徳
島
市

総
合
職
業
補
導
所

」

「

失
業
保
険
福
祉
施
設

北

九
州
総
合
職
業
補
導
所

小
倉
市

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
北

小
倉
職
業
補
導
部

九
州
総
合
職
業
補
導
所

小
倉
市

を

失
業
保
険
福
祉
施
設
宮
崎

宮
崎
市

に
、

小
倉
職
業
補
導
部

」

総
合
職
業
補
導
所

失
業
保
険
福
祉
施
設
鹿
児

鹿
児
島
市

島
総
合
職
業
補
導
所

」

改
め
る
。

「

失
業
保
険
福
祉

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
名
古

名

古

屋

第
二
号
の
表
中

施
設
名
古
屋
港

名

古

屋

を

屋
港
湾
労
働
者
簡
易
宿
泊

市

湾
労
働
者
簡
易

市

所

宿
泊
所

」

失
業
保
険
福
祉
施
設
名
古

名

古

屋

に
、

屋
第
二
港
湾
労
働
者
簡
易

市

宿
泊
所

」

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
平
安

呉
市
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労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
がが
管管
理理
すす
るる
失失
業業
保保
険険
のの
福福
祉祉
施施
設設
をを
定定
めめ
るる
政政
令令

内
閣
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
九
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

労
働
福
祉
事
業
団
法
第
十
九
条
〔
事
業
団
の
業
務
の
範
囲
〕
第
一
項
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
失

業
保
険
の
福
祉
施
設
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

名

称

位

置

失
業
保
険
施
設
中
央
職
業
訓
練
所

東
京
都
北
多
摩
郡
小
平
町

失
業
保
険
施
設
北
海
道
総
合
職
業
訓
練
所

小
樽
市

二

宿
泊
施
設

名

称

位

置

失
業
保
険
福
祉
施
設
東
京
芝
浦
日
雇
労
働
者
簡
易
宿
泊
所

東
京
都

失
業
保
険
福
祉
施
設
東
京
第
二
芝
浦
日
雇
労
働
者
簡
易
宿
泊
所

東
京
都

附
則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
三
三
年
三
月
三
一
日

〔
三
─
六
一
〕
政
令
第
五
六
号

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
がが
管管
理理
すす
るる
失失
業業
保保
険険
のの
福福
祉祉
施施
設設
をを
定定
めめ
るる
政政
令令

内
閣
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
九
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

労
働
福
祉
事
業
団
が
監
理
す
る
失
業
保
険
の
福
祉
施
設
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
二
年
政

令
第
三
百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

失
業
保
険
福
祉

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
北
海

小
樽
市

第
一
号
の
表
中

施
設
北
海
道
総

小
樽
市

を

道
総
合
職
業
補
導
所

に
、

合
職
業
補
導
所

」

失
業
保
険
福
祉
施
設
青
森

青
森
市

総
合
職
業
補
導
所

」

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
宮
城

宮

城

県

宮

城

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
宮
城

宮
城
県
宮
城
郡

を

道
総
合
職
業
補
導
所

郡
多
賀
城
町

総
合
職
業
補
導
所

多
賀
城
町

」

失
業
保
険
福
祉
施
設
山
形

山
形
市

に
、

総
合
職
業
補
導
所

」

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
江
東

東
京
都

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
江
東

東
京
都

を

総
合
職
業
補
導
所

総
合
職
業
補
導
所

」

失
業
保
険
福
祉
施
設
八
王

八
王
子
市

子
総
合
職
業
補
導
所

に

、
」

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
長
岡

長
岡
市

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
新
潟

長
岡
市

を

総
合
職
業
補
導
所

総
合
職
業
補
導
所

」

失
業
保
険
福
祉
施
設
富
山

高
岡
市

に
、

総
合
職
業
補
導
所

失
業
保
険
福
祉
施
設
石
川

金
沢
市

総
合
職
業
補
導
所

」

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
沼
津

静

岡

県

駿

東

を
「

失
業
保
険
福
祉
施
設
静
岡

静
岡
市

に
、

総
合
職
業
補
導
所

郡
清
水
村

」

総
合
職
業
補
導
所

」

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
愛
知

名
古
屋
市

総
合
職
業
補
導
所

失
業
保
険
福
祉
施
設
滋
賀

大
津
市

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
愛
知

名
古
屋
市

を

総
合
職
業
補
導
所

総
合
職
業
補
導
所

」

失
業
保
険
福
祉
施
設
大
阪

布
施
市

に
、

総
合
職
業
補
導
所

失
業
保
険
福
祉
施
設
兵
庫

尼
崎
市

総
合
職
業
補
導
所

」

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
山
口

山
口
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
山
口

を

総
合
職
業
補
導
所

に
、

総
合
職
業
補
導
所

」

失
業
保
険
福
祉
施
設
徳
島

徳
島
市

総
合
職
業
補
導
所

」

「

失
業
保
険
福
祉
施
設

北

九
州
総
合
職
業
補
導
所

小
倉
市

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
北

小
倉
職
業
補
導
部

九
州
総
合
職
業
補
導
所

小
倉
市

を

失
業
保
険
福
祉
施
設
宮
崎

宮
崎
市

に
、

小
倉
職
業
補
導
部

」

総
合
職
業
補
導
所

失
業
保
険
福
祉
施
設
鹿
児

鹿
児
島
市

島
総
合
職
業
補
導
所

」

改
め
る
。

「

失
業
保
険
福
祉

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
名
古

名

古

屋

第
二
号
の
表
中

施
設
名
古
屋
港

名

古

屋

を

屋
港
湾
労
働
者
簡
易
宿
泊

市

湾
労
働
者
簡
易

市

所

宿
泊
所

」

失
業
保
険
福
祉
施
設
名
古

名

古

屋

に
、

屋
第
二
港
湾
労
働
者
簡
易

市

宿
泊
所

」

「

失
業
保
険
福
祉
施
設
平
安

呉
市
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「

失
業
保
険
福
祉
施
設
平
安

呉
市

を

寮

寮

」

失
業
保
険
福
祉
施
設
下
関

下
関
市

に
、

簡
易
宿
泊
所

」

改
め
る
。

第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

そ
の
他
の
福
祉
施
設

名

称

位

置

失
業
保
険
福
祉
施
設
板
橋
労
働
福
祉
館

東
京
都

失
業
保
険
福
祉
施
設
野
田
労
働
福
祉
館

大
阪
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
大
浪
速
労
働
福
祉
館

大
阪
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
岡
山
労
働
福
祉
館

岡
山
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
久
留
米
労
働
福
祉
館

久
留
米
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
大
牟
田
労
働
福
祉
館

大
牟
田
市

附

則

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
三
三
年
五
月
二
日

〔
三
─
六
二
〕
法
律
第
一
三
三
号
（
「
職
業
訓
練
法
」
附
則
）

労労
働働
省省
設設
置置
法法
のの
一一
部部
改改
正正

第
十
条

労
働
省
設
置
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
第
四
号
中
「
、
補
導
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五
の
二

職
業
訓
練
に
関
す
る
事
務
及
び
技
能
検
定

第
四
条
中
第
四
十
四
号
を
第
四
十
八
号
と
し
、
第
四
十
三
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

四
十
四

職
業
訓
練
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
に
基
い
て
、
職
業
訓
練
計
画
及

び
職
業
訓
練
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
。

四
十
五

職
業
訓
練
法
に
基
い
て
、
市
町
村
等
が
行
う
職
業
訓
練
に
係
る
認
可
を
行
う
こ
と
。

四
十
六

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
及
び
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
行
う
こ
と
。

四
十
七

職
業
訓
練
法
に
基
い
て
、
技
能
検
定
を
行
う
こ
と
。

第
五
条
第
二
項
中
「
失
業
対
策
部
」
の
下
に
「
及
び
職
業
訓
練
部
」
を
加
え
る
。

第
十
条
第
一
項
第
二
号
中
「
、
指
導
及
び
補
導
」
を
「
及
び
指
導
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
、
同
項
第
八
号
中
「
及
び
緊
急
失
業
対
策
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
八
十
九

号
）」
を
「
、
緊
急
失
業
対
策
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
八
十
九
号
）
及
び
職
業
訓
練
法
」
に
改
め

る
。

四
の
二

職
業
訓
練
及
び
技
能
検
定
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

職
業
訓
練
部
は
、
第
一
項
第
四
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務
及
び
同
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う

ち
職
業
訓
練
法
の
施
行
に
関
す
る
も
の
を
つ
か
さ
ど
る
。

「

技
能
者
養
成

労
働
基
準
法
第
七
十
条
の
規
定
に
基
い
て
発
す
る

第
十
三
条
第
一
項

審
議
会

命
令
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
技
能
者
の
養
成
に

を

の
表
中

関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

」

削
り
、

地
方
職
業
安

都
道
府
県
知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
そ
の
他

定
審
議
会

職
業
安
定
法
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

「

地
方
職
業
安

都
道
府
県
知
事
の
諮
問
に
応
じ
、
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
そ
の
他

を

定
審
議
会

職
業
安
定
法
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

中
央
職
業
訓

労
働
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
、
職
業
訓
練
及
び
技
能
検
定
に
関
す
る
需

練
審
議
会

要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
。

」

に
改
め
る
。

昭
和
三
三
年
六
月
三
〇
日

〔
三
─
六
三
〕
政
令
第
一
九
四
号

労労
働働
省省
組組
織織
令令
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
政政
令令

内
閣
は
、
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
七
条
第
六
項
の
規
定
に
基

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

労
働
省
組
織
令
（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
三
百
九
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
十
五
条
の
三
」
を
「
第
三
十
五
条
の
五
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
中
第
三
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
す

る
。第

二
十
八
条
第
一
項
中
「
失
業
対
策
部
」
の
下
に
「
及
び
職
業
訓
練
部
」
を
加
え
、「
五
課
」
を
「
四

課
」
に
改
め
、「
職
業
補
導
課
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

職
業
訓
練
部
に
左
の
二
課
を
置
く
。

管
理
課

指
導
課

第
三
十
二
条
第
四
号
中
「
職
業
補
導
課
」
を
「
職
業
訓
練
部
」
に
改
め
る
。
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第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条

削
除

第
三
十
五
条
の
三
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
管
理
課
）

第
三
十
五
条
の
四

管
理
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
業
訓
練
部
の
所
掌
に
係
る
事
務
一
般
に
関
す
る
企
画
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
業
訓
練
計
画
の
策
定
そ
の
他
職
業
訓
練
に
関
す
る
施
策
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。

三

職
業
訓
練
及
び
技
能
検
定
に
要
す
る
予
算
に
関
す
る
こ
と
。

四

職
業
訓
練
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
及
び
命
令
に
関
す
る
こ
と
（
指
導
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）。

五

職
業
訓
練
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認

可
に
関
す
る
こ
と
。

六

中
央
職
業
訓
練
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

七

部
内
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
職
業
訓
練
部
の
所
掌
に
係
る
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い

も
の
。

（
指
導
課
）

第
三
十
五
条
の
五

指
導
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
業
訓
練
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
業
訓
練
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
に
つ
い
て
の
助
言
、
勧
告
及
び
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

三

事
業
内
職
業
訓
練
の
認
定
に
鬨
す
る
こ
と
。

四

認
定
職
業
訓
練
そ
の
他
の
事
業
内
職
業
訓
練
に
関
す
る
援
助
に
鬨
す
る
こ
と
。

五

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
及
び
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

六

職
業
訓
練
指
導
員
の
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

七
’
技
能
検
定
に
関
す
る
こ
と
。

八

海
外
に
移
住
す
る
労
働
者
の
職
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

１

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

技
能
者
養
成
審
譲
会
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
三
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

昭
和
三
三
年
七
月
一
日

〔
三
─
六
四
〕
労
働
省
令
第
一
六
号
（
「
職
業
訓
練
法
施
行
規
則
」
附
則
）

労労
働働
省省
組組
織織
規規
程程
のの
一一
部部
改改
正正

第
六
条

労
働
省
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

昭
和
三
三
年
七
月
一
日

〔
三
─
六
五
〕
労
働
省
令
第
一
六
号
（
「
職
業
訓
練
法
施
行
規
則
」
附
則
）

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
改改
正正

第
七
条

労
働
福
祉
事
業
団
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
労
働
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条

削
除

第
三
条
中
「
事
業
団
」
を
「
労
働
福
祉
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
四
条
に
規
定
す
る
」
を
「
第
五
条
第
二
項
の
共
通
勘
定
、
労
災
保
険

施
設
勘
定
及
び
失
業
保
険
施
設
勘
定
の
」
に
改
め
る
。
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第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条

削
除

第
三
十
五
条
の
三
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
管
理
課
）

第
三
十
五
条
の
四

管
理
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
業
訓
練
部
の
所
掌
に
係
る
事
務
一
般
に
関
す
る
企
画
及
び
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
業
訓
練
計
画
の
策
定
そ
の
他
職
業
訓
練
に
関
す
る
施
策
の
樹
立
に
関
す
る
こ
と
。

三

職
業
訓
練
及
び
技
能
検
定
に
要
す
る
予
算
に
関
す
る
こ
と
。

四

職
業
訓
練
に
関
す
る
助
言
、
勧
告
及
び
命
令
に
関
す
る
こ
と
（
指
導
課
の
所
掌
に
属
す
る
も

の
を
除
く
。
）。

五

職
業
訓
練
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認

可
に
関
す
る
こ
と
。

六

中
央
職
業
訓
練
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

七

部
内
の
庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

八

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
職
業
訓
練
部
の
所
掌
に
係
る
事
務
で
他
の
所
掌
に
属
し
な
い

も
の
。

（
指
導
課
）

第
三
十
五
条
の
五

指
導
課
に
お
い
て
は
、
左
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

職
業
訓
練
の
基
準
の
設
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

職
業
訓
練
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
に
つ
い
て
の
助
言
、
勧
告
及
び
命
令
に
関
す
る
こ
と
。

三

事
業
内
職
業
訓
練
の
認
定
に
鬨
す
る
こ
と
。

四

認
定
職
業
訓
練
そ
の
他
の
事
業
内
職
業
訓
練
に
関
す
る
援
助
に
鬨
す
る
こ
と
。

五

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
及
び
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
関
す
る
こ
と
。

六

職
業
訓
練
指
導
員
の
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

七
’
技
能
検
定
に
関
す
る
こ
と
。

八

海
外
に
移
住
す
る
労
働
者
の
職
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

１

こ
の
政
令
は
、
昭
和
三
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

技
能
者
養
成
審
譲
会
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
二
百
三
十
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

昭
和
三
三
年
七
月
一
日

〔
三
─
六
四
〕
労
働
省
令
第
一
六
号
（
「
職
業
訓
練
法
施
行
規
則
」
附
則
）

労労
働働
省省
組組
織織
規規
程程
のの
一一
部部
改改
正正

第
六
条

労
働
省
組
織
規
程
（
昭
和
二
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
六
号
を
第
五
号
と
す
る
。

昭
和
三
三
年
七
月
一
日

〔
三
─
六
五
〕
労
働
省
令
第
一
六
号
（
「
職
業
訓
練
法
施
行
規
則
」
附
則
）

労労
働働
福福
祉祉
事事
業業
団団
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
改改
正正

第
七
条

労
働
福
祉
事
業
団
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
労
働
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
条

削
除

第
三
条
中
「
事
業
団
」
を
「
労
働
福
祉
事
業
団
（
以
下
「
事
業
団
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
四
条
に
規
定
す
る
」
を
「
第
五
条
第
二
項
の
共
通
勘
定
、
労
災
保
険

施
設
勘
定
及
び
失
業
保
険
施
設
勘
定
の
」
に
改
め
る
。



第第
ⅣⅣ
編編

法法
令令
編編

第
Ⅳ
編

法
令



第第
ⅣⅣ
編編

法法
令令
編編

第
Ⅳ
編

法
令
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ⅣⅣ
１１
部部

一一
般般
労労
務務
・・
職職
業業
指指
導導
関関
係係

昭
和
二
〇
年
一
〇
月
一
一
日

〔
四
─
一
─
一
〕
厚
生
省
令
第
四
〇
号

勤勤
労労
配配
置置
規規
則則

第
一
章

総

則

第
一
条

昭
和
二
十
年
勅
令
第
五
百
六
十
六
号
附
則
第
五
項
の
規
定
ニ
基
ク
従
業
者
ノ
勤
労
配

置
ニ
関
ス
ル
命
令
ハ
本
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

第
二
章

職
業
指
導

第
二
条

地
方
長
官
（
東
京
都
ニ
在
リ
テ
ハ
警
視
総
監
以
下
同
ジ
）
ハ
庁
府
県
高
等
官
中
ヨ
リ

職
業
指
導
官
ヲ
命
ジ
求
職
者
ニ
付
テ
ノ
就
職
ス
ベ
キ
職
業
等
ニ
関
ス
ル
希
望
、
就
職
ノ
条
件

其
ノ
他
就
職
ニ
関
ス
ル
必
要
ナ
ル
事
項
ノ
調
査
其
ノ
他
必
要
ナ
ル
職
業
指
導
ニ
関
ス
ル
事
務

ニ
従
事
セ
シ
ム
ベ
シ

地
方
長
官
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
時
は
学
識
経
験
ア
ル
者
ニ
嘱
託
シ
職
業
指
導
官
ノ
行
フ
事
務

ノ
一
部
ヲ
補
助
セ
シ
ム
ベ
シ

第
三
条

地
方
長
官
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
時
は
求
職
者
ニ
対
シ
其
ノ
就
職
前
ニ
於
テ
勤
労
適
性

検
査
又
ハ
勤
労
訓
練
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
章

雇
入
及
就
職

（
編
注
：
中
略
）

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

昭
和
二
〇
年
一
一
月
一
〇
日

〔
四
─
一
─
二
〕
厚
生
省
告
示
第
一
一
六
号

職
業
紹
介
業
務
規
程
左
ノ
通
定
メ
昭
和
十
六
年
十
二
月
厚
生
省
告
示
第
五
百
八
十
八
号
職
業
紹

介
規
程
及
昭
和
十
七
年
二
月
厚
生
省
告
示
第
四
十
四
号
ハ
之
ヲ
廃
止
ス

職職
業業
紹紹
介介
業業
務務
規規
程程
（
抄
）

第
一
章

総

則

第
一
条

職
業
紹
介
法
ニ
依
リ
政
府
ノ
管
掌
ス
ル
職
業
紹
介
事
業
ノ
業
務
ニ
付
テ
ハ
別
ニ
定
ム
ル
モ

ノ
ヲ
除
ク
外
本
規
程
ニ
依
ル

第
二
条

職
業
紹
介
事
業
ハ
国
民
ノ
完
全
就
職
ヲ
目
途
ト
シ
求
人
者
並
ニ
求
職
者
ノ
個
別
的
事
情
ヲ

考
慮
ノ
上
労
務
ノ
適
正
ナ
ル
配
置
ヲ
図
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
条

勤
労
署
ノ
職
員
ニ
シ
テ
職
業
紹
介
ニ
関
ス
ル
事
務
ニ
従
事
ス
ル
ハ
勤
労
署
ノ
利
用
者
ニ
対

シ
テ
懇
切
丁
寧
ヲ
旨
ト
シ
公
正
且
迅
速
ナ
ル
取
扱
ヲ
為
シ
又
職
務
上
聞
知
セ
ル
身
分
又
ハ
秘
密
ニ

属
ス
ル
事
項
ヲ
故
ナ
ク
他
ニ
漏
洩
ス
ベ
カ
ラ
ズ

第
二
章

求

人
（
編
注
：
中
略
、
以
下
同
様
）

第
三
章

求

職

第
四
章

連

絡

第
五
章

求
人
又
ハ
求
職
ノ
開
拓

第
六
章

紹

介

第
七
章

職
業
ノ
相
談
及
輔
導

マ
マ

第
三
十
一
条

勤
労
署
ハ
職
業
（
自
営
業
開
業
ヲ
含
ム
）
ニ
関
ス
ル
指
導
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ニ
対

シ
テ
ハ
職
業
ノ
相
談
其
ノ
他
必
要
ナ
ル
啓
蒙
ヲ
為
シ
適
当
ナ
ル
斡
旋
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
二
条

勤
労
署
ハ
職
業
選
択
ニ
関
シ
指
導
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
其
ノ
身
体
個
性

家
庭
事
情
等
ヲ
考
慮
ス
ル
ト
共
ニ
職
業
ノ
特
質
及
将
来
性
就
業
場
所
其
ノ
他
求
人
事
情
等
ヲ
参
酌

シ
テ
適
職
選
定
ノ
相
談
ニ
応
ズ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
三
条

勤
労
署
ハ
第
三
十
一
条
及
前
条
ニ
依
ル
職
業
相
談
ノ
顛
末
ヲ
所
定
ノ
職
業
相
談
票
ニ

記
載
ス
ベ
シ

第
三
十
四
条

勤
労
署
ハ
必
要
ニ
応
ジ
其
ノ
紹
介
ニ
依
リ
就
職
ス
ル
者
ニ
対
シ
其
ノ
赴
任
ニ
関
シ
必

要
ナ
ル
斡
旋
ヲ
為
ス
ベ
ン

第
三
十
五
条

勤
労
署
ハ
其
ノ
管
内
ニ
就
職
セ
ル
者
ニ
対
シ
必
要
ナ
ル
輔
導
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス

昭
和
二
一
年
三
月
二
日

〔
四
─
一
─
三
〕
厚
生
省
・
内
務
省
訓
令
第
一
号
（
厚
生
大
臣
・
内
務
大
臣
よ
り
東
京
都
長
官
・
北

海
道
庁
長
官
・
府
県
知
事
宛
）
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ⅣⅣ
１１
部部

一一
般般
労労
務務
・・
職職
業業
指指
導導
関関
係係

昭
和
二
〇
年
一
〇
月
一
一
日

〔
四
─
一
─
一
〕
厚
生
省
令
第
四
〇
号

勤勤
労労
配配
置置
規規
則則

第
一
章

総

則

第
一
条

昭
和
二
十
年
勅
令
第
五
百
六
十
六
号
附
則
第
五
項
の
規
定
ニ
基
ク
従
業
者
ノ
勤
労
配

置
ニ
関
ス
ル
命
令
ハ
本
令
ノ
定
ム
ル
所
ニ
依
ル

第
二
章

職
業
指
導

第
二
条

地
方
長
官
（
東
京
都
ニ
在
リ
テ
ハ
警
視
総
監
以
下
同
ジ
）
ハ
庁
府
県
高
等
官
中
ヨ
リ

職
業
指
導
官
ヲ
命
ジ
求
職
者
ニ
付
テ
ノ
就
職
ス
ベ
キ
職
業
等
ニ
関
ス
ル
希
望
、
就
職
ノ
条
件

其
ノ
他
就
職
ニ
関
ス
ル
必
要
ナ
ル
事
項
ノ
調
査
其
ノ
他
必
要
ナ
ル
職
業
指
導
ニ
関
ス
ル
事
務

ニ
従
事
セ
シ
ム
ベ
シ

地
方
長
官
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
時
は
学
識
経
験
ア
ル
者
ニ
嘱
託
シ
職
業
指
導
官
ノ
行
フ
事
務

ノ
一
部
ヲ
補
助
セ
シ
ム
ベ
シ

第
三
条

地
方
長
官
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
時
は
求
職
者
ニ
対
シ
其
ノ
就
職
前
ニ
於
テ
勤
労
適
性

検
査
又
ハ
勤
労
訓
練
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
コ
ト
ヲ
得

第
三
章

雇
入
及
就
職

（
編
注
：
中
略
）

附

則

本
令
ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
ス

昭
和
二
〇
年
一
一
月
一
〇
日

〔
四
─
一
─
二
〕
厚
生
省
告
示
第
一
一
六
号

職
業
紹
介
業
務
規
程
左
ノ
通
定
メ
昭
和
十
六
年
十
二
月
厚
生
省
告
示
第
五
百
八
十
八
号
職
業
紹

介
規
程
及
昭
和
十
七
年
二
月
厚
生
省
告
示
第
四
十
四
号
ハ
之
ヲ
廃
止
ス

職職
業業
紹紹
介介
業業
務務
規規
程程
（
抄
）

第
一
章

総

則

第
一
条

職
業
紹
介
法
ニ
依
リ
政
府
ノ
管
掌
ス
ル
職
業
紹
介
事
業
ノ
業
務
ニ
付
テ
ハ
別
ニ
定
ム
ル
モ

ノ
ヲ
除
ク
外
本
規
程
ニ
依
ル

第
二
条

職
業
紹
介
事
業
ハ
国
民
ノ
完
全
就
職
ヲ
目
途
ト
シ
求
人
者
並
ニ
求
職
者
ノ
個
別
的
事
情
ヲ

考
慮
ノ
上
労
務
ノ
適
正
ナ
ル
配
置
ヲ
図
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
条

勤
労
署
ノ
職
員
ニ
シ
テ
職
業
紹
介
ニ
関
ス
ル
事
務
ニ
従
事
ス
ル
ハ
勤
労
署
ノ
利
用
者
ニ
対

シ
テ
懇
切
丁
寧
ヲ
旨
ト
シ
公
正
且
迅
速
ナ
ル
取
扱
ヲ
為
シ
又
職
務
上
聞
知
セ
ル
身
分
又
ハ
秘
密
ニ

属
ス
ル
事
項
ヲ
故
ナ
ク
他
ニ
漏
洩
ス
ベ
カ
ラ
ズ

第
二
章

求

人
（
編
注
：
中
略
、
以
下
同
様
）

第
三
章

求

職

第
四
章

連

絡

第
五
章

求
人
又
ハ
求
職
ノ
開
拓

第
六
章

紹

介

第
七
章

職
業
ノ
相
談
及
輔
導

マ
マ

第
三
十
一
条

勤
労
署
ハ
職
業
（
自
営
業
開
業
ヲ
含
ム
）
ニ
関
ス
ル
指
導
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ニ
対

シ
テ
ハ
職
業
ノ
相
談
其
ノ
他
必
要
ナ
ル
啓
蒙
ヲ
為
シ
適
当
ナ
ル
斡
旋
ヲ
為
ス
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
二
条

勤
労
署
ハ
職
業
選
択
ニ
関
シ
指
導
ヲ
受
ケ
ン
ト
ス
ル
者
ニ
対
シ
テ
ハ
其
ノ
身
体
個
性

家
庭
事
情
等
ヲ
考
慮
ス
ル
ト
共
ニ
職
業
ノ
特
質
及
将
来
性
就
業
場
所
其
ノ
他
求
人
事
情
等
ヲ
参
酌

シ
テ
適
職
選
定
ノ
相
談
ニ
応
ズ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
十
三
条

勤
労
署
ハ
第
三
十
一
条
及
前
条
ニ
依
ル
職
業
相
談
ノ
顛
末
ヲ
所
定
ノ
職
業
相
談
票
ニ

記
載
ス
ベ
シ

第
三
十
四
条

勤
労
署
ハ
必
要
ニ
応
ジ
其
ノ
紹
介
ニ
依
リ
就
職
ス
ル
者
ニ
対
シ
其
ノ
赴
任
ニ
関
シ
必

要
ナ
ル
斡
旋
ヲ
為
ス
ベ
ン

第
三
十
五
条

勤
労
署
ハ
其
ノ
管
内
ニ
就
職
セ
ル
者
ニ
対
シ
必
要
ナ
ル
輔
導
ヲ
行
フ
モ
ノ
ト
ス

昭
和
二
一
年
三
月
二
日

〔
四
─
一
─
三
〕
厚
生
省
・
内
務
省
訓
令
第
一
号
（
厚
生
大
臣
・
内
務
大
臣
よ
り
東
京
都
長
官
・
北

海
道
庁
長
官
・
府
県
知
事
宛
）
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今
ヤ
我
国
ハ
平
和
日
本
ノ
建
設
ニ
新
ナ
ル
發
足
ヲ
爲
シ
ツ
ツ
ア
リ
ト
雖
モ
現
下
ノ
當
面
セ
ル
事
態
ハ

洵
ニ
深
刻
ニ
シ
テ
容
易
ナ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ア
リ
、
此
ノ
際
更
ニ
注
意
ヲ
高
メ
万
難
ヲ
克
服
シ
テ
国
家
ノ

再
建
ニ
邁
進
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ

淮
フ
ニ
国
民
ノ
健
全
ナ
ル
職
業
ヲ
確
保
シ
完
全
就
業
ヲ
期
ス
ル
ハ
一
ハ
以
テ
民
生
ノ
安
定
ヲ
図
リ

一
ハ
以
テ
産
業
ノ
振
興
ニ
資
ス
ル
所
以
ニ
シ
テ
実
ニ
平
和
日
本
建
設
ノ
基
盤
ヲ
爲
ス
モ
ノ
ト
謂
フ
ベ

シ即
チ
政
府
ハ
現
下
ノ
經
濟
危
機
ニ
對
處
ン
諸
般
ノ
施
策
ヲ
実
施
ス
ル
ニ
当
リ
其
ノ
重
要
ナ
ル
一
環
ト

シ
テ
國
民
ノ
就
業
封
策
ニ
付
亦
必
要
ナ
ル
措
置
ヲ
講
ゼ
ン
ト
ス
而
シ
テ
其
ノ
期
ス
ル
所
ハ
一
ニ
国
民

ヲ
シ
テ
自
主
自
立
ノ
高
邁
ナ
ル
精
神
ト
旺
盛
ナ
ル
勤
労
意
欲
ノ
下
平
和
且
ツ
生
産
的
生
活
ヲ
確
保
享

受
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ニ
在
リ

各
位
ハ
現
下
ノ
事
態
ノ
依
テ
來
ル
因
由
ニ
深
キ
省
察
ヲ
加
へ
愈
々
同
胞
相
愛
ノ
熾
烈
ナ
ル
信
條
ニ
徹

シ
外
、
広
ク
關
係
方
面
ト
ノ
提
携
ヲ
緊
密
一
体
ナ
ラ
シ
メ
内
、
部
内
ノ
強
化
ニ
努
メ
特
ニ
勤
労
署
ノ

機
能
ノ
十
全
ナ
ル
發
揮
ヲ
図
リ
克
ク
失
業
者
ノ
物
心
両
面
ニ
亘
ル
生
活
ノ
実
相
ヲ
把
握
理
解
シ
他
面

各
般
ノ
産
業
事
情
ヲ
審
ニ
シ
職
業
ノ
積
極
的
開
拓
ニ
足
労
ヲ
壓
ハ
ズ
以
テ
失
業
者
ノ
最
後
ノ
一
人
ニ

至
ル
迄
之
ガ
健
全
ナ
ル
職
業
ノ
確
保
ニ
萬
遺
憾
ナ
キ
ヲ
期
ス
ベ
シ

昭
和
二
二
年
三
月
三
一
日

〔
四
─
一
─
四
〕
法
律
第
二
五
号

教教
育育
基基
本本
法法

わ
れ
ら
は
、
さ
き
に
、
日
本
国
憲
法
を
確
定
し
、
民
主
的
で
文
化
的
な
国
家
を
建
設
し
て
、

世
界
の
平
和
と
人
類
の
福
祉
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
決
意
を
示
し
た
。
こ
の
理
想
の
実
現
は
、

根
本
に
お
い
て
教
育
の
力
に
ま
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
。

わ
れ
ら
は
、
個
人
の
尊
厳
を
重
ん
じ
、
真
理
と
平
和
を
希
求
す
る
人
間
の
育
成
を
期
す
る
と

と
も
に
、
普
遍
的
に
し
て
し
か
も
個
性
ゆ
た
か
な
文
化
の
創
造
を
め
ざ
す
教
育
を
普
及
撤
底
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
、
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
則
り
、
教
育
の
目
的
を
明
示
し
て
、
新
し
い
日
本
の
教
育

の
基
本
を
確
立
す
る
た
め
、
こ
の
法
律
を
制
定
す
る
。

第
一
条
（
教
育
の
目
的
）

教
育
は
、
人
格
の
完
成
を
め
ざ
し
、
平
和
的
な
国
家
及
び
社
会
の

形
成
者
と
し
て
、
真
理
と
正
義
を
愛
し
、
個
人
の
価
値
を
た
っ
と
び
、
勤
労
と
責
任
を
重
ん

じ
、
自
主
的
精
神
に
充
ち
た
心
身
と
も
に
健
康
な
国
民
の
育
成
を
期
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
二
条
（
教
育
の
方
針
）

教
育
の
目
的
は
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
お
い
て

実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
学
問
の
自
由
を
尊
重

し
、
実
際
生
活
に
即
し
、
自
発
的
精
神
を
養
い
、
自
他
の
敬
愛
と
協
力
に
よ
っ
て
、
文
化
の

創
造
と
発
展
に
貢
献
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条
（
教
育
の
機
会
均
等
）

す
べ
て
国
民
は
、
ひ
と
し
く
、
そ
の
能
力
に
応
ず
る
教
育
を

受
け
る
機
会
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
人
種
、
信
条
、
性
別
、
社

会
的
身
分
、
経
済
的
地
位
又
は
門
地
に
よ
っ
て
、
教
育
上
差
別
さ
れ
な
い
。

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
経
済
的
理
由
に
よ
っ
て
修

学
困
難
な
者
に
対
し
て
、
奨
学
の
方
法
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
（
義
務
教
育
）

国
民
は
、
そ
の
保
護
す
る
子
女
に
、
九
年
の
普
通
教
育
を
受
け
さ
せ

る
義
務
を
負
う
。

国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
設
置
す
る
学
校
に
お
け
る
義
務
教
育
に
つ
い
て
は
、
授
業
料
は
、

こ
れ
を
徴
収
し
な
い
。

第
五
条
（
男
女
共
学
）

男
女
は
、
互
に
敬
重
し
、
協
力
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で

あ
っ
て
、
教
育
上
男
女
の
共
学
は
、
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
（
学
校
教
育
）

法
律
の
定
め
る
学
校
は
、
公
の
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
国
又

は
地
方
公
共
団
体
の
外
、
法
律
に
定
め
る
法
人
の
み
が
、
こ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
律
に
定
め
る
学
校
の
教
員
は
、
全
体
の
奉
仕
者
で
あ
っ
て
、
自
己
の
使
命
を
自
覚
し
、

そ
の
職
責
の
遂
行
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
教
員
の
身
分
は
、
尊
重
さ

れ
、
そ
の
待
遇
の
適
正
が
、
期
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条
（
社
会
教
育
）

家
庭
教
育
及
び
勤
労
の
場
所
そ
の
他
社
会
に
お
い
て
行
わ
れ
る
教
育

は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
に
よ
っ
て
奨
励
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
図
書
館
、
博
物
館
、
公
民
館
等
の
施
設
の
設
置
、
学
校
の
施

設
の
利
用
そ
の
他
適
当
な
方
法
に
よ
っ
て
教
育
の
目
的
の
実
現
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
八
条
（
政
治
教
育
）

良
識
あ
る
公
民
た
る
に
必
要
な
政
治
的
教
養
は
、
教
育
上
こ
れ
を
尊

重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
律
に
定
め
る
学
校
は
、
特
定
の
政
党
を
支
持
し
、
又
は
こ
れ
に
反
対
す
る
た
め
の
政
治

教
育
そ
の
他
政
治
的
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
九
条
（
宗
教
教
育
）

宗
教
に
関
す
る
寛
容
の
態
度
及
び
宗
教
の
社
会
生
活
に
お
け
る
地
位

は
、
教
育
上
こ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
学
校
は
、
特
定
の
宗
教
の
た
め
の
宗
教
教
育
そ
の
他
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宗
教
的
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
条
（
教
育
行
政
）

教
育
は
、
不
当
な
支
配
に
服
す
る
こ
と
な
く
、
国
民
全
体
に
対
し
直

接
に
責
任
を
負
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

教
育
行
政
は
、
こ
の
自
覚
の
も
と
に
、
教
育
の
目
的
を
遂
行
す
る
に
必
要
な
諸
条
件
の
整

備
確
立
を
目
標
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
（
補
則
）

こ
の
法
律
に
掲
げ
る
諸
条
項
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
、
適
当
な
法
令
が
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

昭
和
二
二
年
九
月
一
日

〔
四
─
一
─
五
〕
労
働
省
訓
令
第
一
号
（
都
道
府
県
・
都
道
府
県
労
働
基
準
局
宛
）

最
近
労
働
問
題
の
重
要
性
は
愈
々
加
わ
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
労
働
行
政
は
益
々
繁
劇
化
し
て
來
た

の
で
あ
る
が
、
労
働
行
政
従
事
者
が
従
来
払
わ
れ
た
献
身
的
な
努
力
と
労
苦
に
対
し
て
、
こ
こ
に
深

い
感
謝
と
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

多
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
労
働
省
は
、
愈
々
本
日
附
を
以
て
新
し
く
発
足
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

労
働
省
設
置
の
目
的
は
、
労
働
省
設
置
法
第
一
條
に
明
記
さ
れ
た
通
り
、
労
働
者
の
福
祉
と
職
業
の

確
保
と
を
図
り
、
も
っ
て
経
済
の
興
隆
と
国
民
生
活
の
安
定
と
に
寄
與
す
る
こ
と
に
あ
る
。

思
う
に
、
終
戦
後
の
混
乱
し
た
日
本
経
済
を
立
ち
直
ら
せ
て
、
こ
れ
を
再
建
の
軌
道
に
乘
せ
る
と

と
も
に
、
国
民
生
活
の
安
定
を
図
る
こ
と
は
、
現
下
喫
緊
の
要
務
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
問
題
に

対
す
る
政
府
の
施
策
の
根
幹
と
な
る
べ
き
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
労
働
政
策
で
あ
る
。
労
働
者

の
福
祉
と
職
業
の
確
保
と
を
図
っ
て
労
働
問
題
を
円
滑
に
解
決
処
理
し
、
労
働
者
の
生
活
権
を
保
障

す
る
と
と
も
に
、
労
働
者
の
生
産
性
を
思
う
存
分
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
日
本
経
済
の

再
建
も
、
国
民
生
活
の
安
定
も
、
成
り
立
つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
労
働
省
の
新
設
さ
れ
た
所
以

は
、
実
に
こ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
労
働
省
の
使
命
と
、
労
働
行
政
の
木
質
に
鑑
み
、
労
働
行
政
に
従
事
す
る
者
の
日
常

の
心
構
え
と
し
て
特
に
重
要
な
も
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
労
働
省
は
公
共
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
本
旨
と
す
る
省
で
あ
り
、
労
働
行
政
に
従
事
す
る

者
は
常
に
労
働
者
の
福
祉
と
国
民
生
活
の
安
定
と
を
念
頭
に
置
き
、
理
解
あ
る
親
切
な
態
度
を
も
っ

て
国
民
に
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
労
働
行
政
は
最
も
能
率
的
に
運
営
さ
れ
、
常
に
時
代
の
要
請
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
即
ち
、
手
続
と
事
務
の
処
理
は
、
あ
く
ま
で
簡
易
迅
速
を
旨
と
し
、
い
さ
ゝ
か
も
停
滞
遅
延
す

る
如
き
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

特
に
、
労
働
行
政
の
第
一
線
機
関
で
あ
る
労
政
事
務
所
、
労
働
基
準
監
督
署
及
び
公
共
職
業
安
定

所
の
窓
口
に
お
け
る
事
務
の
運
営
は
、
右
の
二
点
の
趣
旨
を
体
し
て
行
う
こ
と
が
最
も
緊
要
で
あ
る

こ
と
を
銘
記
し
、
第
一
線
の
窓
口
を
国
民
の
要
望
に
向
っ
て
解
放
し
、
利
用
者
に
対
し
て
積
極
的
な

便
宜
を
供
與
し
、
も
っ
て
そ
の
信
頼
を
か
ち
得
る
如
く
事
務
の
取
扱
に
留
意
す
る
事
が
必
要
で
あ
る
。

労
働
行
政
が
円
滑
に
運
営
さ
れ
、
労
働
省
の
施
策
が
所
期
の
成
果
を
収
め
る
か
否
か
は
、
一
に
懸

っ
て
労
働
行
政
に
従
事
す
る
者
の
活
動
と
努
力
如
何
に
あ
る
。
労
働
行
政
に
従
事
す
る
者
は
、
よ
く

以
上
の
趣
旨
を
体
得
し
、
も
っ
て
職
責
の
完
遂
に
全
幅
の
努
力
を
拂
わ
れ
た
い
。

昭
和
二
二
年
一
〇
月
三
一
日

〔
四
─
一
─
六
〕
労
働
省
令
第
八
号

女女
子子
年年
少少
者者
労労
働働
基基
準準
規規
則則

第
一
条

法
第
五
十
六
條
第
一
項
但
書
の
規
定
に
よ
る
義
務
教
育
の
課
程
は
、
学
校
教
育
法
第
九
十

六
条
の
規
定
に
よ
る
課
程
と
す
る
。
但
し
、
昭
和
二
十
一
年
度
以
前
の
国
民
学
校
修
了
者
に
あ
っ

て
は
、
国
民
学
校
令
に
よ
る
国
民
学
校
初
等
科
の
課
程
及
び
こ
れ
と
同
等
以
上
と
認
め
ら
れ
る
課

程
と
す
る
。

第
二
条

満
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
を
使
用
す
る
使
用
者
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

そ
の
年
令
を
証
明
す
る
戸
籍
証
明
書
を
、
そ
の
者
か
ら
提
供
を
受
け
て
事
業
場
に
備
え
付
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
証
明
書
は
、
使
用
者
が
満
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
の
使
用
を
や
め
る
に
至
っ
た
場
合
は

遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
そ
の
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条

満
十
五
歳
に
満
た
な
い
児
童
で
就
業
し
よ
う
と
す
る
者
（
満
十
四
歳
以
上
で
義
務
教
育
の

課
程
を
終
了
し
た
者
を
除
く
。）
は
、
法
第
五
十
六
第
昭
二
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
基
準
監
督
署
か

ら
様
式
第
一
号
の
就
業
許
可
申
請
書
用
紙
の
交
付
を
受
け
、
必
要
事
項
を
記
載
の
上
、
学
校
長
及

び
親
権
者
又
は
後
見
人
の
署
名
を
受
け
、
使
用
者
た
る
べ
き
者
と
連
名
で
、
そ
の
年
令
を
証
明
す

る
戸
籍
証
明
書
を
添
え
て
、
親
権
者
又
は
後
見
人
の
立
会
の
も
と
に
、
こ
れ
を
そ
の
住
所
地
を
管

轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
就
業
許
可
申
請
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
使
用
者
た
る
べ
き
者
、
学
校
長
及
び
親
権
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宗
教
的
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
条
（
教
育
行
政
）

教
育
は
、
不
当
な
支
配
に
服
す
る
こ
と
な
く
、
国
民
全
体
に
対
し
直

接
に
責
任
を
負
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

教
育
行
政
は
、
こ
の
自
覚
の
も
と
に
、
教
育
の
目
的
を
遂
行
す
る
に
必
要
な
諸
条
件
の
整

備
確
立
を
目
標
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
（
補
則
）

こ
の
法
律
に
掲
げ
る
諸
条
項
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に

は
、
適
当
な
法
令
が
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

昭
和
二
二
年
九
月
一
日

〔
四
─
一
─
五
〕
労
働
省
訓
令
第
一
号
（
都
道
府
県
・
都
道
府
県
労
働
基
準
局
宛
）

最
近
労
働
問
題
の
重
要
性
は
愈
々
加
わ
り
、
こ
れ
に
伴
っ
て
労
働
行
政
は
益
々
繁
劇
化
し
て
來
た

の
で
あ
る
が
、
労
働
行
政
従
事
者
が
従
来
払
わ
れ
た
献
身
的
な
努
力
と
労
苦
に
対
し
て
、
こ
こ
に
深

い
感
謝
と
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

多
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
労
働
省
は
、
愈
々
本
日
附
を
以
て
新
し
く
発
足
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、

労
働
省
設
置
の
目
的
は
、
労
働
省
設
置
法
第
一
條
に
明
記
さ
れ
た
通
り
、
労
働
者
の
福
祉
と
職
業
の

確
保
と
を
図
り
、
も
っ
て
経
済
の
興
隆
と
国
民
生
活
の
安
定
と
に
寄
與
す
る
こ
と
に
あ
る
。

思
う
に
、
終
戦
後
の
混
乱
し
た
日
本
経
済
を
立
ち
直
ら
せ
て
、
こ
れ
を
再
建
の
軌
道
に
乘
せ
る
と

と
も
に
、
国
民
生
活
の
安
定
を
図
る
こ
と
は
、
現
下
喫
緊
の
要
務
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
問
題
に

対
す
る
政
府
の
施
策
の
根
幹
と
な
る
べ
き
も
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
労
働
政
策
で
あ
る
。
労
働
者

の
福
祉
と
職
業
の
確
保
と
を
図
っ
て
労
働
問
題
を
円
滑
に
解
決
処
理
し
、
労
働
者
の
生
活
権
を
保
障

す
る
と
と
も
に
、
労
働
者
の
生
産
性
を
思
う
存
分
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
な
く
し
て
は
、
日
本
経
済
の

再
建
も
、
国
民
生
活
の
安
定
も
、
成
り
立
つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
労
働
省
の
新
設
さ
れ
た
所
以

は
、
実
に
こ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
労
働
省
の
使
命
と
、
労
働
行
政
の
木
質
に
鑑
み
、
労
働
行
政
に
従
事
す
る
者
の
日
常

の
心
構
え
と
し
て
特
に
重
要
な
も
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
労
働
省
は
公
共
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
本
旨
と
す
る
省
で
あ
り
、
労
働
行
政
に
従
事
す
る

者
は
常
に
労
働
者
の
福
祉
と
国
民
生
活
の
安
定
と
を
念
頭
に
置
き
、
理
解
あ
る
親
切
な
態
度
を
も
っ

て
国
民
に
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
労
働
行
政
は
最
も
能
率
的
に
運
営
さ
れ
、
常
に
時
代
の
要
請
に
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
即
ち
、
手
続
と
事
務
の
処
理
は
、
あ
く
ま
で
簡
易
迅
速
を
旨
と
し
、
い
さ
ゝ
か
も
停
滞
遅
延
す

る
如
き
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

特
に
、
労
働
行
政
の
第
一
線
機
関
で
あ
る
労
政
事
務
所
、
労
働
基
準
監
督
署
及
び
公
共
職
業
安
定

所
の
窓
口
に
お
け
る
事
務
の
運
営
は
、
右
の
二
点
の
趣
旨
を
体
し
て
行
う
こ
と
が
最
も
緊
要
で
あ
る

こ
と
を
銘
記
し
、
第
一
線
の
窓
口
を
国
民
の
要
望
に
向
っ
て
解
放
し
、
利
用
者
に
対
し
て
積
極
的
な

便
宜
を
供
與
し
、
も
っ
て
そ
の
信
頼
を
か
ち
得
る
如
く
事
務
の
取
扱
に
留
意
す
る
事
が
必
要
で
あ
る
。

労
働
行
政
が
円
滑
に
運
営
さ
れ
、
労
働
省
の
施
策
が
所
期
の
成
果
を
収
め
る
か
否
か
は
、
一
に
懸

っ
て
労
働
行
政
に
従
事
す
る
者
の
活
動
と
努
力
如
何
に
あ
る
。
労
働
行
政
に
従
事
す
る
者
は
、
よ
く

以
上
の
趣
旨
を
体
得
し
、
も
っ
て
職
責
の
完
遂
に
全
幅
の
努
力
を
拂
わ
れ
た
い
。

昭
和
二
二
年
一
〇
月
三
一
日

〔
四
─
一
─
六
〕
労
働
省
令
第
八
号

女女
子子
年年
少少
者者
労労
働働
基基
準準
規規
則則

第
一
条

法
第
五
十
六
條
第
一
項
但
書
の
規
定
に
よ
る
義
務
教
育
の
課
程
は
、
学
校
教
育
法
第
九
十

六
条
の
規
定
に
よ
る
課
程
と
す
る
。
但
し
、
昭
和
二
十
一
年
度
以
前
の
国
民
学
校
修
了
者
に
あ
っ

て
は
、
国
民
学
校
令
に
よ
る
国
民
学
校
初
等
科
の
課
程
及
び
こ
れ
と
同
等
以
上
と
認
め
ら
れ
る
課

程
と
す
る
。

第
二
条

満
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
を
使
用
す
る
使
用
者
は
、
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

そ
の
年
令
を
証
明
す
る
戸
籍
証
明
書
を
、
そ
の
者
か
ら
提
供
を
受
け
て
事
業
場
に
備
え
付
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
証
明
書
は
、
使
用
者
が
満
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
の
使
用
を
や
め
る
に
至
っ
た
場
合
は

遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
そ
の
者
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
条

満
十
五
歳
に
満
た
な
い
児
童
で
就
業
し
よ
う
と
す
る
者
（
満
十
四
歳
以
上
で
義
務
教
育
の

課
程
を
終
了
し
た
者
を
除
く
。）
は
、
法
第
五
十
六
第
昭
二
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
基
準
監
督
署
か

ら
様
式
第
一
号
の
就
業
許
可
申
請
書
用
紙
の
交
付
を
受
け
、
必
要
事
項
を
記
載
の
上
、
学
校
長
及

び
親
権
者
又
は
後
見
人
の
署
名
を
受
け
、
使
用
者
た
る
べ
き
者
と
連
名
で
、
そ
の
年
令
を
証
明
す

る
戸
籍
証
明
書
を
添
え
て
、
親
権
者
又
は
後
見
人
の
立
会
の
も
と
に
、
こ
れ
を
そ
の
住
所
地
を
管

轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
就
業
許
可
申
請
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
使
用
者
た
る
べ
き
者
、
学
校
長
及
び
親
権
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者
又
は
後
見
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
所
要
の
事
項
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
條

児
童
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
条
の
就
業
許
可
申
請
書
に
つ
い

て
、
児
童
の
就
業
を
許
可
す
る
場
合
は
、
様
式
第
二
号
の
使
用
許
可
証
明
書
を
使
用
者
た
る
べ
き

者
に
交
付
す
る
と
共
に
、
児
童
に
そ
の
旨
を
通
知
し
、
許
可
を
與
え
な
い
場
合
は
、
就
業
許
可
申

請
書
に
そ
の
事
由
を
記
入
し
て
、
そ
の
年
令
を
証
明
す
る
戸
籍
証
明
書
を
添
え
て
、
児
童
に
返
還

す
る
と
共
に
、
そ
の
旨
を
使
用
者
た
る
べ
き
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
前
項
の
使
用
許
可
証
明
書
に
、
法
第
五
十
六
條
第
二
項
の
規
定
よ
る

許
可
及
び
法
第
五
十
七
條
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
学
校
長
の
証
明
書
並
び
に
親
権
者
又
は
後
見
人

の
同
意
書
の
内
容
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

第
三
条
及
び
第
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
児
童
及
び
親
権
者
又
は
後
見
人
が
自
ら
出

頭
し
が
た
い
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
児
童
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
臨
時

使
用
許
可
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
臨
時
使
用
許
可
証
明
書
を
交
付
し
た
場
合
、
児
童
の
住
所
地
を
管
轄
す
る

労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
実
情
を
調
査
し
た
後
、
こ
れ
を
第
四
條
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
許

可
証
明
書
と
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条

満
十
五
歳
に
満
た
な
い
児
童
（
満
十
四
歳
以
上
で
義
務
教
育
の
課
程
を
修
了
し
た
者
を
除

く
。）
を
使
用
す
る
使
用
者
は
、
前
二
條
の
使
用
許
可
証
明
書
を
事
業
場
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

児
童
の
使
用
は
、
使
用
許
可
証
明
書
に
記
載
さ
れ
た
条
件
に
お
い
て
の
み
有
効
で
あ
り
、
且
つ
、

児
童
が
二
以
上
の
業
務
に
就
く
場
合
は
、
夫
々
の
使
用
者
が
こ
れ
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。児

童
の
使
用
許
可
証
明
書
を
備
え
付
け
る
使
用
者
は
、
こ
れ
を
法
第
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
戸
籍
証
明
書
及
び
法
第
五
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
学
校
長
の
証
明
書
及
び
親
権
者

又
は
後
見
人
の
同
意
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

使
用
者
は
、
児
童
の
使
用
を
や
め
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
使
用
許
可
証
明
書
を
交
付

を
受
け
た
労
働
基
準
監
督
署
長
に
遅
滞
な
く
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

使
用
許
可
証
明
書
が
汚
損
又
は
滅
失
し
た
場
合
は
、
使
用
者
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
事
由

を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
再
交
付
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
条

使
用
許
可
証
明
書
交
付
の
後
、
就
業
許
可
申
請
書
の
記
載
に
虚
偽
又
は
不
正
が
あ
る
こ
と

を
発
見
し
た
場
合
又
は
児
童
の
就
業
が
児
童
の
健
康
、
教
育
及
び
福
祉
に
有
害
で
あ
る
と
認
め
た

場
合
に
お
い
て
、
労
働
基
準
監
督
署
長
は
、
使
用
者
に
対
し
、
児
童
の
使
用
を
一
時
停
止
せ
し
め
、

事
情
を
聴
取
し
た
後
、
許
可
を
取
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
條

満
十
五
歳
未
満
満
十
四
歳
以
上
で
義
務
教
育
の
課
程
を
修
了
し
た
者
を
使
用
す
る
使
用
者

は
、
そ
の
者
の
年
令
を
証
明
す
る
戸
籍
証
明
書
と
共
に
修
了
を
証
明
す
る
学
校
長
の
証
明
書
又
は

卒
業
証
書
の
写
を
事
業
場
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者
は
、
児
童
の
使
用
を
や
め
る
に
至
っ
た
場
合
は
、
前
項
の
証
明
書
又
は
写
を
、
遅
滞
な

く
児
童
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
條

法
第
五
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
行
政
官
庁
の
契
約
の
解
除
は
、
様
式
第
三
号
に
よ

り
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
が
こ
れ
を
行
う
。

第
十
一
条

法
第
六
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
を
さ
せ
る
使
用
者
は
、
様
式
第
四
号
に
よ

り
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

法
第
六
十
三
條
第
一
項
に
規
定
す
る
重
量
物
を
取
り
扱
う
業
務
は
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。
但
し
、
満
十
八
歳
以
上
の
女
子
に
つ
い
て
は
、
様
式
第
五
号
に
よ
り
、
断
続
作
業
に
つ
い

て
は
四
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
、
継
続
作
業
に
つ
い
て
は
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
な
い
範
囲
に
お
い
て

労
働
基
準
局
長
の
定
め
る
標
準
に
基
ず
い
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

区

分

断

続

作

業

継

続

作

業

女

十
二
キ
ロ
グ
ラ
ム

八
キ
ロ
グ
ラ
ム

満
十
六
歳
未
満

男

十
五
〃

十
〃

満
十
六
歳
以
上

女

二
十
五
〃

十
五
〃

満
十
八
歳
未
満

男

三
十
〃

二
十
〃

満
十
六
歳
以
上

女

三
十
〃

二
十
〃

第
十
三
条

満
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
を
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
業
務
の
範
囲
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

一

汽
罐
の
ふ
ん
火
そ
の
他
取
扱
の
業
務

二

溶
接
に
よ
る
汽
罐
の
製
造
若
し
く
は
改
造
又
は
修
繕
の
業
務

三

汽
罐
の
据
付
工
事
の
作
業
主
任
者
の
業
務

四

起
重
機
運
転
の
業
務

五

ア
セ
チ
レ
ン
溶
接
装
置
の
作
業
主
任
者
の
業
務

六

映
写
機
に
よ
る
上
映
操
作
の
業
務

七

火
元
責
任
者
の
業
務

八

圧
縮
ガ
ス
又
は
液
化
ガ
ス
製
造
装
置
の
作
業
主
任
者
の
業
務

九

危
険
物
の
取
扱
主
任
者
の
業
務

十

卷
上
能
力
二
ト
ン
以
上
の
ガ
イ
デ
リ
ッ
ク
又
は
高
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
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用
エ
レ
ベ
ー
タ
の
組
立
、
移
動
若
し
く
は
解
体
の
作
業
主
任
者
の
業
務

十
一

溶
鉱
炉
、
金
属
溶
解
炉
又
は
電
気
炉
の
作
業
主
任
者
の
業
務

十
二

金
属
の
熱
間
圧
延
の
作
業
主
任
者
の
業
務

十
三

三
十
馬
力
以
上
の
原
動
機
に
よ
る
制
限
圧
力
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
空
気
圧
縮
機
の
作
業
主
任
者
の
業
務

十
四

乾
燥
室
の
作
業
主
任
者
の
業
務

十
五

積
載
能
力
二
ト
ン
以
上
の
人
荷
共
用
若
し
く
は
荷
物
用
の
エ
レ
ベ
ー
タ
又
は
高
さ
十
五
メ

ー
ト
ル
以
上
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
エ
レ
ベ
ー
タ
運
転
の
業
務

十
六

動
力
に
よ
る
軌
條
運
輸
機
関
並
び
に
乗
合
自
動
車
及
び
積
載
能
力
二
ト
ン
以
上
の
貨
物
自

動
車
の
運
転
の
業
務

十
七

動
力
に
よ
る
巻
上
機
（
電
気
ホ
イ
ス
ト
及
び
エ
ヤ
ー
ホ
イ
ス
ト
を
除
く
。
）、
運
輸
機
又
は

索
道
運
転
の
業
務

十
八

高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。）
電
線
路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電
気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の

業
務

十
九

運
転
中
の
原
動
機
及
び
原
動
機
か
ら
中
間
軸
ま
で
の
動
力
伝
導
装
置
の
掃
除
、
注
油
、
検

査
、
修
繕
又
は
調
帯
の
掛
換
の
業
務

二
十

天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛
け
又
は
合
図
の
業
務

二
十
一

消
費
量
が
毎
時
百
ガ
ロ
ン
以
上
の
液
体
燃
焼
器
の
点
火
の
業
務

二
十
二

動
力
に
よ
る
土
木
建
築
用
機
械
又
は
船
舶
荷
扱
用
機
械
の
運
転
の
業
務

二
十
三

ゴ
ム
、
エ
ボ
ナ
イ
ト
等
粘
性
質
の
ロ
ー
ル
練
の
業
務

二
十
四

直
径
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
丸
の
こ
盤
（
横
び
き
用
の
も
の
を
除
く
。）
又
は

動
輪
が
直
径
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
帯
の
こ
盤
に
お
け
る
木
材
の
送
給
の
業
務

二
十
五

動
力
に
よ
っ
て
運
転
す
る
圧
機
の
金
型
若
し
く
は
切
断
機
の
刃
部
の
調
整
又
は
掃
除
の

業
務

二
十
六

操
車
場
構
内
に
お
け
る
軌
道
車
輌
の
入
換
運
転
連
結
又
は
解
放
の
業
務

二
十
七

軌
道
内
で
あ
っ
て
、
ず
い
道
の
内
部
見
透
距
離
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
又
は
車
輛
の
通

行
頻
繁
な
場
所
に
お
け
る
単
独
の
業
務

二
十
八

蒸
気
又
は
圧
縮
空
気
に
よ
る
圧
縮
又
は
鍛
造
機
械
を
用
い
る
金
属
加
工
の
業
務

二
十
九

動
力
に
よ
る
打
抜
機
、
切
断
機
等
を
用
い
て
厚
さ
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
加
工

の
業
務

三
十

バ
イ
レ
ン
機
を
用
い
る
鋳
物
の
破
壊
の
業
務

三
十
一

木
工
用
か
ん
な
機
、
単
軸
面
取
機
を
用
い
る
業
務

三
十
二

岩
石
鉱
物
の
破
砕
機
に
材
料
を
送
給
す
る
業
務

三
十
三

火
薬
、
爆
薬
、
火
工
品
、
塩
素
酸
塩
類
、
過
塩
素
酸
塩
類
、
硝
酸
カ
リ
、
硝
酸
ア
ン
モ

ニ
ア
、
芳
香
族
ニ
ト
ロ
化
合
物
、
硝
化
綿
、
セ
ル
ロ
イ
ド
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
爆
発
性
の

物
を
取
扱
う
作
業
で
爆
発
の
危
険
の
あ
る
業
務

三
十
四

カ
リ
ウ
ム
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
粉
、
カ
ー
バ
イ
ト
、
生
石
灰
、
黄
り
ん
、

赤
り
ん
、
硫
化
り
ん
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
発
火
性
の
物
の
製
造
又
は
こ
れ
等
を
取
扱
う
作

業
で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

三
十
五

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ
く
酸
エ
チ
ル
、
さ
く
酸

ア
ミ
ル
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、
ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫
化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引

火
性
の
物
を
取
扱
う
作
業
で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

三
十
六

圧
縮
ガ
ス
又
は
液
化
ガ
ス
の
製
造
又
は
こ
れ
等
を
用
い
る
業
務

三
十
七

水
銀
、
砒
素
、
黄
り
ん
、
弗
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
青
酸
、
苛
性
ア
ル
カ
リ
、
石

炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
を
取
扱
う
業
務

三
十
八

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
砒
素
、
黄
り
ん
、
弗
素
、
塩
素
、
青
酸
、
ア
ニ
リ
ン
そ
の
他

こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
、
蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業

務
三
十
九

土
砂
の
崩
壊
の
危
険
が
あ
る
場
所
又
は
深
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
地
穴
に
お
け
る
業
務

四
十

高
さ
五
メ
─
ト
ル
以
上
の
吊
足
場
若
し
く
は
棒
は
り
の
上
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
高
所
に
お

け
る
業
務

四
十
一

丸
太
足
場
の
組
立
又
は
解
体
の
業
務
但
し
、
地
上
に
お
け
る
補
助
作
業
を
除
く
。

四
十
二

直
径
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
伐
木
の
業
務

四
十
三

木
馬
道
、
修
ら
又
は
管
流
等
に
よ
る
木
材
搬
出
の
業
務

四
十
四

土
石
、
獸
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

四
十
五

ラ
ジ
ウ
ム
放
射
線
、
エ
ッ
ク
ス
ス
線
そ
の
他
の
有
害
放
射
線
に
曝
さ
れ
る
業
務

四
十
六

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に
お
け
る
業
務

四
十
七

多
量
の
低
温
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
寒
冷
な
場
所
に
お
け
る
業
務

四
十
八

異
常
気
圧
下
に
お
け
る
業
務

四
十
九

さ
く
岩
機
、
鋲
打
機
等
の
使
用
に
よ
っ
て
身
体
に
著
し
い
振
動
を
興
え
る
業
務

五
十

ボ
イ
ラ
ー
製
造
等
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

五
十
一

病
原
体
に
よ
っ
て
汚
染
の
お
そ
れ
著
し
い
業
務
但
し
、
保
健
婦
看
護
婦
、
助
産
婦
令
に

よ
り
免
許
を
受
け
た
者
及
び
養
成
中
の
者
を
除
く
。

五
十
二

酒
類
醸
造
の
業
務
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用
エ
レ
ベ
ー
タ
の
組
立
、
移
動
若
し
く
は
解
体
の
作
業
主
任
者
の
業
務

十
一

溶
鉱
炉
、
金
属
溶
解
炉
又
は
電
気
炉
の
作
業
主
任
者
の
業
務

十
二

金
属
の
熱
間
圧
延
の
作
業
主
任
者
の
業
務

十
三

三
十
馬
力
以
上
の
原
動
機
に
よ
る
制
限
圧
力
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

上
の
空
気
圧
縮
機
の
作
業
主
任
者
の
業
務

十
四

乾
燥
室
の
作
業
主
任
者
の
業
務

十
五

積
載
能
力
二
ト
ン
以
上
の
人
荷
共
用
若
し
く
は
荷
物
用
の
エ
レ
ベ
ー
タ
又
は
高
さ
十
五
メ

ー
ト
ル
以
上
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
用
エ
レ
ベ
ー
タ
運
転
の
業
務

十
六

動
力
に
よ
る
軌
條
運
輸
機
関
並
び
に
乗
合
自
動
車
及
び
積
載
能
力
二
ト
ン
以
上
の
貨
物
自

動
車
の
運
転
の
業
務

十
七

動
力
に
よ
る
巻
上
機
（
電
気
ホ
イ
ス
ト
及
び
エ
ヤ
ー
ホ
イ
ス
ト
を
除
く
。
）、
運
輸
機
又
は

索
道
運
転
の
業
務

十
八

高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。）
電
線
路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電
気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の

業
務

十
九

運
転
中
の
原
動
機
及
び
原
動
機
か
ら
中
間
軸
ま
で
の
動
力
伝
導
装
置
の
掃
除
、
注
油
、
検

査
、
修
繕
又
は
調
帯
の
掛
換
の
業
務

二
十

天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛
け
又
は
合
図
の
業
務

二
十
一

消
費
量
が
毎
時
百
ガ
ロ
ン
以
上
の
液
体
燃
焼
器
の
点
火
の
業
務

二
十
二

動
力
に
よ
る
土
木
建
築
用
機
械
又
は
船
舶
荷
扱
用
機
械
の
運
転
の
業
務

二
十
三

ゴ
ム
、
エ
ボ
ナ
イ
ト
等
粘
性
質
の
ロ
ー
ル
練
の
業
務

二
十
四

直
径
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
丸
の
こ
盤
（
横
び
き
用
の
も
の
を
除
く
。）
又
は

動
輪
が
直
径
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
帯
の
こ
盤
に
お
け
る
木
材
の
送
給
の
業
務

二
十
五

動
力
に
よ
っ
て
運
転
す
る
圧
機
の
金
型
若
し
く
は
切
断
機
の
刃
部
の
調
整
又
は
掃
除
の

業
務

二
十
六

操
車
場
構
内
に
お
け
る
軌
道
車
輌
の
入
換
運
転
連
結
又
は
解
放
の
業
務

二
十
七

軌
道
内
で
あ
っ
て
、
ず
い
道
の
内
部
見
透
距
離
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
内
又
は
車
輛
の
通

行
頻
繁
な
場
所
に
お
け
る
単
独
の
業
務

二
十
八

蒸
気
又
は
圧
縮
空
気
に
よ
る
圧
縮
又
は
鍛
造
機
械
を
用
い
る
金
属
加
工
の
業
務

二
十
九

動
力
に
よ
る
打
抜
機
、
切
断
機
等
を
用
い
て
厚
さ
八
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
鋼
板
加
工

の
業
務

三
十

バ
イ
レ
ン
機
を
用
い
る
鋳
物
の
破
壊
の
業
務

三
十
一

木
工
用
か
ん
な
機
、
単
軸
面
取
機
を
用
い
る
業
務

三
十
二

岩
石
鉱
物
の
破
砕
機
に
材
料
を
送
給
す
る
業
務

三
十
三

火
薬
、
爆
薬
、
火
工
品
、
塩
素
酸
塩
類
、
過
塩
素
酸
塩
類
、
硝
酸
カ
リ
、
硝
酸
ア
ン
モ

ニ
ア
、
芳
香
族
ニ
ト
ロ
化
合
物
、
硝
化
綿
、
セ
ル
ロ
イ
ド
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
爆
発
性
の

物
を
取
扱
う
作
業
で
爆
発
の
危
険
の
あ
る
業
務

三
十
四

カ
リ
ウ
ム
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
粉
、
カ
ー
バ
イ
ト
、
生
石
灰
、
黄
り
ん
、

赤
り
ん
、
硫
化
り
ん
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
発
火
性
の
物
の
製
造
又
は
こ
れ
等
を
取
扱
う
作

業
で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

三
十
五

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ
く
酸
エ
チ
ル
、
さ
く
酸

ア
ミ
ル
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、
ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫
化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引

火
性
の
物
を
取
扱
う
作
業
で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

三
十
六

圧
縮
ガ
ス
又
は
液
化
ガ
ス
の
製
造
又
は
こ
れ
等
を
用
い
る
業
務

三
十
七

水
銀
、
砒
素
、
黄
り
ん
、
弗
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
青
酸
、
苛
性
ア
ル
カ
リ
、
石

炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
を
取
扱
う
業
務

三
十
八

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
砒
素
、
黄
り
ん
、
弗
素
、
塩
素
、
青
酸
、
ア
ニ
リ
ン
そ
の
他

こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
、
蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業

務
三
十
九

土
砂
の
崩
壊
の
危
険
が
あ
る
場
所
又
は
深
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
地
穴
に
お
け
る
業
務

四
十

高
さ
五
メ
─
ト
ル
以
上
の
吊
足
場
若
し
く
は
棒
は
り
の
上
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
高
所
に
お

け
る
業
務

四
十
一

丸
太
足
場
の
組
立
又
は
解
体
の
業
務
但
し
、
地
上
に
お
け
る
補
助
作
業
を
除
く
。

四
十
二

直
径
三
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
伐
木
の
業
務

四
十
三

木
馬
道
、
修
ら
又
は
管
流
等
に
よ
る
木
材
搬
出
の
業
務

四
十
四

土
石
、
獸
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

四
十
五

ラ
ジ
ウ
ム
放
射
線
、
エ
ッ
ク
ス
ス
線
そ
の
他
の
有
害
放
射
線
に
曝
さ
れ
る
業
務

四
十
六

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に
お
け
る
業
務

四
十
七

多
量
の
低
温
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
寒
冷
な
場
所
に
お
け
る
業
務

四
十
八

異
常
気
圧
下
に
お
け
る
業
務

四
十
九

さ
く
岩
機
、
鋲
打
機
等
の
使
用
に
よ
っ
て
身
体
に
著
し
い
振
動
を
興
え
る
業
務

五
十

ボ
イ
ラ
ー
製
造
等
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

五
十
一

病
原
体
に
よ
っ
て
汚
染
の
お
そ
れ
著
し
い
業
務
但
し
、
保
健
婦
看
護
婦
、
助
産
婦
令
に

よ
り
免
許
を
受
け
た
者
及
び
養
成
中
の
者
を
除
く
。

五
十
二

酒
類
醸
造
の
業
務
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五
十
三

焼
却
、
清
掃
又
は
屠
殺
の
業
務

五
十
四

監
獄
又
は
精
紳
病
院
に
お
け
る
業
務

五
十
五

酒
席
に
侍
す
る
業
務

五
十
六

特
殊
の
游
興
的
接
客
業
に
お
け
る
業
務
但
し
、
昭
和
二
十
四
年
三
月
末
日
ま
で
は
満
十

六
歳
以
上
の
者
を
除
く
。

五
十
七

前
記
各
号
の
外
中
央
労
働
基
準
委
員
会
の
議
を
経
て
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
業
務

第
十
四
條

満
十
八
歳
以
上
の
女
子
を
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
業
務
の
範
囲
は
、
前
條
各
号
の
中

次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
一
号
及
び
第
二
号

二

第
四
号
但
し
、
卷
上
能
力
五
ト
ン
未
満
の
も
の
を
除
く
。

三

第
十
号
乃
至
第
十
三
号

四

第
十
五
号

五

第
十
八
号
乃
至
第
二
十
号

六

第
二
十
二
号

七

第
二
十
四
号

八

第
二
十
六
号

九

第
二
十
八
号
乃
至
第
三
十
二
号

十

第
三
十
八
号
乃
至
第
四
十
三
号

十
一

第
四
十
六
号
乃
至
第
四
十
九
号

第
十
五
條

法
第
五
十
六
條
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
児
童
の
使
用
許
可
は
、
第
十
三
條
に
掲
げ
る
業

務
の
外
、
次
に
掲
げ
る
業
務
に
つ
い
て
は
與
え
な
い
も
の
と
す
る
。

一

公
衆
の
娯
楽
を
目
的
と
し
て
曲
馬
又
は
軽
わ
ざ
を
行
う
業
務

二

戸
々
に
つ
い
て
又
は
道
路
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
場
所
で
、
歌
謡
遊
芸
そ
の
他
の
演
技
を
行

う
業
務

三

旅
館
、
料
理
店
、
飲
食
店
又
は
娯
楽
場
に
お
け
る
業
務

四

エ
レ
ベ
ー
タ
運
転
の
業
務

五

労
働
基
準
監
督
署
長
が
児
童
の
生
命
、
健
康
若
し
く
は
福
祉
に
危
険
若
し
く
は
有
害
で
あ
る

と
認
め
た
業
務

六

そ
の
他
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
業
務

第
十
六
條

法
第
六
十
七
條
の
規
定
に
よ
る
生
理
に
有
害
な
業
務
の
範
囲
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と

す
る
。

一

大
部
分
の
労
働
時
間
が
立
業
又
は
下
肢
作
業
で
占
め
ら
れ
る
業
務

二

著
し
く
精
神
的
神
経
的
緊
張
を
必
要
と
す
る
業
務

三

任
意
に
中
断
で
き
な
い
業
務

四

運
搬
、
索
引
、
持
上
げ
そ
の
他
相
当
の
筋
肉
的
労
働
を
必
要
と
す
る
業
務

五

身
体
の
動
揺
、
振
動
及
び
衝
撃
を
件
う
業
務

六

そ
の
他
中
央
労
働
基
準
委
員
会
の
議
を
経
て
労
働
大
臣
の
指
定
す
る
業
務

使
用
者
が
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
規
定
は
こ
れ
を
適
用
し
な

い
。

一

第
一
号
乃
至
第
三
号
の
業
務
に
つ
い
て
、
使
用
者
が
生
理
日
の
労
働
者
に
対
し
特
別
の
休
憩

時
間
及
び
休
憩
の
た
め
の
施
設
そ
の
他
必
要
な
施
設
を
與
え
た
場
合

二

第
四
号
及
び
第
五
号
の
業
務
に
つ
い
て
、
そ
の
作
業
が
断
続
的
で
あ
る
か
、
又
は
極
め
て
部

分
的
で
あ
る
業
務
で
あ
る
と
き
、
使
用
者
が
生
理
日
の
労
働
者
を
そ
の
作
業
に
就
か
せ
な
い
よ

う
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合

三

各
号
の
業
務
を
通
じ
、
使
用
者
が
労
働
者
の
生
理
日
に
お
い
て
各
号
以
外
の
業
務
に
つ
か
せ

る
措
置
を
講
じ
た
場
合

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
生
理
日
の
就
業
が
著
し
く
困
難
な
女
子
が
生
理
休
暇
を
請

求
し
た
と
き
は
、
使
用
者
は
、
そ
の
者
を
就
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
七
條

使
用
者
は
、
法
第
六
十
八
條
但
書
の
規
定
に
よ
る
事
由
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
様
式
第

六
号
に
よ
っ
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
か
ら
、
こ
れ
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、

労
働
基
準
法
施
行
規
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

第
十
八
條

法
第
百
條
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
婦
人
少
年
局
長
及
び
そ
の
指
定
す
る
所
属
の
官

吏
を
婦
人
少
年
局
調
査
員
と
い
う
。

婦
人
少
年
局
調
査
員
の
携
帯
す
べ
き
証
票
は
、
様
式
第
七
号
に
よ
る
。

第
十
九
條

使
用
者
は
、
女
子
保
護
実
施
状
況
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
毎
年
一
回
様
式
第
八
号

に
よ
っ
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

第
二
十
條

こ
の
命
令
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。
但
し
、
第
九

條
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
三
年
四
月
末
日
ま
で
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

様
式
第
一
号
（
編
注
：
以
下
略
）

昭
和
二
二
年
一
二
月
八
日
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〔
四
─
一
─
七
〕
法
律
第
一
五
七
号

失失
業業
保保
險險
特特
別別
会会
計計
法法

第
一
条

失
業
保
険
法
に
よ
る
失
業
保
険
事
業
を
経
営
す
る
た
め
、
特
別
会
計
を
設
置
し
、
そ
の
歳

入
を
以
て
そ
の
歳
出
に
充
て
る
。

第
二
條

こ
の
会
計
は
、
労
働
大
臣
が
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
こ
れ
を
管
理
す
る
。

第
三
條

こ
の
会
計
に
お
い
て
は
、
保
険
料
、
一
般
会
計
か
ら
の
受
入
金
、
積
立
金
か
ら
生
ず
る
収

入
、
借
入
金
及
び
附
属
雑
収
入
を
以
て
そ
の
歳
入
と
し
、
保
険
金
、
保
険
施
設
費
、
借
入
金
の
償

還
金
及
び
利
子
、
一
時
借
入
金
の
利
子
、
業
務
取
扱
費
そ
の
他
の
諸
費
を
以
て
そ
の
歳
出
と
す
る
。

（
編
注
：
以
下
中
略
）

附

則

第
十
七
条

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
十
八
条

第
一
條
中
、
失
業
保
険
法
に
よ
る
失
業
保
険
事
業
に
は
、
失
業
手
当
法
に
よ
る
失
業
手

当
金
及
び
失
業
保
険
金
の
支
給
事
業
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
三
條
及
び
第
四
条
中
、
保
険
金
に
は
、
失
業
手
当
法
に
よ
る
失
業
手
当
金
及
び
失
業
保
険
金

を
含
む
も
の
と
す
る
。

昭
和
二
二
年
一
二
月
二
七
日

〔
四
─
一
─
八
〕
政
令
第
二
九
一
号

職職
業業
紹紹
介介
法法
施施
行行
令令
等等
をを
廃廃
止止
すす
るる
政政
令令

職
業
紹
介
法
施
行
令
、
職
業
紹
介
委
員
会
官
制
及
び
公
共
職
業
安
定
所
官
制
は
、
こ
れ
を
廃
止
す

る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

昭
和
二
四
年
六
月
一
日

〔
四
─
一
─
九
〕
労
働
省
令
第
八
号

職職
業業
安安
定定
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令

第
六
条
第
一
項
中
「
二
級
又
は
三
級
の
労
働
事
務
官
及
び
二
級
又
は
三
級
の
労
働
技
官
」
を
「
労

働
事
務
官
、
労
働
技
官
そ
の
他
の
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
以

下
順
次
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
、
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
運
営
上
必
要
な
地
域
に
は
、
出
張
所
を
設
置
す
る
こ
と

第
六
条
中
、
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
同
條
に
、
次

の
一
項
を
加
え
る
。

４

公
共
職
業
安
定
所
及
び
出
張
所
の
位
置
、
名
称
、
管
轄
区
域
及
び
事
務
取
扱
の
範
囲
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条

削
除

第
八
条
第
四
項
中
「
労
働
者
を
代
表
す
る
者
、
雇
用
主
を
代
表
す
る
者
及
び
公
益
を
代
表
す
る
者
」

を
「
労
働
者
を
代
表
す
る
者
（
失
業
保
険
の
被
保
険
者
を
代
表
す
る
者
を
含
む
。
）、
雇
用
主
を
代
表

す
る
者
（
失
業
保
険
法
の
適
用
を
受
け
る
事
業
主
を
代
表
す
る
者
を
含
む
。）
及
び
公
益
を
代
表
す
る

者
」
に
、
同
条
第
五
項
中
「
夫
々
労
働
組
合
及
び
雇
用
主
団
体
に
対
し
」
を
「
雇
用
に
関
す
る
事
項

に
対
す
る
関
係
の
程
度
に
応
じ
て
産
業
別
に
、
夫
々
労
働
組
合
及
び
雇
用
主
団
体
に
対
し
」
に
、
同

条
第
十
五
項
中
「
並
び
に
」
を
「
が
出
席
し
、
且
つ
、
」
に
、「
委
員
各
三
分
の
一
以
上
が
」
を
「
委

員
各
々
の
少
く
と
も
一
人
が
」
に
改
め
、
同
条
中
、
第
二
十
五
項
を
第
二
十
六
項
と
し
、
以
下
順
次

一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
四
項
の
次
に
、
次
の
一
項
を
加
え
る
。

中
央
職
業
安
定
委
員
会
は
、
前
項
の
職
能
の
外
、
失
業
保
険
法
の
規
定
に
基
き
、
労
働
大
臣
の

25
諮
問
に
応
じ
、
失
業
保
険
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
外
、
必
要
に
応
じ
、
関
係
行
政
庁
に

建
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
に
、
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

公
共
職
業
安
定
所
は
、
求
職
の
申
込
を
受
理
し
た
と
き
は
、
そ
の
求
職
者
が
失
業
保
険
の
受
給

資
格
者
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
め
、
受
給
適
格
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
、
失
業
保
険
金
を

支
給
す
る
た
め
の
必
要
な
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
條
に
、
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

公
共
職
業
安
定
所
は
、
求
職
者
を
適
当
な
求
人
者
に
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
者
が
生
活
の
保
護
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
速
に
民
生
委
員
に
連
絡

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

公
共
職
業
安
定
所
は
、
職
業
指
導
の
円
滑
な
発
展
を
図
る
た
め
、
学
校
教
職
員
を
代
表
す
る
者
、

雇
用
主
を
代
表
す
る
者
、
労
働
者
を
代
表
す
る
者
及
び
職
業
指
導
に
つ
き
学
識
経
験
あ
る
者
各
〻

に
つ
い
て
適
当
な
割
合
で
二
十
人
以
内
を
以
て
組
織
す
る
職
業
指
導
協
議
会
を
設
け
、
次
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
、
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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〔
四
─
一
─
七
〕
法
律
第
一
五
七
号

失失
業業
保保
險險
特特
別別
会会
計計
法法

第
一
条

失
業
保
険
法
に
よ
る
失
業
保
険
事
業
を
経
営
す
る
た
め
、
特
別
会
計
を
設
置
し
、
そ
の
歳

入
を
以
て
そ
の
歳
出
に
充
て
る
。

第
二
條

こ
の
会
計
は
、
労
働
大
臣
が
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
、
こ
れ
を
管
理
す
る
。

第
三
條

こ
の
会
計
に
お
い
て
は
、
保
険
料
、
一
般
会
計
か
ら
の
受
入
金
、
積
立
金
か
ら
生
ず
る
収

入
、
借
入
金
及
び
附
属
雑
収
入
を
以
て
そ
の
歳
入
と
し
、
保
険
金
、
保
険
施
設
費
、
借
入
金
の
償

還
金
及
び
利
子
、
一
時
借
入
金
の
利
子
、
業
務
取
扱
費
そ
の
他
の
諸
費
を
以
て
そ
の
歳
出
と
す
る
。

（
編
注
：
以
下
中
略
）

附

則

第
十
七
条

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
十
八
条

第
一
條
中
、
失
業
保
険
法
に
よ
る
失
業
保
険
事
業
に
は
、
失
業
手
当
法
に
よ
る
失
業
手

当
金
及
び
失
業
保
険
金
の
支
給
事
業
を
含
む
も
の
と
す
る
。

第
三
條
及
び
第
四
条
中
、
保
険
金
に
は
、
失
業
手
当
法
に
よ
る
失
業
手
当
金
及
び
失
業
保
険
金

を
含
む
も
の
と
す
る
。

昭
和
二
二
年
一
二
月
二
七
日

〔
四
─
一
─
八
〕
政
令
第
二
九
一
号

職職
業業
紹紹
介介
法法
施施
行行
令令
等等
をを
廃廃
止止
すす
るる
政政
令令

職
業
紹
介
法
施
行
令
、
職
業
紹
介
委
員
会
官
制
及
び
公
共
職
業
安
定
所
官
制
は
、
こ
れ
を
廃
止
す

る
。

附

則

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

昭
和
二
四
年
六
月
一
日

〔
四
─
一
─
九
〕
労
働
省
令
第
八
号

職職
業業
安安
定定
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令

第
六
条
第
一
項
中
「
二
級
又
は
三
級
の
労
働
事
務
官
及
び
二
級
又
は
三
級
の
労
働
技
官
」
を
「
労

働
事
務
官
、
労
働
技
官
そ
の
他
の
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
以

下
順
次
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
、
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
運
営
上
必
要
な
地
域
に
は
、
出
張
所
を
設
置
す
る
こ
と

第
六
条
中
、
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
同
條
に
、
次

の
一
項
を
加
え
る
。

４

公
共
職
業
安
定
所
及
び
出
張
所
の
位
置
、
名
称
、
管
轄
区
域
及
び
事
務
取
扱
の
範
囲
は
、
別
表

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
条

削
除

第
八
条
第
四
項
中
「
労
働
者
を
代
表
す
る
者
、
雇
用
主
を
代
表
す
る
者
及
び
公
益
を
代
表
す
る
者
」

を
「
労
働
者
を
代
表
す
る
者
（
失
業
保
険
の
被
保
険
者
を
代
表
す
る
者
を
含
む
。
）、
雇
用
主
を
代
表

す
る
者
（
失
業
保
険
法
の
適
用
を
受
け
る
事
業
主
を
代
表
す
る
者
を
含
む
。）
及
び
公
益
を
代
表
す
る

者
」
に
、
同
条
第
五
項
中
「
夫
々
労
働
組
合
及
び
雇
用
主
団
体
に
対
し
」
を
「
雇
用
に
関
す
る
事
項

に
対
す
る
関
係
の
程
度
に
応
じ
て
産
業
別
に
、
夫
々
労
働
組
合
及
び
雇
用
主
団
体
に
対
し
」
に
、
同

条
第
十
五
項
中
「
並
び
に
」
を
「
が
出
席
し
、
且
つ
、
」
に
、「
委
員
各
三
分
の
一
以
上
が
」
を
「
委

員
各
々
の
少
く
と
も
一
人
が
」
に
改
め
、
同
条
中
、
第
二
十
五
項
を
第
二
十
六
項
と
し
、
以
下
順
次

一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
四
項
の
次
に
、
次
の
一
項
を
加
え
る
。

中
央
職
業
安
定
委
員
会
は
、
前
項
の
職
能
の
外
、
失
業
保
険
法
の
規
定
に
基
き
、
労
働
大
臣
の

25
諮
問
に
応
じ
、
失
業
保
険
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
外
、
必
要
に
応
じ
、
関
係
行
政
庁
に

建
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条
に
、
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

公
共
職
業
安
定
所
は
、
求
職
の
申
込
を
受
理
し
た
と
き
は
、
そ
の
求
職
者
が
失
業
保
険
の
受
給

資
格
者
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
め
、
受
給
適
格
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
、
失
業
保
険
金
を

支
給
す
る
た
め
の
必
要
な
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
條
に
、
次
の
一
項
を
加
え
る
。

８

公
共
職
業
安
定
所
は
、
求
職
者
を
適
当
な
求
人
者
に
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
者
が
生
活
の
保
護
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
速
に
民
生
委
員
に
連
絡

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

公
共
職
業
安
定
所
は
、
職
業
指
導
の
円
滑
な
発
展
を
図
る
た
め
、
学
校
教
職
員
を
代
表
す
る
者
、

雇
用
主
を
代
表
す
る
者
、
労
働
者
を
代
表
す
る
者
及
び
職
業
指
導
に
つ
き
学
識
経
験
あ
る
者
各
〻

に
つ
い
て
適
当
な
割
合
で
二
十
人
以
内
を
以
て
組
織
す
る
職
業
指
導
協
議
会
を
設
け
、
次
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
、
意
見
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

適
職
選
択
の
指
導
力
法
に
関
す
る
事
項

二

就
職
時
の
援
助
及
び
就
職
後
の
補
導
に
関
す
る
事
項

三

そ
の
他
職
業
指
導
及
び
学
生
又
は
生
徒
の
職
業
紹
介
に
関
す
る
事
項

第
十
七
条
の
次
に
、
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
法
第
二
十
五
條
の
三
に
関
す
る
事
項
）

第第
十十
七七
条条
のの
二二

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
法
第
二
十
五
條
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
学
校
の
長

に
そ
の
業
務
の
一
部
を
分
担
さ
せ
る
と
き
は
、
そ
の
学
校
の
長
に
対
し
、
文
書
を
以
て
通
知
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
知
の
手
続
及
び
様
式
は
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

公
共
職
業
安
定
所
は
、
そ
の
業
務
の
一
部
を
分
担
す
る
学
校
の
長
に
、
公
共
職
業
安
定
所
に
お

い
て
受
理
し
た
求
人
の
う
ち
、
そ
の
学
校
に
お
い
て
取
り
扱
う
の
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

も
の
を
連
絡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
一
部
を
分
担
す
る
学
校
の
長
は
、
そ
の
受
理
し
た
求
人
を
、
業
務

の
一
部
を
分
担
さ
せ
た
公
共
職
業
安
定
所
に
速
に
連
絡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
一
部
を
分
担
す
る
学
校
の
長
は
、
あ
っ
旋
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
求
人
及
び
求
職
は
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
手
続
及
び
様
式
に
よ
っ
て
、
業
務
の
一
部
を
分

担
さ
せ
た
公
共
職
業
安
定
所
に
、
速
に
こ
れ
を
連
絡
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

公
共
職
業
安
定
所
は
、
前
項
の
求
人
又
は
求
職
の
連
絡
を
受
け
た
と
き
は
、
速
に
必
要
な
求
人

開
拓
又
は
求
職
開
拓
を
行
っ
て
、
そ
の
あ
っ
旋
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
一
部
を
分
担
す
る
学
校
の
長
は
、
法
第
二
十
五
条
の
三
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
求
人
又
は
求
職
の
申
込
を
受
理
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
申
込
を
な
し
た
求
人
者
又
は

求
職
者
に
対
し
て
、
申
込
を
受
理
し
な
い
理
由
を
説
明
し
、
且
つ
、
求
人
者
に
対
し
て
は
、
公
共

職
業
安
定
所
に
求
人
申
込
を
行
う
よ
う
、
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
一
部
を
分
担
す
る
学
校
の
長
は
、
公
共
職
業
安
定
所
か
ら
提
供
さ

れ
た
求
人
票
、
求
職
票
そ
の
他
法
及
び
こ
の
命
令
に
基
い
て
定
め
ら
れ
た
基
準
に
従
い
作
成
さ
れ

た
必
要
な
諸
票
用
紙
を
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

公
共
職
業
安
定
所
長
が
、
法
第
二
十
五
条
の
三
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
学
校
の
長
に
分
担
さ

せ
た
業
務
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
場
合
は
、
予
め
そ
の
学
校
の
長
に
対
し
て
行
う
違
反
事

項
の
是
正
に
関
す
る
勧
告
に
従
わ
ず
、
且
つ
、
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
一
部
を
分
担
さ
せ
る

こ
と
が
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

９

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
学
校
の
長
に
分
担
さ
せ
た
業
務
を
停
止
し
、
又
は
や
め
さ
せ
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
そ
の
学
校
の
長
に
対
し
、
文
書
を
以
て
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
校
の
長

の
要
請
に
よ
り
、
こ
れ
に
分
担
さ
せ
た
業
務
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
も
ま
た
同
様
と
す
る
。

通
知
の
手
続
及
び
様
式
は
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
法
第
二
十
五
條
の
四
に
関
す
る
事
項
）

第第
十十
七七
条条
のの
三三

公
共
職
業
安
定
所
は
、
学
生
又
は
生
徒
に
適
当
な
求
人
の
申
込
を
受
理
し
た
と
き

は
、
そ
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
適
当
と
認
め
る
学
校
に
、
そ
の
情
報
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

２

公
共
職
業
安
定
所
は
、
そ
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
学
校
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
実
施
に

つ
い
て
、
協
力
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

一

新
た
に
学
校
を
卒
業
し
よ
う
と
す
る
者
の
就
職
に
関
す
る
希
望
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
を

公
共
職
業
安
定
所
に
通
報
す
る
こ
と
。

二

公
共
職
業
安
定
所
の
紹
介
に
よ
り
就
職
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
の
求
職
の
申
込
を
公
共
職

業
定
所
に
取
り
次
ぐ
こ
と
。

三

新
た
に
学
校
を
卒
業
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
行
っ
た
職
業
指
導
の
状
況
そ
の
他
の
学
生

又
は
生
徒
の
就
職
の
あ
つ
旋
に
必
要
な
情
報
を
公
共
職
業
安
定
所
に
提
供
す
る
こ
と

第
十
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
学
校
の
施
設
が
職
業
補
導
を
行
う
に
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、

そ
の
学
校
の
長
の
同
意
を
得
て
、
そ
の
施
設
に
お
い
て
、
学
校
を
卒
業
し
、
新
た
に
職
業
に
就
こ

う
と
す
る
者
に
対
し
、
職
業
補
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
八
條
の
次
に
、
次
の
一
節
を
加
え
る
。

（
法
第
二
十
六
条
の
二
に
関
す
る
事
項
）

第第
十十
八八
條條
のの
二二

労
働
大
臣
は
、
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
で
、
特
別
の
公
共
職
業
補
導
所
で
職
業

補
導
を
受
け
る
必
要
が
あ
る
も
の
の
障
害
の
種
類
及
び
程
度
の
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

公
共
職
業
安
定
所
は
、
前
項
の
基
準
に
従
っ
て
特
別
の
公
共
職
業
補
導
所
に
お
い
て
補
導
を
受

け
る
べ
き
者
の
選
考
及
び
あ
っ
旋
を
行
う
に
当
っ
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
に

対
し
、
医
学
的
診
断
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

３

職
業
安
定
局
長
は
、
作
業
義
し
及
び
補
助
工
具
の
規
格
の
統
一
を
図
る
た
め
、
特
別
の
公
共
職

業
補
導
所
を
指
定
し
て
、
こ
れ
に
必
要
な
調
査
研
究
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
九
條
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
四
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項

と
し
、
同
項
中
「
作
業
の
訓
練
」
を
「
作
業
訓
練
」
に
、「
共
同
作
業
施
設
」
を
「
施
設
」
に
改
め
、

同
条
第
五
項
を
第
三
項
と
す
る
。

法
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
公
共

職
業
補
導
所
の
経
営
を
委
託
す
る
こ
と
の
で
き
る
公
の
機
関
と
は
、
国
、
都
道
府
県
市
町
村
（
特

別
区
を
含
む
。
）、
国
立
又
は
公
立
の
学
校
そ
の
他
国
又
は
公
共
団
体
の
機
関
を
い
う
。

第
二
十
條
中
「
補
助
金
」
を
「
負
担
金
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
五
項
を
削
り
、
第
四
項
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を
第
三
項
と
し
、
同
項
中
「
共
同
作
業
施
設
に
お
け
る
」
を
「
施
設
に
お
け
る
」
に
、「
作
業
の
訓
練
」

を
「
作
業
訓
練
」
に
改
め
、
同
条
六
項
を
第
四
項
と
し
、
以
下
順
次
二
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
作
業
の
訓
練
を
行
う
共
同
作
業
施
設
」
を
「
作
業
訓
練
を
行
う
施
設
」

に
改
め
る
。

第
二
十
二
條
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
法
第
三
十
條
に
関
す
る
事
項
）

第第
二二
十十
二二
条条

法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
訓
練
計
画
を
た
て
、
こ
れ
を
実
施
し
よ
う
と
す
る

工
場
事
業
場
等
は
、
訓
練
開
始
二
箇
月
前
ま
で
に
、
そ
の
訓
練
計
画
を
添
え
、
そ
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
て
、
労
働
大
臣
に
、
補
導
員
の
派
遣
及
び
必
要
な
資
材
の
送
付
を
申

請
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
の
様
式
、
訓
練
計
画
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
そ
の
他
作
業
訓
連
の
技
術
援
助
の

申
請
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
。

第
二
十
三
条
中
、
第
五
項
及
び
第
八
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、
第
七
項
を
第
六
項
と

す
る
。

第
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
法
第
三
十
二
条
に
関
す
る
事
項
）

第第
二二
十十
四四
条条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
但
書
の
美
術
、
音
楽
、
演
芸
そ
の
他
特
別
の
技

術
を
必
要
と
す
る
職
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

美
術
家

二

音
楽
家

三

演
芸
家

四

科
学
者

五

医
師
、
歯
科
医
師
、
獣
医
師
、
薬
剤
師
、
保
健
師
、
助
産
婦
及
び
看
護
婦

六

弁
護
士
、
弁
理
上
及
び
計
理
士

七

理
容
師

八

そ
の
他
中
央
職
業
安
定
委
員
会
の
意
見
を
聞
い
て
労
働
大
臣
が
定
め
る
前
各
号
に
掲
げ
る
職

業
に
類
似
す
る
職
業

２

有
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
わ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職

業
安
定
所
長
を
経
て
、
労
働
大
臣
に
、
許
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
許
可
の
申
請
に
当
っ
て
は
、
手
数
料
を
表
示
し
た
表
（
以
下
料
金
表
と
い
う
。）
及
び
業

務
の
運
営
に
関
す
る
規
定
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

有
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
者
は
、
料
金
表
及
び
業
務
の
運
営
に
関
す
る
規
定
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
長
を
継
て
、
労
働
大

臣
に
、
変
更
許
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
許
可
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
速
に
こ

れ
を
都
道
府
県
知
事
を
経
て
、
労
働
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

有
料
の
職
業
紹
介
事
業
の
許
可
の
申
請
の
手
続
及
び
様
式
は
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

７

法
第
三
十
二
条
第
三
項
の
保
証
金
の
供
託
及
び
そ
の
返
還
の
取
扱
は
、
供
託
法
（
明
治
三
十
二

年
法
律
第
十
五
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
の
外
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

営
利
職
業
紹
介
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
十
日
以
内

に
、
保
証
金
を
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

保
証
金
は
、
現
金
又
は
国
際
証
券
を
も
っ
て
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

保
証
金
を
供
託
し
た
者
は
、
供
託
書
の
写
を
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職

業
安
定
所
長
を
経
て
、
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

営
利
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
者
は
、
法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
証
金
の
う

ち
か
ら
損
害
の
補
償
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
に
補
償
を
行
つ
た
額
と
同
額
の
現
金
又
は
国
債
証

券
を
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

労
働
大
臣
は
、
営
利
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
者
か
ら
そ
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
を
受

理
し
た
と
き
、
営
利
職
業
紹
介
事
業
の
許
可
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
と
き
又
は
営
利
職
業
紹

介
事
業
の
許
可
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
供
託
原
因
消
滅
証
明
書
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

８

法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
金
か
ら
補
償
を
受
け
る
場
合
の
手
続
は
、
次
に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

損
害
を
受
け
た
者
が
、
保
証
金
を
供
託
し
た
者
と
の
合
意
に
よ
り
、
保
証
金
の
う
ち
か
ら
補

償
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
証
金
を
供
託
し
た
者
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公

共
職
業
安
定
所
長
を
経
て
、
労
働
大
臣
に
対
し
、
補
償
事
実
確
認
請
求
書
に
よ
り
、
補
償
を
受

け
よ
う
と
す
る
事
実
の
確
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

損
害
を
受
け
た
者
が
、
保
証
さ
れ
る
べ
き
事
実
及
び
補
償
金
額
に
つ
い
て
、
裁
判
所
の
確
定

判
決
に
基
い
て
、
保
証
金
の
う
ち
か
ら
、
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
判
決
正
文

の
写
を
添
附
し
て
、
前
項
に
規
定
す
る
手
続
に
準
じ
て
、
労
働
大
臣
に
対
し
、
補
償
を
受
け
よ

う
と
す
る
事
実
の
確
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

労
働
大
臣
は
、
補
償
す
べ
き
事
実
を
確
認
し
た
と
き
は
、
支
払
委
託
書
及
び
補
償
事
実
確
認

書
を
作
成
し
、
保
証
金
を
供
託
し
た
者
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
長
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を
第
三
項
と
し
、
同
項
中
「
共
同
作
業
施
設
に
お
け
る
」
を
「
施
設
に
お
け
る
」
に
、「
作
業
の
訓
練
」

を
「
作
業
訓
練
」
に
改
め
、
同
条
六
項
を
第
四
項
と
し
、
以
下
順
次
二
項
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
「
作
業
の
訓
練
を
行
う
共
同
作
業
施
設
」
を
「
作
業
訓
練
を
行
う
施
設
」

に
改
め
る
。

第
二
十
二
條
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
法
第
三
十
條
に
関
す
る
事
項
）

第第
二二
十十
二二
条条

法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
訓
練
計
画
を
た
て
、
こ
れ
を
実
施
し
よ
う
と
す
る

工
場
事
業
場
等
は
、
訓
練
開
始
二
箇
月
前
ま
で
に
、
そ
の
訓
練
計
画
を
添
え
、
そ
の
所
在
地
を
管

轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
て
、
労
働
大
臣
に
、
補
導
員
の
派
遣
及
び
必
要
な
資
材
の
送
付
を
申

請
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
申
請
書
の
様
式
、
訓
練
計
画
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
そ
の
他
作
業
訓
連
の
技
術
援
助
の

申
請
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
。

第
二
十
三
条
中
、
第
五
項
及
び
第
八
項
を
削
り
、
第
六
項
を
第
五
項
と
し
、
第
七
項
を
第
六
項
と

す
る
。

第
二
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
法
第
三
十
二
条
に
関
す
る
事
項
）

第第
二二
十十
四四
条条

法
第
三
十
二
条
第
一
項
但
書
の
美
術
、
音
楽
、
演
芸
そ
の
他
特
別
の
技

術
を
必
要
と
す
る
職
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

美
術
家

二

音
楽
家

三

演
芸
家

四

科
学
者

五

医
師
、
歯
科
医
師
、
獣
医
師
、
薬
剤
師
、
保
健
師
、
助
産
婦
及
び
看
護
婦

六

弁
護
士
、
弁
理
上
及
び
計
理
士

七

理
容
師

八

そ
の
他
中
央
職
業
安
定
委
員
会
の
意
見
を
聞
い
て
労
働
大
臣
が
定
め
る
前
各
号
に
掲
げ
る
職

業
に
類
似
す
る
職
業

２

有
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
わ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職

業
安
定
所
長
を
経
て
、
労
働
大
臣
に
、
許
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
許
可
の
申
請
に
当
っ
て
は
、
手
数
料
を
表
示
し
た
表
（
以
下
料
金
表
と
い
う
。）
及
び
業

務
の
運
営
に
関
す
る
規
定
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

有
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
者
は
、
料
金
表
及
び
業
務
の
運
営
に
関
す
る
規
定
を
変
更
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
長
を
継
て
、
労
働
大

臣
に
、
変
更
許
可
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
許
可
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
速
に
こ

れ
を
都
道
府
県
知
事
を
経
て
、
労
働
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

有
料
の
職
業
紹
介
事
業
の
許
可
の
申
請
の
手
続
及
び
様
式
は
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

７

法
第
三
十
二
条
第
三
項
の
保
証
金
の
供
託
及
び
そ
の
返
還
の
取
扱
は
、
供
託
法
（
明
治
三
十
二

年
法
律
第
十
五
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
の
外
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

営
利
職
業
紹
介
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
十
日
以
内

に
、
保
証
金
を
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

保
証
金
は
、
現
金
又
は
国
際
証
券
を
も
っ
て
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

保
証
金
を
供
託
し
た
者
は
、
供
託
書
の
写
を
、
そ
の
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職

業
安
定
所
長
を
経
て
、
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

営
利
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
者
は
、
法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
証
金
の
う

ち
か
ら
損
害
の
補
償
を
行
っ
た
と
き
は
、
速
に
補
償
を
行
つ
た
額
と
同
額
の
現
金
又
は
国
債
証

券
を
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

労
働
大
臣
は
、
営
利
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
者
か
ら
そ
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
を
受

理
し
た
と
き
、
営
利
職
業
紹
介
事
業
の
許
可
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
と
き
又
は
営
利
職
業
紹

介
事
業
の
許
可
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
供
託
原
因
消
滅
証
明
書
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

８

法
第
三
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
保
証
金
か
ら
補
償
を
受
け
る
場
合
の
手
続
は
、
次
に
掲

げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

損
害
を
受
け
た
者
が
、
保
証
金
を
供
託
し
た
者
と
の
合
意
に
よ
り
、
保
証
金
の
う
ち
か
ら
補

償
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
保
証
金
を
供
託
し
た
者
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公

共
職
業
安
定
所
長
を
経
て
、
労
働
大
臣
に
対
し
、
補
償
事
実
確
認
請
求
書
に
よ
り
、
補
償
を
受

け
よ
う
と
す
る
事
実
の
確
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

損
害
を
受
け
た
者
が
、
保
証
さ
れ
る
べ
き
事
実
及
び
補
償
金
額
に
つ
い
て
、
裁
判
所
の
確
定

判
決
に
基
い
て
、
保
証
金
の
う
ち
か
ら
、
補
償
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
判
決
正
文

の
写
を
添
附
し
て
、
前
項
に
規
定
す
る
手
続
に
準
じ
て
、
労
働
大
臣
に
対
し
、
補
償
を
受
け
よ

う
と
す
る
事
実
の
確
認
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

労
働
大
臣
は
、
補
償
す
べ
き
事
実
を
確
認
し
た
と
き
は
、
支
払
委
託
書
及
び
補
償
事
実
確
認

書
を
作
成
し
、
保
証
金
を
供
託
し
た
者
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
長
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を
経
て
、
補
償
を
受
け
る
べ
き
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

補
償
を
受
け
る
べ
き
者
は
、
前
号
の
書
類
及
び
保
証
金
を
供
託
し
た
者
の
保
管
し
て
い
る
供

託
書
の
正
本
及
び
印
鑑
証
明
を
司
法
事
務
局
に
提
出
し
、
そ
の
確
認
を
求
め
て
、
補
償
金
額
の

支
払
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

９

法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
許
可
料
の
額
は
、
有
料
の
職
業
紹
介
事
業
の
許
可
及
び
監
督
に
必
要

な
費
用
を
償
い
、
且
つ
、
有
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
者
の
資
産
の
状
況
を
証
明
す
る
に
足
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

有
料
の
職
業
紹
介
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
が
法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
料

10
を
納
付
す
る
手
続
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

有
料
の
職
業
紹
介
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
の
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
十
日
以

内
に
、
許
可
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

労
働
大
臣
は
、
有
料
の
事
業
紹
介
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
に
、
そ
の
者
の
事
業
所
の
所
在

地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
長
を
経
て
、
納
入
告
知
書
に
よ
り
、
許
可
料
の
納
付
を
通
告

す
る
も
の
と
す
る
。

三

有
料
の
職
業
紹
介
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
許
可
料
を
納
付
し
た
と
き
は
、
速
に
そ
の

事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

有
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
者
は
、
そ
の
事
業
所
内
の
一
般
の
閲
覧
に
便
利
な
場
所
に
、
料

11
金
表
及
び
業
務
の
運
営
に
関
す
る
規
定
を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

有
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
者
は
、
そ
の
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
廃
止
の
日
か
ら
七
日

12
以
内
に
、
文
書
を
も
っ
て
、
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
長
を
経
て
、

労
働
大
臣
に
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
前
行
の
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
を
経
て
、

13
労
働
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

有
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
者
が
そ
の
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
、
営
利
職
業
紹
介
事
業
の
許

14
可
の
有
効
期
間
が
満
了
し
た
と
き
又
は
営
利
職
業
紹
介
事
業
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
法
第
三
十

二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
供
託
し
た
保
証
金
の
返
還
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

こ
の
命
令
中
、
公
共
職
業
安
定
所
に
適
用
さ
れ
る
規
定
及
び
こ
れ
に
基
く
通
達
は
、
職
業
安
定

15
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
有
料
の
職
業
紹
介
事
業
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
わ
う
と
す
る
者
は
、」
を
「
法
第
三
十
三
条

の
規
定
に
よ
り
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
わ
う
と
す
る
者
は
、」
に
、
同
条
第
三
項
中
「
そ
の
徳

性
を
」
を
「
そ
の
資
産
の
状
況
及
び
特
性
を
」
に
、
同
条
第
五
項
中
「
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を

行
な
う
者
が
」
を
「
法
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
者
が
」
に
、

同
条
第
七
項
中
「
通
牒
」
を
「
通
達
」
に
、「
無
料
で
行
う
職
業
紹
介
事
業
に
」
を
「
法
第
三
十
三

条
の
規
定
に
よ
り
無
料
で
行
う
職
業
紹
介
事
業
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
以

下
順
次
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
一
項
の
次
に
、
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
許
可
申
請
に
当
っ
て
は
、
業
務
の
運
営
に
関
す
る
規
定
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
五
条
の
次
に
、
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
法
第
三
十
三
条
の
二
に
関
す
る
事
項
）

第第
二二
十十
五五
条条
のの
二二

法
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
わ
う

と
す
る
学
校
の
長
は
、
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
長
を
経
て
、
労
働

大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
届
出
に
当
っ
て
は
、
業
務
の
運
営
に
関
す
る
規
定
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
第
一
項
の
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
速
に
都
道
府
県
知
事
を
経
て
、

労
働
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
第
一
項
の
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
受
理
し
た
日
附
を
届
け
出
た

者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
の
届
出
の
手
続
及
び
様
式
は
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

６

法
第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
但
書
の
規
定
に
よ
り
、
求
職
者
の
住
所
又
は
居
所
の
変
更
を
必
要

と
す
る
場
合
の
許
可
申
請
は
、
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
長
に
、
こ

れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

前
項
の
許
可
申
請
に
対
す
る
許
可
の
基
準
は
、
職
業
安
定
局
長
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。

８

第
六
項
の
許
可
申
請
の
手
続
及
び
様
式
は
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

９

法
第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
学
校
の
長
が
、

そ
の
学
校
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
職
業
紹
介
事
業
に
関
す
る
業
務
を
担
当
す
る
職
員
を
定
め
た
と

き
は
、
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
長
に
、
こ
れ
を
報
告
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
学
校
の
長
が
、
そ
の
事
業
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
廃
止
の
日
か

10
ら
七
日
以
内
に
、
文
書
を
も
っ
て
、
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
長
を

経
て
、
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
前
項
の
届
出
を
受
理
し
た
と
き
は
、
速
に
届
出
府
県
知
事
を
経
て
、

11
労
働
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
命
令
中
、
公
共
職
業
安
定
所
に
適
用
さ
れ
る
規
定
及
び
こ
れ
に
基
く
通
逹
は
、
職
業
安
定

12
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
学
校
の
長
の
行
う
職
業
紹
介
事
業
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
中
「
政
府
が
行
う
」
を
「
職
業
安
定
機
関
が
行
う
」
に
改
め
る
。
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第
三
十
二
条
第
三
項
中
「
労
働
組
合
法
に
よ
る
届
け
出
が
な
さ
れ
、
且
つ
正
当
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
」
を
「
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
条
及
び
第
五
条
第

二
項
の
規
に
適
合
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

附附

則則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
適
用
す
る
。
但
し
、

第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

昭
和
二
四
年
一
二
月
二
六
日

〔
四
─
一
─
一
〇
〕
法
律
第
二
八
三
号

身身
体体
障障
害害
者者
福福
祉祉
法法
（（
抄抄
））

第
一
章

総
則

（
法
の
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
身
体
障
害
者
の
更
生
を
援
助
し
、
そ
の
更
生
の
た
め
に
必
要
な
保
護
を
行

い
、
も
っ
て
身
体
障
害
者
の
福
祉
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
更
生
へ
の
努
力
）

第
二
条

す
べ
て
身
体
障
害
者
は
、
自
ら
進
ん
で
そ
の
障
害
を
克
服
し
、
す
み
や
か
に
社
会
経
済
活

動
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
編
注
：
中
略
）

第
二
章

福
祉
の
措
置

（
編
注
：
中
略
）

（
診
査
、
更
生
相
談
）

第
十
八
条

都
道
府
県
知
事
は
身
体
障
害
者
の
診
査
お
よ
び
更
生
相
談
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
、
左

の
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

医
療
又
は
保
健
指
導
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
は
、
医
療
保
健
施
設
に
紹
介
す
る
こ
と
。

二

職
業
補
導
又
は
就
職
斡
旋
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
は
公
共
職
業
安
定
所
に
紹
介
す
る
こ

と
。

三

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
へ
の
収
容
又
は
そ
の
利
用
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
は
、
都

道
府
県
の
設
置
す
る
当
該
施
設
に
収
容
し
若
し
く
は
そ
れ
を
利
用
さ
せ
、
又
は
他
の
者
の
設
置

す
る
当
該
施
設
に
紹
介
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
そ
の
更
生
に
必
要
な
事
項
に
つ
き
指
導
す
る
こ
と
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
更
生
相
談
を
行
う
に
当
り
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
身
体
障
害
者
福

祉
司
そ
の
他
身
体
障
害
者
の
福
祉
の
た
め
の
事
業
に
従
事
す
る
職
員
を
し
て
、
当
該
身
体
障
害
者

の
住
所
又
は
そ
の
収
容
さ
れ
て
い
る
公
私
の
病
院
若
し
く
は
療
養
所
等
に
赴
い
て
相
談
に
応
じ
、

又
は
指
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

医
療
保
険
施
設
又
は
公
共
職
業
安
定
所
は
、
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
基
い
て
都
道
府
県

知
事
か
ら
身
体
障
害
者
の
紹
介
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
更
生
の
た
め
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
編
注
：
中
略
）

第
三
章

更
生
援
護
施
設
の
設
置

（
編
注
：
中
略
）

（
身
体
障
害
者
収
容
授
産
施
設
）

第
三
十
一
条

身
体
障
害
者
収
容
授
産
施
設
と
は
、
身
体
障
害
者
で
雇
用
さ
れ
る
こ
と
の
困
難
な
も
の

又
は
生
活
に
困
窮
す
る
も
の
等
を
収
容
し
、
必
要
な
訓
練
行
い
、
且
つ
、
職
業
を
与
え
、
自
活
さ

せ
る
施
設
と
す
る
。

（
義
肢
要
具
製
作
施
設
）

第
三
十
二
条

義
肢
要
具
製
作
施
設
は
、
義
肢
、
作
業
義
肢
、
補
助
工
具
等
身
体
障
害
者
に
必
要
な

物
品
の
製
作
又
は
修
理
を
行
う
施
設
と
す
る
。

（
編
注
：
以
下
略
）

昭
和
二
五
年
六
月
八
日

〔
四
─
一
─
一
一
〕
労
働
省
訓
令
第
八
号

労労
働働
基基
準準
監監
察察
監監
督督
官官
規規
程程
改改
正正

労
働
基
準
監
察
監
督
官
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
訓
令
第
五
号
）
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

労労
働働
基基
準準
監監
察察
監監
督督
官官
規規
程程
等等
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
訓訓
令令

第第
一一
条条

労
働
基
準
監
察
監
督
官
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

り
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第第
二二
条条

中
央
監
察
監
督
官
は
、
労
働
省
労
働
基
準
局
監
督
課
に
勤
務
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
に
定
め
る
職
務
の
級
八
級
以
上
の

労
働
基
準
監
督
官
の
中
か
ら
、
地
方
監
察
監
督
官
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
監
督
課
に
勤
務
す

る
労
働
基
準
監
督
官
の
中
か
ら
労
働
大
臣
が
こ
れ
を
命
ず
る
。
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第
三
十
二
条
第
三
項
中
「
労
働
組
合
法
に
よ
る
届
け
出
が
な
さ
れ
、
且
つ
正
当
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
」
を
「
労
働
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第
二
条
及
び
第
五
条
第

二
項
の
規
に
適
合
す
る
こ
と
」
に
改
め
る
。

附附

則則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
四
年
五
月
二
十
日
か
ら
適
用
す
る
。
但
し
、

第
三
十
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
四
年
六
月
十
日
か
ら
適
用
す
る
。

昭
和
二
四
年
一
二
月
二
六
日

〔
四
─
一
─
一
〇
〕
法
律
第
二
八
三
号

身身
体体
障障
害害
者者
福福
祉祉
法法
（（
抄抄
））

第
一
章

総
則

（
法
の
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
身
体
障
害
者
の
更
生
を
援
助
し
、
そ
の
更
生
の
た
め
に
必
要
な
保
護
を
行

い
、
も
っ
て
身
体
障
害
者
の
福
祉
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
更
生
へ
の
努
力
）

第
二
条

す
べ
て
身
体
障
害
者
は
、
自
ら
進
ん
で
そ
の
障
害
を
克
服
し
、
す
み
や
か
に
社
会
経
済
活

動
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
編
注
：
中
略
）

第
二
章

福
祉
の
措
置

（
編
注
：
中
略
）

（
診
査
、
更
生
相
談
）

第
十
八
条

都
道
府
県
知
事
は
身
体
障
害
者
の
診
査
お
よ
び
更
生
相
談
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
、
左

の
措
置
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

医
療
又
は
保
健
指
導
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
は
、
医
療
保
健
施
設
に
紹
介
す
る
こ
と
。

二

職
業
補
導
又
は
就
職
斡
旋
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
は
公
共
職
業
安
定
所
に
紹
介
す
る
こ

と
。

三

身
体
障
害
者
更
生
援
護
施
設
へ
の
収
容
又
は
そ
の
利
用
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
て
は
、
都

道
府
県
の
設
置
す
る
当
該
施
設
に
収
容
し
若
し
く
は
そ
れ
を
利
用
さ
せ
、
又
は
他
の
者
の
設
置

す
る
当
該
施
設
に
紹
介
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
規
定
す
る
も
の
の
外
、
そ
の
更
生
に
必
要
な
事
項
に
つ
き
指
導
す
る
こ
と
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
更
生
相
談
を
行
う
に
当
り
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
身
体
障
害
者
福

祉
司
そ
の
他
身
体
障
害
者
の
福
祉
の
た
め
の
事
業
に
従
事
す
る
職
員
を
し
て
、
当
該
身
体
障
害
者

の
住
所
又
は
そ
の
収
容
さ
れ
て
い
る
公
私
の
病
院
若
し
く
は
療
養
所
等
に
赴
い
て
相
談
に
応
じ
、

又
は
指
導
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

医
療
保
険
施
設
又
は
公
共
職
業
安
定
所
は
、
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
基
い
て
都
道
府
県

知
事
か
ら
身
体
障
害
者
の
紹
介
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
更
生
の
た
め
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
編
注
：
中
略
）

第
三
章

更
生
援
護
施
設
の
設
置

（
編
注
：
中
略
）

（
身
体
障
害
者
収
容
授
産
施
設
）

第
三
十
一
条

身
体
障
害
者
収
容
授
産
施
設
と
は
、
身
体
障
害
者
で
雇
用
さ
れ
る
こ
と
の
困
難
な
も
の

又
は
生
活
に
困
窮
す
る
も
の
等
を
収
容
し
、
必
要
な
訓
練
行
い
、
且
つ
、
職
業
を
与
え
、
自
活
さ

せ
る
施
設
と
す
る
。

（
義
肢
要
具
製
作
施
設
）

第
三
十
二
条

義
肢
要
具
製
作
施
設
は
、
義
肢
、
作
業
義
肢
、
補
助
工
具
等
身
体
障
害
者
に
必
要
な

物
品
の
製
作
又
は
修
理
を
行
う
施
設
と
す
る
。

（
編
注
：
以
下
略
）

昭
和
二
五
年
六
月
八
日

〔
四
─
一
─
一
一
〕
労
働
省
訓
令
第
八
号

労労
働働
基基
準準
監監
察察
監監
督督
官官
規規
程程
改改
正正

労
働
基
準
監
察
監
督
官
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
訓
令
第
五
号
）
等
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

労労
働働
基基
準準
監監
察察
監監
督督
官官
規規
程程
等等
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
訓訓
令令

第第
一一
条条

労
働
基
準
監
察
監
督
官
規
程
（
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

り
に
改
正
す
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第第
二二
条条

中
央
監
察
監
督
官
は
、
労
働
省
労
働
基
準
局
監
督
課
に
勤
務
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
に
定
め
る
職
務
の
級
八
級
以
上
の

労
働
基
準
監
督
官
の
中
か
ら
、
地
方
監
察
監
督
官
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
監
督
課
に
勤
務
す

る
労
働
基
準
監
督
官
の
中
か
ら
労
働
大
臣
が
こ
れ
を
命
ず
る
。
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第第
二二
条条

職
場
補
導
員
規
程
（
昭
和
二
十
五
年
労
働
省
訓
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
一
条
中
「
労
働
省
職
業
安
定
局
に
」
を
「
労
働
省
職
業
安
定
局
及
び
都
道
府
県
ご
と
に
」
に

改
め
る
。

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第第
二二
条条

職
場
補
導
員
は
、
職
業
安
定
機
関
に
勤
務
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
に
定
め
る
職
務
の
級
八
級
以
上
の
労
働
事
務
官

若
し
く
は
労
働
技
官
、
又
は
地
方
事
務
官
若
し
く
は
地
方
技
官
の
中
か
ら
、
労
働
大
臣
が
命
ず

る
。

附附

則則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
五
年
五
月
十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

昭
和
二
七
年
六
月
三
日

〔
四
─
一
─
一
二
〕
労
働
省
令
第
一
一
号

職職
業業
安安
定定
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令

職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
第
二
項
中
「
公
共
職
業
安
定
所
」
の
下
に
「
、
公
共
職
業
補
導
所
」
を
加
え
る
。

第
十
五
条
第
八
項
中
「
民
生
委
員
」
を
「
福
祉
事
務
所
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
七
項
中
「
年
少
者
」
の
下
に
「
及
び
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
」
を
、「
教
育
」
の
下
に

「
関
係
機
関
」
を
加
え
、
同
項
を
第
九
項
と
し
、
第
八
項
を
第
十
項
と
し
、
第
六
項
の
次
に
次
の
二

項
を
加
え
る
。

７

職
業
安
定
局
長
は
、
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
に
対
し
特
別
の
職
業
指
導
を
行
う
必
要
が
あ
る
場

合
に
お
い
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
を
指
定
し
て
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
に
対
す
る
特
別
の
職
業

指
導
に
関
す
る
事
項
を
専
掌
す
る
部
門
を
設
置
し
、
又
は
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
に
対
す
る
特
別

の
職
業
指
導
に
関
す
る
調
査
研
究
を
、
都
道
府
県
知
事
を
し
て
行
わ
せ
、
若
し
く
は
身
体
に
障
害

の
あ
る
者
の
更
生
援
護
を
目
的
と
す
る
公
益
法
人
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
調
査
研
究
を
、
同
項
に
定
め
る
公
益
法
人
に
委
託
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
十
八
条
の
二
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

職
業
安
定
局
長
は
、
都
道
府
県
知
事
を
し
て
、
作
業
義
し
及
び
補
助
工
具
の
規
格
の
紘
一
を
図

る
た
め
に
必
要
な
調
査
研
究
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
条
中
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
調
査
研
究
を
、
公
共
職
業
補
導
所
を
し
て
行
わ
せ
、
又
は
身
体

に
障
害
の
あ
る
者
の
更
生
援
護
を
目
的
と
す
る
公
益
法
人
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条
第
二
項
中
「
勘
案
し
て
配
賦
す
る
も
の
と
す
る
。
」
を
「
勘
案
し
、
且
つ
、
職
業

安
定
局
長
が
定
め
る
公
共
職
業
補
導
所
の
通
常
の
運
営
に
必
要
な
予
算
の
基
準
に
従
い
、
公
共

職
業
補
導
所
毎
に
算
出
し
て
配
賦
す
る
も
の
と
す
る
。
」
に
改
め
る
。

第
二
十
条
第
三
項
中
「
施
設
に
お
け
る
」
を
「
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
施
設
に

お
け
る
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
不
利
益
を
受
け
」
を
「
負
担
金
の
交
付
を
受
け
」
に
改

め
る
。

第
二
十
四
条
第
一
中
第
八
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
五
号
を
加
え
る
。

八

調
理
士

九

マ
ネ
キ
ン

十

映
画
演
劇
関
係
技
術
者

十

美
術
モ
デ
ル

十
二

家
政
婦

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
に
次
の
但
書
を
加
え
る
。

但
し
、
二
以
上
の
事
業
所
で
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
た
め
同
時
に
届
出
を
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
そ
の
主
た
る
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共
職
業
安
定
所
長
を
経
て
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

労
働
者
を
雇
用
し
よ
う
と
す
る
者
が
そ
の
事
業
所
の
所
在
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
か
ら
労
働

者
を
募
集
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
法
第
三
十
六
条
の
許
可
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
行
う
も
の

と
す
る
。

同
条
第
二
項
中
「
都
道
府
県
知
事
」
の
下
に
「
に
、
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
加
え
る
。

同
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
以
下
順
次
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を

加
え
る
。

２

法
第
三
十
六
条
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
者
の
募
集
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
、

職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
手
続
及
び
様
式
に
従
い
、
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
公
共

職
業
安
定
所
長
を
経
て
、
そ
の
事
業
所
の
所
在
す
る
都
道
府
県
の
区
域
内
か
ら
労
働
者
を
募
集
し

よ
う
と
す
る
場
令
は
当
該
都
道
府
県
知
事
に
、
そ
の
他
の
場
合
は
職
業
安
定
局
長
に
、
許
可
を
申

請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
十
条
第
三
項
中
「
職
業
安
定
局
長
」
の
下
に
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
十
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
都
道
府
県
の
区
域
内
か
ら
労
働
者

の
募
集
を
行
う
者
が
、
法
令
若
し
く
は
こ
れ
に
基
く
行
政
庁
の
処
分
に
違
反
し
、
又
は
そ
の
募
集

の
業
務
が
公
益
を
害
す
る
虞
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
許
可

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
業
務
の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
、
又
は
許
可
の
取
消
を
受
け
た
者
は
、
そ
の

処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
都
道
府
県
知
事
に
再
審
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
地
方
職
業
安
定
審
議
会
の
意
見
を
聞
い

て
、
そ
の
処
分
を
変
更
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
。

第
三
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

職
業
安
定
局
長
は
、
都
道
府
県
知
事
に
、
必
要
と
認
め
た
会
計
年
度
に
お
け
る
経
費
の
全
部
又

は
一
部
に
つ
い
て
の
資
料
を
提
出
さ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

法
第
五
十
五
条
第
二
項
の
申
請
は
、
職
業
安
定
局
長
に
対
し
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
手
続

及
び
様
式
に
従
い
、
経
費
の
配
賦
を
必
要
と
す
る
四
半
期
の
開
始
前
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
条
中
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
機
関
を
通
じ
て
、」
を
削
り
、
同
項
を
第

五
項
と
し
、
第
七
項
を
削
り
、
第
八
項
を
第
六
項
と
し
、
第
九
項
を
第
七
項
と
し
、
第
六
項
及
び
第

七
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
い
て
経
費
を
支
出
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
そ
の
経
費
の
支
出
を
必
要
と
す
る
業
務
の
計
画
に
つ
い
て
地
方
職
業
安
定
審
議
会
の
意
見

を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

職
業
安
定
局
長
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
経
費
の
支
出
に
つ
い
て
の
資
料
を
提
出

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

昭
和
三
〇
年
六
月
一
〇
日

〔
四
─
一
─
一
三
〕
労
働
省
告
示
第
一
九
号

職職
業業
安安
定定
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
改改
正正

職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
十
二
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
第
十

三
号
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
大
臣
が
定
め
る
職
業
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
昭
和
三
三
年
六
月

十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

一

特
別
の
技
術
を
必
要
と
す
る
生
菓
子
製
造
の
作
業
に
従
事
す
る
者

昭
和
三
三
年
五
月
二
日

〔
四
─
一
─
一
四
〕
法
律
第
一
三
三
号
（
「
職
業
訓
練
法
」
附
則
）

失失
業業
保保
険険
法法
のの
一一
部部
改改
正正

第
七
条

失
業
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
三
項
第
三
号
中
「
職
業
の
補
導
」
を
「
公
共
職
業
訓
練
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
本
文
中
「
職
業
の
補
導
」
を
「
公
共
職
業
訓
練
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
補
導
」
を
「
訓
練
」
に
改
め
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
改
正
前
の
失
業
保
険
法
第
十
六
条
第
三
項
第
三
号
又
は
第
二

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
職
業
の
補
導
に
関
す
る
指
示
は
、
改
正
後
の
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
り
し
た
公
共
職
業
訓
練
に
関
す
る
指
示
と
み
な
す
。

昭
和
三
六
年
一
〇
月
三
一
日

〔
四
─
一
─
一
五
〕
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
法
第
百
六
十
八
号
）

学学
校校
教教
育育
法法
のの
一一
部部
改改
正正

第
一
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
中
「
大
学
の
学
部
又
は
大
学
院
」
を
「
高
等
学
校
の
通
常
の
課
程
（
以
下
全
日
制

の
課
程
と
い
う
。
）
及
び
夜
間
そ
の
他
特
別
の
時
間
又
は
時
期
に
お
い
て
授
業
を
行
な
う
課

程
（
以
下
定
時
制
の
課
程
と
い
う
。
）
並
び
に
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
な
う
課
程
（
以
下
通

信
制
の
課
程
と
い
う
。
）
並
び
に
大
学
の
学
部
及
び
大
学
院
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
通
常
の
課
程
」
を
「
全
日
制
の
課
程
」
に
、
「
夜
間
そ
の
他
特

別
の
時
間
又
は
時
期
に
お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
（
以
下
定
時
制
の
課
程
と
称
す
る
。
）
を

「
定
時
制
の
課
程
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条

高
等
学
校
に
は
、
全
日
制
の
課
程
又
は
定
時
制
の
課
程
の
ほ
か
、
通
信
制
の
課

程
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

高
等
学
校
に
は
、
通
信
制
の
課
程
の
み
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
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第
三
十
条
第
三
項
中
「
職
業
安
定
局
長
」
の
下
に
「
又
は
都
道
府
県
知
事
」
を
加
え
る
。

第
三
十
三
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
十
八
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
都
道
府
県
の
区
域
内
か
ら
労
働
者

の
募
集
を
行
う
者
が
、
法
令
若
し
く
は
こ
れ
に
基
く
行
政
庁
の
処
分
に
違
反
し
、
又
は
そ
の
募
集

の
業
務
が
公
益
を
害
す
る
虞
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
許
可

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
、
業
務
の
停
止
を
命
ぜ
ら
れ
、
又
は
許
可
の
取
消
を
受
け
た
者
は
、
そ
の

処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
都
道
府
県
知
事
に
再
審
議
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
項
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
地
方
職
業
安
定
審
議
会
の
意
見
を
聞
い

て
、
そ
の
処
分
を
変
更
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
。

第
三
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

３

職
業
安
定
局
長
は
、
都
道
府
県
知
事
に
、
必
要
と
認
め
た
会
計
年
度
に
お
け
る
経
費
の
全
部
又

は
一
部
に
つ
い
て
の
資
料
を
提
出
さ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

法
第
五
十
五
条
第
二
項
の
申
請
は
、
職
業
安
定
局
長
に
対
し
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
手
続

及
び
様
式
に
従
い
、
経
費
の
配
賦
を
必
要
と
す
る
四
半
期
の
開
始
前
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
条
中
第
五
項
を
削
り
、
第
六
項
中
「
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
機
関
を
通
じ
て
、」
を
削
り
、
同
項
を
第

五
項
と
し
、
第
七
項
を
削
り
、
第
八
項
を
第
六
項
と
し
、
第
九
項
を
第
七
項
と
し
、
第
六
項
及
び
第

七
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
五
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
い
て
経
費
を
支
出
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
そ
の
経
費
の
支
出
を
必
要
と
す
る
業
務
の
計
画
に
つ
い
て
地
方
職
業
安
定
審
議
会
の
意
見

を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

職
業
安
定
局
長
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
経
費
の
支
出
に
つ
い
て
の
資
料
を
提
出

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

昭
和
三
〇
年
六
月
一
〇
日

〔
四
─
一
─
一
三
〕
労
働
省
告
示
第
一
九
号

職職
業業
安安
定定
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
改改
正正

職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
十
二
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
第
十

三
号
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
大
臣
が
定
め
る
職
業
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
、
昭
和
三
三
年
六
月

十
五
日
か
ら
適
用
す
る
。

一

特
別
の
技
術
を
必
要
と
す
る
生
菓
子
製
造
の
作
業
に
従
事
す
る
者

昭
和
三
三
年
五
月
二
日

〔
四
─
一
─
一
四
〕
法
律
第
一
三
三
号
（
「
職
業
訓
練
法
」
附
則
）

失失
業業
保保
険険
法法
のの
一一
部部
改改
正正

第
七
条

失
業
保
険
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
三
項
第
三
号
中
「
職
業
の
補
導
」
を
「
公
共
職
業
訓
練
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
本
文
中
「
職
業
の
補
導
」
を
「
公
共
職
業
訓
練
」
に
改
め
、
同
項
第

一
号
中
「
補
導
」
を
「
訓
練
」
に
改
め
る
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
改
正
前
の
失
業
保
険
法
第
十
六
条
第
三
項
第
三
号
又
は
第
二

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
職
業
の
補
導
に
関
す
る
指
示
は
、
改
正
後
の
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
り
し
た
公
共
職
業
訓
練
に
関
す
る
指
示
と
み
な
す
。

昭
和
三
六
年
一
〇
月
三
一
日

〔
四
─
一
─
一
五
〕
学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
法
第
百
六
十
八
号
）

学学
校校
教教
育育
法法
のの
一一
部部
改改
正正

第
一
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

四
条
中
「
大
学
の
学
部
又
は
大
学
院
」
を
「
高
等
学
校
の
通
常
の
課
程
（
以
下
全
日
制

の
課
程
と
い
う
。
）
及
び
夜
間
そ
の
他
特
別
の
時
間
又
は
時
期
に
お
い
て
授
業
を
行
な
う
課

程
（
以
下
定
時
制
の
課
程
と
い
う
。
）
並
び
に
通
信
に
よ
る
教
育
を
行
な
う
課
程
（
以
下
通

信
制
の
課
程
と
い
う
。
）
並
び
に
大
学
の
学
部
及
び
大
学
院
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
通
常
の
課
程
」
を
「
全
日
制
の
課
程
」
に
、
「
夜
間
そ
の
他
特

別
の
時
間
又
は
時
期
に
お
い
て
授
業
を
行
う
課
程
（
以
下
定
時
制
の
課
程
と
称
す
る
。
）
を

「
定
時
制
の
課
程
」
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
五
条

高
等
学
校
に
は
、
全
日
制
の
課
程
又
は
定
時
制
の
課
程
の
ほ
か
、
通
信
制
の
課

程
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

高
等
学
校
に
は
、
通
信
制
の
課
程
の
み
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。
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監
督
庁
は
、
高
等
学
校
の
通
信
制
の
課
程
の
う
ち
、
当
該
高
等
学
校
の
所
在
す
る
都
道
府

県
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
者
の
ほ
か
、
全
国
的
に
他
の
都
道
府
県
の
区
域
内
に
住
所
を

有
す
る
者
を
あ
わ
せ
て
生
徒
と
す
る
も
の
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
も
の
に
係
る
第
四
条
に
規

定
す
る
認
可
を
行
な
う
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
文
部
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

通
信
制
の
課
程
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
監
督
庁
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
四
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
五
条
の
二

高
等
学
校
の
定
時
制
の
課
程
又
は
通
信
制
の
課
程
に
在
学
す
る
生
徒
が
、

技
能
教
育
の
た
め
の
施
設
で
文
部
大
臣
の
指
定
す
る
も
の
に
お
い
て
教
育
を
受
け
て
い
る
と

き
は
、
校
長
は
、
文
部
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
施
設
に
お
け
る
学
習
を
当
該

高
等
学
校
に
お
け
る
教
科
の
一
部
の
履
修
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
施
設
の
指
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
四
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条

高
等
学
校
の
修
業
年
限
は
、
全
日
制
の
課
程
に
つ
い
て
は
、
三
年
と
し
、
定
時

制
の
課
程
及
び
通
信
制
の
課
程
に
つ
い
て
は
、
四
年
以
上
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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ⅣⅣ
２２
部部

公公
共共
職職
業業
補補
導導
関関
係係

昭
和
二
二
年
一
一
月
三
〇
日

〔
四
─
二
─
一
〕
法
律
第
一
四
一
号

職職
業業
安安
定定
法法

目
次第

一
章

総
則

第
二
章

政
府
の
行
う
職
業
紹
介
、
職
業
指
導
及
び
職
業
補
導

第
一
節

通
則

第
二
節

職
業
紹
介

第
三
節

職
業
指
導

第
四
節

職
業
補
導

第
三
章

政
府
以
外
の
者
の
行
う
職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
及
び
労
働
者
供
給
事
業

第
一
節

職
業
紹
介

第
二
節

労
働
者
の
募
集

第
三
節

労
働
者
供
給
事
業

第
四
章

雑
則

第
五
章

罰
則

附
則

職
業
安
定
法

第第
一一
章章

総総
則則

（
法
律
の
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
共
に
奉
仕
す
る
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
職
業
安
定
機
関
が
、
関
係

行
政
庁
又
は
関
係
団
体
の
協
力
を
得
て
、
各
人
に
、
そ
の
有
す
る
能
力
に
適
当
な
職
業
に
就
く
機

会
を
與
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
工
業
そ
の
他
の
産
業
に
必
要
な
労
働
力
を
充
足
し
、
以
て
職
業
の

安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
経
済
の
興
隆
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
職
業
選
択
の
自
由
）

第
二
条

何
人
も
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
職
業
を
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
均
等
待
遇
）

第
三
条

何
人
も
、
人
種
、
国
籍
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
、
門
地
、
従
前
の
職
業
、
労
働
組

合
の
組
合
員
で
あ
る
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
、
職
業
紹
介
、
職
業
補
導
等
に
つ
い
て
、
差
別
的
取

扱
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
。
但
し
、
労
働
組
合
法
の
規
定
に
よ
っ
て
、
雇
用
主
と
労
働
組
合
と
の

間
に
締
結
さ
れ
た
労
働
協
約
に
別
段
の
定
の
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
政
府
の
行
う
業
務
）

第
四
条

政
府
は
、
第
一
節
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
左
の
業
務
を
行
う
。

一

国
民
の
労
働
力
の
需
要
供
給
の
適
正
な
調
整
を
図
る
こ
と
及
び
国
民
の
労
働
力
を
最
も
有
効

に
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
計
画
を
樹
立
す
る
こ
と
。

二

政
府
以
外
の
者
の
行
う
職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
又
は
労
働
者
供
給
事
業
を
労
働
者
及
び

公
共
の
利
益
を
増
進
す
る
よ
う
に
、
指
導
監
督
す
る
こ
と
。

三

求
職
者
に
対
し
、
迅
速
に
、
そ
の
能
力
に
適
当
な
職
業
に
就
く
こ
と
を
あ
つ
旋
す
る
こ
と
。

四

求
職
者
に
対
し
、
必
要
な
職
業
指
導
又
は
職
業
補
導
を
行
う
こ
と
。

五

労
働
力
の
需
要
供
給
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
資
料
を
集
め
、
又
は
こ
れ
を
周
知
さ
せ
る
こ

と
。

六

個
人
、
団
体
、
学
校
又
は
関
係
行
政
庁
の
協
力
を
得
て
、
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
運
営

の
改
善
向
上
を
図
る
こ
と
。

七

失
業
保
険
法
の
規
定
に
よ
っ
て
、
給
付
を
受
け
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
職
業
紹
介
、
職
業
紹

介
又
は
職
業
補
導
を
行
い
、
失
業
保
険
制
度
の
健
全
な
運
用
を
図
る
こ
と
。

（
定
義
）

第
五
条

こ
の
法
律
で
職
業
紹
介
と
は
、
求
人
及
び
求
職
の
申
込
を
受
け
、
求
人
者
と
求
職
者
と
の

間
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
成
立
を
あ
つ
旋
す
る
こ
と
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
職
業
指
導
と
は
、
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
者
に
適
当
な
職
業
の

選
択
を
容
易
に
さ
せ
、
及
び
そ
の
職
業
に
対
す
る
適
応
性
を
大
な
ら
し
め
る
た
め
に
必
要
な
実
習
、

指
示
、
助
言
そ
の
他
の
指
導
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
職
業
補
導
と
は
、
特
別
の
知
識
技
能
を
要
す
る
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
者
に
対
し
、

そ
の
職
業
に
就
く
こ
と
を
容
易
に
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
知
識
技
能
を
授
け
る
こ
と
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
労
働
者
の
募
集
と
は
、
労
働
者
を
雇
用
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
自
ら
又
は
他
人
を

し
て
、
労
働
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
被
用
者
と
な
る
こ
と
を
勧
誘
す
る
こ
と
を
い

う
。こ

の
法
律
で
労
働
者
供
給
と
は
、
供
給
契
約
に
基
い
て
労
働
者
を
他
人
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
を

い
う
。
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ⅣⅣ
２２
部部

公公
共共
職職
業業
補補
導導
関関
係係

昭
和
二
二
年
一
一
月
三
〇
日

〔
四
─
二
─
一
〕
法
律
第
一
四
一
号

職職
業業
安安
定定
法法

目
次第

一
章

総
則

第
二
章

政
府
の
行
う
職
業
紹
介
、
職
業
指
導
及
び
職
業
補
導

第
一
節

通
則

第
二
節

職
業
紹
介

第
三
節

職
業
指
導

第
四
節

職
業
補
導

第
三
章

政
府
以
外
の
者
の
行
う
職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
及
び
労
働
者
供
給
事
業

第
一
節

職
業
紹
介

第
二
節

労
働
者
の
募
集

第
三
節

労
働
者
供
給
事
業

第
四
章

雑
則

第
五
章

罰
則

附
則

職
業
安
定
法

第第
一一
章章

総総
則則

（
法
律
の
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
共
に
奉
仕
す
る
公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
職
業
安
定
機
関
が
、
関
係

行
政
庁
又
は
関
係
団
体
の
協
力
を
得
て
、
各
人
に
、
そ
の
有
す
る
能
力
に
適
当
な
職
業
に
就
く
機

会
を
與
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
工
業
そ
の
他
の
産
業
に
必
要
な
労
働
力
を
充
足
し
、
以
て
職
業
の

安
定
を
図
る
と
と
も
に
、
経
済
の
興
隆
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
職
業
選
択
の
自
由
）

第
二
条

何
人
も
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、
職
業
を
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
均
等
待
遇
）

第
三
条

何
人
も
、
人
種
、
国
籍
、
信
条
、
性
別
、
社
会
的
身
分
、
門
地
、
従
前
の
職
業
、
労
働
組

合
の
組
合
員
で
あ
る
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
、
職
業
紹
介
、
職
業
補
導
等
に
つ
い
て
、
差
別
的
取

扱
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
。
但
し
、
労
働
組
合
法
の
規
定
に
よ
っ
て
、
雇
用
主
と
労
働
組
合
と
の

間
に
締
結
さ
れ
た
労
働
協
約
に
別
段
の
定
の
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
政
府
の
行
う
業
務
）

第
四
条

政
府
は
、
第
一
節
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
左
の
業
務
を
行
う
。

一

国
民
の
労
働
力
の
需
要
供
給
の
適
正
な
調
整
を
図
る
こ
と
及
び
国
民
の
労
働
力
を
最
も
有
効

に
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
計
画
を
樹
立
す
る
こ
と
。

二

政
府
以
外
の
者
の
行
う
職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
又
は
労
働
者
供
給
事
業
を
労
働
者
及
び

公
共
の
利
益
を
増
進
す
る
よ
う
に
、
指
導
監
督
す
る
こ
と
。

三

求
職
者
に
対
し
、
迅
速
に
、
そ
の
能
力
に
適
当
な
職
業
に
就
く
こ
と
を
あ
つ
旋
す
る
こ
と
。

四

求
職
者
に
対
し
、
必
要
な
職
業
指
導
又
は
職
業
補
導
を
行
う
こ
と
。

五

労
働
力
の
需
要
供
給
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
の
資
料
を
集
め
、
又
は
こ
れ
を
周
知
さ
せ
る
こ

と
。

六

個
人
、
団
体
、
学
校
又
は
関
係
行
政
庁
の
協
力
を
得
て
、
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
運
営

の
改
善
向
上
を
図
る
こ
と
。

七

失
業
保
険
法
の
規
定
に
よ
っ
て
、
給
付
を
受
け
る
べ
き
者
に
つ
い
て
、
職
業
紹
介
、
職
業
紹

介
又
は
職
業
補
導
を
行
い
、
失
業
保
険
制
度
の
健
全
な
運
用
を
図
る
こ
と
。

（
定
義
）

第
五
条

こ
の
法
律
で
職
業
紹
介
と
は
、
求
人
及
び
求
職
の
申
込
を
受
け
、
求
人
者
と
求
職
者
と
の

間
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
成
立
を
あ
つ
旋
す
る
こ
と
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
職
業
指
導
と
は
、
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
者
に
適
当
な
職
業
の

選
択
を
容
易
に
さ
せ
、
及
び
そ
の
職
業
に
対
す
る
適
応
性
を
大
な
ら
し
め
る
た
め
に
必
要
な
実
習
、

指
示
、
助
言
そ
の
他
の
指
導
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
職
業
補
導
と
は
、
特
別
の
知
識
技
能
を
要
す
る
職
業
に
就
こ
う
と
す
る
者
に
対
し
、

そ
の
職
業
に
就
く
こ
と
を
容
易
に
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
知
識
技
能
を
授
け
る
こ
と
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
労
働
者
の
募
集
と
は
、
労
働
者
を
雇
用
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
自
ら
又
は
他
人
を

し
て
、
労
働
者
と
な
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
被
用
者
と
な
る
こ
と
を
勧
誘
す
る
こ
と
を
い

う
。こ

の
法
律
で
労
働
者
供
給
と
は
、
供
給
契
約
に
基
い
て
労
働
者
を
他
人
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
を

い
う
。
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第第
二二
章章

政政
府府
のの
行行
うう
職職
業業
紹紹
介介
、、
職職
業業
指指
導導
及及
びび
職職
業業
補補
導導

第
一
節

通
則

（
職
業
安
定
局
及
び
職
業
安
定
事
務
所
）

第
六
条

労
働
省
職
業
安
定
局
長
は
、
労
働
大
臣
の
指
導
監
習
を
受
け
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
す

る
事
項
に
つ
い
て
、
職
業
安
定
事
務
所
長
及
び
都
道
府
県
知
事
を
指
揮
監
督
す
る
と
と
も
に
、
公

共
職
業
安
定
所
の
指
揮
監
督
に
関
す
る
基
準
の
制
定
、
重
要
産
業
に
対
す
る
労
働
者
募
集
計
画
の

樹
立
及
び
実
施
、
失
業
対
策
の
企
画
及
び
実
施
、
労
働
力
の
需
給
供
給
を
調
整
す
る
た
め
の
主
要

労
働
力
需
要
供
給
圏
の
決
定
、
職
業
指
導
及
び
職
業
補
導
に
関
す
る
政
策
の
樹
立
そ
の
他
こ
の
法

律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
務
を
掌
り
、
所
属
の
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

労
働
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
職
業
安
定
事
務
所
を
設
置
し
、
二
以
上
の
都

道
府
県
に
わ
た
る
業
務
の
連
絡
に
当
ら
せ
、
又
は
公
共
職
業
安
定
所
関
係
の
事
務
に
従
事
す
る
都

道
府
県
の
職
員
に
対
し
、
そ
の
技
術
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
適
当
な
指
示
若
し
く
は
助
言
を

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
都
道
府
県
知
事
の
権
限
）

第
七
条

都
道
府
県
知
事
は
、
労
働
大
臣
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
、
公
共

職
業
安
定
所
の
業
務
の
連
絡
統
一
に
関
す
る
業
務
を
掌
り
、
所
部
の
職
員
及
び
公
共
職
業
安
定
所

長
を
指
揮
監
督
す
る
。

（
公
共
職
業
安
定
所
）

第
八
条

政
府
は
、
職
業
紹
介
、
職
業
指
導
、
職
業
補
導
、
失
業
保
険
そ
の
他
こ
の
法
律
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
行
わ
せ
る
た
め
に
、
無
料
で
公
共
に
奉
仕
す
る
公
共
職
業
安
定

所
を
設
置
す
る
。

公
共
職
業
安
定
所
は
、
労
働
大
臣
の
管
理
に
属
す
る
。

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
都
道
府
県
知
事
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
、
所
務
を
掌
理
し
、
所
属
の

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

公
共
職
業
安
定
所
の
位
置
、
名
称
、
管
轄
区
域
、
事
務
取
扱
の
範
囲
、
職
員
の
定
員
そ
の
他
公

共
職
業
安
定
所
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
労
働
大
臣
が
こ
れ
を
定
め
る
。

（
職
員
の
任
用
そ
の
他
の
人
事
）

第
九
条

公
共
職
業
安
定
所
そ
の
他
の
職
業
安
定
機
関
の
行
う
業
務
を
効
果
あ
ら
し
め
る
た
め
に
、

国
、
都
道
府
県
又
は
公
共
職
業
安
定
所
に
お
い
て
、
専
ら
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
業
務
に
従
事
す

る
官
吏
そ
の
他
の
職
員
は
、
労
働
大
臣
の
定
め
る
資
格
又
は
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

前
項
に
規
定
す
る
官
吏
そ
の
他
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
職
業
安
定
機
関
に
通
ず
る
一
定
の
基
準

に
よ
っ
て
、
勤
続
年
数
の
計
算
及
び
補
職
、
給
与
そ
の
他
の
人
事
を
行
い
、
並
び
に
そ
の
意
に
反

し
て
、
職
業
安
定
機
関
以
外
の
機
関
の
職
に
転
じ
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
も
の
と
す
る
。

第
一
項
に
規
定
す
る
国
の
官
吏
そ
の
他
の
職
員
は
、
労
働
大
臣
が
こ
れ
を
任
命
し
、
同
項
に
規

定
す
る
都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
の
二
級
官
で
あ
る
官
吏
は
、
都
道
府
県
知
事
の
内
申
に

基
い
て
い
労
働
大
臣
が
こ
れ
を
任
命
し
、
同
項
に
規
定
す
る
都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
の

三
級
官
で
あ
る
官
吏
そ
の
他
の
職
員
は
、
都
道
府
県
知
事
が
こ
れ
を
任
命
す
る
。

（
連
絡
委
員
）

第
十
条

公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
を
補
助
さ
せ
る
た
め
に
、
連
絡
委
員
を
置
く
。

前
項
の
連
絡
委
員
は
、
都
道
府
県
知
事
が
、
こ
れ
を
命
ず
る
。

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
外
、
連
絡
委
員
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
こ
れ
を
定
め
る
。

（
市
町
村
長
の
職
務
）

第
十
一
条

市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
は
、
公
共
職
業
安
定
所
長
の
指
示

に
従
い
、
左
の
事
務
を
行
う
。

一

公
共
職
業
安
定
所
に
直
接
申
し
込
む
こ
と
の
で
き
な
い
求
人
又
は
求
職
の
申
込
に
つ
い
て
、

こ
れ
を
公
共
職
業
安
定
所
に
取
り
次
ぐ
こ
と
。

二

求
人
者
又
は
求
職
者
の
身
元
等
の
調
査
に
関
し
、
公
共
職
業
安
定
所
か
ら
照
会
が
あ
っ
た
場

合
こ
れ
を
調
査
す
る
こ
と
。

三

公
共
職
業
安
定
所
か
ら
の
求
人
又
は
求
職
に
関
す
る
通
報
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
周
知
さ
せ
る

こ
と
。

（
職
業
安
定
委
員
会
）

第
十
二
条

公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
さ
せ

る
た
め
に
、
中
央
職
業
安
定
委
員
会
、
都
道
府
県
職
業
安
定
委
員
会
及
び
特
別
地
区
職
業
安
定
委

員
会
を
置
く
。

労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
職
業
安
定
委
員
会
の
外
、
関
係
都
道
府
県
知
事
の
申
請
に
基

い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
内
の
一
部
を
管
轄
区
域
と
す
る
地
区
職
業
安
定

委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

中
央
職
業
安
定
委
員
会
は
、
労
働
大
臣
の
諮
問
に
、
特
別
地
区
職
業
安
定
委
員
会
は
、
労
働
大

臣
又
は
関
係
都
道
府
県
知
事
の
諮
問
に
、
都
道
府
県
及
び
地
区
職
業
安
定
委
員
会
は
、
関
係
都
道

府
県
知
事
の
諮
問
に
応
じ
て
第
一
項
に
規
定
す
る
事
項
を
調
査
審
議
す
る
外
、
必
要
に
応
じ
、
関

係
行
政
庁
に
建
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
関
係
が
あ
る
特
別
地
区
職
業
安
定
委
員
会
及
び
地
区
職
業
安
定
委
員

会
に
対
し
、
意
見
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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職
業
安
定
委
員
会
は
、
労
働
者
を
代
表
す
る
者
、
雇
用
主
を
代
表
す
る
者
及
び
公
益
を
代
表
す

る
者
、
各
〻
同
数
で
こ
れ
を
組
織
す
る
。

職
業
安
定
委
員
会
の
委
員
の
う
ち
一
名
以
上
は
、
女
子
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
央
職
業
安
定
委
員
会
の
委
員
は
、
労
働
大
臣
が
こ
れ
を
命
じ
、
都
道
府
県
職
業
安
定
委
員
会
、

特
別
地
区
職
業
安
定
委
員
会
及
び
地
区
職
業
安
定
委
員
会
の
委
員
は
、
関
係
都
道
府
県
知
事
が
推

薦
し
た
者
に
つ
い
て
、
労
働
大
臣
が
こ
れ
を
命
ず
る
。

都
道
府
県
職
業
安
定
委
員
会
、
特
別
地
区
職
業
安
定
委
員
会
及
び
地
区
職
業
安
定
委
員
会
は
、

一
箇
月
に
一
回
以
上
、
中
央
職
業
安
定
委
員
会
は
、
三
簡
月
に
一
回
以
上
、
こ
れ
を
招
集
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

職
業
安
定
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、

関
係
行
政
庁
に
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

職
業
安
定
委
員
会
の
委
員
に
は
、
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

前
項
の
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
の
金
額
は
、
両
議
院
の
労
働
委
員
会
の
合
同
審
査
会
の
議
を

経
て
、
国
会
の
議
決
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
金
額
を
変
更
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
外
、
職
業
安
定
委
員
会
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
こ
れ
を

定
め
る
。

（
業
務
報
告
の
様
式
）

第
十
三
条

職
業
安
定
局
長
は
、
都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
が
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
つ

て
な
す
業
務
報
告
の
様
式
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
報
告
は
、
前
項
の
様
式
に
従
っ
て
、
こ
れ
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
力
の
需
給
に
関
す
る
調
査
）

第
十
四
条

職
業
安
定
局
長
は
、
都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
の
労
働
力
の
需
要
供
給
に
関
す

る
調
査
報
告
に
よ
り
、
雇
用
及
び
失
業
の
状
況
に
関
す
る
資
料
を
集
め
、
そ
の
研
究
調
査
の
結
果

を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
研
究
調
査
の
結
果
に
基
い
て
、
労
働
力
の
需
要
供
給
の
調
整
を
図
り
、

以
て
雇
用
量
を
増
大
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
業
調
査
及
び
産
業
に
対
す
る
奉
仕
）

第
十
五
条

職
業
安
定
局
長
は
、
労
働
者
の
募
集
、
選
考
、
配
置
転
換
等
に
関
す
る
間
題
の
処
理
に

つ
い
て
、
雇
用
主
か
ら
指
導
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
職
業
に
関
す
る
調
査
の
結
果
に

基
い
て
、
そ
の
処
理
に
必
要
な
資
料
、
方
法
及
び
基
準
を
指
示
し
、
以
て
産
業
の
進
展
に
奉
仕
す

る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

職
業
安
定
局
長
は
、
公
共
職
業
安
定
所
に
共
通
し
て
使
用
さ
れ
る
べ
き
標
準
職
業
名
を
定
め
、

職
業
解
説
及
び
職
業
分
類
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

職
業
紹
介

（
求
人
の
申
込
）

第
十
六
条

公
共
職
業
安
定
所
は
、
い
か
な
る
求
人
の
申
込
も
、
こ
れ
を
受
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
但
し
、
そ
の
申
込
の
内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
と
き
、
又
は
そ
の
申
込
の
内
容
を
な
す
賃
金
、

労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
が
、
通
常
の
労
働
条
件
と
比
べ
て
、
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
申
込
を
受
理
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

公
共
職
業
安
定
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
求
人
者
に
対
し
、
そ
の
求
人
数
、
労

働
条
件
そ
の
他
求
人
の
条
件
に
つ
い
て
、
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
求
職
の
申
込
）

第
十
七
条

公
共
職
業
安
定
所
は
、
い
か
な
る
求
職
の
申
込
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
受
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
そ
の
申
込
の
内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
と
き
は
、
そ
の
申
込
を
受
理
し
な

い
こ
と
が
で
き
る
。

公
共
職
業
安
定
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
休
職
者
に
対
し
、
そ
の
就
職
先
、
労

働
条
件
、
就
職
地
そ
の
他
求
職
の
条
件
に
つ
い
て
、
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
共
職
業
安
定
所
は
、
特
殊
な
業
務
に
対
す
る
求
職
者
の
適
否
を
決
定
す
る
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
試
問
及
び
技
能
の
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
労
働
条
件
等
の
明
示
）

第
十
八
条

求
人
者
は
、
求
人
の
申
込
に
当
り
、
公
共
職
業
安
定
所
に
対
し
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、

紹
介
に
当
り
、
求
職
者
に
対
し
、
そ
の
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
及
び
賃
金
、
労
働
時
間
そ
の
他

の
労
働
条
件
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
紹
介
の
原
則
）

第
十
九
条

公
共
職
業
安
定
所
は
、
求
職
者
を
そ
の
能
力
に
適
合
す
る
職
業
に
紹
介
す
る
よ
う
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
共
職
業
安
定
所
は
、
求
職
者
に
対
し
、
で
き
る
だ
け
そ
の
住
所
又
は
居
所
の
変
更
を
必
要
と

し
な
い
就
職
先
に
、
こ
れ
を
紹
介
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
共
職
業
安
定
所
が
、
そ
の
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
、
求
人
者
の
希
望
す
る
求
職
者
又
は
求
人

数
を
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
近
接
す
る
公
共
職
業
安
定
所
に
連
絡
し
、
そ
の
公
共

職
業
安
定
所
に
お
い
て
、
充
足
が
困
難
な
と
き
は
、
他
の
公
共
職
業
安
定
所
に
連
絡
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

公
共
職
業
安
定
所
間
の
連
絡
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
こ
れ
を
定
め

る
。
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職
業
安
定
委
員
会
は
、
労
働
者
を
代
表
す
る
者
、
雇
用
主
を
代
表
す
る
者
及
び
公
益
を
代
表
す

る
者
、
各
〻
同
数
で
こ
れ
を
組
織
す
る
。

職
業
安
定
委
員
会
の
委
員
の
う
ち
一
名
以
上
は
、
女
子
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

中
央
職
業
安
定
委
員
会
の
委
員
は
、
労
働
大
臣
が
こ
れ
を
命
じ
、
都
道
府
県
職
業
安
定
委
員
会
、

特
別
地
区
職
業
安
定
委
員
会
及
び
地
区
職
業
安
定
委
員
会
の
委
員
は
、
関
係
都
道
府
県
知
事
が
推

薦
し
た
者
に
つ
い
て
、
労
働
大
臣
が
こ
れ
を
命
ず
る
。

都
道
府
県
職
業
安
定
委
員
会
、
特
別
地
区
職
業
安
定
委
員
会
及
び
地
区
職
業
安
定
委
員
会
は
、

一
箇
月
に
一
回
以
上
、
中
央
職
業
安
定
委
員
会
は
、
三
簡
月
に
一
回
以
上
、
こ
れ
を
招
集
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

職
業
安
定
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、

関
係
行
政
庁
に
、
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

職
業
安
定
委
員
会
の
委
員
に
は
、
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

前
項
の
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
の
金
額
は
、
両
議
院
の
労
働
委
員
会
の
合
同
審
査
会
の
議
を

経
て
、
国
会
の
議
決
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
金
額
を
変
更
す
る
と
き
も
同
様
と
す
る
。

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
外
、
職
業
安
定
委
員
会
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
こ
れ
を

定
め
る
。

（
業
務
報
告
の
様
式
）

第
十
三
条

職
業
安
定
局
長
は
、
都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
が
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
つ

て
な
す
業
務
報
告
の
様
式
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
報
告
は
、
前
項
の
様
式
に
従
っ
て
、
こ
れ
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
力
の
需
給
に
関
す
る
調
査
）

第
十
四
条

職
業
安
定
局
長
は
、
都
道
府
県
及
び
公
共
職
業
安
定
所
の
労
働
力
の
需
要
供
給
に
関
す

る
調
査
報
告
に
よ
り
、
雇
用
及
び
失
業
の
状
況
に
関
す
る
資
料
を
集
め
、
そ
の
研
究
調
査
の
結
果

を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
研
究
調
査
の
結
果
に
基
い
て
、
労
働
力
の
需
要
供
給
の
調
整
を
図
り
、

以
て
雇
用
量
を
増
大
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
業
調
査
及
び
産
業
に
対
す
る
奉
仕
）

第
十
五
条

職
業
安
定
局
長
は
、
労
働
者
の
募
集
、
選
考
、
配
置
転
換
等
に
関
す
る
間
題
の
処
理
に

つ
い
て
、
雇
用
主
か
ら
指
導
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
職
業
に
関
す
る
調
査
の
結
果
に

基
い
て
、
そ
の
処
理
に
必
要
な
資
料
、
方
法
及
び
基
準
を
指
示
し
、
以
て
産
業
の
進
展
に
奉
仕
す

る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

職
業
安
定
局
長
は
、
公
共
職
業
安
定
所
に
共
通
し
て
使
用
さ
れ
る
べ
き
標
準
職
業
名
を
定
め
、

職
業
解
説
及
び
職
業
分
類
表
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
節

職
業
紹
介

（
求
人
の
申
込
）

第
十
六
条

公
共
職
業
安
定
所
は
、
い
か
な
る
求
人
の
申
込
も
、
こ
れ
を
受
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
但
し
、
そ
の
申
込
の
内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
と
き
、
又
は
そ
の
申
込
の
内
容
を
な
す
賃
金
、

労
働
時
間
そ
の
他
の
労
働
条
件
が
、
通
常
の
労
働
条
件
と
比
べ
て
、
著
し
く
不
適
当
で
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
申
込
を
受
理
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

公
共
職
業
安
定
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
求
人
者
に
対
し
、
そ
の
求
人
数
、
労

働
条
件
そ
の
他
求
人
の
条
件
に
つ
い
て
、
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
求
職
の
申
込
）

第
十
七
条

公
共
職
業
安
定
所
は
、
い
か
な
る
求
職
の
申
込
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
受
理
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
そ
の
申
込
の
内
容
が
法
令
に
違
反
す
る
と
き
は
、
そ
の
申
込
を
受
理
し
な

い
こ
と
が
で
き
る
。

公
共
職
業
安
定
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
休
職
者
に
対
し
、
そ
の
就
職
先
、
労

働
条
件
、
就
職
地
そ
の
他
求
職
の
条
件
に
つ
い
て
、
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
共
職
業
安
定
所
は
、
特
殊
な
業
務
に
対
す
る
求
職
者
の
適
否
を
決
定
す
る
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
試
問
及
び
技
能
の
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
労
働
条
件
等
の
明
示
）

第
十
八
条

求
人
者
は
、
求
人
の
申
込
に
当
り
、
公
共
職
業
安
定
所
に
対
し
、
公
共
職
業
安
定
所
は
、

紹
介
に
当
り
、
求
職
者
に
対
し
、
そ
の
従
事
す
べ
き
業
務
の
内
容
及
び
賃
金
、
労
働
時
間
そ
の
他

の
労
働
条
件
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
紹
介
の
原
則
）

第
十
九
条

公
共
職
業
安
定
所
は
、
求
職
者
を
そ
の
能
力
に
適
合
す
る
職
業
に
紹
介
す
る
よ
う
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
共
職
業
安
定
所
は
、
求
職
者
に
対
し
、
で
き
る
だ
け
そ
の
住
所
又
は
居
所
の
変
更
を
必
要
と

し
な
い
就
職
先
に
、
こ
れ
を
紹
介
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
共
職
業
安
定
所
が
、
そ
の
管
轄
区
域
内
に
お
い
て
、
求
人
者
の
希
望
す
る
求
職
者
又
は
求
人

数
を
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
近
接
す
る
公
共
職
業
安
定
所
に
連
絡
し
、
そ
の
公
共

職
業
安
定
所
に
お
い
て
、
充
足
が
困
難
な
と
き
は
、
他
の
公
共
職
業
安
定
所
に
連
絡
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

公
共
職
業
安
定
所
間
の
連
絡
に
関
す
る
手
続
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
こ
れ
を
定
め

る
。
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（
労
働
争
議
に
対
す
る
不
介
入
）

第
二
十
条

公
共
職
業
安
定
所
は
、
労
働
争
議
に
対
す
る
中
立
の
立
場
を
維
持
す
る
た
め
、
同
盟
罷

業
又
は
作
業
所
閉
鎖
の
行
わ
れ
て
い
る
事
業
所
に
、
求
職
者
を
紹
介
し
て
は
な
ら
な
い
。

前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
外
、
労
働
委
員
会
が
公
共
職
業
安
定
所
に
対
し
、
事
業
所
に
お
い
て
、

同
盟
罷
業
又
は
作
業
所
閉
鎖
に
至
る
虞
の
多
い
争
議
が
発
生
し
て
い
る
こ
と
及
び
求
職
者
を
無
制

限
に
紹
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
争
議
の
解
決
が
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
を
通
報
し
た
場
合
に
お

い
て
は
、
公
共
職
業
安
定
所
は
当
該
事
業
所
に
対
し
、
求
職
者
を
紹
介
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、

当
該
争
議
の
発
生
前
、
通
常
使
用
さ
れ
て
い
た
労
働
者
の
員
数
を
維
持
す
る
た
め
必
要
な
限
度
ま

で
労
働
者
を
紹
介
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
施
行
規
定
）

第
二
十
一
条

職
業
紹
介
の
手
続
そ
の
他
職
業
紹
介
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
こ
れ
を
定
め

る
。

第
三
節

職
業
指
導

（
職
業
指
導
の
原
則
）

第
二
十
二
条

公
共
職
業
安
定
所
は
、
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
、
あ
ら
た
に
職
業
に
就
こ
う
と
す
る

者
そ
の
他
職
業
に
就
く
に
つ
い
て
特
別
の
指
導
を
加
え
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
者
に
対
し
、
職
業

指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
適
性
検
査
）

第
二
十
三
条

公
共
職
業
安
定
所
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
職
業
指
導
を
受
け
る
者
に

つ
い
て
、
適
正
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
学
校
に
対
す
る
協
力
）

第
二
十
四
条

公
共
職
業
安
定
所
は
、
学
校
を
卒
業
す
る
者
に
対
し
学
校
の
行
う
職
業
指
導
に
、
協

力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
施
行
規
定
）

第
二
十
五
条

職
業
指
導
の
方
法
そ
の
他
職
業
指
導
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
こ
れ
を
定
め

る
。

第
四
節

職
業
補
導

（
職
業
補
導
の
原
則
）

第
一
十
六
条

職
業
補
導
は
、
労
働
力
の
需
要
供
給
の
状
況
に
応
じ
て
、
必
要
な
職
業
種
目
に
つ
い

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
そ
の
他
特
別
の
職
業
補
導
を
加
え
る
こ
と

を
必
要
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
能
力
に
適
す
る
よ
う
補
導
の
種
目
及
び
方
法
が
選
定

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

職
業
補
導
に
は
、
共
同
作
業
施
設
及
び
共
同
作
業
特
別
施
設
に
お
け
る
作
業
の
訓
練
を
含
む
も

の
と
す
る
。

（
職
業
補
導
所
の
設
置
）

第
二
十
七
条

都
道
府
県
知
事
は
、
前
節
の
職
業
補
導
を
行
う
た
め
、
職
業
補
導
所
を
設
置
し
て
、

自
ら
こ
れ
を
経
営
し
、
又
は
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
に
、
そ
の
経
営
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

労
働
大
臣
は
、
都
道
府
県
に
お
い
て
職
業
補
導
事
業
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
そ
の
職
業
補
導
事
業
を
行
わ
な
い
と
き
そ
の
他
特
別
の
事

情
が
あ
る
と
き
は
、
職
業
補
導
所
を
設
置
し
て
、
自
ら
こ
れ
を
経
営
し
、
又
は
公
共
同
体
そ
の
他

の
者
に
、
そ
の
経
営
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
補
助
金
等
）

第
二
十
八
条

政
府
は
、
都
道
府
県
知
事
が
設
置
す
る
職
業
補
導
施
設
の
経
営
に
要
す
る
費
用
に
つ

い
て
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

政
府
は
、
職
業
補
導
所
に
お
い
て
職
業
補
導
を
受
け
る
者
に
対
し
て
、
手
当
を
支
給
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

（
職
業
補
導
の
基
準
の
制
定
等
）

第
二
十
九
条

労
働
大
臣
は
、
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
の
行
う
職
業
補
導
事
業
に
関
し
、
職
業
補
導

所
の
規
模
、
補
導
種
目
、
補
導
内
容
及
び
補
導
期
間
に
関
し
必
要
な
基
準
を
定
め
、
教
科
書
の
編

さ
ん
、
設
備
又
は
資
材
の
確
保
そ
の
他
職
業
補
導
所
の
経
営
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
こ

れ
を
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
共
職
業
安
定
所
は
、
前
項
の
職
業
補
導
所
に
お
い
て
補
導
を
受
け
る
べ
き
者
の
選
考
及
び
あ

つ
旋
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
知
事
の
行
う
援
助
）

第
三
十
条

都
道
府
県
知
事
は
、
工
場
事
業
場
等
が
、
労
働
基
準
法
に
規
定
す
る
技
能
者
養
成
以
外

の
作
業
の
訓
練
計
画
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
こ
れ
に
対
し
、
必
要
な
技
術
に
つ
き
、
援

助
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
施
行
規
定
）

第
三
十
一
条

前
五
条
に
定
め
る
も
の
の
外
、
職
業
補
導
事
業
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
こ

れ
を
定
め
る
。

第第
三三
章章

政政
府府
以以
外外
のの
者者
のの
行行
うう
職職
業業
紹紹
介介
、、
労労
働働
者者
のの
募募
集集
及及
びび
労労
働働
者者
供供
給給
事事
業業

（
編
注
：
以
下
中
略
）

第第
五五
章章

罰罰
則則

第
六
十
三
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
一
年
以
上
十
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
千
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円
以
上
三
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

暴
行
、
脅
迫
、
監
禁
そ
の
他
精
神
又
は
身
体
の
自
由
を
不
当
に
拘
束
す
る
手
段
に
よ
っ
て
、

職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
若
し
く
は
労
働
者
の
供
給
を
行
っ
た
者
又
は
こ
れ
ら
に
従
事
し
た

者
二

公
衆
衛
生
又
は
公
衆
道
徳
上
有
害
な
業
務
に
就
か
せ
る
目
的
で
、
職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募

集
若
し
く
は
労
働
者
の
供
給
を
行
っ
た
者
又
は
こ
れ
ら
に
従
事
し
た
者

第
六
十
四
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
一
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。

一

第
三
十
二
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
違
反
し
た
者
又
は
同
項
但
書
の
規
定
に
違
反
し
て
労
働

大
臣
の
許
可
を
受
け
ず
有
料
で
若
し
く
は
営
利
を
目
的
と
し
て
職
業
紹
介
事
業
を
行
っ
た
者

二

第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
三
十
六
条
又
は
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四

第
四
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

五

第
四
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
主
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
ず
、
又
は
有
料
で
労
働
者
供
給

事
業
を
行
っ
た
者

第
六
十
五
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
六
箇
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
千
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
制
限
又
は
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
者

三

第
四
十.

条
又
は
第
四
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四

虚
偽
の
広
告
を
な
し
、
又
は
虚
偽
の
条
件
を
呈
示
し
て
、
職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
若
し

く
は
労
働
者
の
供
給
を
行
っ
た
者
又
は
こ
れ
ら
に
従
事
し
た
者

五

労
働
条
件
が
法
令
に
違
反
す
る
工
場
事
業
場
等
の
た
め
に
、
職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
若

し
く
は
労
働
者
の
供
給
を
行
っ
た
者
、
又
は
こ
れ
に
従
事
し
た
者

第
六
十
六
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
五
千
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
三
十
四
条
第
二
項
の
帳
簿
書
類
を
作
成
せ
ず
、
若
し
く
は
備
え
て
置
か
な
か
っ
た
者
又

は
虚
偽
の
帳
簿
書
類
を
作
成
し
た
者

二

第
四
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
故
な
く
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

三

第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
故
な
く
報
告
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を

し
、
又
は
検
査
を
否
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

第
六
十
七
条

こ
の
法
律
の
違
反
行
為
を
し
た
者
が
、
法
人
又
は
人
の
事
業
又
は
業
務
に
つ
い
て
、

当
該
法
人
又
は
人
の
た
め
に
行
為
を
し
た
代
理
人
又
は
被
用
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
行
為

者
を
罰
す
る
外
、
当
該
法
人
の
代
表
者
又
は
人
が
普
通
の
注
意
を
払
え
ば
、
そ
の
違
反
行
為
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
べ
き
と
き
は
、
そ
の
法
人
の
代
表
者
又
は
人
に
対
し
て
も
各
本
条
の
罰
金
刑
を

科
す
る
。

法
人
又
は
人
が
違
反
の
計
画
を
知
り
、
そ
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
場
合
、
違

反
行
為
を
知
り
、
そ
の
是
正
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
場
合
又
は
違
反
を
教
唆
し
た
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
法
人
の
代
表
者
又
は
人
も
行
為
者
と
し
て
、
こ
れ
を
罰
す
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

こ
の
法
律
施
行
の
際
、
現
に
行
政
庁
の
許
可
を
受
け
て
、
職
業
紹
介
事
業
又
は
労
働
者
供
給
事
業

を
行
う
者
は
、
こ
の
法
律
施
行
後
三
箇
月
を
限
り
、
引
き
続
き
そ
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

職
業
紹
介
法
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

昭
和
二
二
年
一
二
月
二
九
日

〔
四
─
二
─
二
〕
労
働
省
令
第
十
二
号

職職
業業
安安
定定
法法
施施
行行
規規
則則

（
こ
の
命
令
の
通
則
に
関
す
る
事
項
）

第
一
条

職
業
安
定
法
（
以
下
法
と
い
う
）
に
基
く
命
令
は
、
こ
の
命
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

こ
の
命
令
で
職
業
安
定
組
織
と
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
、
職
業
安
定
事
務
所
、
都
道
府
県
職

業
安
定
主
務
課
、
公
共
職
業
安
定
所
等
す
べ
て
の
職
業
安
定
機
関
の
組
織
を
い
う
。

３

こ
の
命
令
に
お
い
て
行
政
庁
が
、
法
に
規
定
す
る
労
働
大
臣
の
権
限
を
、
行
う
こ
と
を
定
め
て

お
る
場
合
は
、
法
第
六
十
一
の
規
定
に
基
い
て
、
労
働
大
臣
の
権
限
が
当
該
行
政
庁
に
委
任
せ
ら

れ
た
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
条
に
関
す
る
事
項
）

（
編
注
：
中
略
）

（
法
第
二
十
六
条
に
関
す
る
事
項
）

第
十
七
条

職
業
補
導
は
、
現
に
不
足
し
、
又
は
將
来
不
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
力
を
充
足
す

る
に
必
要
な
職
業
種
目
で
あ
っ
て
、
且
つ
経
済
の
興
隆
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い

て
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

身
体
に
障
害
の
あ
る
者
で
、
職
業
補
導
に
よ
り
、
通
常
の
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
と
認
め

ら
れ
る
者
に
対
す
る
職
業
補
導
は
、
通
常
の
職
業
補
導
を
受
け
る
者
と
と
も
に
、
こ
れ
を
行
う
こ
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円
以
上
三
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

暴
行
、
脅
迫
、
監
禁
そ
の
他
精
神
又
は
身
体
の
自
由
を
不
当
に
拘
束
す
る
手
段
に
よ
っ
て
、

職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
若
し
く
は
労
働
者
の
供
給
を
行
っ
た
者
又
は
こ
れ
ら
に
従
事
し
た

者
二

公
衆
衛
生
又
は
公
衆
道
徳
上
有
害
な
業
務
に
就
か
せ
る
目
的
で
、
職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募

集
若
し
く
は
労
働
者
の
供
給
を
行
っ
た
者
又
は
こ
れ
ら
に
従
事
し
た
者

第
六
十
四
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
一
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。

一

第
三
十
二
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
違
反
し
た
者
又
は
同
項
但
書
の
規
定
に
違
反
し
て
労
働

大
臣
の
許
可
を
受
け
ず
有
料
で
若
し
く
は
営
利
を
目
的
と
し
て
職
業
紹
介
事
業
を
行
っ
た
者

二

第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
三
十
六
条
又
は
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四

第
四
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

五

第
四
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
主
務
大
臣
の
許
可
を
受
け
ず
、
又
は
有
料
で
労
働
者
供
給

事
業
を
行
っ
た
者

第
六
十
五
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
六
箇
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
千
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
三
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
制
限
又
は
指
示
に
従
わ
な
か
っ
た
者

三

第
四
十.

条
又
は
第
四
十
一
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四

虚
偽
の
広
告
を
な
し
、
又
は
虚
偽
の
条
件
を
呈
示
し
て
、
職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
若
し

く
は
労
働
者
の
供
給
を
行
っ
た
者
又
は
こ
れ
ら
に
従
事
し
た
者

五

労
働
条
件
が
法
令
に
違
反
す
る
工
場
事
業
場
等
の
た
め
に
、
職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
若

し
く
は
労
働
者
の
供
給
を
行
っ
た
者
、
又
は
こ
れ
に
従
事
し
た
者

第
六
十
六
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
五
千
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
三
十
四
条
第
二
項
の
帳
簿
書
類
を
作
成
せ
ず
、
若
し
く
は
備
え
て
置
か
な
か
っ
た
者
又

は
虚
偽
の
帳
簿
書
類
を
作
成
し
た
者

二

第
四
十
八
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
故
な
く
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

三

第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
故
な
く
報
告
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を

し
、
又
は
検
査
を
否
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

第
六
十
七
条

こ
の
法
律
の
違
反
行
為
を
し
た
者
が
、
法
人
又
は
人
の
事
業
又
は
業
務
に
つ
い
て
、

当
該
法
人
又
は
人
の
た
め
に
行
為
を
し
た
代
理
人
又
は
被
用
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
行
為

者
を
罰
す
る
外
、
当
該
法
人
の
代
表
者
又
は
人
が
普
通
の
注
意
を
払
え
ば
、
そ
の
違
反
行
為
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
べ
き
と
き
は
、
そ
の
法
人
の
代
表
者
又
は
人
に
対
し
て
も
各
本
条
の
罰
金
刑
を

科
す
る
。

法
人
又
は
人
が
違
反
の
計
画
を
知
り
、
そ
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
場
合
、
違

反
行
為
を
知
り
、
そ
の
是
正
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
場
合
又
は
違
反
を
教
唆
し
た
場
合

に
お
い
て
は
、
当
該
法
人
の
代
表
者
又
は
人
も
行
為
者
と
し
て
、
こ
れ
を
罰
す
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

こ
の
法
律
施
行
の
際
、
現
に
行
政
庁
の
許
可
を
受
け
て
、
職
業
紹
介
事
業
又
は
労
働
者
供
給
事
業

を
行
う
者
は
、
こ
の
法
律
施
行
後
三
箇
月
を
限
り
、
引
き
続
き
そ
の
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

職
業
紹
介
法
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

昭
和
二
二
年
一
二
月
二
九
日

〔
四
─
二
─
二
〕
労
働
省
令
第
十
二
号

職職
業業
安安
定定
法法
施施
行行
規規
則則

（
こ
の
命
令
の
通
則
に
関
す
る
事
項
）

第
一
条

職
業
安
定
法
（
以
下
法
と
い
う
）
に
基
く
命
令
は
、
こ
の
命
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

こ
の
命
令
で
職
業
安
定
組
織
と
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
、
職
業
安
定
事
務
所
、
都
道
府
県
職

業
安
定
主
務
課
、
公
共
職
業
安
定
所
等
す
べ
て
の
職
業
安
定
機
関
の
組
織
を
い
う
。

３

こ
の
命
令
に
お
い
て
行
政
庁
が
、
法
に
規
定
す
る
労
働
大
臣
の
権
限
を
、
行
う
こ
と
を
定
め
て

お
る
場
合
は
、
法
第
六
十
一
の
規
定
に
基
い
て
、
労
働
大
臣
の
権
限
が
当
該
行
政
庁
に
委
任
せ
ら

れ
た
も
の
と
す
る
。

（
法
第
二
条
に
関
す
る
事
項
）

（
編
注
：
中
略
）

（
法
第
二
十
六
条
に
関
す
る
事
項
）

第
十
七
条

職
業
補
導
は
、
現
に
不
足
し
、
又
は
將
来
不
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
力
を
充
足
す

る
に
必
要
な
職
業
種
目
で
あ
っ
て
、
且
つ
経
済
の
興
隆
に
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
つ
い

て
、
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

身
体
に
障
害
の
あ
る
者
で
、
職
業
補
導
に
よ
り
、
通
常
の
職
業
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
と
認
め

ら
れ
る
者
に
対
す
る
職
業
補
導
は
、
通
常
の
職
業
補
導
を
受
け
る
者
と
と
も
に
、
こ
れ
を
行
う
こ
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と
を
原
則
と
す
る
。
但
し
、
本
文
に
規
定
す
る
者
が
通
常
の
職
業
補
導
を
受
け
る
者
と
と
も
に
、

職
業
補
導
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
に
対
し
、
特

別
の
職
業
補
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
法
第
二
十
七
条
に
関
す
る
事
項
）

第
十
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
補
導
所
の
経
営
を
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）

を
除
く
、
他
の
如
何
な
る
団
体
、
又
は
人
に
も
、
委
託
し
て
は
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
そ
の
統
制
と
監
督
に
よ
っ
て
、
市
町
村
以
外
の
者
の
行
う
職
業
補
導
事
業

を
、
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
基
準
に
、
常
に
適
合
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
場

合
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
に
対
し
、
個
々
の
契
約
に
基
き
、
そ
の
経
営
を
委

託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

経
営
者
の
利
益
の
た
め
、
又
は
輸
出
を
目
的
と
し
て
、
物
の
生
産
を
行
う
共
同
作
業
施
設
は
、

法
第
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
作
業
の
訓
練
を
行
う
共
同
作
業
施
設
と
は
認
め
な
い
。

４

職
業
補
導
は
、
す
べ
て
こ
れ
を
無
料
と
す
る
。

５

労
働
大
臣
は
、
都
道
府
県
知
事
が
、
そ
の
都
道
府
県
内
に
お
い
て
、
職
業
補
導
事
業
を
行
う
こ

と
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
当
の
期
間
、
法
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
基
準

に
適
合
し
た
職
業
補
導
を
実
施
し
よ
う
と
し
な
い
場
合
に
限
り
、
当
該
都
道
府
県
知
事
が
、
こ
れ

を
実
施
す
る
に
至
る
ま
で
、
そ
の
都
道
府
県
内
に
お
け
る
職
業
補
導
を
自
ら
実
施
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
法
第
二
十
八
条
に
関
す
る
事
項
）

第
十
九
条

法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
補
助
金
は
、
各
四
半
期
毎
に
、
こ
れ
を
交
付
す
る
。

２

前
項
の
補
助
金
は
、
職
業
補
導
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
都
道
府
県
に
対
し
て
、
そ
の
総
人
口
、

労
働
力
の
需
要
供
給
の
状
況
及
び
職
業
補
導
を
行
う
こ
と
が
必
要
な
職
業
種
目
を
勘
案
し
て
配
賦

す
る
も
の
と
す
る
。

３

法
第
二
十
八
条
一
項
の
職
業
補
導
施
設
の
経
営
に
要
す
費
用
に
は
、
職
業
補
導
所
の
新
設
及
び

職
業
補
導
設
備
の
購
入
に
要
す
る
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

４

共
同
作
業
施
設
に
お
け
る
作
業
の
訓
練
に
対
す
る
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
知
事
は
当

該
施
設
に
お
い
て
作
業
の
訓
練
を
受
け
る
べ
き
者
の
数
に
応
じ
て
、
こ
れ
を
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。
但
し
、
三
十
日
に
満
た
な
い
期
間
に
お
い
て
、
職
業
補
導
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
の
で
き
る

職
業
種
目
に
つ
い
て
は
、
補
助
金
を
交
付
し
な
い
。

５

職
業
安
定
局
長
は
、
都
道
府
県
知
事
の
行
う
職
業
補
導
が
、
法
及
び
こ
の
命
令
並
び
に
こ
れ
に

基
く
通
牒
に
違
反
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
れ
に
対
す
る
補
助
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
八
条
第
一
項
の
補
助
金
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
事
業
計

画
及
び
補
助
金
の
交
付
を
必
要
と
す
る
事
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
職
業
安
定
局
長
に
堤
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

前
項
の
申
請
書
は
、
毎
会
計
年
度
開
始
前
四
十
五
日
ま
で
に
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
計
画
の
全
部
又
は
一
部
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
計
画
変

更
申
請
書
を
、
毎
四
半
期
開
始
前
三
十
日
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

前
二
項
の
申
請
書
の
様
式
は
、
職
業
安
定
局
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

９

法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
は
、
職
業
補
導
を
受
け
る
者
の
交
通
費
、
そ
の
他

職
業
補
導
を
受
け
る
に
必
要
な
費
用
に
つ
き
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
職
業
安
定
局
長
が
定

め
る
額
及
び
支
給
方
法
に
よ
り
こ
れ
を
支
給
す
る
。

（
法
第
二
十
九
条
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
条

作
業
の
訓
練
を
行
う
共
同
作
業
施
設
に
お
け
る
賃
金
そ
の
他
の
労
働
条
件
の
基
準
は
、

労
働
基
準
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

職
業
補
導
施
設
に
お
い
て
、
職
業
補
導
に
従
事
す
る
者
（
以
下
指
導
員
と
い
う
。）
は
、
職
業
安

定
局
長
の
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

職
業
補
導
施
設
の
長
は
、
職
業
補
導
を
受
け
る
者
に
対
し
、
職
業
補
導
に
関
し
、
そ
の
受
け
る

べ
き
職
業
種
目
に
関
係
の
な
い
業
務
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

４

職
業
補
導
を
受
け
る
べ
き
者
の
選
考
は
、
そ
の
能
力
及
び
希
望
に
基
い
て
、
こ
れ
を
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５

職
業
補
導
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
そ
の
居
住
地
の
都
道
府
県
に
お
い
て
、
行
わ
れ
て
い
な

い
職
業
種
目
の
職
業
補
導
を
希
望
す
る
と
き
は
、
公
共
職
業
安
定
所
に
対
し
、
他
の
都
道
府
県
で

職
業
補
導
を
受
け
た
い
旨
を
申
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

都
道
府
県
知
事
は
、
他
の
都
道
府
県
に
居
住
す
る
者
か
ら
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
都
道

府
県
に
お
い
て
、
職
業
補
導
を
受
け
た
い
旨
の
申
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
対

し
、
当
該
都
道
府
県
に
居
住
す
る
者
と
同
様
の
取
扱
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

前
六
項
に
定
め
る
も
の
の
外
、
職
業
補
導
に
関
す
る
基
準
、
そ
の
他
法
第
二
十
九
条
の
規
定
の

施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
職
業
安
定
局
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

（
法
第
三
十
条
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
一
条

法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
援
助
は
、
資
料
の
送
付
、
又
は
当
該

官
吏
、
若
し
く
は
指
導
員
の
派
遣
に
よ
っ
て
こ
れ
を
行
う
。

（
法
第
三
十
一
条
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
補
導
事
業
の
実
施
状
況
を
、
職
業
定
局
長
の
定
め
る
手
続
、

及
び
様
式
に
従
い
、
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２

職
業
安
定
局
の
官
吏
は
、
定
期
に
、
都
道
府
県
知
事
の
行
う
職
業
補
導
事
業
を
監
査
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
官
史
は
、
監
査
に
際
し
て
は
、
必
要
な
施
設
に
、
立
入
り
、
又
は
必
要
な
帳
簿
書
類
を

閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
補
導
の
実
施
に
つ
き
、
当
該
都
道
府
県
内
の
学
校
、
そ
の
他
の
施
設

に
お
け
る
職
業
教
育
そ
の
他
の
訓
練
と
緊
密
な
連
け
い
を
保
つ
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

都
道
府
県
知
事
の
設
置
す
る
職
業
補
導
所
は
、
こ
れ
を
公
共
職
業
補
導
所
と
い
う
。

６

公
共
職
業
補
導
所
で
な
い
も
の
は
、
公
共
職
業
補
導
所
の
名
称
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

７

公
共
職
業
補
導
所
は
、
こ
れ
に
類
似
の
施
設
で
公
共
職
業
補
導
所
で
な
い
も
の
と
、
同
一
の
場

所
に
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。

８

法
及
び
こ
の
命
令
の
規
定
は
、
国
の
補
助
を
受
け
て
行
う
職
業
補
導
事
業
に
つ
い
て
、
こ
れ
を

適
用
す
る
。

（
法
第
三
十
二
条
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
三
条

法
第
三
十
二
条
但
書
の
美
術
、
音
楽
、
演
芸
そ
の
他
特
別
の
技
術
を
必
要
と
す
る
職

業
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

美
術
家

二

音
楽
家

三

演
芸
家

四

科
学
者

五

医
師
、
歯
科
医
師
、
獣
医
師
、
薬
剤
師

六

弁
護
士
、
弁
理
士
、
計
理
士

七

そ
の
他
中
央
職
業
安
定
委
員
会
の
意
見
を
聞
き
、
労
働
大
臣
が
定
め
る
前
各
号
に
掲
げ
る
職

業
に
類
似
す
る
職
業

（
編
注
：
以
下
中
略
）

附

則

こ
の
命
令
は
、
職
業
安
定
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。

職
業
紹
介
法
施
行
規
則
、
無
料
職
業
紹
介
事
業
規
則
、
営
利
職
業
紹
介
事
業
規
則
、
労
務
供
給
事

業
規
則
及
び
労
務
者
募
集
規
則
は
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

法
施
行
の
際
に
お
け
る
、
法
に
基
く
公
共
職
業
安
定
所
の
位
置
、
名
称
、
管
轄
区
域
及
び
事
務
取

扱
の
範
囲
は
、
こ
の
命
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
手
続
に
よ
っ
て
、

労
働
大
臣
が
定
め
る
ま
で
、
従
前
の
命
令
に
基
き
定
め
た
も
の
に
よ
る
。

昭
和
二
四
年
五
月
二
〇
日

〔
四
─
二
─
三
〕
法
律
第
八
八
号

職職
業業
安安
定定
法法
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
法法
律律

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
四
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
以
下
順
次
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
、
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二

失
業
者
に
対
し
、
職
業
に
就
く
機
会
を
与
え
る
た
め
に
、
必
要
な
政
策
を
樹
立
し
、
そ
の
実

施
に
努
め
る
こ
と
。

三

求
職
者
に
対
し
、
迅
速
に
、
そ
の
能
力
に
適
当
な
職
業
に
就
く
こ
と
を
あ
つ
旋
す
る
た
め
、

及
び
求
人
者
に
対
し
、
そ
の
必
要
と
す
る
労
働
力
を
充
足
す
る
た
め
に
、
無
料
の
職
業
紹
介
事

業
を
行
う
こ
と
。

第
五
条
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
以
下
順
次
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
項
の
次
に
、
次
の
二
項

を
加
え
る
。

こ
の
法
律
で
無
料
の
職
業
紹
介
と
は
、
職
業
紹
介
に
関
し
、
い
か
な
る
名
義
で
も
、
そ
の
手
数

料
又
は
報
酬
を
受
け
な
い
で
行
う
職
業
紹
介
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
有
料
の
職
業
紹
介
と
は
、
実
費
職
業
紹
介
及
び
営
利
職
業
紹
介
を
い
い
、
実
費
職

業
紹
介
と
は
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
で
行
う
職
業
紹
介
で
あ
っ
て
、
職
業
紹
介
に
関
し
て
、
実

費
と
し
て
の
入
会
金
、
定
期
的
掛
金
、
手
数
料
そ
の
他
の
料
金
を
徴
収
す
る
も
の
を
い
い
、
営
利

職
業
紹
介
と
は
、
営
利
を
目
的
と
し
て
行
う
職
業
紹
介
を
い
う
。

第
二
章
標
題
中
「
政
府
の
行
う
」
を
「
職
業
安
定
機
関
の
行
う
」
に
改
め
る
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
公
共
船
員
職
業
安
定
所
に
対
す
る
協
力
）

第第
十十
条条

公
共
職
業
安
定
所
は
、
公
共
船
員
職
業
安
定
所
の
業
務
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
協
力
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
に
、
次
の
一
項
を
加
え
る
。

市
町
村
長
は
、
前
項
の
事
務
に
関
し
、
求
人
者
又
は
求
職
者
か
ら
、
い
か
な
る
名
義
で
も
、
実

費
そ
の
他
の
手
数
料
を
徴
収
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
」
の
下
に
「
及
び
他
の
法
律
に
基

き
そ
の
権
限
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事
項
」
を
加
え
、
同
条
第
十
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

前
項
の
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
の
金
額
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料

の
金
額
に
準
じ
、
労
働
大
臣
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。
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２

職
業
安
定
局
の
官
吏
は
、
定
期
に
、
都
道
府
県
知
事
の
行
う
職
業
補
導
事
業
を
監
査
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
官
史
は
、
監
査
に
際
し
て
は
、
必
要
な
施
設
に
、
立
入
り
、
又
は
必
要
な
帳
簿
書
類
を

閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
補
導
の
実
施
に
つ
き
、
当
該
都
道
府
県
内
の
学
校
、
そ
の
他
の
施
設

に
お
け
る
職
業
教
育
そ
の
他
の
訓
練
と
緊
密
な
連
け
い
を
保
つ
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

都
道
府
県
知
事
の
設
置
す
る
職
業
補
導
所
は
、
こ
れ
を
公
共
職
業
補
導
所
と
い
う
。

６

公
共
職
業
補
導
所
で
な
い
も
の
は
、
公
共
職
業
補
導
所
の
名
称
を
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

７

公
共
職
業
補
導
所
は
、
こ
れ
に
類
似
の
施
設
で
公
共
職
業
補
導
所
で
な
い
も
の
と
、
同
一
の
場

所
に
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。

８

法
及
び
こ
の
命
令
の
規
定
は
、
国
の
補
助
を
受
け
て
行
う
職
業
補
導
事
業
に
つ
い
て
、
こ
れ
を

適
用
す
る
。

（
法
第
三
十
二
条
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
三
条

法
第
三
十
二
条
但
書
の
美
術
、
音
楽
、
演
芸
そ
の
他
特
別
の
技
術
を
必
要
と
す
る
職

業
と
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

美
術
家

二

音
楽
家

三

演
芸
家

四

科
学
者

五

医
師
、
歯
科
医
師
、
獣
医
師
、
薬
剤
師

六

弁
護
士
、
弁
理
士
、
計
理
士

七

そ
の
他
中
央
職
業
安
定
委
員
会
の
意
見
を
聞
き
、
労
働
大
臣
が
定
め
る
前
各
号
に
掲
げ
る
職

業
に
類
似
す
る
職
業

（
編
注
：
以
下
中
略
）

附

則

こ
の
命
令
は
、
職
業
安
定
法
施
行
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。

職
業
紹
介
法
施
行
規
則
、
無
料
職
業
紹
介
事
業
規
則
、
営
利
職
業
紹
介
事
業
規
則
、
労
務
供
給
事

業
規
則
及
び
労
務
者
募
集
規
則
は
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

法
施
行
の
際
に
お
け
る
、
法
に
基
く
公
共
職
業
安
定
所
の
位
置
、
名
称
、
管
轄
区
域
及
び
事
務
取

扱
の
範
囲
は
、
こ
の
命
令
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
手
続
に
よ
っ
て
、

労
働
大
臣
が
定
め
る
ま
で
、
従
前
の
命
令
に
基
き
定
め
た
も
の
に
よ
る
。

昭
和
二
四
年
五
月
二
〇
日

〔
四
─
二
─
三
〕
法
律
第
八
八
号

職職
業業
安安
定定
法法
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
法法
律律

職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
第
三
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
四
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
以
下
順
次
一
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
号
の
次
に
、
次
の
二
号
を
加
え
る
。

二

失
業
者
に
対
し
、
職
業
に
就
く
機
会
を
与
え
る
た
め
に
、
必
要
な
政
策
を
樹
立
し
、
そ
の
実

施
に
努
め
る
こ
と
。

三

求
職
者
に
対
し
、
迅
速
に
、
そ
の
能
力
に
適
当
な
職
業
に
就
く
こ
と
を
あ
つ
旋
す
る
た
め
、

及
び
求
人
者
に
対
し
、
そ
の
必
要
と
す
る
労
働
力
を
充
足
す
る
た
め
に
、
無
料
の
職
業
紹
介
事

業
を
行
う
こ
と
。

第
五
条
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
以
下
順
次
二
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
項
の
次
に
、
次
の
二
項

を
加
え
る
。

こ
の
法
律
で
無
料
の
職
業
紹
介
と
は
、
職
業
紹
介
に
関
し
、
い
か
な
る
名
義
で
も
、
そ
の
手
数

料
又
は
報
酬
を
受
け
な
い
で
行
う
職
業
紹
介
を
い
う
。

こ
の
法
律
で
有
料
の
職
業
紹
介
と
は
、
実
費
職
業
紹
介
及
び
営
利
職
業
紹
介
を
い
い
、
実
費
職

業
紹
介
と
は
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
で
行
う
職
業
紹
介
で
あ
っ
て
、
職
業
紹
介
に
関
し
て
、
実

費
と
し
て
の
入
会
金
、
定
期
的
掛
金
、
手
数
料
そ
の
他
の
料
金
を
徴
収
す
る
も
の
を
い
い
、
営
利

職
業
紹
介
と
は
、
営
利
を
目
的
と
し
て
行
う
職
業
紹
介
を
い
う
。

第
二
章
標
題
中
「
政
府
の
行
う
」
を
「
職
業
安
定
機
関
の
行
う
」
に
改
め
る
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
公
共
船
員
職
業
安
定
所
に
対
す
る
協
力
）

第第
十十
条条

公
共
職
業
安
定
所
は
、
公
共
船
員
職
業
安
定
所
の
業
務
に
つ
い
て
、
こ
れ
に
協
力
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
に
、
次
の
一
項
を
加
え
る
。

市
町
村
長
は
、
前
項
の
事
務
に
関
し
、
求
人
者
又
は
求
職
者
か
ら
、
い
か
な
る
名
義
で
も
、
実

費
そ
の
他
の
手
数
料
を
徴
収
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
第
一
項
中
「
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
す
る
重
要
事
項
」
の
下
に
「
及
び
他
の
法
律
に
基

き
そ
の
権
限
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事
項
」
を
加
え
、
同
条
第
十
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

前
項
の
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料
の
金
額
は
、
一
般
の
政
府
職
員
の
旅
費
、
日
当
及
び
宿
泊
料

の
金
額
に
準
じ
、
労
働
大
臣
が
、
こ
れ
を
定
め
る
。
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第
十
九
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

公
共
職
業
安
定
所
は
、
求
職
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
能
力
に
適
合
す
る
職
業
を
紹
介
し
、
求
人

者
に
対
し
て
は
、
そ
の
雇
用
条
件
に
適
合
す
る
求
職
者
を
紹
介
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
二
章
中
、
第
四
節
を
第
五
節
と
し
、
第
四
節
と
し
て
、
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第第
四四
節節

学
生
若
し
く
は
生
徒
又
は
学
校
卒
業
者
の
職
業
紹
介

（
学
生
生
徒
等
の
職
業
紹
介
の
原
則
）

第第
二二
十十
五五
条条
のの
二二

公
共
職
業
安
定
所
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第

一
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
学
生
若
し
く
は
生
徒
又
は
そ
の
学
校
を
卒
業
し
た
者
の
職
業
紹
介
に

つ
い
て
は
、
第
二
節
の
規
定
に
よ
る
の
外
、
学
校
と
協
力
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
労
働
力

の
需
要
供
給
の
状
況
そ
の
他
職
業
に
関
す
る
情
報
を
提
供
し
、
職
業
選
択
に
必
要
な
助
言
援
助
を

与
え
、
及
び
公
共
職
業
安
定
所
間
の
連
絡
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
に
適
当
な
で
き
る
だ
け
多

く
の
求
人
を
開
拓
し
、
そ
の
能
力
に
適
合
し
た
職
業
に
あ
つ
旋
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
公
共
職
業
安
定
所
学
校
間
の
協
力
）

第第
二二
十十
五五
条条
のの
三三

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
学
校
教
育
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
学
生
若

し
く
は
生
徒
又
は
そ
の
学
校
を
卒
業
し
た
者
の
職
業
紹
介
を
円
滑
に
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
学
校
の
長
の
同
意
を
得
て
、
又
は
学
校
の
長
の
要
請
に
よ
り
、
そ
の
学
校
の
長
に
、

公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
一
部
を
分
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
職
業
安
定
所
長
が
学
校
の
長
に
分
担
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
業
務
は
、

左
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
限
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

一

求
人
申
込
を
受
理
し
、
且
つ
、
そ
の
受
理
し
た
求
人
申
込
を
公
共
職
業
安
定
所
に
連
絡
す
る

こ
と
。

二

求
職
申
込
を
受
理
す
る
こ
と
。

三

求
職
者
を
求
人
者
に
紹
介
す
る
こ
と
。

四

職
業
指
導
を
行
う
こ
と
。

五

就
職
後
の
補
導
を
行
う
こ
と
。

六

公
共
職
業
補
導
所
へ
の
入
所
の
あ
つ
旋
を
行
う
こ
と
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
一
部
を
分
担
す
る
学
校
の
長
は
、
第
十
六

条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
の
教
育
課
程
に
適
切
で
な
い
職
業
に
関
す
る
求

人
又
は
求
職
の
申
込
は
、
こ
れ
を
受
理
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
一
部
を
分
担
す
る
学
校
の
長
は
、
公
共
職

業
安
定
所
長
と
協
議
し
て
、
そ
の
学
校
の
職
員
の
中
か
ら
職
業
安
定
担
当
者
を
定
め
、
こ
れ
に
自

已
に
代
つ
て
そ
の
業
務
を
担
当
さ
せ
、
公
共
職
業
安
定
所
と
の
連
絡
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
一
部
を
分
担
す

る
学
校
の
長
に
対
し
て
、
職
業
に
関
す
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
学
校
の
長
の
行
う
職
業
紹
介
に
関

す
る
業
務
の
執
行
に
つ
い
て
の
援
助
を
与
え
る
と
と
も
に
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

こ
れ
に
対
し
て
、
経
済
上
の
援
助
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
一
部
を
分
担
す
る
学
校
の
長
は
、
そ
の
業

務
の
執
行
に
関
し
、
職
業
安
定
局
長
が
文
部
大
臣
の
指
名
す
る
官
吏
と
協
議
し
、
こ
の
法
律
の
規

定
に
基
い
て
定
め
る
基
準
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
共
職
業
安
定
所
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
共
職
業
安
定
所
の
業
務
の
一
部
を
分
担
す

る
学
校
の
長
が
、
法
令
又
は
前
項
の
基
準
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
学
校
の
長
の
行
う
職
業
紹

介
に
関
す
る
業
務
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
七
項
の
規
定
は
、
学
校
の
長
が
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
い
て
無
料
の
職
業
紹
介
事
業

を
行
う
場
合
に
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

（
施
行
規
定
）

第第
二二
十十
五五
条条
のの
四四

公
共
職
業
安
定
所
と
学
校
と
の
間
に
お
け
る
連
絡
、
援
助
又
は
協
力
に
関
す
る

方
法
そ
の
他
学
生
若
し
く
は
生
徒
又
は
学
校
卒
業
者
の
職
業
紹
介
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
命
令

で
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
二
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
職
業
補
導
の
原
則
）

第第
二二
十十
六六
条条

職
業
補
導
は
、
労
働
力
の
需
要
供
給
の
状
況
に
応
じ
て
、
必
要
な
職
業
種
目
に
つ
い

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

職
業
補
導
は
、
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
職
業
補
導
及
び
失
業
者
に
職
業
を
与
え
る
目
的
を

以
て
経
営
さ
れ
る
施
設
に
お
け
る
作
業
訓
練
と
し
て
行
わ
れ
る
。

こ
の
法
律
の
職
業
補
導
に
は
、
学
校
教
育
法
に
基
い
て
行
わ
れ
る
一
般
職
業
教
育
を
含
ま
な
い
。

労
働
大
臣
は
、
職
業
補
導
の
計
画
を
樹
立
す
る
に
当
っ
て
は
、
関
係
教
育
行
政
庁
の
協
力
を
得

て
、
学
校
の
施
設
の
最
も
有
効
な
活
用
を
図
る
と
と
も
に
、
学
校
に
お
け
る
職
業
教
育
と
の
重
複

を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

職
業
補
導
は
、
す
べ
て
無
料
と
す
る
。

こ
の
節
の
規
定
は
、
国
が
そ
の
経
費
の
全
部
又
は
一
部
を
負
担
す
る
職
業
補
導
事
業
に
つ
い
て
、

こ
れ
を
適
用
す
る
。

第
二
十
六
条
の
次
に
、
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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（
身
休
障
害
者
に
対
す
る
職
業
補
導
）

第第
二二
十十
六六
条条
のの
二二

身
体
に
障
害
の
あ
る
者
で
、
職
業
補
導
に
よ
り
通
常
の
職
業
に
就
く
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
す
る
職
業
補
導
は
、
通
常
の
職
業
補
導
を
受
け
る
者
と
共
に
、
こ

れ
を
行
う
。
但
し
、
通
常
の
職
業
補
導
を
受
け
る
者
と
共
に
職
業
補
導
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
能
力
に
適
す
る
よ
う
、
補
導
の
種
目
及
び
方
法

を
選
定
し
、
特
別
の
公
共
職
業
補
導
所
を
設
け
て
、
職
業
補
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

労
働
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
但
書
の
規
定
に
よ
る
特
別
の
公
共
職
業

補
導
所
を
、
厚
生
大
臣
と
協
議
の
う
え
、
そ
の
所
管
す
る
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
の
た
め
に
経
営

さ
れ
る
更
生
施
設
と
併
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

労
働
大
臣
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
共
職
業
補
導
所
は
、
身
休
に
障
害
の
あ
る
者

の
職
業
補
導
を
行
う
た
め
、
作
業
義
し
及
び
特
殊
の
補
助
工
具
の
製
作
及
び
修
理
を
行
う
こ
と
が

、

で
き
る
。

第
二
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
公
共
職
業
補
導
所
の
設
置
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

労
働
大
臣
は
、
前
二
条
の
職
業
補
導
を
行
う
た
め
、
都
道
府
県
知
事
を
し
て
、
公
共
職
業
補
導

所
を
設
置
し
て
、
こ
れ
を
経
営
せ
し
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
同
項
中
「
職
業
補
導
所
」
を
「
公
共
職
業
補
導
所
」
に
、「
又

は
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
に
、
」
を
「
又
は
公
の
機
関
に
限
り
、
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
、

次
の
二
項
を
加
え
る
。

都
道
府
県
知
事
は
、
公
の
機
関
に
限
り
、
公
共
職
業
補
導
所
の
経
営
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

る
。労

働
大
臣
は
、
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
作
業
訓
練
に
関
す
る
計
画
を
た
て
、
都
道
府

県
知
事
を
し
て
、
こ
れ
を
実
施
せ
し
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
負
担
金
等
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
職
業
補
導
所
」
を
「
公
共
職
業
補
導
所
」
に
改
め
る
。

政
府
は
、
前
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
公
共
職
業
補

導
所
の
設
置
及
び
経
営
並
び
に
作
業
訓
練
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
法
律
に
基
い
て
、
こ
れ
を

負
担
す
る
。

第
二
十
八
条
に
、
次
の
一
項
を
加
え
る
。

政
府
は
、
都
道
府
県
知
事
の
行
う
職
業
補
導
が
、
こ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
い
て
労
働
大
臣
の

定
め
る
基
準
に
違
反
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
れ
に
対
し
、
負
担
金
の
交
付
を
停
止
し
、
又
は

そ
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
公
共
団
休
そ
の
他
の
者
」
を
「
公
の
機
関
」
に
、「
職
業
補
導
所
」
を
「
公

共
職
業
補
導
所
そ
の
他
の
職
業
補
導
施
設
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
職
業
補
導
所
」
を
「
公
共
職
業

補
導
所
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
工
場
事
業
場
等
の
行
う
監
督
者
の
訓
練
に
対
す
る
援
助
）

第第
三三
十十
条条

労
働
大
臣
は
、
労
働
基
準
法
に
規
定
す
る
技
能
者
養
成
を
除
き
、
従
業
員
の
指
導
監
督

に
当
る
者
の
作
業
訓
練
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
工
場
事
業
場
等
に
対
し
、
技
術
援
助
を
行
う
た
め

に
、
特
別
に
訓
練
さ
れ
た
補
導
員
を
置
き
、
必
要
な
資
料
を
作
製
す
る
も
の
と
す
る
。

労
働
大
臣
は
、
工
場
事
業
場
等
が
、
労
働
基
準
法
に
規
定
す
る
技
能
者
養
成
を
除
き
、
そ
の
従

業
員
の
労
働
力
を
最
も
有
効
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
、
職
長
、
指
導
員
等
そ
の
従
業
員
の
指
導
監

督
に
当
る
者
に
対
し
て
、
指
導
監
督
に
必
要
な
知
識
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
訓
練
計
画
を
た

て
、
こ
れ
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
要
求
に
応
じ
、
補
導
員
の
派
遣
、
資
料
の
提
供

等
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
技
術
援
助
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部
を
都
道
府
県
知
事
に
行
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
一
条
中
「
前
五
条
」
を
「
前
六
条
」
に
改
め
る
。

第
三
章
標
題
中
「
政
府
以
外
の
」
を
「
職
業
安
定
機
関
以
外
の
」
に
改
め
る
。

第
三
章
中
第
一
節
を
第
二
節
と
し
、
以
下
順
次
一
節
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
節
と
し
て
て
次
の
一

節
を
加
え
る
。第第

一一
節節

通
則

（
適
用
範
囲
）

第第
三三
十十
一一
条条
のの
二二

こ
の
章
の
規
定
は
、
法
律
に
別
段
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
職
業
安
定
機

関
以
外
の
者
の
行
う
職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
及
び
労
働
者
供
給
事
業
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
適

用
す
る
。

第
三
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
有
料
職
業
紹
介
事
業
）

第第
三三
十十
二二
条条

何
人
も
、
有
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
美
術
、
音
楽
、

演
芸
そ
の
他
特
別
の
技
術
を
必
要
と
す
る
職
業
に
従
事
す
る
者
の
職
業
を
あ
つ
旋
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
職
業
紹
介
事
業
に
つ
い
て
、
労
働
大
臣
の
許
可
を
得
て
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。労

働
大
臣
が
、
前
項
の
許
可
を
な
す
に
は
、
予
め
、
許
可
申
請
者
に
つ
い
て
そ
の
資
産
の
状
況

及
び
特
性
を
審
査
す
る
と
と
も
に
、
中
央
職
業
安
定
委
員
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
身
休
障
害
者
に
対
す
る
職
業
補
導
）

第第
二二
十十
六六
条条
のの
二二

身
体
に
障
害
の
あ
る
者
で
、
職
業
補
導
に
よ
り
通
常
の
職
業
に
就
く
こ
と
が
で

き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
す
る
職
業
補
導
は
、
通
常
の
職
業
補
導
を
受
け
る
者
と
共
に
、
こ

れ
を
行
う
。
但
し
、
通
常
の
職
業
補
導
を
受
け
る
者
と
共
に
職
業
補
導
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
能
力
に
適
す
る
よ
う
、
補
導
の
種
目
及
び
方
法

を
選
定
し
、
特
別
の
公
共
職
業
補
導
所
を
設
け
て
、
職
業
補
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

労
働
大
臣
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
但
書
の
規
定
に
よ
る
特
別
の
公
共
職
業

補
導
所
を
、
厚
生
大
臣
と
協
議
の
う
え
、
そ
の
所
管
す
る
身
体
に
障
害
の
あ
る
者
の
た
め
に
経
営

さ
れ
る
更
生
施
設
と
併
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

労
働
大
臣
が
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
共
職
業
補
導
所
は
、
身
休
に
障
害
の
あ
る
者

の
職
業
補
導
を
行
う
た
め
、
作
業
義
し
及
び
特
殊
の
補
助
工
具
の
製
作
及
び
修
理
を
行
う
こ
と
が

、

で
き
る
。

第
二
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
公
共
職
業
補
導
所
の
設
置
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

労
働
大
臣
は
、
前
二
条
の
職
業
補
導
を
行
う
た
め
、
都
道
府
県
知
事
を
し
て
、
公
共
職
業
補
導

所
を
設
置
し
て
、
こ
れ
を
経
営
せ
し
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
七
条
第
二
項
を
第
四
項
と
し
、
同
項
中
「
職
業
補
導
所
」
を
「
公
共
職
業
補
導
所
」
に
、「
又

は
公
共
団
体
そ
の
他
の
者
に
、
」
を
「
又
は
公
の
機
関
に
限
り
、
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
の
次
に
、

次
の
二
項
を
加
え
る
。

都
道
府
県
知
事
は
、
公
の
機
関
に
限
り
、
公
共
職
業
補
導
所
の
経
営
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き

る
。労

働
大
臣
は
、
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
作
業
訓
練
に
関
す
る
計
画
を
た
て
、
都
道
府

県
知
事
を
し
て
、
こ
れ
を
実
施
せ
し
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
八
条
の
見
出
し
を
「
（
負
担
金
等
）」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
職
業
補
導
所
」
を
「
公
共
職
業
補
導
所
」
に
改
め
る
。

政
府
は
、
前
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
公
共
職
業
補

導
所
の
設
置
及
び
経
営
並
び
に
作
業
訓
練
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
、
法
律
に
基
い
て
、
こ
れ
を

負
担
す
る
。

第
二
十
八
条
に
、
次
の
一
項
を
加
え
る
。

政
府
は
、
都
道
府
県
知
事
の
行
う
職
業
補
導
が
、
こ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
い
て
労
働
大
臣
の

定
め
る
基
準
に
違
反
す
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
れ
に
対
し
、
負
担
金
の
交
付
を
停
止
し
、
又
は

そ
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
公
共
団
休
そ
の
他
の
者
」
を
「
公
の
機
関
」
に
、「
職
業
補
導
所
」
を
「
公

共
職
業
補
導
所
そ
の
他
の
職
業
補
導
施
設
」
に
、
同
条
第
二
項
中
「
職
業
補
導
所
」
を
「
公
共
職
業

補
導
所
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
工
場
事
業
場
等
の
行
う
監
督
者
の
訓
練
に
対
す
る
援
助
）

第第
三三
十十
条条

労
働
大
臣
は
、
労
働
基
準
法
に
規
定
す
る
技
能
者
養
成
を
除
き
、
従
業
員
の
指
導
監
督

に
当
る
者
の
作
業
訓
練
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
工
場
事
業
場
等
に
対
し
、
技
術
援
助
を
行
う
た
め

に
、
特
別
に
訓
練
さ
れ
た
補
導
員
を
置
き
、
必
要
な
資
料
を
作
製
す
る
も
の
と
す
る
。

労
働
大
臣
は
、
工
場
事
業
場
等
が
、
労
働
基
準
法
に
規
定
す
る
技
能
者
養
成
を
除
き
、
そ
の
従

業
員
の
労
働
力
を
最
も
有
効
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
、
職
長
、
指
導
員
等
そ
の
従
業
員
の
指
導
監

督
に
当
る
者
に
対
し
て
、
指
導
監
督
に
必
要
な
知
識
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
訓
練
計
画
を
た

て
、
こ
れ
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
要
求
に
応
じ
、
補
導
員
の
派
遣
、
資
料
の
提
供

等
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
援
助
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
大
臣
は
、
前
項
に
規
定
す
る
技
術
援
助
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部
を
都
道
府
県
知
事
に
行
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
一
条
中
「
前
五
条
」
を
「
前
六
条
」
に
改
め
る
。

第
三
章
標
題
中
「
政
府
以
外
の
」
を
「
職
業
安
定
機
関
以
外
の
」
に
改
め
る
。

第
三
章
中
第
一
節
を
第
二
節
と
し
、
以
下
順
次
一
節
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
一
節
と
し
て
て
次
の
一

節
を
加
え
る
。第第

一一
節節

通
則

（
適
用
範
囲
）

第第
三三
十十
一一
条条
のの
二二

こ
の
章
の
規
定
は
、
法
律
に
別
段
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
く
外
、
職
業
安
定
機

関
以
外
の
者
の
行
う
職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
及
び
労
働
者
供
給
事
業
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
適

用
す
る
。

第
三
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
有
料
職
業
紹
介
事
業
）

第第
三三
十十
二二
条条

何
人
も
、
有
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
美
術
、
音
楽
、

演
芸
そ
の
他
特
別
の
技
術
を
必
要
と
す
る
職
業
に
従
事
す
る
者
の
職
業
を
あ
つ
旋
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
職
業
紹
介
事
業
に
つ
い
て
、
労
働
大
臣
の
許
可
を
得
て
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。労

働
大
臣
が
、
前
項
の
許
可
を
な
す
に
は
、
予
め
、
許
可
申
請
者
に
つ
い
て
そ
の
資
産
の
状
況

及
び
特
性
を
審
査
す
る
と
と
も
に
、
中
央
職
業
安
定
委
員
会
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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営
利
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
者
は
、
そ
の
事
業
を
開
始
す
る
前
に
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
補

償
の
金
額
に
充
て
る
た
め
、
労
働
大
臣
が
、
中
央
職
業
安
定
委
員
会
に
諮
問
の
う
え
定
め
る
五
万

円
を
超
え
な
い
金
額
の
保
証
金
を
供
託
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
者
が
こ
の
法
律
又
は
こ
れ
に
基
く
命
令
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
損
害
を
受

け
た
者
は
、
前
項
の
保
証
金
か
ら
、
そ
の
補
償
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。

実
費
職
業
紹
介
事
業
又
は
営
利
職
業
紹
介
事
業
の
許
可
を
受
け
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
労
働
大

臣
が
、
中
央
職
業
安
定
委
員
会
に
諮
問
の
う
え
、
物
価
庁
長
官
と
協
議
し
て
定
め
る
額
の
許
可
料

を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

実
費
職
業
紹
介
事
業
又
は
営
利
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
労
働
大
臣
が
、
中

央
職
業
安
定
委
員
会
に
諮
問
の
う
え
、
物
価
庁
長
官
と
協
議
し
て
定
め
る
手
数
料
の
外
、
い
か
な

る
名
義
で
も
、
実
費
そ
の
他
の
手
数
料
又
は
報
酬
を
受
け
て
は
な
ら
な
い
。

第
一
項
の
許
可
の
有
効
期
間
は
、
一
年
と
す
る
。

第
一
項
の
許
可
の
申
請
手
続
そ
の
他
有
料
の
職
業
紹
介
事
業
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
、

こ
れ
を
定
め
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
わ
う
と
す
る
者
は
、
第
三
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、

労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
三
条
の
次
に
、
次
の
三
条
を
加
え
る
。

（
学
校
の
行
う
無
料
職
業
紹
介
事
業
）

第第
三三
十十
三三
条条
のの
二二

学
校
教
育
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
学
校
の
長
は
、
労
働
大
臣
に
届
け
出
て
、

そ
の
学
生
若
し
く
は
生
徒
又
は
そ
の
学
校
を
卒
業
し
た
者
に
つ
い
て
、
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
大
学
及
び
高
等
学
校
以
外
の
学
校
の
長
が
そ
の
学
校
を
卒
業
し
た

者
に
つ
い
て
行
う
職
業
紹
介
は
、
そ
の
者
が
そ
の
学
校
を
卒
業
し
た
後
六
箇
月
以
内
の
場
合
に
限

る
も
の
と
す
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
学
校
の
長
は
、
求
職
者
を
、
そ
の
住
所
又

は
居
所
の
変
更
を
必
要
と
す
る
就
職
先
に
紹
介
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
労
働
大
臣
の
許
可
を

受
け
た
場
合
及
び
大
学
の
長
又
は
高
等
学
校
の
長
が
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
学
校
の
長
は
、
そ
の
学
校
の
職
員
の
中

か
ら
、
職
業
紹
介
事
業
に
関
す
る
業
務
を
担
当
す
る
者
を
定
め
て
、
自
已
に
代
り
て
そ
の
業
務
を

行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
項
の
届
出
の
手
続
そ
の
他
学
校
の
長
の
行
う
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
命
令
で
、
こ
れ
を
定
め
る
。

（
無
料
職
業
紹
介
事
業
の
取
扱
範
囲
の
限
定
）

第第
三三
十十
三三
条条
のの
三三

労
働
大
臣
は
、
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
わ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
第
三
十

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
に
当
り

取
り
扱
う
べ
き
職
種
の
範
囲
そ
の
他
取
扱
の
範
用
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
わ
う
と
す
る
学
校
の
長
は
、
そ
の
取

り
扱
う
べ
き
職
業
紹
介
の
範
囲
を
定
め
て
、
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
兼
業
の
禁
止
）

第第
三三
十十
三三
条条
のの
四四

料
理
店
業
、
飲
食
店
業
、
旅
館
業
、
古
物
商
、
質
屋
業
、
貸
金
業
、
両
替
業
そ

の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
営
業
を
行
う
者
は
、
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
三
十
四
条
の
見
出
し
を
「
（
準
用
規
定
等
）
」
に
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
前
二
条
」
を
「
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
三
条
の
二
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で
、
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
十
条
の
規
定
は
、
職
業
安
定
機

関
以
外
の
者
の
行
う
職
業
紹
介
事
業
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
但
し
、
第
三
十
三
条
の
三

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
大
臣
が
職
業
紹
介
の
範
囲
を
定
め
て
許
可
を
し
た
場
合
及
び
同
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
学
校
の
長
が
職
業
紹
介
の
範
囲
を
定
め
て
届
出
を
し
た
場
合
に
お
い
て

は
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
は
、
そ
の
範
囲
内
に
お
い
て
の
み
、
こ
れ
を
準
用
す
る
も

の
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
見
出
し
を
「
（
直
接
募
集
）」

に
改
め
る
。

第
四
十
条
中
「
第
三
十
二
条
第
三
項
の
手
数
料
そ
の
他
の
補
償
金
の
外
、」
を
削
る
。

第
四
十
九
条
第
一
項
中
「
許
可
を
受
け
て
」
の
下
に
「
、
又
は
届
出
を
な
し
て
」
を
加
え
、
同
条

第
二
項
中
「
第
四
十
四
条
の
規
定
」
を
「
第
三
十
二
条
か
ら
第
三
十
三
条
の
二
ま
で
、
第
三
十
六
条
、

第
三
十
七
条
及
び
第
四
十
四
条
の
規
定
」
に
、「
工
場
、
事
業
場
」
を
「
事
業
所
、
事
務
所
」
に
、「
使

用
者
若
し
く
は
労
働
者
」
を
「
事
業
主
、
使
用
者
、
労
働
者
の
募
集
を
行
う
者
、
労
働
者
の
募
集
に

従
事
す
る
者
若
し
く
は
労
働
者
」
に
改
め
る
。

第
五
十
条
中
「
許
可
を
受
け
て
」
の
下
に
「
、
又
は
届
出
を
な
し
て
」
を
加
え
、
同
条
に
、
次
の

一
項
を
加
え
る
。

労
働
大
臣
は
、
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行
う
学
校

の
長
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
、
事
業
の
停
止
を
命
じ
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
予
め
教
育

行
政
庁
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
一
条
中
政
府
以
外
の
者
の
行
う
」
を
「
職
業
安
定
機
関
以
外
の
者
の
行
う
」
に
改
め
る
。
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第
五
十
二
条
の
次
に
、
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
業
務
の
周
知
宜
伝
）

第第
五五
十十
二二
条条
のの
二二

政
府
は
、
そ
の
行
う
職
業
紹
介
、
職
業
指
導
、
職
業
補
導
、
失
業
保
険
そ
の
他

こ
の
法
律
の
目
的
を
周
知
宣
伝
す
る
た
め
、
計
画
を
樹
立
し
、
こ
れ
が
実
施
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
六
十
四
郎
第
一
号
中
「
有
料
で
若
し
く
は
営
利
を
目
的
と
し
て
」
を
「
有
料
の
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
中
第
一
号
を
第
六
号
と
し
、
以
下
順
次
五
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
、
次
の
五
号
を

加
え
る
。

一

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
三
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行

っ
た
者

四

第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

五

第
三
十
三
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
た
者

附附

則則

１
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
法
律
中
、「
学
校
の
長
」
に
は
、
学
校
教
育
法
第
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
存
続
す
る
従
前

の
規
定
に
よ
る
学
校
の
長
を
、「
大
学
の
長
」
に
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
存
続
す
る
大
学
、
高
等

学
校
、
専
門
学
校
及
び
教
員
養
成
諸
学
校
の
長
を
、「
高
等
学
校
の
長
」
に
は
、
同
条
の
規
定
に
よ

り
存
続
す
る
中
等
学
校
の
長
を
含
む
も
の
と
す
る
。

昭昭
和和
三三
三三
年年
五五
月月
二二
日日

〔
四
─
二
─
四
〕
法
律
第
一
三
三
号(

「
職
業
訓
練
法
」
附
則)

職職
業業
安安
定定
法法
のの
一一
部部
改改
正正

第
六
条

職
業
安
定
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

職
業
安
定
法
目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
次第

一
章

総
則

第
二
章

職
業
安
定
機
関
の
行
う
職
業
紹
介
及
び
職
業
指
導

第
一
節

通
則

第
二
節

職
業
紹
介

第
三
節

職
業
指
導

第
四
節

学
生
若
し
く
は
生
徒
又
は
学
校
卒
業
者
の
職
業
紹
介

第
五
節

削
除

第
三
章

職
業
安
定
機
関
以
外
の
者
の
行
う
職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
及
び
労
働
者
供

給
事
業

第
一
節

通
則

第
二
節

職
業
紹
介

第
三
節

労
働
者
の
募
集

第
四
節

労
働
者
供
給
事
業

第
四
章

雑
則

第
五
章

罰
則

附
則

第
三
条
中
「
職
業
補
導
」
を
「
職
業
指
導
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
五
号
中
「
又
は
職
業
補
導
」
を
削
り
、
同
条
第
八
号
中
「
、
職
業
指
導
又
は
職

業
補
導
」
を
「
又
は
職
業
指
導
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
五
項
を
削
る
。

第
二
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
章

職
業
安
定
機
関
の
行
う
職
業
紹
介
及
び
職
業
指
導

第
六
条
第
一
項
中
「
、
職
業
指
導
及
び
職
業
補
導
」
を
「
及
び
職
業
指
導
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
、
職
業
補
導
」
を
削
る
。

第
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
公
共
職
業
訓
練
の
あ
っ
旋
）

第
十
九
条
の
二

公
共
職
業
安
定
所
は
、
求
職
者
に
対
し
、
公
共
職
業
訓
練
を
受
け
る
こ

と
に
つ
い
て
あ
っ
旋
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
の
三
第
二
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

公
共
職
業
訓
練
を
行
う
施
設
へ
の
入
所
の
あ
っ
旋
を
行
う
こ
と
。

第
二
章
第
五
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
節

削
除

第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で

削
除

第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
中
「
、
職
業
補
導
」
を
削
る
。
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第
五
十
二
条
の
次
に
、
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
業
務
の
周
知
宜
伝
）

第第
五五
十十
二二
条条
のの
二二

政
府
は
、
そ
の
行
う
職
業
紹
介
、
職
業
指
導
、
職
業
補
導
、
失
業
保
険
そ
の
他

こ
の
法
律
の
目
的
を
周
知
宣
伝
す
る
た
め
、
計
画
を
樹
立
し
、
こ
れ
が
実
施
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
六
十
四
郎
第
一
号
中
「
有
料
で
若
し
く
は
営
利
を
目
的
と
し
て
」
を
「
有
料
の
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
中
第
一
号
を
第
六
号
と
し
、
以
下
順
次
五
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
に
、
次
の
五
号
を

加
え
る
。

一

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
三
十
二
条
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
、
無
料
の
職
業
紹
介
事
業
を
行

っ
た
者

四

第
三
十
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

五

第
三
十
三
条
の
四
の
規
定
に
違
反
し
た
者

附附

則則

１
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
法
律
中
、「
学
校
の
長
」
に
は
、
学
校
教
育
法
第
九
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
存
続
す
る
従
前

の
規
定
に
よ
る
学
校
の
長
を
、「
大
学
の
長
」
に
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
存
続
す
る
大
学
、
高
等

学
校
、
専
門
学
校
及
び
教
員
養
成
諸
学
校
の
長
を
、「
高
等
学
校
の
長
」
に
は
、
同
条
の
規
定
に
よ

り
存
続
す
る
中
等
学
校
の
長
を
含
む
も
の
と
す
る
。

昭昭
和和
三三
三三
年年
五五
月月
二二
日日

〔
四
─
二
─
四
〕
法
律
第
一
三
三
号(

「
職
業
訓
練
法
」
附
則)

職職
業業
安安
定定
法法
のの
一一
部部
改改
正正

第
六
条

職
業
安
定
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

職
業
安
定
法
目
次
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

目
次第

一
章

総
則

第
二
章

職
業
安
定
機
関
の
行
う
職
業
紹
介
及
び
職
業
指
導

第
一
節

通
則

第
二
節

職
業
紹
介

第
三
節

職
業
指
導

第
四
節

学
生
若
し
く
は
生
徒
又
は
学
校
卒
業
者
の
職
業
紹
介

第
五
節

削
除

第
三
章

職
業
安
定
機
関
以
外
の
者
の
行
う
職
業
紹
介
、
労
働
者
の
募
集
及
び
労
働
者
供

給
事
業

第
一
節

通
則

第
二
節

職
業
紹
介

第
三
節

労
働
者
の
募
集

第
四
節

労
働
者
供
給
事
業

第
四
章

雑
則

第
五
章

罰
則

附
則

第
三
条
中
「
職
業
補
導
」
を
「
職
業
指
導
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
五
号
中
「
又
は
職
業
補
導
」
を
削
り
、
同
条
第
八
号
中
「
、
職
業
指
導
又
は
職

業
補
導
」
を
「
又
は
職
業
指
導
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
五
項
を
削
る
。

第
二
章
の
章
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
章

職
業
安
定
機
関
の
行
う
職
業
紹
介
及
び
職
業
指
導

第
六
条
第
一
項
中
「
、
職
業
指
導
及
び
職
業
補
導
」
を
「
及
び
職
業
指
導
」
に
改
め
る
。

第
八
条
第
一
項
中
「
、
職
業
補
導
」
を
削
る
。

第
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
公
共
職
業
訓
練
の
あ
っ
旋
）

第
十
九
条
の
二

公
共
職
業
安
定
所
は
、
求
職
者
に
対
し
、
公
共
職
業
訓
練
を
受
け
る
こ

と
に
つ
い
て
あ
っ
旋
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条
の
三
第
二
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

公
共
職
業
訓
練
を
行
う
施
設
へ
の
入
所
の
あ
っ
旋
を
行
う
こ
と
。

第
二
章
第
五
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
節

削
除

第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
一
条
ま
で

削
除

第
五
十
二
条
か
ら
第
五
十
三
条
ま
で
中
「
、
職
業
補
導
」
を
削
る
。
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昭
和
三
三
年
七
月
一
日

〔
四
─
二
─
五
〕
労
働
省
令
第
一
六
号
（
「
職
業
訓
練
法
施
行
規
則
」
附
則
）

職職
業業
安安
定定
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
改改
正正

第
四
条

職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
公
共
職
業
補
導
所
」
を
削
る
。

第
八
条
第
二
十
一
項
第
一
号
㈣
中
「
及
び
職
業
補
導
」
を
削
る
。

第
九
条
第
二
項
第
三
号
中
「
、
職
業
補
導
」
を
削
る
。

第
十
八
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
八
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で

削
除
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ⅣⅣ
３３
部部

技技
能能
者者
養養
成成
関関
係係

昭
和
二
二
年
四
月
七
日

〔
四
─
三
─
一
〕
法
律
第
四
九
号

労労
働働
基基
準準
法法

目

次

第
一
章

総
則

第
二
章

労
働
契
約

第
三
章

賃
金

第
四
章

労
働
時
間
、
休
憩
、
休
日
及
び
年
次
有
給
休
暇

第
五
章

安
全
及
び
衛
生

第
六
章

女
子
及
び
年
少
者

第
七
章

技
能
者
の
養
成

鎔
八
章

災
害
補
償

第
九
章

就
業
規
則

第
十
章

寄
宿
合

第
十
一
章

監
督
機
関

第
十
二
章

雑
則

第
十
三
章

罰
則

第第
一一
章章

総総
則則

（
労
働
条
件
の
原
則
）

第
一
条

労
働
条
件
は
、
労
働
者
が
人
た
る
に
値
す
る
生
活
を
営
む
た
め
の
必
要
を
充
た
す
べ
き
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
法
律
で
定
め
る
労
働
条
件
の
基
準
は
最
低
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
関
係
の
当
事
者
は
、

こ
の
基
準
を
理
由
と
し
て
労
働
条
件
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
の
向
上

を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
条
件
の
決
定
）

第
二
条

労
働
条
件
は
、
労
働
者
と
使
用
者
が
、
対
等
の
立
場
に
お
い
て
を
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。労

働
者
及
び
使
用
者
は
、
労
働
協
約
、
就
業
規
則
及
び
労
働
契
約
を
遵
守
し
、
誠
実
に
各
〻
そ

の
義
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
均
等
待
遇
）

第
三
条

使
用
者
は
、
労
働
者
の
国
籍
、
信
条
又
は
社
会
的
身
分
を
理
由
と
し
て
、
賃
金
、
労
働
時

間
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
、
差
別
的
取
扱
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
男
女
同
一
賃
金
の
原
則
）

第
四
条

使
用
者
は
、
労
働
者
が
女
子
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
賃
金
に
つ
い
て
、
差
別
的
取

扱
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
強
制
労
働
の
禁
止
）

第
五
条

使
用
者
は
、
暴
行
、
脅
迫
、
監
禁
そ
の
他
精
神
又
は
身
体
の
自
由
を
不
当
に
拘
束
す
る
手

段
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
意
志
に
反
し
て
労
働
を
強
制
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
中
間
搾
取
の
排
除
）

第
六
条

何
人
も
、
法
律
に
基
い
て
許
さ
れ
る
場
合
の
外
、
業
と
し
て
他
人
の
就
業
に
介
入
し
て
利

益
を
得
て
は
な
ら
な
い
。

（
公
民
権
行
使
の
保
障
）

第
七
条

使
用
者
は
、
労
働
者
が
労
働
時
間
中
に
、
選
挙
権
そ
の
他
公
民
と
し
て
の
権
利
を
行
使
し
、

又
は
公
の
職
務
を
執
行
す
る
た
め
に
必
要
な
時
間
を
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
否
ん
で
は
な

ら
な
い
。
但
し
、
権
利
の
行
使
又
は
公
の
職
務
の
執
行
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
適
用
事
業
の
範
囲
）

第
八
条

こ
の
法
律
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
事
業
又
は
事
務
所
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
但

し
、
同
居
の
親
族
の
み
を
使
用
す
る
事
業
若
し
く
は
事
務
所
又
は
家
事
使
用
人
に
つ
い
て
は
適
用

し
な
い
。

㈠

物
の
製
造
、
改
造
、
加
工
、
修
理
、
浄
洗
、
選
別
、
包
装
、
装
飾
、
仕
上
、
販
売
の
た
め
に

す
る
仕
立
、
破
壊
若
し
く
は
解
体
又
は
材
料
の
変
造
の
事
業
（
電
気
、
ガ
ス
又
は
各
種
動
力
の

発
生
、
変
更
若
し
く
は
伝
導
の
事
業
及
び
水
道
の
事
業
を
含
む
。）

㈡

鉱
業
、
砂
鉱
業
、
石
切
業
そ
の
他
土
石
又
は
鉱
物
採
取
の
事
業

㈢

土
木
、
建
築
そ
の
他
工
作
物
の
建
設
、
改
造
、
保
存
、
修
理
、
変
更
、
破
壊
、
解
体
又
は
そ

の
準
備
の
事
業

㈣

道
路
、
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
旅
客
又
は
貨
物
の
運
送
の
事
業

㈤

船
き
ょ
、
船
舶
、
岸
壁
、
波
止
場
、
駐
車
場
又
は
倉
庫
に
お
け
る
貨
物
の
取
扱
の
事
業
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ⅣⅣ
３３
部部

技技
能能
者者
養養
成成
関関
係係

昭
和
二
二
年
四
月
七
日

〔
四
─
三
─
一
〕
法
律
第
四
九
号

労労
働働
基基
準準
法法

目

次

第
一
章

総
則

第
二
章

労
働
契
約

第
三
章

賃
金

第
四
章

労
働
時
間
、
休
憩
、
休
日
及
び
年
次
有
給
休
暇

第
五
章

安
全
及
び
衛
生

第
六
章

女
子
及
び
年
少
者

第
七
章

技
能
者
の
養
成

鎔
八
章

災
害
補
償

第
九
章

就
業
規
則

第
十
章

寄
宿
合

第
十
一
章

監
督
機
関

第
十
二
章

雑
則

第
十
三
章

罰
則

第第
一一
章章

総総
則則

（
労
働
条
件
の
原
則
）

第
一
条

労
働
条
件
は
、
労
働
者
が
人
た
る
に
値
す
る
生
活
を
営
む
た
め
の
必
要
を
充
た
す
べ
き
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
法
律
で
定
め
る
労
働
条
件
の
基
準
は
最
低
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
関
係
の
当
事
者
は
、

こ
の
基
準
を
理
由
と
し
て
労
働
条
件
を
低
下
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
の
向
上

を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
労
働
条
件
の
決
定
）

第
二
条

労
働
条
件
は
、
労
働
者
と
使
用
者
が
、
対
等
の
立
場
に
お
い
て
を
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。労

働
者
及
び
使
用
者
は
、
労
働
協
約
、
就
業
規
則
及
び
労
働
契
約
を
遵
守
し
、
誠
実
に
各
〻
そ

の
義
務
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
均
等
待
遇
）

第
三
条

使
用
者
は
、
労
働
者
の
国
籍
、
信
条
又
は
社
会
的
身
分
を
理
由
と
し
て
、
賃
金
、
労
働
時

間
そ
の
他
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
、
差
別
的
取
扱
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
男
女
同
一
賃
金
の
原
則
）

第
四
条

使
用
者
は
、
労
働
者
が
女
子
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
賃
金
に
つ
い
て
、
差
別
的
取

扱
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
強
制
労
働
の
禁
止
）

第
五
条

使
用
者
は
、
暴
行
、
脅
迫
、
監
禁
そ
の
他
精
神
又
は
身
体
の
自
由
を
不
当
に
拘
束
す
る
手

段
に
よ
っ
て
、
労
働
者
の
意
志
に
反
し
て
労
働
を
強
制
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
中
間
搾
取
の
排
除
）

第
六
条

何
人
も
、
法
律
に
基
い
て
許
さ
れ
る
場
合
の
外
、
業
と
し
て
他
人
の
就
業
に
介
入
し
て
利

益
を
得
て
は
な
ら
な
い
。

（
公
民
権
行
使
の
保
障
）

第
七
条

使
用
者
は
、
労
働
者
が
労
働
時
間
中
に
、
選
挙
権
そ
の
他
公
民
と
し
て
の
権
利
を
行
使
し
、

又
は
公
の
職
務
を
執
行
す
る
た
め
に
必
要
な
時
間
を
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
否
ん
で
は
な

ら
な
い
。
但
し
、
権
利
の
行
使
又
は
公
の
職
務
の
執
行
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
適
用
事
業
の
範
囲
）

第
八
条

こ
の
法
律
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
事
業
又
は
事
務
所
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
但

し
、
同
居
の
親
族
の
み
を
使
用
す
る
事
業
若
し
く
は
事
務
所
又
は
家
事
使
用
人
に
つ
い
て
は
適
用

し
な
い
。

㈠

物
の
製
造
、
改
造
、
加
工
、
修
理
、
浄
洗
、
選
別
、
包
装
、
装
飾
、
仕
上
、
販
売
の
た
め
に

す
る
仕
立
、
破
壊
若
し
く
は
解
体
又
は
材
料
の
変
造
の
事
業
（
電
気
、
ガ
ス
又
は
各
種
動
力
の

発
生
、
変
更
若
し
く
は
伝
導
の
事
業
及
び
水
道
の
事
業
を
含
む
。）

㈡

鉱
業
、
砂
鉱
業
、
石
切
業
そ
の
他
土
石
又
は
鉱
物
採
取
の
事
業

㈢

土
木
、
建
築
そ
の
他
工
作
物
の
建
設
、
改
造
、
保
存
、
修
理
、
変
更
、
破
壊
、
解
体
又
は
そ

の
準
備
の
事
業

㈣

道
路
、
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
旅
客
又
は
貨
物
の
運
送
の
事
業

㈤

船
き
ょ
、
船
舶
、
岸
壁
、
波
止
場
、
駐
車
場
又
は
倉
庫
に
お
け
る
貨
物
の
取
扱
の
事
業
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㈥

土
地
の
耕
作
若
し
く
は
開
墾
又
は
植
物
の
栽
植
、
栽
培
、
採
取
若
し
く
は
伐
採
の
事
業
そ
の

他
の
農
林
の
事
業

㈦

動
物
の
飼
育
又
は
水
産
動
植
物
の
採
取
若
し
く
は
養
殖
の
事
業
そ
の
他
の
畜
産
、
養
蚕
又
は

水
産
の
事
業

㈧

物
品
の
販
売
、
配
給
、
保
管
若
し
く
は
賃
貸
又
は
理
容
の
事
業

㈨

金
融
、
保
険
、
媒
介
、
周
旋
、
集
金
、
案
内
又
は
広
告
の
事
業

㈩

映
画
の
製
作
又
は
映
写
、
演
劇
そ
の
他
興
行
の
事
業

⑾

郵
便
、
電
信
又
は
電
話
の
事
業

⑿

教
育
、
研
究
又
は
調
査
の
事
業

⒀

病
者
又
は
虚
弱
者
の
治
療
、
看
護
そ
の
他
保
健
衛
生
の
事
業

⒁

旅
館
、
料
理
店
、
飲
食
店
、
接
客
業
又
は
娯
楽
場
の
事
業

⒂

焼
却
、
清
掃
又
は
、
と
殺
の
事
業

⒃

前
各
号
に
該
当
し
な
い
官
公
署

⒄

そ
の
他
命
令
で
定
め
る
事
業
又
は
事
務
所

（
定
義
）

第
九
条

こ
の
法
律
で
労
働
者
と
は
、
職
業
の
種
類
を
問
わ
ず
、
前
条
の
事
業
又
は
事
務
所
（
以
下

事
業
と
い
う
。）
に
使
用
さ
れ
る
者
で
、
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
者
を
い
う
。

第
十
条

こ
の
法
律
で
使
用
者
と
は
、
事
業
主
又
は
事
業
の
経
営
担
当
者
そ
の
他
そ
の
事
業
の
労
働

者
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
事
業
主
の
た
め
に
行
為
を
す
る
す
べ
て
の
者
を
い
う
。

第
十
一
条

こ
の
法
律
で
賃
金
と
は
、
賃
金
、
給
料
、
手
当
、
賞
与
そ
の
他
名
称
の
如
何
を
問
わ
ず
、

労
働
の
対
償
と
し
て
使
用
者
が
労
働
者
に
支
払
う
す
べ
て
の
も
の
を
い
う
。

第
十
二
条

こ
の
法
律
で
平
均
賃
金
と
は
、
こ
れ
を
算
定
す
べ
き
事
由
の
発
生
し
た
日
以
前
三
箇

月
間
に
そ
の
労
働
者
に
対
し
支
払
わ
れ
た
賃
金
の
総
額
を
、
そ
の
期
間
の
総
日
数
で
除
し
た
金
額

を
い
う
。
但
し
、
そ
の
金
額
は
、
左
の
各
号
の
一
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
を
下
っ
て
は
な
ら
な

い
。

一
、
賃
金
が
、
労
働
し
た
日
若
し
く
は
時
間
に
よ
っ
て
算
定
さ
れ
、
又
は
出
来
高
払
制
そ
の
他
の

請
負
制
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
賃
金
の
総
額
を
そ
の
期
間
中
に
労
働
し
た

日
数
で
除
し
た
金
額
の
百
分
の
六
十

二
、
賃
金
の
一
部
が
、
日
、
週
そ
の
他
一
定
の
期
間
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
部
分
の
総
額
を
そ
の
期
間
の
総
日
数
で
除
し
た
金
額
と
前
号
の
金
額
の
合
算
額

前
項
の
期
間
は
、
賃
金
締
切
日
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
直
前
の
賃
金
締
切
日
か
ら
起
算
す

る
。

前
二
項
に
規
定
す
る
期
間
中
に
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
期
間
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、

そ
の
日
数
及
び
そ
の
期
間
中
の
賃
金
は
、
前
二
項
の
期
間
及
び
賃
金
総
額
か
ら
控
除
す
る
。

一
、
業
務
上
の
負
傷
し
、
又
は
疾
病
に
か
か
り
療
養
の
た
め
に
休
業
し
た
期
間

二
、
産
前
産
後
の
女
子
が
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
休
業
し
た
期
間

三
、
使
用
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
っ
て
休
業
し
た
期
間

四
、
試
の
使
用
期
間

第
一
項
の
賃
金
の
総
額
に
は
、
臨
時
に
支
払
わ
れ
た
賃
金
及
び
三
箇
月
を
超
え
る
期
間
ご
と
に

支
払
わ
れ
る
賃
金
並
び
に
通
貨
以
外
の
も
の
で
支
払
わ
た
賃
金
で
一
定
の
範
囲
に
属
し
な
い
も
の

は
算
入
し
な
い
。

賃
金
が
通
貨
以
外
の
も
の
で
支
払
わ
れ
る
場
合
、
第
一
項
の
賃
金
の
総
額
に
算
入
す
べ
き
も
の

の
範
囲
及
び
評
価
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
定
め
る
。

雇
入
後
三
箇
月
に
満
た
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
項
の
期
間
は
、
雇
入
後
の
期
間
と
す
る
。

日
日
雇
い
入
れ
ら
れ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
従
事
す
る
事
業
又
は
職
業
に
つ
い
て
、
労
働
に

関
す
る
主
務
大
臣
の
定
め
る
金
額
を
平
均
賃
金
と
す
る
。

第
一
項
乃
至
第
六
項
に
よ
っ
て
算
定
し
得
な
い
場
合
の
平
均
賃
金
は
、
労
働
に
関
す
る
主
務
大

臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第第
二二
章章

労労
働働
契契
約約

（
編
注
：
以
下
中
略
）

第第
六六
章章

女女
子子
及及
びび
年年
少少
者者

（
最
低
年
齢
）

第
五
十
六
条

満
十
五
才
に
満
た
な
い
児
童
は
、
労
働
者
と
し
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、

満
十
四
才
以
上
の
児
童
で
、
命
令
で
定
め
る
義
務
教
育
の
課
程
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
と
認
め
る

課
程
を
修
了
し
た
者
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
八
条
第
六
号
乃
至
第
十
七
号
の
事
業
に
係
る
職
業
で
、
児
童

の
健
康
及
び
福
祉
に
有
害
で
な
く
、
且
つ
そ
の
労
働
が
軽
易
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
行
政
官
庁
の

許
可
を
受
け
て
、
満
十
二
才
以
上
の
児
童
を
そ
の
者
の
修
学
時
間
外
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

但
し
、
映
画
の
製
作
又
は
演
劇
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
満
十
二
才
に
満
た
な
い
児
童
に
つ
い
て
も

同
様
で
あ
る
。

（
年
少
者
の
証
明
書
）

第
五
十
七
条

使
用
者
は
、
満
十
八
才
に
満
た
な
い
者
に
つ
い
て
、
そ
の
年
齢
を
証
明
す
る
戸
籍
証

明
書
を
事
業
場
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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使
用
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
使
用
す
る
児
童
に
つ
い
て
は
、
修
学
に
差
し
支
え

な
い
こ
と
を
証
明
す
る
学
校
長
の
証
明
書
及
び
親
権
者
又
は
後
見
人
の
同
意
書
を
事
業
場
に
備
え

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
未
成
年
者
の
労
働
契
約
）

第
五
十
八
条

親
権
者
又
は
後
見
人
は
、
未
成
年
者
に
代
っ
て
労
働
契
約
を
締
結
し
て
は
な
ら
な
い
。

親
権
者
若
し
く
は
後
見
人
又
は
行
政
官
庁
は
、
労
働
契
約
が
未
成
年
者
に
不
利
で
あ
る
と
認
め

る
場
合
に
お
い
て
は
、
将
来
に
向
っ
て
こ
れ
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
九
条

未
成
年
者
は
、
独
立
し
て
賃
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
権
者
又
は
後
見
人

は
、
未
成
年
者
の
賃
金
を
代
っ
て
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
年
少
者
の
労
働
時
間
及
び
休
日
）

第
六
十
条

第
三
十
二
条
第
二
項
、
第
三
十
六
条
及
び
第
四
十
条
の
規
定
は
、
満
十
八
才
に
満
た
な

い
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
使
用
す
る
児
童
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
の

労
働
時
間
は
、
修
学
時
間
を
通
算
し
て
、
一
日
に
つ
い
て
七
時
間
、
一
週
間
に
つ
い
て
四
十
二
時

間
と
す
る
。

使
用
者
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
満
十
五
才
以
上
（
第
五
十
六
条
第

一
項
但
書
の
規
定
す
る
満
十
四
才
以
上
を
含
む
。）
で
満
十
八
才
に
満
た
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
一

週
間
の
労
働
時
間
が
四
十
八
時
問
を
超
え
な
い
限
り
、
一
週
間
の
う
ち
一
日
の
労
働
時
間
を
四
時

間
以
内
に
短
縮
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
日
の
労
働
時
間
を
十
時
間
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
女
子
の
労
働
時
間
及
び
休
日
）

第
六
十
一
条

使
用
者
は
、
満
十
八
才
以
上
の
女
子
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
の
協
定
に
よ
る
場

合
に
お
い
て
も
、
一
日
に
つ
い
て
二
時
間
、
一
週
間
に
つ
い
て
六
時
間
、
一
年
に
つ
い
て
百
五
十

時
間
を
超
え
て
時
間
外
労
働
を
さ
せ
、
又
は
休
日
に
労
働
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
深
夜
業
）

第
六
十
二
条

使
用
者
は
満
十
八
才
に
満
た
な
い
者
又
は
女
子
を
午
後
十
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の

間
に
お
い
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
交
替
制
に
よ
っ
て
使
用
す
る
満
十
六
才
以
上
の
男

子
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

労
働
に
関
す
る
主
務
大
臣
は
、
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
時
刻
を
、

地
域
又
は
期
間
を
限
っ
て
、
午
後
十
一
時
及
び
午
前
六
時
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

交
替
制
に
よ
っ
て
労
働
さ
せ
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
て
、
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
午
後
十
時
三
十
分
ま
で
労
働
さ
せ
、
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
午
前

五
時
三
十
分
か
ら
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
三
項
の
規
定
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
労
働
時
間
を
延
長
す
る
場
合
又
は

第
八
条
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
及
び
電
話
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適

用
し
な
い
。
但
し
、
第
十
四
号
の
事
業
に
使
用
さ
れ
る
満
十
八
才
に
満
た
な
い
者
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

第
一
項
及
び
第
二
項
の
時
刻
は
、
第
五
十
六
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
っ
て
使
用
す
る
児
童

に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
時
刻
は
、
午
後
八
時
及
び
午
前
五
時
と
し
、
第
二
項
の
時
刻
は
、
午
後

九
時
及
び
午
前
六
時
と
す
る
。

（
危
険
有
害
業
務
の
就
業
禁
止
制
限
）

第
六
十
三
条

使
用
者
は
、
満
十
八
才
に
満
た
な
い
者
又
は
女
子
を
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
危

険
な
業
務
に
就
か
せ
、
又
は
命
令
で
定
め
る
重
量
物
を
取
り
扱
う
業
務
に
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
考
は
、
満
十
八
才
に
満
た
な
い
者
を
、
毒
劇
薬
、
毒
劇
物
そ
の
他
有
害
な
原
料
若
し
く
は

材
料
又
は
爆
発
性
、
発
火
性
若
し
く
は
引
火
性
の
原
料
若
し
く
は
材
料
を
取
り
扱
う
業
務
、
著
し

く
じ
ん
あ
い
若
し
く
は
粉
末
を
飛
散
し
、
若
し
く
は
有
害
ガ
ス
若
し
く
は
有
害
放
射
線
を
発
散
す

る
場
所
又
は
高
温
若
し
く
は
高
圧
の
場
所
に
お
け
る
業
務
そ
の
他
安
全
、
衛
生
又
は
福
祉
に
有
害

な
場
所
に
お
け
る
業
務
に
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
業
務
中
一
定
の
も
の
に
つ
い
て
、
命
令
で
満
十
八
才
以
上

の
女
子
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
範
囲
及
び
前
項
の
一
定
の
業
務
の
範
囲
は
、
命
令
で
定
め
る
。

（
坑
内
労
働
の
禁
止
）

第
六
十
四
条

使
用
者
は
、
満
十
八
才
に
満
た
な
い
者
及
び
女
子
を
坑
内
で
労
働
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。

（
産
前
産
後
）

第
六
十
五
条

使
用
者
は
、
六
週
間
以
内
に
出
産
す
る
予
定
の
女
子
が
休
業
を
請
求
し
た
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
者
を
就
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
者
は
、
産
後
六
週
間
を
経
過
し
な
い
女
子
を
就
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
産
後
五

週
間
を
経
過
し
た
女
子
が
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
つ
い
て
医
師
が
支
障
が
な
い
と

認
め
た
業
務
に
就
か
せ
る
こ
と
は
、
差
し
支
え
な
い
。

使
用
者
は
、
妊
娠
中
の
女
子
が
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
軽
易
な
業
務
に
転
換
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
育
児
時
間
）

第
六
十
六
条

生
後
満
一
年
に
達
し
な
い
生
児
を
育
て
る
女
子
は
、
第
三
十
四
条
の
休
憩
時
間
の
外
、
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使
用
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
使
用
す
る
児
童
に
つ
い
て
は
、
修
学
に
差
し
支
え

な
い
こ
と
を
証
明
す
る
学
校
長
の
証
明
書
及
び
親
権
者
又
は
後
見
人
の
同
意
書
を
事
業
場
に
備
え

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
未
成
年
者
の
労
働
契
約
）

第
五
十
八
条

親
権
者
又
は
後
見
人
は
、
未
成
年
者
に
代
っ
て
労
働
契
約
を
締
結
し
て
は
な
ら
な
い
。

親
権
者
若
し
く
は
後
見
人
又
は
行
政
官
庁
は
、
労
働
契
約
が
未
成
年
者
に
不
利
で
あ
る
と
認
め

る
場
合
に
お
い
て
は
、
将
来
に
向
っ
て
こ
れ
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
九
条

未
成
年
者
は
、
独
立
し
て
賃
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
親
権
者
又
は
後
見
人

は
、
未
成
年
者
の
賃
金
を
代
っ
て
受
け
取
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
年
少
者
の
労
働
時
間
及
び
休
日
）

第
六
十
条

第
三
十
二
条
第
二
項
、
第
三
十
六
条
及
び
第
四
十
条
の
規
定
は
、
満
十
八
才
に
満
た
な

い
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
使
用
す
る
児
童
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
の

労
働
時
間
は
、
修
学
時
間
を
通
算
し
て
、
一
日
に
つ
い
て
七
時
間
、
一
週
間
に
つ
い
て
四
十
二
時

間
と
す
る
。

使
用
者
は
、
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
満
十
五
才
以
上
（
第
五
十
六
条
第

一
項
但
書
の
規
定
す
る
満
十
四
才
以
上
を
含
む
。）
で
満
十
八
才
に
満
た
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
一

週
間
の
労
働
時
間
が
四
十
八
時
問
を
超
え
な
い
限
り
、
一
週
間
の
う
ち
一
日
の
労
働
時
間
を
四
時

間
以
内
に
短
縮
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
日
の
労
働
時
間
を
十
時
間
ま
で
延
長
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
女
子
の
労
働
時
間
及
び
休
日
）

第
六
十
一
条

使
用
者
は
、
満
十
八
才
以
上
の
女
子
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
六
条
の
協
定
に
よ
る
場

合
に
お
い
て
も
、
一
日
に
つ
い
て
二
時
間
、
一
週
間
に
つ
い
て
六
時
間
、
一
年
に
つ
い
て
百
五
十

時
間
を
超
え
て
時
間
外
労
働
を
さ
せ
、
又
は
休
日
に
労
働
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
深
夜
業
）

第
六
十
二
条

使
用
者
は
満
十
八
才
に
満
た
な
い
者
又
は
女
子
を
午
後
十
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の

間
に
お
い
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
交
替
制
に
よ
っ
て
使
用
す
る
満
十
六
才
以
上
の
男

子
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

労
働
に
関
す
る
主
務
大
臣
は
、
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
前
項
の
時
刻
を
、

地
域
又
は
期
間
を
限
っ
て
、
午
後
十
一
時
及
び
午
前
六
時
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

交
替
制
に
よ
っ
て
労
働
さ
せ
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
て
、
第
一
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
午
後
十
時
三
十
分
ま
で
労
働
さ
せ
、
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
午
前

五
時
三
十
分
か
ら
労
働
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
三
項
の
規
定
は
、
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
労
働
時
間
を
延
長
す
る
場
合
又
は

第
八
条
第
六
号
、
第
七
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
及
び
電
話
の
事
業
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適

用
し
な
い
。
但
し
、
第
十
四
号
の
事
業
に
使
用
さ
れ
る
満
十
八
才
に
満
た
な
い
者
に
つ
い
て
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

第
一
項
及
び
第
二
項
の
時
刻
は
、
第
五
十
六
条
第
二
項
本
文
の
規
定
に
よ
っ
て
使
用
す
る
児
童

に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
時
刻
は
、
午
後
八
時
及
び
午
前
五
時
と
し
、
第
二
項
の
時
刻
は
、
午
後

九
時
及
び
午
前
六
時
と
す
る
。

（
危
険
有
害
業
務
の
就
業
禁
止
制
限
）

第
六
十
三
条

使
用
者
は
、
満
十
八
才
に
満
た
な
い
者
又
は
女
子
を
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
危

険
な
業
務
に
就
か
せ
、
又
は
命
令
で
定
め
る
重
量
物
を
取
り
扱
う
業
務
に
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
考
は
、
満
十
八
才
に
満
た
な
い
者
を
、
毒
劇
薬
、
毒
劇
物
そ
の
他
有
害
な
原
料
若
し
く
は

材
料
又
は
爆
発
性
、
発
火
性
若
し
く
は
引
火
性
の
原
料
若
し
く
は
材
料
を
取
り
扱
う
業
務
、
著
し

く
じ
ん
あ
い
若
し
く
は
粉
末
を
飛
散
し
、
若
し
く
は
有
害
ガ
ス
若
し
く
は
有
害
放
射
線
を
発
散
す

る
場
所
又
は
高
温
若
し
く
は
高
圧
の
場
所
に
お
け
る
業
務
そ
の
他
安
全
、
衛
生
又
は
福
祉
に
有
害

な
場
所
に
お
け
る
業
務
に
就
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。

前
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
業
務
中
一
定
の
も
の
に
つ
い
て
、
命
令
で
満
十
八
才
以
上

の
女
子
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
項
に
規
定
す
る
業
務
の
範
囲
及
び
前
項
の
一
定
の
業
務
の
範
囲
は
、
命
令
で
定
め
る
。

（
坑
内
労
働
の
禁
止
）

第
六
十
四
条

使
用
者
は
、
満
十
八
才
に
満
た
な
い
者
及
び
女
子
を
坑
内
で
労
働
さ
せ
て
は
な
ら
な

い
。

（
産
前
産
後
）

第
六
十
五
条

使
用
者
は
、
六
週
間
以
内
に
出
産
す
る
予
定
の
女
子
が
休
業
を
請
求
し
た
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
者
を
就
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

使
用
者
は
、
産
後
六
週
間
を
経
過
し
な
い
女
子
を
就
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
産
後
五

週
間
を
経
過
し
た
女
子
が
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
に
つ
い
て
医
師
が
支
障
が
な
い
と

認
め
た
業
務
に
就
か
せ
る
こ
と
は
、
差
し
支
え
な
い
。

使
用
者
は
、
妊
娠
中
の
女
子
が
請
求
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
他
の
軽
易
な
業
務
に
転
換
さ
せ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
育
児
時
間
）

第
六
十
六
条

生
後
満
一
年
に
達
し
な
い
生
児
を
育
て
る
女
子
は
、
第
三
十
四
条
の
休
憩
時
間
の
外
、
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一
日
二
回
各
〻
少
く
と
も
三
十
分
、
そ
の
生
児
を
育
て
る
た
め
の
時
間
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き

る
。使

用
者
は
、
前
項
の
育
児
時
間
中
は
、
そ
の
女
子
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
生
理
休
暇
）

第
六
十
七
条

使
用
者
は
、
生
理
日
の
就
業
が
著
し
く
困
難
な
女
子
又
は
生
理
に
有
害
な
業
務
に
従

事
す
る
女
子
が
生
理
休
暇
を
請
求
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
を
就
業
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

前
項
の
業
務
の
範
囲
は
命
令
で
定
め
る
。

（
帰
郷
旅
費
）

第
六
十
八
条

満
十
八
才
に
満
た
な
い
者
又
は
女
子
が
解
雇
の
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
帰
郷
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
使
用
者
は
、
必
要
な
旅
費
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
満
十
八
才

に
満
た
な
い
者
又
は
女
子
が
そ
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
基
い
て
解
雇
さ
れ
、
使
用
者
が
そ
の
事

由
に
つ
い
て
行
政
官
庁
の
認
定
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第第
七七
章章

技技
能能
者者
のの
養養
成成

（
徒
弟
の
禁
止
）

第
六
十
九
条

使
用
者
は
、
徒
弟
、
見
習
、
養
成
工
そ
の
他
何
等
の
名
称
の
如
何
を
問
わ
ず
、
技
能

の
習
得
を
目
的
と
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
労
働
者
を
酷
使
し
て
は
な
ら
な
い
。

便
用
者
は
、
技
能
の
習
得
を
目
的
と
す
る
労
働
者
を
家
事
そ
の
他
技
能
の
習
得
に
関
係
の
な
い

作
業
に
従
事
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

（
技
能
者
の
養
成
）

第
七
十
条

長
期
の
教
習
を
必
要
と
す
る
特
定
の
技
能
者
を
労
働
の
過
程
に
お
い
て
養
成
す
る
た
め

に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
教
習
方
法
、
使
用
者
の
資
格
、
契
約
期
間
、
労
働
時
間

及
び
賃
金
に
関
す
る
規
程
は
、
命
令
で
定
め
る
。

前
項
の
規
程
に
基
い
て
発
す
る
命
令
に
お
い
て
は
、
そ
の
必
要
の
限
度
で
、
第
十
四
条
の
契
約

期
間
、
第
二
十
四
条
の
賃
金
の
支
払
、
第
三
十
一
条
の
最
低
賃
金
並
び
に
第
四
十
九
条
及
び
第
六

十
三
条
の
危
険
有
害
業
務
の
就
業
制
限
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
別
段
の
定
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
七
十
一
条

使
用
者
は
、
前
条
の
規
定
に
基
い
て
発
す
る
命
令
に
よ
つ
て
労
働
者
を
使
用
し
よ
う

と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
予
め
そ
の
員
数
、
教
習
方
法
、
契
約
期
間
、
労
働
時
間
並
び
に
賃
金

の
基
準
及
び
支
払
の
方
法
を
定
め
て
行
政
官
庁
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者
が
前
項
の
規
程
に
よ
る
認
可
に
基
い
て
労
働
者
を
雇
い
入
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
行

政
官
庁
に
届
け
出
て
、
技
能
を
習
得
す
る
者
で
あ
る
こ
と
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
事

業
場
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
二
条

前
二
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
未
成
年
者
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
九
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
年
次
有
給
休
暇
と
し
て
、
十
二
労
働
日
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
三
条

第
七
十
条
及
び
第
七
十
一
条
の
規
定
の
適
用
を
う
け
る
労
働
者
を
使
用
す
る
使

用
者
が
そ
の
資
格
を
失
い
、
又
は
認
可
の
条
件
に
反
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
行
政
官
庁
は
、
第

七
十
一
条
の
認
可
を
取
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
四
条

第
七
十
条
の
規
定
に
基
い
て
発
す
る
命
令
は
、
技
能
者
養
成
委
員
会
に
諮
問
し
て
こ

れ
を
定
め
る
。

技
能
者
養
成
委
員
会
の
委
員
は
、
関
係
あ
る
労
働
者
を
代
表
す
る
者
、
関
係
あ
る
使
用
者
を
代

表
す
る
者
及
び
公
益
を
代
表
す
る
者
に
つ
い
て
、
労
働
に
関
す
る
主
務
大
臣
が
各
〻
同
数
を
委
嘱

す
る
。

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
外
、
技
能
者
養
成
委
員
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
命
令
で
定
め
る
。

第第
八八
章章

災災
害害
補補
償償

（
編
注
：
以
下
中
略
）

第第
十十
三三
章章

罰罰

則則

第
百
十
七
条

第
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
こ
れ
を
一
年
以
上
十
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
千

円
以
上
三
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
十
八
条

第
六
条
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
六
条
又
は
第
六
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、

こ
れ
を
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
一
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
百
十
九
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
六
箇
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
千
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
三
条
、
第
四
条
、
第
七
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
九
条
、

第
二
十
条
、
第
二
十
二
条
第
三
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
五

条
、
第
三
十
六
条
但
書
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
九
条
、
第
四
十
二
条
、
第
四
十
三
条
、
第
四

十
六
条
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
一
条
、
第
六
十
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、

第
六
十
一
条
乃
至
第
六
十
三
条
、
第
六
十
五
条
、
第
六
十
六
条
、
第
七
十
二
条
、
第
七
十
五
条

乃
至
第
七
十
七
条
、
第
七
十
九
条
、
第
八
十
条
、
第
九
十
四
条
第
二
項
、
第
九
十
六
条
又
は
第

百
四
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
三
十
三
条
第
二
項
、
第
五
十
四
条
第
二
項
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

に
違
反
し
た
者

三

第
四
十
条
の
規
定
に
基
い
て
発
す
る
命
令
に
違
反
し
た
者

四

第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
員
数
、
教
習
方
法
、
契
約
期
間
、
労
働
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時
間
並
び
に
賃
金
の
基
準
及
び
支
払
の
方
法
に
違
反
し
た
者

第
百
二
十
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
五
千
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
十
四
条
、
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

第
二
十
三
条
乃
至
第
二
十
七
条
、
第
三
十
三
条
第
一
項
但
書
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条
、
第

五
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十

七
条
乃
至
第
五
十
九
条
、
第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
一
条
第
二
項
、
第
八
十
九
条
、

第
九
十
条
第
一
項
、
第
九
十
一
条
、
第
九
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
百
五
条
乃

至
第
百
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
管
及
び
返
還
の
方
法
に
違
反
し
た
者

三

第
五
十
三
条
第
三
項
、
第
五
十
五
条
第
二
項
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

に
違
反
し
た
者

四

第
百
一
条
の
規
定
に
よ
る
労
働
基
準
監
督
官
の
臨
検
、
検
診
若
し
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、

若
し
く
は
忌
避
し
、
そ
の
尋
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
、
帳
簿

書
類
の
提
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
帳
簿
書
類
の
提
出
を
し
た
者

五

第
百
十
条
の
規
定
に
よ
る
行
政
官
庁
又
は
労
働
基
準
監
督
官
の
要
求
の
あ
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
出
頭
し
な
か
っ
た
者

第
百
二
十
一
条

こ
の
法
律
の
違
反
行
爲
を
し
た
者
が
、
当
該
事
業
の
労
働
者
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
、
事
業
主
の
た
め
に
行
為
し
た
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
事
業
主
に
対
し
て
も
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。
但
し
、
事
業
主
（
事
業
主
が
法
人
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
代
表
者
、
事
業
主
が
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
能
力
を
有
し
な
い

未
成
年
者
又
は
禁
治
産
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
を
事
業
主
と
す
る
。
以
下

本
条
に
お
い
て
同
様
で
あ
る
。）
が
違
反
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

事
業
主
が
違
反
の
計
画
を
知
り
そ
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
場
合
、
違
反
行
為

を
知
り
、
そ
の
是
正
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
場
合
又
は
違
反
を
教
唆
し
た
場
合
に
お
い

て
は
、
事
業
主
も
行
為
者
と
し
て
罰
す
る
。

附附

則則

第
百
二
十
二
条

こ
の
法
律
施
行
の
期
日
は
、
勅
令
で
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
百
二
十
三
条

工
場
法
、
工
業
労
働
者
最
低
年
齢
法
、
労
働
者
災
害
扶
助
法
、
商
店
法
、
黄
燐
燐

寸
製
造
禁
止
法
及
び
昭
和
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

（
編
注
：
以
下
中
略
）

第
百
二
十
八
条

こ
の
法
律
施
行
の
際
、
満
十
二
才
以
上
の
児
童
を
使
用
す
る
使
用
者
が
、
引
き
続

き
そ
の
者
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
施
行
の
日
か
ら
六
簡
月
間
は
、
そ
の
者
に

つ
い
て
は
第
五
十
六
条
の
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

こ
の
法
律
施
行
の
際
、
満
十
六
才
以
上
の
男
子
を
使
用
す
る
使
用
者
が
、
引
き
続
き
そ
の
者
を

使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
施
行
の
日
か
ら
一
年
間
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
第
六

十
四
条
の
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

第
百
二
十
九
条

こ
の
法
律
施
行
前
、
労
働
者
が
業
務
上
負
傷
し
、
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
死
亡
し

た
場
合
に
お
け
る
災
害
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
旧
法
の
扶
助
に
関
す
る
規
定
に
よ
る
。

第
百
三
十
条

こ
の
法
律
施
行
前
（
第
百
二
十
七
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
一
項
の

期
間
を
含
む
。）
に
な
し
た
行
為
に
関
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
旧
法
に
よ
る
。

別
表
第
一

身
体
障
害
等
級
及
び
災
害
補
償
表
（
編
注
：
以
下
略
）

昭
和
二
二
年
一
〇
月
三
一
日

〔
四
─
三
─
二
〕
労
働
省
令
第
六
号

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程

第
一
条

労
働
基
準
法
（
以
下
法
と
い
う
。
）
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
の
技
能
者
の
養

成
は
、
こ
の
命
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条

こ
の
命
令
で
技
能
習
得
者
と
は
、
労
働
大
臣
が
別
表
第
一
に
指
定
す
る
技
能
を
習
得

す
る
者
で
、
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
基
づ
い
て
使
用
さ
れ
る
者
を
い

う
。

第
三
条

こ
の
命
令
で
養
成
契
約
と
は
、
使
用
者
が
技
能
習
得
者
に
系
統
的
技
能
訓
練
を
与
え

る
こ
と
を
約
し
、
技
能
習
得
者
が
こ
れ
に
対
し
、
約
定
の
条
件
に
従
っ
て
労
働
に
服
す
る
こ

と
を
約
す
る
労
働
契
約
を
い
う
。

第
四
条

養
成
契
約
は
、
書
面
を
も
っ
て
締
結
し
、
二
通
を
作
成
し
、
一
通
は
使
用
者
、
一
通

は
技
能
習
得
者
が
契
約
期
間
の
満
了
ま
で
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

養
成
契
約
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

使
用
者
の
氏
名
、
職
業
及
び
住
所
又
は
事
業
の
名
称
、
種
類
並
び
に
事
業
場
の
所
在
地

二

技
能
習
得
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
本
籍
及
び
住
所

三

従
事
す
べ
き
業
務
の
種
類

四

養
成
期
間

五

試
の
使
用
期
間
の
定
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
期
間
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時
間
並
び
に
賃
金
の
基
準
及
び
支
払
の
方
法
に
違
反
し
た
者

第
百
二
十
条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
五
千
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
十
四
条
、
第
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

第
二
十
三
条
乃
至
第
二
十
七
条
、
第
三
十
三
条
第
一
項
但
書
、
第
四
十
四
条
、
第
五
十
条
、
第

五
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
十
三
条
第
一
項
、
第
五
十
四
条
第
一
項
、
第
五
十

七
条
乃
至
第
五
十
九
条
、
第
六
十
七
条
、
第
六
十
八
条
、
第
七
十
一
条
第
二
項
、
第
八
十
九
条
、

第
九
十
条
第
一
項
、
第
九
十
一
条
、
第
九
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
百
五
条
乃

至
第
百
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
可
を
受
け
た
保
管
及
び
返
還
の
方
法
に
違
反
し
た
者

三

第
五
十
三
条
第
三
項
、
第
五
十
五
条
第
二
項
又
は
第
九
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

に
違
反
し
た
者

四

第
百
一
条
の
規
定
に
よ
る
労
働
基
準
監
督
官
の
臨
検
、
検
診
若
し
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨
げ
、

若
し
く
は
忌
避
し
、
そ
の
尋
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
、
帳
簿

書
類
の
提
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
帳
簿
書
類
の
提
出
を
し
た
者

五

第
百
十
条
の
規
定
に
よ
る
行
政
官
庁
又
は
労
働
基
準
監
督
官
の
要
求
の
あ
っ
た
場
合
に
お
い

て
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
出
頭
し
な
か
っ
た
者

第
百
二
十
一
条

こ
の
法
律
の
違
反
行
爲
を
し
た
者
が
、
当
該
事
業
の
労
働
者
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
、
事
業
主
の
た
め
に
行
為
し
た
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
事
業
主
に
対
し
て
も
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。
但
し
、
事
業
主
（
事
業
主
が
法
人
で
あ

る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
代
表
者
、
事
業
主
が
営
業
に
関
し
成
年
者
と
同
一
の
能
力
を
有
し
な
い

未
成
年
者
又
は
禁
治
産
者
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
法
定
代
理
人
を
事
業
主
と
す
る
。
以
下

本
条
に
お
い
て
同
様
で
あ
る
。）
が
違
反
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

事
業
主
が
違
反
の
計
画
を
知
り
そ
の
防
止
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
場
合
、
違
反
行
為

を
知
り
、
そ
の
是
正
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
場
合
又
は
違
反
を
教
唆
し
た
場
合
に
お
い

て
は
、
事
業
主
も
行
為
者
と
し
て
罰
す
る
。

附附

則則

第
百
二
十
二
条

こ
の
法
律
施
行
の
期
日
は
、
勅
令
で
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
百
二
十
三
条

工
場
法
、
工
業
労
働
者
最
低
年
齢
法
、
労
働
者
災
害
扶
助
法
、
商
店
法
、
黄
燐
燐

寸
製
造
禁
止
法
及
び
昭
和
十
四
年
法
律
第
八
十
七
号
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

（
編
注
：
以
下
中
略
）

第
百
二
十
八
条

こ
の
法
律
施
行
の
際
、
満
十
二
才
以
上
の
児
童
を
使
用
す
る
使
用
者
が
、
引
き
続

き
そ
の
者
を
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
施
行
の
日
か
ら
六
簡
月
間
は
、
そ
の
者
に

つ
い
て
は
第
五
十
六
条
の
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

こ
の
法
律
施
行
の
際
、
満
十
六
才
以
上
の
男
子
を
使
用
す
る
使
用
者
が
、
引
き
続
き
そ
の
者
を

使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
法
律
施
行
の
日
か
ら
一
年
間
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
は
第
六

十
四
条
の
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

第
百
二
十
九
条

こ
の
法
律
施
行
前
、
労
働
者
が
業
務
上
負
傷
し
、
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
死
亡
し

た
場
合
に
お
け
る
災
害
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
旧
法
の
扶
助
に
関
す
る
規
定
に
よ
る
。

第
百
三
十
条

こ
の
法
律
施
行
前
（
第
百
二
十
七
条
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
第
一
項
の

期
間
を
含
む
。）
に
な
し
た
行
為
に
関
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
旧
法
に
よ
る
。

別
表
第
一

身
体
障
害
等
級
及
び
災
害
補
償
表
（
編
注
：
以
下
略
）

昭
和
二
二
年
一
〇
月
三
一
日

〔
四
─
三
─
二
〕
労
働
省
令
第
六
号

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程

第
一
条

労
働
基
準
法
（
以
下
法
と
い
う
。
）
第
七
十
条
の
規
定
に
よ
る
特
定
の
技
能
者
の
養

成
は
、
こ
の
命
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条

こ
の
命
令
で
技
能
習
得
者
と
は
、
労
働
大
臣
が
別
表
第
一
に
指
定
す
る
技
能
を
習
得

す
る
者
で
、
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
基
づ
い
て
使
用
さ
れ
る
者
を
い

う
。

第
三
条

こ
の
命
令
で
養
成
契
約
と
は
、
使
用
者
が
技
能
習
得
者
に
系
統
的
技
能
訓
練
を
与
え

る
こ
と
を
約
し
、
技
能
習
得
者
が
こ
れ
に
対
し
、
約
定
の
条
件
に
従
っ
て
労
働
に
服
す
る
こ

と
を
約
す
る
労
働
契
約
を
い
う
。

第
四
条

養
成
契
約
は
、
書
面
を
も
っ
て
締
結
し
、
二
通
を
作
成
し
、
一
通
は
使
用
者
、
一
通

は
技
能
習
得
者
が
契
約
期
間
の
満
了
ま
で
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
条

養
成
契
約
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

使
用
者
の
氏
名
、
職
業
及
び
住
所
又
は
事
業
の
名
称
、
種
類
並
び
に
事
業
場
の
所
在
地

二

技
能
習
得
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
本
籍
及
び
住
所

三

従
事
す
べ
き
業
務
の
種
類

四

養
成
期
間

五

試
の
使
用
期
間
の
定
を
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
期
間
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六

使
用
者
及
び
技
能
習
得
者
の
義
務
と
し
て
特
に
定
め
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事

項
七

賃
金
の
基
準
、
昇
級
及
び
支
払
方
法
そ
の
他
給
与
に
関
す
る
事
項

八

使
用
者
並
び
に
技
能
習
得
者
及
び
そ
の
法
定
代
理
人
の
記
名
捺
印

第
六
条

試
の
使
用
期
間
は
、
雇
入
れ
後
一
箇
月
を
越
え
な
い
期
間
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
定
め

る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
期
間
は
、
養
成
期
間
の
う
ち
に
含
め
る
。

第
七
条

養
成
契
約
の
当
事
者
は
、
試
の
使
用
期
間
中
に
お
い
て
は
、
養
成
契
約
を
解
除
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

第
八
条

技
能
習
得
者
は
、
使
用
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
養
成
契
約
を

解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

こ
の
命
令
に
定
め
る
資
格
を
失
っ
た
場
合

二

事
業
を
廃
止
し
た
場
合

三

精
神
又
は
身
体
の
障
害
に
よ
っ
て
、
技
能
者
の
養
成
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
場
合

四

法
、
こ
の
命
令
、
就
業
規
則
又
は
養
成
契
約
の
定
に
違
反
し
た
場
合

第
九
条

使
用
者
は
、
技
能
習
得
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
養
成
契
約
を

解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

精
神
又
は
身
体
の
障
害
に
よ
っ
て
、
技
能
の
習
得
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
場
合

二

法
、
こ
の
命
令
、
就
業
規
則
又
は
養
成
契
約
の
定
に
し
ば
し
ば
違
反
し
た
場
合

三

素
質
、
順
応
又
は
能
力
が
不
充
分
で
成
業
の
見
込
が
な
い
場
合

第
十
条

使
用
者
は
、
前
条
の
規
定
に
基
い
て
契
約
を
解
除
す
る
場
合
に
は
、
様
式
第
一
号
に

よ
っ
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条

養
成
契
約
は
、
法
第
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
命
令
に
定
め
る
養
成

期
間
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
っ
て

雇
い
入
れ
た
技
能
習
得
者
の
養
成
契
約
は
、
第
二
十
二
条
第
二
項
の
証
明
書
に
記
入
さ
れ
た

期
間
を
控
除
し
て
、
こ
れ
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条

養
成
期
間
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
期
間
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
所
轄

労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
受
け
て
、
一
年
を
越
え
な
い
期
間
に
お
い
て
、
こ
れ
を
延
長

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
三
条

使
用
者
は
、
必
要
な
知
識
、
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
労
働
大
臣
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
っ
て
、
技
能
教
程
、
関
連
学
科
及
び
そ
の
教
習
時
間
そ
の
他
の
教
習
事
項
を
定
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条

使
用
者
は
、
技
能
教
程
の
進
度
に
応
じ
、
少
な
く
と
も
年
一
回
技
能
を
検
定
し
、

技
能
習
得
者
の
技
能
の
等
級
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者
は
、
養
成
期
間
の
修
了
し
た
場
合
に
は
、
技
能
習
得
者
の
技
能
を
検
定
し
、
こ
れ

を
様
式
第
二
号
に
よ
っ
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
定
の
方
法
は
、
労
働
大
臣
が
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
五
条

使
用
者
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
技
能
習
得

者
の
素
質
、
健
康
、
習
得
の
進
度
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
、
そ
の
者
に
つ
い
て
、
教
習
事

項
の
一
部
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条

使
用
者
は
、
第
二
十
二
条
第
二
項
の
証
明
書
を
有
す
る
者
を
雇
い
入
れ
て
技
能
習

得
者
と
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
既
に
習
得
し
た
課
程
及
び
等
級
に
応
じ
て
教
習
を
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
七
条

使
用
者
は
、
直
接
の
指
導
、
監
視
そ
の
他
適
切
な
防
護
の
方
法
を
定
め
た
場
合
に

は
、
技
能
の
習
得
を
目
的
と
す
る
満
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
、
女
子
及
び
未
経
験
者
を
労
働

安
全
衛
生
規
則
及
び
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
に
定
め
る
危
険
有
害
業
務
中
別
表
第
三
に

指
定
す
る
業
務
に
就
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
る
防
護
の
方
法
の
基
準
は
、
別
表
第
３
に
よ
る
。

第
十
八
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
使
用
者
で
な
け
れ
ば
、
技
能
者
の
養
成
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。

一

労
働
大
臣
の
行
う
指
導
員
資
格
の
検
定
に
合
格
し
た
者

二

当
該
技
能
に
つ
い
て
、
別
表
第
四
に
定
め
る
経
験
年
数
、
学
歴
ま
た
は
資
格
を
有
す
る

者
三

労
働
大
臣
の
指
定
す
る
同
業
組
合
又
は
技
能
者
の
団
体
に
よ
っ
て
技
能
者
の
養
成
の
資

格
が
あ
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
た
者

四

労
働
大
臣
の
指
定
す
る
他
の
法
令
に
よ
っ
て
、
当
該
法
令
に
定
め
る
技
能
に
つ
い
て
の

指
導
員
の
資
格
を
有
す
る
者

第
十
九
条

衆
議
院
議
員
選
挙
法
第
六
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
者
は
、

技
能
者
の
養
成
を
す
る
事
が
で
き
な
い
。

第
二
十
条

使
用
者
は
、
そ
の
直
接
の
責
任
の
下
に
技
能
者
の
養
成
の
一
部
ま
た
は
全
部
に
つ

い
て
、
こ
の
命
令
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
他
の
者
を
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
一
条

使
用
者
は
、
疾
病
そ
の
他
の
事
由
に
よ
っ
て
、
技
能
者
の
養
成
が
で
き
な
く
な

っ
た
場
合
で
、
技
能
習
得
者
が
養
成
契
約
の
継
続
を
欲
す
る
と
き
は
、
使
用
者
に
変
わ
っ
て
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こ
の
命
令
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
他
の
者
を
し
て
技
能
者
の
養
成
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
二
十
二
条

使
用
者
は
、
養
成
期
間
が
終
了
し
た
場
合
に
は
、
技
能
習
得
者
に
対
し
技
能
者

養
成
修
了
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者
は
、
養
成
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
技
能
習
得
者
が
既
に
習
得
し
た
課
程
、

期
間
及
び
等
級
を
記
入
し
た
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条

技
能
習
得
者
は
、
養
成
契
約
の
存
続
中
に
他
の
使
用
者
に
雇
わ
れ
て
は
な
ら
な

い
。

第
二
十
四
条

事
業
場
内
に
お
け
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
技
能
習
得
者
が
第
十
三
条
の
教
習
事

項
を
習
得
す
る
に
要
す
る
時
間
は
、
労
働
時
間
と
み
な
す
。

第
二
十
五
条

使
用
者
は
、
技
能
習
得
者
に
対
し
賃
金
の
一
部
を
居
住
費
、
賄
費
と
し
て
控
除

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

使
用
者
は
、
技
能
習
得
者
に
対
し
道
具
、
作
業
衣
、
教
材
そ
の
他
教
習
に
必
要
な
物
品
を

無
償
で
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条

使
用
者
は
、
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
い
て
最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
た
場
合

に
は
、
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
技
能
習
得
者
の
教
習
の
課
程
に
応
じ
た
賃

金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
賃
金
は
、
労
働
大
臣
が
技
能
者
養
成
委
員
会
に
諮
問
し
て
定
め
た
金
額
を
下
っ
て
は

な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条

使
用
者
は
、
満
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
に
、
養
成
期
間
中
出
来
高
拂
制
そ
の
他

の
請
負
制
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条

法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
っ
て
、
所

轄
労
働
基
準
監
督
署
長
よ
り
こ
れ
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条

使
用
者
は
、
法
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
い
て
、
労
働
者
を
雇
い
入
れ

た
場
合
に
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
っ
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

前
項
の
届
出
に
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
養
成
契
約
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条

使
用
者
は
、
法
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
い
て
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
技

能
習
得
者
証
明
書
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
よ
り
受
け
、
こ
れ
を
事
業
場
に
養
成
契
約
の

期
間
の
満
了
ま
で
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条

使
用
者
は
、
様
式
第
六
号
に
よ
っ
て
、
技
能
習
得
者
名
簿
を
調
製
し
、
こ
れ
を

事
業
場
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者
は
、
前
項
の
名
簿
を
も
っ
て
、
法
第
百
七
条
の
労
働
者
名
簿
に
か
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
三
十
二
条

使
用
者
が
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
な
い
で
、
そ
の
所
属
労
働
者

を
労
働
の
過
程
に
お
い
て
養
成
す
る
場
合
に
も
、
技
能
者
の
養
成
の
名
義
を
用
い
て
も
、
こ

れ
に
対
し
て
は
こ
の
命
令
に
よ
る
定
の
適
用
が
な
く
、
法
の
一
般
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
取
消
さ
れ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

附附

則則

第
三
十
三
条

こ
の
命
令
は
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。
但
し
、
第

三
十
一
条
の
規
定
は
昭
和
二
十
三
年
三
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
三
十
四
条

こ
の
命
令
施
行
の
際
現
に
技
能
者
の
養
成
を
す
る
使
用
者
が
、
法
第
七
十
一
条

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
昭
和
二
十
一
年
三
月
一
日
以
後
に
雇
い
入
れ
た
者
に

つ
い
て
行
っ
た
技
能
者
の
養
成
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
こ
の
命
令
に
よ
る
技
能
者
の
養
成
を

し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
十
五
条

こ
の
命
令
施
行
の
際
法
第
八
条
第
四
号
の
事
業
の
使
用
者
で
、
昭
和
二
十
二
年

四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
満
十
六
歳
以
上
満
十
八
歳
未
満
の
者
を
機
関
車
乗
務
員
と
し
て
養

成
す
る
た
め
現
に
使
用
し
て
い
る
者
が
、
そ
の
者
を
同
一
目
的
の
た
め
引
続
き
使
用
せ
ん
と

す
る
場
合
は
、
昭
和
二
十
四
年
三
月
末
日
ま
で
こ
れ
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
使
用
者
に
対
し
て
は
、
こ
の
命
令
を
準
用
す
る
。

別
表
第
一

指
定
技
能
表

別
表
第
二

養
成
期
間
表

一

理
科
学
機
械
工

技

能

養
成
期
間

二

精
密
機
械
工

一

理
科
学
機
械
工

三
年

三

電
気
機
械
組
立
工

二

精
密
機
械
工

四
年

四

鋳
物
工

三

電
気
機
械
組
立
工

三
年

五

鍛
工

四

鋳
物
工

三
年

六

刻
版
工

五

鍛
工

三
年

七

精
密
印
刷
工

六

刻
版
工

四
年

八

鎚
金
工

七

精
密
印
刷
工

四
年

九

カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工

八

鎚
金
工

三
年

十

レ
ン
ズ
研
磨
工

九

カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工

三
年

十
一

陶
工

十

レ
ン
ズ
研
磨
工

四
年

十
二

漆
工

十
一

陶
工

三
年

十
三

竹
籐
細
工
職

十
二

漆
工

四
年
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こ
の
命
令
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
他
の
者
を
し
て
技
能
者
の
養
成
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
二
十
二
条

使
用
者
は
、
養
成
期
間
が
終
了
し
た
場
合
に
は
、
技
能
習
得
者
に
対
し
技
能
者

養
成
修
了
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者
は
、
養
成
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
技
能
習
得
者
が
既
に
習
得
し
た
課
程
、

期
間
及
び
等
級
を
記
入
し
た
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
三
条

技
能
習
得
者
は
、
養
成
契
約
の
存
続
中
に
他
の
使
用
者
に
雇
わ
れ
て
は
な
ら
な

い
。

第
二
十
四
条

事
業
場
内
に
お
け
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
技
能
習
得
者
が
第
十
三
条
の
教
習
事

項
を
習
得
す
る
に
要
す
る
時
間
は
、
労
働
時
間
と
み
な
す
。

第
二
十
五
条

使
用
者
は
、
技
能
習
得
者
に
対
し
賃
金
の
一
部
を
居
住
費
、
賄
費
と
し
て
控
除

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

使
用
者
は
、
技
能
習
得
者
に
対
し
道
具
、
作
業
衣
、
教
材
そ
の
他
教
習
に
必
要
な
物
品
を

無
償
で
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
六
条

使
用
者
は
、
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
い
て
最
低
賃
金
が
定
め
ら
れ
た
場
合

に
は
、
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
技
能
習
得
者
の
教
習
の
課
程
に
応
じ
た
賃

金
を
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
賃
金
は
、
労
働
大
臣
が
技
能
者
養
成
委
員
会
に
諮
問
し
て
定
め
た
金
額
を
下
っ
て
は

な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条

使
用
者
は
、
満
十
八
歳
に
満
た
な
い
者
に
、
養
成
期
間
中
出
来
高
拂
制
そ
の
他

の
請
負
制
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条

法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
っ
て
、
所

轄
労
働
基
準
監
督
署
長
よ
り
こ
れ
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
九
条

使
用
者
は
、
法
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
い
て
、
労
働
者
を
雇
い
入
れ

た
場
合
に
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
っ
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

前
項
の
届
出
に
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
養
成
契
約
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
条

使
用
者
は
、
法
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
い
て
、
様
式
第
五
号
に
よ
る
技

能
習
得
者
証
明
書
を
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
よ
り
受
け
、
こ
れ
を
事
業
場
に
養
成
契
約
の

期
間
の
満
了
ま
で
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
一
条

使
用
者
は
、
様
式
第
六
号
に
よ
っ
て
、
技
能
習
得
者
名
簿
を
調
製
し
、
こ
れ
を

事
業
場
に
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者
は
、
前
項
の
名
簿
を
も
っ
て
、
法
第
百
七
条
の
労
働
者
名
簿
に
か
え
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
三
十
二
条

使
用
者
が
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
な
い
で
、
そ
の
所
属
労
働
者

を
労
働
の
過
程
に
お
い
て
養
成
す
る
場
合
に
も
、
技
能
者
の
養
成
の
名
義
を
用
い
て
も
、
こ

れ
に
対
し
て
は
こ
の
命
令
に
よ
る
定
の
適
用
が
な
く
、
法
の
一
般
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
。

法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
取
消
さ
れ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

附附

則則

第
三
十
三
条

こ
の
命
令
は
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。
但
し
、
第

三
十
一
条
の
規
定
は
昭
和
二
十
三
年
三
月
一
日
か
ら
こ
れ
を
施
行
す
る
。

第
三
十
四
条

こ
の
命
令
施
行
の
際
現
に
技
能
者
の
養
成
を
す
る
使
用
者
が
、
法
第
七
十
一
条

第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
昭
和
二
十
一
年
三
月
一
日
以
後
に
雇
い
入
れ
た
者
に

つ
い
て
行
っ
た
技
能
者
の
養
成
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
こ
の
命
令
に
よ
る
技
能
者
の
養
成
を

し
た
も
の
と
み
な
す
。

第
三
十
五
条

こ
の
命
令
施
行
の
際
法
第
八
条
第
四
号
の
事
業
の
使
用
者
で
、
昭
和
二
十
二
年

四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
満
十
六
歳
以
上
満
十
八
歳
未
満
の
者
を
機
関
車
乗
務
員
と
し
て
養

成
す
る
た
め
現
に
使
用
し
て
い
る
者
が
、
そ
の
者
を
同
一
目
的
の
た
め
引
続
き
使
用
せ
ん
と

す
る
場
合
は
、
昭
和
二
十
四
年
三
月
末
日
ま
で
こ
れ
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
使
用
者
に
対
し
て
は
、
こ
の
命
令
を
準
用
す
る
。

別
表
第
一

指
定
技
能
表

別
表
第
二

養
成
期
間
表

一

理
科
学
機
械
工

技

能

養
成
期
間

二

精
密
機
械
工

一

理
科
学
機
械
工

三
年

三

電
気
機
械
組
立
工

二

精
密
機
械
工

四
年

四

鋳
物
工

三

電
気
機
械
組
立
工

三
年

五

鍛
工

四

鋳
物
工

三
年

六

刻
版
工

五

鍛
工

三
年

七

精
密
印
刷
工

六

刻
版
工

四
年

八

鎚
金
工

七

精
密
印
刷
工

四
年

九

カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工

八

鎚
金
工

三
年

十

レ
ン
ズ
研
磨
工

九

カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工

三
年

十
一

陶
工

十

レ
ン
ズ
研
磨
工

四
年

十
二

漆
工

十
一

陶
工

三
年

十
三

竹
籐
細
工
職

十
二

漆
工

四
年
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十
四

手
捺
染
職

十
三

竹
籐
細
工
職

三
年

十
五

手
織
工

十
四

手
捺
染
職

三
年

十
五

手
織
工

四
年

別
表
第
三

（
別
に
定
め
る
）

別
表
第
四

使
用
者
資
格
表

技

能

使

用

者

の

資

格

一

理
科
学
機
械
工

一

従
来
の
慣
習
に
よ
る
徒
弟
契
約
完
了
後
十
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

二

精
密
機
械
工

二

当
該
技
能
に
関
係
あ
る
実
業
学
校
、
工
場
事
業
場
技
能
者
養
成
令
に
よ
る
養

三

電
気
機
械
組
立
工

成
施
設
の
教
育
又
は
課
程
を
修
了
し
た
後
五
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る

四

鋳
物
工

者

五

鍛
工

三

大
学
又
は
専
門
学
校
に
お
い
て
当
該
技
能
に
関
係
有
る
学
科
を
修
め
卒
業
し

た
後
三
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者
又
は
幹
部
機
械
工
養
成
所
の
課
程

を
修
了
し
た
者

四

機
械
技
術
者
検
定
令
に
よ
る
検
定
に
合
格
し
た
者

六

刻
版
工

一

従
来
の
慣
習
に
よ
る
徒
弟
契
約
完
了
後
十
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

七

精
密
印
刷
工

二

当
該
技
能
に
関
係
あ
る
実
業
学
校
卒
業
後
五
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る

八

鎚
金
工

者

九

カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工

三

大
学
又
は
専
門
学
校
に
お
い
て
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
学
科
を
修
め
卒
業
し

十

レ
ン
ズ
研
磨
工

た
後
三
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

十
一

陶
工

十
二

漆
工

十
三

竹
籐
細
工
職

十
四

手
捺
染
職

十
五

手
織
工

様
式
第
一
号
（
編
注
：
以
下
略
）

昭
和
二
三
年
六
月
三
〇
日

〔
四
─
三
─
三
〕
労
働
省
令
第
九
号

技技
能能
者者
養養
成成
規規
定定
のの
一一
部部
改改
正正

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
十
月
労
働
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、

公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

別
表
第
一

指

定

技

能

表

分
類
番
号

技
能
名

技

能

該

要

一
ノ

一

金
属
工
芸
師

⑴
鎚
金
師

板
金
、
鍛
金
及
び
鎚
起
等
の
金
属
打
物
及
び
そ
の
仕
上
着
色
に
お

け
る
技
能
（
嵌
金
及
び
蝋
接
を
含
む
。）

⑵
彫
金
師

鏨
に
よ
る
素
彫
、
象
嵌
及
び
肉
彫
等
の
金
属
彫
刻
及
び
そ
の
仕
上

着
色
に
お
け
る
技
能

⑶
鋳
金
師

惣
型
、
蝋
型
、
砂
型
及
び
込
型
等
に
よ
る
鋳
物
及
び
そ
の
仕
上
着

色
に
お
け
る
技
能

⑷
錺

師

蝋
接
及
び
寄
せ
物
に
よ
る
飾
金
具
製
作
に
お
け
る
技
能
（
所
謂
白

銀
師
、
よ
せ
物
師
、
家
形
師
）

一
ノ

二

金
属
彫
刻
工

捺
染
ロ
ー
ル
、
印
刷
整
版
笏
の
金
属
性
の
版
の
彫
刻
に
お
け
る
技

能
（
腐
蝕
法
に
よ
る
も
の
を
含
み
木
、
石
、
骨
、
甲
牙
の
彫
刻
を

除
く
。）

一
ノ

三

七
宝
細
工
職

七
宝
細
工
に
お
け
る
技
能

一
ノ

四

宝
石
細
工
職

宝
石
、
珊
瑚
、
瑪
瑙
、
水
晶
等
の
細
工
に
お
け
る
技
能

一
ノ

五

カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工

カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
（
切
子
ガ
ラ
ス
）
の
製
作
に
お
け
る
技
能

一
ノ

六

グ
ラ
ブ
イ
ー
ル
工

ガ
ラ
ス
訶
品
の
グ
ラ
ブ
イ
ー
ル
加
工
に
お
け
る
技
能

一
ノ

七

陶

工

陶
磁
器
の
原
料
配
合
成
型
、
施
釉
焼
成
、
絵
付
等
の
作
業
に
お
け

る
技
能

一
ノ

八

漆
器
師

⑴
漆
素
地
師

木
材
又
は
特
殊
材
料
に
よ
る
漆
素
地
の
製
作
に
お
け
る
技
能

⑵
漆
塗
師

下
地
、
上
塗
り
、
変
り
塗
、
平
目
梨
地
塗
、
漆
塗
等
に
お
け
る
技

能

⑶
漆
加
飾
師

蒔
絵
加
飾
及
び
沈
金
、
螺
鈿
、
堆
朱
そ
の
他
の
特
殊
加
飾
に
お
け

る
技
能

一
ノ

九

竹
籐
細
工
職

工
芸
的
な
竹
籐
細
工
に
お
け
る
技
能
（
台
所
用
品
の
製
作
を
除
く
。
）

一
ノ
一
〇

金
属
玩
具
工

金
属
製
裂
玩
具
の
製
作
に
お
け
る
技
能
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二
ノ

一

織
物
工

製
糸
工
程
以
後
の
撚
糸
加
工
及
び
織
物
に
お
け
る
技
能
（
意
匠
図

案
及
び
調
紋
を
除
く
。）

二
ノ

二

紡
機
調
整
工

紡
績
機
械
の
仕
上
組
立
、
調
整
、
運
転
、
修
理
に
お
け
る
技
能

二
ノ

三

織
機
調
整
工

織
機
の
仕
上
組
立
、
調
整
、
運
転
、
修
理
に
お
け
る
技
能

二
ノ

四

染
色
工

手
捺
染
、
手
染
、
機
械
染
色
、
染
色
仕
上
等
染
色
に
お
け
る
技
能

三
ノ

一

機
械
工

旋
盤
工
、
フ
ラ
イ
ス
工
、
研
磨
工
等
の
金
属
機
械
加
工
に
お
け
技

能

三
ノ

二

板
金
工

薄
板
加
工
に
お
け
る
技
能
（
工
芸
的
板
金
加
工
を
除
く
。）

三
ノ

三

製
罐
工

製
罐
作
業
に
お
け
る
技
能

三
ノ

四

電
弧
溶
接
工

電
弧
溶
接
に
お
け
る
技
能
（
ス
ポ
ッ
ト
溶
接
を
除
く
。）

三
ノ

五

ガ
ス
溶
接
工

ガ
ス
溶
接
に
お
け
る
技
能

三
ノ

六

鋳
物
工

工
業
用
鋳
物
の
型
込
、
熔
解
、
鋳
込
等
鋳
造
に
お
け
る
技
能
（
工

芸
的
鋳
金
を
除
く
。）

三
ノ

七

木
型
工

鋳
物
木
型
の
製
作
に
お
け
る
技
能

三
ノ

八

た
ん
工

鍛
冶
機
械
火
造
、
刃
物
、
農
具
等
の
鍛
造
に
お
け
る
技
能
（
工
芸

的
鍛
金
を
除
く
。）

三
ノ

九

車
輌
木
工

電
車
及
び
客
貨
車
等
鉄
道
車
輌
の
木
部
の
製
作
に
お
け
る
技
能

三
ノ
一
〇

造
船
木
工

船
舶
の
木
部
に
お
け
る
技
能

三
ノ
一
一

現
図
工

工
作
図
等
の
現
図
作
業
に
お
け
る
技
能

三
ノ
一
二

仕
上
工

金
属
製
機
器
具
の
部
品
仕
上
に
お
け
る
技
能
（
冶
工
具
及
び
金
型

の
仕
上
を
除
く
。）

三
ノ
一
三

冶
工
具
及
び
金
型

金
属
加
工
用
の
冶
具
工
具
及
び
仕
上
に
お
け
る
技
能
（
各
種
プ
レ

仕
上
工

ス
用
金
型
の
仕
上
を
含
む
。
）

三
ノ
一
四

レ
ン
ズ
研
磨
工

光
学
機
械
用
レ
ン
ズ
及
び
プ
リ
ズ
ム
の
粗
研
、
精
磨
、
芯
取
り
等

研
磨
に
お
け
る
技
能

三
ノ
一
五

精
密
機
械
工

光
学
機
械
（
写
真
機
を
含
む
。）
軸
受
、
ミ
シ
ン
、
時
計
（
電
氣
時

計
を
除
く
。
）
等
の
精
密
機
械
器
具
の
仕
上
組
立
、
調
整
、
修
理
に

お
け
る
技
能
（
冶
工
具
及
び
金
型
の
仕
上
を
除
く
。）

三
ノ
一
六

理
科
学
機
械
工

試
験
検
査
用
、
理
科
学
用
、
医
療
用
及
び
測
量
用
の
機
械
器
具
並

び
に
度
量
衡
器
等
の
理
科
学
機
械
器
具
の
仕
上
組
立
、
調
整
、
修

理
に
お
け
る
技
能

三
ノ
一
七

電
気
機
械
組
立
工

発
電
機
、
電
動
機
、
変
圧
器
、
整
流
器
、
配
電
盤
、
コ
ン
ト
ロ
ー

ラ
ー
等
の
所
謂
重
電
機
の
巻
線
、
配
線
、
組
立
、
調
整
、
修
理
に

お
け
る
技
能

三
ノ
一
八

通
信
機
組
立
工

有
線
及
び
無
線
の
送
受
信
機
、
交
換
機
、
配
線
器
具
、
電
気
計
器
、

電
気
信
号
機
等
の
組
立
、
調
整
、
修
理
に
お
け
る
技
能
（
真
空
管

の
排
気
作
業
を
含
む
。）

三
ノ
一
九

内
燃
機
関
組
立
工

陸
用
及
び
舶
用
の
内
燃
機
関
の
組
立
、
調
整
、
修
理
に
お
け
る
技

能

三
ノ
二
〇

機
械
組
立
工

内
燃
機
関
以
外
の
産
業
用
機
械
（
工
作
機
械
を
含
む
。）
の
組
立
、

調
整
、
修
理
に
お
け
る
技
能

三
ノ
二
一

自
動
車
組
立
工

自
動
車
の
総
組
立
、
偽
装
に
お
け
る
技
能
（
修
理
を
除
く
。）

三
ノ
二
二

偽
装
工

船
舶
の
偽
装
に
お
け
る
技
能

三
ノ
二
三

舟
大
工

船
大
工
作
業
に
お
け
る
技
能

三
ノ
二
四

義
肢
工

作
業
用
及
び
装
飾
用
の
義
肢
及
び
作
業
補
助
具
の
製
作
に
お
け
る

技
能

三
ノ
二
五

自
動
車
修
理
工

自
動
車
の
修
理
に
お
け
る
技
能

四

精
密
印
刷
工

紙
幤
、
証
券
類
、
地
図
等
の
如
く
極
め
て
精
巧
な
印
刷
に
お
け
る

技
能

五
ノ

一

電
気
工

電
気
機
械
器
具
の
運
転
、
保
守
、
調
整
、
修
理
に
お
け
る
技
能

五
ノ

二

電
路
工

屋
内
及
び
屋
外
の
送
配
電
線
の
架
線
、
保
守
、
修
理
等
に
お
け
る

技
能

六
ノ

一

大
工

家
屋
及
び
堂
宮
の
大
工
作
業
に
お
け
る
技
能

六
ノ

二

建
具
職

建
具
の
製
造
に
お
け
る
技
能

六
ノ

三

家
具
職

和
洋
家
具
の
製
造
に
お
け
る
技
能

六
ノ

四

タ
イ
ル
張
工

床
、
壁
等
の
タ
イ
ル
張
り
に
お
け
る
技
能

六
ノ

五

配
管
工

空
気
、
水
、
ガ
ス
、
蒸
気
な
ど
を
供
給
す
る
管
の
湾
曲
、
切
断
、

ネ
ヂ
立
及
び
取
付
等
配
管
に
お
け
る
技
能

別
表
第
二

養
成
期
間
表

分
類
番
号

技

能

養
成
期
間

三
ノ
七

木
型
工

同

一
ノ
一

金
属
工
藝
師

三
年

三
ノ
八

鍛
工

同

１
鎚
金
節

同

三
ノ
九

車
輛
木
工

同

２
彫
金
師

同

三
ノ
一
〇

造
船
木
工

同
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二
ノ

一

織
物
工

製
糸
工
程
以
後
の
撚
糸
加
工
及
び
織
物
に
お
け
る
技
能
（
意
匠
図

案
及
び
調
紋
を
除
く
。）

二
ノ

二

紡
機
調
整
工

紡
績
機
械
の
仕
上
組
立
、
調
整
、
運
転
、
修
理
に
お
け
る
技
能

二
ノ

三

織
機
調
整
工

織
機
の
仕
上
組
立
、
調
整
、
運
転
、
修
理
に
お
け
る
技
能

二
ノ

四

染
色
工

手
捺
染
、
手
染
、
機
械
染
色
、
染
色
仕
上
等
染
色
に
お
け
る
技
能

三
ノ

一

機
械
工

旋
盤
工
、
フ
ラ
イ
ス
工
、
研
磨
工
等
の
金
属
機
械
加
工
に
お
け
技

能

三
ノ

二

板
金
工

薄
板
加
工
に
お
け
る
技
能
（
工
芸
的
板
金
加
工
を
除
く
。）

三
ノ

三

製
罐
工

製
罐
作
業
に
お
け
る
技
能

三
ノ

四

電
弧
溶
接
工

電
弧
溶
接
に
お
け
る
技
能
（
ス
ポ
ッ
ト
溶
接
を
除
く
。）

三
ノ

五

ガ
ス
溶
接
工

ガ
ス
溶
接
に
お
け
る
技
能

三
ノ

六

鋳
物
工

工
業
用
鋳
物
の
型
込
、
熔
解
、
鋳
込
等
鋳
造
に
お
け
る
技
能
（
工

芸
的
鋳
金
を
除
く
。）

三
ノ

七

木
型
工

鋳
物
木
型
の
製
作
に
お
け
る
技
能

三
ノ

八

た
ん
工

鍛
冶
機
械
火
造
、
刃
物
、
農
具
等
の
鍛
造
に
お
け
る
技
能
（
工
芸

的
鍛
金
を
除
く
。）

三
ノ

九

車
輌
木
工

電
車
及
び
客
貨
車
等
鉄
道
車
輌
の
木
部
の
製
作
に
お
け
る
技
能

三
ノ
一
〇

造
船
木
工

船
舶
の
木
部
に
お
け
る
技
能

三
ノ
一
一

現
図
工

工
作
図
等
の
現
図
作
業
に
お
け
る
技
能

三
ノ
一
二

仕
上
工

金
属
製
機
器
具
の
部
品
仕
上
に
お
け
る
技
能
（
冶
工
具
及
び
金
型

の
仕
上
を
除
く
。）

三
ノ
一
三

冶
工
具
及
び
金
型

金
属
加
工
用
の
冶
具
工
具
及
び
仕
上
に
お
け
る
技
能
（
各
種
プ
レ

仕
上
工

ス
用
金
型
の
仕
上
を
含
む
。
）

三
ノ
一
四

レ
ン
ズ
研
磨
工

光
学
機
械
用
レ
ン
ズ
及
び
プ
リ
ズ
ム
の
粗
研
、
精
磨
、
芯
取
り
等

研
磨
に
お
け
る
技
能

三
ノ
一
五

精
密
機
械
工

光
学
機
械
（
写
真
機
を
含
む
。）
軸
受
、
ミ
シ
ン
、
時
計
（
電
氣
時

計
を
除
く
。
）
等
の
精
密
機
械
器
具
の
仕
上
組
立
、
調
整
、
修
理
に

お
け
る
技
能
（
冶
工
具
及
び
金
型
の
仕
上
を
除
く
。）

三
ノ
一
六

理
科
学
機
械
工

試
験
検
査
用
、
理
科
学
用
、
医
療
用
及
び
測
量
用
の
機
械
器
具
並

び
に
度
量
衡
器
等
の
理
科
学
機
械
器
具
の
仕
上
組
立
、
調
整
、
修

理
に
お
け
る
技
能

三
ノ
一
七

電
気
機
械
組
立
工

発
電
機
、
電
動
機
、
変
圧
器
、
整
流
器
、
配
電
盤
、
コ
ン
ト
ロ
ー

ラ
ー
等
の
所
謂
重
電
機
の
巻
線
、
配
線
、
組
立
、
調
整
、
修
理
に

お
け
る
技
能

三
ノ
一
八

通
信
機
組
立
工

有
線
及
び
無
線
の
送
受
信
機
、
交
換
機
、
配
線
器
具
、
電
気
計
器
、

電
気
信
号
機
等
の
組
立
、
調
整
、
修
理
に
お
け
る
技
能
（
真
空
管

の
排
気
作
業
を
含
む
。）

三
ノ
一
九

内
燃
機
関
組
立
工

陸
用
及
び
舶
用
の
内
燃
機
関
の
組
立
、
調
整
、
修
理
に
お
け
る
技

能

三
ノ
二
〇

機
械
組
立
工

内
燃
機
関
以
外
の
産
業
用
機
械
（
工
作
機
械
を
含
む
。）
の
組
立
、

調
整
、
修
理
に
お
け
る
技
能

三
ノ
二
一

自
動
車
組
立
工

自
動
車
の
総
組
立
、
偽
装
に
お
け
る
技
能
（
修
理
を
除
く
。）

三
ノ
二
二

偽
装
工

船
舶
の
偽
装
に
お
け
る
技
能

三
ノ
二
三

舟
大
工

船
大
工
作
業
に
お
け
る
技
能

三
ノ
二
四

義
肢
工

作
業
用
及
び
装
飾
用
の
義
肢
及
び
作
業
補
助
具
の
製
作
に
お
け
る

技
能

三
ノ
二
五

自
動
車
修
理
工

自
動
車
の
修
理
に
お
け
る
技
能

四

精
密
印
刷
工

紙
幤
、
証
券
類
、
地
図
等
の
如
く
極
め
て
精
巧
な
印
刷
に
お
け
る

技
能

五
ノ

一

電
気
工

電
気
機
械
器
具
の
運
転
、
保
守
、
調
整
、
修
理
に
お
け
る
技
能

五
ノ

二

電
路
工

屋
内
及
び
屋
外
の
送
配
電
線
の
架
線
、
保
守
、
修
理
等
に
お
け
る

技
能

六
ノ

一

大
工

家
屋
及
び
堂
宮
の
大
工
作
業
に
お
け
る
技
能

六
ノ

二

建
具
職

建
具
の
製
造
に
お
け
る
技
能

六
ノ

三

家
具
職

和
洋
家
具
の
製
造
に
お
け
る
技
能

六
ノ

四

タ
イ
ル
張
工

床
、
壁
等
の
タ
イ
ル
張
り
に
お
け
る
技
能

六
ノ

五

配
管
工

空
気
、
水
、
ガ
ス
、
蒸
気
な
ど
を
供
給
す
る
管
の
湾
曲
、
切
断
、

ネ
ヂ
立
及
び
取
付
等
配
管
に
お
け
る
技
能

別
表
第
二

養
成
期
間
表

分
類
番
号

技

能

養
成
期
間

三
ノ
七

木
型
工

同

一
ノ
一

金
属
工
藝
師

三
年

三
ノ
八

鍛
工

同

１
鎚
金
節

同

三
ノ
九

車
輛
木
工

同

２
彫
金
師

同

三
ノ
一
〇

造
船
木
工

同
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３
鋳
金
師

同

三
ノ
一
一

現
図
工

同

４
錺
師

同

三
ノ
一
二

仕
上
工

同

一
ノ
二

金
属
彫
刻
工

四
年

三
ノ
一
三

治
、
工
具
及
金
型
仕
上
工

同

一
ノ
三

七
宝
細
工
職

三
年

三
ノ
一
四

レ
ン
ズ
研
磨
工

四
年

一
ノ
四

宝
石
細
工
鼈

同

三
ノ
一
五

精
密
機
械
工

同

一
ノ
五

カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工

同

三
ノ
一
六

理
科
学
機
械
工

三
年

一
ノ
六

グ
ラ
ヴ
ー
ル
工

同

三
ノ
一
七

電
気
機
械
組
立
工

同

一
ノ
七

陶
工

同

三
ノ
一
八

通
信
機
組
立
工

同

一
ノ
八

漆
器
師

四
年

三
ノ
一
九

内
燃
機
関
組
立
工

同

１
漆
素
地
師

同

三
ノ
二
〇

機
械
組
立
工

同

２
漆
塗
師

同

三
ノ
二
一

自
動
車
組
立
工

同

３
漆
加
飾
師

同

三
ノ
二
二

艤
装
工

同

一
ノ
九

竹
籐
細
工
職

三
年

三
ノ
二
三

舟
大
工

同

一
ノ
一
〇

金
属
玩
具
工

同

三
ノ
二
四

義
肢
工

同

二
ノ
一

鋳
物
工

同

三
ノ
二
五

自
動
車
修
理
工

同

二
ノ
二

紡
機
調
整
工

同

四

精
密
印
刷
工

同

二
ノ
三

織
物
調
整
工

同

五
ノ
一

電
気
工

同

二
ノ
四

染
色
工

同

五
ノ
二

電
路
工

同

三
ノ
一

機
械
工

同

六
ノ
一

大
工

同

三
ノ
二

板
金
工

同

六
ノ
二

建
具
職

同

三
ノ
三

製
罐
工

同

六
ノ
三

家
具
職

同

三
ノ
四

電
弧
熔
接
工

同

六
ノ
四

タ
イ
ル
張
工

同

三
ノ
五

ガ
ス
熔
接
工

同

六
ノ
五

配
管
工

同

三
ノ
六

鋳
物
工

同

別
表
第
三

就
業
可
能
業
務
及
び
防
護
方
法
基
準
の
表
（
女
子
年
少
と
は
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
の
略
称
）

（
編
注
：
技
能
名
だ
け
の
技
能
の
就
業
制
限
内
容
等
は
略
し
た
。）

技

能

就
業
を
制
限
さ
れ
て
い
る
業
務
（
根
拠
規
定
）

同
上
中
技
能
習
得
者
を
就
業
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
業
務

同
上
の
指
定
業
務
就
業
に
つ
い
て
必
要
な
防
護
の
方
法
の
基
準

一
ノ
一
ノ

女
子
年
少

一
、
作
業
の
際
一
人
に
つ
き
作
業
場
の
床
面
積
を
四
平
方
メ

⑴
鎚
金
師

第
十
三
条
第
五
十
号

ボ
イ
ラ
ー
製
造
等
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

鍛
金
の
た
が
ね
打

ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二
、
同
一
室
に
お
い
て
三
人
以
上
を
同
時
に
作
業
さ
せ
な
い

こ
と
。
但
し
、
労
働
者
間
の
距
離
が
十
米
以
上
で
あ
る
場

合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
ノ
一
ノ

⑵
彫
金
師

一
ノ
一
ノ

⑶
鋳
金
師

一
ノ
八
ノ

女
子
年
少

一
、
安
全
装
置
を
完
備
さ
せ
る
こ
と
。

⑴
漆
素
地

第
十
三
条
第
三
十
一
号

木
工
用
か
ん
な
機
短
軸
面
取
機
を
用
い
る
業
務

教
習
第
三
年
度
以
後
の
作
業

二
、
指
導
者
の
厳
重
な
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

師

三
、
短
時
間
の
作
業
に
止
め
る
こ
と
。

第
四
十
六
号

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

鋳
物
及
ダ
イ
カ
ス
ト
作
業

一
、
足
袋
及
び
ゴ
ム
裏
草
履
又
は
麻
裏
草
履
を
用
い
指
導
者

お
け
る
業
務

の
厳
重
な
監
視
の
下
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

一
ノ
一
ノ

⑵
漆
塗
師

一
ノ
一
ノ

⑶
漆
加
飾
師

二
ノ
四

染
色
工

三
ノ
六

女
子
年
少

鋳
物
工

第
十
三
条
第
四
十
四
号

土
石
獣
毛
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場
所
に

型
込
及
び
仕
上
砂
落
の
作
業

マ
ス
ク
等
の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

お
け
る
業
務

第
四
十
六
号

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

湯
汲
、
湯
運
び
及
び
注
湯
の
作
業

一
、
足
袋
及
び
ゴ
ム
裏
草
履
又
は
麻
裏
草
履
を
用
い
指
導
者

お
け
る
業
務

の
厳
重
な
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
二
時
間
週
十
二
時
間
を
超
え
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な
い
こ
と
。

三
ノ
一
七

女
子
年
少

電
気
機
械

第
十
三
条
第
十
八
号

高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線
路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電

電
気
機
械
組
立
調
整
の
作
業

第
三
種
以
上
の
電
気
事
業
主
任
技
術
者
の
直
接
の
指
導
監
視
を

組
立
工

気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

要
す
る
こ
と
。

第
三
十
五
号

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ

一
、
引
火
性
溶
剤
を
使
用
す
る
絶
縁
作
業
の
掃
除
、
塗

く
酸
エ
チ
ル
、
さ
く
酸
ア
ル
ミ
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、

装
作
業

指
導
者
の
監
視
を
要
す
る
こ
と
。

ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫
化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引
火
性
の

二
、
ト
ー
チ
ラ
ン
プ
を
使
用
す
る
作
業

物
を
取
扱
う
作
業
で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

第
三
十
七
号

水
銀
、
砒
素
、
黄
リ
ン
、
弗
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
苛
性
ア
ル
カ

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
マ
ス
ク
そ
の
他

リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
を
取
扱
う
業

二
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

務

三
、
水
銀
整
流
器
の
組
立
作
業

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導
監
視
を
要
す
る
こ
と
。

第
三
十
八
号

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
砒
素
、
黄
リ
ン
、
弗
素
、
塩
素
、
ア

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
マ
ス
ク
そ
の
他

ー
ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
蒸
気
若

二
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

し
く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

三
、
水
銀
整
流
器
の
組
立
作
業

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導
監
視
を
要
す
る
こ
と
。

第
四
十
六
号

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

一
、
大
型
ハ
ン
ダ
鍋
及
び
ハ
ン
ダ
こ
て
を
使
用
す
る
作
業

一
、
防
熱
手
袋
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

お
け
る
業
務

二
、
塗
料
の
焼
付

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
二
時
間
週
十
二
時
間
を
超
え

三
、
焼
き
は
め

な
い
こ
と
。

三
ノ
一
八

女
子
年
少

通
信
機
組

第
十
三
条
第
十
八
号

高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線
路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電

通
信
機
組
立
調
整
の
作
業

第
三
種
以
上
の
電
気
事
業
主
任
技
術
者
の
直
接
の
指
導
監
視
を

立
工

気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

要
す
る
こ
と
。

第
三
十
五
号

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ

引
火
性
溶
剤
を
使
用
す
る
絶
縁
作
業
掃
除
、
塗
装
作
業

指
導
者
の
監
視
を
要
す
る
こ
と
。

く
酸
エ
チ
ル
、
さ
く
酸
ア
ル
ミ
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、

ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫
化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引
火
性
の

物
を
取
扱
う
作
業
で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

第
三
十
七
号

水
銀
、
砒
素
、
黄
リ
ン
、
弗
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
苛
性
ア
ル
カ

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
マ
ス
ク
そ
の
他

リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
を
取
扱
う
業

二
、
真
空
管
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
附
エ
ー
テ
ル

の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

務

三
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導

監
視
を
要
す
る
こ
と
。

第
三
十
八
号

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
砒
素
、
黄
リ
ン
、
弗
素
、
塩
素
、
ア

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
マ
ス
ク
そ
の
他

ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
蒸
気
若
し

二
、
真
空
管
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
附
（
エ
ー
テ
ル
）

の
保
護
具
を

使
用
さ
せ
る
こ
と
。

く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

三
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導
監
視
を
要
す
る
こ
と
。

第
四
十
六
号

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

一
、
大
型
ハ
ン
ダ
鍋
及
び
ハ
ン
ダ
こ
て
を
使
用
す
る
作
業

一
、
防
熱
手
袋
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

お
け
る
業
務

二
、
塗
料
の
焼
付

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
二
時
間
週
十
二
時
間
を
超
え

な
い
こ
と
。

別
表
第
四

使
用
者
資
格
表

分
類
番
号

技

能

使

用

者

の

資

格

三
ノ
一

機
械
工

三
ノ
二

板
金
工

三
ノ
三

製
罐
工

三
ノ
四

電
弧
熔
接
工

三
ノ
五

ガ
ス
熔
接
工

三
ノ
六

鋳
物
工

三
ノ
七

木
型
工

三
ノ
八

鍛
工
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な
い
こ
と
。

三
ノ
一
七

女
子
年
少

電
気
機
械

第
十
三
条
第
十
八
号

高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線
路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電

電
気
機
械
組
立
調
整
の
作
業

第
三
種
以
上
の
電
気
事
業
主
任
技
術
者
の
直
接
の
指
導
監
視
を

組
立
工

気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

要
す
る
こ
と
。

第
三
十
五
号

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ

一
、
引
火
性
溶
剤
を
使
用
す
る
絶
縁
作
業
の
掃
除
、
塗

く
酸
エ
チ
ル
、
さ
く
酸
ア
ル
ミ
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、

装
作
業

指
導
者
の
監
視
を
要
す
る
こ
と
。

ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫
化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引
火
性
の

二
、
ト
ー
チ
ラ
ン
プ
を
使
用
す
る
作
業

物
を
取
扱
う
作
業
で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

第
三
十
七
号

水
銀
、
砒
素
、
黄
リ
ン
、
弗
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
苛
性
ア
ル
カ

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
マ
ス
ク
そ
の
他

リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
を
取
扱
う
業

二
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

務

三
、
水
銀
整
流
器
の
組
立
作
業

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導
監
視
を
要
す
る
こ
と
。

第
三
十
八
号

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
砒
素
、
黄
リ
ン
、
弗
素
、
塩
素
、
ア

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
マ
ス
ク
そ
の
他

ー
ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
蒸
気
若

二
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

し
く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

三
、
水
銀
整
流
器
の
組
立
作
業

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導
監
視
を
要
す
る
こ
と
。

第
四
十
六
号

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

一
、
大
型
ハ
ン
ダ
鍋
及
び
ハ
ン
ダ
こ
て
を
使
用
す
る
作
業

一
、
防
熱
手
袋
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

お
け
る
業
務

二
、
塗
料
の
焼
付

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
二
時
間
週
十
二
時
間
を
超
え

三
、
焼
き
は
め

な
い
こ
と
。

三
ノ
一
八

女
子
年
少

通
信
機
組

第
十
三
条
第
十
八
号

高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線
路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電

通
信
機
組
立
調
整
の
作
業

第
三
種
以
上
の
電
気
事
業
主
任
技
術
者
の
直
接
の
指
導
監
視
を

立
工

気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

要
す
る
こ
と
。

第
三
十
五
号

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ

引
火
性
溶
剤
を
使
用
す
る
絶
縁
作
業
掃
除
、
塗
装
作
業

指
導
者
の
監
視
を
要
す
る
こ
と
。

く
酸
エ
チ
ル
、
さ
く
酸
ア
ル
ミ
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、

ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫
化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引
火
性
の

物
を
取
扱
う
作
業
で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

第
三
十
七
号

水
銀
、
砒
素
、
黄
リ
ン
、
弗
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
苛
性
ア
ル
カ

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
マ
ス
ク
そ
の
他

リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
を
取
扱
う
業

二
、
真
空
管
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
附
エ
ー
テ
ル

の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

務

三
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導

監
視
を
要
す
る
こ
と
。

第
三
十
八
号

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
砒
素
、
黄
リ
ン
、
弗
素
、
塩
素
、
ア

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
マ
ス
ク
そ
の
他

ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
蒸
気
若
し

二
、
真
空
管
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
附
（
エ
ー
テ
ル
）

の
保
護
具
を

使
用
さ
せ
る
こ
と
。

く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

三
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導
監
視
を
要
す
る
こ
と
。

第
四
十
六
号

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

一
、
大
型
ハ
ン
ダ
鍋
及
び
ハ
ン
ダ
こ
て
を
使
用
す
る
作
業

一
、
防
熱
手
袋
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

お
け
る
業
務

二
、
塗
料
の
焼
付

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
二
時
間
週
十
二
時
間
を
超
え

な
い
こ
と
。

別
表
第
四

使
用
者
資
格
表

分
類
番
号

技

能

使

用

者

の

資

格

三
ノ
一

機
械
工

三
ノ
二

板
金
工

三
ノ
三

製
罐
工

三
ノ
四

電
弧
熔
接
工

三
ノ
五

ガ
ス
熔
接
工

三
ノ
六

鋳
物
工

三
ノ
七

木
型
工

三
ノ
八

鍛
工
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三
ノ
九

車
輛
木
工

三
ノ
一
〇

造
船
木
工

三
ノ
一
一

現
図
工

三
ノ
一
二

仕
上
工

三
ノ
一
三

治
工
具
及
金
型
仕
上
工

三
ノ
一
四

レ
ン
ズ
研
磨
工

三
ノ
一
五

精
密
機
械
工

三
ノ
一
六

理
科
学
機
械
工

三
ノ
一
七

電
気
機
械
組
立
工

三
ノ
一
八

通
信
機
組
立
工

三
ノ
一
九

内
燃
機
関
組
立
工

三
ノ
二
〇

機
械
組
立
工

三
ノ
二
一

自
動
車
組
立
工

三
ノ
二
二

艤
装
工

三
ノ
二
三

舟
大
工

三
ノ
二
五

自
動
車
修
理
工

一
ノ
一

金
属
工
藝
師

１
鎚
金
節

２
彫
金
師

３
鋳
金
師

４
錺
師

一
ノ
二

金
属
彫
刻
工

一
ノ
三

七
宝
細
工
職

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者

一
、
従
来
の
慣
習
に
よ
る
徒
弟
契
約
完
了
後
十
年

以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

二
、
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
実
業
学
校
、
工
場
事

業
場
技
能
者
養
成
令
に
よ
る
養
成
施
設
の
教
育

又
は
課
程
を
修
了
し
た
後
五
年
以
上
の
実
地
経

験
を
有
す
る
こ
と
。

三
、
大
学
又
は
専
門
学
校
に
お
い
て
当
該
技
能
に

関
係
あ
る
学
科
を
修
め
卒
業
し
た
後
三
年
以
上

の
実
地
経
験
を
有
す
る
者
又
は
幹
部
機
械
工
養

成
所
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
。

四
、
機
械
技
術
者
検
査
令
に
合
格
し
た
こ
と
。

一
ノ
四

宝
石
細
工
鼈

一
ノ
五

カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工

一
ノ
六

グ
ラ
ヴ
ー
ル
工

一
ノ
七

陶
工

一
ノ
八

漆
器
師

１
漆
素
地
師

２
漆
塗
師

３
漆
加
飾
師

一
ノ
九

竹
籐
細
工
職

一
ノ
一
〇

金
属
玩
具
工

二
ノ
一

鋳
物
工

二
ノ
二

紡
機
調
整
工

二
ノ
三

織
物
調
整
工

二
ノ
四

染
色
工

三
ノ
二
四

義
肢
工

四

精
密
印
刷
工

五
ノ
一

電
気
工

五
ノ
二

電
路
工

六
ノ
一

大
工

六
ノ
二

建
具
職

六
ノ
三

家
具
職

六
ノ
四

タ
イ
ル
張
工

六
ノ
五

配
管
工

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者

一
、
従
来
の
慣
習
に
よ
る
徒
弟
契
約
完
了
後
十
年
以

上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

二
、
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
実
業
学
校
卒
業
後
五
年

以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

三
、
大
学
又
は
専
門
学
校
に
お
い
て
当
該
技
能
に
関

係
あ
る
学
科
を
修
め
卒
業
し
た
後
三
年
以
上
の
実

地
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

昭
和
二
三
年
六
月
三
〇
日

〔
四
─
三
─
四
〕
労
働
省
告
示
第
二
三
号

教教
習習
事事
項項
にに
関関
すす
るる
告告
示示

技
能
者
養
成
規
程
第
十
三
条
の
規
定
に
基
き
教
習
事
項
に
関
し
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

教

習

時

間

教

習

事

項

備

考

第
一
年
度

第
二
年
度

第
三
年
度

一一
ノノ
一一
ノノ
⑴⑴
鎚鎚
金金
師師

一

社
会
科

七
〇
｀

七
〇

｀

七
〇

１

労
働

２

産
業
経
済

３

技
能
と
作
業
能
率

二

体
育

三
五

三
五

三
五

三

関
連
学
科

二
一
Ｏ

二
一
〇

二
一
Ｏ

１

工
業
数
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
Ｏ

‥
‥
‥
Ｏ

１
算
術
を
主
と
し
て
代
数
、
幾
何
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等
に
及
ぶ
必
要
な
し
。

２

物
理
及
化
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

３

実
用
外
国
語
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

４

意
匠
図
案
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

４
図
学
を
含
む
。

５

美
術
工
藝
史
（
東
洋
及
西
洋
）
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

６

金
工
史
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

７

工
作
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

８

材
料
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

８
金
属
材
料
そ
の
他

９

工
芸
化
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

９
着
色
等

四

実
技

一
五
五
五

一
一
五
五

一
一
五
五

１

基
本
工
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

１
ｂ
、
ｃ
簡
単
な
作
業
で
鋏
、
鏨
、

金
槌
、
木
槌
、
や
す
り
、

ａ

工
具
製
作
法

き
さ
げ
、
石
砥
、
炭
砥
、
伸
し
、

糸
鋸
そ
の
他
の
工
法

ｂ

工
具
使
用
法

ｃ

材
料
使
用
法

２

板
金
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

２
一
年
度
の
後
期
よ
り
行
う
。

ａ

板
金
加
工
法

ａ
板
金
、
延
べ
、
曲
げ
そ
の
他

ｂ

鑞
接
法

ｂ
鑞
付
、
ハ
ン
ダ
付
そ
の
他

ｃ

板
金
組
立
法

ｃ
箱
物
、
丸
物
、
組
立
そ
の
他

３

鎚
起
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

３
二
年
度
の
後
期
よ
り
行
う
。

ａ

口
浅
鎚
起

ａ
皿
、
盆
そ
の
他

ｂ

口
深
鎚
起

ｂ
コ
ッ
プ
、
椀
物
そ
の
他

ｃ

口
寄
せ
起

ｃ
花
瓶
そ
の
他

４

仕
上
げ
着
色
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

４
各
年
度
の
末
期
に
当
該
年
度

に
習
得
し
た
製
品
に
つ
い
て

行
う
。

一一
ノノ
一一
ノノ
⑵⑵
彫彫
金金
師師
（
編
注
：
以
下
、
職
種
の
み
表
記
の
職
種
は
、
教
習
事
項
を
略
し
た
。
）

一一
ノノ
一一
ノノ
⑶⑶
鋳鋳
金金
師師

一一
ノノ
一一
ノノ
⑷⑷
錺錺
師師

一一
ノノ
八八
ノノ
⑴⑴
漆漆
素素
地地
師師

教

習

時

間

教

習

事

項

備

考

第
一
年
度

第
二
年
度

第
三
年
度

第
四
年
度

一

社
会
科

七
〇

七
〇

七
〇

１

労
働

２

産
業
経
済

３

技
能
と
作
業
能
率

二

体
育

三
五

三
五

三
五

三
五

二

二
時
間
毎
に
十
分
の
休
息
時
間
を

設
け
、
休
息
時
間
に
は
作
業
場
内

に
止
ま
ら
せ
な
い
こ
と
。

三

関
連
学
科

二
八
〇

二
四
五

二
一
〇

一
〇
五

ｌ

工
業
数
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

１
算
術
を
主
と
し
て
代
数
、
幾
何
等
に

２

物
理
及
化
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

及
ぶ
必
要
な
し
。

３

実
用
外
国
語
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

４

工
芸
化
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

４
漆
液
、
顔
料
、
木
材
、
塗
料
、
接
合

剤
そ
の
他
基
本
的
材
料

５

意
匠
図
案
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

５
図
学
を
含
む
。

文
様
（
平
面
図
案
法
）
、
造
型

（
立
体
図
案
法
）
、
色
彩

６

美
術
工
芸
史
（
東
洋
及
西
洋
）
‥
○

７

漆
工
史
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
‥
○

７
東
洋
漆
工
師
、
日
本
漆
工
産
業
史

８

漆
工
材
料
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

９

漆
工
製
作
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

‥
‥
○

９
加
飾
、
塗
、
素
地
、
設
備
機
械
器

具
そ
の
他

第
四
年
度
は
製
作
法
に
関
す
る
斬

新
な
も
の
を
習
得
さ
せ
る
。

製
品
試
験
及
検
査
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

10

一
般
塗
装
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

11
四

実
枝

一
〇
八
五

一
一
二
〇

一
一
五
五

一
三
三
〇

甲

基
本
実
習

甲

基
本
実
習
は
１
又
は
２
或
い
は

１
の
各
項
ど
れ
か
を
専
門
と
す

１

木
材
素
地
法
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

る
も
の
を
中
心
と
し
て
こ
れ
に

ａ

挽
物
法

力
点
を
置
き
、
そ
の
他
の
項
は

ｂ

板
物
法

関
連
し
て
教
え
る
こ
と
。

ｃ

指
物
法

ｃ
指
物
は
大
な
る
箱
物
、
棚
、

ｄ

曲
物
法

机
、
卓
子
等
を
指
す
。

ｅ

プ
レ
ス
ベ
ニ
ヤ

２

特
殊
素
地
法
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

ａ

金
属

ｂ

合
成
材
料
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等
に
及
ぶ
必
要
な
し
。

２

物
理
及
化
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

３

実
用
外
国
語
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

４

意
匠
図
案
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

４
図
学
を
含
む
。

５

美
術
工
藝
史
（
東
洋
及
西
洋
）
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

６

金
工
史
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

７

工
作
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

８

材
料
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

８
金
属
材
料
そ
の
他

９

工
芸
化
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

９
着
色
等

四

実
技

一
五
五
五

一
一
五
五

一
一
五
五

１

基
本
工
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

１
ｂ
、
ｃ
簡
単
な
作
業
で
鋏
、
鏨
、

金
槌
、
木
槌
、
や
す
り
、

ａ

工
具
製
作
法

き
さ
げ
、
石
砥
、
炭
砥
、
伸
し
、

糸
鋸
そ
の
他
の
工
法

ｂ

工
具
使
用
法

ｃ

材
料
使
用
法

２

板
金
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

２
一
年
度
の
後
期
よ
り
行
う
。

ａ

板
金
加
工
法

ａ
板
金
、
延
べ
、
曲
げ
そ
の
他

ｂ

鑞
接
法

ｂ
鑞
付
、
ハ
ン
ダ
付
そ
の
他

ｃ

板
金
組
立
法

ｃ
箱
物
、
丸
物
、
組
立
そ
の
他

３

鎚
起
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

３
二
年
度
の
後
期
よ
り
行
う
。

ａ

口
浅
鎚
起

ａ
皿
、
盆
そ
の
他

ｂ

口
深
鎚
起

ｂ
コ
ッ
プ
、
椀
物
そ
の
他

ｃ

口
寄
せ
起

ｃ
花
瓶
そ
の
他

４

仕
上
げ
着
色
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

４
各
年
度
の
末
期
に
当
該
年
度

に
習
得
し
た
製
品
に
つ
い
て

行
う
。

一一
ノノ
一一
ノノ
⑵⑵
彫彫
金金
師師
（
編
注
：
以
下
、
職
種
の
み
表
記
の
職
種
は
、
教
習
事
項
を
略
し
た
。
）

一一
ノノ
一一
ノノ
⑶⑶
鋳鋳
金金
師師

一一
ノノ
一一
ノノ
⑷⑷
錺錺
師師

一一
ノノ
八八
ノノ
⑴⑴
漆漆
素素
地地
師師

教

習

時

間

教

習

事

項

備

考

第
一
年
度

第
二
年
度

第
三
年
度

第
四
年
度

一

社
会
科

七
〇

七
〇

七
〇

１

労
働

２

産
業
経
済

３

技
能
と
作
業
能
率

二

体
育

三
五

三
五

三
五

三
五

二

二
時
間
毎
に
十
分
の
休
息
時
間
を

設
け
、
休
息
時
間
に
は
作
業
場
内

に
止
ま
ら
せ
な
い
こ
と
。

三

関
連
学
科

二
八
〇

二
四
五

二
一
〇

一
〇
五

ｌ

工
業
数
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

１
算
術
を
主
と
し
て
代
数
、
幾
何
等
に

２

物
理
及
化
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

及
ぶ
必
要
な
し
。

３

実
用
外
国
語
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

４

工
芸
化
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

４
漆
液
、
顔
料
、
木
材
、
塗
料
、
接
合

剤
そ
の
他
基
本
的
材
料

５

意
匠
図
案
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

５
図
学
を
含
む
。

文
様
（
平
面
図
案
法
）
、
造
型

（
立
体
図
案
法
）
、
色
彩

６

美
術
工
芸
史
（
東
洋
及
西
洋
）
‥
○

７

漆
工
史
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
‥
○

７
東
洋
漆
工
師
、
日
本
漆
工
産
業
史

８

漆
工
材
料
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

９

漆
工
製
作
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

‥
‥
○

９
加
飾
、
塗
、
素
地
、
設
備
機
械
器

具
そ
の
他

第
四
年
度
は
製
作
法
に
関
す
る
斬

新
な
も
の
を
習
得
さ
せ
る
。

製
品
試
験
及
検
査
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

10

一
般
塗
装
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

11
四

実
枝

一
〇
八
五

一
一
二
〇

一
一
五
五

一
三
三
〇

甲

基
本
実
習

甲

基
本
実
習
は
１
又
は
２
或
い
は

１
の
各
項
ど
れ
か
を
専
門
と
す

１

木
材
素
地
法
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

る
も
の
を
中
心
と
し
て
こ
れ
に

ａ

挽
物
法

力
点
を
置
き
、
そ
の
他
の
項
は

ｂ

板
物
法

関
連
し
て
教
え
る
こ
と
。

ｃ

指
物
法

ｃ
指
物
は
大
な
る
箱
物
、
棚
、

ｄ

曲
物
法

机
、
卓
子
等
を
指
す
。

ｅ

プ
レ
ス
ベ
ニ
ヤ

２

特
殊
素
地
法
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

ａ

金
属

ｂ

合
成
材
料
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ｃ

紙

ｄ

竹

ｅ

そ
の
他

乙

応
用
実
習

１

平
易
な
挽
物
類
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

１

皿
、
椀
、
鉢
等

２

平
易
な
板
物
、
曲
物
類
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

２

盆
、
膳
、
箱
類

３

複
雑
な
挽
物
類
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

３

蓋
物
、
棚
、
第
等

４

複
雑
な
板
物
、
曲
物
類
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
○
‥
‥
‥
○

４

箱
類
、
棚
、
第
等

一一
ノノ
八八
ノノ
⑵⑵
漆漆
塗塗
師師

一一
ノノ
八八
ノノ
⑶⑶
漆漆
加加
飾飾
師師

二二
ノノ
一一
鋳鋳
物物
工工

二二
ノノ
四四
染染
色色
工工

三三
ノノ
六六
鋳鋳
物物
工工

一

社
会
科

七
〇
｀

七
〇

｀

七
〇

１

労
働

２

産
業
経
済

３

技
能
と
作
業
能
率

二

体
育

三
五

三
五

三
五

三

関
連
学
科

四
二
○

三
一
五

三
五

１

工
業
数
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

１
算
術
を
主
と
し
て
代
数
、
幾
何

２

物
理
及
化
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

等
に
及
ぶ
必
要
な
し
。

３

実
用
外
国
語
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

４

機
械
工
作
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

４
鋳
物
の
機
械
加
工
、
溶
接
熱
処

理
等

５

機
構
通
論
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

５
力
学
機
構
学
大
意

６

電
気
通
論
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

７

用
器
画
及
び
製
図
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

７
木
型
、
造
型
、
溶
解
法
、
地
金

８

鋳
造
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

８
木
型
、
造
型
、
溶
解
法
、
地
金

四

実
技

九
四
五

一
〇
五
〇

一
三
三
〇

１

基
本
実
習

１
基
本
的
に
作
業
全
般
に
亘
り
修

ａ

鋳
砂
型
込
め
法

得
さ
せ
る
。

ｂ

中
子
製
作
法

ｂ
中
小
使
用
の
極
く
簡
単
な
も
の

ｃ

生
型
作
業

ｃ
ヤ
ゲ
ン
台
、
ハ
ン
ド
ル
車
、
肉

鍋
製
作
等
に
次
ぎ
定
盤
、
ロ
ス

ト
ル
、
小
型
ピ
ス
ト
ン
等

ｄ

挽
型
作
業

ｄ
ベ
ル
ト
、
プ
ー
リ
ー
そ
の
他

ｅ

掻
型
作
業

ｅ
直
管
、
曲
管
等

ｆ

中
子
製
作
法

ｆ
自
ら
心
金
を
作
り
現
形
挽
型
そ

の
他
に
よ
る
複
雑
な
中
子
の
製
作

２

応
用
実
習

２
工
場
内
に
お
け
る
鋳
造
作
業
の
現

業
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
り
修
得

せ
し
め
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

ａ

機
械
部
品
（
第
一
部
）

ａ
小
物
を
主
と
し
複
雑
な
中
型
品

の
原
型
に
よ
る
生
型
及
び
乾
燥

型
の
製
作

ｂ

機
械
部
品
（
第
二
部
）

ｂ
複
雑
な
中
子
を
有
し
或
は
三
重

ｃ

キ
ュ
ー
ポ
ラ
操
作
法

以
上
の
枠
を
組
合
せ
る
等
に
よ

ｄ

コ
シ
キ
操
作
法

り
製
作
す
る
も
の
、
プ
ロ
ペ
ラ
、

ｅ

坩
堝
炉
操
作
法

ケ
ル
ド
鋳
物
の
型
等

三三
ノノ
十十
七七
電電
気気
機機
械械
組組
立立
工工

一

社
会
科

七
〇

七
〇

七
〇

１

労
働

２

産
業
経
済

３

技
能
と
作
業
能
率

二

体
育

三
五

三
五

三
五

三

関
連
学
科

四
二
〇

四
二
〇

一
七
五

ｌ

工
業
数
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

１
代
数
、
幾
何
、
三
角
法
、
微
積
分
初

２

物
理
及
化
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

歩

３

実
用
外
国
語
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

４

電
気
理
論
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

５

材
料
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

６

機
械
大
意
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

７

工
作
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

８

設
計
製
図
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
‥
○

９

電
気
機
械
器
具
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
‥
○

力
学
及
材
料
強
弱
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
‥
○

10

電
力
応
用
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

11

電
気
法
規
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

12
四

実
技

九
四
五

九
四
五

一
一
九
〇

１

基
本
実
習
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ａ

掃
除
及
運
搬

ｂ

仕
上
基
本
作
業

ｃ

計
測

ｄ

罫
書

ｅ

板
金
加
工

ｆ

機
械
加
工
基
本
実
習

ｇ

火
造

ｈ

溶
接

ｉ

鑞
付
作
業

ｊ

巻
線
絶
縁
作
業

２

応
用
実
習

ａ

現
場
配
線
作
業

ｂ

電
機
試
験

ｃ

現
場
組
立
作
業

ｃ
分
解
、
掃
除
及
び
修
理
を
含
む
。

ｄ

現
場
巻
線
作
業

三三
ノノ
十十
八八
通通
信信
機機
組組
立立
工工

一

社
会
科

七
〇

七
〇

七
〇

１

労
働

２

産
業
経
済

３

技
能
と
作
業
能
率

二

体
育

三
五

三
五

三
五

三

関
連
学
科

四
二
〇

四
二
〇

一
七
五

ｌ

工
業
数
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

１
代
数
、
幾
何
、
三
角
法
、
微
積
分
初

２

物
理
及
化
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

歩

３

実
用
外
国
語
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

４

電
気
理
論
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

５

材
料
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

６

設
計
製
図
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
‥
○

７

工
作
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

８

電
気
通
信
機
械

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
‥
○

９

電
力
応
用
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

真
空
管
工
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
‥
○

10
四

実
技

九
四
五

九
四
五

一
一
九
〇

１

基
本
実
習

ａ

掃
除
及
運
搬

ｂ

仕
上
基
本
作
業

ｃ

計
測

ｄ

罫
書

ｅ

板
金
加
工

ｆ

機
械
加
工
基
本
実
習

ｇ

火
造

ｈ

溶
接

ｉ

鑞
付
作
業

ｊ

巻
線
絶
縁
作
業

２

応
用
実
習

ａ

現
場
配
線
作
業

ｂ

電
機
試
験

ｃ

現
場
組
立
作
業

ｃ
分
解
、
掃
除
及
び
修
理
を
含
む
。

ｄ

現
場
巻
線
作
業

備
考一

こ
の
告
示
に
定
め
る
教
習
事
項
は
、
最
低
限
度
を
示
す
。
な
お
、
教
習
時
間
の
年
間
総
時

間
数
は
、
各
職
種
共
一
四
七
〇
時
間
と
す
る
。

二

教
習
事
項
を
習
得
す
る
た
め
に
事
業
場
外
の
場
所
に
往
復
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
往
復

時
間
の
た
め
に
社
会
科
、
体
育
及
び
関
連
学
科
の
時
間
を
減
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

三

第
一
項
の
教
習
時
間
以
外
の
労
働
時
間
は
主
と
し
て
実
技
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

四

教
習
事
項
社
会
科
中
「
労
働
」
は
、
労
働
組
合
、
労
働
関
係
調
整
、
労
働
基
準
、
労
働
安

全
、
労
働
衛
生
、
技
能
者
養
成
、
労
災
保
険
、
失
業
保
険
及
び
職
業
安
定
、
「
資
業
経
済
」

は
、
産
業
経
済
発
達
史
、
産
業
経
済
大
観
、
経
営
経
済
及
び
世
界
の
動
き
を
含
む
。

昭
和
二
四
年
一
一
月
一
六
日

〔
四
─
三
─
五
〕
労
働
省
令
第
二
七
号

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
のの
一一
部部
改改
正正

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
十
月
三
十
日
労
働
省
令
第
六
号
、
改
正
昭
和
二
十
三
年
六
月

三
十
日
労
働
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第第
十十
三三
条条

使
用
者
は
、
必
要
な
知
識
、
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
つ
て
関
連
学
科
、
実
技
及
び
そ
の
教
習
時
間
そ
の
他
の
教
習
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
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ａ

掃
除
及
運
搬

ｂ

仕
上
基
本
作
業

ｃ

計
測

ｄ

罫
書

ｅ

板
金
加
工

ｆ

機
械
加
工
基
本
実
習

ｇ

火
造

ｈ

溶
接

ｉ

鑞
付
作
業

ｊ

巻
線
絶
縁
作
業

２

応
用
実
習

ａ

現
場
配
線
作
業

ｂ

電
機
試
験

ｃ

現
場
組
立
作
業

ｃ
分
解
、
掃
除
及
び
修
理
を
含
む
。

ｄ

現
場
巻
線
作
業

三三
ノノ
十十
八八
通通
信信
機機
組組
立立
工工

一

社
会
科

七
〇

七
〇

七
〇

１

労
働

２

産
業
経
済

３

技
能
と
作
業
能
率

二

体
育

三
五

三
五

三
五

三

関
連
学
科

四
二
〇

四
二
〇

一
七
五

ｌ

工
業
数
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

１
代
数
、
幾
何
、
三
角
法
、
微
積
分
初

２

物
理
及
化
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

歩

３

実
用
外
国
語
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

‥
‥
‥
○

４

電
気
理
論
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

５

材
料
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

６

設
計
製
図
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
‥
○

７

工
作
法
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

８

電
気
通
信
機
械

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
‥
○

９

電
力
応
用
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○

真
空
管
工
学
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
○
‥
‥
‥
‥
○

10
四

実
技

九
四
五

九
四
五

一
一
九
〇

１

基
本
実
習

ａ

掃
除
及
運
搬

ｂ

仕
上
基
本
作
業

ｃ

計
測

ｄ

罫
書

ｅ

板
金
加
工

ｆ

機
械
加
工
基
本
実
習

ｇ

火
造

ｈ

溶
接

ｉ

鑞
付
作
業

ｊ

巻
線
絶
縁
作
業

２

応
用
実
習

ａ

現
場
配
線
作
業

ｂ

電
機
試
験

ｃ

現
場
組
立
作
業

ｃ
分
解
、
掃
除
及
び
修
理
を
含
む
。

ｄ

現
場
巻
線
作
業

備
考一

こ
の
告
示
に
定
め
る
教
習
事
項
は
、
最
低
限
度
を
示
す
。
な
お
、
教
習
時
間
の
年
間
総
時

間
数
は
、
各
職
種
共
一
四
七
〇
時
間
と
す
る
。

二

教
習
事
項
を
習
得
す
る
た
め
に
事
業
場
外
の
場
所
に
往
復
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
、
往
復

時
間
の
た
め
に
社
会
科
、
体
育
及
び
関
連
学
科
の
時
間
を
減
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

三

第
一
項
の
教
習
時
間
以
外
の
労
働
時
間
は
主
と
し
て
実
技
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

四

教
習
事
項
社
会
科
中
「
労
働
」
は
、
労
働
組
合
、
労
働
関
係
調
整
、
労
働
基
準
、
労
働
安

全
、
労
働
衛
生
、
技
能
者
養
成
、
労
災
保
険
、
失
業
保
険
及
び
職
業
安
定
、
「
資
業
経
済
」

は
、
産
業
経
済
発
達
史
、
産
業
経
済
大
観
、
経
営
経
済
及
び
世
界
の
動
き
を
含
む
。

昭
和
二
四
年
一
一
月
一
六
日

〔
四
─
三
─
五
〕
労
働
省
令
第
二
七
号

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
のの
一一
部部
改改
正正

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
十
月
三
十
日
労
働
省
令
第
六
号
、
改
正
昭
和
二
十
三
年
六
月

三
十
日
労
働
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第第
十十
三三
条条

使
用
者
は
、
必
要
な
知
識
、
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
つ
て
関
連
学
科
、
実
技
及
び
そ
の
教
習
時
間
そ
の
他
の
教
習
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
。

第
十
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

使
用
者
は
、
教
習
の
進
度
に
応
じ
、
少
く
と
も
年
一
回
技
能
を
検
定
し
、
技
能
習
得
者
の
技
能

の
等
級
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第第
十十
八八
条条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
使
用
者
で
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
技
能
者
養
成
資

格
の
免
許
を
う
け
た
者
で
な
け
れ
ば
、
技
能
者
の
養
成
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

労
働
大
臣
の
行
う
指
導
員
資
格
の
検
定
に
合
格
し
た
者

二

当
該
技
能
に
つ
い
て
、
別
表
第
四
に
定
め
る
経
験
年
数
、
学
歴
又
は
資
格
を
。
有
す
る
者

三

労
働
大
臣
の
指
定
す
る
同
業
組
合
又
は
技
能
者
の
団
体
に
よ
っ
て
技
能
者
の
養
成
の
資
格
が

あ
る
こ
と
を
証
明
さ
れ
た
者

四

労
働
大
臣
の
指
定
す
る
他
の
法
令
に
よ
っ
て
、
当
該
法
令
に
定
め
る
技
能
に
つ
い
て
の
指
導

員
の
資
格
を
有
す
る
者

第
十
八
条
の
次
に
次
の
五
条
を
加
え
る
。

第第
十十
八八
条条
のの
二二

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
は
、
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
与
え
な
い
。

一

精
神
又
は
身
体
の
障
害
に
よ
っ
て
不
適
格
と
認
め
ら
れ
る
者

二

第
十
九
条
の
規
定
に
該
当
す
る
者

三

そ
の
他
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
者

第第
十十
八八
条条
のの
三三

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
、
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
与
え
る
場
合
に

は
、
様
式
第
二
号
の
二
の
技
能
者
養
成
資
格
免
許
証
（
以
下
免
許
証
と
い
う
。）
を
交
付
す
る
。

第第
十十
八八
条条
のの
四四

技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
二
号
の
三
に
よ
る

申
請
書
を
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第第
十十
八八
条条
のの
五五

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
、
第
十
八
条
の
二

の
各
号
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
、
又
は
免
許
証
を
他
人
に
貸
与
し
た
場
合
に
は
、
技

能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
の
処
分
を
う
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
免
許
証
を
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第第
十十
八八
条条
のの
六六

免
許
証
の
交
付
を
う
け
た
者
が
、
免
許
証
を
紛
失
し
、
又
は
汚
損
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
事
由
を
具
し
、
様
式
第
二
号
の
四
に
よ
っ
て
そ
の
交
付
を
う
け
た
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長

に
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

免
許
を
う
け
た
者
が
改
姓
、
又
は
改
名
し
た
場
合
に
は
、
免
許
証
を
添
え
様
式
第
二
号
の
五
に

よ
っ
て
そ
の
交
付
を
う
け
た
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
免
許
証
の
書
換
を
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第第
二二
十十
二二
条条

使
用
者
は
、
養
成
期
間
が
終
了
し
た
場
合
に
は
、
技
能
習
得
者
に
対
し
技
能
者
養
成

修
了
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者
は
、
養
成
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
は
、
技
能
習
得
者
が
既
に
習
得
し
た
過
程
、
期

間
及
び
等
級
を
記
入
し
た
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

使
用
者
又
は
技
能
習
得
者
は
、
第
一
項
の
技
能
者
養
成
修
了
証
明
書
に
当
該
都
道
府
県
労
働
基

準
局
長
よ
り
教
習
の
過
程
を
修
了
し
た
こ
と
の
証
明
を
う
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第第
三三
十十
二二
条条
のの
二二

こ
の
命
令
に
定
め
る
認
可
の
申
請
又
は
届
出
に
用
い
る
べ
き
様
式
は
、
必
要
な

事
項
の
最
少
限
度
を
記
載
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
異
る
様
式
を
用
い
る

こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

様
式
第
二
号
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。

様様
式式
第第
二二
号号
のの
二二
（
編
注
：
以
下
略
）

昭
和
二
四
年
一
一
月
一
六
日

〔
四
─
三
─
六
〕
労
働
省
令
第
三
一
号

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
規規
則則

（
通
則
）

第第
一一
条条

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
十
月
三
十
日
労
働
省
令
第
六
号
）
第
十
八
条
第
一
号

の
規
定
に
よ
る
指
導
員
資
格
の
検
定
（
以
下
指
導
員
検
定
と
い
う
。）
に
関
し
て
は
、
こ
の
命
令
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第第
二二
条条

指
導
員
検
定
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
行
う
。

（
受
検
の
欠
格
条
項
）

第第
三三
条条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
指
導
員
検
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

精
神
又
は
身
体
の
障
害
に
よ
っ
て
技
能
者
養
成
に
不
適
格
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
者

二

技
能
者
養
成
規
程
第
十
九
条
の
規
定
に
該
当
す
る
者

三

不
正
の
方
法
に
よ
り
て
申
請
又
は
受
検
し
た
こ
と
が
発
覚
し
た
者

四

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
指
導
員
検
定
の
合
格
を
取
消
さ
れ
た
者

（
検
定
実
施
）

第第
四四
条条

指
導
員
検
定
は
、
学
科
及
び
実
技
に
つ
い
て
行
う
。
但
し
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
、
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労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
示
す
基
準
に
従
い
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
、
学

科
及
び
実
技
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

学
科
の
検
定
は
、
左
の
科
日
に
つ
い
て
行
う
。

一

当
該
技
能
に
必
要
な
別
表
に
定
め
る
関
連
学
科

二

技
能
習
得
者
の
指
導
方
法

三

技
能
者
養
成
に
関
す
る
法
令

３

実
技
の
検
定
は
、
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
示
す
基
準
に
従
い
、
そ
の
都
度
都
道
府
県
労
働
基

準
局
長
が
、
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
行
う
。

第第
五五
篠篠

指
導
員
検
定
は
、
毎
年
一
回
以
上
行
う
。

（
検
定
の
申
請
）

第第
六六
条条

指
導
員
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
技
能
の
指

導
員
検
定
を
行
う
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
格
の
取
消
）

第第
七七
条条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
指
導
員
検
定
の
合
格
者
が
指
導
員
検
定
に
つ
い
て
、
不
正

の
方
法
に
よ
っ
て
申
請
を
し
、
又
は
受
検
し
た
こ
と
が
発
覚
し
た
と
き
、
そ
の
者
の
合
格
を
取
消

す
こ
と
が
で
き
る
。

附附

則則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別別

表表

検
定
関
油
学
科

分
類
番
号

技

能

名

科

目

一
ノ
一

金
属
工
芸
師

１

鎚
金
師

工
作
法

材
料

意
匠
同
案
法

２

彫
金
師

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

３

鋳
金
師

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

４

錺

師

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

一
ノ
三

七
宝
細
工
織

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

一
ノ
四

宝
石
細
工
職

工
作
法

材
料

一
ノ
五

カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

一
ノ
六

．
ダ
ラ
ヴ
イ
ー
ル
工

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

一
ノ
七

陶

工

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

一
ノ
八

漆
器
師

１

漆
素
地
師

工
作
法

材
料

２

漆
塗
師

工
作
法

材
料

３

漆
加
飾
師

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

一
ノ
九

竹
籐
細
工
職

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

一
ノ
一
〇

金
属
玩
具
工

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

二
ノ
一

織
物
工

織
物
通
論

織
物
組
織

意
匠
図
案
法

二
ノ
四

染
色
工

染
色
通
論

織
物
原
料

意
匠
図
案
法

三
ノ
一

機
械
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
二

板
金
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
三

製
罐
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
四

電
弧
溶
接
工

溶
接
工
学
大
意

工
作
法

電
気
通
論

三
ノ
五

ガ
ス
溶
接
工

鎔
接
工
学
大
意

工
作
法

三
ノ
六

鋳
物
工

鋳
造
法

材
料

三
ノ
七

木
型
工

工
作
法

鋳
造
法

三
ノ
八

鎚

工

工
作
法

材
料

三
ノ
九

車
輛
木
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
一
〇

造
船
木
工

造
船
学
大
意

工
作
法

製
図

三
ノ
一
一

現
図
工

造
船
学
大
意

工
作
法

製
図

三
ノ
一
二

仕
上
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
一
三

治
工
具
及
び
金
型
仕
上
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
一
四

レ
ン
ズ
研
磨
工

光
学
大
意
及
び

工
作
法

製
図

光
学
機
械
大
意

三
ノ
一
五

精
密
機
械
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
一
六

理
科
学
機
械
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
一
七

電
気
機
械
組
立
工

電
気
通
論

機
械
大
意

工
作
法

三
ノ
一
八

通
信
機
組
立
工

電
気
通
論

真
空
管
工
学
大
意

工
作
法

三
ノ
一
九

内
燃
機
関
組
立
工

内
燃
機
関

機
構
学

工
作
法

三
ノ
二
〇

機
械
組
立
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
二
一

自
動
車
組
立
工

自
動
車
工
学
大
意

工
作
法

三
ノ
二
二

艤
装
工

造
船
学
大
意

工
作
法

製
図

三
ノ
二
三

舟
大
工

工
作
法

製
図

三
ノ
二
五

自
動
車
修
理
工

自
動
車
工
学
大
意

工
作
法

材
料
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労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
示
す
基
準
に
従
い
、
そ
の
必
要
が
な
い
と
認
め
た
者
に
つ
い
て
は
、
学

科
及
び
実
技
の
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

学
科
の
検
定
は
、
左
の
科
日
に
つ
い
て
行
う
。

一

当
該
技
能
に
必
要
な
別
表
に
定
め
る
関
連
学
科

二

技
能
習
得
者
の
指
導
方
法

三

技
能
者
養
成
に
関
す
る
法
令

３

実
技
の
検
定
は
、
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
示
す
基
準
に
従
い
、
そ
の
都
度
都
道
府
県
労
働
基

準
局
長
が
、
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
行
う
。

第第
五五
篠篠

指
導
員
検
定
は
、
毎
年
一
回
以
上
行
う
。

（
検
定
の
申
請
）

第第
六六
条条

指
導
員
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
申
請
書
を
当
該
技
能
の
指

導
員
検
定
を
行
う
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
合
格
の
取
消
）

第第
七七
条条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
指
導
員
検
定
の
合
格
者
が
指
導
員
検
定
に
つ
い
て
、
不
正

の
方
法
に
よ
っ
て
申
請
を
し
、
又
は
受
検
し
た
こ
と
が
発
覚
し
た
と
き
、
そ
の
者
の
合
格
を
取
消

す
こ
と
が
で
き
る
。

附附

則則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別別

表表

検
定
関
油
学
科

分
類
番
号

技

能

名

科

目

一
ノ
一

金
属
工
芸
師

１

鎚
金
師

工
作
法

材
料

意
匠
同
案
法

２

彫
金
師

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

３

鋳
金
師

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

４

錺

師

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

一
ノ
三

七
宝
細
工
織

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

一
ノ
四

宝
石
細
工
職

工
作
法

材
料

一
ノ
五

カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

一
ノ
六

．
ダ
ラ
ヴ
イ
ー
ル
工

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

一
ノ
七

陶

工

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

一
ノ
八

漆
器
師

１

漆
素
地
師

工
作
法

材
料

２

漆
塗
師

工
作
法

材
料

３

漆
加
飾
師

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

一
ノ
九

竹
籐
細
工
職

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

一
ノ
一
〇

金
属
玩
具
工

工
作
法

材
料

意
匠
図
案
法

二
ノ
一

織
物
工

織
物
通
論

織
物
組
織

意
匠
図
案
法

二
ノ
四

染
色
工

染
色
通
論

織
物
原
料

意
匠
図
案
法

三
ノ
一

機
械
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
二

板
金
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
三

製
罐
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
四

電
弧
溶
接
工

溶
接
工
学
大
意

工
作
法

電
気
通
論

三
ノ
五

ガ
ス
溶
接
工

鎔
接
工
学
大
意

工
作
法

三
ノ
六

鋳
物
工

鋳
造
法

材
料

三
ノ
七

木
型
工

工
作
法

鋳
造
法

三
ノ
八

鎚

工

工
作
法

材
料

三
ノ
九

車
輛
木
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
一
〇

造
船
木
工

造
船
学
大
意

工
作
法

製
図

三
ノ
一
一

現
図
工

造
船
学
大
意

工
作
法

製
図

三
ノ
一
二

仕
上
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
一
三

治
工
具
及
び
金
型
仕
上
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
一
四

レ
ン
ズ
研
磨
工

光
学
大
意
及
び

工
作
法

製
図

光
学
機
械
大
意

三
ノ
一
五

精
密
機
械
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
一
六

理
科
学
機
械
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
一
七

電
気
機
械
組
立
工

電
気
通
論

機
械
大
意

工
作
法

三
ノ
一
八

通
信
機
組
立
工

電
気
通
論

真
空
管
工
学
大
意

工
作
法

三
ノ
一
九

内
燃
機
関
組
立
工

内
燃
機
関

機
構
学

工
作
法

三
ノ
二
〇

機
械
組
立
工

機
械
大
意

工
作
法

材
料

三
ノ
二
一

自
動
車
組
立
工

自
動
車
工
学
大
意

工
作
法

三
ノ
二
二

艤
装
工

造
船
学
大
意

工
作
法

製
図

三
ノ
二
三

舟
大
工

工
作
法

製
図

三
ノ
二
五

自
動
車
修
理
工

自
動
車
工
学
大
意

工
作
法

材
料
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四

精
密
印
刷
工

製
版
印
刷
大
意

写
真
術

材
料

五
ノ
一

電
気
工

電
気
通
論

工
作
法

材
料

五
ノ
二

電
路
工

電
気
通
論

工
作
法

材
料

六
ノ
一

大

工

建
設
工
業
大
意

施
工
法

設
計
製
図

六
ノ
二

建
具
職

建
築
構
造
学

工
作
法

設
計
製
図

六
ノ
三

家
具
職

工
作
法

家
具
材
料

設
計
製
図

六
ノ
四

タ
イ
ル
張
工

建
築
構
造
学

施
行
法

設
計
製
図

六
ノ
五

配
管
工

施
行
法

材
料

設
計
製
図

様様
式式
第第
一一
号号
（
編
注
：
以
下
略
）

昭
和
二
五
年
二
月
一
四
日

〔
四
─
三
─
七
〕
労
働
省
令
第
六
号

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
のの
一一
部部
改改
正正

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
労
働
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

女
子
年
少
と
は
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
の
、

別
表
第
三

就
業
可
能
業
務
及
び
防
護
方
法
基
準
の
表

安
全
衛
生
と
は
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
略
称

（
編
注
：
技
能
名
だ
け
の
欄
は
技
能
の
就
業
制
限
内
容
等
は
略
し
た
。）

技

能

就
業
を
制
限
さ
れ
て
い
る
業
務
（
根
拠
規
定
）

同
上
中
技
能
習
得
者
を
就
業
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
業
務

同
上
の
指
定
業
務
就
業
に
つ
い
て
必
要
な
防
護
の
方
法
の
基
準

一
ノ
一
ノ
⑴

女
子
年
少

ボ
イ
ラ
ー
製
造
等
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

鍛
金
の
た
が
ね
打

一
、
作
業
の
際
一
人
に
つ
き
作
業
場
の
床
面
積
を
四
平
方
メ

鎚
金
師

第
十
三
条
第
五
十
号

ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二
、
同
一
室
に
お
い
て
三
人
以
上
を
同
時
に
作
業
さ
せ
な
い

こ
と
。
但
し
、
労
働
者
間
の
距
離
が
十
米
以
上
で
あ
る
場

合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
、
耳
栓
そ
の
他
の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

一
ノ
一
ノ
⑵

彫
金
師

一
ノ
一
ノ
⑶

鋳
金
師

一
ノ
七

陶
工

一
ノ
八
ノ
⑴

女
子
年
少

木
工
用
か
ん
な
機
、
単
軸
面
取
機
を
用
い
る
業
務

木
工
用
か
ん
な
機
を
使
用
す
る
作
業

一
、
安
全
装
置
を
完
備
さ
せ
る
こ
と
。

漆
素
地
師

第
十
三
条
第
三
十
一
号

二
、
指
導
者
の
厳
重
な
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

三
、
短
時
間
の
作
業
に
止
め
る
こ
と
。

第
一
四
条
第
九
号

女
子
年
少

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所

鋳
物
及
ダ
イ
カ
ス
ト
作
業

足
袋
及
び
ゴ
ム
裏
草
履
又
は
麻
裏
草
履
を
用
い
指
導
者
の
厳

第
十
三
条
第
四
十
六
号

に
お
け
る
業
務

重
な
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

第
一
四
条
第
十
一
号

一
ノ
八
ノ
⑵

漆
塗
師

一
ノ
八
ノ
⑶

漆
加
飾
師

二
ノ
四

染
色
工

三
ノ
三

製
罐
工
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三
ノ
六

女
子
年
少

土
石
、
獣
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場

型
込
及
び
仕
上
砂
落
の
作
業

マ
ス
ク
等
の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

鋳
物
工

第
十
三
条
第
四
十
四
号

所
に
お
け
る
業
務

女
子
年
少

第
十
三
条
第
四
十
六
号

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所

湯
汲
、
湯
運
び
及
び
注
湯
の
作
業

一
、
足
袋
及
び
ゴ
ム
裏
草
履
又
は
麻
裏
草
履
を
用
い
指
導
者

女
子
年
少

に
お
け
る
業
務

の
厳
重
な
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
一
号

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
二
時
間
週
十
二
時
間
を
超
え

な
い
こ
と
。

三
ノ
七

木
型
工

三
ノ
八

女
子
年
少

蒸
気
又
は
圧
縮
空
気
に
よ
る
圧
機
又
は
鍛
造
機
械
を
用
い
る
金

ト
ン
以
下
の
蒸
気
鎚
又
は
空
気
鎚
の
先
手
及
び
運
転
の

一
、
指
導
者
の
厳
重
な
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

1/4

鍛

工

第
一
三
条
第
二
十
八
号

属
加
工
の
業
務

作
業

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
一
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

女
子
年
少

三
、
教
習
第
三
年
度
の
作
業
と
し
て
年
齢
十
七
歳
以
上
の
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
号

四
、
金
焼
き
の
作
業
に
は
防
熱
の
た
め
の
手
袋
を
使
用
さ
せ
る

こ
と
。

三
ノ
一
七

女
子
年
少

高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線
路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電

第
三
種
以
上
の
電
気
事
業
主
任
技
術
者
の
直
接
の
指
導
監
視

電
気
機
械

第
十
三
条
第
十
八
号

気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

組
立
工

女
子
年
少

第
十
四
条
第
五
号

電
気
機
械
組
立
調
整
の
作
業

安
全
衛
生

電
気
工
作
物
の
施
工
又
は
高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線

第
四
五
条
第
八
号

路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電
気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

女
子
年
少

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ

一
、
引
火
性
溶
剤
を
使
用
す
る
絶
縁
作
業
の
掃
除
及
び
塗

指
導
者
の
監
視
の
下
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
三
十
五
号

く
酸
エ
チ
ル
、
さ
く
酸
ア
ミ
ル
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、

装
作
業

ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫
化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引
火
性
の

二
、
ト
ー
チ
ラ
ン
プ
を
使
用
す
る
作
業

物
を
取
扱
う
作
業
で
、
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

水
銀
、
砒
素
、
黄
り
ん
、
弗
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
青
酸
、

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
そ
の
他
の
保
護

第
十
三
条
第
三
十
七
号

苛
性
ア
ル
カ
リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の

二
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

を
取
扱
う
業
務

三
、
水
銀
整
流
器
の
組
立
作
業

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
砒
素
、
黄
り
ん
、
弗
素
、
塩
素
、
ア

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
マ
ス
ク
そ
の
他

第
十
三
条
第
三
十
八
号

ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
蒸
気
若
し

二
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

三
、
水
銀
整
流
器
の
組
立
作
業

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
号

女
子
年
少

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

一
、
大
型
ハ
ン
ダ
鍋
及
び
ハ
ン
ダ
ご
て
を
使
用
す
る
作
業

一
、
防
熱
の
た
め
の
手
袋
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
四
十
六
号

お
け
る
業
務

二
、
塗
料
の
焼
付

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
二
時
間
週
十
二
時
間
を
超
え

女
子
年
少

三
、
焼
は
め

な
い
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
一
号

三
ノ
一
八

女
子
年
少

高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線
路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電

通
信
機
組

第
十
三
条
第
十
八
号

気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
業
務

第
三
種
以
上
の
電
気
事
業
主
任
技
術
者
の
直
接
の
指
導
監
視

立
工

女
子
年
少

通
信
機
組
立
調
整
の
作
業

の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と

第
十
四
条
第
五
号

安
全
衛
生

電
気
工
作
物
の
施
工
又
は
高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線

第
四
五
条
第
八
号

路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電
気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

女
子
年
少

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ

引
火
性
溶
剤
を
使
用
す
る
絶
縁
作
業
の
掃
除
、
塗
装
作
業

指
導
者
の
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
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三
ノ
六

女
子
年
少

土
石
、
獣
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場

型
込
及
び
仕
上
砂
落
の
作
業

マ
ス
ク
等
の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

鋳
物
工

第
十
三
条
第
四
十
四
号

所
に
お
け
る
業
務

女
子
年
少

第
十
三
条
第
四
十
六
号

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所

湯
汲
、
湯
運
び
及
び
注
湯
の
作
業

一
、
足
袋
及
び
ゴ
ム
裏
草
履
又
は
麻
裏
草
履
を
用
い
指
導
者

女
子
年
少

に
お
け
る
業
務

の
厳
重
な
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
一
号

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
二
時
間
週
十
二
時
間
を
超
え

な
い
こ
と
。

三
ノ
七

木
型
工

三
ノ
八

女
子
年
少

蒸
気
又
は
圧
縮
空
気
に
よ
る
圧
機
又
は
鍛
造
機
械
を
用
い
る
金

ト
ン
以
下
の
蒸
気
鎚
又
は
空
気
鎚
の
先
手
及
び
運
転
の

一
、
指
導
者
の
厳
重
な
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

1/4

鍛

工

第
一
三
条
第
二
十
八
号

属
加
工
の
業
務

作
業

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
一
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

女
子
年
少

三
、
教
習
第
三
年
度
の
作
業
と
し
て
年
齢
十
七
歳
以
上
の
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
号

四
、
金
焼
き
の
作
業
に
は
防
熱
の
た
め
の
手
袋
を
使
用
さ
せ
る

こ
と
。

三
ノ
一
七

女
子
年
少

高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線
路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電

第
三
種
以
上
の
電
気
事
業
主
任
技
術
者
の
直
接
の
指
導
監
視

電
気
機
械

第
十
三
条
第
十
八
号

気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

組
立
工

女
子
年
少

第
十
四
条
第
五
号

電
気
機
械
組
立
調
整
の
作
業

安
全
衛
生

電
気
工
作
物
の
施
工
又
は
高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線

第
四
五
条
第
八
号

路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電
気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

女
子
年
少

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ

一
、
引
火
性
溶
剤
を
使
用
す
る
絶
縁
作
業
の
掃
除
及
び
塗

指
導
者
の
監
視
の
下
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
三
十
五
号

く
酸
エ
チ
ル
、
さ
く
酸
ア
ミ
ル
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、

装
作
業

ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫
化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引
火
性
の

二
、
ト
ー
チ
ラ
ン
プ
を
使
用
す
る
作
業

物
を
取
扱
う
作
業
で
、
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

水
銀
、
砒
素
、
黄
り
ん
、
弗
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
青
酸
、

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
そ
の
他
の
保
護

第
十
三
条
第
三
十
七
号

苛
性
ア
ル
カ
リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の

二
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

を
取
扱
う
業
務

三
、
水
銀
整
流
器
の
組
立
作
業

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
砒
素
、
黄
り
ん
、
弗
素
、
塩
素
、
ア

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
マ
ス
ク
そ
の
他

第
十
三
条
第
三
十
八
号

ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
蒸
気
若
し

二
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

三
、
水
銀
整
流
器
の
組
立
作
業

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
号

女
子
年
少

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

一
、
大
型
ハ
ン
ダ
鍋
及
び
ハ
ン
ダ
ご
て
を
使
用
す
る
作
業

一
、
防
熱
の
た
め
の
手
袋
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
四
十
六
号

お
け
る
業
務

二
、
塗
料
の
焼
付

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
二
時
間
週
十
二
時
間
を
超
え

女
子
年
少

三
、
焼
は
め

な
い
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
一
号

三
ノ
一
八

女
子
年
少

高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線
路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電

通
信
機
組

第
十
三
条
第
十
八
号

気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
業
務

第
三
種
以
上
の
電
気
事
業
主
任
技
術
者
の
直
接
の
指
導
監
視

立
工

女
子
年
少

通
信
機
組
立
調
整
の
作
業

の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と

第
十
四
条
第
五
号

安
全
衛
生

電
気
工
作
物
の
施
工
又
は
高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線

第
四
五
条
第
八
号

路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電
気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

女
子
年
少

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ

引
火
性
溶
剤
を
使
用
す
る
絶
縁
作
業
の
掃
除
、
塗
装
作
業

指
導
者
の
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
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第
十
三
条
第
三
十
五
号

く
酸
ア
ミ
ル
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、
ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫

化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引
火
性
の
物
を
取
扱
う
作
業

で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

水
銀
、
砒
素
、
黄
り
ん
、
弗
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
青
酸
、

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
マ
ス
ク
そ
の
他

第
十
三
条
第
三
十
七
号

苛
性
ア
ル
カ
リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の

二
、
真
空
管
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
附
（
エ
ー
テ
ル
）

の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

を
取
扱
う
業
務

三
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
砒
素
、
塩
酸
、
青
酸
、
ア
ニ
リ
ン
そ

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
マ
ス
ク
そ
の
他

第
十
三
条
第
三
十
八
号

の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
蒸
気
若
し
く
は
粉
じ

二
、
真
空
管
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
附
（
エ
ー
テ
ル
）

の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

三
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導
監
視
の
下
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
号

女
子
年
少

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

一
、
大
型
ハ
ン
ダ
鍋
及
び
ハ
ン
ダ
ご
て
を
使
用
す
る
作
業

一
、
防
熱
手
袋
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
四
十
六
号

お
け
る
業
務

二
、
塗
料
の
焼
付

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
二
時
間
週
十
二
時
間
を
超
え

女
子
年
少

な
い
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
一
号

三
ノ
二
二

艤
装
工

四

精
密
印
刷
工

六
の
三

家
具
職

附附

則則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
五
年
二
月
一
六
日

〔
四
─
三
─
八
〕
労
働
省
告
示
第
二
号

教教
習習
事事
項項
のの
一一
部部
改改
正正
にに
関関
すす
るる
告告
示示

昭
和
二
十
三
年
六
月
労
働
省
告
示
第
二
十
三
号
（
技
能
者
養
成
規
程
第
十
三
条
の
規
定
に
基
く
教

習
事
項
に
関
す
る
検
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
ノ
一
ノ
⑷
錺
師
の
項
の
次
に
次
の
五
項
を
加
え
る
。

（
編
注
：
以
下
、
職
種
名
の
み
の
職
種
は
教
習
事
項
を
略
し
た
。）

教

習

時

間

教

習

事

項

備

考

第
一
年
度

第
二
年
度

第
三
年
度

一一
ノノ
三三

七
宝
細
工
職

一一
ノノ
四四

宝
石
細
工
職

一一
ノノ
五五

カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
工

一一
ノノ
六六

グ
ラ
ビ
ー
ル
工

一一
ノノ
七七

陶
工

一
ノ
八
ノ
⑶
漆
加
飾
師
の
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

一一
ノノ
九九

竹
籐
細
工
職

一一
ノノ
一一
〇〇

金
属
玩
具
工

二
ノ
一
織
物
工
の
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

二二
ノノ
二二

紡
績
調
整
工
）

二二
ノノ
三三

織
機
調
整
工

二
ノ
四
染
色
工
の
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

三三
ノノ
一一

機
械
工

一

社
会
科

七
〇

七
〇

七
〇

１

労
働

２

産
業
経
済

３

技
能
と
作
業
能
率

二

体
育

三
五

三
五

三
五

三

関
連
学
科

二
八
〇

二
一
〇

一
七
五

１

工
業
数
字
…
…
…
…
…
…
‥
‥
‥
…
〇
…
…
…
〇

２

物
理
及
び
化
学
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇

３

実
用
外
国
語
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇

４

機
械
工
作
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇

５

金
属
材
料
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇
…
…
…
〇
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６

応
用
力
学
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇
…
…
…
〇

７

機
構
学
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇

８

製
図
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇

四

実
技

一
〇
八
五

一
一
五
五

一
一
九
〇

１

基
本
実
習

ａ

工
具
使
用
法

ａ
主
と
し
て
切
削
工
具

の
研
磨
、
取
付
等

ｂ

計
測

ｃ

罫
書

ｄ

機
械
使
用
法

ｄ
旋
盤
、
フ
ラ
イ
ス
盤
、

研
磨
盤
、
ボ
ー
ル
盤

等
の
基
本
操
作

２

応
用
実
習

２
各
現
場
に
於
け
る
簡
単

な
る
製
品
よ
り
始
め
る
。

機
械
部
品
製
作

ａ

旋
盤
加
工

旋
盤
工
、
フ
ラ
イ
ス
工
、

ｂ

フ
ラ
イ
ス
盤
加
工

研
磨
工
、
平
削
工
、
形

ｃ

研
磨
盤
加
工

削
工
、
ボ
ー
ル
盤
工
等

ｄ

平
削
盤
加
工

の
特
殊
技
能
は
応
用
実

ｅ

形
削
盤
加
工

習
に
於
て
夫
々
専
門
に

ｆ

ボ
ー
ル
加
工

分
れ
て
始
め
る
。

三三
ノノ
二二

板
金
工

一

社
会
科

七
〇

七
〇

七
〇

１

労
働

２

産
業
経
済

３

技
能
と
作
業
能
率

二

体
育

三
五

三
五

三
五

三

関
連
学
科

二
八
〇

二
一
〇

一
四
〇

１

工
業
数
字
…
…
…
…
…
…
‥
‥
‥
…
〇
…
…
…
〇

２

物
理
及
び
化
学
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇

３

実
用
外
国
語
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇

４

機
械
工
作
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇

４
板
金
工
作
法
を
主
と
す
る
。

５

金
属
材
料
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇

５
熱
処
理
を
含
む
。

６

応
用
力
学
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇

７

製
図
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇
…
…
…
〇

７
読
図
を
主
と
す
る
。

四

実
技

一
〇
八
五

一
一
五
五

一
二
二
五

１

基
本
実
習

ａ

工
員
使
用
法

ｂ

機
械
使
用
法

ｃ

板
金
加
工

ｃ
鈑
取
り
、
絞
り
、
穿
孔
、
折

曲
げ
歪
取
り
、
穿
鋲
、
絞
鋲
、

円
板
、
経
減
孔
、
管
の
曲

げ
方
各
作
業

ｄ

熔
接
及
び
蝋
付

ｅ

熱
処
理

ｅ
焼
入
、
焼
戻
し
、
焼
鈍
し
等

２

応
用
実
習

２
工
具
箱
、
直
行
円
管
、
丁
形
円
管
、

板
金
組
立
作
業

歯
車
、
カ
バ
ー
、
貯
水
槽
等

三三
ノノ
三三

製
罐
工

三
ノ
六
鋳
物
工
の
項
の
次
に
次
の
十
項
を
加
え
る
。

三三
ノノ
七七

木
型
工

三三
ノノ
八八

鍛
工

三三
ノノ
九九

車
輌
木
工

三三
ノノ
一一
〇〇

造
船
木
工

三三
ノノ
一一
一一

現
図
工

三三
ノノ
一一
二二

仕
上
工

三三
ノノ
一一
三三

冶
工
具
及
び
金
型
仕
上
工

三三
ノノ
一一
四四

レ
ン
ズ
研
磨
工

三三
ノノ
一一
五五

精
密
機
械
工

三三
ノノ
一一
六六

理
化
学
機
械
工

三
ノ
一
八
通
信
機
組
立
工
の
項
の
次
に
次
の
十
三
項
を
加
え
る
。

三三
ノノ
一一
九九

内
燃
機
関
組
立
工

三三
ノノ
二二
〇〇

機
械
組
立
工

三三
ノノ
二二
一一

自
動
車
組
立
工

三三
ノノ
二二
二二

艤
装
工

三三
ノノ
二二
五五

自
動
車
修
理
工

一

社
会
科

七
〇

七
〇

七
〇

１

労
働

２

産
業
経
済

３

技
能
と
作
業
能
率

二

体
育

三
五

三
五

三
五
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６

応
用
力
学
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇
…
…
…
〇

７

機
構
学
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇

８

製
図
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇

四

実
技

一
〇
八
五

一
一
五
五

一
一
九
〇

１

基
本
実
習

ａ

工
具
使
用
法

ａ
主
と
し
て
切
削
工
具

の
研
磨
、
取
付
等

ｂ

計
測

ｃ

罫
書

ｄ

機
械
使
用
法

ｄ
旋
盤
、
フ
ラ
イ
ス
盤
、

研
磨
盤
、
ボ
ー
ル
盤

等
の
基
本
操
作

２

応
用
実
習

２
各
現
場
に
於
け
る
簡
単

な
る
製
品
よ
り
始
め
る
。

機
械
部
品
製
作

ａ

旋
盤
加
工

旋
盤
工
、
フ
ラ
イ
ス
工
、

ｂ

フ
ラ
イ
ス
盤
加
工

研
磨
工
、
平
削
工
、
形

ｃ

研
磨
盤
加
工

削
工
、
ボ
ー
ル
盤
工
等

ｄ

平
削
盤
加
工

の
特
殊
技
能
は
応
用
実

ｅ

形
削
盤
加
工

習
に
於
て
夫
々
専
門
に

ｆ

ボ
ー
ル
加
工

分
れ
て
始
め
る
。

三三
ノノ
二二

板
金
工

一

社
会
科

七
〇

七
〇

七
〇

１

労
働

２

産
業
経
済

３

技
能
と
作
業
能
率

二

体
育

三
五

三
五

三
五

三

関
連
学
科

二
八
〇

二
一
〇

一
四
〇

１

工
業
数
字
…
…
…
…
…
…
‥
‥
‥
…
〇
…
…
…
〇

２

物
理
及
び
化
学
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇

３

実
用
外
国
語
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇

４

機
械
工
作
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇

４
板
金
工
作
法
を
主
と
す
る
。

５

金
属
材
料
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇

５
熱
処
理
を
含
む
。

６

応
用
力
学
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇

７

製
図
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
〇
…
…
…
〇
…
…
…
〇

７
読
図
を
主
と
す
る
。

四

実
技

一
〇
八
五

一
一
五
五

一
二
二
五

１

基
本
実
習

ａ

工
員
使
用
法

ｂ

機
械
使
用
法

ｃ

板
金
加
工

ｃ
鈑
取
り
、
絞
り
、
穿
孔
、
折

曲
げ
歪
取
り
、
穿
鋲
、
絞
鋲
、

円
板
、
経
減
孔
、
管
の
曲

げ
方
各
作
業

ｄ

熔
接
及
び
蝋
付

ｅ

熱
処
理

ｅ
焼
入
、
焼
戻
し
、
焼
鈍
し
等

２

応
用
実
習

２
工
具
箱
、
直
行
円
管
、
丁
形
円
管
、

板
金
組
立
作
業

歯
車
、
カ
バ
ー
、
貯
水
槽
等

三三
ノノ
三三

製
罐
工

三
ノ
六
鋳
物
工
の
項
の
次
に
次
の
十
項
を
加
え
る
。

三三
ノノ
七七

木
型
工

三三
ノノ
八八

鍛
工

三三
ノノ
九九

車
輌
木
工

三三
ノノ
一一
〇〇

造
船
木
工

三三
ノノ
一一
一一

現
図
工

三三
ノノ
一一
二二

仕
上
工

三三
ノノ
一一
三三

冶
工
具
及
び
金
型
仕
上
工

三三
ノノ
一一
四四

レ
ン
ズ
研
磨
工

三三
ノノ
一一
五五

精
密
機
械
工

三三
ノノ
一一
六六

理
化
学
機
械
工

三
ノ
一
八
通
信
機
組
立
工
の
項
の
次
に
次
の
十
三
項
を
加
え
る
。

三三
ノノ
一一
九九

内
燃
機
関
組
立
工

三三
ノノ
二二
〇〇

機
械
組
立
工

三三
ノノ
二二
一一

自
動
車
組
立
工

三三
ノノ
二二
二二

艤
装
工

三三
ノノ
二二
五五

自
動
車
修
理
工

一

社
会
科

七
〇

七
〇

七
〇

１

労
働

２

産
業
経
済

３

技
能
と
作
業
能
率

二

体
育

三
五

三
五

三
五
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三

関
連
学
科

二
八
〇

一
二
〇

一
七
五

１

工
業
数
学
…
…
…
…
…
…
…
…
…
○
…
…
…
○

２

物
理
及
び
化
学
…
…
…
…
…
…
…
○
…
…
…
○

３

実
用
外
国
語
…
…
…
…
…
…
…
…
○
…
…
…
○

４

工
作
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
○

５

材
料
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
○

５
塗
装
を
含
む
。

６

応
用
力
学
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
○

６
機
構
学
大
意
を
含
む
。

７

自
動
車
の
電
気
装
置
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
○
…
…
…
○

８

自
動
車
工
学
大
意
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
○
…
…
…
○

９

製
図
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
○

９
読
図
を
主
と
す
る
。

四

実
技

一
〇
八
五

一
一
五
五

一
一
九
〇

１

基
本
実
習

ａ

洗
滌

ｂ

工
具
使
用
法

ｃ

計
測

ｃ
噴
射
ポ
ン
プ
及
び
噴
射
弁
を
含
む

ｄ

仕
上
作
業

ｄ
手
仕
上
及
び
機
械
仕
上

ｅ

鍛
造

ｆ

板
金
加
工

ｇ

溶
接

ｌ

塗
装
及
び
内
張

２

応
用
実
習

２
応
用
実
習
は
ｂ
、
ｃ
又
は
ｄ
の
ど

ａ

分
解
組
立

れ
か
を
専
門
と
す
る
も
の
を
中
心

ｂ

機
械
部
の
修
理

と
し
て
、
こ
れ
に
力
点
を
置
き
、

ｃ

車
台
部
の
修
理

そ
の
他
の
項
は
、
関
連
し
て
教
え

る
こ
と
。

ｄ

車
体
部
の
修
理

ｄ
気
化
器
、
配
電
器
、
噴
射
ポ
ン

プ
、
ク
ラ
ッ
チ
、
制
動
機
及
び

操
向
機

ｅ

調
整

四四

精
密
印
刷
工

五五
ノノ
一一

電
気
工

五五
ノノ
二二

電
路
工

六六
ノノ
一一

大
工

一

社
会
科

七
〇

七
〇

七
〇

１

労
働

２

産
業
経
済

３

技
能
と
作
業
能
率

二

体
育

三
五

三
五

三
五

三

関
連
学
科

二
八
○

一
二
〇

一
七
五

１

工
業
数
学
…
…
…
…
…
…
…
…
…
○

２

物
理
及
び
化
学
…
…
…
…
…
…
…
○

２
力
学
を
含
む
。

３

実
用
外
国
語
…
…
…
…
…
…
…
…
○

４

工
作
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
○
…
…
…
○

４
型
枠
工
作
法
を
含
む
。

５

材
料
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
○

５
日
本
標
準
規
格
を
含
む
。

６

規
矩
学
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
○

７

施
行
法
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
○
…
…
…
○

６
機
構
学
大
意
を
含
む
。

８

建
設
工
業
大
意
…
…
…
…
…
…
…
○
…
…
…
○

９

建
築
構
造
学

仕
様
、
見
積
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
○
…
…
…
○

８
建
築
法
規
を
含
む
。

10

設
計
、
製
図
…
…
…
…
…
…
…
…
○
…
…
…
○
…
…
…
○

11
四

実
技

一
一
五
五

一
一
五
五

一
一
九
〇

１

基
本
実
習

ａ
手
入
を
含
む
。

ａ

工
具
使
用
法

ｂ

仮
設
工
事

ｃ

型
枠
工
事

ｄ

遺
形
墨
出

ｅ

木
造
軸
組

ｆ

下
地
木
工
事

ｇ

造
作
工
事

ｈ
簡
単
な
る
地
形
足
場
作
業

ｈ

関
連
作
業

２

応
用
実
習

ａ

建
築
材
料
取
扱

ｂ

作
業
段
取

ｃ

工
作

ｄ

建
方

ｅ

足
場
作
業

ｆ

養
生

六六
ノノ
二二

建
具
職

六六
ノノ
三三

家
具
職

六六
ノノ
四四

タ
イ
ル
張
工
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六六
ノノ
五五

配
管
工

備
考
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

こ
の
告
示
に
定
め
る
教
習
事
項
は
、
最
低
限
度
を
示
す
。
但
し
、
教
習
事
項
の
各
学
年
配

当
は
、
事
業
場
の
実
情
に
応
じ
て
多
少
の
変
更
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
教
習
時
間

の
年
間
総
時
間
は
、
各
職
種
共
一
四
七
〇
時
間
と
す
る
。

昭
和
二
五
年
四
月
一
四
日

〔
四
─
三
─
九
〕
労
働
省
令
第
一
〇
号

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
規規
則則
のの
一一
部部
改改
正正

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日
労
働
省
令
第
三
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
ノ
一

織
物
工
の
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

二
ノ
二

紡
機
調
整
工

紡
績
通
諭

紡
績
原
料

紡
績
機
械

二
ノ
三

織
機
調
整
工

織
物
通
論

織
物
組
織

織
物
設
計
及
び
分
解

力
織
機
及
び
附
属
裝
置

三
ノ
二
一

自
動
車
組
立
工
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
ノ
ー
二
一

自
動
車
組
立
工

自
動
車
工
学
大
意

工
作
法

材
料

六
ノ
二

建
具
職
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
ノ
二

建
具
職

工
作
法

材
料

仕
様
見
積

附附
則則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

昭
和
二
五
年
一
〇
月
二
八
日

〔
四
─
三
─
一
〇
〕
労
働
省
令
第
三
〇
号

技技
能能
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
のの
手手
数数
料料
にに
関関
すす
るる
件件
改改
正正

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
六
号
）
に
規
定
す
る
技
能
者
養
成
資
格
免

許
証
の
交
付
、
再
交
付
及
び
書
換
並
び
に
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
四

年
労
働
省
令
第
三
一
号
）
に
規
定
す
る
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
の
手
数
料
に
関
す
る
件

（
昭
和
二
十
五
年
労
働
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
三
百
円
」
を
「
六
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
六
年
二
月
十
二
日

〔
四
─
三
─
一
一
〕
労
働
省
訓
令
第
一
号

技技
能能
養養
成成
指指
導導
官官
規規
程程

（
目
的
）

第
一
条

技
能
行
政
の
円
滑
適
正
な
る
運
営
を
図
り
、
産
業
に
お
け
る
技
能
訓
練
計
画
の
有
効

な
る
進
展
に
必
要
な
指
導
、
援
助
等
を
与
え
る
た
め
、
労
働
省
労
働
基
準
局
に
中
央
技
能
養

成
指
導
官
（
以
下
中
央
指
導
官
と
い
う
。
）
を
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
（
以
下
局
と
い
う
。
）

に
地
方
技
能
養
成
指
導
官
（
以
下
地
方
指
導
官
と
い
う
。
）
を
お
く
。

（
任
命
）

第
二
条

中
央
指
導
官
は
、
労
働
省
労
働
基
準
局
技
能
課
に
勤
務
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
職
務
の
級
（
以

下
職
務
の
級
と
い
う
。
）
七
級
以
上
の
職
員
の
中
か
ら
、
地
方
指
導
官
は
局
に
勤
務
す
る
職

務
の
級
七
級
以
上
の
職
員
の
中
か
ら
労
働
大
臣
が
命
ず
る
。

（
中
央
指
導
官
の
職
務
）

第
三
条

中
央
指
導
官
は
、
左
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

一

当
該
指
導
官
の
担
当
す
る
地
域
（
以
下
担
当
地
域
と
い
う
。
）
内
の
局
及
び
労
働
基
準

監
督
署
（
以
下
署
と
い
う
。
）
に
お
け
る
技
能
行
政
の
執
行
に
関
し
、
そ
の
状
況
を
実
地

に
つ
い
て
査
察
し
、
指
導
及
び
調
整
を
行
い
、
並
び
に
担
当
地
域
内
の
局
相
互
間
の
協
力

を
促
進
す
る
こ
と
。

二

局
に
対
し
、
そ
の
職
務
執
行
を
円
滑
な
ら
し
め
る
た
め
、
必
要
な
資
料
及
び
情
報
の
提

供
と
そ
の
他
の
援
助
を
与
え
る
こ
と
。

三

局
か
ら
必
要
な
報
告
を
徹
し
、
担
当
地
域
内
の
技
能
行
政
の
執
行
状
況
を
常
時
的
確
に

把
握
す
る
こ
と
。

四

担
当
地
域
内
の
産
業
に
お
け
る
技
能
訓
練
計
画
の
樹
立
及
び
進
展
の
た
め
に
必
要
な
指

導
援
助
を
行
う
こ
と
。

（
地
方
指
導
官
の
職
務
）

第
四
条

地
方
指
導
官
は
、
左
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

一

担
当
地
域
内
の
署
に
お
け
る
技
能
行
政
の
執
行
に
関
し
、
そ
の
状
況
を
実
地
に
つ
い
て
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六六
ノノ
五五

配
管
工

備
考
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

こ
の
告
示
に
定
め
る
教
習
事
項
は
、
最
低
限
度
を
示
す
。
但
し
、
教
習
事
項
の
各
学
年
配

当
は
、
事
業
場
の
実
情
に
応
じ
て
多
少
の
変
更
を
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
教
習
時
間

の
年
間
総
時
間
は
、
各
職
種
共
一
四
七
〇
時
間
と
す
る
。

昭
和
二
五
年
四
月
一
四
日

〔
四
─
三
─
九
〕
労
働
省
令
第
一
〇
号

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
規規
則則
のの
一一
部部
改改
正正

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
十
一
月
十
六
日
労
働
省
令
第
三
十
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
ノ
一

織
物
工
の
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

二
ノ
二

紡
機
調
整
工

紡
績
通
諭

紡
績
原
料

紡
績
機
械

二
ノ
三

織
機
調
整
工

織
物
通
論

織
物
組
織

織
物
設
計
及
び
分
解

力
織
機
及
び
附
属
裝
置

三
ノ
二
一

自
動
車
組
立
工
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

三
ノ
ー
二
一

自
動
車
組
立
工

自
動
車
工
学
大
意

工
作
法

材
料

六
ノ
二

建
具
職
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六
ノ
二

建
具
職

工
作
法

材
料

仕
様
見
積

附附
則則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

昭
和
二
五
年
一
〇
月
二
八
日

〔
四
─
三
─
一
〇
〕
労
働
省
令
第
三
〇
号

技技
能能
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
のの
手手
数数
料料
にに
関関
すす
るる
件件
改改
正正

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
六
号
）
に
規
定
す
る
技
能
者
養
成
資
格
免

許
証
の
交
付
、
再
交
付
及
び
書
換
並
び
に
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
四

年
労
働
省
令
第
三
一
号
）
に
規
定
す
る
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
の
手
数
料
に
関
す
る
件

（
昭
和
二
十
五
年
労
働
省
令
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
三
百
円
」
を
「
六
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
六
年
二
月
十
二
日

〔
四
─
三
─
一
一
〕
労
働
省
訓
令
第
一
号

技技
能能
養養
成成
指指
導導
官官
規規
程程

（
目
的
）

第
一
条

技
能
行
政
の
円
滑
適
正
な
る
運
営
を
図
り
、
産
業
に
お
け
る
技
能
訓
練
計
画
の
有
効

な
る
進
展
に
必
要
な
指
導
、
援
助
等
を
与
え
る
た
め
、
労
働
省
労
働
基
準
局
に
中
央
技
能
養

成
指
導
官
（
以
下
中
央
指
導
官
と
い
う
。
）
を
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
（
以
下
局
と
い
う
。
）

に
地
方
技
能
養
成
指
導
官
（
以
下
地
方
指
導
官
と
い
う
。
）
を
お
く
。

（
任
命
）

第
二
条

中
央
指
導
官
は
、
労
働
省
労
働
基
準
局
技
能
課
に
勤
務
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
職
務
の
級
（
以

下
職
務
の
級
と
い
う
。
）
七
級
以
上
の
職
員
の
中
か
ら
、
地
方
指
導
官
は
局
に
勤
務
す
る
職

務
の
級
七
級
以
上
の
職
員
の
中
か
ら
労
働
大
臣
が
命
ず
る
。

（
中
央
指
導
官
の
職
務
）

第
三
条

中
央
指
導
官
は
、
左
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

一

当
該
指
導
官
の
担
当
す
る
地
域
（
以
下
担
当
地
域
と
い
う
。
）
内
の
局
及
び
労
働
基
準

監
督
署
（
以
下
署
と
い
う
。
）
に
お
け
る
技
能
行
政
の
執
行
に
関
し
、
そ
の
状
況
を
実
地

に
つ
い
て
査
察
し
、
指
導
及
び
調
整
を
行
い
、
並
び
に
担
当
地
域
内
の
局
相
互
間
の
協
力

を
促
進
す
る
こ
と
。

二

局
に
対
し
、
そ
の
職
務
執
行
を
円
滑
な
ら
し
め
る
た
め
、
必
要
な
資
料
及
び
情
報
の
提

供
と
そ
の
他
の
援
助
を
与
え
る
こ
と
。

三

局
か
ら
必
要
な
報
告
を
徹
し
、
担
当
地
域
内
の
技
能
行
政
の
執
行
状
況
を
常
時
的
確
に

把
握
す
る
こ
と
。

四

担
当
地
域
内
の
産
業
に
お
け
る
技
能
訓
練
計
画
の
樹
立
及
び
進
展
の
た
め
に
必
要
な
指

導
援
助
を
行
う
こ
と
。

（
地
方
指
導
官
の
職
務
）

第
四
条

地
方
指
導
官
は
、
左
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

一

担
当
地
域
内
の
署
に
お
け
る
技
能
行
政
の
執
行
に
関
し
、
そ
の
状
況
を
実
地
に
つ
い
て
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査
察
し
、
指
導
及
び
調
整
を
行
い
、
並
び
に
担
当
地
域
内
の
署
相
互
間
の
協
力
を
促
進
す

る
こ
と
。

二

中
央
指
導
官
の
要
求
に
応
じ
、
担
当
地
域
内
の
技
能
行
政
の
執
行
状
況
を
報
告
す
る
こ

と
。

三

担
当
地
域
内
の
産
業
に
お
け
る
技
能
訓
練
計
画
の
樹
立
及
び
進
展
の
た
め
に
必
要
な
指

導
援
助
を
行
う
こ
と
。

（
査
察
、
指
導
の
本
旨
）

第
五
条

査
察
、
指
導
等
の
本
旨
は
、
局
又
は
署
に
お
い
て
行
う
技
能
行
政
が
、
国
の
定
め
る

政
策
及
び
基
準
に
従
っ
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
並
び
に
産
業
に
お
い
て
実
施
し
、
又
は
実
施
せ

ん
と
す
る
技
能
訓
練
計
画
が
、
国
の
定
め
る
政
策
及
び
基
準
に
準
拠
し
て
行
わ
れ
、
且
つ
、

当
該
事
業
の
健
全
な
る
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
に
あ
る
。

（
査
察
、
指
導
計
画
）

第
六
条

中
央
指
導
官
及
び
地
方
指
導
官
は
、
前
条
に
定
め
る
本
旨
に
従
い
、
査
察
及
び
指
導

の
計
画
を
定
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
計
画
に
つ
い
て
、
労
働
省
労
働
基
準
局
長
又
は
都
道
府
県
労

働
基
準
局
長
の
承
認
を
得
た
の
ち
査
察
及
び
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

中
央
指
導
官
及
び
地
方
指
導
官
は
前
項
の
査
察
及
び
指
導
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
結
果

を
そ
れ
ぞ
れ
労
働
省
労
働
基
準
局
長
又
は
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す

る
。

（
技
能
養
成
指
導
官
の
職
務
の
分
担
そ
の
他
）

第
七
条

技
能
養
成
指
導
官
の
職
務
の
分
担
そ
の
他
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、

労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
執
行
し
、
昭
和
二
十
六
年
二
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

昭
和
二
六
年
四
月
一
日

〔
四
─
三
─
一
二
〕
労
働
省
令
第
八
号

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
のの
一一
部部
改改
正正

十
九
号
）
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
き
、
技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中
「
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第第
十十
八八
条条

労
働
大
臣
の
行
う
指
導
員
資
格
の
検
定
に
合
格
し
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
技
能

者
養
成
資
格
の
免
許
を
う
け
た
者
で
な
け
れ
ば
、
技
能
者
の
養
成
に
当
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但

し
、
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
指
導
員
資
格
の
認
定
基
準
に
該
当
し
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長

が
適
当
と
認
め
、
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
与
え
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
九
条
中
「
衆
議
院
議
員
選
挙
法
第
六
条
」
を
「
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）

第
十
一
条
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一

指
定
技
能
及
び
養
成
期
間
の
表

分
類
番
号

技

能

名

技

能

概

要

養

成

期
間

一
の
一

つ
い
金
工

板
金
、
鍛
金
、
つ
い
起
等
の
金
属
打
物
及
び
そ
の
仕
上
着
色
に

三
年

お
け
る
、
技
能
（
か
ん
金
及
び
ろ
う
接
を
含
む
。
）

一
の
二

彫

金

工

た
が
ね
に
よ
る
素
彫
、
象
眼
、
肉
彫
等
の
金
属
彫
刻
及
び
そ
の

三
年

仕
上
げ
着
色
に
お
け
る
技
能

一
の
三

鋳

金

工

そ
う
型
、
ろ
う
型
、
砂
型
及
び
込
型
に
よ
る
鋳
物
並
び
に
そ
の

三
年

仕
上
げ
着
色
に
お
け
る
技
能

一
の
四

か
ざ
り
工

ろ
う
接
及
び
寄
せ
物
に
よ
る
飾
金
具
製
作
に
お
け
る
技
能
（

三
年

白
金
師
、
寄
せ
物
師
、
家
型
師
）

一
の
五

七

宝

工

七
宝
細
工
に
お
け
る
技
能

三
年

一
の
六

宝

石

工

宝
石
、
さ
ん
ご
、
め
の
う
、
水
晶
等
の
加
工
に
お
け
る
技
能

三
年

一
の
七

ガ
ラ
ス
工

ガ
ラ
ス
の
手
吹
、
プ
レ
ス
作
業
並
び
に
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
の
製
作

三
年

及
び
ガ
ラ
ス
製
品
の
グ
ラ
ビ
ー
ル
加
工
に
お
け
る
技
能

一
の
八

陶

工

陶
磁
器
の
原
料
配
合
、
成
型
、
塩
ゆ
う
、
焼
成
、
絵
付
等
に
お

三
年

け
る
技
能

一
の
九

漆

工

漆
器
素
地
の
制
作
、
漆
塗
、
漆
加
飾
等
に
お
け
る
技
能

四
年

一
の
一
〇

編

組

工

竹
、
と
う
、
き
柳
、
そ
の
他
つ
る
及
び
茎
の
工
芸
的
細
工
に
お

三
年

け
る
技
能

一
の
一
一

木

彫

工

工
芸
的
な
木
材
彫
刻
及
び
そ
の
仕
上
着
色
に
お
け
る
技
能

四
年

一
の
一
二

金
属
玩
具
工

金
属
が
ん
具
の
製
作
に
お
け
る
技
能

三
年

二
の
一

手

織

工

手
織
り
を
主
と
す
る
織
物
の
製
造
に
お
け
る
技
能

四
年

二
の
二

紡
機
調
整
工

紡
機
の
運
転
及
び
調
整
並
び
に
紡
糸
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

二
の
三

織
機
調
整
工

織
機
の
運
転
及
び
調
整
並
び
に
織
物
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

二
の
四

メ

リ

ヤ
ス

機

調

メ
リ
ア
ス
機
械
の
運
転
及
び
調
整
並
び
に
メ
リ
ア
ス
の
編
成
に

三
年

整
工

お
け
る
技
能

二
の
五

染

色

工

繊
維
、
織
物
等
の
無
地
染
、
模
様
染
、
精
練
、
漂
白
、
整
理
等

三
年

に
お
け
る
技
能

二
の
六

な

染
ロ

ー

ル

彫

機
械
な
染
め
用
ロ
ー
ル
の
彫
刻
に
お
け
る
技
能

三
年
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刻
工

二
の
七

型
紙
彫
刻
工

手
な
染
用
型
紙
の
彫
刻
に
お
け
る
技
能

三
年

二
の
八

洋
服
洋
裁
工

洋
服
の
製
図
、
裁
断
及
び
縫
製
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一

銑

鉄

工

製
鉄
又
は
フ
ェ
ロ
ア
ロ
イ
の
精
錬
作
業
（
熱
風
炉
の
操
作
を
含

三
年

む
。
）
に
お
け
る
技
能

三
の
二

製

鋼

工

鋼
の
精
錬
、
造
塊
作
業
、
（
発
生
炉
操
作
を
含
む
。
）
に
お
け
る

三
年

技
能

三
の
三

非
鉄
金
属
精
錬
工

非
鉄
金
属
の
精
作
業
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
四

金

属

材

料
試

験

金
属
材
料
の
化
学
的
、
物
理
的
及
び
機
械
的
性
質
の
測
定
並
び

三
年

工

に
組
織
の
鑑
定
に
お
け
る
技
能

三
の
五

金
属
検
査
工

金
属
材
料
の
外
ぼ
う
、
寸
法
、
水
圧
、
そ
の
他
の
検
査
に
お
け

三
年

る
技
能

三
の
六

操

炉

工

鋼
材
加
熱
炉
の
操
作
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
七

圧
縮
伸
張
工

金
属
材
料
の
圧
延
、
伸
張
、
引
抜
き
、
押
出
等
の
加
工
に
お
け

三
年

る
技
能

三
の
八

鍛

工

機
械
鍛
造
及
び
火
造
り
作
業
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
九

刃

物

工

刃
物
、
手
工
具
等
の
製
作
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
〇

金
属
溶
融
工

鋳
造
用
の
金
属
溶
融
作
業
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
一

鋳

物

工

工
業
用
鋳
造
部
品
の
型
込
、
熔
解
、
鋳
込
等
に
お
け
る
技
能
（
合

三
年

金
鋳
物
を
含
む
。
）

三
の
一
二

木

型

工

鋳
物
用
木
型
製
作
、
（
現
図
作
業
を
含
む
。
）
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
三

板

金

工

手
作
業
を
主
と
す
る
金
属
薄
板
の
加
工
お
よ
び
組
立
て
に
お
け

三
年

る
技
能
（
工
芸
的
板
金
加
工
を
除
く
。
）

三
の
一
四

金
属
プ
レ
ス
工

プ
レ
ス
及
び
シ
ャ
ー
に
よ
る
金
属
板
の
加
工
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
五

製
か
ん
工

気
か
ん
、
水
そ
う
、
内
圧
容
器
、
煙
突
、
復
水
器
等
の
製
作
に

三
年

お
け
る
技
能

三
の
一
六

電
気
溶
接
工

主
と
し
て
電
弧
に
よ
る
溶
接
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
七

ガ
ス
溶
接
工

主
と
し
て
ガ
ス
に
よ
る
溶
接
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
八

メ
ッ
キ
工

金
属
の
メ
ッ
キ
等
（
金
属
材
料
の
表
面
処
理
を
含
む
。
）
に
お

三
年

け
る
技
能

三
の
一
九

熱
処
理
工

金
属
の
熱
処
理
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
二
〇

鉛

工

鉛
管
、
鉛
板
の
加
工
及
び
機
械
器
具
の
、
被
鉛
、
並
び
に
そ
の

三
年

加
工
お
よ
び
修
理
に
お
け
る
技
能

四
の
一

電
線
被
装
工

電
線
ま
た
は
ケ
ー
ブ
ル
の
被
覆
、
が
い
装
又
は
被
鉛
の
作
業
に

三
年

お
け
る
技
能

四
の
二

ケ
ー
ブ
ル
接
続
工

ケ
ー
ブ
ル
の
接
続
作
業
に
お
け
る
技
能

三
年

四
の
三

電

炉

工

電
線
架
設
、
電
路
敷
設
、
保
線
及
び
屋
内
配
線
工
事
に
お
け
る

三
年

技
能

四
の
四

電
機
運
転
工

重
電
機
の
運
転
、
保
守
及
び
す
え
付
に
お
け
る
技
能

三
年

四
の
五

電
機
組
立
工

重
電
機
の
巻
線
、
絶
縁
、
配
線
、
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お

三
年

け
る
技
能

四
の
六

通
信
機
組
立
工

有
線
及
び
無
線
の
送
受
信
機
、
電
気
計
器
、
電
気
信
号
機
等
の

三
年

組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

四
の
七

特
殊
真
空
管
工

大
型
Ｘ
線
管
整
流
管
等
特
集
真
空
管
の
組
立
、
調
整
等
に
お
け

三
年

る
技
能

四
の
八

電
気
製
図
工

主
と
し
て
電
気
機
械
の
製
図
及
び
写
図
（
設
計
の
補
助
作
業
を

三
年

含
む
。
）
に
お
け
る
技
能

五
の
一

光
学
機
器
工

光
学
機
器
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

四
年

五
の
二

計
測
機
器
工

試
験
検
査
用
計
測
器
、
測
量
用
器
具
、
度
量
衡
器
、
速
度
計
、

三
年

回
転
系
等
計
測
器
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

五
の
三

時

計

工

時
計
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

四
年

五
の
四

理
化
学
器
械
工

理
化
学
用
及
び
医
療
用
機
器
等
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お

三
年

け
る
技
能

五
の
五

レ
ン
ズ
研
ま
工

レ
ン
ズ
、
プ
リ
ズ
ム
、
フ
ラ
ッ
ト
等
の
粗
研
、
精
ま
、
心
取
り

四
年

及
び
バ
ル
サ
ム
作
業
に
お
け
る
技
能

六
の
一

機

械

工

工
作
機
械
に
よ
る
金
属
機
械
加
工
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
二

仕

上

工

主
と
し
て
手
工
具
に
よ
る
機
械
部
品
の
仕
上
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
三

治
工
具
仕
上
工

切
削
、
工
具
、
切
断
、
工
具
、
治
具
及
び
金
型
の
仕
上
、
調
整

三
年

及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

六
の
四

機
械
検
査
工

機
械
加
工
部
品
の
精
度
検
査
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
五

機
械
組
立
工

機
械
（
内
燃
機
関
を
除
く
。
）
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お

三
年

け
る
技
能

六
の
六

内
燃
機
関
組
立
工

内
燃
機
械
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
七

機
械
運
転
工

定
置
式
内
燃
機
関
、
冷
暖
房
装
置
等
の
操
作
お
よ
び
保
守
に
お

三
年

け
る
技
能

六
の
八

汽
か
ん
工

気
か
ん
の
ふ
ん
焼
及
び
付
属
装
置
の
運
転
及
び
保
守
に
お
け
る

三
年

技
能

六
の
九

起
重
機
運
転
工

各
種
揚
重
機
の
運
転
及
び
保
守
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
一
〇

機
械
塗
装
工

船
舶
、
車
両
及
び
各
種
機
械
の
塗
装
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
一
一

木

工

農
業
用
機
械
、
力
織
機
、
食
料
品
加
工
機
、
軽
車
両
等
の
木
部

三
年

加
工
お
よ
び
組
立
て
に
お
け
る
技
能

六
の
一
二

針

布

工

針
布
の
製
造(

基
布
製
作
、
植
針
及
び
研
ま)

に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
一
三

製

針

工

各
種
特
殊
針
（
メ
リ
ア
ス
針
、
レ
ー
ス
針
等
）
の
製
作
に
お
け

三
年

る
技
能

六
の
一
四

機
械
製
図
工

一
般
機
械
の
製
図
及
び
写
図
（
設
計
の
補
助
作
業
を
含
む
。
）

三
年
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刻
工

二
の
七

型
紙
彫
刻
工

手
な
染
用
型
紙
の
彫
刻
に
お
け
る
技
能

三
年

二
の
八

洋
服
洋
裁
工

洋
服
の
製
図
、
裁
断
及
び
縫
製
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一

銑

鉄

工

製
鉄
又
は
フ
ェ
ロ
ア
ロ
イ
の
精
錬
作
業
（
熱
風
炉
の
操
作
を
含

三
年

む
。
）
に
お
け
る
技
能

三
の
二

製

鋼

工

鋼
の
精
錬
、
造
塊
作
業
、
（
発
生
炉
操
作
を
含
む
。
）
に
お
け
る

三
年

技
能

三
の
三

非
鉄
金
属
精
錬
工

非
鉄
金
属
の
精
作
業
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
四

金

属

材

料
試

験

金
属
材
料
の
化
学
的
、
物
理
的
及
び
機
械
的
性
質
の
測
定
並
び

三
年

工

に
組
織
の
鑑
定
に
お
け
る
技
能

三
の
五

金
属
検
査
工

金
属
材
料
の
外
ぼ
う
、
寸
法
、
水
圧
、
そ
の
他
の
検
査
に
お
け

三
年

る
技
能

三
の
六

操

炉

工

鋼
材
加
熱
炉
の
操
作
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
七

圧
縮
伸
張
工

金
属
材
料
の
圧
延
、
伸
張
、
引
抜
き
、
押
出
等
の
加
工
に
お
け

三
年

る
技
能

三
の
八

鍛

工

機
械
鍛
造
及
び
火
造
り
作
業
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
九

刃

物

工

刃
物
、
手
工
具
等
の
製
作
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
〇

金
属
溶
融
工

鋳
造
用
の
金
属
溶
融
作
業
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
一

鋳

物

工

工
業
用
鋳
造
部
品
の
型
込
、
熔
解
、
鋳
込
等
に
お
け
る
技
能
（
合

三
年

金
鋳
物
を
含
む
。
）

三
の
一
二

木

型

工

鋳
物
用
木
型
製
作
、
（
現
図
作
業
を
含
む
。
）
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
三

板

金

工

手
作
業
を
主
と
す
る
金
属
薄
板
の
加
工
お
よ
び
組
立
て
に
お
け

三
年

る
技
能
（
工
芸
的
板
金
加
工
を
除
く
。
）

三
の
一
四

金
属
プ
レ
ス
工

プ
レ
ス
及
び
シ
ャ
ー
に
よ
る
金
属
板
の
加
工
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
五

製
か
ん
工

気
か
ん
、
水
そ
う
、
内
圧
容
器
、
煙
突
、
復
水
器
等
の
製
作
に

三
年

お
け
る
技
能

三
の
一
六

電
気
溶
接
工

主
と
し
て
電
弧
に
よ
る
溶
接
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
七

ガ
ス
溶
接
工

主
と
し
て
ガ
ス
に
よ
る
溶
接
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
八

メ
ッ
キ
工

金
属
の
メ
ッ
キ
等
（
金
属
材
料
の
表
面
処
理
を
含
む
。
）
に
お

三
年

け
る
技
能

三
の
一
九

熱
処
理
工

金
属
の
熱
処
理
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
二
〇

鉛

工

鉛
管
、
鉛
板
の
加
工
及
び
機
械
器
具
の
、
被
鉛
、
並
び
に
そ
の

三
年

加
工
お
よ
び
修
理
に
お
け
る
技
能

四
の
一

電
線
被
装
工

電
線
ま
た
は
ケ
ー
ブ
ル
の
被
覆
、
が
い
装
又
は
被
鉛
の
作
業
に

三
年

お
け
る
技
能

四
の
二

ケ
ー
ブ
ル
接
続
工

ケ
ー
ブ
ル
の
接
続
作
業
に
お
け
る
技
能

三
年

四
の
三

電

炉

工

電
線
架
設
、
電
路
敷
設
、
保
線
及
び
屋
内
配
線
工
事
に
お
け
る

三
年

技
能

四
の
四

電
機
運
転
工

重
電
機
の
運
転
、
保
守
及
び
す
え
付
に
お
け
る
技
能

三
年

四
の
五

電
機
組
立
工

重
電
機
の
巻
線
、
絶
縁
、
配
線
、
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お

三
年

け
る
技
能

四
の
六

通
信
機
組
立
工

有
線
及
び
無
線
の
送
受
信
機
、
電
気
計
器
、
電
気
信
号
機
等
の

三
年

組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

四
の
七

特
殊
真
空
管
工

大
型
Ｘ
線
管
整
流
管
等
特
集
真
空
管
の
組
立
、
調
整
等
に
お
け

三
年

る
技
能

四
の
八

電
気
製
図
工

主
と
し
て
電
気
機
械
の
製
図
及
び
写
図
（
設
計
の
補
助
作
業
を

三
年

含
む
。
）
に
お
け
る
技
能

五
の
一

光
学
機
器
工

光
学
機
器
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

四
年

五
の
二

計
測
機
器
工

試
験
検
査
用
計
測
器
、
測
量
用
器
具
、
度
量
衡
器
、
速
度
計
、

三
年

回
転
系
等
計
測
器
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

五
の
三

時

計

工

時
計
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

四
年

五
の
四

理
化
学
器
械
工

理
化
学
用
及
び
医
療
用
機
器
等
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お

三
年

け
る
技
能

五
の
五

レ
ン
ズ
研
ま
工

レ
ン
ズ
、
プ
リ
ズ
ム
、
フ
ラ
ッ
ト
等
の
粗
研
、
精
ま
、
心
取
り

四
年

及
び
バ
ル
サ
ム
作
業
に
お
け
る
技
能

六
の
一

機

械

工

工
作
機
械
に
よ
る
金
属
機
械
加
工
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
二

仕

上

工

主
と
し
て
手
工
具
に
よ
る
機
械
部
品
の
仕
上
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
三

治
工
具
仕
上
工

切
削
、
工
具
、
切
断
、
工
具
、
治
具
及
び
金
型
の
仕
上
、
調
整

三
年

及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

六
の
四

機
械
検
査
工

機
械
加
工
部
品
の
精
度
検
査
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
五

機
械
組
立
工

機
械
（
内
燃
機
関
を
除
く
。
）
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お

三
年

け
る
技
能

六
の
六

内
燃
機
関
組
立
工

内
燃
機
械
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
七

機
械
運
転
工

定
置
式
内
燃
機
関
、
冷
暖
房
装
置
等
の
操
作
お
よ
び
保
守
に
お

三
年

け
る
技
能

六
の
八

汽
か
ん
工

気
か
ん
の
ふ
ん
焼
及
び
付
属
装
置
の
運
転
及
び
保
守
に
お
け
る

三
年

技
能

六
の
九

起
重
機
運
転
工

各
種
揚
重
機
の
運
転
及
び
保
守
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
一
〇

機
械
塗
装
工

船
舶
、
車
両
及
び
各
種
機
械
の
塗
装
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
一
一

木

工

農
業
用
機
械
、
力
織
機
、
食
料
品
加
工
機
、
軽
車
両
等
の
木
部

三
年

加
工
お
よ
び
組
立
て
に
お
け
る
技
能

六
の
一
二

針

布

工

針
布
の
製
造(

基
布
製
作
、
植
針
及
び
研
ま)

に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
一
三

製

針

工

各
種
特
殊
針
（
メ
リ
ア
ス
針
、
レ
ー
ス
針
等
）
の
製
作
に
お
け

三
年

る
技
能

六
の
一
四

機
械
製
図
工

一
般
機
械
の
製
図
及
び
写
図
（
設
計
の
補
助
作
業
を
含
む
。
）

三
年
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に
お
け
る
技
能

七
の
一

造
船
ぎ
装
工

鉄
ぎ
装
及
び
甲
板
ぎ
装
に
お
け
る
技
能

三
年

七
の
二

電
気
ぎ
装
工

船
舶
の
電
気
ぎ
装
品
の
現
場
取
付
及
び
電
気
通
信
機
器
、
電
気

三
年

計
器
等
の
試
験
等
に
お
け
る
技
能

七
の
三

鉄

工

鉄
鋼
材
の
切
断
、
穴
明
、
ぎ
ょ
う
曲
、
成
形
、
こ
う
び
ょ
う
、

三
年

て
ん
げ
き
、
取
付
及
び
組
立
に
お
け
る
技
能

七
の
四

鋼

工

船
舶
用
の
金
属
板
及
び
管
の
加
工
、
取
付
及
び
組
立
に
お
け
る

三
年

技
能

七
の
五

ド
ッ
ク
工

ド
ッ
ク
に
付
随
す
る
運
転
及
び
操
作
（
出
入
き
ょ
及
び
船
架
作

三
年

業
を
含
む
）
に
お
け
る
技
能

七
の
六

船
台
大
工

盤
木
の
す
え
付
、
進
水
工
事
及
び
船
体
見
透
し
の
作
業
に
お
け

三
年

る
技
能

七
の
七

船

具

工

ロ
ー
プ
及
び
㠶
布
等
の
船
具
の
製
作
及
び
取
付
に
お
け
る
技
能

三
年

七
の
八

造
船
木
工

船
舶
の
木
部
の
製
作
、
加
工
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

三
年

七
の
九

船

大

工

木
造
船
の
建
造
に
お
け
る
技
能

三
年

七
の
一
〇

現

図

工

原
図
展
開
作
業
及
び
型
板
作
業
に
お
け
る
技
能
（
鋳
物
用
木
現

三
年

図
を
除
く
。
）

七
の
一
一

造
船
製
図
工

主
と
し
て
造
船
の
船
か
く
、
ぎ
装
の
製
図
及
び
写
図
（
設
計
の

三
年

補
助
作
業
を
含
む
。
）
に
お
け
る
技
能

八
の
一

内
燃
自
動
車
工

主
と
し
て
自
動
車
（
電
気
自
動
車
を
除
く
。
）
の
総
組
立
、
ぎ

三
年

装
、
修
理
等
に
お
け
る
技
能

八
の
二

電
気
自
動
車
工

主
と
し
て
電
気
自
動
車
の
総
組
立
、
ぎ
装
、
修
理
等
に
お
け
る

三
年

技
能

八
の
三

自

転

車

工

自
転
車
、
リ
ア
カ
ー
等
の
組
立
、
ぎ
装
、
調
整
及
び
修
理
（
車

三
年

体
修
理
を
含
む
。
）
に
お
け
る
技
能

八
の
四

車

両

木

工

車
両
の
木
部
の
製
作
、
加
工
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

三
年

八
の
五

内

張

工

船
舶
、
車
両
等
の
座
席
、
マ
ッ
ト
類
及
び
家
具
の
内
張
り
に
お

三
年

け
る
技
能

九
の
一

酸
ア
ル
カ
リ
工

酸
ア
ル
カ
リ
等
の
薬
品
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
二

無
機
薬
品
工

無
機
薬
品
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
三

圧

縮

及

び

液
化

酸
素
、
水
素
、
塩
素
、
炭
酸
ガ
ス
、
ア
セ
チ
レ
ン
、
塩
化
メ
チ

三

年

ガ
ス
工

ル
、
塩
化
メ
チ
レ
ン
等
の
圧
縮
及
び
液
化
作
業
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
四

電
炉
製
品
工

カ
ー
バ
イ
ト
、
り
ん
、
二
酸
化
炭
素
、
電
極
、
研
削
剤
等
電
炉

三
年

製
品
の
製
造
（
金
属
精
錬
作
業
を
除
く
。
）
に
お
け
る
技
能

九
の
五

特
殊
ガ
ラ
ス
工

光
学
ガ
ラ
ス
、
網
入
ガ
ラ
ス
、
安
全
ガ
ラ
ス
等
の
特
殊
ガ
ラ
ス

三
年

材
の
製
造
に
お
け
る
技
能

九
の
六

ガ
ラ
ス
製
品
工

電
球
、
真
空
管
、
化
学
器
具
、
医
療
器
具
、
日
用
器
具
等
ガ
ラ

三
年

ス
製
品
の
製
作
に
お
け
る
技
能

九
の
七

窯
業
焼
成
工

セ
メ
ン
ト
、
研
削
と
石
、
耐
火
れ
ん
が
等
の
焼
成
、
（
陶
磁
器

三
年

焼
成
を
除
く
。
）
に
お
け
る
技
能

九
の
八

産
業
火
薬
工

爆
薬
、
火
薬
、
雷
管
、
導
火
線
等
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
九

高
圧
合
成
工

ア
ン
モ
ニ
ア
、
メ
タ
ノ
ー
ル
、
尿
素
等
の
合
成
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
一
〇

合
成
樹
脂
工

石
炭
酸
素
、
尿
素
系
、
ビ
ニ
ー
ル
系
、
ア
ク
リ
ル
系
等
の
合
成

三
年

樹
脂
の
製
造
に
お
け
る
技
能

九
の
一
一

ガ
ス
発
生
炉
工

石
炭
ガ
ス
、
水
性
ガ
ス

発
生
炉
ガ
ス
、
コ
ー
ク
ス
及
び
コ
ー

三
年

ル
タ
ー
ル
の
製
造
に
お
け
る
技
能

九
の
一
二

有
機
合
成
工

タ
ー
ル
系
中
間
物
、
合
成
染
料
、
甘
味
剤
、
抜
染
剤
等
有
機
薬

三
年

品
の
製
造
に
お
け
る
技
能

九
の
一
三

塗

料

工

ボ
イ
ル
油
、
ペ
イ
ン
ト
、
ワ
ニ
ス
、
エ
ナ
メ
ル
等
の
製
造
に
お

三
年

け
る
技
能

九
の
一
四

油

脂

工

動
植
物
油
脂
の
精
製
、
油
脂
加
工
等
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
一
五

硝

化

綿

及

び
セ

硝
化
綿
及
び
セ
ル
ロ
イ
ド
生
地
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

ル
ロ
イ
ド
工

九
の
一
六

パ
ル
プ
工

化
学
繊
維
用
、
製
紙
用
等
の
パ
ル
プ
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
一
七

製

紙

工

こ
う
解
、
漂
白
、
抄
紙
等
の
製
紙
作
業
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
一
八

は
つ
酵
製
品
工

ア
ル
コ
ー
ル
、
ブ
タ
ノ
ー
ル
等
は
つ
酵
製
品
の
製
造
に
お
け
る

三
年

技
能

九
の
一
九

化
学
分
析
工

化
学
的
成
分
の
分
析
に
お
け
る
技
能

三
年

一
〇
の
一

大

工

家
屋
の
建
築
に
お
け
る
技
能

三
年

一
〇
の
二

建

具

工

建
具
の
製
作
に
お
け
る
技
能

三
年

一
〇
の
三

家

具

工

家
具
の
製
作
に
お
け
る
技
能

三
年

一
〇
の
四

塗

装

工

家
屋
、
家
具
、
そ
の
他
建
造
物
の
塗
装
に
お
け
る
技
能

三
年

一
〇
の
五

左

官

土
、
モ
ル
タ
ル
、
漆
く
い
、
人
造
的
の
施
工
に
お
け
る
技
能

三
年

一
〇
の
六

タ
イ
ル
張
工

床
、
壁
等
の
タ
イ
ル
貼
り
に
お
け
る
技
能

三
年

一
〇
の
七

配

管

工

空
気
、
ガ
ス
、
水
蒸
気
等
を
供
給
す
る
管
の
届
曲
、
切
断
、
ネ

三
年

ジ
立
及
び
取
付
等
に
お
け
る
技
能

一
〇
の
八

石

工

石
材
の
加
工
、
仕
上
、
石
積
等
に
お
け
る
技
能

三
年

一
〇
の
九

築

炉

工

金
属
、
ガ
ラ
ス
等
の
溶
融
用
平
炉
、
溶
融
炉
、
加
熱
炉
、
窯
業

三
年

用
窯
そ
の
他
工
業
用
炉
窯
の
築
造
又
は
修
築
に
お
け
る
技
能

一
〇
の
一
〇

屋
根
ふ
き
工

屋
根
ふ
き
作
業
に
お
け
る
技
能
（
ト
タ
ン
ぶ
き
を
除
く
。
）

三
年

一
〇
の
一
一

表

具

工

和
洋
家
具
、
建
具
並
び
に
装
飾
品
の
表
装
に
お
け
る
技
能

三
年

一
〇
の
一
二

畳

工

畳
の
製
造
、
敷
込
み
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

三
年

〇
の
一

印

刷

工

印
刷
並
び
に
製
版
に
お
け
る
技
能

三
年

〇
の
二

製

本

工

製
本
に
お
け
る
技
能

三
年

〇
の
三

製

革

工

革
の
な
め
し
、
仕
上
並
び
に
毛
皮
材
料
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

〇
の
四

く

つ

工

靴
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年
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〇
の
五

製
パ
ン
工

各
種
生
パ
ン
、

生
菓
子
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

〇
の
六

お
け
た
る
工

お
け
、
た
る
等
の
製
作
に
お
け
る
技
能

三
年

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別別
表表
第第
二二

削
除

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

女
子
年
少
と
は
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
の
、

別別
表表
第第
三三

就
業
可
能
業
務
及
び
防
護
方
法
基
準
の
表

安
全
衛
生
と
は
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
略
称

（
編
注
：
技
能
名
だ
け
の
技
能
の
就
業
制
限
内
容
等
は
略
し
た
。）

根
拠

技

能

就
業
を
制
限
さ
れ
て
い
る
業
務

同
上
中
技
能
習
得
者
を
就
業
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
業
務

同
上
の
指
定
業
務
就
業
に
つ
い
て
必
要
な
防
護
の
方
法
の
基
準

規
定

一
の
一

女
子
年
少

ボ
イ
ラ
ー
製
造
等
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

鍛
金
の
た
が
ね
打

一
、
作
業
の
際
一
人
に
つ
き
作
業
場
の
床
面
積
を
四
平
方
メ

鎚
金
師

第
十
三
条
第
五
十
号

ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二
、
同
一
室
に
お
い
て
三
人
以
上
を
同
時
に
作
業
さ
せ
な
い

こ
と
。
但
し
、
労
働
者
間
の
距
離
が
十
米
以
上
で
あ
る
場

合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
、
耳
栓
そ
の
他
の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

一
の
二

彫
金
師

一
の
三

鋳
金
師

一
の
八

陶
工

一
の
九

女
子
年
少

木
工
用
か
ん
な
機
、
単
軸
面
取
機
を
用
い
る
業
務

木
工
用
か
ん
な
機
を
使
用
す
る
作
業

一
、
安
全
装
置
を
完
備
さ
せ
る
こ
と
。

漆

工

第
十
三
条
第
三
十
一
号

二
、
指
導
者
の
厳
重
な
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

三
、
短
時
間
の
作
業
に
止
め
る
こ
と
。

第
一
四
条
第
九
号

女
子
年
少

第
十
三
条
第
三
十
七
号

水
銀
、
砒
素
、
黄
り
ん
、
弗
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
青
酸
、

酸
化
ク
ロ
ー
ム
を
含
む
緑
、
チ
タ
ン
を
含
む
白
、
有
害
水

上
記
色
素
は
そ
の
毒
性
に
応
じ
最
小
限
の
量
を
指
導
者
監
視

苛
性
ア
ル
カ
リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
る
も

銀
化
合
物
を
含
む
朱
、
硫
化
砒
素
（
石
黄
）
を
含
む
黄
色

の
下
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

の
を
取
扱
う
業
務

素
を
使
用
す
る
業
務

女
子
年
少

第
十
三
条
第
四
十
六
号

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所

鋳
物
及
ダ
イ
カ
ス
ト
作
業

足
袋
及
び
ゴ
ム
裏
草
履
又
は
麻
裏
草
履
を
用
い
指
導
者
の
厳

女
子
年
少

に
お
け
る
業
務

重
な
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

第
一
四
条
第
十
一
号

二
の
五

染
色
工

三
の
九

女
子
年
少

蒸
気
又
は
圧
縮
空
気
に
よ
る
圧
機
又
は
鍛
造
機
械
を
用
い
る
金

ト
ン
以
下
の
蒸
気
鎚
又
は
空
気
鎚
の
先
手
及
び
運
転
の

一
、
指
導
者
の
厳
重
な
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

1/4

鍛
工

第
一
三
条
第
二
十
八
号

属
加
工
の
業
務

作
業

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
一
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

女
子
年
少

三
、
教
習
第
三
年
度
の
作
業
と
し
て
年
齢
十
七
歳
以
上
の
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
号

四
、
金
焼
き
の
作
業
に
は
防
熱
の
た
め
の
手
袋
を
使
用
さ
せ
る

こ
と
。

三
の
三

女
子
年
少

土
石
、
獣
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場

型
込
及
び
仕
上
砂
落
の
作
業

マ
ス
ク
等
の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

鋳
物
工

第
十
三
条
第
四
十
四
号

所
に
お
け
る
業
務

女
子
年
少

第
十
三
条
第
四
十
六
号

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所

湯
汲
、
湯
運
び
及
び
注
湯
の
作
業

一
、
足
袋
及
び
ゴ
ム
裏
草
履
又
は
麻
裏
草
履
を
用
い
指
導
者
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〇
の
五

製
パ
ン
工

各
種
生
パ
ン
、

生
菓
子
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

〇
の
六

お
け
た
る
工

お
け
、
た
る
等
の
製
作
に
お
け
る
技
能

三
年

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別別
表表
第第
二二

削
除

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

女
子
年
少
と
は
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
の
、

別別
表表
第第
三三

就
業
可
能
業
務
及
び
防
護
方
法
基
準
の
表

安
全
衛
生
と
は
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
略
称

（
編
注
：
技
能
名
だ
け
の
技
能
の
就
業
制
限
内
容
等
は
略
し
た
。）

根
拠

技

能

就
業
を
制
限
さ
れ
て
い
る
業
務

同
上
中
技
能
習
得
者
を
就
業
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
業
務

同
上
の
指
定
業
務
就
業
に
つ
い
て
必
要
な
防
護
の
方
法
の
基
準

規
定

一
の
一

女
子
年
少

ボ
イ
ラ
ー
製
造
等
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

鍛
金
の
た
が
ね
打

一
、
作
業
の
際
一
人
に
つ
き
作
業
場
の
床
面
積
を
四
平
方
メ

鎚
金
師

第
十
三
条
第
五
十
号

ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

二
、
同
一
室
に
お
い
て
三
人
以
上
を
同
時
に
作
業
さ
せ
な
い

こ
と
。
但
し
、
労
働
者
間
の
距
離
が
十
米
以
上
で
あ
る
場

合
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
、
耳
栓
そ
の
他
の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

一
の
二

彫
金
師

一
の
三

鋳
金
師

一
の
八

陶
工

一
の
九

女
子
年
少

木
工
用
か
ん
な
機
、
単
軸
面
取
機
を
用
い
る
業
務

木
工
用
か
ん
な
機
を
使
用
す
る
作
業

一
、
安
全
装
置
を
完
備
さ
せ
る
こ
と
。

漆

工

第
十
三
条
第
三
十
一
号

二
、
指
導
者
の
厳
重
な
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

三
、
短
時
間
の
作
業
に
止
め
る
こ
と
。

第
一
四
条
第
九
号

女
子
年
少

第
十
三
条
第
三
十
七
号

水
銀
、
砒
素
、
黄
り
ん
、
弗
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
青
酸
、

酸
化
ク
ロ
ー
ム
を
含
む
緑
、
チ
タ
ン
を
含
む
白
、
有
害
水

上
記
色
素
は
そ
の
毒
性
に
応
じ
最
小
限
の
量
を
指
導
者
監
視

苛
性
ア
ル
カ
リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
る
も

銀
化
合
物
を
含
む
朱
、
硫
化
砒
素
（
石
黄
）
を
含
む
黄
色

の
下
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

の
を
取
扱
う
業
務

素
を
使
用
す
る
業
務

女
子
年
少

第
十
三
条
第
四
十
六
号

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所

鋳
物
及
ダ
イ
カ
ス
ト
作
業

足
袋
及
び
ゴ
ム
裏
草
履
又
は
麻
裏
草
履
を
用
い
指
導
者
の
厳

女
子
年
少

に
お
け
る
業
務

重
な
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

第
一
四
条
第
十
一
号

二
の
五

染
色
工

三
の
九

女
子
年
少

蒸
気
又
は
圧
縮
空
気
に
よ
る
圧
機
又
は
鍛
造
機
械
を
用
い
る
金

ト
ン
以
下
の
蒸
気
鎚
又
は
空
気
鎚
の
先
手
及
び
運
転
の

一
、
指
導
者
の
厳
重
な
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

1/4

鍛
工

第
一
三
条
第
二
十
八
号

属
加
工
の
業
務

作
業

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
一
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

女
子
年
少

三
、
教
習
第
三
年
度
の
作
業
と
し
て
年
齢
十
七
歳
以
上
の
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
号

四
、
金
焼
き
の
作
業
に
は
防
熱
の
た
め
の
手
袋
を
使
用
さ
せ
る

こ
と
。

三
の
三

女
子
年
少

土
石
、
獣
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場

型
込
及
び
仕
上
砂
落
の
作
業

マ
ス
ク
等
の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

鋳
物
工

第
十
三
条
第
四
十
四
号

所
に
お
け
る
業
務

女
子
年
少

第
十
三
条
第
四
十
六
号

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所

湯
汲
、
湯
運
び
及
び
注
湯
の
作
業

一
、
足
袋
及
び
ゴ
ム
裏
草
履
又
は
麻
裏
草
履
を
用
い
指
導
者
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女
子
年
少

に
お
け
る
業
務

の
厳
重
な
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
一
号

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
二
時
間
週
十
二
時
間
を
超
え

な
い
こ
と
。

三
の
一
三

木
型
工

三
の
一
六

製
罐
工

四
の
五

女
子
年
少

高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線
路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電

第
三
種
以
上
の
電
気
事
業
主
任
技
術
者
の
直
接
の
指
導
監
視

電
気
組

第
十
三
条
第
十
八
号

気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

立
工

女
子
年
少

第
十
四
条
第
五
号

電
気
機
械
組
立
調
整
の
作
業

安
全
衛
生

電
気
工
作
物
の
施
工
又
は
高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線

第
四
五
条
第
八
号

路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電
気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

女
子
年
少

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ

一
、
引
火
性
溶
剤
を
使
用
す
る
絶
縁
作
業
の
掃
除
及
び
塗

指
導
者
の
監
視
の
下
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
三
十
五
号

く
酸
エ
チ
ル
、
さ
く
酸
ア
ミ
ル
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、

装
作
業

ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫
化
炭
素
、
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引
火
性

二
、
ト
ー
チ
ラ
ン
プ
を
使
用
す
る
作
業

の
物
を
取
扱
う
作
業
で
、
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

水
銀
、
砒
素
、
黄
り
ん
、
弗
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
青
酸
、

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
マ
ス
ク
そ
の
他

第
十
三
条
第
三
十
七
号

苛
性
ア
ル
カ
リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の

二
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

を
取
扱
う
業
務

三
、
水
銀
整
流
器
の
組
立
作
業

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
砒
素
、
黄
り
ん
、
弗
素
、
塩
素
、
ア

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
マ
ス
ク
そ
の
他

第
十
三
条
第
三
十
八
号

ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
、
蒸
気
若

二
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

し
く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

三
、
水
銀
整
流
器
の
組
立
作
業

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
号

女
子
年
少

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

一
、
大
型
ハ
ン
ダ
鍋
及
び
ハ
ン
ダ
ご
て
を
使
用
す
る
作
業

一
、
防
熱
の
た
め
の
手
袋
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
四
十
六
号

お
け
る
業
務

二
、
塗
料
の
焼
付

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
二
時
間
週
十
二
時
間
を
超
え

女
子
年
少

三
、
焼
は
め

な
い
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
一
号

四
の
六

女
子
年
少

高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線
路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電

通
信
機

第
十
三
条
第
十
八
号

気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
業
務

第
三
種
以
上
の
電
気
事
業
主
任
技
術
者
の
直
接
の
指
導
監
視

組
立
工

女
子
年
少

通
信
機
組
立
調
整
の
作
業

の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と

第
十
四
条
第
五
号

安
全
衛
生

電
気
工
作
物
の
施
工
又
は
高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線

第
三
五
条
第
八
号

路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電
気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

女
子
年
少

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ

引
火
性
溶
剤
を
使
用
す
る
絶
縁
作
業
の
掃
除
、
塗
装
作
業

指
導
者
の
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と

第
十
三
条
第
三
十
五
号

く
酸
ア
ミ
ル
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、
ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫

化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引
火
性
の
物
を
取
扱
う
作
業

で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

水
銀
、
砒
素
、
黄
リ
ン
、
弗
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
青
酸
、

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
マ
ス
ク
そ
の
他

第
十
三
条
第
三
十
七
号

苛
性
ア
ル
カ
リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の

二
、
真
空
管
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
附
（
エ
ー
テ
ル
）

の
保
護
具
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

を
取
扱
う
業
務

三
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
砒
素
、
塩
酸
、
青
酸
、
ア
ニ
リ
ン
そ

一
、
硫
酸
電
池
の
取
扱

一
、
ゴ
ム
手
袋
、
ゴ
ム
前
掛
、
地
下
足
袋
、
マ
ス
ク
そ
の
他

第
十
三
条
第
三
十
八
号

の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
蒸
気
若
し
く
は
粉
じ

二
、
真
空
管
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
附
（
エ
ー
テ
ル
）

の
保
護
具
を

使
用
さ
せ
る
こ
と
。
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女
子
年
少

ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

三
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導
監
視
の
下
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
号

女
子
年
少

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

一
、
大
型
ハ
ン
ダ
鍋
及
び
ハ
ン
ダ
ご
て
を
使
用
す
る
作
業

一
、
防
熱
手
袋
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
四
十
六
号

お
け
る
業
務

二
、
塗
料
の
焼
付

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
二
時
間
週
十
二
時
間
を
超
え

女
子
年
少

な
い
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
一
号

七
の
一

造
船
艤
装
工

一
〇
の
三

家
具
工

〇
の
一

印
刷
工

別
表
第
四
を
削
る
。

様
式
第
三
号
記
載
心
得
中
第
二
号
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
改
め
る
。
（
編
注
：
以
下
中
略
）

附附

則則

１

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
施
行
の
際
、
現
に
労
働
基
準
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
七
十
一
条
第
一
項
の
認

可
を
受
け
て
技
能
者
の
養
成
を
す
る
使
用
者
が
、
技
能
習
得
者
と
し
て
雇
い
入
れ
て
い
る
者
に
つ

い
て
行
う
養
成
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

前
項
の
使
用
者
が
、
当
該
技
能
者
の
養
成
を
引
き
続
き
行
う
場
合
に
お
い
て
所
轄
労
働
基
準
監

督
署
長
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
改
正
後
の
技
能
者
養
成
規
程
に
よ
る
技
能
者
養
成
と
し
て
こ

れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

こ
の
省
令
施
行
の
際
、
現
に
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
使
用
者
で
、
技
能
者
の

養
成
を
し
て
い
な
い
者
は
、
当
骸
認
可
の
条
件
に
変
更
の
な
い
限
り
、
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
改
正
後
の
別
表
第
一
に
よ
る
技
能
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
七
十
一

条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

５

こ
の
省
令
施
行
の
際
、
現
に
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
受
け
た
者
は
、
労
働
省
労
働
基
準
局

長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
改
正
後
の
別
表
第
一
に
よ
る
技
能
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
技
能
者

養
成
の
免
許
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

昭
和
二
六
年
四
月
四
日

〔
四
─
三
─
一
三
〕
労
働
省
告
示
第
九
号

技技
能能
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
規規
則則
のの
一一
部部
改改
正正

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
に
基
き
、
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

技
能
者
養
成
指
導
員
賢
格
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
令
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
一
号
」
を
削
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
示
す
基
準
に
従
い
、」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
学
科
及
び
実
技
の
検
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
そ
の
都
度
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長

が
定
め
る
。

同
条
第
三
項
を
削
る
。

別
表
を
削
る
。

昭
和
二
六
年
四
月
三
〇
日

〔
四
─
三
─
一
四
〕
労
働
省
告
示
第
八
号

技技
能能
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
認認
定定
基基
準準

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
六
号
）
第
十
八
条
但
書
の
規
定
に
基
き
、
技
能

者
養
成
指
導
員
資
格
の
認
定
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
四
日
か
ら
適
用
す
る
。

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
認認
定定
基基
準準

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
技
能
者
養
成
資
格
の
免

許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
技
能
に
つ
い
て
、
徒
弟
と
し
て
従
来
の
慣
習
に
よ
る
三
年
以
上
の
徒
弟
契
約
を
完
了
し
、

又
は
見
習
工
、
義
成
工
等
と
し
て
技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
三
年
以
上
の
課
程
を
修
了
し
た
後
十

年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

二

当
該
技
能
に
つ
い
て
、
旧
工
場
事
業
場
技
能
者
養
成
令
（
昭
和
十
四
年
勅
令
第
百
三
十
一
号
）

に
よ
る
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
後
五
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者
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女
子
年
少

ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

三
、
コ
イ
ル
仕
上
（
パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
）

二
、
指
導
者
の
直
接
指
導
監
視
の
下
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
号

女
子
年
少

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

一
、
大
型
ハ
ン
ダ
鍋
及
び
ハ
ン
ダ
ご
て
を
使
用
す
る
作
業

一
、
防
熱
手
袋
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
四
十
六
号

お
け
る
業
務

二
、
塗
料
の
焼
付

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
二
時
間
週
十
二
時
間
を
超
え

女
子
年
少

な
い
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
一
号

七
の
一

造
船
艤
装
工

一
〇
の
三

家
具
工

〇
の
一

印
刷
工

別
表
第
四
を
削
る
。

様
式
第
三
号
記
載
心
得
中
第
二
号
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
改
め
る
。
（
編
注
：
以
下
中
略
）

附附

則則

１

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
施
行
の
際
、
現
に
労
働
基
準
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
七
十
一
条
第
一
項
の
認

可
を
受
け
て
技
能
者
の
養
成
を
す
る
使
用
者
が
、
技
能
習
得
者
と
し
て
雇
い
入
れ
て
い
る
者
に
つ

い
て
行
う
養
成
に
関
し
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

前
項
の
使
用
者
が
、
当
該
技
能
者
の
養
成
を
引
き
続
き
行
う
場
合
に
お
い
て
所
轄
労
働
基
準
監

督
署
長
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
改
正
後
の
技
能
者
養
成
規
程
に
よ
る
技
能
者
養
成
と
し
て
こ

れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

４

こ
の
省
令
施
行
の
際
、
現
に
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
使
用
者
で
、
技
能
者
の

養
成
を
し
て
い
な
い
者
は
、
当
骸
認
可
の
条
件
に
変
更
の
な
い
限
り
、
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
改
正
後
の
別
表
第
一
に
よ
る
技
能
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
法
第
七
十
一

条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

５

こ
の
省
令
施
行
の
際
、
現
に
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
受
け
た
者
は
、
労
働
省
労
働
基
準
局

長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
改
正
後
の
別
表
第
一
に
よ
る
技
能
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
技
能
者

養
成
の
免
許
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。

昭
和
二
六
年
四
月
四
日

〔
四
─
三
─
一
三
〕
労
働
省
告
示
第
九
号

技技
能能
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
検検
定定
規規
則則
のの
一一
部部
改改
正正

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
に
基
き
、
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

技
能
者
養
成
指
導
員
賢
格
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
令
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
一
号
」
を
削
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
示
す
基
準
に
従
い
、」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
の
学
科
及
び
実
技
の
検
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
そ
の
都
度
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長

が
定
め
る
。

同
条
第
三
項
を
削
る
。

別
表
を
削
る
。

昭
和
二
六
年
四
月
三
〇
日

〔
四
─
三
─
一
四
〕
労
働
省
告
示
第
八
号

技技
能能
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
認認
定定
基基
準準

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
六
号
）
第
十
八
条
但
書
の
規
定
に
基
き
、
技
能

者
養
成
指
導
員
資
格
の
認
定
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭
和
二
十
六
年
四
月
四
日
か
ら
適
用
す
る
。

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
資資
格格
認認
定定
基基
準準

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
、
技
能
者
養
成
資
格
の
免

許
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

当
該
技
能
に
つ
い
て
、
徒
弟
と
し
て
従
来
の
慣
習
に
よ
る
三
年
以
上
の
徒
弟
契
約
を
完
了
し
、

又
は
見
習
工
、
義
成
工
等
と
し
て
技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
三
年
以
上
の
課
程
を
修
了
し
た
後
十

年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

二

当
該
技
能
に
つ
い
て
、
旧
工
場
事
業
場
技
能
者
養
成
令
（
昭
和
十
四
年
勅
令
第
百
三
十
一
号
）

に
よ
る
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
後
五
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者
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三

旧
機
械
技
術
者
検
定
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
六
四
四
号
）
に
よ
る
検
定
に
お
い
て
、
作
業
試

験
に
つ
き
当
該
技
能
に
関
す
る
専
門
作
業
を
選
択
し
、
こ
れ
に
合
格
し
た
者

四

当
該
技
能
に
つ
い
て
、
技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
六
号
）
に
よ
る
教
習

の
過
程
を
修
了
し
た
後
、
そ
の
修
了
時
に
勤
務
す
る
事
業
場
に
お
い
て
、
三
年
以
上
の
実
地
経
験

を
有
す
る
者

五

旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
で
、
旧
専
門
学
校
入
学

者
検
定
規
程
（
大
正
十
三
年
文
部
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
一
条
の
指
定
を
受
け
た
も
の
に
お
い

て
、
当
該
技
能
に
関
す
る
学
科
を
修
め
卒
業
し
た
後
当
該
技
能
に
お
い
て
五
年
以
上
の
実
地
経
験

を
有
す
る
者

六

旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
で
、
前
号
以
外
の
も
の

に
お
い
て
、
当
該
技
能
に
関
す
る
学
科
を
修
め
卒
業
し
た
後
当
該
技
能
に
つ
い
て
七
年
以
上
の
実

地
経
験
を
有
す
る
者

七

専
門
教
育
を
主
と
す
る
学
科
を
お
く
高
等
学
校
に
お
い
て
い
当
該
技
能
に
関
す
る
科
目
を
修
め

卒
業
し
た
後
当
該
技
能
に
つ
い
て
四
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

八

旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
当
該
技
能
に
関
す

る
学
科
を
修
め
、
学
士
と
称
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
又
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
二
十
六
年
勅
令

第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
に
お
い
て
、
当
該
技
能
に
関
す
る
学
科
を
修
め
卒
業
し
た
者
で
、

当
該
技
能
に
つ
い
て
二
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

九

大
学
に
お
い
て
、
当
該
技
能
に
関
す
る
学
科
を
修
め
卒
業
し
た
後
当
該
技
能
に
つ
い
て
三
午
以

上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

十

前
各
号
の
外
、
当
該
技
能
に
つ
い
て
こ
れ
と
同
等
以
上
と
認
め
ら
れ
る
学
歴
又
は
資
格
及
び
経

験
年
数
を
有
す
る
者

昭
和
二
六
年
五
月
四
日

〔
四
─
三
─
一
五
〕
労
働
省
告
示
第
九
号

技技
能能
者者
養養
成成
のの
教教
習習
事事
項項
のの
基基
準準
のの
制制
定定

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
労
働
省
令
第
六
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
き
、
教
習
事
項
の

基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭
和
二
十
三
年
労
働
省
告
示
第
二
十
三
号
（
技
能
者
養
成
規
程
第
十
三

条
の
規
定
に
基
く
教
習
事
項
に
関
す
る
件
）
は
、
廃
止
す
る
。

教教
習習
事事
項項
のの
基基
準準

一

教
習
事
項
の
基
準
は
、
次
の
表
の
通
り
と
す
る
。

一一
のの
一一

つつ
いい
金金
工工

教

習

時

間

教

習

科

目

第
一

第
二

第
三

備

考

年
度

年
度

年
度

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
一
〇

二
一
〇

二
一
〇

１
工
業
数
学

◎

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
意
匠
図
案

◎

◎

◎

４
図
学
を
含
む

５
美
術
工
芸
史
（
東
洋
及
び
西
洋
）

◎

◎

６
金

工

史

◎

◎

７
工
作
法

◎

◎

◎

８
材

料

◎

◎

８
金
属
材
料
そ
の
他

９
工
芸
化
学

◎

９
着
色
等

四
、
実

技

一
、
一
五
五

一
、
一
五
五

一
、
一
五
五

１
基
本
実
習

１

ｂ
、
ｃ
は
簡
単
な
作
業
で
は
さ
み
、
た

ａ
工
具
製
作
法

が
ね
、
金
づ
ち
、
木
づ
ち
、
や
す
り
、

ｂ
工
具
使
用
法

き
さ
げ
、
石
と
、
炭
と
、
伸
し
、
糸
の

ｃ
材
料
使
用
法

こ
、
そ
の
他
の
工
法

２
応
用
実
習

ａ
板

金

法

ａ
一
年
度
の
後
期
よ
り
行
う

（
ｉ
）
板
金
加
工
法

（
ｉ
）
板
金
、
延
べ
、
曲
げ
、
そ
の
他

（

〉
ろ
う
接
法

（

）
ろ
う
付
、
ハ
ン
ダ
付
、
そ
の
他

ii

ii

（

）
板
金
組
立
法

（

）
箱
物
、
丸
物
組
立
、
そ
の
他

iii

iii

ｂ
つ
い
起
法

ｂ
二
年
度
後
期
よ
り
行
う

（
ｉ
）
口
浅
つ
い
起

（
ｉ
）
皿
、
盆
、
そ
の
他

（

）
口
深
つ
い
起

（

）
コ
ッ
ク
、
わ
ん
物
、
そ
の
他

ii

ii

（

）
口
寄
せ
つ
い
起

（

）
花
び
ん
、
そ
の
他

’

iii

iii

ｃ
仕
上
げ
着
色

ｃ
各
年
度
の
末
期
に
当
該
年
度
に
習
得

し
た
製
品
に
つ
い
て
行
う

一一
のの
二二

彫彫
金金
工工
（
編
注
：
以
下
、
職
種
の
み
表
記
の
職
種
は
、
教
習
事
項
を
略
し
た
。
）

一一
のの
三三

鋳鋳
金金
工工
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一一
のの
四四

かか
ざざ
りり
師師

一一
のの
五五

七七
宝宝
工工

一一
のの
六六

宝宝
石石
工工

一一
のの
七七

ガガ
ララ
スス
工工

一一
のの
八八

陶陶
工工

一一
のの
九九

漆漆
工工

教

習

時

間

教

習

科

目

第
一

第
二

第
三

第
四

備

考

年
度

年
度

年
度

年
度

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

─

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
一
〇

二
一
〇

二
一
〇

一
〇
五

１
工
業
数
学

◎

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
工
芸
化
学

◎

４
漆
液
、
顔
料
、
木
材
、
塗
料
、
接
着
材

そ
の
他
基
本
的
材
料

５
意
匠
図
案

◎

◎

◎

５
図
案
を
含
む

模
様
（
平
面
図
案
法
）、
浩
形
、
立
休
図
案

法
）、
色
さ
い

６
美
術
工
芸
史(

東
洋
及
び
西
洋)

◎

７
漆

工

史

◎

◎

７
東
洋
漆
工
史
、
日
本
漆
工
産
業
史

８
材

料

◎

◎

８
漆
工
に
関
す
る
諸
材
料

９
漆
器
製
作
法

◎

◎

◎

◎

９
素
地
、
塗
、
加
飾
設
備
、
機
械
器
具
そ
の
他

製
品
試
験
及
び
検
査
法

◎

但
し
三
、
四
年
度
は
特
殊
材
料
、
特
殊

10

一
般
塗
装
法

◎

製
作
法
を
素
地
、
塗
、
加
飾
を
専
門
と

11

す
る
も
の
に
分
け
て
教
習
す
る
こ
と

四

実

技

一
、
〇
八
五

一
、
一
二
〇

一
、
一
五
五

一
、
三
三
〇

１
基
本
実
習
（
素
地
を
専
門
と
す
る
も
の
）

１
は
ａ
又
は
ｂ
或
は
ａ
の
各
項
又
は
ｂ
の

各
項
の
何
れ
か
を
専
門
と
す
る
も
の
を

ａ
木
材
素
地
法

中
心
と
し
て
こ
れ
に
重
点
を
置
き
そ
の

（
ｉ
）
ひ
き
物
法

他
は
関
連
し
て
教
え
る
こ
と

（

）
板
物
法

ii
（

）
指
物
法

（

）
指
物
は
大
な
る
箱
物
、
た
な
、
机

iii

iii

（

）
曲
物
法

iv

（

）
プ
レ
ス
ベ
ニ
ヤ

v
ｂ
特
殊
素
地
法

（
ｉ
）
金

属

（

）
合
成
材
料

ii
（

）
紙

iii
（

）
竹

iv
（
ｖ
）
そ

の

他

１
基
本
実
習
（
塗
、
加
飾
を
専
門
と
す
る
も
の
）

１
塗
工
と
加
飾
工
の
基
本
実
習
の
一
年
度

ａ
下
地
塗

は
ａ
乃
至
ｇ
事
項
全
般
に
つ
い
て
そ
の

ｂ
上
地
塗

基
本
的
事
項
を
教
習
し
二
、
三
、
四
年

ｃ
変
り
塗
り

度
は
ａ
、
ｂ
、
ｃ
、
ｄ
、
ｅ
と
ｆ
に
分

ｄ
平
目
な
し
地
塗

け
て
そ
れ
ぞ
れ
教
習
す
る
こ
と

ｅ
一
般
塗
装
法

ｆ
ま
き
絵
加
飾
法

（
ｉ
）
平
ま
き
絵

（

）
高
ま
き
絵

ii
（

）
研
出
ま
き
絵

iii
（

）
そ
の
他
の
ま
き
絵

iv

ｇ
特
殊
加
飾
法

（
ｉ
）
変
り
塗

（

）
沈
金
、
き
ん
ま
、
存
星
、

iiら
で
ん
、
平
脱
、
つ
い
朱

彫
漆
、
木
彫
塗
等

２
応
用
実
習

ａ
平
易
な
ひ
き
物

ａ
皿
、
わ
ん
、
は
ち
等

ｂ
平
易
な
板
物
、
曲
物

ｂ
盆
、
ぜ
ん
、
箱
類

ｃ
複
雑
な
ひ
き
物

ｃ
ふ
た
物
、
合
せ
物
類

ｄ
複
雑
な
板
物
、
曲
物

ｄ
箱
物
、
た
な
、
台
等

一一
のの
一一
〇〇

編編
組組
工工

一一
のの
一一
一一

木木
彫彫
工工

一一
のの
一一
二二

金金
属属
がが
んん
具具
工工

二二
のの
一一

手手
織織
工工

二二
のの
二二

紡紡
機機
調調
整整
工工

二二
のの
三三

織織
機機
調調
整整
工工

二二
のの
四四

メメ
リリ
ヤヤ
スス
機機
調調
整整
工工
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一一
のの
四四

かか
ざざ
りり
師師

一一
のの
五五

七七
宝宝
工工

一一
のの
六六

宝宝
石石
工工

一一
のの
七七

ガガ
ララ
スス
工工

一一
のの
八八

陶陶
工工

一一
のの
九九

漆漆
工工

教

習

時

間

教

習

科

目

第
一

第
二

第
三

第
四

備

考

年
度

年
度

年
度

年
度

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

─

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
一
〇

二
一
〇

二
一
〇

一
〇
五

１
工
業
数
学

◎

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
工
芸
化
学

◎

４
漆
液
、
顔
料
、
木
材
、
塗
料
、
接
着
材

そ
の
他
基
本
的
材
料

５
意
匠
図
案

◎

◎

◎

５
図
案
を
含
む

模
様
（
平
面
図
案
法
）、
浩
形
、
立
休
図
案

法
）、
色
さ
い

６
美
術
工
芸
史(

東
洋
及
び
西
洋)

◎

７
漆

工

史

◎

◎

７
東
洋
漆
工
史
、
日
本
漆
工
産
業
史

８
材

料

◎

◎

８
漆
工
に
関
す
る
諸
材
料

９
漆
器
製
作
法

◎

◎

◎

◎

９
素
地
、
塗
、
加
飾
設
備
、
機
械
器
具
そ
の
他

製
品
試
験
及
び
検
査
法

◎

但
し
三
、
四
年
度
は
特
殊
材
料
、
特
殊

10

一
般
塗
装
法

◎

製
作
法
を
素
地
、
塗
、
加
飾
を
専
門
と

11

す
る
も
の
に
分
け
て
教
習
す
る
こ
と

四

実

技

一
、
〇
八
五

一
、
一
二
〇

一
、
一
五
五

一
、
三
三
〇

１
基
本
実
習
（
素
地
を
専
門
と
す
る
も
の
）

１
は
ａ
又
は
ｂ
或
は
ａ
の
各
項
又
は
ｂ
の

各
項
の
何
れ
か
を
専
門
と
す
る
も
の
を

ａ
木
材
素
地
法

中
心
と
し
て
こ
れ
に
重
点
を
置
き
そ
の

（
ｉ
）
ひ
き
物
法

他
は
関
連
し
て
教
え
る
こ
と

（

）
板
物
法

ii
（

）
指
物
法

（

）
指
物
は
大
な
る
箱
物
、
た
な
、
机

iii

iii

（

）
曲
物
法

iv

（

）
プ
レ
ス
ベ
ニ
ヤ

v
ｂ
特
殊
素
地
法

（
ｉ
）
金

属

（

）
合
成
材
料

ii
（

）
紙

iii
（

）
竹

iv
（
ｖ
）
そ

の

他

１
基
本
実
習
（
塗
、
加
飾
を
専
門
と
す
る
も
の
）

１
塗
工
と
加
飾
工
の
基
本
実
習
の
一
年
度

ａ
下
地
塗

は
ａ
乃
至
ｇ
事
項
全
般
に
つ
い
て
そ
の

ｂ
上
地
塗

基
本
的
事
項
を
教
習
し
二
、
三
、
四
年

ｃ
変
り
塗
り

度
は
ａ
、
ｂ
、
ｃ
、
ｄ
、
ｅ
と
ｆ
に
分

ｄ
平
目
な
し
地
塗

け
て
そ
れ
ぞ
れ
教
習
す
る
こ
と

ｅ
一
般
塗
装
法

ｆ
ま
き
絵
加
飾
法

（
ｉ
）
平
ま
き
絵

（

）
高
ま
き
絵

ii
（

）
研
出
ま
き
絵

iii
（

）
そ
の
他
の
ま
き
絵

iv

ｇ
特
殊
加
飾
法

（
ｉ
）
変
り
塗

（

）
沈
金
、
き
ん
ま
、
存
星
、

iiら
で
ん
、
平
脱
、
つ
い
朱

彫
漆
、
木
彫
塗
等

２
応
用
実
習

ａ
平
易
な
ひ
き
物

ａ
皿
、
わ
ん
、
は
ち
等

ｂ
平
易
な
板
物
、
曲
物

ｂ
盆
、
ぜ
ん
、
箱
類

ｃ
複
雑
な
ひ
き
物

ｃ
ふ
た
物
、
合
せ
物
類

ｄ
複
雑
な
板
物
、
曲
物

ｄ
箱
物
、
た
な
、
台
等

一一
のの
一一
〇〇

編編
組組
工工

一一
のの
一一
一一

木木
彫彫
工工

一一
のの
一一
二二

金金
属属
がが
んん
具具
工工

二二
のの
一一

手手
織織
工工

二二
のの
二二

紡紡
機機
調調
整整
工工

二二
のの
三三

織織
機機
調調
整整
工工

二二
のの
四四

メメ
リリ
ヤヤ
スス
機機
調調
整整
工工
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二二
のの
五五

染染
色色
工工

二二
のの
六六

なな
染染
ロロ
ーー
ルル
彫彫
刻刻
工工

二二
のの
七七

型型
紙紙
彫彫
刻刻
工工

二二
のの
八八

洋洋
服服
裁裁
縫縫
工工

三三
のの
一一

銑銑
鉄鉄
工工

三三
のの
二二

製製
鋼鋼
工工

三三
のの
三三

非非
鉄鉄
金金
属属
精精
錬錬
工工

三三
のの
四四

金金
属属
材材
料料
試試
験験
工工

三三
のの
五五

金金
属属
検検
査査
工工

三三
のの
六六

操操
炉炉
工工

三三
のの
八八

鍛鍛

工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
八
〇

二
一
〇

七
〇

１
工
業
数
学

◎

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
鉄
鋼
製
造
大
意

◎

◎

５
圧
延
伸
長
法

◎

◎

５
鍛
造
を
主
と
し
型
鍛
造
を
含
む

６
金
属
材
料

◎

◎

６
熱
処
理
を
含
む

７
燃
料
及
び
燃
焼

◎

８
電
気
工
学
大
意

◎

８
鍛
造
用
原
図
を
含
む

９
機
械
工
学
大
意

◎

製

図

◎

10
四
、
実

技

一
、
一
五
五

一
、
一
五
五

一
、
一
五
五

１
基
本
実
習

ａ
工
具
器
具
使
用
法

ｂ
計

測

ｃ
火
造
基
本
作
業

ｃ
伸
し
、
曲
げ
、
す
え
こ
み
、
せ
ぎ
り
、

切
断
、
目
打
、
鍛
接
等

ｄ
熱
処
理
基
本
作
業

ｅ
火
床
基
本
取
扱
法

ｆ
各
種
鍛
造
機
械
基
本
作
業

ｇ
安
全
作
業
法

２
応
用
実
習

ａ
材
料
取
り

ａ
材
料
計
算
法
を
含
む

ｂ
炉
取
扱
法

ｂ
反
射
炉
、
重
油
炉
を
含
む

ｃ
簡
単
な
る
工
具
製
作

ｄ
機
械
部
品
製
作

ｅ
製
品
検
査

三三
のの
九九

刃刃
物物
工工

三三
のの
一一
〇〇

金金
属属
溶溶
融融
工工

三三
のの
一一
一一

鋳鋳
物物
工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
八
〇

二
八
〇

一
四
〇

１
工
業
数
学

◎

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
機
械
工
学
大
意

◎

５
機
械
工
作
法

◎

◎

５
鋳
物
の
機
械
加
工
、
溶
接
、
熱
処
理
等

６
鋳
造
法

◎

◎

◎

６
こ
れ
に
必
要
な
電
気
工
学
を
含
む

７
金
属
材
料

◎

◎

８
製

図

◎

８
鋳
物
用
原
図
を
含
む

四
、
実

技

一
、
〇
八
五

一
、
〇
八
五

一
、
二
二
五

１
基
本
実
習

ａ
工
具
器
具
使
用
法

ｂ
現
型
基
本
作
業

ｃ
ひ
き
型
基
本
作
業

ｄ
か
き
型
基
本
作
業

ｅ
乾
燥
型
基
本
作
業

ｆ
中
子
基
本
作
業

ｇ
安
全
作
業
法

２
応
用
実
習

ａ
機
械
部
品
（
第
一
部
）

ａ
小
物
を
主
と
し
複
雑
な
中
型
品
の
現
型

に
よ
る
生
型
及
び
乾
燥
型
の
製
作

ｂ
機
械
部
品
（
第
二
部
）

ｂ
複
雑
な
中
子
を
有
し
或
は
三
重
以
上
の

わ
く
を
組
み
合
わ
せ
る
複
雑
な
型
の
製
作

ｃ
溶
融
炉
取
扱
法

ｄ
製
品
処
理
作
業

ｄ
鋳
張
、
砂
落
し
、
サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
ト
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等
及
び
鋳
物
不
良
対
策
を
含
む

ｅ
製
品
検
査

三三
のの
一一
二二

木木
型型
工工

三三
のの
一一
三三

板板
金金
工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
八
〇

二
一
〇

七
〇

１
工
業
数
学

◎

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
機
械
工
学
大
意

◎

５
機
械
工
作
法

◎

◎

◎

５
板
金
工
作
法
（
薄
板
溶
接
法
も
含
む
）
を

６
金
属
材
料

◎

◎

主
と
す
る

７
材
料
力
学

◎

８
製

図

◎

◎

四
、
実

技

一
、
〇
八
五

一
、
一
五
五

一
、
二
二
五

１
基
本
実
習

ａ
工
具
器
具
使
用
法

ｂ
計
測
及
び
ケ
ガ
キ

ｃ
仕
上
基
本
作
業

ｄ
機
械
使
用
法

ｅ
切
断
基
本
作
業

ｆ
折
曲
基
本
作
業

ｇ
ひ
ず
み
取
基
本
作
業

ｈ
絞
り
基
本
作
業

ｉ
接
合
作
業

ｊ
締
絞
基
本
作
業

ｋ
溶
接
及
び
ろ
う
付
基
本
作
業

ｌ
安
全
作
業
法

２
応
用
実
習

ａ
原
図
及
び
板
取
作
業

ｂ
板
金
部
品
加
工
作
業

ｃ
板
金
組
立
作
業

ｄ
製
品
検
査

三三
のの
一一
四四

金金
属属
ププ
レレ
スス
工工

三三
のの
一一
五五

製製
かか
んん
工工

三三
のの
一一
六六

電電
弧弧
溶溶
接接
工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
八
〇

二
八
〇

一
四
〇

１
工
業
数
学

◎

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
機
械
工
学
大
意

◎

５
電
気
工
学
大
意

◎

◎

６
機
械
工
作
法

◎

◎

７
溶

接

法

◎

◎

◎

７
溶
接
概
論
、
溶
接
設
計
法
、
溶
接
法
、

溶
接
機
取
扱
法
、
ガ
ス
切
断
法

８
金
属
材
料

◎

◎

８
溶
接
望
及
び
溶
接
部
性
質
の
概
要
並

び
に
熱
処
理
を
含
む

９
法

規

◎

８
製

図

◎

◎

四
、
実

技

一
、
〇
八
五

一
、
〇
八
五

一
、
一
九
〇

１
基
本
実
習

ａ
工
具
器
具
使
用
法

ｂ
切
断
基
本
作
業

ｃ
溶
接
各
種
運
行
法

ｃ
下
向
、
す
み
、
う
ず
巻
、
肉
盛
運
行

ｄ
水
平
溶
接
基
本
作
業

等

ｅ
内
外
す
み
溶
接
基
本
作
業

ｆ
傾
斜
溶
接
基
本
作
業

ｇ
垂
直
溶
接
基
本
作
業

ｈ
上
向
溶
接
基
本
作
業

ｉ
ひ
ず
み
防
止
基
本
作
業

ｊ
安
全
作
業
法

２
応
用
実
習

ａ
機
械
部
品
、
構
造
物
部
品
溶
接
作
業

ｂ
溶
接
組
立
、
修
了
作
業

ｃ
板
金
組
立
作
業

ｄ
製
品
検
査

三三
のの
一一
七七

ガガ
スス
溶溶
接接
工工
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等
及
び
鋳
物
不
良
対
策
を
含
む

ｅ
製
品
検
査

三三
のの
一一
二二

木木
型型
工工

三三
のの
一一
三三

板板
金金
工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
八
〇

二
一
〇

七
〇

１
工
業
数
学

◎

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
機
械
工
学
大
意

◎

５
機
械
工
作
法

◎

◎

◎

５
板
金
工
作
法
（
薄
板
溶
接
法
も
含
む
）
を

６
金
属
材
料

◎

◎

主
と
す
る

７
材
料
力
学

◎

８
製

図

◎

◎

四
、
実

技

一
、
〇
八
五

一
、
一
五
五

一
、
二
二
五

１
基
本
実
習

ａ
工
具
器
具
使
用
法

ｂ
計
測
及
び
ケ
ガ
キ

ｃ
仕
上
基
本
作
業

ｄ
機
械
使
用
法

ｅ
切
断
基
本
作
業

ｆ
折
曲
基
本
作
業

ｇ
ひ
ず
み
取
基
本
作
業

ｈ
絞
り
基
本
作
業

ｉ
接
合
作
業

ｊ
締
絞
基
本
作
業

ｋ
溶
接
及
び
ろ
う
付
基
本
作
業

ｌ
安
全
作
業
法

２
応
用
実
習

ａ
原
図
及
び
板
取
作
業

ｂ
板
金
部
品
加
工
作
業

ｃ
板
金
組
立
作
業

ｄ
製
品
検
査

三三
のの
一一
四四

金金
属属
ププ
レレ
スス
工工

三三
のの
一一
五五

製製
かか
んん
工工

三三
のの
一一
六六

電電
弧弧
溶溶
接接
工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
八
〇

二
八
〇

一
四
〇

１
工
業
数
学

◎

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
機
械
工
学
大
意

◎

５
電
気
工
学
大
意

◎

◎

６
機
械
工
作
法

◎

◎

７
溶

接

法

◎

◎

◎

７
溶
接
概
論
、
溶
接
設
計
法
、
溶
接
法
、

溶
接
機
取
扱
法
、
ガ
ス
切
断
法

８
金
属
材
料

◎

◎

８
溶
接
望
及
び
溶
接
部
性
質
の
概
要
並

び
に
熱
処
理
を
含
む

９
法

規

◎

８
製

図

◎

◎

四
、
実

技

一
、
〇
八
五

一
、
〇
八
五

一
、
一
九
〇

１
基
本
実
習

ａ
工
具
器
具
使
用
法

ｂ
切
断
基
本
作
業

ｃ
溶
接
各
種
運
行
法

ｃ
下
向
、
す
み
、
う
ず
巻
、
肉
盛
運
行

ｄ
水
平
溶
接
基
本
作
業

等

ｅ
内
外
す
み
溶
接
基
本
作
業

ｆ
傾
斜
溶
接
基
本
作
業

ｇ
垂
直
溶
接
基
本
作
業

ｈ
上
向
溶
接
基
本
作
業

ｉ
ひ
ず
み
防
止
基
本
作
業

ｊ
安
全
作
業
法

２
応
用
実
習

ａ
機
械
部
品
、
構
造
物
部
品
溶
接
作
業

ｂ
溶
接
組
立
、
修
了
作
業

ｃ
板
金
組
立
作
業

ｄ
製
品
検
査

三三
のの
一一
七七

ガガ
スス
溶溶
接接
工工
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三三
のの
一一
八八

メメ
ッッ
キキ
工工

三三
のの
一一
九九

熱熱
処処
理理
工工

三三
のの
二二
〇〇

鉛鉛

工工

四四
のの
一一

電電
線線
被被
装装
工工

四四
のの
二二

ケケ
ーー
ブブ
ルル
接接
続続
工工

四四
のの
三三

電電
路路
工工

四四
のの
四四

電電
機機
運運
転転
工工

四四
のの
五五

電電
機機
組組
立立
工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

四
二
〇

四
二
〇

一
七
五

１
工
業
数
学

◎

◎

１
代
数
、
幾
何
、
三
角
法
、
微
積
分
初
歩

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
電
気
理
論

◎

５
機
械
工
学
大
意

◎

６
電
気
機
械
器
具

◎

◎

６
電
気
測
定
を
含
む

７
工

作

法

◎

８
材

料

◎

９
材
料
力
学

◎

◎

電
力
応
用

◎

10
法

規

◎

◎

◎

11
製

図

◎

◎

◎

12
四
、
実

技

九
四
五

九
四
五

一
、
一
九
〇

１
基
本
実
習

ａ
工
具
器
具
使
用
法

ｂ
仕
上
基
本
作
業

ｃ
計
測
及
び
ケ
ガ
キ

ｄ
板
金
基
本
作
業

ｅ
機
械
基
本
作
業

ｆ
火
造
基
本
作
業

ｇ
溶
接
基
本
作
業

ｈ
ろ
う
付
基
本
作
業

ｉ
巻
線
絶
縁
作
業

ｊ
安
全
作
業
法

２
応
用
実
習

ａ
現
場
配
置
作
業

ｂ
現
場
組
立
作
業

ｃ
現
場
巻
線
、
絶
縁
作
業

ｃ
分
解
、
掃
除
及
び
修
理
を
含
む

ｄ
電
気
試
験

四四
のの
六六

通通
信信
機機
組組
立立
工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

四
二
〇

四
二
〇

一
七
五

１
工
業
数
学

◎

◎

１
代
数
、
幾
何
、
三
角
法
、
微
積
分
初
歩

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
電
気
理
論

◎

５
電
気
通
信
機
械

◎

◎

５
電
気
測
定
を
含
む

６
真
空
管
工
学

◎

◎

７
工
作
法

◎

８
材

料

◎

９
材
料
力
学

◎

◎

電
気
応
用

◎

10
法

規

◎

11
製

図

◎

◎

◎

12
四
、
実

技

九
四
五

九
四
五

一
、
一
九
〇

１
基
本
実
習

ａ
工
具
器
具
使
用
法

ｈ
仕
上
基
本
作
業

ｃ
計
測
及
び
け
が
き

ｄ
板
金
基
本
作
業

ｅ
機
械
基
本
作
業

ｆ
火
造
基
本
作
業

ｇ
溶
接
基
本
作
業

ｈ
ろ
う
付
基
本
作
業

ｉ
巻
線
絶
縁
作
業

ｊ
安
全
作
業
法

２
応
用
実
習

ａ
現
場
配
線
作
業
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ｂ
現
場
組
立
作
業

ｃ
現
場
巻
線
、
絶
縁
作
業

ｃ
分
解
、
掃
除
及
び
修
理
を
含
む

ｄ
電
気
試
験

四四
のの
七七

特特
殊殊
真真
空空
管管
工工

四四
のの
八八

電電
気気
製製
図図
工工

五五
のの
一一

光光
学学
機機
器器
工工

五五
のの
二二

計計
測測
機機
器器
工工

五五
のの
三三

時時
計計
工工

五五
のの
四四

理理
化化
学学
器器
械械
工工

五五
のの
五五

レレ
ンン
ズズ
研研
まま
工工

六六
のの
一一

機機
械械
工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
八
〇

二
一
〇

一
七
五

１
工
業
数
学

◎

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
機
械
工
学
大
意

◎

５
電
気
工
学
大
意

◎

６
機
械
工
作
法

◎

◎

７
金
属
材
料

◎

◎

８
材
料
力
学

◎

９
機
構
学

◎

製

図

◎

◎

10
四
、
実

技

一
、
〇
八
五

一
、
一
五
五

一
、
一
九
〇

１
基
本
実
習

ａ
工
具
使
用
法

ｂ
計
測
及
び
ケ
ガ
キ

ｃ
仕
上
基
本
作
業

ｄ
各
種
工
作
機
械
基
本
作
業

ｅ
刃
物
研
ま
作
業

ｆ
安
全
作
業
法

２
応
用
実
習

２
は
そ
れ
ぞ
れ
専
門
機
械
に
つ
い
て

乃
a

ａ
機
械
部
品
製
作

至
ｅ
事
項
を
教
習
す
る
こ
と

ｂ
精
度
検
査

ｃ
機
械
調
整

ｄ
冶
具
使
用
法

ｅ
製
品
検
査

六六
のの
二二

仕仕
上上
工工

六六
のの
三三

冶冶
工工
具具
仕仕
上上
工工

六六
のの
四四

機機
械械
検検
査査
工工

六六
のの
五五

機機
械械
組組
立立
工工

六六
のの
六六

内内
燃燃
機機
関関
組組
立立
工工

六六
のの
七七

機機
械械
運運
転転
工工

六六
のの
八八

汽汽
かか
んん
工工

六六
のの
九九

起起
重重
機機
運運
転転
工工

六六
のの
一一
〇〇

機機
械械
塗塗
装装
工工

六六
のの
一一
一一

木木

工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
八
〇

二
一
〇

一
七
五

１
工
業
数
学

◎

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
機
械
工
学
大
意

◎

５
電
気
工
学
大
意

◎

６
工
作
法

◎

◎

７
木
工
機
械

◎

◎

８
塗

装

法

◎

９
材

料

◎

◎

９
機
構
学

◎

材
料
力
学

◎

10
製

図

◎

◎

11
四
、
実

技

一
、
一
五
五

一
、
一
五
五

一
、
二
六
〇

１
基
本
実
習

ａ
製
材
品
仕
分
整
理
及
び
処
理
法

ｂ
工
具
使
用
法

ｃ
計
測
及
び
ケ
ガ
キ

ｄ
木
工
機
械
基
本
作
業

ｅ
安
全
作
業
法
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ｂ
現
場
組
立
作
業

ｃ
現
場
巻
線
、
絶
縁
作
業

ｃ
分
解
、
掃
除
及
び
修
理
を
含
む

ｄ
電
気
試
験

四四
のの
七七

特特
殊殊
真真
空空
管管
工工

四四
のの
八八

電電
気気
製製
図図
工工

五五
のの
一一

光光
学学
機機
器器
工工

五五
のの
二二

計計
測測
機機
器器
工工

五五
のの
三三

時時
計計
工工

五五
のの
四四

理理
化化
学学
器器
械械
工工

五五
のの
五五

レレ
ンン
ズズ
研研
まま
工工

六六
のの
一一

機機
械械
工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
八
〇

二
一
〇

一
七
五

１
工
業
数
学

◎

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
機
械
工
学
大
意

◎

５
電
気
工
学
大
意

◎

６
機
械
工
作
法

◎

◎

７
金
属
材
料

◎

◎

８
材
料
力
学

◎

９
機
構
学

◎

製

図

◎

◎

10
四
、
実

技

一
、
〇
八
五

一
、
一
五
五

一
、
一
九
〇

１
基
本
実
習

ａ
工
具
使
用
法

ｂ
計
測
及
び
ケ
ガ
キ

ｃ
仕
上
基
本
作
業

ｄ
各
種
工
作
機
械
基
本
作
業

ｅ
刃
物
研
ま
作
業

ｆ
安
全
作
業
法

２
応
用
実
習

２
は
そ
れ
ぞ
れ
専
門
機
械
に
つ
い
て

乃
a

ａ
機
械
部
品
製
作

至
ｅ
事
項
を
教
習
す
る
こ
と

ｂ
精
度
検
査

ｃ
機
械
調
整

ｄ
冶
具
使
用
法

ｅ
製
品
検
査

六六
のの
二二

仕仕
上上
工工

六六
のの
三三

冶冶
工工
具具
仕仕
上上
工工

六六
のの
四四

機機
械械
検検
査査
工工

六六
のの
五五

機機
械械
組組
立立
工工

六六
のの
六六

内内
燃燃
機機
関関
組組
立立
工工

六六
のの
七七

機機
械械
運運
転転
工工

六六
のの
八八

汽汽
かか
んん
工工

六六
のの
九九

起起
重重
機機
運運
転転
工工

六六
のの
一一
〇〇

機機
械械
塗塗
装装
工工

六六
のの
一一
一一

木木

工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
八
〇

二
一
〇

一
七
五

１
工
業
数
学

◎

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
機
械
工
学
大
意

◎

５
電
気
工
学
大
意

◎

６
工
作
法

◎

◎

７
木
工
機
械

◎

◎

８
塗

装

法

◎

９
材

料

◎

◎

９
機
構
学

◎

材
料
力
学

◎

10
製

図

◎

◎

11
四
、
実

技

一
、
一
五
五

一
、
一
五
五

一
、
二
六
〇

１
基
本
実
習

ａ
製
材
品
仕
分
整
理
及
び
処
理
法

ｂ
工
具
使
用
法

ｃ
計
測
及
び
ケ
ガ
キ

ｄ
木
工
機
械
基
本
作
業

ｅ
安
全
作
業
法
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２
応
用
実
習

ａ
部
品
加
工
作
業

ｂ
木
工
機
械
作
業

ｃ
木
材
乾
燥
作
業

ｄ
接
着
作
業

ｅ
塗
装
作
業

ｆ
木
工
機
械
調
整
及
び
刃
物
研
ま

ｇ
製
品
検
査

六六
のの
一一
二二

針針
布布
工工

六六
のの
一一
三三

製製
針針
工工

六六
のの
一一
四四

機機
械械
製製
図図
工工

七七
のの
一一

造造
船船
ぎぎ
装装
工工

七七
のの
二二

電電
気気
ぎぎ
装装
工工

七七
のの
三三

鉄鉄

工工

七七
のの
四四

銅銅

工工

七七
のの
五五

ドド
ッッ
クク
工工

七七
のの
六六

船船
台台
大大
工工

七七
のの
七七

船船
具具
工工

七七
のの
八八

造造
船船
木木
工工

七七
のの
九九

船船
大大
工工

七七
のの
一一
〇〇

現現
図図
工工

七七
のの
一一
一一

造造
船船
製製
図図
工工

八八
のの
一一

内内
燃燃
自自
動動
車車
工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
八
〇

二
一
〇

一
七
五

１
工
業
数
学

◎

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
自
動
車
工
学

◎

◎

４
自
動
車
整
備
方
法
を
含
む

４
機
械
工
学
大
意

◎

５
機
械
工
作
法

◎

６
自
動
車
電
気
装
置

◎

◎

７
材

料

◎

７
塗
料
を
含
む

８
材
料
力
学

◎

９
機
構
学

◎

製

図

◎

10
四
、
実

技

一
、
〇
八
五

一
、
〇
八
五

一
、
一
九
〇

１
基
本
実
習

ａ
洗
じ
ょ
う

ｂ
工
具
器
具
使
用
法

ｃ
計

測

ｃ
噴
射
ポ
ン
プ
、
噴
射
弁
を
含
む

ｄ
仕
上
基
太
作
業

ｄ
手
仕
上
、
機
械
仕
上

ｅ
火
造
器
本
作
業

ｆ
板
金
結
本
作
業

ｇ
溶
接
溶
接
基
本
作
業

ｈ
安
全
作
業
法

２
応
用
実
習

ａ
分
解
組
立
作
業

ｂ
機
関
部
修
理
作
業

ｃ
車
体
部
修
理
作
業

ｄ
車
台
部
修
理
作
業

ｅ
調
整
作
業

ｆ
電
気
配
線
作
業

ｇ
完
成
検
査
及
び
試
運
転

八八
のの
二二

電電
気気
自自
動動
車車

八八
のの
三三

自自
転転
車車
工工

八八
のの
四四

車車
両両
木木
工工

八八
のの
五五

内内
張張
工工

九九
のの
一一

酸酸
アア
ルル
カカ
リリ
工工

九九
のの
二二

無無
機機
薬薬
品品
工工

九九
のの
三三

圧圧
縮縮
及及
びび
液液
化化
ガガ
スス
工工

九九
のの
四四

電電
炉炉
製製
品品
工工

九九
のの
五五

特特
殊殊
ガガ
ララ
スス
工工

九九
のの
六六

ガガ
ララ
スス
製製
品品
工工

九九
のの
七七

窯窯
業業
焼焼
成成
工工

九九
のの
八八

産産
業業
火火
薬薬
工工

九九
のの
九九

高高
圧圧
合合
成成
工工

九九
のの
一一
〇〇

合合
成成
樹樹
脂脂
工工

九九
のの
一一
一一

ガガ
スス
発発
生生
炉炉
工工
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九九
のの
一一
二二

有有
機機
合合
成成
工工

九九
のの
一一
三三

塗塗
料料
工工

九九
のの
一一
四四

油油
脂脂
工工

九九
のの
一一
五五

硝硝
化化
綿綿
及及
びび
セセ
ルル
ロロ
イイ
ドド
工工

九九
のの
一一
六六

パパ
ルル
ププ
工工

九九
のの
一一
七七

製製
紙紙
工工

九九
のの
一一
八八

はは
っっ
酵酵
製製
品品
工工

九九
のの
一一
九九

化化
学学
分分
析析
工工

一一
〇〇
のの
一一

大大

工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
一
〇

二
一
〇

一
七
五

１
工
業
数
学

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

３
実
用
外
国
語

◎

４
工
作
法

◎

◎

４
型
わ
く
工
作
法
を
含
む

５
材

料

◎

６
規

矩

学

◎

７
施

行

法

◎

◎

８
建
設
工
学
大
意

◎

◎

８
建
築
法
規
を
含
む

９
建
築
構
造
学

◎

仕
様
見
積

◎

◎

10
設
計
及
び
製
図

◎

◎

◎

11
四
、
実

技

一
、
一
五
五

一
、
一
五
五

一
、
二
六
〇

１
基
本
実
習

ａ
工
具
使
用
法

手
入
れ
を
含
む

ｂ
仮
設
工
事

ｃ
型
わ
く
工
事

ｄ
遺
形
墨
出

ｅ
木
造
軸
組

ｆ
下
地
木
工
事

ｇ
造
作
工
事

ｈ
関
連
作
業

ｈ
簡
単
な
る
地
形
足
場
作
業

ｉ
安
全
作
業
法

２
応
用
実
習

ａ
建
築
材
料
取
扱

ｂ
作
業
段
取

ｃ
工

作

ｄ
建

方

ｅ
足
場
作
業

ｆ
養

生

一一
○○
のの
二二

建建
具具
工工

一一
〇〇
のの
三三

家家
具具
工工

一一
〇〇
のの
四四

塗塗
装装
工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
一
〇

二
一
〇

一
〇
五

１
工
業
数
学

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
塗
装
法

◎

◎

５
材

料

◎

◎

５
塗
料
を
主
と
す

６
意
匠
図
案

◎

◎

◎

７
美
術
工
芸
史

◎

◎

８
建
築
構
造
学

◎

四
、
実

技

一
、
一
五
五

一
、
一
五
五

一
、
二
六
〇

１
基
本
実
習

ａ
工
具
使
用
法

ｂ
絵
画
及
び
図
案

ｃ
塗
料
の
色
合
、
調
合

ｄ
下
地
塗
基
本
作
業

ｅ
上
塗
基
本
作
業

ｆ
安
全
作
業
法

２
応
用
実
習

ａ
家
具
塗
装
作
業

ｂ
建
造
物
塗
装
作
業

ｃ
足
場
作
業

ｄ
養

生

一一
〇〇
のの
五五

左左
官官
工工

一一
〇〇
のの
六六

タタ
イイ
ルル
張張
工工
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九九
のの
一一
二二

有有
機機
合合
成成
工工

九九
のの
一一
三三

塗塗
料料
工工

九九
のの
一一
四四

油油
脂脂
工工

九九
のの
一一
五五

硝硝
化化
綿綿
及及
びび
セセ
ルル
ロロ
イイ
ドド
工工

九九
のの
一一
六六

パパ
ルル
ププ
工工

九九
のの
一一
七七

製製
紙紙
工工

九九
のの
一一
八八

はは
っっ
酵酵
製製
品品
工工

九九
のの
一一
九九

化化
学学
分分
析析
工工

一一
〇〇
のの
一一

大大

工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
一
〇

二
一
〇

一
七
五

１
工
業
数
学

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

３
実
用
外
国
語

◎

４
工
作
法

◎

◎

４
型
わ
く
工
作
法
を
含
む

５
材

料

◎

６
規

矩

学

◎

７
施

行

法

◎

◎

８
建
設
工
学
大
意

◎

◎

８
建
築
法
規
を
含
む

９
建
築
構
造
学

◎

仕
様
見
積

◎

◎

10
設
計
及
び
製
図

◎

◎

◎

11
四
、
実

技

一
、
一
五
五

一
、
一
五
五

一
、
二
六
〇

１
基
本
実
習

ａ
工
具
使
用
法

手
入
れ
を
含
む

ｂ
仮
設
工
事

ｃ
型
わ
く
工
事

ｄ
遺
形
墨
出

ｅ
木
造
軸
組

ｆ
下
地
木
工
事

ｇ
造
作
工
事

ｈ
関
連
作
業

ｈ
簡
単
な
る
地
形
足
場
作
業

ｉ
安
全
作
業
法

２
応
用
実
習

ａ
建
築
材
料
取
扱

ｂ
作
業
段
取

ｃ
工

作

ｄ
建

方

ｅ
足
場
作
業

ｆ
養

生

一一
○○
のの
二二

建建
具具
工工

一一
〇〇
のの
三三

家家
具具
工工

一一
〇〇
のの
四四

塗塗
装装
工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
一
〇

二
一
〇

一
〇
五

１
工
業
数
学

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

◎

３
実
用
外
国
語

◎

◎

４
塗
装
法

◎

◎

５
材

料

◎

◎

５
塗
料
を
主
と
す

６
意
匠
図
案

◎

◎

◎

７
美
術
工
芸
史

◎

◎

８
建
築
構
造
学

◎

四
、
実

技

一
、
一
五
五

一
、
一
五
五

一
、
二
六
〇

１
基
本
実
習

ａ
工
具
使
用
法

ｂ
絵
画
及
び
図
案

ｃ
塗
料
の
色
合
、
調
合

ｄ
下
地
塗
基
本
作
業

ｅ
上
塗
基
本
作
業

ｆ
安
全
作
業
法

２
応
用
実
習

ａ
家
具
塗
装
作
業

ｂ
建
造
物
塗
装
作
業

ｃ
足
場
作
業

ｄ
養

生

一一
〇〇
のの
五五

左左
官官
工工

一一
〇〇
のの
六六

タタ
イイ
ルル
張張
工工
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一一
〇〇
のの
七七

配配
管管
工工

一一
〇〇
のの
八八

石石

工工

一一
〇〇
のの
九九

築築
炉炉
工工

一一
〇〇
のの
一一
〇〇

屋屋
根根
ふふ
きき
工工

一一
〇〇
のの
一一
一一

表表
具具
工工

一一
〇〇
のの
一一
二二

畳畳
工工

〇〇
のの
一一

印印
刷刷
工工

〇〇
のの
二二

製製
本本
工工

〇〇
のの
三三

製製
革革
工工

〇〇
のの
四四

くく
つつ
工工

〇〇
のの
五五

製製
パパ
ンン
工工

〇〇
のの
六六

おお
けけ
たた
るる
工工

一
、
社

会

科

七
〇

七
〇

七
〇

二
、
体

育

三
五

三
五

三
五

三
、
関
連
学
科

二
一
〇

二
一
〇

一
四
〇

１
工
業
数
学

◎

２
物
理
及
び
化
学

◎

３
実
用
外
国
語

◎

４
工

作

法

◎

◎

◎

５
材

料

◎

◎

◎

６
木
工
機
械

◎

◎

７
材
料
力
学

◎

◎

四
、
実

技

一
、
一
五
五

一
、
一
五
五

一
、
二25

１
基
本
実
習

ａ
製
材
品
仕
分
及
び
整
理
法

ｂ
木
工
具
製
作
法
及
び
使
用
法

ｃ
木
工
機
械
使
用
法

ｄ
木
材
加
工
基
本
作
業

ｅ
木
材
接
合
法

ｆ
木
取
作
業

ｇ
取
立
作
業

ｈ
仕
上
作
業

ｉ
た
が
製
作
法

ｊ
材
料
選
別
法

ｋ
安
全
作
業
法

２
応
用
実
習

ａ
丸
小
お
け

ｂ
小
判
お
け

ｃ
た

ら

い

ｄ
風
呂
お
け

ｅ
飯

び

つ

ｆ
製
品
検
査

二

前
号
の
表
中
社
会
科
及
び
体
育
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

社
会
科

労
働
法
、
安
全
衛
生
、
作
業
と
能
率
そ
の
他
一
般
教
養
に
関
す
る
事
項

体
育

き
形
的
発
逹
の
防
止
、
疲
労
の
回
復
、
運
動
能
力
の
助
長
そ
の
他
心
身
の
健
全
な
発
達
に
関
す
る
事
項

三

使
用
者
は
、
第
一
号
の
表
に
定
め
る
教
習
事
項
の
基
準
を
下
ら
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
当
該
事
業
場
に
必
要

な
変
更
を
加
え
た
教
習
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

昭
和
二
七
年
五
月
二
七
日

〔
四
─
三
─
一
六
〕
労
働
省
令
第
一
〇
号

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
き
、
技
能
者

養
成
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

別
表
第
一
中
「

二
の
八

洋
服
裁
縫
工

洋
服
の
製
図
、
裁
断
及
び
縫
製
に
お
け
る
縫
製

三
年

を

に
お
け
る
技
能

」

洋
服
（
婦
人
子
供
服
を
除
く
。）
の
製

「

二
の
八

図
、
裁
断
及
び
縫
製
に
お
け
る
技
能

三
年

改
め
る
。

二
の
九

婦
人
子
供
服
の
デ
ザ
イ
ン
、
製
図
、
裁

三
年

断
及
び
縫
製
に
お
け
る
技
能

」

附

則

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
施
行
の
際
、
現
に
洋
服
栽
縫
工
に
つ
い
て
労
働
基
準
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
認

可
を
受
け
た
使
用
者
は
、
洋
服
工
に
つ
い
て
同
法
同
条
同
項
の
認
可
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。
但

し
、
洋
裁
工
に
つ
い
て
同
法
同
条
同
項
の
認
可
を
受
け
た
者
と
み
な
す
こ
と
に
つ
い
て
労
働
基
準

監
督
署
長
の
認
定
を
受
け
た
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

こ
の
省
令
施
行
の
際
、
現
に
洋
服
裁
縫
工
に
つ
い
て
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
受
け
た
者
は
、

洋
服
工
に
つ
い
て
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。
但
し
、
洋
裁
工
に
つ
い
て

技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
受
け
た
者
と
み
な
す
こ
と
に
つ
い
て
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
認
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定
を
受
け
た
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

昭
和
二
七
年
五
月
二
八
日

〔
四
─
三
─
一
七
〕
労
働
省
告
示
第
九
号

教教
習習
事事
項項
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
告告
示示

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
労
働
省
令
第
六
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
き
、
教
習
事

項
の
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
労
働
省
告
示
第
九
号
）
の
一
部
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

二
の
八
洋
服
裁
縫
工
の
項
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
改
め
る
。

二二
のの
八八

洋洋
服服
工工
（
編
注
：
以
下
、
教
習
事
項
を
略
し
た
。）

同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

二二
のの
九九

洋洋
裁裁
工工

昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日

〔
四
─
三
─
一
八
〕
法
律
第
二
八
七
号

労労
働働
基基
準準
法法
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
法法
律律

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
編
注
：
中
略
）

第
七
十
条
第
二
項
中
「
危
険
有
害
業
務
の
就
業
制
限
に
関
す
る
規
定
」
の
下
に
「
並
び
に
第

六
十
四
条
の
坑
内
労
働
の
禁
止
に
関
す
る
規
定
（
満
十
六
才
以
上
の
男
子
に
係
わ
る
も
の
に
限

る
。
）
」
を
加
え
る
。

（
編
注
：
中
略
）

附附

則則

１

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
編
注
：
以
下
略
）

昭
和
二
七
年
八
月
五
日

〔
四
─
三
─
一
九
〕
労
働
省
令
第
一
六
号

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
き
、
技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
労
働
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三

就
業
可
能
業
務
及
び
防
護
方
法
基
準
の
表

（
編
注
：
技
能
名
だ
け
の
職
種
は
技
能
の
就
業
制
限
内
容
等
は
略
し
た
。）

技

能

就
業
を
制
限
さ
れ
て
い
る
業
務
（
根
拠
規
定
）

同
上
中
技
能
習
得
者
を
就
業
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
業
務

同
上
の
指
定
業
務
就
業
に
つ
い
て
必
要
な
防
護
の
方
法
の
基
準

一
の
一

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭

と
石
車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
業
務

工
具
研
ま
機
の
と
石
車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
作
業

指
導
員
の
安
全
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
重
な

鎚
金
師

和
二
十
二
年
労
働
省
令
第

監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

九
号
。
以
下
安
全
衛
生
と

い
う
。）

第
四
十
五
条
第
十
号

女
子
年
少
者
労
働
基
準
規

水
銀
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
青

一
、
水
銀
メ
ッ
キ
作
業

一
、
作
業
に
必
要
な
最
小
限
の
量
を
与
え
指
導
員
の
安
全
衛
生

則(

昭
和
二
十
二
労
働
省

酸
、
か
性
ア
ル
カ
リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な

二
、
青
酸
カ
リ
を
用
い
る
工
具
の
焼
入
作
業

作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
重
な
監
督
の
下
に

令
第
八
号
。
以
下
安
全
衛

も
の
を
取
扱
う
業
務

三
、
塩
酸
を
用
い
る
青
銅
の
細
工
作
業

作
業
さ
せ
る
こ
と
。

生
と
い
う
。)

四
、
三
塩
化
ひ
素
を
用
い
る
着
色
作
業

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
こ
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定
を
受
け
た
者
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

昭
和
二
七
年
五
月
二
八
日

〔
四
─
三
─
一
七
〕
労
働
省
告
示
第
九
号

教教
習習
事事
項項
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
告告
示示

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
労
働
省
令
第
六
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
き
、
教
習
事

項
の
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
労
働
省
告
示
第
九
号
）
の
一
部
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

二
の
八
洋
服
裁
縫
工
の
項
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
改
め
る
。

二二
のの
八八

洋洋
服服
工工
（
編
注
：
以
下
、
教
習
事
項
を
略
し
た
。）

同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

二二
のの
九九

洋洋
裁裁
工工

昭
和
二
七
年
七
月
三
一
日

〔
四
─
三
─
一
八
〕
法
律
第
二
八
七
号

労労
働働
基基
準準
法法
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
法法
律律

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
編
注
：
中
略
）

第
七
十
条
第
二
項
中
「
危
険
有
害
業
務
の
就
業
制
限
に
関
す
る
規
定
」
の
下
に
「
並
び
に
第

六
十
四
条
の
坑
内
労
働
の
禁
止
に
関
す
る
規
定
（
満
十
六
才
以
上
の
男
子
に
係
わ
る
も
の
に
限

る
。
）
」
を
加
え
る
。

（
編
注
：
中
略
）

附附

則則

１

こ
の
法
律
は
、
昭
和
二
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
編
注
：
以
下
略
）

昭
和
二
七
年
八
月
五
日

〔
四
─
三
─
一
九
〕
労
働
省
令
第
一
六
号

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
き
、
技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
労
働
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三

就
業
可
能
業
務
及
び
防
護
方
法
基
準
の
表

（
編
注
：
技
能
名
だ
け
の
職
種
は
技
能
の
就
業
制
限
内
容
等
は
略
し
た
。）

技

能

就
業
を
制
限
さ
れ
て
い
る
業
務
（
根
拠
規
定
）

同
上
中
技
能
習
得
者
を
就
業
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
業
務

同
上
の
指
定
業
務
就
業
に
つ
い
て
必
要
な
防
護
の
方
法
の
基
準

一
の
一

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭

と
石
車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
業
務

工
具
研
ま
機
の
と
石
車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
作
業

指
導
員
の
安
全
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
重
な

鎚
金
師

和
二
十
二
年
労
働
省
令
第

監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

九
号
。
以
下
安
全
衛
生
と

い
う
。）

第
四
十
五
条
第
十
号

女
子
年
少
者
労
働
基
準
規

水
銀
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
青

一
、
水
銀
メ
ッ
キ
作
業

一
、
作
業
に
必
要
な
最
小
限
の
量
を
与
え
指
導
員
の
安
全
衛
生

則(

昭
和
二
十
二
労
働
省

酸
、
か
性
ア
ル
カ
リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な

二
、
青
酸
カ
リ
を
用
い
る
工
具
の
焼
入
作
業

作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
重
な
監
督
の
下
に

令
第
八
号
。
以
下
安
全
衛

も
の
を
取
扱
う
業
務

三
、
塩
酸
を
用
い
る
青
銅
の
細
工
作
業

作
業
さ
せ
る
こ
と
。

生
と
い
う
。)

四
、
三
塩
化
ひ
素
を
用
い
る
着
色
作
業

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
こ
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第
十
三
条
第
三
十
七
号

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
素
、
塩
素
、

と
。

女
子
年
少

青
酸
、
ア
ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
、

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ
た
部
分
を
充
分
に
洗

第
一
三
条
第
三
十
八
号

蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

わ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

第
十
四
条
第
十
号

女
子
年
少

ボ
イ
ラ
ー
製
造
等
強
烈
な
騒
音
を
発
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

鍛
金
の
た
が
ね
打
作
業

作
業
時
間
一
時
間
に
つ
き
十
分
間
の
休
息
時
間
を
設
け
休
息
時

第
十
三
条
第
五
十
号

間
中
は
作
業
場
内
に
止
ま
ら
せ
な
い
こ
と
。

一
の
二

彫
金
師

一
の
三

鋳
金
師

一
の
四

か
ざ
り
工

一
の
五

七
宝
工

一
の
六

宝
石
工

一
の
七

ガ
ラ
ス
工

一
の
八

陶
工

一
の
九

女
子
年
少

木
工
用
か
ん
な
機
短
軸
面
取
機
を
用
い
る
業
務

木
工
用
か
ん
な
機
を
使
用
す
る
作
業

一
、
安
全
装
置
を
完
備
さ
せ
る
こ
と
。

漆
工

第
十
三
条
第
三
十
一
号

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

二
、
指
導
者
の
厳
重
な
監
視
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

お
け
る
業
務

三
、
短
時
間
の
作
業
に
止
め
る
こ
と
。

第
一
四
条
第
九
号

女
子
年
少

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所

鋳
物
及
ダ
イ
カ
ス
ト
作
業

足
袋
及
び
ゴ
ム
裏
草
履
又
は
麻
裏
草
履
を
用
い
指
導
者
の
厳

第
十
三
条
第
四
十
六
号

に
お
け
る
業
務

重
な
監
視
の
下
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

第
一
四
条
第
十
一
号

一
の
十

編
組
工

一
の
一
一

木
彫
工

一
の
一
二

金
属
が
ん
具
工

二
の
二

紡
機
調
整
工

二
の
五

染
色
工

二
の
六

な
染
ロ
ー
ル
彫
刻
工

三
の
一

銑
鉄
工

三
の
二

製
鋼
工

三
の
三

非
鉄
金
属
精
錬
工

三
の
四

金
属
材
料
試
験
工

三
の
五

金
属
検
査
工

三
の
六

操
炉
工

三
の
七

圧
延
伸
長
工
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三
の
八

鍛
工

三
の
九

刃
物
工

三
の
一
〇

金
属
熔
融
工

三
の
一
一

安
全
衛
生

と
石
車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
業
務

仕
上
及
び
張
取
り
に
用
い
る
研
ま
機
の
と
石
車
の
取
替
及

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

鋳
物
工

第
四
十
五
条
第
十
号

び
試
運
転
の
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

安
全
衛
生

天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛
及
び
合
図
の
作
業

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
四
十
五
条
第
十
一
号

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛
又
は
合
図
の
作
業

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
三
条
第
二
十
号

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

第
十
四
条
第
五
号

女
子
年
少

水
銀
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
青

鋳
物
の
酸
し
ょ
く
に
用
い
る
硫
酸
等
の
取
扱
作
業

一
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
三
条
第
三
十
七
号

酸
、
か
性
ア
ル
カ
リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

も
の
を
取
扱
う
業
務

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間
を
超
え
な
い
こ

女
子
年
少

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
素
、
塩
素
、

鉛
合
金
及
び
ク
ロ
ー
ム
合
金
の
溶
融
作
業

と
。

第
十
三
条
第
三
十
八
号

青
酸
、
ア
ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
、

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ
た
部
分
を
充
分
に
洗

女
子
年
少

蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

わ
せ
る
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
号

女
子
年
少

土
石
、
獣
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場

サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
ト
作
業

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

第
十
三
条
第
四
十
四
号

所
に
お
け
る
業
務

女
子
年
少

ラ
ジ
ウ
ム
放
射
線
、
エ
ッ
ク
ス
線
そ
の
他
の
有
害
放
射
線
に
曝

一
、
金
属
熔
融
炉
内
の
監
視
作
業

一
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
三
条
第
四
十
五
号

さ
れ
る
業
務

二
、
熔
融
作
業
並
び
に
湯
汲
、
湯
運
び
及
び
注
湯
の
作
業

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
第
一
年
度
一
時
間
、
第

第
十
三
条
第
四
十
六
号

に
お
け
る
業
務

二
年
度
二
時
間
、
第
三
年
度
三
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

女
子
年
少

第
十
四
条
第
十
一
号

女
子
年
少

空
気
つ
ち
を
用
い
る
鋳
物
は
つ
り
作
業

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
こ

第
十
三
条
第
四
十
九
号

さ
く
岩
機
、
鋲
打
機
等
の
使
用
に
よ
っ
て
身
体
に
著
し
い
振
動

と
。

女
子
年
少

を
与
え
る
業
務

第
十
四
条
第
十
一
号

三
の
十
二

木
型
工

三
の
一
三

安
全
衛
生

電
弧
溶
接
の
業
務

電
弧
溶
接
作
業

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

板
金
工

第
四
十
五
条
第
十
三
号

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

動
力
に
よ
っ
て
運
転
す
る
圧
機
の
金
型
若
し
く
は
切
断
機
の
刃

金
属
板
の
打
抜
、
切
断
及
び
プ
レ
ス
の
作
業
に
用
い
る
動

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
十
三
条
第
二
十
五
号

部
の
調
整
又
は
掃
除
の
業
務

力
に
よ
っ
て
運
転
す
る
圧
機
の
金
型
及
び
切
断
機
の
刃

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。
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三
の
八

鍛
工

三
の
九

刃
物
工

三
の
一
〇

金
属
熔
融
工

三
の
一
一

安
全
衛
生

と
石
車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
業
務

仕
上
及
び
張
取
り
に
用
い
る
研
ま
機
の
と
石
車
の
取
替
及

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

鋳
物
工

第
四
十
五
条
第
十
号

び
試
運
転
の
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

安
全
衛
生

天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛
及
び
合
図
の
作
業

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
四
十
五
条
第
十
一
号

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛
又
は
合
図
の
作
業

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
三
条
第
二
十
号

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

第
十
四
条
第
五
号

女
子
年
少

水
銀
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
青

鋳
物
の
酸
し
ょ
く
に
用
い
る
硫
酸
等
の
取
扱
作
業

一
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
三
条
第
三
十
七
号

酸
、
か
性
ア
ル
カ
リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

も
の
を
取
扱
う
業
務

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間
を
超
え
な
い
こ

女
子
年
少

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
素
、
塩
素
、

鉛
合
金
及
び
ク
ロ
ー
ム
合
金
の
溶
融
作
業

と
。

第
十
三
条
第
三
十
八
号

青
酸
、
ア
ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
、

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ
た
部
分
を
充
分
に
洗

女
子
年
少

蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

わ
せ
る
こ
と
。

第
十
四
条
第
十
号

女
子
年
少

土
石
、
獣
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場

サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
ト
作
業

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

第
十
三
条
第
四
十
四
号

所
に
お
け
る
業
務

女
子
年
少

ラ
ジ
ウ
ム
放
射
線
、
エ
ッ
ク
ス
線
そ
の
他
の
有
害
放
射
線
に
曝

一
、
金
属
熔
融
炉
内
の
監
視
作
業

一
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
三
条
第
四
十
五
号

さ
れ
る
業
務

二
、
熔
融
作
業
並
び
に
湯
汲
、
湯
運
び
及
び
注
湯
の
作
業

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
り
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
第
一
年
度
一
時
間
、
第

第
十
三
条
第
四
十
六
号

に
お
け
る
業
務

二
年
度
二
時
間
、
第
三
年
度
三
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

女
子
年
少

第
十
四
条
第
十
一
号

女
子
年
少

空
気
つ
ち
を
用
い
る
鋳
物
は
つ
り
作
業

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
こ

第
十
三
条
第
四
十
九
号

さ
く
岩
機
、
鋲
打
機
等
の
使
用
に
よ
っ
て
身
体
に
著
し
い
振
動

と
。

女
子
年
少

を
与
え
る
業
務

第
十
四
条
第
十
一
号

三
の
十
二

木
型
工

三
の
一
三

安
全
衛
生

電
弧
溶
接
の
業
務

電
弧
溶
接
作
業

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

板
金
工

第
四
十
五
条
第
十
三
号

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

動
力
に
よ
っ
て
運
転
す
る
圧
機
の
金
型
若
し
く
は
切
断
機
の
刃

金
属
板
の
打
抜
、
切
断
及
び
プ
レ
ス
の
作
業
に
用
い
る
動

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
十
三
条
第
二
十
五
号

部
の
調
整
又
は
掃
除
の
業
務

力
に
よ
っ
て
運
転
す
る
圧
機
の
金
型
及
び
切
断
機
の
刃

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。
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部
の
調
整
又
は
掃
除
の
作
業

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

カ
リ
ウ
ム
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
粉
、
カ
ー
バ
イ
ト
、

ガ
ス
溶
接
に
用
い
る
カ
ー
バ
イ
ト
の
取
扱
作
業

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

第
十
三
条
第
三
十
四
号

生
石
灰
、
黄
り
ん
、
赤
り
ん
、
硫
化
り
ん
若
し
く
は
こ
れ
に
準

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

ず
る
発
火
性
の
物
の
製
造
又
は
こ
れ
等
を
取
り
扱
う
作
業
で
発

火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
素
、
塩
素
、

硝
気
及
び
一
酸
化
炭
素
を
発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス

一
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
三
条
第
三
十
八
号

ア
ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
、
蒸
気

溶
接
の
作
業

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

若
し
く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間
を
超
え
な
い
こ

第
十
四
条
第
十
一
号

と
。

三
の
一
四

金
属
プ
レ
ス
工

三
の
一
五

製
か
ん
工

三
の
一
六

安
全
衛
生

電
弧
溶
接
の
業
務

電
弧
溶
接
作
業

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

び

電
弧
溶
接

第
四
十
五
条
第
十
三
号

厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

工

女
子
年
少

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
素
、
塩
素
、

一
、
硝
気
及
び
一
酸
化
炭
素
を
発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び

一
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
三
条
第
四
十
九
号

青
酸
、
ア
ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
、

ガ
ス
溶
接
の
作
業

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

二
、
鉛
、
ク
ロ
ー
ム
、
ひ
素
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
、
セ
レ
ン
及

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間
を
超
え
な
い
こ

第
十
四
条
第
十
一
号

び
亜
鉛
等
の
ガ
ス
、
蒸
気
を
発
散
す
る
鉛
合
金
、
ク
ロ

と
。

ー
ム
合
金
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
合
金
及
び
亜
鉛
引
鉄
板
等
の

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ
た
部
分
を
充
分
に
洗

電
弧
溶
接
作
業

わ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

土
石
、
獣
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場

酸
化
鉄
の
粉
じ
ん
を
飛
散
す
る
電
弧
溶
接
作
業

第
十
三
条
第
四
十
四
号

所
に
お
け
る
業
務

女
子
年
少

ラ
ジ
ウ
ム
放
射
線
、
エ
ッ
ク
ス
線
そ
の
他
の
有
害
放
射
線
に

紫
外
線
及
び
赤
外
線
を
発
散
す
る
電
弧
溶
接
作
業

第
十
三
条
第
四
十
五
号

曝
さ
れ
る
業
務

三
の
一
七

ガ
ス
溶
接
工

三
の
一
八

メ
ッ
キ
工

三
の
十
九

熱
処
理
工

三
の
二
〇

鉛
工

四
の
一

電
線
被
装
工

四
の
二

ケ
ー
ブ
ル
接
続
工

四
の
三

電
路
工

四
の
四

電
機
運
転
工

四
の
五

安
全
衛
生

電
気
工
作
物
の
施
工
又
は
高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線

電
気
試
験
に
用
い
る
高
圧(

特
別
高
圧
を
含
む
。)

電
線
路

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

電
機
組
立

第
四
十
五
条
第
八
号

路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電
気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

及
び
こ
れ
に
属
す
る
電
気
機
器
の
取
扱
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

工

女
子
年
少

高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線
路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電
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第
十
三
条
第
十
八
号

気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

女
子
年
少

第
十
四
条
第
五
号

安
全
衛
生

原
動
機(

十
馬
力
未
満
の
電
動
機
を
除
く
。)

の
運
転
又
は
そ
の

原
動
機
の
運
転
試
験
及
び
そ
の
運
転
中
の
掃
除
、
注
油
及

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
四
十
五
条
第
九
号

運
転
中
に
お
け
る
掃
除
、
注
油
又
は
検
査
の
業
務

び
検
査
の
作
業

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

運
転
中
の
原
動
機
及
び
原
動
機
か
ら
中
間
軸
ま
で
の
動
力
伝
導

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
三
条
第
十
九
号

装
置
の
掃
除
、
注
油
、
検
査
、
修
繕
又
は
調
帯
の
掛
換
の
業
務

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

第
十
四
条
第
五
号

安
全
衛
生

と
石
車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
業
務

工
具
の
研
ま
及
び
金
属
加
工
に
用
い
る
研
ま
機
の
と
石
車

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

第
四
十
五
条
第
十
号

の
取
替
及
び
試
運
転
の
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と

安
全
衛
生

天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛
又
は
合
図
の
作
業

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
四
十
五
条
第
十
一
号

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛
又
は
合
図
の
業
務

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
三
条
第
二
十
号

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

第
十
四
条
第
五
号

安
全
衛
生

電
弧
溶
接
の
業
務

電
弧
溶
接
作
業

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

第
四
十
五
条
第
十
三
号

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

動
力
に
よ
っ
て
運
転
す
る
圧
機
の
金
型
若
し
く
は
切
断
機
の
刃

板
金
加
工
に
用
い
る
電
動
直
刃
せ
ん
断
機
の
刃
部
及
び
圧

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
十
三
条
第
二
十
五
号

部
の
調
整
又
は
掃
除
の
業
務

機
の
金
型
の
調
整
又
は
掃
除
の
作
業

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

カ
リ
ウ
ム
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
粉
、
カ
ー
バ
イ
ト
、

ガ
ス
溶
接
に
用
い
る
カ
ー
バ
イ
ト
の
取
扱
作
業

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

第
十
三
条
第
三
十
四
号

生
石
灰
、
黄
り
ん
、
赤
り
ん
、
硫
化
り
ん
若
し
く
は
こ
れ
に
準

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

ず
る
発
火
性
の
物
の
製
造
又
は
こ
れ
等
を
取
り
扱
う
作
業
を
発

火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ

絶
縁
処
理
に
用
い
る
引
火
性
溶
剤
の
取
扱
作
業

第
十
三
条
第
三
十
五
号

く
酸
エ
チ
ル
、
さ
く
酸
ア
ミ
ル
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、

ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫
化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引
火
性
の

物
を
取
り
扱
う
作
業
で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

水
銀
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
青

一
、
鉄
鋼
板
の
酸
洗
い
に
用
い
る
硫
酸
等
の
取
扱
作
業

第
十
三
条
第
三
十
七
号

酸
、
か
性
ア
ル
カ
リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な

二
、
絶
縁
処
理
に
用
い
る
ク
ロ
ー
ル
・
ナ
フ
タ
リ
ン
の
取

も
の
を
取
扱
う
業
務

扱
作
業

女
子
年
少

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
砒
素
、
黄
リ
ン
、
弗
素
、
塩
素
、
ア

一
、
ク
ロ
ー
ル
・
ナ
フ
タ
リ
ン
の
蒸
気
を
発
散
す
る
コ
イ

一
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
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第
十
三
条
第
十
八
号

気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

女
子
年
少

第
十
四
条
第
五
号

安
全
衛
生

原
動
機(

十
馬
力
未
満
の
電
動
機
を
除
く
。)

の
運
転
又
は
そ
の

原
動
機
の
運
転
試
験
及
び
そ
の
運
転
中
の
掃
除
、
注
油
及

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
四
十
五
条
第
九
号

運
転
中
に
お
け
る
掃
除
、
注
油
又
は
検
査
の
業
務

び
検
査
の
作
業

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

運
転
中
の
原
動
機
及
び
原
動
機
か
ら
中
間
軸
ま
で
の
動
力
伝
導

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
三
条
第
十
九
号

装
置
の
掃
除
、
注
油
、
検
査
、
修
繕
又
は
調
帯
の
掛
換
の
業
務

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

第
十
四
条
第
五
号

安
全
衛
生

と
石
車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
業
務

工
具
の
研
ま
及
び
金
属
加
工
に
用
い
る
研
ま
機
の
と
石
車

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

第
四
十
五
条
第
十
号

の
取
替
及
び
試
運
転
の
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と

安
全
衛
生

天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛
又
は
合
図
の
作
業

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
四
十
五
条
第
十
一
号

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛
又
は
合
図
の
業
務

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
三
条
第
二
十
号

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

第
十
四
条
第
五
号

安
全
衛
生

電
弧
溶
接
の
業
務

電
弧
溶
接
作
業

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

第
四
十
五
条
第
十
三
号

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

動
力
に
よ
っ
て
運
転
す
る
圧
機
の
金
型
若
し
く
は
切
断
機
の
刃

板
金
加
工
に
用
い
る
電
動
直
刃
せ
ん
断
機
の
刃
部
及
び
圧

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
十
三
条
第
二
十
五
号

部
の
調
整
又
は
掃
除
の
業
務

機
の
金
型
の
調
整
又
は
掃
除
の
作
業

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

カ
リ
ウ
ム
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
粉
、
カ
ー
バ
イ
ト
、

ガ
ス
溶
接
に
用
い
る
カ
ー
バ
イ
ト
の
取
扱
作
業

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

第
十
三
条
第
三
十
四
号

生
石
灰
、
黄
り
ん
、
赤
り
ん
、
硫
化
り
ん
若
し
く
は
こ
れ
に
準

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

ず
る
発
火
性
の
物
の
製
造
又
は
こ
れ
等
を
取
り
扱
う
作
業
を
発

火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ

絶
縁
処
理
に
用
い
る
引
火
性
溶
剤
の
取
扱
作
業

第
十
三
条
第
三
十
五
号

く
酸
エ
チ
ル
、
さ
く
酸
ア
ミ
ル
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、

ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫
化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引
火
性
の

物
を
取
り
扱
う
作
業
で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

水
銀
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
青

一
、
鉄
鋼
板
の
酸
洗
い
に
用
い
る
硫
酸
等
の
取
扱
作
業

第
十
三
条
第
三
十
七
号

酸
、
か
性
ア
ル
カ
リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な

二
、
絶
縁
処
理
に
用
い
る
ク
ロ
ー
ル
・
ナ
フ
タ
リ
ン
の
取

も
の
を
取
扱
う
業
務

扱
作
業

女
子
年
少

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
砒
素
、
黄
リ
ン
、
弗
素
、
塩
素
、
ア

一
、
ク
ロ
ー
ル
・
ナ
フ
タ
リ
ン
の
蒸
気
を
発
散
す
る
コ
イ

一
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
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第
十
三
条
第
三
十
八
号

ー
ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
蒸
気
若

ル
仕
上(

パ
ラ
フ
ィ
ン
浴)

作
業

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

し
く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

二
、
鉛
の
蒸
気
を
発
散
す
る
大
型
な
べ
に
よ
る
鉛
の
溶
融

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間
を
超
え
な
い
こ

第
十
四
条
第
十
号

作
業

と
。

三
、
硝
気
及
び
一
酸
化
炭
素
を
発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ
た
部
分
を
充
分
に
洗

ガ
ス
溶
接
の
作
業

わ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

土
石
、
獣
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場

一
、
酸
化
鉄
の
粉
じ
ん
を
飛
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス

第
十
三
条
第
四
十
四
号

所
に
お
け
る
業
務

溶
接
の
作
業

二
、
サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
ト
作
業

女
子
年
少

ラ
ジ
ウ
ム
放
射
線
、
エ
ッ
ク
ス
線
そ
の
他
の
有
害
放
射
線
に

紫
外
線
及
び
赤
外
線
を
発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス
溶

第
十
三
条
第
四
十
五
号

曝
さ
れ
る
業
務

接
の
作
業

女
子
年
少

一
、
大
型
ハ
ン
ダ
鍋
及
び
ハ
ン
ダ
こ
て
を
使
用
す
る
作
業

第
十
三
条
第
四
十
六
号

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

二
、
火
造
り
作
業
に
用
い
る
加
熱
炉
の
取
扱
金
焼
及
び
熱

女
子
年
少

お
け
る
業
務

処
理
の
作
業

第
十
四
条
第
十
一
号

四
の
六

安
全
衛
生

電
気
工
作
物
の
施
工
又
は
高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線

電
気
試
験
に
用
い
る
高
圧(

特
別
高
圧
を
含
む
。)

電
線
路

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

通
信
機
組

第
四
十
五
条
第
八
号

路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電
気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

及
び
こ
れ
に
属
す
る
電
気
機
器
の
取
扱
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

立
工

女
子
年
少

高
圧
（
特
別
高
圧
を
含
む
。
）
電
線
路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電

第
十
三
条
第
十
八
号

気
機
械
及
び
器
具
の
取
扱
の
業
務

女
子
年
少

第
十
四
条
第
五
号

安
全
衛
生

と
石
車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
業
務

工
具
の
研
ま
及
び
金
属
加
工
に
用
い
る
研
ま
機
の
と
石
車

第
四
十
五
条
第
十
号

の
取
替
及
び
試
運
転
の
作
業

安
全
衛
生

電
弧
溶
接
の
業
務

電
弧
溶
接
作
業

第
四
十
五
条
第
十
三
号

女
子
年
少

動
力
に
よ
っ
て
運
転
す
る
圧
機
の
金
型
若
し
く
は
切
断
機
の
刃

板
金
加
工
に
用
い
る
電
動
直
刃
せ
ん
断
機
の
刃
部
及
び
圧

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
十
三
条
第
二
十
五
号

部
の
調
整
又
は
掃
除
の
業
務

機
の
金
型
の
調
整
又
は
掃
除
の
作
業

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

カ
リ
ウ
ム
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
粉
、
カ
ー
バ
イ
ト
、

ガ
ス
溶
接
に
用
い
る
カ
ー
バ
イ
ト
の
取
扱
作
業

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

第
十
三
条
第
三
十
四
号

生
石
灰
、
黄
り
ん
、
赤
り
ん
、
硫
化
り
ん
若
し
く
は
こ
れ
に
準

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

ず
る
発
火
性
の
物
の
製
造
又
は
こ
れ
等
を
取
り
扱
う
作
業
で
発

火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ

絶
縁
処
理
に
用
い
る
引
火
性
溶
剤
の
取
扱
作
業

第
十
三
条
第
三
十
五
号

く
酸
エ
チ
ル
、
さ
く
酸
ア
ル
ミ
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、
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ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫
化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引
火
性
の

物
を
取
り
扱
う
作
業
で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

水
銀
、
砒
素
、
黄
リ
ン
、
弗
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
苛
性
ア
ル
カ

一
、
鉄
鋼
板
の
酸
洗
い
に
用
い
る
硫
酸
等
の
取
扱
作
業

第
十
三
条
第
三
十
七
号

リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
を
取
扱
う
業

二
、
絶
縁
処
理
に
用
い
る
ク
ロ
ー
ル
ナ
フ
タ
リ
ン
の
取
扱

務

作
業

一
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

女
子
年
少

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
素
、
塩
素
、

一
、
ク
ロ
ー
ル
・
ナ
フ
タ
リ
ン
の
蒸
気
を
発
散
す
る
コ
イ

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
三
十
八
号

青
酸
、
ア
ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
、

ル
仕
上(

パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
作
業

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間
を
超
え
な
い
こ

女
子
年
少

蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

二
、
鉛
の
蒸
気
を
発
散
す
る
大
型
な
べ
に
よ
る
鉛
の
溶
融

と
。

第
十
四
条
第
十
号

作
業

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ
た
部
分
を
充
分
に
洗

三
、
硝
気
及
び
一
酸
化
炭
素
を
発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び

ガ
ス
溶
接
の
作
業

女
子
年
少

土
石
、
獣
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場

一
、
酸
化
鉄
の
粉
じ
ん
を
飛
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス

第
十
三
条
第
四
十
四
号

所
に
お
け
る
業
務

溶
接
の
作
業

二
、
サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
ト
作
業

女
子
年
少

ラ
ジ
ウ
ム
放
射
線
、
エ
ッ
ク
ス
線
そ
の
他
の
有
害
放
射
線
に

紫
外
線
及
び
赤
外
線
を
発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス
溶

第
十
三
条
第
四
十
五
号

曝
さ
れ
る
業
務

接
の
作
業

女
子
年
少

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

一
、
大
型
な
べ
に
よ
る
鉛
の
熔
融
業

第
十
三
条
第
四
十
六
号

お
け
る
業
務

二
、
火
造
り
作
業
に
用
い
る
加
熱
炉
の
取
扱
、
金
焼
及
び

女
子
年
少

熱
処
理
の
作
業

第
十
四
条
第
十
一
号

四
の
七

特
殊
真
空
管
工

五
の
一

光
学
機
器
工

五
の
二

計
測
機
器
工

五
の
三

時

計

工

五
の
二

計
測
機
器
工
に
同
じ

五
の
四

理
化
学
器
械
工

五
の
五

レ
ン
ズ
研
ま
工

六
の
一

安
全
衛
生

と
石
車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
業
務

工
具
の
研
ま
及
び
金
属
加
工
に
用
い
る
研
ま
機
の
と
石
車

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

機
械
工

第
四
十
五
条
第
十
号

の
取
替
及
び
試
運
転
の
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

安
全
衛
生

天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛
又
は
合
図
の
作
業

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
四
十
五
条
第
十
一
号

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛
又
は
合
図
の
業
務

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
三
条
第
二
十
号

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

第
十
四
条
第
五
号

女
子
年
少

土
石
、
獣
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場

研
ま
機
に
よ
る
乾
燥
研
ま
作
業

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。
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ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫
化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引
火
性
の

物
を
取
り
扱
う
作
業
で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

水
銀
、
砒
素
、
黄
リ
ン
、
弗
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
苛
性
ア
ル
カ

一
、
鉄
鋼
板
の
酸
洗
い
に
用
い
る
硫
酸
等
の
取
扱
作
業

第
十
三
条
第
三
十
七
号

リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
を
取
扱
う
業

二
、
絶
縁
処
理
に
用
い
る
ク
ロ
ー
ル
ナ
フ
タ
リ
ン
の
取
扱

務

作
業

一
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

女
子
年
少

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
素
、
塩
素
、

一
、
ク
ロ
ー
ル
・
ナ
フ
タ
リ
ン
の
蒸
気
を
発
散
す
る
コ
イ

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
三
十
八
号

青
酸
、
ア
ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
、

ル
仕
上(

パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
作
業

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間
を
超
え
な
い
こ

女
子
年
少

蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

二
、
鉛
の
蒸
気
を
発
散
す
る
大
型
な
べ
に
よ
る
鉛
の
溶
融

と
。

第
十
四
条
第
十
号

作
業

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ
た
部
分
を
充
分
に
洗

三
、
硝
気
及
び
一
酸
化
炭
素
を
発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び

ガ
ス
溶
接
の
作
業

女
子
年
少

土
石
、
獣
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場

一
、
酸
化
鉄
の
粉
じ
ん
を
飛
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス

第
十
三
条
第
四
十
四
号

所
に
お
け
る
業
務

溶
接
の
作
業

二
、
サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
ト
作
業

女
子
年
少

ラ
ジ
ウ
ム
放
射
線
、
エ
ッ
ク
ス
線
そ
の
他
の
有
害
放
射
線
に

紫
外
線
及
び
赤
外
線
を
発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス
溶

第
十
三
条
第
四
十
五
号

曝
さ
れ
る
業
務

接
の
作
業

女
子
年
少

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

一
、
大
型
な
べ
に
よ
る
鉛
の
熔
融
業

第
十
三
条
第
四
十
六
号

お
け
る
業
務

二
、
火
造
り
作
業
に
用
い
る
加
熱
炉
の
取
扱
、
金
焼
及
び

女
子
年
少

熱
処
理
の
作
業

第
十
四
条
第
十
一
号

四
の
七

特
殊
真
空
管
工

五
の
一

光
学
機
器
工

五
の
二

計
測
機
器
工

五
の
三

時

計

工

五
の
二

計
測
機
器
工
に
同
じ

五
の
四

理
化
学
器
械
工

五
の
五

レ
ン
ズ
研
ま
工

六
の
一

安
全
衛
生

と
石
車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
業
務

工
具
の
研
ま
及
び
金
属
加
工
に
用
い
る
研
ま
機
の
と
石
車

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

機
械
工

第
四
十
五
条
第
十
号

の
取
替
及
び
試
運
転
の
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

安
全
衛
生

天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛
又
は
合
図
の
作
業

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
四
十
五
条
第
十
一
号

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛
又
は
合
図
の
業
務

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
三
条
第
二
十
号

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

第
十
四
条
第
五
号

女
子
年
少

土
石
、
獣
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場

研
ま
機
に
よ
る
乾
燥
研
ま
作
業

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。
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第
十
三
条
第
四
十
四
号

所
に
お
け
る
業
務

六
の
二

仕

上

工

六
の
三

治
工
具
仕
上
工

六
の
四

機
械
検
査
工

六
の
五

機
械
組
立
工

六
の
六

内
燃
機
関
組
立
工

六
の
七

機
械
運
転
工

六
の
八

汽
か
ん
工

六
の
九

起
重
機
運
転
工

六
の
一
〇

機
械
塗
装
工

六
の
一
一

安
全
衛
生

と
石
車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
業
務

木
工
用
刃
物
研
ま
に
用
い
る
研
ま
機
の
と
石
車
の
取
替
及

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

木
工

第
四
十
五
条
第
十
号

び
試
運
転
の
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

直
径
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
丸
の
こ
盤(

横
び
き
用

直
径
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
丸
の
こ
盤
又
は
動

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
十
三
条
第
二
十
四
号

の
も
の
を
除
く
。)

又
は
動
輪
が
直
径
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

輪
直
径
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
帯
の
こ
盤
を
用

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

ル
以
上
の
帯
の
こ
盤
に
お
け
る
木
材
の
送
給
の
業
務

い
る
製
材
及
び
木
材
加
工
の
作
業

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
四
条
第
七
号

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

木
工
用
か
ん
な
機
及
び
短
軸
面
取
機
を
用
い
る
木
材
加
工

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
十
三
条
第
三
十
一
号

木
工
用
か
ん
な
機
、
短
軸
面
取
機
を
用
い
る
業
務

の
作
業

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
四
条
第
九
号

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

三
、
安
全
装
置
を
完
備
し
、
安
全
器
具
を
確
実
に
使
用

さ
せ
る
こ
と
。

六
の
一
二

針

布

工

六
の
一
三

製

針

工

七
の
一

造
船
ぎ
装
工

七
の
二

電
気
ぎ
装
工

七
の
三

鉄

工

七
の
四

鋼

工

七
の
五

ド
ッ
ク
工

七
の
六

船
台
大
工

七
の
七

船

具

工

七
の
八

造
船
木
工

七
の
九

船

大

工

七
の
一
〇

現

図

工

八
の
一

安
全
衛
生

原
動
機(

十
馬
力
未
満
の
電
動
機
を
除
く
。)

の
運
転
又
は
そ
の

一
、
運
転
中
の
自
動
車
内
燃
機
関
の
掃
除
、
注
油
、
検
査
、

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
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内
燃
自

第
四
十
五
条
第
九
号

運
転
中
に
お
け
る
掃
除
、
注
油
又
は
検
査
の
業
務
運
転
中
の
原

調
整
及
び
修
理
の
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

動
車
工

女
子
年
少

動
機
及
び
原
動
機
か
ら
中
間
軸
ま
で
の
動
力
伝
導
装
置
の
掃

二
、
同
内
燃
機
関
の
運
転
試
験
作
業

第
十
三
条
第
十
九
号

除
、
注
油
、
検
査
、
修
繕
又
は
調
帯
の
掛
換
の
業
務

女
子
年
少

第
十
四
条
第
五
号

安
全
衛
生

と
石
車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
業
務

研
ま
機
の
と
石
車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
作
業

第
四
十
五
条
第
十
号

安
全
衛
生

電
弧
溶
接
の
業
務

電
弧
溶
接
作
業

第
四
十
五
条
第
十
三
号

女
子
年
少

動
力
に
よ
っ
て
運
転
す
る
圧
機
の
金
型
若
し
く
は
切
断
機
の
刃

車
体
用
板
金
の
加
工
に
用
い
る
切
断
機
の
刃
部
の
調
整

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
十
三
条
第
二
十
五
号

部
の
調
整
又
は
掃
除
の
業
務

及
び
掃
除
の
作
業

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

カ
リ
ウ
ム
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
粉
、
カ
ー
バ
イ
ト
、

ガ
ス
溶
接
に
用
い
る
カ
ー
バ
イ
ト
の
取
扱
作
業

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

第
十
三
条
第
三
十
四
号

生
石
灰
、
黄
り
ん
、
赤
り
ん
、
硫
化
り
ん
若
し
く
は
こ
れ
に
準

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

ず
る
発
火
性
の
物
の
製
造
又
は
こ
れ
等
を
取
り
扱
う
作
業
で
発

火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ

部
品
の
洗
浄
及
び
内
燃
機
関
の
運
転
に
用
い
る
メ
チ
ル
ア

第
十
三
条
第
三
十
五
号

く
酸
エ
チ
ル
、
さ
く
酸
ア
ル
ミ
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、

ル
コ
ー
ル
及
び
ガ
ソ
リ
ン
の
取
扱
作
業

ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫
化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引
火
性
の

物
を
取
り
扱
う
作
業
で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

水
銀
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
せ

鉛
蓄
電
池
に
用
い
る
硫
酸
の
取
扱
作
業

第
十
三
条
第
三
十
七
号

い
さ
ん
、
か
性
ア
ル
カ
リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有

害
な
も
の
を
取
扱
う
業
務

一
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

女
子
年
少

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
素
、
塩
素
、

一
、
硝
気
及
び
一
酸
化
炭
素
を
発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
三
十
八
号

青
酸
、
ア
ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
、

ガ
ス
溶
接
の
作
業

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間
を
超
え
な
い
こ

女
子
年
少

蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

二
、
硫
酸
の
蒸
気
を
発
散
す
る
鉛
蓄
電
池
の
充
電
作
業

と
。

第
十
四
条
第
十
号

三
、
噴
霧
塗
装
作
業

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ
た
部
分
を
充
分
に
洗

女
子
年
少

土
石
、
獣
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場

酸
化
鉄
の
粉
じ
ん
を
飛
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス
溶
接

第
十
三
条
第
四
十
四
号

所
に
お
け
る
業
務

の
作
業

女
子
年
少

ラ
ジ
ウ
ム
放
射
線
、
エ
ッ
ク
ス
線
そ
の
他
の
有
害
放
射
線
に

紫
外
線
及
び
赤
外
線
を
発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス
溶

第
十
三
条
第
四
十
五
号

曝
さ
れ
る
業
務

接
の
作
業

八
の
二

電
気
自
動
車
工

八
の
三

自
動
車
工

八
の
四

車
両
木
工

九
の
一

酸
ア
ル
カ
リ
工
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内
燃
自

第
四
十
五
条
第
九
号

運
転
中
に
お
け
る
掃
除
、
注
油
又
は
検
査
の
業
務
運
転
中
の
原

調
整
及
び
修
理
の
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

動
車
工

女
子
年
少

動
機
及
び
原
動
機
か
ら
中
間
軸
ま
で
の
動
力
伝
導
装
置
の
掃

二
、
同
内
燃
機
関
の
運
転
試
験
作
業

第
十
三
条
第
十
九
号

除
、
注
油
、
検
査
、
修
繕
又
は
調
帯
の
掛
換
の
業
務

女
子
年
少

第
十
四
条
第
五
号

安
全
衛
生

と
石
車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
業
務

研
ま
機
の
と
石
車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
作
業

第
四
十
五
条
第
十
号

安
全
衛
生

電
弧
溶
接
の
業
務

電
弧
溶
接
作
業

第
四
十
五
条
第
十
三
号

女
子
年
少

動
力
に
よ
っ
て
運
転
す
る
圧
機
の
金
型
若
し
く
は
切
断
機
の
刃

車
体
用
板
金
の
加
工
に
用
い
る
切
断
機
の
刃
部
の
調
整

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
十
三
条
第
二
十
五
号

部
の
調
整
又
は
掃
除
の
業
務

及
び
掃
除
の
作
業

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

カ
リ
ウ
ム
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
粉
、
カ
ー
バ
イ
ト
、

ガ
ス
溶
接
に
用
い
る
カ
ー
バ
イ
ト
の
取
扱
作
業

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

第
十
三
条
第
三
十
四
号

生
石
灰
、
黄
り
ん
、
赤
り
ん
、
硫
化
り
ん
若
し
く
は
こ
れ
に
準

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

ず
る
発
火
性
の
物
の
製
造
又
は
こ
れ
等
を
取
り
扱
う
作
業
で
発

火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ

部
品
の
洗
浄
及
び
内
燃
機
関
の
運
転
に
用
い
る
メ
チ
ル
ア

第
十
三
条
第
三
十
五
号

く
酸
エ
チ
ル
、
さ
く
酸
ア
ル
ミ
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、

ル
コ
ー
ル
及
び
ガ
ソ
リ
ン
の
取
扱
作
業

ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫
化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引
火
性
の

物
を
取
り
扱
う
作
業
で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

水
銀
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
化
水
素
酸
、
塩
酸
、
硝
酸
、
せ

鉛
蓄
電
池
に
用
い
る
硫
酸
の
取
扱
作
業

第
十
三
条
第
三
十
七
号

い
さ
ん
、
か
性
ア
ル
カ
リ
、
石
炭
酸
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有

害
な
も
の
を
取
扱
う
業
務

一
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

女
子
年
少

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
素
、
塩
素
、

一
、
硝
気
及
び
一
酸
化
炭
素
を
発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

第
十
三
条
第
三
十
八
号

青
酸
、
ア
ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
、

ガ
ス
溶
接
の
作
業

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間
を
超
え
な
い
こ

女
子
年
少

蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

二
、
硫
酸
の
蒸
気
を
発
散
す
る
鉛
蓄
電
池
の
充
電
作
業

と
。

第
十
四
条
第
十
号

三
、
噴
霧
塗
装
作
業

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ
た
部
分
を
充
分
に
洗

女
子
年
少

土
石
、
獣
毛
等
の
じ
ん
あ
い
又
は
粉
末
を
著
し
く
飛
散
す
る
場

酸
化
鉄
の
粉
じ
ん
を
飛
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス
溶
接

第
十
三
条
第
四
十
四
号

所
に
お
け
る
業
務

の
作
業

女
子
年
少

ラ
ジ
ウ
ム
放
射
線
、
エ
ッ
ク
ス
線
そ
の
他
の
有
害
放
射
線
に

紫
外
線
及
び
赤
外
線
を
発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス
溶

第
十
三
条
第
四
十
五
号

曝
さ
れ
る
業
務

接
の
作
業

八
の
二

電
気
自
動
車
工

八
の
三

自
動
車
工

八
の
四

車
両
木
工

九
の
一

酸
ア
ル
カ
リ
工
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九
の
二

無
機
薬
品
工

九
の
三

圧
縮
及
び
液
化
ガ
ス
工

九
の
四

電
炉
製
品
工

九
の
五

特
殊
ガ
ラ
ス
工

九
の
六

ガ
ラ
ス
製
品
工

九
の
七

窯
業
焼
成
工

九
の
八

産
業
火
薬
工

九
の
九

高
圧
合
成
工

九
の
一
〇

合
成
樹
脂
工

九
の
一
一

ガ
ス
発
生
炉
工

九
の
一
二

有
機
合
成
工

九
の
一
三

塗

料

工

九
の
一
四

油

脂

工

九
の
一
五

硝
化
綿
及
び
セ
ル
ロ
イ

ド
工

九
の
一
六

パ
ル
プ
工

九
の
一
七

製

紙

工

九
の
一
八

は
つ
酵
製
品
工

一
〇
の
一

女
子
年
少

直
径
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
丸
の
こ
盤(

横
び
き
用

直
径
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
丸
の
こ
盤
、
又
は

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

大
工

第
十
三
条
第
二
十
四
号

の
も
の
を
除
く
。)

又
は
動
輪
が
直
径
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

動
輪
直
径
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
帯
の
こ
盤
を

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

ル
以
上
の
帯
の
こ
盤
に
お
け
る
木
材
の
送
給
の
業
務

用
い
る
家
屋
用
材
の
製
材
及
び
加
工
の
作
業

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
四
条
第
七
号

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

木
工
用
か
ん
な
機
を
用
い
る
家
屋
用
材
の
加
工
作
業

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
養
成
開
始
後
六
ヶ

第
十
三
条
第
三
十
一
号

木
工
用
か
ん
な
機
、
短
軸
面
取
機
を
用
い
る
業
務

月
を
経
て
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
四
条
第
九
号

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

三
、
安
全
装
置
を
完
備
し
、
安
全
器
具
を
確
実
に
使
用

さ
せ

る
こ
と
。

女
子
年
少

高
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
吊
足
場
、
布
地
等
転
落
の
危
険

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
第
三
年
度
よ
り
作

第
十
三
条
第
四
十
号

高
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
吊
足
場
若
し
く
は
棒
は
り
の
上
又
は

の
あ
る
場
所
に
お
け
る
作
業

業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

こ
れ
に
準
じ
る
高
所
に
お
け
る
業
務

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
四
条
第
十
号

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

家
屋
建
造
に
用
い
る
丸
太
足
場
の
組
立
及
び
解
体
の
作
業

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
第
三
年
度
よ
り
作

第
十
三
条
第
四
十
一
号

丸
太
足
場
の
組
立
又
は
解
体
の
業
務

但
し
、
地
上
に
お
け
る

業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

補
助
作
業
を
除
く
。

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
四
条
第
十
号

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

夏
期
炎
天
下
に
お
け
る
屋
外
作
業

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
第
一
年
度
二
時
間
、
第
二
年

第
十
三
条
第
四
十
六
号

お
け
る
業
務

度
三
時
間
、
第
三
年
度
四
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。
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女
子
年
少

第
十
四
条
第
十
一
号

一
〇
の
二

建

具

工

一
〇
の
三

家

具

工

一
〇
の
四

女
子
年
少

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ

ア
ル
コ
ー
ル
、
さ
く
酸
ア
ミ
ル
、
ベ
ン
ゼ
ン
等
の
引

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

塗
装
工

第
十
三
条
第
三
十
五
号

く
酸
エ
チ
ル
、
さ
く
酸
ア
ミ
ル
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、

火
性
溶
剤
の
取
扱
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫
化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引
火
性
の

物
を
取
り
扱
う
作
業
で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
素
、
塩
素
、

さ
く
酸
ア
ミ
ル
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
有
害
塗
料
、
テ
レ
ピ
ン
油

一
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
三
条
第
三
十
八
号

青
酸
、
ア
ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
、
等
の
ガ
ス
、
蒸
気
を
発
散
す
る
噴
霧
塗
装
作
業

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間
を
超
え
な
い
こ

第
十
四
条
第
十
号

と
。

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ
た
部
分
を
充
分
に
洗

女
子
年
少

高
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
吊
足
場
、
布
地
等
転
落
の
危
険

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
第
三
年
度
よ
り
作

第
十
三
条
第
四
十
号

高
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
吊
足
場
若
し
く
は
棒
は
り
の
上
又
は

の
あ
る
場
所
に
お
け
る
作
業

業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

こ
れ
に
準
じ
る
高
所
に
お
け
る
業
務

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
四
条
第
十
号

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

塗
装
に
用
い
る
丸
太
足
場
の
組
立
及
び
解
体
の
作
業

第
十
三
条
第
四
十
一
号

丸
太
足
場
の
組
立
又
は
解
体
の
業
務
。
但
し
、
地
上
に
お
け
る

女
子
年
少

補
助
作
業
を
除
く
。

第
十
四
条
第
十
号

女
子
年
少

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

夏
期
炎
天
下
に
お
け
る
屋
外
作
業

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
第
一
年
度
二
時
間
、
第
二
年

第
十
三
条
第
四
十
六
号

お
け
る
業
務

度
三
時
間
、
第
三
年
度
四
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

女
子
年
少

第
十
四
条
第
十
一
号

一
〇
の
五

左

官

一
〇
の
六

タ
イ
ル
張
工

一
〇
の
七

配

管

工

一
〇
の
八

石

工

一
〇
の
九

築

炉

工

一
〇
の
一
〇

屋
根
ふ
き
工

〇
の
一

印

刷

工

〇
の
二

製

本

工

〇
の
三

製

革

工

附附

則則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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女
子
年
少

第
十
四
条
第
十
一
号

一
〇
の
二

建

具

工

一
〇
の
三

家

具

工

一
〇
の
四

女
子
年
少

エ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
メ
チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
エ
ー
テ
ル
、
さ

ア
ル
コ
ー
ル
、
さ
く
酸
ア
ミ
ル
、
ベ
ン
ゼ
ン
等
の
引

指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

塗
装
工

第
十
三
条
第
三
十
五
号

く
酸
エ
チ
ル
、
さ
く
酸
ア
ミ
ル
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
ト
ル
ー
エ
ン
、

火
性
溶
剤
の
取
扱
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

ガ
ソ
リ
ン
、
二
硫
化
炭
素
若
し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
引
火
性
の

物
を
取
り
扱
う
作
業
で
発
火
の
危
険
の
あ
る
業
務

女
子
年
少

鉛
、
水
銀
、
ク
ロ
ー
ム
、
ひ
素
、
黄
り
ん
、
ふ
っ
素
、
塩
素
、

さ
く
酸
ア
ミ
ル
、
ベ
ン
ゼ
ン
、
有
害
塗
料
、
テ
レ
ピ
ン
油

一
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
三
条
第
三
十
八
号

青
酸
、
ア
ニ
リ
ン
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
有
害
な
も
の
の
ガ
ス
、
等
の
ガ
ス
、
蒸
気
を
発
散
す
る
噴
霧
塗
装
作
業

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
を
発
散
す
る
場
所
に
お
け
る
業
務

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間
を
超
え
な
い
こ

第
十
四
条
第
十
号

と
。

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ
た
部
分
を
充
分
に
洗

女
子
年
少

高
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
吊
足
場
、
布
地
等
転
落
の
危
険

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、
第
三
年
度
よ
り
作

第
十
三
条
第
四
十
号

高
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
吊
足
場
若
し
く
は
棒
は
り
の
上
又
は

の
あ
る
場
所
に
お
け
る
作
業

業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

こ
れ
に
準
じ
る
高
所
に
お
け
る
業
務

二
、
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

第
十
四
条
第
十
号

び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

女
子
年
少

塗
装
に
用
い
る
丸
太
足
場
の
組
立
及
び
解
体
の
作
業

第
十
三
条
第
四
十
一
号

丸
太
足
場
の
組
立
又
は
解
体
の
業
務
。
但
し
、
地
上
に
お
け
る

女
子
年
少

補
助
作
業
を
除
く
。

第
十
四
条
第
十
号

女
子
年
少

多
量
の
高
熱
物
体
を
取
扱
う
業
務
及
び
著
し
く
暑
熱
な
場
所
に

夏
期
炎
天
下
に
お
け
る
屋
外
作
業

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
第
一
年
度
二
時
間
、
第
二
年

第
十
三
条
第
四
十
六
号

お
け
る
業
務

度
三
時
間
、
第
三
年
度
四
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

女
子
年
少

第
十
四
条
第
十
一
号

一
〇
の
五

左

官

一
〇
の
六

タ
イ
ル
張
工

一
〇
の
七

配

管

工

一
〇
の
八

石

工

一
〇
の
九

築

炉

工

一
〇
の
一
〇

屋
根
ふ
き
工

〇
の
一

印

刷

工

〇
の
二

製

本

工

〇
の
三

製

革

工

附附

則則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



-274
-

昭
和
２
７
年
１
２
月
頃

〔
４
─
３
─
２
０
〕
労
働
省
令
案

［［
ⅠⅠ
］］
技技
能能
習習
得得
者者
のの
技技
能能
検検
定定
のの
方方
法法
にに
関関
すす
るる
規規
則則
（（
案案
））

（
通
則
）

第
一
条

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
六
号
）
（
以
下
規
程
と
い
う
）
第
十
四
条

の
規
定
に
よ
る
技
能
習
得
者
着
の
技
能
検
定
（
以
下
検
定
と
い
う
）
の
方
法
に
関
し
て
は
、

こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
科
目
）

第
二
条

検
定
は
、
規
程
第
十
三
条
の
規
定
に
基
い
て
使
用
者
が
定
め
る
教
習
事
項
に
掲
げ
る
関
連

学
科
及
び
実
技
に
つ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
技
能
検
定
評
議
会
）

第
三
条

使
用
者
は
、
検
定
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
次
の
者
を
も
っ
て
構
成
す
る
技
能

検
定
評
議
会
（
以
下
評
議
会
と
い
う
）
を
設
け
て
、
検
定
の
実
施
に
当
ら
し
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

但
し
、
使
用
者
は
、
こ
の
規
定
に
よ
り
難
い
場
合
に
は
、
他
の
使
用
者
と
共
同
し
て
評
議

会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑴
使
用
者
、
⑵
労
働
者
を
代
表
す
る
者
、
⑶
技
能
者
養
成
指
導
員
、
⑷
現
場
指
導
者

使
用
者
は
、
前
項
に
掲
げ
る
者
の
外
、
検
定
に
必
要
と
認
め
る
者
を
評
議
会
に
参
加

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条

使
用
者
は
検
定
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
評
議
会
に
諮
り
そ
の
都
度
実
施
計
画

を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
施
）

第
五
条

使
用
者
は
、
各
教
習
年
度
末
及
び
養
成
期
間
終
了
直
後
に
は
必
ず
検
定
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
但
し
、
已
む
を
得
ざ
る
事
由
あ
る
場
合
は
、
各
教
習
年
度
末
あ
る
い
は
養
成
期

間
終
了
の
直
後
以
外
の
時
間
に
お
い
て
、
検
定
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。

第
六
条

使
用
者
は
、
養
成
期
間
の
終
了
直
後
に
行
う
檢
定
を
も
っ
て
最
終
年
度
に
行
う
検
定
に
か

え
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
七
条

使
用
者
は
評
議
会
を
し
て
各
技
能
習
得
者
の
検
定
の
結
果
及
び
平
素
の
成
績
に
基
い
て
審

査
を
行
わ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
習
得
記
録
）

第
八
条

使
用
者
は
、
各
技
能
習
得
者
ご
と
に
習
得
記
録
を
整
理
し
、
平
素
の
成
績
を
判
定
す
る
に

足
る
各
教
習
年
度
内
の
習
得
状
況
に
関
す
る
事
項
を
記
入
し
、
事
業
場
に
備
え
つ
け
、
前
条

の
審
査
の
資
料
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
技
能
検
定
個
人
表
）

第
九
条

使
用
者
は
、
別
記
様
式
に
よ
り
各
技
能
習
得
者
ご
と
に
技
能
検
定
表
を
調
整
し
、
労
働
省

労
働
基
準
局
長
の
示
す
技
能
の
等
級
に
従
っ
て
第
七
条
の
審
査
の
結
果
を
そ
の
都
度
記
し
事

業
場
に
備
え
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
雑
則
）

第
十
条

こ
の
命
令
に
定
め
る
も
の
の
外
、
検
定
の
方
法
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
労
働
省
労
働
基

準
□
長
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
。

附
則

１
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
省
令
施
行
の
際
既
に
実
施
し
た
検
定
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
検
定
を
実
施

し
□
の
と
み
な
す
。

３
規
程
第
十
四
条
第
一
項
中
「
年
」
を
「
各
教
習
年
度
内
に
」
改
め
る
。

技技
能能
検検
定定
個個
人人
表表
（
編
注
：
略
）

［ ［
ⅡⅡ
］］

技技
能能
習習
得得
者者
技技
能能
検検
定定
実実
施施
要要
綱綱

１
．
検
定
の
目
的

検
定
の
目
的
は
習
得
者
個
性
知
識
並
び
に
技
能
を
検
定
し
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
個
々
の
者
に

□
る
適
切
な
る
指
導
を
行
い
、
指
導
方
法
全
般
に
関
す
る
改
善
の
資
料
と
な
し
、
習
得
者
自
身
の

技
能
習
得
に
対
す
る
奨
励
奮
起
の
原
動
力
と
な
し
養
成
終
了
後
の
習
得
者
の
適
正
な
る
格
付
を
行

う
と
同
時
に
国
内
技
能
水
準
の
向
上
を
計
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

２
．
検
定
科
目

習
得
者
検
定
規
則
に
は
「
規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
基
い
て
使
用
者
が
さ
だ
め
る
、
教
習
事
項

に
掲
げ
る
関
連
学
科
及
び
実
技
」
と
二
科
目
に
つ
い
て
定
め
て
ゐ
る
が
、
産
業
中
堅
人
と
し
て
の

資
質
を
向
上
発
展
せ
し
め
る
社
会
科
に
つ
い
て
検
定
を
行
っ
て
も
差
支
え
な
い
。
又
使
用
者
が
当

該
事
業
場
の
実
態
に
応
じ
て
教
習
事
項
の
基
準
を
上
廻
っ
て
外
に
教
習
事
項
を
定
め
た
場
合
は
当

然
そ
の
科
目
に
つ
い
て
も
検
定
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

３
．
技
能
検
定
評
議
会

使
用
者
は
習
得
者
検
定
規
則
に
定
め
る
構
成
要
件
を
満
す
範
囲
に
お
い
て
評
議
委
員
を
選
定
し

円
滑
適
切
な
る
技
能
検
定
を
実
施
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
評
議
会
で
行
わ
し
め
る
事
項

は
概
ね
次
の
通
り
と
す
る
。

⑴
評
議
会
規
則
に
関
す
る
事
項
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⑵
検
定
実
施
計
画
に
関
す
る
事
項

⑶
検
定
試
験
問
題
の
作
成
に
関
す
る
事
項

⑷
検
定
に
必
要
な
る
資
料
、
工
具
、
器
具
、
機
械
等
の
選
定
及
び
こ
れ
の
準
備
に
関
す
る
事
項

⑸
学
科
目
及
び
実
技
の
祭
典
に
関
す
る
事
項

⑹
技
能
の
等
級
基
準
の
設
定
に
関
す
る
事
項

⑺
習
得
者
の
技
能
等
級
の
決
定
に
関
す
る
事
項

⑻
検
定
に
必
要
な
る
記
録
の
作
成
及
び
保
存
に
関
す
る
事
項

⑼
其
の
他
技
能
検
定
に
必
要
な
事
項

委
員
の
数
は
養
成
す
る
技
能
種
目
、
技
能
習
得
者
の
数
に
よ
っ
て
養
成
の
実
態
に
応
じ
て
適
宜

決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
は
学
科
実
技
の
両
面
に
つ
い
て
広
い
知
識
経
験
を
有
す
る
も
の
で
特
に
技
能
等
級
基
準
の

設
定
、
試
験
問
題
の
作
成
並
び
に
習
得
者
の
能
力
を
適
確
に
判
定
し
得
る
能
力
を
有
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
習
得
者
検
定
規
則
に
云
う
現
場
指
導
者
と
は
作
業
現
場
に
お
い
て
部
下
工
員
を

指
導
監
督
す
る
者
を
云
い
役
付
工
員
（
伍
長
、
組
長
、
班
長
等
）
現
場
技
術
者
（
係
員
、
係
長
、

主
任
、
課
長
）
等
で
あ
る
。

中
小
企
業
に
よ
る
単
独
養
成
、
共
同
養
成
又
は
親
会
社
に
委
託
養
成
の
如
く
そ
の
企
業
内
で
充

分
な
る
評
議
会
を
構
成
で
き
な
い
場
合
は
、
二
以
上
の
事
業
場
で
共
同
し
て
評
議
会
を
構
成
し
、

検
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
場
合
で
も
充
分
な
る
評
議
会
が
構
成
さ
れ
な
い
場
合
又
は
効
果
的
な
検
定
及
び
全
国
的

技
能
水
準
と
比
較
を
行
う
等
の
た
め
に
同
業
組
合
、
技
能
者
養
成
協
会
、
関
保
官
庁
等
か
ら
参
加

マ
マ

さ
せ
て
も
差
支
え
な
い
。

４
．
検
定
実
施
計
画

技
能
検
定
実
施
計
画
は
概
ね
下
記
事
項
に
つ
い
て
作
成
す
る
こ
と
と
し
、
之
の
適
否
は
技
能
検

定
の
結
果
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
の
で
特
に
慎
重
に
審
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
検
定
日
時

⑵
検
定
種
目
毎
の
評
議
会
委
員

⑶
技
能
種
目
毎
の
技
能
等
級
基
準

⑷
検
定
試
験
問
題
の
作
成
要
領

⑸
使
用
工
具
、
機
械
、
器
具
、
材
料
、
資
料

⑹
採
点
基
準

⑺
検
定
実
施
要
領

⑻
技
能
等
級
判
定
要
領

５
．
検
定
の
日
時

検
定
は
大
別
し
て
各
教
習
年
度
毎
に
そ
れ
ま
で
教
習
し
た
技
能
の
習
得
程
度
を
検
定
す
る
た
め

に
行
□
も
の
と
、
養
成
終
了
時
に
技
能
養
成
を
全
期
間
を
通
じ
て
習
得
し
た
技
能
の
程
度
を
検
定

す
る
も
の
と
□
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
少
く
と
も
各
教
習
年
度
末
に
は
必
ず
じ
っ
し
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
□
定
の
目
的
か
ら
し
て
各
教
習
年
度
を
二
期
又
は
三
期
に
わ
け
、
各
期
末
に

或
は
一
技
能
の
教
習
が
終
っ
た
□
に
実
施
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
後
者
の
検
定
は
最
終
年
度
末
の

検
定
と
併
せ
て
行
っ
て
も
差
支
え
な
い
□
後
者
の
検
定
の
範
囲
は
教
習
し
た
全
技
能
に
つ
い
て
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
各
教
習
年
度
に
行
う
□
定
に
よ
っ
て
充
分
そ
の
技
能
が
判
定
し
て
を
り
、

こ
れ
等
の
総
合
成
績
に
よ
っ
て
全
技
能
を
判
定
し
得
□
場
合
は
特
別
に
終
了
時
の
検
定
を
行
わ
な

く
て
書
く
教
習
年
度
の
成
績
の
総
合
成
績
に
よ
り
等
級
を
決
定
□
て
差
支
え
な
い
。

６
．
技
能
種
目
毎
の
評
議
会
委
員

評
議
会
委
員
を
も
っ
て
技
能
種
目
毎
の
委
員
を
選
定
し
各
技
能
の
技
能
等
級
の
基
準
案
、
検
定

試
験
問
題
案
、
検
定
の
採
点
及
び
技
能
判
定
の
資
料
等
の
作
成
を
な
さ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
れ
等
□
人
は
特
に
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
学
科
、
実
技
に
通
じ
た
も
の
で
な
け
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
選
任
す
る
数
□
業
場
の
実
態
、
当
該
技
能
習
得
者
の
数
、
習
得
者
の
工
場
配
置
状
況
、

検
定
方
法
当
に
と
よ
っ
て
適
宜
定
□
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

７
．
技
能
等
級
基
準

技
能
等
級
基
準
は
技
能
検
定
の
根
幹
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
又
技
能
養
成
計
画
の
基
礎
と
な

る
も
□
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
基
準
の
設
定
に
当
っ
て
は
評
議
会
の
充
分
な
る
検
討
に
よ
っ
て
技

能
毎
に
適
正
□
具
体
的
に
関
連
学
科
及
実
技
に
つ
い
て
の
基
準
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
又
こ
の

基
準
は
三
年
の
養
成
□
間
の
技
能
種
目
に
あ
っ
て
は
三
年
、
二
年
、
一
年
の
各
種
習
年
度
末
の
技

マ
マ

能
等
級
を
そ
れ
ぞ
れ
一
級
、
□
級
及
び
三
級
の
三
段
階
と
し
四
年
の
養
成
期
間
の
技
能
は
上
記
に

準
じ
四
段
階
に
区
分
し
各
段
階
毎
に
□
の
技
能
等
級
の
要
求
す
る
技
能
の
基
準
を
次
の
表
及
び

［
Ⅲ
］
技
能
等
級
の
基
準
よ
り
事
業
場
の
実
態
□
即
応
し
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

技技
能能
等等
級級
基基
準準
表表

等
級

一
級

二
級

三
級

要
素

（
三
年
終
了
）

（
二
年
終
了
）

（
一
年
終
了
）

特
に
困
難
な
特
殊
作
業

普
通
程
度
の
作
業
に
つ

命
ぜ
ら
れ
た
範
囲
内
で

作
業

に
つ
い
て
の
み
技
術
員

い
て
上
級
者
よ
り
作
業

の
定
型
的
な
作
業
に
つ

手
順

等
か
ら
技
術
的
指
導
を

前
あ
ら
か
じ
め
大
略
の

い
て
は
、
そ
の
都
度
指
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⑵
検
定
実
施
計
画
に
関
す
る
事
項

⑶
検
定
試
験
問
題
の
作
成
に
関
す
る
事
項

⑷
検
定
に
必
要
な
る
資
料
、
工
具
、
器
具
、
機
械
等
の
選
定
及
び
こ
れ
の
準
備
に
関
す
る
事
項

⑸
学
科
目
及
び
実
技
の
祭
典
に
関
す
る
事
項

⑹
技
能
の
等
級
基
準
の
設
定
に
関
す
る
事
項

⑺
習
得
者
の
技
能
等
級
の
決
定
に
関
す
る
事
項

⑻
検
定
に
必
要
な
る
記
録
の
作
成
及
び
保
存
に
関
す
る
事
項

⑼
其
の
他
技
能
検
定
に
必
要
な
事
項

委
員
の
数
は
養
成
す
る
技
能
種
目
、
技
能
習
得
者
の
数
に
よ
っ
て
養
成
の
実
態
に
応
じ
て
適
宜

決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
は
学
科
実
技
の
両
面
に
つ
い
て
広
い
知
識
経
験
を
有
す
る
も
の
で
特
に
技
能
等
級
基
準
の

設
定
、
試
験
問
題
の
作
成
並
び
に
習
得
者
の
能
力
を
適
確
に
判
定
し
得
る
能
力
を
有
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
習
得
者
検
定
規
則
に
云
う
現
場
指
導
者
と
は
作
業
現
場
に
お
い
て
部
下
工
員
を

指
導
監
督
す
る
者
を
云
い
役
付
工
員
（
伍
長
、
組
長
、
班
長
等
）
現
場
技
術
者
（
係
員
、
係
長
、

主
任
、
課
長
）
等
で
あ
る
。

中
小
企
業
に
よ
る
単
独
養
成
、
共
同
養
成
又
は
親
会
社
に
委
託
養
成
の
如
く
そ
の
企
業
内
で
充

分
な
る
評
議
会
を
構
成
で
き
な
い
場
合
は
、
二
以
上
の
事
業
場
で
共
同
し
て
評
議
会
を
構
成
し
、

検
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
の
場
合
で
も
充
分
な
る
評
議
会
が
構
成
さ
れ
な
い
場
合
又
は
効
果
的
な
検
定
及
び
全
国
的

技
能
水
準
と
比
較
を
行
う
等
の
た
め
に
同
業
組
合
、
技
能
者
養
成
協
会
、
関
保
官
庁
等
か
ら
参
加

マ
マ

さ
せ
て
も
差
支
え
な
い
。

４
．
検
定
実
施
計
画

技
能
検
定
実
施
計
画
は
概
ね
下
記
事
項
に
つ
い
て
作
成
す
る
こ
と
と
し
、
之
の
適
否
は
技
能
検

定
の
結
果
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
の
で
特
に
慎
重
に
審
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑴
検
定
日
時

⑵
検
定
種
目
毎
の
評
議
会
委
員

⑶
技
能
種
目
毎
の
技
能
等
級
基
準

⑷
検
定
試
験
問
題
の
作
成
要
領

⑸
使
用
工
具
、
機
械
、
器
具
、
材
料
、
資
料

⑹
採
点
基
準

⑺
検
定
実
施
要
領

⑻
技
能
等
級
判
定
要
領

５
．
検
定
の
日
時

検
定
は
大
別
し
て
各
教
習
年
度
毎
に
そ
れ
ま
で
教
習
し
た
技
能
の
習
得
程
度
を
検
定
す
る
た
め

に
行
□
も
の
と
、
養
成
終
了
時
に
技
能
養
成
を
全
期
間
を
通
じ
て
習
得
し
た
技
能
の
程
度
を
検
定

す
る
も
の
と
□
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
少
く
と
も
各
教
習
年
度
末
に
は
必
ず
じ
っ
し
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
□
定
の
目
的
か
ら
し
て
各
教
習
年
度
を
二
期
又
は
三
期
に
わ
け
、
各
期
末
に

或
は
一
技
能
の
教
習
が
終
っ
た
□
に
実
施
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
後
者
の
検
定
は
最
終
年
度
末
の

検
定
と
併
せ
て
行
っ
て
も
差
支
え
な
い
□
後
者
の
検
定
の
範
囲
は
教
習
し
た
全
技
能
に
つ
い
て
行

わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
各
教
習
年
度
に
行
う
□
定
に
よ
っ
て
充
分
そ
の
技
能
が
判
定
し
て
を
り
、

こ
れ
等
の
総
合
成
績
に
よ
っ
て
全
技
能
を
判
定
し
得
□
場
合
は
特
別
に
終
了
時
の
検
定
を
行
わ
な

く
て
書
く
教
習
年
度
の
成
績
の
総
合
成
績
に
よ
り
等
級
を
決
定
□
て
差
支
え
な
い
。

６
．
技
能
種
目
毎
の
評
議
会
委
員

評
議
会
委
員
を
も
っ
て
技
能
種
目
毎
の
委
員
を
選
定
し
各
技
能
の
技
能
等
級
の
基
準
案
、
検
定

試
験
問
題
案
、
検
定
の
採
点
及
び
技
能
判
定
の
資
料
等
の
作
成
を
な
さ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
れ
等
□
人
は
特
に
当
該
技
能
に
関
係
あ
る
学
科
、
実
技
に
通
じ
た
も
の
で
な
け
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
選
任
す
る
数
□
業
場
の
実
態
、
当
該
技
能
習
得
者
の
数
、
習
得
者
の
工
場
配
置
状
況
、

検
定
方
法
当
に
と
よ
っ
て
適
宜
定
□
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

７
．
技
能
等
級
基
準

技
能
等
級
基
準
は
技
能
検
定
の
根
幹
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
又
技
能
養
成
計
画
の
基
礎
と
な

る
も
□
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
基
準
の
設
定
に
当
っ
て
は
評
議
会
の
充
分
な
る
検
討
に
よ
っ
て
技

能
毎
に
適
正
□
具
体
的
に
関
連
学
科
及
実
技
に
つ
い
て
の
基
準
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
又
こ
の

基
準
は
三
年
の
養
成
□
間
の
技
能
種
目
に
あ
っ
て
は
三
年
、
二
年
、
一
年
の
各
種
習
年
度
末
の
技

マ
マ

能
等
級
を
そ
れ
ぞ
れ
一
級
、
□
級
及
び
三
級
の
三
段
階
と
し
四
年
の
養
成
期
間
の
技
能
は
上
記
に

準
じ
四
段
階
に
区
分
し
各
段
階
毎
に
□
の
技
能
等
級
の
要
求
す
る
技
能
の
基
準
を
次
の
表
及
び

［
Ⅲ
］
技
能
等
級
の
基
準
よ
り
事
業
場
の
実
態
□
即
応
し
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

技技
能能
等等
級級
基基
準準
表表

等
級

一
級

二
級

三
級

要
素

（
三
年
終
了
）

（
二
年
終
了
）

（
一
年
終
了
）

特
に
困
難
な
特
殊
作
業

普
通
程
度
の
作
業
に
つ

命
ぜ
ら
れ
た
範
囲
内
で

作
業

に
つ
い
て
の
み
技
術
員

い
て
上
級
者
よ
り
作
業

の
定
型
的
な
作
業
に
つ

手
順

等
か
ら
技
術
的
指
導
を

前
あ
ら
か
じ
め
大
略
の

い
て
は
、
そ
の
都
度
指
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作
業

受
け
つ
ゝ
作
業
を
行
い

指
示
を
受
け
作
業
を
行

図
を
受
け
な
い
が
予
め

方
法

普
通
程
度
の
作
業
に
つ

い
、
特
に
稍
高
い
程
度

順
序
の
定
め
の
な
い
作

い
て
は
そ
の
方
法
、
手

の
修
得
又
は
稍
多
い
経

業
に
つ
い
て
は
作
業
中

順
等
を
効
果
的
に
計
画

験
を
要
す
る
作
業
に
つ

し
ば
し
ば
上
級
指
導
者

し
実
際
作
業
が
出
来
る

い
て
は
そ
の
都
度
指
示

か
ら
詳
細
な
指
示
及
び

こ
と
。

を
受
け
つ
ゝ
作
業
出
来

細
部
的
な
検
閲
及
び
技

る
。

能
的
指
図
を
受
け
る
。

一
般
的
監
督
を
受
け
て

普
通
程
度
の
作
業
に
つ

判
断

稍
高
い
程
度
の
修
得
又

い
て
限
定
さ
れ
た
範
囲

力
は
稍
多
い
経
験
を
要
す

の
事
項
に
関
し
て
場
合

る
作
業
を
自
ら
新
た
な

に
よ
り
自
ら
新
な
効
果

効
果
的
な
判
断
を
速
に

的
な
判
断
を
下
す
こ
と

下
す
こ
と
が
出
来
る
。

が
出
来
る
。

応
用

知
識
や
経
験
を
正
し
く

力
作
業
上
に
お
う
よ
う
す

る
こ
と
が
出
来
る
。

該
当
技
能
全
般
の
対
象

自
己
の
担
当
す
る
作
業

識
別

と
な
る
事
物
に
つ
い
て

に
つ
い
て
は
そ
の
正
義

力
そ
の
正
義
優
劣
を
識
別

優
劣
を
識
別
す
る
こ
と

す
る
こ
と
が
出
来
る
。

が
出
来
る
。

作
業
上
有
益
な
新
し
い

独
創

着
想
、
創
意
工
夫
を
考

力
案
す
べ
き
心
掛
が
あ
る

こ
と
。

同
程
度
の
技
能
者
の
集

統
率

り
に
お
い
て
は
、
自
然

指
導

的
に
そ
の
仲
間
の
リ
ー

力
ダ
ー
と
な
る
素
養
を
有

し
て
い
る
こ
と
。

仕
事
を
進
め
る
た
め
に

交
渉

他
人
と
折
衝
し
て
自
己

力
の
意
図
、
目
的
を
相
手

方
に
了
承
さ
せ
相
互
の

作
業
連
携
協
力
を
な
し

う
る
こ
と
。

当
該
職
種
全
般
の
作
業

自
己
の
担
当
す
る
作
業

研
究

業
務
に
絶
え
ず
関
心
を

に
つ
い
て
絶
え
ず
関
心

心
持
ち
、
こ
れ
を
よ
り
効

を
持
ち
特
に
作
業
方
法

果
的
に
能
率
的
に
行
う

に
つ
い
て
優
良
な
製
品

よ
う
に
努
め
る
こ
と
が

作
業
が
行
わ
れ
る
よ
う

出
来
る
こ
と
。

に
研
究
す
る
こ
と
。

当
該
技
能
に
直
接
関
係

当
該
技
能
に
お
け
る
根

当
該
技
能
に
関
す
る
規

す
る
専
門
的
な
学
理
に

幹
と
な
る
部
分
に
つ
い

定
さ
れ
た
範
囲
の
事
項

作
業

つ
い
て
の
知
識
を
有
す

て
充
分
な
る
実
際
的
知

に
関
し
て
基
礎
的
な
知

業
務

る
の
み
な
ら
ず
、
該
技

識
を
有
し
実
地
産
業
を

識
を
有
し
、
担
当
す
る

に
関

能
を
保
有
す
る
産
業
全

行
う
場
合
そ
の
産
業
を

範
囲
内
で
限
定
さ
れ
た

す
る

般
に
つ
い
て
の
概
略
の

よ
り
よ
く
理
解
し
う
る

程
度
に
応
用
し
え
る
こ

知
識

知
識
を
有
し
自
ら
の
技

こ
と
。

と
。

能
が
そ
の
産
業
に
お
け

る
立
場
に
つ
い
て
の
知

識
を
有
す
る
こ
と
。

然
し
地
域
的
に
は
用
い
ら
れ
る
生
産
方
式
が
異
な
っ
て
お
り
、
同
一
地
域
内
と
云
え
ど
も
規
模

の
或
い
は
生
産
品
目
の
相
違
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
事
業
場
が
要
求
す
る
技
能
の
程
度
は
一
様
で
は
あ
り

得
な
い
。
技
能
等
級
の
基
準
も
事
業
場
の
生
産
の
実
態
及
び
当
該
事
業
場
将
来
に
お
け
る
事
業
発

展
の
見
透
□
分
考
慮
の
上
、
適
宜
有
効
適
切
な
る
基
準
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
教
習
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年
度
毎
の
各
□
秀
、
優
、
良
、
可
、
等
の
段
階
に
適
宜
区
分
し
習
得
者
自
身
の
技
能
研
鑽
に
対
す

る
励
み
と
な
す
□
望
ま
し
い
。
又
一
応
定
め
ら
れ
た
基
準
は
決
し
て
固
定
的
な
も
の
で
な
く
、
常

に
進
歩
発
展
す
る
技
能
に
即
応
さ
せ
、
同
種
産
業
の
他
に
企
業
の
技
能
基
準
の
実
態
を
も
検
討
の

上
必
要
に
応
じ
て
判
定
□
べ
き
も
の
で
あ
る
。

８
．
検
定
試
験
問
題
の
作
成
要
領

検
定
試
験
は
前
７
号
に
よ
り
定
め
た
技
能
等
級
の
基
準
に
示
す
能
力
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か

を
学
科
、
実
技
の
各
科
目
に
つ
い
て
判
定
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

学
科
の
試
験
は
関
連
学
科
の
各
科
目
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
教
習
し
た
範
囲
に
お
い
て
主
と
し
て

□
的
問
題
を
適
宜
選
択
す
る
も
の
で
あ
る
。
関
連
学
科
中
数
種
の
技
能
習
得
者
を
共
通
し
て
教
習

し
て
学
科
例
え
ば
工
業
数
学
、
物
理
及
び
化
学
、
実
用
外
国
語
、
製
図
等
に
つ
い
て
も
各
技
能
毎

に
そ
れ
ぞ
れ
に
関
連
あ
る
実
際
的
問
題
」
を
作
成
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
実
技
の
試
験
は
そ
れ

マ
マ

ぞ
れ
教
習
し
た
範
囲
に
お
い
て
実
際
作
業
を
技
能
の
必
要
に
応
じ
て
適
宜
選
択
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
際
同
一
技
能
に
つ
い
て
は
例
え
異
っ
た
工
場
で
教
習
す
る
場
合
と
い
え
ど
も
二
種
以
上

の
問
題
を
課
す
等
し
て
同
一
問
題
と
な
す
こ
と
が
望
ま
し
い
。
特
に
基
本
実
習
に
お
い
て
は
同
一

の
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
こ
れ
ら
の
同
一
問
題
に
つ
い
て
は
使
用
す
る
機
械
、
工
具
、

器
具
、
材
料
等
は
同
一
の
も
の
と
し
、
同
一
作
業
件
件
に
お
い
て
問
題
を
作
成
す
る
よ
う
に
努
め

マ
マ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
実
際
作
業
を
行
わ
せ
る
だ
け
で
は
技
能
を
判
定
す
る
に
不
充
分
だ
と

い
う
場
合
は
こ
の
不
充
分
な
箇
所
に
つ
い
て
必
要
に
応
じ
実
地
に
お
い
て
作
業
の
実
際
に
つ
き
質

問
を
な
し
試
験
を
行
う
よ
う
に
問
題
を
作
成
し
て
差
支
え
な
い
。
又
作
業
の
性
質
上
共
同
産
業
に

よ
る
化
学
工
業
の
技
能
或
は
金
属
工
業
の
一
部
の
技
能
の
如
く
実
地
作
業
の
検
定
が
な
し
難
い
技

能
に
つ
い
て
は
実
施
作
業
に
つ
い
て
行
う
口
述
試
験
の
み
と
な
る
の
で
、
こ
の
口
述
試
験
の
み
で

充
分
技
能
が
判
定
出
来
る
よ
う
な
問
題
を
作
る
べ
く
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
．
使
用
工
具
、
機
械
、
器
具
、
材
料
、
資
材

検
定
で
用
い
る
工
具
、
機
械
、
器
具
、
作
業
台
等
は
出
来
る
だ
け
各
自
使
用
の
も
の
を
用
い
さ

せ
検
定
に
当
っ
て
こ
れ
等
の
整
備
状
況
よ
り
工
具
、
器
具
、
機
械
、
の
使
用
法
の
判
定
の
資
料
と

す
る
こ
と
が
出
来
る
。

１
０
．
採
点
基
準

学
科
実
技
の
各
検
定
の
採
点
基
準
を
何
れ
に
重
き
を
お
く
か
、
何
点
に
定
め
る
か
は
当
該
技
能

の
要
求
す
る
程
度
に
よ
っ
て
一
概
に
云
え
る
も
の
で
な
く
、
化
学
関
係
の
技
能
に
お
い
て
は
学
科

を
主
に
、
工
芸
関
系
の
技
能
に
お
い
て
は
実
技
に
重
き
を
お
く
等
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
で
あ

る
の
で
、
産
業
の
実
情
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
実
技
に
お
い
て
は
製
品
出
来
上
り

に
つ
い
て
採
点
基
準
を
定
め
る
だ
け
で
な
く
、
技
能
の
要
素
毎
の
採
点
基
準
を
あ
ら
か
じ
め
定
め

て
お
き
各
要
素
か
ら
習
得
者
の
技
能
を
判
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
こ
れ
ら
の

要
素
毎
の
採
点
基
準
も
技
能
の
実
態
に
よ
っ
て
適
宜
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

１
１
．
検
定
実
施
要
領

実
技
検
定
は
あ
ら
か
じ
め
必
要
工
具
、
器
具
、
機
械
、
材
料
及
び
資
材
を
与
え
或
は
明
示
し
て

準
備
さ
せ
、
図
面
、
課
題
は
検
定
の
際
示
し
て
作
業
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

実
地
作
業
に
つ
い
て
質
問
を
な
し
検
定
を
行
う
場
合
は
習
得
者
各
人
に
質
問
を
な
し
口
頭
で
も

っ
て
答
え
し
め
る
方
法
、
或
は
全
員
に
同
一
問
題
を
与
え
て
筆
記
に
よ
っ
て
解
答
さ
せ
る
等
検
定

の
実
態
に
応
じ
て
適
当
な
方
法
を
取
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
実
地
作
業
の
検
定
と
併
用
し
て
行
わ
れ

る
技
能
に
つ
い
て
は
実
地
作
業
で
判
定
す
る
に
不
充
分
な
箇
所
に
つ
い
て
の
み
試
験
を
行
え
ば
足

る
の
で
比
較
的
簡
単
で
あ
る
が
実
地
作
業
を
行
い
難
く
口
述
試
験
の
み
で
行
う
実
技
検
定
の
場
合

は
で
き
る
だ
け
多
く
の
部
門
に
つ
い
て
試
験
を
行
う
べ
き
で
あ
る
の
で
検
定
す
る
技
能
に
関
係
あ

る
生
産
工
程
の
重
要
な
箇
所
に
つ
い
て
、
そ
の
都
度
機
械
、
器
具
の
運
転
操
作
、
各
種
測
定
要
領
、

資
材
、
材
料
、
製
品
等
の
取
扱
要
領
、
安
全
作
業
法
等
に
つ
い
て
相
当
慎
重
に
試
験
を
行
う
必
要

が
あ
る
。

１
２
．
技
能
等
級
判
定
要
領

？
（
編
注
：
上
の
枠
か
ら
線
を
引
き
？
を
付
け
て
い
る
。
）

学
科
は
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
採
点
基
準
に
よ
っ
て
解
答
さ
れ
た
内
容
に
よ
り
採
点
し
知
識

の
程
度
を
判
定
す
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
学
科
の
検
定
の
外
に
平
常
の
学
習
の
態
度
、

授
業
中
に
議
□
た
口
頭
、
筆
記
試
問
の
成
績
等
に
よ
る
平
常
の
学
科
成
績
と
の
比
重
は
技
能
に
応

じ
て
適
宜
選
定
さ
れ
□
も
の
で
あ
る
。
実
技
は
実
地
作
業
の
要
素
毎
に
定
め
た
採
点
基
準
に
照
ら

し
て
、
作
業
時
間
中
に
採
点
す
る
。
実
地
作
業
の
要
素
の
製
品
出
来
上
り
と
は
製
品
の
精
度
及
び

巧
緻
性
を
い
い
、
作
業
速
度
と
は
機
□
加
工
時
間
に
対
す
る
各
人
所
要
時
間
の
遅
速
を
、
作
業
の

段
取
り
と
は
直
接
作
業
を
加
へ
る
ま
で
の
準
□
作
業
（
機
械
工
具
測
定
器
の
作
業
前
の
点
検
、
調

整
、
工
具
、
器
具
、
材
料
、
資
材
、
製
品
の
取
扱
要
領
□
安
全
作
業
等
）
□
作
業
態
度
と
は
作
業

に
対
す
研
究
心
、
判
断
力
及
び
服
装
等
材
料
に
対
す
る
心
構
□
を
云
い
、
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い

て
採
点
基
準
に
照
ら
し
て
採
点
す
る
。
実
地
作
業
と
併
用
し
て
行
う
口
□
試
験
で
は
作
業
で
充
分

出
来
な
い
要
素
を
判
定
す
る
た
め
に
実
地
作
業
に
つ
い
て
種
々
想
定
を
与
え
て
□
問
し
、
そ
の
能

力
を
推
定
し
そ
れ
ぞ
れ
の
実
施
作
業
に
よ
る
要
素
の
採
点
を
補
正
す
る
。
実
地
作
業
に
□
け
る
口

述
試
験
の
み
の
実
技
検
定
は
上
記
後
段
に
準
じ
て
技
能
の
各
要
素
の
能
力
を
推
定
し
て
採
点
す
□

実
技
の
判
定
は
学
科
同
様
日
常
の
実
習
の
成
績
を
上
記
技
能
の
要
素
に
つ
い
て
採
点
し
両
者
の
成

績
を
□
合
し
て
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
の
成
績
の
比
重
は
技
能
に
よ
っ
て
異
る
の
で

実
地
作
業
に
□
る
検
定
を
行
い
難
い
も
の
に
つ
い
て
は
平
常
の
成
績
を
重
く
み
る
等
技
能
に
よ
っ

て
適
宜
定
め
ら
れ
る
□
の
と
す
る
。
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年
度
毎
の
各
□
秀
、
優
、
良
、
可
、
等
の
段
階
に
適
宜
区
分
し
習
得
者
自
身
の
技
能
研
鑽
に
対
す

る
励
み
と
な
す
□
望
ま
し
い
。
又
一
応
定
め
ら
れ
た
基
準
は
決
し
て
固
定
的
な
も
の
で
な
く
、
常

に
進
歩
発
展
す
る
技
能
に
即
応
さ
せ
、
同
種
産
業
の
他
に
企
業
の
技
能
基
準
の
実
態
を
も
検
討
の

上
必
要
に
応
じ
て
判
定
□
べ
き
も
の
で
あ
る
。

８
．
検
定
試
験
問
題
の
作
成
要
領

検
定
試
験
は
前
７
号
に
よ
り
定
め
た
技
能
等
級
の
基
準
に
示
す
能
力
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か

を
学
科
、
実
技
の
各
科
目
に
つ
い
て
判
定
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。

学
科
の
試
験
は
関
連
学
科
の
各
科
目
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
教
習
し
た
範
囲
に
お
い
て
主
と
し
て

□
的
問
題
を
適
宜
選
択
す
る
も
の
で
あ
る
。
関
連
学
科
中
数
種
の
技
能
習
得
者
を
共
通
し
て
教
習

し
て
学
科
例
え
ば
工
業
数
学
、
物
理
及
び
化
学
、
実
用
外
国
語
、
製
図
等
に
つ
い
て
も
各
技
能
毎

に
そ
れ
ぞ
れ
に
関
連
あ
る
実
際
的
問
題
」
を
作
成
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
実
技
の
試
験
は
そ
れ

マ
マ

ぞ
れ
教
習
し
た
範
囲
に
お
い
て
実
際
作
業
を
技
能
の
必
要
に
応
じ
て
適
宜
選
択
す
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
際
同
一
技
能
に
つ
い
て
は
例
え
異
っ
た
工
場
で
教
習
す
る
場
合
と
い
え
ど
も
二
種
以
上

の
問
題
を
課
す
等
し
て
同
一
問
題
と
な
す
こ
と
が
望
ま
し
い
。
特
に
基
本
実
習
に
お
い
て
は
同
一

の
課
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
こ
れ
ら
の
同
一
問
題
に
つ
い
て
は
使
用
す
る
機
械
、
工
具
、

器
具
、
材
料
等
は
同
一
の
も
の
と
し
、
同
一
作
業
件
件
に
お
い
て
問
題
を
作
成
す
る
よ
う
に
努
め

マ
マ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
実
際
作
業
を
行
わ
せ
る
だ
け
で
は
技
能
を
判
定
す
る
に
不
充
分
だ
と

い
う
場
合
は
こ
の
不
充
分
な
箇
所
に
つ
い
て
必
要
に
応
じ
実
地
に
お
い
て
作
業
の
実
際
に
つ
き
質

問
を
な
し
試
験
を
行
う
よ
う
に
問
題
を
作
成
し
て
差
支
え
な
い
。
又
作
業
の
性
質
上
共
同
産
業
に

よ
る
化
学
工
業
の
技
能
或
は
金
属
工
業
の
一
部
の
技
能
の
如
く
実
地
作
業
の
検
定
が
な
し
難
い
技

能
に
つ
い
て
は
実
施
作
業
に
つ
い
て
行
う
口
述
試
験
の
み
と
な
る
の
で
、
こ
の
口
述
試
験
の
み
で

充
分
技
能
が
判
定
出
来
る
よ
う
な
問
題
を
作
る
べ
く
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９
．
使
用
工
具
、
機
械
、
器
具
、
材
料
、
資
材

検
定
で
用
い
る
工
具
、
機
械
、
器
具
、
作
業
台
等
は
出
来
る
だ
け
各
自
使
用
の
も
の
を
用
い
さ

せ
検
定
に
当
っ
て
こ
れ
等
の
整
備
状
況
よ
り
工
具
、
器
具
、
機
械
、
の
使
用
法
の
判
定
の
資
料
と

す
る
こ
と
が
出
来
る
。

１
０
．
採
点
基
準

学
科
実
技
の
各
検
定
の
採
点
基
準
を
何
れ
に
重
き
を
お
く
か
、
何
点
に
定
め
る
か
は
当
該
技
能

の
要
求
す
る
程
度
に
よ
っ
て
一
概
に
云
え
る
も
の
で
な
く
、
化
学
関
係
の
技
能
に
お
い
て
は
学
科

を
主
に
、
工
芸
関
系
の
技
能
に
お
い
て
は
実
技
に
重
き
を
お
く
等
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
で
あ

る
の
で
、
産
業
の
実
情
に
応
じ
て
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
実
技
に
お
い
て
は
製
品
出
来
上
り

に
つ
い
て
採
点
基
準
を
定
め
る
だ
け
で
な
く
、
技
能
の
要
素
毎
の
採
点
基
準
を
あ
ら
か
じ
め
定
め

て
お
き
各
要
素
か
ら
習
得
者
の
技
能
を
判
定
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
こ
れ
ら
の

要
素
毎
の
採
点
基
準
も
技
能
の
実
態
に
よ
っ
て
適
宜
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

１
１
．
検
定
実
施
要
領

実
技
検
定
は
あ
ら
か
じ
め
必
要
工
具
、
器
具
、
機
械
、
材
料
及
び
資
材
を
与
え
或
は
明
示
し
て

準
備
さ
せ
、
図
面
、
課
題
は
検
定
の
際
示
し
て
作
業
を
行
わ
せ
る
も
の
と
す
る
。

実
地
作
業
に
つ
い
て
質
問
を
な
し
検
定
を
行
う
場
合
は
習
得
者
各
人
に
質
問
を
な
し
口
頭
で
も

っ
て
答
え
し
め
る
方
法
、
或
は
全
員
に
同
一
問
題
を
与
え
て
筆
記
に
よ
っ
て
解
答
さ
せ
る
等
検
定

の
実
態
に
応
じ
て
適
当
な
方
法
を
取
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
実
地
作
業
の
検
定
と
併
用
し
て
行
わ
れ

る
技
能
に
つ
い
て
は
実
地
作
業
で
判
定
す
る
に
不
充
分
な
箇
所
に
つ
い
て
の
み
試
験
を
行
え
ば
足

る
の
で
比
較
的
簡
単
で
あ
る
が
実
地
作
業
を
行
い
難
く
口
述
試
験
の
み
で
行
う
実
技
検
定
の
場
合

は
で
き
る
だ
け
多
く
の
部
門
に
つ
い
て
試
験
を
行
う
べ
き
で
あ
る
の
で
検
定
す
る
技
能
に
関
係
あ

る
生
産
工
程
の
重
要
な
箇
所
に
つ
い
て
、
そ
の
都
度
機
械
、
器
具
の
運
転
操
作
、
各
種
測
定
要
領
、

資
材
、
材
料
、
製
品
等
の
取
扱
要
領
、
安
全
作
業
法
等
に
つ
い
て
相
当
慎
重
に
試
験
を
行
う
必
要

が
あ
る
。

１
２
．
技
能
等
級
判
定
要
領

？
（
編
注
：
上
の
枠
か
ら
線
を
引
き
？
を
付
け
て
い
る
。
）

学
科
は
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
採
点
基
準
に
よ
っ
て
解
答
さ
れ
た
内
容
に
よ
り
採
点
し
知
識

の
程
度
を
判
定
す
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
学
科
の
検
定
の
外
に
平
常
の
学
習
の
態
度
、

授
業
中
に
議
□
た
口
頭
、
筆
記
試
問
の
成
績
等
に
よ
る
平
常
の
学
科
成
績
と
の
比
重
は
技
能
に
応

じ
て
適
宜
選
定
さ
れ
□
も
の
で
あ
る
。
実
技
は
実
地
作
業
の
要
素
毎
に
定
め
た
採
点
基
準
に
照
ら

し
て
、
作
業
時
間
中
に
採
点
す
る
。
実
地
作
業
の
要
素
の
製
品
出
来
上
り
と
は
製
品
の
精
度
及
び

巧
緻
性
を
い
い
、
作
業
速
度
と
は
機
□
加
工
時
間
に
対
す
る
各
人
所
要
時
間
の
遅
速
を
、
作
業
の

段
取
り
と
は
直
接
作
業
を
加
へ
る
ま
で
の
準
□
作
業
（
機
械
工
具
測
定
器
の
作
業
前
の
点
検
、
調

整
、
工
具
、
器
具
、
材
料
、
資
材
、
製
品
の
取
扱
要
領
□
安
全
作
業
等
）
□
作
業
態
度
と
は
作
業

に
対
す
研
究
心
、
判
断
力
及
び
服
装
等
材
料
に
対
す
る
心
構
□
を
云
い
、
こ
れ
ら
の
諸
点
に
つ
い

て
採
点
基
準
に
照
ら
し
て
採
点
す
る
。
実
地
作
業
と
併
用
し
て
行
う
口
□
試
験
で
は
作
業
で
充
分

出
来
な
い
要
素
を
判
定
す
る
た
め
に
実
地
作
業
に
つ
い
て
種
々
想
定
を
与
え
て
□
問
し
、
そ
の
能

力
を
推
定
し
そ
れ
ぞ
れ
の
実
施
作
業
に
よ
る
要
素
の
採
点
を
補
正
す
る
。
実
地
作
業
に
□
け
る
口

述
試
験
の
み
の
実
技
検
定
は
上
記
後
段
に
準
じ
て
技
能
の
各
要
素
の
能
力
を
推
定
し
て
採
点
す
□

実
技
の
判
定
は
学
科
同
様
日
常
の
実
習
の
成
績
を
上
記
技
能
の
要
素
に
つ
い
て
採
点
し
両
者
の
成

績
を
□
合
し
て
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
の
成
績
の
比
重
は
技
能
に
よ
っ
て
異
る
の
で

実
地
作
業
に
□
る
検
定
を
行
い
難
い
も
の
に
つ
い
て
は
平
常
の
成
績
を
重
く
み
る
等
技
能
に
よ
っ

て
適
宜
定
め
ら
れ
る
□
の
と
す
る
。
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学
科
及
び
実
技
の
総
合
成
績
に
よ
り
技
能
等
級
基
準
に
つ
い
て
技
能
毎
に
各
習
得
者
の
技
能
等

級
は
□
議
会
で
検
討
さ
れ
て
定
め
ら
れ
る
。

１
３
．
検
定
に
必
要
な
る
記
録

検
定
に
必
要
な
る
記
録
は
習
得
者
技
能
検
定
規
則
第
九
条
に
指
定
さ
れ
る
も
の
の
外
必
要
と
認

め
ら
□
る
も
の
を
作
成
し
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
記
録
は
概
ね
次
の
如
き

事
項
に
つ
い
□
記
録
す
る
必
要
が
あ
る
。
又
こ
れ
ら
の
書
類
は
技
能
等
級
判
定
の
際
評
議
員
に
提

示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
□
な
い
。

⑴
習
得
者
毎
の
学
科
、
平
常
成
績
表

月
別
若
し
く
は
各
教
習
科
目
の
教
習
段
階
毎
に
平
常
の
学
習
態
度
、
授
業
中
に
課
し
た
口
述

筆
□
問
の
成
績
、
宿
題
、
研
究
論
文
等
の
成
績
等
に
よ
っ
て
平
常
の
成
績
の
記
入
（
別
表
１
．

２
参
照
）

⑵
習
得
者
毎
の
実
技
の
平
常
成
績
表

作
業
毎
に
平
常
の
実
習
及
び
習
得
者
が
記
入
す
る
実
習
日
誌
よ
り
実
習
態
度
、
作
業
速
度
、

作
業
□
取
及
び
製
品
出
来
上
が
り
、
作
業
手
順
及
び
作
業
方
法
、
平
常
の
成
績
を
記
入
（
別

表
１
．
２
参
照
）

⑶
教
習
時
間
実
績
簿

習
得
者
毎
の
各
教
習
事
項
に
つ
い
て
の
教
習
を
受
け
た
時
間
を
記
入
。

⑷
実
習
日
誌

毎
日
作
業
名
、
作
業
の
目
的
、
作
業
工
程
、
作
業
の
急
所
、
修
理
事
項
及
び
使
用
機
械
器
具
、

工
□
消
耗
品
、
実
習
時
間
等
に
つ
い
て
習
得
者
各
人
で
記
入
（
別
表
３
参
照
）

⑸
評
議
会
議
事
録

検
定
試
験
問
題
及
び
試
験
問
題
答
案
、
製
品

将
来
の
検
定
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
の
で
実
施
し
た
試
験
問
題
及
び
試
験
答
案
、
製
品
は
整

理
し
保
存
す
る
こ
と
。

別
表
１
：
各
月
習
得
記
録
票
（
編
注
：
略
）

別
表
２
：
年
度
別
習
得
記
録
簿
（
編
注
：
略
）

別
表
３
：
実
習
日
誌
（
編
注
：
略
）

［［
ⅢⅢ
］］

技技
能能
習習
得得
者者
技技
能能
検検
定定
実実
施施
要要
綱綱
（
編
注
：
本
表
は
全
て
が
×
印
で
削
除
さ
れ
て

い
る
。
）

（
編
注
：
以
上
の
元
資
料
は
ガ
リ
版
刷
り
で
あ
る
が
、
伺
い
の
起
案
書
は
添
付
さ
れ
て
い
な
い
。
な

お
、
本
資
料
集
に
は
訂
正
文
字
を
転
載
し
た
。
）

染染
色色
工工

社
会
科
（
編
注
：
以
下
各
科
目
と
も
手
書
き
の
問
題
が
例
示
さ
れ
て
い
る
が
略
す
。
）

工
業
数
学
、

物
理
及
び
化
学
、

実
用
外
国
語
、

意
匠
図
案
、

染
色
大
意
、

織
物
、

織
物
原
料
、

染
料
、

染
色
用
薬
品
助
剤
、

糊
料
、

浸
染
、

な
染
及
び
模
様
染
、

染
色
用
機
械
器
具
、

織
物
仕
上
法
、

精
錬
漂
白
法
、

機
械
及
び
電
気
、

実
技
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昭
和
二
十
八
年
五
月
一
日

〔
四
─
三
─
二
一
〕
労
働
省
令
第
三
号

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
のの
一一
部部
改改
正正

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
条
の
規
定
に
基
き
、
技
能
者
養
成
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

労
劭
大
臣

戸

塚

九

一

郎

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
労
働
安
金
衛
生
規
則
及
び
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
に
定
め
る
危
険
有

害
業
務
」
を
「
法
及
び
こ
れ
に
基
く
命
令
に
定
め
る
危
険
有
害
業
務
及
び
坑
内
労
働
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
一
〇
の
二
畳
工
の
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

分
類
番
号

技

能

名

技

能

概

要

養
成
期
間

一
一
の
一

石
炭
坑
内
直
接
夫

石
炭
鉱
山
に
お
け
る
石
炭
採
掘
、
坑
道
掘
進
、
支
柱
及
び
充

三
年

填
に
お
け
る
技
能
（
各
種
の
切
羽
機
械
及
び
充
填
機
械
の
運

転
に
お
け
る
技
能
を
合
む
。）

一
一
の
二

石
炭
坑
内
機
電
夫

石
炭
鉱
山
に
お
け
る
鉱
山
機
械
、
運
搬
機
械
、
電
気
機
械

三
年

等
の
据
付
、
運
転
、
保
守
及
び
修
理
並
び
に
配
線
架
設
、
電

路
敷
設
、
配
線
工
事
及
び
電
線
、
電
路
の
保
守
に
お
け
る
技

能

一
一
の
三

石
炭
鉱
山
測
量
夫

石
炭
鉱
山
に
お
け
る
測
量
、
地
質
炭
層
の
調
査
及
び
坑
内
図

三
年

の
作
成
そ
の
他
の
製
図
に
お
け
る
技
能

別
表
第
三
中
一
〇
の
一
〇
屋
根
ぶ
き
工
の
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

（
編
注
：
技
能
名
の
み
記
し
、
技
能
の
就
業
制
限
内
容
等
は
略
し
た
。
）

一
一
の
一

石
炭
坑
内
直

接
夫

一
一
の
二

石
炭
坑
内

機
電
夫

一
一
の
三

石
炭
鉱
山

測
量
夫

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
八
年
五
月
一
日

〔
四
─
三
─
二
二
〕
労
働
省
告
示
第
八
号

教教
習習
事事
項項
のの
基基
準準
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
告告
示示

労
働
基
準
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号)

第
七
十
条
及
び
技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和

二
十
二
年
労
働
省
令
第
六
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
き
、
教
習
事
項
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
号
中
一
〇
の
一
二
畳
工
の
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

一一
一一
のの
一一

石石
炭炭
坑坑
内内
直直
接接
夫夫
（
編
注
：
以
下
、
職
種
の
み
記
し
、
教
習
事
項
は
略
し
た
。
）

一一
一一
のの
二二

石石
炭炭
坑坑
内内
機機
電電
夫夫

一一
一一
のの
三三

石石
炭炭
鉱鉱
山山
測測
量量
夫夫

昭
和
二
八
年
九
月
二
六
日

〔
四
─
三
─
二
三
〕
労
働
省
告
示
第
二
〇
号

技技
能能
者者
共共
同同
養養
成成
費費
補補
助助
金金
交交
付付
規規
程程

（
こ
の
規
程
の
目
的
）

第第
一一
条条

こ
の
規
程
は
、
技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
の
交
付
そ
の
他
の
取
扱
に
つ
い
て
定
め
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
補
助
金
の
目
的
及
び
交
付
の
対
象
）

第第
二二
条条

労
働
大
臣
は
、
二
以
上
の
事
業
主
が
共
同
し
て
行
う
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
四
十
九
号
）
に
基
く
技
能
者
の
養
成
（
以
下
「
技
能
者
共
同
養
成
」
と
い
う
。）
の
促
進
助
長
に

資
す
る
た
め
、
適
当
と
認
め
る
技
能
者
共
同
養
成
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
技
能
者

共
同
養
成
に
要
す
る
経
費
の
一
部
に
つ
い
て
、
技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
（
以
下
「
補
助
金
」

と
い
う
。）
を
交
付
す
る
。

２

補
助
金
は
、
技
能
者
共
同
養
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
左
に
掲
げ
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部

に
つ
い
て
交
付
す
る
。

一

技
能
者
養
成
指
導
員
等
の
給
料
又
は
手
当
に
要
す
る
経
費

二

技
能
者
養
成
用
機
械
器
具
等
設
備
の
維
持
、
更
新
及
び
建
物
の
借
上
に
要
す
る
経
費

三

教
科
書
そ
の
他
の
教
材
に
要
す
る
経
費

３

補
助
金
は
、
技
能
者
共
同
養
成
を
行
う
事
業
主
の
集
合
体
（
以
下
「
技
能
者
共
同
養
成
体
」
と

い
う
。）
に
交
付
す
る
。
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昭
和
二
十
八
年
五
月
一
日

〔
四
─
三
─
二
一
〕
労
働
省
令
第
三
号

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
のの
一一
部部
改改
正正

労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
条
の
規
定
に
基
き
、
技
能
者
養
成
規

程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

労
劭
大
臣

戸

塚

九

一

郎

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
労
働
安
金
衛
生
規
則
及
び
女
子
年
少
者
労
働
基
準
規
則
に
定
め
る
危
険
有

害
業
務
」
を
「
法
及
び
こ
れ
に
基
く
命
令
に
定
め
る
危
険
有
害
業
務
及
び
坑
内
労
働
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
中
一
〇
の
二
畳
工
の
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

分
類
番
号

技

能

名

技

能

概

要

養
成
期
間

一
一
の
一

石
炭
坑
内
直
接
夫

石
炭
鉱
山
に
お
け
る
石
炭
採
掘
、
坑
道
掘
進
、
支
柱
及
び
充

三
年

填
に
お
け
る
技
能
（
各
種
の
切
羽
機
械
及
び
充
填
機
械
の
運

転
に
お
け
る
技
能
を
合
む
。）

一
一
の
二

石
炭
坑
内
機
電
夫

石
炭
鉱
山
に
お
け
る
鉱
山
機
械
、
運
搬
機
械
、
電
気
機
械

三
年

等
の
据
付
、
運
転
、
保
守
及
び
修
理
並
び
に
配
線
架
設
、
電

路
敷
設
、
配
線
工
事
及
び
電
線
、
電
路
の
保
守
に
お
け
る
技

能

一
一
の
三

石
炭
鉱
山
測
量
夫

石
炭
鉱
山
に
お
け
る
測
量
、
地
質
炭
層
の
調
査
及
び
坑
内
図

三
年

の
作
成
そ
の
他
の
製
図
に
お
け
る
技
能

別
表
第
三
中
一
〇
の
一
〇
屋
根
ぶ
き
工
の
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

（
編
注
：
技
能
名
の
み
記
し
、
技
能
の
就
業
制
限
内
容
等
は
略
し
た
。
）

一
一
の
一

石
炭
坑
内
直

接
夫

一
一
の
二

石
炭
坑
内

機
電
夫

一
一
の
三

石
炭
鉱
山

測
量
夫

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
八
年
五
月
一
日

〔
四
─
三
─
二
二
〕
労
働
省
告
示
第
八
号

教教
習習
事事
項項
のの
基基
準準
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
告告
示示

労
働
基
準
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号)

第
七
十
条
及
び
技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和

二
十
二
年
労
働
省
令
第
六
号
）
第
十
三
条
の
規
定
に
基
き
、
教
習
事
項
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
号
中
一
〇
の
一
二
畳
工
の
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

一一
一一
のの
一一

石石
炭炭
坑坑
内内
直直
接接
夫夫
（
編
注
：
以
下
、
職
種
の
み
記
し
、
教
習
事
項
は
略
し
た
。
）

一一
一一
のの
二二

石石
炭炭
坑坑
内内
機機
電電
夫夫

一一
一一
のの
三三

石石
炭炭
鉱鉱
山山
測測
量量
夫夫

昭
和
二
八
年
九
月
二
六
日

〔
四
─
三
─
二
三
〕
労
働
省
告
示
第
二
〇
号

技技
能能
者者
共共
同同
養養
成成
費費
補補
助助
金金
交交
付付
規規
程程

（
こ
の
規
程
の
目
的
）

第第
一一
条条

こ
の
規
程
は
、
技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
の
交
付
そ
の
他
の
取
扱
に
つ
い
て
定
め
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

（
補
助
金
の
目
的
及
び
交
付
の
対
象
）

第第
二二
条条

労
働
大
臣
は
、
二
以
上
の
事
業
主
が
共
同
し
て
行
う
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
四
十
九
号
）
に
基
く
技
能
者
の
養
成
（
以
下
「
技
能
者
共
同
養
成
」
と
い
う
。）
の
促
進
助
長
に

資
す
る
た
め
、
適
当
と
認
め
る
技
能
者
共
同
養
成
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
技
能
者

共
同
養
成
に
要
す
る
経
費
の
一
部
に
つ
い
て
、
技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
（
以
下
「
補
助
金
」

と
い
う
。）
を
交
付
す
る
。

２

補
助
金
は
、
技
能
者
共
同
養
成
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
左
に
掲
げ
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部

に
つ
い
て
交
付
す
る
。

一

技
能
者
養
成
指
導
員
等
の
給
料
又
は
手
当
に
要
す
る
経
費

二

技
能
者
養
成
用
機
械
器
具
等
設
備
の
維
持
、
更
新
及
び
建
物
の
借
上
に
要
す
る
経
費

三

教
科
書
そ
の
他
の
教
材
に
要
す
る
経
費

３

補
助
金
は
、
技
能
者
共
同
養
成
を
行
う
事
業
主
の
集
合
体
（
以
下
「
技
能
者
共
同
養
成
体
」
と

い
う
。）
に
交
付
す
る
。
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（
申
請
の
手
続
）

第第
三三
条条

補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
技
能
者
共
同
養
成
体
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
技
能

者
共
同
養
成
補
助
金
交
付
申
請
書
（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。）
に
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
技
能

者
共
同
養
成
事
業
計
画
書
（
以
下
「
計
画
書
」
と
い
う
。）
を
添
え
て
、
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

申
請
書
の
提
出
期
限
に
つ
い
て
は
、
会
計
年
度
ご
と
に
労
働
大
臣
が
告
示
す
る
。

（
参
考
書
類
の
提
出
）

第第
四四
条条

労
働
大
臣
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
申
請
書
を
提
出
し
た
技
能
者
共
同
養
成
体
に
対

し
、
補
助
金
の
交
付
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
書
類
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
決
定
及
び
通
知
）

第第
五五
条条

労
働
大
臣
は
、
申
請
書
、
計
画
書
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
る
書
類
を
審
査
し
、
補
助
金
を

交
付
し
よ
う
と
す
る
技
能
者
共
同
養
成
体
及
び
交
付
し
よ
う
と
す
る
額
を
決
定
し
、
こ
れ
を
当
該

技
能
者
共
同
養
成
体
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
労
働
大
臣
は
、
必
要
な
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
請
書
の
提
出
）

第第
六六
条条

前
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
技
能
者
共
同
養
成
体
は
、
遅
滞
な
く
、
様
式
第
三
号

に
よ
る
請
書
を
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
補
助
金
の
交
付
及
び
使
用
制
限
）

第第
七七
条条

労
働
大
臣
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
請
書
を
提
出
し
た
技
能
者
共
同
養
成
体
（
以
下
（
被

交
付
者
と
い
う
。）
に
対
し
、
補
助
金
を
交
付
す
る
。

２

補
助
金
は
、
第
二
条
第
二
項
に
定
め
る
補
助
の
目
的
以
外
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
収
支
簿
）

第第
八八
条条

被
交
付
者
は
、
収
支
に
関
す
る
帳
簿
を
備
え
る
外
、
受
取
書
等
関
係
書
類
を
整
理
保
管
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
養
成
計
画
の
変
更
等
）

第第
九九
条条

被
交
付
者
は
、
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
技
能
者
共
同
養
成
体
の
計
画
を
変
更
し
、
又
は
そ

の
実
施
を
中
止
し
、
若
し
く
は
取
り
止
め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
労
働
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
収
支
決
算
報
告
書
）

第第
十十
条条

被
交
付
者
は
、
当
該
会
計
年
度
経
過
後
一
月
以
内
に
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
収
支
決
算
報

告
書
を
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

や
む
を
得
な
い
事
情
の
た
め
、
前
項
の
収
支
決
算
報
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
支
払
を
完
了
し

な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
収
支
決
算
報
告
書
に
そ
の
金
額
及
び
理
由
を
付
記
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
そ
の
支
払
を
完
了
し
た
と
き
は
、
支
払
完
了
報
告
書
を
支
払
完
了
後
一

月
以
内
に
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
書
類
の
経
由
）

第第
十十
一一
条条

第
三
条
第
一
項
、
第
六
条
、
第
九
条
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
労
働
大
臣
に
提
出
す
る

書
類
は
、
そ
れ
ぞ
れ
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
と
し
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
経
費
の
監
査
等
）

第第
十十
二二
条条

労
働
大
臣
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
、
労
働
基
準
監
督
署
長
そ
の
他
の
関
係
職
員
は
、

必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
被
交
付
者
に
対
し
、
そ
の
補
助
金
の
経
理
に
つ
い
て
、
監
査
を
行
い
、

又
は
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
決
定
の
取
消
等
）

第第
十十
三三
条条

労
働
大
臣
は
、
第
五
条
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
技
能
者
共
同
養
成
体
又
は
被
交
付
者

が
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
も
の
に
対
し
、
当
該
通
知
に
係
る
決
定

を
収
り
消
し
、
若
し
く
は
変
更
し
、
又
は
補
助
金
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
返
金
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
。

一
｀
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
技
能
者
共
同
養
成
の
計
画
を
変
更
し
、
又
は
そ
の
実
施
を
中
止
し
若

し
く
は
取
り
止
め
た
と
き
。

二

補
助
金
の
対
象
に
な
っ
た
経
費
の
決
算
額
が
補
助
金
の
額
に
達
し
な
い
と
き
。

三

被
交
付
者
が
第
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
の
規
定
、
又
は
第
五
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
大
臣
の
付
し
た
補
助
金
交
付
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

四

被
交
付
者
が
前
条
の
規
定
に
基
い
て
労
働
大
臣
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
、
労
働
基
準
監

督
署
長
そ
の
他
の
関
係
職
員
が
行
う
監
査
を
拒
み
、
又
は
報
告
の
請
求
に
応
じ
な
か
っ
た
と
き
。

五

技
能
者
共
同
養
成
体
に
お
い
て
、
技
能
者
養
成
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
が

あ
っ
た
と
き
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
補
助
金
の
全
部
又
は
一
部
の
返
還
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
き
は
、
技
能
者
共

同
養
成
体
を
構
成
す
る
事
業
主
は
、
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
も
の
と
す
る
。

（
技
能
者
共
同
養
成
体
の
代
表
者
）

第第
十十
四四
条条

こ
の
規
程
に
よ
っ
て
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
技
能
者
共
同
養
成
体
は
、
交

付
の
申
請
、
補
助
金
の
返
還
、
そ
の
他
こ
の
規
程
に
定
め
る
手
続
に
関
し
、
当
該
技
能
者
共
同
養

成
体
を
代
表
す
る
者
を
、
当
該
技
能
者
共
同
養
成
体
を
構
成
す
る
事
業
主
の
中
か
ら
定
め
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。

２

第
三
条
の
申
請
書
に
は
、
前
項
の
代
表
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
職
業
並
び
に
代
表
者
た
る
こ
と

を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様様
式式
第第
一一
号号
（
編
注
：
以
下
略
）

昭
和
二
九
年
六
月
一
九
日

〔
四
─
三
─
二
四
〕
労
働
省
令
第
一
四
号

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
のの
全全
部部
改改
正正

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程

（
技
能
養
成
工
）

第第
一一
条条

こ
の
命
令
で
技
能
養
成
工
と
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
技
能
を
修
得
す
る
者
で
、
労
働
基

準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
認
可
に
基
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

（
使
用
者
の
資
格
）

第第
二二
条条

法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
基
く
技
能
者
の
養
成
（
以
下
「
技
能
者
養

成
」
と
い
う
。）
を
行
う
使
用
者
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
を
与
え
ら
れ
た
者

二

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
を
与
え
ら
れ
た
者
を
し
て
技
能
者
養
成
を
担
当
さ
せ
る
者

（
技
能
者
養
成
指
導
員
）

第第
三三
条条

技
能
者
養
成
を
担
当
す
る
者
（
以
下
「
技
能
者
養
成
指
導
員
」
と
い
う
。）
は
、
第
四
条
の

規
定
に
よ
る
免
許
を
与
え
ら
れ
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
導
員
免
許
）

第第
四四
条条

技
能
者
養
成
指
導
員
の
免
許
（
以
下
「
指
導
員
免
許
」
と
い
う
。）
は
、
都
道
府
県
労
働
基

準
局
長
が
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
与
え
る
も
の
と
す
る
。

一

別
表
二
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者

二

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
技
能
者
養
成
指
導
員
の
検
定
（
以
下
「
指
導
員
検
定
」
と
い
う
。）
に

合
格
し
た
者

（
指
導
員
免
許
の
欠
格
者
）

第第
五五
条条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
は
、
指
導
員
免
許
を
与
え
な
い
。

一

禁
治
産
者
及
び
準
禁
治
産
者

二

指
導
員
免
許
が
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
者

三

禁
こ
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

、

く
な
る
ま
で
の
者

四

犯
罪
そ
の
他
の
非
行
が
あ
っ
て
、
技
能
者
養
成
指
導
員
た
る
に
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者

（
指
導
員
免
許
の
申
請
）

第第
六六
条条

指
導
員
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
の
技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
申
請

書
を
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
指
導
員
検
定
に
合
格
し

た
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
技
能
者
養
成
指
導
員
検
定
申
請
書
の
提
出
を
も
っ

て
本
条
の
申
請
書
の
提
出
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
免
許
証
の
交
付
）

第第
七七
条条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
指
導
員
免
許
を
与
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
様
式
第
二
号

の
技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
証
（
以
下
「
免
許
証
」
と
い
う
。）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
導
員
免
許
の
取
消
）

第第
八八
条条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
指
導
員
免
許
を
与
え
ら
れ
た
者
が
第
五
条
第
一
号
、
第
三

号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
指
導
員
免
許
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
指
導
員
免
許
を
与
え
ら
れ
た
者
が
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る

に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
指
導
員
免
許
を
収
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

不
正
の
事
実
に
基
い
て
指
導
員
免
許
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

二

免
許
証
を
不
正
に
使
用
し
た
と
き
。

３

指
導
員
免
許
の
取
消
の
処
分
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
免
許
証
を
当
該
都
道
府
県
労
働
基

準
局
長
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
再
交
付
）

第第
九九
条条

免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
免
許
証
を
滅
失
し
又
は
汚
損
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
様

式
第
三
号
の
技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
証
再
交
付
申
請
書
に
よ
り
、
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労

働
基
準
局
長
に
申
請
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た

者
が
氏
名
を
変
更
し
た
場
合
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。

（
指
導
員
検
定
）

第第
十十
条条

指
導
員
検
定
は
、
毎
年
一
回
以
上
、
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
学
科
及
び
実
技
に
つ
い
て

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
行
う
。

２

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
指
導
員
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
前
項
の
学
科

の
一
部
又
は
前
項
の
実
技
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
つ
き
検
定
を
行
う
必
要
が
な
い
と
認
め
る
場

合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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ば
な
ら
な
い
。

２

第
三
条
の
申
請
書
に
は
、
前
項
の
代
表
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
職
業
並
び
に
代
表
者
た
る
こ
と

を
証
明
す
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様様
式式
第第
一一
号号
（
編
注
：
以
下
略
）

昭
和
二
九
年
六
月
一
九
日

〔
四
─
三
─
二
四
〕
労
働
省
令
第
一
四
号

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
のの
全全
部部
改改
正正

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程

（
技
能
養
成
工
）

第第
一一
条条

こ
の
命
令
で
技
能
養
成
工
と
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
技
能
を
修
得
す
る
者
で
、
労
働
基

準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
認
可
に
基
い
て
使
用
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

（
使
用
者
の
資
格
）

第第
二二
条条

法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
に
基
く
技
能
者
の
養
成
（
以
下
「
技
能
者
養

成
」
と
い
う
。）
を
行
う
使
用
者
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
を
与
え
ら
れ
た
者

二

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
免
許
を
与
え
ら
れ
た
者
を
し
て
技
能
者
養
成
を
担
当
さ
せ
る
者

（
技
能
者
養
成
指
導
員
）

第第
三三
条条

技
能
者
養
成
を
担
当
す
る
者
（
以
下
「
技
能
者
養
成
指
導
員
」
と
い
う
。）
は
、
第
四
条
の

規
定
に
よ
る
免
許
を
与
え
ら
れ
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
導
員
免
許
）

第第
四四
条条

技
能
者
養
成
指
導
員
の
免
許
（
以
下
「
指
導
員
免
許
」
と
い
う
。）
は
、
都
道
府
県
労
働
基

準
局
長
が
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
与
え
る
も
の
と
す
る
。

一

別
表
二
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者

二

第
十
条
の
規
定
に
よ
る
技
能
者
養
成
指
導
員
の
検
定
（
以
下
「
指
導
員
検
定
」
と
い
う
。）
に

合
格
し
た
者

（
指
導
員
免
許
の
欠
格
者
）

第第
五五
条条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
は
、
指
導
員
免
許
を
与
え
な
い
。

一

禁
治
産
者
及
び
準
禁
治
産
者

二

指
導
員
免
許
が
取
り
消
さ
れ
た
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
者

三

禁
こ
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
る
ま
で
又
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な

、

く
な
る
ま
で
の
者

四

犯
罪
そ
の
他
の
非
行
が
あ
っ
て
、
技
能
者
養
成
指
導
員
た
る
に
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
者

（
指
導
員
免
許
の
申
請
）

第第
六六
条条

指
導
員
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
一
号
の
技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
申
請

書
を
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
指
導
員
検
定
に
合
格
し

た
者
に
つ
い
て
は
、
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
技
能
者
養
成
指
導
員
検
定
申
請
書
の
提
出
を
も
っ

て
本
条
の
申
請
書
の
提
出
に
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
免
許
証
の
交
付
）

第第
七七
条条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
指
導
員
免
許
を
与
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
様
式
第
二
号

の
技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
証
（
以
下
「
免
許
証
」
と
い
う
。）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
指
導
員
免
許
の
取
消
）

第第
八八
条条

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
指
導
員
免
許
を
与
え
ら
れ
た
者
が
第
五
条
第
一
号
、
第
三

号
又
は
第
四
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
指
導
員
免
許
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
指
導
員
免
許
を
与
え
ら
れ
た
者
が
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る

に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
指
導
員
免
許
を
収
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

不
正
の
事
実
に
基
い
て
指
導
員
免
許
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

二

免
許
証
を
不
正
に
使
用
し
た
と
き
。

３

指
導
員
免
許
の
取
消
の
処
分
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
、
免
許
証
を
当
該
都
道
府
県
労
働
基

準
局
長
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
再
交
付
）

第第
九九
条条

免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者
が
免
許
証
を
滅
失
し
又
は
汚
損
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
様

式
第
三
号
の
技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
証
再
交
付
申
請
書
に
よ
り
、
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
労

働
基
準
局
長
に
申
請
し
て
、
そ
の
再
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
免
許
証
の
交
付
を
受
け
た

者
が
氏
名
を
変
更
し
た
場
合
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。

（
指
導
員
検
定
）

第第
十十
条条

指
導
員
検
定
は
、
毎
年
一
回
以
上
、
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
学
科
及
び
実
技
に
つ
い
て

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
行
う
。

２

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
指
導
員
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
前
項
の
学
科

の
一
部
又
は
前
項
の
実
技
の
全
部
若
し
く
は
一
部
に
つ
き
検
定
を
行
う
必
要
が
な
い
と
認
め
る
場

合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第第
十十
一一
条条

指
導
員
検
定
の
期
日
、
場
所
そ
の
他
指
導
員
検
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
そ

の
つ
ど
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
定
め
る
。

（
指
導
員
検
定
の
欠
格
者
）

第第
十十
二二
条条

左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
指
導
員
検
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

第
五
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
一
に
該
当
す
る
者

二

指
導
員
検
定
の
受
検
に
つ
い
て
不
正
の
事
実
が
あ
っ
た
者
で
、
そ
の
事
実
の
判
明
し
た
日
か

ら
六
箇
月
を
経
過
し
な
い
者

（
指
導
員
検
定
の
申
請
）

第第
十十
三三
条条

指
導
員
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
様
式
第
四
号
の
技
能
者
養
成
指
導
員
検
定
申

請
書
を
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
教
習
事
項
）

第第
十十
四四
条条

使
用
者
は
、
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
教
習
事
項
の
基
準
に
よ
り
、
関
連
学
科
、
実
技
、

教
習
時
間
、
教
習
年
度
そ
の
他
の
教
習
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
教
習
事
項
の
特
例
）

第第
十十
五五
条条

使
用
者
は
、
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
明
書
を
有
す
る
者
の
技
能
者
養
成
に
つ

い
て
は
、
そ
の
者
の
習
得
す
る
技
能
と
習
得
し
た
技
能
と
が
同
一
の
職
種
に
か
か
る
も
の
で
あ
る

と
き
は
、
そ
の
者
の
習
得
し
た
課
程
を
除
い
て
教
習
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

使
用
者
は
、
職
業
安
定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
に
よ
る
公
共
職
業
補
導
所

そ
の
他
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
施
設
に
お
い
て
、
職
業
補
導
そ
の
他
の
職
業
訓
練
を
受
け
た
者
の

技
能
者
養
成
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
受
け
た
職
業
訓
練
の
種
目
が
そ
の
者
の
習
得
す
る
技
能
の

職
種
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
受
け
た
職
業
訓
練
の
課
程
に
相
当
す
る
教
習
事

項
を
除
い
て
教
習
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
は
、
様
式
第
五
号
の
技
能
者
養
成
認
可
申
請
書
（
甲
）
に
よ
り
、
予
め

当
該
事
業
葉
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長
（
以
下
「
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
」

と
い
う
。）
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
技
能
試
験
）

第第
十十
六六
条条

使
用
者
は
、
各
教
習
年
度
ご
と
に
一
回
以
上
、
関
連
学
科
及
び
実
技
に
つ
い
て
、
技
能

養
成
工
の
技
能
の
試
験
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
明
書
の
交
付
）

第第
十十
七七
条条

使
用
者
は
、
技
能
養
成
工
の
労
働
契
約
が
解
除
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
か
ら

請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
が
す
で
に
習
得
し
た
課
程
及
び
期
間
に
つ
い
て
の
証
明
書
を
交

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

使
用
者
は
、
技
能
養
成
工
が
技
能
者
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
技
能
者
養

成
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
証
明
書
を
そ
の
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

使
用
者
又
は
技
能
者
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
者
は
、
前
項
の
証
明
書
を
都
道
府
県
労
働
基
準

局
長
に
提
示
し
て
技
能
者
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
こ
と
の
証
明
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
契
約
期
間
）

第第
十十
八八
条条

技
能
養
成
工
（
第
十
五
条
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
養
成
工
を
除

く
。）
の
労
働
契
約
に
期
間
の
定
め
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
期
間
は
、
第
十
四
条
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
の
習
得
す
る
技
能
に
つ
き
別
表
第
一
に
定
め
る
期
間
（
以
下
「
養
成
期

間
」
と
い
う
。）
の
範
囲
内
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
養
成
工
の
労
働
契
約
に
期
間
の
定
め
を
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
期
間
は
、
養
成
期
間
か
ら
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
証
明
書
に
記
入
さ
れ
た
期
間

（
以
下
「
習
得
期
間
」
と
い
う
。）
を
控
除
し
た
期
間
の
範
間
内
に
お
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
養
成
工
の
労
働
契
約
に
期
間
の
定
め
を
す
る
場
合
に
お

い
て
は
、
そ
の
期
間
は
、
養
成
期
間
か
ら
そ
の
者
が
同
条
同
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
補
導
所
そ

の
他
の
施
設
に
お
い
て
職
業
訓
練
を
受
け
た
期
間
（
以
下
「
訓
練
期
間
」
と
い
う
。）
を
控
除
し
た

期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
契
約
期
間
の
延
長
）

第第
十十
九九
条条

使
用
者
は
、
技
能
養
成
工
（
前
条
第
二
項
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
養
成

工
を
除
く
。）
が
養
成
期
間
内
に
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
所
定
の
教
習
を
修
了
す
る
こ
と
が
困
難

と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、

一
年
の
期
限
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
養
成
期
間
を
超
え
て
労
働
契
約
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

２

使
用
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
養
成
工
に
つ
い
て
は
、
養
成
期
間
か
ら
習
得
期

間
を
控
除
し
た
期
間
内
に
、
前
条
第
二
項
に
よ
る
技
能
養
成
工
に
つ
い
て
は
、
養
成
期
間
か
ら
訓

練
期
間
を
控
除
し
た
期
間
内
に
、
第
十
五
条
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
所
定
の
教

習
を
修
了
す
る
こ
と
が
困
難
と
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署

長
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
一
年
の
期
間
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
当
該
期
間
を
超
え
て
労
働
契

約
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
出
来
高
払
制
の
禁
止
）

第第
二二
十十
条条

使
用
者
は
、
技
能
養
成
工
の
賃
金
を
出
来
高
払
制
そ
の
他
の
請
負
制
に
よ
っ
て
定
め
て

は
な
ら
な
い
。
但
し
、
最
終
の
教
習
年
度
に
属
す
る
所
定
の
教
習
を
行
う
期
間
に
つ
い
て
は
、
こ
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の
限
り
で
な
い
。

（
最
低
賃
金
の
特
例
）

第第
二二
十十
一一
条条

使
用
者
は
、
技
能
養
成
工
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

技
能
者
養
成
審
議
会
の
議
を
経
て
労
働
大
臣
が
定
め
る
金
額
を
下
ら
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
そ
の

者
の
賃
金
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
労
働
時
間
の
計
算
）

第第
二二
十十
二二
条条

事
業
場
に
お
け
る
と
否
と
を
問
わ
ず
技
能
養
成
が
所
定
の
教
習
を
受
け
る
時
間
は
、

労
働
時
間
と
す
る
。

（
就
業
制
限
の
特
例
）

第第
二二
十十
三三
条条

使
用
者
は
、
防
護
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
技
能
養
成
工
の
う
ち
法
第

四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
く
命
令
で
定
め
る
経
験
又
は
技
能
を
有
し
な
い
者
、
満
十
八
才
に

満
た
な
い
者
又
は
女
子
を
、
法
第
四
十
九
条
、
法
第
六
十
三
条
又
は
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
坑
内
労
働
並
び
に
法
及
び
こ
れ
に
基
く
命
令
に
定
め
る
危
険
有
害
業
務
に
就
か
せ
て

技
能
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
防
護
の
措
置
並
び
に
坑
内
労
働
及
び

危
険
有
害
業
務
の
範
囲
は
別
表
第
三
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
技
能
者
養
成
の
認
可
の
申
請
）

第第
二二
十十
四四
条条

法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
は
、
様
式
第
六
号
の
技
能
者
養
成
認
可

申
請
書
（
乙
）
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
か
ら
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
第

十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
様
式
第
五
号
の
技
能
者
養
成
認
可
申
請
書
（
甲
）
に
よ
り
認
可
を
受

け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
技
能
養
成
工
の
雇
入
の
届
出
）

第第
二二
十十
五五
条条

法
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
七
号
の
技
能
養
成
工
雇
入

届
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附附

則則

１

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
令
第
三
十
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

３

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
認
定
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
労
働
省
告
示
第
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

４

こ
の
省
令
施
行
の
際
改
正
前
の
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
う
け
て

い
る
者
は
、
改
正
後
の
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
技
能
者
養
成
指
導
員
の
免
許
を
与
え
ら
れ
た
者
と

み
な
す
。

５

改
正
前
の
第
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
技
能
者
養
成
資
格
免
許
証
は
、
改
正
後
の
第
七
条
の

規
定
に
よ
る
技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
証
と
み
な
す
。

６

こ
の
省
令
施
行
の
際
改
正
前
の
第
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
し
て
い
る
技
能
者
養
成
資
格
の

免
許
の
申
請
は
、
改
正
後
の
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
員
免
許
の
申
請
と
み
な
す
。

７

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
認
定
基
準
第
四
号
又
は
第
十
号
に
該
当
す
る
者
の
し
て
い
る
前
項
の

申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る
。

８

改
正
前
の
第
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
の
取
消
は
、

改
正
後
の
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
技
能
者
養
成
指
導
員
の
免
許
の
取
消
と
み
な
す
。

９

改
正
前
の
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
員
資
格
の
検
定
は
、
改
正
後
の
第
十
条
の
規
定
に
よ

る
技
能
者
養
成
指
導
員
検
定
と
み
な
す
。

改
正
前
の
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
は
、
改
正
後
の
第
十
七
条
第
一
項
の
規

10
定
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。

改
正
前
の
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
認
可
又
は
認
可
の
申
請
は
、
改
正
後
の
第
二
十
四

11
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
認
可
又
は
認
可
の
申
請
と
み
な
す
。

改
正
前
の
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
届
出
は
、
改
正
後
の
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り

12
し
た
届
出
と
み
な
す
。

改
正
前
の
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
は
、
認
可
を
受
け
て
延
期
さ
れ
た
期
間
を
経
過
す
る

13
ま
で
の
問
に
限
り
、
な
お
、
効
力
を
有
す
る
。

技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
六
年
労
働
省
令
第
八
号
）
附
則
第
二

14
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
習
得
者
の
技
能
、
養
成
期
間
及
び
教
習
方
法
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前

の
例
に
よ
る
。

別別
表表
第第
一一

分
類
番
号

職

種

技

能

養
成
期
間

一
の
一

つ

い

金

工

板
金
、
鍛
金
、
つ
い
起
等
の
金
属
打
物
及
び
そ
の
仕
上
着
色
に
お

三
年

、

、

、
、

け
る
技
能
（
か
ん
金
及
び
ろ
う
接
を
含
む
。）

、
、

一
の
二

彫

金

工

た
が
ね
に
よ
る
素
彫
、
象
が
ん
、
肉
彫
等
の
金
属
彫
刻
及
び
そ
の

三
年

仕
上
着
色
に
お
け
る
技
能

一
の
三

鋳

血

工

そ
う
型
、
ろ
う
型
、
砂
型
及
び
込
型
に
よ
る
鋳
物
並
び
に
そ
の
仕

三
年

、
、

上
着
色
に
お
け
る
技
能

一
の
四

か

ざ

り

工

ろ
う
接
及
び
寄
せ
物
に
よ
る
飾
金
具
製
作
に
お
け
る
技
能

三
年

、
、

一
の
五

七

宝

工

七
宝
細
工
に
お
け
る
技
能

三
年

一
の
六

宝

石

工

宝
石
、
さ
ん
ご
、
め
の
う
、
水
晶
等
の
加
工
に
お
け
る
技
能

三
年

一
の
七

ガ

ラ

ス

工

ガ
ラ
ス
の
手
吹
、
プ
レ
ス
作
業
、
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
の
製
作
及
び
ガ

三
年



- 283 -

の
限
り
で
な
い
。

（
最
低
賃
金
の
特
例
）

第第
二二
十十
一一
条条

使
用
者
は
、
技
能
養
成
工
に
つ
い
て
は
、
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

技
能
者
養
成
審
議
会
の
議
を
経
て
労
働
大
臣
が
定
め
る
金
額
を
下
ら
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
そ
の

者
の
賃
金
の
額
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
労
働
時
間
の
計
算
）

第第
二二
十十
二二
条条

事
業
場
に
お
け
る
と
否
と
を
問
わ
ず
技
能
養
成
が
所
定
の
教
習
を
受
け
る
時
間
は
、

労
働
時
間
と
す
る
。

（
就
業
制
限
の
特
例
）

第第
二二
十十
三三
条条

使
用
者
は
、
防
護
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
技
能
養
成
工
の
う
ち
法
第

四
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
く
命
令
で
定
め
る
経
験
又
は
技
能
を
有
し
な
い
者
、
満
十
八
才
に

満
た
な
い
者
又
は
女
子
を
、
法
第
四
十
九
条
、
法
第
六
十
三
条
又
は
法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
坑
内
労
働
並
び
に
法
及
び
こ
れ
に
基
く
命
令
に
定
め
る
危
険
有
害
業
務
に
就
か
せ
て

技
能
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
防
護
の
措
置
並
び
に
坑
内
労
働
及
び

危
険
有
害
業
務
の
範
囲
は
別
表
第
三
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
技
能
者
養
成
の
認
可
の
申
請
）

第第
二二
十十
四四
条条

法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
は
、
様
式
第
六
号
の
技
能
者
養
成
認
可

申
請
書
（
乙
）
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
か
ら
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
第

十
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
様
式
第
五
号
の
技
能
者
養
成
認
可
申
請
書
（
甲
）
に
よ
り
認
可
を
受

け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
技
能
養
成
工
の
雇
入
の
届
出
）

第第
二二
十十
五五
条条

法
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
七
号
の
技
能
養
成
工
雇
入

届
に
よ
り
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附附

則則

１

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
令
第
三
十
一
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

３

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
認
定
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
労
働
省
告
示
第
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

４

こ
の
省
令
施
行
の
際
改
正
前
の
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
を
う
け
て

い
る
者
は
、
改
正
後
の
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
技
能
者
養
成
指
導
員
の
免
許
を
与
え
ら
れ
た
者
と

み
な
す
。

５

改
正
前
の
第
十
八
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
技
能
者
養
成
資
格
免
許
証
は
、
改
正
後
の
第
七
条
の

規
定
に
よ
る
技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
証
と
み
な
す
。

６

こ
の
省
令
施
行
の
際
改
正
前
の
第
十
八
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
し
て
い
る
技
能
者
養
成
資
格
の

免
許
の
申
請
は
、
改
正
後
の
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
員
免
許
の
申
請
と
み
な
す
。

７

技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
認
定
基
準
第
四
号
又
は
第
十
号
に
該
当
す
る
者
の
し
て
い
る
前
項
の

申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る
。

８

改
正
前
の
第
十
八
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
技
能
者
養
成
資
格
の
免
許
の
取
消
は
、

改
正
後
の
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
技
能
者
養
成
指
導
員
の
免
許
の
取
消
と
み
な
す
。

９

改
正
前
の
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
員
資
格
の
検
定
は
、
改
正
後
の
第
十
条
の
規
定
に
よ

る
技
能
者
養
成
指
導
員
検
定
と
み
な
す
。

改
正
前
の
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
は
、
改
正
後
の
第
十
七
条
第
一
項
の
規

10
定
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。

改
正
前
の
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
認
可
又
は
認
可
の
申
請
は
、
改
正
後
の
第
二
十
四

11
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
認
可
又
は
認
可
の
申
請
と
み
な
す
。

改
正
前
の
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
し
た
届
出
は
、
改
正
後
の
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ
り

12
し
た
届
出
と
み
な
す
。

改
正
前
の
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
認
可
は
、
認
可
を
受
け
て
延
期
さ
れ
た
期
間
を
経
過
す
る

13
ま
で
の
問
に
限
り
、
な
お
、
効
力
を
有
す
る
。

技
能
者
養
成
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
六
年
労
働
省
令
第
八
号
）
附
則
第
二

14
項
の
規
定
に
よ
る
技
能
習
得
者
の
技
能
、
養
成
期
間
及
び
教
習
方
法
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前

の
例
に
よ
る
。

別別
表表
第第
一一

分
類
番
号

職

種

技

能

養
成
期
間

一
の
一

つ

い

金

工

板
金
、
鍛
金
、
つ
い
起
等
の
金
属
打
物
及
び
そ
の
仕
上
着
色
に
お

三
年

、

、

、
、

け
る
技
能
（
か
ん
金
及
び
ろ
う
接
を
含
む
。）

、
、

一
の
二

彫

金

工

た
が
ね
に
よ
る
素
彫
、
象
が
ん
、
肉
彫
等
の
金
属
彫
刻
及
び
そ
の

三
年

仕
上
着
色
に
お
け
る
技
能

一
の
三

鋳

血

工

そ
う
型
、
ろ
う
型
、
砂
型
及
び
込
型
に
よ
る
鋳
物
並
び
に
そ
の
仕

三
年

、
、

上
着
色
に
お
け
る
技
能

一
の
四

か

ざ

り

工

ろ
う
接
及
び
寄
せ
物
に
よ
る
飾
金
具
製
作
に
お
け
る
技
能

三
年

、
、

一
の
五

七

宝

工

七
宝
細
工
に
お
け
る
技
能

三
年

一
の
六

宝

石

工

宝
石
、
さ
ん
ご
、
め
の
う
、
水
晶
等
の
加
工
に
お
け
る
技
能

三
年

一
の
七

ガ

ラ

ス

工

ガ
ラ
ス
の
手
吹
、
プ
レ
ス
作
業
、
カ
ッ
ト
グ
ラ
ス
の
製
作
及
び
ガ

三
年
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ラ
ス
製
品
の
グ
ラ
ヴ
イ
ー
ル
加
工
に
お
け
る
技
能

一
の
八

陶

工

陶
磁
器
の
原
料
配
合
、
成
型
、
施
ゆ
う
、
焼
成
、
絵
付
等
に

三
年

、
、

お
け
る
技
能

一
の
九

漆

工

漆
器
素
地
の
製
作
、
漆
塗
、
漆
加
飾
等
に
お
け
る
技
能

四
年

一
の
一
〇

編

組

工

竹
、
と
う
、
き
柳
そ
の
他
の
工
芸
的
細
工
に
お
け
る
技
能

三
年

、
、

一
の
一
一

木

彫

工

工
芸
的
な
木
材
彫
刻
及
び
そ
の
仕
上
着
色
に
お
け
る
技
能

四
年

一
の
一
二

金
属
が
ん
具
工

金
属
が
ん
具
の
製
作
に
お
け
る
技
能

三
年

、
、

二
の
一

手

織

工

手
織
を
主
と
す
る
織
物
の
製
造
に
お
け
る
技
能

四
年

二
の
二

紡

機

調

整

工

紡
機
の
運
転
及
び
調
整
並
び
に
紡
糸
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

二
の
三

織

機

調

整

工

織
機
の
運
転
及
び
調
整
並
び
に
織
物
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

二
の
四

メ
リ
ヤ
ス
機
調
整
工

メ
リ
ヤ
ス
機
械
の
運
転
及
び
調
整
並
び
に
メ
リ
ヤ
ス
の
編
成
に
お

三
年

け
る
技
能

二
の
五

染

色

工

繊
維
、
織
物
等
の
無
地
染
、
模
様
染
、
精
練
、
漂
白
、
整
理
等
に

三
年

お
け
る
技
能

二
の
六

な
染
ロ
ー
ル
彫
刻
工

機
械
な
染
用
ロ
ー
ル
の
彫
刻
に
お
け
る
技
能

三
年

、

、

二
の
七

型

祇

彫

刻

工

手
な
染
用
型
紙
の
彫
刻
に
お
け
る
技
能

三
年

、

二
の
八

洋

服

工

洋
服
（
婦
人
子
供
服
を
除
く
。
）
の
製
図
、
裁
断
及
び
縫
製
に
お

三
年

け
る
技
能

二
の
九

洋

裁

工

婦
人
子
供
服
の
デ
ザ
イ
ン
、
製
図
、
裁
断
及
び
縫
製
に
お
け
る
技

三
年

能

三
の
一

製

鉄

工

銑
鉄
又
は
フ
ェ
ロ
ア
ロ
イ
の
製
鍊
作
業
（
熱
風
炉
操
作
を
含
む
。）

三
年

に
お
け
る
技
能

三
の
二

製

鋼

工

鋼
の
製
錬
、
造
塊
作
業
（
発
生
炉
操
作
を
含
む
。）
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
三

非
鉄
金
属
製
錬
工

非
鉄
金
属
の
製
、
精
錬
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
四

金
属
材
料
試
験
工

金
属
材
料
の
化
学
的
、
物
理
的
及
び
機
械
的
性
質
の
測
定
並
び
に

三
年

組
織
の
鑑
定
に
お
け
る
技
能

三
の
五

金

属

検

査

工

金
属
材
料
の
外
ぼ
う
、
寸
法
、
水
圧
そ
の
他
の
検
査
に
お
け
る
技
能

三
年

、
、

三
の
六

操

炉

工

鋼
材
加
熱
炉
の
繰
作
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
七

圧

延

伸

張
工

金
属
材
料
の
圧
延
、
伸
張
、
引
抜
き
、
押
出
等
の
加
工
に
お

三
年

け
る
技
能

三
の
八

鍛

工

機
械
鍛
造
及
び
火
造
り
作
業
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
九

刃

物

工

刃
物
、
手
工
具
等
の
製
作
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
〇

金

属

溶

融

工

鋳
造
用
の
金
属
溶
融
作
業
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
一

鋳

物

工

工
業
用
鋳
造
部
品
（
合
金
鋳
物
を
含
む
。
）
の
型
込
、
溶
融
、
鋳

三
年

込
等
に
お
け
る
技
能

三
の
一
二

木

型

工

鋳
物
用
木
型
製
作
（
現
図
作
業
を
含
む
。）
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
三

板

金

工

手
作
業
を
主
と
す
る
金
属
薄
板
の
加
工
及
び
組
立
に
お
け
る
技
能

三
年

（
工
芸
的
板
金
加
工
を
除
く
。）

三
の
一
四

金
属
プ
レ
ス
エ

プ
レ
ス
及
び
シ
ヤ
ー
に
よ
る
金
属
板
の
加
工
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
五

製

か

ん

工

汽
か
ん
、
水
そ
う
、
内
圧
容
器
、
煙
突
、
復
水
器
等
の
製
作
に
お

三
年

、

、

、
、

、
、

け
る
技
能

三
の
一
六

電

弧

溶

接

工

主
と
し
て
電
弧
に
よ
る
溶
接
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
七

ガ

ス

溶

接

工

主
と
し
て
ガ
ス
に
よ
る
溶
接
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
一
八

メ

ッ

キ

工

金
屬
の
メ
ッ
キ
等
（
企
属
材
料
の
表
面
処
理
を
含
む
。
）
に
お
け

三
年

る
技
能

三
の
一
九

熟

処

理

工

金
属
の
熱
処
理
に
お
け
る
技
能

三
年

三
の
二
〇

鉛

工

鉛
管
、
鉛
板
の
加
工
及
び
機
械
器
具
の
被
鉛
並
び
に
そ
の
加
工
及

三
年

び
修
理
に
お
け
る
技
能

四
の
一

電
線
被
裝
工

電
線
又
は
ケ
ー
ブ
ル
の
被
覆
、
が
い
裝
又
は
被
鉛
の
作
業
に
お
け

三
年

、
、

る
技
能

四
の
二

ケ
ー
ブ
ル
接
統
工

ケ
ー
ブ
ル
の
接
統
作
業
に
お
け
る
技
能

三
年

四
の
三

電

路

工

電
線
架
設
、
電
路
敷
設
、
保
線
及
び
屋
内
配
線
工
事
に
お
け
る
技
能

三
年

四
の
四

電

機

運

転

工

重
電
機
の
運
転
、
保
守
及
び
す
え
付
け
に
お
け
る
技
能

三
年

四
の
五

電

機

組

立

工

重
電
機
の
巻
線
、
絶
縁
、
配
線
、
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け

三
年

る
技
能

四
の
六

通
信
機
組
立
工

有
線
及
び
無
線
の
送
受
信
機
、
電
気
計
器
、
電
気
信
号
機
等
の
組

三
年

立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

四
の
七

特
殊
真
空
管
工

大
型
Ｘ
線
管
、
整
流
管
等
特
殊
真
空
管
の
組
立
、
調
整
等
に
お
け

三
年

る
技
能

四
の
八

電

気

製

図

工

主
と
し
て
電
気
機
械
の
製
図
及
び
写
図
（
設
計
の
補
助
作
業
を
含

三
年

む
。）
に
お
け
る
技
能

五
の
一

光

学

機

器

工

光
学
機
器
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

三
年

五
の
二

計

測

機

器

工

試
験
検
査
用
計
測
器
、
測
量
用
器
具
、
度
量
衡
器
、
速
度
計
、
回

三
年

転
計
等
計
測
器
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

五
の
三

時

計

工

時
計
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

四
年

五
の
四

理
化
学
器
械
工

理
化
学
用
及
び
医
療
用
機
器
等
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け

三
年

る
技
能

五
の
五

レ
ン
ズ
研
ま
工

レ
ン
ズ
、
プ
リ
ズ
ム
、
フ
ラ
ッ
ト
等
の
粗
研
、
精
ま
、
心
取
り
及

四
年

、

、

び
バ
ル
サ
ム
作
業
に
お
け
る
技
能

六
の
一

機

械

工

工
作
機
械
に
よ
る
金
属
機
械
加
工
に
お
け
る
技
能

三
年
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六
の
二

仕

上

工

主
と
し
て
手
工
具
に
よ
る
機
械
部
品
の
仕
上
に
お
け
る
る
技
能

四
年

六
の
三

冶
工
具
仕
上
工

切
削
工
具
、
切
断
工
具
、
冶
具
及
び
金
型
の
仕
上
、
調
整
及

三
年

び
修
理
に
お
け
る
技
能

六
の
四

機

械

検

査

工

機
械
加
工
部
品
の
精
度
検
査
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
五

機

械

組

立

工

機
械
（
内
燃
機
関
を
除
く
。
）
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け

三
年

る
技
能

六
の
六

内
燃
機
関
組
立
工

内
燃
機
闥
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
七

機

械

運

転

工

定
置
式
内
燃
機
関
、
冷
暖
房
装
置
等
の
操
作
及
び
保
守
に
お
け
る

三
年

技
能

六
の
八

汽

か

ん

工

汽
か
ん
の
ふ
ん
焼
並
び
に
附
属
装
置
の
運
転
及
び
保
守
に
お
け
る

三
年

、

、

、
、

、
、

技
能

六
の
九

起
重
機
運
転
工

各
種
揚
重
機
の
運
転
及
び
保
守
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
一
〇

機

械

塗

装

工

船
舶
、
車
両
及
び
各
種
機
械
の
塗
装
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
一
一

木

工

農
業
用
機
械
、
力
織
機
、
食
料
品
加
工
機
、
軽
車
両
等
の
木
部
加

三
年

工
及
び
組
立
に
お
け
る
技
能

六
の
一
二

針

布

工

針
布
の
製
造
（
基
布
製
作
、
植
針
及
び
研
ま
）
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
一
三

製

針

工

各
種
特
殊
針
（
メ
リ
ヤ
ス
針
、
レ
ー
ス
針
等
）
の
製
作
に
お
け
る

三
年

技
能

六
の
一
四

機

械

製

図

工

一
般
機
械
の
製
図
及
び
写
図
（
設
計
の
補
助
作
業
を
含
む
。
）
に

三
年

お
け
る
技
能

七
の
一

造

船

ぎ

装

工

鉄
ぎ
裝
及
び
甲
板
ぎ
装
に
お
け
る
技
能

三
年

、

、

、

七
の
二

電

気

ぎ

装

工

船
舶
の
電
気
ぎ
装
品
の
現
場
取
付
及
び
電
気
通
信
機
、
電
気
計
器

三
年

、

等
の
試
験
等
に
お
け
る
技
能

七
の
三

鉄

工

鉄
鋼
材
の
切
断
、
穴
明
、
ぎ
ょ
う
曲
、
成
形
、
こ
う
び
ょ
う
、
て

三
年

、
、
、

、
、
、
、
、

、

ん
げ
き
、
取
付
及
び
組
立
に
お
け
る
技
能

、
、
、

七
の
四

鋼

工

船
舶
用
の
金
属
板
及
び
管
の
加
工
、
取
付
及
び
組
立
に
お
け
る
技
能

三
年

七
の
五

ド

ッ

ク

工

ド
ッ
ク
に
附
随
す
る
運
転
及
び
操
作
（
出
入
き
よ
及
び
船
架
作
業

三
年

、
、

を
含
む
。）
に
お
け
る
技
能

七
の
六

船

台

大

工

盤
木
の
す
え
付
、
進
水
工
事
及
び
船
体
見
透
し
の
作
業
に
お
け
る

三
年

技
能

七
の
七

船

具

工

ロ
ー
プ
及
び
帆
布
等
の
船
具
の
製
作
及
び
取
付
に
お
け
る
技
能

三
年

七
の
八

造

船

木

工

船
舶
の
木
部
の
製
作
、
加
工
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

三
年

七
の
九

舟

大

工

木
造
船
の
建
造
に
お
け
る
技
能

三
年

七
の
一
〇

現

図

工

現
図
展
開
作
業
及
び
型
板
取
作
業
及
び
に
お
け
る
技
能
（
鋳
物
用

三
年

木
型
現
図
を
除
く
。）

七
の
一
一

造

船

製

図

工

主
と
し
て
造
船
の
船
か
く
、
ぎ
装
の
製
図
及
び
写
図
（
設
計
の
補

三
年

、
、

、

助
作
業
を
含
む
。）
に
お
け
る
技
能

八
の
一

内
燃
自
動
車
工

主
と
し
て
自
動
車
（
電
気
自
動
車
を
除
く
。）
の
総
組
立
、
ぎ
装
、

三
年

、

修
理
等
に
お
け
る
技
能

八
の
二

電
気
自
動
車
工

主
と
し
て
電
気
自
勤
車
の
総
組
立
、
き
装
、
修
理
等
に
お
け
る
技
能

三
年

、

八
の
三

自

転

車

工

自
転
車
、
リ
ヤ
カ
ー
等
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
（
車
体
修
理
を

三
年

含
む
。）
に
お
け
る
技
能

八
の
四

車

両

木

工

車
両
の
木
部
の
製
作
、
加
工
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

三
年

八
の
五

内

張

工

船
舶
、
車
両
等
の
座
席
、
マ
ッ
ト
類
及
び
家
具
の
布
張
り
に
お
け

三
年

る
技
能

九
の
一

酸
ア
ル
カ
リ
エ

酘
、
ア
ル
カ
リ
等
の
薬
品
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
二

無

機

薬

品

工

無
賤
薬
品
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
三

圧
縮
及
び
液
化
ガ

酸
素
、
水
素
、
塩
素
、
炭
酸
ガ
ス
、
ア
セ
チ
レ
ン
、
塩
化
メ
チ
ル
、

三
年

ス
工

塩
化
メ
チ
レ
ン
等
の
圧
縮
及
び
液
化
作
業
に
お
け
る
技
能

九
の
四

電

炉

製

品

工

カ
ー
バ
イ
ト
、
り
ん
、
二
硫
化
炭
素
、
電
極
、
研
削
材
等
の
電
炉

三
年

、
、

製
品
の
製
造
（
金
属
製
錬
作
業
を
除
く
。）
に
お
け
る
技
能

九
の
五

特
殊
ガ
ラ
ス
工

光
学
ガ
ラ
ス
、
網
入
ガ
ラ
ス
、
安
全
ガ
ラ
ス
等
の
特
殊
ガ
ラ
ス
材

三
年

の
製
造
に
お
け
る
技
能

九
の
六

ガ
ラ
ス
製
品
工

電
球
、
真
空
管
、
化
学
器
具
、
医
療
器
具
、
日
用
器
具
等
ガ
ラ
ス

三
年

製
品
の
製
作
に
お
け
る
技
能

九
の
七

窯

業

焼

成

工

セ
メ
ン
ト
、
研
削
と
石
、
耐
火
れ
ん
が
等
の
焼
成
（
陶
磁
器
焼
成

三
年

を
除
く
。）
に
お
け
る
技
能

九
の
八

産

業

火

薬

工

爆
薬
、
火
薬
、
雷
管
、
導
火
線
等
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
九

高

圧

合

成

工

ア
ン
モ
ニ
ヤ
、
メ
タ
ノ
ー
ル
、
尿
素
等
の
合
成
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
一
〇

合

成

樹

脂

工

石
炭
酸
系
、
尿
素
系
、
ビ
ニ
ー
ル
系
、
ア
ク
リ
ル
系
等
の
合
皮
樹

三
年

脂
の
製
造
に
お
け
る
技
能

九
の
一
一

ガ

ス

発
生
炉
工

石
炭
ガ
ス
、
水
性
ガ
ス
、
発
生
炉
ガ
ス
、
コ
ー
ク
ス
及
び
ゴ
ー
ル

三
年

タ
ー
ル
の
製
造
に
お
け
る
技
能

九
の
一
二

有

機

合

成

工

タ
ー
ル
系
中
間
物
、
合
成
染
料
、
甘
味
剤
、
抜
染
剤
等
有
機
薬
品

三
年

の
製
造
に
お
け
る
技
能

九
の
一
三

塗

料

工

ボ
イ
ル
油
、
ペ
イ
ン
ト
、
ワ
ニ
ス
、
エ
ナ
メ
ル
等
の
製
造
に
お
け

三
年

る
技
能

九
の
一
四

油

脂

工

動
植
物
油
脂
の
精
製
、
油
脂
加
工
等
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
一
五

硝
化
綿
及
び
セ
ル

硝
化
綿
及
び
セ
ル
ロ
イ
ド
生
地
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

ロ
イ
ド
工
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六
の
二

仕

上

工

主
と
し
て
手
工
具
に
よ
る
機
械
部
品
の
仕
上
に
お
け
る
る
技
能

四
年

六
の
三

冶
工
具
仕
上
工

切
削
工
具
、
切
断
工
具
、
冶
具
及
び
金
型
の
仕
上
、
調
整
及

三
年

び
修
理
に
お
け
る
技
能

六
の
四

機

械

検

査

工

機
械
加
工
部
品
の
精
度
検
査
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
五

機

械

組

立

工

機
械
（
内
燃
機
関
を
除
く
。
）
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け

三
年

る
技
能

六
の
六

内
燃
機
関
組
立
工

内
燃
機
闥
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
七

機

械

運

転

工

定
置
式
内
燃
機
関
、
冷
暖
房
装
置
等
の
操
作
及
び
保
守
に
お
け
る

三
年

技
能

六
の
八

汽

か

ん

工

汽
か
ん
の
ふ
ん
焼
並
び
に
附
属
装
置
の
運
転
及
び
保
守
に
お
け
る

三
年

、

、

、
、

、
、

技
能

六
の
九

起
重
機
運
転
工

各
種
揚
重
機
の
運
転
及
び
保
守
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
一
〇

機

械

塗

装

工

船
舶
、
車
両
及
び
各
種
機
械
の
塗
装
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
一
一

木

工

農
業
用
機
械
、
力
織
機
、
食
料
品
加
工
機
、
軽
車
両
等
の
木
部
加

三
年

工
及
び
組
立
に
お
け
る
技
能

六
の
一
二

針

布

工

針
布
の
製
造
（
基
布
製
作
、
植
針
及
び
研
ま
）
に
お
け
る
技
能

三
年

六
の
一
三

製

針

工

各
種
特
殊
針
（
メ
リ
ヤ
ス
針
、
レ
ー
ス
針
等
）
の
製
作
に
お
け
る

三
年

技
能

六
の
一
四

機

械

製

図

工

一
般
機
械
の
製
図
及
び
写
図
（
設
計
の
補
助
作
業
を
含
む
。
）
に

三
年

お
け
る
技
能

七
の
一

造

船

ぎ

装

工

鉄
ぎ
裝
及
び
甲
板
ぎ
装
に
お
け
る
技
能

三
年

、

、

、

七
の
二

電

気

ぎ

装

工

船
舶
の
電
気
ぎ
装
品
の
現
場
取
付
及
び
電
気
通
信
機
、
電
気
計
器

三
年

、

等
の
試
験
等
に
お
け
る
技
能

七
の
三

鉄

工

鉄
鋼
材
の
切
断
、
穴
明
、
ぎ
ょ
う
曲
、
成
形
、
こ
う
び
ょ
う
、
て

三
年

、
、
、

、
、
、
、
、

、

ん
げ
き
、
取
付
及
び
組
立
に
お
け
る
技
能

、
、
、

七
の
四

鋼

工

船
舶
用
の
金
属
板
及
び
管
の
加
工
、
取
付
及
び
組
立
に
お
け
る
技
能

三
年

七
の
五

ド

ッ

ク

工

ド
ッ
ク
に
附
随
す
る
運
転
及
び
操
作
（
出
入
き
よ
及
び
船
架
作
業

三
年

、
、

を
含
む
。）
に
お
け
る
技
能

七
の
六

船

台

大

工

盤
木
の
す
え
付
、
進
水
工
事
及
び
船
体
見
透
し
の
作
業
に
お
け
る

三
年

技
能

七
の
七

船

具

工

ロ
ー
プ
及
び
帆
布
等
の
船
具
の
製
作
及
び
取
付
に
お
け
る
技
能

三
年

七
の
八

造

船

木

工

船
舶
の
木
部
の
製
作
、
加
工
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

三
年

七
の
九

舟

大

工

木
造
船
の
建
造
に
お
け
る
技
能

三
年

七
の
一
〇

現

図

工

現
図
展
開
作
業
及
び
型
板
取
作
業
及
び
に
お
け
る
技
能
（
鋳
物
用

三
年

木
型
現
図
を
除
く
。）

七
の
一
一

造

船

製

図

工

主
と
し
て
造
船
の
船
か
く
、
ぎ
装
の
製
図
及
び
写
図
（
設
計
の
補

三
年

、
、

、

助
作
業
を
含
む
。）
に
お
け
る
技
能

八
の
一

内
燃
自
動
車
工

主
と
し
て
自
動
車
（
電
気
自
動
車
を
除
く
。）
の
総
組
立
、
ぎ
装
、

三
年

、

修
理
等
に
お
け
る
技
能

八
の
二

電
気
自
動
車
工

主
と
し
て
電
気
自
勤
車
の
総
組
立
、
き
装
、
修
理
等
に
お
け
る
技
能

三
年

、

八
の
三

自

転

車

工

自
転
車
、
リ
ヤ
カ
ー
等
の
組
立
、
調
整
及
び
修
理
（
車
体
修
理
を

三
年

含
む
。）
に
お
け
る
技
能

八
の
四

車

両

木

工

車
両
の
木
部
の
製
作
、
加
工
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

三
年

八
の
五

内

張

工

船
舶
、
車
両
等
の
座
席
、
マ
ッ
ト
類
及
び
家
具
の
布
張
り
に
お
け

三
年

る
技
能

九
の
一

酸
ア
ル
カ
リ
エ

酘
、
ア
ル
カ
リ
等
の
薬
品
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
二

無

機

薬

品

工

無
賤
薬
品
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
三

圧
縮
及
び
液
化
ガ

酸
素
、
水
素
、
塩
素
、
炭
酸
ガ
ス
、
ア
セ
チ
レ
ン
、
塩
化
メ
チ
ル
、

三
年

ス
工

塩
化
メ
チ
レ
ン
等
の
圧
縮
及
び
液
化
作
業
に
お
け
る
技
能

九
の
四

電

炉

製

品

工

カ
ー
バ
イ
ト
、
り
ん
、
二
硫
化
炭
素
、
電
極
、
研
削
材
等
の
電
炉

三
年

、
、

製
品
の
製
造
（
金
属
製
錬
作
業
を
除
く
。）
に
お
け
る
技
能

九
の
五

特
殊
ガ
ラ
ス
工

光
学
ガ
ラ
ス
、
網
入
ガ
ラ
ス
、
安
全
ガ
ラ
ス
等
の
特
殊
ガ
ラ
ス
材

三
年

の
製
造
に
お
け
る
技
能

九
の
六

ガ
ラ
ス
製
品
工

電
球
、
真
空
管
、
化
学
器
具
、
医
療
器
具
、
日
用
器
具
等
ガ
ラ
ス

三
年

製
品
の
製
作
に
お
け
る
技
能

九
の
七

窯

業

焼

成

工

セ
メ
ン
ト
、
研
削
と
石
、
耐
火
れ
ん
が
等
の
焼
成
（
陶
磁
器
焼
成

三
年

を
除
く
。）
に
お
け
る
技
能

九
の
八

産

業

火

薬

工

爆
薬
、
火
薬
、
雷
管
、
導
火
線
等
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
九

高

圧

合

成

工

ア
ン
モ
ニ
ヤ
、
メ
タ
ノ
ー
ル
、
尿
素
等
の
合
成
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
一
〇

合

成

樹

脂

工

石
炭
酸
系
、
尿
素
系
、
ビ
ニ
ー
ル
系
、
ア
ク
リ
ル
系
等
の
合
皮
樹

三
年

脂
の
製
造
に
お
け
る
技
能

九
の
一
一

ガ

ス

発
生
炉
工

石
炭
ガ
ス
、
水
性
ガ
ス
、
発
生
炉
ガ
ス
、
コ
ー
ク
ス
及
び
ゴ
ー
ル

三
年

タ
ー
ル
の
製
造
に
お
け
る
技
能

九
の
一
二

有

機

合

成

工

タ
ー
ル
系
中
間
物
、
合
成
染
料
、
甘
味
剤
、
抜
染
剤
等
有
機
薬
品

三
年

の
製
造
に
お
け
る
技
能

九
の
一
三

塗

料

工

ボ
イ
ル
油
、
ペ
イ
ン
ト
、
ワ
ニ
ス
、
エ
ナ
メ
ル
等
の
製
造
に
お
け

三
年

る
技
能

九
の
一
四

油

脂

工

動
植
物
油
脂
の
精
製
、
油
脂
加
工
等
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
一
五

硝
化
綿
及
び
セ
ル

硝
化
綿
及
び
セ
ル
ロ
イ
ド
生
地
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

ロ
イ
ド
工
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九
の
一
六

パ

ル

プ

工

化
学
繊
維
用
、
製
紙
用
等
の
パ
ル
プ
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

九
の
一
七

製

紙

工

こ
う
解
、
漂
白
、
抄
紙
等
の
製
紙
作
業
に
お
け
る
技
能

三
年

、
、

九
の
一
八

は
っ

酵

製
品
工

ア
ル
コ
ー
ル
、
ブ
タ
ノ
ー
ル
等
は
つ
酵
製
品
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

、
、

、
、

九
の
一
九

化

学

分

析

工

化
学
的
成
分
の
分
析
作
業
に
お
け
る
技
能

三
年

一
〇
の
一

大

工

家
屋
の
建
築
に
お
け
る
技
能

三
年

一
〇
の
二

建

具

工

建
具
の
製
作
に
お
け
る
技
能

三
年

一
○
の
三

家

具

工

家
具
の
製
作
に
お
け
る
技
能

三
年

一
〇
の
四

塗

装

工

家
屋
、
家
具
、
そ
の
他
建
造
物
の
塗
裝
に
お
け
る
技
能

三
年

一
〇
の
五

左

官

土
、
モ
ル
タ
ル
、
漆
く
い
、
人
造
石
等
の
施
工
に
お
け
る
技
能

三
年

一
〇
の
六

タ

イ

ル

張

工

床
、
壁
等
の
タ
イ
ル
張
り
に
お
け
る
技
能

三
年

一
〇
の
七

配

管

工

空
気
、
ガ
ス
、
水
蒸
気
等
を
供
給
す
る
管
の
屈
曲
、
仞
断
、
ね
ぢ

三
年

立
及
び
取
付
等
に
お
け
る
技
能

一
〇
の
八

石

工

石
材
の
加
工
、
仕
上
、
石
積
等
に
お
け
る
技
能

三
年

一
〇
の
九

築

炉

工

金
属
、
ガ
ラ
ス
等
の
溶
融
用
平
炉
、
溶
融
炉
、
加
熱
炉
、
窯
業
用

三
年

窯
、
そ
の
他
工
業
用
窯
炉
の
築
造
及
び
修
築
に
お
け
る
技
能

一
○
の
一
〇

屋

根

ふ

き

工

屋
根
ふ
き
作
業
に
お
け
る
技
能
（
ト
タ
ン
ぶ
き
を
除
く
。）

三
年

一
〇
の
一
一

表

具

工

和
洋
家
具
、
建
具
及
び
装
飾
品
の
表
装
に
お
け
る
技
能

三
年

一
〇
の
一
二

畳

工

畳
の
製
造
、
敷
込
み
及
び
修
理
に
お
け
る
技
能

三
年

一
一
の
一

石
炭
坑
内
直
接
夫

石
炭
鉱
山
に
お
け
る
石
炭
採
掘
、
坑
道
掘
進
、
支
柱
及
び
充
て
ん

三
年

に
お
け
る
技
能
（
各
種
の
切
羽
機
械
及
び
充
て
ん
機
械
の
運
転
に

お
け
る
技
能
を
含
む
。）

一
一
の
二

石
炭
坑
内
機
電
夫

石
炭
鉱
山
に
お
け
る
鉱
山
機
械
、
運
搬
機
械
、
電
気
機
械
等
の
す

三
年

え
付
、
運
転
、
保
守
及
び
修
理
並
び
に
電
線
架
設
、
電
路
敷
設
、

配
線
工
事
及
び
電
線
、
電
路
の
保
守
に
お
け
る
技
能

一
一
の
三

石
炭
鉱
山
測
量
夫

石
炭
鉱
山
に
お
け
る
測
量
、
地
質
炭
層
の
調
査
及
び
坑
内
図
の
作

三
年

成
そ
の
他
の
製
図
に
お
け
る
技
能

○
の
一

印

刷

工

印
刷
及
び
製
版
に
お
け
る
技
能

三
年

〇
の
二

製

本

工

裂
本
に
お
け
る
技
能

三
年

○
の
三

製

革

工

革
の
な
め
し
、
仕
上
及
び
毛
皮
材
料
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

〇
の
四

く

つ

工

く
つ
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

〇
の
五

製

パ

ン

工

各
種
の
生
パ
ン
及
び
生
菓
子
の
製
造
に
お
け
る
技
能

三
年

〇
の
六

お

け

た

る

工

お
け
、
た
る
等
木
製
容
器
の
製
作
に
お
け
る
技
能

三
年

別別
表表
第第
二二

一

別
表
第
一
に
定
め
る
職
種
（
以
下
「
養
成
職
種
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
、
従
来
の
慣
習
に
よ

る
徒
弟
と
し
て
、
又
は
見
習
工
、
養
成
工
等
と
し
て
三
年
以
上
の
技
能
者
の
養
成
に
関
す
る
課

程
を
修
了
し
た
後
、
十
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

二

養
成
職
種
に
つ
い
て
、
旧
工
場
事
業
場
技
能
者
養
成
令
（
昭
和
十
四
年
勅
令
第
百
三
十
一
号
）

に
よ
る
養
成
の
課
程
を
終
了
し
た
後
、
五
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

三

旧
機
械
技
術
者
検
定
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
六
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
検
定
に
合
格
し
た

者
で
あ
っ
て
、
そ
の
作
業
試
験
に
お
い
て
別
表
第
一
に
定
め
る
技
能
に
関
す
る
専
門
作
業
を
選

択
し
た
者

四

養
成
職
種
に
つ
い
て
、
技
能
者
養
成
の
課
程
を
修
了
し
た
後
、
四
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有

す
る
者

五

旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
で
、
旧
専
門
学
校
入

学
者
検
定
規
程
（
大
正
十
三
年
文
部
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受

け
た
も
の
に
お
い
て
、
養
成
職
種
に
関
す
る
学
科
を
修
め
卒
業
し
た
後
、
そ
の
養
成
職
種
に
つ

い
て
五
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

六

旧
中
等
学
校
令
に
よ
る
実
業
学
校
で
、
前
号
に
規
定
す
る
以
外
の
も
の
に
お
い
て
、
養
成
職

種
に
関
す
る
学
科
を
修
め
卒
業
し
た
後
、
そ
の
養
成
職
種
に
つ
い
て
七
年
以
上
の
実
地
経
験
を

有
す
る
者

七

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
に
お
い
て
、
養
成
職

種
に
関
す
る
科
目
を
修
め
卒
業
し
た
後
、
そ
の
養
成
職
種
に
つ
い
て
四
年
以
上
の
実
地
経
験
を

有
す
る
者

八

学
校
教
育
法
に
よ
る
短
期
大
学
に
お
い
て
、
養
成
職
種
に
関
す
る
学
科
を
修
め
卒
業
し
た
後
、

そ
の
養
成
職
種
に
つ
い
て
三
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

九

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学

又
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
二
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
に
お
い
て
、
養

成
職
種
に
関
す
る
学
科
を
修
め
卒
業
し
た
後
、
そ
の
養
成
職
種
に
つ
い
て
二
年
以
上
の
実
地
経

験
を
有
す
る
者

十

職
業
安
定
法
に
よ
る
公
共
職
業
補
導
所
そ
の
他
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
施
設
の
指
導
員
と
し

て
、
養
成
職
種
に
つ
い
て
一
年
以
上
の
実
地
経
験
を
有
す
る
者

別別
表表
第第
三三

（
編
注
：
職
種
の
み
の
欄
は
防
護
方
法
等
を
略
し
た
。
）

分
類
番
号

職

種

防

護

方

法

就

業

可

能

業

務

一
の
一

つ

い

金

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
作
業
法
に
つ
い
て

工
具
研
ま
機
の
と
石
車
の
取
換
及

、
、
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工

の
適
確
な
指
示
及
び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業

び
試
運
転
の
作
業

さ
せ
る
こ
と
。

一

作
業
に
必
要
な
最
少
限
度
の
量
を
与
え
技

一

水
銀
メ
ツ
キ
作
業

能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
及
び
衛
生
作

二

青
酸
カ
リ
を
用
い
る
工
具
の

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

焼
入
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

三

塩
酸
を
用
い
る
青
銅
の
細
工

二

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
二
時
間

作
業

を
超
え
な
い
こ
と
。

四

三
塩
化
ひ
素
を
用
い
る
着
色

三

作
業
就
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ
た
部

作
業

分
を
充
分
に
洗
わ
せ
る
こ
と
。

作
業
時
間
一
時
問
に
つ
き
十
分
間
の
休
息
時
間

鍛
金
の
た
が
ね
打
作
業

を
設
け
休
息
時
間
中
は
作
業
場
内
に
止
ら
せ
な

い
こ
と
。

一
の
二

彫
金
工

一
の
三

鋳
金
工

一
の
四

か
ざ
り
工

一
の
五

七
宝
工

一
の
六

宝
石
工

一
の
七

ガ
ラ
ス
工

一
の
八

陶

工

一
の
九

漆
工

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
及
び
衛
生
作
業
法

工
具
研
ま
機
の
と
石
の
取
替
及

に
つ
い
て
の
適
確
な
指
示
及
び
厳
重
な
監
督
の

び
試
運
転
の
作
業

下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

素
地
製
作
に
用
い
る
動
力
に
よ

養
成
開
始
後
六
箇
月
を
経
て
作
業
に
つ

っ
て
運
転
す
る
圧
機
の
金
型
若

か
せ
る
こ
と
。

し
く
は
切
断
機
の
調
整
及
び
掃

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

除
の
作
業

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

素
地
製
作
に
用
い
る
木
工
用
か

養
成
開
始
後
六
箇
月
を
経
て
作
業
に
つ

ん
な
機
及
び
短
軸
面
取
機
を
用

か
せ
る
こ
と
。

い
る
作
業

二
、
技
能
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業

法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
重

な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

三

安
全
装
置
を
完
備
し
、
安
全
器
具
を

確
実
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

一

作
業
に
必
要
な
最
低
限
の
量
を
与
え

一

ク
ロ
ー
ム
、
ひ
素
及
び
チ

、

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
及
び
衛
生

タ
ン
を
含
む
顔
料
塗
料
及
び

作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び

漆
の
調
合
並
び
に
そ
れ
ら
等

厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

に
用
い
る
塗
装
の
作
業

二

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四

二

硝
酸
、
か
性
ア
ル
カ
リ
及

、

時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

び
ク
ロ
ー
ム
酸
を
用
い
る
金

三

作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ

属
素
地
脱
脂
及
び
防
し
ょ
く

、
、
、

た
部
分
を
充
分
に
洗
わ
せ
る
こ
と
。

の
作
業

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間

漆
素
地
の
サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
ト
作

を
超
え
な
い
こ
と
。

業

一
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

一

金
属
素
地
製
作
に
お
け
る

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

鋳
造
ダ
イ
カ
ス
ト
及
び
防
し、

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

ょ
く
の
作
業

、
、

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
第

二

漆
の
焼
き
付
け
作
業

一
年
度
一
時
間
、
第
二
年
度
二
時
間
、

第
三
年
度
三
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

一
の
十

編
組
工

一
の
一
一

木
彫
工

一
の
一
二

金
属
が
ん
具
工

二
の
二

紡
機
調
整
工

二
の
五

染
色
工

二
の
六

な
染
ロ
ー
ル
彫
刻
工

三
の
一

銑
鉄
工

三
の
二

製
鋼
工

三
の
三

非
鉄
金
属
精
錬
工

三
の
四

金
属
材
料
試
験
工

三
の
五

金
属
検
査
工

三
の
六

操
炉
工

三
の
七

圧
延
伸
長
工

三
の
八

鍛
工

三
の
九

刃
物
工

三
の
一
〇

金
属
熔
融
工

三
の
一
一

鋳
物
工

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法

仕
上
及
び
張
取
り
に
用
い
る
研

に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
重
な
監

ま
機
の
と
石
車
の
取
替
及
び
試

、
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工

の
適
確
な
指
示
及
び
厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業

び
試
運
転
の
作
業

さ
せ
る
こ
と
。

一

作
業
に
必
要
な
最
少
限
度
の
量
を
与
え
技

一

水
銀
メ
ツ
キ
作
業

能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
及
び
衛
生
作

二

青
酸
カ
リ
を
用
い
る
工
具
の

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

焼
入
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

三

塩
酸
を
用
い
る
青
銅
の
細
工

二

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
二
時
間

作
業

を
超
え
な
い
こ
と
。

四

三
塩
化
ひ
素
を
用
い
る
着
色

三

作
業
就
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ
た
部

作
業

分
を
充
分
に
洗
わ
せ
る
こ
と
。

作
業
時
間
一
時
問
に
つ
き
十
分
間
の
休
息
時
間

鍛
金
の
た
が
ね
打
作
業

を
設
け
休
息
時
間
中
は
作
業
場
内
に
止
ら
せ
な

い
こ
と
。

一
の
二

彫
金
工

一
の
三

鋳
金
工

一
の
四

か
ざ
り
工

一
の
五

七
宝
工

一
の
六

宝
石
工

一
の
七

ガ
ラ
ス
工

一
の
八

陶

工

一
の
九

漆
工

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
及
び
衛
生
作
業
法

工
具
研
ま
機
の
と
石
の
取
替
及

に
つ
い
て
の
適
確
な
指
示
及
び
厳
重
な
監
督
の

び
試
運
転
の
作
業

下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

素
地
製
作
に
用
い
る
動
力
に
よ

養
成
開
始
後
六
箇
月
を
経
て
作
業
に
つ

っ
て
運
転
す
る
圧
機
の
金
型
若

か
せ
る
こ
と
。

し
く
は
切
断
機
の
調
整
及
び
掃

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

除
の
作
業

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

素
地
製
作
に
用
い
る
木
工
用
か

養
成
開
始
後
六
箇
月
を
経
て
作
業
に
つ

ん
な
機
及
び
短
軸
面
取
機
を
用

か
せ
る
こ
と
。

い
る
作
業

二
、
技
能
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業

法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
重

な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

三

安
全
装
置
を
完
備
し
、
安
全
器
具
を

確
実
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

一

作
業
に
必
要
な
最
低
限
の
量
を
与
え

一

ク
ロ
ー
ム
、
ひ
素
及
び
チ

、

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
及
び
衛
生

タ
ン
を
含
む
顔
料
塗
料
及
び

作
業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び

漆
の
調
合
並
び
に
そ
れ
ら
等

厳
重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

に
用
い
る
塗
装
の
作
業

二

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四

二

硝
酸
、
か
性
ア
ル
カ
リ
及

、

時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

び
ク
ロ
ー
ム
酸
を
用
い
る
金

三

作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ

属
素
地
脱
脂
及
び
防
し
ょ
く

、
、
、

た
部
分
を
充
分
に
洗
わ
せ
る
こ
と
。

の
作
業

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間

漆
素
地
の
サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
ト
作

を
超
え
な
い
こ
と
。

業

一
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

一

金
属
素
地
製
作
に
お
け
る

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

鋳
造
ダ
イ
カ
ス
ト
及
び
防
し、

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

ょ
く
の
作
業

、
、

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
第

二

漆
の
焼
き
付
け
作
業

一
年
度
一
時
間
、
第
二
年
度
二
時
間
、

第
三
年
度
三
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

一
の
十

編
組
工

一
の
一
一

木
彫
工

一
の
一
二

金
属
が
ん
具
工

二
の
二

紡
機
調
整
工

二
の
五

染
色
工

二
の
六

な
染
ロ
ー
ル
彫
刻
工

三
の
一

銑
鉄
工

三
の
二

製
鋼
工

三
の
三

非
鉄
金
属
精
錬
工

三
の
四

金
属
材
料
試
験
工

三
の
五

金
属
検
査
工

三
の
六

操
炉
工

三
の
七

圧
延
伸
長
工

三
の
八

鍛
工

三
の
九

刃
物
工

三
の
一
〇

金
属
熔
融
工

三
の
一
一

鋳
物
工

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法

仕
上
及
び
張
取
り
に
用
い
る
研

に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
重
な
監

ま
機
の
と
石
車
の
取
替
及
び
試

、
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督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

運
転
の
作
業

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛
及
び

養
成
開
始
後
六
箇
月
を
経
て
作
業
に
つ

合
図
の
作
業

か
せ
る
こ
と
。

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

業

法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

重

な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

一
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

一
、
鋳
物
の
酸
し
ょ
く
に
用
い

、
、
、

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

る
硫
酸
等
の
取
扱
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

二
、
鉛
合
金
及
び
ク
ロ
ー
ム
合

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四

金
の
溶
融
作
業

時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ

た
部
分
を
充
分
に
洗
わ
せ
る
こ
と
。

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間

サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
ト
作
業

を
超
え
な
い
こ
と
。

一
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

一
、
金
属
熔
融
炉
内
の
監
視
作

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

二
、
熔
融
作
業
並
び
に
湯
汲
、

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
第

湯
運
び
及
び
注
湯
の
作
業

一
年
度
一
時
間
、
第
二
年
度
二
時
間
、

第
三
年
度
三
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
二
時
間

空
気
つ
ち
を
用
い
る
鋳
物
は
つ

を
超
え
な
い
こ
と
。

り
作
業

三
の
十
二

木
型
工

三
の
一
三

板
金
工

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法

一

電
弧
溶
接
作
業

に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
重
な
監

二

ガ
ス
溶
接
に
用
い
る
カ
ー

督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

バ
イ
ト
の
取
扱
作
業

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

金
属
板
の
打
抜
、
切
断
及
び
プ

養
成
開
始
後
六
ヶ
月
を
経
て
作
業
に
つ

レ
ス
の
作
業
に
用
い
る
動
力
に

か
せ
る
こ
と
。

よ
っ
て
運
転
す
る
圧
機
の
金
型

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

及
び
切
断
機
の
刃
部
の
調
整
又

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

は
掃
除
の
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

一

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

一

硝
気
及
び
一
酸
化
炭
素
を

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

び
厳

発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

ス
溶
接
の
作
業

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四

二

酸
化
鉄
の
粉
じ
ん
を
飛
散

、
、

時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス
溶

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ

接
の
作
業

た
部
分
を
充
分
に
洗
わ
せ
る
こ
と
。

三

紫
外
線
及
び
赤
外
線
を
発

散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス

溶
接
の
作
業

作
業
時
間
一
時
間
に
つ
き
十
分
間
の
休
息

板
金
加
工
作
業

時
間
を
設
け
休
息
時
間
中
は
作
業
場
内
に

止
ま
ら
せ
な
い
こ
と
。

三
の
一
四

金
属
プ
レ
ス
工

三
の
一
五

製
か
ん
工

三
の
一
六

電

弧

溶

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法

電
弧
溶
接
作
業

接
工

に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
重
な
監

督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

一
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

一
、
硝
気
及
び
一
酸
化
炭
素
を

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

発
散
す
る
電
弧
溶
接
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

二
、
鉛
、
ク
ロ
ー
ム
、
ひ
素
、

、

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四

カ
ド
ミ
ウ
ム
、
セ
レ
ン
及
び

時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

亜
鉛
等
の
ガ
ス
、
蒸
気
を
発

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ

散
す
る
鉛
合
金
、
ク
ロ
ー
ム

た
部
分
を
充
分
に
洗
わ
せ
る
こ
と
。

合
金
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
合
金
及

び
亜
鉛
引
鉄
板
等
の
電
弧
溶

接
作
業

三
、
酸
化
鉄
の
粉
じ
ん
を
飛
散

、
、

す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス
溶

接
の
作
業

四
、
紫
外
線
及
び
赤
外
線
を
発

散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス

溶
接
の
作
業

三
の
一
七

ガ
ス
溶
接
工

三
の
一
八

メ
ッ
キ
工

三
の
十
九

熱
処
理
工

三
の
二
〇

鉛
工
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四
の
一

電
線
被
装
工

四
の
二

ケ
ー
ブ
ル
接
続
工

四
の
三

電
路
工

四
の
四

電
機
運
転
工

四
の
五

電

機

組

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法

一
、
電
気
試
験
に
用
い
る
高
圧

立
工

に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
重
な
監

(

特
別
高
圧
を
含
む
。)

電
線

督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電
気

機
器
の
取
扱
作
業

二
、
工
具
の
研
ま
及
び
金
属
加

工
に
用
い
る
研
ま
機
の
と
石

車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
作
業

三
、

電
弧
溶
接
作
業

四
、
ガ
ス
溶
接
に
用
い
る
カ
ー

バ
イ
ト
の
取
扱
作
業

五
、
絶
縁
処
理
に
用
い
る
引
火

性
溶
剤
の
取
扱
作
業

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

一
、
電
動
機
の
運
転
試
験
及
び

養
成
開
始
後
六
ヶ
月
を
経
て
作
業
に
つ

そ
の
運
転
中
の
掃
除
、
注
油

か
せ
る
こ
と
。

及
び
検
査
の
作
業

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

二
、
天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

又
は
合
図
の
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

三
、
板
金
加
工
に
用
い
る
電
動

直
刃
せ
ん
断
機
の
刃
部
及
び

、
、

圧
機
の
金
型
の
調
整
又
は
掃

除
の
作
業

一
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

一
、
鉄
鋼
板
の
酸
洗
い
に
用
い

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

る
硫
酸
等
の
取
扱
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と

二
、
絶
縁
処
理
に
用
い
る
ク
ロ

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四

ー
ル
・
ナ
フ
タ
リ
ン
の
取
扱

時
間
を
超
え
な
い
こ
と

作
業

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ

三
、
ク
ロ
ー
ル
・
ナ
フ
タ
リ
ン

た
部
分
を
充
分
に
洗
わ
せ
る
こ
と

の
蒸
気
を
発
散
す
る
コ
イ
ル

仕
上(

パ
ラ
フ
ィ
ン
浴)

作
業

四
、
鉛
の
蒸
気
を
発
散
す
る
大

型
な
べ
に
よ
る
鉛
の
溶
融
作

業
五
、
硝
気
及
び
一
酸
化
炭
素
を

発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ

ス
溶
接
の
作
業

六
、
酸
化
鉄
の
粉
じ
ん
を
飛
散

す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス
溶

接
の
作
業

七
、
サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
ト
作
業

八
、
紫
外
線
及
び
赤
外
線
を
発

散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス

溶
接
の
作
業

九
、
大
型
ハ
ン
ダ
鍋
及
び
ハ
ン

ダ
こ
て
を
使
用
す
る
作
業

一
〇
、
火
造
り
作
業
に
用
い
る

加
熱
炉
の
取
扱
金
焼
及
び
熱

処
理
の
作
業

四
の
六

通

信

機

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法

一
、
電
気
試
験
に
用
い
る
高
圧

組
立
工

に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
重
な
監

(

特
別
高
圧
を
含
む
。)

電
線

督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電
気

機
器
の
取
扱
作
業

二
、
工
具
の
研
ま
及
び
金
属
加

、

工
に
用
い
る
研
ま
機
の
と
石

、

車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
作

業
三
、
電
弧
溶
接
作
業

四
、
ガ
ス
溶
接
に
用
い
る
カ
ー

バ
イ
ト
の
取
扱
作
業

五
、
絶
縁
処
理
に
用
い
る
引
火

性
溶
剤
の
取
扱
作
業

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

板
金
加
工
に
用
い
る
電
動
直
刃

養
成
開
始
後
六
ヶ
月
を
経
て
作
業
に
つ

せ
ん
断
機
の
刃
部
及
び
圧
機
の

、
、

か
せ
る
こ
と
。

金
型
の
調
整
又
は
掃
除
の
作
業

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。
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四
の
一

電
線
被
装
工

四
の
二

ケ
ー
ブ
ル
接
続
工

四
の
三

電
路
工

四
の
四

電
機
運
転
工

四
の
五

電

機

組

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法

一
、
電
気
試
験
に
用
い
る
高
圧

立
工

に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
重
な
監

(

特
別
高
圧
を
含
む
。)

電
線

督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電
気

機
器
の
取
扱
作
業

二
、
工
具
の
研
ま
及
び
金
属
加

工
に
用
い
る
研
ま
機
の
と
石

車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
作
業

三
、

電
弧
溶
接
作
業

四
、
ガ
ス
溶
接
に
用
い
る
カ
ー

バ
イ
ト
の
取
扱
作
業

五
、
絶
縁
処
理
に
用
い
る
引
火

性
溶
剤
の
取
扱
作
業

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

一
、
電
動
機
の
運
転
試
験
及
び

養
成
開
始
後
六
ヶ
月
を
経
て
作
業
に
つ

そ
の
運
転
中
の
掃
除
、
注
油

か
せ
る
こ
と
。

及
び
検
査
の
作
業

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

二
、
天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

又
は
合
図
の
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

三
、
板
金
加
工
に
用
い
る
電
動

直
刃
せ
ん
断
機
の
刃
部
及
び

、
、

圧
機
の
金
型
の
調
整
又
は
掃

除
の
作
業

一
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

一
、
鉄
鋼
板
の
酸
洗
い
に
用
い

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

る
硫
酸
等
の
取
扱
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と

二
、
絶
縁
処
理
に
用
い
る
ク
ロ

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四

ー
ル
・
ナ
フ
タ
リ
ン
の
取
扱

時
間
を
超
え
な
い
こ
と

作
業

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ

三
、
ク
ロ
ー
ル
・
ナ
フ
タ
リ
ン

た
部
分
を
充
分
に
洗
わ
せ
る
こ
と

の
蒸
気
を
発
散
す
る
コ
イ
ル

仕
上(

パ
ラ
フ
ィ
ン
浴)

作
業

四
、
鉛
の
蒸
気
を
発
散
す
る
大

型
な
べ
に
よ
る
鉛
の
溶
融
作

業
五
、
硝
気
及
び
一
酸
化
炭
素
を

発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ

ス
溶
接
の
作
業

六
、
酸
化
鉄
の
粉
じ
ん
を
飛
散

す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス
溶

接
の
作
業

七
、
サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
ト
作
業

八
、
紫
外
線
及
び
赤
外
線
を
発

散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス

溶
接
の
作
業

九
、
大
型
ハ
ン
ダ
鍋
及
び
ハ
ン

ダ
こ
て
を
使
用
す
る
作
業

一
〇
、
火
造
り
作
業
に
用
い
る

加
熱
炉
の
取
扱
金
焼
及
び
熱

処
理
の
作
業

四
の
六

通

信

機

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法

一
、
電
気
試
験
に
用
い
る
高
圧

組
立
工

に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
重
な
監

(

特
別
高
圧
を
含
む
。)

電
線

督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

路
及
び
こ
れ
に
属
す
る
電
気

機
器
の
取
扱
作
業

二
、
工
具
の
研
ま
及
び
金
属
加

、

工
に
用
い
る
研
ま
機
の
と
石

、

車
の
取
替
及
び
試
運
転
の
作

業
三
、
電
弧
溶
接
作
業

四
、
ガ
ス
溶
接
に
用
い
る
カ
ー

バ
イ
ト
の
取
扱
作
業

五
、
絶
縁
処
理
に
用
い
る
引
火

性
溶
剤
の
取
扱
作
業

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

板
金
加
工
に
用
い
る
電
動
直
刃

養
成
開
始
後
六
ヶ
月
を
経
て
作
業
に
つ

せ
ん
断
機
の
刃
部
及
び
圧
機
の

、
、

か
せ
る
こ
と
。

金
型
の
調
整
又
は
掃
除
の
作
業

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。
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一
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

一
、
鉄
鋼
板
の
酸
洗
い
に
用
い

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

る
硫
酸
等
の
取
扱
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

二
、
絶
縁
処
理
に
用
い
る
ク
ロ

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四

ー
ル
ナ
フ
タ
リ
ン
の
取
扱
作

時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

業

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ

三
、
ク
ロ
ー
ル
・
ナ
フ
タ
リ
ン

た
部
分
を
充
分
に
洗
わ
せ
る
こ
と
。

の
蒸
気
を
発
散
す
る
コ
イ
ル

仕
上(

パ
ラ
フ
ィ
ン
浴
作
業)

四
、
鉛
の
蒸
気
を
発
散
す
る
大

型
な
べ
に
よ
る
鉛
の
溶
融
作

業
五
、
硝
気
及
び
一
酸
化
炭
素
を

発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ

ス
溶
接
の
作
業

六
、
酸
化
鉄
の
粉
じ
ん
を
飛
散

、
、

す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス
溶

接
の
作
業

七
、
サ
ン
ド
ブ
ラ
ス
ト
作
業

八
、
紫
外
線
及
び
赤
外
線
を
発

散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス

溶
接
の
作
業

九
、
大
型
な
べ
に
よ
る
鉛
の
熔

融
業

一
〇
、
火
造
り
作
業
に
用
い
る

加
熱
炉
の
取
扱
、
金
焼
及
び

熱
処
理
の
作
業

四
の
七

特
殊
真
空
管
工

五
の
一

光
学
機
器
工

五
の
二

計
測
機
器
工

五
の
三

時

計

工

五
の
二
計
測
機
器
工
に
同
じ

五
の
四

理
化
学
器
械
工

五
の
五

レ
ン
ズ
研
ま
工
、

六
の
一

機
械
工

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法

研
ま
機
の
と
石
車
の
取
替
及
び

に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
重
な
監

試
運
転
の
作
業

督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

天
井
走
行
起
重
機
の
玉
掛
又
は

養
成
開
始
後
六
ヶ
月
を
経
て
作
業
に
つ

合
図
の
作
業

か
せ
る
こ
と
。

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四
時
間

研
ま
機
に
よ
る
乾
燥
研
ま
作
業

、

、

を
超
え
な
い
こ
と
。

六
の
二

仕

上

工

六
の
三

治
工
具
仕
上
工

六
の
五

機
械
組
立
工

六
の
六

内
燃
機
関
組
立
工

六
の
七

機
械
運
転
工

六
の
八

汽
か
ん
工

六
の
九

起
重
機
運
転
工

六
の
一
〇

機
械
塗
装
工

六
の
一
一

木

工

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法

木
工
用
刃
物
研
ま
に
用
い
る
研

、

に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
重
な
監

ま
機
の
と
石
車
の
取
替
及
び
試

督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

運
転
の
作
業

一

予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

直
径
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

養
成
開
始
後
六
ヶ
月
を
経
て
作
業
に
つ

以
上
の
丸
の
こ
盤
又
は
動
輪
直

か
せ
る
こ
と
。

径
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以

二

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

上
の
帯
の
こ
盤
を
用
い
る
製
材

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

及
び
木
材
加
工
の
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

一

予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

木
工
用
か
ん
な
機
及
び
短
軸
面

養
成
開
始
後
六
ヶ
月
を
経
て
作
業
に
つ

取
機
を
用
い
る
木
材
加
工
の
作

か
せ
る
こ
と
。

業

二

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

三

安
全
装
置
を
完
備
し
、
安
全
器
具
を

確
実
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

六
の
一
二

針

布

工

六
の
一
三

製

針

工
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七
の
一

造
船
ぎ
装

工

、

七
の
二

電
気
ぎ
装

工

、

七
の
三

鉄

工

七
の
四

鋼

工

七
の
五

ド
ッ
ク
工

七
の
六

船
台
大
工

七
の
八

造
船
木
工

七
の
九

船

大

工

七
の
一
〇

現

図

工

八
の
一

内

燃

自

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法

一
、
運
転
中
の
自
動
車
内
燃
機

動
車
工

に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

び
厳
重
な

関
の
掃
除
、
注
油
、
検
査
、

監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

調
整
及
び
修
理
の
作
業

二
、
自
動
車
内
燃
機
関
の
運
転

試
験
作
業

三
、
研
ま
機
の
と
石
車
の
取
替

及
び
試
運
転
の
作
業

四
、
電
弧
溶
接
作
業

五
、
ガ
ス
溶
接
に
用
い
る
カ
ー

バ
イ
ト
の
取
扱
作
業

六
、
部
品
の
洗
じ
ょ
う
及
び
内

燃
機
関
の
運
転
に
用
い
る
メ

チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
及
び
ガ
ソ

リ
ン
の
取
扱
作
業

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

車
体
用
板
金
の
加
工
に
用
い
る

養
成
開
始
後
六
ヶ
月
を
経
て
作
業
に
つ

切
断
機
の
刃
部
の
調
整
及
び
掃

か
せ
る
こ
と
。

除
の
作
業

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

一
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

鉛
蓄
電
池
に
用
い
る
硫
酸
の
取

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

扱
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

二
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ

た
部
分
を
充
分
に
洗
わ
せ
る
こ
と
。

一
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

一
、
硝
気
及
び
一
酸
化
炭
素
を

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

ス
溶
接
の
作
業

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四

二
、
硫
酸
の
蒸
気
を
発
散
す
る

時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

鉛
蓄
電
池
の
充
電
作
業

三
、
噴
霧
塗
装
作
業

四
、
酸
化
鉄
の
粉
じ
ん
を
飛
散

、
、

す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス
溶

接
の
作
業

五
、
紫
外
線
及
び
赤
外
線
を
発

散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス

溶
接
の
作
業

八
の
二

電
気
自
動
車
工

八
の
三

自
動
車
工

八
の
四

車
両
木
工

九
の
一

酸
ア
ル
カ
リ
工

九
の
二

無
機
薬
品
工

九
の
三

圧
縮
及
び
液
化
ガ
ス
工

九
の
四

電
炉
製
品
工

九
の
五

特
殊
ガ
ラ
ス
工

九
の
六

ガ
ラ
ス
製
品
工

九
の
七

窯
業
焼
成
工

九
の
八

産
業
火
薬
工

九
の
九

高
圧
合
成
工

九
の
一
〇

合
成
樹
脂
工

九
の
一
二

有
機
合
成
工

九
の
一
三

塗

料

工

九
の
一
四

油

脂

工

九
の
一
五

硝
化
綿
及
び
セ
ル
ロ
イ
ド
工

九
の
一
六

パ

ル

プ

工

九
の
一
七

製

紙

工

九
の
一
八

は
つ
酵
製
品

工

、
、

一
〇
の
一

大

工

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

直
径
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

養
成
開
始
後
六
ヶ
月
を
経
て
作
業
に
つ

以
上
の
丸
の
こ
盤
、
又
は
動
輪

か
せ
る
こ
と
。

直
径
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

以
上
の
帯
の
こ
盤
を
用
い
る
家
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七
の
一

造
船
ぎ
装

工

、

七
の
二

電
気
ぎ
装

工

、

七
の
三

鉄

工

七
の
四

鋼

工

七
の
五

ド
ッ
ク
工

七
の
六

船
台
大
工

七
の
八

造
船
木
工

七
の
九

船

大

工

七
の
一
〇

現

図

工

八
の
一

内

燃

自

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法

一
、
運
転
中
の
自
動
車
内
燃
機

動
車
工

に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

び
厳
重
な

関
の
掃
除
、
注
油
、
検
査
、

監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

調
整
及
び
修
理
の
作
業

二
、
自
動
車
内
燃
機
関
の
運
転

試
験
作
業

三
、
研
ま
機
の
と
石
車
の
取
替

及
び
試
運
転
の
作
業

四
、
電
弧
溶
接
作
業

五
、
ガ
ス
溶
接
に
用
い
る
カ
ー

バ
イ
ト
の
取
扱
作
業

六
、
部
品
の
洗
じ
ょ
う
及
び
内

燃
機
関
の
運
転
に
用
い
る
メ

チ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
及
び
ガ
ソ

リ
ン
の
取
扱
作
業

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

車
体
用
板
金
の
加
工
に
用
い
る

養
成
開
始
後
六
ヶ
月
を
経
て
作
業
に
つ

切
断
機
の
刃
部
の
調
整

及
び
掃

か
せ
る
こ
と
。

除
の
作
業

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

一
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

鉛
蓄
電
池
に
用
い
る
硫
酸
の
取

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

扱
作
業

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

二
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ

た
部
分
を
充
分
に
洗
わ
せ
る
こ
と
。

一
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

一
、
硝
気
及
び
一
酸
化
炭
素
を

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

発
散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

ス
溶
接
の
作
業

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四

二
、
硫
酸
の
蒸
気
を
発
散
す
る

時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

鉛
蓄
電
池
の
充
電
作
業

三
、
噴
霧
塗
装
作
業

四
、
酸
化
鉄
の
粉
じ
ん
を
飛
散

、
、

す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス
溶

接
の
作
業

五
、
紫
外
線
及
び
赤
外
線
を
発

散
す
る
電
弧
溶
接
及
び
ガ
ス

溶
接
の
作
業

八
の
二

電
気
自
動
車
工

八
の
三

自
動
車
工

八
の
四

車
両
木
工

九
の
一

酸
ア
ル
カ
リ
工

九
の
二

無
機
薬
品
工

九
の
三

圧
縮
及
び
液
化
ガ
ス
工

九
の
四

電
炉
製
品
工

九
の
五

特
殊
ガ
ラ
ス
工

九
の
六

ガ
ラ
ス
製
品
工

九
の
七

窯
業
焼
成
工

九
の
八

産
業
火
薬
工

九
の
九

高
圧
合
成
工

九
の
一
〇

合
成
樹
脂
工

九
の
一
二

有
機
合
成
工

九
の
一
三

塗

料

工

九
の
一
四

油

脂

工

九
の
一
五

硝
化
綿
及
び
セ
ル
ロ
イ
ド
工

九
の
一
六

パ

ル

プ

工

九
の
一
七

製

紙

工

九
の
一
八

は
つ
酵
製
品

工

、
、

一
〇
の
一

大

工

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

直
径
二
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

養
成
開
始
後
六
ヶ
月
を
経
て
作
業
に
つ

以
上
の
丸
の
こ
盤
、
又
は
動
輪

か
せ
る
こ
と
。

直
径
七
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

以
上
の
帯
の
こ
盤
を
用
い
る
家
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業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及

び
厳

屋
用
材
の
製
材
及
び
加
工
の
作

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

業

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

木
工
用
か
ん
な
機
を
用
い
る
家

養
成
開
始
後
六
ヶ
月
を
経
て
作
業
に
つ

屋
用
材
の
加
工
作
業

か
せ
る
こ
と
。

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

三
、
安
全
装
置
を
完
備
し
、
安
全
器
具
を

確
実
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

一
、
高
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の

第
三
年
度
よ
り
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

吊
足
場
、
布
地
等
転
落
の
危

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

険
の
あ
る
場
所
に
お
け
る
作
業

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

二
、
家
屋
建
造
に
用
い
る
丸
太

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

足
場
の
組
立
及
び
解
体
の
作
業

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
第
一
年

夏
期
炎
天
下
に
お
け
る
屋
外
作

度
二
時
間
、
第
二
年
度
三
時
間
、
第
三
年

業

度
四
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

一
〇
の
二

建

具

工

一
〇
の
三

家

具

工

一
〇
の
四

塗
装
工

技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作
業
法

ア
ル
コ
ー
ル
、
さ
く
酸
ア
ミ
ル
、

、
、

に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳
重
な
監

ベ
ン
ゼ
ン
等
の
引
火
性
溶
剤
の

督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

取
扱
作
業

一
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

さ
く
酸
ア
ミ
ル
、
ベ
ン
ゼ
ン
、

、
、

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

有
害
塗
料
、
テ
レ
ピ
ン
油
等
の

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

ガ
ス
、
蒸
気
を
発
散
す
る
噴
霧

二
、
作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
四

塗
装
作
業

時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

三
、
作
業
終
了
後
必
ず
身
体
の
汚
染
さ
れ

た
部
分
を
充
分
に
洗

一
、
予
め
安
全
作
業
法
を
充
分
に
教
習
し
、

一
、
高
さ
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の

第
三
年
度
よ
り
作
業
に
つ
か
せ
る
こ
と
。

吊
足
場
、
布
地
等
転
落
の
危

二
、
技
能
者
養
成
指
導
員
の
安
全
衛
生
作

険
の
あ
る
場
所
に
お
け
る
作
業

業
法
に
つ
い
て
の
適
格
な
指
示
及
び
厳

二
、
塗
装
に
用
い
る
丸
太
足
場

重
な
監
督
の
下
に
作
業
さ
せ
る
こ
と
。

の
組
立
及
び
解
体
の
作
業

作
業
時
間
の
合
計
が
一
日
に
つ
き
第
一
年

夏
期
炎
天
下
に
お
け
る
屋
外
作

度
二
時
間
、
第
二
年
度
三
時
間
、
第
三
年

業

度
四
時
間
を
超
え
な
い
こ
と
。

一
〇
の
五

左

官

一
〇
の
六

タ
イ
ル
張
工

一
〇
の
七

配

管

工

一
〇
の
八

石

工

一
〇
の
九

築

炉

工

一
〇
の
一
〇

屋
根
ふ
き
工

一
一
の
一

石
炭
坑
内
直
接
夫

一
一
の
二

石
炭
坑
内
機
電
夫

一
一
の
三

石
炭
鉱
山
測
量
夫

〇
の
一

印

刷

工

〇
の
二

製

本

工

〇
の
三

製

革

工

様様
式式
第第
一一
（
編
注
：
以
下
略
）

昭
和
二
九
年
七
月
一
日

〔
四
─
三
─
二
五
〕
労
働
省
令
第
一
五
号

技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
免免
許許
証証
のの
交交
付付
及及
びび
再再
交交
付付
並並
びび
にに
技技
能能
者者
養養
成成
指指
導導
員員
のの

検検
定定
のの
手手
数数
料料
にに
関関
すす
るる
省省
令令

昭
和
二
十
五
年
労
働
省
令
第
四
号
（
技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
六
号
）
に

規
定
す
る
技
能
者
養
成
資
格
免
許
証
の
交
付
、
再
交
付
及
び
書
換
並
び
に
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格

検
定
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
労
働
省
令
第
三
十
一
号
）
に
規
定
す
る
技
能
者
養
成
指
導
員
資
格
検
定

の
手
数
料
に
関
す
る
件
）
の
全
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
粂

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
四
号
）
第
七
条
又
は
第
九
条
の
規
定

に
よ
っ
て
技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
証
の
交
付
又
は
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
す

る
職
種
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
手
数
料
と
し
て
五
十
円
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条

技
能
者
養
成
規
程
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
技
能
者
養
成
指
導
員
の
検
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
申
請
す
る
職
種
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
手
数
料
と
し
て
六
百
円
を
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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第
三
条

前
二
条
の
手
数
料
を
納
め
る
に
は
、
そ
の
金
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
技
能
者
養
成
指

導
員
免
許
申
請
書
若
し
く
は
技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
証
再
交
付
申
請
書
又
は
技
能
者
養
成
指
導

員
検
定
申
請
書
に
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

納
め
た
手
数
料
は
、
返
納
し
な
い
。

附附

則則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
九
年
七
月
一
日

〔
四
─
三
─
二
六
〕
労
働
省
告
示
第
三
三
号

教教
習習
事事
項項
のの
基基
準準
のの
改改
正正

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
四
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
基
き
、
教
習
事

項
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
教
習
事
項
の
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
労
働
省
告
示
第
九
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

教教
習習
事事
項項
のの
基基
準準

一

教
習
事
項
の
基
準
は
、
別
表
の
通
り
と
す
る
。

二

別
表
中
社
会
科
及
び
体
育
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

社
会
科

労
働
法
、
安
全
衛
生
、
作
業
と
能
率
そ
の
他
一
般
教
養
に
関
す
る
事
項

体

育

き
型
的
発
達
の
防
止
、
疲
労
の
回
復
、
運
動
能
力
の
助
長
そ
の
他
心
身
の
健
全
な
発

、達
に
関
す
る
事
項

三

使
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
教
習
事
項
の
基
準
を
下
ら
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
当
該
事
業
場
に

必
要
な
変
更
を
加
え
た
教
習
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
編
注
：
別
表
は
、
圧
延
伸
張
工
の
基
本
実
習
及
び
製
パ
ン
工
の
教
習
時
間
に
関
す
る
部
分
を
除

き
、
教
習
事
項
の
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
労
働
省
告
示
第
九
号
）
の
別
表
と
同
じ
な
の
で
省
略
。
）

昭
和
二
九
年
七
月
一
日

〔
四
─
三
─
二
七
〕
労
働
省
告
示
第
三
四
号

技技
能能
養養
成成
指指
導導
員員
検検
定定
のの
学学
科科
及及
びび
実実
技技
のの
規規
程程

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
四
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
き
、
技
能
者
養

成
指
導
員
の
検
定
の
学
科
及
び
実
技
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

技技
能能
養養
成成
指指
導導
員員
のの
検検
定定
のの
学学
科科
及及
びび
実実
技技

一

学
科

１

別
表
に
定
め
る
関
連
学
科

２

指
導
方
法

⑴

指
導
方
法
の
基
本
的
心
得
に
関
す
る
事
項

⑵

技
能
訓
練
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項

⑶

適
正
作
業
及
び
作
業
能
率
に
関
す
る
事
項

⑷

技
能
進
度
の
測
定
に
関
す
る
事
項

３

関
連
法
令

⑴

労
働
基
準
法

⑵

技
能
者
養
成
規
程

二

実
技

教
習
事
項
の
基
準
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
三
十
三
号
）
の
教
習
科
目
中
「
実
技
」
の
範

囲
内
で
次
の
作
業
に
つ
き
、
そ
の
つ
ど
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
定
め
る
も
の

⑴

単
一
工
程
作
業

⑵

総
合
作
業

別別

表表

（
編
注
：
以
下
、
職
種
名
の
み
の
職
種
は
関
連
学
科
等
を
略
し
た
。
）

分
類
番
号

職

種

関
連
学
科

範

囲

一
の
一

つ

い

金

工

意

匠

図

案

平
面
・
立
体
図
案
、
図
学
、
絵
画

工

作

法

工
具
使
用
・
製
作
法
、
板
金
法
、
つ
い
起
法
、
着
色
法

材

料

金
属
材
料
、
着
色
用
材
料
、
加
工
用
材
料

一
の
二

彫

金

工

一
の
三

鋳

金

工

一
の
四

か

ざ

り

工

一
の
五

七

宝

工

一
の
六

宝

石

工

一
の
七

ガ

ラ
ス

工

一
の
八

陶

工

一
の
九

漆

工

意

匠

図

案

平
面
・
立
体
図
案
、
図
学
、
絵
画
、
色
彩

工

作

法

素
地
法
、
塗
法
、
加
飾
法

材

料

漆
器
用
材
料
、
着
色
用
材
料
、
加
工
用
材
料

一
の
一
〇

編

組

工

一
の
一
一

木

彫

工

一
の
一
二

金
属
が
ん
具
工

二
の
一

手

織

工
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第
三
条

前
二
条
の
手
数
料
を
納
め
る
に
は
、
そ
の
金
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
技
能
者
養
成
指

導
員
免
許
申
請
書
若
し
く
は
技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
証
再
交
付
申
請
書
又
は
技
能
者
養
成
指
導

員
検
定
申
請
書
に
は
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

納
め
た
手
数
料
は
、
返
納
し
な
い
。

附附

則則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
二
九
年
七
月
一
日

〔
四
─
三
─
二
六
〕
労
働
省
告
示
第
三
三
号

教教
習習
事事
項項
のの
基基
準準
のの
改改
正正

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
四
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
基
き
、
教
習
事

項
の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
教
習
事
項
の
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
労
働
省
告
示
第
九
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

教教
習習
事事
項項
のの
基基
準準

一

教
習
事
項
の
基
準
は
、
別
表
の
通
り
と
す
る
。

二

別
表
中
社
会
科
及
び
体
育
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

社
会
科

労
働
法
、
安
全
衛
生
、
作
業
と
能
率
そ
の
他
一
般
教
養
に
関
す
る
事
項

体

育

き
型
的
発
達
の
防
止
、
疲
労
の
回
復
、
運
動
能
力
の
助
長
そ
の
他
心
身
の
健
全
な
発

、達
に
関
す
る
事
項

三

使
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
教
習
事
項
の
基
準
を
下
ら
な
い
範
囲
に
お
い
て
、
当
該
事
業
場
に

必
要
な
変
更
を
加
え
た
教
習
事
項
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
編
注
：
別
表
は
、
圧
延
伸
張
工
の
基
本
実
習
及
び
製
パ
ン
工
の
教
習
時
間
に
関
す
る
部
分
を
除

き
、
教
習
事
項
の
基
準
（
昭
和
二
十
六
年
労
働
省
告
示
第
九
号
）
の
別
表
と
同
じ
な
の
で
省
略
。
）

昭
和
二
九
年
七
月
一
日

〔
四
─
三
─
二
七
〕
労
働
省
告
示
第
三
四
号

技技
能能
養養
成成
指指
導導
員員
検検
定定
のの
学学
科科
及及
びび
実実
技技
のの
規規
程程

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
四
号
）
第
十
条
の
規
定
に
基
き
、
技
能
者
養

成
指
導
員
の
検
定
の
学
科
及
び
実
技
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

技技
能能
養養
成成
指指
導導
員員
のの
検検
定定
のの
学学
科科
及及
びび
実実
技技

一

学
科

１

別
表
に
定
め
る
関
連
学
科

２

指
導
方
法

⑴

指
導
方
法
の
基
本
的
心
得
に
関
す
る
事
項

⑵

技
能
訓
練
計
画
の
作
成
に
関
す
る
事
項

⑶

適
正
作
業
及
び
作
業
能
率
に
関
す
る
事
項

⑷

技
能
進
度
の
測
定
に
関
す
る
事
項

３

関
連
法
令

⑴

労
働
基
準
法

⑵

技
能
者
養
成
規
程

二

実
技

教
習
事
項
の
基
準
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示
第
三
十
三
号
）
の
教
習
科
目
中
「
実
技
」
の
範

囲
内
で
次
の
作
業
に
つ
き
、
そ
の
つ
ど
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
が
定
め
る
も
の

⑴

単
一
工
程
作
業

⑵

総
合
作
業

別別

表表

（
編
注
：
以
下
、
職
種
名
の
み
の
職
種
は
関
連
学
科
等
を
略
し
た
。
）

分
類
番
号

職

種

関
連
学
科

範

囲

一
の
一

つ

い

金

工

意

匠

図

案

平
面
・
立
体
図
案
、
図
学
、
絵
画

工

作

法

工
具
使
用
・
製
作
法
、
板
金
法
、
つ
い
起
法
、
着
色
法

材

料

金
属
材
料
、
着
色
用
材
料
、
加
工
用
材
料

一
の
二

彫

金

工

一
の
三

鋳

金

工

一
の
四

か

ざ

り

工

一
の
五

七

宝

工

一
の
六

宝

石

工

一
の
七

ガ

ラ
ス

工

一
の
八

陶

工

一
の
九

漆

工

意

匠

図

案

平
面
・
立
体
図
案
、
図
学
、
絵
画
、
色
彩

工

作

法

素
地
法
、
塗
法
、
加
飾
法

材

料

漆
器
用
材
料
、
着
色
用
材
料
、
加
工
用
材
料

一
の
一
〇

編

組

工

一
の
一
一

木

彫

工

一
の
一
二

金
属
が
ん
具
工

二
の
一

手

織

工



- 294 -

二
の
二

紡

機

調

整

工

二
の
三

織

機

調

整

工

二
の
四

メ
リ
ヤ
ス
機
調
整
工

二
の
五

染

色

工

二
の
六

捺
染
ロ
ー
ル
彫
刻
工

二
の
七

型

祇

彫

刻

工

二
の
八

洋

服

工

二
の
九

洋

裁

工

三
の
一

製

鉄

工

三
の
二

製

鋼

工

三
の
三

非
鉄
金
属
製
錬
工

三
の
四

金
属
材
料
試
験
工

三
の
五

金

属

検

査

工

三
の
六

操

炉

工

三
の
七

圧

延

伸

張
工

三
の
八

鍛

工

三
の
九

刃

物

工

三
の
一
〇

金

属

溶

融

工

三
の
一
一

鋳

物

工

工

作

法

鋳
造
法
、
木
型
製
作
法
、
熱
処
理
法
、
製
品
処
理
法

炉
及
び
炉
用
材
料

溶
銑
炉
、
乾
燥
炉
の
構
造
・

取
扱
、
炉
材
の
規
格
、

用
途
、
・
性
質

材

料

燃
料
、
加
入
剤
、
金
属
材
料
の
規
格
・
用
途
・
性
質

製

図

製
図
法
、
読
図
法
、
現
図
法

三
の
一
二

木

型

工

三
の
一
三

板

金

工

工

作

法

板
金
工
作
法
（
絞
り
、
歪
取
、
接
合
、
締
絞
鋲
を
主

と
す
る
。
）
、
ろ
う
付
、
溶
接
法

材

料

金
属
材
料
の
規
格
・
用
途
・
性
質

製

図

図
形
の
展
開
、
平
面
図
法
、
立
体
画
法

三
の
一
四

金
属
プ
レ
ス
エ

三
の
一
五

製

か

ん

工

、

、

三
の
一
六

電

弧

溶

接

工

溶

接

法

溶
接
理
論
（
電
気
理
論
を
含
む
。
）、
溶
接
設
計
、
溶
接
装

置
、
装
置
の
取
扱
、
溶
接
法

材

料

金
属
材
料
一
般
、
溶
接
棒
、
溶
剤
、
溶
接
部
の
性
質
、

熱
処
理
理
論

三
の
一
七

ガ

ス

溶

接

工

三
の
一
八

メ

ッ

キ

工

三
の
一
九

熟

処

理

工

三
の
二
〇

鉛

工

四
の
一

電
線
被
裝
工

四
の
二

ケ
ー
ブ
ル
接
統
工

四
の
三

電

路

工

四
の
四

電

機

運

転
工

四
の
五

電
機
組
立
工

電

気

理

論

直
・
交
流
理
論

電
気
機
械
器
具

重
電
機
、
電
気
計
器
、
発
変
電
所
、
送
配
電

工

作

法

重
電
機
、
組
立
法
、
機
械
加
工
法
、
仕
上
法
、

巻
線
、
絶
縁
法
、
試
験
測
定
法

材

料

金
属
材
料
、
電
気
用
材
料
一
般

四
の
六

通
信
機
組
立
工

電

気

理

論

直
・
交
流
理
論
、
真
空
管
工
学

通

信

機

器

有
線
・
無
線
の
送
受
信
機
、
電
気
計
器
、
電
気
信
号
機

工

作

法

通
信
機
組
立
法
、
機
械
加
工
法
、
仕
上
法
、
溶
接
法
、
ろ
う
、
、

付
法
、
巻
線
・
絶
縁
法
、
電
気
試
験
測
定
法

材

料

金
属
材
料
、
電
気
用
材
料
一
般

四
の
七

特
殊
真
空
管
工

四
の
八

電

気

製

図

工

五
の
一

光

学

機

器

工

五
の
二

計

測

機

器

工

五
の
三

時

計

工

五
の
四

理
化
学
器
械
工

五
の
五

レ
ン
ズ
研
ま
工
、

六
の
一

機

械

工

機
械
工
学
大
意

機
械
の
要
素
・
機
能
・
各
部
の
強
さ

工

作

法

工
作
機
械
、
工
具
、
冶
具
の
構
造
・
取
扱
法
、
機
械
工
作

法
、
測
定
法

材

料

金
属
材
料
、
潤
滑
油
、
切
削
材
一
般

製

図

製
図
法
、
読
図
法
（
工
作
図
を
含
む
。
）

六
の
二

仕

上

工

六
の
三

冶
工
具
仕
上
工

六
の
四

機

械

検

査

工

六
の
五

機

械

組

立

工

六
の
六

内
燃
機
関
組
立
工
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六
の
七

機

械

運

転

工

六
の
八

汽

か

ん

工

六
の
九

起
重
機
運
転
工

六
の
一
〇

機
械
塗
装
工

六
の
一
一

木

工

工

作

法

材
料
乾
燥
法
、
木
材
工
作
法
、
木
工
機
械
の
構
造
・
取
扱

材

料

木
材
の
性
質
・
用
途
・
選
別
法
、
接
着
剤
、
塗
料

製

図

製
図
法
、
読
図
法

六
の
一
二

針

布

工

六
の
一
三

製

針

工

六
の
一
四

機

械

製

図

工

七
の
一

造

船

ぎ

装

工

七
の
二

電

気

ぎ

装

工

七
の
三

鉄

工

七
の
四

鋼

工

七
の
五

ド

ッ

ク

エ

七
の
六

船

台

大

工

七
の
七

船

具

工

七
の
八

造

船

木

工

七
の
九

舟

大

工

七
の
一
〇

現

図

工

七
の
一
一

造

船

製

図

工

八
の
一

内
燃
自
動
車
工

自
動
車
工
学

自
動
車
の
種
類
・
構
造
・
各
部
の
装
置
及
び
機
関
の
構
造
・
機

能
、
計
測
器

工

作

法

部
分
品
加
工
法
、
組
立
法
、
調
整
法
、
故
障
発
見
、
試
験
測

定
法
、
整
備
基
準

材

料

自
動
車
用
材
料
一
般
（
塗
料
、
潤
滑
油
を
含
む
。
）

製

図

製
図
法
、
読
図
法

八
の
二

電
気
自
動
車
工

八
の
三

自

転

車

工

八
の
四

車

両

木

工

八
の
五

内

張

工

九
の
一

酸
ア
ル
カ
リ
エ

九
の
二

無

機

薬

品

工

九
の
三

圧
縮
及
び
液
化
ガ
ス
工

九
の
四

電

炉

製

品

工

九
の
五

特
殊
ガ
ラ
ス
工

九
の
六

ガ
ラ
ス
製
品
工

九
の
七

窯

業

焼

成

工

九
の
八

産

業

火

薬

工

九
の
九

高

圧

合

成

工

九
の
一
〇

合

成

樹

脂

工

九
の
一
一

ガ

ス

発
生
炉
工

九
の
一
二

有

機

合

成

工

九
の
一
三

塗

料

工

九
の
一
四

油

脂

工

九
の
一
五

硝
化
綿
及
び
セ
ル
ロ
イ
ド
工

九
の
一
六

パ

ル

プ

工

九
の
一
七

製

紙

工

九
の
一
八

は
っ

酵

製
品
工

九
の
一
九

化

学

分

析

工

一
〇
の
一

大

工

建
設
工
学
大
意

建
築
物
の
種
類
・
構
造
、
建
築
工
程
、
法
規

施

行

法

施
行
契
約
、
建
築
工
事
全
般
、
木
材
工
作
法

設

計

製

図

製
図
法
、
規
矩
学
、
建
築
設
計
、
仕
様
見
積

材

料

建
築
用
材
料
一
般
（
木
材
を
主
と
す
る
。
）

一
〇
の
二

建

具

工

一
○
の
三

家

具

工

一
〇
の
四

塗

装

工

意

匠

図

案

文
字
、
平
面
・
立
体
図
案
、
色
彩
、
絵
画

工

作

法

塗
料
の
取
扱
、
塗
装
法
、
塗
装
設
備
器
具
の
取
扱
法

材

料

顔
料
、
取
扱
一
般

一
〇
の
五

左

官

一
〇
の
六

タ

イ

ル

張

工

一
〇
の
七

配

管

工

一
〇
の
八

石

工

一
〇
の
九

築

炉

工

一
○
の
一
〇

屋

根

ふ
き
工

一
〇
の
一
一

表

具

工

一
〇
の
一
二

畳

工

一
一
の
一

石
炭
坑
内
直
接
夫

一
一
の
二

石
炭
坑
内
機
電
夫

一
一
の
三

石
炭
鉱
山
測
量
夫
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六
の
七

機

械

運

転

工

六
の
八

汽

か

ん

工

六
の
九

起
重
機
運
転
工

六
の
一
〇

機
械
塗
装
工

六
の
一
一

木

工

工

作

法

材
料
乾
燥
法
、
木
材
工
作
法
、
木
工
機
械
の
構
造
・
取
扱

材

料

木
材
の
性
質
・
用
途
・
選
別
法
、
接
着
剤
、
塗
料

製

図

製
図
法
、
読
図
法

六
の
一
二

針

布

工

六
の
一
三

製

針

工

六
の
一
四

機

械

製

図

工

七
の
一

造

船

ぎ

装

工

七
の
二

電

気

ぎ

装

工

七
の
三

鉄

工

七
の
四

鋼

工

七
の
五

ド

ッ

ク

エ

七
の
六

船

台

大

工

七
の
七

船

具

工

七
の
八

造

船

木

工

七
の
九

舟

大

工

七
の
一
〇

現

図

工

七
の
一
一

造

船

製

図

工

八
の
一

内
燃
自
動
車
工

自
動
車
工
学

自
動
車
の
種
類
・
構
造
・
各
部
の
装
置
及
び
機
関
の
構
造
・
機

能
、
計
測
器

工

作

法

部
分
品
加
工
法
、
組
立
法
、
調
整
法
、
故
障
発
見
、
試
験
測

定
法
、
整
備
基
準

材

料

自
動
車
用
材
料
一
般
（
塗
料
、
潤
滑
油
を
含
む
。
）

製

図

製
図
法
、
読
図
法

八
の
二

電
気
自
動
車
工

八
の
三

自

転

車

工

八
の
四

車

両

木

工

八
の
五

内

張

工

九
の
一

酸
ア
ル
カ
リ
エ

九
の
二

無

機

薬

品

工

九
の
三

圧
縮
及
び
液
化
ガ
ス
工

九
の
四

電

炉

製

品

工

九
の
五

特
殊
ガ
ラ
ス
工

九
の
六

ガ
ラ
ス
製
品
工

九
の
七

窯

業

焼

成

工

九
の
八

産

業

火

薬

工

九
の
九

高

圧

合

成

工

九
の
一
〇

合

成

樹

脂

工

九
の
一
一

ガ

ス

発
生
炉
工

九
の
一
二

有

機

合

成

工

九
の
一
三

塗

料

工

九
の
一
四

油

脂

工

九
の
一
五

硝
化
綿
及
び
セ
ル
ロ
イ
ド
工

九
の
一
六

パ

ル

プ

工

九
の
一
七

製

紙

工

九
の
一
八

は
っ

酵

製
品
工

九
の
一
九

化

学

分

析

工

一
〇
の
一

大

工

建
設
工
学
大
意

建
築
物
の
種
類
・
構
造
、
建
築
工
程
、
法
規

施

行

法

施
行
契
約
、
建
築
工
事
全
般
、
木
材
工
作
法

設

計

製

図

製
図
法
、
規
矩
学
、
建
築
設
計
、
仕
様
見
積

材

料

建
築
用
材
料
一
般
（
木
材
を
主
と
す
る
。
）

一
〇
の
二

建

具

工

一
○
の
三

家

具

工

一
〇
の
四

塗

装

工

意

匠

図

案

文
字
、
平
面
・
立
体
図
案
、
色
彩
、
絵
画

工

作

法

塗
料
の
取
扱
、
塗
装
法
、
塗
装
設
備
器
具
の
取
扱
法

材

料

顔
料
、
取
扱
一
般

一
〇
の
五

左

官

一
〇
の
六

タ

イ

ル

張

工

一
〇
の
七

配

管

工

一
〇
の
八

石

工

一
〇
の
九

築

炉

工

一
○
の
一
〇

屋

根

ふ
き
工

一
〇
の
一
一

表

具

工

一
〇
の
一
二

畳

工

一
一
の
一

石
炭
坑
内
直
接
夫

一
一
の
二

石
炭
坑
内
機
電
夫

一
一
の
三

石
炭
鉱
山
測
量
夫
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○
の
一

印

刷

工

〇
の
二

製

本

工

○
の
三

製

革

工

〇
の
四

く

つ

工

〇
の
五

製

パ

ン

工

〇
の
六

お

け

た

る

工

昭
和
三
一
年
一
月
一
三
日

〔
四
─
三
─
二
八
〕
労
働
省
告
示
第
二
号

技技
能能
者者
共共
同同
養養
成成
費費
補補
助助
金金
交交
付付
規規
程程

技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
労
働
省
告
示
第
二
十
号
）
の
全
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条

技
能
者
の
養
成
の
実
施
を
促
進
し
、
そ
の
内
容
の
向
上
を
図
る
た
め
の
技
能
者
共
同
養
成

費
補
助
金
の
交
付
に
関
し
て
は
、
他
の
法
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
る
。

（
交
付
の
対
象
）

第
二
条

技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
（
以
下
「
補
助
金
」
と
い
う
。）
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い

て
、
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
に
基
く
技
能
者
養
成
（
以
下
「
技
能
者

の
養
成
」
と
い
う
。）
を
共
同
し
て
行
う
事
業
主
の
団
体
又
は
技
能
者
の
養
成
を
行
う
二
以
上
の
事

業
主
の
た
め
に
技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
四
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に

よ
る
教
習
事
項
に
つ
い
て
教
習
を
行
う
も
の
（
以
下
「
技
能
者
共
同
養
成
主
体
」
と
総
称
す
る
。）

に
交
付
す
る
。

２

補
助
金
は
、
技
能
者
共
同
養
成
主
休
の
運
営
に
要
す
る
経
費
の
う
ち
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

の
の
一
部
に
つ
い
て
交
付
す
る
。

一

技
能
者
養
成
指
導
員
等
の
給
料
又
は
手
当
に
要
す
る
経
費

二

技
能
者
養
成
用
機
械
器
具
等
設
備
の
維
持
更
新
及
び
建
物
の
借
上
に
要
す
る
経
費

三

教
科
書
そ
の
他
の
教
材
に
要
す
る
経
費

（
申
請
の
手
続
）

第
三
粂

補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
技
能
者
共
同
養
成
主
体
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
技

能
者
共
同
養
成
補
補
助
金
交
付
申
請
書
に
、
定
款
、
寄
附
行
為
、
規
約
等
そ
の
組
織
を
明
ら
か
に

す
る
書
類
を
添
付
し
、
当
該
技
能
者
共
同
養
成
主
体
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長

（
以
下
「
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
い
う
。）
を
経
由
し
て
、
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
申
請
の
取
下
げ
）

第
四
条

補
助
金
の
交
付
の
決
定
の
通
知
を
受
け
た
技
能
者
共
同
養
成
主
体
は
、
補
助
金
の
交
付
の

決
定
の
内
容
又
は
こ
れ
に
附
さ
れ
た
条
件
に
不
服
が
あ
っ
て
申
請
を
取
り
下
げ
よ
う
と
す
る
場
合

に
お
い
て
は
、
通
知
を
受
け
た
日
か
ら
二
週
問
以
内
に
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て
、

そ
の
旨
を
書
面
で
労
働
大
臣
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
状
況
報
告
）

第
五
条

補
助
金
の
交
付
の
決
定
を
受
け
た
技
能
者
共
同
養
成
主
体
（
以
下
「
補
助
事
業
者
」
と
い

う
。）
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
状
況
報
告
書
を
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て
、
労
働

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
実
績
報
告
）

第
六
条

補
助
事
業
者
は
、
補
助
金
の
交
付
の
対
象
と
な
っ
た
技
能
者
の
養
成
に
係
る
事
業
（
以
下

「
補
助
事
業
」
と
い
う
。
）
が
完
了
し
た
と
き
（
補
助
事
業
の
廃
止
の
承
認
を
受
け
た
と
き
を
含
む
。
）

は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
実
績
報
告
書
を
、
労
働
基
準
監
督
署
長
を
経
由
し
て
、
労
働
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
提
出
期
限
）

第
七
条

第
三
条
の
技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
交
付
申
請
書
又
は
第
五
条
の
状
況
報
告
書
の
提
出

期
限
は
、
国
の
会
計
年
度
ご
と
に
労
働
大
臣
が
定
め
る
。

２

前
条
の
実
績
報
告
書
の
提
出
期
限
は
、
補
助
事
業
が
完
了
し
た
日
又
は
補
助
事
業
を
廃
止
し
た

日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間
を
経
過
し
た
日
と
す
る
。

（
書
類
の
提
出
部
数
）

第
八
粂

第
三
条
の
技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
交
付
申
請
書
又
は
第
五
条
の
状
況
報
告
書
の
提
出

部
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
正
本
一
通
及
び
副
本
二
通
と
し
、
第
六
条
の
実
績
報
告
書
の
提
出
部
数
は
、

正
本
一
通
及
び
副
本
四
通
と
す
る
。

（
書
類
の
備
付
）

第
九
粂

補
助
事
業
者
は
、
補
助
事
業
に
係
る
収
支
に
関
す
る
帳
簿
及
び
証
拠
書
類
そ
の
他
補
助
事

業
の
実
施
の
経
過
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
書
類
を
整
理
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

昭
和
三
二
年
一
月
一
一
日
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〔
四
─
三
─
二
九
〕
労
働
省
告
示
第
一
号

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
のの
施施
設設
のの
指指
定定

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
四
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
施
設
と
し

て
、
次
の
も
の
を
指
定
す
る
。

失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
失
業
保
険
福
祉
施
設
総
合
職
業
補
導
所

昭
和
三
三
年
五
月
二
日

〔
四
─
三
─
三
〇
〕
法
律
第
一
三
三
号

労労
働働
基基
準準
法法
のの
一一
部部
改改
正正
（（
「「
職
業
訓
練
法
」
の
公
布
に
よ
る
）

第
五
条

労
働
基
準
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
条
及
び
第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
職
業
訓
練
に
関
す
る
特
例
）

第
七
十
条

職
業
訓
練
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
又
は

第
十
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
行
う
職
業
訓
練
を
受
け
る
労
働
者
に
つ
い
て
必
要
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
必
要
の
限
度
で
、
第
十
四
条
の
契
約
期
間
、
第
四
十
九
条

及
び
第
六
十
三
条
の
危
険
有
害
業
務
の
就
業
制
限
並
び
に
第
六
十
四
条
の
坑
内
労
働
の
禁

止
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
命
令
で
別
段
の
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第

六
十
四
条
の
坑
内
労
働
の
禁
止
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
女
子
及
び
満
十
六
才
に
満

た
な
い
男
子
に
関
し
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
十
一
条

前
条
の
規
定
に
基
い
て
発
す
る
命
令
は
、
当
該
命
令
に
よ
つ
て
労
働
者
を
使

用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
た
使
用
者
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
以
外

の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
七
十
二
条
中
「
前
二
条
の
規
定
」
を
「
第
七
十
条
の
規
定
に
基
い
て
発
す
る
命
令
」
に

改
め
る
。

第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条

第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
使
用
者
が
第
七
十
条
の
規
定
に

基
い
て
発
す
る
命
令
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
行
政
官
庁
は
、
そ
の
許
可
を
取
り

消
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
四
条

削
除

第
百
条
第
一
項
中
「
、
技
能
者
養
成
審
議
会
」
を
削
る
。

第
百
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
七
十
条
の
規
定
に
基
い
て
発
す
る
命
令
（
第
六
十
四
条
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
に
違
反
し
た
者
に
つ
い
て
も
前
項
の
例
に
よ
る
。

第
百
十
九
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

第
七
十
条
の
規
定
に
基
い
て
発
す
る
命
令
（
第
四
十
九
条
及
び
第
六
十
三
条
の
規
定

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
違
反
し
た
者

第
百
二
十
条
第
一
号
中
「
、
第
七
十
一
条
第
二
項
」
を
削
り
、
第
三
号
及
び
第
四
号
を
第

四
号
及
び
第
五
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
七
十
条
の
規
定
に
基
い
て
発
す
る
命
令
（
第
十
四
条
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
に
違
反
し
た
者

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
間
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
労
働
基

準
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
行
わ
れ
て
い
る
技
能
者
養
成
は
、
認
定
職
業
訓

練
と
み
な
し
、
当
該
認
可
を
受
け
た
使
用
者
は
、
改
正
後
の
同
法
第
七
十
一
条
の
許
可
を
受

け
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
当
該
技
能
者
養
成
を
受
け
て
い
る
者
に

関
し
て
、
そ
の
養
成
が
終
る
ま
で
の
間
も
、
同
様
と
す
る
。

３

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
改
正
前
の
労
働
基
準
法
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
対
す
る

罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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〔
四
─
三
─
二
九
〕
労
働
省
告
示
第
一
号

技技
能能
者者
養養
成成
規規
程程
のの
施施
設設
のの
指指
定定

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
四
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
施
設
と
し

て
、
次
の
も
の
を
指
定
す
る
。

失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
失
業
保
険
福
祉
施
設
総
合
職
業
補
導
所

昭
和
三
三
年
五
月
二
日

〔
四
─
三
─
三
〇
〕
法
律
第
一
三
三
号

労労
働働
基基
準準
法法
のの
一一
部部
改改
正正
（（
「「
職
業
訓
練
法
」
の
公
布
に
よ
る
）

第
五
条

労
働
基
準
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
条
及
び
第
七
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
職
業
訓
練
に
関
す
る
特
例
）

第
七
十
条

職
業
訓
練
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
又
は

第
十
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
て
行
う
職
業
訓
練
を
受
け
る
労
働
者
に
つ
い
て
必
要
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
必
要
の
限
度
で
、
第
十
四
条
の
契
約
期
間
、
第
四
十
九
条

及
び
第
六
十
三
条
の
危
険
有
害
業
務
の
就
業
制
限
並
び
に
第
六
十
四
条
の
坑
内
労
働
の
禁

止
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
命
令
で
別
段
の
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
第

六
十
四
条
の
坑
内
労
働
の
禁
止
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
、
女
子
及
び
満
十
六
才
に
満

た
な
い
男
子
に
関
し
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
七
十
一
条

前
条
の
規
定
に
基
い
て
発
す
る
命
令
は
、
当
該
命
令
に
よ
つ
て
労
働
者
を
使

用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
行
政
官
庁
の
許
可
を
受
け
た
使
用
者
に
使
用
さ
れ
る
労
働
者
以
外

の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
七
十
二
条
中
「
前
二
条
の
規
定
」
を
「
第
七
十
条
の
規
定
に
基
い
て
発
す
る
命
令
」
に

改
め
る
。

第
七
十
三
条
及
び
第
七
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
十
三
条

第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
使
用
者
が
第
七
十
条
の
規
定
に

基
い
て
発
す
る
命
令
に
違
反
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
行
政
官
庁
は
、
そ
の
許
可
を
取
り

消
す
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
四
条

削
除

第
百
条
第
一
項
中
「
、
技
能
者
養
成
審
議
会
」
を
削
る
。

第
百
十
八
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
七
十
条
の
規
定
に
基
い
て
発
す
る
命
令
（
第
六
十
四
条
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
に
違
反
し
た
者
に
つ
い
て
も
前
項
の
例
に
よ
る
。

第
百
十
九
条
第
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四

第
七
十
条
の
規
定
に
基
い
て
発
す
る
命
令
（
第
四
十
九
条
及
び
第
六
十
三
条
の
規
定

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
違
反
し
た
者

第
百
二
十
条
第
一
号
中
「
、
第
七
十
一
条
第
二
項
」
を
削
り
、
第
三
号
及
び
第
四
号
を
第

四
号
及
び
第
五
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

第
七
十
条
の
規
定
に
基
い
て
発
す
る
命
令
（
第
十
四
条
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
に
違
反
し
た
者

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
一
年
間
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
労
働
基

準
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
行
わ
れ
て
い
る
技
能
者
養
成
は
、
認
定
職
業
訓

練
と
み
な
し
、
当
該
認
可
を
受
け
た
使
用
者
は
、
改
正
後
の
同
法
第
七
十
一
条
の
許
可
を
受

け
た
も
の
と
み
な
す
。
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
当
該
技
能
者
養
成
を
受
け
て
い
る
者
に

関
し
て
、
そ
の
養
成
が
終
る
ま
で
の
間
も
、
同
様
と
す
る
。

３

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
改
正
前
の
労
働
基
準
法
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
に
対
す
る

罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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ⅣⅣ
４４
部部

監監
督督
者者
訓訓
練練
関関
係係

昭
和
二
五
年
四
月
一
七
日

〔
四
─
四
─
一
〕
労
働
省
訓
令
第
四
号

職職
場場
補補
導導
員員
規規
程程

第
一
条

工
場
事
業
場
等
に
お
け
る
従
業
員
の
指
導
監
督
に
当
る
者
（
以
下
監
督
者
と
い
う
。）
の
作

業
訓
練
（
労
働
基
準
法
に
規
定
す
る
技
能
者
養
成
を
除
く
。）
を
実
施
し
よ
う
と
す
る
工
場
事
業
場

等
に
対
し
、
技
術
援
助
を
行
う
た
め
に
、
職
業
安
定
法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
き
、
労
働

省
職
業
安
定
局
に
、
特
別
に
訓
練
さ
れ
た
補
導
員
（
以
下
職
場
補
導
員
と
い
う
。）
を
置
く
。

第
二
条

職
場
補
導
員
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
に
勤
務
す
る
二
級
の
労
働
事
務
官
又
は
労
働
技
官

の
中
か
ら
、
労
働
大
臣
が
命
ず
る
。

第
三
条

職
場
補
導
員
は
、
第
四
条
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
監
督
者
の
監
督
技
術

の
向
上
を
図
り
、
経
済
の
興
隆
に
寄
與
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。

第
四
条

職
場
補
導
員
は
左
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。

一

監
督
者
の
訓
練
方
式
の
調
査
研
究
及
び
こ
れ
に
関
す
る
資
料
の
し
ゆ
う
集
を
行
う
こ
と
。

二

監
督
者
の
訓
練
講
習
会
の
計
画
を
た
て
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
。

三

監
督
官
の
訓
練
講
習
会
修
了
者
の
追
指
導
を
行
う
こ
と
。

四

工
場
事
業
場
等
の
従
業
員
の
中
で
、
監
督
者
の
訓
練
に
当
る
者
を
養
成
訓
練
す
る
こ
と
。

第
五
条

職
場
補
導
員
は
、
監
督
者
の
訓
練
講
習
会
を
実
施
す
る
に
当
っ
て
は
、
職
場
補
導
手
引
に

正
し
く
従
っ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条

職
場
補
導
員
の
職
務
の
分
担
そ
の
他
職
務
の
執
行
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
こ
の
規
程

に
定
め
る
も
の
の
外
、
労
働
省
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

昭
和
二
五
年
七
月
二
六
日

〔
四
─
四
─
二
〕
労
働
省
令
第
二
二
号

職職
業業
安安
定定
法法
施施
行行
規規
則則
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令

第
二
十
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
第
三
十
条
に
関
す
る
事
項
）

第第
二二
十十
二二
条条

法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
に
訓
練
さ
れ
た
補
導
員
（
以
下
職
場
補
導
員

と
い
う
。）
は
、
職
業
安
定
局
及
び
都
道
府
県
ご
と
に
置
く
。

２

法
第
三
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
労
働
大
臣
の
工
場
事
業
場
等
（
以
下
事
業
場
と
い
う
。）
に
対

す
る
技
術
援
助
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

職
長
、
指
導
員
等
従
業
員
の
指
導
監
督
に
当
る
者
（
以
下
監
督
者
と
い
う
。）
の
訓
練

二

前
号
の
訓
練
に
当
る
者
の
養
成
訓
練

３

都
道
府
県
知
事
は
、
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
職
場
補
導
員
の
派
遣
若
し
く
は
資
料

の
提
供
、
又
は
そ
の
双
方
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
関
す
る
技

術
援
助
を
行
う
。

４

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項
に
関
す
る
技
術
援
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
場
は
そ
の
所

在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
又
は
労
働
大
臣
に
、
同
項
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項
に
関
す
る

技
術
援
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
場
は
労
働
大
臣
に
そ
の
援
助
を
申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

５

第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
訓
練
を
行
う
講
習
会
（
以
下
監
督
者
訓
練
講
習
会
と
い
う
。）
は
、

事
業
場
が
主
催
し
、
こ
の
講
習
会
に
お
け
る
訓
練
は
、
職
場
補
導
員
又
は
第
二
十
二
条
の
三
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
労
働
大
臣
よ
り
職
場
補
導
員
の
資
格
を
与
え
ら
れ
た
者
（
以
下
事
業
場
職
場
補

導
員
と
い
う
。）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

６

第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
訓
練
を
行
う
講
習
会
（
以
下
補
導
員
養
成
訓
練
講
習
会
と
い
う
。）

は
、
労
働
省
が
主
催
し
、
こ
の
講
習
会
に
お
け
る
養
成
訓
練
は
、
労
働
大
臣
が
命
じ
又
は
委
嘱
し

た
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

７

監
督
者
訓
練
講
習
会
及
び
補
導
員
養
成
訓
練
講
習
会
は
、
お
の
お
の
次
に
掲
げ
る
訓
練
項
目
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
行
う
。

一

仕
事
の
教
え
方

二

改
善
の
仕
方

三

人
の
扱
い
方

８

戦
場
補
導
員
又
は
事
業
場
職
場
補
導
員
で
な
い
者
は
、
職
場
補
導
員
の
名
称
を
用
い
て
監
督
者

の
訓
練
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

９

都
道
府
県
知
事
は
、
第
三
項
に
規
定
す
る
技
術
援
助
の
実
施
状
況
を
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め

る
手
続
及
び
様
式
に
従
い
、
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。
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第第
二二
十十
二二
条条
のの
二二

職
場
補
導
員
は
、
職
業
安
定
機
関
に
勤
務
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
に
定
め
る
職
務
の
級
八
級
以
上
の
労
働
事

務
官
若
し
く
は
労
働
技
官
、
又
は
地
方
事
務
官
若
し
く
は
地
方
技
官
の
中
か
ら
、
労
働
大
臣
が
命

ず
る
。

２

職
場
補
導
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。
但
し
、
都
道
府
県
に
置
く
職
場
補
導
員
は
、
労

働
大
臣
が
特
に
命
じ
た
者
の
外
は
、
第
四
号
に
揚
げ
る
職
務
を
行
わ
な
い
。

一

監
督
者
の
訓
練
方
式
の
調
査
研
究
及
び
こ
れ
に
関
す
る
資
料
の
し
ゆ
う
集
を
行
う
こ
と
。

二

監
督
者
訓
練
講
習
会
に
お
い
て
、
監
督
者
を
訓
練
す
る
こ
と
。

三

監
督
者
訓
練
講
習
会
修
了
者
の
追
指
導
を
行
う
こ
と
。

四

事
業
場
職
場
補
導
員
を
養
成
訓
練
す
る
こ
と
。

第第
二二
十十
二二
条条
のの
三三

事
業
場
職
場
補
導
員
の
養
成
訓
練
は
、
事
業
場
よ
り
の
申
請
に
基
き
、
補
導
員

養
成
訓
練
講
習
会
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。

２

前
項
に
掲
げ
る
講
習
会
に
お
い
て
、
事
業
場
職
場
補
導
員
と
し
て
の
養
成
訓
練
を
受
け
る
こ
と

の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
三
十
才
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
受
講
し
よ
う
と
す

る
訓
練
項
日
に
つ
い
て
監
督
者
訓
練
講
習
会
に
お
い
て
訓
練
を
受
け
た
者
の
中
か
ら
、
事
業
場
が

労
働
大
臣
に
推
薦
し
た
者
（
以
下
候
補
者
と
い
う
。）
で
、
労
働
大
臣
が
そ
の
受
講
を
承
認
し
た
者

（
以
下
受
講
者
と
い
う
。）
と
す
る
。

一

大
学
を
卒
業
し
、
学
士
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
、
一
年
以
上
監
督
者
と
し
て
の
経
験

を
有
す
る
者

二

旧
高
等
学
校
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
九
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
高
等
科
、
旧
専
門

学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
と
認

め
ら
れ
る
学
校
等
を
卒
業
又
は
修
了
し
た
者
で
、
二
年
以
上
監
督
者
と
し
て
の
経
験
を
有
す
る

者
三

旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
中
等
学
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以

上
と
認
め
ら
れ
る
学
校
、
養
成
所
等
を
卒
業
し
た
者
で
、
三
年
以
上
監
督
者
と
し
て
の
経
験
を

有
す
る
者

四

義
務
教
育
を
修
了
し
た
者
で
、
四
年
以
上
監
督
者
と
し
て
の
経
験
を
有
す
る
者

五

労
働
大
臣
が
特
に
認
め
た
者

３

事
業
場
が
候
補
者
を
、
補
導
員
養
成
訓
練
講
習
会
に
お
い
て
、
受
講
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

推
薦
書
（
様
式
第
一
号
）
及
び
候
補
者
履
歴
書
（
様
式
第
二
号
）
を
添
付
し
、
補
導
員
養
成
訓
練

講
習
会
受
講
願
（
様
式
第
三
号
）
を
、
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
て
労
働
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

４

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
受
講
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

精
神
又
は
身
体
の
障
害
に
よ
っ
て
職
場
補
導
員
と
し
て
不
適
格
と
認
め
ら
れ
る
者

二

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
十
八
条
（
同
条
第
四
号
を
除
く
。
）

の
規
定
に
よ
っ
て
官
職
に
つ
く
能
力
を
有
し
な
い
者

三

前
項
に
規
定
す
る
文
書
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
て
推
薦
さ
れ
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
文

書
を
偽
造
し
て
、
受
講
し
よ
う
と
し
、
又
は
受
講
し
た
こ
と
が
発
覚
し
た
者

四

第
十
二
項
第
五
号
の
規
定
に
違
反
し
、
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
を
失
っ
た
者

５

補
導
員
養
成
訓
練
講
習
会
に
お
け
る
養
成
訓
練
の
時
間
数
の
五
分
の
四
以
上
出
席
し
、
実
地
演

習
を
行
っ
た
受
講
者
は
、
当
該
講
習
会
を
修
了
し
た
も
の
と
す
る
。

６

労
働
大
臣
は
、
補
導
員
養
成
訓
練
講
習
会
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
、
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
講
習
会
に
お
い
て
養
成
訓
練
を
行
っ
た
者
全
員
の
推
薦
に
基
い
て
、
適
格
と
認
め

た
者
に
、
養
成
訓
練
を
受
け
た
項
目
に
応
じ
、
そ
の
項
目
名
を
冠
し
た
職
場
補
導
員
の
資
格
を
与

え
る
。

７

労
働
大
臣
は
、
事
業
場
職
場
補
導
員
に
、
訓
練
を
受
け
た
項
目
に
応
じ
、
そ
の
項
目
名
を
冠
し

た
訓
練
用
図
書
（
以
下
手
引
と
い
う
。）
を
交
付
す
る
。

８

事
業
場
職
場
補
導
員
は
、
そ
の
所
属
す
る
事
業
場
の
監
督
者
を
訓
練
す
る
の
を
原
則
と
す
る
。

９

事
業
場
職
場
補
導
員
は
、
そ
の
所
属
す
る
事
業
場
以
外
の
事
業
場
の
監
督
者
を
訓
練
す
る
場
合

は
、
そ
の
都
度
、
あ
ら
か
じ
め
作
り
、
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
大
臣
は
、
事
業
場
職
場
補
導
員
が
、
そ
の
資
格
に
応
ず
る
訓
練
項
目
に
つ
き
監
督
者
を
訓

10
練
す
る
場
合
で
、
そ
の
訓
練
を
計
画
実
施
す
る
事
業
場
か
ら
援
助
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の

訓
練
に
必
要
な
資
料
を
提
供
す
る
。

事
業
場
職
場
補
導
員
は
、
労
働
大
臣
が
特
に
必
要
あ
り
と
認
め
て
事
業
場
を
指
定
し
た
場
合
は
、

11
労
働
大
臣
が
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
の
外
、
そ
の
事
業
場
の
監
督
者
を
訓
練

す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
こ
の
指
定
に
よ
る
監
督
者
の
訓
練
は
、
同
一
の
事
業
場
職
場
補
導
員

に
つ
き
、
一
年
を
通
じ
て
二
回
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
場
職
場
補
導
員
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

12
一

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
手
引
に
、
正
し
く
従
っ
て
監
督
者
の
訓
練
を
行
う
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
手
引
に
従
っ
て
行
う
監
督
者
の
訓
練
を
、
三
箇
月
間
に
一
回
以
上
行
う
こ
と
。

三

監
督
名
の
訓
練
を
行
っ
た
後
二
箇
月
以
内
に
、
訓
練
を
行
っ
た
事
項
に
つ
き
、
少
く
と
も
二

回
、
追
指
導
を
行
う
こ
と
。

四

前
二
号
に
規
定
す
る
監
督
者
の
訓
練
又
は
追
指
導
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
訓
練
又
は
追
指

導
終
了
後
直
ち
に
所
定
の
報
告
書
を
職
業
安
定
局
長
に
提
出
す
る
こ
と
。
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第第
二二
十十
二二
条条
のの
二二

職
場
補
導
員
は
、
職
業
安
定
機
関
に
勤
務
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
に
定
め
る
職
務
の
級
八
級
以
上
の
労
働
事

務
官
若
し
く
は
労
働
技
官
、
又
は
地
方
事
務
官
若
し
く
は
地
方
技
官
の
中
か
ら
、
労
働
大
臣
が
命

ず
る
。

２

職
場
補
導
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
務
を
行
う
。
但
し
、
都
道
府
県
に
置
く
職
場
補
導
員
は
、
労

働
大
臣
が
特
に
命
じ
た
者
の
外
は
、
第
四
号
に
揚
げ
る
職
務
を
行
わ
な
い
。

一

監
督
者
の
訓
練
方
式
の
調
査
研
究
及
び
こ
れ
に
関
す
る
資
料
の
し
ゆ
う
集
を
行
う
こ
と
。

二

監
督
者
訓
練
講
習
会
に
お
い
て
、
監
督
者
を
訓
練
す
る
こ
と
。

三

監
督
者
訓
練
講
習
会
修
了
者
の
追
指
導
を
行
う
こ
と
。

四

事
業
場
職
場
補
導
員
を
養
成
訓
練
す
る
こ
と
。

第第
二二
十十
二二
条条
のの
三三

事
業
場
職
場
補
導
員
の
養
成
訓
練
は
、
事
業
場
よ
り
の
申
請
に
基
き
、
補
導
員

養
成
訓
練
講
習
会
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。

２

前
項
に
掲
げ
る
講
習
会
に
お
い
て
、
事
業
場
職
場
補
導
員
と
し
て
の
養
成
訓
練
を
受
け
る
こ
と

の
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
三
十
才
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
受
講
し
よ
う
と
す

る
訓
練
項
日
に
つ
い
て
監
督
者
訓
練
講
習
会
に
お
い
て
訓
練
を
受
け
た
者
の
中
か
ら
、
事
業
場
が

労
働
大
臣
に
推
薦
し
た
者
（
以
下
候
補
者
と
い
う
。）
で
、
労
働
大
臣
が
そ
の
受
講
を
承
認
し
た
者

（
以
下
受
講
者
と
い
う
。）
と
す
る
。

一

大
学
を
卒
業
し
、
学
士
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
、
一
年
以
上
監
督
者
と
し
て
の
経
験

を
有
す
る
者

二

旧
高
等
学
校
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
九
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
高
等
科
、
旧
専
門

学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
と
認

め
ら
れ
る
学
校
等
を
卒
業
又
は
修
了
し
た
者
で
、
二
年
以
上
監
督
者
と
し
て
の
経
験
を
有
す
る

者
三

旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
中
等
学
校
又
は
こ
れ
と
同
等
以

上
と
認
め
ら
れ
る
学
校
、
養
成
所
等
を
卒
業
し
た
者
で
、
三
年
以
上
監
督
者
と
し
て
の
経
験
を

有
す
る
者

四

義
務
教
育
を
修
了
し
た
者
で
、
四
年
以
上
監
督
者
と
し
て
の
経
験
を
有
す
る
者

五

労
働
大
臣
が
特
に
認
め
た
者

３

事
業
場
が
候
補
者
を
、
補
導
員
養
成
訓
練
講
習
会
に
お
い
て
、
受
講
さ
せ
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

推
薦
書
（
様
式
第
一
号
）
及
び
候
補
者
履
歴
書
（
様
式
第
二
号
）
を
添
付
し
、
補
導
員
養
成
訓
練

講
習
会
受
講
願
（
様
式
第
三
号
）
を
、
そ
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
て
労
働
大

臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

４

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
受
講
者
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

精
神
又
は
身
体
の
障
害
に
よ
っ
て
職
場
補
導
員
と
し
て
不
適
格
と
認
め
ら
れ
る
者

二

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
三
十
八
条
（
同
条
第
四
号
を
除
く
。
）

の
規
定
に
よ
っ
て
官
職
に
つ
く
能
力
を
有
し
な
い
者

三

前
項
に
規
定
す
る
文
書
に
虚
偽
の
事
実
を
記
載
し
て
推
薦
さ
れ
、
又
は
同
項
に
規
定
す
る
文

書
を
偽
造
し
て
、
受
講
し
よ
う
と
し
、
又
は
受
講
し
た
こ
と
が
発
覚
し
た
者

四

第
十
二
項
第
五
号
の
規
定
に
違
反
し
、
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
資
格
を
失
っ
た
者

５

補
導
員
養
成
訓
練
講
習
会
に
お
け
る
養
成
訓
練
の
時
間
数
の
五
分
の
四
以
上
出
席
し
、
実
地
演

習
を
行
っ
た
受
講
者
は
、
当
該
講
習
会
を
修
了
し
た
も
の
と
す
る
。

６

労
働
大
臣
は
、
補
導
員
養
成
訓
練
講
習
会
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
、
第
二
十
二
条
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
当
該
講
習
会
に
お
い
て
養
成
訓
練
を
行
っ
た
者
全
員
の
推
薦
に
基
い
て
、
適
格
と
認
め

た
者
に
、
養
成
訓
練
を
受
け
た
項
目
に
応
じ
、
そ
の
項
目
名
を
冠
し
た
職
場
補
導
員
の
資
格
を
与

え
る
。

７

労
働
大
臣
は
、
事
業
場
職
場
補
導
員
に
、
訓
練
を
受
け
た
項
目
に
応
じ
、
そ
の
項
目
名
を
冠
し

た
訓
練
用
図
書
（
以
下
手
引
と
い
う
。）
を
交
付
す
る
。

８

事
業
場
職
場
補
導
員
は
、
そ
の
所
属
す
る
事
業
場
の
監
督
者
を
訓
練
す
る
の
を
原
則
と
す
る
。

９

事
業
場
職
場
補
導
員
は
、
そ
の
所
属
す
る
事
業
場
以
外
の
事
業
場
の
監
督
者
を
訓
練
す
る
場
合

は
、
そ
の
都
度
、
あ
ら
か
じ
め
作
り
、
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

労
働
大
臣
は
、
事
業
場
職
場
補
導
員
が
、
そ
の
資
格
に
応
ず
る
訓
練
項
目
に
つ
き
監
督
者
を
訓

10
練
す
る
場
合
で
、
そ
の
訓
練
を
計
画
実
施
す
る
事
業
場
か
ら
援
助
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の

訓
練
に
必
要
な
資
料
を
提
供
す
る
。

事
業
場
職
場
補
導
員
は
、
労
働
大
臣
が
特
に
必
要
あ
り
と
認
め
て
事
業
場
を
指
定
し
た
場
合
は
、

11
労
働
大
臣
が
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
の
外
、
そ
の
事
業
場
の
監
督
者
を
訓
練

す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
こ
の
指
定
に
よ
る
監
督
者
の
訓
練
は
、
同
一
の
事
業
場
職
場
補
導
員

に
つ
き
、
一
年
を
通
じ
て
二
回
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。

事
業
場
職
場
補
導
員
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

12
一

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
手
引
に
、
正
し
く
従
っ
て
監
督
者
の
訓
練
を
行
う
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
手
引
に
従
っ
て
行
う
監
督
者
の
訓
練
を
、
三
箇
月
間
に
一
回
以
上
行
う
こ
と
。

三

監
督
名
の
訓
練
を
行
っ
た
後
二
箇
月
以
内
に
、
訓
練
を
行
っ
た
事
項
に
つ
き
、
少
く
と
も
二

回
、
追
指
導
を
行
う
こ
と
。

四

前
二
号
に
規
定
す
る
監
督
者
の
訓
練
又
は
追
指
導
を
行
っ
た
場
合
は
、
そ
の
訓
練
又
は
追
指

導
終
了
後
直
ち
に
所
定
の
報
告
書
を
職
業
安
定
局
長
に
提
出
す
る
こ
と
。
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五

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
手
引
を
、
貸
し
与
え
、
又
は
譲
り
渡
さ
な
い
こ
と
。

六

住
所
、
氏
名
、
所
属
事
業
場
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
は
、
直
ち
に
職
業
安
定
局
長
に
報
告
す

る
こ
と
。

事
業
場
職
場
補
導
員
が
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
資
格
を
失
う
。
但
し
、

13
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

第
四
項
第
三
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
つ
て
受
講
し
、
職
場
補
導
員
の
資
格
を
得
た
と
き
。

二

第
十
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

職
業
安
定
局
及
び
都
道
府
県
の
関
係
職
員
は
、
事
業
場
職
場
補
導
員
の
行
う
監
督
者
の
訓
練
に

14
立
合
う
こ
と
が
で
き
る
。

第第
二二
十十
二二
条条
のの
四四

前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
外
、
補
導
員
の
設
置
そ
の
他
法
第
三
十
条
の
規
定
の

施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
。

附附

則則

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
以
前
に
、
労
働
省
の
主
催
す
る
補
導
員
養
成
訓
練
講
習
会
を
終
了
し
、
労
働

大
臣
よ
り
職
場
補
導
員
の
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
は
、
第
二
十
二
条
の
三
第
六
項
の
規

定
に
よ
り
資
格
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

様
式
第
一
号
（
編
注
：
以
下
略
）

昭
和
二
六
年
一
〇
月
三
一
日

〔
四
─
四
─
三
〕
労
働
省
令
第
二
八
号

職職
業業
安安
定定
法法
のの
一一
部部
をを
改改
正正
すす
るる
省省
令令

職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
第
二
項
中
「
労
働
省
職
業
安
定
局
」
の
下
に
「
（
以
下
職
業
安
定
局
と
い
う
。
）」
を
加
え
る
。

第
八
条
第
十
九
項
中
「
労
働
省
職
業
安
定
局
」
を
「
職
業
安
定
局
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
四
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
法
第
三
十
条
に
関
す
る
事
項
）

第第
二二
十十
二二
条条

法
第
三
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
に
訓
練
さ
れ
た
補
導
員
は
、
監
督
者
訓
練
特

別
指
導
員
、
監
督
者
訓
練
指
導
員
及
び
都
道
府
県
職
場
補
導
員
（
以
下
特
別
指
導
員
等
と
い
う
。）

と
し
、
職
業
安
定
局
に
監
督
者
訓
練
特
別
指
導
員
及
び
監
督
者
訓
練
指
導
員
を
、
都
道
府
県
に
監

督
者
訓
練
指
導
員
及
び
都
道
府
県
職
場
補
導
員
を
置
く
。

２

特
別
指
導
員
等
は
、
職
業
安
定
機
関
に
勤
務
す
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
に
定
め
る
職
務
の
級
八
級
以
上
の
労
働
事
務
官
、
労
働

技
官
、
地
方
事
務
官
又
は
地
方
技
官
の
申
か
ら
労
働
大
臣
が
命
ず
る
。

第第
二二
十十
二二
条条
のの
二二

法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
労
働
大
臣
の
工
場
事
業
場
等
（
以
下
事
業

場
と
い
う
。）
に
対
す
る
技
術
援
助
に
関
し
、
労
働
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
も
の
と
す

る
。

一

事
業
場
に
お
い
て
職
長
、
指
導
員
等
従
業
員
の
指
導
監
督
に
当
る
者
（
以
下
監
督
者
と
い
う
。
）

の
訓
練
計
画
を
作
成
す
る
場
合
に
、
特
別
指
導
員
等
を
派
遣
す
る
こ
と
。

二

事
業
場
に
お
い
て
監
督
者
の
訓
練
を
行
う
講
習
会
（
以
下
監
督
者
訓
練
講
習
会
と
い
う
。）
を

開
催
す
る
場
合
に
、
都
道
府
県
に
置
く
監
督
者
訓
練
指
導
員
若
し
く
は
都
道
府
県
職
場
補
導
員

を
派
遣
し
、
又
は
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
。

三

労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
い
監
督
者
訓
練
講
習
会
に
お
い
て
指
導
を
行
う
技
能
を
有
す

る
者
（
以
下
職
場
補
導
員
と
い
う
。
）
を
養
成
す
る
た
め
、
職
場
補
導
員
養
成
講
習
会
を
開
催
し
、

又
は
関
係
事
業
場
に
必
要
な
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
。

四

労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
い
監
督
者
の
訓
練
計
画
の
作
成
の
指
導
を
行
う
技
能
並
び
に

職
場
補
導
員
養
成
講
習
会
及
び
第
七
号
の
追
指
導
員
養
成
講
習
会
に
お
い
て
指
導
を
行
う
技
能

を
有
す
る
者
（
以
下
事
業
場
監
督
者
訓
練
指
導
員
と
い
う
。）
を
養
成
す
る
た
め
、
監
督
者
訓
練

指
導
員
養
成
講
習
会
を
開
催
す
る
こ
と
。

五

事
業
場
に
お
い
て
監
督
者
訓
練
講
習
会
を
修
了
し
た
監
督
者
の
追
指
導
を
行
う
者
の
訓
練
を

実
施
す
る
場
合
に
、
都
道
府
県
に
置
く
監
督
者
訓
練
指
導
員
若
し
く
は
都
道
府
県
職
場
補
導
員

を
派
遣
し
、
又
は
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
。

六

前
号
の
追
指
導
を
行
う
者
の
訓
練
を
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
行
う
技
能
を
有
す

る
者
（
以
下
追
指
導
員
と
い
う
。）
を
養
成
す
る
た
め
、
追
指
導
員
養
成
講
習
会
を
開
催
し
、
又

は
関
係
事
業
場
に
必
要
な
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
。

七

労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
い
追
指
導
員
の
養
成
を
行
う
技
能
を
有
す
る
者
（
以
下
追
指

導
養
成
員
と
い
う
。）
を
養
成
す
る
た
め
、
追
指
導
養
成
員
養
成
講
習
会
を
開
催
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
規
定
す
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
訓
練
項
目
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
別
個
に
行
う
も
の
と
す
る
。

一

仕
事
の
教
え
方

二

改
善
の
仕
方

三

人
の
扱
い
方

３

第
一
項
の
規
定
に
基
き
労
働
大
臣
が
開
催
す
る
各
種
の
講
習
会
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
者
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が
そ
の
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

職
場
補
導
員
養
成
講
習
会

監
督
者
訓
練
特
別
指
導
員
、
監
督
者
訓
練
指
導
員
又
は
第
二
十

二
条
の
五
第
三
項
第
五
号
の
労
働
大
臣
の
委
嘱
を
受
け
た
事
業
場
監
督
者
訓
練
指
導
員

二

監
督
者
訓
練
指
導
員
養
成
講
習
会

監
督
者
訓
練
特
別
指
導
員

三

追
指
導
員
養
成
講
習
会

特
別
指
導
員
等

四

追
指
導
養
成
員
養
成
講
習
会

監
督
者
訓
練
特
別
指
導
員

第第
二二
十十
二二
条条
のの
三三

こ
の
命
令
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
が
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
労
働
大
臣
の

事
業
場
に
対
す
る
技
術
援
助
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
場
合
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
い

て
、
労
働
大
臣
の
事
業
場
に
対
す
る
技
術
援
助
が
当
該
都
道
府
県
知
事
に
委
任
せ
ら
れ
た
も
の
と

す
る
。

第第
二二
十十
二二
条条
のの
四四

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
技
術
援
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
事

業
場
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
援
助
を
申
請
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
指
導
員
等
の
派
遣
を
受
け
、
同
項
の
規

定
に
基
き
労
働
大
臣
が
開
催
す
る
各
種
の
講
習
会
に
当
該
事
業
場
の
推
薦
す
る
者
を
受
講
さ
せ
、

又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
資
料
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

労
働
大
臣

二

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
に
置
く
監

督
者
訓
練
指
導
員
若
し
く
は
都
道
府
県
職
業
補
導
員
の
派
遣
又
は
資
料
の
提
供
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合

当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

２

事
業
場
は
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
又
は
第
五
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
に
置
く
監

督
者
訓
練
指
導
員
若
し
く
は
都
道
府
県
職
場
指
導
員
の
派
遣
を
受
け
、
又
は
同
項
の
規
定
に
基
き

労
働
大
臣
が
開
催
す
る
各
種
の
講
習
会
に
そ
の
推
薦
す
る
者
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
前
項
の
申
請

を
し
、
そ
の
申
請
を
承
認
さ
れ
た
場
合
は
、
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
手
数
料

を
収
入
印
紙
を
も
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
講
習
会
を
受
講
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一

職
場
補
導
員
養
成
講
習
会
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
上
監
督
者
と
し
て
の
経
験
を
有
す
る
二
十

五
才
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
当
該
講
習
会
の
訓
練
項
目
に
応
ず
る
監
督
者
訓
練
講
習
会
を
修
了

し
、
且
つ
、
そ
の
所
属
す
る
事
業
場
の
推
薦
を
受
け
た
も
の

二

監
督
者
訓
練
指
導
員
義
成
講
習
会
に
つ
い
て
は
、
当
該
講
習
会
の
訓
練
項
目
に
応
ず
る
こ
の

命
令
に
よ
る
職
場
補
導
員
の
資
格
を
有
す
る
三
十
才
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
労
働
大
臣
の
定
め

る
基
準
に
従
い
監
督
者
訓
練
講
習
会
に
お
い
て
十
回
以
上
指
導
を
行
っ
た
経
験
を
有
し
、
且
つ
、

そ
の
所
属
す
る
事
業
場
の
推
薦
を
受
け
た
も
の

三

追
指
導
員
養
成
講
習
会
に
つ
い
て
は
、
当
該
講
習
会
の
訓
練
項
目
に
応
ず
る
監
督
者
訓
練
講

習
会
を
修
了
し
た
二
十
五
才
以
上
の
者
又
は
当
該
講
習
会
の
訓
練
項
目
に
応
ず
る
こ
の
命
令
に

よ
る
職
場
補
導
員
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
属
す
る
事
業
場
の
推
薦
を
受
け
た

も
の

四

追
指
導
養
成
員
養
成
講
習
会
に
つ
い
て
は
、
当
該
講
習
会
の
訓
練
項
目
に
応
ず
る
こ
の
命
令

に
よ
る
職
場
補
導
員
の
資
格
を
有
す
る
追
指
導
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
属
す
る
事
業
場
の
推
薦

を
受
け
た
も
の

４

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
き
労
働
大
臣
が
開

催
す
る
各
種
の
講
習
会
に
お
い
て
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

一

禁
治
産
者
及
び
準
禁
治
産
者

二

禁
こ
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
る
ま
で
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

、

る
ま
で
の
者

三

公
務
員
で
あ
っ
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
処
分
り
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

第
二
十
二
条
の
四
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第第
二二
十十
二二
条条
のの
五五

労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
講
習
会
に
お
い
て
指

導
を
行
っ
た
者
全
員
の
推
薦
を
受
け
、
且
つ
、
労
働
大
臣
が
適
格
と
認
め
た
も
の
に
、
訓
練
を
受

け
た
項
目
に
応
じ
、
そ
の
項
目
名
を
冠
し
た
職
場
補
導
員
又
は
事
業
場
監
督
者
訓
練
指
導
員
の
資

格
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

一

職
場
補
導
員
に
つ
い
て
は
、
職
場
補
導
員
養
成
講
習
会
又
は
事
業
場
が
、
労
働
大
臣
の
定
め

る
基
準
に
従
い
、
事
業
場
監
督
者
訓
練
指
導
員
の
指
導
に
よ
り
職
場
補
導
員
の
養
成
を
行
う
講

習
会
に
お
い
て
訓
練
時
間
数
の
八
分
の
七
以
上
出
席
し
、
且
つ
、
実
地
検
定
を
受
け
た
者
で
あ

っ
て
、
労
働
大
臣
に
申
請
を
し
た
も
の

二

事
業
場
監
督
者
訓
練
指
導
員
に
つ
い
て
は
、
監
督
者
訓
練
指
導
員
養
成
講
習
会
に
お
い
て
訓

練
時
問
数
の
八
分
の
七
以
上
出
席
し
、
且
つ
、
実
地
検
定
を
受
け
た
者

２

前
項
第
一
号
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
手

数
料
を
収
入
印
紙
を
も
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

職
場
補
導
員
又
は
事
業
場
監
督
者
訓
練
指
導
員
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

労
働
大
臣
の
定
め
る
訓
練
用
図
書
（
以
下
手
引
と
い
う
。）
に
正
し
く
従
っ
て
訓
練
を
行
う
こ

と
。

二

訓
練
を
行
っ
た
場
合
は
、
直
ち
に
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
訓
練
を
行
っ
た
事
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が
そ
の
指
導
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一

職
場
補
導
員
養
成
講
習
会

監
督
者
訓
練
特
別
指
導
員
、
監
督
者
訓
練
指
導
員
又
は
第
二
十

二
条
の
五
第
三
項
第
五
号
の
労
働
大
臣
の
委
嘱
を
受
け
た
事
業
場
監
督
者
訓
練
指
導
員

二

監
督
者
訓
練
指
導
員
養
成
講
習
会

監
督
者
訓
練
特
別
指
導
員

三

追
指
導
員
養
成
講
習
会

特
別
指
導
員
等

四

追
指
導
養
成
員
養
成
講
習
会

監
督
者
訓
練
特
別
指
導
員

第第
二二
十十
二二
条条
のの
三三

こ
の
命
令
に
お
い
て
都
道
府
県
知
事
が
法
第
三
十
条
に
規
定
す
る
労
働
大
臣
の

事
業
場
に
対
す
る
技
術
援
助
を
行
う
こ
と
を
定
め
て
い
る
場
合
は
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
い

て
、
労
働
大
臣
の
事
業
場
に
対
す
る
技
術
援
助
が
当
該
都
道
府
県
知
事
に
委
任
せ
ら
れ
た
も
の
と

す
る
。

第第
二二
十十
二二
条条
のの
四四

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
技
術
援
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
事

業
場
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
援
助
を
申
請
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
指
導
員
等
の
派
遣
を
受
け
、
同
項
の
規

定
に
基
き
労
働
大
臣
が
開
催
す
る
各
種
の
講
習
会
に
当
該
事
業
場
の
推
薦
す
る
者
を
受
講
さ
せ
、

又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
資
料
の
提
供
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

労
働
大
臣

二

第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
に
置
く
監

督
者
訓
練
指
導
員
若
し
く
は
都
道
府
県
職
業
補
導
員
の
派
遣
又
は
資
料
の
提
供
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合

当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事

２

事
業
場
は
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
第
二
号
又
は
第
五
号
に
規
定
す
る
都
道
府
県
に
置
く
監

督
者
訓
練
指
導
員
若
し
く
は
都
道
府
県
職
場
指
導
員
の
派
遣
を
受
け
、
又
は
同
項
の
規
定
に
基
き

労
働
大
臣
が
開
催
す
る
各
種
の
講
習
会
に
そ
の
推
薦
す
る
者
を
受
講
さ
せ
る
た
め
に
前
項
の
申
請

を
し
、
そ
の
申
請
を
承
認
さ
れ
た
場
合
は
、
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
手
数
料

を
収
入
印
紙
を
も
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
て
、
当
該
講
習
会
を
受
講
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

一

職
場
補
導
員
養
成
講
習
会
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
上
監
督
者
と
し
て
の
経
験
を
有
す
る
二
十

五
才
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
当
該
講
習
会
の
訓
練
項
目
に
応
ず
る
監
督
者
訓
練
講
習
会
を
修
了

し
、
且
つ
、
そ
の
所
属
す
る
事
業
場
の
推
薦
を
受
け
た
も
の

二

監
督
者
訓
練
指
導
員
義
成
講
習
会
に
つ
い
て
は
、
当
該
講
習
会
の
訓
練
項
目
に
応
ず
る
こ
の

命
令
に
よ
る
職
場
補
導
員
の
資
格
を
有
す
る
三
十
才
以
上
の
者
で
あ
っ
て
、
労
働
大
臣
の
定
め

る
基
準
に
従
い
監
督
者
訓
練
講
習
会
に
お
い
て
十
回
以
上
指
導
を
行
っ
た
経
験
を
有
し
、
且
つ
、

そ
の
所
属
す
る
事
業
場
の
推
薦
を
受
け
た
も
の

三

追
指
導
員
養
成
講
習
会
に
つ
い
て
は
、
当
該
講
習
会
の
訓
練
項
目
に
応
ず
る
監
督
者
訓
練
講

習
会
を
修
了
し
た
二
十
五
才
以
上
の
者
又
は
当
該
講
習
会
の
訓
練
項
目
に
応
ず
る
こ
の
命
令
に

よ
る
職
場
補
導
員
の
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
属
す
る
事
業
場
の
推
薦
を
受
け
た

も
の

四

追
指
導
養
成
員
養
成
講
習
会
に
つ
い
て
は
、
当
該
講
習
会
の
訓
練
項
目
に
応
ず
る
こ
の
命
令

に
よ
る
職
場
補
導
員
の
資
格
を
有
す
る
追
指
導
員
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
属
す
る
事
業
場
の
推
薦

を
受
け
た
も
の

４

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
第
二
十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
き
労
働
大
臣
が
開

催
す
る
各
種
の
講
習
会
に
お
い
て
受
講
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

一

禁
治
産
者
及
び
準
禁
治
産
者

二

禁
こ
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
る
ま
で
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な

、

る
ま
で
の
者

三

公
務
員
で
あ
っ
て
懲
戒
免
職
の
処
分
を
受
け
、
そ
の
処
分
り
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

第
二
十
二
条
の
四
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

第第
二二
十十
二二
条条
のの
五五

労
働
大
臣
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
講
習
会
に
お
い
て
指

導
を
行
っ
た
者
全
員
の
推
薦
を
受
け
、
且
つ
、
労
働
大
臣
が
適
格
と
認
め
た
も
の
に
、
訓
練
を
受

け
た
項
目
に
応
じ
、
そ
の
項
目
名
を
冠
し
た
職
場
補
導
員
又
は
事
業
場
監
督
者
訓
練
指
導
員
の
資

格
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

一

職
場
補
導
員
に
つ
い
て
は
、
職
場
補
導
員
養
成
講
習
会
又
は
事
業
場
が
、
労
働
大
臣
の
定
め

る
基
準
に
従
い
、
事
業
場
監
督
者
訓
練
指
導
員
の
指
導
に
よ
り
職
場
補
導
員
の
養
成
を
行
う
講

習
会
に
お
い
て
訓
練
時
間
数
の
八
分
の
七
以
上
出
席
し
、
且
つ
、
実
地
検
定
を
受
け
た
者
で
あ

っ
て
、
労
働
大
臣
に
申
請
を
し
た
も
の

二

事
業
場
監
督
者
訓
練
指
導
員
に
つ
い
て
は
、
監
督
者
訓
練
指
導
員
養
成
講
習
会
に
お
い
て
訓

練
時
問
数
の
八
分
の
七
以
上
出
席
し
、
且
つ
、
実
地
検
定
を
受
け
た
者

２

前
項
第
一
号
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
手

数
料
を
収
入
印
紙
を
も
っ
て
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

職
場
補
導
員
又
は
事
業
場
監
督
者
訓
練
指
導
員
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一

労
働
大
臣
の
定
め
る
訓
練
用
図
書
（
以
下
手
引
と
い
う
。）
に
正
し
く
従
っ
て
訓
練
を
行
う
こ

と
。

二

訓
練
を
行
っ
た
場
合
は
、
直
ち
に
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
訓
練
を
行
っ
た
事
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業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
報
告
す
る
こ
と
。

三

手
引
を
貸
し
与
え
、
又
は
譲
り
渡
さ
な
い
こ
と
。

四

住
所
、
氏
名
又
は
所
属
事
業
場
に
変
更
を
生
じ
た
場
合
は
、
直
ち
に
、
そ
の
所
属
事
業
場
の

所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
て
、
労
働
大
臣
に
報
告
す
る
こ
と
。

五

事
業
場
監
督
者
訓
練
指
導
員
は
、
労
働
大
臣
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
て
訓
練
を
委
嘱
し

た
場
合
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
き
の
ほ
か
、
一
年
を
通
じ
て
三
回
以
内
に
お
い
て

職
場
補
導
員
を
養
成
す
る
た
め
の
訓
練
を
行
う
こ
と
。

六

事
業
場
監
督
者
訓
練
指
導
員
が
職
場
補
導
員
を
養
成
す
る
た
め
の
訓
練
を
行
う
場
合
は
、
労

働
大
臣
の
委
嘱
に
よ
っ
て
訓
練
を
行
う
場
合
を
除
き
、
そ
の
訓
練
を
開
始
す
る
日
前
三
十
日
ま

で
に
、
労
働
大
臣
に
そ
の
旨
を
届
け
出
る
こ
と
。

４

職
場
補
導
員
又
は
事
業
場
監
督
者
訓
練
指
導
員
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の

資
格
を
失
う
。
但
し
、
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

前
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す
る
に
い
た
っ
た
と
き
。

二

前
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

第第
二二
十十
二二
条条
のの
六六

追
指
導
員
養
成
講
習
会
又
は
追
指
導
養
成
員
養
成
講
習
会
を
修
了
し
た
者
を
、

そ
れ
ぞ
れ
追
指
導
員
又
は
追
指
導
養
成
員
と
す
る
。

２

追
指
導
員
又
は
追
指
導
養
成
員
は
、
労
働
大
臣
の
定
め
る
訓
練
用
図
書
に
従
い
訓
練
を
行
う
も

の
と
す
る
。

３

追
指
導
養
成
員
は
、
訓
練
を
行
っ
た
場
合
は
、
労
働
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第第
二二
十十
二二
条条
のの
七七

都
道
府
県
知
事
は
、
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
業
場
の
申
請

を
受
け
た
場
合
は
、
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
従
い
、
都
道
府
県
に
置
く
監
督
者
訓
練
指
導
員

若
し
く
は
都
道
府
県
職
場
補
導
員
を
派
遣
し
、
又
は
資
料
を
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
技
術
援
助
を
行
い
、
又
は
第
二
十
二
条
の
五
第
三
項
第

二
号
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
職
業
安
定
局
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
労
働
大
臣
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

様
式
第
一
号
か
ら
様
式
第
三
号
ま
で
を
削
る
。

附附

則則

１

こ
の
省
令
は
、
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
省
令
施
行
前
に
労
働
大
臣
に
事
業
場
が
し
た
補
導
員
養
成
訓
練
講
習
会
受
講
願
の
提
出
は
、

第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
施
行
前
に
し
た
補
導
員
養
成
訓
練
講
習
会
に
お
け
る
受
講
の
承
認
で
こ
の
省
令
施
行

の
日
ま
で
に
講
習
を
受
け
な
か
っ
た
者
に
係
る
承
認
は
、
第
二
十
二
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る

職
場
補
導
員
養
成
講
習
会
に
お
け
る
受
講
の
承
認
と
み
な
し
、
そ
の
推
薦
す
る
者
の
受
講
を
承
認

さ
れ
た
事
業
場
は
、
同
項
に
よ
っ
て
労
働
大
臣
が
定
め
る
職
場
補
導
員
養
成
講
習
会
に
係
る
手
数

料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

こ
の
省
令
施
行
前
に
労
働
大
臣
か
ら
職
場
補
導
員
の
資
格
を
与
え
ら
れ
た
者
は
、
第
二
十
二
条

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
場
補
導
員
の
資
格
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
但
し
、
昭
和

二
十
六
年
二
月
末
日
以
前
に
労
働
大
臣
か
ら
職
場
補
導
員
の
資
格
を
与
え
ら
れ
た
者
は
、
昭
和
二

十
七
年
三
月
末
日
限
り
、
そ
の
資
格
を
失
う
。

５

前
項
但
書
の
規
定
に
よ
り
資
格
を
失
う
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
が
資
格
を
失
う
前
に
職
場
補
導

員
養
成
講
習
会
会
に
お
い
て
受
講
す
る
こ
と
に
つ
き
、
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
労
働
大
臣
は
、
こ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
労
働
大
臣
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
、
第
二
十
二
条
の
四
第
二
項
並
び
に
第
二
十
二
条
の
五
第

一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
手
数
料
を
減
免
し
、
訓
練
時
間
数
を
短
縮
し
、
実
地

検
定
を
省
略
す
る
等
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

６

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
労
働
大
臣
が
事
業
場
職
場
補
導
員
の
養
成
訓
練
を
行
う
者
を
養
成
す
る

た
め
に
開
催
し
た
講
習
会
を
修
了
し
た
者
は
、
事
業
場
監
督
者
訓
練
指
導
員
の
資
格
を
有
す
る
も

の
と
み
な
す
。

昭
和
三
二
年
三
月
一
五
日

〔
四
─
四
─
四
〕
労
働
省
令
第
二
号

職職
業業
安安
定定
法法
施施
行行
規規
則則
中中
改改
正正

職
業
安
定
法
（
昭
和
一
一
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
基
き
、
職
業
安

定
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

職
業
安
定
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
働
省
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
二
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
七
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
法
第
三
十
条
に
関
す
る
事
項
）

第
二
十
二
条

労
働
大
臣
は
、
工
場
事
業
場
等
（
以
下
事
業
場
と
い
う
。）
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当

す
る
場
合
に
は
、
法
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
補
導
員
の
派
遣
又
は
資
料
の
提
供
に
つ

い
て
援
助
す
る
も
の
と
す
る
。
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一

職
長
、
指
導
員
等
そ
の
従
業
員
の
指
導
監
督
に
当
る
者
（
以
下
監
督
者
と
い
う
。）
の
訓
練
計

画
を
作
成
す
る
と
き
。

二

監
督
者
の
訓
練
を
行
う
と
き
又
は
監
督
者
の
訓
練
を
行
う
技
能
を
有
す
る
者
（
以
下
監
督
者

訓
練
員
と
い
う
。）
か
ら
訓
練
を
受
け
た
監
督
者
の
追
指
導
を
行
う
者
の
訓
練
を
行
う
と
き
。

三

監
督
者
訓
練
員
を
養
成
す
る
た
め
の
訓
練
を
行
う
と
き
。

四

監
督
者
訓
練
員
を
養
成
す
る
技
能
を
有
す
る
者
（
以
下
監
督
者
訓
練
指
導
員
と
い
う
。）
を
養

成
す
る
た
め
の
訓
練
を
行
う
と
き
。

五

追
指
導
を
行
う
者
の
訓
練
を
行
う
技
能
を
有
す
る
者
（
以
下
追
指
導
員
と
い
う
。）
を
養
成
す

る
た
め
の
訓
練
を
行
う
と
き
。

六

追
指
導
員
を
養
成
す
る
技
能
を
有
す
る
者
を
養
成
す
る
た
め
の
訓
練
を
行
う
と
き
。

２

前
項
の
補
導
員
は
、
労
働
事
務
官
、
労
働
技
官
、
地
方
事
務
官
又
は
地
方
技
官
で
あ
っ
て
第
二

十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
督
者
訓
練
員
又
は
監
督
者
訓
練
指
導
員
の
資
格
を
有
す
る

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
の
援
助
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
訓
練
項
目
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

仕
事
の
教
え
方

二

改
善
の
仕
方

三

人
の
扱
い
方

第
二
十
二
条
の
二

労
働
大
臣
は
、
そ
の
定
め
る
基
準
に
従
い
監
督
者
訓
練
指
導
員
か
ら
訓
練
及
び

実
地
検
定
を
受
け
、
且
つ
、
そ
の
者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
に
、
そ
の
申
請
に
基
き
、
訓
練
を
行
っ

た
項
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
項
目
名
を
冠
し
た
監
督
者
訓
練
員
又
は
監
督
者
訓
練
指
導
員
の

資
格
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

２

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
前
項
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

禁
治
産
者
及
び
準
禁
治
産
者

二

禁
こ
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
る
ま
で
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る

、

ま
で
の
者

３

監
督
者
訓
練
員
又
は
監
督
者
訓
練
指
導
員
は
、
前
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、

そ
の
資
格
を
失
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
三

第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
援
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
場
は
、
同
条

同
項
第
一
号
、
第
七
一
号
、
第
四
号
、
第
五
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
労
働
大
臣
に
、

同
条
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に

申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
四

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
援
助
の
申
請
を
受
け
た
場
合
は
、
そ

の
申
請
に
係
る
補
導
員
の
派
遣
又
は
資
料
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
補
導
員
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

附附

則則

１

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
告
示
は
、
廃
止
す
る
。

一

昭
和
二
十
六
年
労
働
省
告
示
第
二
十
一
号
（
工
場
、
事
業
場
又
は
資
格
附
与
を
申
請
す
る
者
が

納
付
す
る
手
数
料
の
額
及
び
納
付
の
方
法
を
定
め
る
告
示
）

二

昭
和
二
十
六
年
労
働
省
告
示
第
二
十
二
号
（
工
場
、
事
業
場
又
は
資
格
附
与
を
申
請
す
る
者
が

納
付
す
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
告
示
）

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
改
正
前
の
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
職
場
補
導
員
又
は
事
業
場
監
督
者
訓
練
指
導
員
で
あ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
受
け

た
訓
練
項
目
に
応
じ
、
そ
の
項
日
名
を
冠
し
た
改
正
後
の
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の

二
に
よ
る
監
督
者
訓
練
員
又
は
監
督
者
訓
練
指
導
員
の
資
格
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

改
正
前
の
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
指
導
員
等
（
特
別

指
導
員
等
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。）
は
、
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
改
正
後
の
職

業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
監
督
者
訓
練
員
又
は
監
督
者
訓
練
指
導
員

の
資
格
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
事
業
場
が
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
し
た
援
助
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
施

行
の
日
に
援
助
を
受
け
て
い
な
い
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
十

二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
し
た
援
助
の
申
請
と
み
な
す
。
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一

職
長
、
指
導
員
等
そ
の
従
業
員
の
指
導
監
督
に
当
る
者
（
以
下
監
督
者
と
い
う
。）
の
訓
練
計

画
を
作
成
す
る
と
き
。

二

監
督
者
の
訓
練
を
行
う
と
き
又
は
監
督
者
の
訓
練
を
行
う
技
能
を
有
す
る
者
（
以
下
監
督
者

訓
練
員
と
い
う
。）
か
ら
訓
練
を
受
け
た
監
督
者
の
追
指
導
を
行
う
者
の
訓
練
を
行
う
と
き
。

三

監
督
者
訓
練
員
を
養
成
す
る
た
め
の
訓
練
を
行
う
と
き
。

四

監
督
者
訓
練
員
を
養
成
す
る
技
能
を
有
す
る
者
（
以
下
監
督
者
訓
練
指
導
員
と
い
う
。）
を
養

成
す
る
た
め
の
訓
練
を
行
う
と
き
。

五

追
指
導
を
行
う
者
の
訓
練
を
行
う
技
能
を
有
す
る
者
（
以
下
追
指
導
員
と
い
う
。）
を
養
成
す

る
た
め
の
訓
練
を
行
う
と
き
。

六

追
指
導
員
を
養
成
す
る
技
能
を
有
す
る
者
を
養
成
す
る
た
め
の
訓
練
を
行
う
と
き
。

２

前
項
の
補
導
員
は
、
労
働
事
務
官
、
労
働
技
官
、
地
方
事
務
官
又
は
地
方
技
官
で
あ
っ
て
第
二

十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
監
督
者
訓
練
員
又
は
監
督
者
訓
練
指
導
員
の
資
格
を
有
す
る

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
の
援
助
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
訓
練
項
目
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

仕
事
の
教
え
方

二

改
善
の
仕
方

三

人
の
扱
い
方

第
二
十
二
条
の
二

労
働
大
臣
は
、
そ
の
定
め
る
基
準
に
従
い
監
督
者
訓
練
指
導
員
か
ら
訓
練
及
び

実
地
検
定
を
受
け
、
且
つ
、
そ
の
者
か
ら
推
薦
さ
れ
た
者
に
、
そ
の
申
請
に
基
き
、
訓
練
を
行
っ

た
項
目
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
項
目
名
を
冠
し
た
監
督
者
訓
練
員
又
は
監
督
者
訓
練
指
導
員
の

資
格
を
与
え
る
も
の
と
す
る
。

２

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
前
項
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

禁
治
産
者
及
び
準
禁
治
産
者

二

禁
こ
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
る
ま
で
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
る

、

ま
で
の
者

３

監
督
者
訓
練
員
又
は
監
督
者
訓
練
指
導
員
は
、
前
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、

そ
の
資
格
を
失
う
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
三

第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
援
助
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
場
は
、
同
条

同
項
第
一
号
、
第
七
一
号
、
第
四
号
、
第
五
号
又
は
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
労
働
大
臣
に
、

同
条
同
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
は
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に

申
請
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
四

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
援
助
の
申
請
を
受
け
た
場
合
は
、
そ

の
申
請
に
係
る
補
導
員
の
派
遣
又
は
資
料
の
提
供
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２

第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
補
導
員
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

附附

則則

１

こ
の
省
令
は
、
昭
和
三
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

次
の
各
号
に
掲
げ
る
告
示
は
、
廃
止
す
る
。

一

昭
和
二
十
六
年
労
働
省
告
示
第
二
十
一
号
（
工
場
、
事
業
場
又
は
資
格
附
与
を
申
請
す
る
者
が

納
付
す
る
手
数
料
の
額
及
び
納
付
の
方
法
を
定
め
る
告
示
）

二

昭
和
二
十
六
年
労
働
省
告
示
第
二
十
二
号
（
工
場
、
事
業
場
又
は
資
格
附
与
を
申
請
す
る
者
が

納
付
す
る
手
数
料
の
額
を
定
め
る
告
示
）

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
、
改
正
前
の
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
職
場
補
導
員
又
は
事
業
場
監
督
者
訓
練
指
導
員
で
あ
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
受
け

た
訓
練
項
目
に
応
じ
、
そ
の
項
日
名
を
冠
し
た
改
正
後
の
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の

二
に
よ
る
監
督
者
訓
練
員
又
は
監
督
者
訓
練
指
導
員
の
資
格
が
与
え
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

４

改
正
前
の
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
別
指
導
員
等
（
特
別

指
導
員
等
で
あ
っ
た
者
を
含
む
。）
は
、
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
改
正
後
の
職

業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
監
督
者
訓
練
員
又
は
監
督
者
訓
練
指
導
員

の
資
格
を
与
え
ら
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

５

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
、
改
正
前
の
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
事
業
場
が
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
し
た
援
助
の
申
請
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
施

行
の
日
に
援
助
を
受
け
て
い
な
い
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
職
業
安
定
法
施
行
規
則
第
二
十

二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
に
し
た
援
助
の
申
請
と
み
な
す
。
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ⅣⅣ
５５
部部

「「
職職
業業
訓訓
練練
法法
」」
関関
係係

昭
和
三
三
年
五
月
二
日

〔
四
─
五
─
一
〕
法
律
第
一
三
三
号

職職
業業
訓訓
練練
法法

第第
一一
章章

総総
則則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
労
働
者
に
対
し
て
、
必
要
な
技
能
を
習
得
さ
せ
、
及
び
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、

職
業
訓
練
及
び
技
能
検
定
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
工
業
そ
の
他
の
産
業
に
必
要
な
技
能
労
働
者
を
養

成
し
、
も
つ
て
、
職
業
の
安
定
と
労
働
者
の
地
位
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
経
済
の
発
展
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
労
働
者
」
と
は
、
事
業
主
に
雇
用
さ
れ
る
者
（
船
員
職
業
安
定
法
（
昭
和
二

十
三
年
法
律
第
百
三
十
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
船
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
船
員
」

と
い
う
。）
を
除
く
。
以
下
「
雇
用
労
働
者
」
と
い
う
。）
及
び
求
職
者
（
船
員
と
な
ろ
う
と
す
る
者

を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
で
「
職
業
訓
練
」
と
は
、
労
働
者
に
対
し
て
職
業
に
必
要
な
技
能
を
習
得
さ
せ
、
又
は

向
上
さ
せ
る
た
め
に
行
う
訓
練
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
で
「
公
共
職
業
訓
練
」
と
は
、
一
般
職
業
訓
練
所
、
総
合
職
業
訓
練
所
、
中
央
職
業
訓

練
所
及
び
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
行
う
職
業
訓
練
並
び
に
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
事
業

主
が
委
託
を
受
け
て
行
う
職
業
訓
練
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
で
「
事
業
内
職
業
訓
練
」
と
は
、
事
業
主
が
そ
の
雇
用
労
働
者
に
対
し
て
行
う
職
業
訓

練
を
い
う
。

５

こ
の
法
律
で
「
職
業
訓
練
指
導
員
」
と
は
、
職
業
訓
練
に
お
い
て
訓
練
を
担
当
す
る
者
を
い
う
。

（
職
業
訓
練
の
原
則
）

第
三
条

公
共
職
業
訓
練
と
事
業
内
職
業
訓
練
と
は
、
相
互
に
密
接
な
関
連
の
も
と
に
行
わ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

公
共
職
業
訓
練
及
び
事
業
内
職
業
訓
練
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）

に
よ
る
学
校
教
育
と
の
重
複
を
避
け
、
か
つ
、
こ
れ
と
の
密
接
な
関
連
の
も
と
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３

公
共
職
業
訓
練
と
青
年
学
級
振
興
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
に
よ
る
教
育
と
は
、

重
複
し
な
い
よ
う
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
業
訓
練
計
画
）

第
四
条

労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
職
業
訓
練
の
実
施
に
関
し
、
基
本
的
な
計
画
を
定

め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
計
画
を
定
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
雇
用
及
び
失
業
の
状
態
並
び
に
工
業
そ
の
他
の
産
業
の

発
達
に
応
じ
て
、適
切
に
技
能
労
働
者
の
養
成
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
計
画
に
基
き
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
職
業
訓
練
で
当
該
都
道

府
県
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
の
実
施
に
関
し
、基
本
的
な
計
画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

４

第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
計
画
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第第
二二
章章

公公
共共
職職
業業
訓訓
練練

（
一
般
職
業
訓
練
所
）

第
五
条

一
般
職
業
訓
練
所
は
、
求
職
者
に
対
し
て
、
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
。

２

一
般
職
業
訓
練
所
は
、
前
項
に
規
定
す
る
業
務
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
次
の
業
務
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
。

一

雇
用
労
働
者
に
対
し
て
、
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
こ
と
。

二

事
業
内
職
業
訓
練
に
つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

三

第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
及
び
前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
の
ほ
か
、
職
業
訓
練
に
関
し
必
要
な
業

務
を
行
う
こ
と
。

３

一
般
職
業
訓
練
所
は
、
都
道
府
県
が
設
置
す
る
。

４

一
般
職
業
訓
練
所
の
位
置
、
名
称
そ
の
他
一
般
職
業
訓
練
所
の
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、

条
例
で
定
め
る
。

（
総
合
職
業
訓
練
所
）

第
六
条

総
合
職
業
訓
練
所
は
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

雇
用
労
働
者
に
対
し
て
、
専
門
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
こ
と
。

二

求
職
者
に
対
し
て
、
専
門
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
を
行
う
こ
と
。

三

職
業
訓
練
指
導
員
の
訓
練
を
行
う
こ
と
。

四

事
業
内
職
業
訓
練
に
つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

五

前
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
帯
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

２

総
合
職
業
訓
練
所
は
、
失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
二
十
七
条
の
二
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の
規
定
に
よ
る
福
祉
施
設
と
し
て
、
労
働
福
祉
事
業
団
が
設
置
す
る
。

３

総
合
職
業
訓
練
所
の
位
置
、
名
称
そ
の
他
総
合
職
業
訓
練
所
の
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、

労
働
福
祉
事
業
団
が
定
め
る
。

（
中
央
職
業
訓
練
所
）

第
七
条

中
央
職
業
訓
練
所
は
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

職
業
訓
練
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
。

二

職
業
訓
練
指
導
員
の
訓
練
を
行
う
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
随
し
て
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行

う
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
業
訓
練
に
関
し
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
。

２

中
央
職
業
訓
練
所
は
、
失
業
保
険
法
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
福
祉
施
設
と
し
て
、
労
働

福
祉
事
業
団
が
設
置
す
る
。

３

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
中
央
職
業
訓
練
所
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
）

第
八
条

国
及
び
都
道
府
県
は
、
身
体
に
障
害
が
あ
る
者
で
一
般
職
業
訓
練
所
、
総
合
職
業
訓
練
所
又

は
中
央
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
職
業
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
、
そ
の
能

力
に
適
応
し
た
職
業
訓
練
を
行
う
た
め
、
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
し
た
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
の
運
営
を
都
道
府
県
に
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
の
位
置
、
名
称
そ
の
他
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
の
運
営
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
国
が
設
置
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
労
働
大
臣
が
、
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
条
例
で
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
職
業
訓
練
の
委
託
）

第
九
条

都
道
府
県
は
、
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
に
つ
い
て
、
一
般
職
業
訓
練
所
に
お

い
て
職
業
訓
練
を
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
又

は
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
事
業
主
に
、
そ
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
公
共
職
業
訓
練
の
基
準
）

第
十
条

公
共
職
業
訓
練
は
、
教
科
、
訓
練
期
間
、
設
備
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
労
働
省
令
で
定
め

る
基
準
に
従
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
共
職
業
訓
練
を
受
け
る
求
職
者
に
対
す
る
措
置
）

第
十
一
条

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
共
職
業
訓
練
及
び
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
お
い
て

求
職
者
に
対
し
て
行
う
公
共
職
業
訓
練
は
、
無
料
と
す
る
も
の
と
す
る
。

２

国
及
び
都
道
府
県
は
、
前
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
訓
練
を
受
け
る
求
職
者
に
対
し
て
、
手
当
を

支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
市
町
村
等
の
行
う
職
業
訓
練
）

第
十
二
条

市
町
村
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立

し
た
法
人
、
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
そ
の
他
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
市
町
村
等
」
と
い
う
。）
が
職
業
訓
練
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職
業
訓
練
は
、

公
共
職
業
訓
練
と
み
な
す
。

２

前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
市
町
村
等
が
前
項
の
認
可
を
受
け
て
行
う
求
職
者
に
対
す
る
職
業
訓
練

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第第
三三
章章

事事
業業
内内
職職
業業
訓訓
練練

（
労
働
大
臣
等
の
援
助
）

第
十
三
条

労
働
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
事
業
内
職
業

訓
練
を
行
う
事
業
主
に
対
し
て
、
資
料
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
事
業
内
職
業
訓
練
の
基
準
）

第
十
四
条

事
業
内
職
業
訓
練
（
技
能
労
働
者
に
対
し
て
行
う
追
加
訓
練
、
再
訓
練
及
び
職
長
訓
練
そ

の
他
の
労
働
者
の
指
導
監
督
に
関
す
る
訓
練
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。）
に
つ
い
て

の
教
科
、
訓
練
期
間
、
設
備
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
基
準
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
。

（
認
定
職
業
訓
練
）

第
十
五
条

都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
に
よ
り
、
事
業
内
職
業
訓
練
に
つ
い
て
、
前
条
の
労
働
省
令
で

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
業

主
が
当
該
職
業
訓
練
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能
力
を
有
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
業
訓
練
を
受
け
る

労
働
者
が
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
条
の
規
定
に
基
く
命
令
の
適

用
を
受
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
意
見
を
聞
く
も
の
と
す
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
に
係
る
事
業
内
職
業
訓
練
（
以
下
「
認
定
職
業
訓
練
」
と
い

う
。）
が
前
条
の
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
事
業
主

が
当
該
認
定
職
業
訓
練
を
行
わ
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
共
同
職
業
訓
練
団
体
の
行
う
認
定
職
業
訓
練
）
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の
規
定
に
よ
る
福
祉
施
設
と
し
て
、
労
働
福
祉
事
業
団
が
設
置
す
る
。

３

総
合
職
業
訓
練
所
の
位
置
、
名
称
そ
の
他
総
合
職
業
訓
練
所
の
運
営
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、

労
働
福
祉
事
業
団
が
定
め
る
。

（
中
央
職
業
訓
練
所
）

第
七
条

中
央
職
業
訓
練
所
は
、
次
の
業
務
を
行
う
。

一

職
業
訓
練
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
。

二

職
業
訓
練
指
導
員
の
訓
練
を
行
う
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
附
随
し
て
、
前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行

う
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
業
訓
練
に
関
し
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
。

２

中
央
職
業
訓
練
所
は
、
失
業
保
険
法
第
二
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
福
祉
施
設
と
し
て
、
労
働

福
祉
事
業
団
が
設
置
す
る
。

３

前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
中
央
職
業
訓
練
所
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
）

第
八
条

国
及
び
都
道
府
県
は
、
身
体
に
障
害
が
あ
る
者
で
一
般
職
業
訓
練
所
、
総
合
職
業
訓
練
所
又

は
中
央
職
業
訓
練
所
に
お
い
て
職
業
訓
練
を
受
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
、
そ
の
能

力
に
適
応
し
た
職
業
訓
練
を
行
う
た
め
、
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
設
置
し
た
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
の
運
営
を
都
道
府
県
に
委
託
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
の
位
置
、
名
称
そ
の
他
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
の
運
営
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
国
が
設
置
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
労
働
大
臣
が
、
都
道
府
県
が
設
置
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
条
例
で
、
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
職
業
訓
練
の
委
託
）

第
九
条

都
道
府
県
は
、
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職
業
訓
練
に
つ
い
て
、
一
般
職
業
訓
練
所
に
お

い
て
職
業
訓
練
を
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
又

は
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
事
業
主
に
、
そ
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
公
共
職
業
訓
練
の
基
準
）

第
十
条

公
共
職
業
訓
練
は
、
教
科
、
訓
練
期
間
、
設
備
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
労
働
省
令
で
定
め

る
基
準
に
従
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
共
職
業
訓
練
を
受
け
る
求
職
者
に
対
す
る
措
置
）

第
十
一
条

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
共
職
業
訓
練
及
び
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
お
い
て

求
職
者
に
対
し
て
行
う
公
共
職
業
訓
練
は
、
無
料
と
す
る
も
の
と
す
る
。

２

国
及
び
都
道
府
県
は
、
前
項
に
規
定
す
る
公
共
職
業
訓
練
を
受
け
る
求
職
者
に
対
し
て
、
手
当
を

支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
市
町
村
等
の
行
う
職
業
訓
練
）

第
十
二
条

市
町
村
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立

し
た
法
人
、
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
そ
の
他
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い

て
「
市
町
村
等
」
と
い
う
。）
が
職
業
訓
練
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
職
業
訓
練
は
、

公
共
職
業
訓
練
と
み
な
す
。

２

前
条
第
一
項
の
規
定
は
、
市
町
村
等
が
前
項
の
認
可
を
受
け
て
行
う
求
職
者
に
対
す
る
職
業
訓
練

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第第
三三
章章

事事
業業
内内
職職
業業
訓訓
練練

（
労
働
大
臣
等
の
援
助
）

第
十
三
条

労
働
大
臣
及
び
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
事
業
内
職
業

訓
練
を
行
う
事
業
主
に
対
し
て
、
資
料
の
提
供
そ
の
他
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
事
業
内
職
業
訓
練
の
基
準
）

第
十
四
条

事
業
内
職
業
訓
練
（
技
能
労
働
者
に
対
し
て
行
う
追
加
訓
練
、
再
訓
練
及
び
職
長
訓
練
そ

の
他
の
労
働
者
の
指
導
監
督
に
関
す
る
訓
練
を
除
く
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。）
に
つ
い
て

の
教
科
、
訓
練
期
間
、
設
備
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
基
準
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
。

（
認
定
職
業
訓
練
）

第
十
五
条

都
道
府
県
知
事
は
、
申
請
に
よ
り
、
事
業
内
職
業
訓
練
に
つ
い
て
、
前
条
の
労
働
省
令
で

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
事
業

主
が
当
該
職
業
訓
練
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能
力
を
有
し
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
認
定
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
業
訓
練
を
受
け
る

労
働
者
が
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
条
の
規
定
に
基
く
命
令
の
適

用
を
受
け
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
の
意
見
を
聞
く
も
の
と
す
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
認
定
に
係
る
事
業
内
職
業
訓
練
（
以
下
「
認
定
職
業
訓
練
」
と
い

う
。）
が
前
条
の
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
な
く
な
つ
た
と
認
め
る
と
き
、
又
は
事
業
主

が
当
該
認
定
職
業
訓
練
を
行
わ
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
共
同
職
業
訓
練
団
体
の
行
う
認
定
職
業
訓
練
）
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第
十
六
条

事
業
主
が
事
業
内
職
業
訓
練
を
共
同
し
て
行
う
た
め
に
組
織
し
た
団
体
そ
の
他
の
事
業
主

の
団
体
が
そ
の
構
成
員
で
あ
る
事
業
主
の
雇
用
労
働
者
に
対
し
て
職
業
訓
練
を
行
う
場
合
に
お
い

て
、
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
団
体
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
、
第
十
四
条

の
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

し
、
当
該
団
体
が
当
該
職
業
訓
練
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
能
力
を
有
し
な
い
と
認
め
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
認
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

こ
の
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
団
体
は
認
定
職
業
訓
練
を
行
う
事
業

主
と
、
そ
の
行
う
職
業
訓
練
は
認
定
職
業
訓
練
と
み
な
す
。

（
認
定
職
業
訓
練
に
対
す
る
援
助
）

第
十
七
条

都
道
府
県
及
び
労
働
福
祉
事
業
団
は
、
申
出
に
よ
り
、
認
定
職
業
訓
練
に
つ
い
て
、
次
に

掲
げ
る
援
助
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

一
般
職
業
訓
練
所
又
は
総
合
職
業
訓
練
所
の
施
設
を
使
用
さ
せ
る
こ
と
。

二

一
般
職
業
訓
練
所
又
は
総
合
職
業
訓
練
所
の
職
業
訓
練
指
導
員
を
派
遣
す
る
こ
と
。

三

教
科
書
、
教
材
そ
の
他
職
業
訓
練
に
必
要
な
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
便
益
を
提
供
す
る
こ
と
。

（
修
了
証
明
書
）

第
十
八
条

認
定
職
業
訓
練
を
行
う
事
業
主
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
認
定
職
業
訓

練
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
、
修
了
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
主
の
協
力
）

第
十
九
条

認
定
職
業
訓
練
を
行
う
事
業
主
は
、
そ
の
事
業
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
で
、
認
定
職
業
訓

練
の
施
設
を
他
の
事
業
主
が
行
う
事
業
内
職
業
訓
練
の
た
め
に
利
用
さ
せ
、
又
は
委
託
を
受
け
て
他

の
事
業
主
の
雇
用
労
働
者
に
対
し
て
職
業
訓
練
を
行
う
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
追
加
訓
練
等
）

第
二
十
条

都
道
府
県
及
び
労
働
福
祉
事
業
団
は
、
申
出
に
よ
り
、
事
業
主
の
行
う
技
能
労
働
者
に
対

す
る
追
加
訓
練
、再
訓
練
又
は
職
長
訓
練
そ
の
他
の
労
働
者
の
指
導
監
督
に
関
す
る
訓
練
に
つ
い
て
、

次
に
掲
げ
る
援
助
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

こ
れ
ら
の
職
業
訓
練
に
つ
い
て
特
別
の
訓
練
を
受
け
た
職
業
訓
練
指
導
員
を
派
遣
す
る
こ
と
。

二

教
科
書
、
教
材
そ
の
他
こ
れ
ら
の
職
業
訓
練
に
必
要
な
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
。

三

委
託
に
よ
り
自
ら
こ
れ
ら
の
職
業
訓
練
を
行
う
こ
と
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
便
益
を
提
供
す
る
こ
と
。

（
勧
告
）

第
二
十
一
条

労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
の
地
域
、
産
業
又
は
職
種
に
つ
い
て
、
技
能

労
働
者
が
著
し
く
不
足
し
、
又
は
不
足
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
中
央
職
業
訓
練
審

議
会
又
は
都
道
府
県
職
業
訓
練
審
議
会
の
意
見
を
聞
い
て
、
関
係
事
業
主
の
団
体
に
対
し
て
、
職
業

訓
練
の
実
施
又
は
改
善
を
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第第
四四
章章

職職
業業
訓訓
練練
指指
導導
員員

（
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
）

第
二
十
二
条

公
共
職
業
訓
練
（
職
業
訓
練
指
導
員
の
訓
練
を
除
く
。）
及
び
認
定
職
業
訓
練
に
お
け

る
職
業
訓
練
指
導
員
は
、
労
働
大
臣
の
免
許
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
免
許
（
以
下
「
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
」
と
い
う
。）
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
職
種
ご

と
に
行
う
。

３

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
は
、
申
請
に
よ
り
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
、
免
許
証

を
交
付
し
て
行
う
。

一

労
働
大
臣
の
行
う
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
合
格
し
た
者

二

第
二
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
級
の
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
で
労
働
省
令
で
定
め
る
訓

練
を
修
了
し
た
も
の

三

職
業
訓
練
指
導
員
の
業
務
に
関
し
て
前
二
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認

め
ら
れ
る
者

４

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
の
範
囲
は
、
政
令
で
定
め
る
。

５

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
に
対
し
て
は
、
第
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
業
訓
練
指
導

員
免
許
は
、
行
わ
な
い
。

一

禁
治
産
者
及
び
準
禁
治
産
者

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

三

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
の
取
消
を
受
け
、
取
消
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者

（
免
許
の
取
消
）

第
二
十
三
条

労
働
大
臣
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
た
者
が
前
条
第
五
項
第
一
号
又
は
第
二

号
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
と
き
は
、
そ
の
免
許
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

労
働
大
臣
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
た
者
に
職
業
訓
練
指
導
員
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
非
行
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

３

労
働
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
の
取
消
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

当
該
処
分
に
係
る
者
に
対
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
期
日
及
び
場
所
を
指
定
し
て
聴
聞
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
聴
聞
に
際
し
て
は
、
当
該
処
分
に
係
る
者
に
、
意
見
を
述
べ
、
及
び
証
拠
を
提
出
す
る
機

会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
）

第
二
十
四
条

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
は
、
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
と
す
る
。

２

労
働
大
臣
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
定
の
資
格
を
有
す
る
者
に
対
し
て
、
実

技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
二
十
二
条
第
五
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

第第
五五
章章

技技
能能
検検
定定

（
技
能
検
定
）

第
二
十
五
条

労
働
大
臣
は
、
労
働
者
に
つ
い
て
、
そ
の
技
能
の
向
上
を
図
る
た
め
、
技
能
検
定
を
行

う
。

２

技
能
検
定
は
、
政
令
で
定
め
る
職
種
ご
と
に
、
一
級
及
び
二
級
に
区
分
し
て
行
う
。

３

技
能
検
定
は
、
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
に
よ
っ
て
行
う
。

４

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
技
能
検
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
受
検
資
格
）

第
二
十
六
条

技
能
検
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

公
共
職
業
訓
練
又
は
認
定
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者
で
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の

（
合
格
証
明
書
及
び
技
能
士
）

第
二
十
七
条

労
働
大
臣
は
、
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
に
、
合
格
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
技
能
士
と
称
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
試
験
の
委
託
）

第
二
十
八
条

労
働
大
臣
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
又
は
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
団
体
に
第
二
十
五
条
第

三
項
の
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
全
部
又
は
一
部
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
技
能
検
定
委
員
）

第
二
十
九
条

労
働
大
臣
は
、
第
二
十
五
条
第
三
項
の
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
る

た
め
、
専
門
の
技
能
又
は
知
識
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
技
能
検
定
委
員
を
任
命
す
る
も
の
と
す

る
。

第第
六六
章章

職職
業業
訓訓
練練
審審
議議
会会

（
中
央
職
業
訓
練
審
議
会
）

第
三
十
条

労
働
省
に
、
中
央
職
業
訓
練
審
議
会
を
置
く
。

２

中
央
職
業
訓
練
審
議
会
は
、
労
働
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
、
職
業
訓
練
計
画
、
職
業
訓
練
の
基
準

そ
の
他
職
業
訓
練
及
び
技
能
検
定
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
し
、
及
び
こ
れ
ら
に
関
し
必
要

と
認
め
る
事
項
を
関
係
行
政
機
関
に
建
議
す
る
。

３

中
央
職
業
訓
練
審
議
会
は
、
委
員
二
十
人
以
内
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

４

委
員
は
、
関
係
労
働
者
を
代
表
す
る
者
、
関
係
事
業
主
を
代
表
す
る
者
及
び
学
識
経
験
の
あ
る
者

の
う
ち
か
ら
、
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。

５

委
員
の
う
ち
、
関
係
労
働
者
を
代
表
す
る
委
員
及
び
関
係
事
業
主
を
代
表
す
る
委
員
は
、
各
同
数

と
す
る
。

６

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す

る
。

７

中
央
職
業
訓
練
審
議
会
に
は
、
委
員
の
ほ
か
、
特
別
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

８

特
別
委
員
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。

９

特
別
委
員
は
、
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

委
員
及
び
特
別
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

10

技
能
検
定
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
職
業
訓
練
に
関
す
る
専
門
的
な
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
、
中

11
央
職
業
訓
練
審
議
会
に
、
技
能
検
定
部
会
そ
の
他
の
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
一
条

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
中
央
職
業
訓
練
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
労
働

省
令
で
定
め
る
。

（
都
道
府
県
職
業
訓
練
審
議
会
）

第
三
十
二
条

都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
知
事
の
諮
問
に
応
じ
て
、
職
業
訓
練
計
画
そ
の
他
職
業
訓
練

に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
、
条
例
で
、
都
道
府
県
職
業
訓
練
審
議
会
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
職
業
訓
練
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
条
例
で
定
め
る
。

第第
七七
章章

雑雑
則則

（
労
働
大
臣
の
助
言
等
）

第
三
十
三
条

労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

都
道
府
県
に
対
し
て
、
一
般
職
業
訓
練
所
及
び
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
の
設
置
及
び
運
営
、
事
業

内
職
業
訓
練
に
関
す
る
援
助
そ
の
他
職
業
訓
練
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
助
言
及
び
勧
告
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
福
祉

事
業
団
に
対
し
て
、
総
合
職
業
訓
練
所
及
び
中
央
職
業
訓
練
所
の
運
営
に
関
し
て
、
報
告
を
求
め
、
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（
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
）

第
二
十
四
条

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
は
、
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
と
す
る
。

２

労
働
大
臣
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
定
の
資
格
を
有
す
る
者
に
対
し
て
、
実

技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
二
十
二
条
第
五
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

第第
五五
章章

技技
能能
検検
定定

（
技
能
検
定
）

第
二
十
五
条

労
働
大
臣
は
、
労
働
者
に
つ
い
て
、
そ
の
技
能
の
向
上
を
図
る
た
め
、
技
能
検
定
を
行

う
。

２

技
能
検
定
は
、
政
令
で
定
め
る
職
種
ご
と
に
、
一
級
及
び
二
級
に
区
分
し
て
行
う
。

３

技
能
検
定
は
、
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
に
よ
っ
て
行
う
。

４

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
技
能
検
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
受
検
資
格
）

第
二
十
六
条

技
能
検
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

公
共
職
業
訓
練
又
は
認
定
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者
で
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

二

前
号
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の

（
合
格
証
明
書
及
び
技
能
士
）

第
二
十
七
条

労
働
大
臣
は
、
技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
に
、
合
格
証
明
書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

技
能
検
定
に
合
格
し
た
者
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
技
能
士
と
称
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
試
験
の
委
託
）

第
二
十
八
条

労
働
大
臣
は
、
労
働
福
祉
事
業
団
又
は
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
団
体
に
第
二
十
五
条
第

三
項
の
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
全
部
又
は
一
部
の
実
施
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
技
能
検
定
委
員
）

第
二
十
九
条

労
働
大
臣
は
、
第
二
十
五
条
第
三
項
の
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
る

た
め
、
専
門
の
技
能
又
は
知
識
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
技
能
検
定
委
員
を
任
命
す
る
も
の
と
す

る
。

第第
六六
章章

職職
業業
訓訓
練練
審審
議議
会会

（
中
央
職
業
訓
練
審
議
会
）

第
三
十
条

労
働
省
に
、
中
央
職
業
訓
練
審
議
会
を
置
く
。

２

中
央
職
業
訓
練
審
議
会
は
、
労
働
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
、
職
業
訓
練
計
画
、
職
業
訓
練
の
基
準

そ
の
他
職
業
訓
練
及
び
技
能
検
定
に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
し
、
及
び
こ
れ
ら
に
関
し
必
要

と
認
め
る
事
項
を
関
係
行
政
機
関
に
建
議
す
る
。

３

中
央
職
業
訓
練
審
議
会
は
、
委
員
二
十
人
以
内
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

４

委
員
は
、
関
係
労
働
者
を
代
表
す
る
者
、
関
係
事
業
主
を
代
表
す
る
者
及
び
学
識
経
験
の
あ
る
者

の
う
ち
か
ら
、
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。

５

委
員
の
う
ち
、
関
係
労
働
者
を
代
表
す
る
委
員
及
び
関
係
事
業
主
を
代
表
す
る
委
員
は
、
各
同
数

と
す
る
。

６

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す

る
。

７

中
央
職
業
訓
練
審
議
会
に
は
、
委
員
の
ほ
か
、
特
別
委
員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

８

特
別
委
員
は
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
労
働
大
臣
が
任
命
す
る
。

９

特
別
委
員
は
、
議
決
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

委
員
及
び
特
別
委
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

10

技
能
検
定
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
職
業
訓
練
に
関
す
る
専
門
的
な
事
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
、
中

11
央
職
業
訓
練
審
議
会
に
、
技
能
検
定
部
会
そ
の
他
の
部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

（
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
三
十
一
条

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
中
央
職
業
訓
練
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
労
働

省
令
で
定
め
る
。

（
都
道
府
県
職
業
訓
練
審
議
会
）

第
三
十
二
条

都
道
府
県
は
、
都
道
府
県
知
事
の
諮
問
に
応
じ
て
、
職
業
訓
練
計
画
そ
の
他
職
業
訓
練

に
関
す
る
重
要
事
項
を
調
査
審
議
さ
せ
る
た
め
、
条
例
で
、
都
道
府
県
職
業
訓
練
審
議
会
を
置
く
こ

と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
職
業
訓
練
審
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
条
例
で
定
め
る
。

第第
七七
章章

雑雑
則則

（
労
働
大
臣
の
助
言
等
）

第
三
十
三
条

労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

都
道
府
県
に
対
し
て
、
一
般
職
業
訓
練
所
及
び
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
の
設
置
及
び
運
営
、
事
業

内
職
業
訓
練
に
関
す
る
援
助
そ
の
他
職
業
訓
練
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
助
言
及
び
勧
告
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
労
働
福
祉

事
業
団
に
対
し
て
、
総
合
職
業
訓
練
所
及
び
中
央
職
業
訓
練
所
の
運
営
に
関
し
て
、
報
告
を
求
め
、
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及
び
必
要
な
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
経
費
の
負
担
等
）

第
三
十
四
条

国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
一
般
職
業
訓
練
所
及
び
都
道
府
県
が
設
置
す

る
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
要
す
る
経
費
の
一
部
を
負
担
す
る
。

２

国
は
、
都
道
府
県
が
第
十
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
事
業
主
の
団
体
に
対
し
て
認
定
職
業
訓

練
に
必
要
な
経
費
の
一
部
を
補
助
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
都
道
府
県
に
対
し
て
、
予
算
の
範

囲
内
で
、
当
該
補
助
に
要
し
た
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
手
数
料
）

第
三
十
五
条

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
受
け
よ
う

と
す
る
者
、
技
能
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
第
二
十
二
条
第
三
項
の
免
許
証
又
は
第
二
十
七

条
第
一
項
の
合
格
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

手
数
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
職
権
の
委
任
）

第
三
十
六
条

第
二
章
、
第
四
章
、
第
五
章
及
び
こ
の
章
に
規
定
す
る
労
働
大
臣
の
職
権
で
政
令
で
定

め
る
も
の
は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
。

（
報
告
）

第
三
十
七
条

労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
限

度
に
お
い
て
、
認
定
職
業
訓
練
を
行
う
事
業
主
に
対
し
て
、
そ
の
行
う
認
定
職
業
訓
練
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

附附

則則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
こ
え
な
い
範
囲
内
で
、
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
第
一
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

都
道
府
県
は
、
従
前
の
公
共
職
業
補
導
所
（
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
業
安

定
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特

別
の
公
共
職
業
補
導
所
及
び
労
働
大
臣
が
設
置
し
た
公
共
職
業
補
導
所
を
除
く
。）
を
、
第
五
条
の

一
般
職
業
訓
練
所
と
し
て
、
同
一
性
を
も
つ
て
存
続
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

労
働
福
祉
事
業
団
が
運
営
す
る
従
前
の
職
業
訓
練
施
設
は
、第
六
条
の
総
合
職
業
訓
練
所
と
な
り
、

同
一
性
を
も
つ
て
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

３

附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
職
業
安
定
法
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
及
び
第

二
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
労
働
大
臣
が
設
置
し
た
従
前
の
公
共
職
業
補
導
所
は
、
第
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
設
置
す
る
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
と
な
り
、
同
一
性
を
も
つ
て
存
続
す

る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

こ
の
法
律
（
前
条
第
一
項
の
規
定
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）
の
施
行
の
際
現
に
公
共
職
業
補

導
所
又
は
労
働
福
祉
事
業
団
が
運
営
す
る
職
業
訓
練
施
設
に
お
い
て
職
業
補
導
又
は
職
業
訓
練
を
担

当
す
る
者
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
二
年
間
は
、
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
相

当
の
職
種
に
つ
い
て
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
基
準
法
第
七
十
条
の

規
定
に
基
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
し
た
技
能
者
養
成
指
導
員
の
免
許
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か

ら
二
年
間
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
と
み
な
す
。

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
公
共
職
業
補
導
所
に
お
け
る
職
業
補
導
又
は
労
働
福
祉
事
業
団
が
運

営
す
る
職
業
訓
練
施
設
に
お
け
る
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者
は
、
第
二
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
公
共
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者
と
み
な
す
。

２

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
基
準
法
第
七
十
一
条
第
一
項

の
認
可
を
受
け
て
行
わ
れ
た
技
能
者
養
成
を
修
了
し
た
者
は
、
第
二
十
六
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
認
定
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者
と
み
な
す
。

（
編
注
：
以
下
に
規
定
さ
れ
た
他
の
法
令
の
一
部
改
正
は
関
連
の
部
に
掲
載
し
た
。）

昭
和
三
十
三
年
六
月
三
十
日

〔
四
─
五
─
二
〕
政
令
第
一
九
八
号

職職
業業
訓訓
練練
法法
のの
施施
行行
期期
日日
をを
定定
めめ
るる
政政
令令

内
閣
は
、
職
業
訓
練
法
（
昭
和
三
三
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
附
則
第
一
条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の

政
令
を
制
定
す
る
。

職
業
訓
練
法
（
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
を
除
く
）
の
施
行
期
日
は
、
昭
和
三
三
年
七
月
一
日
と

す
る
。

昭
和
三
十
三
年
六
月
三
十
日

〔
四
─
五
─
三
〕
政
令
第
一
九
九
号

職職
業業
訓訓
練練
法法
施施
行行
令令

内
閣
は
、
職
業
訓
練
法
（
昭
和
三
三
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
二
十
二
条
第
四
項
、
第
三
十
四
条
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第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
職
業
訓
練
指
導
員
）

第
一
条

職
業
訓
練
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
は
、
次

の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

中
央
職
業
訓
練
所
に
お
け
る
職
業
訓
練
指
導
員
の
訓
練
で
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
修
了
し

た
者

二

大
学
（
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
及
び
旧
大
学

令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
を
含
む
。）
に
お
い
て
、
職
業
訓
練
指
導

員
免
許
に
係
る
職
種
（
以
下
「
免
許
職
種
」
と
い
う
。）
に
関
す
る
学
科
又
は
課
程
を
修
得
し
、

工
業
又
は
工
業
実
習
に
つ
い
て
の
高
等
学
校
教
諭
免
許
状
を
有
す
る
者

三

免
許
職
種
に
関
し
、
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
基
準
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
条
の
規
定
に
基
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
技
能
者
養
成
指
導
員

の
免
許
を
受
け
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
公
共
職
業
訓
練
若
し
く
は
認
定
職
業
訓
練
若
し
く
は

改
正
前
の
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
行
わ
れ
た
技
能
者
養
成
（
以
下
「
技
能
者

養
成
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
訓
練
を
担
当
し
、
又
は
労
働
大
臣
が
定
め
る
職
業
訓
練
指
導
員
の

訓
練
を
修
了
し
た
も
の

四

法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
で
、
法
の
施
行
後
引
き
続
き
二
年
間
公
共
職
業
訓
練
又

は
認
定
職
業
訓
練
に
お
い
て
職
業
訓
練
を
担
当
し
た
も
の

五

大
学
（
短
期
大
学
を
除
き
、
旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
を
含
む
。）
に
お
い
て
免
許
職
種
に
閨
す

る
学
科
又
は
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

六

短
期
大
学
又
は
旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
に
お
い
て
免
許
職
種
に
関
す
る
学
科
又
は
課

程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
四
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

七

免
肝
職
種
に
関
し
．
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
訓
練
期
間
の
基
準
が
三
年
以
上
で
あ
る
認
定

職
業
訓
練
又
は
技
能
者
養
成
を
修
了
し
た
者
で
、
そ
の
後
七
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も

の
八

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
第
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
旧
中
制
学
校
令
（
昭

和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
（
修
業
年
限
が
五
年
で
あ
る
も
の
及
び
修
業
年

限
が
三
年
以
上
で
旧
国
民
学
校
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
百
四
十
八
号
）
に
よ
る
国
民
学
校
の
高

等
科
を
修
了
し
た
こ
と
を
入
学
資
格
と
す
る
も
の
に
限
る
。）
に
お
い
て
免
許
職
種
に
関
す
る
学

科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
七
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

九

免
許
職
種
に
関
し
、
専
門
的
な
技
能
に
関
す
る
公
共
職
業
訓
練
で
あ
っ
て
法
第
十
条
の
規
定
に

よ
る
訓
練
期
間
及
び
訓
練
時
間
の
基
準
が
そ
れ
ぞ
れ
一
年
及
び
千
八
百
時
間
で
あ
る
も
の
を
修
了

し
た
者
で
、
そ
の
後
八
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

十

免
許
職
種
に
関
し
、
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
公
共
職
業
訓
練
で
あ
っ
て
法
第
十
条
の
規
定
に

よ
る
訓
練
期
間
及
び
訓
練
時
間
の
基
準
が
そ
れ
ぞ
れ
一
年
及
び
千
八
百
時
間
で
あ
る
も
の
又
は
公

共
職
業
補
導
所
の
職
業
補
導
で
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
修
了
し
た
者
で
、
そ
の
後
十
年
以

上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

十
一

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
業
訓
練
指
導
員
の
業
務
に
関
し
て
前
各
号
に
掲
げ

る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
経
費
の
負
担
）

第
二
条

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
は
、
都
道
府
県
が
あ
ら
か
じ
め
設
置
に
つ

い
て
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
一
般
職
業
訓
練
所
又
は
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
要
す
る
経
費

の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
、
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
算
定
し
た
額
の

合
算
額
（
当
該
施
設
に
関
し
収
入
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
収
入
金
の
額
を
控
除
し
た
額
）
の
二
分

の
一
に
つ
い
て
行
う
。

一

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
公
共
職
業
訓
練
の
基
準
に
よ
り
必
要
な
建
物
、
機
械
器
具
そ
の
他
の

設
備
の
新
設
、
増
設
又
は
改
設
に
要
す
る
経
費
そ
の
他
労
働
大
臣
が
定
め
る
経
費

二

職
員
の
給
与
、
学
科
及
び
実
技
の
訓
練
、
設
備
の
維
持
管
理
そ
の
他
に
要
す
る
経
費
で
あ
っ
て

労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

２

国
は
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す

る
一
般
職
業
訓
練
所
又
は
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
そ
の
三
分
の
二
ま

で
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
職
種
の
委
任
）

第
三
条

法
第
三
十
六
条
の
政
令
で
定
め
る
労
働
大
臣
の
職
権
は
、
第
四
章
及
び
第
三
十
三
条
第
二
項

に
規
定
す
る
職
権
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
三
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

職
業
安
定
法
に
規
定
す
る
事
務
で
都
道
府
県
知
事
に
行
わ
せ
る
も
の
等
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
二

十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第
三
条
と
し
、
第
五
条
を
第
四
条
と
す
る
。

３

労
働
福
祉
事
業
団
が
管
理
す
る
失
業
保
険
の
福
祉
施
設
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
二
年
政
令
第
三

百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

失
業
保
険
福
祉
施
設
北
海
道
総
合
職
業
補
導
所

小
樽
市
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第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
の
規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
職
業
訓
練
指
導
員
）

第
一
条

職
業
訓
練
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
二
十
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
者
は
、
次

の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

中
央
職
業
訓
練
所
に
お
け
る
職
業
訓
練
指
導
員
の
訓
練
で
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
修
了
し

た
者

二

大
学
（
旧
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
及
び
旧
大
学

令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
を
含
む
。）
に
お
い
て
、
職
業
訓
練
指
導

員
免
許
に
係
る
職
種
（
以
下
「
免
許
職
種
」
と
い
う
。）
に
関
す
る
学
科
又
は
課
程
を
修
得
し
、

工
業
又
は
工
業
実
習
に
つ
い
て
の
高
等
学
校
教
諭
免
許
状
を
有
す
る
者

三

免
許
職
種
に
関
し
、
法
附
則
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
基
準
法
（
昭
和
二

十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
条
の
規
定
に
基
く
命
令
の
規
定
に
よ
る
技
能
者
養
成
指
導
員

の
免
許
を
受
け
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
公
共
職
業
訓
練
若
し
く
は
認
定
職
業
訓
練
若
し
く
は

改
正
前
の
同
法
第
七
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
て
行
わ
れ
た
技
能
者
養
成
（
以
下
「
技
能
者

養
成
」
と
い
う
。）
に
お
い
て
訓
練
を
担
当
し
、
又
は
労
働
大
臣
が
定
め
る
職
業
訓
練
指
導
員
の

訓
練
を
修
了
し
た
も
の

四

法
附
則
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
で
、
法
の
施
行
後
引
き
続
き
二
年
間
公
共
職
業
訓
練
又

は
認
定
職
業
訓
練
に
お
い
て
職
業
訓
練
を
担
当
し
た
も
の

五

大
学
（
短
期
大
学
を
除
き
、
旧
大
学
令
に
よ
る
大
学
を
含
む
。）
に
お
い
て
免
許
職
種
に
閨
す

る
学
科
又
は
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

六

短
期
大
学
又
は
旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
に
お
い
て
免
許
職
種
に
関
す
る
学
科
又
は
課

程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
四
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

七

免
肝
職
種
に
関
し
．
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
訓
練
期
間
の
基
準
が
三
年
以
上
で
あ
る
認
定

職
業
訓
練
又
は
技
能
者
養
成
を
修
了
し
た
者
で
、
そ
の
後
七
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も

の
八

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
第
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
旧
中
制
学
校
令
（
昭

和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
（
修
業
年
限
が
五
年
で
あ
る
も
の
及
び
修
業
年

限
が
三
年
以
上
で
旧
国
民
学
校
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
百
四
十
八
号
）
に
よ
る
国
民
学
校
の
高

等
科
を
修
了
し
た
こ
と
を
入
学
資
格
と
す
る
も
の
に
限
る
。）
に
お
い
て
免
許
職
種
に
関
す
る
学

科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
七
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

九

免
許
職
種
に
関
し
、
専
門
的
な
技
能
に
関
す
る
公
共
職
業
訓
練
で
あ
っ
て
法
第
十
条
の
規
定
に

よ
る
訓
練
期
間
及
び
訓
練
時
間
の
基
準
が
そ
れ
ぞ
れ
一
年
及
び
千
八
百
時
間
で
あ
る
も
の
を
修
了

し
た
者
で
、
そ
の
後
八
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

十

免
許
職
種
に
関
し
、
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
公
共
職
業
訓
練
で
あ
っ
て
法
第
十
条
の
規
定
に

よ
る
訓
練
期
間
及
び
訓
練
時
間
の
基
準
が
そ
れ
ぞ
れ
一
年
及
び
千
八
百
時
間
で
あ
る
も
の
又
は
公

共
職
業
補
導
所
の
職
業
補
導
で
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
修
了
し
た
者
で
、
そ
の
後
十
年
以

上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

十
一

労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
業
訓
練
指
導
員
の
業
務
に
関
し
て
前
各
号
に
掲
げ

る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者

（
経
費
の
負
担
）

第
二
条

法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
負
担
は
、
都
道
府
県
が
あ
ら
か
じ
め
設
置
に
つ

い
て
労
働
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
一
般
職
業
訓
練
所
又
は
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
要
す
る
経
費

の
う
ち
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
、
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
算
定
し
た
額
の

合
算
額
（
当
該
施
設
に
関
し
収
入
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
収
入
金
の
額
を
控
除
し
た
額
）
の
二
分

の
一
に
つ
い
て
行
う
。

一

法
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
公
共
職
業
訓
練
の
基
準
に
よ
り
必
要
な
建
物
、
機
械
器
具
そ
の
他
の

設
備
の
新
設
、
増
設
又
は
改
設
に
要
す
る
経
費
そ
の
他
労
働
大
臣
が
定
め
る
経
費

二

職
員
の
給
与
、
学
科
及
び
実
技
の
訓
練
、
設
備
の
維
持
管
理
そ
の
他
に
要
す
る
経
費
で
あ
っ
て

労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の

２

国
は
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す

る
一
般
職
業
訓
練
所
又
は
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
要
す
る
経
費
に
つ
い
て
、
そ
の
三
分
の
二
ま

で
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
職
種
の
委
任
）

第
三
条

法
第
三
十
六
条
の
政
令
で
定
め
る
労
働
大
臣
の
職
権
は
、
第
四
章
及
び
第
三
十
三
条
第
二
項

に
規
定
す
る
職
権
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
三
十
三
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

職
業
安
定
法
に
規
定
す
る
事
務
で
都
道
府
県
知
事
に
行
わ
せ
る
も
の
等
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
二

十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第
三
条
と
し
、
第
五
条
を
第
四
条
と
す
る
。

３

労
働
福
祉
事
業
団
が
管
理
す
る
失
業
保
険
の
福
祉
施
設
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
二
年
政
令
第
三

百
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

失
業
保
険
福
祉
施
設
北
海
道
総
合
職
業
補
導
所

小
樽
市
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失
業
保
険
福
祉
施
設
青
森
総
合
職
業
補
導
所

青
森
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
宮
城
総
合
職
業
補
導
所

宮
城
県
宮
城
郡
多
賀
城
町

失
業
保
険
福
祉
施
設
山
形
総
合
職
業
補
導
所

山
形
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
福
島
総
合
職
業
補
導
所

福
島
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
茨
城
総
合
職
業
補
導
所

水
戸
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
栃
木
総
合
職
業
補
導
所

宇
都
宮
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
群
馬
総
合
職
業
補
導
所

高
崎
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
埼
玉
総
合
職
業
補
導
所

浦
和
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
千
葉
総
合
職
業
補
導
所

千
葉
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
江
東
総
合
職
業
補
導
所

東
京
都

失
業
保
険
福
祉
施
設
八
王
子
総
合
職
業
補
導
所

八
王
子
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
神
奈
川
総
合
職
業
補
導
所

横
浜
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
新
潟
総
合
職
業
補
導
所

長
岡
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
富
山
総
合
職
業
補
導
所

高
岡
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
石
川
総
合
職
業
補
導
所

金
沢
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
永
野
総
合
職
業
補
導
所

長
野
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
岐
阜
総
合
職
業
補
導
所

岐
阜
県
稲
葉
郡
那
珂
町

失
業
保
険
福
祉
施
設
静
岡
総
合
職
業
補
導
所

静
岡
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
愛
知
総
合
職
業
補
導
所

名
古
屋
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
滋
賀
総
合
職
業
補
導
所

大
津
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
大
阪
総
合
職
業
補
導
所

布
施
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
兵
庫
総
合
職
業
補
導
所

尼
崎
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
島
根
総
合
職
業
補
導
所

松
江
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
岡
山
総
合
職
業
補
導
所

岡
山
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
広
島
総
合
職
業
補
導
所

広
島
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
山
口
総
合
職
業
補
導
所

山
口
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
徳
島
総
合
職
業
補
導
所

徳
島
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
香
川
総
合
職
業
補
導
所

高
松
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
高
知
総
合
職
業
補
導
所

高
知
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
北
九
州
総
合
職
業
補
導
所

八
幡
職
業
訓
練
部

八
幡
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
北
九
州
総
合
職
業
補
導
所

小
倉
職
業
訓
練
部

小
倉
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
宮
崎
総
合
職
業
補
導
所

宮
崎
市

失
業
保
険
福
祉
施
設
鹿
児
島
総
合
職
業
補
導
所

鹿
児
島
市

昭
和
三
十
三
年
七
月
一
日

〔
四
─
五
─
四
〕
労
働
省
令
第
十
六
号

職職
業業
訓訓
練練
法法
施施
行行
規規
則則

目
次第

一
章

公
共
職
業
訓
練
（
第
一
条
─
第
四
条
）

第
二
章

事
業
内
職
業
訓
練
（
第
五
条
─
第
十
四
条
）

第
三
章

職
業
訓
練
指
導
員
（
第
十
五
条
─
第
二
十
六
条
）

第
四
章

中
央
職
業
訓
練
審
議
会
（
第
二
十
七
条
─
第
三
十
二
条
）

附
則

第第
一一
章章

公公
共共
職職
業業
訓訓
練練

（
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
の
基
準
）

第
一
条

一
般
職
業
訓
練
所
に
お
け
る
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り

に
と
す
る
。

一

教
科
、
訓
練
期
間
及
び
設
備

別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二

訓
練
を
行
う
一
単
位
の
訓
練
生
（
訓
練
を
う
け
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
数

職
種
ご

と
に
三
十
人
か
ら
五
十
人
ま
で
と
す
る
こ
と
。

三

職
業
訓
練
指
導
員
の
数

訓
練
生
三
十
人
を
一
単
位
と
し
て
訓
練
を
行
う
場
合
は
一
単
位
に
つ

き
三
人
、
訓
練
生
五
十
人
を
一
単
位
と
し
て
訓
練
を
行
う
場
合
は
一
単
位
に
つ
き
四
人
を
標
準
と

し
、
訓
練
生
の
数
、
訓
練
の
実
施
に
伴
う
危
険
の
程
度
及
び
指
導
の
難
易
に
応
じ
て
増
減
し
た
数

と
す
る
こ
と
。

四

試
験

教
科
の
科
目
ご
と
に
一
回
以
上
行
う
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
の
細
目
は
、
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
。

（
専
門
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
の
基
準
）

第
二
条

総
合
職
業
訓
練
所
に
お
け
る
専
門
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
の
基
準
の
う
ち
、
教
科
、

訓
練
期
間
及
び
設
備
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
訓
練
を

行
う
一
単
位
の
訓
練
生
の
数
、
職
業
訓
練
指
導
員
の
数
及
び
試
験
に
関
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
ぞ
れ
前
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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２

前
項
の
教
科
、
訓
練
期
間
及
び
設
備
の
基
準
の
細
目
は
、
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
。

（
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
お
け
る
職
業
訓
練
の
基
準
）

第
三
条

身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
お
け
る
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
の
教
科
、
訓
練
期

間
及
び
設
備
に
つ
い
て
の
基
準
は
別
表
第
一
に
、
専
門
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
の
教
科
、
訓

練
期
間
及
び
設
備
に
つ
い
て
の
基
準
は
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
市
町
村
等
の
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
）

第
四
条

職
業
訓
練
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
労
働
大
臣
の
認

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
市
町
村
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
都
道
府
県
知
事
を

経
由
し
て
．
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

施
設
の
位
置
及
び
名
称

二

設
置
の
理
由

三

訓
練
を
行
う
職
種
、
職
種
別
の
訓
練
期
間
及
び
訓
練
生
の
定
数

四

職
種
別
教
科
（
科
目
及
び
訓
練
時
間
）
及
び
訓
練
実
施
方
法

五

職
種
別
職
業
訓
練
指
導
員
の
数
並
び
に
そ
の
他
の
職
員
の
職
名
及
び
数

六

土
地
及
び
建
物
の
面
積
、
平
面
図
及
び
権
利
関
係
並
び
に
建
物
の
構
造
の
概
要
及
び
用
途

七

職
種
別
の
工
作
物
、
機
械
及
び
器
具
の
名
称
、
数
量
並
び
に
権
利
関
係

八

職
業
訓
練
に
関
す
る
予
算
の
概
要

九

訓
練
開
始
年
月
日

２

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
法
（
明
治
二
十
九

年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
、
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
そ
の

他
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
定
款
、

寄
附
行
為
、
規
約
等
法
人
の
組
織
、
運
営
方
法
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
並
び
に
事
業
及
び
資
産
の

状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
添
付
し
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知

事
を
経
由
し
て
、
こ
れ
を
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
前
二
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
意
見
を
附
し
て
、
す
み
や
か
に
、

こ
れ
を
労
働
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第第
二二
章章

事事
業業
内内
職職
業業
訓訓
練練

（
事
業
内
職
業
訓
練
の
基
準
）

第
五
条

事
業
内
職
業
訓
練
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

教
科
、
訓
練
期
間
及
び
設
備

別
表
第
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二

一
教
室
に
お
い
て
同
時
に
学
科
の
訓
練
を
受
け
る
訓
練
生
の
数

お
お
む
ね
四
十
人
以
下
と
す

る
こ
と
。

三

実
技
の
訓
練
に
お
け
る
職
業
訓
練
指
導
員
の
数

実
習
場
ご
と
に
訓
練
生
お
お
む
ね
十
人
に
つ

き
一
人
以
上
と
す
る
こ
と
。

四

試
験

教
科
の
科
目
ご
と
に
各
訓
練
年
度
に
つ
き
一
回
以
上
行
う
こ
と
。

（
認
定
の
申
請
）

第
六
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
主
は
、
事
業
内
職
業
訓

練
認
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
二
通
を
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
主
が
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
申
請
書
は
、
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
を
経
由
し
て
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
事
業
内
職
業
訓
練
認
定
申
請
書
を
受
理
し
た
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長

は
、
当
該
職
業
訓
練
に
関
す
る
労
働
基
準
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
つ
い
て
の
意
見
を

附
し
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
主
の
団
体
は
、
事
業
内

職
業
訓
練
認
定
申
請
書
（
様
式
第
二
号
）
二
通
に
、
定
款
、
寄
附
行
為
、
規
約
等
団
体
の
組
織
、
運

営
の
方
法
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
規
約
等
」
と
い
う
。）
及
び
共
同

職
業
訓
練
団
体
構
成
事
業
主
名
簿
（
様
式
第
三
号
）
を
添
附
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
団
体
の
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
約
等
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業

二

名
称

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

四

構
成
員
に
関
す
る
規
定

五

役
員
に
関
す
る
規
定

六

業
務
の
運
営
及
び
経
費
並
び
に
資
産
に
関
す
る
規
定

七

解
散
に
関
す
る
規
定

八

規
約
等
の
変
更
に
関
す
る
規
定

３

前
条
第
一
項
後
段
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

第
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
又
は
法
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
法
第
十
五
条
第
三
項
又
は
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
を
取
り
消
し

た
場
合
も
同
様
と
す
る
。
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２

前
項
の
教
科
、
訓
練
期
間
及
び
設
備
の
基
準
の
細
目
は
、
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
。

（
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
お
け
る
職
業
訓
練
の
基
準
）

第
三
条

身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
に
お
け
る
基
礎
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
の
教
科
、
訓
練
期

間
及
び
設
備
に
つ
い
て
の
基
準
は
別
表
第
一
に
、
専
門
的
な
技
能
に
関
す
る
職
業
訓
練
の
教
科
、
訓

練
期
間
及
び
設
備
に
つ
い
て
の
基
準
は
別
表
第
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
市
町
村
等
の
行
う
職
業
訓
練
に
つ
い
て
の
認
可
の
申
請
）

第
四
条

職
業
訓
練
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
労
働
大
臣
の
認

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
市
町
村
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
都
道
府
県
知
事
を

経
由
し
て
．
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

施
設
の
位
置
及
び
名
称

二

設
置
の
理
由

三

訓
練
を
行
う
職
種
、
職
種
別
の
訓
練
期
間
及
び
訓
練
生
の
定
数

四

職
種
別
教
科
（
科
目
及
び
訓
練
時
間
）
及
び
訓
練
実
施
方
法

五

職
種
別
職
業
訓
練
指
導
員
の
数
並
び
に
そ
の
他
の
職
員
の
職
名
及
び
数

六

土
地
及
び
建
物
の
面
積
、
平
面
図
及
び
権
利
関
係
並
び
に
建
物
の
構
造
の
概
要
及
び
用
途

七

職
種
別
の
工
作
物
、
機
械
及
び
器
具
の
名
称
、
数
量
並
び
に
権
利
関
係

八

職
業
訓
練
に
関
す
る
予
算
の
概
要

九

訓
練
開
始
年
月
日

２

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
労
働
大
臣
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
民
法
（
明
治
二
十
九

年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
設
立
し
た
法
人
、
法
人
で
あ
る
労
働
組
合
そ
の

他
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
法
人
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
定
款
、

寄
附
行
為
、
規
約
等
法
人
の
組
織
、
運
営
方
法
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
並
び
に
事
業
及
び
資
産
の

状
況
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
を
添
付
し
、
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知

事
を
経
由
し
て
、
こ
れ
を
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
前
二
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
意
見
を
附
し
て
、
す
み
や
か
に
、

こ
れ
を
労
働
大
臣
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第第
二二
章章

事事
業業
内内
職職
業業
訓訓
練練

（
事
業
内
職
業
訓
練
の
基
準
）

第
五
条

事
業
内
職
業
訓
練
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

教
科
、
訓
練
期
間
及
び
設
備

別
表
第
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

二

一
教
室
に
お
い
て
同
時
に
学
科
の
訓
練
を
受
け
る
訓
練
生
の
数

お
お
む
ね
四
十
人
以
下
と
す

る
こ
と
。

三

実
技
の
訓
練
に
お
け
る
職
業
訓
練
指
導
員
の
数

実
習
場
ご
と
に
訓
練
生
お
お
む
ね
十
人
に
つ

き
一
人
以
上
と
す
る
こ
と
。

四

試
験

教
科
の
科
目
ご
と
に
各
訓
練
年
度
に
つ
き
一
回
以
上
行
う
こ
と
。

（
認
定
の
申
請
）

第
六
条

法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
主
は
、
事
業
内
職
業
訓

練
認
定
申
請
書
（
様
式
第
一
号
）
二
通
を
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
業
主
が
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年

法
律
第
四
十
九
号
）
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
申
請
書
は
、
そ
の
事
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
を
経
由
し
て
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
事
業
内
職
業
訓
練
認
定
申
請
書
を
受
理
し
た
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長

は
、
当
該
職
業
訓
練
に
関
す
る
労
働
基
準
法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
つ
い
て
の
意
見
を

附
し
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
条

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
事
業
主
の
団
体
は
、
事
業
内

職
業
訓
練
認
定
申
請
書
（
様
式
第
二
号
）
二
通
に
、
定
款
、
寄
附
行
為
、
規
約
等
団
体
の
組
織
、
運

営
の
方
法
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
規
約
等
」
と
い
う
。）
及
び
共
同

職
業
訓
練
団
体
構
成
事
業
主
名
簿
（
様
式
第
三
号
）
を
添
附
し
て
、
こ
れ
を
そ
の
団
体
の
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
約
等
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業

二

名
称

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

四

構
成
員
に
関
す
る
規
定

五

役
員
に
関
す
る
規
定

六

業
務
の
運
営
及
び
経
費
並
び
に
資
産
に
関
す
る
規
定

七

解
散
に
関
す
る
規
定

八

規
約
等
の
変
更
に
関
す
る
規
定

３

前
条
第
一
項
後
段
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

第
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
又
は
法
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
に
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
法
第
十
五
条
第
三
項
又
は
法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
認
定
を
取
り
消
し

た
場
合
も
同
様
と
す
る
。
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（
認
定
訓
練
事
項
等
の
変
更
届
）

第
九
条

法
第
十
五
条
第
一
項
又
は
法
第
十
六
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
職
業
訓
練
を
行
う
事
業
主

又
は
事
業
主
の
団
体
（
以
下
「
認
定
職
業
訓
練
を
行
う
事
業
主
」
と
い
う
。）
は
、
次
の
事
項
に
関

し
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
変
更
が
あ
っ
た
事
項
及
び
変
更
の
年
月
日
を
、
そ
の
事
業
主
の
事
業
所

又
は
団
体
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
（
以
下
「
管
轄
都
道
府
県
知
事
」

と
い
う
。）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

認
定
職
業
訓
練
を
行
う
事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
そ
の
事
業
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所

在
地

二

訓
練
生
の
概
数
、
教
科
、
訓
練
期
間
、
設
備
及
び
職
業
訓
練
指
導
員
の
数

三

規
約
等
に
記
載
し
た
事
項

四

団
休
を
構
成
す
る
事
業
主
及
び
そ
の
行
う
訓
練
の
状
況

五

職
業
訓
練
を
委
託
し
た
施
設
又
は
事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

（
認
定
職
業
訓
練
の
廃
止
届
）

第
十
条

認
定
職
業
訓
練
を
行
う
事
業
主
は
、
認
定
職
業
訓
練
を
行
わ
な
く
な
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨

を
管
轄
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
修
了
照
明
髻
）

第
十
一
条

法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
る
修
了
証
明
書
は
、
様
式
第
四
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２

認
定
職
業
訓
練
を
行
う
事
業
主
は
、
法
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
修
了
証
明
書
を
交
付
し
た
と
き

は
、
そ
の
交
付
を
受
け
た
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
職
種
及
び
修
了
年
月
日
を
管
轄
都
道
府
県
知
事

に
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

３

認
定
職
業
訓
練
を
行
う
事
業
主
又
は
修
了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
修
了
証
明
書
に
管
轄

都
道
府
県
知
事
の
証
明
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
履
修
証
明
書
）

第
十
二
条

認
定
職
業
訓
練
を
行
う
事
業
主
は
、
訓
練
生
が
認
定
職
業
訓
練
を
修
了
し
な
い
で
離
職
し

た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
が
受
け
た
職
業
訓
練
に
関
し
教

科
及
び
訓
練
期
間
を
証
明
す
る
書
面
（
様
式
第
五
号
）
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
共
職
業
訓
練
修
了
者
等
の
事
業
内
職
業
訓
練
へ
の
編
入
）

第
十
三
条

認
定
職
業
訓
練
を
行
う
事
業
主
は
、
公
共
職
業
訓
練
を
修
了
し
た
者
又
は
前
条
の
規
定
に

よ
る
証
明
書
を
有
す
る
者
に
認
定
職
業
訓
練
を
受
け
さ
せ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
つ
い
て
、
そ
の

者
の
履
修
し
た
教
科
及
び
訓
練
を
受
け
た
期
間
に
応
じ
て
、
当
該
認
定
職
業
訓
練
に
お
け
る
教
科
を

除
き
、
及
び
訓
練
期
間
を
短
縮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
認
定
職
業
訓
練
実
施
状
況
報
告
）

第
十
四
条

認
定
職
業
訓
練
を
行
う
事
業
主
は
、
毎
年
、
四
月
三
十
日
以
前
の
一
年
間
に
お
け
る
認
定

職
業
訓
練
の
実
施
状
況
を
、
様
式
第
六
号
に
よ
り
、
五
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
管
轄
都
道
府
県
知
事

に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第第
三三
章章

職職
業業
訓訓
練練
指指
導導
員員

（
免
許
の
職
種
）

第
十
五
条

法
第
二
十
二
条
第
二
項
の
労
働
省
令
で
定
め
る
職
種
は
、
別
表
第
四
免
許
職
種
の
欄
に
掲

げ
る
職
種
（
以
下
「
免
許
職
種
」
と
い
う
。）
と
す
る
。

２

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
た
者
は
、
免
許
職
種
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
別
表
第
四
訓
練
職
種

の
欄
に
掲
げ
る
訓
練
職
種
に
係
る
公
共
職
業
訓
練
及
び
認
定
職
業
訓
練
に
お
い
て
訓
練
を
担
当
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

（
職
業
訓
練
指
導
員
の
資
格
）

第
十
六
条

職
業
訓
練
法
施
行
令
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。）
第
一
条
一
号
か
ら
第

十
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該

当
す
る
者
と
す
る
。

一

旧
文
部
省
直
轄
諸
学
校
官
制
（
明
治
二
十
六
年
勅
令
第
八
十
六
号
）
よ
る
工
業
教
員
養
成
所
又

は
旧
教
員
養
成
諸
学
校
官
制
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
二
百
八
号
）
に
よ
る
工
業
教
員
養
成
所
に

お
い
て
免
許
職
極
に
関
す
る
学
科
を
修
得
し
、
工
業
又
は
工
業
実
習
に
つ
い
て
の
高
等
学
校
教
諭

免
許
状
を
有
す
る
者

二

免
許
職
種
に
関
し
九
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
工
業
実
習
に
つ
い
て
の

高
等
学
校
教
諭
免
許
状
を
有
す
る
も
の

三

外
国
の
学
校
で
あ
っ
て
大
学
（
短
期
大
学
を
除
く
。）
と
同
等
以
上
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
お

い
て
免
許
職
種
に
関
す
る
学
科
又
は
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
の
実
務

の
経
験
を
有
す
る
も
の

四

旧
機
械
技
術
者
検
定
令
（
昭
和
十
六
年
勅
令
第
六
百
四
十
四
号
）
に
よ
る
検
定
に
合
格
し
た
者

又
は
旧
機
械
技
術
員
養
成
所
官
制
（
昭
和
十
三
年
勅
令
第
百
六
十
三
号
）
に
よ
る
機
械
技
術
員
養

成
所
に
お
い
て
免
許
職
種
に
関
す
る
課
程
を
修
了
し
た
者
で
、
そ
の
後
七
年
以
上
の
実
務
の
経
験

を
有
す
る
も
の

五

免
許
職
種
に
関
し
、
旧
工
場
事
業
場
技
能
者
養
成
令
（
昭
和
十
四
年
勅
令
第
百
三
十
一
号
）
に

よ
る
技
能
者
の
養
成
を
修
了
し
た
者
で
、
そ
の
後
八
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

六

旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
（
令
第
一
条
第
八
号
に

規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
お
い
て
免
許
職
種
に
関
す
る
学
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
又
は
法

の
施
行
前
に
失
業
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
四
十
六
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
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規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
職
業
訓
練
で
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
修
了
し
た
者
で
、
そ
の
後
十

年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

七

免
許
職
種
に
関
し
、
十
五
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
で
、
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
訓

練
を
修
了
し
た
も
の

八

陸
軍
航
空
技
術
学
校
、
海
軍
機
関
学
校
等
旧
陸
海
軍
の
教
育
施
設
又
は
陸
軍
技
能
者
養
成
所
、

海
軍
技
手
養
成
所
、
海
軍
工
員
養
成
所
等
旧
陸
海
軍
の
技
能
者
の
養
成
施
設
の
う
ち
、
労
働
大
臣

が
指
定
す
る
も
の
に
お
い
て
免
許
職
種
に
関
す
る
課
程
を
修
了
し
た
者
で
、
そ
の
後
労
働
大
臣
が

定
め
る
年
数
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

（
免
許
の
申
請
）

第
十
七
条

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
申
請
書
（
様

式
第
七
号
）
に
、
次
の
書
面
を
添
附
し
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
六
条
の
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
合
格
証
書
又
は
令
第
一
条
各
号
の
一
に
該
当
す
る
こ
と

を
証
す
る
書
面

二

戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本

（
免
許
証
の
様
式
）

第
十
八
条

法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
は
、
様
式
第
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
免
許
証
の
書
換
交
付
）

第
十
九
条

免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
本
籍
又
は
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
免
許
証
の
書
換

交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
証
書
換
申
請
書
（
様
式
第
九
号
）

に
、
免
許
証
及
び
戸
籍
唐
本
を
添
附
し
て
、
こ
れ
を
免
許
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
再
交
付
）

第
二
十
条

免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
免
許
証
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
免
許
証

の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
中
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
十
号
）

を
免
許
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申

請
が
免
許
証
を
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
免
許
証
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
免
許
証
の
返
納
）

第
二
十
一
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
の
取
消
を

受
け
た
者
は
、
す
み
や
か
に
、
取
消
を
し
た
都
道
府
県
知
事
に
免
許
証
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
聴
聞
）

第
二
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
取
消
を
し
よ
う
と
す
る
理
由
並
び
に
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所
を
、
そ
の
期
日
の
二
週
間
前
ま

で
に
聴
聞
を
受
け
る
者
に
通
知
し
、
か
つ
、
そ
の
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
出
頭
を
求
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
聴
聞
を
し
た
と
き
は
、
聴
聞
書
を
作
成
し
、
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
）

第
二
十
三
条

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
は
、
別
表
第
四
実
施
試
験
の
科
目

の
欄
及
び
学
科
試
験
の
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
、免
許
職
種
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
施
の
期
日
及
び
場
所
並
び
に
受
験
申
請
書
の
提

出
期
限
そ
の
他
試
験
に
関
し
必
要
な
事
項
を
、
当
該
期
日
の
二
月
前
ま
で
に
、
公
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
）

第
二
十
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲

げ
る
事
項
の
範
囲
で
、
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

免

除

の

範

囲

前
回
の
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
い
て
実
技
試

実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
全
部

験
又
は
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者

大
学
（
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十

学
科
試
験
の
科
目
の
う
ち
関
連
学
科

八
号
）
に
よ
る
大
学
又
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治

三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校

を
含
む
。
）
に
お
い
て
免
許
職
種
に
関
す
る
学
科
又

は
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ

実
技
試
験
の
全
部
若
し
く
は
一
部
又

る
検
定
又
は
試
験
に
合
格
し
た
者

は
学
科
試
験
の
一
部
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規
定
に
よ
り
行
わ
れ
た
職
業
訓
練
で
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
を
修
了
し
た
者
で
、
そ
の
後
十

年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

七

免
許
職
種
に
関
し
、
十
五
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者
で
、
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
訓

練
を
修
了
し
た
も
の

八

陸
軍
航
空
技
術
学
校
、
海
軍
機
関
学
校
等
旧
陸
海
軍
の
教
育
施
設
又
は
陸
軍
技
能
者
養
成
所
、

海
軍
技
手
養
成
所
、
海
軍
工
員
養
成
所
等
旧
陸
海
軍
の
技
能
者
の
養
成
施
設
の
う
ち
、
労
働
大
臣

が
指
定
す
る
も
の
に
お
い
て
免
許
職
種
に
関
す
る
課
程
を
修
了
し
た
者
で
、
そ
の
後
労
働
大
臣
が

定
め
る
年
数
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
も
の

（
免
許
の
申
請
）

第
十
七
条

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
申
請
書
（
様

式
第
七
号
）
に
、
次
の
書
面
を
添
附
し
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
二
十
六
条
の
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
合
格
証
書
又
は
令
第
一
条
各
号
の
一
に
該
当
す
る
こ
と

を
証
す
る
書
面

二

戸
籍
謄
本
又
は
戸
籍
抄
本

（
免
許
証
の
様
式
）

第
十
八
条

法
第
二
十
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
免
許
証
は
、
様
式
第
八
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
免
許
証
の
書
換
交
付
）

第
十
九
条

免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
本
籍
又
は
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
は
、
免
許
証
の
書
換

交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
証
書
換
申
請
書
（
様
式
第
九
号
）

に
、
免
許
証
及
び
戸
籍
唐
本
を
添
附
し
て
、
こ
れ
を
免
許
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
証
の
再
交
付
）

第
二
十
条

免
許
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
免
許
証
を
滅
失
し
、
又
は
損
傷
し
た
と
き
は
、
免
許
証

の
再
交
付
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
中
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
証
再
交
付
申
請
書
（
様
式
第
十
号
）

を
免
許
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申

請
が
免
許
証
を
損
傷
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
免
許
証
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
免
許
証
の
返
納
）

第
二
十
一
条

法
第
二
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
職
業
訓
練
指
導
員
免
許
の
取
消
を

受
け
た
者
は
、
す
み
や
か
に
、
取
消
を
し
た
都
道
府
県
知
事
に
免
許
証
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
聴
聞
）

第
二
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
聴
聞
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
取
消
を
し
よ
う
と
す
る
理
由
並
び
に
聴
聞
の
期
日
及
び
場
所
を
、
そ
の
期
日
の
二
週
間
前
ま

で
に
聴
聞
を
受
け
る
者
に
通
知
し
、
か
つ
、
そ
の
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
出
頭
を
求
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
聴
聞
を
し
た
と
き
は
、
聴
聞
書
を
作
成
し
、
保
存
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
）

第
二
十
三
条

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
技
試
験
及
び
学
科
試
験
は
、
別
表
第
四
実
施
試
験
の
科
目

の
欄
及
び
学
科
試
験
の
科
目
の
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
、免
許
職
種
ご
と
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２

都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
の
実
施
の
期
日
及
び
場
所
並
び
に
受
験
申
請
書
の
提

出
期
限
そ
の
他
試
験
に
関
し
必
要
な
事
項
を
、
当
該
期
日
の
二
月
前
ま
で
に
、
公
示
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
免
除
）

第
二
十
四
条

都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
下
欄
に
掲

げ
る
事
項
の
範
囲
で
、
実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者

免

除

の

範

囲

前
回
の
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
お
い
て
実
技
試

実
技
試
験
ま
た
は
学
科
試
験
の
全
部

験
又
は
学
科
試
験
に
合
格
し
た
者

大
学
（
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十

学
科
試
験
の
科
目
の
う
ち
関
連
学
科

八
号
）
に
よ
る
大
学
又
は
旧
専
門
学
校
令
（
明
治

三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校

を
含
む
。
）
に
お
い
て
免
許
職
種
に
関
す
る
学
科
又

は
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
他
の
法
令
の
規
定
に
よ

実
技
試
験
の
全
部
若
し
く
は
一
部
又

る
検
定
又
は
試
験
に
合
格
し
た
者

は
学
科
試
験
の
一
部
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（
受
験
の
申
請
）

第
二
十
五
条

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
申
請
書

（
様
式
第
十
一
号
）
に
次
の
書
面
を
添
附
し
て
、
こ
れ
を
都
道
府
県
知
事
に
堤
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

履
歴
書

二

戸
籍
謄
本
本
又
は
戸
籍
抄
本

三

写
真
（
名
刺
型
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
脱
帽
半
身
像
で
、
裏
面
に
撮
影

の
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
）

四

実
技
試
験
又
は
学
科
試
験
の
全
部
又
は
一
部
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、

前
条
の
表
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

（
合
格
証
書
）

第
二
十
六
条

都
道
府
県
知
事
は
、
職
業
訓
練
指
導
員
試
験
に
合
格
し
た
者
に
、
職
業
訓
練
指
導
員

試
験
合
格
証
書
（
様
式
第
十
二
号
）
を
交
付
す
る
。

第第
四四
章章

中中
央央
職職
業業
訓訓
練練
審審
議議
会会

（
会
長
）

第
二
十
七
条

中
央
職
業
訓
練
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。）
に
会
長
を
置
く
。

２

会
長
は
、
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
た
委
員
の
う
ち
か
ら
、
委
員
が
選
挙
す

る
。

３

会
長
は
、
審
議
会
の
会
務
を
総
理
す
る
。

４

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
会
議
）

第
二
十
八
粂

審
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
す
る
。

２

審
議
会
の
会
長
は
、
委
員
の
二
分
の
一
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

３

審
議
会
の
議
事
は
、
出
席
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

（
専
門
調
査
員
）

第
二
十
九
条

審
議
会
に
、
専
門
的
な
亊
項
を
調
査
さ
せ
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
専
門
調
査

員
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２

専
門
調
査
員
は
、
職
業
訓
練
に
関
す
る
事
項
に
関
し
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
労
働

大
臣
が
任
命
す
る
。

３

専
門
調
査
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。

（
部
会
）

第
三
十
条

部
会
所
属
の
委
員
、
特
別
委
員
及
び
専
門
調
査
員
は
、
会
長
が
指
名
す
る
。

２

部
会
に
、
部
会
長
を
置
く
。

３

部
会
長
は
、
部
会
所
属
の
委
員
の
う
ち
か
ら
、
会
長
が
指
名
す
る
。

（
庶
務
）

第
三
十
一
条

審
議
会
の
庶
務
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
職
業
訓
練
部
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
議
事
の
手
続
等
）

第
三
十
二
条

こ
の
章
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
会
長
が
審
議
会
に
は
か
っ
て
定
め
る
。

附

則
（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
技
能
者
養
成
規
程
等
の
廃
止
）

第
二
条

次
に
掲
げ
る
省
令
及
び
告
示
は
、
廃
止
す
る
。

一

技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
四
号
）

二

技
能
者
養
成
指
導
員
免
許
証
の
交
付
及
び
再
交
付
並
び
に
技
能
者
養
成
指
導
員
の
検
定
の
手

数
料
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
五
号
）

三

技
能
者
養
成
規
程
に
基
く
教
習
事
項
の
基
準
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告
示

第
二
十
三
号
）

四

技
能
者
養
成
指
導
員
の
検
定
の
学
科
及
び
実
技
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
告

示
第
三
十
四
号
）

五

技
能
者
共
同
養
成
費
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
労
働
省
告
示
第
二
号
）

六

技
能
者
養
成
規
程
第
十
五
条
第
二
項
の
施
設
と
し
て
失
業
保
険
福
祉
施
設
総
合
職
業
補
導
所

を
指
定
す
る
告
示
（
昭
和
三
十
二
年
労
働
省
告
示
第
一
号
）

２

旧
技
能
者
養
成
規
程
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
は
、
第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
証
明
書
と
み
な
す
。

（
労
働
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
粂

労
働
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
の
次
に
次
の
四
条
を
加
え
る
。

第
三
十
四
条
の
二

法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
た
使
用
者
が
行
う
職
業
訓
練
を

受
け
る
労
働
者
（
以
下
「
訓
練
生
」
と
い
う
。）
に
係
る
労
働
契
約
の
期
間
は
、
当
該
訓
練
生
に

係
る
訓
練
職
種
に
関
し
職
業
訓
練
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
労
働
省
令
第
十
六
号
）
別
表
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第
三
訓
練
期
間
の
欄
に
定
め
る
期
間
（
同
規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
訓
練
期
間
を
短
縮
す

る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
短
縮
し
た
期
間
を
控
除
し
た
期
間
、
同
規
則
別
表
第
三
備
考
二
に
よ

り
訓
練
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
延
長
し
た
期
間
を
加
算
し
た
期
間
と
す
る
。）

の
範
囲
内
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
訓
練

期
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
三

便
用
者
は
、
訓
練
生
に
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
く
命
令
で
定
め
る
経
験
又
は
技
能
を
有
し
な
い

訓
練
生
を
同
条
の
危
険
業
務
に
就
か
せ
、
満
十
八
才
に
満
た
な
い
訓
練
生
又
は
女
子
で
あ
る
訓

練
生
を
法
第
六
十
三
条
の
危
険
有
害
業
務
に
就
か
せ
、
又
は
満
十
六
才
以
上
の
男
子
で
あ
る
訓

練
生
を
坑
内
労
働
に
就
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

使
用
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
訓
練
生
を
危
険
業
務
、
危
険
有
害
業
務
又
は
坑
内
労
働
に

就
か
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
危
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
一
項
の
危
険
業
務
、
危
険
有
害
業
務
及
び
坑
内
労
働
の
範
囲
並
び
に
前
項
の
規
定
に
よ
り

使
用
者
が
講
ず
べ
き
措
置
の
基
準
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
十
四
条
の
四

法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
は
、
様
式
第
十
四
条
の
二
の
職
業
訓
練

に
関
す
る
特
例
許
可
申
請
書
に
よ
り
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
基

準
局
長
か
ら
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
五

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
前
条
の
申
請
に
つ
い
て
許
可
を
し
た
と
き
、

若
し
く
は
許
可
を
し
な
い
と
き
、
又
は
許
可
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知

事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
中
「
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
三
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
中
「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
四
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
を
別
表
第
四
と
し
、
別
表
第
二
を
別
表
第
一
と
し
、
別
表
第
一
を
別
表
第
二
と
し

別
表
第
一
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一

危
険
業
務
、
危
険
有
害
業
務
及
び
坑
内
労
働
の
範
囲
並
び
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き
措
置
の

基
準
は
、
旧
技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
四
号
）
別
表
第
三
の
例
に

よ
る
。

様
式
第
十
四
号
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
十
四
号
の
二

職
業
訓
練
に
関
す
る
特
例
許
可
申
請
書
（
編
注
：
略
）

（
編
注
：
以
下
に
規
定
さ
れ
た
他
の
法
令
の
施
行
規
則
の
一
部
改
正
は
各
々
の
部
に
明
記
し
た
。）

別別
表表
第第
一一

設

備

訓
練
の
対

教

科

職

種

の

分

類

訓

練

職

種

象
と
な
る

訓

練

数

量

技
能
の
範

期

間

囲

区

分

名

称

三
〇
人
を
一
単

五
〇
人
を
一
単

科

目

訓

練

時

間

位
と
し
て
訓
練

位
と
し
て
訓
練

を
行
う
場
合

を
行
う
場
合

金
属
材
料
製
造

鍛
造
工

機
械
鍛
造

時
間

一

年

建
物
そ
の

教
室

一
五
坪

二
五
坪

及
び
火
造

合
計

一
、
八
〇
〇

他
の
工
作

実
習
場

六
〇
坪

一
〇
〇
坪

り
作
業
に

一

普
通
学
科

一
五
〇

物

倉
庫

六
坪

一
〇
坪

お
け
る
技

１
社
会

鍛
造
炉

一
〇
式

一
七
式

能

２
体
育

ド
ロ
ッ
プ
ハ
ン
マ

二
台

二
台

３
数
学

機

械

ス
プ
リ
ン
グ
ハ
ン
マ

四
台

四
台

４
物
理
化
学

両
頭
研
削
盤

二
台

二
台

５
安
全

ボ
ー
ル
盤

一
台

一
台
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第
三
訓
練
期
間
の
欄
に
定
め
る
期
間
（
同
規
則
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
訓
練
期
間
を
短
縮
す

る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
短
縮
し
た
期
間
を
控
除
し
た
期
間
、
同
規
則
別
表
第
三
備
考
二
に
よ

り
訓
練
期
間
を
延
長
す
る
場
合
に
お
い
て
は
そ
の
延
長
し
た
期
間
を
加
算
し
た
期
間
と
す
る
。）

の
範
囲
内
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
当
該
事
業
場
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
訓
練

期
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
三

便
用
者
は
、
訓
練
生
に
技
能
を
習
得
さ
せ
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
は
、
法
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
く
命
令
で
定
め
る
経
験
又
は
技
能
を
有
し
な
い

訓
練
生
を
同
条
の
危
険
業
務
に
就
か
せ
、
満
十
八
才
に
満
た
な
い
訓
練
生
又
は
女
子
で
あ
る
訓

練
生
を
法
第
六
十
三
条
の
危
険
有
害
業
務
に
就
か
せ
、
又
は
満
十
六
才
以
上
の
男
子
で
あ
る
訓

練
生
を
坑
内
労
働
に
就
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

使
用
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
訓
練
生
を
危
険
業
務
、
危
険
有
害
業
務
又
は
坑
内
労
働
に

就
か
せ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
危
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
一
項
の
危
険
業
務
、
危
険
有
害
業
務
及
び
坑
内
労
働
の
範
囲
並
び
に
前
項
の
規
定
に
よ
り

使
用
者
が
講
ず
べ
き
措
置
の
基
準
は
、
別
表
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
三
十
四
条
の
四

法
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
許
可
は
、
様
式
第
十
四
条
の
二
の
職
業
訓
練

に
関
す
る
特
例
許
可
申
請
書
に
よ
り
、
当
該
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
労
働
基

準
局
長
か
ら
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
十
四
条
の
五

都
道
府
県
労
働
基
準
局
長
は
、
前
条
の
申
請
に
つ
い
て
許
可
を
し
た
と
き
、

若
し
く
は
許
可
を
し
な
い
と
き
、
又
は
許
可
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
知

事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
条
中
「
別
表
第
一
」
を
「
別
表
第
二
」
に
改
め
る
。

第
四
十
六
条
中
「
別
表
第
二
」
を
「
別
表
第
三
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
中
「
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
四
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
を
別
表
第
四
と
し
、
別
表
第
二
を
別
表
第
一
と
し
、
別
表
第
一
を
別
表
第
二
と
し

別
表
第
一
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一

危
険
業
務
、
危
険
有
害
業
務
及
び
坑
内
労
働
の
範
囲
並
び
に
使
用
者
が
講
ず
べ
き
措
置
の

基
準
は
、
旧
技
能
者
養
成
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
労
働
省
令
第
十
四
号
）
別
表
第
三
の
例
に

よ
る
。

様
式
第
十
四
号
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
十
四
号
の
二

職
業
訓
練
に
関
す
る
特
例
許
可
申
請
書
（
編
注
：
略
）

（
編
注
：
以
下
に
規
定
さ
れ
た
他
の
法
令
の
施
行
規
則
の
一
部
改
正
は
各
々
の
部
に
明
記
し
た
。）

別別
表表
第第
一一

設

備

訓
練
の
対

教

科

職

種

の

分

類

訓

練

職

種

象
と
な
る

訓

練

数

量

技
能
の
範

期

間

囲

区

分

名

称

三
〇
人
を
一
単

五
〇
人
を
一
単

科

目

訓

練

時

間

位
と
し
て
訓
練

位
と
し
て
訓
練

を
行
う
場
合

を
行
う
場
合

金
属
材
料
製
造

鍛
造
工

機
械
鍛
造

時
間

一

年

建
物
そ
の

教
室

一
五
坪

二
五
坪

及
び
火
造

合
計

一
、
八
〇
〇

他
の
工
作

実
習
場

六
〇
坪

一
〇
〇
坪

り
作
業
に

一

普
通
学
科

一
五
〇

物

倉
庫

六
坪

一
〇
坪

お
け
る
技

１
社
会

鍛
造
炉

一
〇
式

一
七
式

能

２
体
育

ド
ロ
ッ
プ
ハ
ン
マ

二
台

二
台

３
数
学

機

械

ス
プ
リ
ン
グ
ハ
ン
マ

四
台

四
台

４
物
理
化
学

両
頭
研
削
盤

二
台

二
台

５
安
全

ボ
ー
ル
盤

一
台

一
台
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二

専
門
学
科

二
〇
〇

の
こ
盤

一
台

一
台

１
機
械
工
作
法

硬
度
試
験
機

一
台

一
台

２
鍛
造
工
作
法

そ
の
他
の

器
工
具
及
び
用
具
類

３
材
料

設

備

計
測
器
及
び
試
験
器
類

４
製
図
法

教
材
類

５
工
場
要
項

三

基
本
実
習

八
〇
〇

１
器
工
具
の
使
い
方

２
鍛
造
基
本
作
業

３
機
械
ハ
ン
マ
操
作
作
業

４
工
具
製
作
及
び
修
理
作
業

５
熱
処
理
作
業

６
安
全
作
業
法

四

応
用
実
習

１
鍛
造
製
品
製
作
作
業

２
硬
度
試
験
作
業

六
五
〇

鋳
物
工

（
編
注
：
以
下
職
種
名
の
み
を
記
す)

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

金
属
加
工

機
械
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

精
密
機
械
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

板
金
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

板
金
工

合
計

九
〇
〇

六

月

溶
接
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

溶
接
工

合
計

九
〇
〇

六

月

め
っ
き
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

配
管
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

建
設
機
械
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

農
機
具
修
理
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

の
こ
目
立
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

ミ
シ
ン
修
理
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

精
密
加
工

時
計
修
理
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

電
気
工
事
及
び

電
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

電
機
製
造

電
機
機
器
修
理
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年
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ラ
ジ
オ
修
理
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

ラ
ジ
オ
テ
レ
ビ
修
理
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

無
線
通
信
員

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

化
学
製
品
製
造

製
紙
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

紡
織
及
び
織
物

織
機
調
整
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

製
造

染
色
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

洋
服
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

洋
裁
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

和
裁
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

ミ
シ
ン
縫
製
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

ミ
シ
ン
縫
製
工

合
計

九
〇
〇

六

月

編
物
工

合
計

九
〇
〇

六

月

刺
し
ゅ
う
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

運
輸
装
置
製
造

自
動
車
整
備
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

自
動
車
整
備
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

小
型
自
動
車
整
備
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

小
型
自
動
車
整
備
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

内
燃
機
関
整
備
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

造
船
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

建
設

左
官

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

タ
イ
ル
張
工

合
計

九
〇
〇

六

月

ブ
ロ
ッ
ク
建
築
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

ブ
ロ
ッ
ク
建
築
工

合
計

九
〇
〇

六

月

測
量
員

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

木
材
加
工

大
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

舟
大
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

木
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

木
竹
製
品
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

竹
と
う
細
工
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

土
石
製
品
製
造

石
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

陶
磁
器
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

陶
磁
器
図
案
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年
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ラ
ジ
オ
修
理
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

ラ
ジ
オ
テ
レ
ビ
修
理
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

無
線
通
信
員

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

化
学
製
品
製
造

製
紙
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

紡
織
及
び
織
物

織
機
調
整
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

製
造

染
色
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

洋
服
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

洋
裁
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

和
裁
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

ミ
シ
ン
縫
製
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

ミ
シ
ン
縫
製
工

合
計

九
〇
〇

六

月

編
物
工

合
計

九
〇
〇

六

月

刺
し
ゅ
う
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

運
輸
装
置
製
造

自
動
車
整
備
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

自
動
車
整
備
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

小
型
自
動
車
整
備
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

小
型
自
動
車
整
備
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

内
燃
機
関
整
備
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

造
船
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

建
設

左
官

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

タ
イ
ル
張
工

合
計

九
〇
〇

六

月

ブ
ロ
ッ
ク
建
築
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

ブ
ロ
ッ
ク
建
築
工

合
計

九
〇
〇

六

月

測
量
員

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

木
材
加
工

大
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

舟
大
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

木
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

木
竹
製
品
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

竹
と
う
細
工
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

土
石
製
品
製
造

石
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

陶
磁
器
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

陶
磁
器
図
案
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年
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製
図
及
び
印
刷

機
械
製
図
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

写
図
工

合
計

九
〇
〇

六

月

活
版
印
刷
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

謄
写
印
刷
工

合
計

九
〇
〇

六

月

各
種
製
造

塗
装
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

塗
装
工

合
計

九
〇
〇

六

月

革
製
品
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

製
く
つ
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

水
産
加
工
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

義
肢
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

し

刻
印
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

工
芸

鋳
金
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

装
身
具
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

漆
器
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

そ
の
他

事
務
員

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

経
理
事
務
員

（
編
注

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

経
理
事
務
員

三
は
「
実
習
」
で

合
計

九
〇
〇

六

月

英
語
事
務
員

四
は
無
い
）

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

英
文
タ
イ
ピ
ス
ト

合
計

九
〇
〇

六

月

和
文
タ
イ
ピ
ス
ト

合
計

九
〇
〇

六

月

衛
生
検
査
員

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

理
容
員

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

美
容
員

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

別別
表表
第第
二二

設

備

訓
練
の
対

教

科

職

種

の

分

類

訓

練

職

種

象
と
な
る

訓

練

数

量

技
能
の
範

期

間

囲

区

分

名

称

三
〇
人
を
一
単

五
〇
人
を
一
単

科

目

訓

練

時

間

位
と
し
て
訓
練

位
と
し
て
訓
練
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を
行
う
場
合

を
行
う
場
合

金
属
材
料
製
造

鋳
物
工

鋳
物
砂
の

時
間

一

年

建
物
そ
の

教
室

一
五
坪

二
五
坪

調
整
、
型

合
計

一
、
八
〇
〇

他
の
工
作

実
習
場

一
三
五
坪

一
七
〇
坪

込
め
及
び

一

普
通
学
科

一
六
〇

物

浴
場

五
坪

六
坪

鋳
込
み
等

１
社
会

倉
庫

六
坪

六
坪

に
お
け
る

２
体
育

モ
ノ
レ
ー
ル

一
式

一
式

技
能

３
数
学

キ
ュ
ポ
ラ

一
式

一
式

４
物
理
化
学

キ
ュ
ポ
ラ
投
入
台

一
式

一
式

５
安
全

こ
し
き

一
式

一
式

二

専
門
学
科

三
五
〇

こ
し
き
投
入
台

一
式

一
式

１
機
械
工
学
大
意

鋳
型
乾
燥
路

一
式

一
式

２
鋳
造
法

中
子
乾
燥
路

一
式

一
式

３
材
料

粘
土
水
タ
ン
ク

一
式

一
式

４
製
図
法

ほ
じ
ろ
タ
ン
ク

一
式

一
式

５
工
場
要
項

黒
味
タ
ン
ク

一
式

一
式

三

基
本
実
習

一
五
〇

る
つ
ぼ
炉

一
式

一
式

１
鋳
物
砂
の
調
整
作
業

シ
ェ
ル
モ
ー
ル
ド
鋳
造
装
置

一
式

一
式

２
宙
蔵
用
機
械
及
び

卓
上
ボ
─
ル
盤

一
台

一
台

器
具
の
使
い
方

機

械

両
頭
研
削
盤

一
台

一
台

３
模
型
製
作
及
び

ポ
ー
タ
ブ
ル
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー

二
台

二
台

模
型
検
査
作
業

空
気
圧
縮
機

一
台

一
台

四

応
用
実
習

一
、
一
四
〇

砂
混
ぜ
機

一
台

一
台

１
造
型
準
備
作
業

サ
ン
ド
ブ
レ
ン
ダ

一
台

一
台

２
各
種
生
型
造
型
験
作
業

造
型
機

一
台

一
台

３
各
種
乾
燥
型
造
型
作
業

タ
ン
ブ
ラ

一
台

一
台

４
溶
解
及
び
鋳
込
み
作
業

台
ば
か
り

二
台

二
台

５
鋳
込
み
後
処
理
作
業

そ
の
他
の

小
型
三
輪
自
動
車

一
台

一
台

６
鋳
物
検
査
作
業

設

備

器
工
具
及
び
用
具
類

計
測
器
及
び
試
験
器
類

教
材
類

金
属
加
工

機
械
工

（
編
注
：
以
下
職
種
名
の
み
を
記
す
）

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年
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を
行
う
場
合

を
行
う
場
合

金
属
材
料
製
造

鋳
物
工

鋳
物
砂
の

時
間

一

年

建
物
そ
の

教
室

一
五
坪

二
五
坪

調
整
、
型

合
計

一
、
八
〇
〇

他
の
工
作

実
習
場

一
三
五
坪

一
七
〇
坪

込
め
及
び

一

普
通
学
科

一
六
〇

物

浴
場

五
坪

六
坪

鋳
込
み
等

１
社
会

倉
庫

六
坪

六
坪

に
お
け
る

２
体
育

モ
ノ
レ
ー
ル

一
式

一
式

技
能

３
数
学

キ
ュ
ポ
ラ

一
式

一
式

４
物
理
化
学

キ
ュ
ポ
ラ
投
入
台

一
式

一
式

５
安
全

こ
し
き

一
式

一
式

二

専
門
学
科

三
五
〇

こ
し
き
投
入
台

一
式

一
式

１
機
械
工
学
大
意

鋳
型
乾
燥
路

一
式

一
式

２
鋳
造
法

中
子
乾
燥
路

一
式

一
式

３
材
料

粘
土
水
タ
ン
ク

一
式

一
式

４
製
図
法

ほ
じ
ろ
タ
ン
ク

一
式

一
式

５
工
場
要
項

黒
味
タ
ン
ク

一
式

一
式

三

基
本
実
習

一
五
〇

る
つ
ぼ
炉

一
式

一
式

１
鋳
物
砂
の
調
整
作
業

シ
ェ
ル
モ
ー
ル
ド
鋳
造
装
置

一
式

一
式

２
宙
蔵
用
機
械
及
び

卓
上
ボ
─
ル
盤

一
台

一
台

器
具
の
使
い
方

機

械

両
頭
研
削
盤

一
台

一
台

３
模
型
製
作
及
び

ポ
ー
タ
ブ
ル
グ
ラ
イ
ン
ダ
ー

二
台

二
台

模
型
検
査
作
業

空
気
圧
縮
機

一
台

一
台

四

応
用
実
習

一
、
一
四
〇

砂
混
ぜ
機

一
台

一
台

１
造
型
準
備
作
業

サ
ン
ド
ブ
レ
ン
ダ

一
台

一
台

２
各
種
生
型
造
型
験
作
業

造
型
機

一
台

一
台

３
各
種
乾
燥
型
造
型
作
業

タ
ン
ブ
ラ

一
台

一
台

４
溶
解
及
び
鋳
込
み
作
業

台
ば
か
り

二
台

二
台

５
鋳
込
み
後
処
理
作
業

そ
の
他
の

小
型
三
輪
自
動
車

一
台

一
台

６
鋳
物
検
査
作
業

設

備

器
工
具
及
び
用
具
類

計
測
器
及
び
試
験
器
類

教
材
類

金
属
加
工

機
械
工

（
編
注
：
以
下
職
種
名
の
み
を
記
す
）

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年



- 320 -

精
密
機
械
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

板
金
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

溶
接
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

配
管
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

建
設
機
械
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

電
気
工
事
及
び

電
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

電
機
製
造

電
機
機
器
修
理
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

ラ
ジ
オ
テ
レ
ビ
修
理
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

無
線
通
信
員

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

運
輸
装
置
製
造

自
動
車
整
備
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

内
燃
機
関
整
備
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

木
材
加
工

木
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

製
図
及
び
印
刷

機
械
製
図
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

活
版
印
刷
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

各
種
製
造

塗
装
工

合
計

一
、
八
〇
〇

一

年

別別
表表
第第
三三

（
編
注
：
本
表
は
従
来
の
技
能
者
養
成
の
「
教
習
事
項
」
を
そ
の
ま
ま
転
載
し
た
も
の
で
あ
り
、
略
す
。）

別別
表表
第第
四四

職

種

の

分

類

免
許
職
種

訓
練
職
種

実
技
試
験
の
科
目

学
科
試
験
の
科
目

金
属
材
料
製
造

製

銑

工

製

銑

工

製

銑

作

業

一

指
導
方
法
（
訓
練
計
画

訓
練
方
法

作
業
分
析

作
業
管
理

労
務
管
理

生
活
指
導
）

二

関
連
学
科

１

銑
鉄
製
造
法
（
冶
金
化
学

製
銑
法

測
定
法
）

２

溶
鉱
炉
及
び
炉
用
材
料
（
炉
の
構
造
及
び
取
扱

炉
材
の
規
格
、

用
途
及
び
特
性

熱
管
理
）

３

原
料
及
び
金
屑
材
料
（
鉱
石

燃
料

加
入
剤

金
属
材
料
の

特
性
及
び
用
途
）

製
鋼
工

製
鋼
工

（
編
注
：
以
下
職
種
名
の
み
を
記
す
）
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非
鉄
金
属
精
錬
工

非
鉄
金
属
精
錬
工

金
属
材
料
試
験
工

金
属
材
料
試
験
工

金
属
検
査
工

金
属
検
査
工

操
炉
工

操
炉
工

圧
延
伸
張
工

圧
延
伸
張
工

鍛
造
工

鍛
造
工

金
属
溶
融
工

金
属
溶
融
工

鋳
物
工

鋳
物
工

熱
処
理
工

熱
処
理
工

金
属
加
工

機
械
工

機
械
工

精
密
機
械
工

仕
上
工

仕
上
工

治
工
具
仕
上

機
械
組
立
工

機
械
組
立
工

機
械
検
査
工

内
燃
機
関
組
立
工

内
燃
機
関
組
立
工

板
金
工

板
金
工

金
属
プ
レ
ス
工

金
属
プ
レ
ス
工

製
か
ん
工

製
か
ん
工

溶
接
工

溶
接
工

電
気
溶
接
工

ガ
ス
溶
接
工

め
っ
き
工

め
っ
き
工

鉛

工

鉛

工

配
管
工

配
管
工

銅

工

銅

工

鉄

工

鉄

工

製
針
工

製
針
工

建
設
機
械
工

建
設
機
械
工

の
こ
目
立
工

の
こ
目
立
工

農
機
具
修
理
工

農
機
具
修
理
工

ミ
シ
ン
修
理
工

ミ
シ
ン
修
理
工
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非
鉄
金
属
精
錬
工

非
鉄
金
属
精
錬
工

金
属
材
料
試
験
工

金
属
材
料
試
験
工

金
属
検
査
工

金
属
検
査
工

操
炉
工

操
炉
工

圧
延
伸
張
工

圧
延
伸
張
工

鍛
造
工

鍛
造
工

金
属
溶
融
工

金
属
溶
融
工

鋳
物
工

鋳
物
工

熱
処
理
工

熱
処
理
工

金
属
加
工

機
械
工

機
械
工

精
密
機
械
工

仕
上
工

仕
上
工

治
工
具
仕
上

機
械
組
立
工

機
械
組
立
工

機
械
検
査
工

内
燃
機
関
組
立
工

内
燃
機
関
組
立
工

板
金
工

板
金
工

金
属
プ
レ
ス
工

金
属
プ
レ
ス
工

製
か
ん
工

製
か
ん
工

溶
接
工

溶
接
工

電
気
溶
接
工

ガ
ス
溶
接
工

め
っ
き
工

め
っ
き
工

鉛

工

鉛

工

配
管
工

配
管
工

銅

工

銅

工

鉄

工

鉄

工

製
針
工

製
針
工

建
設
機
械
工

建
設
機
械
工

の
こ
目
立
工

の
こ
目
立
工

農
機
具
修
理
工

農
機
具
修
理
工

ミ
シ
ン
修
理
工

ミ
シ
ン
修
理
工
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精
密
加
工

精
密
機
器
工

光
学
機
器
工

計
測
機
器
工

理
化
学
器
械
工

レ
ン
ズ
研
磨
工

レ
ン
ズ
研
磨
工

時
計
工

時
計
修
理
工

時
計
工

電
気
工
事
及
び

電
気
工

電
工

電
機
製
造

電
路
工

ケ
ー
ブ
ル
接
続
工

電
機
組
立
工

電
気
機
器
修
理
工

電
機
組
立
工

通
信
機
組
立
工

ラ
ジ
オ
修
理
工

ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
修
理
工

通
信
機
組
立
工

特
殊
真
空
管
工

特
殊
真
空
管
工

電
気
ぎ
装
工

電
気
ぎ
装
工

電
気
被
装
工

電
気
被
装
工

無
線
通
信
員

無
線
通
信
員

化
学
製
品
製
造

化
学
反
応
工

酸
ア
ル
カ
リ
工

無
機
薬
品
工

産
業
火
薬
工

硝
化
綿
及
び
セ
ロ
ル
イ
ド
工

高
圧
合
成
工

合
成
樹
脂
工

有
機
合
成
工

圧
縮
及
び
液
化
ガ
ス
工

圧
縮
及
び
液
化
ガ
ス
工

電
炉
製
品
工

電
炉
製
品
工

ガ
ス
発
生
工

ガ
ス
発
生
工

塗
料
工

塗
料
工

油
脂
工

油
脂
工

パ
ル
プ
工

パ
ル
プ
工

製
紙
工

製
紙
工

- 323 -

は
っ
酵
製
品
工

は
っ
酵
製
品
工

化
学
分
析
工

化
学
分
析
工

紡
績
及
び
織
物

繊
維
機
械
調
整
工

紡
機
調
整
工

加
工

織
機
調
整
工

メ
リ
ヤ
ス
機
調
整
工

手
織
工

手
織
工

染
色
工

染
色
工

な
染
ロ
ー
ル
彫
刻
工

な
染
ロ
ー
ル
彫
刻
工

型
紙
彫
刻
工

型
紙
彫
刻
工

洋
服
工

洋
服
工

洋
裁
工

洋
裁
工

和
裁
工

和
裁
工

手
芸
工

手
芸
工

運
輸
装
置
製
造

自
動
車
整
備
工

自
動
車
整
備
工

小
型
自
動
車
整
備
工

電
気
自
動
車
整
備
工

内
燃
機
関
整
備
工

内
燃
機
関
整
備
工

造
船
ぎ
装
工

造
船
工

造
船
ぎ
装
工

ド
ッ
ク
工

ド
ッ
ク
工

船
具
工

船
具
工

自
転
車
工

自
転
車
工

建

設

左

官

左

官

タ
イ
ル
張
工

築
炉
工

築
炉
工

屋
根
ふ
き
工

屋
根
ふ
き
工

畳

工

畳

工

ブ
ロ
ッ
ク
建
築
工

ブ
ロ
ッ
ク
建
築
工

測
量
員

測
量
員

木
材
加
工

大

工

大

工

舟
大
工

舟
大
工

船
台
大
工

船
台
大
工
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は
っ
酵
製
品
工

は
っ
酵
製
品
工

化
学
分
析
工

化
学
分
析
工

紡
績
及
び
織
物

繊
維
機
械
調
整
工

紡
機
調
整
工

加
工

織
機
調
整
工

メ
リ
ヤ
ス
機
調
整
工

手
織
工

手
織
工

染
色
工

染
色
工

な
染
ロ
ー
ル
彫
刻
工

な
染
ロ
ー
ル
彫
刻
工

型
紙
彫
刻
工

型
紙
彫
刻
工

洋
服
工

洋
服
工

洋
裁
工

洋
裁
工

和
裁
工

和
裁
工

手
芸
工

手
芸
工

運
輸
装
置
製
造

自
動
車
整
備
工

自
動
車
整
備
工

小
型
自
動
車
整
備
工

電
気
自
動
車
整
備
工

内
燃
機
関
整
備
工

内
燃
機
関
整
備
工

造
船
ぎ
装
工

造
船
工

造
船
ぎ
装
工

ド
ッ
ク
工

ド
ッ
ク
工

船
具
工

船
具
工

自
転
車
工

自
転
車
工

建

設

左

官

左

官

タ
イ
ル
張
工

築
炉
工

築
炉
工

屋
根
ふ
き
工

屋
根
ふ
き
工

畳

工

畳

工

ブ
ロ
ッ
ク
建
築
工

ブ
ロ
ッ
ク
建
築
工

測
量
員

測
量
員

木
材
加
工

大

工

大

工

舟
大
工

舟
大
工

船
台
大
工

船
台
大
工
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木

工

器
械
木
工

車
両
木
工

造
船
木
工

木
型
工

木
型
工

家
具
建
具
工

木

工

家
具
工

建
具
工

木
竹
製
品
工

内
張
工

内
張
工

竹
と
う
細
工
工

竹
と
う
細
工
工

お
け
た
る
工

お
け
た
る
工

土
石
製
品
製
造

石

工

石

工

陶
磁
器
工

陶
磁
器
工

陶
磁
器
図
案
工

窯
業
焼
成
工

窯
業
焼
成
工

ガ
ラ
ス
工

ガ
ラ
ス
工

特
殊
ガ
ラ
ス
工

ガ
ラ
ス
製
品
工

製
図
及
び
印
刷

製
図
工

器
械
製
図
工

写
図
工

電
気
製
図
工

造
船
製
図
工

原
図
工

原
図
工

印
刷
工

活
版
印
刷
工

オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
工

印
刷
工

謄
写
印
刷
工

謄
写
印
刷
工

製
本
工

製
本
工

各
種
製
造

塗
装
工

塗
装
工

機
械
塗
装
工

針
布
工

針
布
工

金
属
玩
具
工

金
属
玩
具
工
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表
具
工

表
具
工

製
革
工

製
革
工

皮
製
品
工

皮
製
品
工

製
く
つ
工

製
パ
ン
工

製
パ
ン
工

水
産
加
工
工

水
産
加
工
工

義
肢
工

義
肢
工

刻
印
工

刻
印
工

工

芸

つ
い
金
工

つ
い
金
工

彫
金
工

彫
金
工

鋳
金
工

鋳
金
工

か
ざ
り
工

か
ざ
り
工

七
宝
工

七
宝
工

宝
石
工

宝
石
工

漆
器
工

漆
器
工

木
彫
工

木
彫
工

装
身
具
工

装
身
具
工

運

転

機
械
運
転
工

機
械
運
転
工

電
機
運
転
工

電
機
運
転
工

起
重
機
運
転
工

起
重
機
運
転
工

汽
か
ん
工

汽
か
ん
工

採

鉱

石
炭
坑
内
直
接
夫

石
炭
坑
内
直
接
夫

石
炭
坑
内
機
電
夫

石
炭
坑
内
機
電
夫

石
炭
鉱
山
測
量
夫

石
炭
鉱
山
測
量
夫

そ
の
他

事
務
員

事
務
員

経
理
事
務
員

英
語
事
務
員

英
語
事
務
員

タ
イ
ピ
ス
ト

和
文
タ
イ
ピ
ス
ト

英
文
タ
イ
ピ
ス
ト

衛
生
検
査
員

衛
生
検
査
員

理
容
院

理
容
員

美
容
員

美
容
員
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表
具
工

表
具
工

製
革
工

製
革
工

皮
製
品
工

皮
製
品
工

製
く
つ
工

製
パ
ン
工

製
パ
ン
工

水
産
加
工
工

水
産
加
工
工

義
肢
工

義
肢
工

刻
印
工

刻
印
工

工

芸

つ
い
金
工

つ
い
金
工

彫
金
工

彫
金
工

鋳
金
工

鋳
金
工

か
ざ
り
工

か
ざ
り
工

七
宝
工

七
宝
工

宝
石
工

宝
石
工

漆
器
工

漆
器
工

木
彫
工

木
彫
工

装
身
具
工

装
身
具
工

運

転

機
械
運
転
工

機
械
運
転
工

電
機
運
転
工

電
機
運
転
工

起
重
機
運
転
工

起
重
機
運
転
工

汽
か
ん
工

汽
か
ん
工

採

鉱

石
炭
坑
内
直
接
夫

石
炭
坑
内
直
接
夫

石
炭
坑
内
機
電
夫

石
炭
坑
内
機
電
夫

石
炭
鉱
山
測
量
夫

石
炭
鉱
山
測
量
夫

そ
の
他

事
務
員

事
務
員

経
理
事
務
員

英
語
事
務
員

英
語
事
務
員

タ
イ
ピ
ス
ト

和
文
タ
イ
ピ
ス
ト

英
文
タ
イ
ピ
ス
ト

衛
生
検
査
員

衛
生
検
査
員

理
容
院

理
容
員

美
容
員

美
容
員
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様
式
第
一
号

事
業
内
職
業
訓
練
認
定
申
請
書
（
編
注
：
以
下
様
式
略
）

様
式
第
二
号

事
業
内
職
業
訓
練
認
定
申
請
書

様
式
第
三
号

共
同
職
業
訓
練
団
体
構
成
事
業
主
名
簿

様
式
第
四
号

認
定
職
業
訓
練
修
了
証
明
書

様
式
第
五
号

認
定
職
業
訓
練
履
修
証
明
書

様
式
第
六
号

認
定
職
業
訓
練
実
施
状
況
報
告
書

様
式
第
七
号

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
申
請
書

様
式
第
八
号

職
業
訓
練
指
導
員
免
許

様
式
第
九
号

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
証
書
換
申
請
書

様
式
第
十
号

職
業
訓
練
指
導
員
免
許
証
再
交
付
申
請
書

様
式
第
十
一
号

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
受
験
申
請
書

様
式
第
十
二
号

職
業
訓
練
指
導
員
試
験
合
格
証
書

昭
和
三
三
年
七
月
一
日

〔
四
─
五
─
五
〕
労
働
省
告
示
第
二
一
号

国国
がが
設設
置置
すす
るる
身身
体体
障障
害害
者者
職職
業業
訓訓
練練
所所

職
業
訓
練
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
三
十
三
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
が
設
置

す
る
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

名

称

位

置

東
京
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所

東
京
都
北
多
摩
郡
小
平
町
小
川
二
二
六
四

大
阪
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所

大
阪
府
堺
市
旭
ケ
丘
中
町
四
丁
目
一
三
六

福
岡
身
体
障
害
老
職
業
訓
練
所

福
岡
県
小
倉
市
三
萩
野
一
〇
六
五

神
奈
川
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所

神
奈
川
県
相
模
原
市
上
鶴
間
四
七
六
〇

宮
城
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所

宮
城
県
仙
台
市
南
小
泉
字
南
屋
敷
一
一
二

兵
庫
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所

兵
庫
県
伊
丹
市
松
原
二
四
四

愛
知
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所

愛
知
県
宝
飯
郡
一
宮
村
大
字
一
宮
字
上
新
切
三
三

ノ
四

広
島
身
体
障
害
者
職
業
訓
練
所

広
島
県
広
島
市
字
品
町
御
幸
通
八
丁
目
一
一
七

昭
和
三
三
年
七
月
一
日

〔
四
─
五
─
六
〕
労
働
省
訓
令
第
三
号

職職
業業
訓訓
練練
指指
導導
官官
規規
程程

（
設
置
）

第
一
条

職
業
訓
練
行
政
の
円
滑
適
正
な
運
営
を
図
る
た
め
、
労
働
省
職
業
安
定
局
に
職
業
訓
練
指

導
官
を
置
く
。

（
任
命
）

第
二
条

職
業
訓
練
指
導
官
は
、
労
働
省
職
業
安
定
局
に
勤
務
す
る
職
員
で
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
六
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
行

政
職
俸
給
表
㈠
に
よ
る
職
務
の
等
級
が
五
等
級
以
上
で
あ
る
も
の
の
う
ち
か
ら
、
労
働
大
臣
が
任

命
す
る
。

２

職
業
訓
練
指
導
官
の
う
ち
一
人
を
、
主
任
職
業
訓
練
指
導
官
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
職
務
）

第
三
条

職
業
訓
練
指
導
官
は
、
上
司
の
命
を
受
け
て
、
職
業
訓
練
及
び
技
能
検
定
に
関
す
る
専
門

的
及
び
技
術
的
な
事
項
に
つ
い
て
の
指
導
又
は
援
助
に
関
す
る
事
務
を
行
う
。

２

主
任
職
業
訓
練
指
導
官
は
、
職
業
訓
練
指
導
官
の
行
う
事
務
の
調
整
に
当
る
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
の
事
項
）

第
四
条

こ
の
規
定
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
業
訓
練
指
導
官
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
労
働
省

職
業
安
定
局
長
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

技
能
養
成
指
導
官
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
労
働
省
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
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